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○新潟県自治会館附属駐車場条例施行規則

 （平成１８年３月３１日規則第１４号）  ………………… １３７１

○新潟県自治会館附属駐車場使用規程

 （平成１８年８月１日訓令第６号）  ………………… １３８３

○新潟県自治会館管理規則

 （平成１８年３月３１日規則第１３号）  ………………… １３８７

○平成３１年度開始の新潟県自治会館大規模改修事業に係る

　負担金に関する条例（平成３１年２月１５日条例第１０号）  ……………… １３９２－１

○新潟県自治会館防火・防災管理規程

 （平成１８年３月３１日訓令第５号）  ………………… １３９３

（　１５　）
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第１章　総　　　則



新潟県市町村総合事務組合規約

　最終変更　令和元年８月２１日総行市第３１号許可

　　　第１章　総則

　（組合の名称）

第１条　この組合は、新潟県市町村総合事務組合（以下「組合」という。）と

いう。

　（組合を組織する地方公共団体）

第２条　組合は、別表第１に掲げる市町村、一部事務組合及び広域連合（以

下「組合市町村等」という。）をもって組織する。

　（組合の共同処理する事務）

第３条　組合は、別表第２の右欄に掲げる組合市町村等に係る同表左欄の事

務を共同処理する。

　（組合の事務所の位置）

第４条　組合の事務所は、新潟市中央区新光町４番地１に置く。

　　　第２章　組合の議会

　（議会の組織及び議員の選挙の方法）

第５条　組合の議会の議員（以下「組合議員」という。）の定数は１５人とし、

次のとおり選出する。

�　組合を組織する市町村の長のうちから互選された者　　　　１１人

�　組合を組織する市町村の議会議長のうちから互選された者　４人

２　組合議員に欠員が生じたときは、直ちにこれを補充しなければならな

い。

　（議員の任期）

第６条　組合議員の任期は、当該市町村長及び当該市町村議会議長の任期に

よる。

　（特別議決）

第７条　組合の議会の議決すべき事件のうち、組合市町村等の一部に係るも

―　１　―

平成１６年１月２３日
総行市第３０号許可
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のについては、当該事件に関係する市町村から選出されている組合議員の

出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

　　　第３章　組合の執行機関

　（執行機関の組織及び選任の方法）

第８条　組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。

２　管理者は、組合を組織する市町村の長が互選する。

３　副管理者は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合を組織する市町村

の長のうちから選任する。

４　会計管理者は、組合の職員のうちから、管理者が任命する。

　（管理者及び副管理者の任期）

第９条　管理者及び副管理者の任期は、当該市町村長の任期による。

　（組合の職員）

第１０条　組合に職員を置き、その定数は条例で定め、管理者が任免する。

　（監査委員）

第１１条　組合に監査委員２人を置く。

２　監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組

合議員のうちから各１人を選任する。

３　監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者にあっては

４年とし、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期に

よるものとする。

　（選挙管理委員会）

第１２条　地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令（昭和３１年政令第

２２１号）第１４条第２項に規定する選挙管理委員会は、教育委員会教育長の

属する市町村の選挙管理委員会とする。

　　　第４章　組合の経費

　（経費支弁の方法）

第１３条　組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

�　組合市町村等の負担金

―　２　―

新潟県市町村総合事務組合規約

必要Title:01●001-.ec8 Page:2  Date: 2019/12/06 Fri 10:54:52 



新潟県市町村総合事務組合規約

�　交通災害共済加入者の会費

�　組合の財産から生じる収入

�　その他の収入

２　組合市町村等の負担金及び交通災害共済加入者の会費は、別に条例で定

める。

　　　附　則（平成１６年１月２３日総行市第３０号許可）

　（施行期日）

１　この規約は、平成１６年３月１日から施行する。

　（事務の承継）

２　組合は、平成１６年２月末日をもって解散する新潟県消防団員等公償組

合、新潟県町村職員退職手当組合、新潟県町村人事事務組合、新潟県交通

災害共済組合及び新潟県自治会館管理組合の事務を承継する。

　（経過措置）

３　この規約の施行日前に在職する新潟県自治会館管理組合の管理者は、こ

の規約に基づく管理者が互選されるまでの間その職務を行う。

　　　附　則（平成１６年３月１日総行市第７５号許可）

　この規約は、平成１６年３月１日から施行する。

　　　附　則（平成１６年３月３１日総行市第１２２号許可）

　この規約は、平成１６年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成１６年４月１日総行市第１４５号許可）

　この規約は、平成１６年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成１６年１０月２９日総行市第５２１号許可）

　この規約は、平成１６年１１月１日から施行する。

　　　附　則（平成１６年１２月２８日総行市第６７７号許可）

　この規約は、平成１７年１月１日から施行する。

　　　附　則（平成１７年３月１０日総行市第２１９号許可）

　この規約は、平成１７年３月１９日から施行する。

　　　附　則（平成１７年３月１９日総行市第２３９号許可）

　この規約は、平成１７年３月２１日から施行する。

―　３　―
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　　附　則（平成１７年３月３１日総行市第２７９号許可）

　この規約は、平成１７年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成１７年４月２８日総行市第５９６号許可）

　この規約は、平成１７年５月１日から施行する。

　　　附　則（平成１７年８月３１日総行市第７６２号許可）

　この規約は、平成１７年９月１日から施行する。

　　　附　則（平成１７年９月３０日総行市第７９３号許可）

　この規約は、平成１７年１０月１日から施行する。

　　　附　則（平成１７年１０月７日総行市第８０８号許可）

　この規約は、平成１７年１０月１０日から施行する。

　　　附　則（平成１７年１２月２８日総行市第８２８号許可）

　この規約は、平成１８年１月１日から施行する。

　　　附　則（平成１８年３月１７日総行市第５８号許可）

　この規約は、平成１８年３月２０日から施行する。

　　　附　則（平成１８年３月３１日総行市第９１号許可）

　この規約は、平成１８年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成１９年３月２８日総行市第６２号許可）

　この規約は、平成１９年４月１日から施行し、変更後の別表第２の８の項及

び１２の項の規定は、平成１８年６月１４日から適用する。

　　　附　則（平成１９年９月２５日総行市第１５４号許可）

　この規約は、平成１９年１０月１日から施行する。

　　　附　則（平成２０年３月１９日総行市第６１号許可）

　この規約は、平成２０年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２２年３月３１日総行市第１００号許可）

　この規約は、平成２２年３月３１日から施行する。ただし、別表第２の２の項

及び３の項の改正規定中「村上市」を「十日町市、村上市」に改める部分並

びに同表５の項の改正規定中「三条・燕・西蒲・南蒲広域養護老人ホーム施

設組合」の次に「、新潟県中越福祉事務組合」を加える部分は、平成２２年４

月１日から施行する。

 

―　４　―

新潟県市町村総合事務組合規約
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新潟県市町村総合事務組合規約

　　　附　則（平成２３年３月３０日総行市第２８５号許可）

　この規約は、平成２３年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２３年９月２２日総行市第９６号許可）

　この規約は、平成２３年１０月１日から施行する。

　　　附　則（平成２５年３月２６日総行市第３６号許可）

　この規約は、平成２５年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２６年３月２５日総行市第９５号許可）

　この規約は、平成２６年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２７年３月１０日総行市第５０号許可）

　この規約は、平成２７年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２８年２月１８日総行市第７号許可）

　この規約は、平成２８年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２８年１１月１８日総行市第９７号許可）

　この規約は、総務大臣の許可の日から施行する。

　　　附　則（平成２９年２月１０日総行市第１２４号許可）

　この規約は、平成２９年４月１日から施行する。

　　　附　則（令和元年８月２１日総行市第３１号許可）

　この規約は、総務大臣の許可の日から施行する。

 

―　５　―
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　別表第１（第２条関係）

 

―　６　―

新潟県市町村総合事務組合規約

新潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日
町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、佐渡市、阿賀野市、
魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢
町、津南町、刈羽村、関川村、粟島浦村、上越地域消防事務組合、上越広域伝染
病院組合、三条・燕・西蒲・南蒲広域養護老人ホーム施設組合、新潟県中越福祉
事務組合、下越障害福祉事務組合、新発田地域広域事務組合、新発田地域老人福
祉保健事務組合、加茂市・田上町消防衛生保育組合、十日町地域広域事務組合、
新潟県中東福祉事務組合、五泉地域衛生施設組合、豊栄郷清掃施設処理組合、阿
賀北広域組合、さくら福祉保健事務組合、西蒲原福祉事務組合、燕・弥彦総合事
務組合、寺泊老人ホーム組合、魚沼地区障害福祉組合、魚沼地域特別養護老人
ホーム組合、津南地域衛生施設組合、新潟県後期高齢者医療広域連合
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新潟県市町村総合事務組合規約

　別表第２（第３条関係）

―　７　―

組 合 市 町 村 等共同処理する事務

村上市、燕市、佐渡市、阿賀野市、魚沼市、南
魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿
賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村、関
川村、粟島浦村、上越地域消防事務組合、三
条・燕・西蒲・南蒲広域養護老人ホーム施設組
合、下越障害福祉事務組合、新発田地域広域事
務組合、新発田地域老人福祉保健事務組合、十
日町地域広域事務組合、新潟県中東福祉事務組
合、五泉地域衛生施設組合、豊栄郷清掃施設処
理組合、阿賀北広域組合、さくら福祉保健事務
組合、西蒲原福祉事務組合、燕・弥彦総合事務
組合、寺泊老人ホーム組合、魚沼地区障害福祉
組合、魚沼地域特別養護老人ホーム組合、津南
地域衛生施設組合

１　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）
第２０４条第２項の規定による組合市
町村等の常勤の職員及びその遺族に
対する退職手当の支給

小千谷市、十日町市、見附市、村上市、燕市、
糸魚川市、五泉市、佐渡市、阿賀野市、魚沼市、
南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、
阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村、
関川村、粟島浦村、上越広域伝染病院組合、三
条・燕・西蒲・南蒲広域養護老人ホーム施設組
合、新潟県中越福祉事務組合、下越障害福祉事
務組合、新発田地域広域事務組合、新発田地域
老人福祉保健事務組合、十日町地域広域事務組
合、新潟県中東福祉事務組合、五泉地域衛生施
設組合、豊栄郷清掃施設処理組合、阿賀北広域
組合、さくら福祉保健事務組合、西蒲原福祉事
務組合、燕・弥彦総合事務組合、寺泊老人ホー
ム組合、魚沼地区障害福祉組合、魚沼地域特別
養護老人ホーム組合、津南地域衛生施設組合、
新潟県後期高齢者医療広域連合

２　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１
号）第７条第３項の規定による公平
委員会の設置

小千谷市、十日町市、見附市、村上市、燕市、
糸魚川市、五泉市、佐渡市、阿賀野市、魚沼市、
南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、
阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村、
関川村、粟島浦村、上越広域伝染病院組合、三
条・燕・西蒲・南蒲広域養護老人ホーム施設組
合、新潟県中越福祉事務組合、下越障害福祉事
務組合、新発田地域広域事務組合、新発田地域
老人福祉保健事務組合、十日町地域広域事務組

３　地方公務員法第８条第２項に規定
する公平委員会の権限
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―　８　―

新潟県市町村総合事務組合規約

合、新潟県中東福祉事務組合、五泉地域衛生施
設組合、豊栄郷清掃施設処理組合、阿賀北広域
組合、さくら福祉保健事務組合、西蒲原福祉事
務組合、燕・弥彦総合事務組合、寺泊老人ホー
ム組合、魚沼地区障害福祉組合、魚沼地域特別
養護老人ホーム組合、津南地域衛生施設組合、
新潟県後期高齢者医療広域連合

村上市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、
聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、
湯沢町、津南町、刈羽村、関川村、粟島浦村、
三条・燕・西蒲・南蒲広域養護老人ホーム施設
組合、下越障害福祉事務組合、新発田地域広域
事務組合、新発田地域老人福祉保健事務組合、
新潟県中東福祉事務組合、五泉地域衛生施設組
合、豊栄郷清掃施設処理組合、阿賀北広域組合、
さくら福祉保健事務組合、西蒲原福祉事務組
合、燕・弥彦総合事務組合、寺泊老人ホーム組
合、魚沼地区障害福祉組合、魚沼地域特別養護
老人ホーム組合、津南地域衛生施設組合

４　地方公務員法第１７条の２第２項に
規定する職員の採用試験及び同法第
２１条の４第１項に規定する昇任試験
のうち組合市町村等の任命権者の指
定したもの

長岡市、上越市、三条市、柏崎市、新発田市、
小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、
燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、佐渡市、阿
賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、
弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、
津南町、刈羽村、関川村、粟島浦村、三条・
燕・西蒲・南蒲広域養護老人ホーム施設組合、
新潟県中越福祉事務組合、下越障害福祉事務組
合、新発田地域広域事務組合、新発田地域老人
福祉保健事務組合、十日町地域広域事務組合、
新潟県中東福祉事務組合、五泉地域衛生施設組
合、豊栄郷清掃施設処理組合、阿賀北広域組合、
さくら福祉保健事務組合、西蒲原福祉事務組
合、燕・弥彦総合事務組合、寺泊老人ホーム組
合、魚沼地区障害福祉組合、魚沼地域特別養護
老人ホーム組合、津南地域衛生施設組合

５　地方公務員法第３９条第２項に規定
する職員の研修のうち組合市町村等
の任命権者の指定したもの

新発田市、小千谷市、加茂市、見附市、村上市、
五泉市、佐渡市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、
胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、
出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村、関川村、

６　地方公務員災害補償法（昭和４２年
法律第１２１号）第６９条及び第７０条に規
定する非常勤の職員に対する公務上
の災害又は通勤による災害に対する
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―　９　―

粟島浦村、上越地域消防事務組合、上越広域伝
染病院組合、三条・燕・西蒲・南蒲広域養護老
人ホーム施設組合、新潟県中越福祉事務組合、
下越障害福祉事務組合、新発田地域広域事務組
合、新発田地域老人福祉保健事務組合、加茂市・
田上町消防衛生保育組合、十日町地域広域事務
組合、五泉地域衛生施設組合、新潟県中東福祉
事務組合、豊栄郷清掃施設処理組合、阿賀北広
域組合、さくら福祉保健事務組合、西蒲原福祉
事務組合、燕・弥彦総合事務組合、寺泊老人
ホーム組合、魚沼地区障害福祉組合、魚沼地域
特別養護老人ホーム組合、津南地域衛生施設組
合、新潟県後期高齢者医療広域連合

補償に関する事務

三条市、新発田市、小千谷市、加茂市、見附市、
村上市、燕市、妙高市、五泉市、佐渡市、阿賀
野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥
彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津
南町、刈羽村、関川村、粟島浦村

７　公立学校の学校医、学校歯科医及
び学校薬剤師の公務災害補償に関す
る法律（昭和３２年法律第１４３号）第２
条に規定する公立学校の非常勤の学
校医、学校歯科医及び学校薬剤師の
公務上の災害に対する補償

新潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、新
発田市、小千谷市、加茂市、見附市、村上市、
糸魚川市、妙高市、五泉市、佐渡市、阿賀野市、
魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、田上町、
阿賀町、出雲崎町、湯沢町、刈羽村、関川村、
粟島浦村、十日町地域広域事務組合、燕・弥彦
総合事務組合

８　消防組織法（昭和２２年法律第２２６
号）第２４条の規定による非常勤消防
団員に係る損害補償

新潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、新
発田市、小千谷市、加茂市、見附市、村上市、
糸魚川市、妙高市、五泉市、佐渡市、阿賀野市、
魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、田上町、
阿賀町、出雲崎町、湯沢町、刈羽村、関川村、
粟島浦村、十日町地域広域事務組合、燕・弥彦
総合事務組合

９　消防法（昭和２３年法律第１８６号）第
３６条の３の規定による消防作業に従
事した者又は救急業務に協力した者
に係る損害補償

新潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、新
発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、
村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、佐
渡市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、
聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、
湯沢町、津南町、刈羽村、関川村、粟島浦村

１０　水防法（昭和２４年法律第１９３号）第
６条の２の規定による非常勤水防団
員に係る損害補償及び同法第４５条の
規定に基づく水防に従事した者に係
る損害補償
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新潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、新
発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、
村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、佐
渡市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、
聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、
湯沢町、津南町、刈羽村、関川村、粟島浦村

１１　災害対策基本法（昭和３６年法律第
２２３号）第８４条第１項（原子力災害対
策特別措置法（平成１１年法律第１５６
号）第２８条第１項の規定により読み
替えて適用される場合を含む。）の規
定による組合市町村等の長の命令に
より応急措置の業務に従事した者に
係る損害補償

新潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、新
発田市、小千谷市、加茂市、見附市、村上市、
糸魚川市、妙高市、五泉市、佐渡市、阿賀野市、
魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、田上町、
阿賀町、出雲崎町、湯沢町、刈羽村、関川村、
粟島浦村、十日町地域広域事務組合、燕・弥彦
総合事務組合

１２　消防組織法第２５条の規定による非
常勤消防団員の退職報償金の支給に
係る事務のうち、新潟県非常勤消防
団員に係る退職報償金の支給

新潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、新
発田市、小千谷市、加茂市、見附市、村上市、
糸魚川市、妙高市、五泉市、佐渡市、阿賀野市、
魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、田上町、
阿賀町、出雲崎町、湯沢町、刈羽村、関川村、
粟島浦村、上越地域消防事務組合、新発田地域
広域事務組合、加茂市･田上町消防衛生組合、十
日町地域広域事務組合、燕・弥彦総合事務組合

１３　消防団員、水防団員及び消防吏員
に対する賞じゅつ金の授与

新潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、新
発田市、小千谷市、加茂市、見附市、村上市、
糸魚川市、妙高市、五泉市、佐渡市、阿賀野市、
魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、田上町、
阿賀町、出雲崎町、湯沢町、刈羽村、関川村、
粟島浦村、上越地域消防事務組合、新発田地域
広域事務組合、加茂市・田上町消防衛生組合、
十日町地域広域事務組合、燕・弥彦総合事務組
合

１４　消防団員及び消防吏員に対する殉
職者特別賞じゅつ金の授与

新潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、新
発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、
村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、佐
渡市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、
聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、
湯沢町、津南町、刈羽村、関川村、粟島浦村

１５　住民の交通事故災害について相互
救済を行うための交通災害共済
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―　１１　―

新潟市、長岡市、上越市、三条市、柏崎市、新
発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、
村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、佐
渡市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、
聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、
湯沢町、津南町、刈羽村、関川村、粟島浦村

１６　新潟県自治会館の設置及び管理運
営

―　１１（１２～１５欠）　―
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新潟県市町村総合事務組合の
休日を定める条例　　　　　

　（新潟県市町村総合事務組合の休日）

第１条　次の各号に掲げる日は、新潟県市町村総合事務組合（以下「組合」

という。）の休日とし、組合の機関の執務は、原則として行わないものとす

る。

�　日曜日及び土曜日

�　国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

�　１２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。）

２　前項の規定は、組合の休日に組合の機関がその所掌事務を遂行すること

を妨げるものではない。

　（期限の特例）

第２条　組合に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定

する期間（時をもって定める期間を除く。）をもって定めるものが組合の休

日に当たるときは、組合の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただ

し、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

　　　附　則

　この条例は、平成１６年３月１日から施行する。

―　１７　―

平成１６年３月１日
条　例　第　２　号



新潟県市町村総合事務組合情報公開条例

　最終改正　平成２８年２月１６日条例第１号

　（目的）

第１条　この条例は、情報公開に関し必要な事項を定めるとともに、住民の

公文書の公開を請求する権利を明らかにし、もって新潟県市町村総合事務

組合（以下「組合」という。）の公正で開かれた事務事業の推進に資するこ

とを目的とする。

　（定義）

第２条　この条例において「実施機関」とは、管理者、教育委員会、公平委

員会、監査委員及び議会をいう。

２　この条例において「公文書」とは、実施機関の事務を処理する職員が職

務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気

的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた

記録をいう。以下同じ。）であって、当該実施機関の事務を処理する職員が

組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。た

だし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍等一般に入手することができ

るものを除く。

　（実施機関の責務）

第３条　実施機関は、住民の公文書の公開を請求する権利が十分に尊重され

るようにこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合においては、

個人に関する情報がみだりに公開されないように最大限の配慮をしなけれ

ばならない。

　（利用者の責務）

第４条　この条例の定めるところにより公文書の公開を請求するものは、こ

の条例により認められた権利を正当に行使するとともに、公文書の公開に

より得た情報を適正に用いなければならない。

　（公開請求権）

第５条　何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実

―　１８―１　―

平成１８年３月１日
条 例 第 １ 号
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施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。

　（実施機関の公開義務）

第６条　実施機関は、前条の規定による公開の請求（以下「公開請求」とい

う。）があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報（以

下「非公開情報」という。）のいずれかが記録されている場合を除き、公開

請求をしたもの（以下「公開請求者」という。）に対し、当該公文書を公開

しなければならない。

茨　法令又は条例（以下「法令等」という。）の規定により公開することが

できない情報

芋　個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）

であって、特定の個人が識別できるもの又は特定の個人を識別すること

はできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあ

るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア　法令等の規定により何人でも閲覧できるとされている情報

イ　公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

ウ　公務員（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２条第１項に規定

する国家公務員及び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２条に規

定する地方公務員をいう。）の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公

務員の職及び氏名に関する情報（公開することにより当該公務員の権

利利益を不当に侵害するおそれがある場合における当該公務員の職及

び氏名に関する情報を除く。）

エ　予算の執行に関する情報のうち、個人の職及び氏名に関する情報

（公開することにより当該個人の権利利益を不当に侵害するおそれが

ある場合における当該個人の職及び氏名に関する情報を除く。）

鰯　法人その他の団体（国及び公共団体を除く。以下「法人等」という。）

に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公

開することにより、当該法人等又は当該個人に不利益を与えるおそれが

あると認められるもの。ただし、公開することが公益上必要と認められ

る情報を除く。

允　公開することにより、個人の生命、身体及び財産の保護並びに犯罪の

―　１８―２　―

新潟県市町村総合事務組合情報公開条例
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予防その他の公共の安全並びに秩序の維持に支障を及ぼすと認められる

情報

�　組合の機関内部若しくは機関相互間又は組合の機関と国等（国又は他

の地方公共団体をいう。以下この項において同じ。）の機関における審

議、調査、検討等に関して作成し、又は取得した情報であって、公開す

ることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損

なわれ、住民その他のものに不当に混乱を生じさせ、又は特定のものに

不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの

�　立入り、検査、監査、争訟、交渉、契約、試験、人事管理等の組合又

は国等の機関が行う事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性

質上、公開することにより、当該事務事業の実施の目的を失わせ、又は

当該事務事業の円滑な実施を著しく困難にするおそれのあるもの

�　組合の機関と国等の機関との間における協議、依頼等に基づいて作成

し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関

係を著しく損なうおそれのあるもの

　（部分公開等）

第７条　実施機関は、公文書が非公開情報を記録した部分とその他の部分と

からなる場合において、これらの部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を

失わない程度に合理的に分離できるときは、前条の規定にかかわらず、当

該非公開情報を記録した部分を除いて、当該公文書を公開しなければなら

ない。

　（公益上の理由による裁量的公開）

第８条　実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報（第６条第１号に

規定する情報を除く。）が記録されている場合であっても、公益上特に必要

があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することが

できる。

　（公開請求の手続）

第９条　公開請求をしようとするものは、実施機関が別に定める請求書（以

下「公開請求書」という。）を当該実施機関に提出しなければならない。た

だし、実施機関が公開請求書の提出を要しないと認めたときは、この限り

―　１８―３　―



でない。

２　実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請

求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この

場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を

提供するよう努めなければならない。

　（公文書の存否に関する情報）

第１０条　実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在し

ているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、

当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することがで

きる。

　（公開請求に対する決定等）

第１１条　実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求があった日か

ら起算して１５日以内に、当該公開請求に係る公文書を公開するかどうかの

決定（前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文

書を保有していないときにする決定を含む。以下「公開決定等」という。）を

しなければならない。ただし、第９条第２項の規定により補正を求めた場

合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

２　実施機関は、公開決定等をしたときは、公開請求者に対し、速やかに、

その旨を書面により通知しなければならない。ただし、当該公開請求等が

当該公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定であって、当該公開

請求のあった日に当該公文書を公開するときは、口頭により通知すること

ができる。

３　実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定以外の公

開決定等をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならな

い。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示するこ

とができるときは、当該期日を同項の書面に付記しなければならない。

４　実施機関は、やむを得ない理由により、第１項に規定する期間内に公開

決定等をすることができないときは、当該期間を３０日以内に限り延長する

ことができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速や

かに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならな

―　１８―４　―

新潟県市町村総合事務組合情報公開条例



新潟県市町村総合事務組合情報公開条例

い。

５　実施機関は、公開決定等を行う場合において、当該公開決定等に係る公

文書が第三者に関するものであるときは、あらかじめこれらのものの意見

を聴くことができる。

　（公開の実施及び方法）

第１２条　実施機関は、公開請求に係る公文書を公開することと決定したとき

は、速やかに、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

２　公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、

電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関

が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっ

ては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認め

るとき、第７条に規定する公開をするときその他正当な理由があるとき

は、その写しにより、これを行うことができる。

　（費用負担）

第１３条　前条第２項の規定により写し等の交付を受けるものは、当該写し等

の作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

　（審査請求があった場合の手続き）

第１４条　実施機関は、公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請

求があったときは、当該審査請求が不適法である場合を除き、遅滞なく、

新潟県市町村総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、当該

審査請求についての裁決を行わなければならない。

２　公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政

不服審査法（平成２６年法律第６８号）第９条第１項の規定は、適用しない。

３　第１項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項において読み

替えて適用する同法第２９条第２項の弁明書の写しを添えてしなければなら

ない。

　（公文書の管理）

第１５条　実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書

を適正に管理するものとする。

 

―　１８―５　―
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　（公文書の検索資料の作成等）

第１６条　実施機関は、公文書を検索するために必要な資料を作成し、一般の

利用に供するものとする。

　（実施状況の公表）

第１７条　管理者は、毎年１回、この条例による公文書の公開の実施状況を取

りまとめ、これを公表するものとする。

　（委任）

第１８条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、実施機関が定める。

　　　附　則

　（施行期日等）

１　この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

２　この条例は、次に掲げる公文書に記録された情報について適用する。

茨　この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した公文書

芋　この条例の施行の日前に作成し、又は取得した公文書で、整理保管さ

れたもの

　　　附　則（平成２８年２月１６日条例第１号）

　この条例は、平成２８年４月１日から施行する。

―　１８―６　―

新潟県市町村総合事務組合情報公開条例
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管理者が保有する公文書の公開等に関する規則

　最終改正　平成２８年４月１日規則第１号

　（趣旨）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合情報公開条例（平成１８年条

例第１号。以下「条例」という。）第１８条の規定に基づき、管理者が保有す

る公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。

　（公開請求書）

第２条　条例第９条第１項に規定する公開請求書は、公文書公開請求書（別

記第１号様式）とする。

　（公開決定等の通知）

第３条　条例第１１条第２項の規定による決定等の通知は、公文書公開決定等

通知書（別記第２号様式）により行うものとする。

　（公開決定等期間延長の通知）

第４条　条例第１１条第４項の規定による期間の延長の通知は、公文書公開決

定等期間延長通知書（別記第３号様式）により行うものとする。

　（公文書の公開の実施等）

第５条　条例第１１条第２項の規定により公開請求に係る公文書の全部又は一

部を公開する旨の決定の通知を受けた者は、管理者が指定する日時及び場

所において、当該決定に係る公文書の公開を受けるものとする。

２　前項の場合において、公文書を閲覧する者は、当該公文書を改ざんし、

汚損し、又は破損してはならない。

３　管理者は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれのある者に対

し、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

　（電磁的記録の公開の方法）

第６条　条例第１２条第２項の規定による電磁的記録の公開の方法は、次の各

号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

茨　録音テープ又はビデオテープ　当該録音テープ若しくはビデオテープ

を専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくは

―　１８―７　―

平成１８年３月１６日
規 則 第 ３ 号
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ビデオカセットテープに複写したものの交付

芋　その他の電磁的記録　当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又

は写しの交付

２　前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録を磁気ディスク等に複写した

ものの交付が容易であるときは、管理者は、当該複写したものの交付によ

り公開を行うことができる。

　（公文書の写し等の交付等）

第７条　条例第１２条第２項の規定により公文書の写し等を交付するときの交

付部数は、公開請求１件につき１部とする。

２　条例第１３条に規定する公文書の写し等の作成及び送付に要する費用は、

当該写し等の交付を受ける前に納付するものとする。

　（実施状況の公表）

第８条　条例第１７条の規定による実施状況の公表は、新潟県市町村総合事務

組合公報に登載して行うものとする。

　（その他）

第９条　この規則に定めるもののほか、公文書の公開に関し必要な事項は、

管理者が別に定める。

第１０条　この規則の規定にかかわらず、事務所（新潟県市町村総合事務組合

行政組織規則（平成１６年規則第２号）第４条の規定による事務所をいう。）に

おける公文書の公開については、当該事務所の所在する市町村の例による

ことができる。

　　　附　則

　この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２８年４月１日規則第１号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 

―　１８―８　―

管理者が保有する公文書の公開等に関する規則
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管理者が保有する公文書の公開等に関する規則

別記第１号様式（第２条関係）

 

―　１８―９　―

公　文　書　公　開　請　求　書

年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合

　　管理者　　　　　　　　　　様

（郵便番号　　　　－　　　　　）

請求者　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　

連絡先（電話番号　　　　　　　　　　）

　新潟県市町村総合事務組合情報公開条例第９条第１項の規定により、次のとおり

公文書の公開を請求します。

請求する公文書
の件名又は内容

請 求 の 目 的

１　閲覧　　　　　２　写し等の交付（郵送希望　有・無）公 開 の 方 法

注１　「請求する公文書の件名又は内容」欄は、請求する公文書が特定できるよ
う、公文書の件名又は知りたい事項の概要を具体的に記入してください。

　２　「請求の目的」欄は、請求された公文書の特定等の参考にするためのもので
あり、記入は任意です。

　３　「公開の方法」欄は、希望する方法の番号等を○で囲んでください。

＜職員記載欄＞この欄は記入しないでください。

（　　　　　）年度
公文書の件名

担　 当　 係

備　　　　考
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別記第２号様式（第３条関係）

 

―　１８―１０　―

管理者が保有する公文書の公開等に関する規則

公 文 書 公 開 決 定 等 通 知 書
第　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合　　　　　　
管理者　　　　　　　　　　　　礁　

　　　　　年　　月　　日付けで公開請求のあった公文書について、新潟県市町村
総合事務組合情報公開条例第１１条第１項の規定により次のとおり決定したので、同
条第２項の規定により通知します。

公文書の件名又は
内容　　　　　　

□　公開　□　部分公開　□　非公開　□　公文書全部不存在
□　公文書一部不存在

決 定 区 分

　　　　　年　　月　　日　　　　時　　分公開の日時
及び場所　

公　
　

開 公開の方法

新潟県市町村総合事務組合情報公開条例第６条第　　号該当
（理由）

公開しない
部分及びそ
の理由　　

部
分
公
開
・
非
公
開

　　　　　年　　月　　日以降であれば、公開しない部分を公開す
ることができます。公開を希望する場合は、当該期日以後改めて請
求をしてください。

上記理由が
なくなる期
日　

　　　　　　　　　　電話番号（　　　　　　　　）内線担 当 係

備　　　　　考

注１　指定された日時が都合の悪い場合には、あらかじめ担当係へ御連絡ください。
　２　公文書の公開を受ける際には、この通知書を提示してください。
付記
１　審査請求について
　　この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月

以内（以下「不服申立期間」といいます。）に、通知者に対して審査請求をすることができます。
　　ただし、不服申立期間が経過する前に、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過

した場合は、審査請求をすることができなくなります。
　　なお、正当な理由があるときは、不服申立期間やこの決定があった日の翌日から起算して１

年を経過した後であっても審査請求が認められる場合があります。
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管理者が保有する公文書の公開等に関する規則

 

―　１８―１１　―

２　決定の取消しの訴えについて
茨　この決定については、上記１の審査請求のほか、この決定があったことを知った日の翌日
から起算して６か月以内に、新潟県市町村総合事務組合を被告として（訴訟においては管理
者が被告の代表者となります。）、決定の取消しの訴えを提起することができます。

芋　また、上記１の審査請求をした場合には、決定の取消しの訴えは、その審査請求に対する
裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。

鰯　ただし、上記茨（審査請求をした場合には芋）の期間が経過する前に、この決定（審査請
求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過
した後であっても決定の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

　　なお、正当な理由があるときは、上記茨（審査請求をした場合には芋の期間やこの決定
（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年
経過した後であっても決定の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
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別記第３号様式（第４条関係）

―　１８―１２　―

管理者が保有する公文書の公開等に関する規則

公文書公開決定等期間延長通知書

第　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合　　　　　　
管理者　　　　　　　　　　　　礁　

　　　　　年　　月　　日付けで公開請求のあった公文書の公開については、新潟

県市町村総合事務組合情報公開条例第１１条第４項の規定により、次のとおり公文書

を公開するかどうかの決定をする期間を延長したので通知します。

公文書の件名又は
内容　　　　　　

　　　　　年　　月　　日から

　　　　　年　　月　　日まで

新潟県市町村総合
事務組合情報公開
条例第１１条第１項
に規定する決定期
間　

　　　　　年　　月　　日まで延長後の決定期限

延 長 の 理 由

　　　　　　　　電話番号（　　　　　　　）内線担 当 係

備 考
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新潟県市町村総合事務組合個人情報保護条例

　最終改正　平成２８年２月１６日条例第２号

　　目次

　　　第１章　総則（第１条－第３条）

　　　第２章　実施機関が取り扱う個人情報の保護（第４条－第１１条）

　　　第３章　開示、訂正及び利用停止（第１２条－第３０条）

　　　第４章　雑則（第３１条－第３３条）

　　　第５章　罰則（第３４条－第３７条）

　　　附則

　　　第１章　総則

　（目的）

第１条　この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定

めるとともに、新潟県市町村総合事務組合（以下「組合」という。）が保有

する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利を明らかにし、もっ

て個人の権利利益を保護することを目的とする。

　（定義）

第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。

茨　個人情報　個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は

識別され得るものをいう。

芋　実施機関　管理者、教育委員会、公平委員会、監査委員及び議会をい

う。

鰯　公文書　実施機関の事務を処理する職員が職務上作成し、又は取得し

た文書、図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚

によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同

じ。）であって、当該実施機関の事務を処理する職員が組織的に用いるも

のとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公

―　１８―１３　―

平成１８年３月１日
条 例 第 ２ 号
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報、白書、新聞、雑誌、書籍等一般に入手することができるものを除く。

允　保有個人情報　公文書に記録された個人情報をいう。

印　特定個人情報　行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）第

２条第８項に規定する特定個人情報をいう。

咽　保有特定個人情報　公文書に記録された特定個人情報をいう。

員　本人　個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。

　（実施機関の責務）

第３条　実施機関は、個人の権利利益を保護するため、個人情報の保護に関

し必要な措置を講じなければならない。

　　　第２章　実施機関が取り扱う個人情報の保護

　（個人情報取扱事務の登録等）

第４条　実施機関は、個人情報を取り扱う事務（以下「個人情報取扱事務」

という。）であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付さ

れた番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報

が記録されている公文書を使用するもの（以下「登録対象事務」という。）

について、別に定める個人情報取扱事務登録簿（以下「登録簿」という。）

を備え、一般の閲覧に供しなければならない。

２　実施機関は、登録対象事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当

該登録対象事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項

を変更しようとするときも、同様とする。

３　前２項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。

茨　実施機関の事務を処理する職員又は職員であった者に関する事務

芋　個人情報を一時的に使用するものであって、記録された個人情報を短

期間で消去し、又は廃棄するもの

４　実施機関は、登録した登録対象事務を廃止したときは、遅滞なく、当該

登録対象事務に係る登録を抹消しなければならない。

　（収集の制限）

第５条　実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的

―　１８―１４　―
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を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な

手段により行わなければならない。

２　実施機関は、法令又は条例（以下「法令等」という。）の規定に基づく場

合を除き、思想、信条又は信教に関する個人情報及び社会的差別の原因と

なるおそれのある個人情報を収集してはならない。

３　実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければなら

ない。ただし、個人情報の収集が次の各号のいずれかに該当するときは、

この限りでない。

茨　法令等の規定に基づくとき。

芋　本人の同意があるとき。

鰯　個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない

と認められるとき。

允　当該個人情報が出版、報道等により公にされているとき。

印　国又は他の地方公共団体から収集する場合において、事務の執行上や

むを得ないと認められるとき。

咽　他の実施機関から提供を受けるとき。

　（適正管理）

第６条　実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人

情報の適切な管理のために必要な措置（以下「安全確保の措置」という。）

を講じなければならない。

２　実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で

その保有する個人情報を正確なものに保つよう努めなければならない。

３　実施機関は、個人情報取扱事務の目的に照らし、保有する必要のない、

又は保有する必要のなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、

又は消去しなければならない。

　（利用及び提供の制限）

第７条　実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために個人情報

（特定個人情報を除く。以下この条において同じ。）を当該実施機関内にお

いて利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただ

し、当該個人情報の利用又は提供が次の各号のいずれかに該当するとき

―　１８―１５　―
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は、この限りでない。

茨　法令等の規定に基づくとき。

芋　本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

鰯　個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない

と認められるとき。

允　当該個人情報が出版、報道等により公にされているとき。

印　同一実施機関内で当該個人情報を利用する場合又は他の実施機関、

国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人に当

該個人情報を提供する場合において、当該同一実施機関内で当該個人情

報を利用する実施機関又は当該個人情報の提供を受けるものが、当該個

人情報を事務に必要な限度で使用し、かつ、使用することについて相当

の理由があると認められるとき。

２　実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を利用し、又は提供す

るときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければ

ならない。

　（特定個人情報の利用の制限）

第７条の２　実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて、特定個

人情報を利用してはならない。

２　前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の安

全を守るために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の

同意を得ることが困難であるときは、個人情報取扱事務の目的の範囲を超

えて、特定個人情報を自ら利用することができる。

　（特定個人情報の提供の制限）

第７条の３　実施機関は、番号法第１９条各号のいずれかに該当する場合を除

き、特定個人情報を提供してはならない。

　（オンライン結合による提供の制限）

第８条　実施機関は、法令等の規定に基づく場合を除き、通信回線を用いた

電子計算機その他の情報機器の結合（実施機関の保有する個人情報を実施

機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。）により、個人情

報を実施機関以外のものへ提供してはならない。

―　１８―１６　―
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　（提供先に対する措置の要求）

第９条　実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合におい

て、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情

報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は安全

確保の措置を講ずることを求めなければならない。

　（委託に伴う措置等）

第１０条　実施機関は、実施機関以外のものに個人情報取扱事務の委託をする

ときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

２　実施機関から前項の委託を受けたものは、安全確保の措置を講じなけれ

ばならない。

３　第１項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、そ

の事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目

的に使用してはならない。

　（職員等の義務）

第１１条　実施機関の事務を処理する職員又は職員であった者は、職務上知り

得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはなら

ない。

　　　第３章　開示、訂正及び利用停止

　（開示請求）

第１２条　何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して、当該

実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求すること

ができる。

２　未成年者又は成年被後見人の法定代理人（保有特定個人情報にあっては、

未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人

をいう。次条において同じ。）は、本人に代わって前項の規定による開示の

請求（以下「開示請求」という。）をすることができる。

　（開示請求の方法）

第１３条　開示請求をしようとする者は、実施機関が別に定める請求書（以下

「開示請求書」という。）を当該実施機関に提出しなければならない。

―　１８―１７　―
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２　開示請求をしようとする者は、自己が当該開示請求に係る保有個人情報

の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類で実施

機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

３　実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請

求をした者（以下「開示請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、

その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請

求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならな

い。

４　開示請求に係る保有個人情報が、明らかに開示できるものであって、直

ちに開示することが可能な場合（開示請求者がその場で目的を達成するこ

とができ、かつ、実施機関において当該開示請求の事実関係を明らかにし

ておく必要がないと認める場合に限る。）は、第１項の規定にかかわらず、

開示請求は口頭で行うことができる。

　（保有個人情報の開示義務）

第１４条　実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情

報に次の各号に掲げる情報（以下「非開示情報」という。）のいずれかが含

まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しな

ければならない。

茨　法令等の規定により本人に開示することができないとされている情報

芋　個人の指導、相談、選考、試験その他の個人に対する評価又は判断を

伴う事務事業に関する情報であって、開示することにより当該事務事業

あるいは将来の同種の事務事業の執行に支障が生ずるおそれのあるもの

鰯　開示請求者以外のものに関する情報であって、開示することにより、

当該開示請求者以外のものの正当な権利利益を侵害するおそれのあるも

の

允　開示することにより、個人の生命、身体及び財産の保護並びに犯罪の

予防その他の公共の安全並びに秩序の維持に支障を及ぼすと認められる

情報

印　立入り、検査、監査、争訟、交渉、契約、試験、人事管理等の組合又

は国等（国又は他の地方公共団体をいう。以下この条において同じ。）の

―　１８―１８　―
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機関が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより当該事

務事業の円滑な実施を著しく困難にするおそれのあるもの

咽　組合の機関と国等の機関との間における協議、依頼等に基づいて作成

し、又は取得した情報であって、開示することにより国等との協力関係

を著しく損なうおそれのあるもの

　（部分開示）

第１５条　実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれて

いる場合において、非開示情報に該当する部分を容易に、かつ、開示請求

の趣旨を損なわない程度に区分して除くことができるときは、開示請求者

に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

　（裁量的開示）

第１６条　実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報（第１４条第

１号に規定する情報を除く。）が含まれている場合であっても、個人の権利

利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、

当該保有個人情報を開示することができる。

　（保有個人情報の存否に関する情報）

第１７条　実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が

存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなると

きは、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否

することができる。

　（開示請求に対する決定等）

第１８条　実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求があった日か

ら起算して１５日以内に、当該開示請求に係る保有個人情報を開示するかど

うかの決定（前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係

る保有個人情報を保有していないときにする決定を含む。以下「開示決定

等」という。）をしなければならない。ただし、第１３条第３項の規定により

補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入

しない。

２　実施機関は、開示決定等をしたときは、開示請求者に対し、速やかに、

その旨を書面により通知しなければならない。ただし、第１３条第４項の規

―　１８―１９　―
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定による請求に係る決定は、口頭で通知することができる。

３　実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定以

外の開示決定等をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければな

らない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示す

ることができるときは、当該期日を同項の書面に付記しなければならない。

４　実施機関は、やむを得ない理由により、第１項に規定する期間内に開示

決定等をすることができないときは、当該期間を３０日以内に限り延長する

ことができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速や

かに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならな

い。

５　実施機関は、開示決定等を行う場合において、当該決定に係る保有個人

情報に第三者に関するものが含まれているときは、あらかじめこれらのも

のの意見を聴くことができる。

　（開示の実施及び方法）

第１９条　実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示す

る旨の決定（以下「開示決定」という。）をしたときは、速やかに、開示請

求者に対し、開示請求に係る保有個人情報を開示しなければならない。

２　保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録され

ているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されていると

きはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法によ

り行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施

機関は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を

生ずるおそれがあると認めるとき、第１５条に規定する開示をするときその

他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

　（費用負担）

第２０条　前条第２項の規定により写し等の交付を受ける者は、当該写し等の

作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

　（訂正請求）

第２１条　何人も、第１９条の規定により開示を受けた自己を本人とする保有個

人情報の内容が事実でないと認めるときは、この条例の定めるところによ

―　１８―２０　―
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り、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂

正（追加及び削除を含む。以下同じ。）を請求することができる。ただし、

当該保有個人情報の訂正に関して他の法令等の規定により特別の手続が定

められているときは、この限りでない。

２　第１２条第２項の規定は、前項の規定による訂正の請求（以下「訂正請求」

という。）について準用する。

３　訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から９０日以内にしなければ

ならない。

　（訂正請求の方法）

第２２条　訂正請求をしようとする者は、実施機関が別に定める請求書（以下

「訂正請求書」という。）を当該実施機関に提出しなければならない。

２　訂正請求をしようとする者は、訂正を求める内容が事実に合致すること

を証明する書類等を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

３　第１３条第２項の規定は、訂正請求をしようとする者について準用する。

４　実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請

求をした者（以下「訂正請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、

その補正を求めることができる。

　（保有個人情報の訂正義務）

第２３条　実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由

があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達

成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

　（訂正請求に対する決定等）

第２４条　実施機関は、訂正請求があったときは、必要な調査を行い、当該訂

正請求があった日から起算して３０日以内に、当該訂正請求に係る保有個人

情報を訂正するかどうかの決定（保有個人情報の一部の訂正をする旨の決

定を含む。以下「訂正決定等」という。）をしなければならない。ただし、第

２２条第４項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した

日数は、当該期間に算入しない。

２　実施機関は、訂正決定等をしたときは、訂正請求者に対し、速やかに、

当該決定の内容（保有個人情報の全部又は一部の訂正をする場合にあって
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は、当該訂正の内容を含む。）を書面により通知しなければならない。

３　実施機関は、訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定以外の訂正

決定等をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。

４　実施機関は、やむを得ない理由により、第１項に規定する期間内に訂正

決定等をすることができないときは、当該期間を３０日以内に限り延長する

ことができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、速や

かに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

　（保有個人情報の提供先への通知）

第２５条　実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の全部又は一部を訂正す

る旨の決定に基づき、保有個人情報を訂正した場合において、必要がある

と認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を

書面により通知するものとする。

　（利用停止請求）

第２６条　何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該

当すると認めるときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情

報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することがで

きる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止（以

下「利用停止」という。）に関して他の法令等の規定により特別の手続が定

められているときは、この限りでない。

茨　第５条の規定に違反して収集されたとき、第６条第３項の規定に違反

して保有されているとき、第７条若しくは第７条の２の規定に違反して

利用されているとき又は番号法第２０条の規定に違反して収集され、若し

くは保管されているとき　当該保有個人情報の利用の停止又は消去

芋　第７条、７条の３又は第８条の規定に違反して提供されているとき　

当該保有個人情報の提供の停止

２　第１２条第２項の規定は、前項の規定による利用停止の請求（以下「利用

停止請求」という。）について準用する。

３　利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から９０日以内にしなけ

ればならない。
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新潟県市町村総合事務組合個人情報保護条例

　（利用停止請求の方法)

第２７条　利用停止請求をしようとする者は、実施機関が別に定める請求書

（以下「利用停止請求書」という。）を当該実施機関に提出しなければなら

ない。

２　第１３条第２項の規定は、利用停止請求をしようとする者について準用す

る。

３　実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利

用停止請求をした者（以下「利用停止請求者」という。）に対し、相当の期

間を定めて、その補正を求めることができる。

　（保有個人情報の利用停止義務）

第２８条　実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請

求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な

取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人

情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用

停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質

上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められ

るときは、この限りでない。

　（利用停止請求に対する決定等）

第２９条　実施機関は、利用停止請求があったときは、必要な調査を行い、当

該利用停止請求があった日から起算して３０日以内に、当該利用停止請求に

係る保有個人情報の利用停止をするかどうかの決定（保有個人情報の一部

の利用停止をする旨の決定を含む。以下「利用停止決定等」という。）をし

なければならない。ただし、第２７条第３項の規定により補正を求めた場合

にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

２　実施機関は、利用停止決定等をしたときは、利用停止請求者に対し、速

やかに、当該決定の内容（保有個人情報の全部又は一部の利用停止をする

場合にあっては、当該利用停止の内容を含む。）を書面により通知しなけれ

ばならない。

３　実施機関は、利用停止請求の全部を容認して利用停止をする旨の決定以

外の利用停止決定等をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなけれ
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ばならない。

４　実施機関は、やむを得ない理由により、第１項に規定する期間内に利用

停止決定等をすることができないときは、当該期間を３０日以内に限り延長

することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対

し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければ

ならない。

　（審査請求があった場合の手続き）

第３０条　実施機関は、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請

求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があっ

たときは、当該審査請求が不適法である場合を除き、遅滞なく、新潟県市

町村総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、当該審査請求

についての裁決を行わなければならない。

２　開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若し

くは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査

法（平成２６年法律第６８号）第９条第１項の規定は、適用しない。

３　第１項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項において読み

替えて適用する同法第２９条第２項の弁明書の写しを添えてしなければなら

ない。

　　　第４章　雑則

　（苦情の処理）

第３１条　実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関して苦情の

申出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

　（運用状況の公表）

第３２条　管理者は、毎年１回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取

りまとめ、これを公表するものとする。

　（委任）

第３３条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、実施機関が定める。
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　　　第５章　罰則

第３４条　実施機関の事務を処理する職員若しくは職員であった者又は第１０条

第１項の委託を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者が、

正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情

報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定

の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的

に構成したもの（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。）

を提供したときは、２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。

第３５条　前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自

己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したとき

は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。

第３６条　実施機関の事務を処理する職員がその職権を濫用して、専らその職

務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文

書、図画又は電磁的記録を収集したときは、１年以下の懲役又は５０万円以

下の罰金に処する。

第３７条　偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開

示を受けた者は、５万円以下の過料に処する。

　　　附　則

　（施行期日等）

１　この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

２　実施機関は、この条例の施行の際現に行われている登録対象事務につい

ては、この条例の施行後遅滞なく登録簿に登録するものとする。

３　新潟県市町村総合事務組合電子計算組織に係る個人情報の保護に関する

条例（平成１６年条例第５号）は、廃止する。

　　　附　則（平成２７年８月３日条例第４号）

　この条例は、平成２８年１月１日から施行する。

　　　附　則（平成２８年２月１６日条例第２号）

　この条例は、平成２８年４月１日から施行する。
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管理者が取り扱う個人情報の保護に関する規則

　最終改正　平成２８年４月１日規則第２号

　（趣旨）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合個人情報保護条例（平成１８

年条例第２号。以下「条例」という。）第３３条の規定に基づき、管理者が取

り扱う個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。

　（個人情報取扱事務の登録）

第２条　条例第４条第１項に規定する個人情報取扱事務登録簿は、別記第１

号様式によるものとする。

　（保有個人情報開示請求書）

第３条　条例第１３条第１項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求

書（別記第２号様式）とする。

　（本人等であることを証明するために必要な書類）

第４条　条例第１３条第２項（条例第２２条第３項及び条例第２７条第２項におい

て準用する場合を含む。）に規定する実施機関が定める書類は、次の各号に

掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

茨　本人が請求する場合　個人番号カード、運転免許証、旅券その他これ

らに類する書類として管理者が認めるもの

芋　本人に代わって法定代理人が請求する場合　次に掲げる書類

ア　当該法定代理人に係る前号に定める書類

イ　戸籍謄本、成年後見人の登記事項証明書その他その資格を証明する

書類として管理者が認めるもの

鰯　本人に代わって本人の委任による代理人が請求する場合　次に掲げる

書類

ア　当該代理人に係る第１号に定める書類

イ　本人の実印を押印した委任状及び印鑑登録証明書又はその他その資

格を証明する書類として管理者が認めるもの
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　（保有個人情報の開示の決定等）

第５条　条例第１８条第２項に規定する通知は、保有個人情報開示決定等通知

書（別記第３号様式）により行うものとする。

２　条例第１８条第４項に規定する通知は、保有個人情報開示決定等期間延長

通知書（別記第４号様式）により行うものとする。

　（保有個人情報の開示の実施等）

第６条　条例第１９条第１項の規定による保有個人情報の開示は、管理者が指

定する日時及び場所において行うものとする。

２　前項の場合において、保有個人情報を閲覧する者は、当該保有個人情報

を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

３　管理者は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれのある者に対

し、当該保有個人情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

　（電磁的記録の開示の方法）

第７条　条例第１９条第２項の規定による電磁的記録の開示の方法は、次の各

号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

茨　録音テープ又はビデオテープ　当該録音テープ若しくはビデオテープ

を専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくは

ビデオカセットテープに複写したものの交付

芋　その他の電磁的記録　当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又

は写しの交付

２　前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録を磁気ディスク等に複写した

ものの交付が容易であるときは、管理者は、当該複写したものの交付によ

り開示を行うことができる。

　（保有個人情報の写し等の交付等）

第８条　条例第１９条第２項の規定により写し等を交付するときの交付部数

は、開示請求１件につき１部とする。

２　条例第２０条に規定する保有個人情報の写し等の作成及び送付に要する費

用は、当該写し等の交付を受ける前に納付するものとする。

　（保有個人情報訂正請求等）

第９条　条例第２２条第１項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求
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書（別記第５号様式）とする。

２　条例第２４条第２項の規定による決定等の通知は、保有個人情報訂正決定

等通知書（別記第６号様式）により行うものとする。

３　条例第２４条第４項の規定による期間の延長の通知は、保有個人情報訂正

決定等期間延長通知書（別記第７号様式）により行うものとする。

　（保有個人情報利用停止請求等）

第１０条　条例第２７条第１項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用

停止請求書（別記第８号様式）とする。

２　条例第２９条第２項の規定による決定等の通知は、保有個人情報利用停止

決定等通知書（別記第９号様式）により行うものとする。

３　条例第２９条第４項の規定による期間の延長の通知は、保有個人情報利用

停止決定等期間延長通知書（別記第１０号様式）により行うものとする。

　（運用状況の公表）

第１１条　条例第３２条の規定による運用状況の公表は、新潟県市町村総合事務

組合公報に登載して行うものとする。

　（その他）

第１２条　この規則に定めるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項

は、管理者が別に定める。

第１３条　この規則の規定にかかわらず、事務所（新潟県市町村総合事務組合

行政組織規則（平成１６年規則第２号）第４条の規定による事務所をいう。）に

おいて取り扱う個人情報の保護については、当該事務所の所在する市町村

の例によることができる。

　　　附　則

１　この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

２　新潟県市町村総合事務組合電子計算組織に係る個人情報保護に関する条

例施行規則（平成１６年規則第５号）は、廃止する。

　　　附　則（平成２７年１２月２１日規則第１５号）

　この規則は、平成２８年１月１日から施行する。

　　　附　則（平成２８年４月１日規則第２号）

　この規則は、公布の日から施行する。 
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別記第１号様式（第２条関係）

個 人 情 報 取 扱 事 務 登 録 簿
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№　

登録簿を所管す
る組織の名称　

登録年月日 　
開始（変更）
年月日　　　

事 務 の 名 称

事 務 の 目 的

基本的事項

個
人
情
報
の
記
録
項
目

家庭の状況 経歴又は社会的活動

識別番号・記号

心身の状況

健康状態

病歴

障害の状態

家族関係

婚姻歴

住所・電話番号

本籍・国籍

年齢・生年月日

氏名

性別

成績・評価

所属団体

賞罰

職業・職歴

学業・学歴

資格

個 人 情 報 の 収 集 先

処 理 形 態

実施機関以外のものへ
の委託　　　　　　　

備 考

電子計算機処理

本人

有

有

無

無

本人以外（条例第５条第３項）収集先及び該当号

委託の内容
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別記第２号様式（第３条関係）

 

―　１８―３１　―

保 有 個 人 情 報 開 示 請 求 書

年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合

　　管理者　　　　　　　　　　様

（郵便番号　　　　－　　　　　）

請求者　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　

連絡先（電話番号　　　　　　　　　　）

　新潟県市町村総合事務組合個人情報保護条例第１３条第１項の規定により、次のと

おり保有個人情報の開示を請求します。

開示請求に係る
保有個人情報の
内容　　　　　

１　閲覧　　　　　２　写し等の交付（郵送希望　有・無）開 示 の 方 法

注１　「開示請求に係る保有個人情報の内容」欄は、請求に係る保有個人情報が特定でき
るよう具体的に記入してください。

　２　「開示の方法」欄は、希望する方法の番号等を○で囲んでください。

＜職員記載欄＞この欄は記入しないでください。

□個人番号カード　□運転免許証　□旅券　□その他（　　　　　　）
□戸籍謄本　　□成年後見人の登記事項証明書

本人等確認

□委任状　□本人の印鑑登録証明書　□その他（　　　　　　　　　）
代理権確認
（委任の場合）

担 当 係

備 考

＜代理人記載欄＞この欄は、本人が請求する場合は、記入する必要はありません。

１　未成年者　　２　成年被後見人　　３　委任者（保有特定個人情報に限る）本 人 の 区 分

氏 名

本人の氏名及び
住所　　　　　

（郵便番号　　　　－　　　　　　）　　　　　　

　　　　　　　　　　　　連絡先（電話番号　　　　　　　）
住 所

注　「本人の区分」欄は、該当する番号を○で囲んでください。
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―　１８―３２　―
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保有個人情報開示決定等通知書

第　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合　　　　　　
管理者　　　　　　　　　　　　礁　

　　　　　年　　月　　日付けで請求のあった保有個人情報の開示については、新

潟県市町村総合事務組合個人情報保護条例第１８条第１項の規定により次のとおり

決定したので、同条第２項の規定により通知します。

開示請求に係る保
有個人情報の内容

□　開示　□　部分開示　□　非開示　□　個人情報不保有決 定 区 分

　　　　　年　　月　　日　　　　時　　分開示の日時
及び場所　

開　

示
開示の方法

新潟県市町村総合事務組合個人情報保護条例第１４条第　　号該当
（理由）

開示しない
部分及びそ
の理由

部
分
開
示
・
非
開
示

　　　　　年　　月　　日以降であれば、開示しない部分を開示す
ることができます。開示を希望する場合は、当該期日以後改めて請
求をしてください。

上記理由が
なくなる期
日　

　　　　　　　　　　電話番号（　　　　　　　　）内線担 当 係

備 考

注１　指定された日時が都合の悪い場合には、あらかじめ担当係へ御連絡ください。
　２　開示を受ける際には、この通知書と本人であることを証明できる書類を提示してください。
　３　法定代理人が請求し開示を受ける場合は、注２の書類のほか、その資格を証明する書類を

提示してください。
付記
１　審査請求について
　　この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月
以内（以下「不服申立期間」といいます。）に、通知者に対して審査請求をすることができます。

　　ただし、不服申立期間が経過する前に、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過
した場合は、審査請求をすることができなくなります。

　　なお、正当な理由があるときは、不服申立期間やこの決定があった日の翌日から起算して１
年を経過した後であっても審査請求が認められる場合があります。
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管理者が取り扱う個人情報の保護に関する規則

 

―　１８―３３　―

２　決定の取消しの訴えについて
茨　この決定については、上記１の審査請求のほか、この決定があったことを知った日の翌日
から起算して６か月以内に、新潟県市町村総合事務組合を被告として（訴訟においては管理
者が被告の代表者となります。）、決定の取消しの訴えを提起することができます。

芋　また、上記１の審査請求をした場合には、決定の取消しの訴えは、その審査請求に対する
裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。

鰯　ただし、上記茨（審査請求をした場合には芋）の期間が経過する前に、この決定（審査請
求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過
した後であっても決定の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

　　なお、正当な理由があるときは、上記茨（審査請求をした場合には芋の期間やこの決定
（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年
経過した後であっても決定の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
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別記第４号様式（第５条関係）

 

―　１８―３４　―

管理者が取り扱う個人情報の保護に関する規則

保有個人情報開示決定等期間延長通知書

第　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合　　　　　　
管理者　　　　　　　　　　　　礁　

　　　　　年　　月　　日付けで請求のあった保有個人情報の開示については、新

潟県市町村総合事務組合個人情報保護条例第１８条第４項の規定により、次のとおり

保有個人情報を開示するかどうかの決定をする期間を延長したので通知します。

開示請求に係る保
有個人情報の内容

　　　　　年　　月　　日から

　　　　　年　　月　　日まで

新潟県市町村総合
事務組合個人情報
保護条例第１８条
第１項に規定する
決定期間　　　　

　　　　　年　　月　　日まで延長後の決定期限

延 長 の 理 由

　　　　　　　電話番号（　　　　　　　　）内線担 当 係

備 考
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管理者が取り扱う個人情報の保護に関する規則

別記第５号様式（第９条関係）

 

―　１８―３５　―

保 有 個 人 情 報 訂 正 請 求 書
年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合
　　管理者　　　　　　　　　　様

（郵便番号　　　　－　　　　　）
請求者　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　

連絡先（電話番号　　　　　　　　　　）

　新潟県市町村総合事務組合個人情報保護条例第２２条第１項の規定により、次のと
おり保有個人情報の訂正を請求します。

　　　　　　　　　年　　　月　　　日
訂正請求に係る
保有個人情報の
開示を受けた日

訂正請求に係る保
有個人情報の内容

訂正を求める内容

注１　「訂正請求に係る保有個人情報の内容」欄は、請求に係る保有個人情報が特定でき
るよう具体的に記入してください。

　２　「訂正を求める内容」欄は、訂正を求める箇所及び訂正の内容を具体的に記入して
ください。

＜職員記載欄＞この欄は記入しないでください。

□個人番号カード　□運転免許証　□旅券　□その他（　　　　　　）
□戸籍謄本　　□成年後見人の登記事項証明書本 人 等 確 認

□委任状　□本人の印鑑登録証明書　□その他（　　　　　　　　　）代 理 権 確 認
（委任の場合）

１　提出　　　２　提示（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）事実との合致を
証明する書類等

備　　　　考担 当 係

＜代理人記載欄＞この欄は、本人が請求する場合は、記入する必要はありません。

１　未成年者　　２　成年被後見人　　３　委任者（保有特定個人情報に限る）本 人 の 区 分

氏 名

本人の氏名及び
住所　　　　　

（郵便番号　　　　－　　　　　　）

連絡先（電話番号　　　　　　　）
住 所

注　「本人の区分」欄は、該当する番号を○で囲んでください。
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別記第６号様式（第９条関係）

 

―　１８―３６　―

管理者が取り扱う個人情報の保護に関する規則

保有個人情報訂正決定等通知書

第　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合　　　　　　
管理者　　　　　　　　　　　　礁　

　　　　　年　　月　　日付けで請求のあった保有個人情報の訂正については、新

潟県市町村総合事務組合個人情報保護条例第２４条第１項の規定により、次のとおり

決定したので、同条第２項の規定により通知します。

訂正請求に係る保有
個 人 情 報 の 内 容

□　訂正　　□　部分訂正　　□　非訂正決 定 区 分

訂正の内容訂　
　

正
　　　　　年　　月　　日訂正年月日

保有個人情報
の訂正をしな
い部分

部
分
訂
正
・
非
訂
正

保有個人情報
の訂正をしな
い理由

　　　　　　　　　電話番号（　　　　　　　　）内線担 当 係

備 考

付記
１　審査請求について
　　この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月
以内（以下「不服申立期間」といいます。）に、通知者に対して審査請求をすることができます。

　　ただし、不服申立期間が経過する前に、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過
した場合は、審査請求をすることができなくなります。

　　なお、正当な理由があるときは、不服申立期間やこの決定があった日の翌日から起算して１
年を経過した後であっても審査請求が認められる場合があります。
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管理者が取り扱う個人情報の保護に関する規則

 

―　１８―３７　―

２　決定の取消しの訴えについて
茨　この決定については、上記１の審査請求のほか、この決定があったことを知った日の翌日
から起算して６か月以内に、新潟県市町村総合事務組合を被告として（訴訟においては管理
者が被告の代表者となります。）、決定の取消しの訴えを提起することができます。

芋　また、上記１の審査請求をした場合には、決定の取消しの訴えは、その審査請求に対する
裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。

鰯　ただし、上記茨（審査請求をした場合には芋）の期間が経過する前に、この決定（審査請
求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過
した後であっても決定の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

　　なお、正当な理由があるときは、上記茨（審査請求をした場合には芋の期間やこの決定
（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年
経過した後であっても決定の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
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別記第７号様式（第９条関係）

 

―　１８―３８　―

管理者が取り扱う個人情報の保護に関する規則

保有個人情報訂正決定等期間延長通知書

第　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合　　　　　　
管理者　　　　　　　　　　　　礁　

　　　　　年　　月　　日付けで請求のあった保有個人情報の訂正については、新

潟県市町村総合事務組合個人情報保護条例第２４条第４項の規定により、次のとおり

保有個人情報を訂正するかどうかの決定をする期間を延長したので通知します。

訂正請求に係る保
有個人情報の内容

　　　　　年　　月　　日から

　　　　　年　　月　　日まで

新潟県市町村総合
事務組合個人情報
保護条例第２４条
第１項に規定する
決定期間　　　　

　　　　　年　　月　　日まで延長後の決定期限

延 長 の 理 由

　　　　　　　電話番号（　　　　　　　　）内線担 当 係

備 考
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管理者が取り扱う個人情報の保護に関する規則

別記第８号様式（第１０条関係）

 

―　１８―３９　―

保有個人情報利用停止請求書
年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合
　　管理者　　　　　　　　　　様

（郵便番号　　　　－　　　　　）
請求者　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　

連絡先（電話番号　　　　　　　　　　）

　新潟県市町村総合事務組合個人情報保護条例第２７条第１項の規定により、次のと
おり保有個人情報の利用停止を請求します。

　　　　　　　　　年　　　月　　　日
利用停止請求に係る保
有個人情報の開示を受
けた日　　　　　　　

利用停止請求に係る保
有個人情報の内容　　

□　第５条又は番号法第２０条の規定に違反して収集されている。
□　第６条又は番号法第２０条の規定に違反して保有されている。
□　第７条又は第７条の２の規定に違反して利用されている。
□　第７条、第７条の３又は第８条の規定に違反して提供されている。

適切でないと思
料する保有個人
情報の取扱い　

利
用
停
止
請
求
の
趣
旨

及
び
理
由　
　
　
　
　

□　利用の停止　　□　消去　　□　提供の停止求める措置　　

利用停止請求の
理由　　　　　

注　「利用停止請求に係る保有個人情報の内容」欄は、請求に係る保有個人情報が特定できるよう
具体的に記入してください。

＜職員記載欄＞この欄は記入しないでください。

□個人番号カード　□運転免許証　□旅券　□その他（　　　　　　）
□戸籍謄本　　□成年後見人の登記事項証明書

本 人 等 確 認

□委任状　□本人の印鑑登録証明書　□その他（　　　　　）
代 理 権 確 認
（委任の場合）

備　　　　考担 当 係

＜代理人記載欄＞この欄は、本人が請求する場合は、記入する必要はありません。

１　未成年者　　２　成年被後見人　　３　委任者（保有特定個人情報に限る）本 人 の 区 分

氏　名

本人の氏名及び
住所

（郵便番号　　　　－　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先（電話番号　　　　　　　）
住　所

注　「本人の区分」欄は、該当する番号を○で囲んでください。
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別記第９号様式（第１０条関係）

 

―　１８―４０　―

管理者が取り扱う個人情報の保護に関する規則

保有個人情報利用停止決定等通知書

第　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合　　　　　　
管理者　　　　　　　　　　　　礁　

　　　　　年　　月　　日付けで請求のあった保有個人情報の利用停止について

は、新潟県市町村総合事務組合個人情報保護条例第２９条第１項の規定により、次の

とおり決定したので、同条第２項の規定により通知します。

利用停止請求に係る
保有個人情報の内容

□　利用停止　　□　部分利用停止　　□　非利用停止決 定 区 分

利 用 停 止
の 内 容　利

用
停
止 　　　　　年　　月　　日

利 用 停 止
年 月 日　

保有個人情報
の利用停止を
しない部分

部
分
利
用
停
止
・

非
利
用
停
止　
　

保有個人情報
の利用停止を
しない理由

　　　　　　　　　電話番号（　　　　　　　　）内線担 当 係

備 考

付記
１　審査請求について
　　この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月
以内（以下「不服申立期間」といいます。）に、通知者に対して審査請求をすることができます。

　　ただし、不服申立期間が経過する前に、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過
した場合は、審査請求をすることができなくなります。

　　なお、正当な理由があるときは、不服申立期間やこの決定があった日の翌日から起算して１
年を経過した後であっても審査請求が認められる場合があります。
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管理者が取り扱う個人情報の保護に関する規則

 

―　１８―４１　―

２　決定の取消しの訴えについて
茨　この決定については、上記１の審査請求のほか、この決定があったことを知った日の翌日
から起算して６か月以内に、新潟県市町村総合事務組合を被告として（訴訟においては管理
者が被告の代表者となります。）、決定の取消しの訴えを提起することができます。

芋　また、上記１の審査請求をした場合には、決定の取消しの訴えは、その審査請求に対する
裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。

鰯　ただし、上記茨（審査請求をした場合には芋）の期間が経過する前に、この決定（審査請
求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過
した後であっても決定の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

　　なお、正当な理由があるときは、上記茨（審査請求をした場合には芋の期間やこの決定
（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年
経過した後であっても決定の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
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別記第１０号様式（第１０条関係）

―　１８―４２　―

管理者が取り扱う個人情報の保護に関する規則

保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書

第　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合　　　　　　
管理者　　　　　　　　　　　　礁　

　　　　　年　　月　　日付けで請求のあった保有個人情報の利用停止について

は、新潟県市町村総合事務組合個人情報保護条例第２９条第４項の規定により、次の

とおり保有個人情報の利用停止をするかどうかの決定をする期間を延長したので

通知します。

利用停止請求に係
る保有個人情報の
内容　　　　　　

　　　　　年　　月　　日から

　　　　　年　　月　　日まで

新潟県市町村総合
事務組合個人情報
保護条例第２９条
第１項に規定する
決定期間　　　　

　　　　　年　　月　　日まで延長後の決定期限

延 長 の 理 由

　　　　　　　電話番号（　　　　　　　　）内線担 当 係

備 考
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新潟県市町村総合事務組合情報公開・
個人情報保護審査会条例　　　　　　

　（設置）

第１条　新潟県市町村総合事務組合情報公開条例（平成１８年条例第１号）第

１４条及び新潟県市町村総合事務組合個人情報保護条例（平成１８年条例第２

号）第３０条の規定による諮問に応じて審議を行わせるため、新潟県市町村

総合事務組合に、新潟県市町村総合事務組合情報公開・個人情報保護審査

会（以下「審査会」という。）を置く。

　（組織）

第２条　審査会は、管理者が委嘱する委員５人以内で組織する。

　（任期）

第３条　委員の任期は、４年とする。ただし、委員が欠けた場合における補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

２　委員は、再任されることができる。

　（守秘義務）

第４条　委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退い

た後も、同様とする。

　（審議手続の非公開）

第５条　審査会の行う審議の手続は、公開しない。

　（規則への委任）

第６条　この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な

事項は、規則で定める。

　　　附　則

　この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

―　１８―４３　―

平成１８年３月１日
条 例 第 ３ 号

必要Title:01●018-043（修済）.ec8 Page:43  Date: 2016/07/26 Tue 13:41:47 



新潟県市町村総合事務組合情報公開・
個人情報保護審査会規則　　　　　　

　最終改正　平成２９年３月２３日規則第１１号

　（趣旨）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合情報公開・個人情報保護審

査会設置条例（平成１８年条例第３号）第６条の規定に基づき、新潟県市町

村総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）

の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

　（会長）

第２条　審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

２　会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

３　会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名

する委員がその職務を行う。

　（会議）

第３条　審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

２　審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

３　審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。

　（意見の聴取等）

第４条　審査会は、審査に必要があると認めるときは、審査請求人、実施機

関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれ

らの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

　（庶務）

第５条　審査会の庶務は、総務退職課において行う。

　（委任）

第６条　この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、

会長が審査会に諮って決める。

 

―　１８―４５　―

平成１８年３月１６日
規 則 第 ５ 号

必要Title:01●018-45（修済）.ec8 Page:45  Date: 2017/08/03 Thu 09:48:25 



　　　附　則

　この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２８年４月１日規則第３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２９年３月２３日規則第１１号）

　この規則は、平成２９年４月１日から施行する。

―　１８―４６　―

新潟県市町村総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会規則

必要Title:01●018-45（修済）.ec8 Page:46  Date: 2017/08/03 Thu 09:48:25 



第２章　議　　　会



新潟県市町村総合事務組合議会議員選挙区配当条例

　新潟県市町村総合事務組合規約第５条に規定する組合の議会議員の選挙区

及び各選挙区において選挙すべき組合の議会議員の数を次のように定める。

　第１選挙区（市長の選挙区）　６人

　第２選挙区（町村長の選挙区）　５人

　第３選挙区（市議会議長の選挙区）　２人

　第４選挙区（町村議会議長の選挙区）　２人

　　　附　則

　この条例は、平成１６年３月１日から施行する。

―　１９　―

平成１６年３月１日
条 例 第 ３ 号



新潟県市町村総合事務組合議会議員の
選挙に関する規則　　　　　　　　　

　最終改正　平成１７年５月２５日規則第９号

　（趣旨）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合（以下「組合」という。）の

議会議員（以下「議員」という。）の選挙の実施に関し必要な事項を定める

ものとする。

　（選挙区及び議員数）

第２条　議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、組合議

会議員選挙区配当条例（平成１６年条例第３号）に定めるところによる。

　（選挙の期日等）

第３条　議員に欠員を生じたときは、速やかに補欠選挙を行わなければなら

ない。

　（選挙に関する事務）

第４条　事務局長は、選挙に関する事務をつかさどる。

　（選挙の方法）

第５条　議員の選挙の方法は、当該選挙のそれぞれの選挙区ごとに区域内の

互選とする。

　（当選告示等）

第６条　事務局長は、当選人が決定したときは、直ちに管理者に報告しなけ

ればならない。

２　管理者は、事務局長から前項の報告を受けたときは、直ちに当選人にそ

の旨を通知し、当選人の氏名を告示しなければならない。

　（選挙事務従事者）

第７条　選挙に関する事務の補助を命じられた職員は、忠実にその事務を執

行しなければならない。

　（補則）

第８条　この規則に定めるもののほか、議員の選挙に関し必要な事項は、管

―　２１　―

平成１６年３月１日
規 則 第 ３ 号



理者が定める。

　　　附　則

　この規則は、平成１６年３月１日から施行する。

　　　附　則（平成１７年５月２５日規則第９号）

　この規則は、公布の日から施行する。

―　２２　―

新潟県市町村総合事務組合議会議員の選挙に関する規則



新潟県市町村総合事務組合議会の
定例会の回数を定める条例　　　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０２条第２項の規定による新潟県市町

村総合事務組合組合議会の定例会の回数は、年２回とする。

 附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

―　２３　―

平成１６年３月２９日
条 例 第 ３８ 号



新潟県市町村総合事務組合議会定例会の
招集の月を定める規則　　　　　　　　

　最終改正　平成１８年１２月１日規則第３０号

　新潟県市町村総合事務組合議会定例会は、毎年２月及び８月にこれを招集

する。ただし、特別の事由があると認められるときは、これを変更すること

ができる。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成１８年１２月１日規則第３０号）

　この規則は、公布の日から施行する。

―　２５　―

平成１６年５月６日
規 則 第 ４７ 号



新潟県市町村総合事務組合議会会議規則

第１章　総則

（参集）

第１条　議員は、招集の当日開議定刻前に指定された場所に参集しなければ

ならない。

（欠席の届出）

第２条　議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の

開議時刻までに議長に届け出なければならない。

（議席）

第３条　議員の議席は、一般選挙後最初の会議において議長が定める。

２　議席には、番号及び氏名標を付ける。

３　補欠選挙によって選挙された議員の議席は、前任議員の議席を充てる。

（会期）

第４条　会期は、会期の初めに議決で定める。

２　会期は、招集の日から起算する。

３　会期は、議会の議決で延長することができる。

（議会の開閉）

第５条　議会の開閉は、議長が宣告する。

（会議の時間）

第６条　会議の時間は、午前１０時から午後５時までとする。ただし、議会の

議決があったとき又は議長が必要と認めたときは、会議時間を変更するこ

とができる。

（休会）

第７条　議事の都合その他必要があるときは、議会の議決で休会することが

できる。

２　議長は、特に必要と認めるときは、休会中でも会議を開くことができる。

―　２７　―

平成１６年３月２９日
議会規則第１号



（会議の開閉）

第８条　開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

２　議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した

後は、何人も議事について発言することができない。

（定足数に関する措置）

第９条　開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しない

ときは、議長は、延会を宣告することができる。

２　会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員

の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

３　会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

（出席の催告）

第１０条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第１１３条の

規定による出席催告の方法は、議員の住所又は現住する場所に、文書又は

口頭をもって行う。

第２章　議案の提出及び動議

（議案の提出）

第１１条　議員が、議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付

け、法第１１２条第２項の規定により賛成者を必要とするものについては、所

定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

（修正動議）

第１２条　修正の動議は、その案を備え、あらかじめこれを議長に提出しなけ

ればならない。ただし、法第１１５条の２の規定による修正の動議には、発議

者が連署しなければならない。

（事件の撤回及び訂正）

第１３条　会議の議題となった議案を撤回し、又は訂正しようとするときは、

議会の承認を要する。

２　議員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めるときは、提出者から

請求しなければならない。

―　２８　―

新潟県市町村総合事務組合議会会議規則



新潟県市町村総合事務組合議会会議規則

第３章　議事日程

（議事日程の作成及び配布）

第１４条　議長は、会議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した

議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないとき

は、議長がこれを報告して配布に代えることができる。

（議事日程の変更及び追加）

第１５条　議長が必要と認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、討

論を用いないで会議に諮って議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追

加することができる。

（延会の場合の議事日程）

第１６条　議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき又はその

議事が終わらなかったときは、議長は、さらに議事日程を定めなければな

らない。

（日程の終了及び延会）

第１７条　議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を

宣告する。

２　議事日程に記載した事件の議事を終わらない場合でも、議長が必要があ

ると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用

いないで会議を延会することができる。

第４章　議事

（議題の宣告）

第１８条　会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

（一括議題）

第１９条　議長は、必要があると認めるときは、２件以上の事件を一括して議

題とすることができる。ただし、出席議員から異議があるときは、討論を

用いないで会議に諮って決める。

（議案等の朗読）

第２０条　議長は、必要があると認めるときは、議題となった事件を職員をし

て朗読させる。

―　２９　―



（議案の説明、質疑、討論及び表決）

第２１条　議案は、会議において発議者又は提案者からその趣旨及び内容につ

いて説明を聞き、議員の質疑を行った後、討論に付し、その終結の後、表

決に付する。

（議事の継続）

第２２条　延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において再

びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

第５章　発言

（発言の方法）

第２３条　会議において発言しようとする者は、挙手して議長の許可を得た

後、発言しなければならない。

２　２人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、先に挙手した者と認め

る者から指名して発言させる。

（討論の方法）

第２４条　討論については、議長は、最初に反対者に発言させ、次に賛成者と

反対者となるべく交互に指名して発言させなければならない。

（議長の発言討論）

第２５条　議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発

言が終わったのち議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたと

きは、その議題の表決が終わるまでは議席に復することができない。

（発言内容の制限）

第２６条　発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲

を超えてはならない。

２　議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わな

い場合は、発言を禁止することができる。

（議事進行に関する発言）

第２７条　議事進行に関する発言は、議題に直接関係あるもの又は直ちに処理

する必要があるものでなければならない。

２　議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制

止しなければならない。

―　３０　―

新潟県市町村総合事務組合議会会議規則



新潟県市町村総合事務組合議会会議規則

（発言の継続）

第２８条　延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、さらにそ

の議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

（質疑、討論の省略又は終結）

第２９条　質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。

２　質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は質疑又は討論

終結の動議を提出することができる。

３　議員は、特に必要があると認めるときは、質疑又は討論省略の動議を提

出することができる。

４　質疑若しくは討論終結の動議又は討論省略の動議については、議長は、

討論を用いないで会議に諮って決める。

（一般質問）

第３０条　議員は、組合の一般事務について議長の許可を得て質問することが

できる。

（発言の取消又は訂正）

第３１条　議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取り消

し、又は議長の許可を得て訂正することができる。ただし、発言の訂正は、

字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

第６章　表決

（表決問題の宣告）

第３２条　議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣

告する。

（不在議員）

第３３条　表決宣告のとき、議場にいない議員は表決に加わることができな

い。

（条件の禁止）

第３４条　表決には、条件を付けることができない。

（挙手による表決）

第３５条　議長は、表決を採ろうとするときは問題を可とする者に挙手させ、

挙手の多少を認定して可否の結果を宣告する。

―　３１　―



（投票による表決）

第３６条　議長が必要と認めるとき又は出席議員の２人以上から要求があると

きは、記名又は無記名の投票により表決を採る。

２　同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方

法によるかを無記名投票で決める。

（記名及び無記名投票）

第３７条　投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否と

する者は反対と投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

２　投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでな

い投票は、否とみなす。

（表決の訂正）

第３８条　議員は、自己の表決の訂正を求めることはできない。

（簡易表決）

第３９条　議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。

２　異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議

長の宣告に対し、出席議員２人以上から異議があるときは、議長は、挙手

の方法で表決を採らなければならない。

（表決の順次）

第４０条　同一の議題について数個の修正案が提出されたときは、議長が表決

の順序を定める。その順序は原案に最も遠いものから先に表決を採る。た

だし、表決の順序について出席議員２人以上から異議があるときは、議長

は、討論を用いないで会議に諮って決める。

２　修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。

第７章　委員会

（委員会の設置）

第４１条　議長が必要と認めたとき又は議員２人以上の請求があったときは、

議案の修正又は意見書の作成等を委嘱するため委員会を設けることができ

る。

２　前項の委員会を設けるときは、議長から会議に諮ってその同意を得なけ

ればならない。

―　３２　―

新潟県市町村総合事務組合議会会議規則



新潟県市町村総合事務組合議会会議規則

（委員の選出）

第４２条　委員会の委員は、会議において議員の中より選挙する。ただし、議

会の同意を得て議長において選任することを妨げない。

（委員長の選任）

第４３条　委員長は、委員会において互選する。

（委員会の会議）

第４４条　委員会の議事は、委員が半数以上出席しなければ開くことができな

い。ただし、委員長が催告し、なお半数に満たないときは、この限りでは

ない。

２　委員会の議事は、過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長の

決するところによる。

３　委員長が議事を行うに当たっては、委員長からあらかじめ議長に報告し

なければならない。

４　議長は、委員会に出席して議事に参与することができる。

（委員会の報告）

第４５条　委員長は、委員会の議事の経過及び結果を会議に報告しなければな

らない。

第８章　規律

（議事妨害の禁止）

第４６条　何人も会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる

言動をしてはならない。

（離席）

第４７条　議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

（議長の秩序保持権）

第４８条　すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長が必要と

認めるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

第９章　懲罰

（懲罰動議の提出）

第４９条　懲罰の動議は、文章をもって所定の発議者が連署して、議長に提出

しなければならない。

―　３３　―



２　前項の動議は、懲罰事犯のあった日の翌日までに提出しなければならない。

（懲罰の宣告）

第５０条　議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告

する。

第１０章　会議録

（会議録の記載事項）

第５１条　会議録の記載事項は、次のとおりとする。

�　開会及び閉会並びにその年月日時

�　開議、散会、中止及び休憩の日時

�　出席及び欠席議員の氏名

�　職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

�　説明のため出席した者の職氏名

�　議事日程

�　議長の諸報告

�　議員の異動並びに議席の指定及び変更

�　委員会報告書

�　会議に付した事件

�　議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

�　選挙の経過

�　議事の経過

�　記名投票における賛否の氏名

�　その他議長又は議会において必要と認めた事項

（会議録の署名者）

第５２条　会議録に署名すべき議員は２人とし、議長が議会において指名する。

第１１章　補則

（会議規則の疑義）

第５３条　この規則の疑義は、議長が定める。ただし、異議があるときは、会

議に諮って決める。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

―　３４　―
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新潟県市町村総合事務組合議会傍聴規則

　（この規則の目的）

第１条　この規則は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３０条第３項の規

定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

　（傍聴席の区分）

第２条　傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

　（傍聴人の定員）

第３条　一般席の定員は、１５人とする。

　（傍聴の手続）

第４条　会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び

年齢を傍聴人受付簿（別記様式第１号）に記入しなければならない。

　（傍聴券）

第５条　議長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず傍聴

券（別記様式第２号）を交付することができる。

　（議場への入場禁止）

第６条　傍聴人は、議場に入ることができない。

　（傍聴席に入ることができない者）

第７条　次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

�　銃器、棒、つえその他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあ

る物を携帯している者

�　張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類

を携帯している者

�　鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、

又は携帯している者

�　ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携

帯している者。ただし、第９条の規定により、撮影又は録音することに

つき議長の許可を得た者を除く。

―　３５　―
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�　笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

�　下駄、木製サンダルの類を履いている者

�　酒気を帯びていると認められる者

�　異様な服装をしている者

�　その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

２　議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第１号

から第５号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることが

できる。

３　議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場

を禁止することができる。

４　児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可

を得た場合は、この限りでない。

　（傍聴人の守るべき事項）

第８条　傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らな

ければならない。

�　議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明

しないこと。

�　談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

�　鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、

又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。

�　帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理

由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。

�　飲食又は喫煙をしないこと。

�　みだりに席を離れないこと。

�　不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

�　その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしない

こと。

　（写真、映画等の撮影及び録音等の禁止）

第９条　傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をして

はならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

―　３６　―
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　（係員の指示）

第１０条　傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

　（違反に対する措置）

第１１条　傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その

命令に従わないときは、これを退場させることができる。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

 

―　３７　―



別記様式第１号（第４条関係）

傍 聴 人 受 付 簿

 

―　３８　―
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備　考年齢氏　　名住　　　所整理番号

１

２

１４

１５
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別記様式第２号（第５条関係）

（表）

（裏）

―　３９　―

年　　月　　日
№

傍　聴　券
（一般）

　　　　　傍聴人住所　　　　　　　　　　　　

　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年齢　　　

傍聴者心得
１　傍聴者は、入場の際傍聴券を係員に提示してください。

２　傍聴者は、退場するとき、傍聴券をお返しください。

３　傍聴者が、定員（１５人）に達したときは、傍聴券を所持する方でも入場できない

ことがあります。

４　傍聴者は、傍聴席において、次の事項をお守りください。

�　議場における言論に対し、拍手、その他の方法で公然と可否を表明しないこと。

　�　談論する等、騒ぎ立てないこと。

　�　鉢巻、腕章の類をする等、示威的行為をしないこと。

　�　許可を得ず、外とう、えりまき等を着用しないこと。

　�　飲食又は喫煙しないこと。

　�　みだりに席を離れないこと。

　�　許可なく撮影、録音等をしないこと。

�　その他議場の秩序を乱し、又は、会議の妨害となるような行為をしないこと。

５　傍聴者はすべて、係員の指示に従ってください。



新潟県市町村総合事務組合議会公印規程

事　務　局　

　新潟県市町村総合事務組合議会公印規程を次のように定める。

　（趣旨）

第１条　この規程は、新潟県市町村総合事務組合議会における公印の管理及

び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

　（公印の種類）

第２条　公印は、職印及び庁印の２種とし、次に掲げるとおりとする。

　　職　印

　　　議会議長印

　　庁　印

　　　議　会　印

　（ひな形及び寸法）

第３条　公印のひな形及び寸法は別表のとおりとする。

　（公印の管理）

第４条　公印の管理に関する事務は事務局長が処理するものとする。

　（公印の登録）

第５条　事務局長は公印台帳を備え、公印を新調、改刻又は廃止したときは、

必要事項を記入し、整理しなければならない。

　（告示）

第６条　公印を新調、改刻、又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使

用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を告示しなければなら

ない。

　（管理の方法）

第７条　事務局長は、あらかじめ職員のうちから、公印の管理を担当する職

員を定めておかなければならない。

２　公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休

―　４１　―
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日にあっては錠を施しておかなければならない。

３　公印は、特に管理者の承認を得た場合のほか、管理場所以外に持ち出し

てはならない。

　（公印の使用）

第８条　公印を使用するときは、押印しようとする文書に原議を添え、公印

の管理を担当する職員の審査を受けなければならない。

別表

　　　　　　　　議会議長印

 た　て　　２.４㎝

 よ　こ　　２.４㎝

　　　　　　　　 　議会印

 た　て　　３.０㎝

 よ　こ　　３.０㎝

―　４２　―
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議会が保有する公文書の公開等に関する規程

　議会が保有する公文書の公開等に関する規程を次のとおり定め、平成１８年

４月１日から実施する。

　（趣旨）

第１条　この規程は、新潟県市町村総合事務組合情報公開条例（平成１８年条

例第１号。以下「条例」という。）第１８条の規定に基づき、条例の施行に関

し必要な事項を定めるものとする。

　（準用）

第２条　条例の施行については、管理者が保有する公文書の公開等に関する

規則（平成１８年規則第３号）の例による。

　（その他）

第３条　この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

―　４２―１　―
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議会が取り扱う個人情報の保護に関する規程

　議会が取り扱う個人情報の保護に関する規程を次のとおり定め、平成１８年

４月１日から実施する。

　（趣旨）

第１条　この規程は、新潟県市町村総合事務組合個人情報保護条例（平成１８

年条例第２号。以下「条例」という。）第３３条の規定に基づき、条例の施行

に関し必要な事項を定めるものとする。

　（準用）

第２条　条例の施行については、管理者が取り扱う個人情報の保護に関する

規則（平成１８年規則第４号）の例による。

　（その他）

第３条　この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

―　４２―３　―
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新潟県市町村総合事務組合事務局等設置条例

　（設置）

第１条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５８条第１項の規定に基づき、

新潟県市町村総合事務組合管理者の権限に属する事務を分掌させるため、

この条例の定めるところにより事務局及び事務所を置く。

　（事務局）

第２条　事務局は、管理者の権限に属する事務のうち、次条の規定により事

務所が行うもの以外の事務を分掌する。

　（事務所）

第３条　事務所は、交通災害共済に関する事務で規則で定めるものを分掌す

る。

　（委任）

第４条　この条例に定めるもののほか、事務局及び事務所の事務分掌に関し

必要な事項は、規則で定める。

　　　附　則

１　この条例は、平成２９年４月１日から施行する。

２　新潟県市町村総合事務組合課等設置条例（平成１６年条例第４号）は、廃

止する。

―　４３　―

平成２９年２月１６日
条 例 第 １ 号
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新潟県市町村総合事務組合行政組織規則

　最終改正　平成３０年８月７日規則第１３号

　（趣旨）

第１条　この規則は、法令、条例及び他の規則に別に定めるものを除くほか、

新潟県市町村総合事務組合（以下「組合」という。）管理者の補助機関の組

織、所掌事務、職員の職等について必要な事項を定めるものとする。ただ

し、臨時の職員の職等については、別に定める。

　（機関の種別）

第２条　機関を分けて、事務局、事務所及び附属機関とする。

　（事務局）

第３条　事務局とは、組合規約第４条の規定により設置される組合事務所の

事務局をいう。

　（事務所）

第４条　事務所とは、交通災害共済に係る事務を行うため、組合市町村ごと

に設けられた事務所をいう。

　（附属機関）

第５条　附属機関とは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第

３項の規定により設置される諮問のための機関をいう。

　（事務局の組織）

第６条　事務局に、次の課及び所を置く。

　�　総務退職課

　�　人事会館課

　�　交通消防課

　�　新潟県市町村職員研修所

　（事務局の分掌事務）

第７条　前条に規定する各課及び所の分掌事務は、次のとおりとする。

　総務退職課

　　�　公印の管理に関すること。

―　４５　―
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Title:03-1●045-.ec8 Page:45  Date: 2019/08/05 Mon 18:49:57 



�　議会及び組合一般に関すること。

�　条例、規則等に関すること。

�　公告式に関すること。

�　職員の任免、服務及び賞罰に関すること。

�　職員の給与及び旅費に関すること。

�　予算の編成及び執行、その他財務に関すること。

�　監査に関すること。

�　文書の収受、発送、保存及び管理に関すること。

�　物品の出納及び保管に関すること。

�　市町村等の退職手当負担金の徴収に関すること。

�　市町村等の職員及びその遺族に対する退職手当の支給に関するこ

と。

�　退職手当基金に関すること。

�　その他他課の所掌に属しない事項に関すること。

　人事会館課

�　市町村等の公平委員会、試験及び研修に係る負担金の徴収に関する

こと。

�　公平委員会に関すること。

�　市町村等の職員採用試験及び昇任試験に関すること。

�　新潟県自治会館に関すること。

�　新潟県自治会館附属駐車場に関すること。

�　新潟県自治会館施設整備基金に関すること。

　交通消防課

�　交通災害共済の加入募集に関すること。

�　交通災害共済の見舞金に関すること。

�　新潟県交通災害共済財政調整基金に関すること。

�　市町村等の公災負担金等の徴収に関すること。

�　消防団員等に係る損害補償に関すること。

�　災害対策のため応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関す

ること。

―　４６　―
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�　消防団員に係る退職報償金の支給に関すること。

�　消防団員、消防吏員に対する賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金

の授与に関すること。

�　非常勤職員の公務災害補償に関すること。

�　教育委員会に関すること。

�　公立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害

補償に関すること。

�　非常勤職員公務災害補償等基金に関すること。

�　消防団員等公務災害補償基金に関すること。

�　消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金基金に関すること。

　新潟県市町村職員研修所（以下「研修所」という。）

�　市町村職員等の研修に関すること。

�　新潟県自治研修所の研修に関すること。

　（事務所の名称、位置及び所管区域）

第８条　事務所の名称及び位置は別表第１のとおりとし、所管区域は当該事

務所の位置する市町村とする。

２　事務所に必要に応じて、事務所支所を置くことができる。

３　事務所支所の名称及び位置は別に定める。

　（事務所の分掌事務）

第９条　事務所は、交通災害共済に係る地域住民に対する次の事務を分掌す

る。

�　広報に関すること。

�　共済加入に関すること。

�　共済見舞金等に関すること。

�　その他前３号に付随する事務に関すること。

　（職の設置）

第１０条　事務局及び事務所に、法令により置かれる職並びに次条から第１６条

までの規定により置く職制上の職のほか、次の職を置く。

　　職員をもって充てる職　主事

 

―　４７　―
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　（事務局長等）

第１１条　事務局に事務局長を置く。

２　事務局長は、上司の命を受けて事務局の事務を統括し、職員を指揮監督

する。

３　事務局に事務局次長を置くことができる。

４　事務局次長は、事務局長を補佐して、事務局の事務を整理するとともに

事務局長の命を受けて事務局の事務を処理する。

　（課長等）

第１２条　課に課長を置く。

２　課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

３　課に課長補佐を置くことができる。

４　課長補佐は、課長を補佐して課の事務を整理するとともに課長の命を受

けて課の事務を処理する。

　（係長）

第１３条　必要に応じ、課及び所に係長を置き、課及び所の事務を分掌させる。

２　係長は、上司の命を受けて、事務を処理する。

　（研修所に置く職制上の職）

第１４条　研修所に所長、副所長及び所長代理を置く。

２　研修所に所長代理補佐を置くことができる。

３　所長は、上司の命を受けて研修所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督

する。

４　副所長、所長代理及び所長代理補佐は、所長を補佐して研修所の事務を

処理する。

５　所長、副所長、所長代理及び所長代理補佐は、事務局長、事務局長次長、

人事会館課長及び人事会館課長補佐をもって充てる。ただし、管理者は、

特に必要がある場合は、事務局長に代えて事務局次長に所長を兼任させる

ことができる。

６　所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは副所長がその職務を代

理し、副所長にも事故があるとき、又は副所長も欠けたときは、所長代理

がその職務を代理する。

―　４８　―

新潟県市町村総合事務組合行政組織規則
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新潟県市町村総合事務組合行政組織規則

　（参事等）

第１５条　事務局の課及び所に参事、副参事、主査、主任及び専門員を置くこ

とができる。

２　参事、副参事、主査、主任及び専門員は、上司の命を受けて事務局の事

務を処理する。

　（事務所に置く職制上の職）

第１６条　事務所に所長及び次長を置き、次長補佐を置くことができる。

２　事務所支所に次長及び次長補佐を置くことができる。

３　所長は、上司の命を受けて事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督

する。

４　次長は、所長を補佐して事務所の事務を処理する。

５　次長補佐は、次長を補佐して事務所の事務を整理するとともに次長の命

を受けて事務所の事務を処理する。

　（事務所の職員の任免）

第１７条　事務所の職員は、地方自治法第２８７条第２項の規定に基づき、当該市

町村の長と協議のうえ、当該市町村の長その他の職員のうちから次のとお

り任免するものとする。

�　所長は、当該市町村の長から任免する。ただし、当該市町村の長が組

合の議会の議員、組合の管理者、副管理者若しくは監査委員に就任して

いるとき又はやむを得ない事情により所長になることができないとき

は、その他の職員のうちから任免する。

�　次長、次長補佐及び事務所職員は、その他の職員のうちから任免す

る。

　（附属機関）

第１８条　条例に基づいて設置されている附属機関は、別表第２のとおりであ

る。

　　　附　則

この規則は、平成１６年３月１日から施行する。

　　　附　則（平成１６年４月２２日規則第４６号）

　この規則は、公布の日から施行し、改正後の新潟県市町村総合事務組合行

―　４９　―
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政組織規則の規定は、平成１６年４月１日から適用する。

　　　附　則（平成１６年１１月１日規則第４９号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成１７年２月１日規則第１号）

　この規則は、公布の日から施行し、改正後の新潟県市町村総合事務組合行

政組織規則の規定は、平成１７年１月１日から適用する。

　　　附　則（平成１７年２月１６日規則第２号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成１７年４月１日規則第５号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成１７年５月２５日規則第８号）

　この規則は、公布の日から施行し、改正後の新潟県市町村総合事務組合行

政組織規則の規定は、平成１７年５月１日から適用する。

　　　附　則（平成１７年９月１日規則第１２号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成１７年９月３０日規則第１５号）

　この規則中、第１条の規定は平成１７年１０月１日から、第２条の規定は同年

１０月10日から施行する。

　　　附　則（平成１７年１２月１６日規則第１９号）

　この規則は、平成１８年１月１日から施行する。

　　　附　則（平成１８年３月１６日規則第２号）

　この規則中、別表第１を改正する規定は平成１８年３月２０日から、別表第２

を改正する規定は同年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成１９年３月３０日規則第７号）

　この規則は、平成１９年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２０年４月１日規則第８号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２２年３月１日規則第１号）

　この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第１の改正規定は、平

成２２年３月３１日から施行する。

―　５０　―

新潟県市町村総合事務組合行政組織規則
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　　　附　則（平成２３年４月１日規則第２号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２９年３月１日規則第８号）

　この規則は、平成２９年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成３０年８月７日規則第１３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 

―　５１　―

新潟県市町村総合事務組合行政組織規則
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別表第１（第８条関係） 

―　５２　―

新潟県市町村総合事務組合行政組織規則

位　　置名　　　　称位　　置名　　　　称

聖籠町

弥彦村

田上町

阿賀町

出雲崎町

湯沢町

津南町

刈羽村

関川村

粟島浦村

聖籠町事務所

弥彦村　　〃

田上町　　〃

阿賀町　　〃

出雲崎町　〃

湯沢町　　〃

津南町　　〃

刈羽村　　〃

関川村　　〃

粟島浦村　〃

新潟市

長岡市

上越市

三条市

柏崎市

新発田市

小千谷市

加茂市

十日町市

見附市

村上市

燕　市

糸魚川市

妙高市

五泉市

佐渡市

阿賀野市

魚沼市

南魚沼市

胎内市

新潟市事務所

長岡市　　〃

上越市　　〃

三条市　　〃

柏崎市　　〃

新発田市　〃

小千谷市　〃

加茂市　　〃

十日町市　〃

見附市　　〃

村上市　　〃

燕　市　　〃

糸魚川市　〃

妙高市　　〃

五泉市　　〃

佐渡市　　〃

阿賀野市　〃

魚沼市　　〃

南魚沼市　〃

胎内市　　〃
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新潟県市町村総合事務組合行政組織規則

別表第２（第１８条関係）

―　５３　―

設置規定担　任　す　る　事　務名　　　　　称

新潟県市町村総合

事務組合情報公

開・個人情報保護

審査会条例第１条

情報の公開決定等又は個人情報

の開示決定等、訂正決定等若し

くは利用決定等についての審査

請求の審査

新潟県市町村総合事務組

合情報公開・個人情報保

護審査会

新潟県交通災害共

済条例第１２条

管理者の諮問に応じ、共済見舞

金等の支給に関する重要事項に

ついて審査する事務

新潟県交通災害共済審査

委員会

組合市町村等の非

常勤の職員の公務

災害補償等に関す

る条例第４条及び

組合消防団員等公

務災害補償条例第

２６条

災害が公務又は通勤により生じ

たものであるかどうかの審査

公務災害補償等認定委員

会

組合市町村等の非

常勤の職員の公務

災害補償等に関す

る条例第１９条及び

組合消防団員等公

務災害補償条例第

２７条

災害の認定、療養の方法、補償

金額の決定その他補償の実施に

ついての審査申立ての審査

公務災害補償等審査会

組合消防賞じゅつ

金及び殉職者特別

賞じゅつ金条例第

５条

消防団員又は消防吏員が一身上

の危険を顧みることなく公務を

遂行し、そのために殉職し又は

障害の状態となった場合の消防

賞じゅつ金の授与についての審

査・判定事務

新潟県市町村総合事務組

合消防賞じゅつ金等審査

委員会

組合退職手当支給

条例第３３条

退職手当の支給制限等の処分に

係る諮問に対する調査審議

新潟県市町村総合事務組

合退職手当審査会

―　５２―１　―
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新潟県市町村総合事務組合事務委任規則

　最終改正　平成２３年４月１日規則第３号

　（趣旨）

第１条　この規則は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５３条第１項の規

定に基づき、新潟県市町村総合事務組合管理者の権限に属する事務の委任

について、必要な事項を定めるものとする。

　（委任事項）

第２条　新潟県市町村総合事務組合規約別表第２の１５の項に規定する事務の

うち次に掲げる事項については、事務所の所長に委任する。

茨　当該市町村の職員を事務所の次長、次長補佐又は事務所職員に任免す

ること。

芋　事務所の職員を事務所出納員、分任出納員又は現金取扱員に任免する

こと。

鰯　地域住民に対する交通災害共済の広報に関すること。

允　加入募集に関すること。

印　加入申込書の受理に関すること。

咽　会費に関すること。

員　加入申込者の資格等の点検確認に関すること。

因　会員証の交付に関すること。

姻　会員台帳の管理に関すること。

引　共済見舞金等の請求手続きに関すること。

飲　共済見舞金請求書等の受理に関すること。

淫　共済見舞金請求書等の審査に関すること。

胤　その他第３号から第１２号までに付随する業務に関すること。

　　　附　則

　この規則は、平成１６年３月１日から施行する。

　　　附　則（平成１７年２月１６日規則第３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

―　５３　―

平成１６年３月１日
規 則 第 ４ 号
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　　　附　則（平成２３年４月１日規則第３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

―　５４　―

新潟県市町村総合事務組合事務委任規則
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新潟県市町村総合事務組合事務決裁規程

事　務　局　
　最終改正　令和２年４月１日訓令第１号

　新潟県市町村総合事務組合事務決裁規程（平成１６年訓令第２号）の全部を

次のように改正する。

　（趣旨）

第１条　この規程は、別に定めるもののほか、新潟県市町村総合事務組合管

理者（以下「管理者」という。）の権限に属する事務の決裁に関し必要な事

項を定めるものとする。

　（用語の意義）

第２条　この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定め

るところによる。

�　決裁　決裁責任者がその権限に属する事務の処理について、最終的に

その意思決定を行うことをいう。

�　決裁責任者　管理者及び専決権限を有する者をいう。

�　専決　管理者の権限に属する事務を常時管理者に代わって決裁するこ

とをいう。

�　代決　決裁責任者が不在のとき、当該決裁責任者に代わって決裁する

ことをいう。

�　不在　決裁責任者が、休暇その他の理由又は欠員により決裁をするこ

とができない状態にあることをいう。

　（決裁事項等）

第３条　次に掲げる事項については、別表第１及び別表第２に定めるところ

による。

�　管理者の決裁事項並びに事務局長、事務局次長及び課長の専決事項

�　合議を要する事項及び合議先の指定

２　前項に定めるもののほか、事務局次長は事務局長の専決事項のうち事務

局長の指定する事項を、参事は課長専決事項のうち当該課長の指定する事

―　５５　―

平成１７年７月１日
訓 令 第 ３ 号
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項を、副所長は所長専決事項のうち所長の指定する事項を、所長代理は副

所長専決事項のうち副所長の指定する事項を専決することができる。

３　課に置かれる参事は、課長専決事項のうち当該課長の指定する事項につ

いて専決することができる。

　（類推による専決）

第４条　専決権限を有する者は、別表第１及び別表第２に定めがない場合に

おいても、必要によりこれらの表に掲げる専決事項から類推して専決する

ことができる。

　（専決の制限）

第５条　専決権限を有する者は、前２条の規定にかかわらず、特に命ぜられ

た事項、重要又は異例と認められる事項及び疑義のある事項については、

上司の決裁を受けなければならない。

　（代決）

第６条　決裁責任者が不在の場合の事務の代決は、次の表に定めるところに

よる。

　（代決の制限）

第７条　前条の規定にかかわらず、重要又は異例と認められる事項並びに職

員の任免及び賞罰については、代決することができない。ただし、あらか

―　５６　―

新潟県市町村総合事務組合事務決裁規程

代決する者
決裁責任者

第２順位第１順位

事務局長管理者

課　長事務局次長事務局長

課長補佐課　長事務局次長

副参事又は係長課長補佐課　長

所長代理副所長所　長

所長代理補佐所長代理副所長

副参事又は係長所長代理補佐所長代理
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新潟県市町村総合事務組合事務決裁規程

じめ処理の方針を示された場合又は緊急止むを得ない場合は、この限りで

ない。

　（後閲）

第８条　前条ただし書の規定により代決した場合は、代決者において、速や

かに決裁責任者の後閲を受けなければならない。

　（合議）

第９条　別表第１及び別表第２に定める合議先のほか、決裁を受けようとす

る事案の内容が、特に意見の調整を要すると認められるときは、関係する

者に合議しなければならない。

２　第６条及び第７条の規定は、合議を要する事項について、合議を受ける

者が不在の場合に準用する。

　（その他）

第１０条　この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

 

―　５７　―
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　　共通の事務に係る事項
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合議先

決　裁　責　任　者

項　目 課長又は
所長代理

事務局次長事務局長管理者

１　庶務に関すること。

総務退職課長○
�　条例の制定又は改廃

及びその公布に関する
こと。

総務退職課長○
�　規則の制定又は改廃

及びその公布に関する
こと。

総務退職課長○
�　訓令又は規程の制定

若しくは改廃及びその
公表に関すること。

総務退職課長○
�　告示、公告その他公

示に関すること。

○
�　 要綱、要領等の制定

又は改廃に関するこ
と。

総務退職課長○
�　文書保存区分の決定

に関すること。

総務退職課長○
�　公印の新調、改刻及

び廃止並びに廃止公印
の廃棄に関すること。

○
�　公印の管理に関する

こと。

総務退職課長○
�　情報公開及び個人情

報の保護に関するこ
と。

総務退職課長○
�　ファイリングシステ

ムに関すること。

総務退職課長○
�　保存文書の廃棄に関

すること。

総務退職課長○
�　情報セキュリティー

に関すること。

総務退職課長○
�　ホームページに関す

ること。
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―　５８―１　―

合議先

決　裁　責　任　者

項　目 課長又は
所長代理

事務局次長事務局長管理者

２　人事に関すること。

○
�　議会の同意を要する

特別職の任免に関する
こと。

○
�　特別職の委員の任免

に関すること。

○
�　職員の事務分掌の決

定に関すること。

○
�　 職員の人事評価に

関すること。

３　服務に関すること。

課長補佐
以下

課長
参事

事務局長
事務局次長

�　職員の職務に専念す
る義務の免除に関する
こと。

総務退職課長
課長補佐

以下
課長
参事

事務局長
事務局次長

�　 職員の早出遅出勤
務の承認に関するこ
と。

課長補佐
以下

課長
参事

事務局長
事務局次長

�　 職員の週休日の振
替え又は半日勤務時間
の割振り変更に関する
こと。

課長補佐
以下

課長
参事

事務局長
事務局次長

�　休日の代休日の指定
に関すること。

課長補佐
以下

課長
参事

事務局長
事務局次長

�　職員の年次休暇、特
別休暇、療養休暇及び
介護休暇の承認に関す
ること。

○
�　 職員の時間外勤務

及び休日勤務の命令に
関すること。

課長以下事務局次長事務局長
�　 旅行命令（依頼）及

びその復命に関するこ
と。
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合議先

決　裁　責　任　者

項　目 課長又は
所長代理

事務局次長事務局長管理者

４　会計等に関すること。

総務退職課長○
�　収入及び支出済予算

の科目更正の承認に関
すること。

総務退職課長○
�　目節の科目追加設定

及び流用に関するこ
と。

５　物品に関すること。

○
�　物品の分類及び所管

替えに関すること。

○
�　物品の不用決定に関

すること。

○
�　物品の貸付けに関す

ること。

○
�　物品の寄附受納に関

すること。

○
�　物品分類基準の決定

に関すること。

○
�　不用物品の処分に関

すること。

備　考（別表第１及び別表第２共通）

１　表中の項目について、「○」又は「重要」等の文言で表示されている場合は、当該

項目について、その相当欄の者が決裁権限等を有すること等を示す。この場合におけ

る当該文言の意義は、次のとおりとする。

�　○　原則として、又は一般的に権限を有する場合をいう。

�　重要　政策的なもの、新規又は異例なもので特に上司の判断を必要とするもの、

多大な財政負担を伴うもの等をいう。

２　２以上の処理案の起案で該当項目が２以上ある場合又は一の処理案の起案で該当

項目が重複している場合の当該決裁責任者の区分は、上位の決裁責任者とする。
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　別表第２（第３条関係）

　　各課及び所の事務に係る事項

 

―　５８―３　―

１　総務退職課

合議先

決　裁　責　任　者

項　目 課長又は
所長代理

事務局次長事務局長管理者

１　議会に関すること。

○
�　議会の招集に関する

こと。

関係課長又は
所長代理　　

○
�　条例案、予算案その

他の議案を決定するこ
と。

○
�　議案等を関係者に通

知すること。

○
�　議会開催結果を報告

すること。

○
�　 議員等の選出依頼

に関すること。

２　庶務に関すること。

関係課長又は
所長代理　　

○
�　規約の変更に関する

こと。

関係課長又は
所長代理　　

○
�　例規集の編集に関す

ること。

関係課長又は
所長代理　　

○
�　公報に関すること。

○
�　 職員の安全衛生に

関すること。

○
�　職員研修計画の決定

に関すること。

○
�　特定事業主行動計画

の策定及び実施に関す
ること。

３　給与等に関すること。

○
�　職員の昇格及び昇給

の決定に関すること。

○
�　復職による昇給調整

の決定に関すること。
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合議先

決　裁　責　任　者

項　目 課長又は
所長代理

事務局次長事務局長管理者

○
�　一般職の非常勤職員

の報酬額等の決定に関
すること。

○
�　給与の差押さえに係

る給与からの控除の決
定に関すること。

関係課長又は
所長代理　　

○
�　諸手当の認定に関す

ること。

○
�　勤勉手当の成績率の

決定に関すること。

○
�　職員の厚生、年金、

保険等に関すること。

４　人事に関すること。

○
�　 管理者の選挙に関

すること。

○
�　 副管理者及び識見

監査委員の選任の手続
きに関すること。

関係課長又は
所長代理　　

○
�　職員の分限及び懲戒

処分を決定すること。

関係課長又は
所長代理　　

○
�　職員の病気休職及び

病気休暇に係る復職の
決定に関すること。

関係課長又は
所長代理　　

○
�　 職員の刑事休職及

び刑事休職に係る復職
の決定に関すること。

○
�　 職員の服務の宣誓

を確認すること。

○
�　 職員身分証明書の

交付に関すること。

○
�　人事関係証明書の発

行に関すること。

○
�　職員の採用計画及び

採用基準の決定に関す
ること。
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―　５８―５　―

合議先

決　裁　責　任　者

項　目 課長又は
所長代理

事務局次長事務局長管理者

○
�　新規採用者の決定に

関すること。

関係課長又は
所長代理　　

○
�　条件付採用職員の勤

務成績に関すること。

○
�　職員の配置の決定に

関すること。

○重要
�　職員の昇任の決定に

関すること。

○
�　 一般職の非常勤職

員の任免に関するこ
と。

関係課長又は
所長代理　　

○
�　職員の営利企業等の

従事又は経営の許可に
関すること。

関係課長又は
所長代理　　

○

�　職員団体の業務に専
従することの許可及び
復職の承認に関するこ
と。

関係課長又は
所長代理　　

○
�　職員の育児休業の承

認及び職場復帰の決定
に関すること。

関係課長又は
所長代理　　

○
�　職員の部分休業及び

育児短時間勤務の承認
に関すること。

関係課長又は
所長代理　　

○
�　組合休暇の承認に関

すること。

５　予算決算に関するこ
と。

○
�　予算編成方針の作成

に関すること。

関係課長又は
所長代理　　

○
�　予算説明書の調製及

び決定に関すること。

関係課長又は
所長代理　　

○
�　決算付属資料を作成

すること。

○
�　決算及び関係書類を

監査委員の審査に付す
こと。
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合議先

決　裁　責　任　者

項　目 課長又は
所長代理

事務局次長事務局長管理者

６　退職手当事務に関する
こと。

○
�　裁定に関すること。

○
�　支給制限処分等に関

すること。

○
�　返納等に関するこ

と。

○
�　退職手当審査会に関

すること。

〇
�　一般負担金の決定に

関すること。

○
�　 加入負担金及び脱

退精算負担金等の決定
等に関すること。

○
�　特別負担金の決定等

に関すること。

〇
�　負担金の分割納入に

関すること。

○
�　負担金の督促及び延

滞金に関すること。

○
�　職員団体との交渉に

関すること。

○重要
�　その他事務の実施に

関すること。

２　人事会館課

合議先

決　裁　責　任　者

項　目 課長又は
所長代理

事務局次長事務局長管理者

１　試験事務等に関するこ
と。

○
�　試験実施計画の策定

等に関すること。

○
�　試験会場等に関する

こと。

○
�　試験の実施等に関す

ること。
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―　５８―７　―

合議先

決　裁　責　任　者

項　目 課長又は
所長代理

事務局次長事務局長管理者

２　試験負担金に関するこ
と。

○
�　事務費負担金の決定
等に関すること。

○
�　実費負担金の決定等
に関すること。

３　新潟県自治会館の管理
に関すること。

○
�　使用承認等に関する
こと。

○
�　使用料等の納付及び
還付に関すること。

○
�　使用料等の免除に関
すること。

○
�　開錠時間の変更に関
すること。

○
�　休館日の変更に関す
ること。

○重要
�　その他維持管理に関
すること。

４　新潟県自治会館附属駐
車場の管理に関するこ
と。

○
�　使用承認等に関する
こと。

○
�　使用料の納付及び還
付に関すること。

○
�　使用料等の免除に関
すること。

○
�　入出場時間の変更に
関すること。

○重要
�　その他維持管理に関
すること。
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３　交通消防課

合議先

決　裁　責　任　者

項　目 課長又は
所長代理

事務局次長事務局長管理者

１　交通災害共済事務に関
すること。

○
�　会員募集広報に関す
ること。

○
�　共済見舞金等に関す
ること。

○
�　市町村事務交付金に
関すること。

○
�　会員募集報償費に関
すること。

○
�　市町村事務所長等に
関すること。

２　非常勤消防団員等の公
務災害補償に関するこ
と。

○
�　認定に関すること。

○
�　公務災害補償の実施
に関すること。

○
�　福祉事業の実施に関
すること。

○
�　消防賞じゅつ金の支
給に関すること。

○
�　弔慰金等の支給に関
すること。

○
�　退職報償金の支給に
関すること。

○
�　負担金の決定等に関
すること。

３　非常勤職員の公務災害
補償等に関すること。

○
�　認定に関すること。

○
�　公務災害補償等の実
施に関すること。

○
�　福祉事業の実施に関
すること。
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―　５８―９　―

合議先

決　裁　責　任　者

項　目 課長又は
所長代理

事務局次長事務局長管理者

○
�　負担金の決定等に関
すること。

４　委員会及び審査会に関
すること。

○
�　交通災害共済審査委
員会に関すること。

○
�　公務災害補償等認定
委員会に関すること。

○
�　公務災害補償等審査
会に関すること。

○
�　消防賞じゅつ金等審
査委員会に関するこ
と。

４　新潟県市町村職員研修所

合議先

決　裁　責　任　者

項　目
所長代理副所長所　長管理者

１　研修事務に関するこ
と。

○
�　研修計画等の策定等
に関すること。

○
�　研修施設等に関する
こと。

○
�　研修講師及び研修受
講者の決定等に関する
こと。

○
�　研修運営委員会等の
開催等に関すること。

○
�　研修助成金予算措置
申請等に関すること。

２　研修負担金に関するこ
と。

○
�　事務費負担金の決定
等に関すること。

○
�　実費負担金の決定等
に関すること。

―　５８―９（５８―１０～１１欠）　―
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事　務　所　

　新潟県市町村総合事務組合事務所事務決裁規程（平成１７年訓令第２号）の

全部を改正する。

　（趣旨）

第１条　この規程は、別に定めるもののほか、事務所の所長（以下「所長」

という。）の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとす

る。

　（用語の意義）

第２条　この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定め

るところによる。

茨　決裁　決裁責任者がその権限に属する事務の処理について、最終的に

その意思決定を行うことをいう。

芋　決裁責任者　所長及び専決権限を有する者をいう。

鰯　専決　所長の権限に属する事務を常時所長に代わって決裁することを

いう。

允　代決　決裁責任者が不在のとき、当該決裁責任者に代わって決裁する

ことをいう。

印　不在　決裁責任者が、休暇その他の理由又は欠員により決裁をするこ

とができない状態にあることをいう。

　（決裁事項等）

第３条　事務所の次長（以下「次長」という。）は、所長の指定する事項につ

いて、専決することができる。

　（専決の制限）

第４条　専決権限を有する者は、前条の規定にかかわらず、特に命ぜられた

事項、重要又は異例と認められる事項及び疑義のある事項については、上

司の決裁を受けなければならない。

―　５９　―

平成２３年４月１日
訓 令 第 １ 号
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　（代決）

第５条　決裁責任者が不在の場合の事務の代決は、次の表に定めるところに

よる。

　（代決の制限）

第６条　前条の規定にかかわらず、重要又は異例と認められる事項及び事務

所の職員の任免については、代決することができない。ただし、あらかじ

め処理の方針を示された場合又は緊急止むを得ない場合は、この限りでな

い。

　（後閲）

第７条　前条ただし書の規定により代決した場合は、代決者において、速や

かに決裁責任者の後閲を受けなければならない。

　（その他）

第８条　この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

―　６０　―

新潟県市町村総合事務組合事務所事務決裁規程

代決する者決裁責任者

次長　　　所長　　　

次長補佐　次長　　　

Title:03-1●059.ec8 Page:60  Date: 2011/06/13 Mon 13:13:07 



新潟県市町村総合事務組合会計管理者
事務代決規程　　　　　　　　　　　

事　務　局
　

　新潟県市町村総合事務組合会計管理者事務代決規程を次のように定め、平

成２３年１月１日から実施し、新潟県市町村総合事務組合会計管理者事務決裁

規程（平成２１年訓令第３号）は、平成２２年１２月３１日限りで廃止する。

　　　新潟県市町村総合事務組合会計管理者事務代決規程

　（趣旨）

第１条　この規程は、会計管理者の権限に属する事務の代決に関し必要な事

項を定めるものとする。

　（定義）

第２条　この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。

茨　代決　会計管理者が不在のとき、当該会計管理者に代わって決裁する

ことをいう。

芋　不在　会計管理者が、休暇その他の理由又は欠員により決裁すること

ができない状態にあることをいう。

　（代決）

第３条　会計管理者が不在のときは、局出納員が代決する。

　（代決の制限）

第４条　前条の規定にかかわらず、重要又は異例と認められる事項について

は、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示された

場合又は緊急止むを得ない場合は、この限りでない。

　（後閲）

第５条　前条ただし書の規定により代決した場合は、代決者において、速や

かに会計管理者の後閲を受けなければならない。

―　６０―１　―

平成２２年１２月２８日
訓 令 第 ６ 号
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新潟県市町村総合事務組合教育委員会規則

　（目的）

第１条　この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年

法律第１６２号）第１４条の規定に基づき、教育委員会の組織運営に関して、必

要な事項を定めることを目的とする。

　（運営）

第２条　教育委員会の組織権限及び職務については、法令又は条例に別段の

定めがある場合のほかこの規則による。

　（公告式）

第３条　教育委員会が定める規則、規程の公布その他公表を要するときは、

新潟県市町村総合事務組合公告式条例（平成１６年条例第１号）の定めると

ころによる。

　（職員）

第４条　事務局に事務職員を置く。

　（事務の委任）

第５条　教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教

育長に委任する。

�　公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関す

ること

�　教育委員会規則の制定、改正又は廃止をすること

�　前各号に掲げる事項のほか、教育委員会の議を経る必要があると認め

られる事項

　（会議の招集）

第６条　会議は、委員長が必要があると認める場合に限りこれを招集する。

第７条　会議は、委員長があらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき

事件を各委員に通知して行う。

２　委員は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときはあらかじめその旨

―　６１　―

平成１６年６月１７日
教育委員会規則第１号



を委員長に届け出なければならない。

　（会議）

第８条　会議の開会、休憩及び閉会は委員長が行う。

第９条　委員長は、会議において採決しようとするときは、その事件を宣告

しなければならない。

２　採決は、委員長が、委員に異議の有無を諮る方法によって行う。

　（会議録）

第１０条　委員長は、事務局職員をして会議録を作成させなければならない。

２　会議録には、開会、閉会、会議の日時、出席及び欠席委員の氏名、日程及

び議題並びに議事の大要その他必要と認める事項を記載するものとする。

３　会議録には、委員長及び委員長の指名した委員１人が署名しなければな

らない。

　（委任）

第１１条　この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

―　６２　―

新潟県市町村総合事務組合教育委員会規則



新潟県市町村総合事務組合教育委員会公印規程

事　務　局　

　新潟県市町村総合事務組合教育委員会公印規程を次のように定める。

　（趣旨）

第１条　この規程は、新潟県市町村総合事務組合教育委員会における公印の

管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

　（公印の種類）

第２条　公印は、職印及び庁印の２種とし、次に掲げるとおりとする。

　（ひな形及び寸法）

第３条　公印のひな形及び寸法は別表のとおりとする。

　（公印の管理）

第４条　公印の管理に関する事務は、事務局長が処理するものとする。

　（告示）

第５条　公印を新調、改刻又は廃止したときは、すみやかに公印の名称、使

用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を告示しなければなら

ない。

　（公印台帳）

第６条　事務局長は、公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必

要な事項を記入し、整理しなければならない。

　（管理方法）

第７条　公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及

び休日にあっては、錠を施しておかなければならない。

２　公印は、管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持出しては

―　６３　―

教育委員会委員長印
教育長印

職
印

教育委員会印庁
印

平成１６年６月１７日
教育長訓令第１号



ならない。

　（公印の使用）

第８条　公印を使用するときは、押印しようとする文書に原議を添え、公印

管理者の審査を受けなければならない。

別表（第３条関係）

―　６４　―

新潟県市町村総合事務組合教育委員会公印規程

教育長印
　たて　２.４cm
　よこ　２.４cm

教育委員会委員長印
　たて　２.４cm
　よこ　２.４cm

教育委員会印
　たて　３.０cm
　よこ　３.０cm



新潟県市町村総合事務組合
公平委員会設置条例　　　

　新潟県市町村総合事務組合公平委員会設置条例（平成１６年条例第３４号）の

全部を改正する。

　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）の完全な実施を確保し、その目的を

達成するため、同法第７条第３項の規定に基づき、新潟県市町村総合事務組

合規約（平成１６年総行市第３０号許可）別表第２の２の項に該当する市町村、

一部事務組合及び広域連合並びに新潟県市町村総合事務組合の新潟県市町村

総合事務組合公平委員会を設置する。

　　　附　則（平成１７年２月２５日条例第１号）

　この条例は、公布の日から施行する。

―　６５　―

平成１７年２月２５日
条 例 第 １ 号



新潟県市町村総合事務組合公平委員会議事規則

　最終改正　平成１７年７月１９日公平委員会規則第１５号

　（趣旨）

第１条　公平委員会の議事については、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号。以下「法」という。）に定めるもののほか、この公平委員会規則の定め

るところによる。

　（会議）

第２条　公平委員会の会議（以下「会議」という。）は委員長が必要あると認

めるとき、又は委員の請求があったときに委員長が招集する。

２　会議を招集する場合においては、委員長は会議に付議する事件並びに会

議開催の日時及び場所を委員に対しあらかじめ通知するものとする。

　（会議の主宰）

第３条　会議は委員長が主宰する。

　（会議の公開）

第４条　会議は出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

　（会議の幹事）

第５条　事務職員中上席の職員１人は、幹事として会議に出席する。

　（議事日程）

第６条　議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

　（議事録）

第７条　法第１１条第４項の議事録は、幹事が作成する。

２　前項の議事録は公平委員会の承認を経て確定する。

 附　則

この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成１７年７月１９日公平委員会規則第１５号）

　この規則は、公布の日から施行する。

―　６７　―

平 成１６年 ４ 月１２日
公平委員会規則第１号



新潟県市町村総合事務組合公平委員会公印規程

　最終改正　平成１７年６月２７日公平委員会訓令第２号

　（趣旨）

第１条　この規程は、新潟県市町村総合事務組合公平委員会における公印の

管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

　（公印の種類）

第２条　公印は、職印及び庁印の２種とし、次に掲げるとおりとする。

　　　職　印

　　　　公平委員会委員長印

　　　庁　印

　　　　公平委員会印

　（ひな形及び寸法）

第３条　公印のひな形及び寸法は別表のとおりとする。

　（公印の管理）

第４条　公印の管理に関する事務は、書記長が処理するものとする。

　（告示）

第５条　公印を新調、改刻又は廃止したときは、すみやかに公印の名称、使

用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を告示しなければなら

ない。

　（公印台帳）

第６条　書記長は、公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要

事項を記入し、整理しなければならない。

　（管理方法）

第７条　公印は、常に堅固な容器に納め勤務時間外、勤務を要しない日及び

休日にあっては、錠を施しておかなければならない。

２　公印は、特に管理者の承認を受けた場合のほか保管場所以外に持ち出し

てはならない。

 

―　６９　―

平 成１６年 ４ 月１２日
公平委員会訓令第１号



　（公印の使用）

第８条　公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に原議を添

え、公印管理者の審査を受けなければならない。

　　別　表

―　７０　―

新潟県市町村総合事務組合公平委員会公印規程

公平委員会委員長印

　たて２.４�

　よこ２.４�

公平委員会印

　たて３.０�

　よこ３.０�



新潟県市町村総合事務組合公平委員会が保有する
公文書の公開等に関する規則　　　　　　　　　

　（趣旨）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合情報公開条例（平成１８年条

例第１号。以下「条例」という。）第１８条の規定に基づき、条例の施行に関

し必要な事項を定めるものとする。

　（準用）

第２条　条例の施行については、管理者が保有する公文書の公開等に関する

規則（平成１８年規則第３号）の例による。

　（その他）

第３条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、新潟県市町村総合事

務組合公平委員会が別に定める。

　　　附　則

　この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

―　７０―１　―

平成１８年３月２７日
公平委員会規則第３号



新潟県市町村総合事務組合公平委員会が取り扱う
個人情報の保護に関する規則　　　　　　　　　

　（趣旨）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合個人情報保護条例（平成１８

年条例第２号。以下「条例」という。）第３３条の規定に基づき、条例の施行

に関し必要な事項を定めるものとする。

　（準用）

第２条　条例の施行については、管理者が取り扱う個人情報の保護に関する

規則（平成１８年規則第４号）の例による。

　（その他）

第３条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、新潟県市町村総合事

務組合公平委員会が別に定める。

　　　附　則

　この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

―　７０―３　―

平成１８年３月２７日
公平委員会規則第４号



新潟県市町村総合事務組合監査委員条例

　（趣旨）

第１条　この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）

第２０２条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

　（監査委員の定数）

第２条　監査委員の定数は、２人とする。

　（請求又は要求による監査）

第３条　監査委員は、法第７５条第１項、第９８条第２項、第２４２条第１項若しく

は第２４３条の２の規定による監査の請求又は第１９９条第６項、第７項若しく

は第２３５条の２第２項の規定による監査の要求があったときは、直ちにそ

の請求又は要求に係る事項について監査に着手しなければならない。

　（定例監査）

第４条　法第１９９条第４項の規定による監査を行うときは、監査委員はあら

かじめその日時を管理者に通知しなければならない。

　（財政援助を与えているものに対する監査）

第５条　監査委員は、法第１９９条第７項の規定による監査を行うときは、あら

かじめ監査日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

　（決算等の審査）

第６条　監査委員は、法第２３３条第２項又は第２４１条第５項の規定により、決

算及び書類が審査に付されたときは、直ちに意見を付けて管理者に送付し

なければならない。

　（現金出納の検査）

第７条　法第２３５条の２第１項の規定による検査は、毎月１６日に行う。ただ

し、その日が新潟県市町村総合事務組合の休日を定める条例（平成１６年条

例第２号）第１条に規定する休日に当たるとき、又は特別の事情があると

きは、監査委員が別に定める。

 

―　７１　―

平成１６年３月２９日
条 例 第 ３９ 号



　（公表の方法）

第８条　監査委員の行う公表は、新潟県市町村総合事務組合公告式条例（平

成１６年条例第１号）第５条の規定により行うものとする。

　（委任規定）

第９条　この条例で定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査

委員が協議して定める。

 附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

―　７２　―

新潟県市町村総合事務組合監査委員条例



新潟県市町村総合事務組合監査基準

　

第１章　一般基準

　（監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為の目的）

第１条　監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為

は、新潟県市町村総合事務組合の事務の管理及び執行等について、法令に

適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、住民の福祉

の増進に資することを目的とする。

２　監査委員は、監査基準に従い公正不偏の態度を保持し、正当な注意を

払ってその職務を遂行する。それによって自ら入手した証拠に基づき意見

等を形成し、結果に関する報告等を決定し、これを議会及び管理者等に提

出する。

　（監査等の範囲及び目的）

第２条　監査、検査、審査その他の行為のうち、本基準における監査等は次

に掲げるものとし、それぞれ当該各号に定めることを目的とする。

�　財務監査　財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令

に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組

織及び運営の合理化に努めているか監査すること

�　行政監査　事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の

効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査

すること

�　財政援助団体等監査　補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与え

ている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証し

ている団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当

該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目

的に沿って行われているか監査すること

�　決算審査　決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審

査すること

―　７２―１　―

令和２年４月１日
監査委員告示第１号
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�　例月出納検査　会計管理者の現金の出納事務が正確に行われているか

検査すること

�　基金運用審査　基金の運用状況を示す書類の計数が正確であり、基金

の運用が確実かつ効率的に行われているか審査すること

２　法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査そ

の他の行為（監査等を除く。）については、法令の規定に基づき、かつ、

本基準の趣旨に鑑み、実施するものとする。

　（倫理規範）

第３条　監査委員は、高潔な人格を維持し、誠実に、かつ、本基準に則って

その職務を遂行するものとする。

　（独立性、公正不偏の態度及び正当な注意）

第４条　監査委員は、独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保持し、

その職務を遂行するものとする。

２　監査委員は、正当な注意を払ってその職務を遂行するものとする。

　（専門性）

第５条　監査委員は、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政

運営に関し優れた識見を有することが求められ、その職務を遂行するた

め、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図り、その専門性を維持及び確

保するため研鑽に努めるものとする。

２　監査委員は、監査委員の事務を補助する職員に対し、監査委員の職務が

本基準に則って遂行されるよう、地方公共団体の財務管理、事業の経営管

理その他行政運営に関して、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図るよ

う研鑽に努めさせるものとする。

　（質の管理）

第６条　監査委員は、本基準に則って、その職務を遂行するに当たり求めら

れる質を確保するものとする。そのために、監査委員の事務を補助する職

員に対して、適切に指揮及び監督を行うものとする。

２　監査委員は、監査計画、監査等の内容、判断の過程、証拠及び結果その

他の監査委員が必要と認める事項を監査調書等として作成し、保存するも

のとする。

―　７２―２　―

新潟県市町村総合事務組合監査基準

必要Title:03-4●72-1-.ec8 Page:74  Date: 2020/12/16 Wed 10:49:19 



新潟県市町村総合事務組合監査基準

第２章　実施基準

　（監査計画）

第７条　監査委員は、監査等を効率的かつ効果的に実施することができるよ

う、リスク（組織目的の達成を阻害する要因をいう。以下同じ。）の内容

及び程度、過去の監査結果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合的に

勘案し、監査計画を策定するものとする。監査計画には、監査等の種類、

対象、時期、実施体制等を定めるものとする。

２　監査委員は、監査計画の前提として把握した事象若しくは状況が変化し

た場合又は監査等の実施過程で新たな事実を発見した場合には、必要に応

じて適宜、監査計画を修正するものとする。

　（リスクの識別と対応）

第８条　監査委員は、監査等の対象のリスクを識別し、そのリスクの内容及

び程度を検討した上で、監査等を実施するものとする。

　（内部統制に依拠した監査等）

第９条　前条のリスクの内容及び程度の検討にあたっては、内部統制の整備

状況及び運用状況について情報を集め、判断するものとする。

２　監査委員は、監査等の種類に応じ、内部統制に依拠する程度を勘案し、

適切に監査等を行うものとする。

　（監査等の実施手続）

第１０条　監査委員は、必要な監査等の証拠を効率的かつ効果的に入手するた

め、監査計画に基づき、実施すべき監査等の手続を選択し、実施するもの

とする。

　（監査等の証拠入手）

第１１条　監査委員は、監査等の結果を形成するため、必要な監査等の証拠を

入手するものとする。

２　監査委員は、監査等の証拠を評価した結果、想定していなかった事象若

しくは状況が生じた場合又は新たな事実を発見した場合には、適宜監査等

の手続を追加して必要な監査等の証拠を入手するものとする。

　（各種の監査等の有機的な連携及び調整）

第１２条　監査委員は、各種の監査等が相互に有機的に連携して行われるよう
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調整し、監査等を行うものとする。

　（監査専門委員、外部監査人等との連携）

第１３条　監査委員は、必要に応じて監査専門委員を選任し、必要な事項を調

査させることができる。

２　監査委員は、監査等の実施に当たり、効率的かつ効果的に実施すること

ができるよう、 監査専門委員、外部監査人等との連携を図るものとす

る。

第３章　報告基準

　（監査等の結果に関する報告等の作成及び提出）

第１４条　監査委員は、財務監査、行政監査及び財政援助団体等監査に係る監

査の結果に関する報告を作成し、議会、管理者及び関係のある委員会又は

委員に提出するものとする。

２　監査委員は、前項の監査の結果に関する報告については、当該報告に添

えてその意見を提出することができるとともに、当該報告のうち特に措置

を講ずる必要があると認める事項については勧告することができる。

３　監査委員は、例月出納検査の結果に関する報告を作成し、議会及び管理

者に提出するものとする。

４　監査委員は、決算審査及び基金運用審査を終了したときは、意見を管理

者に提出するものとする。

　（監査等の結果に関する報告等への記載事項）

第１５条　監査等の結果に関する報告等には、原則として次に掲げる事項その

他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。

�　本基準に準拠している旨

�　監査等の種類

�　監査等の対象

�　監査等の着眼点（評価項目）

�　監査等の実施内容

�　監査等の結果

２　前項第６号の監査等の結果には、次の各号に掲げる監査等の種類に応じ
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て、重要な点において当該各号に定める事項が認められる場合にはその旨

その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。

�　財務監査　前項第１号から第５号までの記載事項のとおり監査した限

りにおいて、 監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、

最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化

に努めていること

�　行政監査　前項第１号から第５号までの記載事項のとおり監査した限

りにおいて、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、

最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化

に努めていること

�　財政援助団体等監査　前項第１号から第５号までの記載事項のとおり

監査した限りにおいて、監査の対象となった財政援助団体等の当該財政

的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に

沿って行われていること

�　決算審査　前項第１号から第５号までの記載事項のとおり審査した限

りにおいて、決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であること

�　例月出納検査　前項第１号から第５号までの記載事項のとおり検査し

た限りにおいて、会計管理者の現金の出納事務が正確に行われているこ

と

�　基金運用審査　前項第１号から第５号までの記載事項のとおり審査し

た限りにおいて、管理者から提出された基金の運用の状況を示す書類の

計数が正確であると認められ、基金の運用が確実かつ効率的に行われて

いること

３　第１項第６号の監査等の結果には、前項各号に掲げる監査等の種類に応

じて、重要な点において当該各号に定める事項が認められない場合にはそ

の旨その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。

４　監査委員は、是正又は改善が必要である事項が認められる場合、その内

容を監査等の結果に記載するとともに、必要に応じて、監査等の実施過程

で明らかとなった当該事項の原因等を記載するよう努めるものとする。 
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　（合議）

第１６条　監査等のうち、次に掲げる事項については、監査委員の合議による

ものとする。

�　監査の結果に関する報告（財務監査、行政監査及び財政援助団体等監

査に係るものに限る。以下同じ。）の決定

�　監査の結果に関する報告に添える意見の決定

�　監査の結果に関する報告に係る勧告の決定

�　決算審査に係る意見の決定

�　基金運用審査に係る意見の決定

�　内部統制評価報告書審査に係る意見の決定

２　監査委員は、監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意

見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事

項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を議

会、管理者及び関係のある委員会又は委員に提出するとともに公表するも

のとする。

　（公表）

第１７条　監査委員は、次に掲げる事項を監査委員全員の連名で公表するもの

とする。

　�　監査の結果に関する報告の内容

　�　監査の結果に関する報告に添える意見の内容

　�　監査の結果に関する報告に係る勧告の内容

　（措置状況の公表等）

第１８条　監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果

に関する報告に係る勧告をした者から、措置の内容の通知を受けた場合は

当該措置の内容を公表するものとする。

２　監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関

する報告に係る勧告をした者に、適時、措置状況の報告を求めるよう努め

るものとする。

　　　附　則

　本基準は、令和２年４月１日から施行する。
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事　務　局　

　新潟県市町村総合事務組合監査委員公印規程を次のように定める。

　（趣旨）

第１条　この規程は、新潟県市町村総合事務組合監査委員における公印の管

理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

　（公印の種類）

第２条　公印の種類は、次に掲げるとおりとする。

　　職　印

　　　代表監査委員印

　（ひな形及び寸法）

第３条　公印のひな形及び寸法は別表のとおりとする。

　（公印の管理）

第４条　公印の管理に関する事務は事務局長が処理するものとする。

　（告示）

第５条　公印を新調、改刻又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使用

開始又は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を告示しなければならな

い。

　（公印台帳）

第６条　事務局長は、公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必

要事項を記入し、整理しなければならない。

　（管理方法）

第７条　公印は、常に堅固な容器に納め勤務時間外、勤務を要しない日及び

休日にあっては、錠を施しておかなかればならない。

２　公印は、特に管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出

してはならない。 

―　７３　―
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　（公印の使）

第８条　公印を使用するときは、押印しようとする文書に原議を添え、公印

管理者の審査を受けなければならない。

別　表

　　　　　　　代表監査委員印

 たて　２.４�

 よこ　２.４�
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監査委員が保有する公文書の公開等に関する規程

　監査委員が保有する公文書の公開等に関する規程を次のように定め、平成

１８年４月１日から実施する。

　（趣旨）

第１条　この規程は、新潟県市町村総合事務組合情報公開条例（平成１８年条

例第１号。以下「条例」という。）第１８条の規定に基づき、監査委員が保有

する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。

　（準用）

第２条　条例の施行については、管理者が保有する公文書の公開等に関する

規則（平成１８年規則第３号）の例によるものとする。

　（その他）

第３条　この規程に定めるもののほか、公文書の公開に関し必要な事項は、

別に定める。
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監査委員が取り扱う個人情報の保護に関する規程

　監査委員が取り扱う個人情報の保護に関する規程を次のように定め、平成

１８年４月１日から実施する。

　（趣旨）

第１条　この規程は、新潟県市町村総合事務組合個人情報保護条例（平成１８

年条例第２号。以下「条例」という。）第３３条の規定に基づき、監査委員が

取り扱う個人情報の保護に関し必要な事項を定めるものとする。

　（準用）

第２条　条例の施行については、管理者が取り扱う個人情報の保護に関する

規則（平成１８年規則第４号）の例による。

　（その他）

第３条　この規程に定めるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項

は、別に定める。
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新潟県市町村総合事務組合公告式条例

　（趣旨）

第１条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１６条の規定に基づく公告式は

この条例の定めるところによる。

　（条例の公布）

第２条　条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入

して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

２　条例の公布は、新潟県市町村総合事務組合（以下「組合」という。）公報

に登載してこれを行う。ただし、天災事変その他の事情により組合公報に

登載することができないときは、組合事務所内に掲示してこれを行う。

　（規則の公布）

第３条　前条の規定は、規則の公布に準用する。

　（規程の公表）

第４条　規則を除くほか、管理者の定める規程で公表を要するものを公表し

ようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管

理者印を押さなければならない。

２　第２条第２項の規定は、前項の規定に準用する。

　（その他の規則及び規程等の公表）

第５条　前条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他組合の機関の定め

る規則、規程等で公表を要するものについて準用する。この場合におい

て、同条第１項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代

表する者の氏名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関

を代表する者の印」と読み替えるものとする。

　（その他の公告）

第６条　第４条の規定は、その他公告を要するものについて準用する。

 附　則

　この条例は、平成１６年３月１日から施行する。
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新潟県市町村総合事務組合条例及び規則の
公布の方式を定める規則　　　　　　　　

　（目的）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合公告式条例（平成１６年条例

第１号）第２条第１項の規定（同条例第３条で準用する場合を含む。）に定

める条例及び規則の公布の方式を定めることを目的とする。

　（署名の方式等）

第２条　署名は、条例又は規則１件ごとに行うものとする。ただし、同一の

日に複数の条例又は規則を公布するときは、公布の旨の前文、当該複数の

条例又は規則の題名の一覧及び公布年月日を記入して、管理者が署名をす

る方式によることができる。

２　前項ただし書の方式により複数の条例又は規則を公布するときは、署名

をした書面を表紙とし、当該表紙の次に当該複数の条例又は規則の原本を

編てつするものとする。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。
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新潟県市町村総合事務組合公報発行規則

　最終改正　平成２９年３月２３日規則第１２号

　（趣旨）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合公報（以下「公報」という。）

の発行、登載及び配布について必要な事項を定めるものとする。

　（公報の発行）

第２条　公報の発行は、定期及び号外の２種とする。

２　定期の公報は、毎月１日及び１６日に発行する。ただし、その日が新潟県

市町村総合事務組合の休日を定める条例（平成１６年条例第２号）第１条に

規定する組合の休日（以下「組合の休日」という。）に当たるときは、その

日後においてその日に最も近い組合の休日でない日に発行する。

３　定期の公報は、登載すべき事項がないときは、休刊とする。

４　号外の公報は、第２項に規定する定期の公報の発行日以外の日に発行す

る必要があるとき、緊急やむを得ないときその他定期の公報によりがたい

場合に発行する。

　（登載事項）

第３条　公報には、次に掲げる事項を登載する。

茨　規約

芋　条例

鰯　規則

允　訓令

印　告示

咽　公告

員　辞令

因　その他管理者が必要と認める事項

　（閲覧）

第４条　公報は、新潟県市町村総合事務組合総務退職課に備え置いて一般の

閲覧に供する。

―　７７　―
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２　公報に登載された事項は、インターネットを利用して一般の閲覧に供す

る。

附　則

　この規則は、平成１６年３月１日から施行する。

附　則（平成２３年４月１日規則第４号）

　この規則は、公布の日から施行する。

附　則（平成２９年３月２３日規則第１２号）

　この規則は、平成２９年４月１日から施行する。

―　７８　―
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　最終改正　平成２９年３月３０日訓令第３号

　新潟県市町村総合事務組合文書規程を次のように定め、平成１６年３月１日

から実施する。

　（趣旨）

第１条　この規程は、別に定めるものを除くほか、新潟県市町村総合事務組

合（以下「組合」という。）における文書の処理及び作成について、必要な

事項を定めるものとする。

　（文書の処理及び作成の原則）

第２条　文書は、正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、

事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

２　文書は、易しくわかりやすいようにすることを基本方針として作成しな

ければならない。

　（文書の収受及び配布）

第３条　組合に到達した文書及び小包郵便物（普通小包及び書留小包をいう。

以下同じ。）は、総務退職課において収受し、次の各号により処理するもの

とする。

茨　文書は、開封のうえ、その文書の余白に収受日付印を押して文書番号

を記入し、収受の事実を明確に記録する必要があるものについては、文

書整理簿に所要事項を記載し、重要又は異例なものにあっては事務局長

の閲覧を経た後担当者に配布すること。

芋　書留郵便物、親展文書、電報及び小包郵便物は、特殊文書整理簿に所

要事項を記載して担当者に配布し、受領印を徴さなければならない。た

だし、親展文書にあっては開封せず、直接名宛人に配布すること。

鰯　開封した文書のうち、収受の日時がその行為の効力又は権利の得喪に

かかわると認められるものは、第１号の規定により取り扱うほか、当該

―　７９　―

平成１６年３月１日
訓 令 第 ３ 号
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文書の余白に到達時刻を記載すること。

２　職員が直接受領した文書又は職員が出張先等において受領した文書は、

速やかに総務退職課に回付しなければならない。

３　共済見舞金請求書については文書整理簿による整理を要しないが、別に

定める「共済見舞金請求受付簿」によってそのてん末を明らかにしておか

なければならない。

　（事案処理の原則）

第４条　事務局長は、文書を閲覧したときは、処理の方針を定め、速やかに

処理をさせなければならない。この場合において、特に重要な事案に係る

ものについては、事務局長においてあらかじめ管理者の閲覧に供し、その

指示を受けて処理をさせるものとする。

２　文書の配布を受けた担当者は、速やかに起案、供覧その他の必要な措置

をとらなければならない。

　（文書の起案）

第５条　事案の処理は、起案用紙を用いて起案しなければならない。ただ

し、同一趣旨の起案が継続して行われるもの、定例のもので一定の帳簿等

で処理できるもの又は軽易な文書で処理案を当該文書の余白に記載して処

理若しくは処理案を付せん用紙に記載し、当該文書に貼付して処理できる

ものについてはこの限りでない。

２　前項の規定にかかわらず、配布を受けた文書が供覧することによって完

結するものであるときは、当該文書の余白に「供覧」と朱書し、関係者の

閲覧に供するものとする。

３　配布を受けた文書で起案等の処理に着手する前に供覧する必要のあるも

の又は陳情等でその内容により早急に処理しがたいものは、その旨及び処

理の方針等を附記し、前項に準じ供覧するものとする。

　（起案理由及び関係書類）

第６条　起案書には、起案理由その他参考事項を付記し、かつ、関係書類を

添付しなければならない。ただし、定例のもの又は簡易なものについて

は、これを省略することができる。 

―　８０　―
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　（取扱上の表示等）

第７条　起案書には、必要に応じて「例規」、「秘」、「重要」、「至急」、「公報

登載」、「電報」、「葉書」、「小包」、「書留」、「速達」、「配達証明」、「内容証

明」等を所定の欄に明記しなければならない。

２　発送文書中、特に発送の日付を指定しようとするものについては、起案

書の所定の欄にその旨を明記しなければならない。

　（電話又は口頭による受理事項）

第８条　電話又は口頭により受けた事案のうち、重要なもの又は後日その処

理を明らかにする必要があるものは、その旨を電話連絡用紙に記載し、上

司の閲覧に供さなければならない。

　（回議）

第９条　起案書は、起案者から順次直属の上司を経て、決裁責任者（組合事

務決裁規程（平成１６年訓令第２号。以下「事務決裁規程」という。）第２条

第２号に規定するものをいう。以下同じ。）の決裁を受けなければならな

い。

２　上司の不在により代決するときは、「代」と記載して認印し、代決した起

案書のうち、後閲を要するものについては「後閲」と記入し、事後速やか

に当該決裁責任者の後閲を受けなければならない。

　（合議）

第１０条　起案の内容が他の係に関係を有する場合は、当該起案書を関係する

係に合議しなければならない。

　（決裁区分）

第１１条　起案文書は、事務決裁規程の定めるところにより、次の決裁区分を

明らかにしなければならない。

茨　管理者が決裁すべきもの　管理者

芋　事務局長が専決すべきもの　事務局長

鰯　事務局次長が専決すべきもの　事務局次長

允　課長が専決すべきもの　課長

印　所長が専決すべきもの　所長

咽　副所長が専決すべきもの　副所長

―　８１　―
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員　所長代理が専決すべきもの　所長代理

　（決裁年月日）

第１２条　決裁を終えた起案書（以下「原議」という。）には、決裁責任者又は

起案者において、所定の欄に決裁年月日を記入しておかなければならな

い。

　（文書の施行）

第１３条　原議は、特に指示ある場合を除き、直ちに浄書、発送等の方法によ

り施行しなければならない。

　（文書の浄書）

第１４条　浄書する文書は、原議の取扱上の表示及び施行上の注意によって浄

書するものとし、浄書した文書は、原議と校合しなければならない。

　（公印及び契印）

第１５条　施行する文書は、組合公報に登載するもの（組合公告式条例（平成

１６年条例第１号）第４条第１項に規定するものを除く。）を除き、公印規

程（平成１６年訓令第１号）の定めるところにより、公印を押印しなければ

ならない。ただし、往復文（法令等により押印を要するとされているもの

その他特に重要なものを除く。）、又は書簡文等軽易な文書については、公

印の押印を省略することができる。

２　施行する文書のうち特別の定めのあるもの及び特に必要があるものは、

原議と契印しなければならない。

　（発送）

第１６条　発送を要する文書は、原議及びあて先を記載した封筒を添え、総務

退職課に提出しなければならない。この場合において、当該発送文書が

「親展」、「書留」等であるときは、それぞれ封筒に表示しなければならない。

２　文書は速やかに発送するとともに、原議に施行年月日を記入のうえ、起

案者に返付しなければならない。

３　前２項の規定にかかわらず、事務局長が承認した文書については、ファ

クシミリ等により発信できるものとする。

　（公報の登載）

第１７条　組合公報に登載を必要とする文書は、総務退職課担当者において組

―　８２　―
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合公報発行規則（平成１６年規則第１号）第３条の定めるところにより登載

し、公報登載簿の登載年月日その他必要な事項を記入しなければならな

い。

　（文書整理等の原則）

第１８条　文書は、分類して整理し、必要なときに、直ちに取り出せるように

保管し又は保存しなければならない。

２　保管又は保存に当たっては、紛失、火災、盗難等の予防を完全にしなけ

ればならない。

　（整理及び保管の方法）

第１９条　文書の整理及び保管は、保管庫、書架等（以下「保管庫等」という。）

を使用して行うものとする。

２　前項の規定にかかわらず、保管庫等に整理及び保管することが不適当と

認めるものについては、別に定める方法によることができる。

　（完結文書の整理保存）

第２０条　完結した文書は、別表第１に定める基準に基づき、次の区分に従い

整理し、文書保存簿に所定の事項を記載し保存しなければならない。

　茨　第１種文書　永年

　芋　第２種文書　１０年

　鰯　第３種文書　５年

　允　第４種文書　３年

　印　第５種文書　１年

２　前項の規定にかかわらず、法令等に保存年限の定めのある文書及び時効

が完成するまでの間証拠として保存する必要がある文書の保存年限は、そ

れぞれ法令等に定める期間又は時効期間とする。

３　保存年限の起算日は、その完結した日の属する会計年度の翌年度の４月

１日とする。

４　文書の保存に関し、必要な事項は別に定める。

　（文書の庁外持出の禁止）

第２１条　文書は庁外に持ち出すことができない。ただし、やむを得ない事情

により、あらかじめ事務局長の承認を得たときはこの限りでない。

―　８３　―
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　（職員以外の者に対する文書の閲覧）

第２２条　職員以外の者から文書の閲覧の申出があったときは、差し支えない

と認めるものに限り、事務局長の承認を得て、閲覧させることができる。

　（保存文書の廃棄）

第２３条　保存年限の経過した文書は、事務局長の決裁を経て、総務退職課に

おいて廃棄しなければならない。

２　前項による文書であって特に引き続き保存する必要のあるものについて

は、事務局長の決裁を経て種別の変更又は保存年限の延長等必要な手続き

をとることができる。

３　永年保存の文書又は保存年限の経過しない文書であっても、保存の必要

がなくなったものについては、事務局長の決裁を経て廃棄することができ

る。

４　軽易な文書で、各課において処理完結によって廃棄して差し支えないと

認めたもの及び３年以上保存の必要を認めないものは、当該課において前

３項の規定にかかわらず事務局長の決裁を経て直ちに又は一定期間経過後

廃棄することができる。

５　文書を廃棄するに当たっては、他に漏らしては支障があると認められる

もの又は印影を移用されるおそれのあるものについては、その焼却、溶解

等必要な処置をとらなければならない。

　（文書の種類）

第２４条　組合において作成する文書の種類及び性質は、次に掲げるとおりと

する。

茨　法規文

ア　規約　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８４条の規定に基づき制

定するもの

イ　条例　地方自治法第１４条の規定により、組合議会の議決を経て制定

するもの

ウ　規則　地方自治法第１５条の規定により、管理者が制定するもの

芋　公示文

ア　告示　法令の定める事項又は処分若しくは決定した事項等を管内一

―　８４　―
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般に公示する場合に発するもの

イ　公告　一定の事項を管内一般に周知させる場合に発するもの

鰯　令達文

ア　訓令　管理者が職務運営上の基本的事項について所管の機関等に対

し命令する場合に発するもの

イ　訓　　管理者が所管の機関等に対し発する命令で公表しないもの

ウ　指令　管理者が許可、認可の申請、願い等に対し諾否の意思表示を

する場合に発するもの

エ　達　　管理者が権限に基づいて特定の個人又は団体に対し命令する

場合に発するもの

允　往復文

ア　照会　ある事項を問い合わせる場合に発するもの

イ　回答　照会に対し回答する場合に発するもの

ウ　報告　一定の事実又は意思を知らせる場合に発するもの

エ　通知　一定の事実、処分又は意思を特定の相手方に知らせる場合に

発するもの

オ　通達　指揮監督権に基づいて所管の機関等に対し、職務運営上の細

目、法令の解釈、行政運用の方針等を指示する場合に発するもの

カ　申請　許可、認可、補助等の指令を求める場合に発するもの

キ　進達　経由文書を上級庁へ送付する場合に発するもの

ク　副申　経由文書の進達に当たり、その機関が参考意見等を添える場

合に発するもの

ケ　届け　法令等に基づいて一定の事項を届け出る場合に用いるもの

コ　依頼　一定の事項を依頼する場合に発するもの

サ　協議・督促・請求　一定の行為及び意思の決定を求める場合に発す

るもの

印　その他の文書

ア　諮問文

イ　証明文（証明書、証書等）

ウ　表彰文（表彰状、感謝状、賞状等）

―　８５　―
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エ　書簡文

オ　あいさつ文（式辞、祝辞、告辞、訓辞、弔辞等）

カ　陳情書及び要望書

キ　契約書

ク　不服申立関係文書

ケ　部内関係文書（伺い、願い、届け、復命書、事務引継書、上申（内

申）、供覧、回章、辞令等）

コ　その他職員が作成する文書

　（文書の番号）

第２５条　条例、規則、告示及び訓令にあっては、法令番号簿による法令番号

を付し、訓、指令、達及び往復文にあっては文書整理簿による文書番号を

付さなければならない。

２　前項に規定する法令番号は、毎年１月１日に、文書番号は毎年４月１日

に起こすものとする。

３　同一の事案に属する往復文は、完結するまで、同一の文書番号を用い、

順次枝番号を付するものとする。

４　往復文のうち軽易なものについては、文書番号を省略し、号外として処

理することができる。

　（文書の記号）

第２６条　前条に規定する文書番号には、別表第２に規定する文書記号を付さ

なければならない。

２　往復文のうち秘密に属する文書は、文書記号の次に「秘」を加えなけれ

ばならない。

　（文書の書き方）

第２７条　文書は、次に掲げるものを除き左横書きとする。

茨　法令の規定により様式を縦書きと定められたもの

芋　他の官公庁が様式を縦書きと定めたもの

鰯　表彰状、感謝状、賞状その他これらに類するもので縦書きが適当と認

められるもの

允　式辞、祝辞その他これらに類するもので縦書きが適当と認められるも

―　８６　―
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の

印　その他事務局長が特に縦書きを適当と認めたもの

　（文書の発信者名）

第２８条　文書の発信者名は、原則として管理者名を用いなければならない。

２　前項の規定にかかわらず、往復文については、あて先又は文書の内容に

より決裁責任者名を用いることができる。

３　前２項の規定にかかわらず、事務連絡的なものについては組合名を用い

ることができる。

４　文書の発信者名及びあて先の記載に当たり、往復文については、その内

容により職名だけを記載し、氏名の記載を省略することができる。

　（表記の基準）

第２９条　文書の用字、用語、文体等は、次の各号に掲げる表記の基準による

ものとする。

茨　常用漢字表（平成２２年１１月内閣告示第２号）

芋　現代仮名遣い（昭和６１年７月内閣告示第１号）

鰯　送り仮名の付け方（昭和４８年６月内閣告示第２号）

允　外来語の表記（平成３年６月内閣告示第２号）

印　公用文作成の要領（昭和２７年４月４日内閣閣甲告示第１６号依命通知）

咽　公用文における漢字使用等について（平成２２年１１月内閣訓令第１号）

員　法令における漢字使用等について（平成２２年１１月３０日付け内閣法制局

長官決定）

２　事務局長は、前項に規定する表記の基準を基として、その趣旨徹底に努

めなければならない。

　（帳簿等の様式）

第３０条　この規程に定める文書処理に関する帳簿、日付印及び用紙の様式

は、次のとおりとする。

茨　文書整理簿（第１号様式）

芋　特殊文書整理簿（第２号様式）

鰯　公報登載簿（第３号様式）

允　文書保存簿（第４号様式）

―　８７　―
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印　法令番号簿（第５号様式）

咽　起案用紙（第６号様式１号・２号）

員　付せん用紙（第７号様式）

因　収受日付印（第８号様式）

姻　電話連絡用紙（第９号様式）

引　ファクシミリ通信用紙（第１０号様式）

（文書の取扱い）

第３１条　組合における文書の処理及び作成については、この規程及び別に定

めるもののほか、新潟県文書規程の例による。

第３２条　前条の規定にかかわらず、事務所における文書の取扱いについて

は、別に定めるもののほか、当該事務所の所在する市町村の例による。

 

―　８８　―

新潟県市町村総合事務組合文書規程
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新潟県市町村総合事務組合文書規程

別表第１（第２０条関係）

 

―　８９　―

文　　書　　の　　種　　類区　分

茨　組合の設立及び規約に関する文書

芋　組合の加入及び脱退に関する文書

鰯　条例、規則及び訓令の制定及び改廃に関する文書

允　告示及び公告に関する文書（重要なものに限る。）

印　組合議会議員及び組合役員の選挙並びに就任及び退任に関する文書

咽　条例、規則等の解釈及び運用方針に関する文書（重要なものに限

る。）

員　職員の任免、賞罰等に関する文書及び履歴書

因　組合議会議案、組合議会報告案及び組合議会会議結果並びに条例及

び予算の議決に関する文書

姻　組合財産の取得に関する文書

引　組合の事業の計画及び実施に関する文書（特に重要なものに限る。）

飲　訴訟に関する文書

淫　審査請求、異議申立てその他の争訟（訴訟を除く。）に関する文書

（重要なものに限る。）

胤　諮問及び答申に関する文書（特に重要なものに限る。）

蔭　原簿、台帳、図面等（特に重要なものに限る。）

院　事務引継書

陰　組合公報に関する文書

隠　廃棄した文書の件名目録

韻　指定金融機関に関する文書

吋　行政庁からの通達文書、例規文書等で永年保存の必要があるもの

右　前各号に掲げる文書に類するもの

第１種文書

（永年）

茨　告示及び公告に関する文書（重要なものを除く。）

芋　条例、規則等の解釈及び運用方針に関する文書（重要なものを除

く。）

鰯　職員の服務に関する文書（重要なものに限る。）

允　組合議会に関する文書（第１種文書に属するものを除く。）

印　予算、決算及び出納に関する文書（重要なものに限る。）

咽　組合財産の管理及び処分に関する文書（重要なものに限る。）

員　組合の事業の計画及び実施に関する文書（重要なものに限る。）

因　審査請求、異議申立てその他の争訟（訴訟を除く。）に関する文書

（重要なものを除く。）

姻　契約に関する文書（重要なものに限る。）

第２種文書

（１０年）



 

―　９０　―

新潟県市町村総合事務組合文書規程

引　諮問及び答申に関する文書（重要なものに限る。）

飲　原簿、台帳、図面等（重要なものに限る。）

淫　行政庁からの通達文書、例規文書等で１０年保存の必要があるもの

胤　前各号に掲げる文書に類するもの

茨　職員の服務に関する文書（重要なものを除く。）

芋　非常勤職員の任免及び臨時職員の雇用等に関する文書

鰯　出勤整理簿及び休暇簿

允　職員の給与及び旅費の支給に関する文書

印　予算、決算及び出納に関する文書（重要なものを除く。）

咽　組合財産の管理及び処分に関する文書（重要なものを除く。）

員　組合の事業の計画及び実施に関する文書（特に重要なもの及び重要

なものを除く。）

因　契約に関する文書（重要なものを除く。）

姻　諮問及び答申に関する文書（重要なものを除く。）

引　通知、申請、届出、報告、進達等の文書（特に重要なものに限る。）

飲　原簿、台帳、図面等（特に重要なもの及び重要なものを除く。）

淫　前各号に掲げる文書に類するもの

第３種文書

（５年）

茨　文書等の収受、経由、配布及び発送に関する書類

芋　事務引継書に関する書類

鰯　監査及び検査に関する書類

允　通知、申請、届出、報告、進達等の文書（重要なものに限る。）

印　前各号に掲げる文書に類するもの

第４種文書

（３年）

茨　職員の健康管理及び福利厚生に関する文書

芋　会議及び講習会に関する文書

鰯　通知、申請、届出、報告、進達等の文書（特に重要なもの及び重要

なものを除く。）

允　前３号に掲げる文書に類するもの

第５種文書

（１年）



新潟県市町村総合事務組合文書規程

別表第２（第２６条関係）

 

―　９１　―

課　　係　　名記　　号

総務退職課新 総 退

人事会館課新 人 会

交通消防課新 交 消

新潟県市町村職員研修所新 職 研
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第１号様式（第３条関係）

文　　書　　整　　理　　簿

 

―　９２　―

新潟県市町村総合事務組合文書規程

担
当
者

　　月　　日　第　　号収受文書の日付・番号
文書番号月　日

発信者又はあて先

件　

名
／／

担
当
者

　　月　　日　第　　号収受文書の日付・番号
文書番号月　日

発信者又はあて先

件　

名
／／

担
当
者

　　月　　日　第　　号収受文書の日付・番号
文書番号月　日

発信者又はあて先

件　

名
／／

担
当
者

　　月　　日　第　　号収受文書の日付・番号
文書番号月　日

発信者又はあて先

件　

名
／／

担
当
者

　　月　　日　第　　号収受文書の日付・番号
文書番号月　日

発信者又はあて先

件　

名
／／

担
当
者

　　月　　日　第　　号収受文書の日付・番号
文書番号月　日

発信者又はあて先

件　

名
／／

担
当
者

　　月　　日　第　　号収受文書の日付・番号
文書番号月　日

発信者又はあて先

件　

名
／／

担
当
者

　　月　　日　第　　号収受文書の日付・番号
文書番号月　日

発信者又はあて先

件　

名
／／
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新潟県市町村総合事務組合文書規程

第２号様式（第３条関係）

特　殊　文　書　整　理　簿

 

―　９３　―

配布先
受領印

あて名（受信者）差出人（発信者）種別（件名）
収　受
月　日



第３号様式（第１７条関係）

公　　報　　登　　載　　簿

 

―　９４　―

新潟県市町村総合事務組合文書規程

備　　　　　考登載の内容（要旨）月　　日番　　号

月　　日

月　　日

月　　日

月　　日

月　　日

月　　日

宏 宏坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑坑



新潟県市町村総合事務組合文書規程

第４号様式（第２０条関係）

文　　書　　保　　存　　簿

 

―　９５　―

第　　　種種　　　別分類番号

備　考
廃　　　棄格　納

番　号
冊　　数書　　　　　目年（度）

印（予定）年



第５号様式（第２５条関係）

法　　令　　番　　号　　簿

 

―　９６　―

新潟県市町村総合事務組合文書規程

文書の種類

備　　　考題　　　　　　　名年　月　日番　　号



新潟県市町村総合事務組合文書規程

第６号様式（第５条関係）

（１号）

 

―　９７　―

１・３・５・１０・長・（　　　　　）保存年限

公 開 ・ 非 公 開 区 分取扱上及び施行上の注意　　　　年　　月　　日収 受

□公　　　開　非公開理由至急　秘　例規　重要　公報登載
電報　小包　書留　速達　配達証明
内容証明　様式指定　公印省略　
ファクシミリ
その他（　　　　　　　　　　　）

　　　　年　　月　　日起 案

□一部非公開　　　　年　　月　　日処 理 期 限

□非　公　開　　　　年　　月　　日決 裁

□時限非公開　（公開　　　　年　月　日）　　　　年　　月　　日施 行

起案者　　　　　課　　　　　係
（電話　　　　　）

（姓・職）

　　　方針決定済み

　　　関係課協議済み
処理の特例

　　　管理者　　　　　　　事務局長　　　　　　　事務局次長　　　　　　　課　長

係　員　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（標題）

結論、要旨、本文（箇条書）

新潟県市町村総合事務組合

笑
｜
｜
粧

紹
｜
｜
肖



（２号）

 

―　９８　―

新潟県市町村総合事務組合文書規程

新潟県市町村総合事務組合



新潟県市町村総合事務組合文書規程

第７号様式（第５条関係）

 

―　９９　―

 付　　せ　　ん　　用　　紙 

　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

様　　 事務局次長事務局長

注：文書を再提出する場合は、この
付せんはこのまま付けて提出し
て下さい。

新潟県市町村総合事務組合



第８号様式（第３条関係）

収受日付印

直径２.７cm

 

―　１００　―

新潟県市町村総合事務組合文書規程



新潟県市町村総合事務組合文書規程

第９号様式（第８条関係）

 

―　１０１　―

電　話　連　絡　用　紙

連絡方法
　　　電話　　　　口頭

年　　　月　　　日
時　　　　　　　分

　受　　　　　　　　課　　　　　係
（発）
　信（氏名）

発
（受）

信

連絡要旨：

担当（処理）者事務局次長事 務 局 長処　　理（指　示）



第１０号様式（第１６条関係）

 フ ァ ク シ ミ リ 通 信 用 紙

―　１０２　―

新潟県市町村総合事務組合文書規程

 送信日　　　　年　　月　　日　　

 送信枚数　　枚（通信用紙を含む）

 受信者

 　　　　　　　　　　　　　　　　様

  送信者

   新潟県市町村総合事務組合

   　　　　　　　　　　　　　　　

    電　話

    ＦＡＸ

 メモ



新潟県市町村総合事務組合公印規程

事　務　局　
事　務　所　

　最終改正　平成２９年３月３１日訓令第６号

　新潟県市町村総合事務組合公印規程を次のように定める。

　（趣旨）

第１条　この規程は、新潟県市町村総合事務組合における公印の管理及び使

用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

　（公印の種類）

第２条　公印は、職印及び庁印の２種とし、次に掲げるとおりとする。

　職印

　茨　管理者印

　芋　管理者職務代理者印

　鰯　会計管理者印

　允　事務局長印

　印　新潟県市町村職員研修所長印

　咽　事務所長印

　員　出納員印

　因　分任出納員印

　姻　現金取扱員印

　引　情報公開・個人情報保護審査会会長印

　飲　交通災害共済審査委員会長印

　淫　公務災害補償等認定委員会委員長印

　胤　公務災害補償等審査会会長印

　蔭　消防賞じゅつ金等審査委員会委員長印

　院　退職手当審査会会長印

庁印

　茨　組合印

―　１０３　―

平成１６年３月１日
訓 令 第 １ 号
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　芋　情報公開・個人情報保護審査会印

　鰯　公務災害補償等認定委員会印

　允　公務災害補償等審査会印

　印　消防賞じゅつ金等審査委員会印

　咽　退職手当審査会印

　（ひな形及び寸法）

第３条　公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

　（公印の管理）

第４条　公印の管理に関する事務は、次に掲げるとおりとし、事務局長がそ

の事務を総括するものとする。

茨　公印の登録

芋　公印の管守

鰯　公印の新調、改刻及び廃止

允　その他公印に関し必要な事項

２　公印の管理に関する事務（公印の登録を除く。）は、次表左欄に掲げる公

印について当該右欄に掲げる者（以下「公印管理者」という。）が処理する

ものとする。

 

―　１０４　―

新潟県市町村総合事務組合公印規程

事　務　局　長

管理者印、管理者職務代理者印、会計管理者
印、事務局長印、新潟県市町村職員研修所長
印、情報公開・個人情報保護審査会会長印、
交通災害共済審査委員会長印、公務災害補償
等認定委員会委員長印、公務災害補償等審査
会会長印、消防賞じゅつ金等審査委員会委員
長印、退職手当審査会会長印、組合印、情報
公開・個人情報保護審査会印、公務災害補償
等認定委員会印、公務災害補償等審査会印、
消防賞じゅつ金等審査委員会印、退職手当審
査会印

当該事務所長事務所長印

当 該 出 納 員出納員印

当該分任出納員分任出納員印

当該現金取扱員現金取扱員印
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新潟県市町村総合事務組合公印規程

３　公印管理者（事務局長を除く。）は、公印を新調、改刻又は廃止したとき

は、速やかに事務局長に届け出なければならない。

　（公印台帳）

第５条　事務局長は、別記様式による公印台帳を備え、公印を新調、改刻又

は廃止したときは、必要事項を記入し、整理しなければならない。

２　公印管理者（事務局長を除く。）は、それぞれその管理に属する公印につ

いて、公印台帳の副本を備え付けておかなければならない。

　（公印の事故）

第６条　公印を紛失又は損傷したときは、公印管理者（事務局長を除く。）は、

速やかに理由を付けて事務局長に届け出なければならない。

　（告示）

第７条　公印（事務所長印、出納員印、分任出納員印及び現金取扱員印を除

く。）を新調、改刻又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使用開始又

は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を告示しなければならない。

　（管理方法）

第８条　公印管理者は、あらかじめ職員のうちから、公印の管理を担当する

職員を定めておかなければならない。

２　公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休

日にあっては、錠を施しておかなければならない。

３　公印は、特に管理者の承認を得た場合のほか、管理場所以外に持ち出し

てはならない。

　（公印の使用）

第９条　公印は、公文書以外に使用することができない。

２　公印を使用するときは、押印しようとする文書に原議を添え、公印管理

者の審査を受けなければならない。

 

―　１０５　―
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別表（第３条関係）

　　　管　理　者　印　　　　　　　　　　　管理者職務代理者印

　　　　　　　　　　た　て　２.４㎝　　　　　　　　　　　　　た　て　２.４㎝

　　　　　　　　　　よ　こ　２.４㎝　　　　　　　　　　　　よ　こ　２.４㎝

　　会計管理者印　　　　　　　　　　　　事務局長印

　　　　　　　　　　た　て　２.４㎝　　　　　　　　　　　　　た　て　２.１㎝

　　　　　　　　　　よ　こ　２.４㎝　　　　　　　　　　　　よ　こ　２.１㎝

　　新潟県市町村職員　　　　　　　　　 
事務所長印

　　研修所長印　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　た　て　２.４㎝　　　　　　　　　　　　　た　て　２.４㎝

　　　　　　　　　　よ　こ　２.４㎝　　　　　　　　　　　　よ　こ　２.４㎝ 

―　１０６　―

新潟県市町村総合事務組合公印規程

新潟県市町村
総合事務組合
○○市町村
事務所長之印
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新潟県市町村総合事務組合公印規程

　　出　納　員　印　　　　　　　　　　　　分任出納員印

　　　　　　　　　　直　径　３.０㎝　　　　　　　　　　　　直　径　３.０㎝

　　
現金取扱員印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た　て　２.４㎝

　　　　　　　　　直　径　２.７㎝　　　　　　　　　　　　　　よ　こ　２.４㎝

　　　　　　　　　　た　て　２.４㎝　　　　　　　　　　　　　　た　て　２.４㎝

　　　　　　　　　よ　こ　２.４㎝　　　　　　　　　　　　　　よ　こ　２.４㎝

―　１０７　―

注　２箇以上設備する場合に

　　あっては番号入とする。

注　２箇以上設備する場合に

　　あっては番号入とする。

情報公開・個人情報

保護審査会会長印

交通災害共済

審査委員会長印

公 務 災 害 補 償 等

認定委員会委員長印
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　　　　　　　　　　た　て　２.４㎝　　　　　　　　　　　　　た　て　２.４㎝

　　　　　　　　　　よ　こ　２.４㎝　　　　　　　　　　　　よ　こ　２.４㎝

　　　　　　　　　　た　て　２.４㎝　　　　　　　　　　　　　た　て　３.０㎝

　　　　　　　　　　よ　こ　２.４㎝　　　　　　　　　　　　　よ　こ　３.０㎝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　た　て　３.０㎝　　　　　　　　　　　　　た　て　３.０㎝

　　　　　　　　　　　よ　こ　３.０㎝　　　　　　　　　　　　よ　こ　３.０㎝

　

―　１０８　―

新潟県市町村総合事務組合公印規程

公務災害補償等

認定委員会印

公務災害補償等

審査会会長印

消防賞じゅつ金等

審査委員会委員長印

退職手当審査会

会　　長　　印
組　合　印

情報公開・個人情報

保 護 審 査 会 印
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新潟県市町村総合事務組合公印規程

　　　　　　　　　　　た　て　３.０㎝　　　　　　　　　　　　　た　て　３.０㎝

　　　　　　　　　　　よ　こ　３.０㎝　　　　　　　　　　　　よ　こ　３.０㎝

　　　　　　　　　　　た　て　３.０㎝　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　よ　こ　３.０㎝

 

―　１０９　―

公務災害補償等

審 査 会 印

消防賞じゅつ金等

審 査 委 員 会 印

退職手当審査会印
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別記様式（第５条関係）

公　　印　　台　　帳

―　１１０　―

新潟県市町村総合事務組合公印規程

印 影

公 印 の 名 称

備 付 箇 所 名

備 付 年 月 日

使用開始年月日

告 示 年 月 日

及 び 番 号

登録廃止その他

の処理に関する

記事及びその

年 月 日

―　１１０（１１１～１１５欠）　―
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新潟県市町村総合事務組合特別職の職員の給料、
議員報酬、報酬及び費用弁償等に関する条例　 

　最終改正　令和２年２月１８日条例第１号

　（目的）

第１条　この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条から２０４条

までの規定に基づき、特別職の職員の給料、議員報酬、報酬及び費用弁償

の額並びにその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

　（報酬等）

第２条　特別職の職員の給料、議員報酬及び報酬（以下「報酬等」という。）は、

別表第１に定めるところにより支給する。

　（報酬等の支給方法）

第３条　報酬等の支給方法は、次に掲げるとおりとする。

�　報酬等の額が年額であるものにあっては、選任された当月分から月割

計算により支給する。

�　報酬等の額が月額であるものにあっては、選任された当月分から支給

する。

�　報酬等の額が執務終了の都度であるものにあっては、執務終了の都度

支給する。

２　特別職の職員が任期満了、辞職、失職、死亡等によりその職を離れたと

きは、報酬等の額が年額であるものにあっては、その職を離れた当月分ま

での報酬等を月割計算により支給し、報酬等の額が月額であるものにあっ

ては、その職を離れた当月分の報酬等を支給する。ただし、いかなる場合

においても重複して報酬等を支給しない。

　（費用弁償）

第４条　特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用

弁償として旅費を支給する。

２　前項の規定により支給する旅費の額は、別表第３のとおりとする。

３　前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一

―　１１７　―

平成１６年３月１日
条 例 第 １２ 号
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般職の職員に支給する旅費の例による。

　（規則への委任）

第５条　この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。

 附　則

　この条例は、平成１６年３月１日から施行する。

 附　則（平成１７年２月２５日条例第３号）

　この条例は、公布の日から施行する。

 附　則（平成１７年９月１日条例第１１号）

　この条例は、公布の日から施行する。

 附　則（平成１７年１２月１日条例第１３号）

　この条例は、公布の日から施行する。

 附　則（平成１８年３月１日条例第４号）

　（施行期日）

１　この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

　（号給の切替え）

２　平成１８年４月１日（以下「切替日」という。）の前日において新潟県市町

村総合事務組合特別職の職員の給料、報酬及び費用弁償等に関する条例

（以下「報酬条例」という。）別表第２の特別職嘱託報酬表（以下「報酬表」

という。）の適用を受けていた特別職の嘱託（以下「嘱託」という。）の切

替日における号給は、次項に規定する嘱託を除き、切替日の前日において

その者が属していた職務の級（以下「旧級」という。）及び切替日の前日に

おいてその者が受けていた号給（以下「旧号給」という。）に応じ、附則別

表に定める号給とする。

　（職務の級における最高の号給を超える報酬月額の切替え）

３　切替日の前日において報酬条例別表第２の報酬表に定める職務の級にお

ける最高の号給を超える報酬月額を受けていた嘱託の切替日における号給

又は報酬月額は、規則で定める。

　（報酬の切替えに伴う経過措置）

４　切替日の前日から引き続き同一の報酬表の適用を受ける嘱託で、その者

の受ける報酬月額が同日において受けていた報酬月額に達しないこととな

―　１１８　―

新潟県市町村総合事務組合特別職の職員の給料、議員報酬、報酬及び費用弁償等に
関する条例
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る嘱託には、報酬月額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給す

る。

　　附則別表（附則第２項関係）

 附　則（平成１９年２月１６日条例第１号）

　この条例は、平成１９年４月１日から施行する。

 附　則（平成２０年９月１６日条例第１０号）

　この条例は、公布の日から施行する。

―　１１９　―

新潟県市町村総合事務組合特別職の職員の給料、議員報酬、報酬及び費用弁償等に
関する条例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

嘱託の号給の切替表

旧　　　級
旧号給

２　級１　級

　１　１１

　１　１２

　１　１３

　１　１４

　１　１５

　１　５６

　５　９７

　９１３８

１３１７９

１７２１１０

２１２５１１

２５２９１２

２９３３１３

３３３７１４

３７４１１５

４１４５１６

４５４９１７

４９５３１８

５７１９

６１２０

６５２１
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 附　則（平成２１年１１月３０日条例第１１号）

　この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日であ

るときは、その日）から施行する。

 附　則（平成２２年３月１日条例第３号）

　この条例は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２２年１１月３０日条例第１５号）

　この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日であ

るときは、その日）から施行する。

 附　則（平成２７年２月２０日条例第２号）

１　この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

２　平成２７年４月１日の前日から引き続き同一の報酬表の適用を受ける嘱託

で、その者の受ける報酬月額が同日において受けていた報酬月額に達しな

いこととなるものには、平成３０年３月３１日までの間、報酬月額のほか、そ

の差額に相当する額を報酬として支給する。

 附　則（平成２８年２月１６日条例第４号）

１　この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県市町村総合事務組合

特別職の職員の給料、議員報酬、報酬及び費用弁償等に関する条例（以下

「改正後の条例」という。）の規定は、平成２７年４月１日から適用する。

２　改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の新潟県市町村

総合事務組合特別職の職員の給料、議員報酬、報酬及び費用弁償等に関す

る条例の規定に基づいて支給された特別職の嘱託に対する報酬（以下「報

酬」という。）は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

　　　附　則（平成２８年１２月１６日条例第１１号）

１　この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県市町村総合事務組合

特別職の職員の給料、議員報酬、報酬及び費用弁償等に関する条例（以下

「改正後の条例」という。）の規定は、平成２８年４月１日から適用する。

２　改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の新潟県市町村

総合事務組合特別職の職員の給料、議員報酬、報酬及び費用弁償等に関す

る条例の規定に基づいて支給された特別職の嘱託に対する報酬（以下「報

酬」という。）は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

―　１２０　―

新潟県市町村総合事務組合特別職の職員の給料、議員報酬、報酬及び費用弁償等に
関する条例
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 附　則（平成３０年２月１６日条例第１号）

１　この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県市町村総合事務組合

特別職の職員の給料、議員報酬、報酬及び費用弁償等に関する条例（以下

「改正後の条例」という。）の規定は、平成２９年４月１日から適用する。

２　改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の新潟県市町村

総合事務組合特別職の職員の給料、議員報酬、報酬及び費用弁償等に関す

る条例の規定に基づいて支給された特別職の嘱託に対する報酬（以下「報

酬」という。）は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

 附　則（平成３１年２月１５日条例第１号）

１　この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県市町村総合事務組合

特別職の職員の給料、議員報酬、報酬及び費用弁償等に関する条例（以下

「改正後の条例」という。）の規定は、平成３０年４月１日から適用する。

２　改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の新潟県市町村

総合事務組合特別職の職員の給料、議員報酬、報酬及び費用弁償等に関す

る条例の規定に基づいて支給された特別職の嘱託に対する報酬（以下「報

酬」という。）は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

 附　則（令和２年２月１８日条例第１号）

１　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

２　改正後の特別職の職員の給料、議員報酬、報酬及び費用弁償等に関する

条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に出発

する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例

による。

 

―　１２１　―

新潟県市町村総合事務組合特別職の職員の給料、議員報酬、報酬及び費用弁償等に
関する条例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　別表第１（第２条関係）

 

―　１２２　―

新潟県市町村総合事務組合特別職の職員の給料、議員報酬、報酬及び費用弁償等に
関する条例

額職　　　　　　　別

１００,０００円年 額管　　理　　者

８０,０００円年 額副　管　理　者

５０,０００円年 額議　　　　　長

４０,０００円年 額副　　議　　長

３５,０００円年 額議　　　　　員

７０,０００円年 額識　見　選　任
監　査　委　員

３５,０００円年 額議　員　選　任

５４,０００円月 額公平委員会委員長

４９,０００円月 額公平委員会委員
執務終了の都度　　
　　　　　　５,０００円

審理又は事案の処理を担当する公平
委員会委員

執務終了の都度　　
　　　　　　２０,０００円教育委員会教育長

執務終了の都度　　
　　　　　　１８,０００円教育委員会委員

執務終了の都度　　
　　　　　　２０,０００円情報公開・個人情報保護審査会会長

執務終了の都度　　
　　　　　　１８,０００円情報公開・個人情報保護審査会委員

執務終了の都度　　
　　　　　　２０,０００円

公務災害補償等認定委員会委員長、
公務災害補償等審査会会長

執務終了の都度　　
　　　　　　１８,０００円

公務災害補償等認定委員会委員、
公務災害補償等審査会委員

執務終了の都度　　
　　　　　　２０,０００円消防賞じゅつ金等審査委員会委員長

執務終了の都度　　
　　　　　　１８,０００円消防賞じゅつ金等審査委員会委員

執務の都度
　　　　　　20,000円交通災害共済審査委員会会長

執務の都度
　　　　　　18,000円交通災害共済審査委員会委員

執務の都度
　　　　　　20,000円退職手当審査会会長

執務の都度
　　　　　　18,000円退職手当審査会委員

執務終了の都度
日額18,000円の範囲
内において任命権者
が定める報酬額

臨時又は非常勤の顧問、参与、調査
員、嘱託員及びこれらの者に準ずる
者
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　別表第２（第４条関係）

―　１２２―１　―

新潟県市町村総合事務組合特別職の職員の給料、議員報酬、報酬及び費用弁償等に
関する条例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

必要

食事料
１夜に
つ　き

宿泊料
１夜に
つ　き

日　当
１日に
つ　き

航 空 賃船　賃鉄道賃

車　賃
１　キ　ロ
メートル
に　つ　き

区　　　分

３,０００円１４,８００円１,５００円現に支払っ
た旅客運賃

上級の
運　賃

旅　客
運　賃

３７円特別職の職員
（以下に掲げ
る者を除く。）

１,７００円８,７００円上欄に掲げる日
当の額の範囲内
で任命権者が定
める額

現に支払っ
た旅客運賃

運　賃旅　客
運　賃

３７円臨時又は非常
勤の顧問、参
与、調査員、
嘱託員及びこ
れらの者に準
ずる者

備考　船賃の欄中「上級の運賃」は、運賃の等級を３階級に区分する船舶による旅行の場合には、

中級の運賃、運賃の等級を２階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃とする。

―　１２２―１（１２２―２欠）　―
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最高の号給を超える報酬月額を受ける特別職の
嘱託の報酬月額の切替えに関する規則　　　　

　（職務の級における最高の号給を超える報酬月額の切替え）

　平成１８年４月１日（以下「切替日」という。）の前日において新潟県市町村

総合事務組合特別職の職員の給料、報酬及び費用弁償等に関する条例（平成

１６年条例第１２号）別表第２の特別職嘱託報酬表に定める職務の級における最

高の号給を超える報酬月額を受けていた特別職の嘱託の切替日における号給

は、その者の切替日における職務の級における最高の号給とする。

　　　附　則

　この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

―　１２２―３　―

平成１８年３月３１日
規 則 第 １５ 号



最高の号給を超える報酬月額を受ける特別職の
嘱託の報酬月額の切替えに関する規則を廃止す
る規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　最高の号給を超える報酬月額を受ける特別職の嘱託の報酬月額の切替えに

関する規則（平成１８年規則第１５号）は、廃止する。

　　附　則

この条例は、令和２年４月１日から施行する。

―１２２―５　―

令和２年４月１日
規 則 第 ４ 号
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新潟県市町村総合事務組合職員
の給与に関する条例　　　　　

　最終改正　令和２年２月１８日条例第３号

　（目的）

第１条　この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」とい

う。）第２４条第５項の規定に基づき、一般職に属する職員（以下「職員」と

いう。）の給与に関する事項を定めることを目的とする。

　（給料）

第２条　給料は、新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例（平成１６年条例第１１号。以下「勤務時間条例」という。）第８条第１

項に規定する正規の勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。）による勤

務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、

通勤手当、時間外勤務手当、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手

当、休日給、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

　（給料表の適用範囲）

第３条　給料表は、別表第１に掲げる行政給料表とする。

２　前項の給料表（以下単に「給料表」という｡）は、第３２条及び第３２条の２

に規定する職員以外の全ての職員に適用する。

３　管理者は、すべての職員の職を前項に規定する級のいずれかに格付し、

第１項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

４　管理者は、全ての職員の職を前項に規定する級のいずれかに格付し、給

料表により職員に給料を支給しなければならない。

第４条　管理者は、組織に関する法令、条例並びに管理者の定める規則及び

規程の趣旨に従い、及び級別職務分類表に適合するように、かつ、予算の

範囲内で職務の級別定数を設定し、又は改定することができる。

２　職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、

管理者の規則で定める基準に従い決定する。

 

―　１２３　―

平成１６年３月１日
条 例 第 １３ 号
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　（級及び給料）

第５条　職員の職務の級は、別に規則で定める基準に従い決定する。

２　新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に規則で定め

る初任給の基準に従い決定する。

３　職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は一の職員の職

から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職員の職に移った場合に

おける号給は、別に規則で定めるところにより決定する。

４　職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前

一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

　　この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該

職員が法第２９条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるも

のとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮

するものとする。

５　前項の規定により職員（次項に規定する職員を除く。以下この項におい

て同じ。）を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項

前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定

の適用を受けない職員の昇給の号給数を４号給（行政職給料表の適用を受

ける職員でその職務の級が５級以上であるものにあっては、３号給）とす

ることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

６　５５歳（規則で定める職員にあっては、５６歳以上の年齢で規則に定めるも

の）に達した日以後直近の３月３１日を越えて在職する職員の第４項の規定

による昇給は、同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に

良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うもの

とし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める

基準に従い決定するものとする。

７　職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うこ

とができない。

８　職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

９　第４項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事

項は、規則で定める。

―　１２４　―

新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例
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新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例

１０　法第２８条の４第１項又は第２８条の５第１項の規定により採用された職員

（以下「再任用職員」という。）の給料月額は、その者に適用される給料表

の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応

じた額とする。

第６条　再任用職員で法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占め

るもの（以下「再任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は、前条第１０

項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第２

条第３項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定す

る勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

　（給料の支給）

第７条　給料の支給日は、毎月１回とし、給料の計算期間（以下「給与期間」

という。）は、月の１日から末日までとする。

２　給料を支給する日は、その月の２１日とする。ただし、その日が日曜日、

土曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に規定

する休日（以下この項において「休日」という。）に当たるときは、その日

前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給す

る。

第８条　新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給

等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料

を支給する。

２　職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

３　職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

４　第１項又は第２項の規定により給料を支給する場合にあって、給与期間

の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給すると

き以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例

第３条第１項、第４条及び第５条の規定に基づく週休日（以下「週休日」

という。）の日数の数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算す

る。

　（給料の調整額）

第９条　給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の程度、

―　１２５　―
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勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比

して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基

づき、給料月額につき適正な調整額表を別に条例で定めることができる。

２　前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額

の１００分の２５を超えてはならない。

　（管理職手当）

第１０条　管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定する職にあ

る職員については、その特殊性に基づき、管理職手当を支給する。

２　管理職手当の額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級に

おける最高の号給の給料月額の１００分の１２を超えない範囲内において規則

で定める額とする。

３　前２項に定めるもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、規

則で定める。

　（扶養手当）

第１１条　扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

２　扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主とし

てその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

�　配偶者（届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下同じ。）

�　満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子

�　満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある孫

�　満６０歳以上の父母及び祖父母

�　満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある弟妹

�　重度心身障害者

３　扶養手当の月額は、前項第１号及び第３号から第６号までのいずれかに

該当する扶養親族については１人につき６,５００円、同項第２号に該当する扶

養親族（以下「扶養親族たる子」という。）については１人につき１０,０００円

とする。

４　扶養親族たる子のうちに満１５歳に達する日以後の最初の４月１日から満

２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間（以下「特定期間」という。）

―　１２６　―

新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例
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新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例

にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわら

ず、５,０００円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同

項の規定による額に加算した額とする。

第１２条　新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の

いずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその

旨を管理者に届け出なければならない。

�　新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

�　扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合（扶養親族たる子又は

前条第２項第３号若しくは第５号に該当する扶養親族が、満２２歳に達し

た日以後の最初の３月３１日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに

至った場合を除く。）

２　扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合におい

てはその者が職員になった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に

係るものがない場合においてその職員に同項第１号に掲げる事実が生じた

ときはその事実が生じた日の属する月の翌月（これらの日が月の初日であ

るときは、その日の属する月）から開始し、扶養手当を受けている職員が

離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡し

た日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係

るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実

が生じた日の属する月（これらの日が月の初日であるときは、その日の属

する月の前月）をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始について

は、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から１５日を経過

した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月（その日

が月の初日であるときは、その日の属する月）から行うものとする。

３　扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合において

は、その事実が生じた日の属する月の翌月（その日が月の初日であるとき

は、その日の属する月）からその支給額を改定する。前項ただし書の規定

は、第１号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定に

ついて準用する。

�　扶養手当を受けている職員に更に第１項第１号に掲げる事実が生じた

―　１２７　―
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場合

�　扶養手当を受けている職員の扶養親族で第１項の規定による届出に係

るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

�　職員の扶養親族たる子で第１項の規定による届出に係るもののうち特

定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

　（地域手当）

第１２条の２　職員には、地域手当を支給する。

２　地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に

１００分の１.５を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

　（住居手当）

第１３条　住居手当は、自ら居住するため住宅（貸間を含む。）を借り受け、月

額１６,０００円を超える家賃（使用料を含む。以下同じ。）を支払っている職員

（別に規則で定める職員を除く。）に支給する。

２　住居手当の月額は、次の各号に定める職員の区分に応じて、当該各号に

掲げる額（その額に１００円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた

額）に相当する額とする。

�　月額２７,０００円以下の家賃を支払っている職員　家賃の月額から１６,０００

円を控除した額

�　月額２７,０００円を超える家賃を支払っている職員　家賃の月額から

２７,０００円を控除した額の２分の１（その控除した額の２分の１が１７,０００円

を超えるときは、１７,０００円）を１１,０００円に加算した額

３　前２項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別

に規則で定める。

　（通勤手当）

第１４条　通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

�　通勤のための交通機関又は有料道路（以下「交通機関等」という。）を

利用してその運賃又は料金（以下「運賃等」という。）を負担することを

常例とする職員（交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困

難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩によ

り通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満である

―　１２８　―

新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例
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もの及び第３号に掲げる職員を除く。）

�　通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの（以下「自

動車等」という。）を使用することを常例とする職員（自動車等を使用し

なければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自

動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が

片道２キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。）

�　通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車

等を使用することを常例とする職員（交通機関等を利用し、又は自動車

等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員で

あって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩に

より通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であ

るものを除く。）

２　通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。

�　前項第１号に掲げる職員　支給単位期間につき、規則で定めるところ

により算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当

する額（以下「運賃等相当額」という。）。ただし、運賃等相当額を支給

単位期間の月数で除して得た額（以下「１箇月当たりの運賃等相当額」

という。）が５５,０００円を超えるときは、支給単位期間につき、５５,０００円に

支給単位期間の月数を乗じて得た額（その者が２以上の交通機関等を利

用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、１箇月当た

りの運賃等相当額の合計額が５５,０００円を超えるときは、その者の通勤手

当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、５５,０００円に

当該支給単位期間の月数を乗じて得た額）

�　前項第２号に掲げる職員　次に掲げる職員の区分に応じ支給単位期間

につき、それぞれ次に定める額（再任用短時間勤務職員のうち、支給単

位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その

額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額）

ア　自動車等の使用距離（以下この号において「使用距離」という。）が

片道５キロメートル未満である職員　　　　　　　　　　　　　２,０００円
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イ　使用距離が片道５キロメートル以上１０キロメートル未満である職員

４,２００円

ウ　使用距離が片道１０キロメートル以上１５キロメートル未満である職員

７,１００円

エ　使用距離が片道１５キロメートル以上２０キロメートル未満である職員

１０,０００円

オ　使用距離が片道２０キロメートル以上２５キロメートル未満である職員

１２,９００円

カ　使用距離が片道２５キロメートル以上３０キロメートル未満である職員

１５,８００円

キ　使用距離が片道３０キロメートル以上３５キロメートル未満である職員

１８,７００円

ク　使用距離が片道３５キロメートル以上４０キロメートル未満である職員

２１,６００円

ケ　使用距離が片道４０キロメートル以上４５キロメートル未満である職員

２４,４００円

コ　使用距離が片道４５キロメートル以上５０キロメートル未満である職員

　２６,２００円

サ　使用距離が片道５０キロメートル以上５５キロメートル未満である職員

　２８,０００円

シ　使用距離が片道５５キロメートル以上６０キロメートル未満である職員

　２９,８００円

ス　使用距離が片道６０キロメートル以上である職員　　　　　　３１,６００円

�　前項第３号に掲げる職員　交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を

使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関

等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区

分に応じ、前２号に定める額（１箇月当たりの運賃等相当額及び前号に

定める額の合計額が５５,０００円を超えるときは、その者の通勤手当に係る

支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、５５,０００円に当該支給

単位期間の月数を乗じて得た額）、第１号に定める額又は前号に定める

―　１３０　―
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額

３　第１項第３号に掲げる職員で、駐車場又は駐輪場（規則で定めるものに

限る。以下「駐車場等」という。）を利用し、当該駐車場等の利用に係る料

金（以下「駐車料金等」という。）を負担することを常例とするもの（規則

で定める職員を除く。）の通勤手当の額は、前項第３号に定める額に当該駐

車場等の１箇月当たりの駐車料金等の額の２分の１に相当する額（その額

が３,０００円を超えるときは、３,０００円）を加算した額とする。

４　公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異

にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ず

ることとなった職員で規則で定めるもののうち、第１項第１号又は第３号

に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居（当該住居に相当

するものとして規則で定める住居を含む。）からの通勤のため、新幹線鉄道

等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等（以下「新幹線鉄

道等」という。）でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善

に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る

特別料金等（その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎と

なる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。）を負担することを

常例とするものの通勤手当の額は、前２項の規定にかかわらず、次の各号

に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

�　新幹線鉄道等に係る通勤手当　支給単位期間につき、規則で定めると

ころにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の

額の２分の１に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除

して得た額（以下「１箇月当たりの特別料金等２分の１相当額」という。）

が２万円を超えるときは、支給単位期間につき、２万円に支給単位期間

の月数を乗じて得た額（その者が２以上の新幹線鉄道等を利用するもの

として当該特別料金等の額を算出する場合において、１箇月当たりの特

別料金等２分の１相当額の合計額が２万円を超えるときは、その者の新

幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位

期間につき、２万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額）

�　前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当　前２項の規定による額
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５　前項の規定は、同項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上

必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算

出について準用する。

６　通勤手当は、支給単位期間（規則で定める通勤手当にあっては、規則で

定める期間）に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

７　通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生

じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後

の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

８　この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期

間として６箇月を超えない範囲内で１箇月を単位として規則で定める期間

（自動車等に係る通勤手当にあっては、１箇月）をいう。

９　前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定そ

の他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

　（給与の減額）

第１５条　職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第８条

の２第１項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第１０条に規定す

る休日（勤務時間条例第１１条第１項の規定により代休日を指定されて、当

該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休

日に代わる代休日。以下「休日等」という。）である場合、休暇による場合

その他その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その

勤務しない１時間につき、第１９条に規定する勤務１時間当たりの給与額を

減額した給与を支給する。

　（時間外勤務手当）

第１６条　正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規

の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務１時間につき第１９条に規定

する勤務１時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる

勤務の区分に応じてそれぞれ１００分の１２５から１００分の１５０までの範囲内で規

則で定める割合（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間である

場合は、その割合に１００分の２５を加算した割合）を乗じて得た額を時間外勤

務手当として支給する。

―　１３２　―
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�　正規の勤務時間が割り振られた日（次条の規定により正規の勤務時間

中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項にお

いて同じ。）における勤務

�　前号に掲げる勤務以外の勤務

２　再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、

正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をし

た日における正規の勤務時間との合計が７時間４５分に達するまでの間の勤

務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超え

てした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ１００分の１２５から１００分の１５０

までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「１００分の１００」とする。

３　第１項の規定にかかわらず、勤務時間条例第５条の規定により、あらか

じめ同条例第３条第２項又は同条例第４条により割り振られた１週間の正

規の勤務時間（以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」と

いう。）を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規

の勤務時間を超えて勤務した全時間（規則で定める時間を除く。）に対して、

勤務１時間につき、第１９条に規定する勤務１時間当たりの給与額に１００分

の２５から１００分の５０までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時

間外勤務手当として支給する。

４　正規の勤務時間又は割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務するこ

とを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務（勤務時間条例第３条第

１項、第４条及び第５条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で

定めるものを除く。）の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてし

た勤務の時間の合計が１箇月について６０時間を超えた職員には、その６０時

間を超えて勤務した全時間（規則で定める時間を除く。）に対して、第１項

（第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）及び前項の規定に

かかわらず、勤務１時間につき、第１９条に規定する勤務１時間当たりの給

与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ当該各号に掲げる割合を乗じて

得た額を時間外勤務手当として支給する。

�　正規の勤務時間を超えてした勤務の時間　１００分の１５０（その勤務が午

後１０時から翌日の午前５時までの間である場合は、１００分の１７５）
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�　割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間　１００分の５０

５　勤務時間条例第８条の２第１項に規定する時間外勤務代休時間を指定さ

れた場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったとき

は、前項に規定する６０時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務

代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対して

は、当該時間１時間につき、第１９条に規定する勤務１時間当たりの給与額

に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得

た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

�　正規の勤務時間を超えてした勤務の時間　１００分の１５０（その時間が午

後１０時から翌日の午前５時までの間である場合は、１００分の１７５）から第

１項に規定する規則で定める場合（その時間が午後１０時から翌日の午前

５時までの間である場合は、その割合に１００分の２５を加算した割合）を減

じた割合

�　割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間　１００分の５０

から第３項に規定する規則で定める割合を減じた割合

６　第２項に規定する７時間４５分に達するまでの間の勤務に係る時間につい

て前２項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項第１号の

規定の適用については、同号中「第１項に規定する規則で定める割合」と

あるのは、「１００分の１００」とする。

　（休日給）

第１７条　休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職

員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務１時間につき、

第１９条に規定する勤務１時間当たりの給与額に１００分の１２５から１００分の１５０

までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給す

る。

　（夜勤手当）

第１８条　正規の勤務時間として午後１０時から翌日の午前５時までの間に勤務

する職員には、その勤務した全時間に対して勤務１時間につき、第１９条に

規定する勤務１時間当たりの給与額の１００分の２５を夜勤手当として支給す

る。

―　１３４　―
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　（勤務１時間当たりの給与額の算出）

第１９条　勤務１時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手

当の月額の合計額に１２を乗じ、その額を規則で定める日数に１日の正規の

勤務時間数を乗じて得た数で除して得た額とする。

　（宿日直手当）

第２０条　宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務１回につき、４,４００円

（勤務時間が５時間未満の場合は、２,２００円）を宿日直手当として支給する。

ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の２分の

１に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行

なわれる宿直勤務にあっては、その額は、６,６００円とする。

２　前項の勤務は、第１６条から第１８条までの勤務には含まれないものとす

る。

　（時間外勤務手当等に関する規定の適用除外）

第２１条　第１６条から第１８条までの規定は、第１０条第１項の規定の適用を受け

る職員には、適用しない。

　（管理職員特別勤務手当）

第２２条　第１０条第１項の規定の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その

他の公務の運営の必要により週休日又は休日等（次項において「週休日等」

という。）に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給

する。

２　前項に規定する場合のほか、第１０条第１項の規定の適用を受ける職員が

災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前

０時から午前５時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した

場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

３　管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当

該各号に定める額とする。

�　第１項に規定する場合　同項の勤務１回につき、１２,０００円を超えない

範囲内において規則で定める額（当該勤務に従事する時間等を考慮して

規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に１００分の１５０を乗じて

得た額）

―　１３５　―
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�　前項に規定する場合　同項の勤務１回につき、６,０００円を超えない範囲

内において規則で定める額

４　前３項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な

事項は、規則で定める。

　（期末手当）

第２３条　期末手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条から第２５条までに

おいてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対し

て、それぞれ基準日の属する月の別に規則で定める日（次条及び第２５条に

おいてこれらの日を「支給日」という。）に支給する。これらの基準日前１

箇月以内に退職し、又は死亡した職員（第２８条第６項の規定の適用を受け

る職員及び別に定める職員を除く。）についても同様とする。

２　期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１３０を乗じて得た額に、基準

日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

�　６箇月　１００分の１００

�　５箇月以上６箇月未満　１００分の８０

�　３箇月以上５箇月未満　１００分の６０

�　３箇月未満　１００分の３０

３　再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「１００分の１３０」

とあるのは「１００分の７２.５」とする。

４　第２項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在（退職し、又は死

亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在）において職員が受

けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の

合計額とする。

５　行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が３級以上であるもの

については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の

月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務

の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて１００分の１５を超えない

範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第２項の期末手

当基礎額とする。

―　１３６　―
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６　第２項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第２４条　次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の規定にかかわ

らず、当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に掲げる者にあっては、

その支給を一時差し止めた期末手当）は、支給しない。

�　基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第２９条の

規定による懲戒免職の処分を受けた職員

�　基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第２８条第

４項の規定により失職した職員

�　基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前

日までの間に離職した職員（前２号に掲げる者を除く。）で、その離職し

た日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

�　次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受け

た者（当該処分を取り消された者を除く。）で、その者の在職期間中の行

為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第２５条　管理者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給するこ

ととされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号の

いずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることが

できる。

�　離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の

行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯罪につ

いて禁 錮 以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年
こ

法律第１３１号）第６編に規定する略式手続によるものを除く。第３項にお

いて同じ。）をされ、その判決が確定していない場合

�　離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の

行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から

聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪が

あると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給す

ることが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正か

つ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき

２　前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分（以下「一時差
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止処分」という。）を受けた者は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）

第１８条第１項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止

処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取

消しを申し立てることができる。

３　管理者又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号の

いずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り

消さなければならない。ただし、第３号に該当する場合において、一時差

止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に

逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明

らかに反すると認めるときは、この限りでない。

�　一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係

る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

�　一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった

行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

�　一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件

に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日

から起算して１年を経過した場合

４　前項の規定は、管理者又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判

明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要が

なくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではな

い。

５　管理者又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一

時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分

の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

６　前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則

で定める。

　（勤勉手当）

第２６条　勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条においてこれらの

日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日

以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前６箇月以内の期間にお
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ける勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の別に規則で定める

日に支給する。これらの基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した職員

（別に定める職員を除く。）についても同様とする。

２　勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が規則で定める基準に従っ

て定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給す

る勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの

総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

　�　前項の職員のうち再任用職員以外の職員　当該職員の勤勉手当基礎額

に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、又は死亡した職員に

あっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において

受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を

加算した額に１００分の９２.５を乗じて得た額の総額

�　前項の職員のうち再任用職員　当該再任用職員の勤勉手当基礎額に

１００分の４５を乗じて得た額の総額

３　前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受け

るべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

４　第２３条第５項の規定は、第２項の勤勉手当基礎額について準用する。こ

の場合において、同条第５項中「前項」とあるのは「第２６条第３項」と読

み替えるものとする。

５　前２条の規定は、第１項の規定による勤勉手当の支給について準用す

る。この場合において、第２４条中「前条第１項」とあるのは「第２６条第１

項」と、同条第１号中「基準日から」とあるのは「基準日（第２６条第１項

に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第３項第３号において同

じ。）から」と、「支給日」とあるのは「支給日（第２６条第１項に規定する

規則で定める日をいう。以下この条及び次条第１項において同じ。）」と読

み替えるものとする。

　（再任用職員についての適用除外）

第２７条　第１１条、第１２条及び第１３条の規定は、再任用職員には適用しない。

　（休職者の給与）

第２８条　職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤（地方公務
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員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）第２条第２項及び第３項に規定する

通勤をいう。以下同じ。）により負傷し、若しくは疾病にかかり、休職にさ

れたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

２　職員が結核性疾患にかかり休職にされたときは、その休職の期間が満２

年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末

手当のそれぞれ１００分の８０を支給することができる。

３　職員が前２項以外の心身の故障により休職にされたときは、その休職の

期間が満１年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手

当及び期末手当のそれぞれ１００分の８０を支給することができる。

４　職員が刑事事件に関し起訴された場合において休職にされたときは、そ

の休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞ

れ１００分の６０以内を支給することができる。

５　法第２８条第２項により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めが

ない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しな

い。

６　第２項又は第３項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で

第２３条第１項に規定する基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡したとき

は、同項の規定により別に規則で定める日に、それぞれ第２項又は第３項

の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、別に定

める職員については、この限りでない。

７　前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第２４条及

び第２５条の規定を準用する。この場合において、第２４条中「前条第１項」

とあるのは、「第２８条第６項」と読み替えるものとする。

　（専従休職者の給与）

第２９条　法第５５条の２第１項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が

効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

　（給与からの控除）

第３０条　次の各号に掲げるものは、職員に支給すべき給与から控除すること

ができる。

�　団体取扱契約に係る生命保険料及び火災保険料

―　１４０　―
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�　前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるもの

　（給与の口座振替）

第３１条　給与は、職員の申出により、その全部又は一部を口座振替の方法に

より支払うことができる。

　（臨時職員等の給与）

第３２条　新潟県市町村総合事務組合職員定数条例（平成１６年条例第６号）に

規定する職員（以下この条において「定数内職員」という。）以外の臨時又

は非常勤の職員（再任用短時間勤務職員及び次条に規定する職員を除く。）

の給与については、定数内職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、

管理者が別に定める。

第３２条の２　法第２２条の２第１項第１号に規定する職員には、報酬を支給す

る。

２　前項の規定による報酬については、常勤の職員との権衡、その職務の特

殊性等を考慮し、別に条例で定める。

　（規則への委任）

第３３条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附　則

１　この条例は、平成１６年３月１日から施行する。

２　この条例の施行の際、従前の新潟県町村職員退職手当組合、新潟県町村

人事事務組合、新潟県消防団員等公償組合、新潟県交通災害共済組合及び

新潟県自治会館管理組合（以下「旧組合」という。）の職員の給与に関する

条例の適用を受けていた職員で、引き続きこの条例の適用を受けることと

なった職員の旧組合の当該条例の規定に基づいてなされた処分、承認、手

続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみ

なす。

３　当分の間、第１５条の規定にかかわらず、職員が負傷（公務上の負傷及び

通勤による負傷を除く。）若しくは疾病（公務上の疾病及び通勤による疾病

を除く。以下この項において同じ。）に係る療養のため、又は疾病に係る就

業禁止の措置（規則で定めるものに限る。）により、当該療養のための療養

休暇又は当該措置の開始の日から起算して９０日（規則に定める場合にあっ
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ては、１年）を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該

療養休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。

４　前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算

その他給料の半減に関し必要な事項は、規則で定める。

５　平成２１年６月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第２３条第２項及

び第３項並びに第２６条第２項の規定の適用については、第２３条第２項中

「１００分の１４０」とあるのは「１００分の１２５」と、同条第３項中「「１００分の

１４０」とあるのは「１００分の７５」」とあるのは「「１００分の１２５」とあるのは

「１００分の７０」」と、第２６条第２項第１号中「１００分の７２.５」とあるのは

「１００分の６７.５」と、同項第２号中「１００分の３５」とあるのは「１００分の

３０」とする。

６　平成２４年４月１日において４４歳に満たない職員のうち、平成２１年１月１

日において、第５条第４項の規定により昇給した職員（同日における昇給

の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。）その他当該

職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平

成２４年４月１日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場

合に同日に受けることとなる号給の１号給上位の号給とする。

７　地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下

「育児休業法」という。）第１１条第１項に規定する育児短時間勤務職員に

対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「と

するものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間条

例第２条第２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に

規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

８　前項の規定は、育児休業法第１７条の規定による勤務をしている職員につ

いて準用する。

９　新潟県市町村総合事務組合職員の育児休業等に関する条例（平成１６年条

例第４３号）第１４条第２号に規定する任期付短時間勤務職員に対する第６項

の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものと

し、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間条例第２条第

４項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤
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務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

 附　則（平成１６年３月２９日条例第４５号）

　（施行期日）

１　この条例は、平成１６年４月１日から施行する。

　（規則への委任）

２　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附　則（平成１７年１２月１日条例第１４号）

　（施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成１８

年４月１日から施行する。

　（職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替等）

２　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において職務の級

における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における

給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定

める。

　（施行日前の異動者の号給等の調整）

３　施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに

準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることと

なる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等

をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者

の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

　（職員が受けていた号給等の基礎）

４　前２項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者

が受けていた号給又は給料月額は、第１条の規定による改正前の新潟県市

町村総合事務組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に

従って定められたものでなければならない。

　（平成１７年１２月に支給する期末手当に関する特例措置）

５　平成１７年１２月に支給する期末手当（以下この項において「期末手当」と

いう。）の額は、第１条の規定による改正後の新潟県市町村総合事務組合職

員の給与に関する条例第２３条第２項（同条第３項の規定により読み替えて

―　１４２―１　―
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適用する場合を含む。）及び第４項から第６項まで又は第２８条第１項から第

３項まで若しくは第６項の規定にかかわらず、これらの規定により算定さ

れる期末手当の額（以下この項において「基準額」という。）から次に掲げ

る額の合計額（規則で定める職員にあっては、第１号に掲げる額。以下こ

の項において「調整額」という。）に相当する額を減じた額とする。この場

合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

�　平成１７年４月１日（同月２日から同年１２月１日までの間に新たに職員

となった者（同年４月１日に在職していた職員で任用の事情を考慮して

規則で定めるものを除く。）にあっては、新たに職員となった日（当該日

が２以上あるときは、当該日のうち規則で定める日））において職員が受

けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に１００

分の０.３６を乗じて得た額に、同年４月から施行日の属する月の前月まで

の月数（同年４月１日から施行日の前日までの期間において在職しな

かった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間が

ある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月

数を減じた月数）を乗じて得た額

�　平成１７年６月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に１００分の

０.３６を乗じて得た額

６　平成１７年４月１日から同年１２月１日までの間において規則で定める者で

あった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則

で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる

額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規

則で定める額」と、「第１号に掲げる額」とあるのは「第１号に掲げる額及

び当該規則で定める額の合計額」とする。

　（規則への委任）

７　附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必

要な事項は、規則で定める。

 附　則（平成１８年３月１日条例第５号）

　（施行期日）

第１条　この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

―　１４２―２　―
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　（特定の職務の級の切替え）

第２条　平成１８年４月１日（以下「切替日」という。）の前日においてその者

が属していた職務の級（以下「旧級」という。）が附則別表第１に掲げられ

ている職務の級であった職員の切替日における職務の級（以下「新級」と

いう。）は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

　（号給の切替え）

第３条　切替日の前日において新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関す

る条例（以下「給与条例」という。）別表第１の給料表の適用を受けていた

職員の切替日における号給（以下「新号給」という。）は、次条に規定する

職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給（以下

「旧号給」という。）及びその者が旧号給を受けていた期間（管理者の定め

る職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。）に応

じて附則別表第２に定める号給とする。

　（職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え）

第４条　切替日の前日において給与条例別表第１の給料表に定める職務の級

における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における

号給又は給料月額は、規則で定める。

　（切替日前の異動者の号給の調整）

第５条　切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこ

れに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を

異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度に

おいて、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

　（職員が受けていた号給等の基礎）

第６条　附則第２条から前条までの規定の適用については、これらの規定に

規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料

月額は、改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定めら

れたものでなければならない。

　（給料の切替えに伴う経過措置）

第７条　切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、そ

の者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額（新潟県市町村

―　１４２―３　―
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総合事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２１年

条例第１０号。第１号において「平成２１年改正条例」という。）の施行の日に

おいて次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各

号に定める割合を乗じて得た額（適用される給料表並びにその職務の級及

び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるもの

であるもの以外の職員にあっては、当該額に１００分の９８.９１を乗じて得た額）

とし、その額に１円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とす

る。）に達しないこととなるもの（規則で定める職員を除く。）には、平成

２６年３月３１日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料と

して支給する。

�　平成２１年改正条例附則第２項第１号に規定する減額改定対象職員　

１００分の９９.５９

�　前号に掲げる職員以外の職員　１００分の９９.８３

２　切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（前項に規定する

職員を除く。）について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡

上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところに

より、同項の規定に準じて、給料を支給する。

３　切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、

任用の事情等を考慮して前２項の規定による給料を支給される職員との権

衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところ

により、前２項の規定に準じて、給料を支給する。

第８条　前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第９条第

２項及び第１０条第２項の適用については、給与条例第９条第２項中「調整

前における給料月額」とあるのは、「調整前における給料月額と新潟県市町

村総合事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成１８年

条例第５号。以下「平成１８年改正条例」という。）附則第７条の規定による

―　１４２―４　―

新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例

号　　給職務の級給 料 表

１号給から９３号給まで１級行政職給料表

１号給から１２５号給まで２級
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給料の額との合計額」と、給与条例第１０条第２項中「給料月額」とあるの

は、「給料月額と平成１８年改正条例附則第７条の規定による給料の額との

合計額」とする。

　（平成２２年３月３１日までの間における給与条例の適用に関する特例）

第９条　平成２２年３月３１日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例

の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

　（規則への委任）

第１０条　附則第２条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関

し必要な事項は、規則で定める。

　（職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

第１１条　新潟県市町村総合事務組合職員の育児休業等に関する条例（平成１６

年条例第４３号）の一部を次のように改正する。

　　第８条第１項中「（以下この項において「調整期間」という。）」を削り、「そ

の職務に復帰した日（以下この項において「復帰の日」という。）又はその

日から１年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を

調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇

給に係る期間を短縮する」を「規則の定めるところにより、号給を調整す

る」に改め、同条第２項を削る。

 

―　１４２―５　―

３号給４号給第５条第５項

２号給３号給

３号給４号給第５条第６項

２号給３号給

１号給２号給
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附則別表第１（附則第２条関係）

　　　　　　職務の級の切替表

 

―　１４２―６　―

新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例

新　級旧　級

１級
１級

２級

２級３級

３級
４級

５級

４級６級

５級７級

６級８級
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附則別表第２（附則第３条関係）

職 員 の 号 給 の 切 替 表

 

―　１４２―７　―

８級７級６級５級４級３級２級１級
　　　　　　旧　級
経過期間　　　　　

旧号給

１１１５１１３月未満

１
１１１６１２３月以上６月未満
１１１７１３６月以上９月未満
１１１８１４９月以上１２月未満
１１１９１５１２月以上
１１１９１５２５１３月未満

２
１１１１０２６２６２３月以上６月未満
１１１１１３７２７３６月以上９月未満
１１１１２４８２８４９月以上１２月未満
１１１１３５９２９５１２月以上
１１１１３５９２９５３月未満

３
１１２１４６１０３０６３月以上６月未満
１１３１５７１１３１７６月以上９月未満
１１４１６８１２３２８９月以上１２月未満
１１５１７９１３３３９１２月以上
１１５１７９１３３３９３月未満

４
１２６１８１０１４３４１０３月以上６月未満
１３７１９１１１５３５１１６月以上９月未満
１４８２０１２１６３６１２９月以上１２月未満
１５９２１１３１７３７１３１２月以上
１５９２１１３１７３７１３３月未満

５
２６１０２２１４１８３８１４３月以上６月未満
３７１１２３１５１９３９１５６月以上９月未満
４８１２２４１６２０４０１６９月以上１２月未満
５９１３２５１７２１４１１７１２月以上
５９１３２５１７２１４１１７３月未満

６
６１０１４２６１８２２４２１８３月以上６月未満
７１１１５２７１９２３４３１９６月以上９月未満
８１２１６２８２０２４４４２０９月以上１２月未満
９１３１７２９２１２５４５２１１２月以上
９１３１７２９２１２５４５２１３月未満

７
１０１４１８３０２２２６４６２２３月以上６月未満
１１１５１９３１２３２７４７２３６月以上９月未満
１２１６２０３２２４２８４８２４９月以上１２月未満
１３１７２１３３２５２９４９２５１２月以上
１３１７２１３３２５２９４９２５３月未満

８
１４１８２２３４２６３０５０２６３月以上６月未満
１５１９２３３５２７３１５１２７６月以上９月未満
１６２０２４３６２８３２５２２８９月以上１２月未満
１７２１２５３７２９３３５３２９１２月以上
１７２１２５３７２９３３５３２９３月未満

９
１８２２２６３８３０３４５４２９３月以上６月未満
１９２３２７３９３１３５５５３０６月以上９月未満
２０２４２８４０３２３６５６３０９月以上１２月未満
２１２５２９４１３３３７５７３１１２月以上
２１２５２９４１３３３７５７３１３月未満

１０
２２２６３０４２３４３８５８３１３月以上６月未満
２３２７３１４３３５３９５９３２６月以上９月未満
２４２８３２４４３６４０６０３２９月以上１２月未満
２５２９３３４５３７４１６１３３１２月以上
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８級７級６級５級４級３級２級１級
　　　　　　旧　級
経過期間　　　　　

旧号給

２５２９３３４５３７４１６１３３３月未満

１１
２６３０３４４６３８４２６２３３３月以上６月未満
２７３１３５４７３９４３６３３３６月以上９月未満
２８３２３６４８４０４４６４３４９月以上１２月未満
２９３３３７４９４１４５６５３４１２月以上
２９３３３７４９４１４５６５３４３月未満

１２
３０３４３８５０４２４６６６３４３月以上６月未満
３１３５３９５１４３４７６７３５６月以上９月未満
３２３６４０５２４４４８６８３５９月以上１２月未満
３３３７４１５３４５４９６９３５１２月以上
３３３７４１５３４５４９６９３５３月未満

１３
３４３８４２５４４６５０７０３６３月以上６月未満
３５３９４３５５４７５１７１３６６月以上９月未満
３６４０４４５６４８５２７２３６９月以上１２月未満
３７４１４５５７４９５３７３３７１２月以上
３７４１４５５７４９５３７３３７３月未満

１４
３８４２４６５８４９５４７４３７３月以上６月未満
３９４３４７５９５０５５７５３７６月以上９月未満
４０４４４８６０５０５６７６３７９月以上１２月未満
４１４５４９６１５１５７７７３８１２月以上
４１４５４９６１５１５７７７３８３月未満

１５
４２４６５０６２５１５８７８３８３月以上６月未満
４３４７５１６３５２５９７９３８６月以上９月未満
４４４８５２６４５２６０８０３８９月以上１２月未満
４５４９５３６５５３６１８１３９１２月以上
４５４９５３６５５３６１８１３９３月未満

１６
４６５０５４６６５４６２８２３９３月以上６月未満
４７５１５５６７５５６３８３３９６月以上９月未満
４８５２５６６８５６６４８４３９９月以上１２月未満
４９５３５７６９５７６５８５４０１２月以上
４９５３５７６９５７６５８５３月未満

１７
５０５４５８７０５７６６８６３月以上６月未満
５１５５５９７１５８６７８７６月以上９月未満
５２５６６０７２５８６８８８９月以上１２月未満
５３５７６１７３５９６９８９１２月以上
５３５７６１７３５９６９８９３月未満

１８
５４５８６２７４５９７０９０３月以上６月未満
５５５９６３７５６０７１９１６月以上９月未満
５６６０６４７６６０７２９２９月以上１２月未満
５７６１６５７７６１７３９３１２月以上
５７６１６５７７６１７３９３３月未満

１９
５８６２６６７８６１７４９３３月以上６月未満
５９６３６７７９６１７５９３６月以上９月未満
６０６４６８８０６２７６９３９月以上１２月未満
６１６５６９８１６２７７９３１２月以上
６１６５６９８１６２７７３月未満

２０
６２６６７０８２６２７８３月以上６月未満
６３６７７１８３６３７９６月以上９月未満
６４６８７２８４６３８０９月以上１２月未満
６５６９７３８５６３８１１２月以上
６５６９７３８５６３８１３月未満

２１
６６７０７４８６６４８２３月以上６月未満
６７７１７５８７６４８３６月以上９月未満
６８７２７６８８６４８４９月以上１２月未満
６９７３７７８９６５８５１２月以上
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―　１４２―９　―

８級７級６級５級４級３級２級１級
　　　　　　旧　級
経過期間　　　　　

旧号給

７３７７８９６５８５３月未満

２２
７４７８９０６５８６３月以上６月未満
７５７９９１６６８７６月以上９月未満
７６８０９２６６８８９月以上１２月未満
７７８１９３６７８９１２月以上

８１９３６７８９３月未満

２３
８２９４６７９０３月以上６月未満
８３９５６８９１６月以上９月未満
８４９６６８９２９月以上１２月未満
８５９７６９９３１２月以上
８５９７６９９３３月未満

２４
８６９８７０９４３月以上６月未満
８７９９７１９５６月以上９月未満
８８１００７２９６９月以上１２月未満
８９１０１７３９７１２月以上

１０１７３９７３月未満

２５
１０２７３９８３月以上６月未満
１０３７４９９６月以上９月未満
１０４７４１００９月以上１２月未満
１０５７５１０１１２月以上
１０５７５１０１３月未満

２６
１０６７５１０２３月以上６月未満
１０７７６１０３６月以上９月未満
１０８７６１０４９月以上１２月未満
１０９７７１０５１２月以上

７７１０５３月未満

２７
７８１０６３月以上６月未満
７９１０７６月以上９月未満
８０１０８９月以上１２月未満
８１１０９１２月以上
８１１０９３月未満

２８
８２１１０３月以上６月未満
８３１１１６月以上９月未満
８４１１２９月以上１２月未満
８５１１３１２月以上

１１３３月未満

２９
１１４３月以上６月未満
１１５６月以上９月未満
１１６９月以上１２月未満
１１７１２月以上
１１７３月未満

３０
１１８３月以上６月未満
１１９６月以上９月未満
１２０９月以上１２月未満
１２１１２月以上
１２１３月未満

３１
１２２３月以上６月未満
１２３６月以上９月未満
１２４９月以上１２月未満
１２５１２月以上
１２５３月未満

３２
１２５３月以上６月未満
１２５６月以上９月未満
１２５９月以上１２月未満
１２５１２月以上
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 附　則（平成１８年３月１日条例第６号）

　（施行期日）

１　この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２　改正後の附則第３項の規定は、この条例の施行の日以後に承認を受ける

療養休暇から適用する。

３　この条例の施行の際現に承認を受けている療養休暇に係る負傷又は疾病

のための当該療養休暇の期間に引き続く療養休暇についての改正後の附則

第３項の規定の適用については、同項中「９０日」とあるのは「６月の範囲

内で管理者がその療養に必要と認めた期間（その期間の末日が平成１８年４

月１日から起算して９０日を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経

過する日までの期間）」とし、「１年」とあるのは「１年の範囲内で管理者

がその療養に必要と認めた期間（その期間の末日が平成１８年４月１日から

起算して１年を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日ま

での期間）」とする。

 附　則（平成１９年２月１６日条例第２号）

　（施行期日）

１　この条例は、平成１９年４月１日から施行する。

　（平成２３年３月３１日までの間における管理職手当に関する経過措置）

２　新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例（平成１８年条例第５号）附則第７条の規定による給料を支給される職員

のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属

する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの

条例による改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例第

１０条第２項の規定の適用については、平成２３年３月３１日までの間は、同項

の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とある

のは、「職員の給料月額と新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例（平成１８年条例第５号）附則第７条の規定によ

る給料の額との合計額」とする。

 

―　１４２―１０　―

新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例
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　（規則への委任）

３　前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。

　　　附　則（平成１９年１２月２５日条例第１６号）

　（施行期日等）

第１条　この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県市町村総合事務

組合職員の給与に関する条例（以下「改正後の給与条例」という。）の規定

は、平成１９年４月１日から適用する。

　（平成１９年４月１日から施行日の前日までの間における異動者の号給）

第２条　平成１９年４月１日からこの条例の施行の日（次条において「施行日」

という。）の前日までの間において、この条例による改正前の新潟県市町村

総合事務組合職員の給与に関する条例（以下「改正前の給与条例」という。）

の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属

する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定

める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日におけ

る号給は、管理者の定めるところによる。

　（施行日から平成２０年３月３１日までの間における異動者の号給の調整）

第３条  施行日から平成２０年３月３１日までの間において、改正後の給与条例

の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属

する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動

の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の

給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給

与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限

度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができ

る。

　（給与の内払）

第４条  改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与

条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による

給与の内払とみなす。

 

―　１４２―１１　―
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　（規則への委任）

第５条　前３条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。

 附　則（平成２０年８月１日条例第５号）

　この条例は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２１年５月２９日条例第４号）

　この条例は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２１年８月３日条例第８号）

　この条例は、平成２１年１０月１日から施行する。

 附　則（平成２１年１１月３０日条例第１０号）

　（施行期日）

１　この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日で

あるときは、その日）から施行する。ただし、第２条の規定は、平成２２年

４月１日から施行する。

　（平成２１年１２月に支給する期末手当に関する特例措置）　

２　平成２１年１２月に支給する期末手当の額は、改正後の新潟県市町村総合事

務組合職員の給与に関する条例第２３条第２項（同条第３項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）及び第４項から第６項まで（新潟県市町村

総合事務組合職員の育児休業等に関する条例（平成１６年条例第４３号）第１６

条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第２８条第１項から

第３項まで若しくは第６項の規定にかかわらず、これらの規定により算定

される期末手当の額（以下この項において「基準額」という。）から次に掲

げる額の合計額（以下この項において「調整額」という。）に相当する額を

減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、

期末手当は、支給しない。

�　平成２１年４月１日（同月２日から同年１２月１日までの間に職員（新潟

県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例第３２条に規定する職員を

除く。以下この項において同じ。）以外の者又は職員であって適用され

る給料表並びにその職務の級及び号給が次の表の給料表欄、職務の級欄

及び号給欄に掲げるものであるものからこの職員以外の職員（以下「減

―　１４２―１２　―

新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例
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額改定対象職員」という。）となった者（同年４月１日に減額改定対象職

員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。）に

あっては、その減額改定対象職員となった日（当該日が２以上あるとき

は、当該日のうち規則で定める日））において減額改定対象職員が受ける

べき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に１００分の

０.４９を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日（以下「施行日」

という。）の属する月の前月までの月数（同年４月１日から施行日の前日

までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期

間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期

間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定め

る月数を減じた月数）を乗じて得た額

�　平成２１年６月１日において減額改定対象職員であった者（任用の事情

を考慮して規則で定める者を除く。）に同月に支給された期末手当及び

勤勉手当の合計額に１００分の０.４９を乗じて得た額

３　平成２１年４月１日から同年１２月１日までの間において規則で定める者で

あった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則

で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる

額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規

則で定める額」とする。

　（規則への委任）

４　前２項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。

 附　則（平成２２年４月１日条例第５号）

　この条例は、公布の日から施行する。

 

―　１４２―１３　―

号　　　給職務の級給 料 表

１号給から５６号給まで

１号給から２４号給まで

１号給から８号給まで

１級

２級

３級

行政職給料表
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 附　則（平成２２年１１月３０日条例第１４号）

　（施行期日）

１　この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日で

あるときは、その日）から施行する。ただし、第２条の規定は、平成２３年

４月１日から施行する。

　（平成２２年１２月に支給する期末手当に関する特例措置）　

２　平成２２年１２月に支給する期末手当の額は、第１条の規定による改正後の

新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例第２３条第２項（同条第

３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）及び第４項から第６ 

項まで（新潟県市町村総合事務組合職員の育児休業等に関する条例（平成

１６年条例第４３号。附則第７項において「育児休業条例」という。）第１６条の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第２８条第１項から第３ 

項まで若しくは第６項の規定にかかわらず、これらの規定により算定され

る期末手当の額（以下この項において「基準額」という。）から次に掲げる

額の合計額（以下この項において「調整額」という。）に相当する額を減じ

た額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末

手当は、支給しない。

�　平成２２年４月１日（同月２日からこの条例の施行の日（以下「施行日」

という。）までの間に職員（新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関す

る条例（以下この号及び附則第４項において「給与条例」という。）第３２

条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。）以外の者又は職

員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次

の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの（新潟

県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

（平成１８年条例第５号）附則第７条の規定の適用を受けない職員に限

る。）からこの職員以外の職員（以下「減額改定対象職員」という。）と

なった者（平成２２年４月１日に減額改定対象職員であった者で任用の事

情を考慮して規則で定めるものを除く。）にあっては、その減額改定対

象職員となった日（当該日が２以上あるときは、当該日のうち規則で定

める日））において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶

―　１４２―１４　―
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養手当及び住居手当の月額の合計額に１００分の１.２０を乗じて得た額に、同

月から施行日の属する月の前月までの月数（同年４月１日から施行日の

前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかっ

た期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定め

る期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で

定める月数を減じた月数）を乗じて得た額

�　平成２２年６月１日において減額改定対象職員であった者（任用の事情

を考慮して規則で定める者を除く。）に同月に支給された期末手当及び

勤勉手当の合計額に１００分の１.２０を乗じて得た額

３　平成２２年４月１日から施行日までの間において規則で定める者であった

者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定め

るものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」と

あるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で

定める額」とする。

　（平成２３年４月１日における号給の調整）

４　平成２２年１月１日において、給与条例第５条第４項の規定により昇給し

た職員（同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める

職員を除く。）その他当該職員との権衡上必要があると認められるものと

して規則で定める職員の平成２３年４月１日における号給は、この項の規定

の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の１号給上位

の号給とする。

５　地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育

児休業法」という。）第１１条第１項に規定する育児短時間勤務職員に対する

前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするもの

とし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、新潟県市町村総合事

務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１６年条例第１１号）第２

―　１４２―１５　―

号　　　給職務の級給 料 表

１号給から９３号給まで１級行政職給料表

１号給から６４号給まで２級
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条第２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定す

る勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

６　前項の規定は、育児休業法第１７条の規定による勤務をしている職員につ

いて準用する。

７　育児休業条例第１４条第１項第２号に規定する任期付短時間勤務職員に対

する第４項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とす

るものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、新潟県市町村

総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第２条第４項の規定に

より定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除し

て得た数を乗じて得た額とする」とする。

　（規則への委任）

８　附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必

要な事項は、規則で定める。

　　　附　則（平成２４年２月２０日条例第１号）

　この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２５年２月２２日条例第１号）

　（施行期日）

１　この条例は、平成２５年４月１日から施行する。

　（平成２５年４月１日及び平成２６年４月１日における号給の調整）

２　平成２５年４月１日においてこの条例による改正後の新潟県市町村総合事

務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成１８年条例第５

号）附則第７条の規定による給料に関する状況を考慮して規則で定める年

齢に満たない職員のうち、当該職員の平成１９年１月１日及び平成２０年１月

１日の新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例（平成１６年条例

第１３号）第５条第４項の規定による昇給その他の号給の決定の状況（以下

「調整考慮事項」という｡）を考慮して調整の必要があるものとして規則で

定める職員の平成２５年４月１日における号給は、この項の規定の適用がな

いものとした場合に同日に受けることとなる号給の１号給（職員の調整考

慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員に

あっては、２号給）上位の号給とする。

―　１４２―１６　―
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３　平成２６年４月１日においてこの条例による改正後の平成１８年改正条例附

則第７条の規定による給料に関する状況を考慮して規則で定める年齢に満

たない職員のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成２５年４月１日におけ

る号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める

職員の平成２６年４月１日における号給は、この項の規定の適用がないもの

とした場合に同日に受けることとなる号給の１号給（職員の調整考慮事項

を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあって

は、２号給）上位の号給とする。

４　地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育

児休業法」という｡）第１１条第１項に規定する育児短時間勤務職員に対する

前項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「と

するものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、新潟県市町

村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１６年条例第１１

号。以下「勤務時間条例」という｡）第２条第２項の規定により定められた

その者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じ

て得た額とする」とする。

５　前項の規定は、育児休業法第１７条の規定による勤務をしている職員につ

いて準用する。

６　新潟県市町村総合事務組合職員の育児休業等に関する条例（平成１６年条

例第４３号）第１４条第２号に規定する任期付短時間勤務職員に対する第２項

の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とする

ものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、勤務時間条例第

２条第４項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定

する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

　　　附　則（平成２６年２月２０日条例第１号）

　この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２６年１２月２６日条例第１４号）

　（施行期日等）

１　この条例は、公布の日から施行する。

２　この条例による改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する

―　１４２―１７　―
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条例（以下「改正後の給与条例」という｡）の規定は、平成２６年４月１日か

ら適用する。ただし、改正後の給与条例第２６条第２項の規定は、同年１２月

１日から適用する。

　（適用日前の異動者の号給の調整）

３　平成２６年４月１日（以下「適用日」という｡）前に職務の級を異にして異

動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給に

ついては、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたもの

とした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めると

ころにより、必要な調整を行うことができる。

　（給与の内払）

４　改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の新潟県市

町村総合事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給

与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

　（切替日前の異動者の号給の調整）

５　平成２７年４月１日（以下「切替日」という｡）前に職務の級を異にして異

動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給に

ついては、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたもの

とした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めると

ころにより、必要な調整を行うことができる。

　（給料の切替えに伴う経過措置）

６　切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者

の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととな

るもの（規則で定める職員を除く｡）には、平成３０年３月３１日までの間、給

料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

７　切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（前項に規定する

職員を除く｡）について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡

上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところに

より、同項の規定に準じて、給料を支給する。

８　切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、

任用の事情等を考慮して前２項の規定による給料を支給される職員との権

―　１４２―１８　―
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衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところ

により、前２項の規定に準じて、給料を支給する。

９　前３項の規定による給料を支給される職員に関する新潟県市町村総合事

務組合職員の給与に関する条例（平成１６年条例第１３号。以下「給与条例」

という。）第２３条第５項（給与条例第２６条第４項において準用する場合及び

新潟県市町村総合事務組合職員の育児休業等に関する条例（平成１６年条例

第４３号）第１６条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項

において同じ｡）の規定の適用については、新潟県市町村総合事務組合職員

の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２７年条例第１号。以下

「平成２７年改正条例」という。）による改正後の給与条例第２３条第５項中

「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「給料

の月額と平成２７年改正条例による改正後の新潟県市町村総合事務組合職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成２６年条例第１４号）附則第

６項から第８項までの規定による給料の額との合計額及びこれに対する地

域手当の月額の合計額」とする。

　（規則への委任）

１０　附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必

要な事項は、規則で定める。

　　　附　則（平成２７年２月２０日条例第１号）

　この条例は平成２７年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２８年２月１６日条例第３号）

　（施行期日等）

１　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成２８

年４月１日から施行する。

２　第１条の規定による改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関

する条例（以下「第１条の規定による改正後の給与条例」という｡）の規定

は、平成２７年４月１日から適用する。

　（給与の内払）

３　第１条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合において

は、第１条の規定による改正前の新潟県市町村総合事務組合職員の給与に

―　１４２―１９　―
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関する条例の規定に基づいて支給された給与（新潟県市町村総合事務組合

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成２６年条例第１４号。以

下この項において「平成２６年改正条例」という。）附則第６項から第８項ま

での規定に基づいて支給された給料を含む。）は、第１条の規定による改正

後の給与条例の規定による給与（平成２６年改正条例附則第６項から第８項

までの規定による給料を含む。）の内払とみなす。

　（平成２９年１月１日に行われる昇給に関する経過措置）

４　平成２９年１月１日に行われる昇給については、第２条の規定による改正

後の新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例（以下「第２条の

規定による改正後の給与条例」という｡）第５条の規定にかかわらず、なお

従前の例による。

　（平成２８年６月に支給する勤勉手当に関する経過措置）

５　平成２８年６月に支給する勤勉手当については、第２条の規定による改正

後の給与条例の規定にかかわらず、第２６条第１項の規定については、なお

従前の例による。

　（規則への委任）

６　第３項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な

事項は、規則で定める。

　　　附　則（平成２８年１２月１６日条例第１２号）

　（施行期日等）

１　この条例は、公布の日から施行する。

２　次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

�　第１条の規定による改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の給与に

関する条例（以下「改正後の給与条例」という。）第２６条の規定　平成２８

年１２月１日

�　第２条の規定による改正後の給与条例の規定　平成２８年４月１日

　（給与の内払）

３　第１条及び第２条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合

においては、第１条及び第２条の規定による改正前の給与条例の規定に基

づいて支給された給与（新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条

―　１４２―２０　―
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例の一部を改正する条例（平成２６年条例第１４号。以下この項において「平

成２６年改正条例」という。）附則第６項から第８項までの規定に基づいて支

給された給料を含む。）は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与

（平成２６年改正条例附則第６項から第８項までの規定による給料を含む。）

の内払とみなす。

　（規則への委任）

４　前２項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。

　　　附　則（平成２９年２月１６日条例第３号）

　（施行期日）

１　この条例は、平成２９年４月１日から施行する。

　（平成３０年３月３１日までの間における扶養手当に関する特例）

２　平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの間は、新潟県市町村総合

事務組合職員の給与に関する条例第１１条第３項及び第１２条の規定の適用に

ついては、同項中「前項第１号及び第３号から第６号までのいずれかに該

当する扶養親族については１人につき６,５００円、同項第２号に該当する扶養

親族（以下「扶養親族たる子」という。）については１人につき１０,０００円」

とあるのは「前項第１号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる配偶者」

という。）については１０,０００円、同項第２号に該当する扶養親族（以下「扶

養親族たる子」という。）については１人につき８,０００円（職員に配偶者が

ない場合にあっては、そのうち１人については１０,０００円）、同項第３号から

第６号までのいずれかに該当する扶養親族（以下「扶養親族たる父母等」

という。）については１人につき６,５００円（職員に配偶者及び扶養親族たる

子がない場合にあっては、そのうち１人については９,０００円）」と、同条第

１項中「その旨」とあるのは「その旨（新たに職員となった者に扶養親族

がある場合又は職員に第１号に掲げる事実が生じた場合において、その職

員に配偶者がないときは、その旨を含む。）」と、同項中「�　扶養親族た

る要件を欠くに至った者がある場合（扶養親族たる子又は前条第２項第３

号若しくは第５号に該当する扶養親族が、満２２歳に達した日以後の最初の

３月３１日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。）」

―　１４２―２１　―

不要Title:03-6-1●123-.ec8 Page:163  Date: 2020/12/16 Wed 10:54:36 



とあるのは

「�　扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合（扶養親族たる子又は

前条第２項第３号若しくは第５号に該当する扶養親族が、満２２歳に達し

た日以後の最初の３月３１日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに

至った場合を除く。）

�　扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職

員となった場合（前号に該当する場合を除く。）

�　扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有する

に至った場合（第１号に該当する場合を除く。）」

　と、同条第３項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受け

ている職員について第１項第３号若しくは第４号に掲げる事実が生じた場

合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」

と、「の改定」とあるのは「の改定（扶養親族たる子で第１項の規定による

届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有

するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の

改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある

職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るも

ののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った

場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。）、

扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第１項の規定による届

出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶

養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職

員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職

員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないもの

が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る

扶養手当の支給額の改定」とする。

　（規則への委任）

３　前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。

 

―　１４２―２２　―
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　　　附　則（平成３０年２月１６日条例第２号）

　（施行期日等）

１　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成３０

年４月１日から施行する。

２　第１条の規定による改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関

する条例（次項において「改正後の給与条例」という。）の規定は、平成２９

年４月１日から適用する。

　（給与の内払）

３　改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第１条の規定による改正

前の新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて

支給された給与（新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例（平成２６年条例第１４号。以下この項において「平成２６年

改正条例」という。）附則第６項から第８項までの規定に基づいて支給され

た給料を含む。）は、改正後の給与条例の規定による給与（平成２６年改正条

例附則第６項から第８項までの規定による給料を含む。）の内払とみなす。

　（規則への委任）

４　前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。

　　　附　則（平成３１年２月１５日条例第２号）

　（施行期日等）

１　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成31

年４月１日から施行する。

２　第１条の規定による改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関

する条例（次項において「改正後の給与条例」という。）の規定は、平成30

年４月１日から適用する。

　（給与の内払）

３　改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第１条の規定による改正

前の新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて

支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

 

―　１４２―２３　―
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　（規則への委任）

４　前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。

　　　附　則（令和元年１１月１１日条例第５号）

　この条例は、令和元年１２月１４日から施行する。

　　　附　則（令和２年２月１８日条例第２号）

　（施行期日等）

１　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和２

年４月１日から施行する。

２　第１条の規定による改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関

する条例（次項において「改正後の給与条例」という。）の規定は、平成３１

年４月１日から適用する。

　（給与の内払）

３　改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第１条の規定による改正

前の新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて

支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

　　　附　則（令和２年２月１８日条例第３号）

　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

 

―　１４２―２４　―
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新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例

別表第１（第３条関係）

行　政　職　給　料　表

 

―　１４２―２５　―

必要

６　級５　級４　級３　級２　級１　級職務
の級

職員
の区
分　 給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額号　給

円円円円円円

再任

用職

員以

外の

職員

３１９,２００２８９,７００２６４,２００２３１,５００１９５,５００１４６,１００１
３２１,４００２９１,９００２６６,０００２３３,１００１９７,３００１４７,２００２
３２３,７００２９４,０００２６７,８００２３４,６００１９９,１００１４８,４００３
３２５,９００２９６,０００２６９,９００２３６,２００２００,９００１４９,５００４

３２８,１００２９７,９００２７１,６００２３７,６００２０２,４００１５０,６００５
３３０,１００３００,０００２７３,４００２３９,３００２０４,２００１５１,７００６
３３２,３００３０２,２００２７５,２００２４０,８００２０６,０００１５２,８００７
３３４,５００３０４,２００２７７,２００２４２,４００２０７,８００１５３,９００８

３３６,４００３０６,１００２７９,２００２４３,５００２０９,４００１５４,９００９
３３８,６００３０８,４００２８１,２００２４５,０００２１１,２００１５６,３００１０
３４０,６００３１０,６００２８３,１００２４６,６００２１３,０００１５７,６００１１
３４２,８００３１２,９００２８５,０００２４７,９００２１４,８００１５８,９００１２

３４４,６００３１５,０００２８７,０００２４９,４００２１６,２００１６０,１００１３
３４６,６００３１７,１００２８８,９００２５０,８００２１８,０００１６１,６００１４
３４８,６００３１９,３００２９０,８００２５２,１００２１９,７００１６３,１００１５
３５０,６００３２１,４００２９２,６００２５３,５００２２１,５００１６４,７００１６

３５２,３００３２３,３００２９４,４００２５５,０００２２３,２００１６５,９００１７
３５４,３００３２５,３００２９６,４００２５６,５００２２４,９００１６７,４００１８
３５６,１００３２７,３００２９８,５００２５８,２００２２６,５００１６８,９００１９
３５８,０００３２９,３００３００,５００２６０,０００２２８,１００１７０,４００２０

３５９,９００３３１,０００３０２,４００２６１,６００２２９,５００１７１,７００２１
３６１,８００３３３,１００３０４,５００２６３,３００２３１,２００１７４,４００２２
３６３,８００３３５,１００３０６,５００２６４,９００２３２,８００１７７,０００２３
３６５,７００３３７,２００３０８,６００２６６,５００２３４,４００１７９,６００２４

３６７,７００３３８,６００３１０,３００２６８,４００２３５,４００１８２,２００２５
３６９,６００３４０,５００３１２,４００２７０,２００２３６,９００１８３,９００２６
３７１,６００３４２,４００３１４,４００２７１,９００２３８,３００１８５,５００２７
３７３,６００３４４,３００３１６,４００２７３,６００２３９,５００１８７,２００２８

３７５,１００３４５,９００３１８,１００２７５,３００２４０,７００１８８,７００２９
３７６,９００３４７,８００３２０,１００２７７,０００２４１,９００１９０,４００３０
３７８,７００３４９,７００３２２,２００２７８,８００２４２,９００１９２,２００３１
３８０,３００３５１,５００３２４,３００２８０,３００２４４,１００１９３,９００３２

３８２,１００３５３,４００３２５,５００２８１,８００２４５,４００１９５,５００３３
３８３,５００３５５,２００３２７,５００２８３,７００２４６,４００１９６,９００３４
３８５,０００３５７,０００３２９,４００２８５,５００２４７,６００１９８,４００３５
３８６,６００３５８,７００３３１,５００２８７,４００２４８,９００１９９,９００３６

３８８,０００３６０,１００３３３,４００２８９,０００２４９,８００２０１,２００３７
３８９,２００３６１,４００３３５,３００２９０,７００２５１,１００２０２,５００３８
３９０,４００３６２,８００３３７,３００２９２,５００２５２,３００２０３,７００３９
３９１,５００３６４,２００３３９,２００２９４,３００２５３,６００２０５,０００４０
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必要

６　級５　級４　級３　級２　級１　級職務
の級

職員
の区
分　 給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額号　給

円円円円円円

再任

用職

員以

外の

職員

３９２,６００３６５,５００３４１,１００２９５,８００２５５,０００２０６,３００４１
３９３,８００３６６,４００３４３,０００２９７,５００２５６,４００２０７,６００４２
３９５,０００３６７,５００３４４,８００２９９,０００２５７,６００２０８,９００４３
３９６,１００３６８,６００３４６,７００３００,６００２５８,８００２１０,２００４４

３９６,８００３６９,４００３４８,２００３０２,２００２６０,０００２１１,３００４５
３９７,５００３７０,３００３４９,６００３０３,９００２６１,２００２１２,６００４６
３９８,２００３７１,２００３５１,１００３０５,５００２６２,５００２１３,９００４７
３９８,９００３７２,１００３５２,６００３０７,２００２６３,６００２１５,２００４８

３９９,５００３７３,０００３５４,２００３０８,１００２６４,７００２１６,３００４９
４００,１００３７３,８００３５５,０００３０９,６００２６５,８００２１７,４００５０
４００,６００３７４,６００３５６,２００３１１,１００２６７,１００２１８,４００５１
４０１,０００３７５,４００３５７,２００３１２,７００２６８,４００２１９,５００５２

４０１,４００３７６,１００３５８,１００３１４,３００２６９,４００２２０,６００５３
４０１,７００３７６,８００３５９,２００３１５,９００２７０,５００２２１,６００５４
４０２,０００３７７,５００３６０,１００３１７,５００２７１,８００２２２,５００５５
４０２,３００３７８,２００３６１,２００３１９,０００２７３,１００２２３,５００５６

４０２,６００３７８,７００３６２,１００３２０,５００２７４,０００２２３,８００５７
４０２,９００３７９,３００３６２,８００３２１,７００２７５,０００２２４,６００５８
４０３,２００３７９,９００３６３,５００３２２,９００２７５,９００２２５,４００５９
４０３,５００３８０,６００３６４,２００３２４,１００２７７,０００２２６,１００６０

４０３,８００３８１,０００３６４,６００３２４,８００２７８,１００２２６,８００６１
４０４,１００３８１,７００３６５,２００３２５,７００２７９,１００２２７,８００６２
４０４,４００３８２,３００３６５,９００３２６,５００２８０,０００２２８,６００６３
４０４,７００３８２,９００３６６,６００３２７,３００２８１,０００２２９,４００６４

４０５,０００３８３,３００３６６,９００３２８,２００２８１,５００２３０,１００６５
４０５,３００３８３,９００３６７,６００３２８,６００２８２,４００２３０,８００６６
４０５,６００３８４,５００３６８,３００３２９,３００２８３,１００２３１,７００６７
４０５,９００３８５,１００３６９,０００３３０,１００２８４,０００２３２,７００６８

４０６,１００３８５,５００３６９,３００３３０,９００２８５,０００２３３,４００６９
４０６,４００３８６,０００３６９,９００３３１,６００２８５,８００２３４,０００７０
４０６,７００３８６,５００３７０,６００３３２,３００２８６,６００２３４,５００７１
４０７,０００３８７,１００３７１,２００３３３,０００２８７,４００２３５,２００７２

４０７,２００３８７,４００３７１,５００３３３,５００２８８,２００２３６,０００７３
４０７,５００３８７,８００３７２,１００３３４,１００２８８,７００２３６,６００７４
４０７,８００３８８,２００３７２,８００３３４,６００２８９,１００２３７,２００７５
４０８,０００３８８,６００３７３,４００３３５,２００２８９,６００２３７,７００７６

４０８,２００３８８,９００３７３,８００３３５,５００２８９,８００２３８,４００７７
４０８,５００３８９,２００３７４,３００３３６,０００２９０,１００２３９,１００７８
４０８,８００３８９,５００３７４,９００３３６,４００２９０,３００２３９,８００７９
４０９,０００３８９,８００３７５,４００３３６,９００２９０,７００２４０,３００８０

４０９,２００３９０,０００３７５,９００３３７,３００２９０,９００２４０,８００８１
４０９,５００３９０,３００３７６,５００３３７,８００２９１,１００２４１,５００８２
４０９,８００３９０,６００３７７,０００３３８,３００２９１,５００２４２,２００８３
４１０,０００３９０,８００３７７,３００３３８,８００２９１,８００２４２,９００８４
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新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例

 

―　１４２―２７　―

必要

６　級５　級４　級３　級２　級１　級職務
の級

職員
の区
分　 給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額号　給

円円円円円円

再任

用職

員以

外の

職員

４１０,２００３９１,０００３７７,７００３３９,１００２９２,１００２４３,５００８５
３９１,３００３７８,２００３３９,５００２９２,４００２４４,２００８６
３９１,６００３７８,６００３４０,０００２９２,７００２４４,９００８７
３９１,８００３７９,０００３４０,４００２９３,１００２４５,６００８８

３９２,０００３７９,４００３４０,７００２９３,４００２４６,１００８９
３９２,３００３７９,９００３４１,１００２９３,８００２４６,６００９０
３９２,６００３８０,３００３４１,６００２９４,１００２４６,９００９１
３９２,８００３８０,７００３４２,０００２９４,５００２４７,３００９２

３９３,０００３８１,０００３４２,２００２９４,７００２４７,６００９３
３４２,６００２９４,９００９４
３４３,１００２９５,２００９５
３４３,５００２９５,６００９６

３４３,７００２９５,８００９７
３４４,１００２９６,１００９８
３４４,５００２９６,５００９９
３４４,８００２９６,９００１００

３４５,１００２９７,１００１０１
３４５,５００２９７,４００１０２
３４５,９００２９７,８００１０３
３４６,３００２９８,１００１０４

３４６,８００２９８,３００１０５
３４７,２００２９８,６００１０６
３４７,６００２９９,０００１０７
３４８,０００２９９,３００１０８

３４８,５００２９９,５００１０９
３４８,９００２９９,９００１１０
３４９,２００３００,３００１１１
３４９,５００３００,６００１１２

３５０,０００３００,８００１１３
３０１,０００１１４
３０１,３００１１５
３０１,７００１１６

３０１,９００１１７
３０２,１００１１８
３０２,４００１１９
３０２,７００１２０

３０３,１００１２１
３０３,３００１２２
３０３,６００１２３
３０３,９００１２４

３０４,２００１２５

315,100289,700274,600255,200215,200187,700再任用
職員　
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別表第２（第３条関係）

級 別 職 務 分 類 表

―　１４２―２８　―

新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例

基 準 と な る 職 務職務の級

主事の職務１　　級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務２　　級

�　係長の職務
�　主査の職務
�　主任の職務
�　専門員の職務

３　　級

�　課長補佐の職務
�　副参事の職務

４　　級

�　事務局次長の職務
�　課長の職務
�　参事の職務

５　　級

�　事務局長の職務
�　会計管理者の職務
�　５級の項第１号及び第２号に掲げる職務で管理者が指定
する職務

６　　級
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新潟県市町村総合事務組合職員
の給料等に関する規則　　　　

　最終改正　平成２８年４月１日規則第４号

　（目的）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例

（平成１６年条例第１３号。以下「条例」という。）第３２条の規定に基づき、給

料等の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

　（給料の支給）

第２条　条例第７条第１項の給与期間中給料を支給する日（以下「給料の支

給定日」という。）後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の

支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給す

る。

第３条　職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合

におけるその給与期間の給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数

を差し引いた日数を基礎とした日割による計算（以下「日割計算」という。）

により支給する。

　茨　休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

　芋　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第５５条の

２第１項ただし書に規定する許可（以下「専従許可」という。）を受け、

又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

　鰯　地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第２条

の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰し

た場合

　允　職員派遣（公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法

律（平成１２年法律第５０号。以下「派遣法」という。）第２条第２項に規定

する職員派遣をいう。以下同じ。）をされ、又は職員派遣後職務に復帰し

た場合

　印　停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

―　１４３　―

平成１６年３月１日
規 則 第 ９ 号
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２　給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、地方公務

員の育児休業等に関する法律第２条の規定により育児休業をし、職員派遣

をされ、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は

職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

　（給料の非常時払）

第４条　職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、

災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために

給料を請求した場合には、給与期間中、給料支給定日前であっても請求の

日までの給料を日割計算等によりその際支給する。

　（管理職手当の支給）

第５条　管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料が

条例第８条第４項又はこの規則第３条の規定により算出されている場合に

は、その給料の額（条例第９条の規定により給料の調整が行われている職

にある職員については、調整額を除いた額とする。）に所定の支給割合を乗

じた額を管理職手当として支給する。

第６条　職員が、月の１日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しな

かった場合（条例第２８条第１項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病若し

くは地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）第２条第２項及び第３

項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は派遣法第３条第２項に規定

する派遣職員の同法第２条第３項に規定する派遣先団体において就いてい

た業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは派遣法第１０条第２項に規

定する退職派遣者の同条第１項に規定する特定法人において就いていた業

務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法（昭和

２２年法律第５０号）第７条第２項に規定する通勤（当該派遣先団体において

就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第２条第２項第

１号及び第２号に規定する通勤場所とみなした場合に同条に規定する通勤

に該当するものに限る。）による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務

しなかった場合を除く。）は、管理職手当は支給することができない。

　（地域手当の支給）

第６条の２　地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

―　１４４　―

新潟県市町村総合事務組合職員の給料等に関する規則
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新潟県市町村総合事務組合職員の給料等に関する規則

　（扶養手当及び住居手当の支給）

第７条　扶養手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただ

し、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のた

めその日に支給することができないときは、その日後に支給することがで

きる。

　（時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務

手当の支給）

第８条　時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別

勤務手当は、その月の分を次の給料の支給定日までに支給する。

２　職員が新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

（平成１６年条例第１１号。以下「勤務時間条例」という。）第８条の２第１項

の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給

する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に

係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」

とあるのは、「勤務時間条例第８条の２第１項の規定により時間外代休時

間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

第９条　時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別

勤務手当は、前条第１項（同条第２項の規定により読み替えて適用する場

合を含む。）の規定にかかわらず、職員が第４条に規定する非常の場合の費

用に充てるため請求した場合には、その日までの分をその際支給するもの

とし、職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した

日までの分をその際支給することができるものとする。

　（給与の減額）

第１０条　条例第１５条に規定する勤務をしないことにつき管理者の承認があっ

た場合とは、次の各号に定める場合とする。

茨　勤務時間条例第１２条に規定する年次有給休暇、療養休暇及び特別休暇

で、勤務しないことについて管理者の承認等があった場合

芋　新潟県市町村総合事務組合職員団体のための職員の行為の制限の特例

に関する条例（平成１６年条例第４０号）第２条第１号に規定する場合

鰯　新潟県市町村総合事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する

―　１４５　―
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条例（平成１６年条例第８号）第２条及び新潟県市町村総合事務組合職員

の職務に専念する義務の特例に関する規則（平成１６年規則第６号）第２

条に規定する場合であって、次の表に掲げる期間の範囲内である場合

２　条例第１５条の規定によって給与を減額する場合においては、その月にお

ける減額すべき給与の額は、その月の給料の額に対応する額及び地域手当

に対する額をそれぞれ翌月以降の給料及び地域手当から差し引くものとす

る。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が、翌月の

給料及び地域手当から差し引くことができないときは、条例に基づくその

他の未支給から差し引くものとする。

３　給与期間において勤務すべき全時間が欠勤であった場合又は給料及び地

―　１４６　―

新潟県市町村総合事務組合職員の給料等に関する規則

期　　　　　間事　　　　　　　由

計画の実施に伴い管理者が必要
と認める時間

１　法第３９条及び第４２条の規定によりあ
らかじめ計画された、研修又は厚生に
関する計画を実施する場合に参加する
場合

適宜休息し、又は補食するため
に必要と認められる時間

２　妊娠中の女性職員が、その者の業務
により母体又は胎児の健康保持に影響
があると認められる場合

１年につき４２日の範囲内で管理
者が必要と認める期間

３　文部科学大臣の認める各種大学通信
教育部において実施する分割面接授業
に参加する場合

管理者が必要と認める時間４　新潟県市町村総合事務組合の行政の
運営上その地位を兼ねることが特に必
要と認められる団体等の地位を兼ね、
その地位に属する事務を行う場合

管理者が必要と認める時間５　法第４６条の規定により勤務条件に関
する措置の要求をし、若しくは法第４９
条の２第１項の規定により不利益処分
についての審査請求をする場合又はこ
れらの審理に当事者として出頭する場
合

管理者が必要と認める時間６　公務災害補償の決定について審査請
求する場合又は審査請求人が審査に出
頭する場合

管理者が必要と認める時間７　前各号のほか、あらかじめ管理者が
定める場合
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新潟県市町村総合事務組合職員の給料等に関する規則

域手当から減額すべき額がその欠勤があった給与期間に対する給料及び地

域手当の額をそれぞれ超えているか若しくは同額であるときの減額すべき

給与の額は、当該欠勤があった給与期間に対する給料及び地域手当の額と

する。

４　条例第１５条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額

の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するも

のとし、この場合において１時間未満の端数を生じたときは、その端数が

３０分以上のときは１時間とし、３０分未満のときは切り捨てるものとする。

　（勤務時間１時間当たりの給与額の算出）

第１１条　条例第１９条に規定する規則で定める日数は、年間の暦日数から年間

の週休日（勤務時間条例第３条に規定する週休日をいう。）の数及び年間の

休日（勤務時間条例第１０条の規定により休日となる日をいう。）の数を控除

した日数とする。

　（雑則）

第１２条　この規則に定めるもののほか、給料等の支給に関し必要な事項は、

管理者が定める。

 附　則

１　この規則は、平成１６年３月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この規則の施行の際、従前の新潟県町村職員退職手当組合、新潟県町村

人事事務組合、新潟県消防団員等公償組合、新潟県交通災害共済組合及び

新潟県自治会館管理組合（以下「旧組合」という。）の職員の給料等に関す

る規則の適用を受けていた職員で、引き続きこの規則の適用を受けること

となった職員の旧組合の当該規則の規定に基づいてなされた処分、承認、

手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものと

みなす。

 附　則（平成１８年３月１６日規則第９号）

　この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

 附　則（平成１８年８月１日規則第２５号）

　この規則は、公布の日から施行する。

―　１４７　―
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 附　則（平成２０年１２月１日規則第２０号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２２年４月１日規則第８号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２７年４月１日規則第４号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２８年４月１日規則第４号）

　この規則は、公布の日から施行する。

―　１４８　―

新潟県市町村総合事務組合職員の給料等に関する規則
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新潟県市町村総合事務組合職員の
給料の半減に関する規則　　　　

　最終改正　平成２５年９月２日規則第１０号

　（趣旨）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例

（平成１６年条例第１３号。以下「給与条例」という。）附則第３項に規定する

給料の半減に関し必要な事項を定めるものとする。

　（給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置）

第２条　給与条例附則第３項の規則で定める就業禁止の措置は、労働安全衛

生法（昭和４７年法律第５７号）第６８条の規定に基づく就業禁止の措置とする。

　（勤務しない期間の範囲）

第３条　給与条例附則第３項の勤務しない期間には、療養休暇等（次に掲げ

る場合における療養休暇（以下「特定療養休暇」という。）以外の療養休暇

又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。）の日（１日の勤務

時間の一部を療養休暇等により勤務しない日を含む。）のほか、当該療養期

間中の週休日（新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例（平成１６年条例第１１号）第３条第１項に規定する週休日をいう。以

下同じ。）、給与条例第１５条に規定する休日等その他の勤務しない日（１日

の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、特定療養休暇の日その他の管理

者が定める日を除く。）が含まれるものとする。

�　公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤（地方公務員災害補

償法（昭和４２年法律第１２１号）第２条第２項及び第３項に規定する通勤を

いう。）により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

�　新潟県市町村総合事務組合職員健康管理規程（平成２５年訓令第１号）

第７条の規定により同規程別表における勤務措置の区分をＢ制限勤務と

する決定又は変更を受け、同規程第８条の事後措置を受けた場合

　（給料の半額を減ずる日）

第４条　一の負傷又は疾病による療養休暇等が引き続いている場合において

―　１４８―１　―

平成１８年３月１６日
規 則 第 ６ 号

Title:03-6-1●148-1.ec8 Page:1  Date: 2013/12/10 Tue 13:24:14 



は、当該療養休暇等の開始の日から起算して９０日の引き続き勤務しない期

間を経過した後の引き続く勤務しない期間における療養休暇等の日（１回

の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを療養休暇等により勤務しなかっ

た日に限る。次項において同じ。）につき、給料の半額を減ずる。

２　一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による療養休暇等が引き

続いている場合においては、当初の療養休暇等の開始の日から起算して９０

日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間にお

ける療養休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

３　前２項の規定の適用については、特定療養休暇の期間その他の管理者が

定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

　（給料の日割計算）

第５条　給与条例第７条第１項の給与期間の中途において給料の半額が減ぜ

られることとなった場合等給与期間中一部の日につき給料の半額が減ぜら

れる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し

引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

　（委任）

第６条　この規則に定めるもののほか、給料の半減に関し必要な事項は、管

理者が定める。

　　　附　則

　この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２３年４月１日規則第５号）

　（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

２　この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による給与条例附則第３

項に規定する療養休暇又は就業禁止の措置により勤務しない職員に対する

改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の給料の半減に関する規則第４条

第１項及び第２項の規定の適用については、同条第１項中「一の負傷又は

疾病」とあるのは「平成２３年１月１日前から結核性疾患」と、「９０日」とあ

るのは「１年」と、同条第２項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成

―　１４８―２　―

新潟県市町村総合事務組合職員の給料の半減に関する規則
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新潟県市町村総合事務組合職員の給料の半減に関する規則

２３年１月１日前から結核性疾患」と、「９０日」とあるのは「１年」とする。

　　　附　則（平成２５年９月２日規則第１０号）

　この規則は、公布の日から施行する。

―　１４８―３　―
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新潟県市町村総合事務組合職員の初任給、
昇格、昇給等の基準に関する規則　　　　

　最終改正　令和元年５月７日規則第１号

目次

　第１章　総則（第１条・第２条）

　第２章　級別定数（第３条）

　第３章　級別資格基準（第４条－第８条）

　第４章　新たに職員となった者の職務の級及び号給（第９条－第１７条）

　第５章　昇格及び降格（第１８条－第２２条）

　第６章　削除

　第７章　昇給（第２５条－第３４条）

　第７章の２　降号（第３１条の２）

　第８章　特別の場合における号給の決定（第３５条－第３７条）

　第９章　雑則（第３８条）

　附則

　　　第１章　総則

　（目的）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例

（平成１６年条例第１３号。以下「条例」という。）第３３条の規定に基づき、職

員の初任給、昇格、昇給等の基準等に関し、必要な事項を定めることを目

的とする。

　（定義）

第２条　この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定め

るところによる。

�　職員　条例第３条第１項の給料表（以下「給料表」という。）の適用を

受ける者をいう。

�　昇格　職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更するこ

―　１４９　―

平成１６年３月１日
規 則 第 １０ 号
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とをいう。

�　降格　職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更するこ

とをいう。

�　降号　職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをい

う。

�　経験年数　職員が職員として同種の職務に在職した年数（第６条の規

定によりその年数に換算された年数を含む。）をいう。

�　必要経験年数　職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をい

う。

�　在級年数　職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

�　必要在級年数　職員の職務の級を決定する場合に必要な１級下位の職

務の級における在級年数をいう。

�　正規の試験　職員を採用するための競争試験をいう。

�　上級　職員採用上級試験（大学卒業程度）

�　中級　職員採用中級試験（短大卒業程度）

�　初級　職員採用初級試験（高校卒業程度）

　　　第２章　級別定数

　（級別定数）

第３条　条例第４条第１項の規定による職務の級の定数は、管理者が定め

る。

２　職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定し

なければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、

管理者の定めるところにより、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職

務の級の定数に流用することができる。

　　　第３章　級別資格基準

　（級別資格基準表）

第４条　職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において

別に定める場合を除き、別表第１に定める行政職級別資格基準表（以下「級

―　１５０　―

新潟県市町村総合事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

必要Title:03-6-1●149-.ec8 Page:150  Date: 2019/12/06 Fri 11:06:21 



新潟県市町村総合事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

別資格基準表」という。）に定めるとおりとする。

　（級別資格基準表の適用方法）

第５条　級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて

適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級

欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、

下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

２　級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適

用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。

�　正規の試験の結果に基づいて職員となった者

�　前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受

けない地方公務員、国家公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者、

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成１５年

法律第５０号）第１０条第２項に規定する退職派遣者その他管理者の定める

これらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き

続いて職員となった者

３　級別資格基準表（試験欄の区分の定めのあるものに限る。）の適用を受け

る職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等

に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者

に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の

「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができ

る。

４　級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴

免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等

の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第２に定める学歴免許

等資格区分表（以下「学歴免許等資格区分表」という。）に定めるところに

よる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によ

ることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によること

ができる。

５　前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区

分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分

―　１５１　―
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に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄

の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

　（経験年数の起算及び換算）

第６条　級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の

学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を

取得した時以後の経験年数による。

２　級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許

等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に

在職した年数以外の年数については、別表第３に定める経験年数換算表に

定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算すること

ができる。

　（経験年数の調整）

第７条　職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別

表第４に定める修学年数調整表（以下「修学年数調整表」という。）に加え

る年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者につ

いては、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数を

もって、その者の経験年数とする。

　（特定の職員の在級年数の取扱い）

第８条　第１５条及び第１６条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適

用する場合における在級年数については、他の職員との均衡を考慮して定

める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

　　　第４章　新たに職員となった者の職務の級及び号給

　（新たに職員となった者の職務の級）

第９条　新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別

資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

２　第１５条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第１６条に規定

する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項の規定を適

用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるとき

は、級別資格基準表に定める必要経験年数に１００分の８０以上１００分の１００未
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満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることがで

きる。

　（新たに職員となった者の号給）

第１０条　新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務

の級の号給が別表第５に定める初任給基準表（以下「初任給基準表」とい

う。）に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に

定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職

務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第２１条第１項又は第２２条

の２第１項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職

種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同

表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よ

りも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その

者の属する職務の級の最低の号給とする。

２　職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有

する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第１２条から第１７条

までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はそ

の者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

　（初任給基準表の適用方法）

第１１条　初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適

用する。

２　初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第５条第２項の規定の例

によるもの（同条第３項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の規定

による級別資格基準表の区分と同一の区分によるものとする。）とし、初任給

基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定

める区分によるものとする。

　（学歴免許等の資格による号給の調整）

第１２条　新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の

学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が

定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取

得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認める
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ものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の

初任給欄に定める号給の号数にその加える年数（１年未満の端数があると

きは、これを切り捨てた年数）の数に４を乗じて得た数を加えて得た数を

号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

２　初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対す

る前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大

学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては

「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

　（経験年数を有する者の号給）

第１３条　新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経

験年数を有する者の号給は、第１０条第１項の規定による号給（前条第１項

の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項

において「基準号給」という。）の号数に、当該経験年数の月数を１２月（そ

の者の経験年数のうち５年を超える経験年数（第２号、第３号又は第５号

に掲げる者で必要経験年数が５年以上の年数とされている職務の級に決定

されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその

経験が直接役立つと認められる職務であって管理者の定めるものに従事し

た期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して管理者が

相当と認める年数を除く。）の月数にあっては、１８月）で除した数（１未満

の端数があるときは、これを切り捨てた数）に別表第７に定める昇給号給

数表のＣ欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数と

する号給（管理者の定める者にあっては、当該号給の数に３を超えない範

囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号数とする号給）とすることが

できる。

�　第５条第２項第１号に掲げる者　その者の任用の基礎となった試験に

合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験

欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、

「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の

区分に属する学歴免許等の資格（前条第１項の規定の適用を受ける者に

あっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格）を取得した
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時以後の経験年数

�　第５条第２項第２号に掲げる者　級別資格基準表に定めるその職務の

級についての必要経験年数を超える経験年数（前条第１項の規定の適用

を受ける者等で管理者の定めるものにあっては、管理者の定めるところ

により得られる経験年数）

�　第５条第３項の規定の適用を受ける者　級別資格基準表に定めるその

職務の級についての必要経験年数を超える経験年数（基準号給が職務の

級の最低の号給（初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除

く。第５号において同じ。）以外の号給である者にあっては、その者の職

務に有用な免許その他の資格（前条第１項の規定の適用を受ける者に

あっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格）を取得した

時以後の経験年数）

�　前２号又は次号に該当する者以外の者　初任給基準表の適用に際して

用いられるその者の学歴免許等の資格（前条第１項の規定の適用を受け

る者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格）を取

得した時以後の経験年数

�　第１号から第３号までに該当する者以外の者で基準号給が職務の級の

最低の号給（初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。）

である者　級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年

数を超える経験年数

２　新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴

免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定め

られている学歴免許等の資格を有する者で前条第１項の規定の適用を受け

ないものに対する前項の規定の適用については、同条第１項の規定の適用

を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格

を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算

した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

３　第１項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについて

は、前項に定めるもののほか、第６条及び第７条の規定を準用する。
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　（下位の区分を適用する方が有利な場合の号給）

第１４条　前２条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試

験欄の区分より下位の同欄の区分（「その他」の区分を含む。）を用い、又

はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するもの

としてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員につい

ては、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとし

てこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給と

することができる。

　（人事交流等により異動した場合の号給）

第１５条　次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった

者の号給について、前２条の規定による場合には著しく他の職員との均衡

を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給

を決定することができる。

�　国家公務員

�　地方公務員

�　職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた

ことにより退職して１年を経過しない者

�　その他前各号に掲げる者に準ずると認める者

　（特殊の職に採用する場合の号給）

第１６条　特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

において、号給の決定について第１３条又は第１４条の規定による場合にはそ

の採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわら

ず、他の職員との均衡を考慮して、その者の号給を決定することができる。

第１７条　削除

　　　第５章　昇格及び降格

　（昇格）

第１８条　職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準

表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を１級上位の職務の

級（同表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で管理
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者の定めるときに限り、上位の職務の級）に決定するものとする。この場

合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定め

られているときは、そのいずれかを資格基準とする。

２　前項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号のいずれかに掲

げる要件を満たさなければならない。

�　職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。

�　前号に掲げる要件に準ずるものとして管理者の定める要件

�　昇格させようとする日以前２年間において同日の前日に属する職務の

級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満た

し、かつ、昇格させようとする日以前２年間における人事評価の結果及

び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させよ

うとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると

認められること。

ア　職員を昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び業績

評価（管理者の定めるものに限る。以下この条において同じ。）の全体

評点（確認者による確認が行われた全体評点をいう。以下同じ。）が上

位又は中位の段階であること。

イ　職員を昇格させようとする日以前における能力評価及び業績評価の

全体評点のうち、直近の連続した２回の能力評価及び４回の業績評価

の全体評点を総合的に勘案して発揮した能力の程度及び役割を果たし

た程度が通常のものを超えるものとして管理者の定める要件（行政職

給料表の３級又は２級に昇格させる場合その他の管理者の定める場合

にあっては、当該通常のものを超えるものに準ずるものとして管理者

の定める要件を含む。）

ウ　職員を昇格させようとする日以前１年以内に、地方公務員法（昭和

２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２９条の規定による懲戒処分

（以下「懲戒処分」という。）又はこれに相当する処分を受けていない

こと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した

事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしてい

ないこと。
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３　職員が派遣されていたこと等の事情により前項第３号に規定する全体評

点の全部若しくは一部がない場合又は昇格させようとする日以前２年内に

おいて同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた

職員について昇格させようとする日以前２年内における人事評価の結果及

び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき昇格させようと

する職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認めら

れる場合には、同号の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、

職員を昇格させることができる。

４　昇格させようとする日以前における直近の能力評価の全体評点が最上位

の段階であり、かつ、同日以前における直近の業績評価の全体評点が上位

の段階であるときその他勤務成績が特に良好である職員に対する第１項の

規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在

級年数に１００分の８０以上１００分の１００未満の割合を乗じて得た年数をもって、

それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

５　第１項の規定による昇格は、現に属する職務の級に１年以上在級してい

ない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等により

その在級する年数が１年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合に

は、この限りでない。

　（上位資格の取得等による昇格）

第１９条　職員が第５条第２項第１号に該当することとなり、又は級別資格基

準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しく

は同表に異なる資格基準の定めのある試験欄の区分の適用を受けることと

なった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合

には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させる

ことができる。

　（特別の場合の昇格）

第２０条　職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重

度障害となった場合は、第１８条の規定にかかわらず、昇格させることがで

きる。
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　（昇格の場合の号給）

第２１条　職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日

に受けていた号給に対応する別表第６に定める行政職給料表昇格時号給対

応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

２　前３条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が２級以上上位の

職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それ

ぞれ１級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うもの

とする。

３　第１９条の規定により職員を昇格させた場合において、前２項の規定によ

るその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受け

るべき号給に達しないときは、前２項の規定にかかわらず、その者の号給

を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

４　降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前３項の規

定により決定される号給が他の職員との均衡を著しく失すると認められる

ときは、前３項の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、その

者の号給を決定することができる。

　（降格）

第２２条　職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務

の級を下位の職務の級に決定するものとする。

２　前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結

果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の

級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能である

と認められなければならない。

３　職員から書面による同意を得た場合には、第１項の規定により当該職員

を降格させることができる。

　（降格の場合の号給）

第２２条の２　職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用

される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対

応する別表第６の２に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める

号給とする。
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２　職員を降格させた場合で当該降格が２級以上下位の職務の級への降格で

あるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ１級下位の職務

の級への降格が順次行なわれたものとして取り扱うものとする。

３　前２項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると

認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定す

ることができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日

の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

　　　第６章　削除

第２３条及び第２４条　削除

　　　第７章　昇給

　（昇給日及び評価終了日）

第２５条　条例第５条第４項の規定により昇給を行う同項の規則で定める日

は、第２９条又は第３０条に定めるものを除き、毎年１月１日（以下「昇給日」

という。）とし、昇給日前における同項の規則で定める日は、昇給日前１年

間における３月３１日（以下「評価終了日」という。）とする。

　（評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事

由）

第２６条　条例第５条第４項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが

相当とされる行為をしたことその他管理者が定める事由とする。

　（昇給区分及び昇給の号給数）

第２７条　評価終了日以前における直近の能力評価及び直近の連続した２回の

業績評価の全体評点（以下この条において「昇給評点」という。）がある

職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分（以下「昇給区分」とい

う。）は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応

じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合におい

て、第１号ア若しくはイ又は第３号ア若しくはイに掲げる職員に該当する

か否かの判断は、管理者の定めるところにより行うものとする。

�　昇給評点が上位又は中位の段階である職員（当該昇給評点がいずれも
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中位の段階である職員及び業績評価の全体評点が上位の段階（最上位の

段階を除く。）であり、かつ、他の昇給評点が中位の段階である職員に

あっては、管理者の定める者に限る。）のうち、勤務成績が特に良好であ

る職員　次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給

区分

　ア　勤務成績が極めて良好である職員　Ａ

　イ　アに掲げる職員以外の職員　Ｂ

　�　前号及び次号に掲げる職員以外の職員　Ｃ

　�　昇給評点のいずれかが下位の段階である職員、評価終了日以前１年間

において懲戒処分を受けた職員及び第２６条に規定する事由に該当した職員

並びに条例第５条第４項後段の適用を受けることとなった職員　次に掲げ

る職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

ア　勤務成績がやや良好でない職員　Ｄ

イ　勤務成績が良好でない職員　Ｅ

２　前項の場合において、同項第３号に掲げる職員について、その者の勤務

成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著

しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、管理者

の定めるところにより、同号アに掲げる職員にあってはＣの昇給区分に、

同号イに掲げる職員にあってはＣ又はＤの昇給区分に決定することができ

る。

３　職員が派遣されていたこと等の事情により、昇給評点の全部又は一部が

ない場合には、第１項の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、

同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

４　次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前３項の規定にかかわらず、当該

各号に定める昇給区分に決定するものとする。

�　管理者の定める事由以外の事由によって評価終了日以前１年間（当該

期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員と

なった日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。）

の６分の１に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員（第

１項第３号イに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除
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く。）　Ｄ

�　管理者の定める事由以外の事由によって基準期間の２分の１に相当す

る期間の日数以上の日数を勤務していない職員　Ｅ

５　前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者

の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著し

く不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給

区分より上位の昇給区分（Ａ及びＢの昇給区分を除く。）に決定することが

できる。

６　前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるＡ又はＢの

昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職

員が少数である場合その他の管理者の定める場合を除き、管理者が別に定

める。

７　条例第５条第４項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表

第７に定める昇給号給数表（次項において「昇給号給数表」という。）に定

める号給数とする。

８　前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわ

らず、他の職員との均衡を考慮して昇給号給数表のＣ欄に定める号給数以

下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該号給数とするこ

とが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでな

い。

９　前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第２１条第３項若しくは第

３５条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前２項の規定に

かかわらず、これらの規定による号給数に相当する数（評価終了日の翌日

から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定さ

れた者にあっては、管理者の定める数）に、その者の新たに職員となった

日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数（１月

未満の端数があるときは、これを１月とする。）を１２月で除した数を乗じて

得た数（１未満の端数があるときは、これを切り捨てた数）に相当する号

給数（管理者の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとし

た場合に得られる号給数を超えない範囲内で管理者が定め号給数）とする。
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１０　前３項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

１１　第７項から第９項までの規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が

属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受け

ていた号給（当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員に

あっては、当該異動後の号給）の号数を減じて得た数に相当する号給数を

超えることとなる職員の昇給の号給数は、第７項から第９項までの規定に

かかわらず、当該相当する号給数とする。

１２　一の昇給日において第１項又は第３項の規定により昇給区分をＡ又はＢ

に決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員、第６項の管理者の

定める割合等を考慮して管理者の定める号給数を超えてはならない。

第２８条　削除

　（研修、表彰等による昇給）

第２９条　勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合に

は、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第５条第

４項の規定による昇給をさせることができる。

�　研修に参加し、その成績が特に良好な場合　成績が認定された日から

同日の属する月の翌月の初日までの日

�　業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があっ

たことにより表彰又は顕彰を受けた場合　表彰又は顕彰を受けた日から

同日の属する月の翌月の初日までの日

�　職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた

ことにより退職する場合　退職の日

　（特別の場合の昇給）

第３０条　勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのため

に危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要がある

と認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める

日に、条例第５条第４項の規定による昇給をさせることができる。

　（最高号給を受ける職員についての適用除外）

第３１条　この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用し

ない。
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　　　第７章の２　降号

第３１条の２　新潟県市町村総合事務組合職員の降給に関する条例（平成２９年

条例第２号）第４条の規定により職員を降号させる場合におけるその者の

号給は、降号した日の前日に受けていた号給より２号給下位の号給（当該

受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給で

ある場合にあっては、当該最低の号給）とする。

第３２条から第３４条まで　削除

　　　第８章　特別の場合における号給の決定

　（上位資格の取得等の場合の号給の決定）

第３５条　職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上

位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合（第２１条第３項の

規定の適用を受ける場合を除く。）又はこれに準ずる場合に該当するとき

は、その者の号給を上位の号給に決定することができる。

　（復職時等における号給の調整）

第３６条　休職にされ、若しくは法第５５条の２第１項ただし書に規定する許可

（以下この条において「専従許可」という。）を受けた職員が復職し、又は

休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合にお

いて、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専

従許可の有効期間又は休暇の期間（以下「休職等の期間」という。）を別表

第８に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を

引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至っ

た日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に管理者の定める

ところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができ

る。

　（給料の訂正）

第３７条　管理者は、職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正する場合に

おいては、その訂正を将来に向かって行うことができる。
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　　　第９章　雑則

　（この規則により難い場合の措置）

第３８条　特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこ

の規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別

に管理者の定めるところにより、又はあらかじめ管理者の承認を得て別段

の取扱いをすることができる。

　　　附　則

　この規則は、平成１６年３月１日から施行する。

　　　附　則（平成１６年４月１日規則第４０号）

　この規則は、平成１６年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成１７年９月１日規則第１３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成１８年３月３１日規則第１６号）

　（施行期日）

１　この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

　（改正条例附則第２条適用職員の在級年数等に関する経過措置）

２　新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例（平成１８年条例第５号）附則第２条の規定によりその者の平成１８年４月

１日（以下「切替日」という。）における職務の級を定められた職員（次項

において「改正条例附則第２条適用職員」という。）のうち、次の各号に掲

げる職員に対するこの規則による改正後の新潟県市町村総合事務組合職員

の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（以下「新規則」という。）別

表第１の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、そ

の者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

�　切替日の前日においてその者が属していた職務の級（以下この項にお

いて「旧級」という。）が行政職給料表の２級又は５級であった職員　旧

級及び旧級の１級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職して

いた期間

�　前号に掲げる職員以外の職員　旧級に切替日の前日まで引き続き在職

していた期間
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３　改正条例附則第２条適用職員に係る切替日以後の職務の級の１級上位の

職務の級への昇格（切替日から平成１９年３月３１日までの間における新規則

第１８条の規定によるものに限る。）については、同条第３項中「現に属する

職務の級に１年以上」とあるのは、「平成１８年３月３１日においてその者が属

していた職務の級（以下この項において「旧級」という。）が、行政職給料

表の２級又は５級（以下この項において「特定の職務の級」という。）で

あった職員にあっては旧級及び旧級の１級下位の職務の級並びに新潟県市

町村総合事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成１８

年条例第５号）附則第２条の規定により定められた職務の級（以下この項

において「新級」という。）に通算１年以上、旧級が同条例附則別表第１の

旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職

員にあっては旧級及び新級に通算１年以上」とする。

　（切替日における昇格又は降格の特例）

４　切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないも

のとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に

受けていたものとみなして新規則第２１条又は第２２条の規定を適用する。

　（初任給に関する経過措置）

５　平成１９年１月１日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定につい

て新規則第１２条から第１４条までの規定の適用を受けることとなる者のう

ち、新たに職員となった日（以下この項において「採用日」という。）か

ら、これらの規定による号給（以下この項において「特定号給」という。）

の号数から新規則第１０条第１項の規定による号給（新規則第１２条第１項の

規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされ

ている号給を除く。）の号数を減じた数を４（新たに職員となった者が特定

職員（行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が５級以上である

職員をいう。以下同じ。）であるときは、３）で除して得た数の年数（１未

満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整

年数」という。）を遡った日が平成２２年１月１日前となるものの採用日にお

ける号給は、新規則第１２条から第１４条までの規定にかかわらず、採用日か

ら調整年数を遡った日（平成２２年１月１日以後に新たに職員となった者で
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採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の１１月１日（特定職員に

あっては、同年の１０月１日）以後である場合にあっては、同年の翌年の１

月１日）の翌日から採用日までの間における新規則第２５条第１項に規定す

る昇給日（次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又

は日におけるものに限る。）の数に相当する号数を特定号給の号数から減じ

て得た号数の号給とする。

�　次号から第４号までに掲げる職員以外の職員　平成１９年１月１日から

平成２２年１月１日まで

�　平成２３年４月１日以後に新たに職員となった者（次号及び第４号に掲

げる職員を除く。）　平成１９年１月１日から平成２１年１月１日まで

�　平成２４年４月１日以後に新たに職員となり、同日において４４歳に満た

ない者（次号に掲げる者を除く。）　平成１９年１月１日から平成２０年１月

１日まで

�　平成２５年４月１日以後に新たに職員となり、同日において４５歳に満た

ない者　平成１９年１月１日

　（平成１９年１月１日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例）

６　平成１９年１月１日までの間における新規則第２７条第１項、第３項第１号

及び第６項の規定の適用については、同条第１項中「定める号給数」とあ

るのは「定める号給数に相当する数から１を減じて得た数に相当する号給

数」と、「Ｅ」とあるのは「Ｄ又はＥ（条例第５条第６項の規定の適用を受

ける特定職員にあっては、Ｃ、Ｄ又はＥ）」と、同条第３項第１号中「昇給

日前１年間」とあるのは「平成１８年４月１日から同年１２月３１日までの期間」

と、同条第６項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同

日後に第２１条第３項若しくは第３５条の規定により号給を決定された特定職

員」とあるのは「平成１９年１月１日における特定職員」と、「その者の新た

に職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成１８年４月１

日（同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第２１条第３項若し

くは第３５条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職

員となった日又は号給を決定された日）」とする。
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　（平成１９年１月２日から平成２２年１月１日までの間における昇給の号給数

の特例）

７　平成１９年１月２日から平成２２年１月１日までの間における新規則第２７条

第５項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定

める号給数に相当する数から１を減じて得た数に相当する号給数（当該号

給数が負となるときは、零）」とする。

　（平成１９年１月１日における一般職員の昇給の号給数等）

８　平成１９年１月１日において、特定職員（新規則第２７条第１項に規定する

特定職員をいう。）以外の職員（以下「一般職員」という。）を新潟県市町

村総合事務組合職員の給与に関する条例（平成１６年条例第１３号。以下「条

例」という。）第５条第４項の規定による昇給（新規則第２９条又は第３０条に

定めるところにより行うものを除く。）をさせる場合の号給数は、次項に規

定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数（同項において

「基準号給数」という。）に相当する数から１を減じて得た数に、切替日

（切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に新規則第２１条第

３項若しくは第３５条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、

新たに職員となった日又は号給を決定された日）から平成１８年１２月３１日ま

での期間の月数（１月未満の端数があるときは、これを１月とする。）を１２

月で除した数を乗じて得た数（１未満の端数があるときは、これを切り捨

てた数）に相当する号給数（管理者の定める一般職員にあっては、管理者

の定める号給数）とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇

給しない。

�　この項の規定による号給数が零となる一般職員

�　条例第５条第６項の規定の適用を受ける一般職員で次項第２号又は第

３号に掲げる一般職員に該当するもの

�　次項第３号に掲げる一般職員（条例第５条第６項の規定の適用を受け

るものを除く。）で管理者が昇給させることが相当でないと認めるもの

９　一般職員の基準号給数は、新規則第２６条に規定する勤務成績の証明に基

づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに

応じ、当該各号に定める号給数とする。
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�　勤務成績が特に良好である一般職員　８号給以上（条例第５条第６項

の規定の適用を受ける一般職員にあっては、４号給以上）

　�　勤務成績が良好である一般職員　４号給

　�　勤務成績が良好であると認められない一般職員　３号給以下

１０　管理者の定める事由以外の事由によって切替日から平成１８年１２月３１日ま

での期間（当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあって

は、新たに職員となった日から同月３１日までの期間）の６分の１に相当す

る期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他管理者の定める

一般職員については、前項第３号に掲げる一般職員に該当するものとみな

して、前２項の規定を適用する。

１１　第８項の規定による昇給の号給数が、平成１９年１月１日にその者が属す

る職務の給の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給

（同月１日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、

当該異動後の号給）の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えること

となる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当す

る号給数とする。

１２　第９項第１号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員

の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して管理者の定める号

給数を超えてはならない。

　　　附　則（平成１９年３月３０日規則第１５号）

　（施行期日）

１　この規則は、平成１９年４月１日から施行する。

　（新潟県市町村総合事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する

規則の一部を改正する規則の一部改正）

２　新潟県市町村総合事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する

規則の一部を改正する規則（平成１８年規則第１６号）の一部を次のように改

正する。

　　附則第５項中「新規則第２７条第１項に規定する特定職員」を「特定職員

（行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が５級以上である職員

をいう。以下同じ。）」に、「１０月１日（新規則第２７条第１項に規定する」を
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「１１月１日（」に、「８月１日」を「１０月１日」に改める。

　　附則第７項の見出し中「特定職員の」を削り、同項中「第２７条第１項」

を「第２７条第５項」に、「号給数」と、「Ｅ」とあるのは、「Ｅ（条例第５条

第６項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、Ｄ又はＥ）」を「号給数

（当該号給数が負となるときは、零）」に改める。

　　　附　則（平成２０年４月１日規則第３号）

　この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第６の規定は、平成１９年

４月１日から適用する。

　　　附　則（平成２０年１２月１日規則第２１号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２４年３月３０日規則第２号）

　この規則は、平成２４年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２５年４月１日規則第５号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２６年４月１日規則第２号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２７年４月１日規則第５号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２８年１２月１６日規則第１１号）

　（施行期日等）

１　この規則は、公布の日から施行し、改正後の新潟県市町村総合事務組合

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（次項において「改正後

の規則」という。）の規定は、平成２８年４月１日から適用する。

　（経過措置）

２　平成２８年４月１日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新

たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等におけ

る号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のう

ち、改正後の規則の規定による号給が改正前の新潟県市町村総合事務組合

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（以下この項において

「改正前の規則」という。）。規定による号給に達しない職員の、当該適用又

―　１７０　―

新潟県市町村総合事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

不要Title:03-6-1●149-.ec8 Page:170  Date: 2019/12/06 Fri 11:06:22 



新潟県市町村総合事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、

改正前の規則の規定による号給とするものとする。

３　この規則の施行の日から平成２９年３月３１日までの間において、新たに給

料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等におけ

る号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員（個別

に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。）のう

ち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職

員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によ

ることができる。

　　　附　則（平成２９年２月１６日規則第１号）

　（施行期日等）

１　この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成２９年４月

１日から施行する。

２　第１条の規定による改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の初任給、

昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成２９年１月１日から適用す

る。

　（平成３１年３月３１日までにおける昇格に関する経過措置）

３　職員の昇格については、この規則の施行の日から起算して２年間は、改

正後の新潟県市町村総合事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関

する規則（次項において「改正後の規則」という。）第１８条第２項第３号イ

の規定は、適用しない。

　（平成３０年１月１日に行われる昇給に関する経過措置）

４　平成３０年１月１日に行われる新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関

する条例（平成１６年条例第１３号）第５条第４項の規定による昇給について

は、改正後の規則第２５条中「日は、昇給日前１年間における３月３１日（以

下「評価終了日」という。）」とあるのは、「期間は、平成２９年１月１日から

同年３月３１日までの期間」とする。

５　前項に規定する昇給に関する勤務成績の証明並びに昇給区分及び昇給の

号給数については、なお従前の例による。この場合において、第２条の規

定による改正前の新潟県市町村総合事務組合職員の初任給、昇格、昇給等
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の基準に関する規則第２７条第１項中「前条に規定する」とあるのは「新潟

県市町村総合事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の

一部を改正する規則（平成２９年規則第１号）附則第４項の規定によりなお

従前の例によるものとされた」と、同条第２項第１号中「昇給日前１年間」

とあるのは「平成２９年１月１日から同年３月３１日までの期間」と、「昇給日

の前日」とあるのは「平成２９年３月３１日」とする。

　（雑則）

６　附則第２項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必

要な事項は、管理者が定める。

　　　附　則（令和元年５月７日規則第１号）

　この規則は、公布の日から施行し、改正後の新潟県市町村総合事務組合職

員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成３１年４月１日

から適用する。
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別表第１　行政職給料表級別資格基準表（第４条関係）
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職　　務　　の　　級学　歴

免許等
試　験

６級５級４級３級２級１級

別に定
める

別に定
める

４４３
大学卒上級

正
規
の
試
験

１１７３０

別に定
める

別に定
める

４４５.５
短大卒中級

１４１０６０

別に定
める

別に定
める

４４８
高校卒初級

１６１２８０

別に定
める

別に定
める

４４９
中学卒その他

２０１６１２３
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別表第２　学歴免許等資格区分表（第５条関係）
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学　歴　免　許　等　の　資　格
学歴免許等の区分

学 歴 区 分基準学歴区分
�　学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学院博

士課程の修了
�　上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

一　博士課程
修了

１　大　学　卒

�　学校教育法による大学院修士課程の修了
�　上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

二　修士課程
修了

�　学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了
�　上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

三　専門職学
位課程修了

�　学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する
学科（同法第８５条ただし書に規定する学部以外の教育
研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組
織を含む。以下同じ。）又は薬学若しくは獣医学に関す
る学科（修業年限６年のものに限る。）の卒業

�　上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

四　大学６卒

�　学校教育法による４年制の大学の専攻科の卒業
�　上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

五　大学専攻
科卒

�　学校教育法による４年制大学の卒業
�　気象大学校大学部（修業年限４年のものに限る。）の卒業
�　海上保安大学校本科の卒業
�　上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

六　大学４卒

�　学校教育法による３年制の短期大学の卒業又は専門
職大学の修業年限３年の前期課程の修了

�　学校教育法による２年制の短期大学の専攻科の卒業
�　学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業
�　上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

一　短大３卒２　短　大　卒

�　学校教育法による２年制の短期大学の卒業又は専門
職大学の修業年限２年の前期課程の修了

�　学校教育法による高等専門学校の卒業
�　学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別

支援学校の専攻科（２年制の短期大学と同程度とみな
される修業年限２年以上のものに限る。）の卒業

�　航空保安大学校本科の卒業
�　海上保安学校本科の修業年限２年の課程の卒業
�　上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

二　短大２卒

�　海上保安学校本科の修業年限１年の課程の卒業
�　上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

三　短大１卒

�　学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別
支援学校の専攻科の卒業

�　上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

一　高校専攻
科卒

３　高　校　卒

�　学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別
支援学校（同法第７６条第２項に規定する高等部に限
る。）の卒業

�　上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

二　高校３卒

�　保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看
護師養成所の卒業

�　上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

三　高校２卒

�　学校教育法による中学校若しくは特別支援学校（同
法第７６条第１項に規定する中学部に限る。）の卒業又は
中等教育学校の前期課程の修了

�　上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

中　　学　　卒４　中　学　卒

備考
　　この表の「特別支援学校」には平成１８年法律第８０号による改正前の学校教育法によ

る盲学校、 聾 学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成１３年法律第１５３号による改
ろう

正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法によ
る准看護婦養成所を含むものとする。
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別表第３　経験年数換算表（第６条関係）

 

―　１７５　―

換　　算　　率経　　　　　　　　　歴

 以下１００
１００職員の職務とその種類が類

似する職務に従事した期間
国家公務員、地方公務
員又は旧公共企業体、
政府関係機関若しくは
外国政府の職員として
の在職期間

 以下（他の職員
との均衡を著しく失
する場合は、 以
下）

　８０　
１００

１００
１００

その他の期間

 以下１００
１００職員としての職務にその経

験が直接役立つと認められ
る職務に従事した期間

民間における企業体、
団体等の職員としての
在職期間

 以下　８０　
１００その他の期間

 以下１００
１００学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

（正規の修学年数内の期間に限る。）

 以下１００
１００教育、医療に関する職務等

特殊の知識、技術又は経験
を必要とする職務に従事し
た期間で、その職務につい
ての経験が職員としての職
務に直接役立つと認められ
るもの

そ の 他 の 期 間

 以下（他の職員
との均衡を著しく失
する場合は、 以
下）

　５０　
１００

　８０　
１００

技能、労務等の職務に従事
した期間で、その職務につ
いての経験が職員としての
職務に役立つと認められる
もの

 以下（他の職員
との均衡を著しく失
する場合は、 以
下）

　２５　
１００

　５０　
１００

その他の期間
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備　考

１　経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事

した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認め

られるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務につ

いての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこ

の表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を 以下（他の

職員との均衡を著しく失する場合は 以下）とする。

２　経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適

用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で管

理者が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換

算率欄の率を管理者が別に定める。

 

　８０　
１００

１００
１００

―　１７６　―

新潟県市町村総合事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
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新潟県市町村総合事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

　別表第４　修学年数調整表（第７条関係）

備　考

１　学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞ

れ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

２　この表に定める年数（修学年数欄の年数を除く。）は、学歴区分欄の学歴

免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴

免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数（以下「調整年数」とい

う。）を示す。この場合において「＋」の年数は加える年数を、「－」の年

数は減ずる年数を示す。

３　級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄

の学歴免許等の区分と同じ区分（その区分に属する学歴免許等の資格を含

む。）が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に

―　１７６―１　―

基　準　学　歴　区　分

修学年数学　歴　区　分 中学卒
（９年）

高校卒
（１２年）

短大卒
（１４年）

大学卒
（１６年）

＋１２年＋９年＋７年＋５年２１　年博 士 課 程 修 了

＋９年＋６年＋４年＋２年１８　年修 士 課 程 修 了

＋９年＋６年＋４年＋２年１８　年専門職学位課程修了

＋９年＋６年＋４年＋２年１８　年大 学 ６ 卒

＋８年＋５年＋３年＋１年１７　年大 学 専 攻 科 卒

＋７年＋４年＋２年１６　年大 学 ４ 卒

＋６年＋３年＋１年－１年１５　年短 大 ３ 卒

＋５年＋２年－２年１４　年短 大 ２ 卒

＋４年＋１年－１年－３年１３　年短 大 １ 卒

＋４年＋１年－１年－３年１３　年高 校 専 攻 科 卒

＋３年－２年－４年１２　年高 校 ３ 卒

＋２年－１年－３年－５年１１　年高 校 ２ 卒

－３年－５年－７年９　年中 学 卒
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対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区

分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免

許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等

欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正とな

るときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数

は減ずる年数とする。

４　学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修

了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」

の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ１年を加えた

年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

 

―　１７６―２　―

新潟県市町村総合事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
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新潟県市町村総合事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

　別表第５　行政職給料表初任給基準表（第１０条関係）

 

―　１７６―３　―

初　任　給学歴免許等試験又は職種

１級２５号給上　　級正
規
の
試
験

１級１５号給中　　級

１級５号給初　　級

１級１号給高　校　卒そ　　の　　他

昇　格　後　の　号　給昇格した日の
前日に受けて
いた号給　　 ６級５級４級３級２級

１１１１１１
１１１１１２
１１１１１３
１１１１１４
１１１１１５
１１１１１６
１１１１１７
１１１１１８
１１１１１９
２２１１１１０
３３１１１１１
４４１１１１２
５５１１１１３
６６１１１１４
７７１１１１５
８８１１１１６
９９１１１１７
１０１０２２１１８
１１１１３３１１９
１２１２４４１２０
１３１３５５１２１
１４１４６６１２２
１５１５７７１２３
１６１６８８１２４

別表第６　行政職給料表昇格時号給対応表（第２１条関係）
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―　１７６―４　―

新潟県市町村総合事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昇　格　後　の　号　給昇格した日の
前日に受けて
いた号給　　 ６級５級４級３級２級

１７１７９９１２５
１８１８１０１０１２６
１９１９１１１１１２７
２０２０１２１２１２８
２１２１１３１３１２９
２２２２１４１４１３０
２３２３１５１５１３１
２４２４１６１６１３２
２５２５１７１７１３３
２６２６１８１８２３４
２７２７１９１９３３５
２８２８２０２０４３６
２９２９２１２１５３７
３０３０２２２２６３８
３１３１２３２３７３９
３２３２２４２４８４０
３３３３２５２５９４１
３４３４２６２６１０４２
３５３５２７２７１１４３
３６３６２８２８１２４４
３７３７２９２９１３４５
３８３８３０３０１４４６
３９３９３１３１１５４７
４０４０３２３２１６４８
４１４１３３３３１７４９
４１４２３４３４１８５０
４２４３３５３５１９５１
４２４４３６３６２０５２
４３４５３７３７２１５３
４３４６３８３８２２５４
４４４７３９３９２３５５
４４４８４０４０２４５６
４５４９４１４１２５５７
４５５０４２４１２５５８
４６５１４３４２２６５９
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―　１７６―５　―

昇　格　後　の　号　給昇格した日の
前日に受けて
いた号給　　 ６級５級４級３級２級

４６５２４４４２２６６０
４７５３４５４３２７６１
４７５４４５４３２７６２
４８５５４５４４２８６３
４８５６４６４４２８６４
４９５７４６４５２９６５
４９５８４６４５２９６６
５０５９４７４６３０６７
５０６０４７４６３０６８
５０６１４７４７３１６９
５０６２４８４７３１７０
５０６３４８４８３２７１
５０６４４８４８３２７２
５０６５４９４９３３７３
５０６６４９４９３３７４
５０６７４９４９３４７５
５０６８５０４９３４７６
５１６８５０５０３５７７
５１６８５０５０３５７８
５１６８５１５０３６７９
５１６８５１５０３６８０
５１６９５１５１３７８１
５１６９５２５１３７８２
５１６９５２５１３８８３
５１６９５２５１３８８４
５１６９５３５２３９８５
５１７０５３５２３９８６
５１７０５３５２４０８７
５１７０５３５２４０８８
５２７１５４５３４１８９
５２７２５４５３４１９０
５２７３５４５３４２９１
５２７４５４５３４２９２
５３７５５５５３４３９３

５５５４９４
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―　１７６―６　―

新潟県市町村総合事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昇　格　後　の　号　給昇格した日の
前日に受けて
いた号給　　 ６級５級４級３級２級

５５５４９５
５５５４９６
５５５４９７
５６５４９８
５６５５９９
５６５５１００
５６５５１０１
５６５５１０２
５７５５１０３
５７５６１０４
５７５６１０５
５７５６１０６
５７５６１０７
５８５６１０８
５８５６１０９
５８５７１１０
５８５７１１１
５８５７１１２
５９５７１１３

５７１１４
５７１１５
５８１１６
５８１１７
５８１１８
５８１１９
５８１２０
５８１２１
５９１２２
５９１２３
５９１２４
５９１２５
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　別表第６の２　行政職給料表降格時号給対応表（第２２条の２関係）

 

―　１７６―７　―

降　格　後　の　号　給降格した日の
前日に受けて
いた号給　　 ５級４級３級２級１級

９９１７１７３３１
１０１０１８１８３３２
１１１１１９１９３３３
１２１２２０２０３４４
１３１３２１２１３５５
１４１４２２２２３６６
１５５１２３２３３７７
１６１６２４２４３９８
１７１７２５２５４０９
１８１８２６２６４２１０
１９１９２７２７４３１１
２０２０２８２８４４１２
２１２１２９２９４５１３
２２２２３０３０４６１４
２３２３３１３１４７１５
２４２４３２３２４８１６
２５２５３３３３４９１７
２６２６３４３４５０１８
２７２７３５３５５１１９
２８２８３６３６５２２０
２９２９３７３７５３２１
３０３０３８３８５４２２
３１３１３９３９５５２３
３２３２４０４０５６２４
３３３３４１４１５８２５
３４３４４２４２６０２６
３５３５４３４３６２２７
３６３６４４４４６４２８
３７３７４５４５６６２９
３８３８４６４６６８３０
３９３９４７４７７０３１
４０４０４８４８７２３２
４１４１４９４９７４３３
４２４２５１５０７６３４
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―　１７６―８　―

新潟県市町村総合事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

降　格　後　の　号　給降格した日の
前日に受けて
いた号給　　 ５級４級３級２級１級

４３４３５１５１７８３５
４４４４５２５２８０３６
４５４５５３５３８１３７
４６４６５４５４８２３８
４７４７５５５５８３３９
４８４８５６５６８４４０
５０４９５７５８８６４１
５２５０５８６０８８４２
５４５１５９６２９０４３
５６５２６０６４９２４４
５８５３６３６６９３４５
６０５４６６６８９３４６
６２５５６９７０９３４７
６４５６７２７２９３４８
６６５７７５７６９３４９
７６５８７８８０９３５０
８８５９８１８４９３５１
９２６０８４８８９３５２
９３６１８８９３９３５３
９３６２９２９８９３５４
９３６３９７１０３９３５５
９３６４１０２１０９９３５６
９３６５１０７１１５９３５７
９３６６１１２１２１９３５８
９３６７１１３１２５９３５９
９３６８１１３１２５９３６０
９３６９１１３１２５９３６１
９３７０１１３１２５９３６２
９３７１１１３１２５９３６３
９３７２１１３１２５９３６４
９３７３１１３１２５９３６５
９３７４１１３１２５９３６６
９３７５１１３１２５９３６７
９３８０１１３１２５９３６８
９３８５１１３１２５９３６９
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新潟県市町村総合事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

 

―　１７６―９　―

降　格　後　の　号　給降格した日の
前日に受けて
いた号給　　 ５級４級３級２級１級

９３８８１１３１２５９３７０
９３８９１１３１２５９３７１
９３９０１１３１２５９３７２
９３９１１１３１２５９３７３
９３９２１１３１２５９３７４
９３９３１１３１２５９３７５
９３９３１１３１２５９３７６
９３９３１１３１２５９３７７
９３９３１１３１２５９３７８
９３９３１１３１２５９３７９
９３９３１１３１２５９３８０
９３９３１１３１２５９３８１
９３９３１１３１２５９３８２
９３９３１１３１２５９３８３
９３９３１１３１２５９３８４
９３９３１１３１２５９３８５

９３１１３１２５９３８６
９３１１３１２５９３８７
９３１１３１２５９３８８
９３１１３１２５９３８９
９３１１３１２５９３９０
９３１１３１２５９３９１
９３１１３１２５９３９２
９３１１３１２５９３９３

１２５９３９４
１２５９３９５
１２５９３９６
１２５９３９７
１２５９３９８
１２５９３９９
１２５９３１００
１２５９３１０１
１２５９３１０２
１２５９３１０３
１２５９３１０４
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―　１７６―１０　―

新潟県市町村総合事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

降　格　後　の　号　給降格した日の
前日に受けて
いた号給　　 ５級４級３級２級１級

１２５９３１０５
１２５９３１０６
１２５９３１０７
１２５９３１０８
１２５９３１０９
１２５９３１１０
１２５９３１１１
１２５９３１１２
１２５９３１１３

９３１１４
９３１１５
９３１１６
９３１１７
９３１１８
９３１１９
９３１２０
９３１２１
９３１２２
９３１２３
９３１２４
９３１２５
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新潟県市町村総合事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

別表第７　昇給号給数表（第１３条、第２７条関係）

備　考

この表に定める上段の号給数は条例第５条第６項の規定の適用を受ける

職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用

する。

別表第８　休職期間等換算表（第３６条関係）

―　１７６―１１　―

ＥＤＣＢＡ昇給区分

０２

４（行政職給
料表の適用を
受ける職員で
その職務の級
が５級以上で
あるものにあっ
ては、３）

６８以上昇給の
号給数

０００１２以上

換　算　率休　職　等　の　期　間

　　３
　　３ 

以下

　条例第２８条第１項の休職及び新潟県市町村総合
事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則

（平成１６年規則第８号。以下「勤務時間規則」とい
う。）第１５条第１項第１号に定める休暇の期間

　　２
　　３ 

以下　専従許可を受けた期間

　　１
　　２ 

以下
　条例第２８条第２項の休職及び勤務時間条例第１４
条に定める休暇（結核性疾患によるものに限る。）
の期間

　　１
　　３ 

以下

　条例第２８条第３項の休職及び勤務時間条例第１４
条に定める休暇（勤務時間規則第１５条第１項ただ
し書に規定する公務上傷病等によるもの及び結核
性疾患によるものを除く。）の期間

　　３
　　３ 

以下
　条例第２８条第４項に定める休職の期間（無罪判
決を受けた場合の期間に限る。）
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平成１８年改正条例附則第７条の規定による
給料に関する規則　　　　　　　　　　　

　最終改正　平成２２年１１月３０日規則第２０号

　（趣旨）

第１条　この規則は、平成１８年改正条例附則第７条の規定による給料に関し

必要な事項を定めるものとする。

　（定義）

第２条　この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。

茨　平成１８年改正条例　新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例（平成１８年条例第５号）をいう。

芋　改正前の初任給等規則　新潟県市町村総合事務組合職員の初任給、昇

格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則（平成１８年規則第

１６号）による改正前の新潟県市町村総合事務組合職員の初任給、昇格、昇

給等の基準に関する規則（平成１６年規則第１０号。以下「初任給等規則」

という。）をいう。

鰯　切替日　平成１８年４月１日をいう。

允　初任給基準異動　給料表の適用を異にしない初任給等規則別表第５に

定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務

への異動をいう。

印　基準級　切替日の前日においてその者が属していた職務の級（平成１８

年改正条例附則第２条の規定により切替日における職務の級を定められ

た職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級

に対応する平成１８年改正条例附則別表第１の新級欄に掲げる職務の級）

をいう。

咽　降格　職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをい

う。 

―　１７６―１３　―

平成１８年３月３１日
規 則 第 １９ 号
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員　休職等期間

ア　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２８条

第２項の規定により休職にされていた期間

イ　法第５５条の２第１項ただし書に規定する許可を受けていた期間

ウ　外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処

遇等に関する法律（昭和６２年法律第７８号）第２条第１項の規定により

派遣されていた期間

エ　地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下

「育児休業法」という。）第２条の規定により育児休業をしていた期間

オ　新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

（平成１６年条例第１１号。以下「勤務時間条例」という。）第１４条に規定

する療養休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

因　復職時調整　初任給等規則第３６条又は新潟県市町村総合事務組合職員

の育児休業等に関する条例（平成１６年条例第４３号。以下「育児休業条例」

という。）第８条の規定による号給の調整をいう。

姻　人事交流等職員　切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務

員、地方公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他管理者の定

めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに

給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

　（平成１８年改正条例附則第７条第１項の規則で定める職員）

第３条　平成１８年改正条例附則第７条第１項の規則で定める職員は、次に掲

げる職員とする。

茨　切替日以降に初任給基準異動をした職員

芋　切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

鰯　切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等

期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

允　切替日以降に育児休業法第１０条第１項に規定する育児短時間勤務（次

条第１項第３号において「育児短時間勤務」という。）を始めた職員

印　切替日以降に管理者の承認を得てその号給を決定された職員（管理者

の定めるこれに準ずる職員を含む。）

―　１７６―１４　―

平成１８年改正条例附則第７条の規定による給料に関する規則
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平成１８年改正条例附則第７条の規定による給料に関する規則

咽　切替日以降に平成１８年改正条例附則第７条の規定による給料を支給さ

れる職員でなくなった職員

　（平成１８年改正条例附則第７条第２項の規定による給料の支給）

第４条　切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替

日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員（当該各号の

２以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員（管理者の定めるこ

れに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。）を除く。）で

あって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定め

る額に達しないこととなるもの（前条第６号に掲げる職員を除く。）には、

その差額に相当する額を、平成１８年改正条例附則第７条第２項の規定によ

る給料として支給する。

茨　基準級より下位の職務の級に降格をした場合（第４号に掲げる場合を

除く。）　切替日の前日において当該降格後の職務の級（当該職務の級が

平成１８年改正条例附則別表第１の新級欄に掲げられているものである場

合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の

級）に降格をしたものとした場合（切替日以降に基準級より下位の職務

の級への降格を２回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの

降格を順次したものとした場合）に、改正前の初任給等規則第２２条の規

定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額（新

潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条

例（平成２１年条例第１０号）の施行の日（以下この項及び次条第１項にお

いて「基準日」という。）において同条例附則第２項第１号に規定する減

額改定対象職員（以下この項及び次条第１項において「減額改定対象職

員」という。）である者にあっては当該給料月額に相当する額に１００分の

９９.５９を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員

である者にあっては当該給料月額に相当する額に１００分の９９.８３を乗じて

得た額とし、それらの額（適用される給料表並びにその職務の級及び号

給がそれぞれ平成１８年改正条例附則第７条で定める表の給料表欄、職務

の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当該

額に１００分の９８.８２を乗じて得た額）に１円未満の端数があるときは、そ

―　１７６―１５　―
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の端数を切り捨てた額とする。）

芋　切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場

合（第４号に掲げる場合を除く。）　切替日の前日に復職時調整をされた

ものとした場合に改正前の初任給等規則第３６条又は平成１８年改正条例附

則第１１条の規定による改正前の育児休業条例第８条の規定の例により同

日において受けることとなる給料月額に相当する額（基準日において減

額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に１００分

の９９.５９を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職

員である者にあっては当該給料月額に相当する額に１００分の９９.８３を乗じ

て得た額とし、それらの額（適用される給料表並びにその職務の級及び

号給がそれぞれ平成１８年改正条例附則第７条で定める表の給料表欄、職

務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当

該額に１００分の９８.８２を乗じて得た額）に１円未満の端数があるときは、そ

の端数を切り捨てた額とする。）

鰯　育児短時間勤務を始めた場合　次に掲げる職員の区分に応じ、次に定

める額

ア　育児短時間勤務又は育児休業法第１７条の規定により短時間勤務をし

ている職員　切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相

当する額（基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当

該給料月額に相当する額に１００分の９９.５９を乗じて得た額、これらの者

以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に１００分の９９.８３を乗じ

て得た額）に、勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたそ

の者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗

じて得た額（適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞ

れ平成１８年改正条例附則第７条で定める給料表欄、職務の級欄及び号

給欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当該額に１００分

の９８.８２を乗じて得た額）とし、その額に１円未満の端数があるときは、

その端数を切り捨てた額とする。）

イ　アに掲げる職員以外の職員　切替日の前日においてその者が受けて

いた給料月額に相当する額（基準日において減額改定対象職員である

―　１７６―１６　―

平成１８年改正条例附則第７条の規定による給料に関する規則
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平成１８年改正条例附則第７条の規定による給料に関する規則

者にあっては当該給料月額に相当する額に１００分の９９.５９を乗じて得た

額とし、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に

１００分の９９.８３を乗じて得た額とし、それらの額（適用される給料表並

びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成１８年改正条例附則第７条で

定める表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの

以外の職員にあっては、当該額に１００分の９８.８２を乗じて得た額）に１円

未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。）

允　管理者の承認を得てその号給を決定された場合又は管理者の定めるこ

れに準ずる場合　管理者の定める額

２　切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員

であって、その者の受ける給料月額が管理者の定める額に達しないことと

なるものには、その差額に相当する額を、平成１８年改正条例附則第７条第

２項の規定による給料として支給する。

　（平成１８年改正条例附則第７条第３項の規定による給料の支給）

第５条　人事交流等職員（当該人事交流等職員となった日以降に前条第１項

各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。）であって、その者

の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったもの

とした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額（管理

者の定める職員にあっては管理者の定める額とし、当該職員以外の職員の

うち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に

人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となっ

たものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となること

となるものにあっては当該給料月額に相当する額に１００分の９９.５９を乗じて

得た額とし、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に

１００分の９９.８３を乗じて得た額とし、それらの額（適用される給料表並びに

その職務の級及び号給がそれぞれ平成１８年改正条例附則第７条で定める表

の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員に

あっては、当該額に１００分の９８.８２を乗じて得た額）に１円未満の端数がある

ときは、その端数を切り捨てた額とする。）に達しないこととなるもの（第

３条第６号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったもの

―　１７６―１７　―
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とした場合に同号に該当することとなる職員を除く。）には、その差額に相

当する額を、平成１８年改正条例附則第７条第３項の規定による給料として

支給する。

２　人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第

１項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が

切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受

けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されるこ

ととなる平成１８年改正条例附則第７条第２項の規定による給料の額に相当

する額を、同条第３項の規定による給料として支給する。

　（端数計算）

第６条　平成１８年改正条例附則第７条の規定による給料の額に１円未満の端

数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

　（この規則により難い場合の措置）

第７条　平成１８年改正条例附則第７条の規定による給料の支給について、こ

の規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められ

るときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ管理者の承認を得

て、別段の取扱いをすることができる。

　　　附　則

　この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２０年１２月１日規則第２５号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２１年１１月３０日規則第１０号）

　この規則は、平成２１年１２月１日から施行する。

　　　附　則（平成２２年１１月３０日規則第２０号）

　この規則は、平成２２年１２月１日から施行する。

―　１７６―１８　―

平成１８年改正条例附則第７条の規定による給料に関する規則
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平成２３年４月１日における号給の調整に
関する規則　　　　　　　　　　　　　

　

　（調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員）

第１条　新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例（平成２２年条例第１４号。次条において「改正条例」という。）附則

第４項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員は、次に

掲げる職員とする。

茨　平成２２年１月１日（以下「調整対象昇給日」という。）における新潟県

市町村総合事務組合職員の給与に関する条例（平成１６年条例第１３号。以

下「給与条例」という。）第５条第４項の規定による昇給後の号給が、そ

の職員の属する職務の級における最高の号給である職員

芋　調整対象昇給日において決定された昇給の号給数が新潟県市町村総合

事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（平成１６年規

則第１０号。以下「初任給規則」という。）第２７条第６項の規定による昇給

の号給数（以下この号において「期間割昇給号給数」という。）である職

員であって、当該期間割昇給号給数と、新潟県市町村総合事務組合職員

の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則（平

成１８年規則第１６号。以下「改正初任給規則」という。）附則第７項の規定

の適用がないものとした場合の当該調整対象昇給日における期間割昇給

号給数とが等しくなるもの

鰯　前各号に掲げる職員に相当するものとして管理者が定めるもの

　（調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員）

第２条　改正条例附則第４項の当該職員との権衡上必要があると認められる

ものとして規則で定める職員は、調整対象昇給日に給与条例第５条第４項

の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。

茨　調整対象昇給日から平成２３年４月１日（以下「調整日」という。）の前

日までの間に新たに職員となった者であって、改正初任給規則附則第５

―　１７６―１９　―

平成２３年４月１日
規 則 第 ９ 号
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項の規定により号給を決定された職員のうち、同項に規定する採用日か

ら同項に規定する調整年数を遡った日が平成２１年１１月１日（同項に規定

する特定職員にあっては、同年１０月１日）前となるもの

芋　調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き初任給規則第

１５条第１号、第２号及び第４号に掲げる者となった職員であって、調整

対象昇給日から調整日までの期間に当該者から人事交流等により引き続

いて職員となった者のうち管理者の定めるもの

鰯　調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第５５条の２第１項ただし書に規定する許可を受

けていた期間、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方

公務員の処遇等に関する法律（昭和６２年法律第７８号）第２条第１項の規

定により派遣されていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかっ

た期間、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）

第２条の規定により育児休業をしていた期間がある職員であって、平成

２１年１月１日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は

再び勤務するに至ったもののうち、管理者の定める職員

允　前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ

管理者の承認を得て定める職員

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。

　（改正初任給規則の一部改正）

２　改正初任給規則の一部を次のように改正する。

　　附則第５項中「平成２２年１月１日まで」の次に「（平成２３年４月１日以後

に新たに職員となった者にあっては、平成１９年１月１日から平成２１年１月

１日まで）」を加える。

―　１７６―２０　―

平成２３年４月１日における号給の調整に関する規則
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平成２４年４月１日における号給の調整に
関する規則　　　　　　　　　　　　　

　（調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員）

第１条　新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例（平成１６年条例

第１３号。以下「条例」という。）附則第６項の昇給の号給数の決定の状況を

考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

茨　平成２１年１月１日（以下「調整対象昇給日」という。）における条例第

５条第４項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級に

おける最高の号給である職員

芋　調整対象昇給日において決定された昇給の号給数が新潟県市町村総合

事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（平成１６年規

則第１０号。以下「初任給規則」という。）第２７条第６項の規定による昇給

の号給数（以下この号において「期間割昇給号給数」という。）である職

員であって、当該期間割昇給号給数と、新潟県市町村総合事務組合職員

の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則（平

成１８年規則第１６号。以下「改正初任給規則」という。）附則第７項の規定

の適用がないものとした場合の当該調整対象昇給日における期間割昇給

号給数とが等しくなるもの

鰯　前２号に掲げる職員に相当するものとして管理者が定めるもの

　（調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員）

第２条　条例附則第６項の当該職員との権衡上必要があると認められるもの

として規則で定める職員は、調整対象昇給日に条例第５条第４項の規定に

より昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。

茨　調整対象昇給日から平成２４年４月１日（以下「調整日」という。）の前

日までの間に新たに職員となった者であって、改正初任給規則附則第５

項の規定により号給を決定された職員のうち、同項に規定する採用日か

ら同項に規定する調整年数を遡った日が調整対象昇給日（平成２２年１月

―　１７６―２１　―

平成２４年３月３０日
規 則 第 ４ 号
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１日以後に新たに職員となった者にあっては、平成２０年１１月１日（同項

に規定する特定職員にあっては、同年１０月１日））前となるもの（次号に

掲げる職員を除く。）

芋　調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き初任給規則第

１５条第１号、第２号及び第４号に掲げる者となった職員であって、調整

対象昇給日から調整日までの期間に当該者から人事交流等により引き続

いて職員となった者のうち管理者の定めるもの

鰯　調整対象昇給日以前において、休職にされていた期間、地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第５５条の２第１項ただし書に規定する許可を受

けていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間又は地方

公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第２条の規定

により育児休業をしていた期間がある職員であって、平成２０年１月１日

から調整日の前日までの間に復職し、再び勤務し、又は職務に復帰する

に至ったもののうち、管理者の定める職員

允　前３号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ

管理者の承認を得て定める職員

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は、平成２４年４月１日から施行する。

　（改正初任給規則の一部改正）

２　改正初任給規則の一部を次のように改正する。

　　附則第５項中「平成２１年１月１日まで」の次に「（平成２４年４月１日以後

に新たに職員となり、同日において４４歳に満たない者にあっては、平成１９

年１月１日から平成２０年１月１日まで）」を加える。

平成２４年４月１日における号給の調整に関する規則

―　１７６―２２　―
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平成２５年４月１日における号給の調整に
関する規則　　　　　　　　　　　　　

　（平成２５年４月１日において号給の調整を行う職員）

第１条　新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例（平成２５年条例第１号。次項において「改正給与条例」という｡）

附則第２項の規則で定める年齢は５７歳とする。

２　改正給与条例附則第２項の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるも

のとして規則で定める職員は、平成２５年４月１日（以下「調整日」という｡）

において４５歳未満の平成１９年昇給等抑制職員又は平成２０年昇給等抑制職員

のいずれかに該当する職員とし、同項の調整考慮事項を考慮して特に調整

の必要があるものとして規則で定める職員は、調整日において４５歳以上の

平成１９年昇給等抑制職員又は平成２０年昇給等抑制職員のいずれかに該当す

る職員とする。

３　前項の平成１９年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

茨　平成１９年１月１日において新潟県市町村総合事務組合職員の初任給、

昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則（平成１８年規則

第１６号。以下「平成１８年改正初任給規則」という｡）附則第６項の規定に

より読み替えられた新潟県市町村総合事務組合職員の初任給、昇格、昇

給等の基準に関する規則の一部を改正する規則（平成１９年規則第１５号）

による改正前の新潟県市町村総合事務組合職員の初任給、昇格、昇給等

の基準に関する規則（平成１６年規則第１０号。以下「初任給規則」という｡）

第２７条若しくは平成１８年改正初任給規則附則第８項の規定により号給を

決定された職員又はこれらの規定により昇給しないこととなった職員で

あって、同日に受けていた号給と、同規則附則第６項中「第２７条第１項、

第３項第１号」とあるのは「第２７条第３項第１号」と、「同条第１項中

「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から１を減じて

得た数に相当する号給数」と、「Ｅ」とあるのは「Ｄ又はＥ（条例第５条

―　１７６―２３　―

平成２５年４月１日
規 則 第 ４ 号
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第６項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、Ｃ、Ｄ又はＥ）」と、

同条第３項第１号」とあるのは「同条第３項第１号」と、同規則附則第

８項中「相当する数から１を減じて得た数に、切替日」とあるのは「、

切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けるこ

ととなる号給とが異なる職員（次に掲げる職員を除く｡）

ア　平成１９年１月１日から調整日までの間に、初任給規則第２１条第３項

又は第３５条の規定により号給を決定された職員（以下「上位資格取得

等職員」という｡）

イ　平成１９年１月１日から調整日までの間に、給料表の適用を異にする

異動又は給料表の適用を異にしない初任給規則別表第５に定める初任

給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動

（以下「給料表異動等」という｡）をした職員

ウ　平成１９年１月１日から調整日までの間に、管理者の承認を得てその

号給を決定された職員又は管理者の定めるこれに準ずる職員（以下

「個別承認職員」という｡）

エ　平成１８年４月１日から同年１２月３１日までの間において、休職にされ

ていた期間、法第５５条の２第１項ただし書に規定する許可を受けてい

た期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間又は育児休業

法第２条の規定により育児休業をしていた期間がある職員のうち管理

者の定めるもの

オ　アからエまでに掲げる職員に相当するものとして管理者が定めるも

の

芋　平成１９年１月１日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者

のうち、附則第２項の規定による改正前の平成１８年改正初任給規則附則

第５項（平成１９年改正初任給規則附則第２項の規定による改正前の平成

１８年改正初任給規則附則第５項、平成２３年４月１日における号給の調整

に関する規則（平成２３年規則第９号。以下「平成２３年調整規則」という｡）

附則第２項の規定による改正前の平成１８年改正初任給規則附則第５項及

び平成２４年４月１日における号給の調整に関する規則（平成２４年規則第

４号。以下「平成２４年調整規則」という｡）附則第２項の規定による改正

平成２５年４月１日における号給の調整に関する規則

―　１７６―２４　―
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平成２５年４月１日における号給の調整に関する規則

前の平成１８年改正初任給規則附則第５項を含む。以下この項において

「平成１８年改正初任給規則附則第５項」という｡）の規定により号給を決

定された職員であって、平成１８年改正初任給規則附則第５項に規定する

採用日から平成１８年改正初任給規則附則第５項に規定する調整年数を

遡った日が平成１９年１月１日（平成２２年１月１日以後に新たに職員と
なった者にあっては、平成１８年１１月１日（平成１８年改正初任給規則附則

第５項に規定する特定職員にあっては、同年１０月１日））前となるもの

（新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職

員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職

員を除く｡）

鰯　平成１９年１月１日から調整日の前日までの間に初任給規則第１５条第１

号、第２号及び第４号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員

となった者のうち管理者の定めるもの（人事交流等により引き続いて職

員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった

職員及び個別承認職員となった職員を除く｡）

允　平成１９年１月１日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員と

なった職員（上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間

に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く｡）の

うち、初任給規則第２１条第３項の規定による初任給として受けるべき号

給の決定において、平成１８年改正初任給規則附則第５項の規定により号

給を決定された職員であって、平成１８年改正初任給規則附則第５項に規

定する採用日から平成１８年改正初任給規則附則第５項に規定する調整年

数を遡った日が平成１９年１月１日（平成２２年１月１日以後に初任給規則
第２１条第３項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成１８年

１１月１日（平成１８年改正初任給規則附則第５項に規定する特定職員に

あっては、同年１０月１日））前となる職員及び初任給規則第３５条の規定に

より号給を決定された職員で管理者の定めるもの

印　平成１９年１月１日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職

員であって次に掲げるもの（当該給料表異動等をした日の翌日から調整

日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成１９年１月１日から

―　１７６―２５　―
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調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成１８年４月１日から

同年１２月３１日までの間において休職等期間がある職員を除く｡）

ア　平成１９年１月１日から調整日の前々日までの間に新たに職員となっ

た者以外の者であって、平成１８年１２月３１日に当該給料表異動等（当該

給料表異動等が２以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にし

た給料表異動等。以下同じ｡）があったものとした場合に、第１号又は

前号に掲げる職員に該当することとなるもの

イ　平成１９年１月１日から調整日の前々日までの間に新たに職員となっ

た者（人事交流等により新たに職員となった者を除く。第４項第５号

イにおいて同じ｡）であって、当該新たに職員となった日から当該給料

表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場

合に、第２号に掲げる職員に該当することとなるもの

咽　平成１９年１月１日から調整日の前日までの間において、個別承認職員

となった職員（個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上

位資格取得等職員となった職員を除く｡）のうち、管理者の定める職員

員　前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ

管理者の承認を得て定める職員

４　第２項の平成２０年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

茨　平成２０年１月１日において初任給規則第２７条の規定により号給を決定

された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であっ

て、同日に受けていた号給と、平成１８年改正初任給規則附則第７項の規

定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異な

る職員（同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、

給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員、平成１９年１月

１日から同年１２月３１日までの間において休職等期間がある職員のうち管

理者の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして管理者が定

めるものを除く｡）

芋　平成２０年１月１日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者

のうち、附則第２項の規定による改正前の平成１８年改正初任給規則附則

第５項（平成２３年調整規則附則第２項の規定による改正前の平成１８年改

平成２５年４月１日における号給の調整に関する規則

―　１７６―２６　―
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平成２５年４月１日における号給の調整に関する規則

正初任給規則附則第５項及び平成２４年調整規則附則第２項の規定による

改正前の平成１８年改正初任給規則附則第５項を含む。以下この項におい

て「平成１８年改正初任給規則附則第５項」という｡）の規定により号給を

決定された職員であって、平成１８年改正初任給規則附則第５項に規定す

る採用日から平成１８年改正初任給規則附則第５項に規定する調整年数を

遡った日が平成２０年１月１日（平成２２年１月１日以後に新たに職員と
なった者にあっては、平成１９年１１月１日（平成１８年改正初任給規則附則

第５項に規定する特定職員にあっては、同年１０月１日））前となるもの

（新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職

員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職

員を除く｡）

鰯　平成２０年１月１日から調整日の前日までの間に初任給規則第１５条第１

号、第２号及び第４号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員

となった者のうち管理者の定めるもの（人事交流等により引き続いて職

員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった

職員及び個別承認職員となった職員を除く｡）

允　平成２０年１月１日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員と

なった職員（上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間

に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く｡）のう

ち、初任給規則第２１条第３項の規定による初任給として受けるべき号給

の決定において、平成１８年改正初任給規則附則第５項の規定により号給

を決定された職員であって、平成１８年改正初任給規則附則第５項に規定

する採用日から平成１８年改正初任給規則附則第５項に規定する調整年数

を遡った日が平成２０年１月１日（平成２２年１月１日以後に初任給規則第
２１条第３項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成１９年１１

月１日（平成１８年改正初任給規則附則第５項に規定する特定職員にあっ

ては、同年１０月１日））前となる職員及び初任給規則第３５条の規定により

号給を決定された職員で管理者の定めるもの

印　平成２０年１月１日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職

員であって次に掲げるもの（当該給料表異動等をした日の翌日から調整

―　１７６―２７　―
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日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成２０年１月１日から

調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成１９年１月１日から

同年１２月３１日までの間において休職等期間がある職員を除く｡）

ア　平成２０年１月１日から調整日の前々日までの間に新たに職員となっ

た者以外の者であって、平成１９年１２月３１日に当該給料表異動等があっ

たものとした場合に、第１号又は前号に掲げる職員に該当することと

なるもの

イ　平成２０年１月１日から調整日の前々日までの間に新たに職員となっ

た者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の

職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第２号

に掲げる職員に該当することとなるもの

咽　平成２０年１月１日から調整日の前日までの間において、個別承認職員

となった職員（個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上

位資格取得等職員となった職員を除く｡）のうち、管理者の定める職員

員　前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ

管理者の承認を得て定める職員

第２条　平成１８年４月１日から平成１９年１２月３１日までの間において、休職等

期間がある職員（休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個

別承認職員となった職員を除く｡）であって、平成１８年４月２日から調整日

の前日までの間に復職し、再び勤務し、又は職務に復帰するに至ったもの

のうち管理者の定める職員については、管理者の定めるところにより、平

成１９年昇給等抑制職員又は平成２０年昇給等抑制職員に該当するものとみな

す。

　（この規則により難い場合の措置）

第３条　特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当である

と認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いを

することができる。

　　　附　則

　　（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。

平成２５年４月１日における号給の調整に関する規則

―　１７６―２８　―
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平成２５年４月１日における号給の調整に関する規則

　（平成１８年改正初任給規則の一部改正）

２　平成１８年改正初任給規則の一部を次のように改正する。

　　附則第５項中「平成１９年１月１日から平成２２年１月１日まで（平成２３年

４月１日以後に新たに職員となった者にあっては、平成１９年１月１日から

平成２１年１月１日まで（平成２４年４月１日以後に新たに職員となり、同日

において４４歳に満たない者にあっては、平成１９年１月１日から平成２０年１

月１日まで））の間」を「次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に

定める期間又は日」に改め、同項に次の各号を加える。

茨　次号から第４号までに掲げる職員以外の職員　平成１９年１月１日から

平成２２年１月１日まで

芋　平成２３年４月１日以後に新たに職員となった者（次号及び第４号に掲

げる職員を除く。）　平成１９年１月１日から平成２１年１月１日まで

鰯　平成２４年４月１日以後に新たに職員となり、同日において４４歳に満た

ない者（次号に掲げる者を除く。）　平成１９年１月１日から平成２０年１月

１日まで

允　平成２５年４月１日以後に新たに職員となり、同日において４５歳に満た

ない者　平成１９年１月１日

―　１７６―２９　―
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平成２６年４月１日における号給の調整に
関する規則　　　　　　　　　　　　　

　（平成２６年４月１日において号給の調整を行う職員）

第１条　新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例（平成２６年条例第１号）による改正後の新潟県市町村総合事務組

合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２５年条例第１

号。次項において「改正給与条例」という。）附則第３項の規則で定める年

齢は５７歳とする。

２　改正給与条例附則第３項の調整考慮事項及び平成２５年４月１日における

号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職

員は、平成２６年４月１日（以下「調整日」という。）において平成１９年昇給

等抑制職員及び平成２０年昇給等抑制職員のいずれにも該当する職員とす

る。

３　前項の平成１９年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

茨　平成１９年１月１日において新潟県市町村総合事務組合職員の初任給、

昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則（平成１８年規則

第１６号。以下「平成１８年改正初任給規則」という。）附則第６項の規定に

より読み替えられた新潟県市町村総合事務組合職員の初任給、昇格、昇

給等の基準に関する規則の一部を改正する規則（平成１９年規則第１５号）

による改正前の新潟県市町村総合事務組合職員の初任給、昇格、昇給等

の基準に関する規則（平成１６年規則第１０号。以下「初任給規則」という。）

第２７条若しくは平成１８年改正初任給規則附則第８項の規定により号給を

決定された職員又はこれらの規定により昇給しないこととなった職員で

あって、同日に受けていた号給と、同規則附則第６項中「第２７条第１項、

第３項第１号」とあるのは「第２７条第３項第１号」と、「同条第１項中

「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から１を減じて

得た数に相当する号給数」と、「Ｅ」とあるのは「Ｄ又はＥ（条例第５条

―　１７６―３１　―
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第６項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、Ｃ、Ｄ又はＥ）」と、

同条第３項第１号」とあるのは「同条第３項第１号」と、同規則附則第

８項中「相当する数から１を減じて得た数に、切替日」とあるのは「、

切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けるこ

ととなる号給とが異なる職員（次に掲げる職員を除く。）

ア　平成１９年１月１日から調整日までの間に、初任給規則第２１条第３項

又は第３５条の規定により号給を決定された職員（以下「上位資格取得

等職員」という。）

イ　平成１９年１月１日から調整日までの間に、給料表の適用を異にする

異動又は給料表の適用を異にしない初任給規則別表第５に定める初任

給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動

（以下「給料表異動等」という。）をした職員

ウ　平成１９年１月１日から調整日までの間に、管理者の承認を得てその

号給を決定された職員又は管理者の定めるこれに準ずる職員（以下「個

別承認職員」という。）

エ　平成１８年４月１日から同年１２月３１日までの間において、休職にされ

ていた期間、法第５５条の２第１項ただし書に規定する許可を受けてい

た期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間又は育児休業

法第２条の規定により育児休業をしていた期間（以下「休職等期間」

という。）がある職員のうち管理者の定めるもの

オ　アからエまでに掲げる職員に相当するものとして管理者が定めるも

の

芋　平成１９年１月１日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者

のうち、附則第２項の規定による改正前の平成１８年改正初任給規則附則

第５項（平成１９年改正初任給規則附則第２項の規定による改正前の平成

１８年改正初任給規則附則第５項、平成２３年４月１日における号給の調整

に関する規則（平成２３年規則第９号。以下「平成２３年調整規則」とい

う。）附則第２項の規定による改正前の平成１８年改正初任給規則附則第５

項、平成２４年４月１日における号給の調整に関する規則（平成２４年規則

第４号。以下「平成２４年調整規則」という。）附則第２項の規定による改

平成２６年４月１日における号給の調整に関する規則
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平成２６年４月１日における号給の調整に関する規則

正前の平成１８年改正初任給規則附則第５項及び平成２５年４月１日におけ

る号給の調整に関する規則（平成２５年規則第４号。以下「平成２５年調整

規則」という。）附則第２項の規定による改正前の平成１８年改正初任給規

則附則第５項を含む。以下この項において「平成１８年改正初任給規則附

則第５項」という。）の規定により号給を決定された職員であって、平成

１８年改正初任給規則附則第５項に規定する採用日から平成１８年改正初任

給規則附則第５項に規定する調整年数を遡った日が平成１９年１月１日
（平成２２年１月１日以後に新たに職員となった者にあっては、平成１８年

１１月１日（平成１８年改正初任給規則附則第５項に規定する特定職員に

あっては、同年１０月１日））前となるもの（新たに職員となった日の翌日

から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等

をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。）

鰯　平成１９年１月１日から調整日の前日までの間に初任給規則第１５条第１

号、第２号及び第４号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員

となった者のうち管理者の定めるもの（人事交流等により引き続いて職

員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった

職員及び個別承認職員となった職員を除く。）

允　平成１９年１月１日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員と

なった職員（上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間

に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。）のう

ち、初任給規則第２１条第３項の規定による初任給として受けるべき号給

の決定において、平成１８年改正初任給規則附則第５項の規定により号給

を決定された職員であって、平成１８年改正初任給規則附則第５項に規定

する採用日から平成１８年改正初任給規則附則第５項に規定する調整年数

を遡った日が平成１９年１月１日（平成２２年１月１日以後に初任給規則第
２１条第３項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成１８年１１

月１日（平成１８年改正初任給規則附則第５項に規定する特定職員にあっ

ては、同年１０月１日））前となる職員及び初任給規則第３５条の規定により

号給を決定された職員で管理者の定めるもの

印　平成１９年１月１日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職
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員であって次に掲げるもの（当該給料表異動等をした日の翌日から調整

日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成１９年１月１日から

調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成１８年４月１日から

同年１２月３１日までの間において休職等期間がある職員を除く。）

ア　平成１９年１月１日から調整日の前々日までの間に新たに職員となっ

た者以外の者であって、平成１８年１２月３１日に当該給料表異動等（当該

給料表異動等が２以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にし

た給料表異動等。以下同じ。）があったものとした場合に、第１号又は

前号に掲げる職員に該当することとなるもの

イ　平成１９年１月１日から調整日の前々日までの間に新たに職員となっ

た者（人事交流等により新たに職員となった者を除く。第４項第５号

イにおいて同じ。）であって、当該新たに職員となった日から当該給料

表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場

合に、第２号に掲げる職員に該当することとなるもの

咽　平成１９年１月１日から調整日の前日までの間において、個別承認職員

となった職員（個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上

位資格取得等職員となった職員を除く。）のうち、管理者の定める職員

員　前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ

管理者の承認を得て定める職員

４　第２項の平成２０年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

茨　平成２０年１月１日において初任給規則第２７条の規定により号給を決定

された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であっ

て、同日に受けていた号給と、平成１８年改正初任給規則附則第７項の規

定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異な

る職員（同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、

給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員、平成１９年１月

１日から同年１２月３１日までの間において休職等期間がある職員のうち管

理者の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして管理者が定

めるものを除く。）

芋　平成２０年１月１日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者

平成２６年４月１日における号給の調整に関する規則
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平成２６年４月１日における号給の調整に関する規則

のうち、附則第２項の規定による改正前の平成１８年改正初任給規則附則

第５項（平成２３年調整規則附則第２項の規定による改正前の平成１８年改

正初任給規則附則第５項、平成２４年調整規則附則第２項の規定による改

正前の平成１８年改正初任給規則附則第５項及び平成２５年調整規則附則第

２項の規定による改正前の平成１８年改正初任給規則附則第５項を含む。

以下この項において「平成１８年改正初任給規則附則第５項」という。）の

規定により号給を決定された職員であって、平成１８年改正初任給規則附

則第５項に規定する採用日から平成１８年改正初任給規則附則第５項に規

定する調整年数を遡った日が平成２０年１月１日（平成２２年１月１日以後
に新たに職員となった者にあっては、平成１９年１１月１日（平成１８年改正

初任給規則附則第５項に規定する特定職員にあっては、同年１０月１日））

前となるもの（新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位

資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職

員となった職員を除く。）

鰯　平成２０年１月１日から調整日の前日までの間に初任給規則第１５条第１

号、第２号及び第４号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員

となった者のうち管理者の定めるもの（人事交流等により引き続いて職

員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった

職員及び個別承認職員となった職員を除く。）

允　平成２０年１月１日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員と

なった職員（上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間

に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。）のう

ち、初任給規則第２１条第３項の規定による初任給として受けるべき号給

の決定において、平成１８年改正初任給規則附則第５項の規定により号給

を決定された職員であって、平成１８年改正初任給規則附則第５項に規定

する採用日から平成１８年改正初任給規則附則第５項に規定する調整年数

を遡った日が平成２０年１月１日（平成２２年１月１日以後に初任給規則第
２１条第３項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成１９年１１

月１日（平成１８年改正初任給規則附則第５項に規定する特定職員にあっ

ては、同年１０月１日））前となる職員及び初任給規則第３５条の規定により
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号給を決定された職員で管理者の定めるもの

印　平成２０年１月１日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職

員であって次に掲げるもの（当該給料表異動等をした日の翌日から調整

日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成２０年１月１日から

調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成１９年１月１日から

同年１２月３１日までの間において休職等期間がある職員を除く。）

ア　平成２０年１月１日から調整日の前々日までの間に新たに職員となっ

た者以外の者であって、平成１９年１２月３１日に当該給料表異動等があっ

たものとした場合に、第１号又は前号に掲げる職員に該当することと

なるもの

イ　平成２０年１月１日から調整日の前々日までの間に新たに職員となっ

た者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の

職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第２号

に掲げる職員に該当することとなるもの

咽　平成２０年１月１日から調整日の前日までの間において、個別承認職員

となった職員（個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上

位資格取得等職員となった職員を除く。）のうち、管理者の定める職員

員　前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ

管理者の承認を得て定める職員

第２条　平成１８年４月１日から平成１９年１２月３１日までの間において、休職等

期間がある職員（休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個

別承認職員となった職員を除く。）であって、平成１８年４月２日から調整日

の前日までの間に復職し、再び勤務し、又は職務に復帰するに至ったもの

のうち管理者の定める職員については、管理者の定めるところにより、平

成１９年昇給等抑制職員又は平成２０年昇給等抑制職員に該当するものとみな

す。

　（この規則により難い場合の措置）

第３条　特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当である

と認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いを

することができる。

平成２６年４月１日における号給の調整に関する規則
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必要Title:03-6-1●176-31-.ec8 Page:36  Date: 2017/08/03 Thu 10:24:48 



平成２６年４月１日における号給の調整に関する規則

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。

　（平成１８年改正初任給規則の一部改正）

２　平成１８年改正初任給規則の一部を次のように改正する。

　　附則第５項中「平成１９年１月１日以後」を「平成１９年１月１日から平成

２６年３月３１日までの間」に改める。

―　１７６―３７　―
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平成２６年改正条例附則第６項から第８項
までの規定による給料に関する規則　　

　

　（趣旨）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例等

の一部を改正する条例（平成２７年条例第１号。以下「平成２７年改正条例」

という。）第２条の規定による改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例（平成２６年条例第１４号。以下「平

成２６年改正条例」という。）附則第６項から第８項までの規定による給料に

関し必要な事項を定めるものとする。

　（平成２６年改正条例附則第６項の規則で定める職員）

第２条　平成２６年改正条例附則第６項の規則で定める職員は、次に掲げる職

員とする。

茨　平成２７年４月１日（以下「切替日」という。）以降に初任給基準異動

（給料表の適用を異にしない新潟県市町村総合事務組合職員の初任給、

昇格、昇給等の基準に関する規則（平成１６年規則第１０号。以下「初任給

等規則」という。）別表第５に定める行政職給料表初任給基準表に異な

る初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。次条第１

項第１号において同じ。）をした職員

芋　切替日以降に降格（職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級

に変更することをいう。次条第１項第２号において同じ。）をした職員

鰯　切替日以降に降号（職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更

することをいう。次条第１項第２号において同じ。）をした職員

允　切替日前に次に掲げる期間（この号及び次条第１項第３号において「休

職等期間」という。）がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間

を含む期間に係る復職時調整（初任給等規則第３６条、新潟県市町村総合

事務組合職員の育児休業等に関する条例（平成１６年条例第４３号）第８条

の規定による号給の調整をいう。次条第１項第３号において同じ。）を

―　１７６―３９　―
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されたもの

ア　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２８条

第２項の規定により休職にされていた期間

イ　法第５５条の２第１項ただし書に規定する許可を受けていた期間

ウ　外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処

遇等に関する法律（昭和６２年法律第７８号）第２条第１項の規定により

派遣されていた期間

エ　地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下

「育児休業法」という。）第２条第１項の規定により育児休業をしてい

た期間

オ　新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

（平成１６年条例第１１号。以下「勤務時間条例」という。）第１２条に規定

する療養休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

カ　法第２６条の５第１項に規定する自己啓発等休業をしていた期間

キ　法第２６条の６第１項に規定する配偶者同行休業をしていた期間

印　切替日以降に育児短時間勤務等（育児休業法第１０条第１項又は第１７条

の規定による勤務をいう。次条第１項第４号において同じ。）を開始し、

又は終了した職員

咽　切替日以降に再任用職員異動（法第２８条の４第１項又は第２８条の５第

１項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第２条の規

定により定められた１週間当たりの勤務時間が異なる他の職務への異動

をいう。次条第１項第５号において同じ。）をした職員

員　切替日以降に管理者の承認を得てその号給を決定された職員（管理者

の定めるこれに準ずる職員を含む。）

　（平成２６年改正条例附則第７項の規定による給料の支給）

第３条　切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替

日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員（当該各号の

２以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員（次項において「複

数事由該当職員」という。）を除く。）であって、その者の受ける給料月額

が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものに

平成２６年改正条例附則第６項から第８項までの規定による給料に関する規則

―　１７６―４０　―
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平成２６年改正条例附則第６項から第８項までの規定による給料に関する規則

は、その差額に相当する額を、平成２６年改正条例附則第７項の規定による

給料として支給する。

茨　給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合（第６号

に掲げる場合を除く。）　切替日の前日に当該異動があったものとした場

合（切替日以降にこれらの異動が２回以上あった場合にあっては、切替

日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合）に同日において

受けることとなる給料月額に相当する額

芋　降格をした場合（第６号に掲げる場合を除く。）又は降号をした場合　

切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、

当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に

同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降

格又は降号後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相

当する額（降格又は降号を２回以上した場合にあっては、それぞれの当

該差額に相当する額を合算した額）を減じた額

鰯　切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場

合（第６号に掲げる場合を除く。）　切替日の前日に復職時調整をされた

ものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

允　育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合　次に掲げる職員の区

分に応じ、次に定める額

ア　育児短時間勤務等をしている職員　平成２７年改正条例第１条の規定

による改正前の新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例

（平成１６年条例第１３号）（次号において「改正前の給与条例」という。）

別表第１の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が

受けていた号給に応じた額に、勤務時間条例第２条第２項の規定によ

り定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除

して得た数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、

その端数を切り捨てた額）

イ　育児短時間勤務等を終了した職員（アに掲げる職員を除く。）　切替

前給料表による給料月額

印　再任用職員異動をした場合　次に掲げる職員の区分に応じ、次に定め

―　１７６―４１　―
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る額

ア　当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職務を占める職

員　改正前の給与条例別表第１の給料表の再任用職員の欄に掲げる給

料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた

額（イにおいて「切替前の再任用給料月額」という。）

イ　当該再任用職員異動後において法第２８条の５第１項に規定する短時

間勤務の職務を占める職員　切替前の再任用給料月額に、勤務時間条

例第２条第３項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動

後における勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数

を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を

切り捨てた額）

咽　管理者の承認を得てその号給を決定された場合又は管理者の定めるこ

れに準ずる場合　管理者の定める額

２　切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由

該当職員であって、その者の受ける給料月額が管理者の定める額に達しな

いこととなるものには、その差額に相当する額を、平成２６年改正条例附則

第７項の規定による給料として支給する。

　（平成２６年改正条例附則第８項の規定による給料の支給）

第４条　人事交流等職員（切替日以降に、給料表の適用を受けない地方公務

員、国家公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他管理者の定め

るこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料

表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この条において同じ。）（当

該人事交流等職員となった日以降に前条第１項各号に掲げる場合に該当す

ることとなった職員を除く。）であって、その者の受ける給料月額がその者

が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において

受けることとなる給料月額に相当する額（管理者の定める職員にあって

は、管理者の定める額）に達しないこととなるもの（人事交流等職員とな

る前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日

以降に平成２６年改正条例附則第６項から第８項までの規定による給料を支

給される職員でなくなったものを除く。）には、その差額に相当する額を、

平成２６年改正条例附則第６項から第８項までの規定による給料に関する規則

―　１７６―４２　―
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平成２６年改正条例附則第６項から第８項までの規定による給料に関する規則

平成２６年改正条例附則第８項の規定による給料として支給する。

２　人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第

１項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が

切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受

けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されるこ

ととなる平成２６年改正条例附則第７項の規定による給料の額に相当する額

を、同条第３項の規定による給料として支給する。

　（端数計算）

第５条　平成２６年改正条例附則第６項から第８項までの規定による給料の額

に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給

料の額とする。

　（この規則により難い場合の措置）

第６条　平成２６年改正条例附則第６項から第８項までの規定による給料の支

給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著

しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじ

め管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

―　１７６―４３　―
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新潟県市町村総合事務組合職員の
管理職手当に関する規則　　　　

　最終改正　平成２２年１１月３０日規則第１９号

　（目的）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例

（平成１６年条例第１３号。以下「条例」という。）第１０条の規定に基づき、管

理職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

　（支給範囲）

第２条　条例第１０条第１項の規則で指定する職は、別表第１に掲げる職とする。

２　別表第１に掲げる職に係る管理職手当額の区分は、同表の職欄の区分に

応じ、同表の区分欄に定める区分とする。ただし、同表に掲げる職のうち

管理者が別に定める職にあっては、当該職に対応する同表の区分欄に定め

る区分より一段高い区分とすることができる。

　（支給額）

第３条　別表第１に掲げる職を占める職員のうち地方公務員法（昭和２５年法

律第２６１号。以下「法」という。）第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又

は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員（以下「再

任用職員」という。）以外の職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員

の属する職務の級及び当該職に係る前条第２項の規定による区分（以下「当

該職の区分」という。）に応じ、別表第２の管理職手当額欄に定める額（法

第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「短時間

勤務職員」という。）にあっては、その額に新潟県市町村総合事務組合職員

の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１６年条例第１１号。以下「勤務時間

条例」という。）第２条第３項の規定により定められたその者の勤務時間を

同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業

等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育児休業法」という。）第

１１条第１項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第１７条の規定に

よる短時間勤務をしている職員（以下「育児短時間勤務職員等」という。）

―　１７７　―

平成１６年３月１日
規 則 第 ３６ 号
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にあってはその額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたそ

の者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数（以下「算

出率」という。）を、育児休業法第１８条第１項に規定する短時間勤務職員に

あってはその額に勤務時間条例第２条第４項の規定により定められたその

者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ

乗じて得た額とし、その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切

り捨てた額とする。）とする。

２　別表第１に掲げる職を占める職員のうち再任用職員に支給する管理職手

当の月額は、当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第

３の管理職手当額欄に定める額（短時間勤務職員にあってはその額に勤務

時間条例第２条第３項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第

１項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあっ

てはその額に算出率をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に１円未満の端

数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。）とする。

第４条　新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例（平成１８年条例第５号）附則第７条の規定による給料を支給される

職員に関する前条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるの

は、「給料月額と新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例（平成１８年条例第５号）附則第７条の規定による給料の

額との合計額」とする。

　　　附　則

　この規則は、平成１６年３月１日から施行する。

　　　附　則（平成１８年３月３１日規則第１８号）

　この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成１９年３月３０日規則第１６号）

　（施行期日）

１　この規則は、平成１９年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２　条例第１０条の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、

この規則による改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の管理職手当に関

―　１７８　―

新潟県市町村総合事務組合職員の管理職手当に関する規則
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新潟県市町村総合事務組合職員の管理職手当に関する規則

する規則（以下「新規則」という。）第３条の規定による管理職手当の支給

額が経過措置基準額（育児休業法第１１条第１項に規定する育児短時間勤務

職員及び育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をしている職員にあっ

ては、当該経過措置基準額に勤務時間条例第２条第２項の規定により定め

られたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数

を乗じて得た額）に達しないこととなる職員には、当該管理職手当額のほ

か、当該管理職手当額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号

に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額（その額

に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）を管理職手当

額として支給する。

茨　平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで　１００分の１００

芋　平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで　１００分の７５

鰯　平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで　１００分の５０

允　平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで　１００分の２５

３　前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応

じ、当該各号に定める額をいう。

茨　この規則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において占めて

いたこの規則による改正前の新潟県市町村総合事務組合職員の管理職手

当に関する規則第２条に規定する別表に掲げる職に係る同表の区分欄に

定める区分に相当する新規則別表第１の区分欄に掲げる区分に対応する

同表に掲げる職を占める職員　次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ

次に定める額

ア　新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例（平成２１年条例第１０号）の施行の日において同条例附則第２

項第１号に規定する減額改定対象職員である者　施行日の前日にその

者が受けていた管理職手当額に１００分の９９.５９を乗じて得た額（適用さ

れる給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ平成１８年改正条例

附則第７条で定める表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるも

のであるもの以外の職員にあっては、当該額に１００分の９８.８２を乗じて

得た額）

―　１７８―１　―
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イ　アに掲げる職員以外の職員　施行日の前日にその者が受けていた管

理職手当額に１００分の９９.８３を乗じて得た額（適用される給料表並びに

その職務の級及び号給がそれぞれ平成１８年改正条例附則第７条で定め

る表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外

の職員にあっては、当該額に１００分の９８.８２を乗じて得た額）

芋　前号に掲げる職員のほか、施行日以後に人事交流等により引き続き新

たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると

認められる職員のうち、他の職員との均衡を考慮して前号に掲げる職員

に準ずるものとして管理者が定める職員　前号の規定に準じて管理者が

定める額

　　　附　則（平成２０年１２月１日規則第２３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２０年１２月１日規則第２４号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２１年１１月３０日規則第８号）

　この規則は、平成２１年１２月１日から施行する。

　　　附　則（平成２２年１１月３０日規則第１９号）

　この規則は、平成２２年１２月１日から施行する。

 

―　１７８―２　―

新潟県市町村総合事務組合職員の管理職手当に関する規則
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新潟県市町村総合事務組合職員の管理職手当に関する規則

　別表第１（第２条関係）

　別表第２（第３条関係）

―　１７８―３　―

区　分職

１種

事務局長
事務局次長

会計管理者

２種
課長
参事

管理職手当額区　分職務の級

４９,９００円１種
６級

３３,２００円２種

４７,６００円１種
５級

３１,７００円２種

別表第３（第３条関係）

管理職手当額区　分職務の級

３８,５００円１種
６級

２５,７００円２種

３５,４００円１種
５級

２３,６００円２種
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新潟県市町村総合事務組合職員の
扶養手当の支給に関する規則　　

　最終改正　平成３０年８月１日規則第９号

　（目的）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例

（平成１６年条例第１３号。以下「条例」という。）第１１条の規定に基づいて職

員に支給すべき扶養手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

　（扶養親族の範囲）

第２条　条例第１１条第２項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員

の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

茨　職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他の

これに相当する手当の支給の基礎となっている者

芋　年額１３０万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

鰯　重度心身障害者の場合は前２号によるほか、心身の障害の程度が終身

労務に服することができない程度でない者

　（届出）

第３条　条例第１２条第１項に規定する届出は、別記様式第１号の扶養親族届

により行うものとする。

　（認定）

第４条　管理者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事

実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

２　管理者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他

の扶養手当の支給に関する事項を別記様式第２号の扶養手当認定簿に記載

するものとする。

３　管理者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職

員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定するこ

とができる。

４　管理者は、第１項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員

―　１７９　―

平成１６年３月１日
規 則 第 １１ 号
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に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

　（事後の確認）

第５条　管理者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例

第１１条第２項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の

月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合において

は、前条第４項の規定を準用する。

　（扶養手当の返還）

第６条　職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により不当に扶養手当の支給を

受けたときは、管理者は、これを返還させなければならない。

　（雑則）

第７条　この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

 附　則

　（施行期日）

１　この規則は、平成１６年３月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この規則の施行の際、現に従前の新潟県町村職員退職手当組合、新潟県

町村人事事務組合、新潟県消防団員等公償組合、新潟県交通災害共済組合

及び新潟県自治会館管理組合の扶養手当の支給に関する規則の規定により

職員の扶養親族と認定されている者は、条例及びこの規則に基づいて認定

された扶養親族とみなす。

 附　則（平成１９年３月３０日規則第８号）

　この規則は、平成１９年４月１日から施行する。

 附　則（平成２９年２月１６日規則第２号）

　（施行期日）　

１　この規則は、平成２９年４月１日から施行する。

　（平成２９年改正条例附則第２項の規定が適用される間の読替え）

２　平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの間は、第３条中「条例第

１２条第１項」とあるのは、「新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例（平成２９年条例第３号）附則第２項の規定によ

り読み替えられた条例第１２条第１項」とする。

―　１８０　―

新潟県市町村総合事務組合職員の扶養手当の支給に関する規則
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新潟県市町村総合事務組合職員の扶養手当の支給に関する規則

 附　則（平成３０年８月１日規則第９号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 

―　１８０―１　―
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新潟県市町村総合事務組合職員の扶養手当の支給に関する規則

別記様式第１号（第２条関係）

 

―　１８３　―

扶 養 親 族 届
（　年　月　日提出）

新潟県市町村総合事務組合勤務公署名管理者

印氏名職名様

給与条例第１２条第１項の規定に基づき次のとおり届け出ます。　　　　（証明書類　　通添付）

届出の理由〈該当する□に碍印を付すこと。〉
　□１　新たに職員となった
　□２　新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある
　□３　扶養親族たる要件を欠くに至った者がある（子、孫及び弟妹で満２２歳の年度末を超

えたものを除く）

届出の事由
届出事実の
発生年月日

所得の年額
同 居 ・ 別 居 の 別

（別居の場合は住所）
生年月日

続
柄

扶養親族の
氏　　　名 金　額

所得の
種　類

（注）１　「続柄」欄には、職員との続柄を（重度心身障害者として届け出る場合は、その旨を
併せて）記入する。

　　２　「同居・別居の別」欄で、別居の場合の住所地は市区町村名まで記入する。
　　３　「所得の年額」欄には、給与所得、事業所得、不動産所得、年金所得等恒常的な所得

がある場合に、これらの種類ごとにその年額（見込額）を記入する。
　　４　「届出の事由」欄には、届出の理由の２又は３に該当する場合にその事由（例えば婚

姻、離婚、出生、死亡、満６０歳以上等）をそれぞれ記入する。

参　考〈上記扶養親族を職員と共同して扶養している者がいることその他認定上参考になると
思われる事項があれば記入する。〉

管理者記入欄

取扱者

認　印

上記のとおり認定する。
　　　　　　　　　年　　月　　日
　職名　　　　　氏名　　　　　　　　　　　印

必要

―　１８１　―

Title:03-6-1●179-.ec8 Page:183  Date: 2018/11/26 Mon 11:59:27 



別記様式第２号（第２条関係）

扶　養　手　当　認　定　簿

 

―　１８４　―

新潟県市町村総合事務組合職員の扶養手当の支給に関する規則

氏　名

１　扶養親族の状況

支給の始期・終期
（満２２歳年度末）

届出の事由
届 出 事 実 の
発 生 年 月 日

届　出（受　理）
年 月 日

生　年　月　日
（加算開始時期）

続　柄
扶養親族の
氏　　　名

　　　年　月分から　　　年　月　日　　　年　月　日　　　　　

　　　年　月分まで　　　年　月　日　　　年　月　日　　　　年　月　日

　　　年　月分から　　　年　月　日　　　年　月　日　　　　

　　　年　月分まで　　　年　月　日　　　年　月　日

　　　年　月分から　　　年　月　日　　　年　月　日　　　　　
　　　年　月　日

　　　　　
（　　　年４月～）

　　　年　月分まで

　（　　年３月まで）　　　年　月　日　　　年　月　日

　　　年　月分から　　　年　月　日　　　年　月　日　　　　　
　　　年　月　日

　　　　
（　　　年４月～）

　　　年　月分まで

　（　　年３月まで）　　　年　月　日　　　年　月　日

　　　年　月分から　　　年　月　日　　　年　月　日　　　　　
　　　年　月　日

　　　　　
（　　　年４月～）

　　　年　月分まで

　（　　年３月まで）　　　年　月　日　　　年　月　日

　　　年　月分から　　　年　月　日　　　年　月　日　　　　
　　　年　月　日

　　　　
（　　　年４月～）

　　　年　月分まで

　（　　年３月まで）　　　年　月　日　　　年　月　日

　　　年　月分から　　　年　月　日　　　年　月　日　　　　
　　　年　月　日

　　　　
（　　　年４月～）

　　　年　月分まで

　（　　年３月まで）　　　年　月　日　　　年　月　日

　　　年　月分から　　　年　月　日　　　年　月　日　　　　　
　　　年　月　日

　　　　
（　　　年４月～）

　　　年　月分まで

　（　　年３月まで）　　　年　月　日　　　年　月　日

〈記入上の注意〉
　１　「生年月日（加算開始時期）」欄には、加算措置の対象となる子について、加算開始の時期を（　）内に記入

する。
　２　「届出（受理）年月日」欄には、届出提出日を記入し、その日が届出受理日と異なる場合にあっては、届出

受理日を（　）内に記入する。
　３　「支給の始期・終期（満２２歳年度末）」欄の（　）内には、子・孫・弟妹が満２２歳年度末により支給要件を喪

失する時期を記入する。
　４　子・孫・弟妹が満２２歳年度末により支給要件を喪失した場合は、「届出（受理）年月日」欄及び「届出事実

の発生年月日」欄の記入は要しない。なお、「届出の事由」欄には、「満２２歳年度末」と記入する。
　５　「備考」欄は、扶養親族及び扶養手当額の認定上、特に必要な事項を記入する。

必要

―　１８２　―
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新潟県市町村総合事務組合職員の扶養手当の支給に関する規則

―　１８５　―

２　扶養手当の月額の認定（支給額の改定）

管理者の認定（確認）欄

認定等の事由
扶養手当
の 月 額

認定扶養
親族（子）

認定扶養
親族　　
（子以外）

支払開始（終了）・
支 給 額 改 定 時 期 職　・　氏　名

認定（確認）
年　月　日

うち加算
措置対象

印年　月　日
円人人人から

年　　月分
　　　まで

印年　月　日
円人人人から

年　　月分
　　　まで

印年　月　日
円人人人から

年　　月分
　　　まで

印年　月　日
円人人人から

年　　月分
　　　まで

印年　月　日
円人人人から

年　　月分
　　　まで

印年　月　日
円人人人から

年　　月分
　　　まで

印年　月　日
円人人人から

年　　月分
　　　まで

印年　月　日
円人人人から

年　　月分
　　　まで

印年　月　日
円人人人から

年　　月分
　　　まで

印年　月　日
円人人人から

年　　月分
　　　まで

印年　月　日
円人人人から

年　　月分
　　　まで

印年　月　日
円人人人から

年　　月分
　　　まで

３　備　考

必要

―　１８３　―
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新潟県市町村総合事務組合職員の
地域手当に関する規則　　　　　

　最終改正　平成２９年２月１６日規則第３号

　（趣旨）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例

（平成１６年条例第１３号。以下「条例」という。）第１２条の２の規定に基づき、

地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。

　（支給割合）

第２条　条例第１２条の２第２項の規則で定める割合は、１００分の１.５とする。

　（端数計算）

第３条　条例第１２条の２第２項の規定による地域手当の月額に１円未満の端

数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額と

する。同条例第１９条、第２３条第４項及び第５項並びに第２６条第３項に規定

する地域手当の月額に１円未満の端数があるときも、同様とする。

　（雑則）

第４条　この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、管理

者が定める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。

　（平成３０年３月３１日までの間における第２条の規定による地域手当の支給

割合）

２　平成３０年３月３１日までの間における第２条の規則で定める割合は、１００

分の１.１とする。

　　　附　則（平成２８年４月１日規則第５号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２９年２月１６日規則第３号）

　この規則は、平成２９年４月１日から施行する。

―　１８３―１　―

平成２７年４月１日
規 則 第 ２ 号
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新潟県市町村総合事務組合職員に対する児童手当の
認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程　

事　務　局　
　最終改正　平成２８年６月１日訓令第１号

　新潟県市町村総合事務組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する

事務の取扱いに関する規程を次のとおり定める。

　（趣旨）

第１条　新潟県市町村総合事務組合職員（以下「職員」という。）に対する児

童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法（昭

和４６年法律第７３号。以下「法」という。）、児童手当法施行令（昭和４６年政

令第２８１号）及び児童手当法施行規則（昭和４６年厚生省令第３３号。以下「省

令」という。）によるほか、この規程の定めるところによる。

　（請求書及び届書の様式）

第２条　省令の規定による請求書及び届書の様式は、次の各号に定める区分

に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

茨　省令第１条の４第１項の請求書（以下「認定請求書」という。）、省令

第２条第１項の請求書（以下「額改定認定請求書」という。）、省令第３

条の届書（以下「額改定届」という。）及び省令第４条の届書（以下「現

況届」という。）　別記第１号様式

芋　省令第５条の届書（以下「氏名変更届」という。）及び省令第６条の届

書（以下「住所変更届」という。）　別記第２号様式

鰯　省令第７条の届書（以下「受給事由消滅届」という。）　別記第３号様

式

允　省令第９条の請求書（以下「未支払請求書」という。）　別記第４号様

式

印　省令第１２条の９第１項の申出書（以下「寄附申出書」という。）　別記

第５号様式

咽　寄附申出書に係る申出の変更又は撤回の申出書（以下「寄附変更撤回

―　１８３―３　―

平成２１年９月１日
訓 令 第 ５ 号
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申出書」という。）　別記第５号様式の２

　（認定その他支給事務の処理）

第３条　管理者は、認定請求書、額改定認定請求書、額改定届、現況届、氏

名変更届、住所変更届、受給事由消滅届、未支払請求書、寄附申出書又は

寄附変更撤回申出書の提出を受けたときは、その内容を審査し、認定その

他支給事務の処理に当たるとともに、当該事務の処理に係る事項を児童手

当受給者台帳（別記第６号様式。以下「受給者台帳」という。）に記載する

ものとする。

２　管理者は、額改定届又は受給事由消滅届の提出がない場合においても、

受給者台帳等によって児童手当の額の改定又は支給事由の消滅に係る事実

を確認したときは、職権によりそれぞれの支給事務の処理に当たるととも

に、当該事務の処理に係る事項を受給者台帳に記載するものとする。

　（認定その他支給に関する処分の通知）

第４条　省令第１０条の規定により通知する文書は、次の各号に定める区分に

応じ、当該各号に定めるとおりとする。

茨　認定請求書を審査した結果、受給資格があるものと確認したとき　児

童手当認定通知書（別記第７号様式）

芋  認定請求書の審査をした結果、受給資格がないものと確認したとき　

児童手当認定請求却下通知書（別記第８号様式）

鰯  額改定認定請求書の審査をした結果、児童手当の額を改定すべきもの

と確認したとき、額改定届を審査した結果、届出に係る事実があるもの

と認めたとき又は額改定届がない場合において受給者台帳等によって手

当額を減額すべきものと確認し職権により処理したとき　児童手当額改

定認定通知書（別記第９号様式）

允  額改定認定請求書の審査をした結果、児童手当の額を改定しないもの

と確認したとき　児童手当額改定認定請求却下通知書（別記第１０号様式）

印  現況届を審査した結果、支給事由が消滅したものと認めたとき、受給

事由消滅届により処理したとき又は支給事由がないものと確認し職権に

より処理したとき　児童手当支給事由消滅通知書（別記第１１号様式）

咽  未支払請求書を審査した結果、未支払児童手当を支給するものと決定

―　１８３―４　―

新潟県市町村総合事務組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する
事務の取扱いに関する規程
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したとき　未支払児童手当支給決定通知書（別記第１２号様式）

員  未支払請求書を審査した結果、未支払児童手当を支給しないものと決

定したとき　未支払児童手当請求却下通知書（別記第１２号様式）

因  法第１１条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものと決定し

たとき　児童手当支払差止通知書（別記第１３号様式）

（寄附の申出を受けたときの通知）

第５条　省令第１２条の９第２項の規定による通知は、児童手当に係る寄附受

領証明書（別記第１４号様式）による。

　（手当の支払日）

第６条　児童手当及び特例給付の支払日は、法第８条第４項に規定する当該

支払期月における新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例（平

成１６年条例第１３号）第７条に規定する日とする。

　（その他）

第７条　この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

　　　附　則（平成２４年６月２１日訓令第１号）

　（施行期日等）

１　この規程は、公布の日から実施し、改正後の第２条から第７条までの規

定（「以下「改正後の規定」という。）は、平成２４年４月１日から適用す

る。

　（経過措置）

２　この規程の実施の日前においてなされた児童手当に関する手続について

は、改正後の規定に基づいてなされたものとみなす。

　　　附　則（平成２８年６月１日訓令第１号）

　この規程は、公布の日から実施し、改正後の新潟県市町村総合事務組合職

員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程の規

定は、平成２８年４月１日から適用する。

 

―　１８３―５　―

新潟県市町村総合事務組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する
事務の取扱いに関する規程
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別記第１号様式（第２条関係）

年　　月　　日　受付※　認定欄（提出者は記入しないでください）

公印使用許可決裁者□認定
□改定　　　年　　　月　　　日
□却下

手　当　月　額支給開始年月区　分

・　 　・

部

個

３歳未満分　　　　　　　　　　円
３歳以上小学校修了前分　　　　円
小学校修了後中学校修了前分　　　　　　円
計　　　　　　　　　　　　　　円

　　年　　月

・児童手当

・特例給付
　通知　　　年　　　月　　　日

控　　　　除
　　　　年分
所得の合計額 児童手当法施行令

第３条第１項による控除
寡婦・寡夫・

勤労学生控除額
障害者控除額

障　　人・特障　　人
小規模企業共済等

掛金控除額医療費控除額雑損控除額

８０，０００円円円円円円円

年　　月　　日　提出

所属長印　　　　　　　印氏　　名所　属　管理者

様　 生年月日住　所

ア．被用者　イ．公務員　ウ．被用者でない者配偶者の職業配偶者の
氏　　名有・無配偶者の有無

※小学校修了後
　中学校修了前
　の児童○印

※３歳以上
小学校修了前
の児童○印

※３歳未満の
児童○印

※児童との関
係で該当する
場合に○印

生計関係監護の
有　無住　　　　所

海外留学をして
いる場合の
出国年月

同居・別居
の別生年月日続　柄氏　　　名

児　
　
　
　
　

童

・父母指定者
・未成年後見人
・同居父母

同一・維持有・無年　　月同居・別居・　 　・
（ふりがな）

・父母指定者
・未成年後見人
・同居父母

同一・維持有・無年　　月同居・別居・　 　・
（ふりがな）

・父母指定者
・未成年後見人
・同居父母

同一・維持有・無年　　月同居・別居・　 　・
（ふりがな）

・父母指定者
・未成年後見人
・同居父母

同一・維持有・無年　　月同居・別居・　 　・
（ふりがな）

・父母指定者
・未成年後見人
・同居父母

同一・維持有・無年　　月同居・別居・　 　・
（ふりがな）

※所得制限限度額※控除後の所得額　　　　年分所得額
所得の状況

　扶養親族等及び児童の数　　　　　　人

　うち老人控除対象配偶者
　及び老人扶養親族の合計数　　　　　人

有 ・ 無譲渡所得の有無
円円円

兼
献
験

券
献
鹸

児 童 手 当 ・ 特 例 給 付
　　　□　認定請求書　　□　額改定認定請求書

　　　　　　　　　　　　　　□　現況届　　　　□　額改定届

必
要
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別記第２号様式（第２条関係）

 

―　１８３―７　―

新潟県市町村総合事務組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する
事務の取扱いに関する規程

年　　月　　日　提出

所属長印
印氏　名所　属様

氏名
変更前

受　

給　

者

住所

氏名
変更後

電話　　　（　　）　　　　　　住所

・　 　　　　・　 　　　　　　　変 更 年 月 日

氏名
変更前

支
給
対
象
と
な
る
児
童

住所

氏名
変更後

電話　　　（　　）　　　　　　住所

・　 　　　　・　 　　　　　　　変 更 年 月 日

氏名
変更前

住所

氏名
変更後

電話　　　（　　）　　　　　　住所

・　 　　　　・　 　　　　　　　変 更 年 月 日

氏名
変更前

住所

氏名
変更後

電話　　　（　　）　　　　　　住所

・　 　　　　・　 　　　　　　　変 更 年 月 日

決裁者
備　

考

年　　月　　日　受付

児童手当・特例給付　　氏　名　　変更届　　　　　　　　　　　住　所
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別記第３号様式（第２条関係）

 

―　１８３―８　―

新潟県市町村総合事務組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する
事務の取扱いに関する規程

児童手当・特例給付　受給事由消滅届

年　　月　　日 提出

所属長印所　属

管理者　　　様 　　　　　　印氏　名

住　所

１　受給者が公務員でなくなった。

２　児童について、次の事実が生じた。

　茨　死亡した。

　芋　監護しなくなった。

　鰯　生計を同じくしなくなった。

　允　生計を維持しなくなった。

　印　日本国内に住所を有しなくなった（留学を理由とするものを除く。）。

　咽　里親等へ委託された、又は児童福祉施設等へ入所した。

　員　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

３　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

消 滅 し た
受 給 事 由

該当するもの
を○で囲んで
ください。　

２の場合における児童の氏名

・　 　　　　　　・消滅事由の発生した年月日

年　　月　　日 受付

決裁者

　　通　知　　　　　　　　年　　月　　日

兼
献
献
献
験

券
献
献
献
鹸
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別記第４号様式（第２条関係）

 

―　１８３―９　―

新潟県市町村総合事務組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する
事務の取扱いに関する規程

未支払　児童手当・特例給付　請求書

年　　月　　日　提出管理者　　　　様

住　　所印氏　　名請求者

・　 　　　・
死亡した
年 月 日

氏　　名受給資格が
あった者　
（死亡者） 住　　所

住　　　　　　　所氏　　　　名

支
給
対
象
で
あ
っ
た
児
童

円請求金額
・　 　　月分から

・　 　　月分まで
請　　求　　期　　間

請求の
内容　

年　　月　　日　受付

決裁者支　給　決　定　　　　　年　　月　　日

請　求　却　下　　　　　年　　月　　日

通　　　　知　　　　　年　　月　　日
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別記第５号様式（第２条関係）

 

―　１８３―１０　―

新潟県市町村総合事務組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する
事務の取扱いに関する規程

児童手当 
に係る寄附の申出書

特例給付 　　　　　　　　　

（寄附先）管理者　　様

　私は、児童手当法第２２条の２第１項の規定に基づき、次代の社会を担う児

童の健やかな育ちを支援するため、管理者から支給を受ける児童手当等（児

童手当及び特例給付をいいます。以下同じです。）の額のうち、以下の額につ

き、当該児童手当の支払期日をもって寄附する旨を申し出ます。

計　　　　　　　　　　円
□児童手当等の全部
 （各月の手当額の全額を寄附）

計　 　　　　　　円
年６月支払期 

（２月分～５月分）

□児童手当等の一部
 （各支払期ごとに右の額を寄附）

計　 　　　　　　円
年１０月支払期 

（６月分～９月分）

計　 　　　　　　円
年２月支払期 

（１０月分～１月分）

（注）学校給食等の徴収及び保育料の特別徴収がある場合は、それらの額を控除した後

の額とします。

　　　  年　　　月　　　日　　

　住　所　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

　所　属　　　　　　　　　 氏　　名　　　　　　　　　　 　　　　　魁　
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別記第５号様式の２（第２条関係）

 

―　１８３―１１　―

新潟県市町村総合事務組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する
事務の取扱いに関する規程

児童手当　寄附変更申出書

特例給付　寄附撤回申出書

　

（寄附先）管理者　様

　私は、児童手当法第２２条の２第１項の規定に基づいて行った寄附の申出に

ついて、以下のとおり申し出ます。

寄附の変更　　・　 　寄附の撤回申出の別

寄附の変更の場合

寄附の変更の内容

寄附額区　　　分

計　　　　　　　　　　　　　　　　　円　　
□児童手当等の全部（各月
の手当額の全部を寄附）

計            円
　　　　年１０月支払期
（６月分～９月分）

□児童手当等の一部（各支
払期ごとに右の額を寄附）

計            円
　　　　年２月支払期
（１０月分～１月分）

計            円
　　　　年６月支払期
（２月分～５月分）

（注）　寄附額は、支給される児童手当等から学校給食等の徴収及び保育料の特別徴収
がある場合は、それらの額を控除した後の額の範囲内とします。

　　　　年　　　月　　　日

　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　
　　　　　
　所　属　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　魁
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別記第６号様式（第３条関係）

児 童 手 当 ・ 特 例 給 付 受 給 者 台 帳

年　　月　　日生年月日氏名
住　
所

ア．被用者　イ．公務員　ウ．被用者等でない者配偶者の
職　業

配偶者の
氏　名有・無配偶者の

有　無年　月　日変更

非該当
年月日

児童手当該当年月日
児童との
関　係生計関係監護の

有　無住所
海 外 留 学 を
し て い る 場
合の出国年月

同居別居
の別生年月日続柄氏名

児　
　
　

童

小学校修了後
中学校修了前

３歳以上
小学校修了前３歳未満

・　・・　・・　・・　・
・未成年後見人
・父母指定者
・同居父母

同一・維持有・無　年　月同・別・　・

・　・・　・・　・・　・
・未成年後見人
・父母指定者
・同居父母

同一・維持有・無　年　月同・別・　・

・　・・　・・　・・　・
・未成年後見人
・父母指定者
・同居父母

同一・維持有・無　年　月同・別・　・

・　・・　・・　・・　・
・未成年後見人
・父母指定者
・同居父母

同一・維持有・無　年　月同・別・　・

・　・・　・・　・・　・
・未成年後見人
・父母指定者
・同居父母

同一・維持有・無　年　月同・別・　・

・　・・　・・　・・　・
・未成年後見人
・父母指定者
・同居父母

同一・維持有・無　年　月同・別・　・

手当月額支給開始年月認定年月日人扶養親族等及び児童の数

３歳未満分　　　　　　　　　　　　　　　円

３歳以上小学校修了前分　　　　　　　　　円

小学校修了後中学校修了前分　　　　　　　円

　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

・　　・　 　・人うち老人控除対象配偶者及び
老人扶養親族の合計数

支給事由消滅年月日
・消滅事由

　　・　 　・

　　年分所得額

　　　　　　　　　円
所得の状況

（消滅事由）・児童手当　　

・特例給付　　
区　分

備　
考
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児 童 手 当 支 払 記 録氏　名

平　成　　年　度平　成　　年　度平　成　　年　度平　成　　年　度年度
区分

有　・　無有　・　無有　・　無有　・　無届 出 の 有 無

現　

況　

届

被　・　公　・　非被被　・　公　・　非被被　・　公　・　非被被　・　公　・　非被被用者又は公務員か否かの別

円　円　円　円　前年の所得額

人　人　人　人　扶養親族等及び児童の数

（　　　　　　　　　　　　　　人）（　　　　　　　　　　　　　　人）（　　　　　　　　　　　　　　人）（　　　　　　　　　　　　　　人）
うち老人控除対象配偶者

及び老人扶養親族の合計数

児　童　手　当児　童　手　当児　童　手　当児　童　手　当
区　　　分

特　例　給　付特　例　給　付特　例　給　付特　例　給　付

備　　　考

支 払 年 月 日

　
　

月　

期

１０

支　
　

払　
　

金　
　

額

３歳未満分　　　　　　　　　　円
３歳以上小学校修了前分　　　　円
小学校修了後中学校修了前分　　円
　　計　　　　　　　　　　　　円

３歳未満分　　　　　　　　　　円
３歳以上小学校修了前分　　　　円
小学校修了後中学校修了前分　　円
　　計　　　　　　　　　　　　円

３歳未満分　　　　　　　　　　円
３歳以上小学校修了前分　　　　円
小学校修了後中学校修了前分　　円
　　計　　　　　　　　　　　　円

３歳未満分　　　　　　　　　　円
３歳以上小学校修了前分　　　　円
小学校修了後中学校修了前分　　円
　　計　　　　　　　　　　　　円

児童手当等の支払金額　①

円　円　円　円　学校給食等徴収等額　　②

円　円　円　円　保育料の特別徴収額　　③

円　円　円　円　寄附金額　　　　　　　④

円　円　円　円　支払金額（①－②－③－④）

支 払 年 月 日

２　

月　

期

３歳未満分　　　　　　　　　　円
３歳以上小学校修了前分　　　　円
小学校修了後中学校修了前分　　円
　　計　　　　　　　　　　　　円

３歳未満分　　　　　　　　　　円
３歳以上小学校修了前分　　　　円
小学校修了後中学校修了前分　　円
　　計　　　　　　　　　　　　円

３歳未満分　　　　　　　　　　円
３歳以上小学校修了前分　　　　円
小学校修了後中学校修了前分　　円
　　計　　　　　　　　　　　　円

３歳未満分　　　　　　　　　　円
３歳以上小学校修了前分　　　　円
小学校修了後中学校修了前分　　円
　　計　　　　　　　　　　　　円

児童手当等の支払金額　①

円　円　円　円　学校給食等徴収等額　　②

円　円　円　円　保育料の特別徴収額　　③

円　円　円　円　寄附金額　　　　　　　④

円　円　円　円　支払金額（①－②－③－④）

支 払 年 月 日

６　

月　

期

３歳未満分　　　　　　　　　　円
３歳以上小学校修了前分　　　　円
小学校修了後中学校修了前分　　円
　　計　　　　　　　　　　　　円

３歳未満分　　　　　　　　　　円
３歳以上小学校修了前分　　　　円
小学校修了後中学校修了前分　　円
　　計　　　　　　　　　　　　円

３歳未満分　　　　　　　　　　円
３歳以上小学校修了前分　　　　円
小学校修了後中学校修了前分　　円
　　計　　　　　　　　　　　　円

３歳未満分　　　　　　　　　　円
３歳以上小学校修了前分　　　　円
小学校修了後中学校修了前分　　円
　　計　　　　　　　　　　　　円

児童手当等の支払金額　①

円　円　円　円　学校給食等徴収等額　　②

円　円　円　円　保育料の特別徴収額　　③

円　円　円　円　寄附金額　　　　　　　④

円　円　円　支払金額（①－②－③－④）

備　　　考

必
要

Title:03-6-1●
183-3.ec8 Page:193  D

ate: 2016/12/16 Fri 14:41:17 



別記第７号様式（第４条関係）

 

―　１８３―１４　―

新潟県市町村総合事務組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する
事務の取扱いに関する規程

第　　　　　号

年　　月　　日
　

　　　　　　　　　　　　様
　

管理者　　　　　　　　　　　礁

児 童 手 当　
認 定 通 知 書

特 例 給 付　 　　　　　　
　
　

　　　　年　　月　　日付けで請求のありました については、次

のとおり認定しましたので通知します。

　この処分について不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起

算して３か月以内に、新潟県知事に対して審査請求をすることができます。

この処分については、上記の審査請求のほか、この通知を受けた日の翌日か

ら起算して６か月以内に、新潟県市町村総合事務組合を被告として（訴訟に

おいて新潟県市町村総合事務組合を代表する者は管理者となります。）、処分

の取消しの訴えを提起することができます。

　なお、上記の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査

請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に

提起することができます。 

　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、

その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した

場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができな

くなります。

　なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした

場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年

を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起す

ることが認められる場合があります。

児童手当
特例給付
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―　１８３―１５　―

新潟県市町村総合事務組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する
事務の取扱いに関する規程

記

　１　支給対象児童数　　　　３歳未満　　　　　　　　　　　　　人

　　　　　　　　　　　　　　３歳以上小学校修了前　　　　　　　人

　　　　　　　　　　　　　　小学校修了後中学校修了前　　　　　人　

　　　　　　　　　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　人

 

　２　区　分　　　　　　　児　童　手　当

　　　　　　　　　　　　　特　例　給　付

　３　手　当　月　額　　　　３歳未満　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　３歳以上小学校修了前　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　小学校修了後中学校修了前　　　　　円　

　　　　　　　　　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　円

　４　支 給 開 始 年 月　　　　年　　月から

　５　支給要件児童に該当しない児童の氏名及びその理由

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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別記第８号様式（第４条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　様

管理者　　　　　　　　　　　礁

児 童 手 当　
認定請求却下通知書

特 例 給 付　　　　　　　　　　

　　　　　年　　月　　日付けで請求のありました については、

次の理由で請求を却下しましたので通知します。

　この処分について不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起

算して３か月以内に、新潟県知事に対して審査請求をすることができます。

この処分については、上記の審査請求のほか、この通知を受けた日の翌日か

ら起算して６か月以内に、新潟県市町村総合事務組合を被告として（訴訟に

おいて新潟県市町村総合事務組合を代表する者は管理者となります。）、処分

の取消しの訴えを提起することができます。

　なお、上記の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査

請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に

提起することができます。 

　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、

その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した

場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができな

くなります。

　なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした

場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年

を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起す

ることが認められる場合があります。

（却下した理由） 

児童手当
特例給付

―　１８３―１６　―

新潟県市町村総合事務組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する
事務の取扱いに関する規程
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別記第９号様式（第４条関係）

 

―　１８３―１７　―

新潟県市町村総合事務組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する
事務の取扱いに関する規程

第　　　　　号
年　　月　　日

　
　　　　　　　　　　　　様

管理者　　　　　　　　　　　礁

児 童 手 当　
額改定認定通知書特 例 給 付　　　　　　　　　

　　
　 の額の改定については により、次のとおり改定しま

したので通知します。

　この処分について不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起

算して３か月以内に、新潟県知事に対して審査請求をすることができます。

この処分については、上記の審査請求のほか、この通知を受けた日の翌日か

ら起算して６か月以内に、新潟県市町村総合事務組合を被告として（訴訟に

おいて新潟県市町村総合事務組合を代表する者は管理者となります。）、処分

の取消しの訴えを提起することができます。

　なお、上記の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査

請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に

提起することができます。 

　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、

その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した

場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができな

くなります。

　なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした

場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年

を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起す

ることが認められる場合があります。

児童手当
特例給付

請求、届出
職　　　権
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―　１８３―１８　―

新潟県市町村総合事務組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する
事務の取扱いに関する規程

記

１　改定後の支給対象児童数　　３歳未満　　　　　　　　　　　　人

　　　　　　　　　　　　　　　３歳以上小学校修了前　　　　　　人

　　　　　　　　　　　　　　　小学校修了後中学校修了前　　　　人　

　　　　　　　　　　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　人

２　区　分　　　　　　　　　児　童　手　当

　　　　　　　　　　　　　　特　例　給　付

３　改定後の手当月額　　　　　３歳未満　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　　３歳以上小学校修了前　　　　　　円

　　　　　　　　　　　　　　　小学校修了後中学校修了前　　　　円　

　　　　　　　　　　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　　円

４　改定年月日　　　　　　　　　　　　年　　月　　日から

５　改定（増・減額）の理由

　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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別記第１０号様式（第４条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　様

管理者　　　　　　　　　　　礁

 額改定認定請求却下通知書

　　　　　年　　月　　日付けで請求のありました の額の改定に

ついては、次の理由で請求を却下しましたので通知します。

　この処分について不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起

算して３か月以内に、新潟県知事に対して審査請求をすることができます。

この処分については、上記の審査請求のほか、この通知を受けた日の翌日か

ら起算して６か月以内に、新潟県市町村総合事務組合を被告として（訴訟に

おいて新潟県市町村総合事務組合を代表する者は管理者となります。）、処分

の取消しの訴えを提起することができます。

　なお、上記の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査

請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に

提起することができます。 

　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、

その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した

場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができな

くなります。

　なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした

場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年

を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起す

ることが認められる場合があります。

（却下した理由） 

児 童 手 当
特 例 給 付

児童手当
特例給付

―　１８３―１９　―

新潟県市町村総合事務組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する
事務の取扱いに関する規程
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別記第１１号様式（第４条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　様

管理者　　　　　　　　　　　礁

 　支給事由消滅通知書

　次のとおり の支給事由が消滅しましたのでお知らせします。

　この処分について不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起

算して３か月以内に、新潟県知事に対して審査請求をすることができます。

この処分については、上記の審査請求のほか、この通知を受けた日の翌日か

ら起算して６か月以内に、新潟県市町村総合事務組合を被告として（訴訟に

おいて新潟県市町村総合事務組合を代表する者は管理者となります。）、処分

の取消しの訴えを提起することができます。

　なお、上記の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査

請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に

提起することができます。 

　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、

その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した

場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができな

くなります。

　なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした

場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年

を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起す

ることが認められる場合があります。

記

１　消滅した日　　　　　　　　　　　年　　月　　日

２　消滅の理由 

児 童 手 当
特 例 給 付

児 童 手 当
特 例 給 付

―　１８３―２０　―

新潟県市町村総合事務組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する
事務の取扱いに関する規程
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別記第１２号様式（第４条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　様

管理者　　　　　　　　　　　礁

未支払　 　通知書

　　　　年　　月　　日付けで請求のありました未支払 の支給

については、次のとおり しましたので通知します。

　この処分について不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起

算して３か月以内に、新潟県知事に対して審査請求をすることができます。

この処分については、上記の審査請求のほか、この通知を受けた日の翌日か

ら起算して６か月以内に、新潟県市町村総合事務組合を被告として（訴訟に

おいて新潟県市町村総合事務組合を代表する者は管理者となります。）、処分

の取消しの訴えを提起することができます。

　なお、上記の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査

請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に

提起することができます。 

　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、

その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した

場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができな

くなります。

　なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした

場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年

を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起す

ることが認められる場合があります。

 

児 童 手 当　 支 給 決 定
特 例 給 付　 請 求 却 下

児 童 手 当
特 例 給 付

支給することに決定
請 求 を 却 下

―　１８３―２１　―

新潟県市町村総合事務組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する
事務の取扱いに関する規程
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記

１　支 払 期 間　　　　　　　　年　　月分から

　　　　　　　　　　　　　　　年　　月分まで

２　支 払 金 額　　　　　　　　　　　　　　円

３　支払年月日　　　　　　　　年　　月　　日

４　却下の理由

 

―　１８３―２２　―

新潟県市町村総合事務組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する
事務の取扱いに関する規程
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別記第１３号様式（第４条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　様

管理者　　　　　　　　　　　礁

 　支払差止通知書

　次のとおり の支給を差し止めましたので通知します。

　この処分について不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起

算して３か月以内に、新潟県知事に対して審査請求をすることができます。

この処分については、上記の審査請求のほか、この通知を受けた日の翌日か

ら起算して６か月以内に、新潟県市町村総合事務組合を被告として（訴訟に

おいて新潟県市町村総合事務組合を代表する者は管理者となります。）、処分

の取消しの訴えを提起することができます。

　なお、上記の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査

請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に

提起することができます。 

　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、

その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した

場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができな

くなります。

　なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした

場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年

を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起す

ることが認められる場合があります。

 

児 童 手 当
特 例 給 付

児 童 手 当
特 例 給 付

―　１８３―２３　―

新潟県市町村総合事務組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する
事務の取扱いに関する規程
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記

１　支 払 差 止 額　　　　　　　　　　　　　　円

２　支払差止期間　　　　　　　　年　　月分から

　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月分まで

３　支払差止事由
 

―　１８３―２４　―

新潟県市町村総合事務組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する
事務の取扱いに関する規程
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記第１４号様式（第５条関係）

 　に係る寄附受領証明書

　　住 所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　氏 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　金　　　　　　　　　　円也

　児童手当法第８条第４項の規定に基づき　　　　年　　月　　日に支払わ

れた児童手当等のうち、上記の額を、同法第２２条の２第１項の規定に基づく

寄附額として受領したことを証明します。

　　　　　年　　月　　日

管理者　　　　　　　　　　　礁　

児 童 手 当
特 例 給 付

―　１８３―２５　―

新潟県市町村総合事務組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する
事務の取扱いに関する規程
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新潟県市町村総合事務組合職員に対する子ども手当
の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程

　

事　務　局　
　最終改正　平成２３年１２月１６日訓令第３号

　新潟県市町村総合事務組合職員に対する子ども手当の認定及び支給に関す

る事務の取扱いに関する規程を次のとおり定める。

　（趣旨）

第１条　新潟県市町村総合事務組合職員（以下「職員」という。）に対する子

ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、平成２２年度等

における子ども手当の支給に関する法律（平成２２年法律第１９号）、平成２３年

度における子ども手当の支給等に関する特別措置法（平成２３年法律第１０７

号。以下「法」という。）、平成２２年度等における子ども手当の支給に関す

る法律施行令（平成２２年政令第７５号）、平成２３年度における子ども手当の支

給等に関する特別措置法施行令（平成２３年政令第３０８号）、平成２２年度等に

おける子ども手当の支給に関する法律施行規則（平成２２年厚生労働省令第

５１号）及び平成２３年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施

行規則（平成２３年厚生労働省令第１２０号。以下「省令」という。）によるほ

か、この規程の定めるところによる。

　（請求書、届書及び申出書の様式）

第２条　省令の規定による請求書、届書及び申出書の様式は、次の各号に掲

げる書類の区分に応じ、当該各号に定める様式による。

茨　省令第４条第１項の請求書（以下「認定請求書」という。）、省令第５

条第１項の請求書（以下「額改定認定請求書」という。）及び省令第６条

第１項の届書（以下「額改定届」という。）　別記第１号様式

芋　省令第７条第１項の届書（以下「氏名変更届」という。）並びに省令第

８条第１項及び第２項の届書（以下「住所変更届」という。）　別記第２

号様式

鰯　省令第９条第１項の届書（以下「受給事由消滅届」という。）　別記第

―　１８３―２７　―

平成２２年６月１日
訓 令 第 ４ 号
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３号様式

允　省令第１１条第１項の請求書（以下「未支払請求書」という。）　別記第

４号様式

印　省令第１８条第１項の申出書（以下「寄附申出書」という。）　別記第５

号様式

咽　寄附申出書に係る申出の変更又は撤回の申出書（以下「寄附変更撤回

申出書」という。）　別記第５号様式の２

　（認定その他支給事務の処理）

第３条　管理者は、認定請求書、額改定認定請求書、額改定届、氏名変更届、

住所変更届、受給事由消滅届、未支払請求書、寄附申出書又は寄附変更撤

回申出書の提出を受けたときは、その内容を審査し、認定その他支給事務

の処理に当たるとともに、当該認定その他支給事務の処理に係る事項を子

ども手当受給者台帳（別記第６号様式。以下「受給者台帳」という。）に記

載するものとする。

２　管理者は、額改定届又は受給事由消滅届の提出がない場合においても、

受給者台帳等によって子ども手当の額の改定又は支給事由の消滅に係る事

実を確認したときは、職権によりそれぞれの支給事務の処理に当たるとと

もに、当該支給事務の処理に係る事項を受給者台帳に記載するものとす

る。

　（認定その他支給に関する処分の通知）

第４条　省令第１３条の規定による通知は、次の各号に掲げるときの区分に応

じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

茨　認定請求書を審査した結果、受給資格があるものと確認したとき　子

ども手当認定通知書（別記第７号様式。附則において「認定通知書」と

いう。）

芋　認定請求書の審査をした結果、受給資格がないものと確認したとき　

子ども手当認定請求却下通知書（別記第８号様式）

鰯　額改定認定請求書の審査をした結果、子ども手当の額を改定すべきも

のと確認したとき、額改定届を審査した結果、届出に係る事実があるも

のと認めたとき又は額改定届がない場合において受給者台帳等によって

―　１８３―２８　―

新潟県市町村総合事務組合職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する
事務の取扱いに関する規程
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手当額を減額すべきものと確認し職権により処理したとき　子ども手当

額改定認定通知書（別記第９号様式）

允　額改定認定請求書の審査をした結果、子ども手当の額を改定しないも

のと確認したとき　子ども手当額改定認定請求却下通知書（別記第１０号

様式）

印　受給事由消滅届により処理したとき又は支給事由がないものと確認し

職権により処理したとき　子ども手当支給事由消滅通知書（別記第１１号

様式）

咽　未支払請求書を審査した結果、未支払子ども手当を支給するものと決

定したとき　未支払子ども手当支給決定通知書（別記第１２号様式）

員　未支払請求書を審査した結果、未支払子ども手当を支給しないものと

決定したとき　未支払子ども手当請求却下通知書（別記第１２号様式）

因　法第１０条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めるものと決定

したとき　子ども手当支払差止通知書（別記第１３号様式）

　（寄附の申出を受けたときの通知）

第５条　省令第１８条第２項の規定による通知は、子ども手当に係る寄附受領

証明書（別記第１４号様式）による。

　（手当の支払日）

第６条　子ども手当の支払日は、法第７条第４項に規定する当該支払期月に

おける新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例（平成１６年条例

第１３条）第７条に規定する日とする。

　（その他）

第７条　この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

　　　附　則

　管理者は、法附則第３条の規定により、法第６条第１項の規定による認定

の請求があったものとみなされる場合においては、第４条第１号の規定にか

かわらず、認定通知書を当該請求があったとみなされた者に対して交付する

ものとする。

 

―　１８３―２９　―

新潟県市町村総合事務組合職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する
事務の取扱いに関する規程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　附　則（平成２３年１２月１６日訓令第３号）

　（実施期日等）

１　この規程は、公布の日から実施し、改正後の本則の規定（以下「改正後

の規定」という。）は、平成２３年１０月１日から適用する。

　（経過措置）

２　この規程の実施の日前においてなされた子ども手当に関する手続につい

ては、改正後の規定に基づいてなされたものとみなす。

 

―　１８３―３０　―

新潟県市町村総合事務組合職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する
事務の取扱いに関する規程
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子 ど も 手 当
　　□　認定請求書　□　額改定認定請求書

　　　　　　　　　□　額改定届　　　　　　　　　　　　　
（該当するものにレ印を付する。）

年　　月　　日提出

第１号様式（第２条関係）

所属長印
祥　氏　　名所　　属

管理者　　　　　　　　　　　

様

　　　　　　年　　　月　　　日生年月日住　　所

ア．被用者　イ．公務員　ウ．被用者等でない者配偶者の
職　　業

配偶者の
氏　　名有・無配偶者の

有　　無
小学校修了後
中学校修了前
の子ども○印

３歳以上小学
校修了前の子
ども○印　　

３歳未満の
子ども○印生計関係監護の

有　無住　　　所同居別居
の　　別生年月日続柄氏　　名

子　
　

ど　
　

も

同一・維持有・無同・別・　 　・

同一・維持有・無同・別・　 　・

同一・維持有・無同・別・　 　・

同一・維持有・無同・別・　 　・

同一・維持有・無同・別・　 　・

同一・維持有・無同・別・　 　・

※認定欄（申請者は、記入しないでください。）

決裁者
　　年　　　月　　　日

□認定
□改定
□却下

手当月額支給開始・改定年月子どもとの関係受付印

　　年　　　月　　　日通知
３歳未満分 円
３歳以上小学校修了前分 円
小学校修了後中学校修了前分 円
　計 円

年　　月
・父母指定者
・未成年後見人
・同居父母

必
要
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第２号様式（第２条関係）

所属
長印

氏名

祥　　　

所属
管理者　　　　　　　　　　　　様

変更年月日変　　更　　後変　　更　　前
氏　

名　

変　

更

　年　月　日受　給　者

　年　月　日

支給対象と
なる子ども

　年　月　日

　年　月　日

変更年月日変　更　後変　更　前氏　　名
住　

所　

変　

更

　年　月　日受　給　者

　年　月　日
支給対象と
なる子ども

　年　月　日

　年　月　日

決裁者備　考

年　　月　　日受付　　

氏　　　名　　　
変　　更　　届

住　　　所

年　　月　　日提出

必
要
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に
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る
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に
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す
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程

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

子 ど も 手 当 受 給 事 由 消 滅 届

年　　月　　日提出　　

所属長印氏名　　　　　　　　　　　　　　　祥所属
管理者　　　　　　　　様

住所

　　　　　　　　年　　　月　　　日消滅事由の発生した年月日

１　受給者が公務員でなくなった。
２　子どもについて、次の事実が生じた。
　　その子どもの氏名（　　　　　　　　　　　）
　茨　１５歳に達した日の属する年度が終了した。　
　芋　死亡した。　
　鰯　監護しなくなった。　
　允　生計を同じくしなくなった。　
　印　生計を維持しなくなった。
　咽　日本国内に住所を有しなくなった（留学を理由とするものを除く。）。　
　員　児童福祉施設等へ入所した、又は里親等へ委託された。
　因　その他（　　　　　　　　　　）
３　その他（　　　　　　　　　　　）

消 滅 し た 事 由

（該当する数字を〇で囲む。）

年　　月　　日受付　　

決 裁 者　通　　知

　　　　　　　　　年　　月　　日

第３号様式（第２条関係）

必
要
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程

第４号様式（第２条関係）

未 支 払 子 ど も 手 当 請 求 書

年　　月　　日提出　　
管理者　　　　　　　様

住所氏名

祥　

請
求
者

死亡した日

年　　月　　日　

住所氏名死
亡
者

住　　　　　　　　　　　　　　所氏　　　　　　名支
給
対
象
で
あ
っ
た
子
ど
も

請求金額

円　　

支給期間

年　　月分から　　　　

年　　月分まで　　　　

請
求
の
内
容

年　　月　　日受付　　

決裁者

通　知　　　　　　　　　年　　月　　日　
支　給　決　定

年　　月　　日　
請　求　却　下

必
要
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第５号様式（第２条関係）

 

―　１８３―３５　―

新潟県市町村総合事務組合職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する
事務の取扱いに関する規程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

子ども手当に係る寄附の申出書

（寄附先）新潟県市町村総合事務組合管理者

　私は、平成２３年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第２４条

第１項の規定に基づき、子ども及び子育て家庭を支援するため、新潟県市町

村総合事務組合管理者からの支給を受ける子ども手当の額のうち以下の額に

つき、当該子ども手当の支払期日をもって寄附する旨を申し出ます。

計　　　　　　　　　円

□子ども手当の全部（各月
の手当額の全部を寄附）

計　　　　　　円
平成２４年２月支払期
（１０月分～１月分）

□子ども手当の一部（各
支払期ごとに右の額を寄
附）

計　　　　　　円
平成２４年６月支払期
（２月分、３月分）

　　　　　年　　月　　日

住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所　　属　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　祥
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第５号様式の２（第２条関係）

　　
寄附変更

　
子ども手当

　寄附撤回　
申出書

　

（寄附先）新潟県市町村総合事務組合管理者　様

　私は、平成２３年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第２４条

第１項の規定に基づいて行った寄附の申出について、以下のとおり申し出ま

す。

 

―　１８３―３６　―

新潟県市町村総合事務組合職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する
事務の取扱いに関する規程

寄附の変更　・　 寄附の撤回申出の別

寄附の変更の内容

寄　　附　　額区　　分

計　　　　　　　　　円

□子ども手当の全部（各月
の手当額の全部を寄附）

計　　　　　　円
平成２４年２月支払期
（１０月分～１月分）

□子ども手当の一部（各
支払期ごとに右の額を寄
附）

計　　　　　　円
平成２４年６月支払期
（２月分、３月分）

　　　　　年　　月　　日

住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所　　属　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　祥
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第６号様式（第３条関係）

子 ど も 手 当 受 給 者 台 帳

年　　月　　日生年月日氏　　名住　
所 ア．被用者　イ．公務員　ウ．被用者等でない者

配偶者の
職　　業

配偶者の
氏　　名

有・無
配偶者の
有　　無年　　月　　日変更　

非該当
年月日

子ども手当該当年月日
生計関係監護の

有　無住　　所同居別居
の　　別生年月日続柄氏　　名

子　

ど　

も

小学校修了後
中学校修了前

３歳以上
小学校修了前３歳未満

・　 ・・　 ・・　 ・・　 ・同一・維持有・無同・別・　 　・

・　 ・・　 ・・　 ・・　 ・同一・維持有・無同・別・　 　・

・　 ・・　 ・・　 ・・　 ・同一・維持有・無同・別・　 　・

・　 ・・　 ・・　 ・・　 ・同一・維持有・無同・別・　 　・

・　 ・・　 ・・　 ・・　 ・同一・維持有・無同・別・　 　・

・　 ・・　 ・・　 ・・　 ・同一・維持有・無同・別・　 　・

手当月額支給開始年月認定年月日子どもとの関係

３歳未満分 円

３歳以上小学校修了前分 円

小学校修了後中学校修了前分 円

　　　　計 円

・　 　　・・父母指定者

・未成年後見人

・同居父母

支給事由消滅年月日・消滅事由

・　 　　・

（消滅事由）
備
考

必
要
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関

す
る

規
程

・　 　　　・支払年月日

２　

月　

期
支　
　

払　
　

金　
　

額　
　

欄

３歳未満 円

　子ども手当支給額　　①
３歳以上小学校修了前分 円

小学校修了後中学校修了前分 円

　　計 円

 円　　　寄附金額　　　　②

 円支払金額（①－②）

・　 　　　・支払年月日

　

６　

月　

期

３歳未満 円

　子ども手当支給額　　①
３歳以上小学校修了前分 円

小学校修了後中学校修了前分 円

　　計 円

 円　　　寄附金額　　　　②

 円支払金額（①－②）

備　考

必
要
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第７号様式（第４条関係）

 

―　１８３―３９　―

新潟県市町村総合事務組合職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する
事務の取扱いに関する規程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第　　　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合　　　　　

管理者　　　　　　　　　　　　礁

子 ど も 手 当 認 定 通 知 書

　　　　年　　月　　日付けで請求のありました子ども手当については、次

のとおり認定しましたので通知します。

　なお、この決定に不服のあるときは、この通知書を受けた日の翌日から起

算して６０日以内に新潟県知事に対して審査請求をすることができます。さら

に、この決定の取消しを求める訴え（取消訴訟）は上記の審査請求に対する

裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に新潟県市町村総合事

務組合を被告として（訴訟において新潟県市町村総合事務組合を代表する者

は管理者となります。）提起することができます。

記

　１　支給対象となる子どもの数　　３歳未満　　　　　　　　　　　人
　　　　　　　　　　　　　　　　　３歳以上小学校修了前　　　　　人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学校修了後中学校修了前　　　人　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　人

　２　手　当　月　額　　　　　　　３歳未満　　　　　　　　　　　円
　　　　　　　　　　　　　　　　　３歳以上小学校修了前　　　　　円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学校修了後中学校修了前　　　円　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　　　　　　　　　　　　　円

　３　支 給 開 始 年 月　　　　　　　年　　月から

　４　支給対象とならなかった子どもの氏名及びその理由
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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第８号様式（第４条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合　　　　　

管理者　　　　　　　　　　　　礁

子ども手当認定請求却下通知書

　　　年　　月　　日付けで請求のありました子ども手当については、次の

理由で請求を却下しましたので通知します。

　なお、この決定に不服のあるときは、この通知書を受けた日の翌日から起

算して６０日以内に新潟県知事に対して審査請求をすることができます。さら

に、この決定の取消しを求める訴え（取消訴訟）は上記の審査請求に対する

裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に新潟県市町村総合事

務組合を被告として（訴訟において新潟県市町村総合事務組合を代表する者

は管理者となります。）提起することができます。

（却下した理由）

 

―　１８３―４０　―

新潟県市町村総合事務組合職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する
事務の取扱いに関する規程
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第９号様式（第４条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合　　　　　

管理者　　　　　　　　　　　　礁

子ども手当額改定認定通知書

　子ども手当額の改定については、 により、次のとおり改定しま
したので通知します。
　なお、この決定に不服のあるときは、この通知書を受けた日の翌日から起
算して６０日以内に新潟県知事に対して審査請求をすることができます。さら
に、この決定の取消しを求める訴え（取消訴訟）は上記の審査請求に対する
裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に新潟県市町村総合事
務組合を被告として（訴訟において新潟県市町村総合事務組合を代表する者
は管理者となります。）提起することができます。

記

１　改定後の支給対象となる子どもの数　３歳未満 人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３歳以上小学校修了前 人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学校修了後中学校修了前 人　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計 人

２　改定後の手当月額　　　　　　　　　３歳未満 円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３歳以上小学校修了前 円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学校修了後中学校修了前 円　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計 円

３　改定年月日　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日から

４　改定（増・減額）の理由
　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

請求、届出
職　　　権

―　１８３―４１　―

新潟県市町村総合事務組合職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する
事務の取扱いに関する規程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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第１０号様式（第４条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合　　　　　

管理者　　　　　　　　　　　　礁

子ども手当額改定認定請求却下通知書

　　　年　　月　　日付けで請求のありました子ども手当額の改定について

は、次の理由で請求を却下しましたので通知します。

　なお、この決定に不服のあるときは、この通知書を受けた日の翌日から起

算して６０日以内に新潟県知事に対して審査請求をすることができます。さら

に、この決定の取消しを求める訴え（取消訴訟）は上記の審査請求に対する

裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に新潟県市町村総合事

務組合を被告として（訴訟において新潟県市町村総合事務組合を代表する者

は管理者となります。）提起することができます。

（却下した理由）

 

―　１８３―４２　―

新潟県市町村総合事務組合職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する
事務の取扱いに関する規程
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第１１号様式（第４条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合　　　　　

管理者　　　　　　　　　　　　礁

子ども手当支給事由消滅通知書

　次のとおり子ども手当の支給事由が消滅しましたので通知します。

　なお、この決定に不服のあるときは、この通知書を受けた日の翌日から起

算して６０日以内に新潟県知事に対して審査請求をすることができます。さら

に、この決定の取消しを求める訴え（取消訴訟）は上記の審査請求に対する

裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に新潟県市町村総合事

務組合を被告として（訴訟において新潟県市町村総合事務組合を代表する者

は管理者となります。）提起することができます。

記

　１　消滅した日　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　２　消滅の理由

 

―　１８３―４３　―

新潟県市町村総合事務組合職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する
事務の取扱いに関する規程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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第１２号様式（第４条関係）

 

―　１８３―４４　―

新潟県市町村総合事務組合職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する
事務の取扱いに関する規程

第　　　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合　　　　　

管理者　　　　　　　　　　　　礁

未支払子ども手当　 　通知書

　　　年　　月　　日付けで請求のありました未支払子ども手当の支給につ

いては、次のとおり　 　しましたので通知します。

　なお、この決定に不服のあるときは、この通知書を受けた日の翌日から起

算して６０日以内に新潟県知事に対して審査請求をすることができます。さら

に、この決定の取消しを求める訴え（取消訴訟）は上記の審査請求に対する

裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に新潟県市町村総合事

務組合を被告として（訴訟において新潟県市町村総合事務組合を代表する者

は管理者となります。）提起することができます。

記

　１　支 払 期 間 年　　月分から

 年　　月分まで

　２　支 払 金 額 　　　　　　円

　３　支払年月日 年　　月　　日

　４　却下の理由

支給決定
請求却下

支給することに決定
請 求 を 却 下
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第１３号様式（第４条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合　　　　　

管理者　　　　　　　　　　　　礁

子 ど も 手 当 支 払 差 止 通 知 書

　次のとおり子ども手当の支払を差し止めましたので通知します。

　なお、この決定に不服のあるときは、この通知書を受けた日の翌日から起

算して６０日以内に新潟県知事に対して審査請求をすることができます。さら

に、この決定の取消しを求める訴え（取消訴訟）は上記の審査請求に対する

裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に新潟県市町村総合事

務組合を被告として（訴訟において新潟県市町村総合事務組合を代表する者

は管理者となります。）提起することができます。

記

　１　支 払 差 止 額 　　　　　　円

　２　支 払 差 止 期 間 年　　月分から

 年　　月分まで

　３　支払差止事由

 

―　１８３―４５　―

新潟県市町村総合事務組合職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する
事務の取扱いに関する規程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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第１４号様式（第５条関係）

―　１８３―４６　―

新潟県市町村総合事務組合職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する
事務の取扱いに関する規程

子ども手当に係る寄附受領証明書

　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

金　　　　　　　円也

　平成２３年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第７条第４項

の規定に基づき　　　年　　月　　日に支払われた子ども手当のうち上記の額

を、同法第２４条第１項の規定に基づく寄附額として受領したことを証明しま

す。

　　　年　　月　　日

新潟県市町村総合事務組合　　　　

管理者　　　　　　　　　　　礁
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新潟県市町村総合事務組合職員
の住居手当に関する規則　　　

　最終改正　平成２９年２月１６日規則第４号

　（目的）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例

（平成１６年条例第１３号。以下「条例」という。）第１３条の規定に基づき、住

居手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

　（適用除外職員）

第２条　条例第１３条第１項の別に規則で定める職員は、職員の扶養親族たる

者（条例第１１条に規定する扶養親族で条例第１２条第１項の規定による届出

がされている者に限る。以下この条において同じ。）が所有する住宅及び

職員の配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含む。以下この条において同じ。）、父母又は配偶者の父母で職員

の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅

並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて

当該住宅に居住している職員とする。

　（届出）

第３条　新たに条例第１３条第１項の職員たる要件を具備するに至った職員

は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記様式第

１号の住居届により、その居住の実情を速やかに管理者（その委任を受け

た者を含む。以下同じ。）に届け出なければならない。住居手当を受けて

いる職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様

とする。

２　前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添

付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとす

る。

　（確認及び決定）

第４条　管理者は、職員から前条第１項の規定による届出があったときは、

―　１８５　―

平成１６年３月１日
規 則 第 １２ 号
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その届出に係る事実を確認し、その者が条例第１３条第１項の職員たる要件

を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改

定しなければならない。

２　管理者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したと

きは、その決定又は改定に係る事項を別記様式第２号の住居手当認定簿に

記載するものとする。

　（家賃の算定の基準）

第５条　第３条第１項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支

払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、管理者の定める

基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

　（支給の始期及び終期）

第６条　住居手当の支給は、職員が新たに条例第１３条第１項の職員たる要件

を具備するに至った日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、

その日の属する月）から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至っ

た日の属する月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前

月）をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第３条

第１項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から１５日を経過した

後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月（その日が月

の初日であるときは、その日の属する月）から行うものとする。

２　住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき

は、その事実の生じた日の属する月の翌月（その日が月の初日であるとき

は、その日の属する月）からその支給額を改定する。前項ただし書の規定

は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

　（事後の確認）

第７条　管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第１３条第１

項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であ

るかどうかを随時確認するものとする。

　（住居手当の返還）

第８条　職員の虚偽の届出又は届出の遅延等により不当に住居手当の支給を

受けたときは、管理者はこれを返還させなければならない。

―　１８６　―

新潟県市町村総合事務組合職員の住居手当に関する規則
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新潟県市町村総合事務組合職員の住居手当に関する規則

　（雑則）

第９条　この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

　（平成２９年改正条例附則第２項の規定が適用される間の読替え）

第１０条　平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの間は、第２条中「条

例第１２条第１項」とあるのは、新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例（平成２９年条例第３号）附則第２項の規定

により読み替えられた条例第１２条第１項」とする。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は、平成１６年３月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この規則の施行の際、従前の新潟県町村職員退職手当組合、新潟県町村

人事事務組合、新潟県消防団員等公償組合、新潟県交通災害共済組合及び

新潟県自治会館管理組合（以下「旧組合」という。）の職員の住居手当に関

する規則の適用を受けていた職員で、引き続きこの規則の適用を受けるこ

ととなった職員の旧組合の当該規則に基づいてなされた処分、承認、手続

その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみな

す。

　　　附　則（平成２１年１１月３０日規則第７号）

　この規則は、平成２１年１２月１日から施行する。

　　　附　則（平成２９年２月１６日規則第４号）

　この規則は、平成２９年４月１日から施行する。

―　１８７　――　１８７（１８８欠）　―
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居
手

当
に

関
す

る
規

則

勤務公署名管理者

印　氏　名職　名様　

　職員の住居手当に関する規則第６条の規定に基づき、居住の実情、住宅の所有関係等を届け出ます。（契約書等証明書
類　　通添付）
　届出の理由（該当する□に�印を付する。）
　□１　新　規（□第１項第１号　□第１項第２号　□第１項第３号）
　□２　支給要件の喪失（□第１項第１号　□第１項第２号　□第１項第３号）
　□３　転　居（１又は２に該当する場合を除く）　□４　契約関係の変更
　□５　家賃額の改定　　　　　　　　　　　　　　□６　住宅の所有関係の変更　　　　　（届出の理由が生じた日）
　□７　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　年　　月　　日

年　　　月　　　日まで住宅への入居日　　年　　　月　　　日から契 約 開 始 日（
条
例
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
）

借
家
・
借
間　
　
　
　
　
　
　
　

住 宅 の 所 在 地

住所続柄（　　　）住 宅 所 有 者

住所続柄（　　　）住 宅 の 貸 主

□本人　　□扶養親族　続柄　　　　　　共同名義人が□いない　
�

続柄（　　　　）
　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）　　　　　　□いる　　　続柄（　　　　）

�
�
�住 宅 の 借 主

左記家賃等には
□電気、ガス又は水道の料金が含まれている。（光熱費

込みの下宿代）
□食費等が含まれている。（まかない付下宿代）

月額　　　　　　　　　　円

（　 　年　 月　 日から）
家 賃 等

年　　　月　　　日まで住宅への入居日　　年　　　月　　　日から契 約 開 始 日（
条
例
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
）

借
家
・
借
間　
　
　
　
　
　
　
　

住 宅 の 所 在 地

住所続柄（　　　）住 宅 所 有 者

住所続柄（　　　）住 宅 の 貸 主

□本人　　□扶養親族　続柄　　　　　　共同名義人が□いない　
�

続柄（　　　　）
　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）　　　　　　□いる　　　続柄（　　　　）

�
�
�住 宅 の 借 主

左記家賃等には
□電気、ガス又は水道の料金が含まれている。（光熱費

込みの下宿代）
□食費等が含まれている。（まかない付下宿代）

月額　　　　　　　　　　円

（　 　年　 月　 日から）
家 賃 等

―
　１８９

　―

別記様式第１号（第６条関係）

年　　月　　日住宅への入居日住 宅 の 所 在 地

自
宅
（
条
例
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
）

所有権の保存又は移転の
登記年月日

（　　年　　月　　日）

□本人　□本　人　の　□職員である　□職員である配偶
　　　　　扶養親族　　配　偶　者　　者 の 扶 養 親 族所 有 権 の あ る 住 宅住

宅

の

所

有

関

係

□一親等の血族又は姻族（上欄に掲げる者と共有しているときに限り記入）

名義上の所有者
（　　　　　　　　　）

□本人　□本　人　の　□職員である　□職員である配偶
　　　　　扶養親族　　配　偶　者　　者 の 扶 養 親 族

所有権を留保
されている住
宅　

そ
の
他
の
住
宅

□一親等の血族又は姻族（上欄に掲げる者と共同で購入しているときに限り記入）

名義上の所有者
（　　　　　　　　　）

□本人　□本　人　の　□職員である　□職員である配偶
　　　　　扶養親族　　配　偶　者　　者 の 扶 養 親 族

譲渡担保の目
的となってい
る住宅　　　 □一親等の血族又は姻族（上欄に掲げる者と共有しているときに限り記入）

□新築した。
□購入した。住 宅 の 取 得 理 由

　　　　　年　　　月　　　日住宅の新築又は購入の日

□配　偶　者　□一親等の血族又は姻族　□その他同 居 者

世 帯 主 氏 名
（主たる生計維持者）

住　　　　　居　　　　　届

（　　　年　　月　　日提出）

�
�
�
�
�

認　

印

取
扱
者

　□借家・借間（条例第１３条第１項第１号）
　□借家・借間（条例第１３条第１項第３号）
　□自　　　宅（□条例第１３条第２項第２号の新築又は購入に係る住宅（５年を経過する日：　 　年　　月　　日））
　　　　　　　　　□確認する。
　　

上記のとおり
　□確認し、規則第８条に規定する家賃の額に相当する額は　　　　円であると算定する。

（条例第１３条第１項第１号）　
　　　　　　　　　□確認し、規則第８条に規定する家賃の額に相当する額は　　　　円であると算定する。

（条例第１３条第１項第３号）　

　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　職名　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　印

備　考

（「記入上の注意」は、裏面にあるので参照のこと。）
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―
　１９０
　―

〔裏　面〕

記入上の注意

１　「主な届出の理由」欄には、住居届の主な理由の一について�印を付するものとする。

２　「家賃等」欄には、権利金、敷金、食費、電気代、ガス代、水道代、共益費若しくは店舗付住宅の店舗部分その他

これに類するものに係る借料又は借り受けた住宅を他に転貸している場合の転貸部分に係る家賃等は含まないもの

を記入する。ただし、居住に関する支払額に電気、ガス若しくは水道の料金が含まれている場合（例：光熱費込み

の下宿代）又は居住に関する支払額に食費等が含まれている場合（例：まかない付下宿代）で家賃に相当する額の

算出が困難なときは、光熱費、食費等を含めた額（光熱費込みの下宿代又はまかない付下宿代）を記入して差し支

えない。なお、この場合には該当するものに�印を付するものとする。

３　「住宅の所有関係」欄には、当該住宅について共有関係にある同欄に掲げる者のすべてに�印を付し、「その他の

住宅」欄には、当該住宅の購入者等についてこれに準じて�印を付するものとする。



新潟県市町村総合事務組合職員の住居手当に関する規則

住　　居　　手　　当　　認　　定　　簿

　備　　　　　　考 　
条例第１３条第２項第２号
括弧書の手当額を受ける
職員にあっては、５年を経
過する日を記入する　　

条例第１３条及び同条に基
づく規則の規定に従い左
記のとおり決定（改定）す
る　　　　　　　　　　

住居手当

の　月　額
支　給　の　始　期　等

決　　定
家　賃　等

（借家のみ）借間　　

該　　当　　条　　文受　理　年　月　日提　出　年　月　日

届　　出　　の　　事　　由

内　　　容
発　生　年　月　日

（改定年月日）

　　　年　　月　　日　　　
　職　　氏名　　　　印

　　　円　　年　　月　　日�
から
�　　　　　　　　まで

　　　　円

□条例第１３条第１項第１号　　　
□条例第１３条第１項第２号　　　
　□条例第１３条第２項第２号　　
　　括弧書　　　　　　　　　　

　　年　　月　　日　　年　　月　　日　　年　　月　　日�
から
�　　　　　　　　まで

　　　年　　月　　日　　　
　職　　氏名　　　　印

　　　円　　年　　月　　日�
から
�　　　　　　　　まで

　　　　円

□条例第１３条第１項第１号　　　
□条例第１３条第１項第２号　　　
　□条例第１３条第２項第２号　　
　　括弧書　　　　　　　　　　

　　年　　月　　日　　年　　月　　日　　年　　月　　日�
から
�　　　　　　　　まで

　　　年　　月　　日　　　
　職　　氏名　　　　印

　　　円　　年　　月　　日�
から
�　　　　　　　　まで

　　　　円

□条例第１３条第１項第１号　　　
□条例第１３条第１項第２号　　　
　□条例第１３条第２項第２号　　
　　括弧書　　　　　　　　　　

　　年　　月　　日　　年　　月　　日　　年　　月　　日�
から
�　　　　　　　　まで

　　　年　　月　　日　　　
　職　　氏名　　　　印

　　　円　　年　　月　　日�
から
�　　　　　　　　まで

　　　　円

□条例第１３条第１項第１号　　　
□条例第１３条第１項第２号　　　
　□条例第１３条第２項第２号　　
　　括弧書　　　　　　　　　　

　　年　　月　　日　　年　　月　　日　　年　　月　　日�
から
�　　　　　　　　まで

　　　年　　月　　日　　　
　職　　氏名　　　　印

　　　円　　年　　月　　日�
から
�　　　　　　　　まで

　　　　円

□条例第１３条第１項第１号　　　
□条例第１３条第１項第２号　　　
　□条例第１３条第２項第２号　　
　　括弧書　　　　　　　　　　

　　年　　月　　日　　年　　月　　日　　年　　月　　日�
から
�　　　　　　　　まで

　　　年　　月　　日　　　
　職　　氏名　　　　印

　　　円　　年　　月　　日�
から
�　　　　　　　　まで

　　　　円

□条例第１３条第１項第１号　　　
□条例第１３条第１項第２号　　　
　□条例第１３条第２項第２号　　
　　括弧書　　　　　　　　　　

　　年　　月　　日　　年　　月　　日　　年　　月　　日�
から
�　　　　　　　　まで

　　　年　　月　　日　　　
　職　　氏名　　　　印

　　　円　　年　　月　　日�
から
�　　　　　　　　まで

　　　　円

□条例第１３条第１項第１号　　　
□条例第１３条第１項第２号　　　
　□条例第１３条第２項第２号　　
　　括弧書　　　　　　　　　　

　　年　　月　　日　　年　　月　　日　　年　　月　　日�
から
�　　　　　　　　まで

　　　年　　月　　日　　　
　職　　氏名　　　　印

　　　円　　年　　月　　日�
から
�　　　　　　　　まで

　　　　円

□条例第１３条第１項第１号　　　
□条例第１３条第１項第２号　　　
　□条例第１３条第２項第２号　　
　　括弧書　　　　　　　　　　

　　年　　月　　日　　年　　月　　日　　年　　月　　日�
から
�　　　　　　　　まで

　　　年　　月　　日　　　
　職　　氏名　　　　印

　　　円　　年　　月　　日�
から
�　　　　　　　　まで

　　　　円

□条例第１３条第１項第１号　　　
□条例第１３条第１項第２号　　　
　□条例第１３条第２項第２号　　
　　括弧書　　　　　　　　　　

　　年　　月　　日　　年　　月　　日　　年　　月　　日�
から
�　　　　　　　　まで

　　　年　　月　　日　　　
　職　　氏名　　　　印

　　　円　　年　　月　　日�
から
�　　　　　　　　まで

　　　　円

□条例第１３条第１項第１号　　　
□条例第１３条第１項第２号　　　
　□条例第１３条第２項第２号　　
　　括弧書　　　　　　　　　　

　　年　　月　　日　　年　　月　　日　　年　　月　　日�
から
�　　　　　　　　まで

　　　年　　月　　日　　　
　職　　氏名　　　　印

　　　円　　年　　月　　日�
から
�　　　　　　　　まで

　　　　円

□条例第１３条第１項第１号　　　
□条例第１３条第１項第２号　　　
　□条例第１３条第２項第２号　　
　　括弧書　　　　　　　　　　

　　年　　月　　日　　年　　月　　日　　年　　月　　日�
から
�　　　　　　　　まで

　　備　考

氏　名所　属

　別記様式第２号（第７条関係）

―　１９１―



新潟県市町村総合事務組合職員の
通勤手当の支給に関する規則　　

　最終改正　平成２７年４月１日規則第６号

　（目的）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例

（平成１６年条例第１３号。以下「条例」という。）第１４条の規定に基づき、通

勤手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

　（用語の定義等）

第２条　条例及びこの規則において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に

よる。

茨　「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往

復することをいう。

芋　「交通機関等」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他こ

れに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

鰯　「有料道路」とは、法令の規定によりその運行又は利用について料金を

徴収する道路（トンネル、橋等の施設で道路と一体となってその効用を

全うするものを含む。）をいう。

２　条例第１４条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並

びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得

る最短の経路の長さによるものとする。

　（届出）

第３条　職員は、新たに条例第１４条第１項の職員たる要件を具備するに至っ

た場合には、別記様式第１号の通勤届により、その通勤の実情を速やかに

管理者に届け出なければならない。また、住居、通勤経路若しくは通勤方

法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合につ

いても同様とする。

２　職員は、第１項に掲げる変更により条例第１４条第１項の職員でなくなっ

た場合には、別記様式第２号の通勤手当終期届により届け出なければなら

―　１９３　―

平成１６年３月１日
規 則 第 １３ 号
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ない。

　（確認及び決定）

第４条　管理者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届

出に係る事実を通勤用定期乗車券（これに準ずるものを含む。以下「定期

券」という。）の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第１４条

第１項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の

額を決定し、又は改定しなければならない。

２　管理者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したとき

は、その決定又は改定に係る事項を別記様式第３号の通勤手当認定簿に記

載するものとする。

　（支給範囲の特例）

第５条　条例第１４条第１項各号に規定する通勤することが著しく困難である

職員は、地方公務員災害補償法施行規則（昭和４２年自治省令第２７号）別表

第３に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で交

通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく

困難であると管理者が認めるものとする。

　（普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準）

第６条　普通交通機関等（新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同

じ。）に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済

的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するもの

とする。

第７条　前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と

帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならな

い。ただし、新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する

条例（平成１６年条例第１１号）第７条に規定する正規の勤務時間が深夜に及

ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第８条　条例第１４条第２項第１号に規定する運賃等相当額（次項において「運

賃等相当額」という。）は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲

げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額（その額に１円未

満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。

―　１９４　―

新潟県市町村総合事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則
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新潟県市町村総合事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則

茨　定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普

通交通機関等　通用期間が支給単位期間（条例第１４条第５項に規定する

支給単位期間をいう。以下同じ。）である定期券の価額

芋　回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認めら

れる普通交通機関等　当該回数乗車券等の通勤２１回分（交替制勤務に従

事する職員等にあっては、平均１箇月当たりの通勤所要回数分）の運賃

等の額

鰯　管理者の定める普通交通機関等　管理者の定める額

２　前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において

利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均

衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額（その額に１円未満の

端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。

　（再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額）

第９条　条例第１４条第２項第２号（新潟県市町村総合事務組合職員の育児休

業等に関する条例（平成１６年条例第４３号。以下「育児休業条例」という。）

第１６条（育児休業条例第１７条において準用する場合を含む。）又は第１９条の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規則で定める職員は、平均

１箇月当たりの通勤所要回数が１０回に満たない職員とし、同号の規則で定

める割合は、１００分の５０とする。

　（併用者の区分及び支給額）

第１０条　条例第１４条第２項第３号に規定する同条第１項第３号に掲げる職員

の区分及びこれに対応する同条第２項第３号に規定する通勤手当の額は、

次の各号に掲げるとおりとする。

茨　条例第１４条第１項第３号に掲げる職員（普通交通機関等を利用しなけ

れば通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利

用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内において

のみ利用しているものであるものを除く。）のうち、自動車等の使用距離

が片道２キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道２

キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著

しく困難である職員　同条第２項第１号及び第２号に定める額（同項第

―　１９５　―
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１号に規定する１箇月当たりの運賃等相当額（以下「１箇月当たりの運

賃等相当額」という。）及び同項第２号に定める額の合計額が５５,０００円を

超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支

給単位期間につき、５５,０００円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額）

芋　条例第１４条第１項第３号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等

相当額（２以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給

される場合にあっては、その合計額。以下「１箇月当たりの運賃等相当

額等」という。）が同条第２項第２号に定める額以上である職員（前号に

掲げる職員を除く。）　同項第１号に定める額

鰯　条例第１４条第１項第３号に掲げる職員のうち、１箇月当たりの運賃等

相当額等が同条第２項第２号に定める額未満である職員（第１号に掲げ

る職員を除く。）　同項第２号に定める額

　（通勤手当を支給する駐車場等）

第１０条の２　条例第１４条第３項の規則で定める駐車場等は、次のいずれにも

該当するものとする。

茨　通勤のために常例として利用しているものであること。

芋　交通機関から自動車等へ又は自動車等から交通機関へ乗り継ぐための

駐車場等で、その乗継地周辺にあるもの（自動車の保管場所の確保等に

関する法律（昭和３７年法律第１４５号）に規定する保管場所を除く。）であ

ること。

　（駐車料金等の額等）

第１０条の３　条例第１４条第３項に規定する１箇月当たりの駐車料金等の額

は、次に掲げる額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切

り捨てた額）とする。

茨　駐車料金等が１箇月を単位として定められている場合はその額、複数

の月単位又は年単位で定められている場合は当該駐車料金等をその契約

期間月数で除して得た額、日単位で定められている場合は当該駐車料金

等の通勤２１回分（交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均１箇月

当たりの通勤所要数分）の額

芋　前条に規定する駐車場等を２以上利用する場合にあっては、それぞれ

―　１９６　―
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の駐車場等ごとに前号の規定により計算して得た額の合計額

２　条例第１４条第３項に規定する１箇月当たりの駐車料金等の額の２分の１

に相当する額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額と

する。

　（交通の用具）

第１１条　条例第１４条第１項第２号に規定する交通の用具は、自動車その他の

原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所

有に属するものを除く。

　（通勤の実情に変更を生ずる職員）

第１１条の２　条例第１４条第４項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及

び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通

勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変

更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合

における通勤距離が６０キロメートル以上若しくは通勤時間が９０分以上であ

るもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるもの

とする。

　（異動等の直前の住居に相当する住居）

第１１条の３　条例第１４条第４項の規則で定める住居は、公署を異にする異動

又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等

を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び

管理者がこれに準ずると認める住居とする。

　（新幹線鉄道等の利用の基準）

第１１条の４　条例第１４条第４項の規則で定める基準は、新幹線鉄道等の利用

により通勤時間が３０分以上短縮されること又はその利用により得られる通

勤事情の改善がこれに相当すると管理者が認めるものであることとする。

　（新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準）

第１１条の５　新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の

事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する

場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

２　第７条の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用

―　１９７　―
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する。

３　第８条（第１項第３号を除く。）の規定は、条例第１４条第４項第１号に規

定する特別料金等の額の２分の１に相当する額の算出について準用する。

この場合において、第８条第１項中「普通交通機関等の」とあるのは「新

幹線鉄道等の」と、同項第１号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線

鉄道等」と、「価額」とあるのは「価額の２分の１に相当する額」と、同項

第２号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」

とあるのは「特別料金等の額の２分の１に相当する」と、同条第２項中

「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

　（権衡職員等の範囲）

第１１条の６　条例第１４条第５項の同条第４項の規定による通勤手当を支給さ

れる職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員

は、次に掲げる職員とする。

茨　次に掲げる事由が生じた職員のうち、条例第１４条第１項第１号又は第

３号に掲げる職員で、当該事由の発生の直前の住居（当該事由の発生の

日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経

路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び管理者がこれに準ずる

と認める住居を含む。）からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第

１１条の４に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するも

のであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担

することを常例とするもの（当該事由の発生の直前の勤務地と所在する

地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の

経路及び方法による場合には当該事由の発生前の通勤時間より長時間の

通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員

で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤

距離が６０キロメートル以上若しくは通勤時間が９０分以上であるもの又は

交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものに限る。）

ア　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項又は第２８条

の５第１項の規定による採用（同法第２８条の２第１項の規定により退

職した日（同法第２８条の３の規定により勤務した後退職した日及び当

―　１９８　―
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該採用に係る任期が満了した日を含む。）の翌日におけるものに限る。）

をされたこと。

イ　公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成

１２年法律第５０号）第２条第２項に規定する職員派遣（第１５条の２第１

項第３号及び第１５条の４第２項において「職員派遣」という。）から職

務に復帰したこと又は同法第１０条第１項に規定する採用をされたこ

と。

芋　配偶者（配偶者のない職員にあっては、満１８歳に達する日以後の最初

の３月３１日までの間にある子）の住居に転居したことに伴い単身赴任手

当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、新

幹線鉄道等でその利用が第１１条の４に規定する基準に照らして通勤事情

の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利

用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

鰯　その他条例第１４条第４項の規定による通勤手当を支給される職員との

権衡上必要があると認められるものとして管理者の定める職員

　（支給日等）

第１１条の７　通勤手当は、支給単位期間（第３項各号に掲げる通勤手当に係

るものを除く。）又は当該各号に定める期間（以下この条及び第１３条におい

て「支給単位期間等」という。）に係る最初の月の条例第７条第２項に規定

する給料を支給する日（以下この条において「支給日」という。）に支給す

る。ただし、支給日までに第３条の規定による届出に係る事実が確認でき

ない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給

することができる。

２　支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡し

た職員には、当該通勤手当をその際支給する。

３　条例第１４条第６項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手

当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各

号に定める期間とする。

茨　職員が２以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第１４条第２

項第１号に定める額の通勤手当を支給される場合（次号に該当する場合

―　１９９　―
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を除く。）において、１箇月当たりの運賃等相当額等が５５,０００円を超える

ときにおける当該通勤手当　その者の当該通勤手当に係る支給単位期間

のうち最も長い支給単位期間

芋　職員が条例第１４条第２項第１号及び第２号に定める額の通勤手当を支

給される場合において、１箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める

額の合計額が５５,０００円を超えるときにおける当該通勤手当　その者の当

該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

鰯　職員が２以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係

る通勤手当を支給される場合において、条例第１４条第４項第１号に規定

する１箇月当たりの特別料金等２分の１相当額（第１２条の２第３項第１

号において「１箇月当たりの特別料金等２分の１相当額」という。）の合

計額が２０,０００円を超えるときにおける当該通勤手当　その者の当該通勤

手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

　（支給の始期及び終期）

第１２条　通勤手当の支給は、職員に新たに条例第１４条第１項の職員たる要件

が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月（その日が

月の初日であるときは、その日の属する月）から開始し、通勤手当を支給

されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が

離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員た

る要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月（こ

れらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月）をもって終

わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第３条の規定による届

出が、これに係る事実の生じた日から１５日を経過した後にされたときは、

その届出を受理した日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、

その日の属する月）から行うものとする。

２　通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずる

に至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月（その日

が月の初日であるときは、その日の属する月）から支給額を改定する。前

項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給

額の改定について準用する。

―　２００　―
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　（返納の事由及び額等）

第１２条の２　条例第１４条第７項の規則で定める事由は、通勤手当（１箇月の

支給単位期間に係るものを除く。）を支給される職員について生じた次の各

号のいずれかに掲げる事由とする。

茨　離職し、若しくは死亡した場合又は条例第１４条第１項の職員たる要件

を欠くに至った場合

芋　通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等

の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

鰯　月の中途において地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」と

いう。）第２８条第２項の規定により休職にされ、法第５５条の２第１項ただ

し書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律（平

成３年法律第１１０号。以下「育児休業法」という。）第２条の規定により

育児休業をし、職員派遣をされ、又は法第２９条の規定により停職にされ

た場合であって、これらの期間が２以上の月にわたることとなるとき。

允　出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間

の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

２　普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第１４条第７項の規則で定める

額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

茨　１箇月当たりの運賃等相当額等（第１０条第１号に掲げる職員にあって

は、１箇月当たりの運賃等相当額及び条例第１４条第２項第２号に定める

額の合計額。以下この項において同じ。）が５５,０００円以下であった場合　

前項第２号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交

通機関等（同号の改定後に１箇月当たりの運賃等相当額等が５５,０００円を

超えることとなるときはその者の利用するすべての普通交通機関等）、

同項第１号、第３号又は第４号に掲げる事由が生じた場合にあってはそ

の者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期

間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月（以下この条におい

て「事由発生月」という。）の末日にしたものとして得られる額（次号に

おいて「払戻金相当額」という。）

芋　１箇月当たりの運賃等相当額等が５５,０００円を超えていた場合　次に掲

―　２０１　―
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げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア　イに掲げる場合以外の場合　５５,０００円に事由発生月の翌月から支給

単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲

げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低

い額（事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあって

は、零）

イ　第１１条の７第３項第１号又は第２号に掲げる通勤手当を支給されて

いる場合　５５,０００円に事由発生月の翌月から同項第１号若しくは第２

号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者

の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び管理

者の定める額の合計額のいずれか低い額（事由発生月が当該期間に係

る最後の月である場合にあっては、零）

３　新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る条例第１４条第７項の規則で定める額

は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

茨　１箇月当たりの特別料金等２分の１相当額（２以上の新幹線鉄道等を

利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計

額。以下この項において「１箇月当たりの特別料金等２分の１相当額等」

という。）が２０,０００円以下であった場合　第１項第２号に掲げる事由が生

じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等（同号の改定後に１箇

月当たりの特別料金等２分の１相当額等が２０,０００円を超えることとなる

ときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等）、同項第１号、第３号

又は第４号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべ

ての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金

等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の２分の

１に相当する額（次号において「払戻金２分の１相当額」という。）

芋　１箇月当たりの特別料金等２分の１相当額等が２０,０００円を超えていた

場合　次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア　イに掲げる場合以外の場合　２０,０００円に事由発生月の翌月から支給

単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第１項各号に

掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金２分の１相当額のい

―　２０２　―
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ずれか低い額（事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合

にあっては、零）

イ　第１１条の７第３項第３号に掲げる通勤手当を支給されている場合　

２０,０００円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月ま

での月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等

についての払戻金２分の１相当額及び管理者の定める額の合計額のい

ずれか低い額（事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合に

あっては、零）

４　条例第１４条第７項の規定により職員に前２項に定める額を返納させる場

合において、管理者は、事由発生月の翌月以降に当該職員に支給される給

与から当該額を差し引くことができる。

　（支給単位期間）

第１２条の３　条例第１４条第８項に規定する規則で定める期間は、次の各号に

掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める

期間とする。

茨　定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普

通交通機関等又は新幹線鉄道等　当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等

において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ６箇月を超え

ない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係

る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期

券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにお

ける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当

に係る支給単位期間に相当する期間

芋　回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認めら

れる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第８条第１項第３号の管

理者の定める普通交通機関等　１箇月

鰯　駐車場等　１箇月

２　前項第１号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各

号のいずれかに掲げる事由（前条第１項各号に掲げる事由に該当する事由

に限る。）が前項第１号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずる

―　２０３　―
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ことが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当

該事由が生ずることとなる日の属する月（その日が月の初日である場合に

あっては、その日の属する月の前月）までの期間について、同項の規定に

かかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

茨　法第２８条の２第１項の規定による退職その他の離職をすること。

芋　法第５５条の２第１項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第２

条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、研修等のために旅行を

し、又は休暇により通勤しないこととなること。

鰯　勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は

通勤方法に変更があること。

允　勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があるこ

と。

印　その他管理者の定める事由が生ずること。

第１２条の４　支給単位期間は、第１２条第１項の規定により通勤手当の支給が

開始される月又は同条第２項の規定により通勤手当の額が改定される月か

ら開始する。

２　月の中途において法第２８条第２項の規定により休職にされ法第５５条の２

第１項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第２条の規定により育

児休業をし、職員派遣をされ、又は法第２９条の規定により停職にされた場

合であって、これらの期間が２以上の月にわたることとなったとき（次項

に規定する場合に該当しているときを除く。）は、支給単位期間は、その後

復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月（その日が月の初日であ

る場合にあっては、その日の属する月）から開始する。

３　出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の

全日数にわたって通勤しないこととなった場合（前項に規定するときから

復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないことと

なった場合を除く。）には、支給単位期間は、その後再び通勤することと

なった日の属する月から開始する。

　（支給できない場合）

第１３条　条例第１４条第１項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、

―　２０４　―
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支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわ

たって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当

は、支給することができない。

　（事後の確認）

第１４条　管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者

が条例第１４条第１項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額

が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実

情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

　（通勤手当の返還）

第１５条　職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により不当に通勤手当の支給を

受けたときは、管理者はこれを返還させなければならない。

　（雑則）

第１６条　この規則の実施に関し、必要な事項は管理者が定める。

 附　則

１　この規則は、平成１６年３月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この規則の施行の際、従前の新潟県町村職員退職手当組合、新潟県町村

人事事務組合、新潟県消防団員等公償組合、新潟県交通災害共済組合及び

新潟県自治会館管理組合（以下「旧組合」という。）の職員の通勤手当の支

給に関する規則の適用を受けていた職員で、引き続きこの規則の適用を受

けることとなった職員の旧組合の当該規則の規定に基づいてなされた処

分、承認、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなさ

れたものとみなす。

　　　附　則（平成１６年４月１日規則第４１号）

　この規則は、平成１６年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２０年４月１日規則第４号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２０年８月１日規則第１４号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 

―　２０５　―
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　　　附　則（平成２５年４月１日規則第１号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２５年６月１７日規則第７号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２７年４月１日規則第６号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 

―　２０６　―
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別記様式第１号（第３条関係） 

―　２０6―１　―

追
録
№　
　

一
四
二

１９

通　　　　勤　　　　届
年　　月　　日提出　

勤務公署名管理者
所　在　地様　

印氏　　　名職
住　居

　新潟県市町村総合事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則第３条の規定に基づき通勤の実情を届け出ます。
届出の理由（該当する□にレ印を付する。）
□１　新規（□ 異動等に伴う通勤経路又は方法の変更の場合）
□２　住居の変更
□３　通勤経路又は方法の変更
□４　運賃等の負担額の変更
□５　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　届出の理由が生じた日　　　　　年　　　月　　　日

備考左欄の乗車
券等の額　

乗車券等
の種類　

所　要
時　間距　離区　　　間通勤方法

の　　別順路

円分．　　娃住居　から（　　経由）　　まで１□

円分．　　娃　　　から（　　経由）　　まで２□

円分．　　娃　　　から（　　経由）　　まで３□

円分．　　娃　　　から（　　経由）　　まで４□

円分．　　娃　　　から（　　経由）　　まで５□

円分．　　娃　　　から（　　経由）　　まで

円分．　　娃　　　から（　　経由）　　まで

記入上の注意
１　「通勤方法の別」欄には、通勤の実情に従い徒歩、自転車、○○線等の別を記入する。
２　「乗車券等の種類」欄には、定期券（６箇月）、１０枚綴回数券、優待乗車券等の別を記入する。
３　「左欄の乗車券等の額」欄には、定期券（６箇月）の価額、１０枚綴回数券の額等乗車券等に応ずる額を記入する。
４　往路と復路が異なる場合は、「備考」欄にその旨と理由を記入する。
５　通勤の実情の一部に変更がある場合は、変更内容に関係のない事項の記入を省略することができる。
６　通勤経路の略図（経路朱線）は、この様式の裏面に記入する。
７　※欄は、通勤に交通機関等と自動車等を併用する職員で、駐車場等を利用しその利用に係る料金を負担してい

るもののみ記入することとし、契約書の写し等証明書類を添付する。
８　「駐車場等の場所」欄には、利用する駐車場等の場所（番地まで記載）を記入する。

□　直前の届出の区間と同一の区間がある
（該当する区間に係る順路欄の□にレ印を
付する。）

．　　娃総通勤距離

分総所要時間

給与条例第１４条第３項又は第４項の規定の適用を受ける職員（新幹線鉄道等利用者）
□１　異動等に伴い、通勤が困難となったことにより新幹線鉄道等を利用することとなった職員
□２　単身赴任手当を受給していた職員で、配偶者と同居し通勤が困難となったことにより新幹線鉄道等を利用する

こととなった職員

　年　　月　　日※　異動等前の住居への入所年月日　年　　月　　日※　現公署への異動発令年月日

　年　　月　　日※　現 住 居 へ の 入 居 年 月 日※　異 動 等 の 直 前 の 住 居

新幹線鉄道等利用者の新幹線鉄道等を利用しない場合の通勤の経路及び方法等

備考所要時間距　離区　　　間通勤方法の別順路
分．　　　娃住居　から（　　経由）　　　まで１

分．　　　娃　　　から（　　経由）　　　まで２

分．　　　娃　　　から（　　経由）　　　まで３

分．　　　娃　　　から（　　経由）　　　まで４

分．　　　娃　　　から（　　経由）　　　まで５

分．　　　娃　　　から（　　経由）　　　まで

記入上の注意
１　※欄は□１にレ印を付した職員のみ記入すること。
２　「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い徒歩、自動車、○○線等の別

を記入する。

．　　娃総通勤距離

分総所要時間

円駐車場等の１箇月当たりの
利用料金　　　　　　　　駐車場等の場所１

※駐車場等 円駐車場等の１箇月当たりの
利用料金　　　　　　　　駐車場等の場所２

円計
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別記様式第２号（第３条関係）

通 勤 手 当 終 期 届

年　　月　　日

管理者　　　　　　　　　様

職　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　魁

　下記のとおり、新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例第１４条

第１項の職員たる要件がなくなったのでお届けします。

記

１　要件を欠いた日　　　　　　　　　　　　年　　　月

２　理　　由

 

―　２０6―３　―
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―　２０6―４　―

通 勤 手 当 認 定 簿

年　　月　　日事象発生年月日所属氏名

年　　月　　日提 出 年 月 日算出式住居

年　　月　　日受 理 年 月 日
□　回数券等を使用して利用する交通機関等がある交替制勤務に従事する職員等

平均１箇月当たりの通勤所要回数　　　　　　　　　　　　　　　　回

備考
支　給　月

（支給月に○印を付す）
（毎月の場合は省略可）

普通交通機関

等の認定期間

１箇月
当たりの
運賃等
相当額

運賃等相当額運賃等の額の
算 出 基 礎

定期券
回数券
その他
の別　

算出の基礎となる
普通交通機関等順　

路 定期券回数券
その他定期券回数券

その他利用区間普通交通機
関等の名称

１　２　３　４　５　６
７　８　９　１０　１１　１２

年　　月から
年　　月まで

円　　　円
（　箇月）

円１

普
通
交
通
機
関
等
利
用
者

１　２　３　４　５　６
７　８　９　１０　１１　１２

年　　月から
年　　月まで

円　　　円
（　箇月）

円改
正

１　２　３　４　５　６
７　８　９　１０　１１　１２

年　　月から
年　　月まで

円　　　円
（　箇月）

円２

１　２　３　４　５　６
７　８　９　１０　１１　１２

年　　月から
年　　月まで

円　　　円
（　箇月）

円改
正

１　２　３　４　５　６
７　８　９　１０　１１　１２

年　　月から
年　　月まで

円　　　円
（　箇月）

円３

１　２　３　４　５　６
７　８　９　１０　１１　１２

年　　月から
年　　月まで

円　　　円
（　箇月）

円改
正

１　２　３　４　５　６
７　８　９　１０　１１　１２

年　　月から
年　　月まで

円　　　円
（　箇月）

円４

１　２　３　４　５　６
７　８　９　１０　１１　１２

年　　月から
年　　月まで

円　　　円
（　箇月）

円改
正

備　考３月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月

円円円円円円円円円円円円
支　給　額

円円円円円円円円円円円円
年　月　改正

円円円円円円円円円円円円
年　月　改正

円年　月　日改正円年　月　日改正円１箇月当たりの運賃等相当額の合計額

年　　月から
年　　月まで円自動車等の額

年　　月から
年　　月まで円改

正（条例第１４条第２項第２号の額）（自動車等の使用距離　　　　，　　　　km）

円年　月　日改正円年　月　日改正円
１箇月当たりの運賃等
相当額と自動車等の
額の合計額　　　　　

普通交通機関等と自動車等の
併用者　　規則第８条の３
□第１号　□第２号　□第３号

１　２　３　４　５　６

７　８　９　１０　１１　１２

年　　月から

年　　月まで
５５,０００円×［　　箇月］＝　　　　円

１箇月当たりの運賃等相当額の合計額又は１箇月
当たりの運賃等相当額と自動車等の額の合計額が
５５,０００円を超えるとき

認定期間　１箇月当たりの駐車料金等相当額
（１箇月当たりの駐車料金等の額の２分の１相当額、上限３,０００円）駐車料金等の算出基礎

駐車料金等相当額
年　　月から
年　　月まで円

備考
支　給　月

（支給月に○印を付す）
（毎月の場合は省略可）

新幹線鉄道等

の認定期間

１ 箇 月
当たりの
特別料金
等相当額

特別料金等２分の１相当
額（特別運賃等相当額）

特別料金等（特別運賃
等）の額の算出基礎

定期券
回数券
その他
の別　

算出の基礎となる
新 幹 線 鉄 道 等順　

路 定期券回数券
その他定期券回数券

その他利用区間新幹線鉄道
等 の 名 称

１　２　３　４　５　６
７　８　９　１０　１１　１２

年　　月から
年　　月まで

円　　　円
（　箇月）

円１
新
幹
線
鉄
道
等
利
用
者

１　２　３　４　５　６
７　８　９　１０　１１　１２

年　　月から
年　　月まで

円　　　円
（　箇月）

円改
正

１　２　３　４　５　６
７　８　９　１０　１１　１２

年　　月から
年　　月まで

円　　　円
（　箇月）

円２

１　２　３　４　５　６
７　８　９　１０　１１　１２

年　　月から
年　　月まで

円　　　円
（　箇月）

円改
正

円年　月　日改正円年　月　日改正円１箇月当たりの特別料金等相当額の合計額

１　２　３　４　５　６
７　８　９　１０　１１　１２

年　　月から
年　　月まで円２０,０００円×［　　箇月］＝　　　　１箇月当たりの特別料金等２分の１相当

額の合計額が２０,０００円を超えるとき
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新潟県市町村総合事務組合職員の通勤手当の支給に関する規則

―　２０6―５　―

備考
払戻金相当額
（払戻金２分
の１相当額）

払戻金相当額（払
戻金２分の１相
当額）の算出基礎

返納対象普通
交 通 機 関 等
（新幹線鉄道等）

返納事由
発生年月

返　納　事　由
規則第１５条の２第１項

条例第１４条第１項　該当・非該当
□　該当（□規則第５条）
□　非該当
理由兼　　　　　　　　　　　　　券
　　献　　　　　　　　　　　　　献
　　献　　　　　　　　　　　　　献
　　験　　　　　　　　　　　　　鹸

決　
　

定　
　

事　
　

項

円□第１号　□第３号
□第２号　□第４号１

円□第１号　□第３号
□第２号　□第４号２

手当額の決定
条例第１４条第２項　□第１号　□第２号
　　　　　　　　　□第３号
　　　　　　　　　□規則第８条の２
　　　　　　　　　（通勤所要回数　　回）
□規則第８条の３　□第１号　□第２号
　　　　　　　　　□第３号
条例第１４条　□第３項　□第４項

円□第１号　□第３号
□第２号　□第４号３

円（算出基礎）

月
１箇月当たりの運賃等相当額等の合計額が５５,０００円を
超えていた場合（１箇月当たりの特別料金等２分の１
相当額の合計額が２０,０００円を超えていた場合）
規則第１５条の２第２項第２号（第３項第２号）の月数
と管理者の定める額（算出基礎）

円（算出基礎）

月

認　

印

取
扱
者

　給与条例第１４条及び同条例に基づく規則の規定に従い上記のとおり確認し決定する。

　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　職　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

※　運賃等の額に改定があった場合における「普通交通機関等の認定期間」の「　年　月まで」は、改定があった月（定期券の通用期間中
であるときは、支給単位期間等に係る最後の月）を記入する。

※　特別料金等（特別運賃等）の額に改定があった場合における「新幹線鉄道等の認定期間」の「　年　月まで」は、改定があった月（定
期券の通用期間中であるときは、支給単位期間等に係る最後の月）を記入する。
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新潟県市町村総合事務組合職員の時間外
勤務手当及び休日給に関する規則　　　

　最終改正　平成２３年４月１日規則第６号

　（目的）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例

（平成１６年条例第１３号。以下「給与条例」という。）第１６条及び第１７条の規

定に基づき、時間外勤務手当及び休日給に関し、必要な事項を定めること

を目的とする。

　（時間外勤務手当の支給割合）

第２条　給与条例第１６条第１項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤

務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

茨　給与条例第１６条第１項第１号に掲げる勤務　１００分の１２５

芋　給与条例第１６条第１項第２号に掲げる勤務　１００分の１３５

　（週休日の振替等に係る時間外勤務手当の対象から除かれる時間）

第３条　給与条例第１６条第３項の規則で定める時間は、次の各号に定める時

間とする。

茨　新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平

成１６年条例第１１号。以下「勤務時間条例」という。）第３条の規定により

週休日及び勤務時間が割り振られた職員（以下この号において「官執型

勤務職員」という。）にあっては、次に掲げる時間

ア　官執型勤務職員が、給与条例第１５条に規定する休日等が属する週

（以下「休日等が属する週」という。）において、休日勤務を命ぜられ

休日給が支給されることとなる場合に、勤務時間条例第５条に規定す

る週休日の振替等（以下「週休日の振替等」という。）により変更され

た当該休日等が属する週の勤務時間が労働基準法（昭和２２年法律第４９

号）第３２条第１項に規定する時間（以下「法定労働時間」という。）に

当該休日勤務した時間を加えた時間以下となる場合は、勤務時間条例

第３条に規定するあらかじめ割り振られた１週間の正規の勤務時間

―　２０７　―

平成１６年３月１日
規 則 第 １４ 号
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（以下この号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。）を

超えて勤務した時間

イ　官執型勤務職員が、休日等が属する週において、休日勤務を命ぜら

れて休日給が支給されることとなる場合に、週休日の振替等により変

更された当該休日等が属する週の勤務時間が法定労働時間に当該休日

勤務した時間を加えた時間を超える場合には、法定労働時間に当該休

日勤務した時間を加えた時間から法定労働時間を減じた時間数に相当

する時間

芋　勤務時間条例第４条の規定により週休日及び勤務時間が割り振られた

職員にあっては、別に管理者が定める時間

　（週休日の振替等に係る時間外勤務手当の支給割合）

第４条　給与条例第１６条第３項の規則で定める割合は、１００分の２５とする。

　（給与条例第１６条第４項の規則で定める時間）

第５条　給与条例第１６条第４項の規則で定める時間は、第３条に定める時間

とする。

　（休日給の支給割合）

第６条　給与条例第１７条の規則で定める割合は、１００分の１３５とする。

 附　則

１　この規則は、平成１６年３月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この規則の施行の際、従前の新潟県町村職員退職手当組合、新潟県町村

人事事務組合、新潟県消防団員等公償組合、新潟県交通災害共済組合及び

新潟県自治会館管理組合（以下「旧組合」という。）の職員の時間外勤務手

当及び休日給に関する規則の適用を受けていた職員で、引き続きこの規則

の適用を受けることとなった職員の旧組合の当該規則の規定に基づいてな

された処分、承認、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に

よりなされたものとみなす。

 附　則（平成２１年８月３日規則第６号）

　この規則は、平成２１年１０月１日から施行する。

 

―　２０８　―

新潟県市町村総合事務組合職員の時間外勤務手当及び休日給に関する規則

Title:03-6-1●207-.ec8 Page:208  Date: 2011/06/13 Mon 13:26:56 



新潟県市町村総合事務組合職員の時間外勤務手当及び休日給に関する規則

 附　則（平成２２年４月１日規則第９号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２３年４月１日規則第６号）

　この規則は、公布の日から施行する。

―　２０８―１　――　２０８―１（２０８―２欠）　―
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新潟県市町村総合事務組合職員の管理職員
特別勤務手当に関する規則　　　　　　　

　最終改正　平成２７年４月１日規則第８号

　（目的）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例

（平成１６年条例第１３号。以下「条例」という。）第２２条の規定に基づき、管

理職員特別勤務手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

　（管理職員特別勤務手当の額等）

第２条　条例第２２条第３項第１号の規則で定める額は、同条第１項に規定す

る職員の占める職に係る新潟県市町村総合事務組合職員の管理職手当に関

する規則（平成１６年組合規則第３６号。以下「管理職手当規則」という。）別

表第１に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

茨　１種　７,０００円

芋　２種　６,０００円

２　条例第２２条第３項第１号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が

６時間を超える場合の勤務とする。

　（勤務実績簿等）

第３条　条例第２２条第３項第２号の規則で定める額は、同条第１項に規定す

る職員の占める職に係る管理職手当規則別表第１に掲げる区分に応じ、次

の各号に掲げる額とする。

茨　１種　３,５００円

芋　２種　３,０００円

２　条例第２２条第１項の勤務をした後、引き続いて同条第２項の勤務をした

職員には、その引き続く勤務に係る同条第２項の規定による管理職員特別

勤務手当を支給しない。

第４条　管理者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職特別勤務手当整理簿

を作成し、これを保管しなければならない。

 

―　２０９　―

平成１６年３月１日
規 則 第 ３７ 号

Title:03-6-1●209.ec8 Page:209  Date: 2015/07/01 Wed 18:34:08 



　（雑則）

第５条　この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

　　　附　則

　この規則は、平成１６年３月１日から施行する。

　　　附　則（平成１９年３月３０日規則第１７号）

　この規則は、平成１９年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２７年４月１日規則第８号）

　この規則は、公布の日から施行する。

―　２１０　―
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新潟県市町村総合事務組合職員の期末手当
及び勤勉手当に関する規則　　　　　　　

　最終改正　令和元年１１月１１日規則第４号

　（目的）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例

（平成１６年条例第１３号。以下「給与条例」という。）第２３条から第２６条及び

第２８条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当に関し、必要な事項を定め

ることを目的とする。

　（期末手当の支給を受ける職員）

第２条　給与条例第２３条第１項前段の規定により期末手当の支給を受ける職

員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員（給与条例第２４条

各号のいずれかに該当する者を除く。）のうち、次に掲げる職員以外の職員

とする。

�　無給休職者（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」とい

う。）第２８条第２項第１号の規定に該当して休職にされている職員のう

ち、給与の支給を受けていない職員をいう。）

�　刑事休職者（法第２８条第２項第２号の規定に該当して休職にされてい

る職員をいう。）

�　停職者（法第２９条第１項の規定により停職にされている職員をいう。）

�　専従休職者（法第５５条の２第１項ただし書に規定する許可を受けてい

る職員をいう。）

�　地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下

「育児休業法」という。）第２条の規定により育児休業をしている職員の

うち、新潟県市町村総合事務組合職員の育児休業等に関する条例（平成

１６年条例第４３号。以下「育児休業条例」という。）第７条第１項に規定

する職員以外の職員

�　無給派遣職員（公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関す

る法律（平成１２年法律第５０号。以下「派遣法」という。）第３条第２項に

―　２１１　―

平成１６年３月１日
規 則 第 １５ 号
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規定する派遣職員（以下「派遣職員」という。）のうち、給与の支給を受

けていない職員をいう。）

第３条　給与条例第２３条第１項後段の別に定める職員は、次に掲げる職員と

し、これらの職員には、期末手当を支給しない。

�　その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する

職員であった者

�　その退職の後基準日までの間において次に掲げる者（非常勤である者

にあっては、法第２８条の４第１項若しくは第２８条の５第１項又は第２８条

の６第１項若しくは第２項により採用された職員（以下「再任用職員」

という。）で同項に規定する短時間勤務の職を占めるもの（以下「再任用

短時間勤務職員」という。）、育児休業法第１８条第１項に規定する短時間

勤務職員（以下「任期付短時間勤務職員」という。）その他管理者の定め

る者に限る。）となった者

ア　給与条例の適用を受ける職員

イ　特別職に属する職員

�　その退職に引き続き次に掲げる者（非常勤である者にあっては、再任

用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他管理者の定める者に限

る。）となった者

ア　国家公務員（特定独立行政法人の役員及び職員（管理者の定める職

員を除く。）を除く。）

イ　公社職員等（別に定めるものに限る。）

ウ　派遣法第１０条第１項に規定する特定法人（以下「特定法人」という。）

の役職員のうち管理者の定める者

エ　他の地方公共団体の公務員（別に定めるものに限る。）

第４条　給与条例第２８条第６項の別に定める職員は、前条第２号及び第３号

に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

第５条　基準日前１箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員、

再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が２回以上

ある者について前２条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の

退職のみをもって、当該退職とする。

―　２１２　―

新潟県市町村総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
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新潟県市町村総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

　（加算を受ける職員及び加算割合）

第６条　給与条例第２３条第５項（給与条例第２６条第４項において準用する場

合を含む。以下同じ。）の規則で定める職員の区分は、別表第１の職員欄に

掲げる職員の区分とし、同項の１００分の１５を超えない範囲内で規則で定め

る割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

　（期末手当に係る在職期間）

第７条　給与条例第２３条第２項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受

ける職員として在職した期間とする。

２　前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

�　第２条第３号及び第４号に掲げる職員として在職した期間について

は、その全期間

�　育児休業法第２条の規定により育児休業をしている職員（当該育児休

業の承認に係る期間（当該期間が２以上あるときは、それぞれの期間を

合算した期間）が１箇月以下である職員を除く。）として在職した期間に

ついては、その２分の１の期間

�　休職にされていた期間（管理者の定める公共的機関の業務に従事する

ことになる休職の期間のうち、管理者の定める期間を除く。）について

は、その２分の１の期間

�　育児休業法第１１条第１項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業

法第１７条の規定による短時間勤務をしている職員（以下「育児短時間勤

務職員等」という。）として在職した期間については、当該期間から当該

期間に算出率（育児休業条例第１６条の規定により読み替えられた給与条

例第５条第２項に規定する算出率をいう。第１８条第２項第４号において

同じ。）を乗じて得た期間を控除して得た期間の２分の１の期間

第８条　基準日以前６箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の

適用を受ける職員となった場合（第２号から第５号までに掲げる者にあっ

ては引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。）は、その

期間内において、それらの者として在職した期間は前条第１項の在職期間

に算入する。

�　特別職に属する職員
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�　国家公務員（特定独立行政法人の役員及び職員（管理者の定める職員

を除く。）を除く。）

�　公社職員等（別に定めるものに限る。）

�　特定法人の役職員のうち管理者の定める者

�　他の地方公共団体の公務員（別に定めるものに限る。）

�　その他管理者が前各号に準ずると認める者

２　前項の期間の算定については、前条第２項の規定を準用する。

　（一時差止処分に係る在職期間）

第９条　給与条例第２４条及び第２５条（これらの規定を給与条例第２６条第５項

及び第２８条第７項において準用する場合を含む。）に規定する在職期間は、

給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

２　第８条第１項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員と

なった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみな

す。

　（一時差止処分の手続）

第１０条　管理者は、給与条例第２５条第１項（給与条例第２６条第５項及び第２８

条第７項において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定による一時差止

処分（以下「一時差止処分」という。）を行った場合には、当該一時差止処

分を受けた者に文書を交付しなければならない。

２　前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができ

ない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代え

ることができるものとし、登載された日から起算して２週間を経過した時

に文書の交付があったものとみなす。

　（一時差止処分の取消しの申立ての手続）

第１１条　給与条例第２５条第２項（給与条例第２６条第５項及び第２８条第７項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による一時差止処分の取消しの申立て

は、その理由を明示した書面で、管理者に対して行わなければならない。

　（一時差止処分の取消しの通知）

第１２条　管理者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を

受けた者に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

―　２１４　―

新潟県市町村総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

不要Title:03-6-1●211-.ec8 Page:214  Date: 2020/12/16 Wed 10:56:21 



新潟県市町村総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

　（その他の事項）

第１３条　第９条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し、必

要な事項は、管理者が定める。

　（勤勉手当の支給を受ける職員）

第１４条　給与条例第２６条第１項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職

員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げ

る職員以外の職員とする。

�　休職にされている者（給与条例第２６条第５項において準用する給与条

例第２４条各号のいずれかに該当するものを除く。）

�　第２条第３号又は第４号のいずれかに該当する者

�　育児休業法第２条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児

休業条例第７条第２項に規定する職員以外の職員

�　派遣職員

第１５条　給与条例第２６条第１項後段の別に定める職員は、次に掲げる職員と

し、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第２号に掲げる者

のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限り

ではない。

�　その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する

職員であった者

�　第３条第２号及び第３号に掲げる者

２　第５条の規定は、前項の場合に準用する。

　（勤勉手当の支給割合）

第１６条　給与条例第２６条第２項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規

定する職員の勤務期間による割合（同条において「期間率」という。）に第

２０条に規定する職員の勤務成績による割合（同条において「成績率」とい

う。）を乗じて得た割合とする。

　（勤勉手当の期間率）

第１７条　期間率は、基準日以前６箇月以内の期間における職員の勤務期間の

区分に応じて、別表第２に定める割合とする。
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　（勤勉手当に係る勤務期間）

第１８条　前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在

職した期間とする。

２　前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

�　第２条第３号又は第４号のいずれかに掲げる職員として在職した期間

�　育児休業法第２条の規定により育児休業をしている職員（当該育児休

業の承認に係る期間（当該期間が２以上あるときは、それぞれの期間を

合算した期間）が１箇月以下である職員を除く）として在職した期間

�　休職にされていた期間（管理者の定める公共的機関の業務に従事する

ことになる休職の期間のうち管理者の定める期間を除く。）

�　育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗

じて得た期間を控除して得た期間

�　給与条例第１５条の規定により給与額を減額された期間

�　負傷又は疾病（公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補

償法（昭和４２年法律第１２１号）第２条第２項及び第３項に規定する通勤に

よる負傷若しくは疾病又は派遣法第３条第２項に規定する派遣職員の派

遣法第２条第３項に規定する派遣先団体において就いていた業務に係る

業務上の負傷若しくは疾病若しくは派遣法第１０条第２項に規定する退職

派遣者の特定法人において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは

疾病若しくは労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）第７条第２

項に規定する通勤（当該派遣先団体において就いていた業務に係る就業

の場所を地方公務員災害補償法第２条第２項第１号及び第２号に規定す

る勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限

る。）による負傷若しくは疾病を除く。）により勤務しなかった期間から

勤務時間条例第３条に規定する週休日、勤務時間条例第８条の２第１項

の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間

外勤務代休時間を指定された日及び給与条例第１５条に規定する休日等

（次号において「週休日等」という。）を除いた日が３０日を超える場合に

は、その勤務しなかった全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。

�　勤務時間条例第１６条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しな
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かった期間から週休日等を除いた日が３０日を超える場合には、その勤務

しなかった全期間

�　勤務時間条例第１６条の２の規定による介護時間の承認を受けて勤務し

なかった期間が３０日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

�　育児休業法第１９条第１項の規定による部分休業の承認を受けて勤務し

なかった期間が３０日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

�　基準日以前６箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前

各号の規定にかかわらず、その全期間

第１９条　第８条第１項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職

員として在職した期間の算定について準用する。

２　前項の期間の算定については、前条第２項各号に掲げる期間に相当する

期間を除算する。

　（勤勉手当の成績率）

第２０条　再任用職員以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに

該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定

めるものとする。ただし、管理者は、給与条例第２６条第１項の職員が著し

く少数であること等の事情により、第１号及び第２号に定める成績率によ

ることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることが

できる。

�　直近の業績評価（基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同

じ。）の全体評点（確認者による確認が行われた全体評点をいう。以下同

じ。）が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員　１００

分の１１２.５以上１００分の１８５以下

�　直近の業績評価の全体評点が上位の段階である職員のうち、勤務成績

が優秀な職員　１００分の１０１以上１００分の１１２.５未満

�　直近の業績評価の全体評点が上位の段階である職員のうち勤務成績が

良好な職員並びに直近の業績評価の全体評点が中位の段階である職員及

び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員（次号の管理者

の定める職員を除く。）　１００分の８９.５

�　直近の業績評価の全体評点が下位の段階である職員及び基準日以前６
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箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の管理者の定める

職員　１００分の８９.５未満

２　前項の場合において、職員の成績率を同項第４号に該当するものとして

定める場合には、当分の間、管理者の定めるところによるものとする。

３　第１項第１号及び第２号に掲げる職員として成績率を定める者の数につ

いて基準となる割合は、管理者が定める。

第２０条の２　再任用職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当す

るかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるも

のとする。

�　直近の業績評価の全体評点が上位の段階である職員のうち、勤務成績

が優秀な職員　１００分の４７以上

�　直近の業績評価の全体評点が上位の段階である職員のうち勤務成績が

良好な職員並びに直近の業績評価の全体評点が中位の段階である職員及

び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員（次号の長の定

める職員を除く。）　１００分の４３.５

�　直近の業績評価の全体評点が下位の段階である職員及び基準日以前６

箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の管理者の定める

職員　１００分の４３.５未満

２　前条第２項の規定は、前項第３号に該当するものとして成績率を定める

場合に準用する。

第２０条の３　前２条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必

要な事項は、管理者が定める。

　（支給日）

第２１条　期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第３の基準日欄に掲げる基

準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日

欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその

日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

　（端数計算）

第２２条　給与条例第２３条第２項の期末手当基礎額又は給与条例第２６条第２項

前段の勤勉手当基礎額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨て
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るものとする。

　　　附　則

１　この規則は、平成１６年３月１日から施行する。

２　この規則の施行の際、従前の新潟県町村職員退職手当組合、新潟県町村

人事事務組合、新潟県消防団員等公償組合、新潟県交通災害共済組合及び

新潟県自治会館管理組合（以下「旧組合」という。）の職員の期末手当及び

勤勉手当に関する規則の適用を受けていた職員で、引き続きこの規則の適

用を受けることとなった職員の旧組合の当該規則に基づいてなされた処

分、承認、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなさ

れたものとみなし、期間は通算する。

３　平成２１年６月に支給する勤勉手当に関する第２０条第１項及び第２０条の２

第１項の規定の適用については、第２０条第１項第１号中「１００分の８６以上

１００分の１４５以下」とあるのは「１００分の８０以上１００分の１３５以下」と、同項

第２号中「１００分の７８.５以上１００分の８６未満」とあるのは「１００分の７３以上１００

分の８０未満」と、同項第３号中「１００分の７１」とあるのは「１００分の６６」と、

同項第４号中「１００分の７１未満」とあるのは「１００分の６６未満」と、第２０条

の２第１項第１号中「１００分の３５超」とあるのは「１００分の３０超」と、同項

第２号中「１００分の３５」とあるのは「１００分の３０」と、同項第３号中「１００分

の３５未満」とあるのは「１００分の３０未満」とする。

　　　附　則（平成１６年４月１日規則第４２号）

　この規則は、平成１６年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成１７年１２月１日規則第１６号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成１８年３月３１日規則第２０号）

　この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成１８年８月１日規則第２６号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２０年８月１日規則第１５号）

　この規則は、公布の日から施行する。
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　　　附　則（平成２０年１２月１日規則第２２号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２１年５月２９日規則第３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２１年１１月３０日規則第９号）

　この規則は、平成２１年１２月１日から施行する。

　　　附　則（平成２２年４月１日規則第１０号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２２年１１月３０日規則第１８号）

　この規則は、平成２２年１２月１日から施行する。

　　　附　則（平成２４年３月３０日規則第３号）

　この規則は、平成２４年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２６年１２月２６日規則第４号）

　この規則は、公布の日から施行し、改正後の新潟県市町村総合事務組合職

員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は平成２６年１２月１日から適用

する。

　　　附　則（平成２７年４月１日規則第７号）

　この規則は公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２８年４月１日規則第６号）

　（施行期日等）

１　この規則は、公布の日から施行する。

２　第１条の規定による改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の期末手当

及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年4月１日から適用する。

　　　附　則（平成２８年１２月１６日規則第１２号）

　この規則は、公布の日から施行し、改正後の新潟県市町村総合事務組合職

員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成２８年１２月１日から適

用する。

　　　附　則（平成２９年２月１６日規則第５号）

１　この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成２９年４月

１日から施行する。

―　２１８―２　―

新潟県市町村総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
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新潟県市町村総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

２　第１条の規定による改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の期末手当

及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成２９年１月１日から適用する。

　　　附　則（平成３０年２月１６日規則第１号）

　この規則は、公布の日から施行し、改正後の新潟県市町村総合事務組合職

員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成２９年４月１日から適

用する。

　　　附　則（平成３０年３月１０日規則第５号）

　この規則は、平成３０年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成３１年２月１５日規則第５号）

　（施行期日等）

１　この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成３１

年４月１日から施行する。

２　第１条の規定による改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の期末手当

及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成３０年４月１日から適用する。

　　　附　則（令和元年１１月１１日規則第４号）

　この規則は、令和元年１２月１４日から施行する。

 

―　２１８―３　―
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　別表第１（第６条関係）

　別表第２（第１７条関係）

　別表第３（第２１条関係）

―　２１８―４　―

新潟県市町村総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

加　算　割　合職　　　　　　　員給　料　表

１００分の１５職務の級６級の職員

行政職給料表 １００分の１０職務の級５級及び４級の職員

１００分の５職務の級３級の職員

割　　　合勤　務　期　間

１００分の１００６箇月

１００分の９５　５箇月１５日以上６箇月未満

１００分の９０　５箇月以上５箇月１５日未満

１００分の８０　４箇月１５日以上５箇月未満

１００分の７０　４箇月以上４箇月１５日未満

１００分の６０　３箇月１５日以上４箇月未満

１００分の５０　３箇月以上３箇月１５日未満

１００分の４０　２箇月１５日以上３箇月未満

１００分の３０　２箇月以上２箇月１５日未満

１００分の２０　１箇月１５日以上２箇月未満

１００分の１５　１箇月以上１箇月１５日未満

１００分の１０　１５日以上１箇月未満

１００分の５　１５日未満

零　　　　零

支　給　日基　準　日

６月３０日６月１日

１２月１０日１２月１日
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平成２２年１２月に支給する期末手当の
特例措置に関する規則　　　　　　

　

　（減額改定対象職員となった者の改正条例附則第２項第１号の給料等の月

額の算定の基準となる日の特例）

第１条　新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例（平成２２年条例第１４号。以下「改正条例」という｡）附則第２項第

１号の規則で定めるものは、平成２２年４月１日から同年１２月１日（同月に

支給する期末手当について改正条例第１条の規定による改正後の新潟県市

町村総合事務組合職員の給与に関する条例（平成１６年条例第１３号。以下

「給与条例」という。）第２３条第１項後段又は第２８条第６項の規定の適用を

受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下

「基準日」という。）までの期間の全期間が職員（給与条例第３２条に規定す

る職員を除く。以下同じ。）として在職した期間又は人事交流等により次

に掲げる者として勤務した期間である者とする。

茨　企業職員（地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１５条第１項に規

定する職員をいう。）

芋　単純な労務に雇用される職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。

以下「法」という。）第５７条に規定する職員をいう。）

鰯　教育長

允　特別職に属する職員

印　国家公務員又は他の地方公共団体の公務員

咽　公庫等職員（国家公務員退職手当法（昭和２８年法律第１８２号）第７条の

２第１項に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同項に規定

する公庫等職員とみなされる者をいう。）

員　退職派遣者（公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する

法律（平成１２年法律第５０号）第１０条第２項に規定する退職派遣者をい

う。）

―　２１８―５　―

平成２２年１１月３０日
規 則 第 ２１ 号
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２　改正条例附則第２項第１号の規則で定める日は、平成２２年４月２日（同

日から基準日までの期間において新たに職員となった日（当該期間におい

て、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き

続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合

における当該日を除く。）がある場合は当該日（当該日が２以上あるとき

は、当該日のうち最も遅い日））から基準日までの期間における減額改定対

象職員（改正条例附則第２項第１号に規定する減額改定対象職員をいう。

以下同じ。）となった日のうち最も早い日とする。

　（在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第２項第１号の月数の

算定）

第２条　改正条例附則第２項第１号の規則で定める期間は、次に掲げる期間

とする。

茨　職員として在職しなかった期間（基準日まで引き続いて在職した期間

以外の在職した期間であって、平成２２年４月１日から基準日までの間に

おいて、職員が人事交流等により引き続いて前条第１項各号に掲げる者

となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職

員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる

者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月

からこの規則の施行の日（次項において「施行日」という。）の属する月

の前月までの間の月の中途において、同条第１項第１号から第４号まで

に掲げる者（以下「企業職員等」という。）であった者から人事交流等に

より引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の

初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち企業職員等とし

て勤務した期間（以下この条において「特定企業職員等期間」という。）

を除く。）

芋　休職期間（法第２８条第２項の規定により休職にされていた期間（給料

の全額を支給された期間を除く。）をいう。）、専従休職期間（法第５５条の

２第１項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。）、派遣期間

（外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇

等に関する法律（昭和６２年法律第７８号）第２条第１項の規定により派遣

―　２１８―６　―

平成２２年１２月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
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平成２２年１２月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

されていた期間（給料の全額を支給された期間を除く。）をいう。）、育児

休業期間（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０

号。以下「育児休業法」という。）第２条の規定により育児休業をしてい

た期間をいう。）、育児短時間勤務等期間（育児休業法第１０条第１項に規

定する育児短時間勤務及び同法第１７条の規定による短時間勤務をしてい

た期間をいう｡）又は特定企業職員等期間におけるこれらに相当する期間

鰯　停職期間（法第２９条の規定により停職にされていた期間をいう。）又は

特定企業職員等期間におけるこれに相当する期間

允　給与条例附則第３項、新潟県市町村総合事務組合職員の育児休業等に

関する条例（平成１６年条例第４３号）第２２条若しくは新潟県市町村総合事

務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１６年条例第１１号）第

１６条第３項若しくは第１７条第４項の規定により給与を減額された期間又

は特定企業職員等期間におけるこれらに相当する期間

印　給与条例第１５条の規定により給与を減額された期間又は特定企業職員

等期間におけるこれに相当する期間

咽　減額改定対象職員以外の職員であった期間又は特定企業職員等期間に

おけるこれに相当する期間

２　改正条例附則第２項第１号の規則で定める月数は、平成２２年４月から施

行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数と

する。

茨　前項第１号、第２号、第４号又は第６号に掲げる期間のある月

芋　前項第３号又は第５号に掲げる期間のある月（前号に該当する月を除

く。）であって、その月について支給された給料の額（特定企業職員等期

間のある月にあっては、給料及びこれに相当する給与の額の合計額）が

改正条例附則第２項第１号に規定する合計額に１００分の１.２０を乗じて得

た額（第５条において「附則第２項第１号基礎額」という。）に満たない

もの

　（改正条例附則第２項第２号に掲げる額を調整額に含めない職員）

第３条　改正条例附則第２項第２号の規則で定める者は、平成２２年６月１日

において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間

―　２１８―７　―
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引き続き在職した者（当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人

事交流等により第１条第１項各号に掲げる者として勤務した期間である者

を含む。）以外の者とする。

　（企業職員等であった者から引き続き新たに職員となった者についての特

例）

第４条　改正条例附則第３項及び同項の規定により読み替えて適用する改正

条例附則第２項の規則で定める者は、企業職員等とする。

２　改正条例附則第３項の規則で定めるものは、人事交流等により新たに職

員となった者とする。

３　改正条例附則第３項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第２

項の権衡を考慮して規則で定める額は、企業職員等に係る給与に関する条

例又は規程の同項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額

に相当する額とする。この場合においては、企業職員等であった者が人事

交流等により引き続き新たに職員となった日の前日を当該相当する規定の

例における基準日に相当する日とみなす。

　（端数計算）

第５条　附則第２項第１号基礎額又は改正条例附則第２項第２号に掲げる額

に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

　（雑則）

第６条　この規則に定めるもののほか、平成２２年１２月に支給する期末手当に

関する特例措置の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は、平成２２年１２月１日から施行する。

　（平成２１年１２月に支給する期末手当の特例措置に関する規則の廃止）

２　平成２１年１２月に支給する期末手当の特例措置に関する規則（平成２１年規

則第１１号）は廃止する。

―　２１８―８　―

平成２２年１２月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
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新潟県市町村総合事務組合寒冷地手当の
支給に関する条例を廃止する条例　　　

　新潟県市町村総合事務組合寒冷地手当の支給に関する条例（平成１６年条例

第４４号）は、廃止する。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

２　この項から附則第９項までにおいて、次の各号に掲げる用語の定義は、

当該各号に定めるところによる。

�　廃止前の条例　この条例による廃止前の新潟県市町村総合事務組合寒

冷地手当の支給に関する条例をいう。

�　経過措置対象職員　平成１６年１０月２９日（以下「旧基準日」という。）か

ら引き続き在勤する職員（常時勤務に服する職員に限り、地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項又は第２８条の５第１項の規定

により採用された職員を除く。）をいう。

�　基準世帯等区分　経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の

区分（廃止前の条例第３条第１項及び第２項に規定する世帯等の区分を

いう。以下この項において同じ。）のうち、廃止前の条例第３条第１項及

び第２項の規定（以下この項において「旧算出規定」という。）を適用し

たとしたならば算出される同条第１項による加算額又は同条第２項によ

る基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

�　みなし寒冷地手当基礎額　経過措置対象職員につき、毎年１１月から翌

年３月までの各月の初日（以下「基準日」という。）におけるその基準世

帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとした

ならば算出される寒冷地手当の額を５で除して得た額をいう。

３　基準日（その属する月が平成１８年３月までのものに限る。）において経過

―　２１９　―

平成１６年１２月１６日
条 例 第 ５４ 号



措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当

を支給する。

４　基準日（その属する月が平成１８年１１月から平成２２年３月までのものに限

る。）において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基

礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄

に掲げる額を超えることとなるときは、みなし寒冷地手当基礎額から同表

の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減

じた額の寒冷地手当を支給する。

５　次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員の寒冷地

手当の額は、前２項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

�　新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例（平成１６年条例第

１３号。以下「給与条例」という。）第２８条第２項又は第３項の規定によ

り給与の支給を受ける職員に該当する経過措置対象職員　前２項の規定

による額にその者の給料の支給について用いられた同条第２項又は第３

項の規定による割合を乗じて得た額

�　前号に掲げるもののほか、地方公務員法第２９条の規定により停職にさ

れている職員その他の管理者が定める職員　０円

６　経過措置対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該経過措置対

象職員の寒冷地手当の額は、前３項の規定にかかわらず、第３項又は第４

項の規定による額を超えない範囲で、管理者が定める額とする。

�　基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない経過措

置対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日まで

の間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員

となった場合

―　２２０　―

新潟県市町村総合事務組合寒冷地手当の支給に関する条例を廃止する条例

８,０００円平成１８年１１月から平成１９年３月まで

１４,０００円平成１９年１１月から平成２０年３月まで

２０,０００円平成２０年１１月から平成２１年３月まで

２６,０００円平成２１年１１月から平成２２年３月まで



新潟県市町村総合事務組合寒冷地手当の支給に関する条例を廃止する条例

�　基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置

対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの

間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない経過措置対象職員

となった場合

�　前２号に掲げる場合に準ずる場合として管理者が定める場合

７　職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き

給与条例第３条第１項に定める給料表の適用を受ける職員となり、在勤す

ることとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤するこ

ととなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第３項から

前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者

との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員であ

る者に対しては、管理者の定めるところにより、附則第３項から前項まで

の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

８　附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必

要な事項は、管理者が定める。

　（経過措置における平成１７年１月支給の寒冷地手当の額の算定の特例）

９　平成１７年１月の基準日（以下「１月の基準日」という。）において経過措

置対象職員である者に対して支給する寒冷地手当の額は、１月の基準日に

係る寒冷地手当の額に、当該職員について平成１６年１１月及び１２月の基準日

において附則第３項又は附則第５項から附則第７項までのいずれかを適用

したとした場合に得られる各月の寒冷地手当の額を加えたものとする。

―　２２１　―



新潟県市町村総合事務組合寒冷地手当の支給に
関する条例を廃止する条例の附則に関する規則

　（世帯主である職員等の定め）

第１条　新潟県市町村総合事務組合寒冷地手当の支給に関する条例を廃止す

る条例（平成１６年条例第５４号）附則（以下「条例附則」という。）第２項

第３号の基準世帯等区分のうち「世帯主である職員」とは、主としてその

収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

�　新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例（平成１６年条例第

１３号。以下「給与条例」という。）第１１条第２項に規定する扶養親族（以

下「扶養親族」という。）を有する者

�　扶養親族を有しないが、居住のため、１戸を構えている者又は下宿、

寮等の１部屋を専用している者

　（支給額が０円となる職員についての定め）

第２条　条例附則第５項第２号の管理者が定める職員は、次に掲げる職員と

する。

�　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条第２項第２号に掲げる事

由に該当して休職にされている職員

�　地方公務員法第２８条の規定により休職にされている職員（前号に掲げ

る職員を除く。）のうち給与条例第２８条の規定に基づく給与の支給を受け

ていない職員

�　地方公務員法第５５条の２第１項ただし書の許可を受けている職員

�　地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第２条

の規定により育児休業をしている職員

　（基準日後の経過措置対象職員の支給額）

第３条　条例附則第６項の管理者が定める額は、条例附則第３項、第４項及

び第５項の規定による額を条例附則第６項各号に掲げる場合に該当した月

の現日数から新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する

―　２２３　―

平成１６年１２月１６日
規 則 第 ５１ 号



条例（平成１６年条例第１１号）第３条第１項に規定する週休日の日数を差し

引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

２　条例附則第６項第３号の管理者が定める場合は、次に掲げる場合とす

る。

�　条例附則第２項第４号に規定する基準日（以下「基準日」という。）に

おいて条例附則第５項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置

対象職員（条例附則第２項第２号に規定する経過措置対象職員をいう。

以下同じ。）が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日まで

の間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員

となった場合

�　基準日において条例附則第５項第１号に掲げる職員に該当する経過措

置対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末

日までの間に、給与条例第２８条第２項又は第３項の規定による割合が変

更された場合

　（支給日）

第４条　寒冷地手当は、基準日の属する月の給与条例第７条で定める日（以

下「支給日」という。）に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に

係る事実が確認できない等のため、支給日に支給できないときは、支給日

後に支給することができる。

２　基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した経過措

置対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

３　基準日から引き続いて条例附則第５項第２号の職員のいずれかに該当し

ている経過措置対象職員が、支給日以後に復職等をした場合には、当該基

準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

　（人事交流者等についての定め）

第５条　人事交流等により給与条例第３条第１項に定める給料表の適用を受

ける職員となった者であって、平成１６年１０月２９日以降職員以外の地方公務

員等として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務して

いたものとした場合に、基準日（その属する月が平成２２年３月までのもの

に限る。）において経過措置対象職員となるものに対しては、この場合にお

―　２２４　―

新潟県市町村総合事務組合寒冷地手当の支給に関する条例を廃止する条例の附則に
関する規則



新潟県市町村総合事務組合寒冷地手当の支給に関する条例を廃止する条例の附則に
関する規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

いて条例附則第３項から第６項までの規定による額の寒冷地手当を支給す

る。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

―　２２５　――　２２５（２２６～２２７欠）　―



新潟県市町村総合事務組合会計年度任用職員の
報酬及び費用弁償に関する条例　　　　　　　

　

　（趣旨）

第１条　この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条の２第５項

及び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２４条第

５項の規定に基づき、法第２２条の２第１項第１号に規定する会計年度任用

職員（以下「パートタイム会計年度任用職員」という。）の報酬及び費用弁

償に関する事項を定めるものとする。

　（報酬）

第２条　パートタイム会計年度任用職員の報酬は、日額とする。

２　前項に規定する報酬の額については、管理者が別に定める。

　（法酬の支給方法）

第３条　パートタイム会計年度任用職員の報酬の計算期間は、月の初日から

その月の末日までとする。

２　報酬の支払日は、当該報酬に係る勤務をした日の属する月の翌月の２１日

とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）第３条に規定する休日（以下この項において「休日」

という。）に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土

曜日又は休日でない日に支給する。

　（諸手当に相当する報酬の支給）

第４条　パートタイム会計年度任用職員には、時間外勤務手当、休日勤務手

当に相当する報酬を支給する。

　（時間外勤務手当に相当する報酬）

第５条　パートタイム会計年度任用職員に支給する時間外勤務手当に相当す

る報酬については、勤務時間を考慮して規則で定める。

　（休日給に相当する報酬）

第６条　パートタイム会計年度任用職員に支給する休日給に相当する報酬に

―　２２７―１　―

必要

令和２年４月１日
規 則 第 1 号
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ついては、新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例（平成１６年

条例第１３号。以下「給与条例」という。）第１７条の規定の例による。

　（勤務１時間当たりの報酬額の算出）

第７条　パートタイム会計年度任用職員の勤務１時間当たりの報酬の額は、

第２条に規定する日額を当該パートタイム会計年度任用職員について定め

られた１日当たりの正規の勤務時間で除して得た額とする。

　（報酬の減額）

第８条　パートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間中に勤務しない

ときは、休暇による場合その他勤務しないことにつき管理者の承認があっ

た場合を除き、その勤務しない１時間につき、前条に規定する勤務１時間

当たりの報酬の額を減額した報酬を支給する。

　（通勤に係る費用弁償）

第９条　パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償については、

給与条例第１条に規定する職員に支給される通勤手当の額を超えない範囲

内において、管理者が別に定めるところにより支給する。

　（旅費に係る費用弁償）

第１０条　パートタイム会計年度任用職員が公務のために旅行したときは、そ

の費用を弁償する。

２　前項の規定による費用弁償は、新潟県市町村総合事務組合職員の旅費に

関する条例（平成１６年条例第１４号）の規定の例による。

　（給与及び費用弁償の口座振替）

第１１条　給与及び費用弁償は、パートタイム会計年度任用職員の申出によ

り、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

　（規則への委任）

第１２条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

　　　附　則

　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

―　２２７―２　―

新潟県市町村総合事務組合会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例

必要Title:03-6-1●227-1-.ec8 Page:2  Date: 2020/12/16 Wed 10:57:10 



新潟県市町村総合事務組合会計年度任用職員の
時間外勤務手当に相当する報酬に関する規則　

　

　（目的）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合会計年度任用職員の報酬及

び費用弁償に関する条例（令和２年条例第４号。以下「報酬条例」という。）

第５条の規定に基づき、時間外勤務手当に相当する報酬に関し、必要な事

項を定めることを目的とする。

　（時間外勤務手当に相当する報酬）

第２条　報酬条例第１条に規定するパートタイム会計年度任用職員（以下

「パートタイム会計年度任用職員」という。）について定められた勤務時間

（以下「正規の勤務時間」という。）を超えて勤務することを命ぜられたパー

トタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間

に対して、勤務１時間につき、報酬条例第７条に規定する勤務１時間当た

りの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に

応じて、当該各号に定める割合（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時

までの間である場合は、その割合に１００分の２５を加算した割合）を乗じて得

た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。ただし、パートタ

イム会計年度任用職員が第１号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてし

たもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時

間との合計が７時間４５分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定

する勤務１時間当たりの報酬額に１００分の１００を乗じて得た額とする。

�　正規の勤務時間が割り振られた日における勤務　１００分の１２５

�　前号に掲げる勤務以外の勤務　１００分の１３５

２　前項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員について定め

られた週休日（次項において「週休日」という。）の振替等により、あらか

じめ割り振られた１週間の正規の勤務時間（以下この条において「割振り

変更前の正規の勤務時間」という。）を超えて勤務することを命ぜられた

―　２２７―３　―

必要

令和２年４月１日
規 則 第 ３ 号
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パートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超

えて勤務した全時間（次条に定める時間を除く。）に対して、勤務１時間に

つき、報酬条例第７条に規定する勤務１時間当たりの報酬額に１００分の２５

を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。ただ

し、パートタイム会計年度任用職員が割り振り変更前の正規の勤務時間を

超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割り振り変更前の正規の勤務時

間との合計が３８時間４５分に達するまでの間の勤務については、この限りで

はない。

３　正規の勤務時間又は割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務するこ

とを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間及び割振り変更前

の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間の合計が１箇月について６０時間

を超えた職員には、その６０時間を超えて勤務した全時間（次条で定める時

間を除く。）に対して、前２項の規定にかかわらず、勤務１時間につき、報

酬条例第７条に規定する勤務１時間当たりの報酬額に次の各号に掲げる時

間の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を時間外勤務手

当に相当する報酬として支給する。

�　正規の勤務時間を超えてした勤務の時間　１００分の１５０（その勤務が午

後１０時から翌日の午前５時までの間である場合は、１００分の１７５）

�　割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間　１００分の５０

　（週休日の振替等に係る時間外勤務手当に相当する報酬の対象から除かれ

る時間）

第３条　前条第２項及び第３項に規定する「次条に定める時間」は、次の各

号に定める時間とする。

�　パートタイム会計年度任用職員が、新潟県市町村総合事務組合会計年

度任用職員の勤務時間及び休暇に関する規則（令和２年第２号。以下「勤

務時間規則」という。）第８条に規定する休日が属する週（以下「休日が

属する週」という。）において、休日勤務を命ぜられ新潟県市町村総合事

務組合会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例（令和２年条

例第４号）第６条に規定する休日給に相当する報酬（以下「休日給に相

当する報酬」という。）が支給されることとなる場合に、勤務時間規則第

―　２２７―４　―

新潟県市町村総合事務組合会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬に
関する規則
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新潟県市町村総合事務組合会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬に
関する規則

４条に規定する週休日の振替等（以下「週休日の振替等」という。）によ

り変更された当該休日が属する週の勤務時間が労働基準法（昭和２２年法

律第４９号）第３２条第１項に規定する時間（以下「法定労働時間」という。）

に当該休日勤務した時間を加えた時間以下となる場合は、勤務時間規則

第３条に規定するあらかじめ割り振られた１週間の正規の勤務時間を超

えて勤務した時間

�　パートタイム会計年度任用職員が、休日が属する週において、休日勤

務を命ぜられて休日給に相当する報酬が支給されることとなる場合に、

週休日の振替等により変更された当該休日が属する週の勤務時間が法定

労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超える場合には、法定

労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から法定労働時間を減じ

た時間数に相当する時間

　　　附　則

　この規則は、令和２年４月１日から施行する。

―２２７―５　―
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新潟県市町村総合事務組合
職員の旅費に関する条例　

　最終改正　平成３１年２月１５日条例第３号

　　　第１章　総則

　（目的）

第１条　この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号｡以下「法」とい

う。）第２４条第５項の規定に基づき、公務のため旅行する職員に対し支給す

る旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

　（用語の定義）

第２条　この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定め

るところによる。

�　内国旅行　本邦（本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島

の存する領域をいう。以下同じ。）における旅行をいう。

�　外国旅行　本邦と外国（本邦以外の領域（公海を含む。）をいう。以下

同じ。）との間における旅行及び外国における旅行をいう。

�　出張　職員が公務のため一時在勤庁を離れて旅行することをいう。

�　赴任　採用された職員がその採用に伴う移転のため住居若しくは居所

から在勤庁に旅行することをいう。

�　遺族　職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員

の死去当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

２　この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域（都

の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域）をいうものとす

る。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁から８キロメートル以内の

地域をいうものとする。

　（旅費の支給）

第３条　職員が出張又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給す

る。

２　職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げ

―　２２９　―
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る者に対し旅費を支給する。

�　職員が出張のため旅行中に退職（免職を含む。）、失職又は休職（以下

「退職等」という。）となった場合（当該退職等に伴う旅行を必要としな

い場合を除く。）には、当該職員

�　職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

３　職員が前項第１号の規定に該当する場合において、法第２８条第４項又は

第２９条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、

同項の規定による旅費は支給しない。

４　職員が当該職員の管理者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助す

るため旅行する場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

５　第１項、第２項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる

者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼（以下「旅行命令等」という。）

を変更（取消しを含む。以下同じ。）され又は死亡した場合において、当該

旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失

となった金額で管理者が定めるものを旅費として支給することができる。

６　第１項、第２項及び第４項の規定により旅費の支給を受けることができ

る者が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額（概算払

を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金

額）の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で

管理者が定める金額を旅費として支給することができる。

　（旅行命令）

第４条　旅行は、管理者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者

（以下「旅行命令権者」という。）の発する旅行命令等によって行わなけれ

ばならない。

２　旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては

公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出

が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

３　旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める

場合には、自ら又は第５条第１項若しくは第２項の規定による旅行者の申

請に基づき、これを変更することができる。

―　２３０　―
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４　旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命

令簿又は旅行依頼簿（以下「旅行命令簿等」という。）に、当該旅行に関し

必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならな

い。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令

等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命

令権者は、できるだけすみやかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事

項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

５　旅行命令簿等の記載事項及び様式は規則で定める。

　（旅行命令簿に従わない旅行）

第５条　旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅

行命令等（前条第３項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本

条において同じ。）に従って旅行することができない場合には、あらかじめ

旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

２　旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがな

い場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに

旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

３　旅行者が、前２項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申

請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わな

いで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対

する旅費のみの支給を受けることができる。

　（普通旅費の種類）

第６条　普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及

び食事料とする。

２　鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

３　船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

４　航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

５　車賃は、陸路（鉄道を除く。以下同じ。）旅行について、路程に応じ１キ

ロメートル当たりの定額、旅客運賃又は実費額により支給する。

６　日当は、旅行中の日数に応じ１日当りの定額により支給する。

７　宿泊料は、旅行中の夜数に応じ１夜当りの定額により支給する。

―　２３１　―

Title:03-6-1●229- .ec8 Page:231  Date: 2019/08/05 Mon 19:01:48 



８　食事料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ１夜当りの定額により

支給する。

　（特殊旅費の種類）

第７条　特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、支度料、旅行雑費及び日額

旅費とする。

２　移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額

により支給する。

３　着後手当は、赴任に伴う住居又は居所の移転について、定額により支給

する。

４　支度料は、本邦から外国への出張について、定額により支給する。

５　旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

６　日額旅費は、国内旅行のうち第２２条に規定する場合について、前条の普

通旅費に代えて支給する。

　（旅費の計算）

第８条　旅費は、最も経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行し

た場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむ

を得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い

場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

　（旅費計算上の旅行日数）

第９条　旅費計算上の旅行日数は次項の規定に該当する場合を除くほか、旅

行のため現に要した日数による。

２　第３条第２項第１号及び第２号の規定に該当する場合には、旅費計算上

の旅行日数は、天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほ

か、路程４００キロメートルについて１日の割合をもって通算した日数によ

る。

３　前項の規定により通算した日数に１日未満の端数を生じたときは、これ

を１日とする。

第１０条　１日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が

生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

 

―　２３２　―
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　（年度の経過等に伴う旅費の計算）

第１１条　鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過

等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場

合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ

以後の分に区分して計算する。

　（旅費の請求手続）

第１２条　旅費（概算払に係る旅費を含む。）の支給を受けようとする旅行者及

び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするも

のは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする

者（以下「支払担当者等」という。）に提出しなければならない。この場合

において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請

求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が

明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

２　概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後５日

以内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならな

い。

３　支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合に

は、直ちに当該過払金を返納させなければならない。

４　第１項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式

は規則で定める。

　　　第２章　内国旅行の旅費

　（鉄道賃）

第１３条　鉄道賃の額は、旅客運賃、急行料金及び座席指定料金による。

２　前項に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限

り、支給する。

�　特別急行列車を運行する線路による旅行で片道１００キロメートル以上

のもの

�　普通急行列車を運行する線路による旅行で片道５０キロメートル以上の

もの

―　２３３　―
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３　第１項に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路であっ

て座席指定料金を徴する客車を運行するものによる旅行で片道１００キロ

メートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

　（船賃）

第１４条　船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃（はしけ賃及び桟橋賃を

含む。以下この条において「運賃」という。）、寝台料金及び座席指定料金

による。

�　運賃の等級を３階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運

賃

�　運賃の等級を２階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運

賃

�　運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する

運賃

�　公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前３号に規

定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

�　座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前

各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

２　前項第１号又は第２号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃

を更に２以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、

同一階級内の最上級の運賃による。

　（航空賃）

第１５条　航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

　（車賃）

第１６条　車賃の額は別表第１の定額による。ただし、公務上の必要又は天災

その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することが

できない場合には、実費額による。

２　前項の規定にかかわらず、高速自動車国道を運行する路線バス（道路運

送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イに掲げる一般乗合旅客自動車

運送業の用に供する自動車をいう。）による旅行の場合の車賃の額は、旅客

運賃の額とする。

―　２３４　―
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３　第１項の規定にかかわらず、職員が旅行命令権者の承認を受けて自家用

車を使用して旅行した場合の車賃の額は、１キロメートルにつき２０円とす

る。この場合において、公務上の必要により有料の道路、駐車場等を利用

し、その料金を負担するときの車賃の額は、その実費額を加算した額とす

る。

４　車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第１１条の規定により区分

計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

５　前項の規定により通算した路程に１キロメートル未満の端数を生じたと

きは、これを切り捨てる。

　（日当）

第１７条　日当の額は、別表第１の定額による。ただし、公務上の必要その他

やむを得ない事情により規則で定める時刻以前に在勤庁又は住所若しくは

居所を出発し、又は規則で定める時刻以後に在勤庁又は住所若しくは居所

に帰着する日の日当の額は、本文に定める額に、当該出発し、又は帰着し

た場合のそれぞれの場合ごとに、別表第１の定額に相当する額を加算した

額とする。

２　在勤地から半径１００キロメートル以内の区域で別表第２に規定する市町

村に旅行する場合は、前項の規定にかかわらず、日当は支給しない。ただ

し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合

は、この限りでない。

　（宿泊料）

第１８条　宿泊料の額は、別表第１の定額による。

２　宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災そ

の他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給

する。

　（食事料）

第１９条　食事料の額は、別表第１の定額による。

２　食事料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃

若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。
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　（移転料）

第２０条　移転料の額は、住所又は居所から在勤地までの路程に応じた別表第

３の定額による額

　（着後手当）

第２１条　着後手当の額は、第１７条第１項に規定する県外の日当の額の５日分

及び第１８条第１項に規定する宿泊料の額の５夜分に相当する額による。

２　前項の規定にかかわらず、同一地域内における旅行については、着後手

当は支給しない。

　（日額旅費）

第２２条　第６条第１項に掲げる普通旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、

長期間の研修、講習その他これに類する目的のための旅行とする。

２　日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その

額は、当該日額旅費の性質に応じ、第６条第１項に掲げる普通旅費につい

てこの条例で定める基準を超えることができない。

　（県外の同一地域内旅行の旅費）

第２３条　県外の同一地域（第２条第２項に規定する地域の区分による同一の

地域をいう。）内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は支給し

ない。

２　前項の規定にかかわらず、公務上の必要その他やむを得ない事情により

多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合において、その実費額が当該旅

行について第１７条第１項により支給される県外の日当の２分の１に相当す

る額を超えるときは、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃

又は車賃を支給する。

　（退職者等の旅費）

第２４条　第３条第２項第１号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定

する旅費とする。

�　退職等となった日（以下「退職等の日」という。）にいた地から退職等

の命令の通達を受け又はその原因となった事実を知った日（以下「退職

等を知った日」という。）にいた地までの前職務相当の旅費

�　退職等を知った日の翌日から３日以内に出発して当該退職等に伴う旅

―　２３６　―

新潟県市町村総合事務組合職員の旅費に関する条例
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新潟県市町村総合事務組合職員の旅費に関する条例

行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にい

た地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

　（遺族の旅費）

第２５条　第３条第２項第２号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在

勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

２　遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第２条第１項第４号

に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

　　　第３章　外国旅行の旅費

　（本邦通過の場合の旅費）

第２６条　外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支

給する旅費は、前章に規定するところによる。

　（鉄道賃等）

第２７条　旅行に要する鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃並びに日当、宿泊料及

び食事料については、旅行地その他公務上の必要に応じて別に管理者が定

める額を支給する。

　（支度料）

第２８条　支度料は、その旅行期間等を考慮して別に管理者が定める額を支給

する。

　　　第４章　雑則

　（旅費の調整）

第２９条　管理者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行し

た場合その当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この

条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅

費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その

実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費は支

給しないことができる。

２　管理者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当

該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合に

―　２３７　―
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は、別に定める旅費を支給することができる。

　（実施規定）

第３０条　この条例の実施に関し、必要な事項は規則で定める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、平成１６年３月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この条例の施行の際、従前の新潟県町村職員退職手当組合、新潟県町村

人事事務組合、新潟県消防団員等公償組合、新潟県交通災害共済組合及び

新潟県自治会館管理組合（以下「旧組合」という。）の職員の旅費に関する

条例の適用を受けていた職員で、引き続きこの条例の適用を受けることと

なった職員の旧組合の当該条例に基づいてなされた処分、承認、手続その

他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

　　　附　則（平成１７年４月１日条例第９号）

　この条例は、平成１７年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成１８年３月１日条例第７号）

　この条例は、平成１８年３月２０日から施行する。

　　　附　則（平成２８年２月１６日条例第５号）

　この条例は、平成２８年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成３１年２月１５日条例第３号）

１　この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

２　改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日（以下

「施行日」という。）以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した

旅行については、なお従前の例による。

 

―　２３８　―

新潟県市町村総合事務組合職員の旅費に関する条例
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　別表第１（第１６条－第１９条関係）

　別表第２（第１７条関係）

日当を支給しない市町村の区域

　別表第３（第２０条関係）

―　２３９　―

新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、見附

市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡聖籠町、西蒲

原郡弥彦村、南蒲原郡田上町、東蒲原郡阿賀町、三島郡出雲崎町、刈羽

郡刈羽村及び岩船郡関川村の区域（２０団体）

車賃、日当、宿泊料及び食事料

食　事　料
（１夜につき）

宿　泊　料
（１夜につき）

日当（１日につき）車　　　賃
１キロメー
トルにつき

区　分
県　外県　内

２,２００円１０,９００円１,１００円５５０円３７円金 額

内　国　旅　行　の　旅　費

移　転　料

鉄道５００キロメー

トル以上 １,０００ キ

ロメートル未満

鉄道３００キロメー

トル以上５００キロ

メートル未満

鉄道１００キロメー

トル以上３００キロ

メートル未満

鉄道 ５０ キロメー

トル以上１００キロ

メートル未満

鉄道 ５０ キロメー

トル未満

１２４,０００円９３,５００円７６,０００円６１,５００円５３,５００円

鉄道２,０００キロメー

トル以上

鉄道１,５００キロメー

トル以上２,０００キロ

メートル未満

鉄道１,０００キロメー

トル以上１,５００キロ

メートル未満

１６２,０００円１３９,５００円１３０,５００円

備考　路程の計算については、水路４分の１キロメートル又は陸路１キロメートルをもってそ

れぞれ鉄道１キロメートルとみなす。
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新潟県市町村総合事務組合職員の
旅費支給に関する規則　　　　　

　最終改正　平成２９年３月２３日規則第１３号

　（目的）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合職員の旅費に関する条例

（平成１６年条例第１４号。以下「条例」という。）第３０条の規定に基づき、職

員の旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

　（旅行命令簿等の記載事項及び様式）

第２条　条例第４条第４項に規定する旅行命令簿の記載事項及び様式は、別

表第１の別記様式第１号による。

　（路程の計算）

第３条　旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げ

るものにより行うものとする。

茨　鉄道　鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第１３条に規定する鉄道運送

事業者の鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程

芋　水路　海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

鰯　陸路　地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足

る者により証明された路程又は実測その他社会通念上妥当と認められる

方法により計測した路程

２　前項第１号及び第２号の規定により路程を計算しがたい場合には、これ

らの規定にかかわらず、同項第３号の規定に準じて計算することができ

る。

３　第１項第３号の規定による陸路を計算する場合には、その証明の基準と

なる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とす

る。

４　陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算す

る場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも基

点とすることができる。

―　２４１　―

平成１６年３月１日
規 則 第 １６ 号
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５　前２項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定に

かかわらず、当該陸路の路程計算について信頼するに足るものを起点とし

て計算することができる。

　（旅行命令等の変更の申請）

第４条　条例第５条第１項又は第２項の規定により旅行命令等の変更を申請

する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければな

らない。

　（旅費請求書の種類、記載事項及び様式）

第５条　条例第１２条第１項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式

は、別表第１に掲げるとおりとする。

２　概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る

旅費額と同一である場合には、旅費精算書の提出に代えて旅行命令簿に所

要事項を記載することにより精算することができる。

３　条例第１２条第１項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第２

の左欄の区分に従い当該右欄に掲げる書類とする。

　（日当の特例）

第６条　条例第１７条第１項ただし書に規定する規則で定める時刻のうち、出

発に係る時刻は午前６時３０分とし、帰着に係る時刻は午後９時とする。

　（日額旅費）

第７条　条例第２２条に定める日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条

件及び支給方法は、別表第３のとおりとする。

　（その他必要事項）

第８条　この規則の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は、平成１６年３月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この規則の施行の際、従前の新潟県町村職員退職手当組合、新潟県町村

人事事務組合、新潟県消防団員等公償組合、新潟県交通災害共済組合及び

新潟県自治会館管理組合（以下「旧組合」という。）の職員の旅費の支給に

―　２４２　―

新潟県市町村総合事務組合職員の旅費支給に関する規則
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関する規則の適用を受けていた職員で、引き続きこの規則の適用を受ける

こととなった職員の旧組合の当該規則に基づいてなされた処分、承認、手

続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみ

なす。

　　　附　則（平成２２年４月１日規則第５号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２９年３月２３日規則第１３号）

　この規則は、平成２９年４月１日から施行する。

 

―　２４３　―
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―
　２４４

　―
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給
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関
す

る
規

則
別表第１

　別記様式第１号（第２条・第５条関係）

備　　考　　欄用務及び用務先旅　　行　　期　　間款

予算科目
　　日間

自項

至目

旅行者
確認印合　計日　当

宿　泊　料船賃航空賃（㎞；円）車賃（㎞；円）鉄　道　賃（㎞；円）
宿泊地経　路出発地氏　名職　名

金　額泊数金　額距離金　額距離特別車両
料金

急行特急
新幹線運賃距離

年度

会計

年　　月　　日　

旅行命令

支出命令

係課長次　長
出納員事務局長管理者旅行命令（依頼）簿兼旅費請求書

必
要
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―
　２４５

　―

別記様式第１号の２（第５条関係）

年　　月　　日

旅 行 命 令 確 認 簿

備 考 欄用務及び用務先旅 行 期 間

日間
自

至

旅行者
確認印

宿泊（夜）
その他距離

（㎞）
水路距離
（㎞）

陸路距離
（㎞）

鉄道距離
（㎞）

宿泊地帰着地出発地氏　　名職　名

最も一般的な（又は最も経済的な）通常の経路及び方法によって計算された旅費を請求することを確認します。

必
要
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　別記様式第２号（第５条関係）

 

―　２４６　―

新潟県市町村総合事務組合職員の旅費支給に関する規則

旅行命令（依頼）簿兼旅費請求書
（表面）　

氏名職名所　　属

住所又は
居　　所

事 前 申 告
旅行命令確認
（署名欄）

旅 行 命 令 の 内 容旅 行 命 令 権 者

帰着地出発地旅 行 期 間
用務内容及び
用　　務　　先

次　長事務局長管理者

□　自家用車
（運転・同乗）
　利用区間

～

□　高速バス
□　鉄道
□　その他

　下記のとおり旅費
の算出基礎を申告し
ます。
　又、下記の申告事
項を基礎として職員
の旅費に関する条例
に基づき計算される
金額の旅費の支給

（概算払い）を請求し
ます。

　　年　　月　　日

署名
　　　　　　　　印

在勤庁

住居所

在勤庁

住居所

自　　　　　　　
　　年　　月　　日

至　　　　　　　
　　年　　月　　日

　　　　　　　日間

課　長

旅 行 命 令 年 月 日

年　　月　　日

旅　行　者　申　告　欄（旅費の算出基礎）

交　　　　通　　　　手　　　　段

　［水路］
□　カーフェリー（往・復）
□　Ｊフォイル等（往・復）
　［その他］
□　航空機　（利用区間　　　　　～　　　　　）
□　研修旅費（日額）

　［陸路］
□　自家用車（利用区間　　　　　～　　　　　）
　　（運転・同乗）（走行見込距離　　　　　　　㎞）
□　バ　ス
　　（利用区間　　　　　～　　　　　額　　　　円）
□　高速バス（利用区間　　　　　～　　　　　）
□　タクシー（利用区間　　　　　～　　　　　）
　［鉄道］
□　在来線　（利用区間　　　　　～　　　　　）
□　新幹線　（利用区間　　　　　～　　　　　）

増　額　に　係　る　事　実減　額　に　係　る　事　実

□　高速道路利用
　　　（利用区間　　　　　～　　　　　額　　　　円）
□　駐車場料金（利用場所　　　　　　）
□　１００㎞ 未満の特急利用（往・復）
□　カーフェリーの（　　）等利用（往・復）
□　早朝６：３０以前の出発
□　夜間２１：００以降の帰着
□　宿泊料の増額（　　月　　日分　実費額　　　円）
　　（特記事項）

□　固定宿泊施設以外の宿泊
□　通勤定期利用（利用区間　　　　　～　　　　　）
□　旅費別途支給

（特記事項）

その他の特記事項宿泊日宿　

泊 宿泊地

旅費担当者事務処理確認旅行命令権者確認

処理
　　年　　月　　日
旅費計算額（請求額）

円

　年　　月　　日

確　認　印
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―　２４７　―

旅 費 精 算（請求）書
（裏面）　

旅行事実の報告精　　　　算　　　　事　　　　項

［確認欄］無有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）旅行期間の変更

無有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）出 発 地 の 変 更

用務内容　　□無有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）帰 着 地 の 変 更

用務先　　　□無有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）交通手段の変更

無有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）減 額 ・ 増 額 に

係る事実の変更

旅行命令の内容

のとおり出張し

ました。

無有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）宿 泊 地 の 変 更

　［交通手段］
□　自家用車（走行距離　　　　　　　　　　　㎞）
□　タクシー（利用区間　　　　　～　　　　　額　　　　　円）

　［増額に係る事項］
□　駐車場料金（利用場所　　　　　額　　　　　円）
□　カーフェリー（　　）等利用（往・復）
□　宿泊料の増額（　　月　　日分　実費額　　　　　円）

特 記 事 項

　上記のとおり精算し、旅行事実を報告します。
　（また、上記の精算事項を基礎として職員の旅費に関する条例に基づき計算される金額の旅費の支給を請
求します。）

　　　　　年　　　月　　　日

署名　　　　　　　　　　　　　印　　　　　

旅 行 命 令 権 者 確 認旅 費 担 当 者 事 務 処 理 確 認調　整　欄

　　年　　月　　日処理

　　　　　年　　月　　日

旅費計算額（請求・返納額）

　　精算額（　　　　　　円）－概算払額

　　　＝　（　　　　　　円）

確　認　印
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別表第２（第５条関係）

 

―　２４８　―

新潟県市町村総合事務組合職員の旅費支給に関する規則

　公務上の必要を証明する書類及び支払を証明する

に足る書類

１　条例第１４条第１項第４号に規

定する寝台料金

　公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情及

び支払を証明するに足る書類

２　条例第１６条第１項ただし書に

規定する車賃

　公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を

証明する書類

３　条例第１７条第２項の規定によ

る宿泊の場合における日当、又

は条例第１８条第２項に規定する

宿泊料

　その支払を証明するに足る書類４　条例第１９条に規定する食事料

　公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を

証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

５　条例第２３条第２項に規定する

鉄道賃、船賃又は車賃

　旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退

職等を知った日にいた地及び所定の期間内に退職等

に伴う旅行をしたことを証明する書類

６　条例第２４条に規定する旅費

　職員の死亡、その死亡及び遺族であることを証明

する書類

７　条例第２５条に規定する旅費
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新潟県市町村総合事務組合職員の旅費支給に関する規則

別表第３（第７条関係）

備　考

１　第１項及び第２項の適用を受ける職員（以下「受講者」という。）が、

入所等又は帰庁のために旅行する日については、その旅行に要する普通

旅費（当該宿泊施設に到着した日に係る日当及び宿泊料を除く。）に相当

する額を別に支給する。

２　受講者が研修、講習の一環として見学等のため一時他の地に旅行する

場合は、当該旅行に出発する日から帰着する日の前日までについては１

の項及び２の項に定める額に代えて普通旅費に相当する額を支給し、帰

着する日については普通旅費のうち鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃に相

当する額をこれらの規定に定める額に加算して支給する。

３　受講者が当該日額旅費の支給を受ける旅行命令以外の旅行命令により

一時他の地に旅行する場合は、当該旅行に出発する日から帰着する日の

前日までについては、日額旅費を支給しない。

―　２４８―１　―

日　額　旅　費　の　額日額旅費を支給する旅行及び支給条件

当該宿泊施設から徴される宿泊等に
伴う実費額、当該宿泊施設と研修、
講習等が行われる施設との間の交通
費の実費額等を考慮して別に定める
額

１　同一地域において引き続き２日
以上行われる研修、講習等に出席
するために旅行する場合（次項に
規定する場合を除く。）で、当該研
修、講習等に出席する職員の宿泊
の用に供するために設置された施
設又は旅行命令権者が当該職員の
宿泊場所として指定した施設に宿
泊するとき

２,１００円

２　新潟県自治研修所が同所で行う
研修若しくは講習に出席するため
に旅行する場合で、同所の宿泊施
設に宿泊するとき
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新潟県市町村総合事務組合職員以外の者の
費用弁償に関する条例　　　　　　　　　

第１条　新潟県市町村総合事務組合（以下「組合」という。）の職員以外の

者が、組合の依頼又は要求に応じ旅行した場合は、他の条例に特別の定め

のあるもののほか、新潟県市町村総合事務組合職員の旅費に関する条例

（平成１６年条例第１４号）に基づき組合の職員に支給される旅費の額に相当

する額の費用弁償を受けることができる。

第２条　前条に規定する費用弁償の支給方法については、組合の職員に対す

る旅費支給の例による。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

―　２４８―３　―

平成１７年２月２５日
条 例 第 ７ 号
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新潟県市町村総合事務組合職員定数条例

　新潟県市町村総合事務組合職員定数条例（平成１６年条例第６号）の全部を

改正する。

　（定義）

第１条　この条例において「職員」とは、新潟県市町村総合事務組合に常時

勤務する一般職の職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条第５

項の規定に基づく臨時的任用職員を除く。）をいう。

　（職員の定数）

第２条　職員の定数は、１８人とする。

　（定数外の職員）

第３条　次に掲げる職員は、前条の定数外とする。

�　休職中の職員及び復職を命ぜられてから６月に満たない職員

�　結核性疾患のため休養中の職員及び出勤を許可されてから６月に満た

ない職員

�　育児休業中の職員

　（委任）

第４条　この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

 附　則

　この条例は、平成１９年４月１日から施行する。

―　２４９　―

平成１９年２月１６日
条 例 第 ３ 号



新潟県市町村総合事務組合職員の条件付
採用期間の延長に関する規則　　　　　

　

　（目的）

第１条　この規則は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条及び第２２

条の２第７項の規定に基づき、職員の条件付採用期間の延長に関し必要な

事項を定めることを目的とする。

　（条件付採用期間の延長）

第２条　職員が条件付採用の期間の６月間において実際に勤務した日数が９０

日に満たない場合においては、その日数が９０日に達するまでその条件付採

用の期間を延長するものとする。

２　前項に定めるもののほか、管理者は、条件付採用の期間中の職員につい

て、正式採用になるためには職務遂行能力の実証が十分でないと認める場

合は、条件付採用期間を延長することができる。

３　前２項による延長は、条件付採用の期間の開始後１年を超えることはで

きない。

４　地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員に対する第

１項及び前項の規定の適用については、第１項中「６月間」とあるのは

「１月間」と、「９０日」とあるのは「１５日」と、前項中「条件付採用の期間

の開始後１年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

　（この規則の実施に関し必要な事項）

第３条　この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

　　　附　則

　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

―　２５０―１　―

必要

令和２年４月１日
規 則 第 1 号
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新潟県市町村総合事務組合職員の
服務の宣誓に関する条例　　　　

　最終改正　令和２年２月１８日条例第３号

　（目的）

第１条　この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３１条の規定に

基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

　　（職員の服務の宣誓）

第２条　新たに職員となった者は、管理者又は管理者の定める上級の公務員

の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職

務を行ってはならない。

２　地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員の服務の宣

誓については、前項の規定にかかわらず、管理者は、別段の定めをするこ

とができる。

　（権限の委任）

第３条　この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な

事項は、管理者が定めることができる。

　　　附　則

１　この条例は、平成１６年３月１日から施行する。

２　この条例施行後３０日以内に新たに職員となった者は、第２条の規定にか

かわらず、この条例施行後３０日間は宣誓を行う前においてもその職務を行

うことができる。

　　　附　則（令和２年２月１８日条例第３号）

　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

 

―　２５１　―

平成１６年３月１日
条　例　第　７　号
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　別　記

―　２５２　―

新潟県市町村総合事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

宣　　　誓　　　書

　私は、ここに、主権が国民に存することを認める日本国憲法を

尊重し、かつ、擁護することを固く誓います。

　私は、地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ能

率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実

かつ公正に職務を執行することを固く誓います。

　　　年　　月　　日

氏　名　　　　　　　�　
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新潟県市町村総合事務組合職員の職務に
専念する義務の特例に関する条例　　　

　（この条例の目的）

第１条　この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３５条の規定に

基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

　（職務に専念する義務の免除）

第２条　職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ管理

者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除

されることができる。

�　研修を受ける場合

�　厚生に関する計画の実施に参加する場合

�　前２号に規定する場合を除くほか、規則で定める場合

 附　則

　この条例は、平成１６年３月１日から施行する。

―　２５３　―

平成１６年３月１日
条 例 第 ８ 号



新潟県市町村総合事務組合職員の職務に
専念する義務の特例に関する規則　　　

　最終改正　平成１８年３月１６日規則第８号

　（目的）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合職員の職務に専念する義務

の特例に関する条例（平成１６年条例第８号。以下「条例」という。）第２条

第３号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例を定めることを目的と

する。

　（特例）

第２条　前条の特例は、別に定める場合を除くほか、次の各号とする。

�　妊娠中の女性職員が、その者の業務により母体又は胎児の健康保持に

影響があると認められる場合

�　文部科学大臣の認める各種大学通信教育部において実施する分割面接

授業に参加する場合

�　新潟県市町村総合事務組合の行政の運営上その地位を兼ねることが特

に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う

場合

�　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第４６条の

規定により勤務条件に関する措置の要求をし、若しくは同法第４９条の２

第１項の規定により不利益処分について不服申立てをする場合又はこれ

らの審理に当事者として出頭する場合

�　公務災害補償の決定について審査請求する場合又は審査請求人が審査

に出頭する場合

�　法第５５条第８項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

�　労働組合法（昭和２４年法律第１７４号）第７条第３号ただし書の規定によ

り、協議又は交渉を行う場合

�　前各号のほか、あらかじめ管理者が定める場合

　 

―　２５５　―

平成１６年３月１日
規 則 第 ６ 号



（委任）

第３条　この規則に定めるもののほか、職員の職務に専念する義務の免除に

関し必要な事項は、管理者が定める。

 附　則

　この規則は、平成１６年３月１日から施行する。

　　　附　則（平成１８年３月１６日規則第８号）

　この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

―　２５６　―

新潟県市町村総合事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則



新潟県市町村総合事務組合職員団体のための
職員の行為の制限の特例に関する条例　　　

　最終改正　平成２２年４月１日条例第８号

　（目的）

第１条　この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」とい

う。）第５５条の２第６項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団

体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを

目的とする。

　（職員団体のための職員の行為の制限の特例）

第２条　職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員

団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

茨　法第５５条第８項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

芋　時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日（特に勤務を命ぜられた

場合を除く。）

鰯　年次有給休暇及び休職の期間

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２２年４月１日条例第８号）

　この条例は、公布の日から施行する。

―　２５７　―

平成１６年３月２９日
条 例 第 ４０ 号
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新潟県市町村総合事務組合職員の
定年等に関する条例　　　　　　

　（趣旨）

第１条　この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の２第１

項から第３項まで及び第２８条の３の規定に基づき、職員の定年等に関し必

要な事項を定めるものとする。

　（定年による退職）

第２条　職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の

３月３１日（以下「定年退職日」という。）に退職する。

　（定年）

第３条　職員の定年は、年齢６０年とする。

　（定年による退職の特例）

第４条　管理者は、定年に達した職員が第２条の規定により退職すべきこと

となる場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、そ

の職員に係る定年退職日の翌日から起算して１年を超えない範囲内で期限

を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させること

ができる。

�　当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、

その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。

�　当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その

職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。

�　当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特

別な事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が

生ずるとき。

２　管理者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来す

る場合において、前項の事由が引き続き存すると認めるときは、１年を超

えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その

―　２５９　―

平成１６年３月２９日
条 例 第 ４１ 号



職員に係る定年退職日の翌日から起算して３年を超えることができない。

３　管理者は、第１項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合又は前

項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければな

らない。

４　管理者は、第１項の期限又は第２項の規定により延長された期限が到来

する前に第１項の事由が存しなくなったと認めるときは、当該職員の同意

を得て、期日を定めてその期限を繰り上げて退職させることができる。

５　前各項の規定を実施するために必要な手続は、管理者が定める。

　（定年に関する施策の調査等）

第５条　管理者は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、

職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属

する事務について適切な方策を講ずるものとする。

 附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

―　２６０　―

新潟県市町村総合事務組合職員の定年等に関する条例



新潟県市町村総合事務組合職員の
再任用に関する条例　　　　　　

　（趣旨）

第１条　この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」とい

う。）第２８条の４第１項、同条第２項及び第３項（法第２８条の５第２項及び

第２８条の６第３項において準用する場合を含む。）並びに地方公務員法等の

一部を改正する法律（平成１１年法律第１０７号。）附則第５条及び第６条の規

定に基づき、職員の再任用（法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は

第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用することをいう。以下

同じ。）に関し必要な事項を定めるものとする。

　（定年退職者に準ずるもの）

第２条　法第２８条の４第１項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち

勤続期間等を考慮して法第２８条の２第１項の規定により退職した者又は法

第２８条の３の規定により勤務した後退職した者に準じて再任用を行うこと

ができるものは、次の各号に掲げる者とする。

�　２５年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算し

て５年を経過する日までの間にあるもの

�　前号に該当する者として再任用をされたことがある者（前号に掲げる

者を除く。）

　（任期の更新）

第３条　再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実

績が良好である場合に行うことができるものとする。

２　管理者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意

を得なければならない。

　（任期の末日）

第４条　再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日

は、その者が年齢６５年に達する日以後における最初の３月３１日以前でなけ

―　２６１　―

平成１６年３月２９日
条 例 第 ４２ 号



ればならない。

 附　則

　（施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行する。

　（任期の末日に関する特例）

２　次の表の左欄に掲げる期間における第４条の規定の適用については、同

条中「６５年」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。

―　２６２　―

新潟県市町村総合事務組合職員の再任用に関する条例

６１年平成１６年３月１日から平成１６年３月３１日まで

６２年平成１６年４月１日から平成１９年３月３１日まで

６３年平成１９年４月１日から平成２２年３月３１日まで

６４年平成２２年４月１日から平成２５年３月３１日まで



新潟県市町村総合事務組合職員再任用
事務取扱要綱　　　　　　　　　　　

　

　（趣旨）

第１条　この要綱は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」とい

う。）及び新潟県市町村総合事務組合職員の再任用に関する条例（平成１６年

条例第４２号）に定めるもののほか、新潟県市町村総合事務組合が再任用す

る職員（以下「再任用職員」という。）の任用事務等に関し、必要な事項を

定める。

　（任用形態及び勤務時間）

第２条　再任用職員の任用形態は、地方公務員法第２８条の４第１項に規定す

る常時勤務を要する職（以下「再任用常時勤務職員」という。）又は第２８条

の５第１項に規定する短時間勤務の職（以下「再任用短時間勤務職員」と

いう。）とする。

２　再任用職員の勤務時間は、次に掲げるものとする。

�　再任用常時勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、４週間を超えな

い期間につき１週間当たり３８時間４５分とする。

�　再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、４週間を超え

ない期間につき１週間当たり１５時間３０分から３１時間までの範囲とする。

　（再任用職員の勤務条件等）

第３条　再任用職員の任期は、原則として４月１日から翌年の３月３１日まで

の１年間とする。この場合において、再任用職員の勤務実績が良好である

と認めるときは、当該任用職員の任期を１年を超えない期間で更新するこ

とができる。

２　再任用職員の所属（配置）、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の

内容、当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。

３　再任用職員の職務の級は、新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関す

る条例（平成１６年条例第１３号。以下「給与条例」という。）別表第１の定め

―　２６２―１　―

平成３１年４月１日
訓　例　第　１　号
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るところとし、管理者が職務の責任、難易度等に応じて決定する。

４　再任用職員の手当については、給与条例の定めによる。

５　再任用職員の旅費については、新潟県市町村総合事務組合職員の旅費に

関する条例（平成１６年条例第１４号）の定めによる。

６　再任用職員の服務については、再任用職員以外の職員の例による。

　（制度の周知）

第４条　総務退職課長は、再任用に当たっては、関係職員等に対して、あら

かじめ、制度の概要、勤務条件、再任用の手続等を周知するよう努めるも

のとする。

　（再任用希望者の受付）

第５条　定年退職予定者等は、再任用意向調査書（別記様式第１号）を管理

者が指定する日までに、管理者に提出するものとする。

　（再任用職員の選考）

第６条　新たに再任用職員を任用しようとするときは、次の各号に掲げる事

項を総合的に判断して選考を行うものとする。

�　退職日以前の勤務実績

�　知識経験、技能等の保持状況

�　健康状態

�　勤労意欲、職に対する適性等

�　常勤職員の配置状況等

�　その他参考となる事項

２　管理者は、再任用職員として採用が決定したときは、再任用採用内定通

知書（別記様式第２号）により通知するものとする。

３　管理者は、再任用職員として採用しないことが決定したときは、再任用

選考結果通知書（別記様式第３号）により通知するものとする。

　（採用の取消し）

第７条　管理者は、再任用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、採

用を取り消すことができる。

�　再任用職員として不適当と認められるような行為があったとき。

�　心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えない

新潟県市町村総合事務組合職員再任用事務取扱要綱

―　２６２―２　―
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新潟県市町村総合事務組合職員再任用事務取扱要綱

と認められるとき。

�　その他再任用することが困難な理由があるとき。

　（任期の更新等）

第８条　再任用職員が任期の更新を希望する場合は、再任用任期更新申出書

（別記様式第４号）を管理者が指定する日までに、管理者に提出するものと

する。

２　管理者は、再任用の任期の更新を決定したときは、再任用任期更新決定

通知書（別記様式第５号）により通知するものとする。

　（再任用等の辞退の手続）

第９条　再任用内定者又は再任用の任期の更新が決定した者が、再任用又は

再任用の任期の更新を辞退する場合には、再任用辞退届（別記様式第６号）

を管理者に提出するものとする。

　（退職）

第１０条　再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職す

る。

２　再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとす

る場合には、管理者に辞職願を提出しなければならない。

　（任用の方法）

第１１条　再任用職員の任用に当たっては、辞令書を交付するものとする。

　（人事評価）

第１２条　再任用職員の人事評価は、新潟県市町村総合事務組合職員の人事評

価実施規程（平成２８年４月１日訓令第２号）に基づき行うものとする。

　（その他）

第１３条　この要綱に定めるもののほか、再任用の任用事務等に関し必要な事

項は、管理者が別に定める。

 

―　２６２―３　―
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別記様式第１号（第５条関係）

再 任 用 意 向 調 査 書

年　　月　　日　

 

新潟県市町村総合事務組合職員再任用事務取扱要綱

―　２６２―４　―

職　名職　種職員番号

生年月日�　氏　　名

有　　・　　無再任用希望の有無

□常時勤務　　　　□短時間勤務（週　　時間　　分）希望する勤務形態

再任用を希望する
理　由

※希望しない場合に
は記載不要

職　　歴

【健康状態】健康診断等結果をもとに具体的に記入願います。

健康状態及び
既　　往　　歴 【既往歴】

希望職場

配属に当たって特に
配慮してほしいこと

※　この調査は、意向調査であり、採用を決定するものではありません。

担当業務所　属在職年数

年　　月　

年　　月　

年　　月　

理　由課　名

第１希望

第２希望

第３希望
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新潟県市町村総合事務組合職員再任用事務取扱要綱

別記様式第２号（第６条関係）

新総退第　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　様

管理者　　　　　　　　　　　　

再任用採用内定通知書
　

　再任用意向調査書に基づき選考した結果、あなたを下記のとおり新潟県市

町村総合事務組合職員として再任用することに内定したので通知します。

　なお、再任用時までの間に、新潟県市町村総合事務組合職員として採用す

ることが適当でないと認められる事由が生じた場合には、再任用の内定を取

り消すことがありますので、あらかじめ了承願います。

記

１　採用職種

　　　　　　　一般行政職

２　再任用予定年月日

　　　　　　　　年　　月　　日

３　任　期

　　　　　　　　年　　月　　日から　　年　　月　　日

４　勤務時間等

　　　　　　　　□　常時勤務

　　　　　　　　□　短時間勤務（週　　時間　　分勤務）

 

―　２６２―５　―
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別記様式第３号（第６条関係）

新総退第　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　様

管理者　　　　　　　　　　　　

再任用選考結果通知書

　選考の結果、再任用職員として採用しないことに決定したので、新潟県市

町村総合事務組合職員再任用事務取扱要綱第６条第３項の規定により、通知

します。

 

新潟県市町村総合事務組合職員再任用事務取扱要綱

―　２６２―６　―
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新潟県市町村総合事務組合職員再任用事務取扱要綱

別記様式第４号（第８条関係）

再 任 用 任 期 更 新 申 出 書

年　　月　　日　

管理者　様

　現在、再任用職員として勤務しておりますが、再任用の任期の更新を希望

するので下記のとおり申出ます。

 

―　２６２―７　―

職　名職　種職員番号

生年月日�　氏　　　名

現在の再任用勤務先

□常時勤務　　　　□短時間勤務（週　　時間　　分）希望する勤務形態

再任用を希望する
理　由

理　由課　名

希望職場
第１希望

第２希望

第３希望

【健康状態】健康診断等結果をもとに具体的に記入願います。

健康状態及び
既　　往　　歴 【既往歴】

配属に当たって特に
配慮してほしいこと
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別記様式第５号（第８条関係）

新総退第　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　様

管理者　　　　　　　　　　　　

再任用任期更新決定通知書
　

　再任用任期更新申出書に基づき選考した結果、あなたを下記のとおり新潟

県市町村総合事務組合職員として再任用する予定ですので通知します。

記

１　採用職種

　　　　　　　一般行政職

２　再任用予定年月日

　　　　　　　　年　　月　　日

３　任　期

　　　　　　　　年　　月　　日から　　年　　月　　日

４　勤務時間等

　　　　　　　　□　常時勤務

　　　　　　　　□　短時間勤務（週　　時間　　分勤務）

 

新潟県市町村総合事務組合職員再任用事務取扱要綱

―　２６２―８　―
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新潟県市町村総合事務組合職員再任用事務取扱要綱

別記様式第６号（第９条関係）

年　　月　　日

管理者　様

所属名　　　　　　　　　　　　

役　職　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　�　

再 任 用 辞 退 届
　

　　　年　　月　　日付　第　　号の再任用採用内定通知書を頂きました

が、下記理由により、内定を辞退します。

　

記

（辞退理由）

―　２６２―９　―
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新潟県市町村総合事務組合一般職の
任期付職員の採用等に関する条例　

　

　（趣旨）

第１条　この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法

律（平成１４年法律第４８号。以下「法」という。）第３条第２項、第４条、第

６条第２項並びに第７条第１項及び第２項並びに地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２４条第５項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用等に

関し、必要な事項を定めるものとする。

　（職員の任期を定めた採用）

第２条　任命権者は、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験

が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合の

いずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事

させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員

を選考により任期を定めて採用することができる。

�　当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するた

め、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任

と認められる職員を事務局内で確保することが一定の期間困難である場

合

�　当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることそ

の他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とさ

れる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用すること

ができる期間が一定の期間に限られる場合

�　当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的

な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有

する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の

期間に限られる場合

第３条　任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限っ

―　２６２―１１　―

平成３１年２月１５日
条　例　第　５　号
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て従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合に

は、職員を任期を定めて採用することができる。

�　一定の期間内に終了することが見込まれる業務

�　一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

２　任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項

各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当

該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確

保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができ

る。

　（任期の特例）

第４条　法第６条第２項に規定する条例で定める場合は、前条第１項第１号

に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期さ

れた場合その他やむを得ない事情により同条の規定により任期を定めて採

用された職員の任期を延長することが必要な場合で同条の規定により任期

を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

　（任期の更新）

第５条　任命権者は、第２条及び第３条の規定により任期を定めて採用され

た職員（以下「任期付職員」という。）の任期を更新する場合には、当該職

員の同意を得なければならない。

 　（委任）

第６条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

新潟県市町村総合事務組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例

―　２６２―１２　―
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新潟県市町村総合事務組合職員の
人事評価実施規程　　　　　　　

事　務　局　
　最終改正　令和２年４月１日訓令第２号

　新潟県市町村総合事務組合職員の人事評価実施規程を次のとおり定める。

　（総則）

第１条　新潟県市町村総合事務組合職員（以下「職員」という。）の人事評価

は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）に定めるもののほか、この規程

の定めるところにより実施する。

　（定義）

第２条　この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。

�　人事評価　能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うこ

とをいう。

�　能力評価　評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程に

おいて発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

�　業績評価　職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目

標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをい

う。

�　人事評価記録書　人事評価の対象となる期間（以下「評価期間」とい

う。）における職員の勤務成績を示すものとして、職位に応じて別表第１

に定める様式をいう。

　（被評価者の範囲）

第３条　本規程による人事評価の対象となる職員（以下「被評価者」という。）

は、一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体への派遣、研修、そ

の他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価に

ついては、管理者が別に定める。

 

―　２６２―１３　―

平成２８年４月１日
訓 令 第 ２ 号

必要Title:03-6-2●262-13.ec8 Page:13  Date: 2020/12/16 Wed 11:04:06 



　（評価者、確認者）

第４条　人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者は、別表第２のとお

りとする。

　（評価者研修の実施）

第５条　事務局長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修

を適宜実施するものとする。

　（人事評価の期間）

第６条　評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定め

る期間によるものとする。 

�　能力評価　毎年４月１日から翌年３月３１日まで

�　業績評価　毎年４月１日から翌年３月３１日まで

２　必要に応じ、期間の途中に中間評価を行うものとする。

　（人事評価の方法等）

第７条　能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第２

条第３号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた評点（以下

「個別評点」という。）を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の総括

的な結果を表示する評点（以下「全体評点」という。）を付すものとする。

２　個別評点及び全体評点は、５段階とする。

３　個別評点及び全体評点を付す場合において、能力評価にあっては第２条

第２号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第３号の目標を

達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付す

ものとする。

４　能力評価及び業績評価に当たっては、個別評点及び全体評点を付した理

由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

　（業務目標の設定）

第８条　一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談

を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者

が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

　（自己申告）

第９条　一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評

新潟県市町村総合事務組合職員の人事評価実施規程

―　２６２―１４　―

必要Title:03-6-2●262-13.ec8 Page:14  Date: 2020/12/16 Wed 11:04:06 



新潟県市町村総合事務組合職員の人事評価実施規程

価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評

価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他

評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものと

する。

　（評価の実施、面談、結果の開示）

第１０条　一次評価者は、被評価者について、個別評点及び一次評価者として

の全体評点を付すことにより評価（次項に規定する再評価を含む。）を行う

ものとする。

２　二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡の有無等の観点

から審査を行い、二次評価者としての全体評点を付すことにより調整（次

項に規定する再調整を含む。）を行うものとする。この場合において、二次

評価者は、当該評点を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることがで

きる。

３　確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認

める場合には再調整を行わせたうえで、能力評価及び業績評価が適当であ

る旨の確認を行うものとする。

４　一次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績

評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

５　一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能

力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言

を行うものとする。

　（職員の異動等への対応）

第１１条　人事評価の実施に際し、職員が異動した場合等、従来の一次評価者

による評価が困難になった場合については、評価の引継その他適切な措置

を講ずることにより対応するものとする。

　（人事評価記録書の保管）

第１２条　人事評価記録書は、第１０条第３項の確認を実施した日の翌日から起

算して５年間、事務局次長において保管するものとする。

　（人事評価の結果の活用）

第１３条　人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理

―　２６２―１５　―
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の基礎として活用するものとする。

２　評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努

めるものとする。

　（苦情への対応）

第１４条　第１０条第４項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結

果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを

設けるものとする。

２　苦情相談は、職員の申出に基づき、事務局長が対応する。

３　苦情処理は、書面による申告に基づき、事務局長が行う。

４　開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、

一回に限り受け付けるものとする。

５　苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しく

は第２項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して１

週間以内に限り申し出ることができる。

６　管理者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不

利益な取扱いをしてはならない。

７　苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び

当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密

を保持しなければならない。

　（委任）

第１５条　この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項

は、管理者が別に定める。

　　　附　則

　この規程は、平成２８年４月１日から実施する。

 

新潟県市町村総合事務組合職員の人事評価実施規程

―　２６２―１６　―
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別表第１（第２条関係）その１
人事評価記録書（事務局次長、課長、参事）　　　－　新潟県市町村総合事務組合　－

　　　　 年　　 月　　日～　　　　 年　　月　　日評価期間

　　　　 年　　 月　　日期末面談

（Ⅰ　能力評価）

２次評価者
（任意）

１次評価者自己申告
評価項目及び行動／着眼点

（評点）（所見）（コメント：必要に応じ）

＜倫理＞
１　全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責任を持って取り組む。①　責任感
服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。②　公正性

＜構想＞
２　所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、住民の視点に立って、行政課題に対応するための方針を示す。

複雑な因果関係、錯綜した利害関係など業務とそれを取り巻く状況の全体像を的確に把握する。①　状況の構造的把握
市（町村）や住民の利益を第一に、内外の変化を読み取り、課としての基本的な方針を示す。②　基本方針の明示

＜判断＞
３　課の責任者として、適切な判断を行う。

採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。①　最適な選択
事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。②　適時の判断
状況の変化や問題が生じた場合の早期対応を適切に行う。③　リスク対応

＜説明・調整＞
４　所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成する。

円滑な合意形成に資するよう、日頃から対外的な信頼関係を構築する。①　信頼関係の構築
組織方針を実現できるよう関係者と折衝・調整を行う。②　折衝・調整
所管行政について適切な説明を行う。③　適切な説明

＜業務運営＞
５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。

先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。①　先見性
業務の目的と求められる成果水準を踏まえ、超過勤務の縮減、経費の節減等時間や労力の面から効率的に業務を進める。②　効率的な業務運営

＜組織統率・人材育成＞
６　適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。

課題の重要性や部下の役割・能力を踏まえて、組織の中で適切に業務を配分する。①　業務配分
情報の共有や部下の仕事の進捗状況の把握を行い、的確な指示を行うことにより業務を完遂に導く。②　進捗管理
部下のコンディションに配意するとともに、適切な指導を行い能力開発を促すなど、部下の力を引き出す。③　能力開発

【全体評点等】

２次評価者１次評価者

（全体評点）（所見）（全体評点）（所見）

１次評価記入日：　 　　 年　 月　 日氏名：所属･職名：１次評価者
２次評価記入日：　 　　 年　 月　 日氏名：所属･職名：２次評価者
　確　認　日　：　 　　 年　 月　 日氏名：所属･職名：確認者

氏名：職名：所属：被評価者

不
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　　　　 年　　 月　　日～　　　　 年　　月　　日評価期間

　　　　 年　　 月　　日期首面談
　　　　 年　　 月　　日期末面談

１次評価記入日：　 　　 年　 月　 日氏名：所属･職名：１次評価者
２次評価記入日：　 　　 年　 月　 日氏名：所属･職名：２次評価者
　確　認　日　：　 　　 年　 月　 日氏名：所属･職名：確認者

氏名：職名：所属：被評価者

（Ⅱ　業績評価）

【１　目標】

２次評価者
（任意）

１次評価者
自己申告

（達成状況、状況変化その他の特筆すべき事情）
重
要

困
難

目　　　標
（いつまでに、何を、どの水準まで）業務内容番号

（評点）（所見）

１

２

３

４

不
要
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【２　目標以外の業務への取組状況等】

１次評価者自己申告
（目標以外の取組事項、突発事態への対応等）業務内容番号

（所見）

【３　全体評点等】

２次評価者１次評価者

（全体評点）（所見）（全体評点）（所見）

氏名：職名：所属：被評価者

不
要
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別表第１（第２条関係）その２
人事評価記録書（課長補佐・副参事・係長）　　　－　新潟県市町村総合事務組合　－

　　　　 年　　 月　　日～　　　　 年　　月　　日評価期間

　　　　 年　　 月　　日期末面談

（Ⅰ　能力評価）

２次評価者
（任意）

１次評価者自己申告
評価項目及び行動／着眼点

（評点）（所見）（コメント：必要に応じ）

＜倫理＞
１　全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。①　責任感
服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。②　公正性

＜課題対応＞
２　担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、問題点を的確に把握し、課題に対応する。

担当業務における専門的知識・技術の習得・情報収集を行う。①　知識・情報収集
新しい課題に対して問題点を的確に把握する。②　問題点の把握
問題の原因を探求して、対応策を考える。③　対応策の検討

＜協調性＞
　３　上司・部下等と協力的な関係を構築する。

上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。①　協調性
上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。②　指示・指導の理解

＜説明＞
４　担当する事案について分かりやすい説明を行う。

ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく住民や関係者に説明する。①　説明
住民や関係者の意見・要望等を正しく理解して説明を行う。②　相手の話の理解

＜業務遂行＞
　５　計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行する。

最終期限を意識し、進捗状況を部下や同僚と共有しながら計画的に業務を進める。①　計画性
ミスや抜け落ちを生じさせないよう担当業務全体のチェックを行う。②　正確性
困難な状況においても粘り強く仕事を進める。③　粘り強さ
部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。④　部下の育成

【全体評点等】

２次評価者１次評価者

（全体評点）（所見）（全体評点）（所見）

１次評価記入日：　 　　 年　 月　 日氏名：所属･職名：１次評価者
２次評価記入日：　 　　 年　 月　 日氏名：所属･職名：２次評価者
　確　認　日　：　 　　 年　 月　 日氏名：所属･職名：確認者

氏名：職名：所属：被評価者
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　　　　 年　　 月　　日～　　　　 年　　月　　日評価期間

　　　　 年　　 月　　日期首面談
　　　　 年　　 月　　日期末面談

１次評価記入日：　 　　 年　 月　 日氏名：所属･職名：１次評価者
２次評価記入日：　 　　 年　 月　 日氏名：所属･職名：２次評価者
　確　認　日　：　 　　 年　 月　 日氏名：所属･職名：確認者

氏名：職名：所属：被評価者

（Ⅱ　業績評価）

【１　目標】

２次評価者
（任意）

１次評価者
自己申告

（達成状況、状況変化その他の特筆すべき事情）
重
要

困
難

目　　　標
（いつまでに、何を、どの水準まで）業務内容番号

（評点）（所見）

１

２

３

４

不
要
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―２２
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【２　目標以外の業務への取組状況等】

１次評価者自己申告
（目標以外の取組事項、突発事態への対応等）業務内容番号

（所見）

【３　全体評点等】

２次評価者１次評価者

（全体評点）（所見）（全体評点）（所見）

氏名：職名：所属：被評価者

不
要
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別表第１（第２条関係）その３
人事評価記録書（主査、主任、主事、専門員）　　　－　新潟県市町村総合事務組合　－

（Ⅰ　能力評価）

２次評価者
（任意）

１次評価者自己申告
評価項目及び行動／着眼点

（評点）（所見）（コメント：必要に応じ）

＜倫理＞
１　全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。①　責任感
服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。②　公正性

＜知識・技術＞
２　業務に必要な知識・技術を習得する。

情報や資料を分かりやすく分類・整理する。①　情報の整理
業務に必要な知識を身に付ける。②　知識習得

＜コミュニケーション＞
　３　上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。①　指示・指導の理解
情報を正確に伝達し、問題が生じたときには速やかに上司に報告をする。②　情報の伝達・上司への報告
相手に対し誠実な対応をする。③　誠実な対応
住民に対し、親切・適切な対応をする。④　住民への対応

＜業務遂行＞
４　意欲的に業務に取り組む。

自分の仕事の範囲を限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。①　積極性
ミスや抜け落ちが生じないよう作業のチェックを行う。②　正確性
迅速な作業を行う。③　迅速な作業
失敗や困難にめげずに仕事を進める。④　粘り強さ

【全体評点等】

２次評価者１次評価者

（全体評点）（所見）（全体評点）（所見）

　　　　 年　　 月　　日～　　　　 年　　月　　日評価期間

　　　　 年　　 月　　日期末面談 １次評価記入日：　 　　 年　 月　 日氏名：所属･職名：１次評価者
２次評価記入日：　 　　 年　 月　 日氏名：所属･職名：２次評価者
　確　認　日　：　 　　 年　 月　 日氏名：所属･職名：確認者

氏名：職名：所属：被評価者
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別表第１（第２条関係）その４
人事評価記録書（会計年度任用職員）　　　－　新潟県市町村総合事務組合　－

（Ⅰ　能力評価）

１次評価者自己申告
評価項目及び行動

（評点）（所見）（コメント：必要に応じ）

＜倫理＞

①　服務規程を遵守し、業務に取組んでいる。

②　業務に必要な知識・技術を有しており、職務遂行にあたって特に留意すべき問題がない。

　　　　 年　　 月　　日～　　　　 年　　月　　日評価期間

　　　　 年　　 月　　日期首面談
　　　　 年　　 月　　日期末面談

１次評価記入日：　 　　 年　 月　 日氏名：所属･職名：１次評価者

氏名：職名：所属：被評価者

（Ⅱ　業績評価）

１次評価者
自己申告

（達成状況、状況変化その他の特筆すべき事情）目標業務内容番号
（評点）（所見）

１

【全体評点等】

１次評価者

Title:03-6-2●
262-13.ec8 Page:24  D

ate: 2020/12/16 W
ed 11:04:07 



新
潟

県
市

町
村

総
合

事
務

組
合

職
員

の
人

事
評

価
実

施
規

程

 

―
　２６２

―２５
　―

必
要

　　　　 年　　 月　　日～　　　　 年　　月　　日評価期間

　　　　 年　　 月　　日期首面談
　　　　 年　　 月　　日期末面談

１次評価記入日：　 　　 年　 月　 日氏名：所属･職名：１次評価者
２次評価記入日：　 　　 年　 月　 日氏名：所属･職名：２次評価者
　確　認　日　：　 　　 年　 月　 日氏名：所属･職名：確認者

氏名：職名：所属：被評価者

（Ⅱ　業績評価）

【１　目標】

２次評価者
（任意）

１次評価者
自己申告

（達成状況、状況変化その他の特筆すべき事情）
重
要

困
難

目　　　標
（いつまでに、何を、どの水準まで）業務内容番号

（評点）（所見）

１

２

３

４
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【２　目標以外の業務への取組状況等】

１次評価者自己申告
（目標以外の取組事項、突発事態への対応等）業務内容番号

（所見）

【３　全体評点等】

２次評価者１次評価者

（全体評点）（所見）（全体評点）（所見）

氏名：職名：所属：被評価者

Title:03-6-2●
262-13.ec8 Page:26  D

ate: 2020/12/16 W
ed 11:04:07 



新潟県市町村総合事務組合職員の人事評価実施規程

―　２６２―２７　―

確認者二次評価者一次評価者被評価者

――課長会計年度任用職員

事務局長事務局次長課長
主事、主任、主査、係長、
副参事、課長補佐、専門
員

事務局長事務局長事務局次長課長、参事

事務局長事務局長事務局長事務局次長
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新潟県市町村総合事務組合職員の分限に
関する手続及び効果に関する条例　　　

　最終改正　令和２年２月１８日条例第３号

　（この条例の目的）

第１条　この条例は地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）

第２８条第３項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手

続及び効果に関し規定することを目的とする。

　（降任、免職及び休職の手続）

第２条　管理者は、法第２８条第１項第２号の規定に該当するものとして職員

を降任し、若しくは免職する場合又は同条第２項第１号の規定に該当する

ものとして職員を休職する場合においては、医師２名を指定してあらかじ

め診断を行わせなければならない。

２　職員の意に反する降任、若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載

した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

　（休職の効果）

第３条　法第２８条第２項第１号の規定に該当する場合における休職の期間

は、３年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場

合について管理者が定める。

２　管理者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅

したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

３　法第２８条第２項第２号の規定に該当する場合における休職の期間は、当

該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

４　法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員に対する第１項の規定

の適用については、同項中「３年を超えない範囲内」とあるのは「法第２２

条の２第１項及び第２項の規定に基づき管理者が定める任期の範囲内」と

する。

第４条　休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

２　休職者は、条例に特別の定めがある場合のほか、休職の期間中いかなる

―　２６３　―

平成１６年３月１日
条 例 第 ９ 号
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給与も支給されない。

　（この条例の実施に関し必要な事項）

第５条　この条例の実施に関し必要な事項は管理者が定める。

　　　附　則

　この条例は、平成１６年３月１日から施行する。

　　　附　則（令和２年２月１８日条例第３号）

　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

―　２６４　―

新潟県市町村総合事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
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新潟県市町村総合事務組合職員の降給に関する条例

新潟県市町村総合事務組合職員の降給に関する条例

　

　（目的）

第１条　この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２７条第２項及

び第２８条第３項の規定に基づき、職員（新潟県市町村総合事務組合職員の

給与に関する条例第３条の給料表（以下「給料表」という。）の適用を受け

る者をいう。以下同じ。）の意に反する降給に関し必要な事項を規定するこ

とを目的とする。

　（降給の種類）

第２条　降給の種類は、降格（職員の意に反して、当該職員の職務の級を同

一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。）及び降号

（職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変

更することをいう。以下同じ。）とする。

　（降格の事由）

第３条　管理者は、職員が降任された場合のほか、次の各号のいずれかに掲

げる事由に該当する場合において、必要があると認めるときは、当該職員

を降格するものとする。この場合において、第２号の規定により職員のう

ちいずれを降格させるかは、管理者が、勤務成績、勤務年数その他の事実

に基づき、公正に判断して定めるものとする。

茨　次に掲げる事由のいずれかに該当する場合（職員が降任された場合を

除く。）

ア　職員の能力評価又は業績評価の確認者による確認が行われた全体評

点が最下位の段階である場合（次条において「定期評価の全体評点が

最下位の段階である場合」という。）その他勤務の状況を示す事実に基

づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の管

理者が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない

状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類さ

れている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

―　２６４―１　―

平成２９年２月１６日
条 例 第 ２ 号
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イ　管理者が指定する医師２名によって、心身の故障があると診断さ

れ、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないこ

とが明らかな場合

ウ　職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについて

の適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性

を欠くと認められる場合において、指導その他の管理者が定める措置

を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されない

とき。（ア及びイに掲げる場合を除く。）

芋　職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級

の職の数に不足が生じた場合

　（降号の事由）

第４条　管理者は、職員の定期評価の全体評点が最下位の段階である場合そ

の他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合

であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能

であると認められる場合であって、指導その他の管理者が定める措置を

行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合

において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

　（通知書の交付）

第５条　管理者は、職員を降給させる場合には、その旨を記載した書面を当

該職員に交付して行わなければならない。

　（受診命令に従う義務）

第６条　職員は、第３条第１号イに規定する診断を受けるよう命ぜられた場

合には、これに従わなければならない。

　（雑則）

第７条　この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

　　　附　則

　この条例は、平成２９年４月１日から施行する。

新潟県市町村総合事務組合職員の降給に関する条例

―　２６４―２　―
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新潟県市町村総合事務組合職員の懲戒の
手続及び効果に関する条例　　　　　　

　最終改正　令和２年２月１８日条例第３号

　（この条例の目的）

第１条　この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」とい

う。）第２９条第４項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定

することを目的とする。

　（懲戒の手続）

第２条　戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記

載した書面を当該職員に交付しなければならない。

　（減給の効果）

第３条　減給は、１日以上６月以下給料の月額（法第２２条の２第１項第１号

に掲げる職員については、報酬の額（新潟県市町村総合事務組合会計年度

任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例（令和２年条例第４号）第５条

及び第６条に規定する報酬の額を除く。））の１０分の１以下を減ずるものと

する。

　（停職の効果）

第４条　停職の期間は、１日以上６月以下とする。

２　停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

３　停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

　（この条例の実施に関し必要な事項）

第５条　この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

 附　則

　この条例は、平成１６年３月１日から施行する。

 附　則（令和２年２月１８日条例第３号）

　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

―　２６５　―

平成１６年３月１日
条 例 第 １０ 号
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新潟県市町村総合事務組合職員の
勤務時間、休暇等に関する条例　

　最終改正　平成３１年２月１５日条例第４号

　（目的）

第１条　この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」とい

う。）第２４条第５項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し

必要な事項を定めることを目的とする。

　（１週間の勤務時間）

第２条　職員の勤務時間は、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき

１週間当たり３８時間４５分とする。

２　地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１０条第

３項の規定により同条第１項に規定する育児短時間勤務（以下「育児短時

間勤務」という。）の承認を受けた職員（同法第１７条の規定による短時間勤

務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。）

の１週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容

（同法第１７条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、

同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間

勤務の内容」という。）に従い、管理者が定める。

３　法第２８条の４第１項若しくは第２８条の５第１項又は法第２８条の６第１項

若しくは第２項の規定により採用された職員で法第２８条の５第１項に規定

する短時間勤務の職を占めるもの（以下「再任用短時間勤務職員」という。）

の勤務時間は、第１項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、４週間を超

えない期間につき１週間当たり１５時間３０分から３１時間までの範囲内で、管

理者が定める。

４　地方公務員の育児休業等に関する法律第１８条第１項の規定により採用さ

れた職員（以下「任期付短時間勤務職員」という。）の勤務時間は、第１項

の規定にかかわらず、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週

間当たり３１時間までの範囲内で、管理者が定める。

―　２６７　―
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５　管理者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定

する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間につい

て、別に定めることができる。

　（週休日及び勤務時間の割振り）

第３条　日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を割り振らない日をいう。

以下同じ。）とする。ただし、管理者は、育児短時間勤務職員等については、

必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜

日から金曜日までの５日間において週休日を設けるものとし、再任用短時

間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加

えて月曜日から金曜日までの５日間において週休日を設けることができ

る。

２　管理者は、月曜日から金曜日までの５日間において、１日につき７時間

４５分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等に

ついては、１週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従

い１日につき７時間４５分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものと

し、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、１週間

ごとの期間について、１日につき７時間４５分を超えない範囲内で勤務時間

を割り振るものとする。

第４条　管理者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する

必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時

間の割振りを別に定めることができる。

２　管理者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合

には、規則の定めるところにより、４週間ごとの期間につき８日の週休日

（育児短時間勤務職員等にあっては８日以上で当該育児短時間勤務等の内

容に従った週休日、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に

あっては８日以上の週休日）を設けなければならない。ただし、職務の特

殊性又は当該公署の特殊の必要（育児短時間勤務職員等にあっては、当該

育児短時間勤務等の内容）により、４週間ごとの期間につき８日（育児短

時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっ

ては８日以上）の週休日を設けることが困難である職員について、規則の

―　２６８　―
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新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

定めるところにより、４週間を超えない期間につき１週間当たり１日以上

の割合で週休日（育児短時間勤務職員等にあっては、４週間を超えない期

間につき１週間当たり１日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に

従った週休日）を設ける場合には、この限りでない。

　（週休日の振替等）

第５条　管理者は、職員に第３条第１項又は前条の規定により週休日とされ

た日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定め

るところにより、第３条第２項又は前条の規定により勤務時間が割り振ら

れた日（以下この条において「勤務日」という。）のうち規則で定める期間

内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を

当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にあ

る勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間（第３条第２項の規定により勤務

時間が割り振られた日の勤務時間の２分の１に相当する勤務時間として規

則で定める時間をいう。以下同じ。）を当該勤務日に割り振ることをやめて

当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振るこ

とができる。

　（休憩時間）

第６条　管理者は、１日の勤務時間が６時間を超える場合においては、少な

くとも１時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

２　管理者は、１日の勤務時間が６時間を超え７時間４５分以下の場合におい

て、前項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすとき

は、規則の定めるところにより、同項の休憩時間を４５分以上１時間未満と

することができる。

３　第１項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場

合において、規則の定めるところにより、一斉に与えないことができる。

　（休息時間）

第７条　管理者は、第４条第１項に規定する職員について、所定の勤務時間

のうちに、管理者の定める基準に従い、休息時間を置くものとする。

　（正規の勤務時間以外の時間における勤務）

第８条　管理者は、第２条から第５条までに規定する勤務時間（以下「正規

―　２６９　―
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の勤務時間」という。）以外の時間及び第１０条に規定する休日の正規の勤務

時間において、職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的

とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることが

できる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあって

は、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定め

る場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

２　管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務

時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを

命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場

合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として

規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げ

る勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

３　前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間

における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

　（時間外勤務代休時間）

第８条の２　管理者は、新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例

（平成１６年条例第１３号。以下「給与条例」という。）第１６条第４項の規定に

より時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところによ

り、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間

（以下「時間外勤務代休時間」という。）として、規則で定める期間内にあ

る第３条第２項、第４条又は第５条の規定により勤務時間が割り振られた

日（第１１条第１項において「勤務日等」という。）のうち第１０条に規定する

休日及び第１１条第１項に規定する代休日を除いた日に割り振られた勤務時

間の全部又は一部を指定することができる。

２　前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外

勤務代休時間には、特に勤務をすることを命ぜられる場合を除き、正規の

勤務時間においても勤務することを要しない。

　（育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務）

第８条の３　管理者は、次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、そ

の子（民法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の２第１項の規定により職員が

―　２７０　―
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当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭

裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属してい

る場合に限る。）であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭

和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定により同法第６条の４第２

号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び新潟県市

町村総合事務組合職員の育児休業等に関する条例（平成１６年条例第４３号）

第２条の２に規定する者を含む。以下この条及び次条第１項から第３項ま

でにおいて同じ。）を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障

がある場合を除き、規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係

る早出遅出勤務（始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うため

のものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りに

よる勤務をいう。第３項において同じ。）をさせるものとする。

�　小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

�　小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学し

ている子のある職員であって、規則で定めるもの

２　前項の規定は、第１６条第１項に規定する要介護者を介護する職員につい

て準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、規則で定め

るところにより、その子（民法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の２第１項

の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組

の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が

裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該職員が現に監護するも

の、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定により

同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である職員に委託されてい

る児童及び新潟県市町村総合事務組合職員の育児休業等に関する条例（平

成１６年条例第４３号）第２条の２に規定する者を含む。以下この条及び次条

第１項から第３項までにおいて同じ。）を養育」とあるのは「第１６条第１項

に規定する要介護者（以下「要介護者」という。）のある職員が、規則で定

めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

３　前２項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出

遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

―　２７１　―
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　（育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限）

第９条　管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員（職員の

配偶者で当該子の親であるものが、深夜（午後１０時から翌日の午前５時ま

での間をいう。以下この項において同じ。）において常態として当該子を養

育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当

該職員を除く。）が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために

請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における

勤務をさせてはならない。

２　管理者は、３歳に満たない子のある職員が規則で定めるところにより、

当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を

処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第８条

第２項に規定する勤務（災害その他避けることのできない事由に基づく臨

時の勤務を除く。次項において同じ。）をさせてはならない。

３　管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定

めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求

をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である

場合を除き、１月について２４時間、１年について１５０時間を超えて、第８条

第２項に規定する勤務をさせてはならない。

４　前３項の規定は、第１６条第１項に規定する要介護者を介護する職員につ

いて準用する。この場合において、第１項中「小学校就学の始期に達する

までの子のある職員（職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜（午

後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。以下この項において同じ。）に

おいて常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める

者に該当する場合における当該職員を除く。）が、規則で定めるところによ

り、当該子を養育」とあり、第２項中「３歳に満たない子のある職員が、

規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校

就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、

当該子を養育」とあるのは「第１６条第１項に規定する要介護者（以下「要

介護者」という。）のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護

者を介護」と、第１項中「深夜における」とあるのは「深夜（午後１０時か

―　２７２　―
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ら翌日の午前５時までの間をいう。）における」と、第２項中「当該請求を

した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」

とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

５　前４項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の

制限に関し必要な事項は、規則で定める。

　（休日）

第１０条　国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

（第３条第１項又は第４条の規定により毎日曜日を週休日と定められてい

る職員以外の職員にあっては、当該休日が第４条又は第５条の規定に基づ

く週休日に当たるときは、規則で定める日）及び１２月２９日から翌年の１月

３日までの日（国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。）は、休日

とし、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間において

も勤務することを要しない。

　（休日の代休日）

第１１条　管理者は、休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部（次

項において「休日の全勤務時間」という。）について特に勤務することを命

じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代

わる日（次項において「代休日」という。）として、当該休日後の勤務日等

（第８条の２第１項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日

等及び休日を除く。）を指定することができる。

２　前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の

全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務すること

を命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要し

ない。

　（休暇の種類）

第１２条　職員の休暇は、年次有給休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇、介

護時間及び組合休暇とする。

　（年次有給休暇）

第１３条　年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の

年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日

―　２７３　―
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数とする。

�　次号及び第３号に掲げる職員以外の職員　２０日（育児短時間勤務職員

等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その

者の勤務時間等を考慮し２０日を超えない範囲内で規則で定める日数）

�　次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに

職員となるもの　その年の在職期間を考慮し、２０日を超えない範囲内で

規則で定める日数

�　当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和

２７年法律第２８９号）の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、

新潟県市町村総合事務組合以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は

地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第１２４号）に規定する地方住宅供給公

社、地方道路公社法（昭和４５年法律第８２号）に規定する地方道路公社、

公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）に規定する土

地開発公社、公庫の予算及び決算に関する法律（昭和２６年法律第９９号）

第１条に規定する公庫その他その業務が国若しくは地方公共団体の事務

若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用

される者（以下この号において「地方公営企業等労働関係法適用職員等」

という。）であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったもの

その他規則で定める職員　地方公営企業等労働関係法適用職員等として

の在職期間及びその期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、

２０日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で

定める日数

２　年次有給休暇（この項の規定により繰り越されたものを除く。）は、規則

で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

３　管理者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならな

い。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な

運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

　（療養休暇）

第１４条　療養休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その

勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

―　２７４　―
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　（特別休暇）

第１５条　特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の

特別の事情により職員が勤務しないことが相当である場合として規則に定

める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇

については、規則でその期間を定める。

　（介護休暇）

第１６条　介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。）、父母、子、

配偶者の父母又は規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定め

る期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。）の

介護をするため、管理者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基

づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、

３回を超えず、かつ、通算して６月を超えない範囲内で指定する期間（以

下「指定期間」という。）内において勤務しないことが相当であると認めら

れる場合における休暇とする。

２　介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

３　介護休暇については、給与条例第１５条の規定にかかわらず、その期間の

勤務しない１時間につき、同条例第１９条に規定する勤務１時間当たりの給

与額を減額する。

　（介護時間）

第１６条の２　介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の

各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する３年の期

間（当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。）内において１日

の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合に

おける休暇とする。

２　介護時間の時間は、前項に規定する期間内において１日につき２時間を

超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

３　介護時間については、給与条例第１５条の規定にかかわらず、その勤務し

ない１時間につき、同条例第１９条に規定する勤務１時間当たりの給与額を

減額する。

―　２７４―１　―
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　（組合休暇）

第１７条　組合休暇は、職員が管理者の許可を得て、登録された職員団体の業

務又は活動に従事する場合における休暇とする。

２　管理者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で別に定める

ものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団

体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団

体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えること

ができる。

３　組合休暇は、日又は時間を単位として、１歴年につき、３０日の範囲内で

与えるものとする。

４　前条第３項の規定は、組合休暇について準用する。

　（療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認等）

第１８条　療養休暇、特別休暇（規則で定めるものを除く。）、介護休暇、介護

時間及び組合休暇については、規則の定めるところにより、管理者の承認

又は許可を受けなければならない。

　（規則への委任）

第１９条　第１３条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その

他の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

　（臨時職員、非常勤職員の勤務時間、休暇等）

第２０条　職員のうち新潟県市町村総合事務組合職員定数条例（平成１９年条例

第３号）に規定する職員（以下本条において「定数内職員」という。）以外

の臨時又は非常勤の職員（再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職

員を除く。）の勤務時間、休暇等については、第２条から前条までの規定に

かかわらず、その職務の性質等を考慮して、定数内職員に係るこれらの定

めを超えない範囲内において、管理者が別に定める。

 附　則

　（施行期日）

１　この条例は、平成１６年３月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この条例の施行の際、現に従前の新潟県町村職員退職手当組合、新潟県

―　２７４―２　―

新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

Title:03-6-2●267-.ec8 Page:276  Date: 2019/08/05 Mon 19:11:37 



新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

町村人事事務組合、新潟県消防団員等公償組合、新潟県交通災害共済組合

及び新潟県自治会館管理組合（以下「旧組合」という。）の職員の勤務時

間、休暇等に関する条例の規定に基づいてなされた処分、承認、手続その

他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

３　この条例の施行の際、旧組合の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の

適用を受けていた職員で、引き続きこの条例の適用を受けることとなった

職員（以下「継続職員」という。）の平成１６年における年次有給休暇は、第

１３条の規定にかかわらず、旧組合それぞれの条例の規定による年次有給休

暇の残日数とする。

４　継続職員の療養休暇、特別休暇、介護休暇の期間は通算する。

 附　則（平成１６年４月１日条例第４８号）

　この条例は、平成１６年４月１日から施行する。

 附　則（平成１７年４月１日条例第８号）

　この条例は、平成１７年４月１日から施行する。

 附　則（平成１９年２月１６日条例第４号）

　（施行期日）

１　この条例は、平成１９年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２　新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成

１６年条例第１１号）第４条第１項に規定する公務の運営上の事情により特別

の形態によって勤務する必要のある職員の休憩時間及び休息時間について

は、当分の間、なお従前の例による。

 附　則（平成２０年８月１日条例第６号）

　この条例は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２１年８月３日条例第６号）

　この条例は、平成２１年１０月１日から施行する。

 附　則（平成２２年４月１日条例第７号）

　この条例は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２２年７月２１日条例第１０号）

 

―　２７４―３　―
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　（施行期日）

第１条　この条例は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

第２条　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の日を早出遅出

勤務開始日とする改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休

暇等に関する条例第８条の３の規定による請求、同条例第９条第２項の規

定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第３

項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の

定めるところにより、これらの請求を行うことができる。

　　　附　則（平成２８年２月１６日条例第６号）

　この条例は、平成２８年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２９年２月１６日条例第４号）

　（施行期日等）

１　この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県市町村総合事務組合

職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定は、平成２９年１月１日から適

用する。

　（経過措置）

２　改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条

例の適用の日から平成２９年３月３１日までの間は、第８条の３中「第２号に

規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは、「第

１項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が

養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

　　　附　則（平成３１年２月１５日条例第４号）

　この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

―　２７４―４　―
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新潟県市町村総合事務組合職員の
勤務時間、休暇等に関する規則　

　最終改正　平成３１年４月１日規則第４号

　（目的）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に

関する条例（平成１６年条例第１１号。以下「条例」という。）第４条、第５

条、第６条、第８条、第８条の２、８条の３、第９条、第１０条、第１１条、

第１３条、第１５条、第１６条、第１８条及び第１９条の規定に基づき、職員の勤務

時間、休日及び休暇に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

（特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割

振りの基準）

第２条　管理者は、条例第４条第２項本文の定めるところに従い週休日（条

例第３条第１項に規定する週休日をいう。以下同じ。）及び勤務時間の割振

りを定める場合には、勤務日（条例第５条に規定する勤務日をいう。次項、

次条及び第１３条において同じ。）が引き続き１２日を超えないようにし、か

つ、１回の勤務に割り振られる勤務時間が１６時間を超えないようにしなけ

ればならない。

２　管理者は、条例第４条第２項ただし書の定めるところに従い週休日及び

勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行

わなければならない。

�　週休日が毎４週間につき４日以上となるようにすること。

�　勤務日が引き続き１２日を超えないこと。

�　１回の勤務に割り振られる勤務時間が１６時間を超えないこと。

　（週休日の振替等）

第３条　条例第５条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必

要がある日を起算日とする４週間前の日から当該勤務することを命ずる必

要がある日を起算日とする８週間後の日までの期間とする。

２　条例第５条の規則で定める勤務時間は、３時間３０分から４時間１５分まで

―　２７５　―
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の間の時間とする。

３　管理者は、週休日の振替（条例第５条の規定に基づき勤務日を週休日に

変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ず

る必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。）又は半

日勤務時間の割振り変更（同条の規定に基づき勤務日（半日勤務時間のみ

が割り振られている日を除く。以下この条において同じ。）のうち半日勤務

時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第５条

の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条

において同じ。）を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り

変更（以下「週休日の振替等」という。）を行った後において、週休日が毎

４週間につき４日以上となるようにし、かつ、勤務日等（条例第８条の２

第１項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。）が引き続き２４日を超えない

ようにしなければならない。

４　管理者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第１項に規定す

る期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続

する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

　（休憩時間の短縮）

第３条の２　管理者は、条例第６条第２項の規定に基づき、次に掲げる場合

に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認めら

れるときは、同条第１項の休憩時間を４５分以上１時間未満に短縮すること

ができる。

�　小学校就学の始期に達するまでの子（条例第８条の３第１項において

子に含まれるものとされる者（以下「特別養子縁組の成立前の監護対象

者等」という。）を含む。第１７条第４号及び第５号を除き、以下同じ。）

のある職員が当該子を養育する場合

�　小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学し

ている子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴

く場合

�　条例第１６条第１項に規定する要介護者（以下「要介護者）という。）を

介護する職員が要介護者を介護する場合

―　２７６　―
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�　交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発

した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員

の住居に到着するまでの時間を合計した時間（交通機関を利用する時間

に限る。）が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより

３０分以上短縮されると認められるとき（始業及び終業の時刻を変更する

ことにより、当該合計した時間を３０分以上短縮できる場合を除く。）。

�　妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女性

職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

２　管理者は、前項の申出について確認する必要があると認めるときは、当

該申出をした職員に照会するなどその内容について確認するものとする。

　（休憩時間の特例）

第４条　条例第６条第３項の規定により休憩時間を一斉に与えないことがで

きるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

�　労働基準法の一部を改正する法律（平成１０年法律第１１２号）による改正

前の労働基準法第３４条第２項ただし書の規定による許可を受けている場

合

�　その他の業務を円滑に遂行するために休憩時間を一斉に与えない必要

がある場合

２　管理者は、休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、職員の健康

及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

　（育児短時間勤務職員等についての適用除外）

第４条の２　第２条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成

３年法律第１１０号。以下「育児休業法」という。）第１０条第３項の規定によ

り同条第１項に規定する育児短時間勤務（以下「育児短時間勤務」という。）

の承認を受けた職員（育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をするこ

ととなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。）には適用

しない。

第５条　削除

　（宿日直勤務）

第６条　条例第８条第１項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従

―　２７７　―

Title:03-6-2●275-.ec8 Page:277  Date: 2019/08/05 Mon 19:16:06 



事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の

収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

　（育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ず

ることができる場合）

第６条の２　条例第８条第１項ただし書の規則で定める場合は、同項本文に

規定する断続的勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員

のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができな

い場合とする。

２　条例第８条第２項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は

緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項本文に規定

する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められると

きとする。

　（時間外勤務代休時間の指定）

第６条の３　条例第８条の２第１項の規則で定める期間は、新潟県市町村総

合事務組合職員の給与に関する条例（平成１６年条例第１３号。以下「給与条

例」という。）第１６条第４項に規定する６０時間を超えて勤務した全時間に係

る月（次項において「６０時間超過月」という。）の末日の翌日から同日を起

算日とする２月後の日までの期間とする。

２　管理者は、条例第８条の２第１項の規定に基づき時間外勤務代休時間

（同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。）を指定する場合

には、前項に規定する期間内にある勤務日等（休日（条例第１０条に規定す

る休日をいう。以下同じ。）及び代休日（条例第１１条第１項に規定する代休

日をいう。以下同じ。）を除く。第４項において同じ。）に割り振られた勤

務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手

当の支給に係る６０時間超過月における給与条例第１６条第４項の規定の適用

を受ける時間（以下この項及び第６項において「６０時間超過時間」という。）

の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定す

るものとする。

�　給与条例第１６条第１項第１号及び同条第３項に掲げる勤務に係る時間

（次号に掲げるものを除く。）　当該時間に該当する６０時間超過時間の時

―　２７８　―
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間数に、１００分の２５を乗じて得た時間数

�　新潟県市町村総合事務組合職員の育児休業等に関する条例（平成１６年

条例第４３号。以下「育児休業条例」という。）第１６条（育児休業条例第１７

条において準用する場合を含む。）又は第１９条の規定により読み替えら

れた給与条例第１６条第１項ただし書又は第２項に規定する７時間４５分に

達するまでの間の勤務に係る時間　当該時間に該当する６０時間超過時間

の時間数に１００分の５０を乗じて得た時間数

�　給与条例第１６条第１項第２号に掲げる勤務に係る時間　当該時間に該

当する６０時間超過時間の時間数に１００分の１５を乗じて得た時間数

３　前項の場合において、その指定は、４時間又は７時間４５分（年次有給休

暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該

年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計し

た時間数が４時間又は７時間４５分となる時間）を単位として行うものとす

る。

４　管理者は、条例第８条の２第１項の規定に基づき１回の勤務に割り振ら

れた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第

１項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業

の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、管

理者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認

める場合は、この限りでない。

５　管理者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨

申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

６　管理者は、条例第８条の２第１項に規定する措置が６０時間超過時間の勤

務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかん

がみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間

を指定するよう努めるものとする。

７　時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定め

る。

　（時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限）

第７条　管理者は、職員に時間外勤務（条例第８条第２項の規定により命ぜ

―　２７９　―
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られて行う勤務をいう。以下この条において同じ。）を命ずる場合には、職

員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

２　管理者が、時間外勤務を命ずることができる時間は、限度時間を超えな

い時間に限る。

３　前項の限度時間は、１月について４５時間及び１年について３６０時間とす

る。

４　前項の規定にかかわらず、通常予見することができない業務量の大幅な

増加等に伴い、臨時又は緊急に限度時間を超えて勤務することを命ずるこ

とができる場合として管理者が別に定める場合に限り、限度時間を、１月

について１００時間未満及び１年について７２０時間を超えない範囲内で延長す

ることができる。この場合においては、次の各号のいずれにも該当しなけ

ればならない。

�　時間外勤務の時間が１月において４５時間を超える月数が、１年におい

て６月を超えないこと。

�　１月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の１月、２月、３月、

４月及び５月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務の時間

の１月当たりの平均時間が８０時間を超えないこと。

５　管理者は、大規模な災害その他の避けることのできない事由への対応を

するため公務の運営上真にやむを得ない場合には、職員に、前２項に定め

る限度時間を超えて勤務することを命ずることができる。この場合におい

て、管理者は、時間外勤務を命ずることが公務の運営上真にやむを得な

かったのか事後において検証を行うものとする。

６　管理者は、時間外勤務命令を必要な最小限度において行うものとし、前

２項の規定の適用に当たっては、これを拡張して解釈してはならない。

７　管理者は、限度時間を超えて勤務することを命じられた職員に対し、そ

の健康及び福祉を確保するための適切な措置を講じなければならない。

　（育児を行う職員の早出遅出勤務）

第８条　職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の

期間（以下「早出遅出勤務期間」という。）について、その初日（以下「早

出遅出勤務開始日」という。）及び末日（以下「早出遅出勤務終了日」とい

―　２８０　―
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う。）とする日を明らかにして、あらかじめ条例第８条の３第１項の規定に

よる請求（以下「早出遅出勤務の請求」という。）を行うものとする。

２　早出遅出勤務の請求があった場合においては、管理者は、公務の運営の

支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければ

ならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があること

が明らかとなった場合にあっては、管理者は、当該日の前日までに、当該

請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

３　管理者は、早出遅出勤務の請求に係る事由について確認する必要がある

と認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めるこ

とができる。

４　早出遅出勤務の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日ま

でに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はさ

れなかったものとみなす。

�　当該請求に係る子が死亡した場合

�　当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした

職員の子でなくなった場合

�　当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場

合

�　当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法（明治２９

年法律第８９号）第８１７条の２第１項の規定による請求に係る家事審判事件

が終了したこと（特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。）又

は養子縁組が成立しないまま児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条

第１項第３号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁

組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

�　第１号、第２号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が

条例第８条の３第１項に規定する職員に該当しなくなった場合

５　早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに前

項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、早出遅出勤務の請求

は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったも

のとみなす。

―　２８１　―
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６　前２項の場合において、職員は遅滞なく、第４項に掲げる事由が生じた

旨を管理者に届け出なければならない。

７　第３項の規定は、前項の届出について準用する。

８　条例第８条の３第１項第２号の規則で定めるものは、児童福祉法第６条

の２の２第４項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法

第６条の３第２項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第

１４項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を

行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第７７条に規定する地域生活支援事業として実施す

る日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助

事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実

施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子（各事業を

利用するものに限る。）を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とす

る。

　（育児を行う職員の深夜勤務の制限）

第８条の２　条例第９条第１項の規則で定める者は、次のいずれにも該当す

る者とする。

�　深夜において就業していない者（深夜における就業日数が１月におい

て３日以下の者を含む。）であること。

�　負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養

育することが困難な状態にある者でないこと。

�　６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）以内に出産する予定で

ある者又は産後８週間を経過しない者でないこと。

２　職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期

間（６月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。）につい

て、その初日（以下「深夜勤務制限開始日」という。）及び末日（以下「深

夜勤務制限終了日」という。）とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始

日の１月前までに条例第９条第１項の規定による請求（以下「深夜勤務の

制限の請求」という。）を行うものとする。

３　深夜勤務の制限の請求があった場合においては、管理者は、公務の運営

―　２８２　―
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の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなけれ

ばならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があるこ

とが明らかとなった場合にあっては、管理者は、当該日の前日までに、当

該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

４　前条第３項の規定は、深夜勤務の制限の請求について準用する。

５　深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日

までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は

されなかったものとみなす。

�　当該請求に係る子が死亡した場合

�　当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職

員の子でなくなった場合

�　当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場

合

�　当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第８１７条

の２第１項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと（特別

養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。）又は養子縁組が成立しな

いまま児童福祉法第２７条第１項第３号の規定による措置が解除されたこ

とにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

�　第１号、第２号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が

条例第９条第１項に規定する職員に該当しなくなった場合

６　深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、

前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限の請

求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であった

ものとみなす。

７　前２項の場合において、職員は遅滞なく、第５項各号に掲げる事由が生

じた旨を管理者に届け出なければならない。

８　前条第３項の規定は、前項の届出について準用する。

　（育児を行う職員の時間外勤務の制限）

第９条　職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求す

る一の期間について、その初日（以下「時間外勤務制限開始日」という。）

―　２８３　―

Title:03-6-2●275-.ec8 Page:283  Date: 2019/08/05 Mon 19:16:06 



及び期間（１年又は１年に満たない月を単位とする期間に限る。）を明らか

にして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第９条第２項又は第３項

の規定による請求（以下「時間外勤務の制限の請求」という。）を行わなけ

ればならない。この場合において、同条第２項の規定による請求に係る期

間と同条第３項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなけ

ればならない。

２　時間外勤務の制限の請求があった場合においては、管理者は、条例第９

条第２項又は第３項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかど

うかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならな

い。

３　管理者は、時間外勤務の制限の請求が、当該請求があった日の翌日から

起算して１週間を経過する日（以下「１週間経過日」という。）前の日を時

間外勤務開始日とする請求であった場合で、条例第９条第２項又は第３項

に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤

務制限開始日から１週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限

開始日を変更することができる。

４　管理者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合にお

いては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日

の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

５　第８条第３項の規定は、時間外勤務の制限の請求について準用する。

６　時間外勤務の制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日まで

に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされ

なかったものとみなす。

�　当該請求に係る子が死亡した場合

�　当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職

員の子でなくなった場合

�　当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場

合

�　当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第８１７条

の２第１項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと（特別

―　２８４　―
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養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。）又は養子縁組が成立しな

いまま児童福祉法第２７条第１項第３号の規定による措置が解除されたこ

とにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

�　第１号、第２号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が

それぞれ条例第９条第２項又は第９条第３項に規定する職員に該当しな

くなった場合

７　時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限の請求に係る期間

を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じ

た場合には、時間外勤務の制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該

事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

�　前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

�　当該請求に係る子が、条例第９条第２項の規定による請求にあっては

３歳に、同条第３項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達

した場合

８　前２項の場合において、職員は、遅滞なく、第７項各号に掲げる事由が

生じた旨を管理者に届け出なければならない。

９　第８条第３項の規定は、前項の届出について準用する。

　（介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限）

第１０条　前３条（第８条第４項第３号から第５号まで、第８条の２第１項、

第５項第３号から第５号まで及び前条第６項第３号から第５号までを除

く。）の規定は、条例第１６条第１項に規定する要介護者（以下「要介護者」

という。）を介護する職員について準用する。この場合において、第８条第

４項第１号、第８条の２第５項第１号及び前条第６項第１号中「子」とあ

るのは「要介護者」と、第８条第４項第２号、第８条の２第５項第２号及

び前条第６項第２号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求を

した職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員

との親族関係が消滅した」と、同条第２項中「条例第９条第２項又は」と

あるのは「それぞれ条例第９条第４項の規定により読み替えられた同条第

２項に規定する公務の運営に支障があるかどうか又は同条」と、同条第３

項中「時間外勤務の制限の」とあるのは「条例第９条第３項の規定による」

―　２８５　―
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と、「条例第９条第２項又は第３項」とあるのは「同項」と、同条第７項中

「次の各号」とあるのは「前項第１号又は第２号」と読み替えるものとす

る。

　（休日の特例）

第１１条　条例第１０条の規則で定める日は、週休日に当たる国民の祝日に関す

る法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下この条において「祝

日法による休日」という。）の直後の正規の勤務日（当該勤務日が祝日法に

よる休日又は１２月２９日から翌年の１月３日までの日（祝日法による休日を

除く。以下この条において「年末年始の休日」という。）に当たるときは、当

該祝日法による休日又は年末年始の休日の直後の正規の勤務日）とする。

ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、管理者が他の日とするこ

とについて承認をしたときは、その日とする。

　（代休日の指定）

第１２条　条例第１１条第１項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを

命じた休日を起算日とする８週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該

休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤

務日等（条例第８条の２第１項の規定により時間外勤務代休時間が指定さ

れた勤務日等及び休日を除く。）について行わなければならない。

２　管理者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合

には、代休日を指定しないものとする。

３　代休日の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。

　（年次有給休暇の日数）

第１３条　条例第１３条第１項第１号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる

職員の区分に応じ、当該各号に定める日数（１日未満の端数があるときは、

これを四捨五入して得た日数）とする。ただし、その日数が労働基準法（昭

和２２年法律第４９号）第３９条の規定により付与すべきものとされている日数

を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数と

する。

�　斉一型短時間勤務職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条

の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「再任用短時

―　２８６　―
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間勤務職員等」という。）及び育児短時間勤務職員等のうち、１週間ごと

の勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものを

いう。以下同じ。）　２０日に斉一型短時間勤務職員の１週間の勤務日の日

数を５日で除して得た数を乗じて得た日数

�　不斉一型短時間勤務職員（再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤

務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。）

　１５５時間に条例第２条第２項から第４項までの規定により定められた

不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を３８時間４５分で除して得た数を乗じ

て得た時間数を、７時間４５分を１日として日に換算した日数

２　前項の規定にかかわらず、労働基準法第３９条第１項又は第２項に規定す

る継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第２８条の５第１項の規定によ

る採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用さ

れた年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤

務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

３　条例第１３条第１項第２号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員

の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

�　当該年の中途において、新たに職員となった者（次号に掲げる職員を

除く。）　その者の当該年における在職期間に応じ、別表第１の日数欄に

掲げる日数（再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっ

ては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数）（以下こ

の条において「基本日数」という。）

�　当該年において地方公営企業等労働関係法適用職員等（条例第１３条第

１項第３号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以

下この条において同じ。）となった者で、引き続き新たに職員となったも

の　地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職

員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表

第１の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間

に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数（この

号に掲げる職員が再任用職員（地方公務員法第２８条の４第１項、第２８条

の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用され

―　２８７　―
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た職員をいう。以下同じ。）又は育児休業法第１８条第１項の規定により採

用された職員（以下「任期付短時間勤務職員」という。）である場合に

あっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数）（当

該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数）

４　条例第１３条第１項第３号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とす

る。

�　沖縄振興開発金融公庫

�　国家公務員退職手当法施行令（昭和２８年政令第２１５号）第９条の２各号

に掲げる法人

�　前２号に掲げる法人のほか、管理者がこれらに準ずる法人であると認

めるもの

５　条例第１３条第１項第３号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とす

る。

�　当該年の前年において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等

に関する法律（平成１２年法律第５０号）第３条第２項に規定する派遣職員

（以下「派遣職員」という。）又は同法第１０条第２項に規定する退職派遣

者（以下「退職派遣者」という。）であった者であって、引き続き当該年

に職務に復帰し、又は再び職員となったもの

�　当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に派遣

職員又は退職派遣者となり引き続き職務に復帰し、又は再び職員となっ

たもの

�　当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方

公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったもの

�　前３号に掲げるもののほか、管理者がこれらに準ずると認める者

６　条例第１３条第１項第３号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員

の区分に応じ、当該各号に定める日数（その日数が基本日数に満たない場

合にあっては、基本日数）とする。

�　次号に掲げる職員以外の職員　次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日

数

ア　当該年の初日に職員となった場合　２０日に当該年の前年における年

―　２８８　―
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次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数（当該残日数が

２０日を超える場合にあっては、２０日）を加えて得た日数

イ　当該年の初日後に職員となった場合　この号のアの日数から職員と

なった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は

年次有給休暇の日数を減じて得た日数

�　再任用職員及び任期付短時間勤務職員　その者の勤務時間等を考慮

し、管理者が別に定める日数

７　第３項第２号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちそ

の者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの

年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、管理者が別

に定める日数とする。

第１３条の２　次の各号に掲げる場合において、１週間ごとの勤務日の日数又

は勤務日ごとの勤務時間の時間数（以下「勤務形態」という。）が変更され

るときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年

の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第１３条第１

項第１号又は第２号に掲げる日数に同条第２項の規定により当該年の前年

から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初

日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更

前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変

更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次

の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数（１日

未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、４０日を超え

る場合は４０日）とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたと

きにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られ

る日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日

数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる

率を乗じて得た日数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入して

得た日数とし、４０日を超える場合は４０日）とする。ただし、当該年の初日

後に当該変更後の勤務形態を始め、当該変更後の勤務日数等が当該変更前

の勤務日数等（当該年において当該変更前の勤務形態を始める前に当該変
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更前の勤務日数等を上回る勤務形態であった場合は当該変更前の勤務日数

等を上回る勤務日数等）を上回らない場合においては、当該年の初日以前

に当該変更前の勤務形態を始めたときは、当該年の初日において条例第１３

条第１項第１号又は第２号の規定を適用した場合に得られる日数に、前年

における年次有給休暇の残日数（１日未満の端数があるときは、これを切

り捨てた日数）を加えて得た日数から、当該変更後の勤務形態を始めた日

の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とし、当

該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときは、当該変更前の勤務

形態を始めた日において条例第１３条第１項第１号又は第２号の規定を適用

した場合に得られる日数から当該変更後の勤務形態を始めた日の当該変更

後の勤務形態を始めた日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を

減じて得た日数とする。

�　再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が１週

間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である

育児短時間勤務（以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。）

を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務

形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務

職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務（育児休業法

第１７条の規定による短時間勤務のうち、１週間ごとの勤務日の日数及び

勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において

同じ。）を終える場合　勤務形態の変更後における１週間の勤務日の日数

を当該勤務形態の変更前における１週間の勤務日の日数で除して得た率

�　再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一

型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務（以下この条において「不斉一

型育児短時間勤務」という。）を始める場合、不斉一型育児短時間勤務を

している職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務

を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若し

くは育児休業法第１７条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務

以外のものを終える場合　勤務形態の変更後における１週間当たりの勤

務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における１週間当たりの勤務時
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間の時間数で除して得た率

�　斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時

間勤務を始める場合　勤務形態の変更後における１週間当たりの勤務時

間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時

間数を７時間４５分とみなした場合の１週間当たりの勤務時間の時間数で

除して得た率

�　不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時

間勤務を始める場合　勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間

の時間数を７時間４５分とみなした場合の１週間当たりの勤務時間の時間

数を当該勤務形態の変更前における１週間当たりの勤務時間の時間数で

除して得た率

　（年次有給休暇の単位）

第１４条　年次有給休暇の単位は１日又は１時間とする。

２　前項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しよう

とする場合において、当該残日数に１時間未満の端数があるときは、当該

残日数のすべてを使用することができる。

３　１時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、

次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって１

日とする。

�　次号から第４号までに掲げる職員以外の職員　７時間４５分

�　育児休業法第１０条第１項第１号から第４号までに掲げる勤務形態の育

児短時間勤務職員等　次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応

じ、次に掲げる時間数

ア　育児休業法第１０条第１項第１号　３時間５５分

イ　育児休業法第１０条第１項第２号　４時間５５分

ウ　育児休業法第１０条第１項第３号又は第４号　７時間４５分

�　斉一型短時間勤務職員（前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務

職員を除く。）　勤務日ごとの勤務時間の時間数（１分未満の端数がある

ときは、これを切り捨てた時間）

�　不斉一型短時間勤務職員（第２号に掲げる職員のうち、不斉一型短時
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間勤務職員を除く。）　７時間４５分

４　条例第１３条第２項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇

の２０日（第１３条第１項各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日

数）を超えない範囲内の残日数（当該年の翌年の初日に勤務形態が変更さ

れる場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各

号に定める率を乗じて得た日数とし、１日未満の端数があるときはこれを

切り捨てた日数）とする。

　（療養休暇）

第１５条　条例第１４条の規定により取得できる療養休暇の期間は、療養のため

勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

ただし、次に掲げる場合以外の場合における療養休暇（以下この条におい

て「特定療養休暇」という。）の期間は、次に掲げる場合における療養休暇

を使用した日その他の管理者が定める日（以下この条において「除外日」

という。）を除いて連続して９０日を超えることはできない。

�　公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤（地方公務員災害補

償法（昭和４２年法律第１２１号）第２条第２項及び第３項に規定する通勤を

いう。）により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

�　新潟県市町村総合事務組合職員健康管理規程（平成２５年訓令第１号）

第７条の規定により同規程別表における勤務措置の区分をＢ制限勤務と

する決定又は変更を受け、同規程第８条の事後措置を受けた場合

２　前項ただし書、次項及び第４項の規定の適用については、連続する８日

以上の期間（当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合とし

て管理者が定める場合にあっては、その日数を考慮して管理者が定める期

間）の特定療養休暇を使用した職員（この項の規定により特定療養休暇の

期間が連続しているものとみなされた職員を含む。）が、除外日を除いて連

続して使用した特定療養休暇の期間の末日の翌日から、１回の勤務に割り

振られた勤務時間（１回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業

法第１９条第１項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他

の管理者が定める時間（以下この項において「部分休業等」という。）があ

る場合にあっては、１回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業

―　２９２　―
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等以外の勤務時間）のすべてを勤務した日の日数（第４項において「実勤

務日数」という。）が２０日に達する日までの間に、再度の特定療養休暇を使

用したときは、当該再度の特定療養休暇の期間と直前の特定療養休暇の期

間は連続しているものとみなす。

３　使用した特定療養休暇の期間が除外日を除いて連続して９０日に達した場

合において、９０日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病（当該負

傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定療養休暇の期間の初日から当該

負傷をし、又は疾病にかかった日（以下この項において「特定負傷等の日」

という。）の前日までの期間における特定療養休暇に係る負傷又は疾病の症

状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」と

いう。）のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認

められるときは、第１項ただし書の規定にかかわらず、当該９０日に達した

日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定療養休暇を承認

することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定

療養休暇の期間は、除外日を除いて連続して９０日を超えることはできな

い。

４　使用した特定療養休暇の期間が除外日を除いて連続して９０日に達した場

合において、９０日に達した日の翌日から実勤務日数が２０日に達する日まで

の間に、その症状等が当該使用した特定療養休暇の期間における特定療養

休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療

養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、

第１項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定療養休

暇を承認することができる。この場合において、当該特定療養休暇の期間

は、除外日を除いて連続して９０日を超えることはできない。

５　療養期間中の週休日、休日、代休日その他の療養休暇の日以外の勤務し

ない日は、第１項ただし書及び第２項から前項までの規定の適用について

は、特定療養休暇を使用した日とみなす。

６　第１項ただし書及び第２項から前項までの規定は、条件附採用期間中の

職員及び臨時的に任用された職員には適用しない。
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　（特別休暇）

第１６条　条例第１５条の規則で定める場合は、次の各号に定める場合とし、そ

の期間は、当該各号に定める期間とする。

�　職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務し

ないことがやむを得ないと認められるとき　必要と認められる期間

�　職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として地方公共団体の議会、

裁判所その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得

ないと認められるとき　必要と認められる期間

�　６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）以内に出産する予定で

ある女性職員が申し出た場合　出産の日までの申し出た期間

�　妊娠中又は出産後１年以内の女性職員が母子保健法（昭和４０年法律第

１４１号）第１０条に規定する保健指導又は同法第１３条に規定する健康診査を

受ける場合　妊娠満２３週までは４週間に１回、妊娠満２４週から満３５週ま

では２週間に１回、妊娠満３６週から出産までは１週間に１回、産後１年

まではその間に１回（医師等の特別の指示があった場合には、いずれの

期間についてもその指示された回数）について、それぞれ１日の正規の

勤務時間等の範囲内で必要と認められる期間

�　妊娠中の女性職員が通勤に交通機関を利用する場合で、その混雑の程

度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき　正規の勤

務時間等の始め又は終わりにつき１日を通じて１時間を超えない範囲内

でそれぞれ必要とされる期間

�　女性職員が出産した場合　出産の日の翌日から８週間を経過する日ま

での期間（産後６週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合におい

て医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。）

�　生理日の就業が著しく困難な場合　連続する２日以内で必要とする期

間

�　生後１年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と

認められる授乳等を行う場合　１日２回それぞれ３０分以内の期間（男性

職員にあっては、その子の当該職員以外の親（当該子について民法第８１７

条の２第１項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請

―　２９２―２　―
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求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に継続している場合に

限る。）であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第２７条第１項

第３号の規定により当該子を委託されている同法第６条の４第２号に規

定する養子縁組里親（以下「養子縁組里親」という。）である者若しくは

同条第１号に規定する養育里親である者（同法第２７条第４項に規定する

者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託する

ことができない者に限る。）を含む。）が当該職員がこの号の休暇を使用

しようとする日におけるこの号の休暇（これに相当する休暇を含む。）を

承認され、又は労働基準法第６７条の規定により同日における育児時間を

請求した場合は、１日２回それぞれ３０分から当該承認又は請求に係る各

回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間）

�　職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢

血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出

を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のた

め骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合

で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないこと

がやむを得ないと認められるとき　必要と認められる期間

�　職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活

動（専ら親族に対する支援となる活動を除く。）を行う場合で、その勤務

しないことが相当であると認められるとき　一の年において５日の範囲

内の期間

ア　地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又は

その周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援す

る活動

イ　障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若し

くは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に

対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定

めるものにおける活動

ウ　ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷

又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護そ
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の他の日常生活を支援する活動

�　職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認めら

れる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき　結婚

の日の５日前の日から当該結婚の日後１月を経過するまでの間における

連続する５日の範囲内の期間

�　職員が妻（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。次号において同じ。）の出産に伴い勤務しないことが相当であると認

められる場合　職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該

出産の日後２週間を経過するまでの間における２日の範囲内の期間

�　職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の６週間（多胎妊娠

の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日（再任用短時間勤

務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間）

後８週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る

子又は小学校就学の始期に達するまでの子（妻の子を含む。）を養育する

職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認めら

れるとき　当該期間内における５日の範囲内の期間

�　小学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子を含む。以下この号

において同じ。）を養育する職員が、その子の看護（負傷し、若しくは疾

病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとし

て管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。）のため勤務しないこ

とが相当であると認められる場合　一の年において５日（その養育する

小学校就学の始期に達するまでの子が２人以上の場合にあっては、１０

日）の範囲内の期間

�　要介護者の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話

を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合　一の年にお

いて５日（要介護者が２人以上の場合にあっては、１０日）の範囲内の期

間

�　職員の親族（別表第２の親族欄に掲げる親族に限る。）が死亡した場合

で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事

等のため勤務しないことが相当と認められるとき　親族に応じ、同表の

―　２９２―４　―
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日数欄に掲げる連続する日数（葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあって

は、往復に要する日数を加えた日数）の範囲内の期間

�　職員が父母の追悼のための特別な行事（父母の死亡後１５年以内に行わ

れるものに限る。）のため勤務しないことが相当であると認められる場合

　１日の範囲内の期間

�　職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家

庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合　一

の年の７月から９月の期間内における、原則として連続する３日の範囲

内の期間

�　地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合そ

の他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認め

られるとき　７日の範囲内の期間

ア　職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧

作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ　職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料

等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行

うことができないとき。

�　地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤する

ことが著しく困難であると認められる場合　必要と認められる期間

�　地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員

が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを

得ないと認められる場合　必要と認められる期間

２　前項の期間の計算については、同項第１８号の場合を除き、その期間中に

週休日、条例第８条の２第１項の規定により割り振られた勤務時間の全部

について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を含

むものとする。

３　第１項第１２号から第１５号までの休暇（以下この条において「特定休暇」

という。）の単位は、１日又は１時間とする。ただし、特定休暇の残日数の

すべてを使用しようとする場合において、当該残日数に１時間未満の端数

があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

―　２９２―５　―
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４　１日を単位とする特定休暇は、１回の勤務に割り振られた勤務時間のす

べてを勤務しないときに使用するものとする。

５　１時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各

号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって１日とす

る。

�　次号及び第３号に掲げる職員以外の職員　７時間４５分

�　斉一型短時間勤務職員　勤務日ごとの勤務時間の時間数（７時間４５分

を超える場合にあっては、７時間４５分とし、１分未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた時間）

�　不斉一型短時間勤務職員　７時間４５分

　（介護休暇）

第１７条　条例第１６条第１項の規則で定める者は、次に掲げる者（第２号から

第５号までに掲げる者にあっては、職員と同居している者に限る。）とす

る。

�　祖父母、孫及び兄弟姉妹

�　父母の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

を含む。この項及び別表第２における「配偶者」について同じ。）

�　配偶者の父母の配偶者

�　子の配偶者

�　配偶者の子

２　条例第１６条第１項の規則で定める期間は、２週間以上の期間とする。

３　条例第１６条第１項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間

（以下「指定期間」という。）の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇

簿に記入して、管理者に対し行わなければならない。

４　管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、

当該申出による期間の初日から末日までの期間（第７項において「申出の

期間」という。）の指定期間を指定するものとする。

５　職員は、第３項の申出に基づき前項若しくは第７項の規定により指定さ

れた指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の

申出（短縮の指定の申出に限る。）に基づき次項若しくは第７項の規定によ

―　２９２―６　―
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り指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。

この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間

の末日を休暇簿に記入して、管理者に対し申し出なければならない。

６　管理者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の

申出があった場合には、第４項、この項又は次項の規定により指定された

指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定する

ものとする。

７　第４項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間

又は第３項の申出に基づき第４項若しくはこの項の規定により指定された

指定期間の末日の翌日から第５項の規定による指定期間の延長の指定の申

出があった場合の当該申出に係る末日までの期間（以下この項において

「延長申出の期間」という。）の全期間にわたり第２１条ただし書きの規定に

より介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定

期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部

の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな

日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間

を指定するものとする。

８　指定期間の通算は、暦に従って計算し、１月に満たない期間は、３０日を

もって１月とする。

第１７条の２　介護休暇の単位は、１日又は１時間とする。

２　１時間を単位とする介護休暇は、１日を通じ、始業の時刻から連続し、

又は終業の時刻まで連続した４時間（当該介護休暇と要介護者を異にする

介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該４時間

から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間）を超えな

い範囲内の時間とする。

　（介護時間）

第１７条の３　介護時間の単位は、３０分とする。

２　介護時間は、１日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで

連続した２時間（育児休業法第１９条第１項の規定による部分休業の承認を

受けて勤務しない時間がある日については、当該２時間から当該部分休業

―　２９２―７　―
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の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間）を超えない範囲内の時間と

する。

　（組合休暇）

第１８条　第１４条第３項の規定は、組合休暇について準用する。

　（療養休暇及び特別休暇の承認）

第１９条　条例第１８条の規則で定める特別休暇は、第１６条第１項第３号、第６

号及び第７号の休暇とする。

第２０条　管理者は、療養休暇又は特別休暇（前条に規定するものを除く。第

２３条第１項において同じ。）の請求について、条例第１４条に定める場合又

は第１６条第１項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認

しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期におい

ても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限り

でない。

　（介護休暇及び介護時間の承認）

第２１条　管理者は、介護休暇及び介護時間の請求について、条例第１６条第１

項又は第１６条の２第１項に定める場合に該当すると認めるときは、これを

承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営

に支障がある日又は時間については、この限りでない。

　（年次有給休暇の請求）

第２２条　年次有給休暇を得ようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して

管理者に請求しなければならない。ただし、やむを得ない事由によりこれ

によることができない場合には、その事由を明らかにし、遅滞なく請求し

なければならない。

　（療養休暇及び特別休暇の請求等）

第２３条　療養休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ

休暇簿に記入して管理者に請求しなければならない。ただし、病気、災害

その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、そ

の事由を付して事後において承認を求めることができる。

２　第１６条第１項第３号の届出は、あらかじめ休暇簿に記入して管理者に対

し行わなければならない。

―　２９２―８　―
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３　第１６条第１項第６号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、

その旨を速やかに管理者に届け出るものとする。

４　第１６条第１項第７号の届出は、あらかじめ管理者に対し行わなければな

らない。

　（介護休暇及び介護時間の請求）

第２４条　介護休暇及び介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ

休暇簿に記入して管理者に請求しなければならない。

２　前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、１回の指定期間

について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、２週間以上の期

間（次に掲げる場合には、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定

める期間）について一括して請求しなければならない。

�　１回の指定期間の初日から末日までの期間が２週間未満である場合　

当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日（以

下この項において「初日請求日」という。）から当該末日までの期間

�　１回の指定期間の初日から末日までの期間が２週間以上である場合で

あって、初日請求日から２週間を経過する日（以下この項において「２

週間経過日」という。）が当該指定期間の末日より後の日である場合　初

日請求日から当該末日までの期間

�　１回の指定期間の初日から末日までの期間が２週間以上である場合で

あって、２週間経過日が第１７条第７項の規定により指定期間として指定

する期間から除かれた日である場合　初日請求日から２週間経過日前の

直近の指定期間として指定された日までの期間

　（組合休暇の請求）

第２５条　組合休暇の許可を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入

して管理者に請求しなければならない。

　（休暇の承認の決定等）

第２６条　第２２条の請求があった場合において、管理者は条例第１３条第３項の

規定に基づき、請求された時季以外の時季に年次有給休暇を与える場合

は、速やかに当該請求を行った職員に通知するものとする。

２　第２３条第１項、第２４条第１項又は前条の請求があった場合においては、

―　２９２―９　―
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管理者は速やかに承認又は許可するかどうかを決定し、当該請求を行った

職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、第２４条第１項の規

定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のう

ちに当該請求があった日から起算して１週間を経過する日（以下この項に

おいて「１週間経過日」という。）後の期間が含まれているときにおける当

該期間については、１週間経過日までに承認するかどうかを決定すること

ができる。

３　管理者は、療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇につ

いて、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を

求めることができる。

　（休暇簿）

第２７条　休暇簿に関し必要な事項は、管理者が定める。

　（その他の事項）

第２８条　この規則に規定するもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

 附　則

　（施行期日）

１　この規則は、平成１６年３月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この規則の施行の際、現に従前の新潟県町村職員退職手当組合、新潟県

町村人事事務組合、新潟県消防団員等公償組合、新潟県交通災害共済組合

及び新潟県自治会館管理組合（以下「旧組合」という。）の職員の勤務時

間、休暇等に関する規則の規定に基づいてなされた処分、承認、手続その

他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

３　この規則の施行の際、旧組合の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の

適用を受けていた職員で、引き続きこの規則の適用を受けることとなった

職員（以下「継続職員」という。）の平成１６年における年次有給休暇は、第

１３条の規定にかかわらず、旧組合それぞれの規則の規定による年次有給休

暇の残日数とする。

４　継続職員の療養休暇、特別休暇、介護休暇の期間は通算する。

 

―　２９２―１０　―
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　　　附　則（平成１７年４月１日規則第６号）

　この規則は、平成１７年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成１８年３月１６日規則第７号）

　この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成１９年３月３０日規則第９号）

　この規則は、平成１９年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２０年１２月１日規則第１９号）

　（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。ただし、第１６条第１項第２号の改

正規定は、平成２１年５月２１日から施行する。

　（経過措置）

２　この規則による改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休

暇等に関する規則（以下「改正後の規則」という。）第１６条第１項第１２号に

規定する職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日

後２週間を経過するまでの間（当該期間の初日を除く。）又は同項第１３号に

規定する職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の６週間（多胎

妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過

する日までの期間（当該期間の初日を除く。）にこの規則の施行の日がある

職員が同日前のそれぞれの当該期間に使用したこの規則による改正前の新

潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則第１６条第１

項第１２号又は第１３号の休暇及び同日前に使用した同項第１４号の休暇につい

ては、改正後の規則第１６条第１項第１２号から１４号までのそれぞれの休暇と

して使用されたものとみなす。

　　　附　則（平成２１年８月３日規則第４号）

　この規則は、平成２１年１０月１日から施行する。

　　　附　則（平成２２年４月１日規則第１１号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２２年７月２１日規則第１４号）

　（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。

―　２９２―１１　―
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　（経過措置）

２　この規則の施行の日前に使用された改正前の新潟県市町村総合事務組合

職員の勤務時間、休暇等に関する規則第１６条第１項第１４号の休暇について

は、改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する

規則第１６条第１項第１４号の休暇として使用されたものとみなす。

　　　附　則（平成２３年３月２５日規則第１号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２３年４月１日規則第７号）

　この規則は、公布の日から施行し、改正後の新潟県市町村総合事務組合職

員の勤務時間、休暇等に関する規則第１５条の規定は、同日以後に使用した療

養休暇について適用する。

　　　附　則（平成２３年６月１日規則第１５号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２４年３月３０日規則第１号）

　この規則は、平成２４年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２４年６月１日規則第６号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２５年６月１７日規則第８号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２５年９月２日規則第９号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２９年２月１６日規則第６号）

　（施行期日等）

１　この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県市町村総合事務組合

職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成２９年１月１日から適

用する。

　（経過措置）

２　改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規

則の適用の日から平成２９年３月３１日までの間は、第１６条第８号中「同法第

６条の４第２号」とあるのは、「同法第６条の４第１項」と、「同条第１

―　２９２―１２　―
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号」とあるのは、「同条第２項」とする。

　　　附　則（平成２９年８月１日規則第２０号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成３１年４月１日規則第４号）

　この規則は、平成３１年４月１日から施行する。

 

―　２９２―１３　―
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別表第１（第１３条関係）

 

―　２９２―１４　―
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その年にとることができる日数採用の月

２０日１月

１８日２月

１７日３月

１５日４月

１３日５月

１２日６月

１０日７月

８日８月

７日９月

５日１０月

３日１１月

２日１２月
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別表第２（第１６条関係）

―　２９２―１５　―

日　　　　　　数親　　　　族

１０日配偶者

７日父母

５日子

３日（職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継
承を受ける場合にあっては、７日）

祖父母

１日孫

３日兄弟姉妹

１日（職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継
承を受ける場合にあっては、７日）

おじ又はおば

３日（職員と生計を一にしていた場合にあっ
ては、７日）

父母の配偶者又は配偶者の
父母

１日（職員と生計を一にしていた場合にあっ
ては、５日）

子の配偶者又は配偶者の子

１日（職員と生計を一にしていた場合にあっ
ては、３日）

祖父母の配偶者又は配偶者
の祖父母

兄弟姉妹の配偶者又は配偶
者の兄弟姉妹

１日おじ又はおばの配偶者
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東日本大震災に対処するための新潟県市町村
総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関す
る規則の特例　　　　　　　　　　　　　　

　最終改正　平成２３年１２月２８日規則第２０号

　東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における新潟県市町村総

合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成１６年規則第８号）第

１６条第１項第１０号及び第２０条の規定の適用については、同号中「５日」とあ

るのは「５日（東日本大震災に際し災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適

用された市町村（東京都の市町村を除く。）の区域内において、アに掲げる活

動を行う場合にあっては、７日）」と、同号ア中「地震、暴風雨、噴火等によ

り相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」と

あるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、

同条中「第１６条第１項各号」とあるのは「第１６条第１項各号（東日本大震災

に対処するための新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関す

る規則の特例（平成２３年規則第１６号）の規定により読み替えて適用する場合

を含む。）」とする。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。

　（この規則の失効）

２　この規則は、平成２４年１２月３１日限り、その効力を失う。

　　　附　則（平成２３年１２月２８日規則第２０号）

　この規則は、公布の日から施行する。

―　２９２―１７　―

平成２３年６月１日
規 則 第 １６ 号
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新潟県市町村総合事務組合会計年度任用職員の
勤務時間、休暇等に関する規則　　　　　　　

　

　（目的）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に

関する条例（平成１６年条例第１１号。以下「条例」という。）第２０条の規定に

基づき、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２２

条の２第１項第１号に規定する会計年度任用職員（以下「パートタイム会

計年度任用職員」という。）の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を

定めることを目的とする。

　（１週間の勤務時間）

第２条　パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、４

週間を超えない期間につき１週間当たり３８時間４５分に満たない範囲内で、

管理者が定める。

　（週休日及び勤務時間の割振り）

第３条　日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を割り振らない日をいう。

以下同じ。）とする。ただし、管理者は、日曜日及び土曜日に加えて月曜日

から金曜日までの５日間において週休日を設けることができる。

２　管理者は、月曜日から金曜日までの５日間において、１日につき７時間

４５分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

　（週休日の振替等）

第４条　管理者は、パートタイム会計年度任用職員に前条第１項の規定によ

り週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合に

は、同条第２項の規定により勤務時間が割り振られた日（以下この条にお

いて「勤務日」という。）を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤

務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は勤務日

の勤務時間のうち半日勤務時間（管理者の承認を得て定める時間をいう。

以下同じ。）を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該

―　２９２―１９　―

必要

令和２年４月１日
規 則 第 ２ 号
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勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

２　前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等

については、常時勤務を要する職を占める職員（以下「常勤職員」という。）

の例による。

　（休憩時間）

第５条　パートタイム会計年度任用職員の休憩時間については，条例第６条

の規定の例による。

　（正規の勤務時間以外の時間における勤務）

第６条　管理者は、第２条から第４条までに規定する勤務時間（以下「正規

の勤務時間」という。）以外の時間においてパートタイム会計年度任用職員

に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の

新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成１６

年規則第８号。以下「勤務時間規則」という。）第６条で定める断続的な勤

務をすることを命ずることができる。

２　管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務

時間以外の時間において会計年度任用職員に勤務をすることを命ずること

ができる。

　（育児又は介護を行うパートタイム会計年度任用職員の深夜勤務及び時間

外勤務の制限）

第７条　育児又は介護を行うパートタイム会計年度任用職員の深夜勤務及び

時間外勤務の制限については、条例第９条の規定の例による。

　（休日）

第８条　パートタイム会計年度任用職員の休日については、条例第１０条の規

定の例による。

　（休日の代休日）

第９条　管理者は、パートタイム会計年度任用職員に国民の祝日に関する法

律（昭和２３年法律第１７８号）による休日又は年末年始の休日（以下この項に

おいて「休日」と総称する。）である第３条第２項又は第４条第１項の規定

により勤務時間が割り振られた日（以下この条において「勤務日等」とい

う。）に割り振られた勤務時間の全部又は半日に相当する勤務時間（次項に

―　２９２―２０　―

新潟県市町村総合事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
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新潟県市町村総合事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

おいて「休日の全勤務時間又は半日勤務時間」という。）について特に勤務

することを命じた場合には、当該休日前に、１日又は半日を単位とする当

該休日に代わる日（以下この条において「代休日」という。）として、当該

休日後の１日又は半日の勤務日等を指定することができる。

２　前項の規定により代休日を指定されたパートタイム会計年度任用職員

は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間又は半日勤務時間を勤務した場合

において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、

正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

３　第１項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及

び指定の手続等については、常勤職員の例による。

　（休暇の種類）

第１０条　パートタイム会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、

介護休暇及び介護時間とする。

　（年次有給休暇）

第１１条　年次有給休暇は、１会計年度ごとにおける休暇とし、パートタイム

会計年度任用職員のその日数は、１会計年度において１０日とする。

　　なお、任用の日から１年６月以上継続勤務し、継続勤務期間が６月を超

えることとなる日（以下「６月経過日」という。）から起算してそれぞれの

１年間の全勤務日の８割以上出勤した場合それぞれ次の１年間において、

１０日に、６月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ別表第１の日

数欄に掲げる日数を加算した日数

２　年次有給休暇の単位は、１日又は半日とする。ただし、特に必要がある

と認められるときは、１時間を単位とすることができる。

３　管理者は、年次有給休暇をパートタイム会計年度任用職員の請求する時

季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与

えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを

与えることができる。

４　１時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、当

該パートタイム会計年度任用職員の勤務日１日当たりの勤務時間（その時

間に１時間未満の端数があるときは、これを１時間に切り上げた時間）を

―２９２―２１　―
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もって１日とする。

５　年次有給休暇（この項の規定により繰り越されたものを除く。）は、１１日

を限度として、次の１年間に繰り越すことができる。

　（特別休暇）

第１２条　パートタイム会計年度任用職員に別表第２の事由欄に掲げる事由が

ある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとす

る。

２　パートタイム会計年度任用職員に別表第３の事由欄に掲げる事由がある

場合には、同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

３　第１４条並びに別表第３の第４号及び第５号の休暇（以下この条において

「特定休暇」という。）の単位は、１日又は１時間とする。ただし、特定休

暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に１時間

未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

４　１日を単位とする特定休暇は、１回の勤務に割り振られた勤務時間の全

てを勤務しないときに使用するものとする。

５　前条第４項の規定は、１時間を単位として使用した特定休暇を日に換算

する場合について準用する。

　（介護休暇）

第１３条　パートタイム会計年度任用職員（条例第１６条の規定の適用があると

したならば同条第１項に規定する申出の時点において、１週間の勤務日が

３日以上とされているパートタイム会計年度任用職員で１年間の勤務日が

１２１日以上であるものであって、引き続き在職した期間が１年以上であり、

かつ、当該申出において、勤務時間規則第１７条第３項の規定により指定期

間の指定を希望する期間の初日から起算して９３日を経過する日から６月を

経過する日までに、その任期（任期が更新される場合にあっては、更新後

のもの）が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでないも

のに限る。）の介護休暇については、同条第１項及び第２項の規定の例によ

る。この場合において、同条第１項中「６月」とあるのは「９３日」と読み

替えるものとする。

２　前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

―　２９２―２２　―

新潟県市町村総合事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
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新潟県市町村総合事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

　（介護時間）

第１４条　パートタイム会計年度任用職員（条例第１６条の２の規定の適用があ

るとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、１週間

の勤務日が３日以上とされているパートタイム会計年度任用職員で１年間

の勤務日が１２１日以上であるものであり、かつ、１日につき定められた勤務

時間が６時間１５分以上である勤務日があるものであって、引き続き在職し

た期間が１年以上であるものに限る。）の介護時間については、同条第１項

及び第２項の規定の例による。この場合において、同条第２項中「２時間」

とあるのは「２時間（当該パートタイム会計年度任用職員について１日に

つき定められた勤務時間から５時間４５分を減じた時間が２時間を下回る場

合は、当該減じた時間）」と読み替えるものとする。

２　前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

　（休暇の承認）

第１５条　特別休暇（別表第３の第１号から第３号までを除く。）の承認及び休

暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

　（雑則）

第１６条　この規則に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤

務時間及び休暇に関し必要な事項は、管理者が定める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は、令和２年４月１日から施行する。

　（年次有給休暇に関する経過措置）

２　この規則の施行の日前に採用された一般職の非常勤職員が、この規則の

施行の日以後にパートタイム会計年度任用職員として継続勤務する場合の

年次有給休暇の付与日数については、なお従前の例による。

 

―２９２―２３　―
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別表第１（第11条関係）

―　２９２―２４　―

新潟県市町村総合事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

２年１年
６月経過日から起算
した継続勤務年数

２日１日日数

別表第２（第12条関係）

期　間事　　　由種　類

必要と認められる
時間

パートタイム会計年度任用職員が選
挙権その他公民としての権利を行使
する場合で、その勤務しないことが
やむを得ないと認めれるとき

�　公民権行使

必要と認められる
時間

パートタイム会計年度任用職員が裁
判員、証人、鑑定人、参考人等とし
て地方公共団体の議会、裁判所その
他官公署へ出頭する場合で、その勤
務しないことがやむを得ないと認め
られるとき

�　官公署出頭

７日の範囲内の期
間

地震、水害、火災その他の災害によ
り次のいずれかに該当する場合その
他これらに準ずる場合で、パートタ
イム会計年度任用職員が勤務しない
ことが相当であると認められるとき
ア　パートタイム会計年度任用職員
の現住居が滅失し、又は損壊した
場合で、当該パートタイム会計年
度任用職員がその復旧作業等を行
い、又は一時的に避難していると
き。
イ　パートタイム会計年度任用職員
及び当該職員と同一の世帯に属す
る者の生活に必要な水、食料等が
著しく不足している場合で、当該
パートタイム会計年度任用職員以
外にはそれらの確保を行うことが
できないとき。

�　現住居の滅
　失等
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新潟県市町村総合事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

―２９２―２５　―

期　間事　　　由種　類

必要と認められる
期間

地震、水害、火災その他の災害又は
交通機関の事故等により出勤するこ
とが著しく困難であると認められる
場合

�　出 勤 困 難

必要と認められる
期間

地震、水害、火災その他の災害又は
交通機関の事故等に際して、パート
タイム会計年度任用職員が退勤途上
における身体の危険を回避するため
勤務しないことがやむを得ないと認
められる場合

�　退 勤 途 上

常勤職員の例によ
る。

パートタイム会計年度任用職員の親
族が死亡した場合で、パートタイム
会計年度任用職員が葬儀、服喪その
他の親族の死亡に伴い必要と認めら
れる行事等のため勤務しないことが
相当と認められるとき

�　忌　　　引

結婚の日の５日前
の日から当該結婚
の日後１月を経過
するまでの間にお
ける連続する５日
の範囲内の期間

パートタイム会計年度任用職員が結
婚する場合で、結婚式、旅行その他
結婚に伴い必要と認められる行事等
のため勤務しないことが相当である
と認められるとき

�　結　　　婚

一の年の７月から
９月の期間内にお
ける、原則として
連続する３日の範
囲内の期間

パートタイム会計年度任用職員が夏
季における盆等の諸行事、心身の健
康の維持及び増進又は家庭生活の充
実のため勤務しないことが相当であ
ると認められる場合

�　夏 季 休 暇
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―　２９２―２６　―

新潟県市町村総合事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

別表第３（第１２条関係）

期　　　間事　　由種　類

出産の日までの申し出た期間６週間（多胎妊娠の場
合にあっては、１４週
間）以内に出産する予
定である女性のパート
タイム会計年度任用職
員が申し出た場合

�　産　　前

出産の日の翌日から８週間を経過
する日までの期間（産後６週間を
経過した女性のパートタイム会計
年度任用職員が就業を申し出た場
合において医師が支障がないと認
めた業務に就く期間を除く。）

女性のパートタイム会
計年度任用職員が出産
した場合

�　産　　後

１日２回それぞれ３０分以内の期間
（男性のパートタイム会計年度任
用職員にあっては、その子の当該
職員以外の親（当該子について民
法（明治２９年法律第８９号）第８１７条
の２第１項の規定により特別養子
縁組の成立について家庭裁判所に
請求した者（当該請求に係る家事
審判事件が裁判所に継続している
場合に限る。）であって当該子を現
に監護するもの又は児童福祉法
（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第
１項第３号の規定により当該子を
委託されている同法第６条の４第
２号に規定する養子縁組里親（以
下「養子縁組里親」という。）であ
る者若しくは同条第１号に規定す
る養育里親である者（同法第２７条
第４項に規定する者の意に反する
ため、同項の規定により、養子縁
組里親として委託することができ
ない者に限る。）を含む。）が当該
職員がこの号の休暇を使用しよう
とする日におけるこの号の休暇

生後１年に達しない子
（民法（明治２９年法律第
８９号）第８１７条の２第１
項の規定により職員が
当該職員との間におけ
る同項に規定する特別
養子縁組の成立につい
て家庭裁判所に請求し
た者（当該請求に係る
家事審判事件が裁判所
に係属している場合に
限る。）を育てるパート
タイム会計年度任用職
員が、その子の保育の
ために必要と認められ
る授乳等を行う場合

�　保育時間
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―２９２―２７　―

期　　　間事　　由種　類

（これに相当する休暇を含む。）を
承認され、又は労働基準法（昭和
22年法律第49号）第67条の規定に
より同日における保育時間を請求
した場合は、１日２回それぞれ30
分から当該承認又は請求に係る各
回ごとの期間を差し引いた期間を
超えない期間）

一の年度において５日（その養育
する小学校就学の始期に達するま
での子が２人以上の場合にあって
は、10日）の範囲内の期間

小学校就学の始期に達
するまでの子（配偶者
の子を含む。以下この
号において同じ。）を養
育するパートタイム会
計年度任用職員が、そ
の子の看護（負傷し、
若しくは疾病にかかっ
たその子の世話又は疾
病の予防を図るために
必要なものとして管理
者が定めるその子の世
話を行うことをいう。）
のため勤務しないこと
が相当であると認めら
れる場合

�　子の看護
　（小学校就
　　学前）

一の年度において５日（要介護者
が２人以上の場合にあっては、10
日）の範囲内の期間

要介護者の介護その他
の管理者が定める世話
を行う職員が、当該世
話を行うため勤務しな
いことが相当であると
認められる場合

�　短期介護

連続する２日以内で必要と認めら
れる期間

生理のため勤務が著し
く困難である場合

�　生理日の
　就業困難

必要と認められる期間女子のパートタイム会
計年度任用職員が母子
保健法（昭和40年法律

�　妊産疾病
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新潟県市町村総合事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

期　　　間事　　由種　類

第141号の規定による
保健指導又は健康診査
に基づく指導事項を守
るため勤務しないこと
がやむを得ないと認め
られる場合

必要と認められる期間パートタイム会計年度
任用職員が公務上の負
傷又は疾病のため療養
する必要があり、その
勤務しないことがやむ
を得ないと認められる
場合

�　公務上の
　傷病

一の年度において管理者の定める
期間

負傷又は疾病のため療
養する必要があり、そ
の勤務しないことがや
むを得ないと認められ
る場合

�　私 傷 病

必要と認められる期間パートタイム会計年度
任用職員が骨髄移植の
ための骨髄若しくは末
梢血幹細胞移植のため
の末梢血幹細胞の提供
希望者としてその登録
を実施する者に対して
登録の申出を行い、又
は配偶者、父母、子及
び兄弟姉妹以外の者
に、骨髄移植のため骨
髄若しくは末梢血幹細
胞移植のため末梢血幹
細胞を提供する場合
で、当該申出又は提供
に伴い必要な検査、入
院等のため勤務しない
ことがやむを得ないと
認められるとき

�　骨髄等ド
　ナー
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新潟県市町村総合事務組合職員の
育児休業等に関する条例　　　　

　最終改正　平成３０年２月１６日条例第３号

　（目的）

第１条　この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律

第１１０号。以下「育児休業法」という。）第２条第１項、第３条第２項、第

５条第２項、第７条、第８条、第１０条第１項及び第２項、第１４条及び第１５

条（これらの規定を同法第１７条において準用する場合を含む。）、第１７条、

第１８条第３項並びに第１９条第１項及び第２項の規定に基づき、並びに同法

を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

　（育児休業をすることができない職員）

第２条　育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員と

する。

茨　育児休業法第６条第１項の規定により任期を定めて採用された職員

芋　新潟県市町村総合事務組合職員の定年等に関する条例（平成１６年条例

第４１号）第４条第１項又は第２項の規定により引き続いて勤務している

職員

鰯　次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員

ア　次のいずれにも該当する非常勤職員

契　任命権者を同じくする職（以下「特定職」という。）に引き続き在

職した期間が１年以上である非常勤職員

形　その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する子をいう。

以下同じ。）が１歳６か月に達する日（以下「1歳６か月到達日とい

う。）（第２条の４の規定に該当する場合にあっては、２歳に達する

日）までに、その任期（任期が更新される場合にあっては、更新後

のもの）が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが

明らかでない非常勤職員

径　勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員

―　２９３　―

平成１６年３月２９日
条 例 第 ４３ 号
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イ　第２条の３第３号に掲げる場合に該当する非常勤職員（その養育す

る子が、１歳に達する日（以下、この号及び同条において「１歳到達

日」という。）（当該子について当該非常勤職員がする育児休業の期間

の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当

該末日とされた日）において育児休業をしている非常勤職員に限る。）

ウ　その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている

非常勤職員であって、当該育児休業に係る子について、当該任期が更

新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに

伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休

業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

　（育児休業法第２条第１項の条例で定める者）

第２条の２　育児休業法第２条第１項の条例で定める者は、児童福祉法（昭

和２２年法律第１６４号）第６条の４第１号に規定する養育里親である職員（児

童の親その他の同法第２７条第４項に規定する者の意に反するため、同項の

規定により、同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親として当該児

童を委託することができない職員に限る。）に同法第２７条第１項第３号の規

定により委託されている当該児童とする。

　（育児休業法第２条第１項の条例で定める日）

第２条の３　育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、次の各号に掲げ

る場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

茨　次号及び第３号に掲げる場合以外の場合　非常勤職員の養育する子の

１歳到達日

芋　非常勤職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含む。以下同じ。）が当該非常勤職員の養育する子の１歳到達

日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その

他の法律の規定による育児休業（以下この条及び次条において「地方等

育児休業」という。）をしている場合において当該非常勤職員が当該子に

ついて育児休業をしようとする場合（当該育児休業の期間の初日とされ

た日が当該子の１歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業

の期間の初日前である場合を除く。）　当該子が１歳２か月に達する日

―　２９４　―

新潟県市町村総合事務組合職員の育児休業等に関する条例
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（当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業

等可能日数（当該子の出生の日から当該子の１歳到達日までの日数をい

う。）から育児休業等取得日数（当該子の出生の日以後当該非常勤職員が

労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第６５条第１項又は第２項の規定によ

り勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した

日数をいう。）を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、

当該経過する日）

鰯　１歳から１歳６か月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が

当該子の１歳到達日（当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合

に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場

合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の

末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末

日とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児

休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））の翌

日（当該子の１歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当し

てその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非

常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定

職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当

該引き続き採用される日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をし

ようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき　

当該子の１歳６か月到達日

ア　当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常

勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日

後である場合にあっては、当該末日とされた日）において育児休業を

している場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳到達日（当

該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１

歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）において地

方等育児休業をしている場合

イ　当該子の１歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的

な勤務のために特に必要と認められる場合として管理者が規則で定め

―　２９５　―
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る場合に該当する場合

　（育児休業法第２条第１項の条例で定める場合）

第２条の４　育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６か月か

ら２歳に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の１歳６か

月到達日の翌日（当該子の１歳６か月到達日後の期間においてこの条の規

定に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をし

ている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後

に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又

は当該引き続き採用される日）を育児休業の期間の初日とする育児休業を

しようとする場合であって、次の各号のいずれにも該当するときとする。

茨　当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日におい

て育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳

６か月到達日において地方等育児休業をしている場合

芋　当該子の１歳６か月到達日後の期間について育児休業をすることが継

続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合

に該当する場合

（育児休業法第２条第１項ただし書の人事院規則で定める期間を基準とし

て条例で定める期間）

第２条の５　育児休業法第２条第１項ただし書の人事院規則で定める期間を

基準として条例で定める期間は、５７日間とする。

　（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情）

第３条　育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、次

に掲げる事情とする。

茨　育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことに

より、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産

に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

ア　死亡した場合

イ　養子縁組等により職員と別居することとなった場合

芋　育児休業をしている職員が第５条に規定する事由に該当したことによ

り当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子

―　２９６　―

新潟県市町村総合事務組合職員の育児休業等に関する条例
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が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

ア　前号ア又はイに掲げる場合

イ　民法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の２第１項の規定による請求に

係る家事審判事件が終了した場合（特別養子縁組の成立の審判が確定

した場合を除く。）又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第２７条第

１項第３号の規定による措置が解除された場合

鰯　育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当

該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了し

たこと。

允　育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは

精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状

態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休

業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる

状態に回復したこと。

印　育児休業（この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子

について既にしたものを除く。）の終了後、３月以上の期間を経過したこ

と（当該育児休業をした職員が、当該育児休業の承認の請求の際育児休

業により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により

管理者に申し出た場合に限る。）。

咽　配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、

育児休業に係る子について児童福祉法第３９条第１項に規定する保育所、

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定子ども園又は児

童福祉法第２４条第２項に規定する家庭的保育事業等（以下「保育所等」

という。）における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面そ

の実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することがで

きなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児

休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

員　第２条の３第３号に掲げる場合に該当すること又は第２条の４の規定

に該当すること。

―　２９６―１　―
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因　その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非

常勤職員が、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又

は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任

期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日

とする育児休業をしようとすること。

　（育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情）

第４条　育児休業法第３条第２項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負

傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る

子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っている

が、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求

時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に

係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著し

い支障が生じることとなったこととする。

　（育児休業の承認の取消事由）

第５条　育児休業法第５条第２項の条例で定める事由は、育児休業をしてい

る職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しよ

うとするときとする。

　（育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新）

第６条　管理者は、育児休業法第６条第３項の規定により任期を更新する場

合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

　（育児休業をしている職員の期末手当等の支給）

第７条　新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例（平成１６年条例

第１３号。以下「給与条例」という。）第２３条第１項に規定するぞれぞれの基

準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前６箇月以内の期間にお

いて勤務した期間（規則で定めるこれに相当する期間を含む。）がある職員

には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

２　給与条例第２６条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしてい

る職員のうち、基準日以前６箇月以内の期間において勤務した期間がある

職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

 

―　２９６―２　―
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　（育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整）

第８条　育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職

員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を１００

分の１００以下の概算率により換算して得た期間を引続き勤務したものとみ

なして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を

行う日として規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じ

てその者の号給を調整することができる。

　（育児短時間勤務をすることができない職員）

第９条  育児休業法第１０条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員と

する。

茨　育児休業法第６条第１項の規定により任期を定めて採用された職員

芋　新潟県市町村総合事務組合職員の定年等に関する条例第４条第１項又

は第２項の規定により引き続いて勤務している職員

　（育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過しない場合に

育児短時間勤務をすることができる特別の事情）

第１０条　育児休業法第１０条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、次

に掲げる事情とする。

茨　育児短時間勤務（育児休業法第１０条第１項に規定する育児短時間勤務

をいう。以下同じ。）をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産し

たことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前

の休業又は出産に係る子が第３条第１号ア又はイに掲げる場合に該当す

ることとなったこと。

芋　育児短時間勤務をしている職員が、第１３条第１号に掲げる事由に該当

したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規

定する承認に係る子が第３条第２号ア又はイに掲げる場合に該当するこ

ととなったこと。

鰯　育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことに

より当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の

期間が終了したこと。

允　育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若

―　２９６―３　―
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しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育すること

ができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることによ

り当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養

育することができる状態に回復したこと。

印　育児短時間勤務の承認が、第１３条第２号に掲げる事由に該当したこと

により取り消されたこと。

咽　育児短時間勤務（この号の規定に該当したことにより当該育児短時間

勤務に係る子について既にしたものを除く。）の終了後、３月以上の期間

を経過したこと（当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤

務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画

について育児休業等計画書により管理者に申し出た場合に限る。）。

員　配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、

育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望

し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育

児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたこと

により当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなけれ

ばその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

　（育児休業法第１０条第１項第５号の条例で定める勤務の形態）

第１１条　育児休業法第１０条第１項第５号の条例で定める勤務の形態は、新潟

県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１６年条

例第１１号。以下「勤務時間条例」という。）第４条第１項の規定の適用を受

ける職員の次に掲げる勤務の形態（育児休業法第１０条第１項第１号から第

４号までに掲げる勤務の形態を除き、勤務日が引き続き規則で定める日数

を超えず、かつ、１回の勤務が規則で定める時間を超えないものに限る。）

とする。

茨　４週間ごとの期間につき８日以上を週休日とし、当該期間につき１週

間当たりの勤務時間が１９時間２５分、１９時間３５分、２３時間１５分又は２４時間

３５分となるように勤務すること。

芋　４週間を超えない期間につき１週間当たり１日以上の割合の日を週休

日とし、当該期間につき１週間当たりの勤務時間が１９時間２５分、１９時間

―　２９６―４　―

新潟県市町村総合事務組合職員の育児休業等に関する条例
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３５分、２３時間１５分又は２４時間３５分となるように勤務すること。

　（育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続）

第１２条　育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、規則で定める育児

短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はそ

の期間の末日の翌日の１月前までに行うものとする。

　（育児短時間勤務の承認の取消事由）

第１３条  育児休業法第１２条において準用する同法第５条第２項の条例で定め

る事由は、次に掲げる事由とする。

茨　育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子

以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

芋　育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と

異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

　（育児休業法第１７条の条例で定めるやむを得ない事情）

第１４条  育児休業法第１７条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる

事情とする。

茨　過員を生じること。

芋　当該育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員（育

児休業法第１８条第１項の規定により採用された同項に規定する短時間勤

務職員をいう。以下同じ。）を任期付短時間勤務職員として引き続き任

用しておくことができないこと。

　（育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知）

第１５条  管理者は、育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をさせる場合

又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨

を通知しなければならない。

　（育児短時間勤務職員についての給与条例の特例）

第１６条　育児短時間勤務職員についての給与条例の規定の適用については、

次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

―　２９６―５　―
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―　２９６―６　―

新潟県市町村総合事務組合職員の育児休業等に関する条例

決定するものとし、その者の給料月額は、そ
の者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条
例第２条第２項の規定により定められたその
者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時
間で除して得た数（以下「算出率」という。）
を乗じて得た額とする

決定する第５条第２項

決定するものとし、その者の給料月額は、そ
の者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗
じて得た額とする

決定する第５条第３項
及び第５項

に、算出率を乗じて得た額とするとする第５条第１０項

地方公務員の育児休業等に関する法律（平成
３年法律第１１０号）第１０条第１項に規定する育
児短時間勤務をしている職員（以下「育児短
時間勤務職員」という。）

再任用短時
間勤務職員

第１４条第２項
第２号

支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、
第１号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超え
てしたもののうち、その勤務の時間とその勤
務をした日における正規の勤務時間との合計
が７時間４５分に達するまでの間の勤務にあっ
ては、同条に規定する勤務１時間当たりの給
与額に１００分の１００（その勤務が午後１０時から
翌日の午前５時までの間である場合は、１００
分の１２５）を乗じて得た額とする

支給する第１６条第１項

新潟県市町村総合事務組合職員の育児休業等
に関する条例（平成１６年条例第４３号。以下
「育児休業条例」という。）第１６条

第２項第１６条第４項

要しない。ただし、当該時間が育児休業条例
第１６条の規定により読み替えられた第１項た
だし書に規定する７時間４５分に達するまでの
間の勤務に係る時間である場合にあっては、

要しない第１６条第５項
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　（育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をし、又はした職員について

の準用）

第１７条　前条の規定は、育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をしてい

る職員について準用する。

　（任期付短時間勤務職員の任用に係る任期の更新）

第１８条　第６条の規定は、任期付短時間勤務職員の任期の更新について準用

する。

　（任期付短時間勤務職員についての給与条例の特例）

第１９条　任期付短時間勤務職員についての給与条例の適用については、次の

表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。

 

―　２９６―７　―

第１９条に規定する勤務１時間当たりの給与額
に１００分の１５０（その時間が午後１０時から翌日
の午前５時までの間である場合は、１００分の
１７５）から１００分の１００（その時間が午後１０時
から翌日の午前５時までの間である場合は、
１００分の１２５）を減じた割合を乗じて得た額と
する

給料の月額を算出率で除して得た額給料第２３条第４項

給料の月額を算出率で除して得た額給料の月額第２３条第５項
及び第２６条第
３項

育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して規
則

規則第２３条第６項
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決定するものとし、その者の給料月額は、そ
の者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条
例第２条第４項の規定により定められたその
者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時
間で除して得た数（以下「算出率」という。）
を乗じて得た額とする

決定する第５条第２項

決定するものとし、その者の給料月額は、そ
の者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗
じて得た額とする

決定する第５条第３項
及び第５項

地方公務員の育児休業等に関する法律（平成
３年法律第１１０号）第１８条第１項の規定により
採用された同項に規定する短時間勤務職員
（以下「任期付短時間勤務職員」という。）

再任用短時
間勤務職員

第１４条第２項
第２号

支給する。ただし、任期付短時間勤務職員
が、第１号に掲げる勤務で正規の勤務時間を
超えてしたもののうち、その勤務の時間とそ
の勤務をした日における正規の勤務時間との
合計が７時間４５分に達するまでの間の勤務に
あっては、同条に規定する勤務１時間当たり
の給与額に１００分の１００（その勤務が午後１０時
から翌日の午前５時までの間である場合は、
１００分の１２５）を乗じて得た額とする

支給する第１６条第１項

育児休業条例第１９条第２項第１６条第４項

要しない。ただし、当該時間が育児休業条例
第１９条の規定により読み替えられた第１項た
だし書に規定する７時間４５分に達するまでの
間の勤務に係る時間である場合にあっては、
第１９条に規定する勤務１時間当たりの給与額
に１００分の１５０（その時間が午後１０時から翌日
の午前５時までの間である場合は、１００分の
１７５）から１００分の１００（その時間が午後１０時

要しない第１６条第５項
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　（部分休業をすることができない職員）

第２０条　育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員と

する。

茨　育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をしている職員

芋　次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員（地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を

占める職員（以下「再任用短時間勤務職員等」という。）を除く。）

ア　特定職に引き続き在職した期間が１年以上である非常勤職員

イ　勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非

常勤職員

　（部分休業の承認）

第２１条　部分休業（育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業をいう。以

下同じ。）の承認は、勤務時間条例第８条第１項に規定する正規の勤務時間

（非常勤職員（再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同

じ。）にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間）の始め又

は終わりにおいて、３０分を単位として行うものとする。

２　新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成

１６年規則第８号）第１６条第１項第８号の規定による特別休暇又は勤務時間

条例第１６条の２第１項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職

員に対する部分休業の承認については、１日につき２時間から当該特別休

暇又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えな

―　２９６―９　―

から翌日の午前５時までの間である場合は、
１００分の１２５）を減じた割合を乗じて得た額と
する

任期付短時間勤務職員再任用職員第２７条

任期付短時間勤務職員再任用短時
間勤務職員

第３２条
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い範囲内で行うものとする。

３　非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日につき、当該非常

勤職員について１日につき定められた勤務時間から５時間４５分を減じた時

間を超えない範囲内で（当該非常勤職員が労働基準法第６７条の規定による

育児時間又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉

に関する法律（平成３年法律第７６号）第６１条第３２項において読み替えて準

用する同条第２９項の規定による介護をするための時間（以下「介護をする

ための時間」という。）の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時

間を超えない範囲内で、かつ、２時間から当該育児時間又は当該介護をす

るための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲

内で）行うものとする。

　（部分休業をしている職員の給与の取扱い）

第２２条　職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第１５

条の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、同条例第１９条に規

定する勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

　（部分休業の承認の取消事由）

第２３条　第１３条の規定は、部分休業について準用する。

　（委任）

第２４条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

 附　則（平成１８年３月１日条例第５号）

　この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２０年８月１日条例第７号）

　（施行期日）

第１条　この条例は、公布の日から施行する。

　（育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措

置）

第２条  この条例による改正後の新潟県市町村総合事務組合職員の育児休業

等に関する条例第８条の規定は、育児休業をした職員が地方公務員の育児

―　２９６―１０　―
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休業等に関する法律の一部を改正する法律（平成１９年法律第４４号）の施行

の日（平成１９年８月１日）以後に職務に復帰した場合における号給の調整

について適用する。

　　　附　則（平成２１年８月３日条例第７号）

　（施行期日）

第１条　この条例は、平成２１年１０月１日から施行する。

　（改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律第１７条の規定による短時

間勤務をしている職員等に関する経過措置）

第２条  一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成２０

年法律第９４号。以下「改正法」という。）の施行の際現に改正法第４条の規

定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律第１７条の規定によ

る短時間勤務をしている職員及び改正法の施行の日において改正後の地方

公務員の育児休業等に関する法律（以下「新地方公務員育児休業法」とい

う。）第１７条の規定による短時間勤務をすることとなった職員の同日以後に

おける勤務の日及び時間帯は、新地方公務員育児休業法第１０条第１項各号

に適合するように管理者が定めるものとする。

　（改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律第１０条第１項の規定によ

る短時間勤務をしている職員に関する経過措置）

第３条　この条例の施行の際現に改正法第４条の規定による改正前の地方公

務員の育児休業等に関する法律第１０条第１項に規定する育児短時間勤務を

している職員に係る当該育児短時間勤務の承認は、施行日の前日を限り、

その効力を失うものとし、施行日に、施行日から当該育児短時間勤務の期

間の末日までの間において管理者が定める内容の新地方公務員育児休業法

第１０条第１項に規定する育児短時間勤務をすることの承認があったものと

みなす。

　　　附　則（平成２２年４月１日条例第６号）

　この条例は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２２年７月２１日条例第９号）

　（施行期日）

第１条　この条例は、公布の日から施行する。

―　２９６―１１　―
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　（経過措置）

第２条　この条例の施行の日前に改正前の新潟県市町村総合事務組合職員の

育児休業等に関する条例第３条第４号又は第１０条第５号の規定により職員

が申し出た計画は、同日以後は、それぞれ改正後の新潟県市町村総合事務

組合職員の育児休業等に関する条例第３条第４号又は第１０条第５号の規定

により職員が申し出た計画とみなす。

 附　則（平成２３年４月１日条例第１号）

　この条例は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２９年２月１６日条例第５号）

　この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県市町村総合事務組合職

員の育児休業等に関する条例の規定は、平成２９年１月１日から適用する。た

だし、第２条の規定は、同年４月１日から施行する。

 附　則（平成２９年８月１日条例第７号）

　この条例は、公布の日から施行する。

 附　則（平成３０年２月１６日条例第３号）

　この条例は、公布の日から施行する。

―　２９６―１２　―
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育児休業等に関する規則　　　　

　最終改正　平成３０年２月１６日規則第２号

　（趣旨）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合職員の育児休業等に関する

条例（平成１６年条例第４３号。以下「育児休業条例」という。）第２条、第２

条の３、第３条、第７条第１項、第８条、第１０条、第１１条、第１２条及び第

２４条の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものと

する。

　（育児休業条例第２条第３号ア径の規則で定める非常勤職員）

第１条の２　育児休業条例第２条第３号ア径の規則で定める非常勤職員は、

１週間の勤務日が３日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間に

よって勤務日が定められている非常勤職員で１年間の勤務日が１２１日以上

である非常勤職員とする。

　（育児休業条例第２条の３第３号イの規則で定める場合に該当する場合）

第１条の３　育児休業条例第２条の３第３号イの規則で定める場合は、次に

掲げる場合とし、同号イに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児

休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うも

のとする。

茨　育児休業条例第２条の３第３号イに規定する当該子について、児童福

祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１項に規定する保育所若しくは就

学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こども園における保

育又は児童福祉法第２４条第２項に規定する家庭的保育事業等による保育

の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の１歳到達日後の期間

について、当面その実施が行われない場合

芋　常態として育児休業条例第２条の３第３号イに規定する当該子を養育

している当該子の親（当該子について民法（明治２９年法律第８９号）第８１７

―　２９７　―

平成１６年３月２９日
規 則 第 ３８ 号
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条の２第１項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請

求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に

限る。）であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第２７条第１項

第３号の規定により当該子を委託されている同法第６条の４第２号に規

定する養子縁組里親である者若しくは同条第１号に規定する養育里親で

ある者（児童の親その他の同法第２７条第４項に規定する者の意に反する

ため、同項の規定により、同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里

親として委託することができない者に限る。）を含む。以下この号におい

て同じ。）である配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含む。以下同じ。）であって当該子の１歳到達日後の期間につい

て常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当

した場合

ア　死亡した場合

イ　負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育す

ることが困難な状態になった場合

ウ　常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子

と同居しないこととなった場合

エ　６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）以内に出産する予定

である場合又は産後８週間を経過しない場合

　（育児休業条例第２条の４第２号の規則で定める場合に該当する場合）

第１条の４　前条の規定は、育児休業条例第２条の４第２号の規則で定める

場合について準用する。この場合において、前条中「１歳到達日」とある

のは、「１歳６か月到達日」と読み替えるものとする。

　（育児休業の承認の請求手続）

第２条　育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休

業条例第３条第８号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場

合を除き、育児休業を始めようとする日の１月（育児休業条例第２条の３

第３号に掲げる場合又は同条例第２条の４の規定に該当する場合にあって

は、２週間）前までに行うものとする。

２　管理者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要が

―　２９８　―
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あると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求

めることができる。ただし、非常勤職員が育児休業条例第３条第８号に掲

げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

第３条　削除

　（育児休業の期間の延長の請求手続）

第４条　第２条第１項及び第２項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請

求について準用する。

　（育児休業に係る子が死亡した場合等の届出）

第５条　育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その

旨を管理者に届け出なければならない。

茨　育児休業に係る子が死亡した場合

芋　育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

鰯　育児休業に係る子を養育しなくなった場合

２　前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

３　第２条第２項本文の規定は、第１項の届出について準用する。

　（育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期

間）

第６条　育児休業条例第７条第１項の規則で定める期間は、休暇の期間その

他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以

外の期間とする。

茨　地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第２条

の規定により育児休業をしていた期間

芋　新潟県市町村総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

（平成１６年規則第１５号）第２条第３号又は第４号に掲げる職員として在職

した期間

鰯　休職にされていた期間（新潟県市町村総合事務組合職員の期末手当及

び勤勉手当に関する規則第７条第２項第３号の管理者が定める公共的機

関の業務に従事することとなる休職の期間のうち、管理者の定める期間

を除く。）

 

―　２９８―１　―
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　（育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整日）

第７条　育児休業条例第８条の規則で定める日は、新潟県市町村総合事務組

合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（平成１６年規則第１０

号）第２５条に規定する昇給日とする。

第８条　削除

　（育児休業条例第１１条の規則で定める日数及び時間）

第９条　育児休業条例第１１条の規則で定める日数は、１２日とし、同条の規則

で定める時間は１６時間とする。

　（育児短時間勤務の承認の請求手続）

第１０条　育児休業条例第１２条の規則で定める育児短時間勤務承認請求書は、

別記様式によるものとする。

２　第２条第２項本文の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用

する。

　（育児短時間勤務の期間の延長の請求手続）

第１１条　前条の規定は、育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用す

る。

　（育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出）

第１２条　第５条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

　（育児休業条例第２０条第２号イの規則で定める非常勤職員）

第１２条の２　育児休業条例第２０条第２号イの規則で定める非常勤職員は、１

週間の勤務日が３日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によっ

て勤務日が定められている非常勤職員で１年間の勤務日が１２１日以上であ

る非常勤職員であって、１日につき定められた勤務時間が６時間１５分以上

である勤務日があるものとする。

　（部分休業の承認の請求手続）

第１３条　部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により、必要な期間

についてあらかじめ包括的に行うものとする。

２　第２条第２項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

　（部分休業に係る届出）

第１４条　第５条の規定は、部分休業について準用する。

―　２９８―２　―
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　（雑則）

第１５条　この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

 附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成１８年３月３１日規則第２１号）

　この規則は、平成18年４月１日から施行する。

 附　則（平成２０年８月１日規則第１３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２１年８月３日規則第５号）

　この規則は、平成２１年１０月１日から施行する。

 附　則（平成２２年７月２１日規則第１３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２３年４月１日規則第８号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２９年２月１６日規則第７号）

　この規則は、公布の日から施行し、改正後の新潟県市町村総合事務組合職

員の育児休業等に関する規則の規定は、平成２９年１月１日から適用する。

　　　附　則（平成２９年８月１日規則第２１号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成３０年２月１６日規則第２号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 

―　２９８―３　―
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　別記様式（第１０条関係）

―　２９８―４　―
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番　　　　　号
年　　月　　日

　管理者　　          　　様
所属課長　　　　　　　　　　礁

育 児 短 時 間 勤 務 承 認 請 求 書
　下記のとおり育児短時間勤務の承認（期間の延長）の請求がありましたので、承
認（期間の延長）されるよう副申します。

（代替職員の要否その他参考事項）所属課長所見

記

　地方公務員の育児休業等に関する法律第１０条第２項（第１１条第１項）の規定により
育児短時間勤務の承認（期間の延長）を請求します。　　　　　　　　年　　月　　日

魁　職 名 ･ 氏 名所 属 名

氏 名

請求に係る子 続 柄 等

年　　月　　日生生年月日

□　育児短時間勤務の承認　　　　□　育児短時間勤務の期間の延長

請求の内容 □　再度の育児短時間勤務の承認（再度の育児短時間勤務が必要な事情を記入）

年　　月　　日から　　年　　月　　日まで請 求 期 間

　週　　時間　　分勤務

（育児休業法第１０条第１項
　□第１号　□第２号　□第３号　

の勤務の形態）
　　　　　　　　　　　　　□第４号　□第５号

勤務の形態

月（　　：　 　～　　：　 　）　　火（　　：　 　～　　：　 　）
水（　　：　 　～　　：　 　）　　木（　　：　 　～　　：　 　）
金（　　：　 　～　　：　 　）　　　　　　　　　　　　　　　

勤務の日
及 び
時 間 帯

年　　月　　日から　　年　　月　　日まで既に育児短
時間勤務を
し た 期 間 年　　月　　日から　　年　　月　　日まで

備    考

注１　この請求書（育児短時間勤務の期間の延長に係るものを除く。）には、請求に係る子の氏名、
請求者との続柄等及び生年月日を証明する書類（医師又は助産師が発行する出生（産）証明
書、母子健康手帳の出生届出済証明書、官公署が発行する出生届受理証明書又は養子縁組届
受理証明書、事件が係属している家庭裁判所等が発行する事件係属証明書、児童相談所長が
発行する委託措置決定通知書又は証明書等）を添付すること（写しでも可）。

　２　子の出生前に請求する場合は、「請求期間」欄は出産予定日以後の期間とし、「請求に係る
子」欄の記入及び証明書類の添付は、出生後、速やかに行うこと。

　３　「勤務の日及び時間帯」欄に掲げられていない日に勤務を希望する場合等当該欄により難
い場合には、「備考」欄に必要な事項を記入すること。

　４　「備考」欄には、（ア）請求に係る子以外に小学校就学前の子を養育する場合、その氏名、
請求者との続柄等及び生年月日、（イ）請求に係る子が養子の場合においては、養子縁組の効
力が生じた日、（ウ）請求に係る子以外の子について現に育児短時間勤務の承認を受けている
場合においては、その旨並びに当該承認に係る子の氏名及び当該承認の請求に係る期間等に
ついて記入すること。
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新潟県市町村総合事務組合職員服務規程

　最終改正　平成２９年８月２日訓令第７号

　新潟県市町村総合事務組合職員服務規程を次のように定め、平成１６年３月

１日から実施する。

　　　第１章　総則

　（趣旨）

第１条　この規程は、別に定めるものがあるものを除き、新潟県市町村総合

事務組合管理者の事務局及び事務所に属する一般職の職員（以下「職員」

という。）の服務について必要な事項を定めるものとする。

　（服務の基準）

第２条　職員は、この規程の定めるところにより誠実に勤務しなければなら

ない。

第３条　職員は、勤務の公共性を認識し、全体の奉仕者として公共の利益の

ため、民主的かつ能率的に職務の遂行に専念しなければならない。

第４条　職員は、常に品位を保持し、職務を行う場合の対応については、親

切かつ丁寧でなければならない。

　　　第２章　勤務時間及び休憩時間

　（勤務時間等）

第５条　職員の勤務時間及び休憩時間の割振りは、別に定めるものを除くほ

か、次のとおりとする。

勤務時間　午前８時３０分から午後０時まで及び午後１時から午後５時１５分

まで

休憩時間　午後０時から午後１時まで

　（週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更）

第６条　新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

―　２９９　―

平成１６年３月１日
訓 令 第 ４ 号

事　務　局　

事　務　所　
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（平成１６年条例第１１号。以下「勤務時間条例」という。）第５条の規定によ

る週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は、新潟県市町村総合事務

組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成１６年規則第８号。以下「勤

務時間規則」という。）の定めるところにより指定権者（管理者又はその委

任を受けた者をいう。以下同じ。）が行う。

２　前項の週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更を行った場合は、速

やかに週休日の振替簿（別記様式第１号）により職員に通知しなければな

らない。

　（時間外勤務代休時間の指定）

第６条の２　勤務時間条例第８条の２第１項の規定による時間外勤務代休時

間の指定は、勤務時間規則第６条の３の定めるところにより指定権者が行

う。

２　前項の時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休時間指定簿（別記

様式第１号の２）により行うものとする。

（育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務

の制限の請求）

第７条　職員は、勤務時間条例第８条の３第１項及び第２項に規定する早出

遅出勤務並びに同条例第９条第１項から第４項までに規定する深夜勤務及

び時間外勤務の制限を請求するときは、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時

間外勤務制限請求書（別記様式第２号）を提出して、承認権者（規則又は

訓令により決裁権限を有する者をいう。以下同じ。）に請求するものとする。

２　勤務時間規則第８条第６項、同規則第８条の２第７項又は同規則第９条

第９項に規定する届出は、育児又は介護の状況変更届（別記様式第３号）

により行うものとする。

　（休日の代休日の指定）

第８条　勤務時間条例第１１条の規定による代休日の指定は、勤務時間規則の

定めるところにより指定権者が行う。

２　前項の代休日の指定は、代休日指定簿（別記様式第４号）により行うも

のとし、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うものとす

る。

―　３００　―

新潟県市町村総合事務組合職員服務規程
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新潟県市町村総合事務組合職員服務規程

 第３章　服務

　（宣誓書の提出）

第９条　新たに職員となった者は、事務局長立会いのもとにおいて、新潟県

市町村総合事務組合職員の服務の宣誓に関する条例（平成１６年条例第７号）

第２条に規定する宣誓書に署名、押印し、当該宣誓書を管理者に提出しな

ければならない。

　（身分証明書）

第１０条　職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、常に

身分証明書（別記様式第５号）を携帯しなければならない。

２　身分証明書は、その者が職員に採用になったとき、又は新たに配置換え

されてきたときに事務局次長が交付し、他へ配置換え、離職等のときは職

員が事務局次長に返還するものとする。

３　職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、事務局次長に届

け出て身分証明書の訂正又は再交付を受けなければならない。

４　職員は、身分証明書を他人に譲与し、又は貸与してはならない。

　（年次有給休暇）

第１１条　職員は、勤務時間規則第２２条の規定により年次有給休暇を請求する

ときは、その前日の正午までに、休暇簿（別記様式第６号）に日時を記載

して、承認権者に請求するものとする。

　（特別休暇等）

第１２条　職員は、勤務時間規則第２３条に規定する療養休暇、特別休暇又は第

２５条に規定する組合休暇（以下これらを「休暇」という。）を請求すると

きは、次項及び第３項に定める場合を除き、その前日の正午までに、休暇

簿にその理由及び日時を記載して、承認権者の承認又は許可を得るものと

する。

２　職員は、勤務時間規則第１６条第１項第１０号に規定する特別休暇を請求す

るときは、その前日の正午までに、休暇簿にその理由及び日時を記載し、

ボランティア活動計画書（別記様式第７号）を提出して、承認権者の承認

を得なければならない。

３　職員は、結核性疾病の療養のための休暇（１日を単位とするものに限る。

―　３０１　―
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以下「結核性疾病休暇」という。）を得ようとするとき又は結核性疾病休暇

を得た者がその期間を延長しようとするときは、あらかじめ所属課長を経

由して結核性疾病休暇（休暇延長）願（別記様式第８号）を提出し、承認

権者の承認を得なければならない。結核性疾病休暇を得た者が出勤しよう

とするときは、あらかじめ所属課長を経由して出勤願（別記様式第９号）

を承認権者に提出しなければならない。

４　職員は、療養休暇を引き続き７日以上得ようとするときは、医師の診断

書を提出して、承認権者の承認を得なければならない。

　（介護休暇及び介護時間）

第１３条　職員は、勤務時間規則第２４条に規定する介護休暇又は介護時間を請

求するときは、あらかじめ休暇簿に要介護者に関する事項及び日時を記載

し、必要な証明書を添付して、承認権者に請求するものとする。

　（育児休業等）

第１４条　新潟県市町村総合事務組合職員の育児休業等に関する条例（平成１６

年条例第４３号）第３条第５号に規定する育児休業等計画書は、別記様式第

１０号によるものとし、所属課長を経由して管理者に提出しなければならな

い。

２　新潟県市町村総合事務組合職員の育児休業等に関する規則（平成１６年規

則第３８号。以下「育児休業規則」という。）第２条第１項（育児休業規則第

４条において準用する場合を含む。）に規定する育児休業承認請求書は、別

記様式第１１号によるものとし、所属課長を経由して管理者に提出しなけれ

ばならない。

３　育児休業規則第１３条第１項に規定する部分休業承認請求書は、別記様式

第１２号によるものとし、所属課長に提出しなければならない。

４　育児休業規則第５条第２項に規定する養育状況変更届は、別記様式第１３

号によるものとし、育児休業の承認を受けている職員及び育児短時間勤務

の承認を受けている職員にあっては所属課長を経由して管理者に、部分休

業の承認を受けている職員にあっては所属課長に提出しなければならな

い。

 

―　３０２　―

新潟県市町村総合事務組合職員服務規程
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新潟県市町村総合事務組合職員服務規程

　（職務専念義務の免除の手続）

第１５条　職員は、新潟県市町村総合事務組合職員の職務に専念する義務の特

例に関する条例（平成16年条例第８号）第２条に規定する職務に専念する

義務の免除を得ようとするときは、あらかじめ所属課長を経由して職務専

念義務免除承認願（別記様式第１４号）を提出し、承認権者の承認を得なけ

ればならない。

　（休暇等期間中の措置）

第１６条　職員は、特別休暇又は職務専念義務の免除期間中に居住地を離れよ

うとするときは、事前にその理由、行先、所要日数等について、上司に届

け出なければならない。

　（専従休職）

第１７条　職員は、職員団体の役員として専ら従事するため、地方公務員法（昭

和２５年法律第２６１号）第５５条の２第１項ただし書に規定する許可を得ようと

するとき又は同項ただし書に規定する許可を受けた者が許可期間を延長し

ようとするときは、専従休職（延長）許可願（別記様式第１６号）を提出し、

管理者の許可を受けなければならない。

２　専従休職の許可を得て職員団体の役員として専ら従事している職員が、

職務に復帰しようとするときは、復職許可願（別記様式第１７号）を提出し、

管理者の許可を受けなければならない。

　（営利企業等の従事）

第１８条　職員は、地方公務員法第３８条に規定する営利企業等に従事しようと

するときは、あらかじめ所属課長を経由して営利企業従事許可願（別記様

式第１８号）を提出し、管理者の許可を受けなければならない。

　（勤務時間中の外出等）

第１９条　職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、用務及び所要時間

を申し出て、上司の承認を得なければならない。

２　職員は、勤務時間中に離席しようとするときは、自己の所在を明らかに

しておかなければならない。

　（証人、鑑定人等）

第２０条　職員は、職務に関し、証人、鑑定人等となり裁判所その他に出頭す

―　３０３　―
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るときは、その理由、日時等を記載した文書により上司の承認を得なけれ

ばならない。

　（履歴書）

第２１条　新たに職員となった者は、任命された日から５日以内に履歴書（別

記様式第１９号）を総務退職課長を経由して事務局長に提出しなければなら

ない。保証書（別記様式第２０号）についても同様に提出するものとする。

２　職員は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を総務退職課

長を経由して事務局長に届け出なければならない。

茨　氏名を変更したとき

芋　住所の異動

鰯　学歴の取得

允　免許又は資格の取得

　（公文書の取扱）

第２２条　職員は、命令による場合及び上司の許可を得た場合でなければ公文

書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与え

てはならない。公文書を外部に持ち出すときもまた同様とする。

　（旅行）

第２３条　職員は、公務のため旅行を命ぜられたときは、旅行命令簿に確認印

を押さなければならない。

２　旅行を命ぜられた職員が、病気その他の理由により旅行ができなくなっ

たとき又は旅行中職務上その他の理由により日程の変更を要することと

なったときは、電話、電報等の方法により上司の指示を受けなければなら

ない。ただし、天災その他やむを得ない理由により上司の指示を受けるこ

とができない場合は、この限りでない。

３　旅行から帰庁したときは、その翌日から３日以内に復命書（別記様式第

２１号）を提出しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭

をもって復命することができる。

　（時間外勤務等）

第２４条　職員は、第５条に規定する勤務時間以外の時間、時間外勤務代休時

間及び新潟県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例（平成１６年条例

―　３０４　―

新潟県市町村総合事務組合職員服務規程
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新潟県市町村総合事務組合職員服務規程

第１３号）第１５条に規定する休日等（以下「時間外」という。）に勤務を命ぜ

られたときは、時間外勤務命令簿（別記様式第２２号）に確認印を押さなけ

ればならない。

　（時間外の登退庁）

第２５条　職員は、時間外に登庁し、又は退庁しようとするときは、火気及び

盗難に特に注意しなければならない。

　（退庁時における文書等の整理）

第２６条　職員は、退庁しようとするときは、自己の取扱いに係る物品、文書

等を整理しておかなければならない。特に現金、有価証券その他の重要物

品は、保管責任者において、事務局長の指示の下に万全の措置を講じなけ

ればならない。

　（事務引継ぎ）

第２７条　職員が休暇を得又は旅行等する場合において、その担当している事

務について未決に属するものがあるときは、事前に上司に報告しなければ

ならない。

２　配置換え、休職又は離職の場合においては、その担当している事務につ

いて事務引継書（別記様式第２３号）を作成し、３日以内に上司の指名する

者に引き継がなければならない。

 第４章　警備

　（火気取締責任者）

第２８条　財産等管理事務取扱者は、あらかじめ火気取締責任者を定めておか

なければならない。

２　火気取締責任者は、盗難防止のほか、特に火気取締りを厳にし、退庁の

ときは異常のないことを確認しなければならない。

３　火気取締責任者が退庁のときなお在庁する職員がある場合には、前項の

事務をその者に引き継ぐものとし、引き継ぎを受けた者は、火気取締責任

者に代わってその責に当たるものとする。

　（非常持出）

第２９条　事務局長は、火災その他の非常災害に備えるため、主要文書の持出

―　３０５　―
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順位を定め、特に重要文書については、「非常持出」の表示を朱書して持出

しその他必要な措置についてあらかじめ定めておくものとする。

　（非常災害の措置）

第３０条　職員は、庁舎又はその付近に火災その他の非常災害が発生した場合

には、直ちに登庁して上司の指揮を受け、応急の措置にあたらなければな

らない。

 第５章　補則

　（事務所の職員の服務）

第３１条　事務所の職員の服務については、当該事務所の所在する市町村の職

員の例による。

　（臨時的任用職員等の服務）

第３２条　職員のうち、臨時的任用職員及び非常勤職員の服務については、別

に定めるところによる。

　（実施細目）

第３３条　この規程の実施に関し、必要な事項は、別に定める。

 附　則

１　この規程実施の際、現に従前の新潟県町村退職手当組合、新潟県町村人

事事務組合、新潟県消防団員等公償組合、新潟県交通災害共済組合及び新

潟県自治会館管理組合（以下「旧組合」という。）の職員服務規程に基づい

てなされた処分、承認、手続その他の行為はそれぞれこの規程の相当規定

によりなされたものとみなす。

２　この規程に定めるそれぞれの様式については、当分の間、なお従前の旧

組合の例によることができる。

 附　則（平成１７年９月１日訓令第５号）

１　この規程実施の際、現に休暇の承認を得、又は職務に専念する義務の免

除の承認を得ている者の承認は、第１２条又は第１５条の規定によりなされた

ものとみなす。

２　この規程に定めるそれぞれの様式については、当分の間、改正前の新

潟県市町村総合事務組合服務規程の規定に基づく様式を補正して使用す

―　３０６　―

新潟県市町村総合事務組合職員服務規程
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ることができる。

 

―　３０７　―
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―
　３０８

　―

新
潟

県
市

町
村

総
合

事
務

組
合

職
員

服
務

規
程

別記様式第１号（第６条関係）
週　休　日　の　振　替　簿　

所　属　名担　当　者所属課長事務局次長事務局長指定権者

時間外勤務命令
簿 へ の 転 記出 勤 簿 整 理通 知 年 月 日

　 年　 月　 日　 年　 月　 日　 年　 月　 日

確認
印

時 間 外 勤 務
手 当 の 支 給振 替 日 時 ・ 時 間勤 務 の 内 容勤務を命ずる日時・時間氏　　名

要　時間　分不要　月　日（　）　：　～　：　（　　　）　月　日（　）　：　～　：　（　時間）

要　時間　分不要　月　日（　）　：　～　：　（　　　）　月　日（　）　：　～　：　（　時間）

要　時間　分不要　月　日（　）　：　～　：　（　　　）　月　日（　）　：　～　：　（　時間）

要　時間　分不要　月　日（　）　：　～　：　（　　　）　月　日（　）　：　～　：　（　時間）

要　時間　分不要　月　日（　）　：　～　：　（　　　）　月　日（　）　：　～　：　（　時間）

要　時間　分不要　月　日（　）　：　～　：　（　　　）　月　日（　）　：　～　：　（　時間）

要　時間　分不要　月　日（　）　：　～　：　（　　　）　月　日（　）　：　～　：　（　時間）

要　時間　分不要　月　日（　）　：　～　：　（　　　）　月　日（　）　：　～　：　（　時間）

要　時間　分不要　月　日（　）　：　～　：　（　　　）　月　日（　）　：　～　：　（　時間）

要　時間　分不要　月　日（　）　：　～　：　（　　　）　月　日（　）　：　～　：　（　時間）

半日勤務時間の割振り変更を行った後の勤務を要すべき時間

□　始業の時刻から連続する半日勤務
　　時間の割振りをやめる場合
□　終業の時刻まで連続する半日勤務
　　時間の割振りをやめる場合
□　その他

勤務を命ずる日の休憩時間の割振り

□　服務規程の例による

□　その他７時間４５分勤務の場合

　休憩　１２：００～１３：００

　休憩　　：　～　：　

１３：００～１７：１５

　８：３０～１２：００

：　～　：
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別記様式第１号の２（第６条の２関係）

時間外勤務代休時間指定簿

 

―　３０９　―

　所　　属

　氏　　名

１　時間外勤務代休時間を指定する日、当該時間外勤務代休時間を指定する日の正規の
勤務時間、当該時間外勤務代休時間を指定する時間帯

　・　 時間外勤務代休時間を指定する日
　　　　　　年　　月　　日

　・　 当該時間外勤務代休時間を指定する日の正規の勤務時間
　　　　　：　 　～　　：　 　　　　：　 　～　　：　 　

　・　 当該時間外勤務代休時間を指定する時間
　　　　　：　 　～　　：　 　　　　：　 　～　　：　 　

　　□　４時間
　　□　７時間４５分 
　　□　　時間　　分
　　年次有給休暇※に連続
　　して指定する場合

　　※　年次有給休暇の時間
　　　　　　：　　～　　：　　（　　時間）

２　職員の意向「時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出ない
　こと」

規則第６条の３第２項指定に代えよう
とする時間外勤
務の時間数

第３号第２号第１号

時間時間時間

×１５/１００×５０/１００×２５/１００換算率

本人印

顎
兼
献
験

券
献
鹸
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別記様式第２号（第７条関係）

 

―　３１０　―

新潟県市町村総合事務組合職員服務規程

早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書

請求年月日　　年　　月　　日
承認権者　　　　　　　　様
　　　　　　□　養育　　　　　□　早 出 遅 出 勤 務
次のとおり　　　　　　のため　□　深 夜 勤 務 の 制 限　　　　　　　　　　　を請求します。
　　　　　　□　介護　　　　　□　時間外勤務の制限（勤務時間条例第９条
　　　　　　　　　　　　　　　　□　第２項　□　第３項）

請求者　所属　　　　　　　　　　　　　
職名・氏名　　　　　　　　　印

続柄等氏　　　　名１　請求に係る子
　　又は要介護者

　　　年　　　月　　　日生（□　出産予定日）　　　　　　生 年 月 日

年　　　月　　　日　
養子縁組の効
力が生じた日

　　　　　□　深夜において就業している
　　　　　□　負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により養
□有　　　　　　育が困難である　　　　　　　　　　　　　　　　　　□無
　　　　　□　産前６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）又
　　　　　　　は産後８週間以内である

２　職員の配偶者
で当該子の親
である者の有
無及び状況

３　要介護者の状
態及び具体的
な介護の内容

□　毎日
□　毎週　　　　曜日
□　その他（　　　　）

　　　年　　月　　日から
　　　年　　月　　日まで

早出遅出勤務４　請求に係る期
間

深夜勤務の制限

　　　年　　月　　日から
□　１年　　　□　　月（１２月に満たないものに限る。）

時間外勤務の制限

【理由】

　　　時　　分　始業

　　　時　　分　終業

５　請求に係る早
出遅出勤務の
始業及び終業
の時刻並びに
当該時刻とす
る理由

注
　１について
　　①　「続柄等」欄には、請求に係る子又は要介護者の請求者との続柄等（請求に係る子が地方公務

員の育児休業等に関する法律（平成３年１２月２４日法律第１１０号）第２条第１項に規定する特別養
子縁組の成立前の監護対象者等に該当する場合にあっては、その事実。）を記入する。

　　②　「生年月日」欄は、子を養育するための請求の場合のみ記入すること。なお、請求に係る子が
請求の際に出生していない場合には、「生年月日」欄に出産予定日を記入し、「出産予定日」の
□にレ印を記入すること。

　　③　「養子縁組の効力が生じた日」欄は、子を養育するための請求の場合のみ記入すること。
　２について
　　①　この欄は、子を養育するための深夜勤務の制限を請求する場合のみ記入すること。
　　②　「深夜において就業している」とは、深夜における就業日数が１月に３日を超えることをいう。
　３について
　　　この欄は、要介護者を介護するための請求の場合のみ記入すること。
　４について

　小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために早出遅出勤務又は深夜勤務の制限を請求
する場合には、当該請求に係る子が満６歳に達する日以後の最初の３月３１日以前の日を終了日と
して請求すること。

　５について
　この欄の始業及び終業の時刻は、あらかじめ定められた早出遅出勤務に係る始業及び終業の時
刻のうち、請求するものを記入すること。

兼
献
献
験

券
献
献
鹸

兼
献
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献
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献
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新潟県市町村総合事務組合職員服務規程

別記様式第３号（第７条関係）

育児又は介護の状況変更届

 

―　３１１　―

　年　　月　　日

管理者　　　　　　　　　様

所属　　　　　　　　　　　　　　

職名・氏名　　　　　　　　　印　

　次のとおり に係る の状況につい

て変更が生じたので届け出ます。

１　届出の事由

　茨　養育の状況の変更

　　□　子が死亡した

　　□　職員の子でなくなった

　　　（　□　離縁　　□　養子縁組の取消し　□　家事審判の終了

　　　　　□　児童福祉法（昭和２２年２月１２日法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規

定による措置の解除）

□　子と同居しなくなった

□　職員の配偶者で子の親であるものが深夜において常態として当該子を養育で

きる者に該当することとなった

□　上記以外の事由により請求できる職員に該当しなくなった

　（事由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　芋　介護の状況の変更

　　□　要介護者が死亡した

　　□　要介護者と職員との親族関係が消滅した

　　　（消滅の理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　□　同居しなくなった

２　届出の事由が発生した日

　　　　　　　　年　　　月　　　日

　□　早 出 遅 出 勤 務

　□　深 夜 勤 務 の 制 限

　□　時間外勤務の制限

兼
献
献
献
験

券
献
献
献
鹸

　□　子の養育

　□　要介護者の介護

兼
献
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献
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別記様式第４号（第８条関係）

代　　休　　日　　指　　定　　簿

所　属　名
担　当　者所属課長事務局次長事務局長指定権者

年　　月　　日通知年月日

年　　月　　日出勤簿整理

職員の意向（印）代休日及び当該代休日の正規の勤務時間勤務を命じた休日及び当該休日の全勤務時間氏　　　　名

　月　日（　）　：　～　：　（　時間　分）　月　日（　）　：　～　：　（　時間　分）

　月　日（　）　：　～　：　（　時間　分）　月　日（　）　：　～　：　（　時間　分）

　月　日（　）　：　～　：　（　時間　分）　月　日（　）　：　～　：　（　時間　分）

　月　日（　）　：　～　：　（　時間　分）　月　日（　）　：　～　：　（　時間　分）

　月　日（　）　：　～　：　（　時間　分）　月　日（　）　：　～　：　（　時間　分）

　月　日（　）　：　～　：　（　時間　分）　月　日（　）　：　～　：　（　時間　分）

　月　日（　）　：　～　：　（　時間　分）　月　日（　）　：　～　：　（　時間　分）

注　職員の意向（印）欄は、「代休日の指定を希望しない旨を申し出ないこと。」を職員が確認して押印すること。
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別記様式第５号（第１０条関係）

 

―　３１３　―

第　　　号

身　　分　　証　　明　　書

  氏　名

年　　月　　日生

 所　属

 職　名

 現住所

年　　月　　日交付

発行者　新潟県市町村総合事務組合管理者　礁

６０
ｍｍ

９０ｍｍ

写　
真　
添　
付
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（休暇簿）

繰越　　　日、現年　　　日内　訳　　日
本年使用可
能の年次有
給休暇日数

氏名職名

備　　考
残　日　数

理　　　由休暇の種類休暇期間及び日数・時間承認権
者　印 特別休暇年次有給休暇

　日　時間　分　日　時間　分　日　時間
　月　　　日　時　　分から
　月　　　日　時　　分まで

　日　時間　分　日　時間　分　日　時間
　月　　　日　時　　分から
　月　　　日　時　　分まで

　日　時間　分　日　時間　分　日　時間
　月　　　日　時　　分から
　月　　　日　時　　分まで

　日　時間　分　日　時間　分　日　時間
　月　　　日　時　　分から
　月　　　日　時　　分まで

　日　時間　分　日　時間　分　日　時間
　月　　　日　時　　分から
　月　　　日　時　　分まで

　日　時間　分　日　時間　分　日　時間
　月　　　日　時　　分から
　月　　　日　時　　分まで

　日　時間　分　日　時間　分　日　時間
　月　　　日　時　　分から
　月　　　日　時　　分まで

　日　時間　分　日　時間　分　日　時間
　月　　　日　時　　分から
　月　　　日　時　　分まで

　日　時間　分　日　時間　分　日　時間
　月　　　日　時　　分から
　月　　　日　時　　分まで

　日　時間　分　日　時間　分　日　時間
　月　　　日　時　　分から
　月　　　日　時　　分まで

日翌年繰越年次
有給休暇日数日

本年使用の年次
有 給 休 暇 日 数

注１　日を単位として休暇を得る場合は、月日及び日数のみを記載すること。
２　残日数については、７時間４５分を１日として計算し記載すること。
３　残日数のうち特別休暇については、勤務時間規則第１６条第１項第１２号

から第１５号までの休暇を使用する場合に限り、記載すること。

別記様式第６号（第１１条関係）
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別記様式第７号（第１２条関係）

 

―　３１５　―

ボランティア活動計画書

年　　月　　日　　

職名　氏名　　　　　　　　　　魁　　

　１　活　動　期　間　　年　　月　　日　～　　　　年　　月　　日

　２　活動の種類
　　　□　被災者への支援活動　□　社会福祉施設等における活動　□　その他

　３　活　動　場　所

　４　具体的な活動内容

　５　仲介団体等の有無及び団体名
　　　　□　有　　　　□　無

　６　備　　考

注１　「３　活動場所」及び「４　具体的な活動内容」については、当該活動が仲介団
体等（社会福祉協議会等主として活動の仲介を行っている団体のほか、自らも活
動主体となって活動を行う団体も含まれる。）を通じたものであり、当該仲介団体
等による証明が得られる場合には、適宜記入を省略して差し支えない。

２　「３　活動場所」は、活動場所が支援する相手の居宅である場合には、その者の
氏名及び住所等を記入する。

３　「６　備考」は、支援する相手の居宅における活動を仲介団体等を通じないで行
う場合に、その者の状態について記入する。

施設名等

所 在 地

　　　　　　（　　　　　）電 話

団 体 名

　　　　　　（　　　　　）電 話
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―　３１６　―

新潟県市町村総合事務組合職員服務規程

年　　月　　日　

　
承認権者　　　　　　　　　様

所属課長　　　　　　　　　礁
　

結　核　性　疾　病　 　願

　下記のとおり願い出がありましたので くださるよう副申します。

１　現所属勤務年月日　　　　　　　年　　月　　日

２　過去１年間の出勤状況（月別に休暇・欠勤の種類別に具体的に記入のこと。）

３　既承認期間　　　　　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで

４　休暇延長予定期間　　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで（通算　　月　　日）

５　休養等に対する所見

記

　休　　　　暇　
　休　暇　延　長　

兼
�
験

券
�
鹸

　承　　認
　承認延長

兼
�
験

券
�
鹸

　　私は、別紙医師の診断書のとおり（病　名）により、休養加療を要しますので、

 を承認くださるよう願い出ます。　休　　暇
　休暇延長

兼
�
験

券
�
鹸

魁職名・氏名所属名

年　　　月　　　日から　　　年　　　月　　　日まで年 次 有 給 休 暇 期 間

年　　　月　　　日から　　　年　　　月　　　日まで 疾病休暇期間　休　　暇
　休暇延長

兼
�
験

券
�
鹸

年　　　月　　　日から　　　年　　　月　　　日まで

（通算　　　月　　　日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

延 長 予 定 の 結 核 性

疾 病 休 暇 期 間

療　　養　　方　　法

 
　入院・通院の別、　
　病院名等について　

兼
献
験

券
献
鹸

将 来 の 予 定 等 に つ い て

注　結核性疾病用の診断書を添付すること。
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別　紙

 

―　３１７　―

診　　断　　書（結核性疾病用）

住　所　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　（男・女）

年　　月　　日生（　　歳）

１　診　断　病　名

２　既　往　症

３　家　族　歴

４　発病年月日

５　初診年月日

６　ツベルクリン反応　　陰性・陽性（弱・中等度・強）陽転年月日

７　Ｂ・Ｃ・Ｇ接種　　　有・無（　　回　最終年月日　　　　　　　　　）

８　発病後の経過（理学的所見、Ｘ線所見、喀痰検査結果居培養・集菌・単塗巨、治療法

等を各項目別に経過を追って詳細に記入のこと。）

９　現症（自覚症状、理学的所見、喀痰検査結果居培養・集菌・単塗巨、血沈、X線所見

を各項目別に詳細に記入のこと。）

１０　将来に対する判定

１１　就業上の注意

　上記のとおり診断します。

　　　　年　　月　　日

医師　住所　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　魁
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―　３１８　―

新潟県市町村総合事務組合職員服務規程

年　　月　　日

　承認権者　　　　　　　　　様

所属課長　　　　　　　　　礁

出　　　　　勤　　　　　願

　下記のとおり出勤の願い出がありましたのでご承認くださるよう副申します。

１　結核性疾病休暇承認年月日及び期間

 年　　　月　　　日（　　　第　　　号）

 年　　　月　　　日から　　　年　　　月　　　日まで

  （通算　　　月　　　日）

２　出勤希望年月日　　　　　年　　　月　　　日

３　出勤等に対する所見

記

　私は、（病　名）により　　　年　　月　　日から休養加療中のところ、別紙医師の

診断書のとおり出勤可能となりましたので、出勤を承認くださるよう願い出ます。

魁職名・氏名所属名

　　　　年　　　月　　　日出 勤 希 望 年 月 日

出勤後の治療措置等に

ついて

注　診断書の様式は、別記様式第８号の別紙によるものとする。
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別記様式第１０号（第１４条関係）

 

―　３１９　―

年　　月　　日

　管理者　　　　　　　様

所属課長　　　　　　　　礁

育 児 休 業 等 計 画 書

　下記のとおり育児休業等計画書の提出がありましたので、進達します。

記

　新潟県市町村総合事務組合職員の育児休業等に関する条例第３条第５号又は第１０条第

６号の規定に基づき、再度の育児休業又は育児短時間勤務の承認を請求する予定ですの

で、育児休業等の計画について提出します。

　なお、記載事項に変更が生じた場合は遅滞なく届け出ます。　　　　年　　月　　日

魁　職名・氏名所 属 名

□育児休業　　□育児短時間勤務１　請求の別

２　請求に係る子

　　　年　　月　　日生生年月日子の氏名

３　請 求 者 の 計 画

　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで　　請 求 期 間

　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで　　再度の請求予定期間

４　備　　　　　　　考

注１　育児休業等計画書は、育児休業承認請求書又は育児短時間勤務請求書と同時に
（変更の届出の場合は、記載事項に変更が生じた後遅滞なく）提出すること。

２　「請求期間」欄は、育児休業承認請求書又は育児短時間勤務承認請求書に記載し
た請求期間を記入すること。

３　子の出生前に提出する場合は、「２　請求に係る子」欄の記入は、出生後、速やか
に行うこと。

４　変更の届出の場合は、１から３までの記載事項のうち変更する箇所のみ記入する
こと。
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別記様式第１１号（第１４条関係）

 

―　３２０　―

新潟県市町村総合事務組合職員服務規程

年　　月　　日　

　管理者　　　　　　　　　様

所属課長　　　　　　　　　礁　

育 児 休 業 承 認 請 求 書

　下記のとおり育児休業の承認（期間延長）の請求がありましたので、承認（期間延長）

されるよう副申します。

（代替職員の要否その他参考事項）所 属
課 長
所 見

記

　地方公務員の育児休業等に関する法律第２条第２項（第３条第１項）の規定により育

児休業の承認（期間延長）を請求します。　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　魁職名・氏名所 属 名

氏 名

請求に係る子 続 柄 等

　　　年　　月　　日生年月日

　　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで育 児 休 業 請 求 期 間

　　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで既 承 認 期 間延長の
場 合 　　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで延長請求期間

理由等

注１　請求に係る子の氏名、職員との続柄等及び生年月日を証明する書類（医師又は助産師
が発行する出生（産）証明書、母子健康手帳の出生届出済証明書、官公署が発行する出
生届受理証明書又は養子縁組届受理証明書、事件が係属している家庭裁判所等が発行す
る事件係属証明書、児童相談所長が発行する委託措置決定通知書又は証明書等）を添付
すること（写しでも可）。

　２　子の出生前に請求する場合は、「育児休業請求期間」欄は出産予定日以後の期間とし、
「請求に係る子」欄の記入及び証明書類の添付は、出生後、速やかに行うこと。

　３　請求に係る子以外に３歳に満たない子を養育する場合（当該請求に係る子の出生の日
から５７日間に、職員（当該期間内に産後休暇（新潟県市町村総合事務組合職員の勤務時
間、休暇等に関する規則第１６条第１項第６号に掲げる場合における休暇をいう。）により
勤務しなかった職員を除く。）が当該請求に係る子について最初の育児休業をする場合を
除く。）は、その氏名、職員との続柄等及び生年月日を、請求に係る子が養子の場合は、養
子縁組の効力が生じた日を、請求に係る子以外の子について現に育児休業の承認を受け
ている場合は、その旨並びに当該承認に係る子の氏名及び当該承認の請求に係る期間等
を理由等欄に記入すること。

　４　再度の育児休業又は再度の育児休業期間の延長を請求する場合は、その理由を理由等
欄に記入すること。
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別記様式第１２号（第１４条関係）

 

―　３２１　―

部 分 休 業 承 認 請 求 書

年　　月　　日　

　所属課長　　　　　　　　　様

職名・氏名　　　　　　　　　魁　

　地方公務員の育児休業等に関する法律第１９条第１項の規定により部分休業の承認を請求

します。

氏 名

請求に係る子 続 柄 等

年　　月　　日生 年 月 日

□　託児施設（　　　　　　　　　）　□　その他（　　　　　　　　）
（託児時間：　 時　分～　　時　分）（託児時間：　 時　分～　時　分）

託 児 の
態 様

　　　　　　時間　　　分（託児先を経由する時間を含む。）通 勤 時 間

時　　　　　　間期　　　　　　　間

請 求 期 間
及 び 時 間

午前　　時　　分～　　時　　分
午後　　時　　分～　　時　　分

□毎日
□その他（　　　）

　年　　月　　日から
　年　　月　　日まで

午前　　時　　分～　　時　　分
午後　　時　　分～　　時　　分

□毎日
□その他（　　　）

　年　　月　　日から
　年　　月　　日まで

備 考

注１　請求に係る子の氏名、職員との続柄等及び生年月日を証明する書類（医師又は助
産師が発行する出生（産）証明書、母子健康手帳の出生届出済証明書、官公署が発
行する出生届受理証明書又は養子縁組届受理証明書、事件が係属している家庭裁判
所等が発行する事件係属証明書、児童相談所長が発行する委託措置決定通知書又は
証明書等）を添付すること（写しでも可）。

２　部分休業の承認が職員の申請に基づき取り消された場合は、その旨を裏面に記入
すること。

※所属課長記入欄

年　　　月　　　日決裁年月日年　　　月　　　日受理年月日

□　承　認

□　不承認

担　当　者課　　　長事務局次長

決 裁 欄
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―　３２２　―

新潟県市町村総合事務組合職員服務規程

備　考
所属課長
の　　印

請求者
の　印

時間数
承認を取り消された時間

月 日
午　後午　前

時間
分

時　　分から
時　　分まで

時　　分から
時　　分まで

時間
分

時　　分から
時　　分まで

時　　分から
時　　分まで

時間
分

時　　分から
時　　分まで

時　　分から
時　　分まで

時間
分

時　　分から
時　　分まで

時　　分から
時　　分まで

時間
分

時　　分から
時　　分まで

時　　分から
時　　分まで

時間
分

時　　分から
時　　分まで

時　　分から
時　　分まで

時間
分

時　　分から
時　　分まで

時　　分から
時　　分まで

時間
分

時　　分から
時　　分まで

時　　分から
時　　分まで

時間
分

時　　分から
時　　分まで

時　　分から
時　　分まで

時間
分

時　　分から
時　　分まで

時　　分から
時　　分まで

時間
分

時　　分から
時　　分まで

時　　分から
時　　分まで

時間
分

時　　分から
時　　分まで

時　　分から
時　　分まで

時間
分

時　　分から
時　　分まで

時　　分から
時　　分まで

時間
分

時　　分から
時　　分まで

時　　分から
時　　分まで

時間
分

時　　分から
時　　分まで

時　　分から
時　　分まで

時間
分

時　　分から
時　　分まで

時　　分から
時　　分まで

時間
分

時　　分から
時　　分まで

時　　分から
時　　分まで
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別記様式第１３号（第１４条関係）

 

―　３２３　―

年　　月　　日　

　管理者　　　　　　　　　様

所属課長　　　　　　　　　礁　

養　育　状　況　変　更　届

　下記のとおり育児休業（育児短時間勤務、部分休業）に係る子の養育状況の変更の届出

がありましたので職務の復帰の発令をされるよう副申します。

代 替 職 員

の 措 置

記

　育児休業（育児短時間勤務、部分休業）に係る子の養育状況について変更が生じたの

で、職員の育児休業等に関する規則第５条第１項（第１２条又は第１４条において準用する

同規則第５条第１項）の規定により届け出ます。

年　　　月　　　日

魁職名・氏名所 属 名

　　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで　休業承認期間

　□　育児休業等に係る子を養育しなくなった。

　　□　同居しなくなった。

　　□　負傷・疾病

　　□　託児できるようになった。

　　□　その他（具体的に記入すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□　育児休業等に係る子が死亡した。

　□　育児休業等に係る子と離縁した。（養子縁組の取消しを含む。）

　□　育児休業等に係る子との親族関係が特別養子縁組により終了したこと。

　□　育児休業等に係る子についての民法（明治２９年４月２７日法律第８９号）第８１７条の２

第１項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した。

　□　育児休業等に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法（昭和２２年２月１２

日法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定による措置が解除された。

　□　その他（具体的に記入すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　発生日　　　　　　年　　月　　日

注　育児休業に係る養育状況の変更の場合は、所属課長は、代替職員の措置の欄に必要
事項を記入の上、管理者へ提出すること。
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―　３２４　―

新潟県市町村総合事務組合職員服務規程

年　　月　　日　

　承認権者　　　　　　　　　様

所属課長　　　　　　　　　礁　

職 務 専 念 義 務 免 除 承 認 願

　下記のとおり職務専念義務免除承認願がありましたので承認くださるよう副申します。

所 属 課 長

所 見

記

　新潟県市町村総合事務組合職員服務規程第１５条の規定により職務専念義務免除を願い

出ます。

年　　月　　日

魁職 名 ・ 氏 名所 属 名

職務専念義務
の免除を必要
とする理由　

年　　　月　　　日　　　時から

年　　　月　　　日　　　時まで

職務専念義務
の免除を必要
とする期間　

備 考
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別記様式第１５号　削除

 

―　３２５　―
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―　３２６　―

新潟県市町村総合事務組合職員服務規程

年　　月　　日　

　管理者　　　　　　　　　様

所　属　　　　　　　　　　　　　

職名・氏名　　　　　　　　　魁　

専 従 休 職 （ 延 長 ） 許 可 願

　私は、地方公務員法第５５条の２の規定により、下記により職員団体の業務に専従したい

ので（延長）許可くださるよう願い出ます。

記

１　専従希望期間　　　　年　　月　　日　から　　年　　月　　日　まで

　　　　　　　　　　　　　（通算　　年　　月）

２　専従する団体名

３　就任しようとする役職について

　茨　役職名及びその業務内容

　芋　構成員による選挙又は信任投票の実施年月日

　鰯　選挙又は信任投票の結果

４　常　駐　場　所

５　既専従許可期間　　　年　　月　　日　から　　年　　月　　日　まで

　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　から　　年　　月　　日　まで
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新潟県市町村総合事務組合職員服務規程

別記様式第１７号（第１７条関係）

 

―　３２７　―

年　　月　　日　

　管理者　　　　　　　　　様

所　属　　　　　　　　　　　　　

職名・氏名　　　　　　　　　礁　

復　　職　　許　　可　　願

　私は、　　　年　　　月　　　日から（職員団体名）の業務に専ら従事してきましたが、

このたび復職したいので許可くださるよう願い出ます。

記

１　復職許可希望年月日　　　　　　　年　　　月　　　日

２　復職の理由
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別記様式第１８号（第１８条関係）

 

―　３２８　―

新潟県市町村総合事務組合職員服務規程

年　　月　　日　

　管理者　　　　　　　　　様

所属課長　　　　　　　　　礁　

営 利 企 業 等 従 事 許 可 願

　下記のとおり営利企業等従事許可願がありましたので許可くださるよう副申します。

従事（兼業）
に 対 す る
所 見

記

　新潟県市町村総合事務組合職員服務規程第１８条の規定により営利企業等従事許可を

願い出ます。

年　　月　　日

魁職名・氏名所 属 名

従事しようとする企業等
の 名 称 及 び 所 在 地

従事しようとする企業等
の 業 務 内 容

従事する事務内容と責任

報酬の有無
従 事 す る
期 間

従 事 す る
勤 務 時 間

従 事 す る 理 由
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新潟県市町村総合事務組合職員服務規程

別記様式第１９号（第２１条関係）

 

―　３２９　―

新潟県市町村総合事務組合

履　　　　歴　　　　書
整理番号

機　関取得年月日名　　　　　　　　　称

資　
格　
免　
許

ふ
り
が
な

氏　

名（
写　
　
　
　

真
）

・　・

・　・旧　
氏　
名

・　・
改姓　　　　年　　　　月　　　　日

機　関名　　　　　　　称期　　　間

研　
　
　
　
　
　
　
　
　

修

　年　月　日
生
年
月
日

男・女性
別 ・　・　～　・　・

・　・　～　・　・

現　
　

住　
　

所

・　・　～　・　・

・　・　～　・　・

・　・　～　・　・

・　・　～　・　・

・　・　～　・　・

・　・　～　・　・

任命年月日

・　・用 員

職　
　
　

員　
　
　

歴

卒業・修了・中退・在学修　学　期　間学　　校　　名　　　　　学　部　学　科　名

学　
　
　
　
　
　
　

歴

・　・雇 員第　学年・　・　～　・　・・

・　・吏 員第　学年・　・　～　・　・・

・　・係 長 級第　学年・　・　～　・　・・

・　・課長補佐級第　学年・　・　～　・　・・

・　・課 長 級第　学年・　・　～　・　・・

・　・部 長 級第　学年・　・　～　・　・・

発令庁
その他発　　　令　　　事　　　項年　月　日発令庁

その他発　　令　　事　　項年　月　日

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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別記様式第２０号（第２１条関係）

 

―　３３０　―

新潟県市町村総合事務組合職員服務規程

保　　　　　証　　　　　書

住　所　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　魁　　

年　　月　　日生　　

　上記の者貴組合御採用のうえは、私たちがその保証人となり、公務員としての体面を

汚すような行為はしないように注意することはもちろん在職中におけるこのような事件

の一切についてその責任を負いお引き受けいたします。

年　　月　　日

 住　　　所

 職　　　業

 保証人氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　魁

 住　　　所

 職　　　業

 保証人氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　魁

新潟県市町村総合事務組合管理者　様

　注　保証人のうち１人は、県内に住所を有する者であること。
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新潟県市町村総合事務組合職員服務規程

別記様式第２１号（第２３関係）

 

―　３３１　―

復　　　　　命　　　　　書

 １　 旅 行 者 所 属

 　　 職 名 氏 名 魁

 ２　 旅 行 日 時

　　　　　　　　　　年　　月　　日から

　　　　　　　　　　
年　　月　　日まで

 ３　 場 所

 ４　 旅 行 目 的

 ５　 旅行用務の概況（会議の概況、問題点、結論の整理等）

 ６　 旅 行 者 の 所 見

（なお、会議等で記録として詳細に残しておく必要のある場合は、別紙によりこれ

を添付すること。）
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―
　３３２

　―

新
潟

県
市

町
村

総
合

事
務

組
合

職
員

服
務

規
程

別記様式第２２号（第２４条関係）
時　間　外　勤　務　命　令　簿

平成　　年　　月分　　　　　　　　　　
所属　　　　　　氏名　　　　　　　　　

従事

者の 

印　

従事

事務

の内

容　

勤　　　　務　　　　の　　　　区　　　　分

勤務

命令

時間

日

責任

者の

印　

命令

権者

の印

時間外勤務代休

時間の勤務　　

時　　　間　　　外　　　勤　　　務休日
勤務

（休日給）
夜勤

振替等
１７５//

１００

１６０//

１００

１３５//

１００

１５０//

１００

１２５//

１００

１００//

１００
＋

１５

＋

２５

＋

５０

５０//

１００

２５//

１００

＋
１５

（１６０）

＋
２５

（１５０）

＋
５０

（１２５）

＋
１５

（１３５）

＋
２５

（１２５）

＋
５０

（１００）

６０
Ｈ
前

１３５//

１００

２５//

１００

自　：　

至　：　　（　）

自　：　

至　：　（　）

自　：　

至　：　（　）

自　：　

至　：　（　）

自　：　

至　：　（　）

自　：　

至　：　（　）

自　：　

至　：　（　）

自　：　

至　：　（　）

自　：　

至　：　（　）

時間

　分

時間

　分

時間

　分

時間

　分

時間

　分

時間

　分

時間

　分

時間

　分

時間

　分

時間

　分

時間

　分
計
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新潟県市町村総合事務組合職員服務規程

別記様式第２３号（第２７条関係）

事　　　務　　　引　　　継　　　書

―　３３２―１　―

事　　務　　引　　継　　書

 １　 事 務 又 は 係 名

 ２　引　継　事　務　茨　関係書帳簿は別紙のとおり

　　　　　　　　　　芋　処理中事件は別紙のとおり

　

 　上記のとおり事務引継いたしました。

　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務引継をした者

    職氏名　　　　　　　　　　魁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務引継を受けた者

    職氏名　　　　　　　　　　魁

 　新潟県市町村総合事務組合管理者　様
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新潟県市町村総合事務組合職員の育児休業等に関する規則

新潟県市町村総合事務組合職員の
退職管理に関する規則　　　　　

　

　（趣旨）

第１条　この規則は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」とい

う。）第３８条の２及び第６０条第４号から第６号までの規定に基づき、職員の

退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

　（離職前５年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員

に類する者）

第２条　法第３８条の２第１項の離職前５年間に在職していた地方公共団体の

執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職

者（同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。）が離職前５年間に就いて

いた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に

担当していた職務を担当している役職員（同項に規定する役職員をいう。

以下同じ。）が属する執行機関の組織等（同項に規定する地方公共団体の執

行機関の組織等をいう。以下同じ。）（当該再就職者が当該職に就いていた

時に在職していた執行機関の組織等を除く。）に属する役職員とする。

　（子法人）

第３条　法第３８条の２第１項の国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第１０６

条の２第１項に規定する子法人の例を基準として規則で定めるものは、一

の営利企業等（法第３８条の２第１項に規定する営利企業等をいう。以下同

じ。）が株主等（株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をい

う。）の議決権（株主総会において決議をすることができる事項の全部につ

き議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法

（平成１７年法律第８６号）第８７９条第３項の規定により議決権を有するものと

みなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。）の総数の１００分の５０

を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法

人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の１００分の５０を超

―　３３２―３　―

平成３０年３月３０日
規 則 第 ６ 号
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える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。

　（退職手当通算法人）

第４条　法第３８条の２第２項の規則で定める法人は、地方独立行政法人のほ

か、新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例（平成１６年条例第２２号）

第１４条第５項第２号に規定する地方公社又は公庫等とする。

　（退職手当通算予定職員）

第５条　法第３８条の２第３項の特別の事情がない限り引き続いて選考による

採用が予定されている者のうち規則で定めるものは、退職手当通算法人の

役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に新潟県

市町村総合事務組合退職手当支給条例の規定による退職手当の支給を受け

ないこととされている者とする。

　（内部組織の長に準ずる職）

第６条　法第３８条の２第４項の地方自治法第１５８条第１項に規定する普通地

方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で

定めるものは、次の各号に掲げる職とする。

茨　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１６８条第１項に規定する会計管理

者

芋　新潟県市町村総合事務組合行政組織規則（平成１６年規則第２号）第１１

条第３項に規定する事務局次長

鰯　新潟県市町村総合事務組合行政組織規則第１２条第１項に規定する課長

　（内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行

機関の組織等の役職員に類する者）

第７条　法第３８条の２第４項の地方自治法第１５８条第１項に規定する普通地

方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職（以下この

条において「内部組織の長等の職」という。）に就いていた時に在職してい

た地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定め

るものは、再就職者が離職した日の５年前の日より前に就いていた内部組

織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長

等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する

執行機関の組織等（当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた

―　３３２―４　―

新潟県市町村総合事務組合職員の退職管理に関する規則新潟県市町村総合事務組合職員の退職管理に関する規則
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新潟県市町村総合事務組合職員の退職管理に関する規則新潟県市町村総合事務組合職員の退職管理に関する規則

時に在職していた執行機関の組織等を除く。）に属する役職員とする。

　（在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者）

第８条　法第３８条の２第５項の在職していた地方公共団体の執行機関の組織

等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職前に就

いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた

時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等

（当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等

を除く。）に属する役職員とする。

　（地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務）

第９条　法第３８条の２第６項第１号の地方公共団体又は国の事務又は事業と

密接な関連を有する業務として規則で定めるものは、地方独立行政法人及

び第４条に規定する法人が行う業務とする。

　（行政庁等への権利行使等に類する場合）

第１０条　法第３８条の２第６項第２号の規則で定める場合は、法令に違反する

事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていな

いと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨

を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

　（再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認

められる場合）

第１１条　法第３８条の２第６項第６号の規則で定める場合は、同号の要求又は

依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類

する継続的給付として管理者が定めるものを受ける契約に関する職務その

他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

　（再就職者による依頼等の承認の手続）

第１２条　法第３８条の２第６項第６号の承認（以下この条において「依頼等の

承認」という。）を得ようとする再就職者は、再就職者による依頼等の承認

申請書（別記様式）に、次に掲げる事項を記載して管理者に提出しなけれ

ばならない。

茨　氏名

芋　生年月日

―　３３２―５　―
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鰯　離職時の職

允　再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称

印　再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容

咽　離職前５年間（再就職者が法第３８条の２第４項に規定する職に就いて

いた場合にあっては、当該職に就いていた期間を含む。）の在職状況及び

職務内容

員　当該依頼等の承認の申請に係る職員の職又は特定地方独立行政法人の

役員の職及びその職務内容

因　当該依頼等の承認の申請に係る法第３８条の２第６項第６号の要求又は

依頼の対象となる契約等事務（法第３８条の２第１項に規定する契約等事

務をいう。）

姻　当該依頼等の承認の申請に係る法第３８条の２第６項第６号の要求又は

依頼の内容

引　その他参考となるべき事項

　（離職前５年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する

役職員に類する者）

第１３条　法第６０条第４号の離職前５年間に在職していた地方公共団体の執行

機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第２

条に定めるものとする。

　（内部組織の長に準ずる職）

第１４条　法第６０条第５号の地方自治法第１５８条第１項に規定する普通地方公

共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定め

るものは、第６条に定めるものとする。

　（内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行

機関の組織等に属する役職員に類する者）

第１５条　法第６０条第５号の地方自治法第１５８条第１項に規定する普通地方公

共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職に就いていた時

に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する

者として規則で定めるものは、第７条に定めるものとする。

 

―　３３２―６　―

新潟県市町村総合事務組合職員の退職管理に関する規則
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　（在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する

者）

第１６条　法第６０条第６号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に

属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第８条に定めるもの

とする。

　　　附　則

　この規則は、平成３０年４月１日から施行する。

 

―　３３２―７　―
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別記様式（第１２条関係）

―　３３２―８　―

新潟県市町村総合事務組合職員の退職管理に関する規則

再就職者による依頼等の承認申請書
年　　月　　日

　管理者　　　　　　　　　　様

　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３８条の２第６項第６号の規定に基づき、
下記のとおり承認を申請します。この申請書の記載事項は、事実に相違ありませ
ん。

必要

１　申請者

生年月日（年齢）
　　　　　　年　　　月　　　日生（　　歳）

（ふりがな）（　　　　　　　　　　　　）
　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　

勤務先における地位（役職等）勤務先（営利企業等）の名称

連絡先　　TEL（　　　　－　　　　－　　　　）　　FAX（　　　　－　　　　－　　　　）

勤務先（営利企業等）の業務内容

２　離職時及び離職前の状況

離職時の職離職日　　　　年　　月　　日

職務内容在職期間所属・職
離
職
前
５
年
間（
※
）の
在
職
状
況
等

自　　　　年　　月　　日
至　　　　年　　月　　日
自　　　　年　　月　　日
至　　　　年　　月　　日
自　　　　年　　月　　日
至　　　　年　　月　　日
自　　　　年　　月　　日
至　　　　年　　月　　日
自　　　　年　　月　　日
至　　　　年　　月　　日
自　　　　年　　月　　日
至　　　　年　　月　　日

※申請者が地方公務員法第38条の２第４項に規定する職に就いていた場合にあっては、
当該職に就いていた期間まで遡って記載すること。

３　要求又は依頼する事項と勤務先（営利企業等）との契約等の関係

在職していた執行機関の組織等において自らが締結を決定した勤務先（営利企業等）又
はその子法人との契約に関する要求又は依頼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□ 該当する　　　　　　□ 該当しない

在職していた執行機関の組織等において自らが決定した勤務先（営利企業等）又はその
子法人に対する処分に関する要求又は依頼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□ 該当する　　　　　　□ 該当しない
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―　３３２―９　―

４　要求又は依頼の対象となる役職員

氏名（ふりがな）　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　）

職所　属

職務内容

５　要求又は依頼の対象となる契約等事務の内容

□　電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として管理者が定め
るものを受ける契約に関する職務に関するもの

□　その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するもの

職務の内容及び職務に係る役職員の裁量の程度

□　上記の２項目のいずれにも該当しない

６　要求又は依頼の具体的な内容

７　その他参考事項

管理者記入欄

受理番号

処理結果区分
□ 承認
□ 不承認
□ 却下（承認を必要としない）

承認又は不承認の理由

処理年月日
　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

承認番号
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新潟県市町村総合事務組合ＶＤＴ作業に
おける労働安全衛生管理に関する規程　

事　務　局　

　新潟県市町村総合事務組合ＶＤＴ作業における労働安全衛生管理に関する

規程を次のように定める。

　（目的）

第１条　この規程は、新潟県市町村総合事務組合における業務に関する電子

計算装置等（以下「ＶＤＴ」という。）を操作する職員に対する環境管理、

作業管理、健康管理及び労働衛生教育の実施に関して必要な事項を定める

ものとする。

　（対象となる職員）

第２条　この基準の対象となる職員は、業務のためＶＤＴ作業を行うすべて

の職員とする。

　（照明、採光、遮光及び反射光）

第３条　照明、採光、遮光及び反射光については、次に掲げる事項を満たす

こととし、ＶＤＴを操作する職員に対し、不快感や目の疲労をもたらさない

ようにしなければならない。

�　机上面水平照明は、３００から１０００ルクスの範囲で容易に調整できるこ

と。

�　照明は間接照明を主とし、直接日光を避けること。

�　自然光、人工光源及び反射光がＶＤＴを操作する職員の目に入って生

ずるまぶしさを防止すること。

　（温熱、騒音、換気等）

第４条　ＶＤＴを操作する職員に対し、不快感や健康障害をもたらさないよ

うに温熱、騒音、換気等の環境条件については、十分な配慮を行わなけれ

ばならない。 

―　３３３　―

平成１６年３月１日
訓 令 第 ５ 号



　（作業時間）

第５条　ＶＤＴの作業時間は、次の各号に定めるところによる。

�　１人の職員につき１日３時間を超えないこと。

�　１人の職員についての一連続作業時間は４５分を限度とし、休憩時間を

１５分執ること。

�　一連続ＶＤＴ作業時間内においても、適宜ＶＤＴ作業を休止することが

できる。

�　事務局長は、前３号の規定が遵守されるよう努めるものとする。

　（作業管理）

第６条　ＶＤＴを操作する場合の作業ペースは、個々人に格差があるととも

に、疲労度や体調によって左右されるので、作業達成目標を一律又は個々

人に設定してはならない。

２　事務局長は、妊産婦からの申出により、ＶＤＴ作業の軽減、操作の免除

等、健康管理面で配慮する。

　（操作性の向上）

第７条　事務局長は、ＶＤＴ作業が伴う業務の実施に当たって、ＶＤＴ作業の

操作性の向上に努めるものとする。

　（ＶＤＴ機器の適正配置）

第８条　事務局長は、ＶＤＴ作業形態及び作業量に応じた機器の適正配置に

努めるものとする。

　（健康診断の実施）

第９条　ＶＤＴ作業をする職員に対しては、事前に健康状態を把握し、ＶＤＴ

操作後の健康管理を行う必要から、次の項目について、年１回の健康診断

を実施しなければならない。

�　業務歴及び既往症の調査

�　自覚症状

�　視機能検査

�　背柱の形態、上肢及び指機能検査

�　その他医師が必要と認める職員についての必要な検査 

―　３３４　―

新潟県市町村総合事務組合ＶＤＴ作業における労働安全衛生管理に関する規程
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　（健康診断結果に基づく事後措置）

第１０条　健康診断の結果は、就業上の指示と医療上の指示について個々の受

診者に対し通知しなければならない。また、ＶＤＴ操作を続けることが適

当でないと判断される職員又はＶＤＴ操作を行う時間の短縮を必要と認め

られる職員については、健康保持のための適切な措置を講じなければなら

ない。

　（労働衛生教育の実施）

第１１条　ＶＤＴを操作する職員に対し、次の事項についての労働衛生教育を

行わなければならない。

�　適正輝度の調整方法

�　自然光、人工光源及び反射光に係る対策と方法

�　適正姿勢と椅子の高さ、キーボードの位置等の調整方法

�　休憩時間のとり方と体のほぐし方

�　ＶＤＴ操作によるものと推定される疾病発生時の措置方法

�　その他ＶＤＴ操作に係る労働衛生管理に関すること

　（修得訓練）

第１２条　新たにＶＤＴ操作を行う職員に対して、操作の不慣れによる初期の

負担を軽減することを目的とした修得のための訓練を実施しなければなら

ない。

　（その他）

第１３条　この規程に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項

は、別に定める。

―　３３５　―



新潟県市町村総合事務組合職員の
退職勧奨の記録に関する規則　　

　（作成者）

第１条　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例（平成１６年条例第２２号）

第１０条に規定する勧奨（以下「退職勧奨」という。）の記録は、管理者又は

その委任を受けた者が作成する。

　（退職勧奨の記録の記載事項）

第２条　退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

�　氏名及び生年月日

�　採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

�　退職の日における職名、給料月額及び年齢

�　退職勧奨を行った年月日及びその理由

�　退職勧奨に対する職員の応諾年月日

�　その他参考となるべき事項

２　退職勧奨の記録の様式は、別記様式とする。

３　退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付し

なければならない。

　（保管）

第３条　退職勧奨の記録は、管理者又はその委任を受けた者が保管する。

２　退職勧奨の記録は、職員の退職の日から５年間保管しなければならな

い。

 附　則

　この規則は、平成１６年３月１日から施行する。

 

―　３３７　―

平成１６年３月１日
規 則 第 ７ 号



別記様式（第２条関係）

―　３３８　―

新潟県市町村総合事務組合職員の退職勧奨の記録に関する規則

退　職　勧　奨　の　記　録

新潟県市町村総合事務組合

年　月　日

（　歳）
生 年 月 日

（男・女）
氏 名

年　月　日採用年月日職 名

年　月　日退職年月日円

給 料 月 額

年　　月勤 続 期 間（　職　級　号給）

年　月　日
職員の応諾

年 月 日
年　月　日

退 職 勧 奨

年 月 日

退 職 勧 奨

の 理 由

参 考 事 項

印　作成者の職名、氏名及び印



新潟県市町村総合事務組合人事行政の
運営等の状況の公表に関する条例　　

　最終改正　令和２年２月１８日条例第３号

　（趣旨）

第１条　この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第５８条の２の

規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定める

ものとする。

　（報告の時期）

第２条　任命権者は、毎年７月末までに、管理者に対し、前年度における人

事行政の運営の状況を報告しなければならない。

　（報告事項）

第３条　前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告し

なければならない事項は、職員（臨時的に任用された職員及び非常勤職員

（地方公務員法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員

及び同法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員を除く。）を除く。以下同

じ。）に係る次に掲げる事項とする。

�　職員の任免及び職員数に関する状況

�　職員の人事評価の状況

�　職員の給与の状況

�　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

�　職員の分限及び懲戒処分の状況

�　職員の服務の状況

�　職員の研修の状況

�　職員の退職管理の状況

�　職員の福祉及び利益の保護の状況

�　その他管理者が必要と認める事項

　（公平委員会の報告）

第４条　公平委員会は、毎年７月末までに、管理者に対し、前年度における

―　３３８―１　―

平成１７年２月２５日
条 例 第 ６ 号
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業務の状況を報告しなければならない。

　（公平委員会の報告事項）

第５条　公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次

に掲げる事項とする。

�　勤務条件に関する措置の要求の状況

�　不利益処分に関する審査請求の状況

　（公表の時期）

第６条　管理者は、第２条及び第４条の規定による報告を受けたときは、毎

年９月末までに、第２条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第

４条の規定による報告を公表しなければならない。

　（公表の方法）

第７条　前条の公表は、新潟県市町村総合事務組合公報に掲載してこれを行

う。

　（委任）

第８条　この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

　　　附　則

　この条例は、平成１７年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２８年２月１６日条例第７号）

　この条例は、平成２８年４月１日から施行する。

　　　附　則（令和２年２月１８日条例第３号）

　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

―　３３８―２　―

新潟県市町村総合事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
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次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を
定める規則　　　　　　　　　　　　　　　

　　　

　次世代育成支援対策法施行令（平成１５年政令第３７２号）第２項の規定に基づ

き、次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）第１９条第１項の地方

公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄

に掲げるものとし、同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画

を策定するものとする。

　　　附　則

　この規則は、平成１７年４月１日から施行する。

―　３３８―３　―

平成１７年４月１日
規 則 第 ７ 号

新潟県市町村総合事務組合に勤務

する職員

新潟県市町村総合事務組合の管

理者



新潟県市町村総合事務組合職員健康管理規程
　

事　務　局　
　最終改正　令和２年４月１日訓令第３号

　新潟県市町村総合事務組合職員健康管理規程を次のとおり定める。

　（趣旨）

第１条　この規程は、新潟県市町村総合事務組合職員定数条例（平成１９年条

例第３号）第１条に規定する職員（以下「職員」という。）の健康管理につ

いて必要な事項を定めるものとする。

　（事務局長の責務）

第２条　事務局長は、この規程に定める事項を適切に実施するとともに、職

場における職員の健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するように

しなければならない。

　（職員の責務）

第３条　職員は、健康管理について、事務局長の指示又は指導を受けたとき

は、これを誠実に守るよう努めなければならない。

　（健康診断の実施）

第４条　事務局長は、労働安全衛生規則（昭和４７年労働省令第３２号）第４４条

に定める定期健康診断を実施しなければならない。

　（健康診断における検査の省略）

第５条　事務局長は、職員が定期健康診断の実施時期前の近接した時期に当

該健康診断の検査項目の全部又は一部について医師の検査を受けている場

合において、その検査が当該健康診断における検査の基準に適合している

と認めるときは、その検査をもって当該健康診断における検査に代えるこ

とができる。

　（健康診断不参加者の取扱い）

第６条　事務局長は、職員が疾病、公務その他やむを得ない理由により定め

られた期間中に健康診断を受けることができない場合で必要と認めるとき

は、当該職員に対し、別に健康診断を受け、健康診断書を提出するよう指

―　３３８―５　―

平成２５年９月２日
訓 令 第 １ 号
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示することができる。

　（健康管理区分）

第７条　事務局長は、健康診断結果、診察結果、診断書その他の書類（以下

「健康診断結果等」という。）に基づき、別表に定める健康管理区分により

職員の健康管理区分を決定しなければならない。

２　前項の場合において、勤務措置の区分をＡ休養又はＢ制限勤務に決定す

るときは、事務局長は、必要に応じて医師の意見を聴いてこれを決定する

ものとする。

３　事務局長は、職員の健康管理区分を決定したときは、職員に通知しなけ

ればならない。

　（事後措置）

第８条　事務局長は、前条の規定により健康管理区分の決定を受けた職員に

ついては、当該健康管理区分に応じ、別表の事後措置の基準欄に掲げる基

準に従い、適切な事後措置をとらなければならない。

　（精密検査の報告等）

第９条　勤務措置の区分がＡ休養又はＢ制限勤務に決定された職員は、３月

を経過するごとに１回医師の精密検査を受け、その結果を事務局長に報告

しなければならない。ただし、事務局長が認めたときは、この限りでない。

　（健康管理区分の変更）

第１０条　職員は、健康管理区分の変更について、事務局長に申し出ることが

できるものとする。

２　事務局長は、前項に規定する場合のほか、必要と認めるときは、職員の

健康管理区分の変更を決定することができるものとする。

３　前３条の規定は、職員の健康管理区分の変更について準用する。

　（記録管理）

第１１条　事務局長は、健康診断結果等を職員の健康管理に関する指導に活用

することができる。

２　事務局長は、健康診断結果等を５年間保存しなければならない。

 

―　３３８―６　―

新潟県市町村総合事務組合職員健康管理規程
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　（嘱託等の健康の確保）

第１２条　一般職の非常勤職員に関する健康管理の取扱いについては、職員に

準ずるものとする。

　（実施細目）

第１３条　この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

 

―　３３８―７　―

新潟県市町村総合事務組合職員健康管理規程
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別表（第７条関係）

―　３３８―８　―

新潟県市町村総合事務組合職員健康管理規程

事後措置の基準健康管理区分

　休暇又は休職の方法により休養のため必要な時

間、勤務を休止させる。
Ａ　休　　養

勤
務
措
置
の
区
分

　必要に応じて勤務時間を短縮し、時間外勤務、休

日勤務、宿日直勤務及び激務と思われる旅行をさせ

ない。

　また、必要があれば、勤務の変更の措置をとる。

Ｂ　制限勤務

　勤務をほぼ平常に行ってよいが時間外勤務、休日

勤務及び宿日直勤務を必要に応じて制限する。
Ｃ　軽 勤 務

　平常に勤務する。Ｄ　普通勤務

　必要な治療を受けるように指導する。１　要 医 療
医
療
指
導
の
区
分

　経過観察をするための検査及び再検査のための必

要な指導を行う。
２　要 指 導

　指導又は検査を必要としない。３　健　　康
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第４章　財　　　務



新潟県市町村総合事務組合議会の議決に付すべき
契約及び財産の取得又は処分に関する条例　　　

　（趣旨）

第１条　議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、こ

の条例の定めるところによる。

　（議会の議決に付すべき契約）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１５０,０００千円以上の

工事又は製造の請負とする。

　（議会の議決に付すべき財産の取得又は処分）

第３条　地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなけ

ればならない財産の取得又は処分は、予定価格２０,０００千円以上の買入れ又

は売払い（土地については、１件５,０００平方メートル以上のものに係るもの

に限る。）とする。

　　　附　則

　この条例は、平成１６年３月１日から施行する。

―　３３９　―

平成１６年３月１日
条 例 第 ２１ 号



新潟県市町村総合事務組合長期継続契約を
締結することができる契約を定める条例　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１７の規定に基づき、長

期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。

�　施設若しくは設備の維持管理又は警備に関する契約

�　各種機器若しくはソフトウェアの賃貸借又は保守に関する契約

�　その他管理者が特に必要と認める契約

　　　附　則

　この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

―　３４０―１　―

平成１８年３月１日
条 例 第 ２７ 号



新潟県市町村総合事務組合特別会計条例

　（設置）

第１条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０９条第２項の規定に基づき、

次の各号に掲げる特別会計を設置する。

　�　職員退職手当支給事業特別会計

　�　消防団員等公務災害補償事業特別会計

　�　消防賞じゅつ金等支給事業特別会計

　�　非常勤職員公務災害補償等事業特別会計

　�　交通災害共済事業特別会計

　（委任）

第２条　この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

　　　附　則

　この条例は、平成１６年３月１日から施行する。

―　３４１　―

平成１６年３月１日
条 例 第 １５ 号



新潟県市町村総合事務組合財政状況の
公表に関する条例　　　　　　　　　

　（趣旨）

第１条　この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第１項

の規定による財政に関する事項（以下「財政状況」という。）の公表に関し

必要な事項を定めるものとする。

　（公表の期日）

第２条　財政状況の公表は、毎年６月及び１２月に行うものとする。

２　天災その他避けることのできない事由により、前項の期日に財政状況を

公表することができないときは、管理者は、事由の止んだときから１月以

内に公表しなければならない。

　（公表の内容）

第３条　前条第１項の規定により６月に公表する財政状況においては、前年

１０月１日から３月３１日までの期間における次の各号に掲げる事項を記載

し、かつ、財政の動向及び管理者の財政方針を明らかにするものとする。

�　収入及び支出の状況

�　財産並びに公債及び一時借入金の現在高

�　その他管理者において必要と認める事項

２　前条第１項の規定により１２月に公表する財政状況においては、４月１日

から９月３０日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算

状況を記載するものとする。

３　管理者は、必要に応じ、財政状況の記載事項となるべき事実及び数字を

記載した文書をその付表として添付することができる。

　（公表の方法）

第４条　財政状況の公表は、公報に掲載してこれを行う。

２　財政状況は、前項の規定によるほか、公表の日から６月間は、事務局に

おいて閲覧することができる。

―　３４３　―

平成１６年３月２９日
条 例 第 ３７ 号



　（委任）

第５条　この条例に定めるもののほか、財政状況の公表について必要な事項

は管理者が定める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

―　３４４　―

新潟県市町村総合事務組合財政状況の公表に関する条例



新潟県市町村総合事務組合財務規則

　最終改正　平成３０年２月１６日規則第３号

目　次

　第１章　総則（第１条－第９条）

　第２章　予算

　　第１節　予算の編成（第１０条－第１３条）

　　第２節　予算の執行（第１４条－第２２条）

　第３章　契約

　　第１節　通則（第２３条－第３７条）

　　第２節　競争入札等（第３８条）

　　第３節　随意契約（第３９条－第４２条）

　第４章　収入

　　第１節　調定（第４３条－第４７条）

　　第２節　収納（第４８条－第５４条）

　第５章　支出

　　第１節　支出負担行為（第５５条－第６０条）

　　第２節　支出命令等（第６１条－第７３条）

　　第３節　支出の特例（第７４条－第７８条）

　　第４節　支払等（第７９条－第９６条）

　第６章　公金の振替及び収入支出の更正（第９７条－第１０１条）

　第７章　債権管理（第１０２条－第１０８条）

　第８章　基金（第１０９条－第１１１条）

　第９章　現金及び有価証券

　　第１節　資金計画等（第１１２条－第１１４条）

　　第２節　歳入歳出外現金等（第１１５条－第１２５条）

　第１０章　決算（第１２６条－第１２９条）

　第１１章　出納の報告及び事務引継ぎ（第１３０条－第１３３条）

　第１２章　指定金融機関等（第１３４条－第１４３条）

―　３４５　―

平成１６年３月１日
規 則 第 １７ 号
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　第１３章　職員の賠償責任（第１４４条－第１４９条）

　第１４章　帳簿等及び証拠書類

　　第１節　帳簿等の設備（第１５０条－第１５３条）

　　第２節　証拠書類　（第１５４条－第１５９条）

　第１５章　雑則（第１６０条－第１６２条）

　附　則

 第１章　総則

　（趣旨）

第１条　この規則は、別に定めるもののほか、新潟県市町村総合事務組合

（以下「組合」という。）の財務会計事務に関し、必要な事項を定めるもの

とする。

　（財務会計事務の取扱い）

第２条　組合の財務会計事務の取扱いについては、この規則及び管理者が別

に定めるもののほか、新潟県の取扱いの例による。　

　（用語の意義）

第３条　この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。

茨　法　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

芋　施行令　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

鰯　事務局　新潟県市町村総合事務組合行政組織規則（平成１６年規則第２

号。以下「組織規則」という。）第３条の規定による事務局をいう。

允　事務所　組織規則第４条の規定による事務所をいう。

印　事務局長　組織規則第１１条の規定による事務局長をいう。

咽　事務局次長　組織規則第１１条の規定による事務局次長をいう。

員　課長　組織規則第１２条の規定による課長をいう。

因　所長代理　組織規則第１４条の規定による所長代理をいう。

姻　事務所長　組織規則第１６条の規定による所長をいう。

引　事務所次長　組織規則第１６条の規定による次長をいう。

飲　配当　歳出予算の執行事務を担当すべき範囲を配分するために管理者

―　３４６　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則
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が発する命令をいう。

淫　収入原因行為　収入の原因となるべき契約その他の行為をいう。

胤　支出負担行為　支出の原因となるべき契約その他の行為をいう。

蔭　予算執行職員　管理者及び第４条の規定により収入原因行為及び支出

負担行為を行う管理者の権限を専決することができる者をいう。

院　収支命令職員　第４条の規定により歳入を徴収する管理者の権限及び

支出を命令する管理者の権限を専決することができる者をいう。

陰　債権管理者　第４条の規定により債権を管理する管理者の権限を専決

することができる者をいう。

隠　歳入歳出外現金等受払通知者　第４条の規定により歳入歳出外現金及

び保有有価証券（以下「歳入歳出外現金等」という。）の受払通知をする

管理者の権限を専決することができる者をいう。

韻　取りまとめ収納店　新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等事務取

扱規程（平成１６年告示第４号。以下「金融規程」という。）第２条第６号

の規定による店舗をいう。

吋　収納店　金融規程第２条第８号の規定による店舗をいう。

　（予算執行等に関する管理者の権限の専決）

第４条　管理者は、収入原因行為及び支出負担行為をする管理者の権限、収

支命令権者としての管理者の権限並びに歳入歳出外現金の受払通知者とし

ての管理者の権限を、別表第１及び別表第２に掲げる区分に従い、それぞ

れ事務局長、事務局次長、課長又は所長代理に専決させる。

２　管理者は、支出を命令する権限を事務局長、事務局次長、課長又は所長

代理に専決させる。ただし、前項の規定により、課長に専決させる支出負

担行為に係る支出の命令をする権限は、課長に専決させる。

３　前２項の規定にかかわらず、課及び所に置かれる参事は、課長又は所長

代理専決事項のうち当該課長又は所長代理の指定する事項について専決す

ることができる。

４　債権を管理する管理者の権限は、事務局長に専決させる。

　（出納員の設置及び任命）

第５条　事務局及び事務所に次に掲げる名称の出納員を置く。

―　３４７　―
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茨　局出納員　事務局

芋　事務所出納員　事務所

２　局出納員は、事務局の職員のうちから管理者が命ずる者をもって充て

る。

３　事務所出納員は、事務所の職員のうちから事務所長が申請した者につい

て、管理者が任命する。

４　出納員が欠けた場合又は事故がある場合においては、局出納員にあって

は事務局長が、事務所出納員にあっては事務所長が、それぞれ所属職員の

うちから申請した者について管理者が任命する。

　（会計職員の設置及び任命）

第６条　事務局及び事務所に必要に応じ次の各号に掲げる会計職員を置く。

茨　分任出納員　事務所

芋　現金取扱員　事務所

鰯　補助会計職員　事務局及び事務所

２　前項の会計職員のうち、分任出納員及び現金取扱員については、事務所

長が事務所に勤務する職員その他の職員のうちから申請した者について管

理者が任命し、補助会計職員については、事務局にあっては事務局長、事

務所にあっては事務所長が、それぞれ任命する。

第７条　削除

　（会計管理者事務の一部委任）

第８条　会計管理者は、事務所の所轄区域内において、直接領収を必要とす

る新潟県交通災害共済会費（以下「会費」という。）の領収及び収納店又は

取りまとめ収納店への払込みに関する事務を処理する権限を事務所出納員

に委任するものとする。

２　事務所出納員は、会計管理者から委任を受けた事務を、次の各号に掲げ

る区分に従いさらに委任するものとする。

茨　事務所の所轄区域内において、直接領収を必要とする会費の領収及び

収納店又は取りまとめ収納店への払込みに関する事務を処理する権限　

分任出納員

芋　事務所の所轄区域内において直接領収を必要とする会費の領収に関す

―　３４８　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則
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る事務を処理する権限　現金取扱員

　（会計管理者の事務の専決）

第８条の２　会計管理者は、会計管理者に任命されている者が決裁すべき事

務に係る次に掲げる事務を行う権限を局出納員に専決させる。

茨　還付の通知の審査

芋　返納の命令の審査

鰯　支出負担行為の確認

允　支出の命令の審査

印　支出の更正の審査

咽　歳入歳出外現金の払出通知の審査

　（支出命令者の印影の届出）

第９条　収支命令職員は、会計管理者に対し支出命令を行う書類に押印する

印鑑の印影を届出なければならない。

２　会計管理者は、前項の届出のあった印鑑を押印した支出命令でなければ

支払をしてはならない。

 第２章　予算

 第１節　予算の編成

　（予算編成の原則）

第１０条　予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、かつ、合理

的な基準又は方針により、予見することができるすべての収入及び支出を

網羅し、財政の総合的な均衡を確保するように努めなければならない。

　（予算編成方針及び予算の調製）

第１１条　管理者は、毎会計年度当初予算編成方針を定め、法令及び当該方針

の基準に従って、合理的に積算した予算及び予算に関する説明書を調製す

るものとする。

　（議決予算の報告等）

第１２条　管理者は、予算の議決があったときは、法第２１９条第２項の規定によ

り、その要領を公表しなければならない。

２　管理者は、予算の議決があったとき又は予算に関する専決処分があった
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ときは、会計管理者に対し速やかにその内容を通知する手続をとらなけれ

ばならない。

３　前項の会計管理者に対する通知は、予算書の送付をもって行うものとす

る。

　（歳入歳出予算科目の区分）

第１３条　歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めると

ころによる。

２　歳入歳出予算の目節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算事項別明細書に

定めるところによる。

 第２節　予算の執行

　（予算執行の原則）

第１４条　予算の執行に当たっては、歳入予算は、法令、契約等の定めるとこ

ろにより確実に収入の確保を図るよう執行し、歳出予算については、法令

及び予算の定めるところに従い最も経済的かつ効果的に執行しなければな

らない。

　（歳出予算の配当）

第１５条　管理者は、歳出予算の範囲内で事務局長に対し、歳出予算を配当す

るものとする。この場合、予算の議決又は専決がなされたときに配当が

あったものとする。

２　歳出予算は、配当された額を超えて執行することはできない。

　（特定財源による予算執行の制限）

第１６条　歳出予算のうち、特定財源を充てて行う事業に係るものは、当該特

定財源を収入した後でなければ執行してはならない。ただし、予算の性質

その他やむを得ない理由があるとき又は特定財源の収入が確実に見込まれ

るときは、この限りでない。

　（使途等による予算執行の制限）

第１７条　歳出予算のうち、特に使途等が特定されているものは、変更して執

行してはならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
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　（歳出予算の流用の禁止）

第１８条　歳出予算の目節の金額については、実質的に予算本来の目的に反す

る流用を行ってはならない。

２　歳出予算の流用増をした目節の金額については、他の目節の金額に流用

をすることができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限

りでない。

３　予備費を充用した目節の金額は、他の目節の金額に流用してはならな

い。

　（歳出予算の流用の手続）

第１９条　事務局長は、歳出予算の目節の金額を流用しようとするときは、そ

の理由等を記載した歳出予算流用調書によりこれを決定するものとする。

ただし、項間の流用の場合は、当該調書により管理者の決裁を受けなけれ

ばならない。

２　前項の決裁があったときは、事務局長は、会計管理者に対し流用増減金

額を速やかに通知しなければならない。

３　前項の規定による通知は、歳出予算の配当とみなす。

　（予備費の使用）

第２０条　予備費は、事務局長が管理する。

２　課長又は所長代理は、予備費を使用する必要があるときは、予備費使用

調書を作成し、事務局長の決裁を受けなければならない。

３　前項の決裁があったときは、事務局長は、会計管理者に対し充用すべき

科目及び配当された金額を通知しなければならない。

　（予算科目の追加設定）

第２１条　事務局長は、歳入歳出予算の執行に関し収入又は支出すべき科目

（目又は節をいう。以下この条において同じ。）がない場合において、特に

科目を追加して設置する必要があるときは、その理由等を記載した予算科

目追加設定調書によりこれを決定するものとする。

２　歳出予算の科目を追加設定するときは、第１９条の規定による流用の手続

きを同時に行わなければならない。
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　（債務負担行為についての準用）

第２２条　第１４条、第１５条及び第１７条の規定は、債務負担行為の執行について

準用する。

 第３章　契約

 第１節　通則

　（適用の範囲）

第２３条　売買、賃借及び請負その他の契約について、法律又はこれに基づく

政令に別に定めがある場合のほか、この章の定めるところによる。

　（契約執行の決定）

第２３条の２　予算執行職員は、次の各号に掲げる契約を締結しようとすると

きは、あらかじめ契約執行決議書により契約執行の決定をしなければなら

ない。ただし、第２６条第１項の規定により契約書の作成を省略する契約及

び第４１条第２号の規定に該当する契約を締結するときは、この限りでな

い。

茨　収入の原因となるべき契約

芋　物件の購入、物件の製造の請負等を目的とする単価契約その他予算の

執行に関係する契約で債務の負担を伴わないもの

鰯　法第２１４条の規定により翌年度以降にわたり債務を負担する契約

允　長期継続契約（法第２３４条の３の規定により翌年度以降にわたり不動産

を借りる契約及び新潟県市町村総合事務組合長期継続契約を締結するこ

とができる契約を定める条例（平成１８年条例第２７号）で定める契約をい

い、第２号に該当するものを除く。）

２　前項の契約執行決議書には、次の各号に掲げる事項を記載し、必要な書

類を添付しなければならない。

茨　件名

芋　執行の目的又は理由

鰯　執行予定金額

允　契約の方法

印　経費算出の根拠
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咽　予算科目及び予算現況

員　その他必要な事項

　（入札執行職員の指定）

第２４条　予算執行職員は、一般競争入札又は指名競争入札の方法により契約

を締結しようとする場合においては、入札事務を執行させるため事務局の

職員のうちから入札執行職員を指定しなければならない。ただし、予算執

行職員が自ら入札事務を執行する場合は、この限りでない。

　（契約書の作成）

第２５条　予算執行職員は、契約を締結しようとするときは、契約書を作成し、

管理者の氏名を記載押印のうえ、契約の相手方（以下「契約者」という。）

と相互に交換しなければならない。

２　契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただ

し、契約の性質又は目的により記載する必要がない事項については、この

限りでない。

茨　契約の目的

芋　契約金額

鰯　契約履行期限

允　契約履行場所

印　契約代金の支払又は受領の時期及び方法

咽　契約保証金額及び契約違反の場合におけるその処分

員　履行遅滞その他の債務不履行の場合における契約解除並びに遅延利息

及び違約金その他の損害賠償金

因　危険負担

姻　かし担保責任

引　債権譲渡及び債務引受に関すること。

飲　債務履行の確認の時期

淫　監督及び検査

胤　契約に関する紛争の解決方法

蔭　その他必要な事項
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　（契約書の省略）

第２６条　次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約書の作成を省

略することができる。

茨　物件を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物

件を引き取る契約をするとき。

芋　せり売りにするとき。

鰯　国又は地方公共団体の機関と契約するとき。

允　電力、ガス、水道、電信電話等の供給契約又は使用契約をするとき。

印　単価契約又は基本契約に基づく契約で請求のあったときに支出負担行

為として整理することができるものをするとき。

咽　前各号に定めるもののほか、１００万円を超えない指名競争契約又は随

意契約をするとき。

２　前項の規定にかかわらず、同項第３号又は第６号に規定する契約を締結

する場合において、翌年度以降において支出が予定されるとき（同号の随

意契約に係るものを除く。）又は概算払、前金払（同項第３号の契約及び会

場借上げ契約に係るものを除く。）若しくは部分払の特約をするときは、契

約書の作成を省略することができない。

３　第１項第６号に規定する場合において、予算執行職員は、必要と認める

ときは、請書その他契約の成立したこと及びその内容等が証明できる書類

を提出させることができる。

　（契約保証金）

第２７条　契約者は、現金（施行令第１５６条の規定による持参人払式の小切手を

含む。以下第２８条において同じ。）をもって、契約金額の１００分の１０以上の

契約保証金を納付しなければならない。ただし、国債、地方債その他管理

者が確実と認める担保の提供をもって代えることができる。

２　予算執行職員は、次の各号の一に該当する場合は、契約保証金の全部又

は一部の納付を免除することができる。

茨　契約者が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を

締結したとき。

芋　施行令第１６７条の５第１項及び第１６７条の１１第２項の規定に基づき別に
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管理者が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者

が過去２年の間に、組合と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以

上にわたって締結しており、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

鰯　法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供された

とき。

允　物品を売り払う契約を締結する場合において、売却代金が即納される

とき。

印　指名競争入札及び随意契約の方法により契約を締結する場合におい

て、契約者が履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

３　契約保証金は、契約者が契約条項に定める義務を履行したときに還付す

る。

　（入札保証金）

第２８条　入札に参加しようとする者は、現金をもって、入札金額の１００分の５

以上の金額を入札保証金として納付しなければならない。前条第１項ただ

し書の規定は、この場合に準用する。

２　予算執行職員は、次の各号の一に該当する場合は、入札保証金の全部又

は一部の納付を免除することができる。

茨　入札に加わろうとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入

札保証保険契約を締結したとき。

芋　入札に加わろうとする者が施行令第１６７条の５第１項及び第１６７条の１１

第２項の規定に基づき、別に管理者が定める資格を有する者で、その者

が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

鰯　指名競争入札の方法により契約を締結しようとする場合において、入

札に加わろうとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認

められるとき。

　（予定価格）

第２９条　予算執行職員は、入札に付する目的物の予定価格を仕様書及び設計

書等によって定めなければならない。

２　前項の予定価格は、入札に付する目的物の価格の総額について定めなけ
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ればならない。ただし、一定期間継続して行う製造、加工、売買、供給及

び使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めるこ

とができる。

３　予定価格は、契約の目的物又は役務について、取引の実例価格、需給の

状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して定めなけれ

ばならない。

４　予算執行職員は、物件の売却につき特に必要があると認めるときは、そ

の予定価格を公告において明らかにすることができる。

　（違約金）

第３０条　予算執行職員は、契約者が契約期間内に契約を履行しない場合は、

契約の定めるところにより、遅延日数１日につき契約金額の１,０００分の１以

上の金額を違約金として徴収することができる。

２　前項の違約金は、契約者に対して支払うべき代金又は第２７条第３項の規

定により還付すべき契約保証金と相殺し、なお不足があるときは追徴す

る。

　（契約の解除）

第３１条　予算執行職員は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、

契約の定めるところにより契約を解除することができる。

茨　期限若しくは期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがない

と認められるとき。

芋　正当な理由がないのに契約の履行を着手しないとき。

鰯　契約の解除の申出をしたとき。

允　契約の履行の確保又は確認をするために行う監督又は検査に際し、当

該契約者若しくはその代理人又は支配人その他の使用人が、監督又は検

査を行う者の職務の執行若しくは指示を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

印　前各号に定めるもののほか、契約の目的を達成することができないと

認められるとき。

２　前項の規定による契約の解除は、書面により行わなければならない。た

だし、第２６条第１項の規定により契約書の作成を省略した場合は、この限

りでない。
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　（売払物件の引渡し時期）

第３２条　物件の売払契約をした場合においては、法令又は契約に特別の定め

がある場合のほか、その引渡しは、代金が完納された後に行わなければな

らない。

　（履行届）

第３３条　予算執行職員は、契約者が契約を履行したときは、直ちに履行届を

提出させなければならない。ただし、第３５条第３項の規定により検査調書

の作成を省略できる契約については、この限りでない。

　（履行の確認のための検査等）

第３４条　予算執行職員は、前条の届出があったとき又は前条ただし書の規定

による契約の履行があったときは、直ちに自ら検査し、又は他の職員に検

査させなければならない。

２　予算執行職員は、前項の検査に当たり、特に専門的な知識又は技能を必

要とすることその他の理由により、自ら検査し、又は他の職員に検査させ

ることが困難であり、又は適当でないと認めるときは、職員以外の者に委

託して検査させることができる。契約の履行を確保するための監督につい

ても、また同様とする。

　（検査調書）

第３５条　予算執行職員は、前条第１項の規定により自ら検査を行ったとき

は、検査調書を作成しなければならない。

２　前条第１項の規定により検査を命じられた職員及び同条第２項の規定に

より検査の委託を受けた者は、検査調書を作成し、当該予算執行職員に提

出しなければならない。

３　予算執行職員及び検査を命じられた職員は、前２項の規定にかかわら

ず、１件の金額が１００万円を超えない契約について検査をしたときは、当該

支出負担行為に係る支出命令決議書に検査済みである旨の証明を付するこ

とをもって検査調書の作成に代えることができる。ただし、部分払をする

ために検査したとき及び検査の結果その給付が契約の内容に適合しないも

のであるときは、この限りでない。
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　（部分払の特約）

第３６条　予算執行職員は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は

物件の買入れその他の契約を締結する場合において、その給付の全部を完

了する前に代価の一部を支払う必要があると認めるときは、次の各号に掲

げる区分に応じ当該各号に定める範囲内において、部分払の特約をするこ

とができる。

茨　工事又は製造その他についての請負契約　その既済部分に対する代金

の額の１０分の９

芋　物件の購入契約　その既納部分に対する代金の全額

鰯　性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約　その既済部分

に対する代金の全額

２　予算執行職員は、前項の規定による部分払の特約をした契約に基づいて

部分払をしようとするときは、契約者から一部履行届を提出させなければ

ならない。

３　第３４条並びに第３５条第１項及び第２項の規定は、前項の一部履行届の提

出があった場合に準用する。

　（危険負担）

第３７条　予算執行職員は、契約を締結する場合において、部分払の特約をし

ようとするときは、部分払の対象とした物件については、組合を受取人と

する損害保険契約を締結させる等の方法により、契約者にその危険を負担

させる旨をあらかじめ契約書により明確に定めておかなければならない。

 第２節　競争入札等

　（競争入札等の手続）

第３８条　一般競争入札及び指名競争入札の執行並びにせり売りに関する手続

は、管理者が別に定める。

 第３節　随意契約

　（随意契約のできる額）

第３９条　施行令第１６７条の２第１項第１号の規定に基づき、随意契約ができ

る額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
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茨　工事又は製造の請負　１３０万円

芋　財産の買入れ　８０万円

鰯　物件の借入れ　４０万円

允　財産の売払い　３０万円

印　物件の貸付け　３０万円

咽　前各号に掲げるもの以外のもの　５０万円

　（予定価格）

第４０条　予算執行職員は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ第２９

条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

　（見積書）

第４１条　予算執行職員は、随意契約をしようとするときは、なるべく２人以

上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれか

に該当する場合においては、見積書を徴さないことができる。

茨　支出の原因となるべき契約で、予定価格が３０万円を超えないとき。

芋　契約の性質上又は目的により見積書を徴することが不適当であると認

めるとき。

　（見積り期間）

第４２条　前条の規定により見積書を徴するときは、納入期日の前日から起算

して少なくとも２日以上の見積り期間をおかなければならない。ただし、

契約後直ちに履行できるとき又は軽易な契約で予算執行職員がその必要が

ないと認めるときは、この限りでない。

 第４章　収入

 第１節　調定

　（調定）

第４３条　収支命令職員は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入につい

て、次の各号に掲げる事項を確認のうえ調定決議書により調定しなければ

ならない。

茨　法令又は契約等に適合しているか。

芋　徴収すべき時期に至っているか。
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鰯　納入義務者に誤りがないか。

允　会計年度、会計名、科目、金額等に誤りがないか。

印　その他必要な事項

２　前項の規定による調定は、次の各号に掲げる収入の区分に応じ当該各号

に定める時期に行わなければならない。

茨　納期限の一定した収入　納期限の１０日前まで

芋　随時の収入　その原因発生のつど

　（収入の通知）

第４４条　収支命令職員は、収入について調定をしたときは、直ちに会計管理

者に対し収入の通知をしなければならない。

２　前項の収入の通知は、調定決議書により行うものとする。

３　会計管理者は、第１項の通知を受けたときは、前条第１項の規定に準じ

て確認しなければならない。

　（納入の通知）

第４５条　収支命令職員は、収入について調定をしたときは、会費その他その

性質上納入の通知を必要としない収入を除き、直ちに納入義務者に納入通

知書を送付することにより、納入の通知をしなければならない。

２　前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入については、口頭、掲

示その他の方法により納入の通知をすることができる。

茨　公社債元利金及び預金利子その他これに類するもの

芋　前号に掲げるもののほか、納入通知書を送付して通知し難い収入

３　第１項の規定による納入通知書は、法令又は契約に別に定めがあるもの

のほか、調定した日から起算して３０日以内の日を納期限として指定して発

しなければならない。ただし、次条第２項の規定により納入通知書を送付

する場合においては、既に通知した納期限と同一の納期限を指定しなけれ

ばならない。

４　前項の納期限が日曜日又は休日である場合はその翌日、土曜日である場

合はその翌々日をもって納期限とする。

５　第１項の規定による納入通知書について、納入義務者から再発行の申出

があったときは、これを再発行し、当該納入義務者に送付しなければなら
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ない。この場合、納入通知書の余白に「再発行」と朱書するものとする。　

（調定の変更）

第４６条　収支命令職員は、調定をした後において、当該調定をした金額（以

下「原調定額」という。）を変更しなければならないときは、直ちに変更調

定決議書により原調定額の変更による増加額又は減少額に相当する金額に

ついて調定をしなければならない。

２　収支命令職員は、原調定額の変更により原調定額が減少することとなる

収入で納入義務者に対し既に納入の通知をし、かつ、収納されていないも

のについては、直ちに納入義務者に対して、既に通知済みの納入すべき金

額を変更した旨を通知するとともに、原調定額の減少後の額について納入

通知書を送付しなければならない。

　（返納金の調定）

第４７条　収支命令職員は、第７２条第１項又は第９４条の規定により返納通知書

を送付した支出の返納金で、出納閉鎖期日までに戻入を終わらないものが

あるときは、その年度の出納閉鎖期日の翌日をもって、その返納すべき金

額を、現年度の歳入に組み入れる調定をしなければならない。この場合に

おいて、既に発行した返納通知書は、納入通知書とみなす。

 第２節　収納

　（直接領収した現金の取扱い）

第４８条　会計管理者及び局出納員は、収入金を直接現金（現金に代えて納付

される施行令第１５６条の規定による証券を含む。以下同じ。）で領収したと

きは、当該納人に現金領収書を交付し、速やかに当該現金を現金払込書に

より指定金融機関又は収納代理金融機関（以下「指定金融機関等」という。）

に払い込まなければならない。

２　会計管理者及び局出納員は、前項の規定により領収した現金を払い込む

ときは、当該収入金が調定済みのものであるかどうかを確認しなければな

らない。この場合において、調定が終わっていないものであるときは、直

ちに収支命令職員に対して領収した収入金の内容を通知しなければならな

い。
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３　現金取扱員は、会費を直接現金で領収したときは、当該会費払込者に会

員証を交付し、速やかに事務所出納員又は分任出納員に引き継がなければ

ならない。

４　事務所出納員及び分任出納員は、会費を直接現金で領収したときは、当

該会費払込者に会員証を交付し、速やかに当該現金及び前項により引き継

がれた現金を会費現金払込書により取りまとめ収納店又は収納店に払い込

まなければならない。

　（収納済みの通知）

第４９条　会計管理者は、指定金融機関等から収納済みの通知を受けたとき

は、これを収支命令職員に通知しなければならない。

　（過誤納金の処理）

第５０条　会計管理者は、収入金の誤納若しくは過納があったとき又は第４６条

第１項の規定により原調定額が変更された場合において、既に収納された

収入金に過納が生じたときは、直ちに収支命令職員にその旨を通知しなけ

ればならない。

　（過誤納金の還付）

第５１条　収支命令職員は、前条の規定による通知により過誤納金を納入義務

者に還付するときは、還付を受けようとする者から還付請求書を徴し、還

付決議書により会計管理者に対し還付の通知をしなければならない。この

場合において、還付請求書を徴することができないとき又は徴することが

不適当なときは、その徴取を省略することができる。

２　会計管理者は、前項の通知を受けたときは、支払の手続の例により、こ

れを収入した当該歳入から戻し出し、納人に還付しなければならない。

　（資金前渡による還付）

第５２条　施行令第１６１条第２項の規定に基づき、過誤納金の還付のため必要

があるときは、支払の手続の例によりその資金を職員に前渡することがで

きる。

　（歳入金還付書類の表示）

第５３条　前２条の場合においては、関係書類に「歳入金還付」と朱書しなけ

ればならない。
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　（徴収又は収納の委託）

第５３条の２　事務局長は、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託すること

ができる。

２　事務局長は、前項の規定により徴収又は収納の事務を委託しようとする

ときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を交換しなければならな

い。

茨　徴収又は収納の委託をする収入の内容

芋　収入確保の計画

鰯　納入義務者の便益の状況

允　委託の相手方

印　収納の手続

咽　その他必要な事項

３　事務局長は、第１項の規定による委託をしたときは、その旨を告示し、

かつ、公表する手続をとらなければならない。

　（収入未済金の繰越し）

第５４条　収支命令職員は、調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日まで

に収納を終わらないものがあるときは、出納閉鎖期日の翌日において翌年

度に繰越し、収納しなければならない。

２　収支命令職員は、前項の規定により繰り越したもので、当該年度の末日

までに収納済みとならないものについては、当該年度の末日の翌日におい

て翌年度に繰り越し、翌年度の末日までになお収納済みとならないものに

ついては、その後順次繰り越して収納しなければならない。

 第５章　支出

 第１節　支出負担行為

　（支出負担行為の整理区分）

第５５条　支出の原因となるべき契約その他の行為について、支出負担行為と

して整理する時期及び範囲は、別表第３に定めるとおりとする。

２　前項の規定にかかわらず、資金前渡、過年度支出及び過誤払金の戻入に

ついて、支出負担行為として整理する時期及び範囲は、別表第４に定める
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とおりとする。

　（支出負担行為の決定）

第５６条　予算執行職員は、支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ

当該支出負担行為の内容、相手方、負担すべき金額その他必要な事項を記

載した支出負担行為決議書により決定しなければならない。

　（支出負担行為の整理）

第５７条　予算執行職員は、前年度以前において、債務負担行為に基づいて支

出の原因となるべき契約その他の行為をした経費について歳出予算の議決

があったときは、前条の規定に準じて支出負担行為決議書を作成して支出

負担行為の整理をしなければならない。

第５８条　削除

　（支出負担行為の変更）

第５９条　予算執行職員は、支出負担行為を決定した後において支出負担行為

の金額を増額又は減額する必要があるときは、変更の理由及び内容その他

必要な事項を記載した変更支出負担行為決議書により決定しなければなら

ない。

２　前項の規定にかかわらず、第７１条の規定により支出済みの金額を返納さ

せる場合において、当該支出負担行為の金額を減額する必要があるとき

は、返納金の戻入があったときに同項の決定があったものとみなす。

第６０条　削除

 第２節　支出命令等

　（支出の原則）

第６１条　支出は、債務金額が確定し、支払の履行期が到来した後に、債権者

のためでなければすることができない。ただし、支出の特例に該当する支

払をしようとする場合は、この限りでない。

　（支出命令）

第６２条　収支命令職員は、支出しようとするときは、次の各号に掲げる事項

を確認したうえ、支出命令決議書によりこれを決定し、会計管理者に対し

支出命令を発しなければならない。
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茨　支出負担行為額の範囲内であるか。

芋　支払債務が確定しているか。

鰯　支払うべき時期が到来しているか。

允　債権者は正当であるか。

印　会計年度、会計名、科目、金額等に誤りがないか。

２　前項の支出命令決議書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければな

らない。

茨　債権者その他支払を受けるべき者から提出を受けた請求書（国、地方

公共団体その他公共団体の機関の発する納入告知書、納入通知書その他

これらに類する書類（以下「納入に関する書類」という。）を含む。）又

は支出すべき金額の算定基礎を記載した書類

芋　支払債務が確定していることを確認できる書類又は検査調書

鰯　その他必要な書類

　（支出命令決議書）

第６３条　収支命令職員は、支出をしようとするときは、１件ごとに支出命令

決議書を作成しなければならない。

２　１件の請求書を分割して支出しようとするときは、分割した支出科目ご

とに支出命令決議書を作成しなければならない。

３　第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、１枚の支出命令

決議書に取りまとめて作成することができる。

茨　支出科目及び支出目的が同一で、２件以上の請求書を一括して支出を

しようとするとき。

芋　第８３条及び第８４条に規定する支払区分ごとに取りまとめて支出しよう

とするとき。

　（請求書の徴取）

第６４条　収支命令職員は、次の各号に掲げる事項を記載した債権者の請求書

によらなければ、支出命令を発することができない。

茨　請求金額及びその積算の基礎

芋　債権者が債権を放棄する場合は、その旨、金額及び証印

鰯　その他必要な事項
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２　前項の規定にかかわらず、収支命令職員は、旅費については、新潟県市

町村総合事務組合職員の旅費支給に関する規則（平成１６年規則第１６号。以

下「旅費支給規則」という。）別表第１に掲げる旅行命令（依頼）簿兼旅費

請求書等によって支出命令を発することができる。

３　第１項の規定にかかわらず、収支命令職員は、次の各号に掲げる経費に

ついては、請求書によらないで支出命令を発することができる。

茨　報酬、給料、職員手当等（退職手当を除く。）及び臨時的任用職員に対

する賃金

芋　地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第１１３条に規定する

負担金

鰯　地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）第４９条に規定する負担

金

允　報償金その他これに類する経費

印　事業主として負担する社会保険料等

咽　貸付金、積立金、投資及び出資金

員　過年度支出のうち歳入還付金

因　前各号に掲げるもののほか、経費の性質により請求書を徴し難い経費

又は請求書を徴することが不適当と認められる経費

４　収支命令職員は、資金前渡の方法によって支出する経費に係る資金の前

渡を受ける職員（以下「資金前渡職員」という。）に対して支出をしようと

するときは、当該資金前渡職員の請求によらないで支出命令を発すること

ができる。

　（請求又は領収の委任）

第６５条　収支命令職員は、債権者が代理人に請求又は領収させようとすると

きは、当該債権者に対し委任状を提出させなければならない。

　（債権の譲渡又は承継）

第６６条　収支命令職員は、債権の譲渡又は承継に係る支出をしようとすると

きは、請求書に譲渡又は承継に係る債権である旨を表示させ、又はその旨

を記載した書面を添付させなければならない。
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　（立替払費用償還請求書の徴取）

第６７条　収支命令職員は、緊急かつ予期しない場合において、即時対価を支

払わなければ物品の購入、通信運搬、借上げ等の調達が著しく困難な経費

を職員が支払ったときであって、組合が支出すべき経費を立て替えて支払

をした者に対して支出しようとするときは、当該債権者に立替払費用償還

請求書を提出させなければならない。

第６８条　削除

　（精算の確認）

第６９条　収支命令職員は、資金前渡職員に対して資金を交付した場合におい

て、当該資金に係る支払事務が終了したときは、速やかに資金精算書を提

出させて当該資金の精算額を確認しなければならない。

２　前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、資金精算書以外

の書類で確認することができる。

茨　施行令第161条第１項第13号及び第14号に掲げる経費

芋　第74条第１項第４号に掲げる経費

３　前１項の規定にかかわらず、第７５条第１項第１号から第４号までに定め

る額をもって資金を前渡した場合において、その支払金額が当該前渡した

金額と同一で、かつ、支払の際領収書を徴したことを確認したものについ

ては、資金精算書以外の書類で確認することができる。

４　収支命令職員は、施行令第１６１条第２項の規定により資金を前渡した場

合において、当該資金に係る支払事務が終了したときは、速やかに支払を

証する書類を提出させて当該資金の精算額を確認しなければならない。

５　収支命令職員は、概算払をした経費に係る反対給付があったとき又は概

算払に係る旅費の支給を受けた者が当該旅行を完了したときは、速やかに

当該経費の精算額を確認しなければならない。

　（精算の通知）

第７０条　収支命令職員は、前条第１項の規定により精算額を確認したとき

は、資金精算書により会計管理者に対し速やかに精算の通知をしなければ

ならない。

２　会計管理者は、前項の通知を受けたときは、精算の内容を確認し、資金
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精算書を収支命令職員に送付しなければならない。

　（返納命令）

第７１条　収支命令職員は、資金前渡若しくは概算払の精算残金又は支出の誤

払い若しくは過渡しとなった金額を返納させ、当該支出した経費に戻入し

ようとするときは、その原因の発生のつど速やかに返納決議書により決定

し、会計管理者に対し返納の命令を発しなければならない。

　（返納の通知）

第７２条　収支命令職員は、前条の規定により返納の命令を発したときは、当

該返納義務者に対し、直ちに返納通知書により返納の通知をしなければな

らない。この場合において、返納通知書には、特に理由があると認める場

合のほか、返納決議の日から起算して３０日以内の日を納期限として指定し

なければならない。

２　収支命令職員は、その発行した返納通知書について返納義務者から再発

行の申出があったときは、これを再発行し、当該返納義務者に送付しなけ

ればならない。この場合において、当該返納通知書の余白に「再発行」と

朱記するものとする。

　（支払命令の取消し）

第７３条　収支命令職員は、誤った支出命令を発した場合において、会計管理

者が当該支出命令に係る債務の支払をしていないときは、支出命令取消決

議書により支出の取消しを決定し、会計管理者に対し支出の取消命令を発

しなければならない。

 第３節　支出の特例

　（資金前渡の範囲）

第７４条　施行令第１６１条第１項第１号から第１６号までに掲げる経費のほか、

次の各号に掲げる経費については、資金前渡の方法によって支払をするこ

とができる。

茨　組合の依頼により旅行した者に支給する費用弁償

芋　交際費

鰯　報償費
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允　日本放送協会に対し支払う受信料

印　前各号に掲げるもののほか、予算執行職員が経費の性質上即時現金で

支払わなければ事務の取扱いに著しく支障を及ぼすと認める経費

　（資金前渡の限度額）

第７５条　資金前渡することができる額は、次の各号に掲げる経費の区分に応

じ当該各号に定める額を超えることができない。

茨　職員に支給する報酬、給料及び職員手当等に係る経費並びに臨時的任

用職員に支給する賃金　当該経費の確定した額

芋　職員に支給する旅費　新潟県市町村総合事務組合特別職の職員の給

料、議員報酬、報酬及び費用弁償等に関する条例（平成１６年条例第１２号）

及び旅費支給規則に定める旅行命令（依頼）簿に基づく旅費相当額

鰯　一般職の非常勤職員に支給する賃金　支給予定額

允　通勤に係る費用弁償　確定した額又は支給予定額

印　前各号に掲げる経費以外の経費　必要最小限度の額

２　前項第１号及び第３号に定める額は、支払の際徴収すべき控除額が確定

しているもの又は予定されているものについては、当該控除額を差し引い

た額とする。

　（資金前渡職員）

第７６条　資金前渡職員は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に

掲げる職にある者とする。

茨　交際費　事務局長

芋　事務局の課及び所において支払う経費　当該課長又は所長代理

鰯　第５２条及び第７４条第３号の経費　事務所次長その他管理者が認める者

２　前項の規定にかかわらず、予算執行職員は、当該経費の内容又は支払場

所その他の理由により、前項各号に掲げる資金前渡職員をしてその資金の

保管及び支払を行わせることが著しく不適当であると認める場合又は同項

各号に掲げる者が欠けた場合若しくは事故ある場合においては、他の職員

を指定して資金前渡職員とすることができる。

　（概算払）

第７７条　施行令第１６２条第１号から第５号までに掲げる経費のほか、次の各
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号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

茨　地方公務員災害補償法第４９条に規定する負担金

芋　損害賠償金

　（前金払）

第７８条　施行令第１６３条第１号から第７号までに掲げる経費のほか、訴訟に

要する経費及び保険料については、前金払をすることができる。

 第４節　支払等

　（支出命令の審査）

第７９条　会計管理者は、支出の命令を受けたときは、その適否を第６２条の例

により審査し、確認をしたうえでなければ支払をしてはならない。

２　会計管理者は、前項の規定による審査において必要があると認めるとき

は、支出負担行為決議書、契約書その他の書類の提出を求めることができ

る。

　（支払の際に控除すべき控除金の処理）

第８０条　会計管理者は、法令の規定等により支払の際に控除すべき控除金が

あるときは、これを控除したうえで債権者に支払をしなければならない。

　（直接払）

第８１条　会計管理者は、債権者に直接支払をしようとするときは、当該債権

者に対して小切手を振り出して行わなければならない。

２　会計管理者は、前項の規定により小切手を振り出したときは、債権者か

ら領収書を徴するとともに、即日指定金融機関に小切手振出済通知書を交

付しなければならない。

　（払込払）

第８２条　会計管理者は、国、地方公共団体その他公共団体の機関に対して、

当該機関の発した納入に関する書類等により支払をしようとするときは、

指定金融機関にその資金を交付して払込の手続をとらせなければならな

い。

　（口座振替払）

第８３条　会計管理者は、別表第５に掲げる金融機関に預金口座を設けている
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債権者から口座振替の方法によって支払を受ける旨の申込みがあったもの

について支払をしようとするときは、指定金融機関にその資金を交付して

口座振替の手続をとらせなければならない。

　（送金払）　

第８４条　会計管理者は、隔地の債権者に支払をしようとする場合において、

前３条の方法により難いときは、指定金融機関に送金通知書を添えてその

資金を交付し、債権者の住所に送金させなければならない。

２　前項の送金払をするときの支払先金融機関は、別表第５に掲げる金融機

関でなければならない。

　（資金の交付）

第８５条　会計管理者は、前３条の規定により指定金融機関に資金を交付する

ときは、支払依頼書を作成し、当該指定金融機関を受取人とする小切手を

振り出し、小切手振出済通知書を添付して交付しなければならない。

２　会計管理者は、前項の規定により指定金融機関に資金を交付したとき

は、資金領収書を提出させなければならない。

　（小切手の記載事項）

第８６条　会計管理者は、その振り出す小切手に次の各号に掲げる事項を記載

しなければならない。

茨　支払金額

芋　支払をする指定金融機関の名称

鰯　受取人の氏名

允　小切手の持参人が支払を受ける旨

印　振出年月日、振出地及び支払地

咽　会計年度、会計名及び番号

２　会計管理者が振り出す小切手は、記名式持参人払式としなければならな

い。ただし、会計管理者、資金前渡職員又は指定金融機関を受取人として

振り出す小切手は、記名式として指図禁止の旨を記載しなければならな

い。

　（小切手等の確認）

第８７条　会計管理者は、小切手を振り出し、又は小切手振出済通知書若しく

―　３７１　―

必要Title:04-1●345-.ec8 Page:371  Date: 2018/07/18 Wed 14:44:48 



は公金振替書を発行するときは、金額の確認を行い、当該金額を記載した

頭部に確認の私印を押印しなければならない。

２　前項の規定にかかわらず、会計管理者は、あらかじめ職員を指定して金

額の確認を行わせることができる。この場合において、確認の印は、当該

職員の私印を押印するものとする。

　（書き損じ等の小切手の処理）

第８８条　損傷、書き損じ等による小切手は、当該原符にその理由を朱書する

とともに、当該小切手に斜線を朱記し、そのまま小切手帳に残しておかな

ければならない。ただし、切り離してしまった場合は、原符にはりつけて

おかなければならない。

　（会計管理者の印鑑通知）

第８９条　会計管理者は、小切手、小切手振出済通知書又は公金振替書に押印

された印影の照合に供するため、あらかじめその職印の印影を印鑑通知表

により指定金融機関に通知しなければならない。

　（出納閉鎖期日までに支払の終わらない資金の処理）

第９０条　会計管理者は、直接払に係る小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期

日を経過しまだ支払を終わらない金額については、指定金融機関から直接

払未払金報告書を提出させて確認し、歳入歳出外現金の受入れとして整理

するとともに、速やかに指定金融機関に対し歳入歳出外現金に振り替える

べき旨の通知をしなければならない。

　（振出日付から１年経過後の小切手等の処理）

第９１条　会計管理者は、次の各号に掲げる未支払の資金について、指定金融

機関から１年経過小切手等支払未済額報告書を提出させて確認し、収支命

令職員に対しその旨を通知しなければならない。

茨　前条の規定により、歳入歳出外現金に振り替えた資金のうち、小切手

振出日付から１年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するもの

芋　第８４条の規定により、指定金融機関に対し交付した資金のうち、資金

交付の日から１年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するもの

２　収支命令職員は、前項の通知を受けたときは、当該金額を速やかに調定

しなければならない。
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　（小切手の亡失等による請求）

第９２条　振出日付から１年未満の小切手を亡失した者は、民事訴訟法（明治

２３年法律第２９号）の規定により、証書の無効宣言のための公示催告をし、除

権判決を受け、当該判決書及び当該小切手の未払証明書を添付して会計管

理者に支払の請求をすることができる。

２　振出日付から１年未満の小切手を汚損又は損傷したため指定金融機関に

おいて支払の拒絶を受けた者は、当該小切手の未払証明書の発行を受け、

これに当該小切手を添付し、会計管理者に支払の請求をすることができ

る。

３　会計管理者は、前２項の規定による請求があったときは、これを調査し、

受取人に対し小切手振出済証明書を交付しなければならない。

４　受取人は、前項の小切手振出済証明書により指定金融機関に支払の請求

をすることができる。

　（小切手の償還等）

第９３条　小切手の所持人は、小切手振出日付から１年経過後の小切手により

償還を受けようとするときは、小切手償還請求書にその小切手を添付して

会計管理者に請求しなければならない。ただし、特別な理由があって当該

小切手の添付ができない場合は、その添付を省略することができる。この

場合において、償還請求を受けようとする者は、当該小切手償還請求書に

その理由を明記しなければならない。

２　会計管理者は、前項の規定による請求があったときは、収支命令職員に

通知しなければならない。

３　収支命令職員は、前項の規定による通知があったときは、速やかに支払

の手続をとらなければならない。

４　前３項の規定は、会計管理者が第８４条により指定金融機関に交付した資

金について、資金交付の日から１年を経過しまだ支払を受けていない債権

者の支払の請求について準用する。

　（会計管理者の過誤払金の処理）

第９４条　会計管理者は、過誤払をしたため、当該過誤払額を返納させなけれ

ばならないときは、返納義務者に対して返納通知書を発して返納させなけ
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ればならない。この場合において、第７１条及び第７２条の規定を準用するも

のとし、「収支命令職員」とあるのは「会計管理者」と読み替えるものと

する。

　（ぼ印の取扱い）

第９５条　収支命令職員、会計管理者、局出納員又は資金前渡職員（以下本条

において「収支命令職員等」という。）は、債権者が印鑑を遺失したことな

どの理由により、請求書又は領収書に押印することができないと認めると

きは、債権者の署名又はぼ印により印鑑の押印に代えることができる。こ

の場合において、収支命令職員等は、その請求書又は領収書の余白に理由

を付記し、その旨を証明しなければならない。

　（支払証明）

第９６条　会計管理者、局出納員又は資金前渡職員は、やむを得ない理由によ

り債権者から領収書の提出がなされないとき又は領収印の押印を受けるこ

とができないときは、支払証明書を作成し、領収書に代えることができる。

 第６章　公金の振替及び収入支出の更正

　（公金の振替）

第９７条　会計管理者は、次の各号に掲げる場合は、公金の振替により処理を

することができる。

茨　同一会計の歳入歳出相互間の収入又は支出をするとき。

芋　他会計相互間の資金の繰入れ又は繰出しをするとき。

鰯　歳計現金と歳入歳出外現金相互間の現金の移管をするとき。

允　歳計現金と基金相互間の現金の移管をするとき。

印　債権及び債務の相殺をするとき。

咽　繰上充用金の充用をするとき。

　（公金の振替の手続）

第９８条　会計管理者は、前条の規定により公金の振替をしようとするとき

は、次の各号に掲げる事項を記載した公金振替書を作成し、指定金融機関

に交付しなければならない。

茨　振替金額
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芋　会計年度

鰯　会計名

允　発行年月日

印　番号

２　会計管理者は、前項の規定により公金振替書を交付したときは、指定金

融機関に公金振替済通知書を提出させなければならない。

　（収入の更正）

第９９条　収支命令職員は、第４４条の規定により収入の通知を発した後又は収

入後において、当該調定又は収入の会計年度、会計名又は科目等の誤りを

更正しようとするときは、収入更正決議書により決定し、会計管理者に対

し更正の通知をしなければならない。

　（支出の更正）

第１００条　予算執行職員又は収支命令職員は、第５６条若しくは第５９条第１項

の規定により支出負担行為の決定をした後又は第６２条第１項の規定により

支出命令を発した後において、当該支出負担行為又は支出の会計年度、会

計名又は科目等の誤りを更正しようとするときは、支出更正決議書により

決定し、会計管理者に対し更正の通知又は命令を発しなければならない。

　（振替更正）

第１０１条　会計管理者は、前２条の規定により会計年度又は会計名の更正の

通知又は命令を受けた場合においては、公金の振替の手続に準じて指定金

融機関に対し、振替の手続を取らせなければならない。

 第７章　債権管理

　（債権管理者の職務）

第１０２条　債権管理者は、債権について適正な管理を行うよう努めなければ

ならない。

　（債権の発生等の通知）

第１０３条　債権管理者は、債権が発生したときは、遅滞なく収支命令職員に当

該債権に係る債務者の住所、氏名及び債権金額等を通知しなければならな

い。
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２　前項の場合において、徴収すべき時期が到来していない債権があるとき

は、未調定債権管理票に記録しておき、徴収すべき時期が到来したときに

前項の通知をしなければならない。

　（債権管理の記録及び通知）

第１０４条　債権管理者は、債権について、滞納処分、強制執行、履行期限の繰

上げ、債権の申出等、徴収停止、履行延期の特約及び免除をしたとき（以

下「滞納処分等」という。）並びに権利が消滅したときは、その内容を、未

調定債権管理票又は未納債権管理票に記録し、収支命令職員に対して通知

しなければならない。

　（督促）

第１０５条　債権管理者は、収入金及び返納金を納期限までに納入しない者が

あるときは、期限を指定して督促状を発しなければならない。

２　前項の督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して１０日以

上２１日以内の日としなければならない。

３　債権管理者は、督促状を発したときは、その内容を督促状発行整理簿に

記録しておかなければならない。

４　督促状を発行したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならな

い。

　（滞納処分等）

第１０６条　第１０４条に規定する滞納処分等の手続は、管理者が別に定める。

　（欠損処分）

第１０７条　収支命令職員は、次の各号の一に該当するときは、欠損処分を行わ

なければならない。

茨　法第９６条第１項第１０号の規定により、議会の議決を経て権利を放棄し

たとき。

芋　時効により権利が消滅したとき。

鰯　前２号に掲げるもののほか、法律若しくはこれに基づく政令又は条例

により、権利を消滅させ、又は権利が消滅したとき。

　（欠損処分の手続）

第１０８条　収支命令職員は、債権について欠損処分をしようとするときは、あ
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らかじめ次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項を調査し、そ

の結果を記載した欠損処分調書により決定しなければならない。

茨　前条第１号の場合　議会の議決があった年月日、議決の内容及び権利

の放棄をした年月日

芋　前条第２号の場合　権利の内容、時効の中断及び停止の有無、法令の

定める期間の経過並びに私法上の債権にあっては、時効の援用の有無

鰯　前条第３号の場合　権利の内容並びに権利の消滅の理由及び年月日

２　収支命令職員は、債権について欠損処分をしたときは、欠損処分調書に

より会計管理者に通知しなければならない。

 第８章　基金

　（基金の管理者）

第１０９条　基金の管理に関する事務を所掌する者（以下「基金管理者」という。）

は、当該基金の設置目的に従い、特に必要があると認めて管理者が指定す

る者を除き、事務局長とする。

　（基金の管理）

第１１０条　基金管理者は、その管理に係る基金について基金管理簿を備え、そ

の状況を明らかにしておかなければならない。

　（手続の準用）

第１１１条　基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管又は債権の管理につ

いては、第４章から第７章まで、第９章、第１２章及び第１３章の規定を準用

する。

 第９章　現金及び有価証券

 第１節　資金計画等

　（資金計画）

第１１２条　会計管理者は、歳計現金及び歳入歳出外現金について常に現金の

現況を把握のうえ、資金計画を策定し、計画的かつ効率的な資金管理に努

めなければならない。

２　会計管理者は、前項の資金計画を定める場合は、資金計画表を作成し、
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現金の現況に応じて効率的資金計画を計るとともに、資金運用に支障をき

たさないように努めなければならない。

　（一時借入金）

第１１３条　事務局長は、歳出予算内の支出に充てるため、一時借入金を借入れ

ることができる。

　（基金の繰替運用）

第１１４条　事務局長は、管理者の承認を得て基金に属する現金の歳計現金へ

の繰替運用をすることができる。

２　前項の繰替運用をすることができる期間は、同一会計年度内の６月以内

の期間とする。ただし、当該期間中であっても、基金の執行に支障が生じ

たとき又は生じるおそれのあるときは、いつでも基金へ繰戻すものとす

る。

 第２節　歳入歳出外現金等

　（歳入歳出外現金等の年度区分）

第１１５条　歳入歳出外現金等は、現にその受け払いをした日の属する会計年

度をもって整理しなければならない。

　（歳入歳出外現金等の整理）

第１１６条　歳入歳出外現金等は、その内容に応じ、別表第６に掲げる保管区分

に区分して歳入歳出外現金等整理簿により整理しなければならない。

　（歳入歳出外現金等の受け払い）

第１１７条　歳入歳出外現金等の受け払いは、歳入歳出外現金等受払通知者が

発した受入れ又は払出しの通知に基づき、会計管理者が行わなければなら

ない。

　（歳入歳出外現金等の受入通知）

第１１８条　歳入歳出外現金等の受入通知は、歳入歳出外現金等を納付する者

が提出した歳入歳出外現金等納付書を会計管理者に送付して行わなければ

ならない。ただし、歳入歳出外現金等納付書を提出させることができない

ときは、歳入歳出外現金等受払通知者が作成した歳入歳出外現金等受入調

書によることができる。
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２　保管有価証券の受入通知は、前項の歳入歳出外現金等納付書又は歳入歳

出外現金等受入調書に当該証券を添付して行わなければならない。

　（歳入歳出外現金等払出通知）

第１１９条　歳入歳出外現金等の払出通知は、歳入歳出外現金等の還付を受け

る者が提出した歳入歳出外現金等還付請求書を会計管理者に送付して行わ

なければならない。ただし、歳入歳出外現金等還付請求書を提出させるこ

とができないときは、歳入歳出外現金等受払通知者が作成した歳入歳出外

現金等払出調書によることができる。

　（歳入歳出外現金等の受払通知の特例）

第１２０条　前２条の規定にかかわらず、歳入歳出外現金等の受入れ又は払出

しの事由が、別表第７に掲げる事由に該当するときは、それぞれ同表の受

入通知欄又は払出通知欄に定めるときに受入通知又は払出通知があったも

のとみなす。

　（歳入歳出外現金の納入通知）

第１２１条　歳入歳出外現金等受払通知者は、歳入歳出外現金を歳入歳出外現

金等納付書により納付を受ける場合及び歳出の支出に係る支払の際に控除

して徴収する場合を除き、必要がある場合は、歳入歳出外現金を納付すべ

き者に対し、納入通知書を送付して指定金融機関等に直接納付させること

ができる。

　（歳入歳出外現金の収納の通知）

第１２２条　会計管理者は、指定金融機関等から歳入歳出外現金の収納済みの

通知を受けたときは、その収納の内容を歳入歳出外現金等受払通知者に通

知しなければならない。

　（歳入歳出外現金の払出し）

第１２３条　会計管理者は、歳入歳出外現金の払出通知を受けたときは、歳入歳

出外現金等払出調書により払出しの決定をしたうえ、支出の手続の例によ

り払出しをしなければならない。

　（保管有価証券の保管及び払出し）

第１２４条　会計管理者は、保管有価証券の寄託を受けたときは、当該証券と引

換えに有価証券保管証書を交付し、当該証券を速やかに歳入歳出外現金等
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受払通知者に送付しなければならない。

２　会計管理者は、保管有価証券を堅固な容器に保管しなければならない。

この場合において、保管上必要があると認めるときは、確実な金融機関に

保護預けをすることができる。

３　会計管理者は、保管有価証券を寄託者に還付するときは、第１項の規定

により交付した有価証券保管証書と引換えに当該証券を払い出さなければ

ならない。

　（有価証券保管証書の発行済みの証明）

第１２５条　保管有価証券に係る有価証券保管証書の交付を受けた者が、当該

有価証券保管証書を亡失し、又はき損したときは、当該保管有価証券を保

管する会計管理者に対し、有価証券保管証書の発行済みの旨の証明を請求

することができる。

２　会計管理者は、前項の請求があったときは、関係書類に基づいて調査確

認のうえ、証明するものとする。

３　前項の証明は、保管有価証券の還付を受ける場合において、有価証券保

管証書に代えることができる。

 第１０章　決算

　（決算の調製）

第１２６条　会計管理者は、会計年度ごとに、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事

項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書（以下「決算書

等」という。）を調製し、６月末日までに管理者に提出しなければならない。

第１２７条　削除

　（決算の審査及び認定）

第１２８条　事務局長は、第１２６条に規定する決算書等を監査委員の審査に付

し、監査委員の意見を付けて、次の通常予算を議する会議までに議会の認

定に付する手続をとらなければならない。

２　事務局長は、決算を議会の認定に付する手続をとるときは、主要な施策

の成果を説明する書類を作成し、併せてこれを提出しなければならない。
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　（決算報告）

第１２９条　事務局長は、決算の認定があったときは、法第２３３条第６項の規定

により知事に報告し、かつ、その要領を公表する手続をとらなければなら

ない。

 第１１章　出納の報告及び事務引継ぎ

　（出納報告）

第１３０条　局出納員は、現金の出納について、現金出納日計表を作成しなけれ

ばならない。

２　局出納員は、月ごとに現金の出納について、現金出納月計表を作成し、

現金出納日計表を添えて翌月５日までに会計管理者に報告しなければなら

ない。

第１３１条　削除

　（会計管理者の事務引継ぎ）

第１３２条　会計管理者の交替があったときは、交替の発令の日から１０日以内

に、事務の引継ぎをしなければならない。

２　前項の引継ぎの場合においては、前任者は、交替の発令の日の前日を

もって引継ぐべき帳簿を締切り、当該帳簿及び証拠書類その他の必要書類

の目録を記載した引継書を２通作成し、後任者が立会いのうえ現物を対照

し、受渡しをした後、引継書に引継年月日及び引継ぎを終わった旨を記入

し、両者が記名押印して、各１通を保存しなければならない。

３　前２項に定めるもののほか、事務引継ぎの手続及び引継書等の書類の様

式については、別に定める。

　（死亡その他の事故の場合の引継ぎ）

第１３３条　会計管理者が、死亡その他の事故により、自ら引継ぎをすることが

できないときは、管理者が指定する職員が引継ぎをしなければならない。

 第１２章　指定金融機関等

　（指定金融機関等）

第１３４条　管理者は、組合の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせるため、
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指定金融機関等を置く。

　（指定金融機関等の名称、位置等）

第１３５条　管理者は、指定金融機関等の名称、位置及び事務取扱区分等を定め

たとき、変更したとき又は廃止したときは、速やかに告示しなければなら

ない。

　（公金の出納時間）

第１３６条　指定金融機関等における公金の出納時間は、当該営業店舗の営業

時間による。ただし、特別の必要があり会計管理者の要請があったとき

は、当該営業店舗の営業時間外であってもその事務を取り扱わなければな

らない。

　（書類の保存期間）

第１３７条　指定金融機関等は、その保管に係る公金の収納又は支払に関する

書類を整理し、出納閉鎖期日後５年間保存しなければならない。

　（指定金融機関等の事務取扱い）

第１３８条　指定金融機関等における公金の収納及び支払その他の事務の取扱

いについては、この規則で定めるもののほか、別に定めるところによる。

　（指定金融機関等の検査）

第１３９条　会計管理者は、指定金融機関等について、定期又は臨時に公金の収

納及び支払の事務並びに公金の預金の状況を検査しなければならない。

　（検査の通知）

第１４０条　会計管理者は、前条の検査を行うときは、あらかじめ当該指定金融

機関等にその旨を通知しなければならない。ただし、特別な理由があると

きはこの限りでない。

　（検査に必要な書類）

第１４１条　会計管理者は、検査において必要があると認めるときは、指定金融

機関等に対し、必要な書類等の提出を求めることができる。

２　指定金融機関等は、前項の規定により書類等の提出を求められたとき

は、その指示に従わなければならない。

　（検査の立会い）

第１４２条　検査を受ける者は、自ら検査に立ち会わなければならない。ただ
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し、検査を受ける者に事故その他やむを得ない理由があるときは、会計管

理者の承認を得て所属の職員のうちから代理者を指定して立ち会わせるこ

とができる。

　（検査後の措置等）

第１４３条　会計管理者は、検査を終了したときは、指定金融機関等検査調書を

作成しなければならない。

２　会計管理者は、必要があると認めるときは、検査を受けた指定金融機関

等に対し改善措置を指示し、又は措置結果について報告を求めることがで

きる。

 第１３章　職員の賠償責任

　（賠償責任を負うべき職員）

第１４４条　法第２４３条の２第１項後段に規定する賠償責任を負うべき補助職員

は、次の各号に掲げる行為をする権限に属する事務を専決し、又は代決す

ることができる職にある者及び第５号の監督又は検査を命じられた者とす

る。

茨　支出負担行為

芋　支出命令

鰯　支出負担行為に関する確認

允　支出又は支払

印　契約の履行の確保又はその受ける給付の完了の確認をするための監督

又は検査

　（出納職員の責任）

第１４５条　会計管理者、出納員、現金取扱員又は資金前渡職員（以下この章に

おいて「出納職員」という。）及び出納職員の事務を補助する職員は、その

所掌に係る現金及び会計事務の取扱いについては、常に善良な管理者の注

意を怠ってはならない。

　（現金等の保管）

第１４６条　出納職員は、現金及び有価証券（以下この章において「現金等」と

いう。）を、手元に保管しないようにしなければならない。ただし、やむを
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得ない理由により手元に保管する場合は、施錠のある堅固な容器の中に保

管しなければならない。

２　特別な理由により、前項の規定により難いときは、自己の責任をもって、

安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

３　出納職員は、その所掌に係る公金を私金と混同してはならない。

　（現金等の亡失）

第１４７条　現金等の保管責任を有する職員は、その保管する現金等を亡失し

たときは、直ちにその事故の詳細を、会計管理者にあっては直接、その他

の職員にあっては会計管理者を経て管理者に報告しなければならない。

２　管理者は、前項の報告を受けた場合は、その処理方針を定め、必要があ

るときは、速やかに当該職員に対し、処理方針に基づく処理事項について

指示しなければならない。

　（違反行為等による損害の報告）

第１４８条　事務局長は、法第２４３条の２第１項に規定する職員が、法令の規定

に違反して同項各号に掲げる行為をしたこと又は怠ったことによって組合

に損害を与えたと認めるときは、直ちにその詳細を管理者に報告しなけれ

ばならない。

　（認定）

第１４９条　管理者は、前２条の規定により報告を受けたときは、職員の故意

又は重大な過失（現金については、故意又は過失。次項において同じ。）に

よる損害であるかどうか認定しなければならない。

２　管理者は、職員が故意又は重大な過失により組合に損害を与えたと認め

るときは、法第２４３条の２第３項から第８項までの規定により必要な手続

を行い、この旨を事務局長に通知しなければならない。

 第１４章　帳簿等及び証拠書類

 第１節　帳簿等の設備

　（会計管理者が設備する帳簿）

第１５０条　会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を設備し、記帳整理しなけれ

ばならない。
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茨　歳入簿

芋　歳出簿

鰯　預金現在簿

允　現金出納簿

印　小切手振出整理簿

咽　有価証券受払整理簿

　（事務局長等が設備する帳簿等）

第１５１条　事務局長は、次の各号に掲げる帳簿を設備し、記帳整理しなければ

ならない。

茨　未納債権管理票

芋　未調定債権管理票

鰯　督促状発行整理簿

允　基金管理簿

２　課長又は所長代理は、次の各号に掲げる帳簿を設備し、記帳整理しなけ

ればならない。

茨　調定決議整理票

芋　還付額整理票

鰯　支出負担行為決議整理票

允　返納金整理票

印　歳入歳出外現金等整理簿

咽　資金前渡整理簿

３　前２項に規定するもののほか、必要に応じ補助簿を設けることができ

る。

　（事務所出納員等の帳簿）

第１５２条　事務所出納員及び分任出納員は、会費現金収納受払簿を設備し、記

帳整理しなければならない。

　（帳簿の調製）

第１５３条　帳簿は、会計の区分ごとに毎会計年度調製しなければならない。

 

―　３８５　―

必要Title:04-1●345-.ec8 Page:385  Date: 2018/07/18 Wed 14:44:49 



 第２節　証拠書類

　（証拠書類の範囲）

第１５４条　歳入及び歳出に係る現金の出納の証拠書類は、次のとおりとする。

茨　支出命令決議書

芋　調定決議書

鰯　現金領収書

允　還付決議書

印　返納決議書

咽　支出命令取消決議書

員　資金領収書

因　公金振替済通知書

姻　収入更正決議書

引　支出更正決議書

飲　欠損処分調書

淫　支出負担行為兼支出命令決議書

胤　支出負担行為兼支出命令取消決議書

蔭　振替更正済通知書

院　領収済通知書、現金領収済通知書及び現金収納済通知書

陰　直接払に係る領収書

２　歳入歳出外現金等の証拠書類は、次のとおりとする。

茨　歳入歳出外現金等納付書及び受入調書

芋　歳入歳出外現金等還付請求書及び払出調書

鰯　歳入歳出外現金等領収済通知書

允　歳入歳出外現金の払出しに係る領収書

　（証拠書類の形式）

第１５５条　証拠書類は、原本でなければならない。

２　証拠書類が原本により難いときは、収支命令職員若しくは会計管理者が

原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

３　外国文で記載した証拠書類には、その訳文を添付しなければならない。

４　証拠書類の文字及び印影は、正確かつ明らかであって消え難いものでな
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ければならない。

第１５６条　削除

　（証拠書類の訂正）

第１５７条　証拠書類の首標金額は、訂正してはならない。

２　首標金額以外の記載事項を訂正するときは、当該書類の作成者又は発行

者の訂正印を押さなければならない。ただし、新潟県交通災害共済に係る

共済見舞金等支給関係書類については、別に定めるところによる。

　（証拠書類の編集）

第１５８条　証拠書類の編集は、次の各号に定めるところによるものとする。

茨　会計及び月別に各冊とし、予算科目の順により、款、項、目及び節ご

とに区分し、各款項及び目（節の費目を記載する。）ごとにそれぞれ仕切

紙を付けて編集し、かつ、表紙に証拠書類である旨、所属年度、年、及

び月を記載すること。

芋　第１５４条第１項に関する証拠書類は、必要に応じて適宜分冊として整

理又は当該書類の関係証拠書類に添付して整理することができること。

鰯　２以上の費目にわたる領収書は、主たる費目の支出命令決議書に添付

し、その他の費目の支出命令決議書にはその旨を記載して編集するこ

と。

允　支出の返納命令に係る返納決議書、旅費請求書、資金精算書及び概算

払精算書は、戻入金が収納された月の当該科目に編集すること。

印　支出の精算命令に係る資金精算書は、精算の終わった月の当該科目に

編集すること。

　（証拠書類の保存期間）

第１５９条　証拠書類の保存期間は、第１５４条第１項に規定するものにあっては

出納閉鎖後５年、同条第２項に規定するものにあっては毎会計年度終了後

５年とする。

 第１５章　雑則

　（歳計剰余金の処理）

第１６０条　会計管理者は、毎会計年度において歳計現金に剰余金がある場合
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において、その歳計剰余金を翌年度へ繰越をしようとするときは、指定金

融機関に対しその旨を歳計剰余金繰越通知書により通知しなければならな

い。

　（帳票その他の書類の様式）

第１６１条　この規則に規定する帳票その他の書類の様式は、別に定める。

　（施行細則）

第１６２条　この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項

は、別に定める。

 附　則

　（施行期日）

１　この規則は、平成１６年３月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この規則の施行に際し、現に従前の新潟県町村職員退職手当組合、新潟

県町村人事事務組合、新潟県消防団員等公償組合、新潟県交通災害共済組

合及び新潟県自治会館管理組合の財務規則の規定に基づいてなされた歳入

歳出の執行、決算及び財務会計事務並びに訓令、告示その他の手続は、こ

の規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

３　この規則の規定にかかわらず、様式については、従前の新潟県町村職員

退職手当組合、新潟県町村人事事務組合、新潟県消防団員等公償組合、新

潟県交通災害共済組合及び新潟県自治会館管理組合の規定に基づく様式を

当分の間補正して使用することができる。

　　　附　則（平成１７年２月１６日規則第４号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成１７年７月１日規則第１０号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成１９年３月３０日規則第１０号）

　この規則は、平成１９年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成１９年１０月１日規則第２０号）

　この規則は、公布の日から施行する。
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　　　附　則（平成２０年９月１６日規則第１６号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２１年１月５日規則第１号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２１年４月１日規則第２号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２２年４月１日規則第６号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２７年４月１日規則第９号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２９年３月１日規則第９号）

　この規則は、平成２９年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２９年３月２３日規則第１４号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２９年１２月１８日規則第２３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成３０年２月１６日規則第３号）

　この規則は、公布の日から施行する。
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課長又は所長代理事 務 局 長　　　　　　　　専決区分
費　目　　　　　　　　　

全　額分担金及び負担金１

全　額使用料及び手数料２

全　額国 庫 支 出 金３

全　額財 産 収 入４

全　額寄 附 金５

全　額繰 入 金６

全　額繰 越 金７

全　額諸 収 入８

全　額会 費 収 入９

全　額交　　　付　　　金１０

備　考

議会の議決に付すべき事件に係るものは、この表を適用しない。
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別表第２（第４条関係）
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課長又は
所長代理事務局次長事務局長　　　　　　専決区分

費　目　　　　　　　

全　額報 酬１

全　額給 料２

全　額職 員 手 当 等３

全　額共 済 費４

全　額災 害 補 償 費５

全　額賃 金７

全　額報 償 費８

全　額旅 費９

全　額交 際 費１０

３０万円未満１００万円未満１００万円以上需 用 費１１

２万円未満１０万円未満１０万円以上食 糧 費

３０万円未満３００万円未満３００万円以上
印 刷 製 本 費

修 繕 料

全　額光 熱 水 費

全　額役 務 費１２

３０万円未満１,０００万円未満１,０００万円以上委 託 料１３

３０万円未満３０万円以上使 用 料 及 び 賃 借 料１４

１,０００万円未満１億円未満工 事 請 負 費１５

全　額公 有 財 産 購 入 費１７

３０万円未満１００万円未満５００万円未満備 品 購 入 費１８

３０万円未満１００万円未満 １００万円以上負担金、補助及び交付金１９

 １００万円未満補償、補填及び賠償金２２

全　額償還金、利子及び割引料２３

全　額投 資 及 び 出 資 金２４
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課長又は
所長代理事務局次長事務局長　　　　　　専決区分

費　目　　　　　　　

全　額積 立 金２５

５０万円未満寄 附 金２６

全　額公 課 費２７

全　額繰 出 金２８

備　考
　１　議会の議決に付すべき事件に係るものは、この表を適用しない。
　２　債務負担行為に係るものは、相当する費目の区分による。
　３　この表は、１件の支出負担行為決議書の金額について適用する。
　４　２以上の費目にわたる支出負担行為にあっては、当該費目のうち管

理者の決定を要する費目があるときは、その支出負担行為について
は、この表を適用しない。

　５　支出負担行為の金額を変更する場合において、額が増加するときは
変更後の額について、額が減少するときは変更前の額についてこの表
を適用する。ただし、管理者の決定を経た事件に係る支出負担行為の
変更であって変更後の額が変更前の額の２割を超えないものについて
は、事務局長に専決させるものとし、この表を適用しない。

　６　費目が細分されている場合は、該当する細分費目の金額によるもの
とする。

　７　次に掲げる事件及び経費に係る支出負担行為等については、金額に
かかわらず、課長又は所長代理に専決させるものとし、この表を適用
しない。

　　ア　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例（平成１６年条例第２２
号）の規定に基づく退職手当

　　イ　法令又は条例の規定により交付基準が定められている負担金、補
助及び交付金

　　ウ　単価契約に基づく委託料
　　エ　除雪及び健康診断に係る委託料
　　オ　第１００条に基づく支出負担行為の更正決定及び通知
　　カ　交通災害共済にかかる市町村事務交付金
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新潟県市町村総合事務組合財務規則

別表第３（第５５条関係）

 

―　３９３　―

支出負担行為の範囲支出負担行為として整理する時期区　　　　　分

支出しようとする額支出決定のとき。報 酬１

支出しようとする額支出決定のとき。給 料２

支出しようとする額支出決定のとき。職 員 手 当 等３

支出しようとする額支出決定のとき。共 済 費４

支出しようとする額支出決定のとき。災 害 補 償 費５

支出しようとする額支出決定のとき。賃 金７

支出しようとする額支出決定のとき。報 償 費８

支出しようとする額支出決定のとき。旅 費９

支出しようとする額支出決定のとき。交 際 費１０

契約金額又は支出し
ようとする額

契約を締結するとき。
ただし、契約によらない場合は、
支出決定のとき。

需 用 費１１

契約金額契約を締結するとき。役 務 費１２

契約金額契約を締結するとき。委 託 料１３

契約金額契約を締結するとき。
１４　使用料及び賃借
　料

契約金額契約を締結するとき。工 事 請 負 費１５

契約金額契約を締結するとき。公有財産購入費１７

契約金額契約を締結するとき。備 品 購 入 費１８

交付を要する額又は
契約金額

交付決定のとき又は契約を締結す
るとき。

１９　負担金、補助及
　び交付金

支出しようとする額
又は契約金額

支出決定のとき又は契約を締結す
るとき。

２２　補償、補填及び
　賠償金

支出しようとする額支出決定のとき。
２３　償還金、利子及
　び割引料

出資又は払込みに要
する額

出資又は払込み決定のとき。投資及び出資金２４

積立てに要する額積立決定のとき。積 立 金２５
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―　３９４　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則

支出負担行為の範囲支出負担行為として整理する時期区　　　　　分

支出しようとする額支出決定のとき。寄　　附　　金２６

支出しようとする額支出決定のとき。公　　課　　費２７

繰出しに要する額繰出決定のとき。繰　　出　　金２８

備　考

１　次に掲げる契約その他の行為は、請求のあったときにおいて、かつ、

請求のあった額の範囲内において、支出負担行為として整理すること

ができる。

ア　契約を締結するときに契約の履行の内容又は受ける給付の内容が

不確定であるため、あらかじめ負担すべき金額を確定することが困

難である契約及び単価契約による契約で、次に掲げる費目に係るもの

　　　茨　需用費

　　　芋　役務費

　　　鰯　委託料

　　　允　使用料及び賃借料

イ　金額が３０万円（食糧費については１０万円）を超えず、かつ、契約

後２月以内に総額で支出命令を発する見込みの契約で次に掲げる費

目に係るもの

　　　茨　報償費（物品の購入に係るものに限る。）

　　　芋　需用費

　　　鰯　役務費

　　　允　委託料

　　　印　使用料及び賃借料

　　　咽　備品購入費

　　　員　負担金、補助及び交付金

２　繰越明許費及び債務負担行為に係るものについて、支出負担行為と

して整理する時期は当該予算に係る契約を締結するときとし、支出負

担行為の範囲は契約金額とする。
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別表第４（第５５条関係）

別表第５（第８３条・第８４条関係）

　１　銀行法（昭和５６年法律第５９号）に定める銀行

　２　信用金庫法（昭和２６年法律第２３８号）に定める信用金庫

　３　中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に定める信用協同組合

　４　農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）に定める農業協同組合

　５　新潟県信用農業協同組合連合会

　６　農林中央金庫

　７　商工組合中央金庫

　８　新潟県労働金庫

　９　新潟県信用漁業協同組合連合会

別表第６（第１１６条関係）

　１　所得税

　２　住民税

　３　厚生年金保険料（健康保険料を含む。）

　４　小切手支払未済金

　５　１年経過小切手等支払未済受入金

　６　担保金

　７　入札保証金

　８　契約保証金

 

―　３９４―１　―

支出払負担行為の範囲支出負担行為として整理する時期区　　　　　分

資金の前渡を要する額資金を前渡するとき。１　資　　金　　前　　渡

過年度支出を要する額過年度支出を行うとき。２　過　年　度　支　出

戻入のあった額現金の戻入のあったとき。３　過誤払金の戻入
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別表第７（第１２０条関係）

１　受入通知の特例

 

―　３９４―２　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則

口　座　区　分受　　　入　　　通　　　知受　入　れ　の　事　由

所得税
住民税
厚生年金保険料

　当該控除金に係る経費の支
出命令があったとき。

　支払の際に徴収すべき控除
金で、歳入歳出外現金として
受け入れる必要があるもの
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２　払出通知の特例

―　３９４―３　―

口　座　区　分払　　出　　通　　知払　出　し　の　事　由

所得税
住民税

　歳入歳出外現金の受入通知
において指示された納付すべ
き時期が到来したとき。

１　支払の際に徴収した控除
金のうち所得税及び住民税
を関係機関へ納付するた
め、歳入歳出外現金から払
い出す必要があるもの

所得税
住民税
厚生年金保険料

　当該返納金に係る返納命令
又は収入の通知があったと
き。

２　歳出の誤払若しくは過渡
しとなった金額又は資金前
渡の精算残金を返納させる
場合において、当該返納に
係る経費の支払の際、控除
した金額を併せて歳入歳出
外現金から払い出し、歳出
に戻入し、又は歳入に収入
する必要があるもの

小切手支払未済
金

　当該収入金の調定に係る収
入の通知があったとき。

３　第９１条の規定により、歳
入歳出外現金として受け入
れた小切手支払未済金のう
ち、小切手振出日付から１
年経過した支払未済額を歳
入に収入するため、歳入歳
出外現金から払い出す必要
があるもの

１年経過小切手
等支払未済金受
入金

　当該収入金の調定に係る収
入の通知があったとき。

４　歳入歳出外現金に属する
支払債務が時効完成により
消滅したため、当該支払未
済金を歳入に収入する必要
があるもの

厚生年金保険料　歳入歳出外現金から払い出
す必要がある金額を表示した
支出命令決議書により支出命
令があったとき。

５　歳出金に係る経費を支出
する場合において、当該支
出額と歳入歳出外現金に属
する金額を合算して支出す
るため、歳入歳出外現金か
ら払い出す必要があるもの
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備し
なければならない帳簿その他の書類の様式指定　

事　務　局　

事　務　所　

　最終改正　平成２９年３月２３日訓令第１号

　新潟県市町村総合事務組合財務規則（平成１６年規則第１７号）の規定に基づ

き設備しなければならない帳簿その他の書類の様式を次のように定め、平成

１６年３月１日から実施する。ただし、記載欄の字句が若干異なる用紙であっ

ても、規定様式の要件を備えているときは、指定様式の名称を明記して使用

して差し支えないものとする。

 

―　３９５　―

平成１６年３月１日
訓 令 第 ６ 号
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―　３９６　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定

規 定 条 文名　　　　　称様 式 番 号

第　９　条支出命令者印鑑表第　１　号様式

第　１９　条歳出予算流用調書第　２　号様式

第　２０　条予備費使用調書第　３　号様式

第　２１　条予算科目追加設定調書第　４　号様式

第２３条の２契約執行決議書第４号様式の２

第　２６　条請書第　５　号様式

第　３３　条履行届第　６　号様式

第　３５　条検査調書第　７　号様式

第　６３　条支出命令決議書第　８　号様式

第　６３　条支出命令決議集合内訳書第　９　号様式

第　６３　条支出命令控除（公金振替）内訳書第　１０　号様式

第　４３　条調定決議書（調定決議整理票）第　１１　号様式

第　４３　条調定決議内訳書第　１２　号様式

第　４５　条納入通知書第　１３　号様式

第　４６　条変更調定決議書第　１４　号様式

第　４６　条変更調定決議内訳書第　１５　号様式

第　４７　条返納通知書第　１６　号様式

第　４８　条現金領収書第　１７　号様式

第　４８　条現金払込書第　１８　号様式

第　４８　条会費現金払込書第　１９　号様式

第　５１　条還付請求書第　２０　号様式

第　５１　条還付決議書（還付額整理票）第　２１　号様式

第　５６　条支出負担行為決議書（支出負担行為決議整理票）第　２２　号様式

第　５６　条支出負担行為決議集合内訳書第　２３　号様式

第　５９　条変更支出負担行為決議書第　２４　号様式

第　５９　条変更支出負担行為決議集合内訳書第　２５　号様式
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

―　３９７　―

規 定 条 文名　　　　　称様 式 番 号

第　６７　条立替払費用償還請求書第　２６　号様式

第　６９　条資金精算書第　２７　号様式

第　１５１　条資金前渡整理簿第　２８　号様式

第　７１　条返納決議書（返納金整理票）第　２９　号様式

第　７３　条支出命令取消決議書第　３０　号様式

第　７３　条支出命令取消決議集合内訳書第　３１　号様式

第　８１　条小切手振出済通知書第　３２　号様式

第　８４　条送金通知書第　３３　号様式

第　８５　条支払依頼書第　３４　号様式

第　８５　条資金領収書第　３５　号様式

第　８４　条共済見舞金等送金請求書第　３６　号様式

第　８４　条共済見舞金等支給決定兼送金通知書第　３７　号様式

第　９８　条公金振替書第　３８　号様式

第　８９　条印鑑通知表第　３９　号様式

第　９０　条直接払未払金報告書第　４０　号様式

第　９１　条１年経過小切手等支払未済額報告書第　４１　号様式

第　９２　条小切手振出済証明書第　４２　号様式

第　９３　条小切手償還請求書第　４３　号様式

第　９６　条支払証明書第　４４　号様式

第　９８　条公金振替済通知書第　４５　号様式

第　９９　条収入更正決議書第　４６　号様式

第　１００　条支出更正決議書第　４７　号様式

第　１０１　条振替更正通知書第　４８　号様式

第　１０３　条未調定債権管理票第　４９　号様式

第　１０４　条未納債権管理票第４９号様式の２

第　１０５　条督促状第　５０　号様式
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―　３９８　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定

規 定 条 文名　　　　　称様 式 番 号

第　１０５　条督促状発行整理簿第　５１　号様式

第　１０８　条欠損処分調書第　５２　号様式

第　１１０　条基金管理簿第　５３　号様式

第　１１６　条歳入歳出外現金等整理簿第　５４　号様式

第　１１８　条歳入歳出外現金等納付書第　５５　号様式

第　１１８　条歳入歳出外現金等受入調書第　５６　号様式

第　１１９　条歳入歳出外現金等還付請求書第　５７　号様式

第　１１９　条歳入歳出外現金等払出調書第　５８　号様式

第　１２４　条有価証券保管証書第　５９　号様式

第　１５０　条歳入簿第　６０　号様式

第　１５０　条歳出簿第　６１　号様式

第　１５０　条預金現在簿第　６２　号様式

第　１５０　条現金出納簿第　６３　号様式

第　１５１　条返納金整理簿第　６４　号様式

第　１５０　条小切手振出整理簿第　６５　号様式

第　１５０　条有価証券受払整理簿第　６６　号様式

削除第　６７　号様式

第　１５２　条会費現金収納受払簿第　６８　号様式

第　５６　条支出負担行為兼支出命令決議書第　６９　号様式

第　５６　条支出負担行為兼支出命令決議集合内訳書第　７０　号様式

第　７３　条支出負担行為兼支出命令取消決議書第　７１　号様式

第　７３　条支出負担行為兼支出命令取消決議集合内訳書第　７２　号様式

第　１５４　条振替更正済通知書第　７３　号様式

第　１５８　条概算払精算書第　７４　号様式

第　１６０　条歳計剰余金繰越通知書第　７５　号様式
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書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第１号様式（第９条関係）

支 出 命 令 者 印 鑑 表

　新潟県市町村総合事務組合

　　　　　　　会計管理者　様

年　　月　　日　

新潟県市町村総合事務組合　　

事務局長　魁　

 

―　３９９　―

印　　　　　　影支　　出　　命　　令　　者

職氏名

職氏名

職氏名

職氏名
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―
　４００

　―

新
潟

県
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町
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合

事
務

組
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務
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に
よ

り
設

備
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

帳
簿

そ
の

他
の

書
類

の
様

式
指

定
第２号様式（第１９条関係）

歳　出　予　算　流　用　調　書

年　　　月　　　日

増　額　す　る　科　目
流　　　用　　　額

減　額　す　る　科　目

節目項款節目項款

円

流用理由

年度年 度 区 分

会 計 区 分

会計管理者管理者

必
要
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第３号様式（第２０条関係）

 

―　４０１　―

年　　　月　　　日会計管理者管理者

予　 備　 費　 使　 用　 調　 書

会 計 区 分年度年 度 区 分

目項款科 目

予備費使用額所 要 額予 算 残 額支 出 済 額予 算 現 額節

千円千円千円千円千円

予備費使用理由
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第４号様式（第２１条関係）

 

―　４０２　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定

予 算 科 目 追 加 設 定 調 書

管理者

区 分

会 計 名

節目項款区 分

歳 入 科 目

歳 出 科 目

追 加 設 定

の 理 由　
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　第４号様式の２（第２３条の２関係）

 

―　４０２―１　―

契　約　執　行　決　議　書
（表）

　年保存年限管　理　者決裁区分

起案　　　年　　　月　　　日公開・非公開区分取扱上の注意

起案者

（姓・職）

□公開

□部分公開

□非公開

□時限非公開（公開　年　月　日）決裁　年　月　日

管　理　者

　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

件　名　及　び

執　行　理　由

契　約　方　法

及　び　理　由

契　約　条　件

注　１　この様式により難い場合は、適宜調整すること。
　　　　翌年度事業の準備として行う債務負担行為に該当する契約又は長期継続契約に

ついては、支出負担行為決議書の様式を用い、標題のみ修正しても差し支えない。
この様式により難い場合は、適宜調整すること。

２　該当欄に記載し難い場合は、別記としてその内容を記入した明細書を添付する
こと。
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―　４０２―２　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定

（裏）

経 費 算 出

の 根 拠

執 行 予 定 額

（単価契約額）

款　　項　　目会　　　計年　度

予 算 現 況

又 は 収 入 科 目 残　　額支出負担行
為　済　額予算額節（細　節）

円円円

収 入 状 況金　　　額内　　　容

特 定 財 源

そ の 他 必 要

な 事 項
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第５号様式（第２６条関係）

 

―　４０３　―

請　　　書

１　物品等の名称　　　　　　数量　　　　　　　　単価　￥

２　納 入 場 所

３　納 入 期 限

４　金　　　　額　　　　￥

５　そ の 他

　上記物品の納入については、新潟県市町村総合事務組合財務規則の規定に

従い、信義を守り誠実に履行しますから請書を提出します。

　　　　　　　　　年　　　月　　　日

住所　　　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　�　

　新潟県市町村総合事務組合

　　　　　　　　　管理者　様
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第６号様式（第３３条関係）

履　　　　　行　　　　　届

年　　月　　日　

　新潟県市町村総合事務組合

　　　　　　　　　管理者　様

請負者　住所　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　�　

　下記のとおり契約を履行しました。

 

―　４０４　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定

円契 約 金 額
契約名及び
番 号

年　　月　　日履 行 期 限履 行 場 所

年　　月　　日履 行 日年　　月　　日着 手 日

備 考

注　この様式により難い場合は、適宜調製すること。
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第７号様式（第３５条関係）

 

―　４０５　―

検　　　査　　　調　　　書

品 名

規 格 品 質

数 量

　　￥契 約 金 額

　　住　所

　　氏　名
契約先（納入者）

納 入 場 所

年　　　月　　　日　　　　　契 約 年 月 日

年　　　月　　　日　　　　　契 約 納 期

年　　　月　　　日　　　　　納 入 年 月 日

年　　　月　　　日　　　　　検 査 年 月 日

検 査 状 況

上記のとおり検査しました。

　　　　　　　　年　　　月　　　日

検査職員氏名　　　　　　　　　　　　　　�　　

　新潟県市町村総合事務組合

　　　　　　　　　管理者　様

注　この様式により難いものは、この様式に準じて作成することができる。
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第８号様式（第６３条関係）

 

―　４０６　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定

年　　　月　　　日

会計管理者管理者

支　 出　 命　 令　 決　 議　 書

件 名 及 び 内 容

第　　　　号支　出　命　令
決　議　番　号　　　年度年 度 区 分

処理区分会 計 区 分

款

科 目
項

目

節

　　　　　　　　　円支 出 命 令 額

　　　　　　　　　円控 除 額

　　　　　　　　　円差 引 支 払 額

　　　　　　　　　円未 払 額

　年　　　月　　　日支出負担行為整理
年 月 日

　　　　　　　　　円支 出 負 担 行 為 額

支 払 先 相 手 方

支 払 方 法

　年　　　月　　　日支 払 指 定 日

契 約 方 法

　年　　　月　　　日履 行 期 限

　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　�　　履 行 確 認

特 記 事 項

注　集合執行の場合は、「支出命令決議集合内訳書」を添付すること。
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第９号様式（第６３条関係）

 

―　４０７　―

支出命令決議集合内訳書

頁支出命令決議番号　第　　　　　　号

差引支払額控 除 額支出命令額支 出 先 相 手 方内訳番号

円円円

注　退職手当については、「退職手当支給簿」に代えることができる。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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第１０号様式（第６３条関係）

 

―　４０８　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定

支出命令控除（公金振替）内訳書

決議番号　第　　　　　　号

課税対象人員課税対象額控除（振替）額事　　　項区　　　分

人円円

歳 入

計

歳入歳出外現金

計

基 金

控 除 （ 公 金 振 替 ） 合 計
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第１１号様式（第４３条関係）

 

―　４０９　―

年　　　月　　　日

会計管理者管理者

調　定　決　議　書（調定決議整理票）

第　　　　号調定決議番号　　　年度年 度 区 分

会 計 区 分

款

科 目

項

目

節

年　　　月　　　日調 定 年 月 日

　　　　　　　　円調 定 額

年　　　月　　　日納 期 限

納 入 義 務 者

収 入 内 容

算 出 基 礎

特 記 事 項

注　納入義務者が複数の場合は、「調定決議内訳書」を添付すること。
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第１２号様式（第４３条関係）

 

―　４１０　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定

調 定 決 議 内 訳 書

頁

収 入 内 容納 入 義 務 者調 定 額調定決議番号

円

注　退職手当に係る負担金については、「調定確認票」に代えることができる。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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―
　４１１

　―

第１３号様式（第４５条関係）

　　　　　　　振　込　依　頼　書

円手数料

円金額年　　　月　　　日ご依頼日

納
入
場
所

おところ

受
取
人

＊受取人名はフリガナ欄を
入力してください。

フリガナ

おなまえ

　℡（　　　）　　　－

おところ

納
入
者 フリガナ

様おまなえ

調定番号

電信扱納入通知書・領収証書

　　　年　　　月　　　日

円金　 額

円手 数 料

納 入
場 所

年　　月　　日納 期 限

フリガナ

受 取 人

様納 入 者

ただし、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　として

本書のとおり納入してください。
　　　　年　　月　　日

　　新潟県市町村総合事務組合　管理者

領収日付印領　収　証　書

　上記の金額を領収いたしました。

取扱金融機関へお願い。

調定番号を納入者名の頭
部に必ず打電してください。←

注　この様式により難い場合は、適宜調整すること。
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第１４号様式（第４６条関係）

 

―　４１２　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定

年　　　月　　　日

会計管理者管理者

変　 更　 調　 定　 決　 議　 書

第　　　　号変　更　調　定
決　議　番　号　　　年度年 度 区 分

会 計 区 分

款

科 目
項

目

節

年　　　月　　　日原 調 定 決 議
年 月 日

第　　　　　　　号原 調 定 決 議
番 号

　　　　　　　　円原 調 定 額

年　　　月　　　日納 期 限

年　　　月　　　日変 更 調 定 決 議
年 月 日

　　　　　　　　円変 更 調 定 額

　　　　　　　　円変 更 後 調 定 額

納 入 義 務 者

収 入 内 容

変 更 理 由

算 出 基 礎

注　納入義務者が複数の場合は、「変更調定決議内訳書」を添付すること。
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第１５号様式（第４６条関係）

 

―　４１３　―

変 更 調 定 決 議 内 訳 書

頁

変更理由納入義務者変更後調定額変更調定額原　調　定　額
変更調定
決議番号

原　調　定
決議番号

円円円

注　退職手当に係る負担金については、「調定確認票」に代えることができる。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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―
　４１４
　―

新
潟
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
財
務
規
則
に
よ
り
設
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
帳
簿
そ
の
他
の

書
類
の
様
式
指
定

第１６号様式（第４７条関係）

　　　　　　　振　込　依　頼　書

円手数料

円金額年　　　月　　　日ご依頼日

納
入
場
所

おところ

受
取
人

＊受取人名はフリガナ欄を
入力してください。

フリガナ

おなまえ

　℡（　　　）　　　－

おところ

納
入
者 フリガナ

様おまなえ

返納決議
番　　号

電信扱返納通知書・領収証書

　　　年　　　月　　　日

円金　 額

円手 数 料

納 入
場 所

年　　月　　日納 期 限

フリガナ

受 取 人

様納 入 者

ただし、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　として

本書のとおり返納してください。
　　　　年　　月　　日

　　新潟県市町村総合事務組合　管理者

領収日付印領　収　証　書

　上記の金額を領収いたしました。

取扱金融機関へお願い。

返納決議番号を納入者名の
頭部に必ず打電してください。←

注　この様式により難い場合は、適宜調整すること。
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―
　４１５

　―

第１７号様式（第４８条関係）
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―
　４１６

　―
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第１８号様式（第４８条関係）
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―
　４１７

　―

第１９号様式（第４８条関係）
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第２０号様式（第５１条関係）

 

―　４１８　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第２１号様式（第５１条関係）

 

―　４１９　―

年　　　月　　　日

会計管理者管理者

還　付　決　議　書（還付額整理票）

第　　　　号還付決議番号　　　年度年 度 区 分

会 計 区 分

款

科 目
項

目

節

年　　　月　　　日還 付 命 令 年 月 日

　　　　　　　　円還 付 額

年　　　月　　　日支 払 指 定 日

支 払 相 手 方

支 払 方 法

年　　　月　　　日調 定 年 月 日

第　　　　　号　　　　　　　　調 定 決 議 番 号

　　　　　　　　円調 定 額

　　　　　　　　円収 入 済 額

年　　　月　　　日収 納 年 月 日

還 付 理 由

算 出 基 礎

注　支払相手方ごとに作成すること。
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第２２号様式（第５６条関係）

 

―　４２０　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定

年　　　月　　　日

決裁区分
管理者

支出負担行為決議書（支出負担行為決議整理票）

件 名 及 び 内 容

第　　　　号支出負担行為
決 議 番 号　　　年度年 度 区 分

処理区分会 計 区 分

款

科 目
項

目

節

　年　　　月　　　日支出負担行為整理
年 月 日

　　　　　　　　　円支 出 負 担 行 為 額

　　　　　　　　　円予 算 額

　　　　　　　　　円支出負担行為済額

　　　　　　　　　円差 引 予 算 額

支 出 負 担 行 為 の
相 手 方

契 約 方 法

　年　　　月　　　日履 行 期 限

履 行 場 所

支 払 時 期

算 出 の 根 拠

特 記 事 項

注　集合執行の場合は、「支出負担行為決議集合内訳書」を添付すること。
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第２３号様式（第５６条関係）

 

―　４２１　―

支出負担行為決議集合内訳書

頁支出負担行為決議番号　第　　　　　　号

支 出 負 担 行 為 の 相 手 方支 出 負 担 行 為 額内訳番号

円

注　退職手当については、「退職手当支給簿」に代えることができる。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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第２４号様式（第５９条関係）

 

―　４２２　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定

年　　　月　　　日

決裁区分
管理者

変 更 支 出 負 担 行 為 決 議 書

件 名 及 び 内 容

第　　　　号変更支出負担
行為決議番号　　　年度年 度 区 分

処理区分会 計 区 分

款

科 目
項

目

節

　年　　　月　　　日変 更 支 出 負 担
行 為 決 議 年 月 日

　　　　　　　　　円変 更 増 減 額

　　　　　　　　　円変 更 後 支 出 負 担
行 為 額

　年　　　月　　　日変 更 前 支 出 負 担
行 為 決 議 年 月 日

　第　　　　　　　号　　　　　　　　　　　　変 更 前 支 出 負 担
行 為 決 議 番 号

　　　　　　　　　円変 更 前 支 出 負 担
行 為 額

　　　　　　　　　円予 算 額

　　　　　　　　　円支出負担行為済額

　　　　　　　　　円差 引 予 算 額

支 出 負 担 行 為 の
相 手 方

契 約 方 法

　年　　　月　　　日履 行 期 限

履 行 場 所

支 払 時 期

算 出 の 根 拠

特 記 事 項

注　集合執行の場合は、「変更支出負担行為決議集合内訳書」を添付すること。
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第２５号様式（第５９条関係）

 

―　４２３　―

変更支出負担行為決議集合内訳書

頁変更支出負担行為決議番号　第　　　　　号

支出負担行為の相手方
変 更 後
支出負担行為額

変更増減額
変 更 前
支出負担行為額

内訳番号

円円円

注　退職手当については、「退職手当支給簿」に代えることができる。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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第２６号様式（第６７条関係）

立 替 払 費 用 償 還 請 求 書

 

―　４２４　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定

　　　　　　￥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ただし、

 別紙領収書　　　　枚のとおり

 上記金額を請求します。

 　　　　年　　　月　　　日

職　氏名　　　　　　　　　　　�　　

新潟県市町村総合事務組合管理者　様

 上記金額を領収しました。

 　　　　年　　　月　　　日

職　氏名　　　　　　　　　　　�　　

新潟県市町村総合事務組合会計管理者　様
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第２７号様式（第６９条関係）

 

―　４２５　―

会計管理者管理者

資 金 精 算 書

第　　　号支出命令決議番号　　　年度年 度 区 分

会 計 区 分

款

科 目
項

目

節

年　　月　　日資 金 受 領 年 月 日円資 金 受 領 額

年　　月　　日支 払 終 了 年 月 日円支 払 済 額

年　　月　　日歳 入 歳 出 外 現 金
払 込 年 月 日円控 除 額

円所 得 税内訳　　

円厚 生 年 金 保 険 料

円労 働 保 険 料

円残 額

　上記のとおり、別紙証拠書類を添えて精算します。

資金前渡職員　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　�

　新潟県市町村総合事務組合

　　　管理者　　　　　　　　様
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第２８号様式（第１５１条関係）

 

―　４２６　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定

　資　金　前　渡　整　理　簿　

未 精 算 額
精　　　　　　算資 金 前 渡

返 納 額追支出額年 月 日金　額摘　　要年 月 日

円円円円

注１　毎月の精算額の合計額は、「精算年月日」欄に記載する。
　２　財務規則第６９条第２項第１号に掲げる資金前渡の場合は、本簿の記載を
要しない。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第２９号様式（第７１条関係）

 

―　４２７　―

年　　　月　　　日

会計管理者管理者

返　納　決　議　書（返 納 金 整 理 票）

件 名 及 び 内 容

第　　　　号返 納 決 議 番 号　　　年度年 度 区 分

会 計 区 分

款

科 目
項

目

節

年　　　月　　　日支 出 命 令
年 月 日

第　　　　　　　号支 出 命 令
決 議 番 号

　　　　　　　　円支 出 命 令 額

　　　　　　　　円支 払 済 額

年　　　月　　　日支 払 年 月 日

年　　　月　　　日返 納 命 令
年 月 日

年　　　月　　　日返 納 期 限

　　　　　　　　円返 納 命 令 額

返 納 義 務 者

返 納 内 容

算 出 根 拠

特 記 事 項
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第３０号様式（第７３条関係）

 

―　４２８　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定

年　　　月　　　日

会計管理者管理者

支 出 命 令 取 消 決 議 書

件 名 及 び 内 容

第　　　　号支出命令取消
決 議 番 号　　　年度年 度 区 分

処理区分会 計 区 分

款

科 目
項

目

節

　年　　　月　　　日支 出 命 令 取 消
年 月 日

　　　　　　　　　円支 出 命 令 取 消 額

　年　　　月　　　日支 出 命 令 年 月 日

　第　　　　　　　号　　　　　　支出命令決議番号

支 払 先 相 手 方

特 記 事 項

注　集合執行の場合は、「支出命令取消決議集合内訳書」を添付すること。
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第３１号様式（第７３条関係）

 

―　４２９　―

支出命令取消決議集合内訳書

頁決議番号　第　　　　　号

取 消 理 由支 払 先 相 手 方支出命令取消額内訳番号

円

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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―
　４３０

　―

新
潟

県
市

町
村

総
合

事
務

組
合

財
務

規
則

に
よ

り
設

備
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

帳
簿

そ
の

他
の

書
類

の
様

式
指

定
第３２号様式（第８１条関係）

小　 切　 手　 振　 出　 済　 通　 知　 書第 号

円千百万
金 額

　　　　　　上記金額を下記内訳により振り出したので通知します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

新潟県市町村総合事務組合　　　　

会計管理者　□印 　　　

新潟県市町村総合事務組合

　　　　　指定金融機関　様

会 計 区 分年度年 度 区 分

備 考氏 名住 所小 切 手 券 面 金 額小 切 手 番 号小切手の種別

円千百万

枚小 切 手 振 出 枚 数
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第３３号様式（第８４条関係）

　同封の小切手を金融機関に提示して、現金をお受け取り下さい。 

―　４３１　―

送　　金　　通　　知　　書

送金先金融機関

　　　　　　　　　　　　　　銀行　　　　本支店

受取人

　　住所　　　　　　　　　　　

　　氏名　　　　　　　　　　　

年　　　月　　　日　　　　　　　

新潟県市町村総合事務組合　　　　

会計管理者　□印 　　　

円千百万

金　額第 号送金通知書番号

ただし、年度年 度 区 分

会 計 区 分

第 号小 切 手 番 号
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第３４号様式（第８５条関係）

支　　 払　　 依　　 頼　　 書

年　　　月　　　日

新潟県市町村総合事務組合

　　　　　指定金融機関　様

新潟県市町村総合事務組合　

会計管理者　□印 

 

―　４３２　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定

会 計 区 分年度年　度　区　分

第　　　号～第　　　号小 切 手 番 号年　　月　　日支 払 年 月 日

備　　考金　　　額件　　　数支 払 方 法

円件　 払 込 払

円件　　口座振替払

円件　 送 金 払

円件　 合　 計　

支払金別内訳

円件歳　出　金

円件歳入歳出外現金

円件歳 入 金 還 付

円件　 合　 計　
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第３５号様式（第８５条関係）

資　 　 金　 　 領　 　 収　 　 書

新潟県市町村総合事務組合

　　　　　　会計管理者　様

下記のとおり資金を領収しました。

　　　　年　　　月　　　日

新潟県市町村総合事務組合　

指定金融機関　□印 

 

―　４３３　―

金　　　　額小切手番号会 計 区 分年 度 区 分

円第　　号～第　　号年度

円第　　号～第　　号歳入歳出外現金年度

円合　　　　計
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第３６号様式（第８４条関係）

共 済 見 舞 金 等 送 金 請 求 書

 

―　４３４　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定

被

災

し

た

会

員

請　

　

求　

　

者 会員番号
　　　　　　　　　　　様

会員との続柄

送　　金
支払場所
及び方法

　　　　　年　　　月　　　日支　払　日

摘
要

照
合

　　　年　　　月　　　日

新潟県市町村総合事務組合　　 

会計管理者　□印 　

年度

第　　　　　　　号

種　　別

金額　　　　　　　円等　　級
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第３７号様式（第８４条関係）

　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合　　

会計管理者　□印 　

共済見舞金等支給決定兼送金通知書

 

―　４３５　―

共済見舞金等の送金　　　　
についてのお知らせ　　　　

　このたび、交通事故による災害を受

けられましたことに対し深く御見舞申

し上げます。

　つきましては、通知書の金額を送金

しましたので、同封の送金小切手で現

金をお受け取りください。

被
災
し
た
会
員

請　

求　

者 会員番号
　　　　　　　　　　　様

会員との続柄

送　　金
支払場所
及び方法

　　　　　年　　　月　　　日支　払　日

　　　　年　月　日付　をもって請求のあった交通災害共済見舞金等につい
て、審査の結果、上記のとおり決定したので通知します。

　　　　　年　　　月　　　日

新潟県市町村総合事務組合　　
管理者　□印 　

年度

第　　　　　　　号

種　　別

金額　　　　　　　円等　　級
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第３８号様式（第９８条関係）

公　 　 金　 　 振　 　 替　 　 書

年　　月　　日

新潟県市町村総合事務組合

　　　　　指定金融機関　様

新潟県市町村総合事務組合　

会計管理者　�

下記のとおり振り替えて下さい。

 

―　４３６　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定

金　　額内　　容会計区分年度区分受払区分番　号

円払　出

受　入

払　出

受　入

払　出

受　入

払　出

合　　計

受　入
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第３９号様式（第８９条関係）

 

―　４３７　―

備　考氏　　　名職　名印　　影

印 鑑 通 知 表

年　　月　　日

新潟県市町村総合事務組合

　　　　　指定金融機関　様

新潟県市町村総合事務組合　

会計管理者　�

　新潟県市町村総合事務組合財務規則第８９条の規定により、印鑑の印影を下

記のとおり通知します。
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第４０号様式（第９０条関係）

 

―　４３８　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定

　　年　　月末現在

備　　　考金　　　額件　　数会　計　区　分年度区分

円件　　年度

円件歳入歳出外現金　　年度

円件合　　　　計

未 払 金 内 訳 書

　会計区分　　　　　　　

備　　　考金　　　額受 取 人 氏 名小切手番号年度区分

円

注１　未払金内訳書は、一般会計、特別会計、歳入歳出外現金別に作成すること。

２　未払金内訳書は、小切手振出済通知書の写を添付することにより作成を省略す

ることができる。

直 接 払 未 払 金 報 告 書

年　　月　　日

新潟県市町村総合事務組合

　　　　　　会計管理者　様

新潟県市町村総合事務組合　

指定金融機関　�
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第４１号様式（第９１条関係）

１年経過小切手等支払未済額報告書

年　　月　　日

新潟県市町村総合事務組合

　　　　　　会計管理者　様

新潟県市町村総合事務組合　

指定金融機関　�

―　４３９　―

年　　月分年度年 度 区 分

会 計 区 分

備　　　考金　　　額件　　数支 払 区 分

円直 接 払

円送 金 払

円合 計

注　歳入歳出外現金については、この様式に準じて作成すること。
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第４２号様式（第９２条関係）

 

―　４４０　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定

小 切 手 振 出 済 証 明 書

会 計 区 分年度年 度 区 分

第 号小 切 手 番 号年　　月　　日小 切 手 振 出
年 月 日

　　　　￥　　　　　　　　　　　　券 面 金 額

住 所
小切手受取人

氏 名

　上記のとおり小切手振出し済みですから、本書によって小切手受取人に支払って下

さい。

　　　　　　年　　　月　　　日

　　新潟県市町村総合事務組合

　　　　　　　指定金融機関　様

新潟県市町村総合事務組合　　

会計管理者　�　

領　　　　収　　　　書

支 払 日 付 印
　　上記の金額を領収しました。

　　　　年　　　月　　　日

　　受取人
　住所

　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　�

収入印紙
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第４３号様式（第９３条関係）

 

―　４４１　―

小　切　手　償　還　請　求　書

（金額は、アラビア数字で頭部に￥を付け、訂正しないで下さい。）

１年経過後の小切手の内訳

小切手に記載の債権者

住所

氏名

年度振 り 出 し た 年 度

振り出した会計名

振出人氏名年　　月　　日小切手振出年月日

債権の内容小 切 手 番 号

遅 れ た 理 由

　上記小切手は、小切手振出日から１年を経過したため支払を受けられなかったので、

小切手を返還し、償還請求します。

　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

住所　　　　　 　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　　�　 　

　新潟県市町村総合事務組合

　　　　　　　会計管理者　様

注　この請求が譲渡された小切手の場合には、「小切手に記載の債権者住所」及び「債

権の内容」は、不明と表示してください。

円千百万

金　　額
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第４４号様式（第９６条関係）

 

―　４４２　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定

支　　払　　証　　明　　書

　￥　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　内　訳

　　　　小 切 手 番 号　　　　　　　　　　支　払　　　年　　月　　日

　　　　送金通知書番号　　　　　　　　

　　　　支　　払　　先

　　　　　　　　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　（支払の内容）

　　　　領収書の微さない理由

　上記のとおり支払ったことを証明する。

　　　　　　　　年　　　月　　　日

新潟県市町村総合事務組合　

職　　氏　　　名　�
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第４５号様式（第９８条関係）

 

―　４４３　―

金　　　額内　　　　容会計区分年度区分受払区分番　　　号

円払　出

受　入

払　出

受　入

払　出

受　入

払　出

合　　計

受　入

公　金　振　替　済　通　知　書

年　　月　　日

新潟県市町村総合事務組合

　　　　　　会計管理者　様

　新潟県市町村総合事務組合　

指定金融機関　�

下記のとおり振り替えました。
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第４６号様式（第９９条関係）

 

―　４４４　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定

年　　　月　　　日

会計管理者管理者

収　 入　 更　 正　 決　 議　 書

年　　　月　　　日更 正 年 月 日

更 正 理 由

１　調定の更正　　２　調定及び収入の更正　　３　収入の更正更 正 区 分

　　　　　　　　　円更 正 額

更　　正　　後　（増）更　　正　　前　（減）項 目

年度年度年 度 区 分

会 計 区 分

款

科 目
項

目

節

第　　　　　　　号調 定 決 議 番 号

年　　　月　　　日調定決議年月日

年　　　月　　　日収 納 年 月 日

収 入 内 容

備　　考
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第４７号様式（第１００条関係）

 

―　４４５　―

年　　　月　　　日

会計管理者管理者

支　 出　 更　 正　 決　 議　 書

年　　　月　　　日更 正 年 月 日

更 正 理 由

　　　　　　　　円更 正 額

更　　正　　後　（増）更　　正　　前　（減）項 目

年度年度年 度 区 分

会 計 区 分

款

科 目
項

目

節

年　　　月　　　日支 出 負 担 行 為
年 月 日

第　　　　　　　号支 出 負 担 行 為
決 議 番 号

年　　　月　　　日支 出 命 令
決 議 年 月 日

第　　　　　　　号支 出 命 令
決 議 番 号

年　　　月　　　日支 払 年 月 日

支 払 先

備　　考
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第４８号様式（第１０１条関係）

 

―　４４６　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定

金　　　額内　　　　容会計区分年度区分受払区分番　　　号

円
払　出

受　入

払　出

受　入

払　出

受　入

払　出

合　　計

受　入

振　替　更　正　通　知　書

　　　　　年　　　月　　　日　

新潟県市町村総合事務組合

　　　　　指定金融機関　様

新潟県市町村総合事務組合　

会計管理者　�

下記のとおり振り替えて下さい。
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第４９号様式（第１０３条関係）

 

―　４４７　―

未　調　定　債　権　管　理　票

年　　　月　　　日

会 計 区 分年度年 度 区 分

節目項款科 目

債 権 の 内 容

住所

相 手 方

氏名

円債権（合計）額

年　　　月　　　日債権発生年月日

年　　　月　　　　債 権 終 了 年 月

算出基礎
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第４９号様式の２（第１０４条関係）

 

―　４４８　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定

未　納　債　権　管　理　票

年　　　月　　　日

会 計 区 分年度年 度 区 分

節目項款科 目

債 権 の 状 況

住所

債 務 者

氏名

年　　　月　　　日債権発生年月日

債 権 の 内 容
（返　納　理　由）

年　　月　　日督促状発行年月日年　　月　　日調 定 年 月 日
（返納命令年月日）

年　　月　　日指 定 納 期 限年　　月　　日納 期 限
（返　納　期　限）

円未 納 額円調 定 額
（返　納　通　知　額）

債権管理の状況
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第５０号様式（第１０５条関係）

督　　　　　促　　　　　状

 

―　４４９　―

円金 額

年　　　月　　　日指 定 納 期 限

上記の金額が未納となっていますから至急納入して下さい。

　　　　　年　　　月　　　日

新潟県市町村総合事務組合　
管理者　�

　　　　　　　　　　　　　様

第　　　　　　　　　　号納 入 通 知 書 番 号
（返納通知書番号）

　　　年　　　月　　　日納 期 限
（返　納　期　限）

節目項款科 目

ご注意

１　納入方法及び納入場所

　本書により未納となっている金額を納入するときは、既に送付してある納入通知

書（返納通知書）を納入場所に持参して納入して下さい。

もし、納入通知書（返納通知書）を紛失された場合は、金融機関に備え付けてある

「振込書」をご利用下さい。

２　不服の申立て

　この処分について不服があるときは、地方自治法第231条の３の定めるところによ

り、この督促状を受け取った日の翌日から起算して30日以内に、管理者に異議申し

立てをすることができます。

３　その他

　指定納期限までに納入されないときは、その翌日から滞納処分を受けることにな

ります。

　本書の到達前に既に納入済みの場合は、行き違いですのであしからずご了承下さ

い。
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―
　４５０

　―

新
潟

県
市

町
村

総
合

事
務

組
合

財
務

規
則

に
よ

り
設

備
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

帳
簿

そ
の

他
の

書
類

の
様

式
指

定

督　 促　 状　 発　 行　 整　 理　 簿

未納内容
納 入 義 務 者督　　　　　　　促調　　　　　　　　定

氏　　　　　名住　　　　所指　　　定
納　期　限

督促状発行
年　月　日未　納　額納　期　限

（返納期限）
調　　　定
年　月　日調　定　額調定決議

番　　号
円円

�� ��������������������������������������������������������������������

�� ��������������������������������������������������������������������

第５１号様式（第１０５条関係）
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第５２号様式（第１０８条関係）

 

―　４５１　―

年　　　月　　　日

会計管理者管理者

欠　　損　　処　　分　　調　　書

会 計 区 分年度年 度 区 分

節目項款科 目

円欠損処分額年　　　月　　　日欠 損 処 分
年 月 日

保 証 人
住 所 氏 名

納入義務者
住 所 氏 名

収 入 金 の
内 容年　　　月　　　日調定年月日

年　　　月　　　日督促年月日第　　　　　　　号調 定 決 議
番 号

年　　　月　　　日指 定 期 限円調 定 額

年　　　月　　　日債 権 消 滅
年 月 日円未 納 額

滞納の原因

欠 損 処 分
の 理 由

調 査 結 果

　　　年　　　月　　　日　調査者職氏名　　　　　　　　　　　�調査年月日

備 考
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第５３号様式（第１１０条関係）

 

―　４５２　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定

基 金 管 理 簿

区分　　　　　　　　　　　　金融機関名　　　　　　　　

残　　　額払 出 額受 入 額摘　　　要年月日

円円円

注１　預金種別、金融機関別に区分し、総括表を付けること。
　２　月計、累計を付けること。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第５４号様式（第１１６条関係）

 

―　４５３　―

歳 入 歳 出 外 現 金 等 整 理 簿

口座区分　　　　　　　　　

残　　　額払 出 額受 入 額摘　　　要年月日

円円円

注１　口座区分ごとに整理し、総括表を付けること。
　２　月計、累計を付けること。
　３　還付額は払出額欄に、返納額は受入額欄に記載すること。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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第５５号様式（第１１８条関係）

 

―　４５４　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定

年　　　月　　　日

会計管理者管理者

口 座 区 分年度年 度 区 分

歳 入 歳 出 外 現 金 等 納 付 書

（金額は、アラビア数字で頭部に￥を付け、訂正しないでください。）

ただし、

上記のとおり納付します。

　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　�

新潟県市町村総合事務組合

　　　　　　　　管理者　様

円千百万

金　　額
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第５６号様式（第１１８条関係）

 

―　４５５　―

年　　　月　　　日

会計管理者管理者

口 座 区 分年度年 度 区 分

歳 入 歳 出 外 現 金 等 受 入 調 書

円　　受 入 通 知 額

年　　　月　　　日納 期 限

受 入 理 由

相 手 方

受入内訳書

備　考受入金額住　　　所受 入 相 手 方
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第５７号様式（第１１９条関係）

 

―　４５６　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定

年　　　月　　　日

会計管理者管理者

口 座 区 分年度年 度 区 分

歳入歳出外現金等還付請求書

（金額は、アラビア数字で頭部に￥を付け、訂正しないでください。）

ただし、

上記の金額還付願います。

　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　�

新潟県市町村総合事務組合

　　　　　　　　管理者　様

円千百万

金　　額
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第５８号様式（第１１９条関係）

 

―　４５７　―

年　　　月　　　日

会計管理者管理者

口 座 区 分年度年 度 区 分

歳入歳出外現金等払出調書

払出内訳書

支 払 方 法払 出 金 額住 所払 出 相 手 方

１　払込払　２　公金振替
円

１　払込払　２　公金振替

１　払込払　２　公金振替

１　払込払　２　公金振替

１　払込払　２　公金振替

注　退職手当の支払に係る住民税については、「市町村民税・県民税納入内訳書」
を添付することにより、払出内訳書を省略することができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　円払 出 通 知 額

年　　　月　　　日支 払 指 定 日

払 出 理 由

払出内訳書のとおり相 手 方
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第５９号様式（第１２４条関係）

 

―　４５８　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定

有 価 証 券 保 管 証 書

　　　　　　様

　￥　　　　　　　　　　　　　　　

ただし、

上記のとおり預かりました。

　　　年　　　月　　　日

新潟県市町村総合事務組合　
会計管理者　�
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―
　４５９

　―

第６０号様式（第１５０条関係）

歳　　　　　入　　　　　簿

　　　　年度　　科目　款　　　　　項　　　　　目　　　　　節　　　　

予算額と収入
済額との差額

予 算 額収納金融機関不納欠損額収入未済額収入済額
納 入
年月日

調 定 額納期限収 入 内 容納 入 義 務 者
調定決議
番 号

調 定
年 月 日

円円円円円円

注　月計、累計を付けること。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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第６１号様式（第１５０条関係）

 

―　４６０　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定

歳　　　　　出　　　　　簿

　　　　年度　科目　款　　　　　項　　　　　目　　　　節　　　　

予 算 残 額支 出 額予 算 額摘 要年月日

円円円

注　月計、累計を付けること。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第６２号様式（第１５０条関係）

 

―　４６１　―

預 金 現 在 簿

預金種別　　　　　　　　　　　　金融機関名　　　　　　　　

残 額払 出 額受 入 額摘 要年月日

円円円

注１　月計、累計を付けること。
　２　預金種別は、定期預金、通知預金、普通預金等に区分すること。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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―
　４６２

　―
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の
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式
指

定
第６３号様式（第１５０条関係）

現　　金　　出　　納　　簿
「　　　　　　　　　　　会計」

（単位：円）　　　　　　　　　　　　　　

残　　　額払　出　額受　入　額相　手　方摘　　　　　要年月日

【月計】
【累計】

注　預金を預入したときは、これを払出額欄に掲げ、同時に受入額欄の預金に受入れの手続をとるものとすること。
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第６４号様式（第１５１条関係）

 

―　４６３　―

返　納　金　整　理　簿
　　　　　年度

（単位：円）　　　会計

備考戻入額納入年月日金　額納期限返納義務者科目
（款）

通知書
番　号

通　知　書
発行年月日

合　計
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第６５号様式（第１５０条関係）

 

―　４６４　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定

小 切 手 振 出 整 理 簿

残 枚 数廃棄枚数振出枚数受入枚数摘　　　　　　要年月日

注１　月計、累計を付けること。
　２　摘要欄には、受入れのときは小切手番号、その他のときは整理番号を記

載すること。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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―
　４６５

　―

第６６号様式（第１５０条関係）

有 価 証 券 受 払 整 理 簿

払 出
年 月 日

保 管 方 法納付者住所氏名保 管 理 由額 面 金 額枚 数
記号回数
及び番号

証 券
種 別

受 入
年 月 日

整 理
番 号

円

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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第６７号様式　削除

 

―　４６６　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第６８号様式（第１５２条関係）

 

―　４６７　―

　会 費 現 金 収 納 受 払 簿　

出納員印
分任出
納員印

現金取扱員
印

差引残高払込金額収納金額

摘　　　　要

年月日
払込収　　　納

現金払込
書番号　

累　計加入者数台帳枚数

注　この様式により難い場合は、本様式に準じて作成することができる。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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第６９号様式（第５６条関係）

 

―　４６８　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定

年　　　月　　　日

会計管理者管理者

支出負担行為兼支出命令決議書

件 名 及 び 内 容

第　　　　号決　議　番　号　　　年度年 度 区 分

処理区分会 計 区 分

款

科 目
項

目

節

年　　　月　　　日
支 出 負 担 行 為
兼支出命令年月日

円
支 出 負 担 行 為
兼 支 出 命 令 額

円控 除 額

円差 引 支 払 額

円未 払 額

支 払 先 相 手 方

支 払 方 法

年　　　月　　　日支 払 指 定 日

契 約 方 法

年　　　月　　　日履 行 期 限

年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�履 行 確 認

特 記 事 項

注　集合執行の場合は、「支出負担行為兼支出命令決議集合内訳書」を添付すること。
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第７０号様式（第５６条関係）

 

―　４６９　―

支出負担行為兼支出命令決議集合内訳書

頁決議番号　第　　　　　号

支払先相手方差 引 支 払 額控 除 額
支出負担行為兼
支 出 命 令 額

内訳番号

円円円

注　退職手当については、「退職手当支給簿」に代えることができる。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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第７１号様式（第７３条関係）

 

―　４７０　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定

年　　　月　　　日

会計管理者管理者

支出負担行為兼支出命令取消決議書

件 名 及 び 内 容

第　　　　号取 消 決 議 番 号　　　年度年 度 区 分

処理区分会 計 区 分

款

科 目
項

目

節

年　　　月　　　日取 消 決 議 年 月 日

円
支 出 負 担 行 為 兼
支 出 命 令 取 消 額

年　　　月　　　日
支 出 負 担 行 為 兼
支出命令決議年月日

第　　　　　　　号
支 出 負 担 行 為 兼
支出命令決議番号

支 払 先 相 手 方

特 記 事 項

注　集合執行の場合は、「支出負担行為兼支出命令取消決議集合内訳書」を添付するこ
と。
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第７２号様式（第７３条関係）

 

―　４７１　―

支出負担行為兼支出命令取消決議集合内訳書

頁決議番号　第　　　　　号

取 消 理 由支 払 先 相 手 方
支出負担行為兼
支出命令取消額

内訳番号

円

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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第７３号様式（第１５４条関係）

 

―　４７２　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定

金　　額内　　　容会計区分年度区分受払区分番　　号

円
払　出

受　入

払　出

受　入

払　出

受　入

払　出

合　　計

受　入

振　替　更　正　済　通　知　書

年　　月　　日

新潟県市町村総合事務組合

　　　　　　会計管理者　様

　新潟県市町村総合事務組合　

指定金融機関　�

下記のとおり振り替えました。
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新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第７４号様式（第１５８条関係）

 

―　４７３　―

概 算 払 精 算 書

　￥　　　　　　　　　月　　日　概算払額　

ただし、

　　　小　切　手　番　号
　　　送金通知書番号　　　　　　発　行　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　支　　払　　先　　　　　　住　所

　氏　　　名　　　　　　　　

　上記については、　　年　　月　　日に契約のとおり履行されたことを確認したの

で通知します。

　　　　　　　　年　　月　　日

新潟県市町村総合事務組合　　　　　　　　　

職　　氏　　　名　�　　

新潟県市町村総合事務組合　管理者　様

年　　　月　　　日

会 計 管 理 者

精　

算　

伺

係　員　　　　　　　調　査

管　理　者
精
算
命
令

年　　月　　日

年　度

会　計

款

項

目

節
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第７５号様式（第１６０条関係）

―　４７４　―

新潟県市町村総合事務組合財務規則により設備しなければならない帳簿その他の
書類の様式指定

歳 計 剰 余 金 繰 越 通 知 書

￥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

年度区分　　　　　　　年度

会計区分　

上記のとおり繰越したので振り替えしてください。

年　　　月　　　日

新潟県市町村総合事務組合　
会計管理者　�

新潟県市町村総合事務組合
　　　　　指定金融機関　様
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新潟県市町村総合事務組合財産の交換、
譲与、無償貸付等に関する条例　　　　

　（趣旨）

第１条　財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるとこ

ろによる。

　（普通財産の交換）

第２条　普通財産は、土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物に限り、次

の各号の一に該当するときは、それぞれ他の同一種類の財産と交換するこ

とができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の６分の１を

超えるときは、この限りでない。

�　新潟県市町村総合事務組合（以下「組合」という。）において公用又は

公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。

�　国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供

するため、組合の普通財産を必要とするとき。

２　前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないとき

は、その差額を金銭で補足しなければならない。

　（普通財産の譲与又は減額譲渡）

第３条　普通財産は、次の各号の一に該当するときは、譲与し、又は時価よ

りも低い価額で譲渡することができる。

�　国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用

又は公益事業の用に供するため、普通財産を国又は他の地方公共団体そ

の他公共団体に譲渡するとき。

�　国又は他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用

を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合におい

て、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の

範囲内において国又は当該地方公共団体その他公共団体に譲渡すると

き。

―　４７４―３　―

平成１８年３月１日
条 例 第 ２３ 号
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�　公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止

した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附

者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

�　公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附

を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止に

よって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲

内においてその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡すると

き。

　（普通財産の無償又は減額貸付け等）

第４条　普通財産は、次の各号の一に該当するときは、無償又は時価よりも

低い価額で貸し付けることができる。

�　国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公

用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

�　普通財産の貸付けを受けた者が、地震、火災、水害等の災害により当

該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

２　前項の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準

用する。

　（行政財産である土地の貸付け等）

第５条　前条第１項の規定は、行政財産である土地を貸し付け、又はこれに

地上権を設定する場合に準用する。

　（物品の交換）

第６条　物品に係る経費の逓減を図るため、特に必要があると認めるとき

は、物品を組合以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができ

る。

２　第２条第２項の規定は、前項の場合に準用する。

　（物品の譲与又は減額譲渡）

第７条　物品は、次の各号の一に該当するときは、譲与し、又は時価よりも

低い価額で譲渡することができる。

�　公用又は公共用その他公益上の必要に基づき、物品を譲渡するとき。

�　公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、そ

―　４７４―４　―

新潟県市町村総合事務組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
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新潟県市町村総合事務組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

の用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体又は撤去により

物品となるものをその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡

することを寄附の条件として定めたものを、その条件に従い譲渡すると

き。

　（物品の無償貸付け又は減額貸付け）

第８条　物品は、公用又は公共用その他公益上必要があるときは、無償又は

時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

　　　附　則

　この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

―　４７４―５　―
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新潟県市町村総合事務組合行政財産使用料徴収条例

　最終改正　令和元年７月２２日条例第２号

　（趣旨）

第１条　この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第７項

の規定による行政財産の目的外使用に係る使用料に関し必要な事項を定め

るものとする。

　（使用料の納付）

第２条　行政財産の目的外使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）

は、別表に定める使用料を納めなければならない。

　（使用料の減免）

第３条　管理者は、使用者が当該行政財産を公用若しくは公共用又は公益の

用に供すると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができ

る。

　（納付方法）

第４条　使用料は、管理者の発行する納入通知書により納めなければならな

い。

２　使用料は、前納とし、年払い又は月払いとする。ただし、管理者が必要

と認めるときは、分割し、又はまとめて納めさせるものとする。

　（使用料の還付）

第５条　既に納めた使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さな

い理由により使用の許可を取り消された場合は、当該使用料が年払いのも

のにあっては当該取消しの日の属する月の翌月以後の残月数に対応する分

を、月払いのものにあっては当該取消しの日の翌日以後の残日数に対応す

る分を還付する。

　（管理者への委任）

第６条　この条例に定めるもののほか、行政財産の使用料に関し必要な事項

は、管理者が定める。 

―　４７４―７　―

平成１８年３月１日
条 例 第 ２４ 号

必要Title:04-1●474-7.ec8 Page:7  Date: 2019/12/06 Fri 11:14:10 



　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２　従来の使用許可による行政財産の使用料は、使用期間満了までの間は、

この条例による使用料とみなす。

　　　附　則（平成１９年２月１６日条例第１１号）

　この条例は、平成１９年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２６年２月２０日条例第２号）

　この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

　　　附　則（令和元年７月２２日条例第２号）

１　この条例は、令和元年１０月１日から施行する。

２　改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後納入すべき使用料につ

いて適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。

 

―　４７４―８　―

新潟県市町村総合事務組合行政財産使用料徴収条例
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新潟県市町村総合事務組合行政財産使用料徴収条例

別表（第２条関係）

行政財産使用料の基準

―　４７４―９　―

使用料（単位　円）単位使用の種類区分

財産台帳価格の１００分の５
に相当する額に１２分の１を
乗じて得た額に１.１を乗じ
て得た額

使用許可期間が
１月未満の場合建物又はこれ

に類するもの
の敷地

土　地 財産台帳価格の１００分の５
に相当する額

１年
使用許可期間が
１月以上の場合

１,９００
使用面積１平方
メートルにつき
１年

その他のもの（使用面積が５平
方メートル未満のものに限る。）

財産台帳価格の１,０００分の６に土地使用料相当額の１２分の１を加算した額に１.１
を乗じて得た額を月額とする。

建　物

財産台帳価格、用途その他の事情を考慮して管理者が別に定める額とする。工作物

この表に定めのないものについては、管理者が別に定める。

備考
１　土地の使用許可期間が１年に満たないもの及び１年未満の端数を生じたときは、そ
の年の使用料は、月割計算とし、１月に満たないものは、１月として計算する。ただ
し、使用許可期間が１月に満たないものについて、管理者が必要と認めたときは、別
に定めることができる。

２　建物の使用許可期間が１月に満たないもの及び１月未満の端数を生じたときは、そ
の月の使用料は、日割計算とする。

３　使用許可が総面積１平方メートルに満たないものは、１平方メートルとして計算す
る。

４　使用許可１件の使用料（使用許可１件当たりの使用許可期間中の使用料）が１００円に
満たないものは、１００円とする。
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新潟県市町村総合事務組合公有財産事務取扱規則

　最終改正　平成２９年３月２３日規則第１５号

目次

　第１章　総則（第１条－第７条）

　第２章　財産の取得（第８条－第１１条）

　第３章　財産の管理

　　第１節　通則（第１２条－第１９条）

　　第２節　行政財産の貸付け、地上権又は地役権の設定及び使用許可（第

２０条－第２７条）

　　第３節　普通財産の貸付け（第２８条－第３６条）

　第４章　財産の処分（第３７条－第４３条）

　第５章　雑則（第４４条）

　附則

　　　第１章　総則

　（趣旨）

第１条　この規則は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）

第２３８条第１項に規定する公有財産（以下「財産」という。）の取得、管理

及び処分の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

　（公有財産事務の取扱い）

第２条　新潟県市町村総合事務組合（以下「組合」という。）の公有財産事務

の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、新潟県の取扱いの例

による。

　（用語の意義）

第３条　この規則で次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。

�　課　新潟県市町村総合事務組合行政組織規則（平成１６年規則第２号）

に規定する課をいう。 

―　４７４―１１　―

平成１８年３月３１日
規 則 第 １１ 号
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�　事務局長　新潟県市町村総合事務組合行政組織規則（平成１６年規則第

２号。以下「組織規則」という。）第１１条の規定による事務局長をいう。 

�　課長　組織規則第１２条の規定による課長をいう。

�　行政財産　法第２３８条第３項に規定する行政財産をいう。

�　普通財産　法第２３８条第３項に規定する普通財産をいう。

　（財産の取得、管理及び処分の原則）

第４条　財産の取得、管理及び処分は適正に行い、かつ、効率的に運用する

とともに、その使用に当たっては、常に善良な管理者の注意をもってしな

ければならない。

　（財産の所管）

第５条　行政財産は、当該財産が供される事務又は事業を所管する各課に所

管させる。ただし、同一財産で２以上の課が事務又は事業の用に供する財

産については、管理者が別に所管を決定する。

２　普通財産は、人事会館課に所管させる。

　（財産事務の分掌）

第６条　行政財産を取得する事務及び行政財産の管理に関する事務は、当該

財産を所管する課長が処理しなければならない。

２　普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、人事会館課長が処理し

なければならない。

３　有価証券の取得、管理及び処分並びに出納通知（別記様式第１号）は、

各課長が行わなければならない。

　（財産事務の総括）

第７条　事務局長は、財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、財産

に関する事務を総括し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、及びこ

れらの事務について必要な調整を行わなければならない。

　　　第２章　財産の取得

　（財産の取得手続）

第８条　課長は、財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載し

た文書により人事会館課長を経て事務局長の承認を得なければならない。

―　４７４―１２　―

新潟県市町村総合事務組合公有財産事務取扱規則
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新潟県市町村総合事務組合公有財産事務取扱規則

この場合において、当該財産の性質又は取得原因によりその記載事項の一

部を省略することができる。

�　名称及び数量（取得する財産が法第２３８条第１項第４号及び第５号に掲

げる権利の場合にあっては、当該権利の内容）

�　構造及び状況

�　所在地名及び地番

�　取得後の用途及び当該用途に供しようとする予定年月日

�　購入の場合にあっては購入予定価格及び単価並びに価格算定の根拠、

寄付の受納の場合にあっては見積評価格及び単価並びに見積評価格算定

の根拠

�　相手方の住所氏名（法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏

名）

�　予算額及び予算科目並びに代金支払の時期及び方法

�　寄付に際し条件がある場合は、その内容

�　その他参考となる事項

２　前項の文書には、次に掲げる図書を添えなければならない。

�　購入の場合にあっては契約方法及び契約書案、寄付の受納の場合に

あっては寄付申込書（別記様式第２号）

�　建物、立木その他土地の定着物を取得しようとする場合においてこれ

らの物件の敷地が第三者の所有に係るものについては、その数量並びに

所有者の住所氏名及びその承諾書

�　関係図面

�　不動産に関する登記事項証明書

�　寄付者が法人格を有する団体である場合は、当該団体の議決機関の議

決書の写し又はこれに代わる書類の写し

�　その他参考となる資料

　（取得前に必要な処置）

第９条　課長は、前条の規定により財産を取得しようとするときは、あらか

じめ当該物件について必要な調査を行い、私権の設定又は特殊な義務があ

るときは、所有者にこれを消滅させる等、必要な処置をとらなければなら

―　４７４―１３　―
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ない。

　（登記又は登録）

第１０条　課長は、登記又は登録を要する財産を取得したときは、法令の定め

るところにより遅滞なく登記又は登録を行わなければならない。

２　課長は、前項の規定により登記又は登録を完了したときは、登記識別情

報の通知書及び登記完了証又は登録済証書を適正に保管しなければならな

い。

　（代金の支払）

第１１条　登記又は登録を要する財産を取得したときはその登記又は登録の完

了後、その他の財産については収受を完了した後でなければ、代金を支

払ってはならない。ただし、管理者が必要と認める場合はこの限りでな

い。

　　　第３章　財産の管理

　　　第１節　通則

　（財産の管理義務）

第１２条　課長は、当該課の所管に係る財産について常にその効率的利用を図

り、その現況を掌握し、次に掲げる事項に注意し、管理のため必要がある

と認めるときは、直ちに適切な処置をとらなければならない。

�　財産の維持、保存及び利用の適否

�　使用させ、又は貸し付けた財産の使用状況及びその使用料又は貸付料

の適否

�　土地の境界

�　財産の増減とその証拠書類との符合

�　財産と登記簿又は登録簿及び財産台帳並びにこれらの附属書類との符

合

�　財産台帳記載事項の適否

�　火災、盗難等の予防措置の適否

２　前項に定めるもののほか、新潟県自治会館の管理については、管理者が

―　４７４―１４　―
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別に定める。

　（財産台帳等の備付け）

第１３条　事務局長は、別表に掲げる財産の区分に従い、財産台帳を調製し、

備え付けなければならない。

２　事務局長は、行政財産を貸し付け、若しくはこれに地上権若しくは地役

権を設定し、若しくは行政財産の使用を許可し、又は普通財産を貸し付け

たときは、使用許可台帳又は貸付台帳を調製し、備え付けなければならな

い。

３　第１項の財産台帳には、関係図面を添付しておかなければならない。

　（財産台帳登録価格）

第１４条　財産台帳に登録すべき価格は、土地、立木竹、建物及び工作物につ

いては評価額とし、有価証券については額面金額とする。

２　財産台帳に登録された価格（有価証券を除く。）は、３年ごとにその年の

３月３１日の現況において評価替えをしなければならない。ただし、事務局

長が別に定める場合は、この限りでない。

　（損害保険）

第１５条　建物、工作物等は、その経済性を考慮して保険に付することができ

る。

２　保険の事務は、人事会館課長が行うものとする。

　（所在市町村交付金）

第１６条　国有資産等所在市町村交付金法（昭和３１年法律第８２号）第２条及び

第７条に係る事務は、人事会館課長が行うものとする。

　（行政財産の用途廃止又は変更）

第１７条　課長は、行政財産の用途を廃止し、又は変更しようとするときは、

次に掲げる事項を記載した文書により人事会館課長を経て事務局長の承認

を得なければならない。

�　用途廃止又は用途変更をしようとする財産台帳記載事項

�　用途廃止又は用途変更をしようとする理由

�　用途廃止又は用途変更後の管理に関する事項

�　その他参考となる事項

―　４７４―１５　―
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２　課長は、前項の規定により行政財産の用途を廃止したときは、財産引継

書（別記様式第３号）を調製し、直ちにこれを人事会館課長に引き継がな

ければならない。

　（財産台帳等の変更報告）

第１８条　課長は、その所管に係る財産について、財産台帳、使用許可台帳又

は貸付台帳の記載事項に変更があったときは、事務局長に報告しなければ

ならない。

　（損害報告）

第１９条　課長は、財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事

項を記載した文書により人事会館課長を経て事務局長に報告しなければな

らない。

�　事故発生の日時及び発見の動機

�　滅失又は損傷の原因

�　滅失又は損傷した財産の財産台帳記載事項

�　損害の数量及び程度

�　損害見積額及び復旧可能のものについては、復旧見積額

�　損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急処置

�　その他参考となる事項

２　事務局長は、前項の報告書を受理したときは、滅失又は損傷した財産に

ついての処置及び管理状況に関する意見等を付けて、管理者に報告しなけ

ればならない。ただし、損害が軽微と認められるものについては、この限

りでない。

　　　第２節　行政財産の貸付け、地上権又は地役権の設定及び使用

許可

　（貸付期間）

第２０条　法第２３８条の４第２項第１号から第３号までの規定による行政財産

である土地の貸付期間は、３０年を超えることができない。

２　法第２３８条の４第２項第４号の規定による庁舎等の貸付期間は、床面積

に余裕がある部分を貸し付ける場合にあっては５年を、敷地に余裕がある

―　４７４―１６　―
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部分を貸し付ける場合にあっては１０年を、それぞれ超えることができな

い。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

３　前２項の期間は、更新することができる。この場合においては、更新の

ときから、第１項の期間の更新にあっては３０年を、前項の期間の更新に

あっては、床面積に余裕がある部分を貸し付ける場合は５年を、敷地に余

裕がある部分を貸し付ける場合は１０年を、それぞれ超えることができな

い。

　（貸付料、貸付手続等）

第２１条　法第２３８条の４第２項第１号から第４号までの規定により行政財産

を貸し付ける場合の貸付料、貸付手続等については、第２９条、第３０条及び

第３２条から第３５条までの規定を準用する。この場合において、第３３条第１

項中「１５日前」とあるのは、「３０日前」と読み替えるものとする。

　（地上権又は地役権の設定期間）

第２２条　法第２３８条の４第２項第５号又は第６号の規定により行政財産であ

る土地に地上権又は地役権を設定できる期間は、３０年を超えることができ

ない。

２　前項の期間は更新することができる。この場合においては、更新のとき

から３０年を超えることができない。

　（地代）

第２３条　地上権又は地役権を設定した場合は、相当の地代を徴収しなければ

ならない。

２　前項の地代は、地上権若しくは地役権の目的である土地の引渡し又は地

上権若しくは地役権の設定登記のいずれか一方の行われる前に一括して納

めさせなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、こ

の限りでない。

　（使用許可基準）

第２４条　事務局長は、行政財産の使用目的が次の各号のいずれかに該当する

と認めるときは、法第２３８条の４第７項の規定に基づき使用させることが

できる。

�　国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供

―　４７４―１７　―
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するため特に必要と認められるとき。

�　市町村の事務又は事業を推進することに効果があると認められると

き。

�　公の学術調査、研究、公の施策等の普及宣伝、その他公共目的のため

講習会、研究会等の用に短期間使用するとき。

�　水道事業、電気事業その他の公益事業のため使用することがやむを得

ないと認められるとき。

�　職員その他新潟県自治会館の施設を利用する者のための食堂、売店そ

の他の福利厚生施設を設置するとき。

�　災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間

使用するとき。

�　前各号のほか、特に必要があると認めるとき。

　（許可期間）

第２５条　行政財産の使用を許可する期間は、１年以内とする。

２　前項の規定にかかわらず次に掲げる場合は、使用期間を５年以内とす

る。

�　電柱、電話柱その他地下埋設物を設置するため使用するとき。

�　使用目的が前条第１号又は第５号に該当するとき。

�　その他特に必要と認めるとき。

３　前２項の使用許可期間は、更新することができる。

４　前項の使用許可期間の更新については、第２７条の規定を準用する。

　（使用料）

第２６条　行政財産の使用については、新潟県市町村総合事務組合行政財産使

用料徴収条例（平成１８年条例第２４号。以下「使用料条例」という。）の定め

るところにより使用料を徴収するものとする。

　（許可手続）

第２７条　行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請

書（別記様式第４号）を管理者に提出しなければならない。

２　課長は、その所管に係る行政財産の使用許可をしようとする場合で、次

の事由に該当するときは、人事会館課長を経て事務局長の承認を得なけれ

―　４７４―１８　―
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ばならない。ただし、管理者が別に定める場合は、この限りでない。

�　使用料条例第３条の規定による減免を伴うものを新たに行うとき。

�　第２４条第７号に該当するものを新たに行うとき。

�　その使用許可により組合において負担を伴うことが予想されるものを

新たに行うとき。

�　前３号に該当するもので、内容の重要な変更を伴うものを更新すると

き。

３　前項の承認は、次に掲げる事項を記載した文書に使用許可書案を添えて

行わなければならない。

�　使用許可をしようとする相手方

�　使用目的及びその理由

�　使用許可をしようとする財産の財産台帳記載事項

�　使用許可期間

�　使用料及びその算定方法

�　使用料を減免しようとする場合は、その理由

�　使用許可条件

�　その他参考となる事項

４　課長は、行政財産の使用を許可することに決定したときは、申請者に許

可書を交付しなければならない。

　　　第３節　普通財産の貸付け

　（貸付期間）

第２８条　普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間を超えることができな

い。

�　建物の所有を目的として土地（建物を除く土地の定着物を含む。以下

この項において同じ。）を貸し付ける場合は３０年

�　前号以外の目的で土地を貸し付ける場合は１０年

�　建物その他の財産を貸し付ける場合は５年

２　前項の貸付期間は、更新又は延長することができる。この場合において

は、更新又は延長のときから同項各号に規定する期間を超えることができ

―　４７４―１９　―
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ない。

　（貸付料）

第２９条　普通財産を貸し付けた場合は、相当の貸付料を徴収しなければなら

ない。

２　前項の貸付料は、毎月又は毎年定期に当該月分又は当該年度分を納めさ

せなければならない。ただし、数月分又は数年度分を前納させることがで

きる。

　（貸付手続）

第３０条　普通財産の貸付けを受けようとする者は、財産借受申請書（別記様

式第５号）を管理者に提出しなければならない。

２　人事会館課長は、普通財産を貸し付けようとするときは、次に掲げる事

項を記載した文書に契約書案を添えて、事務局長の承認を得なければなら

ない。ただし、管理者が別に定める場合は、この限りでない。

�　貸し付けようとする相手方

�　貸付けの目的及びその理由

�　貸し付けようとする財産の財産台帳記載事項

�　貸付期間

�　貸付料及びその算定方法

�　無償又は減額貸付けをする場合は、その根拠及び理由

�　貸付条件（貸付料納入の時期及び方法並びに延滞金に関することを含

む。）

�　その他参考となる事項

３　普通財産の貸付契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

�　貸付財産の表示

�　貸付けの目的

�　連帯保証人に関すること。

�　貸付期間及びその更新又は延長に関すること。

�　貸付料、納期及び納入方法並びに延滞金に関すること。

�　貸付期間中の公用又は公共用に供する必要が生じた場合の契約解除権

の留保に関すること。

―　４７４―２０　―
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�　貸付財産の目的外使用、転貸及び権利譲渡等の禁止に関すること。

�　貸付財産の現状変更の承認に関すること。

�　契約の解除、貸付財産の返還並びに原状回復又は損害賠償に関するこ

と。

�　借受人の投じた有益費の補償に関すること。

�　調査、報告義務その他必要な事項

　（連帯保証人）

第３１条　人事会館課長は、普通財産の貸付けについて、保証人の必要がある

と認めるときは、次の各号（管理者が特に認める場合にあっては、第２号）

に該当する資格を有する連帯保証人を立てさせなければならない。

�　県内に居住していること。

�　弁済資力を有すること。

２　連帯保証人が前項の資格を欠くに至ったときは、借受人は、直ちに新た

な連帯保証人を立て、財産借受連帯保証人変更届書（別記様式第６号）を

管理者に提出しなければならない。

　（財産借受人又は連帯保証人の住所、氏名等の変更届）

第３２条　財産借受人又は連帯保証人が住所、氏名（法人の場合にあっては、

その名称及び代表者氏名）を変更したとき又は相続若しくは法人の合併に

より貸付財産に関する権利の承継があったときは、借受人は直ちに財産借

受人（連帯保証人）住所氏名等変更届書（別記様式第７号）に証明書類を

添えて管理者に提出しなければならない。

　（財産貸付期間の更新又は延長）

第３３条　借受人は、財産借受期間を更新又は延長しようとするときは、財産

借受期間更新（延長）申請書（別記様式第８号）を借受期間満了の日の１５

日前までに管理者に提出しなければならない。

２　前項の更新又は延長については、第３０条第２項及び第３項の規定を準用

する。

　（貸付財産の原状変更の承認）

第３４条　借受人は、貸付財産の原状変更の承認を受けようとするときは、借

受財産原状変更承認申請書（別記様式第９号）を管理者に提出しなければ

―　４７４―２１　―
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ならない。

２　人事会館課長は、貸付財産の原状変更を承認しようとするときは、事務

局長の承認を得なければならない。

　（貸付財産の返還）

第３５条　借受人は、財産貸付期間満了又は契約解除により借受財産の返還を

しようとするときは、借受財産返還届書（別記様式第１０号）を管理者に提

出しなければならない。

　（不正使用に対する措置）

第３６条　人事会館課長は、普通財産を契約によらないで使用又は収益してい

る者がある場合は、直ちにその使用又は収益をやめさせなければならな

い。

２　前項の使用又は収益により生じた損害の賠償を求めようとするときは、

次に掲げる事項を記載した文書により事務局長の承認を得なければならな

い。

�　不正使用の発見年月日、不正使用状況及び数量

�　不正使用をしている者の住所及び氏名

�　不正使用開始年月日及びその期間

�　不正使用に対する措置（不正使用開始の原因又は理由を含む。）

�　当該財産の財産台帳記載事項

�　損害賠償請求額

�　その他必要な事項

　　　第４章　財産の処分

　（交換）

第３７条　事務局長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項

を記載した文書により管理者の承認を得なければならない。

�　交換しようとする理由

�　交換により取得しようとする普通財産の所在地、名称、構造、数量及

び状況等財産の明細

�　交換に供しようとする普通財産の財産台帳記載事項

―　４７４―２２　―
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�　交換により取得しようとする普通財産及び交換に供しようとする普通

財産の見積価格並びにその算定根拠

�　相手方の住所及び氏名（法人の場合にあっては、その名称及び代表者

の氏名）

�　交換差金があるときは、その額及びその納入又は支払の方法並びに予

算科目

�　交換により取得しようとする普通財産を行政財産としようとするとき

は、その用途及び当該財産に供しようとする予定年月日

�　その他参考となる事項

２　前項の文書には、次に掲げる図書等を添えなければならない。

�　相手方が交換差金の請求権を放棄しようとするときは、その申出書

�　契約書案及び取得しようとする普通財産の関係図面

�　交換により取得しようとする普通財産の登記事項証明書

　（財産の譲与又は譲渡申請）

第３８条　普通財産の譲与又は譲渡を受けようとする者は、普通財産譲与（譲

渡）申請書（別記様式第１１号）を管理者に提出しなければならない。

　（譲与又は譲渡手続）

第３９条　事務局長は、普通財産を譲与し、又は譲渡しようとするときは、管

理者が別に定める場合を除き、次に掲げる事項を記載した文書により管理

者の承認を得なければならない。この場合において、当該財産の性質又は

契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

�　譲与又は譲渡しようとする理由

�　譲与又は譲渡しようとする財産の財産台帳記載事項

�　処分予定価格、単価及び見積価格算定の根拠

�　予算額及び予算科目

�　代金納入の方法及び時期並びに分割納付又は延納の場合は、その理由

�　一般競争入札により処分する場合は、入札方法、時期及び場所

�　指名競争入札又は随意契約により処分する場合は、指名者の氏名、入

札時期、場所又は相手方の住所及び氏名並びに指名競争入札又は随意契

約にしようとする理由及び根拠

―　４７４―２３　―
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�　その他参考となる事項

２　前項の文書には、次に掲げる図書等を添えなければならない。

�　契約書案

�　関係図面

�　譲与又は譲渡申請書

　（用途指定の処分）

第４０条　管理者は、普通財産を交換し、譲与し、又は減額譲渡する場合にお

いて、その用途を制限する必要があると認めるときは、当該財産を取得す

る者に対して用途並びにその用途に供しなければならない時期及び期間を

指定しなければならない。

２　前項により用途を指定して普通財産を処分するときは、次の各号に掲げ

る事項について特約しなければならない。

�　指定用途及びその変更に関すること。

�　指定用途に供しなければならない期日及び期間並びにその変更に関す

ること。

�　指定用途に違反した場合の契約解除に関すること及び必要と認める場

合の買戻し特約に関すること。

�　契約解除の場合の財産の返還、返還金の利息及び違約金に関するこ

と。

�　契約の解除及び買戻権行使の場合の有益費等の取扱いに関すること。

�　実地調査その他必要な事項

　（処分代金の決済）

第４１条　事務局長は、普通財産を譲渡し、又は交換したときは、その引渡し

前又は移転の登記若しくは登録前に、売払代金又は交換差金を納めさせな

ければならない。ただし、管理者が特に認めた場合はこの限りでない。

　（財産の取りこわし）

第４２条　人事会館課長は、普通財産を取りこわそうとするときは、次に掲げ

る事項を記載した文書に関係図面を添えて事務局長の承認を得なければな

らない。

�　取りこわそうとする理由

―　４７４―２４　―

新潟県市町村総合事務組合公有財産事務取扱規則
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新潟県市町村総合事務組合公有財産事務取扱規則

�　当該財産の財産台帳記載事項

�　取りこわし工事の予定価格、取りこわし方法及びその期間

�　取りこわし費用の予算額及び予算科目

�　取りこわし後の物品（発生材等）の保管又は処分の方法

�　その他参考となる事項

　（準用規定）

第４３条　人事会館課長は、交換、譲与、譲渡又は取りこわし以外の方法で普

通財産を処分しようとするときは、第３７条、第３９条及び第４２条の規定に準

じて行なわなければならない。

　　　第５章　雑則

　（補則）

第４４条　この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

　　　附　則

１　この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

２　この規則施行の際現に行政財産の使用許可を受けているものについて

は、この規則の規定により許可を受けたものとみなす。

　　　附　則（平成１９年３月３０日規則第１１号）

　この規則は、平成１９年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２９年３月２３日規則第１５号）

　この規則は、平成２９年４月１日から施行する。

 

―　４７４―２５　―

Title:04-1●474-11.ec8 Page:25  Date: 2019/08/05 Mon 19:24:03 



別表（第１３条関係）

 

―　４７４―２６　―

新潟県市町村総合事務組合公有財産事務取扱規則

財 産 区 分 種 目 表

備　　　　考数量単価種　目区　分

盛土・土留・敷地内排水施設等を含む。
平方メートル
〃

敷地
宅地

土地
（行政財産）
（普通財産）

庭木その他材積を基準としてその価格を算
定し難いもの（ポプラ、アカシア、プラタ
ナス等財産価格の低いもの及び苗圃にある
ものを除く。）
材積を基準としてその価格を算定するもの

本

立方メートル
束

樹木

立木
竹

立木竹

建物の従物である暖房装置、冷房装置、給
排水装置、通風装置、浄化装置を含む。
庁舎等、主な建物を包括する。
車庫を包括する。
小屋、物置、廊下、便所等他の種目に属し
ないものを包括する。

平方メートル
〃
〃

事務所建
倉庫建
雑屋建

建物

土地又は他の不動産に定着するものに適用
する。
さく、へい、垣、生垣等を包括する。
築山、置石、泉水、立木竹等を一団とし、
客観的に築庭の形態をそなえたもの一団を
もって１個とする。（評価額２０万円未満の
ものは除く。）
石敷、れんが敷、コンクリート敷、木魁舗、
アスフアルト舗（簡易舗装を除く。）等の各
１個所をもって１個とする。
構内外灯等に関する施設（常時とりはずす
部分を含まない。）の各一式をもって１個と
する。
屋外に設置された消火装置一式をもって１
個とする。
水槽等を包括し、各その個数による。
電信架空裸線、電信架空ケーブル、電信地
下線、電信水底線等を包括する。
電話架空裸線、電話架空ケーブル、電話地
下線、電話水底線等を包括する。
電力架空線、電力地下線等を包括する。

メートル
〃

〃

〃

〃

〃
互長メートル
延長メートル
〃

〃

囲障
築庭

舗床

照明装置

消火装置

貯槽
電信線路

電話線路

電力線路

工作物

Title:04-1●474-11.ec8 Page:26  Date: 2019/08/05 Mon 19:24:03 



新潟県市町村総合事務組合公有財産事務取扱規則

 

―　４７４―２７　―

備　　　　考数量単価種　目区　分

電信、電力柱（電線電信柱を含む。）一式を
もって１個とする。
一式をもって１個とする。
発電装置、発動装置、汽かんガス発生等の
各一式をもって１個とする。
変流装置、変圧装置、蓄電装置等の各一式
をもって１個とする。
浮標、立標、信号標識等の各１個所をもっ
て１個とする。
掲示板、燃料置場、碑、掲よう塔等他の種
目に属しないものを包括し、各１個所を
もって１個とする。

メートル
〃
個

〃
〃

〃

〃

〃

気送管路
空気供給管路
電柱

昇降機
原動装置

変電装置

諸標

雑工作物

平方メートル
〃

地上権
地役権
その他

用益権

件
〃
〃
〃

特許権
著作権
商標権
実用新案権
その他

無体財産権

各種目とも特有名称を冠記する。

特別の法律により設立された法人の発行す
る債券を含む。
社債等登録法（昭和１７年法律第１１号）の規
定により登録されたものを含む。
国債に関する法律（明治３９年法律第３４号）
の規定により登録されたものを含む。

株
口

〃

〃

〃

株券
社債券

地方債証券

国債証券

受益証券
その他

有価証券
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別記様式第１号（第６条関係）

 

―　４７４―２８　―

新潟県市町村総合事務組合公有財産事務取扱規則

年　　月　　日

係員出納員会計管理者

年　　月　　日

係員課長事務局長管理者

有 価 証 券 出 納 通 知 書

年　　月　　日

会計管理者　　　　　　　　　　　様

課長　　　　　　　　　　　　

　下記のとおり保管（払出）してください。

年　　月　　日
受　
　

領

種 目

原 取 得 課 名

取扱者　　　　　　　　　印　　　　年　　月　　日取 得 年 月 日

記 号
回 数
番 号

枚円券

額 面 金 額
枚 数

計　　　　　　　　　　 円　枚円券

枚円券

保管（払出）理由

摘 要

注：１　保管の場合は「（払出）」を、払出しの場合は「保管」の文字を削ること。
　　２　種目は、公有財産事務取扱規則別表区分表の分類によること。
　　３　利札付債券の場合は、利率及び利子支払年月日を摘要欄に記入すること。
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別記様式第２号（第８条関係）

 

―　４７４―２９　―

寄　　付　　申　　込　　書

年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合

　　管理者　　　　　　　　　　様

申込人　住　所　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　�　

　下記のとおり寄付したいので申し込みます。

記

　１　寄付しようとする財産の表示

　　�　所在地及び地番

　　�　不動産又は動産の現況、種類、構造、数量及び沿革

　２　寄付財産の時価見積額及び単価

　３　寄付条件

　４　寄付しようとする理由

　５　添付書類

　　�　次のいずれかの書類

　　　ア　登記事項証明書

　　　イ　登記識別情報の通知書写し及び登記完了証写し

　　�　関係図面

　　�　規則第８条第２項第５号の議決書の写し又はこれに代わる書類の写し
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別記様式第３号（第１７条関係）

 

―　４７４―３０　―

新潟県市町村総合事務組合公有財産事務取扱規則

（　 　 　 　 　 ） 財 産 引 継 書

　下記（　　　　　）財産を引き継ぎます。

年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　

引継者　　　　　　　　　　　　�

１　財産の表示

２　引継前の用途

３　（　　　　）年月日

　上記（　　　　）財産を引き受けました。

年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　

引受者　　　　　　　　　　　　�

添付書類

　１　財産台帳の写し

　２　関係図面

　

注：１　（　　）内には用途廃止、用途変更等の区分を記載すること。

　　２　財産の引継ぎに際しては、担当職員を実地に立ち会わせて行うこと。
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別記様式第４号（第２７条関係）

 

―　４７４―３１　―

行 政 財 産 使 用 許 可 申 請 書

年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合

　　管理者　　　　　　　　　　様

申請人　住　所　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　�　

　下記行政財産を使用したいので、許可くださるよう申請します。

記

　１　財産の表示

　２　使用目的又は用途

　３　使用希望期間

　４　添付書類

　　�　関係図面

　　�　その他参考書類
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別記様式第５号（第３０条関係）

 

―　４７４―３２　―

新潟県市町村総合事務組合公有財産事務取扱規則

財 産 借 受 申 請 書

年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合

　　管理者　　　　　　　　　　様

借受願人　　　住　所　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　�　

連帯保証人　　住　所　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　�　

　　下記公有財産を借り受けたいので、貸し付けてくださるよう申請します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

　１　財産の表示

　２　借受目的又は用途

　３　借受希望期間

　４　添付書類

　　�　関係図面

　　�　その他参考書類
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別記様式第６号（第３１条関係）

 

―　４７４―３３　―

財 産 借 受 連 帯 保 証 人 変 更 届 書

年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合

　　管理者　　　　　　　　　　様

借受願人　　住　所　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　�　

連帯保証人　住　所　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　�　

　下記のとおり連帯保証人を変更したので、連署で届けます。

記

　１　借受財産の表示

　２　借受目的又は用途

　３　借受期間

　４　借受料金

　５　旧連帯保証人住所氏名

　６　新連帯保証人住所氏名

　７　連帯保証人変更の理由
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別記様式第７号（第３２条関係）

 

―　４７４―３４　―

新潟県市町村総合事務組合公有財産事務取扱規則

財産借受人（連帯保証人）住所氏名等変更届書

年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合

　　管理者　　　　　　　　　　様

借受人　　　住　所　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　�　

連帯保証人　住　所　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　�　

　下記財産を借受中のところ次のとおり　　　　の住所、氏名を変更したので、届

けます。

旧借受人　　住　所　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　�　

連帯保証人　住　所　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　�　

新借受人　　住　所　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　�　

連帯保証人　住　所　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　�　

記

　１　借受財産の表示

　２　借受目的又は用途

　３　契約締結年月日

　４　借受期間

借受人
連帯保証人
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別記様式第８号（第３３条関係）

 

―　４７４―３５　―

財産借受期間更新（延長）申請書

年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合

　　管理者　　　　　　　　　　様

借受人　　　住　所　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　�　

連帯保証人　住　所　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　�　

　下記公有財産を借り受けていますが　　年　　月　　日で借受期間が満了とな

りますので、期間を更新（延長）してくださるよう申請します。

記

　１　借受財産の表示

　２　借受目的又は用途

　３　借受希望期間

　４　借受期間更新（延長）の理由

　５　従前の借受状況

　　�　契約締結年月日

　　�　借受期間

　　�　借受料金

　６　添付書類

　　�　関係図面

　　�　その他参考書類
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別記様式第９号（第３４条関係）

 

―　４７４―３６　―

新潟県市町村総合事務組合公有財産事務取扱規則

借 受 財 産 原 状 変 更 承 認 申 請 書

年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合

　　管理者　　　　　　　　　　様

借受人　住　所　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　�　

　下記借受財産の原状を変更したいので、承認してくださるよう申請します。な

お、借受財産を返還する場合には、変更部分の原状回復又はその処置については、

新潟県市町村総合事務組合の指示に従うことを条件とします。

記

　１　借受財産の表示

　２　使用目的又は用途

　３　原状変更を必要とする理由及びその概況

　４　添付書類

　　�　関係図面

　　�　その他参考書類
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別記様式第１０号（第３５条関係）

 

―　４７４―３７　―

借 受 財 産 返 還 届 書

年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合

　　管理者　　　　　　　　　　様

借受人　　　住　所　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　�　

　下記借受財産を　　年　　月　　日に返還します。

記

　１　借受財産の表示

　２　契約締結年月日

　３　借受目的又は用途

　４　借受期間

　５　借受料金
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別記様式第１１号（第３８条関係）

―　４７４―３８　―

新潟県市町村総合事務組合公有財産事務取扱規則

普通財産譲与（譲渡）申請書

年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合

　　管理者　　　　　　　　　　様

申請人　　　住　所　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　�　

　下記普通財産を譲与（譲渡）してくださるよう申請します。

　

記

　１　財産の表示

　２　譲与（譲渡）後の使用目的又は用途

　３　譲与（譲渡）申請の理由

　４　譲与（譲渡）希望年月日

　５　添付書類

　　�　関係図面

　　�　その他参考書類
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　最終改正　平成２９年３月１日規則第１０号

　（趣旨）

第１条　この規則は、別に定めるもののほか、新潟県市町村総合事務組合（以

下「組合」という。）の物品会計事務に関し、必要な事項を定めるものとす

る。

　（用語の意義）

第２条　この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。

茨　事務局　新潟県市町村総合事務組合行政組織規則（平成１６年規則第２

号。以下「組織規則」という。）第３条の規定による事務局をいう。

芋　事務局長　組織規則第１１条の規定による事務局長をいう。

鰯　事務局次長　組織規則第１１条の規定による事務局次長をいう。

允　課長　組織規則第１２条の規定による課長をいう。

印　物品管理職員　第３条の規定により管理者の権限を専決することがで

きる者をいう。

咽　物品出納員　第２１条の規定により会計管理者事務を処理する者をい

う。

員　供用　物品をその用途に応じて、組合が使用することをいう。

　（物品の管理等の専決）

第３条　管理者は、物品の取得（予算の執行を伴うものを除く。）、管理及び

処分に関する権限を事務局長に専決させる。

　（物品の所属年度）

第４条　物品は、現にその出納をした日の属する年度をもって所属年度とす

る。

　（物品の分類）

第５条　物品管理職員は、その管理する物品を別に定める分類基準（以下「物

品分類基準」という。）により分類しなければならない。

―　４７５　―

平成１６年３月１日
規 則 第 １８ 号
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２　物品管理職員は、その管理する物品の効率的な供用又は処分のため必要

があるときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして分類換え（物品をそ

の属する分類から、他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。）をする

ことができる。

茨　分類換えをする物品の分類、品目、規格、数量、価格及び分類換えを

しようとする分類

芋　分類換えを必要とする理由

３　物品管理職員は、前項の規定により分類換えをしたときは、その内容を

明らかにして物品出納員に通知しなければならない。

　（物品出納員の設置及び任命）

第６条　物品の出納に関する事務を行わせるため、事務局に物品出納員を置

く。

２　前項の物品出納員は、新潟県市町村総合事務組合財務規則（平成１６年規

則第１７号。以下「財務規則」という。）第５条第２項の規定により局出納員

を命ぜられた職員もって充てる。

　（物品補助会計職員の設置及び任命）

第７条　会計管理者及び物品出納員の事務を補助する者として、事務局に必

要に応じて物品補助会計職員を置く。

２　前項の物品補助会計職員は、財務規則第６条第２項の規定により事務局

の補助会計職員を命ぜられた職員をもって充てる。

　（管理の義務）

第８条　物品に関する事務を行う職員及び物品を使用する職員は、常に善良

な管理者の注意をもって行わなければならない。

　（寄附による物品）

第９条　物品管理職員は、組合の事務又は事業の用に供するため組合以外の

者から寄附により受入れようとする物品があるときは、寄附物品調書を作

成しなければならない。

２　物品管理職員は、次の各号のいずれかに該当する物品の寄附を受けよう

とするときは、管理者の決裁を受けなければならない。

茨　評価額が１０万円を超えるもの

―　４７６　―
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芋　新たに予算措置を必要とするもの

３　前項の規定により管理者の決裁を受けようとするときは、あらかじめ会

計管理者に協議しなければならない。

　（供用の原則）

第１０条　物品は、その属する分類の目的に従い、かつ、事務又は事業の予定

を勘案し、必要な数量を限って供用しなければならない。

２　物品管理職員は、職員に物品を供用させる場合には、当該物品の受領書

を提出させなければならない。

３　物品管理職員は、引き続き供用する必要がない物品又は供用することが

できない物品があると認めるときは、速やかに処分等の必要な措置をとら

なければならない。

　（使用職員の明示）

第１１条　物品管理職員は、物品分類基準で定める備品類（以下「備品」とい

う。）を職員に供用させる場合には、備品供用簿によりこれを使用する職員

（２人以上の職員が共に使用する備品については、その備品を使用する職

員の主任者）を明らかにしておかなければならない。

　（貸付けの原則及び手続）

第１２条　組合の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでな

ければ、物品を貸付けることができない。

２　物品管理職員は、物品の貸付けをするときは、貸付けについて必要な事

項を明らかにした契約書を作成しなければならない。ただし、貸付期間が

短い場合、貸付ける物品の価格が少額の場合又は国若しくは公共団体に貸

付ける場合で、物品管理職員がその必要がないと認めるときは、借受人か

ら借受書を提出させることによって契約書の作成を省略することができ

る。

　（返納）

第１３条　物品管理職員は、供用中の物品で供用する必要がなくなったもの又

は供用することができなくなったものがあると認めるときは、当該物品を

使用する職員から物品出納員に返納させなければならない。

 

―　４７７　―
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　（出納通知）

第１４条　物品管理職員は、物品を取得、供用又は処分等のため受入れ、又は

払出し（以下「出納」という。）させようとするときは、物品出納員に対し

て出納すべき物品の分類、品目、規格及び数量並びに出納の時期その他必

要な事項を通知しなければならない。この場合において、第３０条の規定に

より定めがあるものについては当該文書（帳簿も含む。）により、様式の定

めがないものについては、当該出納の原因となる契約その他の行為につい

ての決裁文書等を提示することにより、それぞれ通知するものとする。

２　物品出納員は、前項の通知に係る物品の出納をしようとするときは、そ

の出納が当該通知の内容に適合しているかどうかを確認しなければならな

い。

　（資金前渡等による物品の精算）

第１５条　物品管理職員は、職員が資金の前渡を受けて取得した物品で、当該

資金前渡に係る業務等が終了し、その取得した物品に残余が生じ、それを

受入れる必要があると認められるときは、当該職員から物品受払精算書を

提出させ、この旨を物品出納員に通知し、当該物品を受入れなければなら

ない。ただし、郵便切手類を前渡資金で購入した場合については、通常の

取得、管理及び出納の手続きによるものとし、この規定は適用しない。

２　前項の規定は、財務規則第６７条の規定による立替払費用償還の場合にお

いて取得した物品で、受入れる必要のあるものがあるときに準用する。

　（保管の原則）

第１６条　物品は、組合において良好な状態で常に供用又は処分することがで

きるように保管しなければならない。ただし、物品管理職員が組合の施設

において保管することが不適当であると認める場合その他の理由がある場

合は、組合以外の施設に保管することができる。

２　物品管理職員は、物品出納員が保管している物品を、前項ただし書の規

定に基づき組合以外の者の施設に保管させようとするときは、次の各号に

掲げる事項を明らかにして、物品出納員に通知しなければならない。

茨　保管させる物品の分類、品目、規格及び数量

芋　保管の相手方及び場所

―　４７８　―
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鰯　保管の期間

允　保管の条件

印　その他必要な事項

　（備品類の整理）

第１７条　物品管理職員は、管理する物品のうち物品分類基準で定める備品類

に属するものについては、備品整理票を付け、常に照合に便利なようにし

ておかなければならない。ただし、備品整理票に代えて、ほかに照合が可

能な表示等があるものについては、それによることができる。

２　備品の大小、形状、性質又は品質等により備品整理票を付けることがで

きない場合又は付け難い場合については、他の方法によって表示すること

ができる。

　（供用不適品の措置）

第１８条　物品出納員は、その保管する物品又は使用職員から返納を受けた物

品のうち、修繕又は改善を要するものがあると認めるときは、速やかにそ

の旨を物品管理職員に通知しなければならない。

２　物品管理職員は、前項の規定による通知を受けたときは、当該物品につ

いて必要な措置をとらなければならない。なお、自己の管理する物品（物

品出納員の保管物品及び職員の使用物品を除く。）についても同様とする。

　（不用の決定）

第１９条　物品管理職員は、供用する必要がない物品又は供用することができ

ない物品を処分しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにし

て、不用の決定をしなければならない。ただし、贈与するものについては、

当該物品の取得の際にその旨を明らかにすることにより、不用の決定を

行ったものとみなす。

茨　不用の決定をする物品の分類、品目、規格、取得年月日、数量及び価

格

芋　不用の決定をする理由及び処分の予定

２　物品管理職員は、次の各号に掲げる物品について不用の決定をする場合

は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の決裁を受けなければな

らない。

―　４７９　―
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茨　単価が２５万円以上のもの

芋　同一品目の物品を２以上同時に不用決定する場合において、当該物品

の価格の合計額が１００万円以上のもの

３　第９条第３項の規定は、前項の規定により管理者の決裁を受けようとす

る場合に準用する。

４　物品管理職員は、不用の決定をした物品のうち、売り払うことが不利又

は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものについて

は、廃棄することができる。

　（関係職員に対する譲渡）

第２０条　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７０条の２第２号の規定

による物品に関する事務に従事する職員が譲り受けることができる物品

は、不用の決定をした物品で、職員以外の者に売り払うことが不利なもの

又は職員以外の者に売り払うことができないものとする。

　（物品出納員の職務）

第２１条　会計管理者は、組合に属する物品の出納、保管、記録管理その他の

物品会計事務を、物品出納員に処理させるものとする。

２　物品補助会計職員は、物品出納員の命を受けて物品の出納、保管、記録

管理その他の物品会計事務を補助しなければならない。

　（亡失又は損傷の報告）

第２２条　会計管理者、物品出納員、物品補助会計職員、資金前渡を受けた職

員又は物品を使用している職員が、その保管又は使用に係る物品を亡失

し、又は損傷したときは、直ちに物品管理職員に報告しなければならない。

ただし、供用に伴う自然損耗、自然消滅又は自然汚損若しくは自然破損等

による損失損耗等の場合は、この限りでない。この場合、物品管理職員は、

その状況を明らかにしておかなければならない。

２　物品管理職員は、前項の報告により、その管理する物品が亡失し、又は

損傷したと認めるときは、速やかに物品損傷等報告書を作成し、管理者に

提出しなければならない。

３　前項の物品損傷等報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならな

い。

―　４８０　―
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茨　事故現場の見取図及び現場写真（写真については撮影できない場合は

添付を省略して差し支えない。）

芋　損傷した物品の写真

鰯　警察官署へ届け出たものは、その証明書

允　その他物品の亡失又は損傷に係る事実及び経緯並びに責任関係を明ら

かにするために必要な書類

４　管理者は、第２項の物品損傷等報告書を受理したときは、第１項の職員

が、故意又は重大な過失により組合に損害を与えたかどうか認定しなけれ

ばならない。

５　管理者は、前項の規定により第１項の職員が組合に損害を与えたと認め

るときは、法令の規定に基づき必要な手続を行わなければならない。

　（事務引継ぎ）

第２３条　財務規則第１３２条の規定は、会計管理者又は委任を受けた物品出納

員の事務の引継ぎについて準用し、引継ぐ帳簿は次の各号に掲げる帳簿と

する。

茨　備品出納簿

芋　消耗品出納簿

２　前項に定めるもののほか、会計管理者の事務引継ぎの手続き及び引継書

等の書類の様式については、別に定める。

　（物品管理職員の帳簿）

第２４条　物品管理職員は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その管理する物品

について必要な事項を明らかにしておかなければならない。

茨　備品管理簿

芋　消耗品管理簿

鰯　備品供用簿

允　物品貸付簿

　（会計管理者の帳簿）

第２５条　会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その出納する物品に

ついて必要な事項を明らかにしておかなければならない。

茨　備品出納簿

―　４８１　―
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芋　消耗品出納簿

２　前条の規定による帳簿のうち、次の表の左欄に掲げる帳簿は、同表の右

欄に掲げる帳簿を記帳整理することによって兼ねることができる。

　（帳簿記載の特例）

第２６条　次の各号に掲げる物品については、当該物品の出納通知に係る書類

等にその受払の事実を明らかにすることによって、第２４条及び前条に規定

する帳簿の記載を行ったものとみなす。

茨　官報、県報、公報、新聞、雑誌その他の定期刊行物

芋　宣伝用、接待用及び贈呈用等の物品で、取得後直ちに消費するもの

鰯　前２号以外の消耗品等（郵便切手類を除く。）で、取得後直ちに消費す

るもの

允　その他前３号に準ずるもの

　（帳簿記載の価格）

第２７条　第２４条及び第２５条に規定する帳簿に記載すべき物品の価格は、当該

物品の取得価格とし、取得価格がない場合又は取得価格が明らかでない場

合には、見積価格とする。

　（重要物品）

第２８条　組合が管理する物品のうち、地方自治法施行規則（昭和２２年内務令

第２９号）第１６条の２の規定に基づく、財産に関する調査様式「２物品」の

備考に掲記されている「重要な物品」とは、物品で価格（取得価格をいう。

ただし、取得価格がない場合又は取得価格が明らかでない場合は、見積価

格とする。）が１００万円以上のものをいう。

　（本規則を準用する動産）

第２９条　地方自治法施行令第１７０条の５に定める占有動産については、この

規則の第３条、第８条、第１４条、第１６条、第２１条及び第２２条の各規定を準

用する。

２　占有動産の管理者は、その管理する占有動産について必要な事項を明ら

―　４８２　―

新潟県市町村総合事務組合物品会計規則

備 品 出 納 簿備 品 管 理 簿

消耗品出納簿消耗品管理簿
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新潟県市町村総合事務組合物品会計規則

かにしておかなければならない。

　（帳票の様式）

第３０条　この規則に定める帳簿及び報告書その他の書類の様式は、別に定め

る。

　（施行細則）

第３１条　この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項

は、別に定める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は、平成１６年３月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この規則の施行の際、現に従前の新潟県町村職員退職手当組合、新潟県

町村人事事務組合、新潟県消防団員等公償組合、新潟県交通災害共済組合

及び新潟県自治会館管理組合（以下「旧組合」という。）の物品会計規則の

規定に基づいてなされた物品に関する行為は、この規則の相当規定により

なされたものとみなす。

３　この規則の規定にかかわらず、様式については旧組合の物品会計規則の

規定に基づく様式を当分の間補正して使用することができる。

　　　附　則（平成１９年３月３０日規則第１２号）

　この規則は、平成１９年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２７年４月１日規則第１０号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２９年３月１日規則第１０号）

　この規則は、平成２９年４月１日から施行する。

―　４８３　―
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新潟県市町村総合事務組合物品会計規則による
物品の分類基準の指定　　　　　　　　　　　

事　務　局　

　新潟県市町村総合事務組合物品会計規則（平成１６年規則第18号）第５条第

１項の規定による物品の分類基準を次のように定め、平成１６年３月１日から

実施する。

 

―　４８５　―

平成１６年３月１日
訓 令 第 ７ 号

　

物　品　分　類　基　準　表

説 明 及 び 例 示 品 目中　分　類大　分　類

物品のうち、その性質又は形状を変えずに比
較的長期の使用に耐えるもの。ただし、公印
類以外の物品で、その取得単価（取得単価が
ない場合又は不明の場合は、見積単価）が２
万円未満のものを除く。　

備 品 類

机、いす等の各種調度品類
机類－両そで机、片そで机、カウンター、

脇机、ＯＡテーブル等
いす類－事務用いす、折たたみいす等
箱類－各種キャビネット、金庫、衣服ロッ

カー、各種トレー類等
　黒板類－行事予定板、掲示板等
　ちゅう房具類－冷蔵庫、食器棚等
　冷暖房用具類－扇風機、各種ストーブ類等

調度品類－工芸美術品類、いすカバー、つ
い立、応接セット、たばこセット、
花器類等

庁 用 器 具

事務用器具－複写機、オフィスコンピュー
タ、パーソナルコンピュータ、計
算機類、ワードプロセッサ、穿孔
器、裁断器、チェックライター等

事 務 用 器 具



 

―　４８６　―

新潟県市町村総合事務組合物品会計規則による物品の分類基準の指定

説 明 及 び 例 示 品 目中　分　類大　分　類

庁印、職印等
　庁印－組合印等
　職印－管理者印、収入役印、事務局長印等
　その他－前記以外の印で重要なもの

公 印 類備 品 類

テレビ、ラジオ、テープレコーダー等教 養 品 類

他の分類に属さない器具機械類
　消火器、各種時計、カメラ等

諸器具機械類

各種図書、各種法令規則書等図 書

物品のうち比較的短期間に消耗するもの又は
その性質上長期間の使用に適しないもの及び
備品類ただし書に該当する物品。ただし、重
要な美術工芸品として保管するもの等当該物
品の品質、性質、目的等により特に重要なも
のについては、備品類に分類するものとす
る。

消 耗 品 類

郵便切手、郵便はがき、テレホンカード等郵 便 切 手 類

筆記用紙、印刷用紙、コピー用紙等用 紙 類

紙を加工した用紙類及び紙製品で他の分類に
属さないもの

紙 製 品 類

各種印刷物類印 刷 物

各種帳簿類諸 帳 簿

各種事務用文具類事務用文具類

定期刊行物、雑誌類図 書

石油製品類燃 料 油 脂 類

各種医薬品類薬 品 類

記念品、報償品及び来客接待用品類報償接待用品

調度品、掃除用品、ちゅう房具類等庁 用 器 具

他の分類に属さない消耗器材類雑 品



新潟県市町村総合事務組合物品会計規則による物品の分類基準の指定

注１　本表に掲げていない物品については、当該物品の性質、用途又は目的

により、該当する分類（２以上の分類に該当する物品については、主た

る分類）に分類するものとする。

２　平成１６年２月２９日以前に、従前の新潟県町村職員退職手当組合、新潟

県町村人事事務組合、新潟県消防団員等公償組合、新潟県交通災害共済

組合及び新潟県自治会館管理組合が取得した物品で、その帳簿価格が２

万円未満のものについては、本表の規定に基づき消耗品類に分類換えす

るものとする。

―　４８７　―



新潟県市町村総合事務組合物品会計規則により設備し
なければならない帳簿及びその他の書類の様式指定　

事　務　局　

　最終改正　平成１９年３月３０日訓令第７号

　新潟県市町村総合事務組合物品会計規則（平成１６年規則第１８号）第３０条の

規定に基づき設備しなければならない帳簿及びその他の書類の様式を次のよ

うに定め、平成１６年３月１日から実施する。ただし、従前の新潟県町村職員

退職手当組合、新潟県町村人事事務組合、新潟県消防団員等公償組合、新潟

県交通災害共済組合及び新潟県自治会館管理組合の規定による様式で、その

帳票用紙が残存する場合は、当該用紙をそのまま又は適宜修正して使用する

ことができる。

第１号様式　備品管理簿　（備品出納簿） 第２３条・第２４条・第２５条

第２号様式　消耗品管理簿（消耗品出納簿） 第２３条・第２４条・第２５条

第３号様式　備品供用簿 第１１条・第２４条

第４号様式　物品貸付簿 第２４条

第５号様式　寄附物品調書 第９条第１項

第６号様式　物品受領書 第１０条第２項

第７号様式　物品受払精算書 第１５条第１項

第８号様式　備品整理票 第１７条

第９号様式　物品損傷等報告書 第２２条

第１０号様式　物品引継書 第２３条

 

―　４８９　―

平成１６年３月１日
訓 令 第 ８ 号

　



第１号様式（第２３条・第２４条・第２５条関係）

 

―　４９０　―

新潟県市町村総合事務組合物品会計規則により設備しなければならない帳簿及び
その他の書類の様式指定

注１　本帳簿は、備品類に属する物品についての備品管理簿（備品出納簿）とし、毎年
を通じて使用する。

　２　各品目ごとに口座を設ける。ただし、必要があるときは、規格、品質の異なるも
のごとに口座を設けることができる。

　３　「異動数量」欄の記載は、購入等により取得したものを「増」とし、処分等による
ものを「減」とする。

　４　現在高の内訳区分相互間において異動があったときは、「摘要」欄にその旨及び異
動数量を、現在高内訳の該当欄に異動後の数量を、それぞれ記載する。

　５　３０日以内の貸付けのための異動については、補助簿等によって整理することによ
り、本帳簿を省略することができる。

備　品　管　理　簿（備　品　出　納　簿）

分　類　　　　　　　

品　目　　　　　　　　　単　位　　　　　　

備　考
内　　　訳

現在高
異　動　数　量

単価
規格

品質
摘　要年月日

保管貸付庁用減増

� ��������������������������������������������

� ��������������������������������������������



新潟県市町村総合事務組合物品会計規則により設備しなければならない帳簿及び
その他の書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第２号様式（第２３条・第２４条・第２５条関係）

 

―　４９１　―

注１　本帳簿は、消耗品に属する物品についての消耗品管理簿（消耗品出納簿）とする。

　２　各品目ごとに口座を設ける。ただし、必要があるときは、規格、品質の異なるも

のごとに口座を設けることができる。

　３　１件ごとに記載する。ただし、庁用のための払い出しにあっては、日計をもって

記載することができる。

　４　月計及び累計を付する。

　５　物品会計規則第１０条第２項の規定により、物品受領書を必要とする場合は、本帳

簿に供用のため払出しを受けた職員に受領印を押印させることによって、物品受領

書の提出に代えることができる。

　６　３０日以内の公給、委託及び寄託のための移動については、適宜補助簿等により整

理することができる。

消　耗　品　管　理　簿（消　耗　品　出　納　簿）

分　類　　　　　　　　　

品　目　　　　　　　　　　　単　位　　　　　　　　

備　　　考残払受
規　格

品　質
摘　　　　要年月日

� ��������������������������������������������

� ��������������������������������������������



第３号様式（第１１条・第２４条関係）

 

―　４９２　―

新潟県市町村総合事務組合物品会計規則により設備しなければならない帳簿及び
その他の書類の様式指定

備　　品　　供　　用　　簿

分　類　　　　　　　

品　目　　　　　　　　　単　位　　　　　　

摘　要現在高

返　　　　　納受　　　　　領規格

品質
使用者氏名

整理

番号 確認印年月日数量受領印年月日数量

� ��������������������������������������������

� ��������������������������������������������

注１　本帳簿には、備品類（中分類の庁用器具及び事務用器具を除く。）に属する物品の

使用職員を明らかにして記載する。なお、物品受領書を兼ねるものとする。

２　本帳簿は、毎年を通じて使用する。

３　各品目ごとに口座を設ける。ただし、必要があるときは、職員ごとの口座にする

ことができる。この場合、「品目」を「使用者氏名」に、「使用者氏名」を「品目」

に、それぞれ読み替えて使用する。

４　「摘要」欄には、受領及び返納時における物品の状況その他必要な事項を記載す

る。



新潟県市町村総合事務組合物品会計規則により設備しなければならない帳簿及び
その他の書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第４号様式（第２４条関係）

 

―　４９３　―

物　　品　　貸　　付　　簿

摘　　要
返　還

年月日

貸付

期間

借　　　受　　　者

数量
規格

品質
品　目

貸　付

年月日 氏　　　名住　所

� ��������������������������������������������

� ��������������������������������������������

注１　本帳簿は、毎年を通じて使用する。

　２　必要があるときは、各品目ごとに口座を設けることができる。

　３　備品管理簿によって整理できる場合又は貸付期間がきわめて短い場合には、本帳

簿の記載を省略することができる。

　４　本帳簿には、借受者の受領印を押印させることによって、借受書の提出に代える

ことができる。



第５号様式（第９条第１項関係）

 

―　４９４　―

新潟県市町村総合事務組合物品会計規則により設備しなければならない帳簿及び
その他の書類の様式指定

年　　　月　　　日

　会計管理者　管理者

寄　附　物　品　調　書（兼出納通知書）

摘　　　要
寄　　　附　　　者

評　価　額数量
規格

品質
品　　　目分　類

氏　　名住　所

備　考

注１　「摘要」欄には、受入れの時期、場所及び払出しの時期、用途その他必要事項を記

載する。

　２　必要事項が、当該欄に記載し難い場合は、「備考」欄に記載するか、又は別記とし

てその内容を記載した明細書を添付する。



新潟県市町村総合事務組合物品会計規則により設備しなければならない帳簿及び
その他の書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第６号様式（第１０条第２項関係）

 

―　４９５　―

物　　品　　受　　領　　書

年　　月　　日

物品出納員　　　　　　　　　様

職　氏名　　　　　　　　　　　　�

下記の物品を受領しました。

品 目

規 格 、 品 質

数 量

備 考



第７号様式（第１５条第１項関係）

 

―　４９６　―

新潟県市町村総合事務組合物品会計規則により設備しなければならない帳簿及び
その他の書類の様式指定

物　品　受　払　精　算　書（兼出納通知書）

物品管理職員　　　　　　　　　様

職　氏名　　　　　　　　　　　�

のため取得した物品について、下記のとおり精算します。

記

　　　　　　　　　　　　　　　　　取得先　　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名

残払受単　　価規格、品質品　　　目年月日

備　考

年　　　月　　　日

　会計管理者　管理者



新潟県市町村総合事務組合物品会計規則により設備しなければならない帳簿及び
その他の書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第８号様式（第１７条関係）

 

―　４９７　―

備　　品　　整　　理　　票

品　　目

番　　号

取　得　日

摘　　要

注１　会計名の表示が必要の場合は、適宜記載する。
　２　用紙の大きさは、縦３�、横４�とする。
　３　必要があるときは、この様式を変更し、又は記載事項を付け加えることができる。



第９号様式（第２２条関係）

 

―　４９８　―

新潟県市町村総合事務組合物品会計規則により設備しなければならない帳簿及び
その他の書類の様式指定

物　品　損　傷　等　報　告　書

年　　　月　　　日
新潟県市町村総合事務組合
　　管理者　　　　　　　　　　様

物品管理職員　　　　　　　　　　�

下記のとおり、物品の損傷等があったので、関係書類を添えて報告します。

記

事 故 発 生 年 月 日

分 類

事故

物品

品 目

規 格 、 品 質

数 量

取 得 年 月 日

価 格

事 故 の 種 類

事故の原因及び状況

損 害 の 程 度

事 故 の 責 任 者

措 置 の 概 要

摘 要

注１　「事故の原因及び状況」欄には、事故の原因について災害、職員の故意又は過失若
しくは職員以外の者の不法行為によるもの等の別を明らかにし、その状況を具体的
に記載する。

　２　「事故の責任者」欄には、当該事故に直接責任のある職員の職氏名（職員以外の者
の不法行為等によるものについては、その者の住所、氏名）を記載する。

　３　「措置の概要」欄には、当該事故発生後においてとった措置の概要を記載する。
　４　この報告書の様式は、新潟県市町村総合事務組合物品会計規則第２２条第１項の規

定により、会計管理者等が物品管理職員に報告する場合に準用する。この場合にお
いて、「管理者」とあるは「物品管理職員」と、「物品管理職員」とあるは「会計管
理者等（報告する者の職氏名等）」と、それぞれ読み替えて使用する。



新潟県市町村総合事務組合物品会計規則により設備しなければならない帳簿及び
その他の書類の様式指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第１０号様式（第２３条関係）

―　４９９　―

物　　品　　引　　継　　書

　　　　年　　月　　日何々に伴う物品出納員事務を、新潟県市町村総合組合物品

会計規則第２３条の規定により作成した別記（又は別紙）目録並びに添付書類及び帳

簿により引継ぎます。

　　　　年　　月　　日

前任者　　職　氏　　名　�　

　上記の引継ぎに対し、目録並びに添付書類及び帳簿により調査確認を了し、物品

出納員事務を引受けます。

　　　　年　　月　　日

後任者　　職　氏　　名　�　

目　　　　　　　　　　　　　録

摘　　　　　　　要数種　　　　　目

冊

冊

枚

備 品 出 納 簿

消 耗 品 出 納 簿



新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等
事務取扱規程　　　　　　　　　　　　　

　最終改正　平成３１年２月１日告示第１号

　新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等事務取扱規程を次のように定

め、平成１６年３月１日から実施する。

　（趣旨）

第１条　この規程は、新潟県市町村総合事務組合財務規則（平成１６年規則第

１７号。以下「規則」という。）第１３８条の規定に基づき、新潟県市町村総合

事務組合指定金融機関及び新潟県市町村総合事務組合収納代理金融機関

（以下「指定金融機関等」という。）における公金の収納及び支払の事務の

取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

　（定義）

第２条　指定金融機関等を次のように区分し、その意義及び取り扱う事務の

範囲は、当該各号に定めるところによる。

�　組合　新潟県市町村総合事務組合をいう。

�　事務所　組合行政組織規則（以下「組織規則」という。）第４条に規定

する事務所をいう。

�　会費　新潟県交通災害共済条例（平成１６年条例第３１号）第７条第１項

に規定する会費をいう。

�　総括店　指定金融機関のうち会計管理者が指定した店舗をいい、組合

の預金を保管するとともに、公金の収納及び支払の事務を処理し、指定

金融機関等の収納事務を総括する。

�　代表店　指定金融機関等のうち会計管理者が指定した店舗をいい、同

一の系統に属する指定金融機関等を代表して、収納の事務を取り扱う。

�　取りまとめ収納店　指定金融機関等のうち会計管理者が指定した店舗

をいい、会費に係る収納及び会費の収納事務を取りまとめ処理する。

�　収納取扱店　前３号に掲げる店舗以外の指定金融機関等の店舗をい

い、公金の収納の事務を取り扱う。

―　５０１　―
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�　収納店　指定金融機関等のうち会計管理者が指定した店舗をいい、会

費の収納の事務を取り扱う。

　（指定金融機関等の責務）

第３条　指定金融機関等は、公金の収納又は支払の事務の取扱いについて、

常に善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

　（公金の口座区分）

第４条　総括店は、次の各号に定める区分に従い、公金の収納又は支払の事

務を取り扱わなければならない。

�　会計年度

�　一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金

�　歳入金及び歳出金

　（法人指定による指定金融機関等の店舗開設報告）

第５条　法人を単位として指定金融機関等の指定（以下「法人指定」という。）

を受けた金融機関が、新たに店舗を開設しようとするときは、その２０日前

までに総括店を経由して管理者に報告しなければならない。

　（指定金融機関等の店舗異動報告）

第６条　指定金融機関等は、店舗の名称若しくは位置を変更し、又は店舗を

廃止しようとするときは、その２０日前までに総括店を経由して管理者に報

告しなければならない。

　（指定金融機関等の印鑑）

第７条　指定金融機関等が公金の収納及び支払に関する書類の所定欄に使用

する印鑑は、次の各号に掲げる事項を備えた当該金融機関の出納に使用す

る印鑑とする。

�　指定金融機関等の店舗の名称

�　収納又は支払の年月日

　（現金の収納）

第８条　指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書、現金払込書等（以

下「納入通知書等」という。）を添えて公金に係る現金の納付を受けたとき

は、次の各号に掲げる事項を確認のうえ収納し、納入通知書等の各片に領

収印を押印し、領収証書を交付しなければならない。

―　５０２　―
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�　各片の金額が一致していること。

�　各片の金額が訂正されていないこと。

�　各片に納入義務者の住所、氏名等が記載されていること。

�　会計名及び会計年度が記載されていること。

�　一般会計にあっては、収入金の区分が明らかであること。

　（収入金等の送付区分）

第９条　指定金融機関等は、前条の規定により収納した収入金を即日代表店

又は総括店に送金しなければならない。

２　代表店は、収納した日の属する月の末日（末日が休業日の場合は、前営

業日）までに総括店に送金しなければならない。

３　指定金融機関等は、収納した収入金の領収済通知書又は現金領収済通知

書を、総括店若しくは代表店を経由して、収納した日の属する月の翌月の

最初の営業日までに会計管理者に送付しなければならない。

　（会費に係る現金の収納）

第１０条　指定金融機関等は、納入者から会費について会費払込書兼加入申込

書若しくは会費払込書兼加入申込書兼会員台帳（以下「会費払込書等」と

いう。）又は現金払込書により現金の納付を受けたときは、会費払込書等又

は現金払込書（以下「納付書等」という。）について、次の各号に掲げる事

項を確認のうえ収納し、納付書等の各片に領収印を押印し、納入者には会

員証又は領収書を交付しなければならない。

�　各片の金額が一致していること。

�　住所、氏名、会計名、会計年度その他所定の箇所に記載漏れがないこ

と。

�　会費払込書等に記載の住所が新潟県内のものであること。

　（会費等の送付区分）

第１１条　指定金融機関等は、前条の規定により収納した会費は、次の各号に

掲げる区分により送付しなければならない。

�　収納店は、収納した会費を当該納入者の住所を管轄する事務所の取り

まとめ収納店へ向け即日現金及び書類を送付しなければならない。

�　取りまとめ収納店は、前号により送付を受けた会費を即日総括店へ送

―　５０３　―
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付しなければならない。

２　指定金融機関等は、収納した会費に係る書類を別表第１に定める区分に

従い送付しなければならない。

　（出納閉鎖期日後の戻入手続）

第１２条　総括店は、指定金融機関等において納入者から返納通知書等により

現金の納付を受けたもので、当該返納通知書に記載してある会計年度の出

納閉鎖期日経過後のものであるときは、第８条の例により現年度歳入金と

してこれを領収し、返納通知書に「現年度歳入」と表示し、第９条の例に

より処理しなければならない。

　（歳入金の還付）

第１３条　総括店は、会計管理者から歳入金還付の旨を記載した小切手、小切

手振出済通知書、送金請求書又は口座振替請求書により歳入金還付の請求

を受けたときは、歳出金の例により即日当該年度の歳入金から戻し出し、

受取人に支払わなければならない。

２　歳入金の還付の取扱いについては、前項の規定によるほか、歳出金の例

に準じて取り扱わなければならない。

　（直接払）

第１４条　総括店は、会計管理者の振り出した小切手により、支払の請求を受

けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、当該小切手の裏面に記名押

印又は自署を受け、これと引換えに支払をしなければならない。

�　小切手が合式であること。

�　小切手が振出日付から１年を経過していないこと。

２　総括店は、前項の小切手が前項各号に該当しないときは支払を停止し、

小切手が１年を経過したものであるときは余白に支払期間経過の旨を記入

し、これを提示した者に返付しなければならない。

　（払込払）

第１５条　総括店は、会計管理者から支払依頼書に国、地方公共団体その他公

共団体の機関の発した納入に関する書類を添えて払込払の依頼を受けたと

きは、払込みの手続をとり、領収に関する書類を会計管理者に送付しなけ

ればならない。

―　５０４　―
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　（口座振替払）

第１６条　総括店は、会計管理者から口座振替のため支払依頼書、口座振替内

訳書及び小切手振出済通知書を添えて小切手の交付を受けたときは、当該

小切手に関する資金領収書を会計管理者に提出し、即日その指定された金

融機関の債権者の預金口座に振替の手続をとらなければならない。

　（送金払）

第１７条　総括店は、会計管理者から送金払のため支払依頼書、小切手振出済

通知書及び送金通知書を添えて小切手の交付を受けたときは、当該小切手

に対する資金領収書を会計管理者に提出し、即日指定された受取人に送金

の手続をとらなければならない。

２　前項の送金請求に基づき、総括店が振り出した送金小切手についても、

第１４条の規定を準用する。

　（印鑑の印影の照合）

第１８条　総括店は、小切手、小切手振出済通知書、公金振替書及び振替更正

通知書に押印された会計管理者の印鑑の印影の照合を、会計管理者から通

知された印影により行わなければならない。

　（公金の振替）

第１９条　総括店は、会計管理者から公金振替書により振替の通知を受けたと

きは、その記載内容に従って受け入れ、又は払い出し、公金振替済通知書

を会計管理者に送付しなければならない。

　（振替更正）

第２０条　総括店は、会計管理者から振替更正通知書により振替の通知を受け

たときは、速やかに更正の手続をし、振替更正済通知書を会計管理者に送

付しなければならない。

　（公金振替書等の再発行）

第２１条　総括店は、公金振替書又は送金通知書を亡失又は損傷したときは、

送金通知書等再発行請求書（別記第４号様式）により、会計管理者に再発

行の請求をしなければならない。

　（歳入歳出外現金の受払区分）

第２２条　歳入歳出外現金は、会計管理者が指定した区分に従い、その受払い

―　５０５　―
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を明らかにしなければならない。

　（歳入金及び歳出金の準用）

第２３条　歳入歳出外現金の受入金及び払出金の取扱いについては、歳入金及

び歳出金の例に準じて取り扱わなければならない。

　（預金の受入れ）

第２４条　指定金融機関等は、現金の納付若しくは送付を受けたとき又は更正

のために受入れがあったときは、直ちに組合の預金口座に受け入れなけれ

ばならない。

　（預金の払出し）

第２５条　指定金融機関等は、会計管理者から小切手振出済通知書の送付を受

けたときは、その日のうちに当該通知書に記載された金額の資金を組合の

預金口座から払い出さなければならない。

　（出納閉鎖期日までに支払の終わらない資金）

第２６条　総括店は、直接払に係る振出済小切手であって出納閉鎖期日を経過

しまだ支払の終わらないものがあるときは、速やかに直接払未払金報告書

により会計管理者に報告しなければならない。

２　総括店は、会計管理者から前項の未支払の資金を歳入歳出外現金に受け

入れる旨の通知を受けたときは、その日のうちに歳入歳出外現金として受

け入れて整理しなければならない。

　（振出日付から１年経過後の小切手等の取扱い）

第２７条　総括店は、次の各号に掲げる金額の資金があるときは、速やかに１

年経過小切手等支払未済額報告書により会計管理者に報告しなければなら

ない。

�　小切手振出日付から１年を経過しまだ支払を終わらない金額の資金

�　資金交付の日から１年を経過しまだ支払を終わらない金額の資金

２　総括店は、会計管理者から前項の未支払の資金を歳入へ受け入れる旨の

通知を受けたときは、速やかに組合預金口座に受け入れ、歳入組入済報告

書（別記第５号様式）を会計管理者に提出しなければならない。

　（預金の預替え）

第２８条　総括店は、会計管理者から預金預替通知書（別記第６号様式）によ

―　５０６　―
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り、預金の預替えの通知を受けたときは、速やかに預替えの手続を取らな

ければならない。

　（歳計剰余金の繰越し）

第２９条　総括店は、会計管理者から歳計剰余金繰越通知書により、歳計剰余

金の繰越通知を受けたときは、翌年度の歳入に受入れの手続をとらなけれ

ばならない。

　（帳簿の設備）

第３０条　指定金融機関等は、公金の収納又は支払及び預金の受払いを明らか

にするため、次の各号に掲げる帳簿を設備し、記帳整理しなければならな

い。

�　総括店の設備する帳簿

ア　一般会計現金出納簿（別記第７号様式）

イ　特別会計現金出納簿（別記第８号様式）

ウ　歳入歳出外現金出納簿（別記第９号様式）

�　代表店の設備する帳簿

ア　一般会計現金出納簿（別記第７号様式）

イ　特別会計現金出納簿（別記第８号様式）

�　取りまとめ収納店の設備する帳簿

　特別会計現金出納簿（別記第８号様式）

２　前項に規定する帳簿については、これを帳票に代えて管理することがで

きる。

　（報告書類等の提出）

第３１条　総括店及び代表店は、別表第２に定めるところにより報告書を提出

しなければならない。

　（残高証明書等の提出）

第３２条　指定金融機関等は、会計管理者又は監査委員から事務引継ぎ、会計

検査その他特別の必要により預金の残高証明書又は取扱額についての報告

（以下「残高証明書等」という。）の依頼があったときは、これを作成し提

出しなければならない。

２　前項の残高証明書等の様式及び提出部数については、そのつど会計管理
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者又は監査委員が指定する。

　（記載事項の訂正）

第３３条　指定金融機関等は、帳簿その他出納関係書類の記載事項を訂正する

必要があるときは、訂正部分に２本線を引き、その上部に正しく書き、訂

正印を押印しなければならない。

２　指定金融機関等は、前２条の規定により提出する書類の記載事項を訂正

する必要があるときは、訂正部分に２本線を引き、その上部に正しく書き、

当該金融機関の押切印を押印しなければならない。

　（関係書類の保存）

第３４条　指定金融機関等は、公金の収納及び支払に関する関係書類を、会計

別、年度別、歳入歳出別及び歳入歳出外現金別に区分し、出納閉鎖期日後

５年間保存しなければならない。

　（細則）

第３５条　この規程で定めるもののほか、指定金融機関等における公金の収納

又は支払の事務について必要な事項は、管理者が別に定める。

２　総括店は、この規程で定めるもののほか、指定金融機関等における公金

の収納又は支払の事務について、更に細部手続を定めた場合は、管理者に

届け出なければならない。

　　　附　則

　（経過措置）

１　この規程の実施に際し、現に従前の新潟県町村職員退職手当組合、新潟

県町村人事事務組合、新潟県消防団員等公償組合、新潟県交通災害共済組

合及び新潟県自治会館管理組合（以下「旧組合」という。）の指定金融機関

等事務取扱規程の規定に基づいてなされた公金の収入及び支払の事務取扱

いの手続は、この規程の相当規定に基づいてなされた手続とみなす。

２　この規程の規定にかかわらず、様式については、旧組合の指定金融機関

等事務取扱規程の規定に基づく様式を当分の間補正して使用することがで

きる。

 

―　５０８　―

新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等事務取扱規程
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新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等事務取扱規程

別表第１（第１１条関係）

会 費 の 収 納 に 関 す る 書 類

 

―　５０９　―

送　付　先送付期限部数様　式添付書類送付書類等指定金融機関
等 の 区 分

会計管理

者

収納した日

の翌日（翌

日が休業日

の場合は、

翌営業日）

取りまとめ収

納店から送付

を受けた交通

災害共済会費

収納済通知書

総括店

事務所

収納した日

又は送付を

受けた日

1
別記第１

号様式

交通災害共済

会員台帳・会

費現金収納済

通知書送付票

収納店から送

付を受けた交

通災害共済送

付票、会員台

帳及び会費現

金収納済通知

書

取りまとめ

収納店

総括店及

び同店経

由会計管

理者

1
別記第２

号様式

交通災害共済

会費収納済通

知書

収納店から送

付を受けた会

費

取りまと

め収納店

経由事務

所収納した日2
別記第３

号様式

交通災害共済

送付票

会員台帳及び

会費現金収納

済通知書
収納店

取りまと

め収納店
会　費
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別表第２（第３１条関係）

 

―　５１０　―

新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等事務取扱規程

１　総括店が提出する報告書

提出期限提出先部数様　　式名　 　　　　　称

翌日会計管理者１別記第５号様式歳入組入済報告書

翌日会計管理者１別記第１０号様式収支日計票

翌日会計管理者１別記第１１号様式
預金受払残高及び現在高報
告書

翌月３日会計管理者１別記第１２号様式歳入歳出計算報告書

２　代表店が提出する報告書

提出期限提出先部数様　　式名　 　　　　　称

翌日会計管理者１別記第１０号様式収支日計票
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新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等事務取扱規程

別記第１号様式（第１１条関係）

交通災害共済会員台帳・会費現金収納済通知書送付票　　

　

別記第２号様式（第１１条関係）

交通災害共済会費収納済通知書

 

―　５１１　―

　新潟県市町村総合事務組合
　　　　　　　　市　
　　　　　　　　町　事務所様
　　　　　　　　村　　　　　　　　年　　月分

　

　上記のとおり送付いたします。

　　取扱日　　年　　月　　日　　　新潟県市町村総合事務組合

取りまとめ収納店　　　銀行　　　店  　
押
切
印

金　　　額人　　数枚　　数区　　　分
会 員 台 帳
送 付 票
会 費 現 金 収 納 済
通 知 書 送 付 票

合　　　　計

　新潟県市町村総合事務組合様
　　　　　　　　市　
　　　　　　　　町　事務所分
　　　　　　　　村　　　　　　　　年　　月分

　

　　取扱日　　年　　月　　日　　　新潟県市町村総合事務組合

取りまとめ収納店　　　銀行　　　店  　
押
切
印

金　　　額人　　数枚　　数区　　　分
会 員 台 帳
送 付 票
会 費 現 金 収 納 済
通 知 書 送 付 票

合　　　　計

上記のとおり総括店の貴口座へ振込みましたからご通知いたします。

新・旧　年度

新・旧　年度
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別記第３号様式（第１１条関係）

交 通 災 害 共 済 送 付 票

 

―　５１２　―

新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等事務取扱規程

　新潟県市町村総合事務組合
　　　　　　　　市　
　　　　　　　　町　事務所様
　　　　　　　　村

　上記のとおり送付いたします。

　　取扱日　　年　　月　　日　　　　新潟県市町村総合事務組合

収納店　　　　　銀行　　　　　店  　
押
切
印

金　額人　数枚　数

新・旧　年度

会員台帳分��

会費現金収納済通知書分��

新潟県市町村総合事務組合　　　　　　　　
取りまとめ収納店　　　銀行　　　店様

備考

１　この様式は、使途に応じ、不用の文字は抹消して使用すること。

２　複写式とし、事務処理の便宜のために必要がある場合は、この様式に必要な記載事項

を追加して使用することができる。
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新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等事務取扱規程

別記第４号様式（第２１条）

送金通知書等再発行請求書

　　　　　　　年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合

　　　　　　　会計管理者　様

新潟県市町村総合事務組合　　

指定金融機関　�　

　下記送金通知書亡失（損傷）のため再発行してください。

記

　金　額　￥　　　　　　　　　　　　

　年　度　　　　　　　　会　計

　　　年　　月　　日発行

　　　　　　　　　　　小 切 手 番 号
　　　　　　　　　　　送金通知書番号

　債権者　住　所

　　　　　氏　名

　再発行の理由

　上記送金通知書は未払であることを証明します。

　　　　　　年　　月　　日

新潟県市町村総合事務組合　

指定金融機関　�

 

―　５１３　―
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別記第５号様式（第２７条）

 

―　５１４　―

新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等事務取扱規程

年　　　月　　　日

新潟県市町村総合事務組合

　　　　　　会計管理者　様

新潟県市町村総合事務組合　

（総括店）　　　　指定金融機関　�

歳　入　組　入　済　報　告　書
（　　　　　　会計）

　　下記のとおり歳入に組み入れたので報告します。

会計年度歳 入 組 入 年 度

歳 入 組 入
年 月 日

支払委託先

（被仕向先）
金融機関

受　取　人金　額
送 金 支 払
通知書番号

小　切　手

番号振出月日
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新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等事務取扱規程

別記第６号様式（第２８条関係）

　預　金　預　替　通　知　書　

 

―　５１５　―

　　　　　　　　　　　　　　　　　　円金 額

一般会計　　　　　　特別会計会　計　区　分年度年 度 区 分

　普通預金預 金 種 別

　　　　　　　　　　　　から　　　　　　　　　　　　へ預 替 区 分

　　　年　　月　　日預 替 年 月 日

備 考

上記のとおり預替えをするので通知します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

新潟県市町村総合事務組合　　

会計管理者　�　

新潟県市町村総合事務組合

　　　　　指定金融機関　様
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別記第７号様式（第３０条関係）

　　　年度　

　一　般　会　計　

　現　　金　　出　　納　　簿　

 

―　５１６　―

新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等事務取扱規程

残　　額払 出 額受 入 額摘　　　要年 月 日

円円円

注１　毎日、現金残高を明らかにするため、残高を計算し、記帳する。

　２　月計、累計をつける。

　３　本簿の定める用件を備える限り、適宜な様式によることができる。

� ����������������������������������������������������

� ����������������������������������������������������
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新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等事務取扱規程

別記第８号様式（第３０条）

　　　年度　

　特　別　会　計　

　現　　金　　出　　納　　簿　

 

―　５１７　―

残　　額払 出 額受 入 額摘　　　要年 月 日

円円円

　注１　本簿には、会計管理者の指定した口座を設ける。

　　２　毎日、現金残高を明らかにするため、残高を計算し、記帳する。

　　３　月計、累計をつける。

　　４　本簿の定める要件を備える限り、適宜な様式によることができる。

� ����������������������������������������������������

� ����������������������������������������������������
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別記第９号様式（第３０条関係）

　　　年度　

　歳入歳出外現金　

　現　　金　　出　　納　　簿　

 

―　５１８　―

新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等事務取扱規程

残　　額払 出 額受 入 額摘　　　要年 月 日

円円円

注１　本簿には、会計管理者の指定した口座を設ける。

　２　還付額は払出欄に、返納額は受入額欄に記帳する。

　３　月計、累計をつける。

　４　本簿の定める用件を備える限り、適宜な様式によることができる。

� ����������������������������������������������������

� ����������������������������������������������������
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新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等事務取扱規程

別記第１０号様式（第３１条）

 

―　５１９　―

　　年　　月　　日取扱日　新潟県市町村総合事務組合
　　　　　　　会計管理者　様

収　　支　　日　　計　　票

　　　　　　　　年度年度区分

金融機関名　　　　　　　　　　　　�会計区分

摘　　　　要金　　額枚数区　　　　　分

　　　　　　　　円
前 日 か ら の 越 高

領 収 済 額

受入

納入通知書等

上 記 以 外

公 金 振 替 額
（受入）　　　　

還 付 額

会計管理者
扱い　　　
公金振替額

（支出）　　

振 替 更 正 額

預 け 替 え

一 時 借 入 金
（借越金）　　　

　月　日扱い分誤 記 帳 訂 正 額

計

小切手振出済額

払出

公 金 振 替 額
（払出）　　　　

返 納 戻 入 額

返納通知書

公金振替額
（受入）　　

振 替 更 正 額

預 け 替 え

一 時 借 入 金
（借越金）　　　

　月　日扱い分誤 記 帳 訂 正 額

計

翌 日 へ の 越 高
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―
　５２０

　―

新
潟

県
市

町
村

総
合

事
務

組
合

指
定

金
融

機
関

等
事

務
取

扱
規

程

預 金 受 払 高 及 び 現 在 高 報 告 書
　年　月　日分

第１１号様式（第３１条関係）

（単位：円）

備　　　　　　考本　日　残　高払　　　出受　　　入前 日 残 高区　　　分

別段預金の

　受入額中　　　　　　　　円
　歳出金返納額

　払出額中　　　　　　　　円
　歳入還付額

合　　　計

別 段 預 金

定 期 預 金

合　　　計

　上記のとおり報告します。

　　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　

新潟県市町村総合事務組合　
　　　　　　　　　　　指定金融機関名　�

　　新潟県市町村総合事務組合

　　　　　　　　会計管理者　様　
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新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等事務取扱規程

別記第１２号様式（第３１条）

歳 入 歳 出 計 算 報 告 書
（　　　　　　　　　　会計）

　　　　　　年度　　　年　　　月分

―　５２１　―

金　　　　　額区　　　　　　分

（歳　　　　　　入）

前 月 ま で の 累 計 額

受　　　入　　　総　　　額
本　

月　

分

受入額中歳出金返納額控除額（朱書）

払出額中歳入金還付額転記（朱書）

差　　引　　計　　　　

本 月 ま で の 累 計 額　（Ａ）

（歳　　　　　　出）

前 月 ま で の 累 計 額

払　　　出　　　総　　　額
本　

月　

分

払出額中歳入金還付額控除額（朱書）

受入額中歳出金返納額転記（朱書）

差　　引　　計　　　　

本 月 ま で の 累 計 額　（Ｂ）

差 引 預 金 残 高（（Ａ）－（Ｂ））

上記のとおり報告します。

　　　　年　　月　　日

新潟県市町村総合事務組合　

指定金融機関　�

　新潟県市町村総合事務組合

　　　　　　　会計管理者　様
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新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等
の名称、位置及び事務取扱区分　　　　　

　最終改正　令和２年２月１８日告示第３号

　新潟県市町村総合事務組合財務規則（平成１６年規則第１７号）第１３４条の規定

により、新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等の名称、位置及び事務取

扱区分を次のように定め、平成１６年３月１日から実施する。

１　新潟県市町村総合事務組合の事務（２を除く。）

�　新潟県市町村総合事務組合指定金融機関

ア　公金の収納、収納した公金の総括事務及び支払の事務を取り扱う店

舗（総括店）

イ　公金の収納の事務を取り扱う店舗（収納取扱店）

�　新潟県市町村総合事務組合収納代理金融機関

ア　公金の収納及び収納した公金の取りまとめ（交通災害共済に係る会

費を除く。）を行う店舗（代表店）

 

―　５２３　―

平成１６年３月１日
告 示 第 ５ 号

位　　　置名　　　　　　　　　称

新潟市第四銀行県庁支店

主たる事務所の位置名　　　　　　　　　称

新潟市第四銀行の全店舗（前記�の店舗を除く。）

位　　　置名　　　　　　　　　称

新潟市北越銀行新潟県庁支店

新潟市大光銀行新潟支店
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イ　公金の収納の事務を取り扱う店舗（収納取扱店）

２　新潟県市町村総合事務組合交通災害共済事業の事務

　�　総括店

　�　収納代理金融機関

―　５２４　―

新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等の名称、位置及び事務取扱区分

主たる事務所の位置名　　　　　　　　　称

新潟市北越銀行の全店舗（前記�の店舗を除く。）

新潟市大光銀行の全店舗（前記�の店舗を除く。）

収　納　店　の　名　称
（会費収納の事務）

取りまとめ収納店の名称、位置
　収納店で収納した会費の取
　りまとめ事務

公金の出納
所轄事務所

 新潟市事務所 第四銀行本店 第四銀行　本店 第四銀行　白山支店
  　新潟市 　　〃　　　古町中央支店 　　〃　　　小針が丘支店
   　　〃　　　内野支店 　　〃　　　酒屋支店
   　　〃　　　県庁支店 　　〃　　　住吉町支店
   　　〃　　　寺尾支店 　　〃　　　関屋中央支店
   　　〃　　　坂井支店 　　〃　　　平島支店
   　　〃　　　沼垂支店 　　〃　　　新潟駅前支店
   　　〃　　　臨港支店 　　〃　　　松浜支店
   　　〃　　　中山支店 　　〃　　　新潟中央市場支店
   　　〃　　　南新潟支店 　　〃　　　河渡支店
   　　〃　　　卸新町支店 　　〃　　　石山中央支店
   　　〃　　　女池支店 　　〃　　　紫竹支店
   　　〃　　　大形支店 　　〃　　　鳥屋野支店
   　　〃　　　姥ケ山支店 　　〃　　　小針中央支店
   　　〃　　　流通センター支店 　　〃　　　出来島支店
   　　〃　　　曽野木支店 　　〃　　　新崎支店
   　　〃　　　西内野支店 　　〃　　　新潟市役所出張所
   　　〃　　　物見山支店 　　〃　　　粟山支店
   　　〃　　　新潟空港出張所 　　〃　　　豊栄中央支店
   　　〃　　　新津支店 　　〃　　　白根支店
   　　〃　　　亀田支店 　　〃　　　小須戸支店
   　　〃　　　新津南支店 　　〃　　　亀田駅前支店
   　　〃　　　横越支店 　　〃　　　巻支店
   　　〃　　　大野支店 　　〃　　　西川支店
   　　〃　　　月潟支店
   北越銀行　新津中央支店 北越銀行　荻川支店
   　　〃　　　豊栄支店 　　〃　　　早通支店
   　　〃　　　新潟支店 　　〃　　　新潟県庁支店

位　　　置名　　　　　　　　　称

新潟市第四銀行　県庁支店
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収　納　店　の　名　称
（会費収納の事務）

取りまとめ収納店の名称、位置
　収納店で収納した会費の取
　りまとめ事務

公金の出納
所轄事務所

新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等の名称、位置及び事務取扱区分

   北越銀行　古町支店 北越銀行　関屋支店
   　　〃　　　田町支店 　　〃　　　小針支店
   　　〃　　　小針南支店 　　〃　　　寺尾中央支店
   　　〃　　　新潟流通センター支店
   　　〃　　　黒埼支店 　　〃　　　沼垂中央支店
   　　〃　　　新潟東大通支店 　　〃　　　新潟駅南支店
   　　〃　　　木戸支店 　　〃　　　東新潟支店
   　　〃　　　物見山中央支店 　　〃　　　石山支店
   　　〃　　　出来島中央支店 　　〃　　　亀田中央支店
   　　〃　　　白根支店 　　〃　　　巻支店
   大光銀行　新潟支店 大光銀行　新津支店
   　　〃　　　巻支店 　　〃　　　沼垂支店
   　　〃　　　学校町支店 　　〃　　　大野支店
   　　〃　　　白根支店 　　〃　　　小針支店
   　　〃　　　寺尾支店 　　〃　　　平和台支店
   　　〃　　　大形支店 　　〃　　　山ノ下支店
   　　〃　　　新潟駅南支店 　　〃　　　亀田支店
   　　〃　　　石山支店 　　〃　　　小針南支店
   　　〃　　　豊栄支店 　　〃　　　小須戸支店
   　　〃　　　新潟駅前支店 　　〃　　　内野支店
   　　〃　　　河渡支店 　　〃　　　近江支店
   　　〃　　　新津西支店
   みずほ銀行　新潟支店
   三井住友銀行　新潟支店
   三菱ＵＦＪ銀行　新潟支店
   北陸銀行　新潟支店
   東邦銀行　新潟支店
   秋田銀行　新潟支店
   きらやか銀行　新潟支店
   　　　〃　　　　豊栄支店
   みずほ信託銀行　新潟支店
   三井住友信託銀行　新潟支店
   新潟信用金庫　本店 新潟信用金庫　山ノ下支店
   　　　〃　　　　沼垂支店 　　　〃　　　　横門前支店
   　　　〃　　　　関屋支店 　　　〃　　　　大形支店
   　　　〃　　　　白根支店 　　　〃　　　　大野支店
   　　　〃　　　　米山支店 　　　〃　　　　中山支店
   　　　〃　　　　青山支店 　　　〃　　　　鳥屋野支店
   　　　〃　　　　松浜支店 　　　〃　　　　真砂支店
   　　　〃　　　　出来島支店 　　　〃　　　　姥ケ山支店
   　　　〃　　　　石山支店 　　　〃　　　　亀田支店
   　　　〃　　　　坂井支店 　　　〃　　　　物見山支店
  　 　　　〃　　　　寺地支店 　　　〃　　　　ながた支店
   三条信用金庫　新潟支店 三条信用金庫　鳥屋野支店
   　　 〃　 　　小針支店 　　 〃　 　　巻支店
   　　 〃　 　　白根支店
   新発田信用金庫　豊栄支店 新発田信用金庫　山ノ下支店
   　　　〃　　　　豊栄北支店
   加茂信用金庫　新津支店 加茂信用金庫　北上支店
   　　 〃　 　　白根支店
   新潟県労働金庫　本店 新潟県労働金庫　東新潟支店
   　　　〃　　　　巻支店 　　　〃　　　　新津支店
   　　　〃　　　　山の下支店 　　　〃　　　　新潟南支店
   　　　〃　　　　新潟西支店
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―　５２６　―

収　納　店　の　名　称
（会費収納の事務）

取りまとめ収納店の名称、位置
　収納店で収納した会費の取
　りまとめ事務

公金の出納
所轄事務所

新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等の名称、位置及び事務取扱区分

   商工組合中央金庫　新潟支店
   新潟県信用組合　本店 新潟県信用組合　東堀支店
   　　　〃　　　　新潟駅前支店 　　〃　　　　山木戸支店
   　　　〃　　　　学校町支店 　　　〃　　　　小針支店
   　　　〃　　　　新津支店 　　　〃　　　　寺尾支店
   　　　〃　　　　鳥屋野支店 　　　〃　　　　石山支店
   　　　〃　　　　出来島支店 　　　〃　　　　寺尾東支店
   　　　〃　　　　荻川支店
   興栄信用組合　本店 興栄信用組合　大野支店
   　　 〃　 　　赤塚支店 　　 〃　 　　寺尾支店
   　　 〃　 　　酒屋支店
   はばたき信用組合　本店 はばたき信用組合　馬越支店
   　　　 〃　 　 　　大形支店 　　　 〃　 　　　上町支店
   　　　 〃　 　　　松浜支店 　　　 〃　 　　　稲葉支店
   　　　 〃　 　　　　横越支店
   協栄信用組合　新飯田支店 協栄信用組合　白根支店
   　　 〃　 　　小須戸支店 　　 〃　 　　中之口支店
   巻信用組合　本店 巻信用組合　西川支店
   　　〃　　　岩室支店 　　〃　　　漆山支店
   　　〃　　　和納支店 　　〃　　　松野尾支店
   　　〃　　　月潟支店 　　〃　　　本町支店
   　　〃　　　西新潟支店 　　
   はばたき信用組合　豊栄支店
   　　　　〃　　　　　新津支店
   新潟市農業協同組合　石山支店
   　　　　〃　　　　　木戸支店
   　　　　〃　　　　　南部支店
   　　　　〃　　　　　大江山支店
   　　　　〃　　　　　北部支店
   　　　　〃　　　　　大形支店
   　　　　〃　　　　　鳥屋野支店
   　　　　〃　　　　　鳥屋野南支店
   　　　　〃　　　　　豊栄支店
   　　　　〃　　　　　木崎支店
   越後中央農業協同組合　本店
   　　　　 〃　 　　　　巻支店
   　　　　 〃　 　　　　こしわ支店
   　　　　 〃　 　　　　岩室支店
   　　　　 〃　 　　　　黒埼支店
   　　　　 〃　 　　　　鳥原支店
   　　　　 〃　 　　　　味方支店
   　　　　 〃　 　　　　中央支店
   　　　　 〃　 　　　　中之口支店
   　　　　 〃　 　　　　西川支店
   新津さつき農業協同組合　本所
   　　　　　〃　　　　　　荻川支所
   　　　　　〃　　　　　　新津支所
   　　　　　〃　　　　　　小須戸町支所
   新潟みらい農業協同組合　本店
   　　　　　〃　　　　　　しろね南支店
   　　　　　〃　　　　　　しろね北支店
   　　　　　〃　　　　　　亀田支店
   　　　　　〃　　　　　　横越支店
   　　　　　〃　　　　　　坂井輪支店
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収　納　店　の　名　称
（会費収納の事務）

取りまとめ収納店の名称、位置
　収納店で収納した会費の取
　りまとめ事務

公金の出納
所轄事務所

新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等の名称、位置及び事務取扱区分

   新潟みらい農業協同組合　小針出張所
   　　　　　〃　　　　　　内野町支店
   　　　　　〃　　　　　　赤塚支店
   　　　　　〃　　　　　　中野小屋支店
   新潟県信用農業協同組合連合会　本店
   新潟県信用漁業協同組合連合会　本店
 
 長岡市事務所 北越銀行長岡市役所支店 第四銀行　今町中央支店　第四銀行　長岡南支店
  　長岡市 　　〃　　　長岡駅東支店　　　〃　　　長岡営業部
   　　〃　　　神田中央支店　　　〃　　　栃尾支店
   　　〃　　　長岡西支店　　　　〃　　　長岡新産センター支店
   　　〃　　　東小千谷支店
   北越銀行　長岡本店　　　北越銀行　長岡北支店
   　　〃　　　長岡市役所支店　　〃　　　宮内支店
   　　〃 　　千手支店　　　　　〃　　　　長岡東支店
   　　〃     土合支店　　　　　〃　　　神田支店
   　　〃     川崎支店　　　　　〃　　　新町支店
   　　〃     江陽支店　　　　　〃　　　大島支店
   　　〃     長岡新産支店　　　〃　　　柏崎中央支店
   　　〃     栃尾中央支店　　　〃　　　寺泊支店
   　　〃     島崎支店　　　　　〃　　　与板支店
   　　〃     三島支店　　　　　〃　　　来迎寺支店
   　　〃　　 小千谷支店
   大光銀行　本店　　　　　大光銀行　神田支店
   　　〃　　　千手支店　　　　　〃　　　長岡東支店
   　　〃　　　希望が丘支店 　　〃  　 長岡西支店
   　　〃　　　中沢支店　　　　　〃　　　新保支店
   　　〃　　　宮内支店　　　　　〃　　　与板支店
   　　〃　　　関原支店　　　　　〃　　　越後川口支店
   りそな銀行　長岡支店
   富山第一銀行　長岡支店
   長岡信用金庫　本店　　　長岡信用金庫　千手支店
   　　　〃　　　　台町支店　　　　〃　　　　新町支店
   　　　〃　　　　大島支店　　　　〃　　　　川崎支店
   　　　〃　　　　宮内支店　　　　〃　　　　中島支店
   　　　〃　　　　土合支店　　　　〃　　　　栃尾支店
   　　　〃　　　　美園支店　　　　〃　　　　江陽支店
   　　　〃　　　　宝支店
   新潟県労働金庫　長岡支店　新潟県労働金庫　長岡北支店
   商工組合中央金庫　長岡支店
   新潟県信用組合　寺泊支店　  新潟県信用組合　長岡支店
   　　　〃　　　　長岡西支店　　　　〃  　　　中之島支店
   新潟大栄信用組合　与板支店　新潟大栄信用組合　和島支店
   　　　　〃　　　　　小国支店　　　　　〃　　　　　寺泊支店
   越後ながおか農業協同組合　本店
   　　　　　　〃　　　　　　　長岡支店
   　　　　　　〃　　　　　　　長岡北支店
   　　　　　　〃　　　　　　　上川西支店
   　　　　　　〃　　　　　　　宮内支店
   　　　　　　〃　　　　　　　日越支店
   　　　　　　〃　　　　　　　栃尾支店
   越後さんとう農業協同組合　寺泊支店
   　　　　　　〃　　　　　　　わしま支店
   　　　　　　〃　　　　　　　みしま支店
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収　納　店　の　名　称
（会費収納の事務）

取りまとめ収納店の名称、位置
　収納店で収納した会費の取
　りまとめ事務

公金の出納
所轄事務所

新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等の名称、位置及び事務取扱区分

   越後さんとう農業協同組合　与板支店
   　　　　　　〃　　　　　　　こしじ支店
   　　　　　　〃　　　　　　　塚山支店
   　　　　　　〃　　　　　　　岩塚支店
   にいがた南蒲農業協同組合　中之島支店
   　　　　　　〃　　　　　　　北部支店
   　　　　　　〃　　　　　　　上通支店
   柏崎農業協同組合　小国支店
   北魚沼農業協同組合　川口支店
   新潟県信用漁業協同組合連合会　本店
 
 上越市事務所 第四銀行高田営業部 第四銀行　高田営業部 第四銀行　稲田支店
  　上越市 　　〃　　　安塚支店 　　〃　　　直江津支店
   　　〃　　　新井支店 　　〃　　　直江津西支店
   　　〃　　　柿崎支店 　　〃　　　板倉支店
   　　〃　　　上越市役所出張所
   北越銀行　直江津中央支店 北越銀行　高田中央支店
   　　〃　　　南高田支店
   大光銀行　高田支店 大光銀行　直江津支店
   八十二銀行　高田支店 八十二銀行　直江津支店
   　　〃　　　潟町支店
   富山第一銀行　直江津支店
   上越信用金庫　本店 上越信用金庫　柿崎支店
   　　 〃　 　　大潟支店 　　 〃　 　　春日支店
   　　 〃　 　　名立支店 　　 〃　 　　浦川原支店
   　　 〃　 　　有田支店 　　 〃　 　　五智支店
   　　 〃　 　　昭和町支店 　　 〃　 　　高田中央支店
   　　 〃　 　　稲田支店 　　 〃　 　　城北支店
   　　 〃　 　　南支店 　　 〃　 　　大学前支店 
   新井信用金庫　脇野田支店 新井信用金庫　中郷支店
   　　 〃　 　　板倉支店 　　 〃　 　　三和支店
   新潟県労働金庫　高田支店 新潟県労働金庫　直江津支店
   新潟県信用組合　高田支店 新潟県信用組合　春日山支店
   糸魚川信用組合　上越支店
   えちご上越農業協同組合　本店
   　　　　　〃　　　　　　和田支店
   　　　　　〃　　　　　　中央支店
   　　　　　〃　　　　　　春日支店
   　　　　　〃　　　　　　有田支店
   　　　　　〃　　　　　　八千浦南川支店
   　　　　　〃　　　　　　谷浜支店
   　　　　　〃　　　　　　富岡出張所
   　　　　　〃　　　　　　上越支店
   　　　　　〃　　　　　　三和支店
   　　　　　〃　　　　　　清里支店
   　　　　　〃　　　　　　牧支店
   　　　　　〃　　　　　　名立支店
   　　　　　〃　　　　　　安塚支店
   　　　　　〃　　　　　　浦川原支店
   　　　　　〃　　　　　　大島支店
   　　　　　〃　　　　　　はまなす支店
   　　　　　〃　　　　　　大潟支店
   　　　　　〃　　　　　　頸城支店
   　　　　　〃　　　　　　吉川支店
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収　納　店　の　名　称
（会費収納の事務）

取りまとめ収納店の名称、位置
　収納店で収納した会費の取
　りまとめ事務

公金の出納
所轄事務所

新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等の名称、位置及び事務取扱区分

   えちご上越農業協同組合　中郷支店
   　　　　　〃　　　　　　板倉支店
   新潟県信用漁業協同組合連合会　本店
 
 三条市事務所 第四銀行三条支店 第四銀行　三条支店 第四銀行　三条東支店
  　三条市 　　〃　　　三条北支店 　　〃　　　三条南支店
   北越銀行　三条支店 
   大光銀行　三条支店 大光銀行　東三条支店
   三条信用金庫　中央支店 三条信用金庫　一ノ木戸支店
   　　 〃　 　　四日町支店 　　 〃　 　　古城町支店
   　　 〃　 　　東支店 　　 〃　 　　島田支店
   　　 〃　 　　大崎支店 　　 〃　 　　本店
   　　 〃　 　　塚野目支店 　　 〃　 　　栄支店
   　　 〃　 　　下田支店 　　 〃　 　　条南支店
   　　 〃　 　　保内支店 　　 〃　 　　月岡支店
   　　 〃　 　　本成寺支店
   新潟県労働金庫　三条支店
   新潟県信用組合　三条支店 新潟県信用組合　三条東支店
   三條信用組合　本店 三條信用組合　下田支店
   　　 〃　 　　中央支店 　　 〃　 　　栄支店
   　　 〃　 　　南支店 　　 〃　 　　北支店
   にいがた南蒲農業協同組合　本店
   　　　　　 〃　 　　　　　三条支店
   　　　　　 〃　 　　　　　井栗支店
   　　　　　 〃　 　　　　　大崎支店
   　　　　　 〃　 　　　　　大島支店
   　　　　　 〃　 　　　　　本成寺支店
   　　　　　　〃　　　　　　　下田支店
   　　　　　　〃　　　　　　　森町支店
   　　　　　 〃　 　　　　　いちい支店
   　　　　　 〃　 　　　　　帯織支店
 
 柏崎市事務所 北越銀行柏崎中央支店 第四銀行　柏崎支店 第四銀行　柏崎東出張所
  　柏崎市 　　〃　　　柏崎南支店 　　〃　　　西山支店
   北越銀行　柏崎中央支店 北越銀行　柏崎東本町支店
   　　〃　　　柏崎日吉町支店
   大光銀行　柏崎支店 大光銀行　柏崎南支店
   柏崎信用金庫　本店 柏崎信用金庫　諏訪町支店
   　　 〃　 　　四谷支店 　　 〃　 　　南支店
   　　 〃　 　　半田支店 　　 〃　 　　東支店
   新潟県労働金庫　柏崎支店
   新潟県信用組合　柏崎支店
   新潟大栄信用組合　安田支店 新潟大栄信用組合　柏崎支店
   　　　 〃　 　　　西山支店
   柏崎農業協同組合　本店
   　　　 〃　 　　　中央柏崎支店
   　　　 〃　 　　　南部高田支店
   　　　 〃　 　　　東部田尻支店
   　　　 〃　 　　　北部西中通支店
   　　　 〃　 　　　高柳支店
   　　　 〃　 　　　西山支店
   新潟県信用漁業協同組合連合会　本店
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―　５３０　―

収　納　店　の　名　称
（会費収納の事務）

取りまとめ収納店の名称、位置
　収納店で収納した会費の取
　りまとめ事務

公金の出納
所轄事務所

新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等の名称、位置及び事務取扱区分

 新発田市事務所 第四銀行新発田支店 第四銀行　新発田支店 第四銀行　新発田西支店
  　新発田市 北越銀行　新発田中央支店 北越銀行　新発田住吉町支店
   大光銀行　新発田支店 大光銀行　新発田西支店
   きらやか銀行　新発田支店
   　　　〃　　　　新発田北出張所
   　　　〃　　　　新発田西支店
   新発田信用金庫　本店 新発田信用金庫　紫雲寺支店
   　　　〃　　　　緑町支店 　　　〃　　　　西支店
   　　　〃　　　　加治支店
   新潟県労働金庫　新発田支店
   新潟県信用組合　新発田支店 新潟県信用組合　月岡支店
   北越後農業協同組合　新発田支店
   　　　　〃　　　　　中央支店
   　　　　〃　　　　　豊浦支店
   新潟県信用漁業協同組合連合会　本店
 
 小千谷市事務所 第四銀行小千谷中央支店 第四銀行　小千谷中央支店 第四銀行　東小千谷支店
  　小千谷市 北越銀行　小千谷支店 北越銀行　片貝支店
   大光銀行　小千谷支店
   長岡信用金庫　小千谷支店
   新潟県労働金庫　小千谷支店
   新潟県信用組合　小千谷支店
   越後おぢや農業協同組合　城川支店
   　　　　　〃　　　　　　千田支店
   　　　　　〃　　　　　　南部支店
   　　　　　〃　　　　　　東小千谷支店
   　　　　　〃　　　　　　四ツ子支店
   　　　　　〃　　　　　　片貝中央支店
 
 加茂市事務所 第四銀行加茂支店 第四銀行　加茂支店 第四銀行　西加茂支店
  　加茂市 北越銀行　加茂支店
   大光銀行　加茂支店
   三条信用金庫　加茂支店
   加茂信用金庫　本店 加茂信用金庫　西加茂支店
   　　 〃　 　　上条支店
   新潟県労働金庫　加茂支店
   協栄信用組合　加茂支店
   にいがた南蒲農業協同組合　加茂支店
   　　　　　 〃　 　　　　　七谷支店
   　　　　　 〃　 　　　　　須田支店
 
 十日町市事務所 第四銀行十日町中央支店 第四銀行　十日町中央支店 第四銀行　松代支店
  　十日町市 北越銀行　十日町支店
   大光銀行　十日町支店 大光銀行　中里支店
   上越信用金庫　松代支店
   新潟県労働金庫　十日町支店
   新潟県信用組合　十日町支店 新潟県信用組合　川西支店
   　　　〃　　　　下条支店
   十日町農業協同組合　本店
   　　　　〃　　　　　きたはら支店
   　　　　〃　　　　　吉田支店
   　　　　〃　　　　　水沢支店
   　　　　〃　　　　　川治支店
   　　　　〃　　　　　十日町支店
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収　納　店　の　名　称
（会費収納の事務）

取りまとめ収納店の名称、位置
　収納店で収納した会費の取
　りまとめ事務

公金の出納
所轄事務所

新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等の名称、位置及び事務取扱区分

   十日町農業協同組合　川西支店
   　　　　〃　　　　　中里支店
   　　　　〃　　　　　松代支店
   　　　　〃　　　　　松之山支店
 
 見附市事務所 北越銀行見附支店 第四銀行　見附中央支店 第四銀行　今町中央支店
  　見附市 北越銀行　見附支店 北越銀行　今町支店
   大光銀行　見附支店
   長岡信用金庫　見附支店
   三条信用金庫　見附支店
   新潟県信用組合　見附支店 新潟県信用組合　今町支店
   三条信用組合　今町支店
   にいがた南蒲農業協同組合　見附東支店
   　　　　　 〃　 　　　　　見附西支店
 
 村上市事務所 北越銀行村上中央支店 第四銀行　村上支店 第四銀行　岩船支店
  　村上市 　 〃　 　山北支店 　 〃　 　坂町支店
   北越銀行　村上中央支店
   大光銀行　村上支店
   きらやか銀行　村上支店
   村上信用金庫　本店営業部 村上信用金庫　岩船支店
   　　 〃　 　　府屋支店 　　 〃　 　　駅前支店
   　　 〃　 　　荒川支店 　　 〃　 　　東支店
   新潟県信用組合　荒川町支店
   新潟県労働金庫　村上支店
   かみはやし農業協同組合　本所
   にいがた岩船農業協同組合　本店
   　　　　　　〃　　　　　　　猿沢出張所
   　　　　　 〃　 　　　　　朝日支店
   　　　　　 〃　 　　　　　荒川支店
   　　　　　 〃　 　　　　　村上支店
   　　　　　 〃　 　　　　　山北支店
   新潟県信用漁業協同組合連合会　本店
 
 燕市事務所 第四銀行燕支店 第四銀行　吉田支店 第四銀行　燕支店
  　燕市 　 〃　 　燕南支店 　 〃　 　分水支店
   北越銀行　燕支店 北越銀行　県央つばめ支店
   　 〃　 　吉田支店 　 〃　 　分水支店
   大光銀行　燕支店 大光銀行　吉田支店
   三条信用金庫　燕支店 三条信用金庫　燕西支店
   　　 〃　 　　吉田支店 　　 〃　 　　燕三条支店
   三条信用金庫　分水支店
   新潟県信用組合　吉田支店 新潟県信用組合　吉田東支店
   　　　〃　 　 　吉田北支店
   協栄信用組合　仲町支店 協栄信用組合　中央通支店
   　　 〃　 　　南支店 　　 〃　 　　吉田支店
   　　 〃　 　　小池支店 　　 〃　 　　小中川支店
   　　 〃　 　　南吉田支店 　　 〃　 　　本店
   新潟大栄信用組合　本店
   新潟県労働金庫　燕支店
   越後中央農業協同組合　分水支店
   　　　　 〃　 　　　　吉田支店
   　　　　 〃　 　　　　燕支店
   　　　　 〃　 　　　　北支店
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収　納　店　の　名　称
（会費収納の事務）

取りまとめ収納店の名称、位置
　収納店で収納した会費の取
　りまとめ事務

公金の出納
所轄事務所

新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等の名称、位置及び事務取扱区分

 糸魚川市事務所 第四銀行糸魚川支店 第四銀行　糸魚川支店 第四銀行　能生支店
  　糸魚川市 　 〃　 　青海中央支店
   北越銀行　糸魚川中央支店 北越銀行　青海支店
   大光銀行　糸魚川支店
   富山第一銀行　糸魚川支店
   上越信用金庫　能生支店 上越信用金庫　糸魚川支店
   新井信用金庫　糸魚川支店
   新潟県労働金庫　糸魚川支店
   糸魚川信用組合　本店 糸魚川信用組合　青海支店
   　　　〃　　　　梶屋敷支店 　　　〃　　　　能生支店
   　　　〃　　　　本町支店
   ひすい農業協同組合　早川支店
   　　　　〃　　　　　大和川支店
   　　　　〃　　　　　糸魚川支店
   　　　　〃　　　　　姫川支店
   　　　　〃　　　　　能生支店
   　　　　〃　　　　　能生谷支店
   　　　　〃　　　　　青海支店
   新潟県信用漁業協同組合連合会　本店
 
 妙高市事務所 第四銀行新井支店 第四銀行　新井支店
  　妙高市 北越銀行　新井中央支店
   八十二銀行　新井支店
   新井信用金庫　本店 新井信用金庫　田口支店
   　　 〃　 　　赤倉支店 　　 〃　 　　南支店
   　　 〃　 　　関山支店 　　 〃　 　　北支店
   新潟県労働金庫　新井支店
   えちご上越農業協同組合　新井支店
   　　　　　〃　　　　　　泉支店
   　　　　　〃　　　　　　関山支店
   　　　　　〃　　　　　　妙高高原支店
 
 五泉市事務所 北越銀行五泉中央支店 第四銀行　五泉支店 第四銀行　村松中央支店
  　五泉市 北越銀行　五泉中央支店 北越銀行　村松支店
   大光銀行　五泉支店 大光銀行　村松支店
   加茂信用金庫　五泉支店 加茂信用金庫　村松支店
   新潟県労働金庫　五泉支店
   はばたき信用組合　五泉支店
   　　　　〃　　　　　村松支店
   新潟みらい農業協同組合　五泉支店
   　　　　　〃　　　　　　村松支店
 
 佐渡市事務所 第四銀行佐和田支店 第四銀行　両津支店 第四銀行　佐和田支店
  　佐渡市 　　〃　　　南佐渡支店
   北越銀行　両津中央支店 北越銀行　佐和田中央支店
   大光銀行　両津支店 大光銀行　佐和田支店
   新潟大栄信用組合　相川支店
   新潟県信用組合　佐和田支店 新潟県信用組合　畑野支店
   　　　〃　　　　両津支店
   新潟県労働金庫　佐渡支店
   佐渡農業協同組合　本店
   　　　 〃　 　　　相川支店
   　　　 〃　 　　　佐和田支店
   　　　 〃　 　　　金井支店
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収　納　店　の　名　称
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　収納店で収納した会費の取
　りまとめ事務

公金の出納
所轄事務所

新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等の名称、位置及び事務取扱区分

   佐渡農業協同組合　新穂支店
   　　　 〃　 　　　畑野支店
   　　　 〃　 　　　真野支店
   　　　 〃　 　　　小木支店
   　　　 〃　 　　　赤泊支店
   　　　 〃　 　　　両津支店
   羽茂農業協同組合　本所
   新潟県信用漁業協同組合連合会　佐渡支店
 
 阿賀野市事務所 第四銀行水原支店 第四銀行　水原支店
  　阿賀野市 北越銀行　水原中央支店
   大光銀行　安田支店 大光銀行　水原支店
   はばたき信用組合　阿賀野支店
   　　　　〃　　　　　安田支店
   北蒲みなみ農業協同組合　本店
   　　　　　〃　　　　　　安田支店
   　　　　　〃　　　　　　京ヶ瀬支店
   ささかみ農業協同組合　本所
 
 魚沼市事務所 北越銀行小出支店 第四銀行　小出中央支店 第四銀行　堀之内支店
  　魚沼市 北越銀行　小出支店
   大光銀行　小出支店
   新潟県信用組合　小出支店
   　　　〃　　　　堀之内支店
   塩沢信用組合　小出郷支店
   北魚沼農業協同組合　本店
   　　　　〃　　　　　伊米ケ崎支店
   　　　　〃　　　　　小出町支店
   　　　　〃　　　　　堀之内支店
   　　　　〃　　　　　薮神支店
   　　　　〃　　　　　守門支店
   　　　　〃　　　　　入広瀬支店
   　　　　〃　　　　　湯之谷支店
   　　　　〃　　　　　広瀬支店
 
 南魚沼市事務所 北越銀行六日町支店 第四銀行　六日町中央支店 第四銀行　塩沢支店
  　南魚沼市 北越銀行　六日町支店 北越銀行　大和支店
   大光銀行　六日町支店
   長岡信用金庫　六日町支店
   新潟県労働金庫　六日町支店
   新潟県信用組合　六日町支店
   　　　〃　　　　大和町支店
   塩沢信用組合　本店 塩沢信用組合　石打支店
   　　 〃　　　五日町支店
   みなみ魚沼農業協同組合　本店
   　　　　　〃　　　　　　六日町支店
   　　　　 〃　 　　　　五十沢支店
   　　　　　〃　　　　　　城内支店
   　　　　　〃　　　　　　大巻支店
   　　　　　〃　　　　　　浦佐支店
   　　　　　〃　　　　　　薮神支店
   　　　　　〃　　　　　　大崎支店
   　　　　　〃　　　　　　東支店
   　　　　　〃　　　　　　石内支店
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収　納　店　の　名　称
（会費収納の事務）

取りまとめ収納店の名称、位置
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　りまとめ事務

公金の出納
所轄事務所

新潟県市町村総合事務組合指定金融機関等の名称、位置及び事務取扱区分

   みなみ魚沼農業協同組合　塩沢支店
   　　　　　〃　　　　　　中之島支店
   　　　　　〃　　　　　　上田支店
 
 胎内市事務所 第四銀行中条中央支店 第四銀行　中条中央支店
  　胎内市 北越銀行　中条支店
   大光銀行　中条支店
   新潟県信用組合　中条支店
   新潟県労働金庫　中条支店
   胎内市農業協同組合　本店
 
 北蒲原郡 第四銀行新発田支店 第四銀行　新発田支店 第四銀行　東港支店
 聖籠町事務所 　新発田市 北越銀行　新潟東港支店
   新潟県信用組合　聖籠支店
   北越後農業協同組合　聖籠支店
 
 西蒲原郡 第四銀行吉田支店 第四銀行　吉田支店
 弥彦村事務所 　燕市 新潟県信用組合　弥彦支店
   越後中央農業協同組合　弥彦支店
 
 南蒲原郡 北越銀行加茂支店 北越銀行　加茂支店
 田上町事務所 　加茂市 加茂信用金庫　田上支店
   協栄信用組合　田上支店
   にいがた南蒲農業協同組合　田上支店
 
 東蒲原郡 第四銀行津川支店 第四銀行　津川支店
 阿賀町事務所 　東蒲原郡阿賀町 大光銀行　津川支店
   新潟県労働金庫　津川出張所
   新潟みらい農業協同組合　阿賀支店
 
 三島郡 第四銀行出雲崎支店 第四銀行　出雲崎支店
 出雲崎町事務所 　三島郡出雲崎町 柏崎信用金庫　出雲崎支店
   新潟大栄信用組合　出雲崎支店
   越後さんとう農業協同組合　出雲崎支店
   新潟県信用漁業協同組合連合会　本店
 
 南魚沼郡 第四銀行湯沢支店 第四銀行　湯沢支店
 湯沢町事務所 　南魚沼郡湯沢町 新潟県信用組合　湯沢支店
   みなみ魚沼農業協同組合　湯沢支店
 
 中魚沼郡 北越銀行津南支店 北越銀行　津南支店
 津南町事務所 　中魚沼郡津南町 塩沢信用組合　津南支店
 
 刈羽郡 第四銀行西山支店 第四銀行　西山支店
 刈羽村事務所 　柏崎市 柏崎農業協同組合　刈羽支店
 
 岩船郡 第四銀行坂町支店 第四銀行　坂町支店
 関川村事務所 　村上市 村上信用金庫　関川支店
   にいがた岩船農業協同組合　関川支店
 
 岩船郡 第四銀行岩船支店 第四銀行　岩船支店
 粟島浦村事務所 　村上市 新潟県信用漁業協同組合連合会　本店
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新潟県市町村総合事務組合の一般職に属する
職員等に係る負担金相当額に関する規程　　

事　務　局　

　最終改正　令和２年４月１日訓令第４号

　新潟県市町村総合事務組合の一般職に属する職員等に係る負担金相当額に

関する規程を次のとおり定め、平成１８年４月１日から実施する。

　（趣旨）

第１条　この規程は、新潟県市町村総合事務組合（以下「組合」という。）

が、組合の一般職に属する職員（以下「職員」という。）及び組合の議会議

員に関して、新潟県市町村総合事務組合規約（平成１６年総行市第３０号許可）

第３条に規定する事務を処理する場合に負担すべき経費（以下「負担金相

当額」という。）について必要な事項を定めるものとする。

　（退職手当負担金相当額）

第２条　職員の退職手当に係る負担金相当額については、新潟県市町村総合

事務組合退職手当に関する負担金条例（平成１６年条例第２３号）の例による。

　（公平委員会負担金相当額）

第３条　職員による勤務条件に関する措置の要求の審査若しくは不利益処分

についての不服申立ての審査又は苦情の処理に係る負担金相当額（公平委

員会事務費負担金を除く。）については、新潟県市町村総合事務組合公平委

員会負担金条例（平成１８年条例第１８号）の例による。

　（試験負担金相当額）

第４条　職員の採用又は昇任試験の実施に係る負担金相当額（試験事務費負

担金を除く。）については、新潟県市町村総合事務組合試験負担金条例（平

成１８年条例第１９号）の例による。

　（研修負担金相当額）

第５条　職員の研修の実施に係る負担金相当額（研修事務費負担金を除く。）

については、新潟県市町村総合事務組合研修負担金条例（平成１８年条例第

―　５３９　―

平成１８年３月１６日
訓 令 第 １ 号
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２０号）の例による。

　（非常勤職員公務災害補償等負担金相当額）

第６条　組合の議会議員に係る非常勤職員公務災害補償等の負担金相当額に

ついては、新潟県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等負担金条

例（平成１８年条例第２１号）の例による。

―　５４０　―

新潟県市町村総合事務組合の一般職に属する職員等に係る負担金相当額に関する規程
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新潟県市町村総合事務組合の事務室等に係る
維持管理経費相当額に関する規程　　　　　

事　務　局　

　新潟県市町村総合事務組合の事務室等に係る維持管理経費相当額に関する

規程を次のとおり定め、平成１８年４月１日から実施する。

　新潟県市町村総合事務組合の事務室、研修室その他の室に係る維持管理経

費相当額については、新潟県自治会館条例（平成１８年条例第２５号）第６条に

規定する共益分担金の例により負担するものとする。

―　５４１　―

平成１８年３月３１日
訓 令 第 ３ 号

―　５４１（５４２～５４３欠）　―



新潟県市町村総合事務組合退職手当基金の
設置、管理及び処分に関する条例　　　　

　最終改正　平成１８年３月１日条例第８号

　（設置の目的）

第１条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４１条の規定に基づき、職員退

職手当支給事業に係る退職手当の支給の財源に充てるため、新潟県市町村

総合事務組合退職手当基金（以下「基金」という。）を設置する。

　（積立て）

第２条　基金として積み立てる額は、職員退職手当支給事業特別会計歳入歳

出予算（以下「予算」という。）で定める。

　（管理）

第３条　基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な

方法により保管しなければならない。

２　基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代え

ることができる。

　（運用益金の処理）

第４条　基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入する

ものとする。

　（繰替運用）

第５条　管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、

期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用する

ことができる。

　（処分）

第６条　基金は、第１条に掲げる財源に充てるため、予算で定めるところに

より職員退職手当支給事業特別会計へ繰り出すものとする。

 

―　５４５　―

平成１６年３月１日
条 例 第 １６ 号



　（委任）

第７条　この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項

は、管理者が別に定める。

　　　附　則

１　この条例は、平成１６年３月１日から施行する。

２　この条例施行日前に従前の新潟県町村職員退職手当組合退職手当基金の

設置、管理及び処分に関する条例に基づき積立てた基金は、第１条に掲げ

る基金として積立てられたものとみなす。

　　　附　則（平成１８年３月１日条例第８号）

　この条例は、公布の日から施行する。

―　５４６　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当基金の設置、管理及び処分に関する条例



新潟県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害
補償等基金の設置、管理及び処分に関する条例

　最終改正　平成１８年３月１日条例第９号

　（設置の目的）

第１条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４１条の規定に基づき、非常勤

職員公務災害補償等事業に係る公務災害補償等の支給の財源に充てるた

め、新潟県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等基金（以下「基

金」という。）を設置する。

　（積立て）

第２条　基金として積立てる額は、非常勤職員公務災害補償等事業特別会計

歳入歳出予算（以下「予算」という。）で定める。

　（管理）

第３条　基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な

方法により保管しなければならない。

２　基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代え

ることができる。

　（運用益金の処理）

第４条　基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入する

ものとする。

　（繰替運用）

第５条　管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、

期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用す

ることができる。

　（処分）

第６条　基金は、第１条に掲げる財源に充てるため、予算で定めるところに

より非常勤職員公務災害補償等事業特別会計へ繰り出すものとする。

　（委任）

第７条　この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項

―　５４７　―

平成１６年３月１日
条 例 第 １７ 号



は、管理者が別に定める。

　　　附　則

１　この条例は、平成１６年３月１日から施行する。

２　この条例の施行日前に従前の公務災害補償基金の設置、管理及び処分に

関する条例（昭和４４年新潟県町村人事事務組合条例第３０号）に基づき積み

立てた基金は、第１条に掲げる基金として積み立てられたものとみなす。

　　　附　則（平成１８年３月１日条例第９号）

　この条例は、公布の日から施行する。

―　５４８　―

新潟県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等基金の設置、管理及び処分に
関する条例



新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害
補償基金の設置、管理及び処分に関する条例　

　最終改正　平成３０年８月１日条例第１０号

　（設置の目的）

第１条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４１条の規定に基づき、消防団

員等公務災害補償事業実施の財源に充てるため、新潟県市町村総合事務組

合消防団員等公務災害補償基金（以下「基金」という。）を設置する。

　（積立て）

第２条　基金として積み立てる額は、消防団員等公務災害補償事業特別会計

歳入歳出予算（以下「予算」という。）で定める。

　（管理）

第３条　基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な

方法により保管しなければならない。

２　基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代え

ることができる。

　（運用益金の処理）

第４条　基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入する

ものとする。

　（繰替運用）

第５条　管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、

期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用す

ることができる。

　（処分）

第６条　基金は、第１条に掲げる財源に充てるため、予算で定めるところに

より消防団員等公務災害補償事業特別会計へ繰り出すものとする。

　（委任）

第７条　この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項

は、管理者が別に定める。

―　５４９　―

平成１８年３月１日
条 例 第 １３ 号
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　　　附　則

１　この条例は、公布の日から施行する。

２　この条例の施行日前に、新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害

補償等基金の設置、管理及び処分に関する条例（平成１６年条例第１８号）に

より積み立てた新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償基金

は、第１条に掲げる基金として積み立てられたものとみなす。

　　　附　則（平成３０年８月１日条例第１０号）

　この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

―　５５０　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償基金の設置、管理及び
処分に関する条例

必要Title:04-2●549-.ec8 Page:550  Date: 2018/11/26 Mon 15:16:06 



新潟県市町村総合事務組合消防賞じゅつ金及び
殉職者特別賞じゅつ金基金の設置、管理及び処
分に関する条例　　　　　　　　　　　　　　

　（設置の目的）

第１条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４１条の規定に基づき、消防賞

じゅつ金等支給事業に係る消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の支

給の財源に充てるため、新潟県市町村総合事務組合消防賞じゅつ金及び殉

職者特別賞じゅつ金基金（以下「基金」という。）を設置する。

　（積立て）

第２条　基金として積み立てる額は、消防賞じゅつ金等支給事業特別会計歳

入歳出予算（以下「予算」という。）で定める。

　（管理）

第３条　基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な

方法により保管しなければならない。

２　基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代え

ることができる。

　（運用益金の処理）

第４条　基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入する

ものとする。

　（繰替運用）

第５条　管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、

期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用す

ることができる。

　（処分）

第６条　基金は、第１条に掲げる財源に充てるため、予算で定めるところに

より消防賞じゅつ金等支給事業特別会計へ繰り出すものとする。

 

―　５５０―１　―

平成１８年３月１日
条 例 第 １４ 号



　（委任）

第７条　この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項

は、管理者が別に定める。

　　　附　則

１　この条例は、公布の日から施行する。

２　この条例の施行日前に、新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害

補償等基金の設置、管理及び処分に関する条例（平成１６年条例第１８号）に

より積み立てた新潟県市町村総合事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別

賞じゅつ金基金は、第１条に掲げる基金として積み立てられたものとみな

す。

―　５５０―２　―

新潟県市町村総合事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金基金の設置、
管理及び処分に関する条例



新潟県交通災害共済財政調整基金の設置、
管理及び処分に関する条例　　　　　　　

　最終改正　平成１８年３月１日条例第１０号

　（設置の目的）

第１条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４１条の規定に基づき、新潟県

市町村総合事務組合の新潟県交通災害共済財政の健全な運営に資するた

め、新潟県交通災害共済財政調整基金（以下「基金」という。）を設置す

る。

　（積立て）

第２条　基金として積み立てる額は、交通災害共済事業特別会計歳入歳出予

算（以下「予算」という。）で定める。

　（管理）

第３条　基金に属する現金は，金融機関への預金その他最も確実かつ有利な

方法により保管しなければならない。

２　基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代え

ることができる。

　（運用益金の処理）

第４条　基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入する

ものとする。

　（繰替運用）

第５条　管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、

期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用する

ことができる。

　（処分）

第６条　基金は、交通災害共済事業に係る経費の財源に充てるため、予算で

定めるところにより交通災害共済事業特別会計へ繰り出すものとする。

　（委任）

第７条　この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項

―　５５１　―

平成１６年３月１日
条 例 第 １９ 号



は、管理者が別に定める。

　　　附　則

１　この条例は、平成１６年３月１日から施行する。

２　この条例の施行日前において積立てられた従前の新潟県交通災害共済組

合の財政調整基金積立金は、第１条に規定する基金として積立てられたも

のとみなす。

　　　附　則（平成１８年３月１日条例第１０号）

　この条例は、公布の日から施行する。

―　５５２　―

新潟県交通災害共済財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例



新潟県自治会館施設整備基金の設置、管理
及び処分に関する条例　　　　　　　　　

　最終改正　平成１８年３月１日条例第１１号

　（設置の目的）

第１条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４１条の規定に基づき、新潟県

自治会館の営繕に要する経費の財源に充てるため、新潟県自治会館施設整

備基金（以下「基金」という。）を設置する。

　（積立て）

第２条　基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算（以下「予算」

という。）で定める。

　（管理）

第３条　基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な

方法により保管しなければならない。

２　基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代え

ることができる。

　（運用益金の処理）

第４条　基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入する

ものとする。

　（繰替運用）

第５条　管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、

期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用す

ることができる。

　（処分）

第６条　基金は、第１条に掲げる財源に充てるため、予算で定めるところに

より一般会計へ繰り出すものとする。

　（委任）

第７条　この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管

理者が別に定める。

―　５５３　―

平成１６年３月１日
条 例 第 ２０ 号



　　　附　則

　この条例は、平成１６年３月１日から施行する。

　　　附　則（平成18年３月１日条例第１１号）

　この条例は、公布の日から施行する。

―　５５４　―

新潟県自治会館施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例



第５章　業　　　務



新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例

　最終改正　令和元年１１月１１日条例第６号

　（目的）

第１条　この条例は、新潟県市町村総合事務組合（以下「組合」という。）規

約（平成１６年総行市第３０号許可）第３条に規定する別表第２の１の項に該

当する市町村、一部事務組合及び広域連合並びに組合（以下「組合市町村

等」という。）の職員の退職手当の給付に関し必要な事項を定めることを目

的とする。

　（退職手当の支給）

第２条　この条例の規定による退職手当は、組合市町村等の職員（地方公務

員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第

２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された者を除く。）が退職

した場合にその者（死亡により退職した場合はその遺族）に支給する。

　（退職手当の支払）

第３条　第４条の３、第１１条及び第１３条の５の規定による退職手当（以下「一

般の退職手当」という。）並びに第２５条の規定による退職手当は、職員が退

職した日から起算して１月以内に支払わなければならない。ただし、死亡

により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知すること

ができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

　（退職手当を受ける者の範囲）

第４条　この条例の規定により退職手当の支給を受ける者は、次に掲げる常

勤の職員又はその遺族とする。

�　長、副市町村長、地方公営企業管理者及び地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１７２条に規定する職員

�　議会の事務局長、書記長、書記その他の職員

�　選挙管理委員会の書記長、書記その他の職員、監査委員及び監査委員

の事務を補助する事務局長、書記その他の職員、農業委員会の職員並び

に固定資産評価員

―　５５５　―
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�　教育委員会の教育長並びに教育委員会の事務局の職員、学校（学校教

育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校をいう。）の職員（市

町村立学校職員給与負担法（昭和２３年法律第１３５号）第１条及び第２条に

規定する職員を除く。）、図書館の職員及び公民館の職員並びに公平委員

会の事務職員

�　地方公務員法第３条第３項第４号に規定する職員

�　消防吏員及び消防事務職員並びに消防団員

�　一部事務組合の職員

�　広域連合の職員

�　組合の職員

２　前項に掲げる組合市町村等の職員（以下「職員」という。）のうち、市町

村長、副市町村長、地方公営企業管理者、監査委員、教育長及び地方公務

員法第３条第３項第４号に規定する職員を特別職の職員といい、それ以外

の者を一般職の職員という。

３　職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務し

た日（法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこ

ととされ又は休暇を与えられた日を含む。）が１８日以上ある月が引き続いて

１２月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤

務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条

例（第６条中１１年以上２５年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病

気（以下「傷病」という。）による退職及び死亡による退職に係る部分以外

の部分並びに第７条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに

２５年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係

る部分以外の部分を除く。）の規定を適用する。ただし、地方公務員法第２２

条の２第１項第１号に掲げる職員については、この限りではない。

　（遺族の範囲及び順位）

第４条の２　前条に規定する遺族とは、次に掲げる者をいう。

�　配偶者（届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様

の事情にあった者を含む。）

�　子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収

―　５５６　―
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入によって生計を維持していたもの

�　前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生

計を維持していた親族

�　子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第２号に該当しないもの

２　この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の

順位により、同項第２号及び第４号に掲げる者のうちにあっては、当該各

号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先

にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の

父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

３　この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が

２人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各

遺族に支給する。

４　次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることが

できる遺族としない。

�　職員を故意に死亡させた者

�　職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの条例の規定による退職

手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者

を故意に死亡させた者

　（一般の退職手当）

第４条の３　退職した者に対する退職手当の額は、第５条から第８条まで及

び第１３条から第１３条の３までの規定により計算した退職手当の基本額に、

第１３条の４の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

　（退職手当計算の基礎となる給料月額）

第４条の４　退職手当の計算の基礎となる給料の月額は、退職の日における

退職した者の給料（これに相当する給与を含む。以下同じ。）の月額（給料

が日額で定められている者については、給料の日額の２１日分に相当する額

とし、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全

部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合に

おけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。）を

いう。ただし、給料表の適用を受けない職員が、退職前１年以内に給料額

―　５５７　―
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を増額されている場合（一般の給与の改定に伴いその給料額の改定が行わ

れた場合を除く。）においては、当該職員の退職前１年間の給料総額の１２分

の１に相当する額とする。この場合において、職員として引き続き勤務し

た期間が１年未満であるときは、職員となったときに受けた給料月額をそ

れ以前において受けているとみなし、退職前１年間に一般職の職員の給与

の改定に伴いその給料額の改定が行われているときは、その改定前に受け

ていた給料月額は、改定後の給料月額とみなす。

２　前項の規定にかかわらず、条例の規定により給料月額が期間を定めて減

額され、当該期間中に職員が退職した場合における退職手当の計算の基礎

となる給料月額は、当該条例の規定による減額がないと仮定した場合にお

けるその者の受けるべき給料月額とする。

３　第１項の規定にかかわらず、育児短時間勤務の期間中に職員が退職した

場合における退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務を

しなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときにその者の受け

るべき給料月額とする。

　（自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額）

第５条　次条又は第７条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対

する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額（以下「退

職日給料月額」という。）に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当

該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

�　１年以上１０年以下の期間については、１年につき１００分の１００

�　１１年以上１５年以下の期間については、１年につき１００分の１１０

�　１６年以上２０年以下の期間については、１年につき１００分の１６０

�　２１年以上２５年以下の期間については、１年につき１００分の２００

�　２６年以上３０年以下の期間については、１年につき１００分の１６０

�　３１年以上の期間については、１年につき１００分の１２０

２　前項に規定する者のうち、傷病（厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）

第４７条第２項に規定する障害等級に該当する程度の傷害の状態にある傷病

とする。次条第２項並びに第７条第１項及び第２項において同じ。）又は死

亡によらず、その者の都合により退職した者（第２７条第１項各号に掲げる

―　５５８　―
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者を含む。）に対する退職手当の基本額は、その者が次の各号に掲げる者に

該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額

に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

�　勤続期間１年以上１０年以下の者　　　１００分の６０

�　勤続期間１１年以上１５年以下の者　　　１００分の８０

�　勤続期間１６年以上１９年以下の者　　　１００分の９０

　（１１年以上２５年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額）

第６条　１１年以上２５年未満の期間勤続して退職した者（地方公務員法第２８条

の２第１項の規定により退職した者（同法第２８条の３第１項の期限又は同

条第２項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。）若

しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づ

く任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて

退職した者であって任命権者が組合市町村等の長の承認を得たものに限

る。）又は２５年未満の期間勤続し、勤務公署の移転により退職した者であっ

て任命権者が組合市町村等の長の承認を得たものに対する退職手当の基本

額は、退職日給料月額にその者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各

号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

�　１年以上１０年以下の期間については、１年につき１００分の１２５

�　１１年以上１５年以下の期間については、１年につき１００分の１３７．５

�　１６年以上２４年以下の期間については、１年につき１００分の２００

２　前項の規定は、１１年以上２５年未満の期間勤続した者で、通勤（地方公務

員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）第２条第２項及び第３項に規定する

通勤をいう。以下同じ。）による傷病により退職し、死亡（公務上の死亡を

除く。）により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることな

く退職した者（前項の規定に該当する者を除く。）に対する退職手当の基本

額について準用する。

　（整理退職等の場合の退職手当の基本額）

第７条　職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過

員を生ずることにより退職した者であって任命権者が組合市町村等の長の

承認を得たもの、公務上の傷病若しくは死亡（外国の地方公共団体の機関

―　５５９　―
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等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律（昭和６２年法律

第７８号。以下「派遣法」という。）に定める派遣職員の派遣先の業務上の傷

病若しくは死亡を含む。以下同じ。）により退職した者又は２５年以上勤続し

て退職した者（地方公務員法第２８条の２第１項の規定により退職した者（同

法第２８条の３第１項の期限又は同条第２項の規定により延長された期限の

到来により退職した者を含む。）若しくはこれに準ずる他の法令の規定によ

り退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の

非違によることなく勧奨を受けて退職した者若しくは勤務公署の移転によ

り退職した者であって任命権者が組合市町村等の長の承認を得たものに限

る。）に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間

を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額と

する。

�　１年以上１０年以下の期間については、１年につき１００分の１５０

�　１１年以上２５年以下の期間については、１年につき１００分の１６５

�　２６年以上３４年以下の期間については、１年につき１００分の１８０

�　３５年以上の期間については、１年につき１００分の１０５

２　前項の規定は、２５年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、

死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく

退職した者（前項の規定に該当する者を除く。）に対する退職手当の基本額

について準用する。

　（給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある

場合の退職手当の基本額に係る特例）

第７条の２　退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定（給料月

額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定によ

り当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。）

以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合におい

て、当該理由が生じた日（以下「減額日」という。）における当該理由によ

り減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いも

の（以下「特定減額前給料月額」という。）が、退職日給料月額よりも多い

ときは、その者に対する退職手当の基本額は、前３条の規定にかかわらず、

―　５６０　―
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次の各号に掲げる額の合計額とする。

�　その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に

現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者

の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前３条の

規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

�　退職日給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割

合を乗じて得た額

ア　その者に対する退職手当の基本額が前３条の規定により計算した額

であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月

額に対する割合

イ　前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

２　前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職（この条例の規定によ

る退職手当を支給しないこととしている退職を除く。）の日以前の期間の

うち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの（当該期間中にこの条例

の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第１４条第５項に規定する職

員以外の地方公務員等若しくは同項第４号に規定する特定一般地方独立行

政法人等職員として退職したことにより退職手当（これに相当する給与を

含む。）の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退

職の日以前の期間及び第１４条第７項の規定により職員としての引き続いた

在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第２７条第１項若しくは第２９条

第１項の規定により一般の退職手当等（一般の退職手当及び第２５条の規定

による退職手当をいう。以下同じ。）の全部を支給しないこととする処分を

受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合

における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間（これらの退職

の日に職員、第１４条第５項に規定する職員以外の地方公務員等又は同項第

４号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となったときは、当該退

職の日前の期間）を除く。）をいう。

�　職員としての引き続いた在職期間

�　第１４条第５項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むも

のとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間
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�　第１４条第５項第１号に規定する再び職員となった者の同号に規定する

職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

�　第１４条第５項第２号に規定する場合における先の職員以外の地方公務

員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員又は特

定地方公社職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公

務員としての引き続いた在職期間

�　第１４条第５項第３号に規定する場合における先の職員以外の地方公務

員等としての引き続いた在職期間、特定公庫等職員としての引き続いた

在職期間及び後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

�　第１４条第５項第４号に規定する場合における特定一般地方独立行政法

人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員として

の引き続いた在職期間

�　第１４条第５項第５号に規定する場合における特定公庫等職員としての

引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

�　第１４条第５項第６号に規定する再び職員となった者の同号に規定する

特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員

以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

�　第１４条第５項第７号に規定する再び職員となった者の同号に規定する

特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引

き続いた在職期間

�　第１４条第６項に規定する場合における先の職員以外の地方公務員とし

ての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員としての引き

続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職

期間

�　第１９条第１項に規定する再び職員となった者の同項に規定する特定一

般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

�　第１９条第２項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職

員としての引き続いた在職期間

�　第１９条第３項第１号に規定する再び職員となった者の同号に規定する

先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職

―　５６２　―
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員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方

独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

�　第１９条第３項第２号に規定する再び職員となった者の同号に規定する

先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての

引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期

間

�　第１９条第３項第３号に規定する場合における職員以外の地方公務員と

しての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人等職員として

の引き続いた在職期間

�　第１９条第３項第４号に規定する場合における国家公務員としての引き

続いた在職期間及び特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

�　第１９条第３項第５号に規定する場合における先の特定一般地方独立行

政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員とし

ての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員とし

ての引き続いた在職期間

�　第１９条第３項第６号に規定する場合における先の特定公庫等職員とし

ての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び

後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

�　前各号に掲げる期間に準ずるものとして規則で定める在職期間

　（定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例）

第８条　第７条第１項に規定する者（２５年以上勤続し、法律の規定に基づく

任期を終えて退職した者及び勤務公署の移転により退職した者であって任

命権者が組合市町村等の長の承認を得たものを除く。）のうち、定年に達す

る日から６月前までに退職した者であって、その勤続期間が２５年以上であ

り、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年

から１０年を減じた年齢以上であるものに対する同項及び前条第１項の規定

の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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　（公務又は通勤によることの認定の基準）

第９条　任命権者は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は

通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害

補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償

を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

　（勧奨の要件）

第１０条　勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、組

合市町村等の規則で定めるところにより、記録が作成されたものでなけれ

ばならない。

　（特別職の職員が退職した場合の退職手当）

第１１条　特別職の職員に対する退職手当の額は、第４条の３及び第５条から

第８条までの規定にかかわらず退職の日におけるその者の給料月額に、そ

の者の勤続月数を乗じて得た額に、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額

とする。

�　市町村長　　　　　　　　　　　　　　　　　１００分の４４

―　５６４　―
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読 み 替 え る 字 句読み替えら
れる字句

読み替える
規定

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日に
おいて定められているその者に係る定年と退職の
日におけるその者の年齢との差に相当する年数１
年につき１００分の２を乗じて得た額の合計額

退職日給料
月額

第７条第１
項

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月
額に退職の日において定められているその者に係
る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に
相当する年数１年につき１００分の２を乗じて得た
額の合計額

及び特定減
額前給料月
額

第７条の２
第１項第１
号

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日に
おいて定められているその者に係る定年と退職の
日におけるその者の年齢との差に相当する年数１
年につき１００分の２を乗じて得た額の合計額に、

退職日給料
月額に、

第７条の２
第１項第２
号

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち
最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理
由により退職したものとし、かつ、その者の同日
までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎と
して、前３条の規定により計算した場合の退職手
当の基本額に相当する額

前号に掲げ
る額

第７条の２
第１項第２
号イ
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�　副市町村長　　　　　　　　　　　　　　　　１００分の２６

�　地方公営企業管理者、監査委員、教育長及び地方公務員法第３条第３

項第４号に規定する職員　　１００分の２０

２　傷病（第５条第２項に規定する傷病の程度とする。次項において同じ。）

又は死亡により退職（次項に規定する退職を除く。）した特別職の職員に対

する退職手当の額は、前項の規定により計算した額に１００分の１２５を乗じて

得た額とする。

３　公務上の傷病又は死亡により退職した特別職の職員に対する退職手当の

額は、第１項の規定により計算した額に１００分の１５０を乗じて得た額とす

る。

４　第１項の規定による退職手当は、任期毎に支給する。

　（特別職の職員の勤続月数の計算）

第１１条の２　前条第１項に規定する勤続月数の計算は、特別職の職員となっ

た日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、そ

の月数が４８月（教育長にあっては、３６月、地方公務員法第３条第３項第４

号に規定する職員にあっては、当該職の組合市町村等で定めた任期を月と

して換算した月数。以下この条において同じ。）を超えるときは、４８月とす

る。

第１２条　削除

　（一般職の職員に対する退職手当の基本額の最高限度額）

第１３条　第５条から第７条までの規定により計算した退職手当の基本額が退

職日給料月額に、６０を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかか

わらずその乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

第１３条の２　第７条の２第１項の規定により計算した退職手当の基本額が次

の各号に掲げる同項第２号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める

額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその

者の退職手当の基本額とする。

�　６０以上　特定減額前給料月額に６０を乗じて得た額

�　６０未満　特定減額前給料月額に第７条の２第１項第２号イに掲げる割

合を乗じて得た額及び退職日給料月額に６０から当該割合を控除した割合

―　５６５　―
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を乗じて得た額の合計額

第１３条の３　第８条に規定する者に対する前２条の規定の適用については、

次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

―　５６６　―
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読 み 替 え る 字 句読み替えら
れる字句

読み替える
規定

第８条の規定により読み替えて適用する第７条第５条から
第７条まで

第１３条

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日に
おいて定められているその者に係る定年と退職の
日におけるその者の年齢との差に相当する年数１
年につき１００分の２を乗じて得た額の合計額

退職日給料
月額

第８条の規定により読み替えて適用する第７条のこれらの

第８条の規定により読み替えて適用する第７条の
２第１項の

第７条の２
第１項の

第１３条の２

第８条の規定により読み替えて適用する同項第２
号イ

同項第２号
イ

同条の規定により読み替えて適用する同項の同項の

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退
職の日において定められているその者に係る定年
と退職の日におけるその者の年齢との差に相当す
る年数１年につき１００分の２を乗じて得た額の合
計額

特定減額前
給料月額

第１３条の２
第１号

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退
職の日において定められているその者に係る定年
と退職の日におけるその者の年齢との差に相当す
る年数１年につき１００分の２を乗じて得た額の合
計額

特定減額前
給料月額

第１３条の２
第２号

第８条の規定により読み替えて適用する第７条の
２第１項第２号イ

第７条の２
第１項第２
号イ

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職
の日において定められているその者に係る定年と
退職の日におけるその者の年齢との差に相当する
年数１年につき１００分の２を乗じて得た額の合計
額

及び退職日
給料月額

当該第８条の規定により読み替えて適用する同号
イに掲げる割合

当該割合
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　（退職手当の調整額）

第１３条の４　退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期

間（第７条の２第２項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。）の初日

の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月（地方

公務員法第２７条及び第２８条の規定による休職（公務上の傷病による休職、

通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法（昭和４０年法律

第１２４号）に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法（昭和４５年法律第

８２号）に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律

（昭和４７年法律第６６号）に規定する土地開発公社（以下「地方公社」とい

う。）又は国家公務員退職手当法施行令（昭和２８年政令第２１５号）第６条に

規定する法人（退職手当（これに相当する給与を含む。）に関する規程にお

いて、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引

き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけるその

者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者と

しての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。以下

「休職指定法人」という。）の業務に従事させるための休職を除く。）、地方

公務員法第２９条の規定による停職、同法第２６条の３第１項に規定する高齢

者部分休業、同法第２６条の５第１項に規定する自己啓発等休業（以下「自

己啓発等休業」という。）、同法第２６条の６第１項に規定する配偶者同行休

業（以下「配偶者同行休業」という。）、地方公務員の育児休業等に関する

法律（平成３年法律第１１０号）第２条の規定による育児休業（以下「育児休

業」という。）、同法第１０条第１項に規定する育児短時間勤務（同法第１７条

の規定よる短時間勤務を含む。以下「育児短時間勤務」という。）その他こ

れらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間（派遣

法の規定による派遣の期間を除く。）のある月（現実に職務に従事すること

を要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。）のうち規則で定

めるものを除く。）ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる

職員の区分に応じて当該各号に定める額（以下「調整月額」という。）のう

ちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第１順位から第６０

順位までの調整月額（当該各月の月数が６０月に満たない場合には、当該各

―　５６７　―
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月の調整月額）を合計した額とする。

�　第１号区分　６５，０００円

�　第２号区分　５９，５５０円

�　第３号区分　５４，１５０円

�　第４号区分　４３，３５０円

�　第５号区分　３２，５００円

�　第６号区分　２７，１００円

�　第７号区分　２１，７００円

�　第８号区分　零

２　退職した者の基礎在職期間に第７条の２第２項第２号から第１９号までに

掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者

は、規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職してい

たものとみなす。

３　第１項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級

その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、規

則で定める。

４　次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第１項の規定にかか

わらず、当該各号に定める額とする。

�　退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が１年以

上４年以下のもの　第１項の規定により計算した額の２分の１に相当す

る額

�　退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が零のも

の　零

�　自己都合退職者でその勤続期間が１０年以上２４年以下のもの　第１項の

規定により計算した額の２分の１に相当する額

�　自己都合退職者でその勤続期間が９年以下のもの　零

５　前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがあ

る場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退

職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、規則で定める。

 

―　５６８　―
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　（一般の退職手当の額に係る特例）

第１３条の５　第７条第１項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するも

のに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各

号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第４条の３、第７条、

第７条の２及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退

職手当の額とする。

�　勤続期間１年未満の者　１００分の２７０

�　勤続期間１年以上２年未満の者　１００分の３６０

�　勤続期間２年以上３年未満の者　１００分の４５０

�　勤続期間３年以上の者　１００分の５４０

２　前項の「基本給月額」とは、その者の給料及び扶養手当並びにこれらに

対する地域手当の月額の合計額とする。

　（勤続期間の計算）

第１４条　退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き

続いた在職期間による。

２　前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退

職した日の属する月までの月数による。

３　職員が退職した場合（第２７条第１項各号のいずれかに該当する場合を除

く。）において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったとき

は、前２項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職した

ものとみなす。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員とし

ての前後の在職期間は通算しない。

�　一般職の職員が特別職の職員となったとき

�　特別職の職員が一般職の職員となったとき

�　特別職の職員が再選又は再任されたとき、若しくは、前職以外の特別

職の職員となったとき

４　前３項の規定による在職期間のうち、休職月等が１以上あったときは、

その月数の２分の１に相当する月数（地方公務員法第５５条の２第１項ただ

し書に規定する事由若しくはこれに準ずる事由により現実に職務に従事す

ることを要しなかった期間、自己啓発等休業（当該自己啓発等休業の期間
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中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特

に資するものと認められることその他の規則で定める要件に該当する場合

を除く。）又は配偶者同行休業をした期間については、その月数とし、育児

休業をした期間（当該育児休業に係る子が１歳に達した日の属する月まで

の期間に限る。）又は育児短時間勤務をした期間については、その月数の３

分の１に相当する月数とする。）を前３項の規定により計算した在職期間か

ら除算する。

５　第１項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地

方公務員又は国家公務員（国家公務員退職手当法（昭和２８年法律第１８２号）第

２条に規定する者をいう。以下同じ。）（以下「職員以外の地方公務員等」

と総称する。）が引き続いて職員となったとき（新潟県を定年により退職し

た者が引き続いて職員となったときを除く。）におけるその者の職員以外

の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合

において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

については、前各項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期

間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として

計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手

当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎と

なった在職期間（当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在

職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人

（地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第２条第２項に規定する特

定地方独立行政法人をいう。以下同じ。）の退職手当の支給の基準（同法第

４８条第２項又は第５１条第２項に規定する基準をいう。以下同じ。）におい

て明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日にお

けるその者の給料月額で除して得た数に１２を乗じて得た数（１未満の端数

を生じた時は、その端数を切り捨てる。）に相当する月数）は、その者の職

員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

�　職員が、第２３条第２項の規定により退職手当を支給されないで職員以

外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在

職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引
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き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続い

た在職期間の終期までの期間

�　他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人（以下「地方公共団体等」

という。）で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準におい

て、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政

法人の公務員又は一般地方独立行政法人（地方独立行政法人法第８条第

１項第５号に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。）、地方

公社若しくは公庫等（国家公務員退職手当法第７条の２第１項に規定す

る公庫等をいう。以下同じ。）（以下「一般地方独立行政法人等」という。）

に使用される者（役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。

以下「一般地方独立行政法人等職員」という。）が、任命権者若しくはそ

の委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当

を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となった場

合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行

政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当

該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めてい

るものの公務員（以下「特定地方公務員」という。）が、任命権者又はそ

の委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又は

地方公社で、退職手当（これに相当する給与を含む。以下この項におい

て同じ。）に関する規定において、地方公務員又は他の一般地方独立行政

法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立

行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該

一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となった場合に、地

方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該

一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に

通算することと定めているものに使用される者（役員及び常時勤務に服

することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法

人職員」又は「特定地方公社職員」という。）となるため退職し、かつ、

引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在

職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き
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続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となっ

た場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職

期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

の終期までの期間

�　特定地方公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者

の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規定において、

地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくは

その委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手

当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となった場

合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期

間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定め

ているものに使用される者（役員及び常時勤務に服することを要しない

者を除く。以下「特定公庫等職員」という。）となるため退職し、かつ、

引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務

員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公

務員等として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、

先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後

の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期

間

�　特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員又は特定公庫等職

員（以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。）が、一般地方独

立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職

し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて

職員となった場合においては、特定一般地方独立行政法人等職員として

の引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続

いた在職期間の終期までの期間

�　特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員とな

るため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて

職員となった場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職

期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期
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間

�　職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定一般地

方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方

独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となる

ため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引

き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在

職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の

終期までの期間

�　職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等

職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した

後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員

として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員と

しての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在

職期間の終期までの期間

６　移行型一般地方独立行政法人（地方独立行政法人法第５９条第２項に規定

する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。）の成立の日の前日に

特定地方公務員として在職し、同項の規定により引き続いて特定一般地方

独立行政法人職員となった者に対する前項第２号の規定の適用について

は、同条第２項の規定により地方公務員としての身分を失ったことを任命

権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこと

とみなす。

７　前各項の規定により計算した在職期間に１年未満の端数がある場合に

は、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が６月以上１年未満

（第５条第１項（傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。）、第６条第１

項又は第７条第１項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっ

ては、１年未満）の場合には、これを１年とする。

８　前項の規定は、前条又は第２６条の規定により退職手当の額を計算する場

合における勤続期間の計算については、適用しない。

９　第２６条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計

算については、前各項の規定により計算した在職期間に１月未満の端数が
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ある場合には、その端数は、切り捨てる。

　（勤続期間の計算の特例）

第１５条　次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間

の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第１項に規定する職員

としての引き続いた在職期間とみなす。

�　第４条第３項に規定する者　その者の同項に規定する勤務した月が引

き続いて１２月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

�　第４条第３項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者

のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて１２月を超えるに至るま

での間に引き続いて職員となり、通算して１２月を超える期間勤務した者

　その職員となる前の引き続いて勤務した期間

第１６条　第１４条第５項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続い

た在職期間には、第４条第３項に規定する者に相当する職員以外の地方公

務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

２　前条の規定は、職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の

算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

　（職員以外の地方公務員等から特別職の職員となった者の特例）

第１７条　職員以外の地方公務員等から引き続いて特別職の職員となった者に

ついては、第１１条第４項及び第１４条第３項ただし書の規定は適用しない。

２　職員以外の地方公務員等から引き続いて特別職の職員となった者の退職

手当の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

�　職員以外の地方公務員等としての勤続期間については、職員以外の地

方公務員等の退職の日におけるその者の給料月額を基礎として一般の退

職手当（その者の都合により退職した者に係る部分に限る。）の規定の例

により計算した額

�　特別職の職員としての勤続期間については、第１１条の規定により計算

した額

　（特殊退職した者に対する退職手当の基本額の計算の特例）

第１８条　職員又は職員以外の地方公務員等から引き続いて職員となった者の

うち、職員としての引き続いた在職期間（その者が当該在職期間中におい
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てたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（昭和５９年

法律第７１号）第４条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施

行に伴う関係法律の整備等に関する法律（昭和５９年法律第８７号）第５条の

規定による改正前の国家公務員等退職手当法（昭和２８年法律第１８２号）第２

条に規定する者として在職した後、この条例の規定による退職手当に相当

する給与の支給を受けて退職したことがある者である場合には、当該退職

の日（当該退職を２回以上した者については、そのうちの最終の退職の日）

以後の職員としての引き続いた在職期間に限る。）中において、昭和３８年３

月３１日までの間に、職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この

条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けて退職

（第７条の規定による退職手当又はこれに準ずる退職手当に係る退職を除

く。以下この条例において「特殊退職」という。）をし、かつ、退職の日又

はその翌日に、職員又は職員以外の地方公務員となったことがあるものが

退職した場合におけるその者に対する第５条から第７条までの規定による

退職手当の基本額は、第５条から第７条まで及び第１３条の規定にかかわら

ず、その者の退職日給料月額に第１号に掲げる割合から第２号に掲げる割

合を控除した割合を乗じて得た額とする。

�　その者が第５条から第７条まで及び第１３条の規定により計算した退職

手当の基本額の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の基

本額の当該給料月額に対する割合

�　その者が特殊退職した際に、その際に受けたこの条例の規定による退

職手当又はこれに相当する給与の額の計算の基礎となった勤続期間（当

該給与の額の計算の基礎となるべき勤続期間がその者が在職した地方公

共団体等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合

には、当該給与の額を当該特殊退職の日におけるその者の給料月額で除

して得た数に１２を乗じて得た数（１未満の端数を生じたときは、その端

数を切り捨てる。）に相当する月数）をこの条例の規定により計算した勤

続期間とみなした場合のこの条例の規定による退職手当の支給を受けた

ものとした場合における当該退職手当の額の特殊退職の日におけるその

者の給料月額に対する割合（特殊退職を２回以上した者については、そ
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れぞれの特殊退職に係る当該割合を合計した割合）

　（一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算）

第１９条　職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き

続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続

き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員

となった者の第１４条第１項の規定による在職期間の計算については、先の

職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの

期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

２　特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に

応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった

場合におけるその者の第１４条第１項に規定する職員としての引き続いた在

職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続い

た在職期間を含むものとする。

３　前２項の場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続

いた在職期間については、第１４条（第５項及び第６項を除く。）の規定を準

用して計算するほか、次の各号に掲げる期間を特定地方公社等職員として

の引き続いた在職期間として計算するものとする。

�　職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて

特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特

定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公

務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した

後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、

かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後引き続いて再び職

員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始

期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期

間の終期までの期間

�　職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて

特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員とし

て在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き

国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため
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退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再

び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間

の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期まで

の期間

�　特定地方公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、

引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、

引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて

職員となった場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続い

た在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続

いた在職期間の終期までの期間

�　国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き

続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職

員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、国家公務

員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き

続いた在職期間の終期までの期間

�　特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請

に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き

特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政

法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法

人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、か

つ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定一般地方独立行

政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方

独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

�　特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員とな

るため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて

再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員

として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続

いて職員となった場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続

いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期

間の終期までの期間
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４　移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職員として在職する者

が、地方独立行政法人法第５９条第２項の規定により引き続いて当該移行型

一般地方独立行政法人の職員となり、かつ、引き続き当該移行型一般地方

独立行政法人の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけ

るその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その

者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を職員とし

ての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該移行型一般地方

独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、

この限りでない。

５　第１３条の４第１項に規定する休職指定法人に使用される者が、その身分

を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の第１４条第１

項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、な

かったものとみなす。

　（職員派遣から復帰した職員に対する退職手当に係る特例）

第２０条　公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成

１２年法律第５０号。以下「公益的法人等派遣法」という。）第２条第１項の

規定による職員の派遣（以下「職員派遣」という。）後職務に復帰した職員

が退職した場合（職員派遣をされた職員（以下「派遣職員」という。）がそ

の職員派遣の期間中に退職した場合を含む。）におけるこの条例の規定の適

用については、当該職員派遣に係る職員の職員派遣を受ける団体（以下「派

遣先団体」という。）の業務に係る業務上の傷病又は死亡は第６条第２項、

第７条第１項及び第１３条の４第１項に規定する公務上の傷病又は死亡と、

当該業務に係る労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）第７条第２

項に規定する通勤による傷病は第６条第２項、第７条第２項及び第１３条の

４第１項に規定する通勤による傷病とみなす。

２　派遣職員に関する第１３条の４第１項及び第１４条第４項の規定の適用につ

いては、職員派遣の期間（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う

労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）に規定する育児休業の

期間を除く。）は、第１３条の４第１項に規定する現実に職務に従事すること

を要しない期間には該当しないものとみなす。
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３　前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法（昭和４０年法律第３３

号）第３０条第１項に規定する退職手当等（同法第３１条の規定により退職手

当等とみなされるものを含む。）の支払を受けた場合には、適用しない。

　（退職派遣から復帰した職員に対する退職手当に係る特例）

第２１条　公益的法人等派遣法第１０条第１項の規定により採用された職員に関

するこの条例の規定の適用については、同項に規定する条例で定める株式

会社又は有限会社（以下「特定法人」という。）の業務に係る業務上の傷病

又は死亡は第６条第２項、第７条第１項及び第１３条の４第１項に規定する

公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第７条第

２項に規定する通勤による傷病は第６条第２項、第７条第２項及び第１３条

の４第１項に規定する通勤による傷病とみなす。

第２２条　職員のうち、公益的法人等派遣法第１０条第１項の規定により、任命

権者の要請に応じ、引き続いて特定法人で、退職手当（これに相当する給

与を含む。以下この項において同じ。）に関する規程において、職員が、任

命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法

人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人

に使用される者（役員を含む。以下この項において同じ。）としての勤続期

間に通算することと定めているものに使用される者（以下「特定法人役職

員」という。）となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在

職した後引き続いて公益的法人等派遣法第１０条第１項の規定により職員と

して採用された者の第１４条第１項の規定による在職期間の計算について

は、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終

期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

２　前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、第１４

条（第５項を除く。）の規定を準用して計算する。

３　公益的法人等派遣法第１０条第１項の規定により退職し、引き続いて特定

法人役職員となった場合においては、規則で定める場合を除き、この条例

による退職手当は、支給しない。
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　（職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不

支給）

第２３条　職員が退職した場合（第２７条第１項各号のいずれかに該当する場合

を除く。）において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったと

きは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

２　職員が、引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合（定年により

退職した職員が引き続いて新潟県の職員となった場合を除く。）において、

その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職

手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により、職員以外の地方公務

員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条

例による退職手当は、支給しない。

３　職員が第１９条第１項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定

一般地方独立行政法人等職員となった場合又は同条第２項の規定に該当す

る職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員と

なった場合においては、規則で定める場合を除き、この条例の規定による

退職手当は、支給しない。

４　地方独立行政法人法第５９条第２項の規定により職員が移行型一般地方独

立行政法人の職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定に

よる退職手当は、支給しない。

第２４条　削除

　（予告を受けない退職者の退職手当）

第２５条　職員の退職が労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第２０条及び第２１条

の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給与は、一般の退職手

当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定に

よる給与の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当

する金額を退職手当として支給する。

　（失業者の退職手当）

第２６条　勤続期間１２月以上（特定退職者（雇用保険法（昭和４９年法律第１１６

号）第２３条第２項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で

定めるものをいう。以下この条において同じ。）にあっては、６月以上）で
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退職した職員（第５項又は第７項の規定に該当する者を除く。）であって第

１号に掲げる額が第２号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員

を同法第１５条第１項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤

続期間の年月数を同法第２２条第３項に規定する算定基礎期間の年月数と、

当該退職の日を同法第２０条第１項第１号に規定する離職の日と、特定退職

者を同法第２３条第２項に規定する特定受給資格者とみなして同法第２０条第

１項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、

当該各号に定める期間（当該期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定め

る理由により引き続き３０日以上職業に就くことができない者が、規則で定

めるところにより管理者にその旨を申し出た場合には、当該理由により職

業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が

４年を超えるときは、４年とする。第３項において「支給期間」という。）内

に失業している場合において、第１号に規定する一般の退職手当等の額を

第２号に規定する基本手当の日額で除して得た数（１未満の端数があると

きは、これを切り捨てる。）に等しい日数（以下「待期日数」という。）を

超えて失業しているときは、第１号に規定する一般の退職手当等のほか、

その超える部分の失業の日につき第２号に規定する基本手当の日額に相当

する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給条件に従

い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた

日数分を超えては支給しない。

�　その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

�　その者を雇用保険法第１５条第１項に規定する受給資格者と、その者の

基準勤続期間を同法第１７条第１項に規定する被保険者期間と、当該退職

の日を同法第２０条第１項第１号に規定する離職の日と、その者の基準勤

続期間の年月数を同法第２２条第３項に規定する算定基礎期間の年月数と

みなして同法の規定を適用した場合に、同法第１６条の規定によりその者

が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第２２条

第１項に規定する所定給付日数（以下「所定給付日数」という。）を乗じ

て得た額

２　前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合にお
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いて、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で職

員について定められている勤務時間以上勤務した日（法令又は条例若しく

はこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与え

られた日を含む。）が１８日以上ある月が１月以上あるもの（季節的業務に４

箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に４箇月以内の期間を定め

て雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務し

たものに限る。）であった者（以下この項において「職員等」という。）で

あったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものと

し、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が

含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除

く。

�　当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の

直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前１年の期間内に

ないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

�　当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたこ

とのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職

員等であった期間

３　勤続期間１２月以上（特定退職者にあっては、６月以上）で退職した職員

（第６項又は第８項の規定に該当する者を除く。）が支給期間内に失業して

いる場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないとき

は、その失業の日につき第１項第２号の規定の例によりその者につき雇用

保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手

当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当

の支給の条件に従い支給する。ただし、第１項第２号の規定の例によりそ

の者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給

付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

４　第１項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達した

ことその他の規則で定める理由によるものである職員が、当該退職後一定

の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、規則で定める

ところにより、管理者にその旨を申し出たときは、第１項中「当該各号に
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定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしな

いことを希望する一定の期間（１年を限度とする。）に相当する期間を合算

した期間（当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職

の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から

当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期

間）」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中

「支給期間」とあるのは「第４項において読み替えられた第１項に規定する

支給期間」とする。

５　勤続期間６月以上で退職した職員（第７項の規定に該当する者を除く。）

であって、その者を雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者とみなし

たならば同法第３７条の２第１項に規定する高年齢被保険者に該当するもの

のうち、第１号に掲げる額が第２号に掲げる額に満たないものが退職の日

後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第２号に掲げる額か

ら第１号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法

の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

�　その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

�　その者を雇用保険法第３７条の３第２項に規定する高年齢受給資格者

と、その者の基準勤続期間（第２項に規定する基準勤続期間をいう。以

下この条において同じ。）を同法第１７条第１項に規定する被保険者期間

と、当該退職の日を同法第２０条第１項第１号に規定する離職の日と、そ

の者の基準勤続期間の年月数を同法第３７条の４第３項の規定による期間

の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受け

ることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

６　勤続期間６月以上で退職した職員（第８項の規定に該当する者を除く。）

であって、その者を雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者とみなし

たならば同法第３７条の２第１項に規定する高年齢被保険者に該当するもの

が退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等

の支給を受けないときは、前項第２号の規定の例によりその者につき同法

の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者

給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢
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求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

７　勤続期間６月以上で退職した職員であって、雇用保険法第４条第１項に

規定する被保険者とみなしたならば同法第３８条第１項に規定する短期雇用

特例被保険者に該当するもののうち、第１号に掲げる額が第２号に掲げる

額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等

のほか、第２号に掲げる額から第１号に掲げる額を減じた額に相当する金

額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い

支給する。

�　その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

�　その者を雇用保険法第３９条第２項に規定する特例受給資格者と、その

者の基準勤続期間を同法第１７条第１項に規定する被保険者期間とみなし

て同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特

例一時金の額に相当する額

８　勤続期間６月以上で退職した職員であって、雇用保険法第４条第１項に

規定する被保険者とみなしたならば同法第３８条第１項に規定する短期雇用

特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退

職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第２号の規定

の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受け

ることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法

の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

９　前２項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受

ける前に管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第４１条第１項

に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前２項

の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日ま

での間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第１項又

は第３項の規定による退職手当を支給する。

１０　第１項、第３項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退

職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第

２４条から第２８条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手

当の支給の条件に従い、第１項又は第３項の退職手当を支給することがで
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きる。

�　その者が管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第２４条第

１項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

�　その者が次のいずれかに該当する場合

ア　特定退職者であって、雇用保険法第２４条の２第１項各号に掲げる者

に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、管理

者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要

な職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）第４条第４項に規定する職業指

導を行うことが適当であると認めたもの

イ　雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生労働省令で定める理由により

就職が困難な者であって、同法第２４条の２第１項第２号に掲げる者に相

当する者として規則で定める者に該当し、かつ、管理者が同項に規定す

る指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第４条

第４項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

�　厚生労働大臣が雇用保険法第２５条第１項の規定による措置を決定した

場合

�　厚生労働大臣が雇用保険法第２７条第１項の規定による措置を決定した

場合

１１　第１項、第３項及び第５項から前項までに定めるもののほか、第１項又

は第３項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号

の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退

職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手

当、就業促進手当、移転費又は広域求職活動費の支給の条件に従い支給す

る。

�　管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第３６条第１項に規

定する公共職業訓練等を受けている者　同条第４項に規定する技能習得

手当の額に相当する金額

�　前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維

持されている同居の親族（届出をしていないが、事実上その者と婚姻関

係と同様の事情にある者を含む。）と別居して寄宿する者　雇用保険法第
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３６条第４項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

�　退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病

又は負傷のために職業に就くことができない者　雇用保険法第３７条第３

項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

�　職業に就いた者　雇用保険法第５６条の３第３項に規定する就業促進手

当の額に相当する金額

�　公共職業安定所、職業安定法第４条第８項に規定する特定地方公共団

体若しくは同法第１８条の２に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に

就くため、又は管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第５８

条第１項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を

変更する者　同条第２項に規定する移転費の額に相当する金額

�　公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者

　雇用保険法第５９条第２項に規定する広域求職活動費の額に相当する金

額

１２　前項第３号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第１項

又は第３項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超

えては支給しない。

１３　第１１項第３号に掲げる退職手当の支給があったときは、第１項、第３項

又は第１１項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日

数分の第１項又は第３項の規定による退職手当の支給があったものとみな

す。

１４　第１１項第４号に掲げる退職手当の支給があったときは、第１項、第３項

又は第１１項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、

当該各号に定める日数分の第１項又は第３項の規定による退職手当の支給

があったものとみなす。

�　雇用保険法第５６条の３第１項第１号イに該当する者に係る就業促進手

当に相当する退職手当　当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日

数

�　雇用保険法第５６条の３第１項第１号ロに該当する者に係る就業促進手

当に相当する退職手当　当該就業促進手当について同条第５項の規定に
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より基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

１５　第１１項の規定は、第５項又は第６項の規定による退職手当の支給を受け

ることができる者（第５項又は第６項の規定により退職手当の支給を受け

た者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して１

年を経過していないものを含む。）及び第７項又は第８項の規定による退職

手当の支給を受けることができる者（第７項又は第８項の規定による退職

手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌

日から起算して６箇月を経過していないものを含む。）について準用する。

この場合において、第１１項中「次の各号」とあるのは「第４号から第６号

まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるの

は「就業促進手当」と読み替えるものとする。

１６　偽りその他不正の行為によって第１項、第３項、第５項から第１１項まで

及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保

険法第１０条の４の例による。

１７　本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する

給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

　（懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限）

第２７条　退職（この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている

退職を除く。以下第３３条までにおいて同じ。）をした者が次の各号のいずれ

かに該当するときは、管理者は、当該退職をした者（当該退職をした者が

死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権

利を承継した者）に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責

任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内

容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした

者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公

務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又

は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

�　懲戒免職等処分（地方公務員法第２９条の規定による懲戒免職の処分そ

の他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分を

いう。以下第３３条までにおいて同じ。）を受けて退職をした者
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�　地方公務員法第２８条第４項の規定による失職又はこれに準ずる退職を

した者

２　管理者は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書

面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

３　管理者は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受け

るべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を組合公報に登載する

ことをもって通知に代えることができる。この場合においては、その登載

した日から起算して２週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき

者に到達したものとみなす。

　（退職手当の支払の差止め）

第２８条　退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、

当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を

差し止める処分を行うものとする。

�　職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について禁 錮 以上の
こ

刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第

６編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。）をされた場合に

おいて、その判決の確定前に退職をしたとき。

�　退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていな

い場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事

事件に関し起訴をされたとき。

２　退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払わ

れていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者

は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止

める処分を行うことができる。

�　当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、

その者が逮捕されたとき又は管理者がその者から聴取した事項若しくは

調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至っ

たときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公

務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

�　当該退職に係る組合市町村等の長（当該退職をした者が退職の日に属
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していた組合市町村等が配置分合等により存しない場合にあっては、当

該組合市町村等の事務を承継した地方公共団体の長とする。以下第３３条

までにおいて同じ。）が、当該退職をした者について、当該一般の退職手

当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒

免職等処分を受けるべき行為（在職期間中の職員の非違に当たる行為で

あって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値するこ

とが明らかなものをいう。以下同じ。）をしたことを疑うに足りる相当な

理由があると思料するに至ったとき。

３　死亡による退職をした者の遺族（退職をした者（死亡による退職の場合

には、その遺族）が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける

前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を

承継した者を含む。以下この項において同じ。）に対しまだ当該一般の退

職手当等の額が支払われていない場合において、前項第２号に該当すると

きは、管理者は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差

し止める処分を行うことができる。

４　前３項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分（以

下「支払差止処分」という。）を受けた者は、行政不服審査法（平成２６年法

律第６８号）第１８条第１項本文に規定する期間が経過した後においては、当

該支払差止処分後の事情の変化を理由に、管理者に対し、その取消しを申

し立てることができる。

５　管理者は、第１項又は第２項の規定により行った支払差止処分につい

て、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払

差止処分を取り消さなければならない。ただし、第３号に該当する場合に

おいて、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に

係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが

支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

�　当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由と

なった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

�　当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由と

なった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合（禁 錮 
こ
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以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。）又は

公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第１項の規定による

処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しな

い処分があった日から６月を経過した場合

�　当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行

為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第１項の規

定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から１年

を経過した場合

６　管理者は、第３項の規定により行った支払差止処分について、当該支払

差止処分を受けた者が次条第２項の規定による処分を受けることなく当該

支払差止処分を受けた日から１年を経過した場合には、速やかに当該支払

差止処分を取り消さなければならない。

７　前２項の規定は、管理者が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生

じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要が

なくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではな

い。

８　第１項又は第２項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第２６条

の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、そ

の者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

９　第１項又は第２項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止

処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける

場合（これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合におい

て、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第３項

の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の

支払を受けるに至ったときを含む。）において、当該退職をした者が既に第

２６条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退

職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除

するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支

払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の

退職手当等は、支払わない。
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１０　前条第２項及び第３項の規定は、支払差止処分について準用する。

　（退職後禁 錮 以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限）
こ

第２９条　退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支

払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、管

理者は、当該退職をした者（第１号又は第２号に該当する場合において、

当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を

受ける権利を承継した者）に対し、第２７条第１項に規定する事情及び同項

各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案し

て、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を

行うことができる。

�　当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた場合にあっ

ては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。）に関し当該退職後

に禁 錮 以上の刑に処せられたとき。
こ

�　当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職

員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第２９条第３

項の規定による懲戒免職処分（以下「再任用職員に対する免職処分」と

いう。）を受けたとき。

�　当該退職に係る組合市町村等の長が、当該退職をした者（再任用職員

に対する免職処分の対象となる者を除く。）について、当該退職後に当該

一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職

期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

２　死亡による退職をした者の遺族（退職をした者（死亡による退職の場合

には、その遺族）が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける

前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を

承継した者を含む。以下この項において同じ。）に対しまだ当該一般の退

職手当等の額が支払われていない場合において、前項第３号に該当すると

きは、管理者は、当該遺族に対し、第２７条第１項に規定する事情を勘案し

て、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を

行うことができる。

３　管理者は、第１項第３号又は前項の規定による処分を行おうとするとき
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は、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

４　行政手続法（平成５年法律第８８号）第３章第２節（第２７条及び第２８条を

除く。）の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

５　第２７条第２項及び第３項の規定は、第１項及び第２項の規定による処分

について準用する。

６　支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第１項又は第２項の規定に

より当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われた

ときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

　（退職をした者の退職手当の返納）

第３０条　退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払わ

れた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該

退職をした者に対し、第２７条第１項に規定する事情のほか、当該退職をし

た者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額（当該退職をし

た者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第２６条第３項、第

６項又は第８項の規定による退職手当の支給を受けることができた者（次

条及び第３２条において「失業手当受給可能者」という。）であった場合に

あっては、これらの規定により算出される金額（次条及び第３２条において

「失業者退職手当額」という。）を除く。）の全部又は一部の返納を命ずる処

分を行うことができる。

�　当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁 錮 
こ

以上の刑に処せられたとき。

�　当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職

員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職

処分を受けたとき。

�　当該退職に係る組合市町村等の長が、当該退職をした者（再任用職員

に対する免職処分の対象となる職員を除く。）について、当該一般の退職

手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲

戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

２　前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第２６条第１項、第５項又

は第７項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合（受けること
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ができる場合を含む。）における当該退職に係る一般の退職手当等につい

ては、管理者は、前項の規定による処分を行うことができない。

３　第１項第３号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退

職の日から５年以内に限り、行うことができる。

４　管理者は、第１項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を

受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

５　行政手続法第３章第２節（第２７条及び第２８条を除く。）の規定は、前項の

規定による意見の聴取について準用する。

６　第２７条第２項の規定は、第１項の規定による処分について準用する。

　（遺族の退職手当の返納）

第３１条　死亡による退職をした者の遺族（退職をした者（死亡による退職の

場合には、その遺族）が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受

ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権

利を承継した者を含む。以下この項において同じ。）に対し当該一般の退

職手当等の額が支払われた後において、前条第１項第３号に該当するとき

は、管理者は、当該遺族に対し、当該退職の日から１年以内に限り、第２７

条第１項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該

一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった

場合にあっては、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部の返納を命ず

る処分を行うことができる。

２　第２７条第２項並びに前条第２項及び第４項の規定は、前項の規定による

処分について準用する。

３　行政手続法第３章第２節（第２７条及び第２８条を除く。）の規定は、前項に

おいて準用する前条第４項の規定による意見の聴取について準用する。

　（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付）

第３２条　退職をした者（死亡による退職の場合には、その遺族）に対し当該

退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退

職手当等の額の支払を受けた者（以下この条において「退職手当の受給者」

という。）が当該退職の日から６月以内に第３０条第１項又は前条第１項の

規定による処分を受けることなく死亡した場合（次項から第５項までに規

―　５９０―３　―

必要Title:05-1●555-.ec8 Page:593  Date: 2020/12/16 Wed 11:20:02 



定する場合を除く。）において、管理者が、当該退職手当の受給者の相続人

（包括受遺者を含む。以下この条において同じ。）に対し、当該退職の日か

ら６月以内に、当該退職に係る組合市町村等の長において当該退職をした

者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続い

た在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足り

る相当な理由がある旨の通知をしたときは、管理者は、当該通知が当該相

続人に到達した日から６月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をし

た者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続

いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと組合市町村等

の長が認めたことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職を

した者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額

を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことが

できる。

２　退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に第３０条第５項又は前

条第３項において準用する行政手続法第１５条第１項の規定による通知を受

けた場合において、第３０条第１項又は前条第１項の規定による処分を受け

ることなく死亡したとき（次項から第５項までに規定する場合を除く。）は、

管理者は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退

職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般

の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中

に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと組合市町村等の長が認めたこ

とを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手

当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。）の全部

又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

３　退職手当の受給者（遺族を除く。以下この項から第５項までにおいて同

じ。）が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事

件に関し起訴をされた場合（第２８条第１項第１号に該当する場合を含む。

次項において同じ。）において、当該刑事事件につき判決が確定することな

く、かつ、第３０条第１項の規定による処分を受けることなく死亡したとき

は、管理者は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当
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該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る

一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期

間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと組合市町村等の長が認め

たことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失

業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。）の

全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

４　退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行

為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し

禁 錮 以上の刑に処せられた後において第３０条第１項の規定による処分を受
こ

けることなく死亡したときは、管理者は、当該退職手当の受給者の死亡の

日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職

をした者が当該刑事事件に関し禁 錮 以上の刑に処せられたことを理由とし
こ

て、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者

であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相

当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

５　退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に当該退職に係る一般

の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中

の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合において、第３０条

第１項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、管理者は、当

該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給

者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し再任用職員に対す

る免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該

退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職

手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うこ

とができる。

６　前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第２７条第１項に規定

する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の

受給者の相続財産の額のうち第１項から第５項までの規定による処分を受

けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである

財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退
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職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合におい

て、当該相続人が２人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額

は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

７　第２７条第２項並びに第３０条第２項及び第４項の規定は、第１項から第５

項までの規定による処分について準用する。

８　行政手続法第３章第２節（第２７条及び第２８条を除く。）の規定は、前項に

おいて準用する第３０条第４項の規定による意見の聴取について準用する。

　（退職手当審査会）

第３３条　管理者の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分

について調査審議するため、組合に新潟県市町村総合事務組合退職手当審

査会（以下「審査会」という。）を置く。

２　管理者は、第２９条第１項第３号若しくは第２項、第３０条第１項、第３１条

第１項又は前条第１項から第５項までの規定による処分（以下この条にお

いて「退職手当の支給制限等の処分」という。）を行おうとするときは、審

査会に諮問しなければならない。

３　審査会は、第２９条第２項、第３１条第１項又は前条第１項から第５項まで

の規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分

を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

４　審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分

に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者、組合市町村等の長又は管理

者にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める

者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査を

することができる。

５　審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分

に係る事件に関し、組合市町村等その他の関係機関に対し、資料の提出、

意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

６　審査会の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項については、規則

で定める。

　（退職手当の裁定）

第３４条　退職手当の支給を受ける権利は、管理者がこれを裁定する。
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２　前項の規定により裁定するため、必要と認めたときは、管理者は、組合

市町村等に対して書類の提出を求め、又は当該組合市町村等の職員につい

て、必要な事項を調査することができる。

　（規則への委任）

第３５条　この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

　　　附　則

１　この条例は、平成１６年３月１日から施行する。

２　組合市町村等となる日の前日において、第１１条に定める退職手当支給割

合を超えた支給割合を設けている地方公共団体にあっては、組合市町村等

となる日以前から在職する者の退職手当は、当該地方公共団体の旧条例に

よることができるものとし、退職の日の翌日に再び前職と同じ特別職の職

員となった場合は、組合市町村等となったあと最初の退職日に退職手当を

支給するものとする。

３　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前の退職に係る退職手当

については、従前の新潟県町村職員退職手当組合退職手当支給条例（昭和

３７年３月３１日条例第３号。以下「旧条例」という。）の規定によるものと

する。

４　旧条例第３条第７号に規定する団体の職員であった者が、平成１６年３月

１日までに引き続き組合市町村等の職員となった場合は、引き続いて在職

したものとみなす。

５　昭和６０年４月１日に現に在職する職員で日本たばこ産業株式会社法（昭

和５９年法律第６９号）附則第１２条第１項の規定による解散前の日本専売公社

（以下「旧専売公社」という。）又は日本電信電話株式会社等に関する法律（昭

和５９年法律第８５号）附則第４条第１項の規定による解散前の日本電信電話

公社（以下「旧電信電話公社」という。）の職員としての在職期間（以下こ

の項において「旧公社の職員としての在職期間」という。）を有するものの

退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社

の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

６　昭和６０年３月３１日に旧専売公社の職員として在職していた者が、引き続

いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本たばこ産
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業株式会社の職員として在職した後職員となった場合又は同日に旧電信電

話公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本電信電話株式会社

の職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会社の職員として在職し

た後職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続

期間の計算については、その者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律第４条及び日本電信電話株式会社法及び電

気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第５条の規定に

よる改正前の国家公務員等退職手当法第２条第２項に規定する職員として

の引き続いた在職期間及び昭和６０年４月１日以後の日本たばこ産業株式会

社又は日本電信電話株式会社の職員としての在職期間を職員としての引き

続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本たばこ産業株式会社又は

日本電信電話株式会社を退職したことにより退職手当（これに相当する給

付を含む。）の支給を受けているときは、この限りでない。

７　昭和６２年４月１日に現に在職する職員で日本国有鉄道改革法（昭和６１年

法律第８７号）附則第２項の規定による廃止前の日本国有鉄道法（昭和２３年

法律第２５６号）第１条の規定により設立された日本国有鉄道（以下「旧日本

国有鉄道」という。）の職員としての在職期間を有するものの退職手当の算

定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職

員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

８　昭和６２年３月３１日に旧日本国有鉄道の職員として在職する者が、引き続

いて日本国有鉄道改革法第１１条第２項に規定する承継法人であって同条第

１項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は同法第１５条に規

定する日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律（平成１０年法

律第１３６号）附則第２条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団（以

下この項において「承継法人等」という。）の職員となり、かつ、引き続き

承継法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合における

その者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者

の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和６２年４月１

日以後の承継法人等の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在

職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職
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手当（これに相当する給付を含む。）の支給を受けているときは、この限り

でない。

９　組合市町村等が派遣法の規定に基づき条例を制定した場合において、当

該条例の施行の日（以下「構成組合市町村等派遣条例施行日」という。）前

に当該組合市町村等における地方公務員法第２７条第２項の規定に基づく条

例の規定により休職にされ、又は同法第３５条の規定に基づく条例の規定に

より職務に専念する義務を免除されていた職員であって、当該組合市町村

等と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき

又は外国の地方公共団体の機関等（派遣法第２条第１項各号に掲げる機関

をいう。以下同じ。）の要請に応じ、これらの機関の業務に従事していた期

間を有する者のうち、引き続き構成組合市町村等派遣条例施行日において

当該組合市町村等の職員として在職しているもの及びこれに準ずる者で規

則で定めるもの並びに次項に規定する者に該当するものの当該休職の期間

又は職務に専念する義務を免除されていた期間（規則で定める期間に限

る。）については、第１４条第４項の規定は適用しない。

１０　組合市町村等が派遣法の規定に基づき条例を制定した場合において、構

成組合市町村等派遣条例施行日前に当該組合市町村等と外国の地方公共団

体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団

体の機関等の要請に応じ、これらの機関の業務に従事するため当該組合市

町村等を退職し、かつ、引き続き当該業務に従事した後、引き続いて再び

当該組合市町村等の職員となった者で、規則で定めるものの第１４条第１項

の規定による在職期間の計算については、先の当該組合市町村等の職員と

しての在職期間は、後の当該組合市町村等の職員としての在職期間に引き

続いたものとみなす。この場合において、構成組合市町村等派遣条例施行

日以後の退職による退職手当の額の計算について必要な事項は、規則で定

める。

１１　当分の間、３５年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本

額は、第５条から第８条までの規定により計算した額にそれぞれ１００分の

８３.７を乗じて得た額とする。この場合において、第１３条の５第１項中「前

条」とあるのは、「前条並びに附則第１１項」とする。
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１２　当分の間、３６年以上４２年以下の期間勤続して退職した者で第５条第１項

の規定に該当する退職をした者に対する退職手当の基本額は、同項又は第

７条の２の規定の例により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額

とする。

１３　当分の間、３５年を超える期間勤続して退職した者で第７条の規定に該当

する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を３５

年として附則第１１項の規定の例により計算して得られる額とする。

１４　平成１０年１０月２１日に日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法

律附則第２条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団（以下「旧事

業団」という。）の職員として在職する者（同法附則第１１条の規定による改

正前の日本国有鉄道改革法等施行法（昭和６１年法律第９３号）第３６条第１項

の規定の適用を受けた者に限る。）が、引き続いて独立行政法人鉄道建設・

運輸施設整備支援機構法（平成１４年法律第１８０号）附則第２条第１項の規定

による解散前の日本鉄道建設公団（以下「旧公団」という。）の職員とな

り、かつ、引き続き旧公団の職員として在職した後引き続いて職員となっ

た場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算につ

いては、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間、旧事業団の職

員としての在職期間及び旧公団の職員としての在職期間を職員としての引

き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が旧事業団又は旧公団を退職

したことにより退職手当（これに相当する給付を含む。）の支給を受けてい

るときは、この限りでない。

１５　第４条第３項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の

同項に規定する勤務した月が引き続いて６月を超えるに至った場合には、

当分の間、その者を同項の職員とみなす。この場合において、その者に対

する第５条から第７条までの規定による退職手当の額は、これらの規定に

より計算した退職手当の額の１００分の５０に相当する金額とする。

１６　前項の規定の適用を受ける者（引き続き同項に規定する者であるものと

した場合に、同項の規定の適用を受けることができた者を含む。）に対する

第１５条の規定の適用については、同条中「１２月」とあるのは、「６月」とす

る。
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１７　平成１６年３月３１日に国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）附則別表第

１の上覧に掲げる機関（以下「旧機関」という。）の職員として在職する者

が、同法附則第４条の規定により引き続いて国立大学法人等（同法第２条

第１項に規定する国立大学法人及び同条第３項に規定する大学共同利用機

関法人をいう。以下同じ。）の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等

の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退

職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学

法人等の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職

期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退

職手当（これに相当する給付を含む。）の支給を受けているときは、この限

りでない。

１８　旧機関の職員が、第１４条第５項に規定する事由によって引き続いて職員

となり、かつ、引き続いて職員として在職した後引き続いて国立大学法人

等の職員となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該

国立大学法人等の退職手当の支給の基準（国立大学法人法第３５条において

準用する独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第５０条の１０第２項に

規定する基準をいう。）により、当該国立大学法人等の職員としての勤続期

間に通算されることに定められているときは、規則で定める場合を除き、

この条例の規定による退職手当は、支給しない。

１９　退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定（平成１８年３月３１日

以前に行われた給料月額の減額改定で規則で定めるものを除く。）によりそ

の者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の

給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支

給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定

による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第１３条の

５第２項に規定する基本給月額に含まれる給料の月額については、この限

りでない。

２０　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例の一部を改正する条例（平

成１９年条例第５号）の施行日以後平成２３年３月３１日までの間に退職した第

７条第１項に規定する者（その者の非違によることなく勧奨を受けて退職
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した者であって任命権者が組合市町村等の長の承認を得たものに限る。た

だし、定年年齢が６１年以上の者は除く。）のうち、定年に達する日から６月

前までに退職した者であって、その勤続期間が２５年以上であり、かつ、そ

の年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から５年を減

じた年齢以上であるものに対する同項の規定の適用については、組合市町

村等の長からその者に係る次の各号に掲げる定年前１年当たりの加算率の

適用の申請があった場合は、第８条の規定にかかわらず、同項中「退職日

給料月額」とあるのは、「退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日に

おけるその者の年齢に応じ、当該適用申請のあった附則第２０項各号に掲げ

る表に定める加算割合を乗じて得た額の合計額」とする。この場合におい

て、定年前１年当たりの加算率及びその加算割合を定める表は、次の各号

に掲げるとおりとする。

�　定年前１年当たりの加算率　５％

２１　前項に規定する者に対する退職手当の基本額は、同項の規定により計算

した額に附則第１１項に規定する率を乗じて得た額とする。

２２　附則第２０項に規定する者に対する第７条の２第１項、第１３条及び第１３条

の２の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとす

る。

―　５９０―１２　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例

必要

�　定年前１年当たりの加算率　７％

５９５８５７５６５５年　　　齢

７１４２１２８３５加算割合（％）

�　定年前１年当たりの加算率　年齢別特定率

５９５８５７５６５５年　　　齢

１０２０２５３０３５加算割合（％）

５９５８５７５６５５年　　　齢

５１０１５２０２５加算割合（％）

�　定年前１年当たりの加算率　６％

５９５８５７５６５５年　　　齢

６１２１８２４３０加算割合（％）
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―　５９０―１３　―

読 み 替 え る 字 句読み替えら
れる字句

読み替える
規定

前条前３条第７条の２
第１項

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月
額に退職の日におけるその者の年齢に応じ、当該
適用申請のあった附則第２０項各号に掲げる表に定
める加算割合を乗じて得た額の合計額

及び特定減
額前給料月
額

第７条の２
第１項第１
号

前条前３条

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日に
おけるその者の年齢に応じ、当該適用申請のあっ
た附則第２０項各号に掲げる表に定める加算割合を
乗じて得た額の合計額に、

退職日給料
月額に、

第７条の２
第１項第２
号

前条前３条第７条の２
第１項第２
号ア

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち
最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理
由により退職したものとし、かつ、その者の同日
までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎と
して、前条の規定により計算した場合の退職手当
の基本額に相当する額

前号に掲げ
る額

第７条の２
第１項第２
号イ

附則第２０項の規定により読み替えて適用する第７
条第１項

第５条から
第７条まで

第１３条

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日に
おけるその者の年齢に応じ、当該適用申請のあっ
た附則第２０項各号に掲げる表に定める加算割合を
乗じて得た額の合計額

退職日給料
月額

附則第２０項の規定により読み替えて適用する第７
条第１項の

これらの

附則第２０項の規定により読み替えて適用する第７
条の２第１項の

第７条の２
第１項の

第１３条の２

附則第２０項の規定により読み替えて適用する第７
条の２第１項第２号イ

同項第２号
イ

附則第２０項の規定により読み替えて適用する第７
条の２第１項の

同項の

不要Title:05-1●555-.ec8 Page:603  Date: 2020/12/16 Wed 11:20:03 



２３　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例の一部を改正する条例（平

成２３年条例第２号）の施行日以後平成２８年３月３１日までの間に退職した第

７条第１項に規定する者（その者の非違によることなく勧奨を受けて退職

した者であって任命権者が組合市町村等の長の承認を得たものに限る。た

だし、定年年齢が６１年以上の者は除く。）のうち、定年に達する日から６月

前までに退職した者であって、その勤続期間が２５年以上であり、かつ、そ

の年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から５年を減

じた年齢以上であるものに対する同項の規定の適用については、組合市町

村等の長からその者に係る次の各号に掲げる定年前１年当たりの加算率の

適用の申請があった場合は、第８条の規定にかかわらず、同項中「退職日

給料月額」とあるのは、「退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日に

おけるその者の年齢に応じ、当該適用申請のあった附則第２３項各号に掲げ

る表に定める加算割合を乗じて得た額の合計額」とする。この場合におい

て、定年前１年当たりの加算率及びその加算割合を定める表は、次の各号

に掲げるとおりとする。

 

―　５９０―１４　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退
職の日におけるその者の年齢に応じ、当該適用申
請のあった附則第２０項各号に掲げる表に定める加
算割合を乗じて得た額の合計額

特定減額前
給料月額

第１３条の２
第１号

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退
職の日におけるその者の年齢に応じ、当該適用申
請のあった附則第２０項各号に掲げる表に定める加
算割合を乗じて得た額の合計額

特定減額前
給料月額

第１３条の２
第２号

附則第２０項の規定により読み替えて適用する第７
条の２第１項第２号イ

第７条の２
第１項第２
号イ

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職
の日におけるその者の年齢に応じ、当該適用申請
のあった附則第２０項各号に掲げる表に定める加算
割合を乗じて得た額の合計額

及び退職日
給料月額

当該附則第２０項の規定により読み替えて適用する
第７条の２第１項第２号イに掲げる割合

当該割合
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�　定年前１年当たりの加算率　５％

２４　前項に規定する者に対する退職手当の基本額は、同項の規定により計算

した額に附則第１１項に規定する率を乗じて得た額とする。

２５　附則第２３項に規定する者に対する第７条の２第１項、第１３条及び第１３条

の２の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとす

る。

―　５９０―１５　―

５９５８５７５６５５年　　　齢

５１０１５２０２５加算割合（％）

�　定年前１年当たりの加算率　６％

５９５８５７５６５５年　　　齢

６１２１８２４３０加算割合（％）

�　定年前１年当たりの加算率　７％

５９５８５７５６５５年　　　齢

７１４２１２８３５加算割合（％）

�　定年前１年当たりの加算率　年齢別特定率

５９５８５７５６５５年　　　齢

１０２０２５３０３５加算割合（％）

必要

読 み 替 え る 字 句読み替えら
れる字句

読み替える
規定

前条前３条第７条の２
第１項

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月
額に退職の日におけるその者の年齢に応じ、当該
適用申請のあった附則第２３項各号に掲げる表に定
める加算割合を乗じて得た額の合計額

及び特定減
額前給料月
額

第７条の２
第１項第１
号

前条前３条

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日に
おけるその者の年齢に応じ、当該適用申請のあっ
た附則第２３項各号に掲げる表に定める加算割合を
乗じて得た額の合計額に、

退職日給料
月額に、

第７条の２
第１項第２
号

前条前３条第７条の２
第１項第２
号ア
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２６　平成３４年３月３１日以前に退職した職員に対する第２６条第１０項の規定の適

用については、同項中「第２８条まで」とあるのは「第２８条まで及び附則第

５条」と、同項第２号中「イ　雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生労

―　５９０―１６　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例

附則第２３項の規定により読み替えて適用する第７
条第１項の

これらの

附則第２３項の規定により読み替えて適用する第７
条の２第１項の

第７条の２
第１項の

第１３条の２

附則第２３項の規定により読み替えて適用する第７
条の２第１項第２号イ

同項第２号
イ

附則第２３項の規定により読み替えて適用する第７
条の２第１項の

同項の

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退
職の日におけるその者の年齢に応じ、当該適用申
請のあった附則第２３項各号に掲げる表に定める加
算割合を乗じて得た額の合計額

特定減額前
給料月額

第１３条の２
第１号

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退
職の日におけるその者の年齢に応じ、当該適用申
請のあった附則第２３項各号に掲げる表に定める加
算割合を乗じて得た額の合計額

特定減額前
給料月額

第１３条の２
第２号

附則第２３項の規定により読み替えて適用する第７
条の２第１項第２号イ

第７条の２
第１項第２
号イ

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職
の日におけるその者の年齢に応じ、当該適用申請
のあった附則第２３項各号に掲げる表に定める加算
割合を乗じて得た額の合計額

及び退職日
給料月額

当該附則第２３項の規定により読み替えて適用する
第７条の２第１項第２号イに掲げる割合

当該割合

必要

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち
最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理
由により退職したものとし、かつ、その者の同日
までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎と
して、前条の規定により計算した場合の退職手当
の基本額に相当する額

前号に掲げ
る額

第７条の２
第１項第２
号イ

附則第２３項の規定により読み替えて適用する第７
条第１項

第５条から
第７条まで

第１３条

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日に
おけるその者の年齢に応じ、当該適用申請のあっ
た附則第２３項各号に掲げる表に定める加算割合を
乗じて得た額の合計額

退職日給料
月額
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例

働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第２４条の２第１

項第２号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、

管理者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要

な職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適当であると

　　　附　則（平成１６年３月２９日条例第４６号）

１　この条例は、平成１６年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の規

定は、平成１７年４月１日から施行する。

２　平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの間における改正後の新潟

県市町村総合事務組合退職手当支給条例附則第１１項の規定の適用について

は、同項中「額は」とあるのは「額は、第１３条の規定にかかわらず」と、

「１００分の１０４」とあるのは「１００分の１０７」とし、同条例附則第１２項の規定の

適用については、同項中「３６年」とあるのは「３５年を超え３７年以下」とす

る。

３　当分の間、４２年を超える期間勤続して退職した者で新潟県市町村総合事

務組合退職手当支給条例第５条第１項の規定に該当する退職をしたものに

―　５９０―１７　―

必要

認めたもの」とあるのは
「
イ　雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生労

働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第２４条の２第１

ウ　特定退職者であって、雇用保険法附則第５

条第１項に規定する地域内に居住し、かつ、管理者が同法第２４条の２第１

　項第２号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、

　項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定

管理者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要

法第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

な職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適当であると

（アに掲げる者を除く。）

認めたもの

　　　　　　　
」
とする。

Title:05-1●555-.ec8 Page:607  Date: 2020/12/16 Wed 11:20:03 



対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第

７条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を３５

年として同条例附則第１１項の規定の例により計算して得られる額とする。

４　この附則に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置

は、規則で定める。

　　　附　則（平成１８年３月１日条例第１５号）

　（施行期日）

第１条　この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

第２条　職員が新制度適用職員（職員であって、その者がこの条例の施行の

日（以下「施行日」という。）以後に退職することによりこの条例による改

正後の新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例（以下「新条例」とい

う。）の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同

じ。）として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した

理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者が同日までの勤

続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例（以下「旧条例」という。）第

５条から第１１条まで、第１３条及び附則第１１項から第１３項まで並びに附則第

７条の規定による改正前の新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例の

一部を改正する条例（平成１６年条例第４６号。以下この条及び次条において

「条例第４６号」という。）附則第３項の規定により計算した額（当該勤続期

間が４３年又は４４年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都

合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者

が旧条例第７条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者

の当該勤続期間を３５年として旧条例附則第１１項の規定の例により計算して

得られる額）にそれぞれ１００分の８３.７（当該勤続期間が２０年以上の者（４２年

以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び

３７年以上４２年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。）

にあっては、１０４分の８３.７）を乗じて得た額が、新潟県市町村総合事務組合

退職手当支給条例第４条の３から第８条まで及び第１３条から第１３条の５ま

で並びに附則第１１項から第１３項まで及び附則第２０項から第２５項まで、附則

―　５９０―１８　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例
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第４条、附則第５条並びに条例第４６号附則第３項の規定により計算した退

職手当の額（以下「新条例等退職手当額」という。）よりも多いときは、こ

れらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれら

の規定による退職手当の額とする。

２　職員のうち新条例第１４条第５項及び第６項並びに第１９条第１項から第３

項までの規定により新条例第７条の２第２項第２号から第１９号までの規定

に規定する期間が新条例第１４条第１項に規定する職員としての引き続いた

在職期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該職員の職員としての

引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員とし

て退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の

適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退

職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われ

るべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として規

則で定める額」とする。

第３条　職員が施行日以後平成２１年３月３１日までの間に新制度適用職員とし

て退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者

が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧

条例第５条から第１３条まで及び附則第１１項から第１３項まで並びに附則第７

条の規定による改正前の条例第４６号附則第３項の規定により計算した退職

手当の額（以下「旧条例等退職手当額」という。）よりも多いときは、これ

らの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職し

た者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給

すべき退職手当の額とする。

�　退職した者でその勤続期間が２５年以上のもの　次に掲げる額のうちい

ずれか少ない額（その少ない額が１０万円を超える場合には、１０万円）

ア　新条例第１３条の４の規定により計算した退職手当の調整額の１００分

の５に相当する額

イ　新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

�　施行日以後平成１９年３月３１日までの間に退職した者でその勤続期間が

２４年以下のもの　次に掲げる額のうちいずれか少ない額（その少ない額

―　５９０―１９　―
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が１００万円を超える場合には、１００万円）

ア　新条例第１３条の４の規定により計算した退職手当の調整額の１００分

の７０に相当する額

イ　新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

�　平成１９年４月１日以後平成２１年３月３１日までの間に退職した者でその

勤続期間が２４年以下のもの　次に掲げる額のうちいずれか少ない額（そ

の少ない額が５０万円を超える場合には、５０万円）

ア　新条例第１３条の４の規定により計算した退職手当の調整額の１００分

の３０に相当する額

イ　新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

２　前条第２項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における

当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中

「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額と

して規則で定める額」とする。

第４条　基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例第７条の２

の規定の適用については、同条第１項中「基礎在職期間」とあるのは、「基

礎在職期間（新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例の一部を改正す

る条例（平成１８年条例第１５号）附則第２条第１項に規定する施行日以後の

期間に限る。）」とする。

第５条　新条例第１３条の４の規定により退職手当の調整額を計算する場合に

おいて、基礎在職期間の初日が平成８年４月１日前である者に対する同条

の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとす

る。

―　５９０―２０　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例

読 み 替 え る 字 句読み替えら
れる字句

読み替える
規定

平成８年４月１日以後のその者の基礎在職期間（その者の基
礎在職期間
（

第１項

平成８年４月１日以後の基礎在職期間基礎在職期
間

第２項
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第６条　この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措

置は、規則で定める。

　（新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例の一部を改正する条例の一

部改正）

第７条　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例の一部を改正する条例

（平成１６年条例第４６号）の一部を次のように改正する。

　　附則第３項中「第６条」を「第５条第１項」に、「退職手当の額」を「退

職手当の基本額」に、「同条」を「同項」に改める。

　　　附　則（平成１８年８月８日条例第３１号）

　この条例は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成１９年２月１６日条例第５号）

１　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４条第１項第１号の改

正規定、同条第２項の改正規定及び第１１条第１項の改正規定並びに次項及

び附則第３項の規定は、平成１９年４月１日から施行する。

２　地方自治法の一部を改正する法律（平成１８年法律第５３号。次項において

「地方自治法一部改正法」という。）附則第２条の規定により副市町村長と

して選任されたものとみなされた者の職員としての引き続いた在職期間に

は、その者の助役としての引き続いた在職期間を含むものとする。

３　地方自治法一部改正法附則第３条第１項の規定により収入役として在職

するものとされた者の退職手当については、なお従前の例による。

４　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例の一部を改正する条例（平

成１８年条例第１５号）の一部を次のように改正する。

　　附則第２条第１項中「並びに附則第７条の規定による改正後の」を「及

び附則第２０項から第２２項まで、附則第４条、附則第５条並びに附則第７条

の規定による改正後の」に改める。

　　　附　則（平成１９年１０月１日条例第１５号）

　（施行期日）

１　この条例は、平成１９年１０月１日から施行する。ただし、第２条の規定及

び附則第３項の規定は、日本年金機構法（平成１９年法律第１０９号）の施行の

日から施行する。

―　５９０―２１　―

不要Title:05-1●555-.ec8 Page:611  Date: 2020/12/16 Wed 11:20:03 



　（経過措置）

２　第１条の規定による改正後の新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条

例第２６条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当につい

て適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

３　第２条の規定による改正後の新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条

例第２６条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律

（平成１９年法律第３０号）附則第４２条の規定によりなお従前の例によるもの

とされた同法第４条の規定による改正前の船員保険法（昭和１４年法律第７３

号）の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならな

い。

　　　附　則（平成２０年３月３日条例第１号）

１　この条例は、公布の日から施行する。

２　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例の一部を改正する条例（平

成１９年条例第１５号）の一部を次のように改正する。

　　附則第１項中「平成２２年４月１日」を「日本年金機構法（平成１９年法律

第１０９号）の施行の日」に改める。

 

　　附　則（平成２０年８月１日条例第８号）

　この条例は、平成２０年１２月１日から施行する。

　　　附　則（平成２１年２月１６日条例第２号）

１　この条例は、平成２１年４月１日から施行する。

２　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例の一部を改正する条例（平

成１８年条例第１５号）の一部を次のように改正する。

　　附則第２条中「第５条から第１３条まで」を「第５条から第１１条まで、第

１３条」に、「第１２条から第１３条の５まで」を「第１３条から第１３条の５まで」

に改める。

　　　附　則（平成２２年３月１日条例第１号）

　（施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行する。

 

―　５９０―２２　―
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　（経過措置）

２　改正後の新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例の規定は、この条

例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に

係る退職手当については、なお従前の例による。

　（新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例の一部を改正する条例の一

部改正）

３　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例の一部を改正する条例（平

成１８年条例第１５号）の一部を次のように改正する。

　　附則第２条第１項中「第４条の２」を「第４条の３」に改める。

　　　附　則（平成２２年７月２１日条例第１１号）

　（施行期日等）

１　この条例は、公布の日から施行し、改正後の第２６条第７項及び第８項の

規定は、平成２２年４月１日（以下「適用日」という。）から適用する。

　（経過措置）

２　適用日前に新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第２条に規定す

る職員（同条例第４条第３項の規定により職員とみなされる者を含む。以

下この項において同じ。）であった者であって、退職の日が適用日前である

もの及び適用日の前日において職員であって、適用日以後引き続き職員で

あるものに対する改正後の第２６条第７項及び第８項の規定の適用について

は、なお従前の例による。

　　　附　則（平成２３年７月２５日条例第２号）

１　この条例は、平成２４年１月１日から施行する。

２　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例の一部を改正する条例（平

成１８年条例第１５号）の一部を次のように改正する。

　　附則第２条第１項中「第２２項」を「第２５項」に改める。

　　　附　則（平成２５年３月２９日条例第４号）

　（施行期日）

第１条　この条例は、平成２５年４月１日から施行する。
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　（新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措

置）

第２条　第１条の規定による改正後の新潟県市町村総合事務組合退職手当支

給条例（以下この条において「新退職手当条例」という。）附則第１１項（新

退職手当条例附則第１３項及び第２条の規定による改正後の新潟県市町村総

合事務組合退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第３項においてそ

の例による場合を含む。）及び第１２項の規定の適用については、新退職手当

条例附則第１１項中「１００分の８７」とあるのは、平成２５年４月１日から平成２６

年３月３１日までの間においては「１００分の９８」と、平成２６年４月１日から平

成２７年３月３１日までの間においては「１００分の９２」とする。

第３条　第３条の規定による改正後の新潟県市町村総合事務組合退職手当支

給条例の一部を改正する条例附則第２条第１項の規定の適用については、

同項中「１００分の８７」とあるのは、平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日

までの間においては「１００分の９８」と、平成２６年４月１日から平成２７年３月

３１日までの間においては「１００分の９２」と、「１０４分の８７」とあるのは、平成

２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの間においては「１０４分の９８」と、

平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの間においては「１０４分の９２」

とする。

　　　附　則（平成２６年８月１日条例第８号）

　この条例は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２７年２月２０日条例第３号）

　（施行期日）

第１条　この条例は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、附則第２条

の規定は、公布の日から施行する。

　（規則への委任）

第２条　この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

　　　附　則（平成２７年８月３日条例第５号）

１　この条例は、平成２７年１０月１日から施行し、改正後の第１１条第１項、第

１１条の２及び第１３条の５第２項の規定並びに次項の規定は、平成２７年４月

１日から適用する。

―　５９０―２４　―
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２　地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成

２６年法律第７６号）附則第２条第１項の規定により教育長として在職するも

のとされた者の退職手当については、なお従前の例による。

　　　附　則（平成２８年２月１６日条例第８号）

　この条例は、平成２８年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２８年１２月２６日条例第１３号）

　（施行期日）

第１条　この条例は、平成２９年１月１日から施行する。

　（経過措置）

第２条　退職職員（退職した新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第

２条に規定する職員（同条例第４条第３項の規定により職員とみなされる

者を含む。）をいう。以下同じ。）であって、退職職員が退職の際勤務して

いた当該地方公共団体の事務を雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第５条

第１項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正す

る法律（平成２８年法律第１７号）第２条の規定による改正前の雇用保険法第

６条第１号に掲げる者に該当するものにつき、この条例による改正後の新

潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例（以下「新条例」という。）第２６

条第５項又は第６項の勤続期間を計算する場合における新潟県市町村総合

事務組合退職手当支給条例第１４条の規定の適用については、同条第１項中

「在職期間」とあるのは「在職期間（雇用保険法等の一部を改正する法律

（平成２８年法律第１７号）の施行の日（以下この項及び次項において「雇用保

険法改正法施行日」という。）前の在職期間を有する者にあっては、雇用保

険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間）」と、同条第２

項中「月数」とあるのは「月数（雇用保険法改正法施行日前の在職期間を

有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日

の属する月までの月数（退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場

合にあっては、零））」とする。

第３条　新条例第２６条第１１項（第６号に係る部分に限り、同条第１５項におい

て準用する場合を含む。）の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの

条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に同号に規定する行為（当

―　５９０―２５　―
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該行為に関し、この条例による改正前の新潟県市町村総合事務組合退職手

当支給条例（以下この条及び第５条において「旧条例」という。）第２６条第

１１項第６号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている

場合における当該行為を除く。）をしたもの（施行日前１年以内に旧条例第

２６条第５項又は第６項の規定による退職手当の支給を受けることができる

者となった者であって施行日以後に新条例第２６条第５項から第８項までの

規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを

除く。）について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹

介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動

費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

第４条　新条例第２６条第１５項において準用する同条第１１項（第４号に係る部

分に限る。）の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものに

ついて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する新

潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第２６条第１１項第４号に掲げる就

業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

第５条　施行日前に旧条例第２６条第５項又は第６項の規定による退職手当の

支給を受けることができる者となった者（施行日以後に新条例第２６条第５

項から第８項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者と

なった者を除く。）に対する新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第

２６条第１１項第５号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、

なお従前の例による。

　　　附　則（平成２９年８月１日条例第８号）

　（施行期日）

第１条　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２６条第１１項第５号

の改正規定及び附則第３条の規定は平成３０年１月１日から施行する。

　（経過措置）

第２条　この条例による改正後の新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条

例（以下この条及び次条において「新条例」という。）第２６条第１０項（第２

号に係る部分に限り、新条例附則第２６項の規定により読み替えて適用する

場合を含む。）の規定は、退職職員（退職した職員の新潟県市町村総合事務
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組合退職手当支給条例第２条に規定する職員（同条例第４条第３項の規定

により職員とみなされる者を含む。）をいう。次条において同じ。）であっ

て新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第２６条第１項第２号に規定

する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退

職手当又は同号の規定の例により雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）の規

定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相

当する日数分の同条第３項の退職手当の支給を受け終わった日が施行日以

後であるものについて適用する。

第３条　退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律（平成２９年法

律第１４号）第４条の規定による改正後の職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）

（以下この条において「改正後職業安定法」という。）第４条第８項に規定

する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第１８条の２に規定する職業紹

介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第２６条第１１項（第

５号に係る部分に限り、新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第２６

条第１５項において準用する場合を含む。）の規定は、当該退職職員が当該紹

介により職業に就いた日が附則第１条ただし書に規定する規定の施行の日

以後である場合について適用する。

　　　附　則（平成３０年２月１６日条例第４号）

　この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成３０年８月１日条例第８号）

　この条例は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成３１年２月１５日条例第６号）

　この条例は、公布の日から施行する。

　　　附　則（令和元年７月２２日条例第１号）

１　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

２　改正後の新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第４条第３項の規

定は、令和２年４月１日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日

前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。 
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　　　附　則（令和元年１１月１１日条例第６号）

　（施行期日）

第１条　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２７条の改正規定は

令和元年１２月１４日から施行する。

　（経過措置）

第２条　この条例による改正後の新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条

例第４条、第１１条及び第１１条の２の規定は、令和元年７月１日から適用す

る。
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新潟県市町村総合事務組合退職手当
支給条例施行規則　　　　　　　　

　最終改正　令和元年１２月６日規則第６号

目次

　第１章　総則（第１条－第３条）

　第２章　退職手当の請求（第４条－第９条）

　第３章　退職手当の裁定（第１０条－第１１条）

　第４章　退職手当の支給（第１２条）

　第５章　失業者の退職手当（第１３条－第３７条）

　第６章　退職手当の支給制限等に係る書面の様式（第３８条－第４２条）

　第７章　退職手当の調整額等（第４３条－第５１条）

　第８章　退職手当の支給制限等に係る意見の聴取（第５２条－第６４条）

　附則

第１章　総則

　（趣旨）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例（平成１６

年条例第２２号。以下「条例」という。）第３５条の規定により退職手当支給に

関し必要な事項を定めるものとする。

（職員の異動等の報告）

第２条　新潟県市町村総合事務組合規約（平成１６年総行市第３０号許可）第３

条に規定する別表第２の１の項に該当する市町村、一部事務組合及び広域

連合並びに新潟県市町村総合事務組合（以下「組合市町村等」という。）の

長は、当該組合市町村等の職員が次の各号の一に該当する場合には、直ち

に管理者に報告するものとする。

�　就職したとき。（別記様式第１号）

�　休職、停職、復職又は復帰したとき。（別記様式第１号の２）

�　退職その他これに準ずる理由により現実に職務に従事することを要し

―　５９１　―
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なくなったとき。（別記様式第１号の３）

�　組合市町村等間における転入又は転出があったとき。（別記様式第１

号の４）

�　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２６条の３第１項に規定する高

齢者部分休業（以下「高齢者部分休業」という。）により現実に職務に従

事することを要しなくなったとき。（別記様式第１号の２）

�　地方公務員法第２６条の５第１項に規定する自己啓発等休業（以下「自

己啓発等休業」という。）により現実に職務に従事することを要しなく

なったとき。（別記様式第１号の２）

� 地方公務員法第２６条の６第１項に規定する配偶者同行休業（以下「配偶

者同行休業」という。）により現実に職務に従事することを要しなくなっ

たとき。（別記様式第１号の２）

�　地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第２条

の規定による育児休業（以下「育児休業」という。）により現実に職務に

従事することを要しなくなったとき。（別記様式第１号の２）

�　地方公務員の育児休業等に関する法律第１０条第１項に規定する育児短

時間勤務（同法第１７条の規定による短時間勤務を含む。以下「育児短時

間勤務」という。）により現実に職務に従事することを要しなくなったと

き。（別記様式第１号の２）

�　就職した者に前歴があるとき。（別記様式第２号）

�　定年に達した者を勤務延長したとき。（別記様式第３号）

�　職員の給料額又は氏名に変更があったとき。（別記様式第４号）

�　公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成１２

年法律第５０号）第１０条第１項の規定により退職したとき。（別記様式第１

号の３）

�　給与に関する条例の一部改正等により退職手当の支給額に変更が生じ

たとき。（別記様式第５号又は別記様式第６号）

　（退職手当の支給制限等の該当の報告）

第３条　組合市町村等の長は、当該組合市町村等において退職をした者が次

の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に報告しなければな

―　５９２　―
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らない。

�　条例第２７条第１項各号のいずれかに該当するとき（別記様式第７号）。

�　条例第２８条第１項各号又は第２項各号のいずれかに該当するとき（別

記様式第７号の２）。

�　条例第２８条第５項各号のいずれかに該当するとき（別記様式第７号の

３）。

�　条例第２９条第１項各号のいずれかに該当するとき（別記様式第７号の

４）。

�　条例第３０条第１項各号のいずれかに該当するとき（別記様式第７号の

５）。

�　条例第３２条第１項から第５項までの規定による処分の要件を満たすと

認められるとき（別記様式第７号の６）。

第２章　退職手当の請求

　（退職手当請求書等の提出）

第４条　退職手当の支給を受けようとする者は、退職手当請求書（別記様式

第８号）又は遺族退職手当請求書（別記様式第９号）に履歴書（別記様式

第１０号）を添えて、職員が退職又は死亡時に在職していた組合市町村等の

長を経て管理者に提出するものとする。ただし、市町村の廃置分合等によ

り退職時の組合市町村等が消滅した場合においては、事務を承継した地方

公共団体を経由して提出するものとする。

２　前項の遺族退職手当請求書には、前項に規定する履歴書のほかに戸籍謄

本及び条例第４条の２に規定する順位を明らかにするに足る書類を添付す

るものとする。

３　退職手当を受ける権利を有する同順位の遺族が２人以上あるときは、総

代者選任届（別記様式第１１号）を提出するものとする。

４　退職手当受給権者が死亡し、いまだ支給の請求をしていなかったとき

は、その遺族は自己の名をもって遺族退職手当を請求することができる。

この場合の遺族退職手当請求書に添付すべき書類については、前３項の規

定を準用する。

―　５９３　―
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　（勤務公署の移転による退職）

第５条　条例第６条第１項及び第７条第１項の規定に該当して退職した者の

うち、勤務公署の移転により退職した者に係る退職手当請求書には、新旧

関係規定の写しを添付するものとする。

　（整理による退職）

第６条　条例第７条第１項の規定に該当して退職した者のうち、職制若しく

は定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職

した者に係る退職手当請求書には、新旧関係規定の写しを添付するものと

する。

　（傷病による退職）

第７条　条例第５条第１項及び第１１条第２項の規定に該当して退職した者の

うち、傷病により退職した者に係る退職手当請求書には、その傷病の程度

が厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第４７条第２項に規定する障害等

級に該当する程度の障害の状態にあることの医師２人の診断書又は同法そ

の他の法令に基づく障害の認定についての関係書類の写しを添付するもの

とする。

　（公務又は通勤災害による退職）

第８条　条例第５条第１項、第６条第２項、第７条及び第１１条第３項の規定

に該当して退職した者のうち、公務上の傷病若しくは死亡又は通勤による

傷病により退職した者に係る退職手当請求書には、前条に規定する書類の

ほか地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）及びその他の法律の規

定に基づく公務上の災害又は通勤による災害の認定についての関係書類の

写しを添付するものとする。

　（勧奨による退職）

第９条　条例第５条第１項、第６条第１項及び第７条第１項の規定に該当し

て退職した者のうち、勧奨を受けて退職した者に係る退職手当請求書に

は、条例第１０条の規定に基づき組合市町村等の規則で定める記録の写しを

添付するものとする。

２　組合市町村等の長は、勧奨を受けて退職した者に対する条例附則第２０項

から第２２項まで又は第２３項から第２５項までに規定する退職手当の基本額の
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

不要Title:05-1●591-.ec8 Page:594  Date: 2020/12/16 Wed 11:29:24 



新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

特例の適用を申請するときは、退職手当の基本額の特例適用申請書（別記

様式第４１号）を提出するものとする。

第３章　退職手当の裁定

　（裁定）

第１０条　管理者は、退職手当請求書又は遺族退職手当請求書の提出を受けた

場合は、これを審査し、退職手当を支給すべきであると裁定したときは、

退職手当裁定通知書（別記様式第１２号）により請求者に通知するものとす

る。

２　前項による審査の結果退職手当を支給すべきでないと裁定したときは、

請求者に通知しなければならない。

　（請求書等の審査）

第１１条　管理者は、審査上必要と認めたときは、請求者に出頭を求め、又は

必要な書類の提出を求めることができる。

２　前項の審査の場合、退職手当請求者が次の各号の一に該当するときは、

退職手当の支給を差し止めることができる。

�　虚偽の申請若しくは届出をしたとき

�　管理者の出頭命令を拒み又は必要な書類を提出しなかったとき

�　この規則により管理者又は管理者の命を受けた職員の質問に対し答弁

をなさず、若しくは虚偽の陳述をなし、あるいは検査を拒み妨げ若しく

は拒否したとき

第４章　退職手当の支給

　（退職手当の支給）

第１２条　退職手当は、請求者の申出により、口座振替払によることができる。

第５章　失業者の退職手当

　（支給庁）

第１３条　失業者の退職手当は、本組合において支給する。
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　（基本手当の日額）

第１４条　条例第２６条第１項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により

算定した賃金日額を雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第１７条に規定する

賃金日額とみなして同法第１６条の規定を適用して計算した金額とする。

　（賃金日額）

第１５条　賃金日額は、退職の月前における最後の６月（月の末日に退職した

場合には、その月及び前５月。以下「退職の月前６月」という。）に支払わ

れた給与（臨時に支払われる給与及び３月を超える期間ごとに支払われる

給与を除く。以下この条において同じ。）の総額を１８０で除して得た額とす

る。

２　給与が、労働した日若しくは時間によって算定されている場合におい

て、前項の規定による額が、退職の月前６月に支払われた給与の総額を当

該期間中に労働した日数で除して得た額の１００分の７０に相当する額に満た

ないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもって賃金日額とする。

３　前２項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与

によって計算する。

４　退職の月前６月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における

給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

�　退職の月前６月において給与の全部を支払われなかった場合において

は、当該６月の各号において受けるべき基本給月額（条例第１３条の５第

２項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。）の合計額

�　退職の月前６月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われな

かった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の

月前６月に支払われた給与の額との合計額

�　退職の月前６月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われな

かった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受ける

べき基本給月額（当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた

給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。）と退職の月前６

月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

５　第１項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した
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賃金日額が雇用保険法第１７条第４項第１号に掲げる額に満たないときはそ

の額を、同項第２号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日

額とする。

　（退職票の交付）

第１６条　所属組合市町村等の長は、退職した者が、条例第２６条第１項又は第

３項の規定による退職手当（以下「基本手当に相当する退職手当」という。）

の支給を受ける資格を有している場合においては、別記様式第１３号による

新潟県市町村等職員退職票（以下「退職票」という。）をその者に交付しな

ければならない。

　（在職票の交付）

第１７条　所属組合市町村等の長は、勤続期間１２月未満の者が退職する場合に

おいては、別記様式第１４号による新潟県市町村等職員在職票（以下「在職

票」という。）をその者に交付しなければならない。

　（求職の申込み）

第１８条　基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者（以下

「受給資格者」という。）は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する

公共職業安定所（以下「管轄公共職業安定所」という。）に出頭し、第１６条

の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みをするものとす

る。この場合において、その者が第２２条第４項に規定する受給期間延長通

知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

　（受給資格証の交付等）

第１９条　受給資格者は、求職の申込みをした場合において、管轄公共職業安

定所の長から退職票の管轄公共職業安定所記載欄に求職の申込みを受けた

年月日その他必要な事項の記載を受けたうえ、当該退職票を速やかに管理

者に提出しなければならない。

２　管理者は、前項の規定による退職票の提出を受けたときは、別記様式第

１５号による失業者退職手当受給資格証（以下「受給資格証」という。）に

所定の事項を記載のうえ、当該受給資格者に交付しなければならない。

３　受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名を変更した場合に

あっては別記様式第１５号の２による受給資格者氏名変更届に、住所又は居

―　５９７　―

必要Title:05-1●591-.ec8 Page:597  Date: 2020/12/16 Wed 11:29:24 



所を変更した場合にあっては別記様式第１５号の２による受給資格者住所変

更届に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる

書類及び受給資格証を添えて、変更後最初に出頭した失業の認定日に管轄

公共職業安定所の長に提出し、必要な事項の記載を受けたうえ、速やかに

管理者に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することが

できないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことがで

きる。

４　管理者は、受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受

けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなけ

ればならない。

　（条例第２６条第１項に規定する規則で定める者）

第２０条　条例第２６条第１項に規定する規則で定める者は、次のとおりとす

る。

�　職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずる

ことにより退職した者

�　勤務していた公署の移転により、通勤することが困難となったため退

職した者

�　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条第１項第２号の規定によ

る免職又はこれに準ずる処分を受けた者

�　公務上の傷病により退職した者

�　その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

　（条例第２６条第１項に規定する規則で定める理由）

第２１条　条例第２６条第１項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとす

る。

�　疾病又は負傷（条例第２６条第１１項第３号の規定により傷病手当に相当

する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷

を除く。）

�　前号に掲げるもののほか、管理者がやむを得ないと認めたもの

　（受給期間延長の申出）

第２２条　条例第２６条第１項の規定による申出は、別記様式第１６号による受給
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期間延長申請書に受給資格証又は退職票を添えて管理者に提出することに

よって行うものとする。ただし、受給資格証を提出することができないこ

とについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

２　前項に規定する申出は、条例第２６条第１項に規定する理由に該当するに

至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に

係る退職の日の翌日から起算して４年を経過する日までの間（同項の規定

により加算された期間が４年に満たない場合は、当該期間の最後の日まで

の間）にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったこと

についてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

３　前項ただし書の場合における第１項に規定する申出は、当該理由がやん

だ日の翌日から起算して７日以内にしなければならない。

４　管理者は、第１項に規定する申出をした者が、条例第２６条第１項に規定

する理由に該当すると認めたときは、その者に別記様式第１７号による受給

期間延長通知書を交付するとともに、受給資格証又は退職票に必要な事項

を記載し、返付しなければならない。

５　前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号の

いずれかに該当する場合には、速やかにその旨を管理者に届けるととも

に、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合におい

て、管理者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、返付しなければ

ならない。

�　受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があった場合

　　　受給期間延長通知書

�　条例第２６条第１項に規定する理由がやんだ場合

　　　受給期間延長通知書及び受給資格証又は退職票

６　第１項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

　（基本手当に相当する退職手当の支給調整）

第２３条　基本手当に相当する退職手当で条例第２６条第１項の規定によるもの

は、当該受給資格者が第１８条の規定による求職の申込みをした日から起算

して、雇用保険法第３３条に規定する期間及び待期日数（条例第２６条第１項

に規定する待期日数をいう。以下同じ。）に等しい失業の日数を経過した後
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に支給する。

２　受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれ

かの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、

その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数を経過した後に基本手

当に相当する退職手当を支給する。

�　雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時

金

�　基本手当に相当する退職手当

�　条例第２６条第５項又は第６項の規定による退職手当（以下「高年齢求

職者給付金に相当する退職手当」という。）

�　条例第２６条第７項又は第８項の規定による退職手当（以下「特例一時

金に相当する退職手当」という。）

３　雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法

第２０条第１項又は第２項に規定する期間内に受給資格者となった場合にお

いては、当該基本手当の支給を受けることができる日数（条例第２６条第１

項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加

えた日数）に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手

当を支給する。

４　受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができ

る日数（条例第２６条第１項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっ

ては、その日数に待期日数を加えた日数）の経過しないうちに職業に就き、

雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合にお

いては、当該基本手当の支給を受けることができる日数（条例第２６条第１

項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日

数の残日数を加えた日数）に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に

相当する退職手当を支給する。

　（基本手当に相当する退職手当の支給日）

第２４条　基本手当に相当する退職手当は、毎月１６日又は管理者の指定する日

に、それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給す

る。
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２　特別の事情により、前項の支給を受けることができなかった場合及び支

給することができなかった場合には、翌々月に繰り延べて支給することが

できる。

　（基本手当に相当する退職手当の支給手続）

第２５条　条例第２６条第１項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期

日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、

別記様式第１７号の２による失業認定申告書（以下「失業認定申告書」とい

う。）及び別記様式第１８号による失業者の退職手当請求書（以下「退職手当

請求書」という。）に受給資格証を添えて提出したうえ、待期日数の間にお

ける失業の認定を受けるものとする。

２　受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするとき

は、条例第２６条第１項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項に

規定する失業の認定を受けた後、同条第３項の規定による退職手当に係る

場合にあっては第１８条に規定する求職の申込みをした後に、管轄公共職業

安定所が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に

出頭して職業の紹介を求め、前項に規定する失業認定申告書及び退職手当

請求書に受給資格証を添えて提出したうえ、失業の認定を受けた後、管理

者に支給の請求をしなければならない。

　（公共職業訓練等を受講する場合における届出）

第２６条　受給資格者は、管理者の指示により雇用保険法第１５条第３項に規定

する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに別記様式第１９

号による公共職業訓練等受講届（以下「受講届」という。）及び別記様式第

２０号による公共職業訓練等通所届（以下「通所届」という。）に受給資格

証を添えて管理者に提出するものとする。第２２条第１項ただし書の規定

は、この場合について準用する。

２　管理者は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、

受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければなら

ない。

３　受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速

やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて管理者に提出しなけれ
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ばならない。第２２条第１項ただし書の規定は、この場合について準用す

る。

４　管理者は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に

必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

　（技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続）

第２７条　受給資格者は、条例第２６条第１０項第１号又は同条第１１項第１号若し

くは第２号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、別記様

式第２１号による公共職業訓練等受講証明書に受給資格証を添えて管理者に

提出しなければならない。第２２条第１項ただし書の規定は、この場合につ

いて準用する。

２　管理者は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証

に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

　（条例第２６条第１０項第２号に規定する規則で定める者）

第２７条の２　条例第２６条第１０項第２号アに規定する規則で定める者のうち次

の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

�　雇用保険法第２４条の２第１項第１号に掲げる者に相当する者　退職職

員（退職した条例第２条に規定する職員（同条例第４条第３項の規定に

より職員とみなされる者を含む。）をいう。以下この項において同じ。）

であって、雇用保険法第２４条の２第１項第１号に掲げる者に該当するも

の

�　雇用保険法第２４条の２第１項第２号に掲げる者に相当する者　退職職

員であって、その者を同法第４条第１項に規定する被保険者と、その者

が退職の際勤務していた組合市町村等の事務又は事業を雇用保険法第５

条第１項に規定する適用事業とみなしたならば同法第２４条の２第１項第

２号に掲げる者に該当するもの

�　雇用保険法第２４条の２第１項第３号に掲げる者に相当する者　退職職

員であって、その者を同法第４条第１項に規定する被保険者と、その者

が退職の際勤務していた組合市町村等の事務又は事業を同法第５条第１

項に規定する適用事業とみなしたならば同法第２４条の２第１項第３号に

掲げる者に該当するもの
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２　条例第２６条第１０項第２号イに規定する規則で定める者は、前項第２号に

定める者とする。

　（傷病手当に相当する退職手当の支給手続）

第２８条　受給資格者は、条例第２６条第１１項第３号の規定による退職手当の支

給を受けようとするときは、別記様式第２２号による傷病手当に相当する退

職手当支給申請書に受給資格証を添えて管理者に提出しなければならな

い。第２２条第１項ただし書の規定は、この場合について準用する。

２　管理者は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資

格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

　（退職票等の提出）

第２９条　退職票又は在職票の交付を受けた者が条例第２６条第１項に規定する

期間内（在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日

の翌日から起算して１年の期間内）に組合市町村等の職員となった場合に

おいては、当該退職票又は在職票を新たに所属することとなった所属組合

市町村等の長に提出しなければならない。

２　所属組合市町村等の長は、前項の規定により退職票又は在職票を提出し

た者が勤続期間１２月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその

者に返付しなければならない。

　（退職票等の再交付）

第３０条　受給資格者又は勤続期間１２月未満で退職した者は、退職票又は在職

票を滅失又は損傷した場合においては、もとの所属組合市町村等の長にそ

の旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。

２　もとの所属組合市町村等の長は、前項の規定による再交付をするとき

は、その退職票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければ

ならない。

３　退職票又は在職票の再交付があったときは、もとの退職票又は在職票は

その効力を失う。

　（受給資格証の再交付）

第３１条　前条の規定は、受給資格証の再交付について準用する。この場合に

おいて、同条中「退職票又は在職票」とあるのは「受給資格証」と、「もと
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の所属組合市町村等の長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

　（高年齢受給資格証の交付等）

第３２条　高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有す

る者（以下「高年齢受給資格者」という。）は、求職の申込みをした場合に

おいて、管轄公共職業安定所の長から退職票の管轄公共職業安定所記載欄

に必要な事項の記載を受けたうえ、当該退職票を速やかに管理者に提出し

なければならない。

２　管理者は、前項の規定による退職票の提出を受けたときは、別記様式第

２３号に定める失業者退職手当高年齢受給資格証（以下「高年齢受給資格証」

という。）に所定の事項を記載したうえ、当該受給資格者に交付しなければ

ならない。

　（特例受給資格証の交付等）

第３３条　管理者は、特例一時金に相当する退職手当の資格を有する者（以下

「特例受給資格者」という。）から管轄公共職業安定所に求職の申込みをし

た後退職票の提出があった場合は、別記様式第２４号による失業者退職手当

特例受給資格証（以下「特例受給資格証」という。）に所定の事項を記載し

たうえ、当該受給資格者に交付しなければならない。第１７号の２による失

業認定申告書（以下「失業認定申告書」という。）及び別記様式第１８号によ

る。

　（準用）

第３４条　第１６条、第１８条前段、第１９条第３項及び第４項、第２３条第２項、第

２５条並びに第２９条から第３１条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当す

る退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定

（第２３条第２項各号を除く。）中「条例第２６条第１項又は第３項」とあるの

は「条例第２６条第５項又は第６項」と「基本手当」とあるのは「高年齢求

職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「条

例第２６条第１項」とあるのは「条例第２６条第５項」と、「別記様式第１７号の

２による失業認定申告書」とあるのは「別記様式第２２号の２による高年齢

受給資格者失業認定申告書」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資

格証」と、「条例第２６条第１項に規定する期間内（在職票の交付を受けた者
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にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して１年の期間

内）に」とあるのは「当該退職票、高年齢受給資格証又は在職票に係る退

職の日の翌日から起算して６月を経過する日までに、高年齢求職者給付金

に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

２　第１６条、第１８条前段、第１９条第３項及び第４項、第２３条第２項、第２５条

並びに第２９条から第３１条までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の

支給について準用する。この場合において、これらの規定（第２３条第２項

各号を除く。）中「条例第２６条第１項又は第３項」とあるのは「条例第２６条

第７項又は第８項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給

資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「条例第２６条第１項」とあるの

は「条例第２６条第７項」と、「別記様式第１７号の２による失業認定申告書」と

あるのは「別記様式第２３号の２による特例受給資格者失業認定申告書」と、

「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「条例第２６条第１項に規

定する期間内（在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退

職の日の翌日から起算して１年の期間内）に」とあるのは「当該退職票、

特例受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して６月を経過

する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」

と読み替えるものとする。

　（高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等）

第３５条　高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第２６条第５項の規定

によるものは、当該高年齢受給資格者が前条第１項において準用する第１８

条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第３３条に

規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

２　高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受

けようとするときは、条例第２６条第５項の規定による退職手当に係る場合

にあっては前条第１項において準用する第２５条第１項の規定による失業の

認定を受けた後に、条例第２６条第６項の規定による退職手当に係る場合に

あっては前条第１項において準用する第１８条の規定による求職の申込みを

した後において、管轄公共職業安定所が指定する失業の認定を受けるべき

日に出頭して職業の紹介を求め、失業者の退職手当請求書に高年齢受給資
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格証を添え、失業の認定を受けた後に、管理者に支給の請求をしなければ

ならない。

３　雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法

第２０条第１項又は第２項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場

合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数（条例第２６

条第５項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては、その

日数に待期日数を加えた日数）に等しい失業の日数が経過した後に高年齢

求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

　（特例一時金に相当する退職手当の支給手続等）

第３６条　特例一時金に相当する退職手当で条例第２６条第７項の規定によるも

のは、当該特例受給資格者が第３４条第２項において準用する第１８条の規定

による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第３３条に規定する

期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

２　特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとす

るときは、条例第２６条第７項の規定による退職手当に係る場合にあっては

第３４条第２項において準用する第２５条第１項の規定による失業の認定を受

けた後に、条例第２６条第８項の規定による退職手当に係る場合にあっては

第３４条第２項において準用する第１８条の規定による求職の申込みをした後

に管轄公共職業安定所が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職

業安定所に出頭して職業の紹介を求め、退職手当請求書に特例受給資格証

を添え、失業の認定を受けた後、管理者に支給の請求をしなければならな

い。

３　雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法

第２０条第１項又は第２項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合

においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数（条例第２６条

第７項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあっては、その日数

に待期日数を加えた日数）に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金

に相当する退職手当を支給する。

　（就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続）

第３７条　受給資格者又は条例第２６条第１５項に規定する者は、同条第１１項第４
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号から第６号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、

同項第４号の規定による退職手当のうち雇用保険法第５６条の３第１項第１

号イに該当する者に係る就業促進手当（以下「就業手当」という。）に相当

する退職手当にあっては別記様式第２５号による就業手当に相当する退職手

当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当（雇用保険法施

行規則（昭和５０年労働省令第３号）第８３条の４に規定する就業促進定着手

当（以下「就業促進定着手当」という。）を除く。以下「再就職手当」とい

う。）に相当する退職手当にあっては別記様式第２６号による再就職手当に相

当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当

（就業促進定着手当に限る。）に相当する退職手当にあっては別記様式第２６

号の２による就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書に、同項第

２号に該当する者に係る就業促進手当（以下「常用就職支度手当」という。）

に相当する退職手当にあっては別記様式第２７号による常用就職支度手当に

相当する退職手当支給申請書に、条例第２６条第１１項第５号の規定による退

職手当のうち雇用保険法第５９条第１項第１号に該当する行為をする者に係

る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては別記様式第２８号による移

転費に相当する退職手当支給申請書に、同項第６号の規定による退職手当

にあっては別記様式第２９号による求職活動支援費（広域求職活動費）に相

当する退職手当支給申請書に、同項第２号に該当する行為をする者に係る

求職活動支援費に相当する退職手当にあっては別記様式第２９号の２による

求職活動支援費（短期訓練受講費）に相当する退職手当支給申請書に、同

項第３号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手

当にあっては別記様式第２９号の３による求職活動支援費（求職活動関係役

務利用費）に相当する退職手当支給申請書にそれぞれ受給資格証、高年齢

受給資格証又は特例受給資格証を添えて管理者に提出しなければならな

い。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出す

ることができないことについて正当な理由があるときは、これを添えない

ことができる。

２　管理者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証、

高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返

―　６０７　―

必要Title:05-1●591-.ec8 Page:607  Date: 2020/12/16 Wed 11:29:24 



付しなければならない。

第６章　退職手当の支給制限等に係る書面の様式

　（退職手当支給制限処分書の様式）

第３８条　条例第２７条第１項の規定による処分に係る同条第２項の書面の様式

及び条例第２９条第１項（同項第１号又は第２号に該当する場合に限る。）の

規定による処分に係る同条第５項において準用する条例第２７条第２項の書

面の様式は、別記様式第３０号のとおりとする。

２　条例第２９条第１項（同項第３号に該当する場合に限る。）又は第２項の規

定による処分に係る同条第５項において準用する条例第２７条第２項の書面

の様式は、別記様式第３１号のとおりとする。

　（退職手当支払差止処分書の様式）

第３９条　条例第２８条第１項の規定による処分に係る同条第１０項において準用

する条例第２７条第２項の書面の様式は、別記様式第３２号のとおりとする。

２　条例第２８条第２項（同項第１号に該当する場合に限る。）の規定による処

分に係る同条第１０項において準用する条例第２７条第２項の書面の様式は、

別記様式第３３号のとおりとする。

３　条例第２８条第２項（同項第２号に該当する場合に限る。）の規定による処

分に係る同条第１０項において準用する条例第２７条第２項の書面の様式は、

別記様式第３４号のとおりとする。

４　条例第２８条第３項の規定による処分に係る同条第１０項において準用する

条例第２７条第２項の書面の様式は、別記様式第３５号のとおりとする。

　（退職手当返納命令書の様式）

第４０条　条例第３０条第１項（同項第１号又は第２号に該当する場合に限る。）

の規定による処分に係る同条第６項において準用する条例第２７条第２項の

書面の様式は、別記様式第３６号のとおりとする。

２　条例第３０条第１項（同項第３号に該当する場合に限る。）の規定による処

分に係る同条第６項又は条例第３１条第１項の規定による処分に係る同条第

２項において準用する条例第２７条第２項の書面の様式は、別記様式第３７号

のとおりとする。
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　（条例第３２条第１項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたこ

とを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式）

第４１条　条例第３２条第１項の規定による通知に係る書面の様式は、別記様式

第３８号のとおりとする。

　（退職手当相当額納付命令書の様式）

第４２条　条例第３２条第１項、第２項又は第３項の規定による処分に係る同条

第７項において準用する条例第２７条第２項の書面の様式は、別記様式第３９

号のとおりとする。

２　条例第３２条第４項又は第５項の規定による処分に係る同条第７項におい

て準用する条例第２７条第２項の書面の様式は、別記様式第４０号のとおりと

する。

第７章　退職手当の調整額等

　（基礎在職期間）

第４３条　条例第７条の２第２項第１９号に規定する規則で定める在職期間は、

次に掲げる在職期間とする。

�　条例第１９条第４項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間

の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる移行型一

般地方独立行政法人の職員としての在職期間

�　条例第２２条第１項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間

の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる特定法人

役職員としての在職期間

�　条例附則第６項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の

計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本たばこ

産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員としての在職期間

�　条例附則第７項又は第８項の規定により退職手当の算定の基礎となる

勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる

旧日本国有鉄道及び同項に規定する承継法人等の職員としての在職期間

�　条例附則第１４項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の

計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有
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鉄道、旧事業団及び旧公団の職員としての在職期間

�　条例附則第１７項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の

計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立大学法

人等の職員としての在職期間

　（退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等）

第４４条　条例第１３条の４第１項に規定する規則で定める休職月等は、次の各

号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

�　地方公務員法第５５条の２第１項ただし書に規定する事由若しくはこれ

に準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間、自己啓

発等休業（第４９条に定める要件に該当する場合を除く。）又は配偶者同行

休業により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等

（次号及び第３号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間

のあった休職月等を除く。）　当該休職月等

�　育児休業により現実に職務に従事することを要しない期間（当該育児

休業に係る子が１歳に達した日の属する月までの期間に限る。）又は育児

短時間勤務により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休

職月等　退職した者が属していた条例第１３条の４第１項各号に掲げる職

員の区分（以下「職員の区分」という。）が同一の休職月等がある休職月

等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休

職月等から順次に数えてその月数の３分の１に相当する数（当該相当す

る数に１未満の端数があるときは、これを切り上げた数）になるまでに

ある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等が

ない休職月等にあっては当該休職月等

�　第１号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを

要しない期間のあった休職月等（前号に規定する現実に職務に従事する

ことを要しない期間のあった休職月等を除く。）　退職した者が属してい

た職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が

同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてそ

の月数の２分の１に相当する数（当該相当する数に１未満の端数がある

ときは、これを切り上げた数）になるまでにある休職月等、退職した者
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が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当

該休職月等

　（基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い）

第４５条　退職した者の基礎在職期間に条例第７条の２第２項第２号から第１９

号までに掲げる期間（以下「特定基礎在職期間」という。）が含まれる場合

における条例第１３条の４第１項並びに前条及び次条の規定の適用について

は、その者は、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定

める職員として在職していたものとみなす。

�　職員としての引き続いた在職期間（その者の基礎在職期間に含まれる

期間に限る。）に連続する特定基礎在職期間　当該職員としての引き続い

た在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する

職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職

期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

�　前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間　当該特定基

礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者

が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

　（職員の区分）

第４６条　退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者

の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間

に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの給料表及び該当する級の

項に定めるその者が適用を受けていた給料表の種別ごとにその者が属して

いた当該各月における職務の級の区分に対応するこれらの表の区分の項に

掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が

同一の月においてこれらの表の二以上の職務の級の区分に該当していたと

きは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこ

れらの表の区分の項に掲げる職員の区分に属していたものとする。

２　前項の規定にかかわらず、別表ア又はイに掲げる給料表によらない場合

又は別表ア又はイにより難い場合の職員の区分については、管理者が別に

定める。
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　（調整月額に順位を付す方法等）

第４７条　前条第１項（第４５条の規定により同条各号に定める職員として在職

していたものとみなされる場合を含む。）後段の規定により退職した者が同

一の月において二以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、そ

の者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額

となる職員の区分のみに属していたものとする。

２　調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在

職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

第４８条　削除

  （条例第１４条第４項に規定する規則で定める要件）

第４９条　条例第１４条第４項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいず

れにも該当することとする。

�　自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容

が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公

務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして当該自己啓

発等休業の期間の初日の前日（自己啓発等休業の期間が延長された場合

にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日）までに、

任命権者が組合市町村等の長の承認を受けたこと。

�　自己啓発等休業の期間中の行為を原因として地方公務員法第２９条の規

定による懲戒処分（懲戒免職の処分を除く。）又はこれに準ずる処分を受

けていないこと。

�　自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期

間（条例第１４条第５項、第１９条第１項及び第２２条第１項の規定により職

員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。）が５年

に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし、次のいず

れかに該当する場合は、この限りでない。

ア　通勤（条例第６条第２項に規定する通勤（他の法令の規定により通

勤とみなされるものを含む。）をいう。以下同じ。）による負傷若しく

は病気（以下「傷病」という。）若しくは死亡により退職した場合又は

条例第７条第１項に規定する公務上の傷病若しくは死亡（他の法令の
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規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病又は死亡を含

む。）により退職した場合

イ　地方公務員法第２８条の２第１項の規定により退職した場合（同法第

２８条の３第１項の期限又は同条第２項の規定により延長された期限の

到来により退職した場合を含む。）又はこれに準ずる他の法令の規定に

より退職した場合

ウ　任期を定めて採用された職員が、当該任期が満了したことにより退

職した場合

エ　条例第２２条第３項又は第２３条の規定に該当して退職した場合

２　前項第３号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないも

のとする。

�　地方公務員法第２７条第２項又は第２８条第２項の規定による休職の期間

（通勤による傷病若しくは条例第７条第１項に規定する公務上の傷病（他

の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病を含む。）

により地方公務員法第２８条第２項第１号に掲げる事由に該当して休職に

された場合における当該休職の期間を除く。）

�　地方公務員法第２９条の規定による停職の期間

�　地方公務員法第５５条の２第１項ただし書に規定する事由により現実に

職務に従事することを要しなかった期間又はこれに準ずる事由により現

実に職務に従事することを要しなかった期間

　�　育児休業をした期間

　�　自己啓発等休業をした期間

　�　高齢者部分休業をした期間

　�　配偶者同行休業をした期間

　�　第１号から前号までの期間に準ずる期間

　（条例第１５号附則第２条第２項の規定により読み替えて適用する同条第１

項に規定する規則で定める額）

第５０条　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例の一部を改正する条例

（平成１８年条例第１５号。以下「条例第１５号」という。）附則第２条第２項の

規定により読み替えて適用する同条第１項に規定する規則で定める額は、
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同条第２項に規定する者が、その者の職員としての引き続いた在職期間に

含まれる期間において組合市町村等の職員として在職していたものとみな

した場合に、その者が条例第１５号の施行の日の前日において受けるべき給

料月額とする。

　（条例第１５号附則第３条第２項の規定により読み替えて適用する同条第１

項に規定する規則で定める額）

第５１条　条例第１５号附則第３条第２項の規定により読み替えて適用する同条

第１項に規定する規則で定める額は、前条に規定する給料月額とする。

第８章　退職手当の支給制限等の処分に係る意見の聴取

　（意見の聴取の手続）

第５２条　条例第２９条第３項又は第３０条第４項（条例第３１条第２項及び第３２条

第７項において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定により管理者が行

う意見の聴取の手続については、次条から第６４条までに定めるところによ

る。

　（定義）

第５３条　この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。

�　主宰者　条例第２９条第４項、第３０条第５項、第３１条第３項及び第３２条

第８項において準用する行政手続法（平成５年法律第８８号。以下「準用

行政手続法」という。）第１９条第１項の規定により意見の聴取を主宰する

者をいう。

�　当事者　準用行政手続法第１５条第１項の規定による通知を受けた者

（同条第３項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者

を含む。）をいう。

�　関係人　当事者以外の者であって条例に照らし条例第２９条第１項（同

項第３号に該当する場合に限る。）及び第２項、第３０条第１項、第３１条第

１項並びに第３２条第１項から第５項までの規定による処分につき利害関

係を有するものと認められる者をいう。

�　参加人　準用行政手続法第１７条第１項の規定により意見の聴取に関す
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る手続に参加する関係人をいう。

　（意見の聴取の期日等の変更）

第５４条　管理者が準用行政手続法第１５条第１項の通知をした場合（同条第３

項の規定により通知をした場合を含む。）において、当事者は、やむを得な

い理由がある場合には、管理者に対し、意見の聴取の期日又は場所の変更

を申し出ることができる。

２　管理者は、前項の申出により、又は職権により、意見の聴取の期日又は

場所を変更することができる。

３　管理者は、前項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更したとき

は、速やかに、その旨を当事者、参加人（その時までに準用行政手続法第

１７条第１項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。）及び

第５６条に規定する参考人に通知しなければならない。

　（関係人の参加許可の手続）

第５５条　準用行政手続法第１７条第１項の規定による許可の申請については、

関係人は、意見の聴取の期日の４日前までに、その氏名、住所及び当該意

見の聴取に係る処分につき利害関係を有することの疎明を記載した意見の

聴取参加許可申請書（別記様式第４２号）を主宰者に提出してこれを行うも

のとする。

２　主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該申請者に

通知しなければならない。

　（参考人）

第５６条　主宰者は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の

参考人（以下単に「参考人」という。）に対し、意見の聴取に関する手続に

参加することを求めることができる。

　（文書等の閲覧の手続）

第５７条　準用行政手続法第１８条第１項の規定による閲覧の求めについては、

当事者又は当該処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加

人（以下この条において「当事者等」という。）は、その氏名、住所及び閲

覧をしようとする資料の標目を記載した文書等閲覧請求書（別記様式第４３

号）を管理者に提出してこれを行うものとする。ただし、意見の聴取の期
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日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭

で求めれば足りる。

２　管理者は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速

やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。

この場合において、管理者は、意見の聴取の審理における当事者等の意見

陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

３　管理者は、意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となった

資料の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることがで

きないとき（準用行政手続法第１８条第１項後段の規定による拒否の場合を

除く。）は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければ

ならない。この場合において、主宰者は、準用行政手続法第２２条第１項の

規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな意見の聴取の期日として

定めるものとする。

　（主宰者の指名の手続）

第５８条　準用行政手続法第１９条第１項の規定による主宰者の指名は、意見の

聴取の通知の時までに行うものとする。

２　主宰者が準用行政手続法第１９条第２項各号のいずれかに該当するに至っ

たとき、又は主宰者が死亡し若しくは心身の故障その他継続して意見の聴

取を行えない事由により意見の聴取を行うことができなくなったときは、

管理者は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

　（補佐人の出頭許可の手続）

第５９条　準用行政手続法第２０条第３項の規定による許可の申請については、

当事者又は参加人は、意見の聴取の期日の４日前までに、補佐人の氏名、

住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した補佐人出頭

許可申請書（別記様式第４４号）を主宰者に提出してこれを行うものとする。

ただし、準用行政手続法第２２条第２項（準用行政手続法第２５条後段におい

て準用する場合を含む。）の規定により通知された意見の聴取の期日に出頭

させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐する

ものについては、この限りでない。

２　主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該当事者又
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は参加人に通知しなければならない。

３　補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、

自ら陳述したものとみなす。

　（意見の聴取の期日における陳述の制限及び秩序維持）

第６０条　主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超え

て陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるとき

は、その者に対し、その陳述を制限することができる。

２　主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の審理の秩序を維持

するため、意見の聴取の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場

を命ずる等適当な措置をとることができる。

　（意見の聴取の期日における審理の公開）

第６１条　管理者は、準用行政手続法第２０条第６項の規定により意見の聴取の

期日における審理の公開を相当と認めたときは、意見の聴取の期日及び場

所を告示するものとする。この場合において、管理者は、当事者、参加人

（その時までに準用行政手続法第１７条第１項の求めを受諾し、又は同項の

許可を受けている者に限る。）及び参考人に対し、速やかに、その旨を通知

するものとする。

　（陳述書の提出の方法等）

第６２条　準用行政手続法第２１条第１項の規定による陳述書の提出は、提出す

る者の氏名、住所、意見の聴取の件名及び当該意見の聴取に係る処分の原

因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した陳述書（別

記様式第４５号）により行うものとする。

　（意見の聴取調書及び報告書の記載事項）

第６３条　準用行政手続法第２４条第１項に規定する調書（以下「意見の聴取調

書」という。）には、次に掲げる事項（意見の聴取の期日における審理が行

われなかった場合においては、第４号に掲げる事項を除く。）を記載し、主

宰者がこれに記名押印しなければならない。

�　意見の聴取の件名

�　意見の聴取の期日及び場所

�　主宰者の氏名及び職名
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�　意見の聴取の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理

人若しくは補佐人（以下この項及び第３項において「当事者等」という。）

並びに参考人の氏名及び住所並びに新潟県市町村総合事務組合（以下

「組合」という。）の職員の氏名及び職名

�　意見の聴取の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当

該当事者等のうち当事者及びその代理人にあっては、出頭しなかったこ

とについての正当な理由の有無

�　当事者等、参考人及び組合の職員の陳述の要旨（提出された陳述書に

おける意見の陳述を含む。）

�　証拠書類等が提出されたときは、その標目

�　その他参考となるべき事項

２　意見の聴取調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるも

のを添付して調書の一部とすることができる。

３　準用行政手続法第２４条第３項に規定する報告書（以下単に「報告書」と

いう。）には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなけれ

ばならない。

�　意見

�　処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

�　理由

　（意見の聴取調書及び報告書の閲覧の手続）

第６４条　準用行政手続法第２４条第４項の規定による閲覧の求めについては、

当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする意見の聴取

調書又は報告書の件名を記載した意見の聴取調書等閲覧請求書（別記様式

第４６号）を、意見の聴取の終結前にあっては意見の聴取の主宰者に、意見

の聴取の終結後にあっては管理者に提出してこれを行うものとする。

２　主宰者又は管理者は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合

を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知し

なければならない。
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 附　則

　（施行期日）

１　この規則は、平成１６年３月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この規則の施行の際、従前の新潟県町村職員退職手当組合退職手当支給

条例施行規則（以下「旧規則」という。）に基づいてなされた届出、申請そ

の他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

３　この規則の施行の際、現に旧規則により作成されている用紙は、当分の

間なおこれを使用することができる。

　　　附　則（平成１８年３月３１日規則第２２号）

　この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成１８年８月８日規則第２７号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成１９年２月１６日規則第１号）

　（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第１号、様式第４号

及び様式第１０号の改正規定は、平成１９年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この規則の施行の際現に改正前の新潟県市町村総合事務組合退職手当支

給条例施行規則により作成されている用紙は、当分の間なおこれを使用す

ることができる。

　　　附　則（平成１９年１０月１９日規則第２１号）

　（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２３条、第３５条、第３６条

及び様式第２２号の改正規定は、日本年金機構法（平成１９年法律第１０９号）の

施行の日から施行する。

　（経過措置）

２　この規則の施行の際現に改正前の新潟県市町村総合事務組合退職手当支

給条例施行規則により作成されている用紙は、当分の間なおこれを使用す

ることができる。

―　６１９　―
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　　　附　則（平成２０年３月３日規則第１号）

　（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

２　この規則の施行の際現に改正前の新潟県市町村総合事務組合退職手当支

給条例施行規則により作成されている用紙は、当分の間なおこれを使用す

ることができる。

　　　附　則（平成２０年９月１６日規則第１７号）

　この規則は、平成２０年１２月１日から施行する。

　　　附　則（平成２２年３月１日規則第３号）

　（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

２　この規則の施行の際現に改正前の新潟県市町村総合事務組合退職手当支

給条例施行規則により作成されている用紙は、当分の間なおこれを使用す

ることができる。

　　　附　則（平成２２年７月２１日規則第１５号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２３年７月２５日規則第１８号）

　この規則は、平成２４年１月１日から施行する。

　　　附　則（平成２６年８月１日規則第３号）

　（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

２　この規則の施行の際現に改正前の新潟県市町村総合事務組合退職手当支

給条例施行規則により作成されている用紙は、当分の間なおこれを使用す

ることができる。

　　　附　則（平成２７年２月２０日規則第１号）

　（施行期日）

１　この規則は、平成２７年４月１日から施行する。

―　６２０　―
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　（経過措置）

２　この規則の施行の際現に改正前の新潟県市町村総合事務組合退職手当支

給条例施行規則により作成されている用紙は、当分の間なおこれを使用す

ることができる。

　　　附　則（平成２７年１０月１日規則第１３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２８年４月１日規則第７号）

　（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

２　この規則の施行の際現に改正前の新潟県市町村総合事務組合退職手当支

給条例施行規則により作成されている用紙は、当分の間なおこれを使用す

ることができる。

　　　附　則（平成２８年１２月２７日規則第１４号）

　（施行期日）

１　この規則は、平成２９年１月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による

改正前の新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則の様式（次

項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この規則に

よる改正後の新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則の様式

によるものとみなす。

３　この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間こ

れを取り繕って使用することができる。

　　　附　則（平成２９年８月１日規則第２２号）

　（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

２　この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による

改正前の新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則の様式（次

―　６２１　―
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項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この規則に

よる改正後の新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則の様式

によるものとみなす。

３　この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間こ

れを取り繕って使用することができる。

　　　附　則（平成２９年１２月１８日規則第２４号）

　（施行期日）

１　この規則は、平成３０年１月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この規則施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改

正前の新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則の様式（次項

において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この規則によ

る改正後の新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則の様式に

よるものとみなす。

３　この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、

これを取り繕って使用することができる。

　　　附　則（令和元年１１月１１日規則第５号）

　（施行期日）

１　この規則は、令和元年１２月１４日から施行する。

　（経過措置）

２　この規則の施行の際現に提出され、又は交付されている旧規則の様式

（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、新規則

の様式によるものとみなす。

３　この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、

これを取り繕って使用することができる。

　　　附　則（令和元年１２月６日規則第６号）

　（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

２　この規則による改正後の新潟県市町村総合事務組合退職手当条例施行規
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則（以下「新規則」という。）第２２条第２項の規定は、同規則第１６条に規定

する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌

日から起算して４年を経過する日が公布日以後にある者からの申出につい

て適用し、当該退職の日の翌日から起算して４年を経過する日が公布日前

にある者からの申出については、なお従前の例による。

３　この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による

改正前の新潟県市町村総合事務組合退職手当条例施行規則の様式（次項に

おいて「旧様式」という。）により使用されている書類は、新規則の様式に

よるものとみなす。

４　この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、

これを取り繕って使用することができる。

 

―　６２２―１　―
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別表（第４６条関係）

ア　平成８年４月１日から平成１８年３月３１日までの間の基礎在職期間にお

ける職員の区分についての表

 

―　６２３　―

給 料 表 及 び 該 当 す る 級
調整月額

（円）

区　分 公安職
給料表

医 療 職
給料表�

医 療 職
給料表�

医 療 職
給料表�

技能労務
職給料表

行政職
給料表

６５,０００第１号区分

５９,５５０第２号区分

４級５４,１５０第３号区分

３級８級４３,３５０第４号区分

７級６級６級－７級３２,５００第５号区分

６級・５級５級５級２級６級６級２７,１００第６号区分

４級４級・３級４級・３級－５級・４級５級・４級２１,７００第７号区分

３級・２級・
１級

２級・１級２級・１級１級
３級・２級・

１級
３級・２級・

１級
０第８号区分

備考　給料表は、市（町、村）職員の給与に関する条例（準則）に基づく給料表である。
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イ　平成１８年４月１日以後の基礎在職期間における職員の区分についての

表
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給 料 表 及 び 該 当 す る 級
調整月額

（円）

区　分 公安職
給料表

医 療 職
給料表�

医 療 職
給料表�

医 療 職
給料表�

技能労務
職給料表

行政職
給料表

６５,０００第１号区分

５９,５５０第２号区分

４級７級５４,１５０第３号区分

３級６級４３,３５０第４号区分

６級６級６級－５級３２,５００第５号区分

５級５級５級２級５級４級２７,１００第６号区分

４級４級・３級４級・３級－４級３級２１,７００第７号区分

３級・２級・
１級

２級・１級２級・１級１級
３級・２級・

１級
２級・１級０第８号区分

備考　給料表は、市（町、村）職員の給与に関する条例（準則）に基づく給料表である。
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―　６２５　―

別記様式第１号（第２条関係）

職　員　就　職　報　告　書

男　・　 女性　　　別組 合 員 番 号

（ふりがな）
氏 名

年　　月　　日　生 年 月 日

年　　月　　日　就 職 年 月 日

就職時の職名
又 は 階 級 名

有　　　・　 　　無前 歴

適用給料表　　　　（　）　　級　　　号

円
就 職 時 の 給 料 月 額

団体コード

　上記のとおり報告いたします。

　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

　　　　　　　　　　　　　　　長（管理者）氏名　　　　　　　　　　�

備考１　性別は、男女いずれかを○印で囲むこと。
２　前歴は、勤続期間を通算できる前歴の有無いずれかを○印で囲むこと。

有を○印で囲んだ場合は、前歴報告書（様式第２号）を添付すること。
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別記様式第１号の２（第２条関係）

職　員　
休　職　等

　報　告　書復　職　等　　

組合員番号

氏 名

年　　月　　日　休職等年月日

年　　月　　日　復職等年月日

　□　休職　　　　　　　　□　停職
　□　育児休業　　　　　　□　育児短時間勤務
　□　自己啓発等休業　　　□　組合専従
　□　高齢者部分休業　　　□　配偶者同行休業
　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

休職等の区分

年　　月　　日　育児休業に係る子の生年月日

有　　　・　　　無
自己啓発等休業に係る組合
市 町 村 等 の 長 の 承 認

有　　　・　　　無
自己啓発等休業の期間中の
行為を原因とした懲戒処分

団体コード

　上記のとおり報告いたします。

　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

　　　　　　　　　　　　　　　長（管理者）氏名　　　　　　　　　　�

備考１　休職等をした場合は標題の休職等を○印で囲み、該当する休職等の区分
にレ印を付け、休職等年月日を記入すること。
２　復職等をした場合は標題の復職等を○印で囲み、復職等年月日を記入す
ること。
３　育児休業をした場合は、育児休業に係る子の生年月日を記入すること。
４　自己啓発等休業をした場合は、退職手当支給条例施行規則第４９条第１項
第１号に規定する当該自己啓発等休業に係る組合市町村等の長の承認の
有無いずれかを○印で囲むこと。
５　自己啓発等休業から復帰した場合は、退職手当支給条例施行規則第４９条
第１項第２号に規定する当該自己啓発等休業の期間中の行為を原因とし
た懲戒処分の有無いずれかを○印で囲むこと。
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―　６２７　―

別記様式第１号の３（第２条関係）

職　員　退　職　報　告　書

組 合 員 番 号

（ふりがな）
氏 名

年　　月　　日　生 年 月 日

〒
現 住 所

年　　月　　日　退 職 年 月 日

退職時の職名
又 は 階 級 名

　□　任期満了　　　　　□　任期中辞任
　□　自己都合　　　　　□　定年
　□　勧奨　　　　　　　□　勤務公署の移転
　□　通勤傷病　　　　　□　整理
　□　公務外傷病　　　　□　公務外死亡
　□　公務上傷病　　　　□　公務上死亡
　□　分限免職
　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

①

退職事由

　□　懲戒免職
　□　勤続期間通算（　　　　　　　　　　　　　　　　　に就職）
　□　退職派遣（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に就職）
　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

②

適用給料表　　　　（　）　　　級　　　号
円

退 職 時 の 給 料 月 額

有　　・　　無共 済 組 合 貸 付 弁 済 金

団体コード

上記のとおり報告いたします。

　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　長（管理者）氏名　　　　　　　　　　�

備考１　退職事由欄は、次のとおり記入すること。
　　　�　該当する退職事由の□にレ印を付けること。
　　　�　勤続期間通算又は退職派遣にレ印を付けた場合は、就職した国、地方公共団

体又は特定法人名を記入すること。
　　　�　特定法人への退職派遣から復帰せずに退職した場合は、②の欄のその他にレ

印を付け、その内容を記入すること。
　　２　退職時の給料月額は、退職事由が①の欄の事由に該当する場合に記入するこ

と。
　　３　共済組合貸付弁済金は、有無いずれかを○印で囲むこと。
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―　６２８　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第１号の４（第２条関係）

職　員　
転　入

　報　告　書転　出　　

組合員番号

氏 名

年　　月　　日　年 月 日

転　
　

入

適用給料表　　　（　）　　　級　　　　号

円
給 料 月 額

転入前の所属団体名

年　　月　　日　年 月 日

転　
　

出

適用給料表　　　（　）　　　級　　　　号

円
給 料 月 額

転出後の所属団体名

団体コード

　上記のとおり報告いたします。

　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

　　　　　　　　　　　　　　　長（管理者）氏名　　　　　　　　　　�

備考１　転入をした場合は、標題の転入を○印で囲み、転入年月日、転入時の給
料月額及び転入前の所属団体名を記入すること。

　　２　転出をした場合は、標題の転出を○印で囲み、転出年月日、転出時の給
料月額及び転出後の所属団体名を記入すること。
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第２号（第２条関係）

 

―　６２９　―

前　　歴　　報　　告　　書

組合員番号

団 体 名
組合員氏名

　　年　　月　　日生 年 月 日

備　　考退職年月日就職年月日勤　　　　務　　　　先

前　
　
　
　
　
　
　
　
　

歴

私の前歴は上記のとおりでありますから、報告いたします。

新潟県市町村総合事務組合管理者　様

　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　
組合員

　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　
�

　　　　　　　　　　　　　氏　名

備考　１　「前歴」欄には、次に掲げる期間を記入してください。
　　　　地方公務員、国家公務員又は公共企業体の職員であった期間

２　出向等により退職することなく他の官公庁の職員となった場合には、
その出向等の日を、それぞれ前の勤務先の退職年月日及び後の勤務先
の就職年月日の欄に記入し、「備考」欄にその旨を記入してください。
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別記様式第３号（第２条関係）

 

―　６３０　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

職 員 勤 務 延 長 報 告 書
　

組 合 員 番 号

氏 名職 名

住 所

級　　　号給　　　　　　　　円初 任 給 等

　　　　年　　月　　日生
生年
月日

年　月　日定 年 退 職 日

自　　　　　　年　　月　　日
至　　　　　　年　　月　　日

勤 務 延 長

　　・　 　・　 　～　　・　 　・既勤務延長期間

上記のとおり報告いたします。

　　　　　　　年　　月　　日

長　　　　　　　　　　�
管理者

氏名　　　　　　　

新潟県市町村総合事務組合管理者　様

備考１　定年に達した者を、勤務延長した場合は、本書により報告するこ
と。

２　勤務延長された者が退職した場合は、「職員退職報告書」を提出す
ること。
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第４号（第２条関係）

職員の給料額及び氏名変更届

 

―　６３１　―

備考　変更後の給料月額欄及び給料の調整額欄には、給料月額の減額改定により支給
される差額に相当する額がある場合は、当該額を除いた額を記入すること。

変更年月日
給料月額計

①＋②
給料の

調整額②
変更後の

給料月額①
給料表・級・号給

（ふりがな）
変更後の氏名

氏　　名組合員番号

円円円（　　）　－

（　　）　－

（　　）　－

（　　）　－

（　　）　－

（　　）　－

（　　）　－

（　　）　－

（　　）　－

（　　）　－

（　　）　－

（　　）　－

（　　）　－

（　　）　－

（　　）　－

（　　）　－

（　　）　－

（　　）　－

（　　）　－

（　　）　－

円円円名計

上記のとおり報告いたします。

　　　　　　　年　　月　　日

新潟県市町村総合事務組合管理者　様
長　　　　　　　　　　　　　　　　

管理者　
氏名　　　　　　　　　　　�

団　　体
コ ー ド
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別記様式第５号（第２条関係）

 

―　６３２　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

必要

退職した職員の給与改定通知書

　職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行（　　　年　　月　　日

から適用）により、下記の元職員について給与改定を行ったので、差額分の退職

手当を支給してくださるよう通知します。

年　　月　　日

新潟県市町村総合事務組合管理者　様

長（管理者）氏名　　　　　　　　　�
　　　　　　　　　　　　

記

第　　　　　　　号裁 定 番 号

〒
現 住 所

（ ふ り が な ）
退 職 者 氏 名

　　　　　　　銀行（金庫）　　　　　　　　本（支）店

　　　　　　　組合　　　　　　　　　　支所（出張所）
金融機関名口

座
振
替
先

　普　通

　貯　蓄
口 座 番 号

適用給料表　　　　（　）　　　級　　　号

円
給与改定前

退
職
時
給
料
月
額

適用給料表　　　　（　）　　　級　　　号

円
給与改定後
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第６号（第２条関係）

 

―　６３３　―

死亡により退職した職員の給与改定通知書

　職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行（　　　年　　月　　日

から適用）により、下記の元職員について給与改定を行ったので、差額分の遺族

退職手当を支給してくださるよう通知します。

年　　月　　日

新潟県市町村総合事務組合管理者　様

長（管理者）氏名　　　　　　　　　�
　　　　　　　　　　　　

記

第　　　　　　　号裁 定 番 号

〒
現 住 所

　
（ ふ り が な ）
請 求 者 氏 名

（ふりがな）
退職者氏名

退職者との続柄

　　　　　　　銀行（金庫）　　　　　　　　本（支）店

　　　　　　　組合　　　　　　　　　　支所（出張所）
金融機関名口

座
振
替
先

　普　通

　貯　蓄
口 座 番 号

適用給料表　　　　（　）　　　級　　　号

円
給与改定前

退
職
時
給
料
月
額

適用給料表　　　　（　）　　　級　　　号

円
給与改定後
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別記様式第７号（第３条関係）（表面）

 

―　６３４　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

退職手当の支給制限に関する報告書

　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則第３条第１号の規定によ
り下記のとおり報告いたします。

　　　　　　　年　　月　　日

　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

長（管理者）氏名　　　　　　　　　�　

（退職をした者の氏名）（組合員番号）

（新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第２７条第１項第 　号に該当する
理由）

（退職をした者が占めていた職の職務及び責任）

（退職をした者の勤務の状況）
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第７号（裏面）

 

―　６３５　―

（退職をした者が行った非違の内容及び程度）

（非違に至った経緯）

（非違後における当該退職をした者の言動）

（非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度）

（非違が公務に対する信頼に及ぼす影響）

備考　上記内容の根拠となる資料を添付すること。
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別記様式第７号の２（第３条関係）

 

―　６３６　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

退職手当の支払の差止めに関する報告書

　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則第３条第２号の規定によ
り下記のとおり報告いたします。

　　　　　　　年　　月　　日

　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

長（管理者）氏名　　　　　　　　　�　

（退職をした者の氏名）（組合員番号）

（新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第２８条第 　項第 　号に該当す
る理由）

備考　上記内容の根拠となる資料を添付すること。
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第７号の３（第３条関係）

 

―　６３７　―

退職手当の支払の差止めの取消しに関する報告書

　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則第３条第３号の規定によ
り下記のとおり報告いたします。

　　　　　　　年　　月　　日

　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

長（管理者）氏名　　　　　　　　　�　

（退職をした者の氏名）（組合員番号）

（新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第２８条第５項第 　号に該当する
理由）

備考　上記内容の根拠となる資料を添付すること。

不要Title:05-1●591-.ec8 Page:639  Date: 2020/12/16 Wed 11:29:25 



別記様式第７号の４（第３条関係）（表面）

 

―　６３８　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

退職手当の支給制限に関する報告書

　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則第３条第４号の規定によ
り下記のとおり報告いたします。

　　　　　　　年　　月　　日

　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

長（管理者）氏名　　　　　　　　　�　

（退職をした者の氏名）（組合員番号）

（新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第２９条第１項第 　号に該当する
理由）

（退職をした者が占めていた職の職務及び責任）

（退職をした者の勤務の状況）
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第７号の４（裏面）

 

―　６３９　―

（退職をした者が行った非違の内容及び程度）

（非違に至った経緯）

（非違後における当該退職をした者の言動）

（非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度）

（非違が公務に対する信頼に及ぼす影響）

備考　上記内容の根拠となる資料を添付すること。
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別記様式第７号の５（第３条関係）（表面）

 

―　６４０　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

退職手当の返納に関する報告書

　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則第３条第５号の規定によ
り下記のとおり報告いたします。

　　　　　　　年　　月　　日

　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

長（管理者）氏名　　　　　　　　　�　

（退職をした者の氏名）（組合員番号）

（新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第３０条第１項第 　号に該当する
理由）

（退職をした者が占めていた職の職務及び責任）

（退職をした者の勤務の状況）
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第７号の５（裏面）

 

―　６４１　―

（退職をした者が行った非違の内容及び程度）

（非違に至った経緯）

（非違後における当該退職をした者の言動）

（非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度）

（非違が公務に対する信頼に及ぼす影響）

備考　上記内容の根拠となる資料を添付すること。
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別記様式第７号の６（第３条関係）（表面）

 

―　６４２　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

退職手当相当額の納付に関する報告書

　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則第３条第６号の規定によ
り下記のとおり報告いたします。

　　　　　　　年　　月　　日

　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

長（管理者）氏名　　　　　　　　　�　

（退職をした者の氏名）（組合員番号）

（新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第３２条第 　項の規定による処分
の要件を満たすと認められる理由）

（退職をした者が占めていた職の職務及び責任）

（退職をした者の勤務の状況）
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第７号の６（裏面）

 

―　６４３　―

（退職をした者が行った非違の内容及び程度）

（非違に至った経緯）

（非違後における当該退職をした者の言動）

（非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度）

（非違が公務に対する信頼に及ぼす影響）

備考　上記内容の根拠となる資料を添付すること。
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別記様式第８号（第４条関係）

 

―　６４４　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

退　職　手　当　請　求　書

　　　　　年　　月　　日付けをもって　　　　　　　　　　　を退職しました

ので、新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第２条の規定により退職手当

を支給してくださるよう請求します。

年　　月　　日

新潟県市町村総合事務組合管理者　様

〒
現 住 所

�　
（ ふ り が な ）
氏 名

退 職 時 の 職 名
又 は 階 級 名

　　　　　　　銀行（金庫）　　　　　　　　本（支）店

　　　　　　　組合　　　　　　　　　　支所（出張所）
金融機関名口

座
振
替
先

　普　通

　貯　蓄
口 座 番 号
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第９号（第４条関係）

 

―　６４５　―

遺 族 退 職 手 当 請 求 書

　上記の者は　　年　　月　　日死亡により　　　　　　　　　　　を退職しま

したので、新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第２条の規定により遺族

退職手当を支給してくださるよう請求します。

新潟県市町村総合事務組合管理者　様

年　　月　　日

〒
現 住 所

�　
（ ふ り が な ）
請 求 者 氏 名

退職者との続柄

　　　　　　　銀行（金庫）　　　　　　　　本（支）店

　　　　　　　組合　　　　　　　　　　支所（出張所）
金融機関名口

座
振
替
先

　普　通

　貯　蓄
口 座 番 号

（ ふ り が な ）
退 職 者 氏 名

退 職 時 の 職 名
又 は 階 級 名
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別記様式第１０号（第４条関係）（表面）

 

―　６４６　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

履　　　　歴　　　　書

男　　　女性　　別
�

（ふりがな）
氏　　　　名 年　　月　　日生生年月日

年　　　月　　　日臨時職員としての就職年月日
（組合に加入していない期間も記入）

年　　　月　　　日組 合 加 入 年 月 日

年　　　月　　　日就 職 年 月 日

年　　　月　　　日退 職 年 月 日

退　　職　　事　　由

適用給料表　　　　級　　　　号給　　　　　　円退 職 時 の 給 料 月 額

適用給料表　　　　級　　　　号給　　　　　　円平成１８年３月３１日の給料月額

育児休業に係る
子 の 生 年 月 日

休職等期間終期休職等期間始期事　　項休職等履歴

年　月　日年　月　日年　月　日

年　月　日年　月　日年　月　日

年　月　日年　月　日年　月　日

年　月　日年　月　日年　月　日

年　月　日年　月　日年　月　日

級適用給料表在級等期間終期在級等期間始期適用給料表・
在級履歴

年　月　日年　月　日

年　月　日年　月　日

年　月　日年　月　日

年　月　日年　月　日

年　月　日年　月　日

年　月　日年　月　日

年　月　日年　月　日

年　月　日年　月　日

年　月　日年　月　日

年　月　日年　月　日

金額　（円）給料表・級・号給異動前年月日事　　項特定減額履歴

年　月　日

年　月　日

年　月　日
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第１０号（第４条関係）（裏面）

 

―　６４７　―

上記のとおり相違ないことを証明いたします。

　　　　　　年　　　月　　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

長（管理者）氏名　　　　　　　　　　�　　　　　　　　　　　　

備考　１　性別は、男女いずれかを〇印で囲むこと。

２　臨時職員としての就職年月日欄、平成１８年３月３１日の給料月額欄、休職等履

歴欄、適用給料表・在級履歴欄及び特定減額履歴欄は、該当する場合に記入す

ること。

３　休職等履歴欄の事項区分には、例えば「休職」、「停職」、「育児休業」等と記

入し、育児休業の場合は、当該休業に係る子の生年月日を記入すること。

４　適用給料表・在級履歴欄は、平成８年４月１日を含む異動年月日から記入する

こと。

５　特定減額履歴欄は、平成１８年４月１日以降に降格、異なる給料表間の異動等

給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合に

当該異動前の年月日、給料表・級・号給及び金額を記入すること（事項区分に

は、例えば「降格」、「職種変更」等と記入すること。）。

―　６４７（６４８欠）　―
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―
　６４９

　―

総　 代　 者　 選　 任　 届

　　　総　代　者　　元職員との続柄

  　 氏　　　　　名 
（ ふ　　り　　が　　な ）

　上記の者は下記の者全員の総代者として選任され、退職手当の請求をする者であることを届け出ます。

　　　　　年　　月　　日

　　　　　　本　籍　地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本　籍　地
　　　　　　現　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現　住　所
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　�　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　�

　　　　　　本　籍　地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本　籍　地
　　　　　　現　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現　住　所
　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　�　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　�

　上記の事項は相違ないことを証明する。

　　　　　年　　　月　　　日

   　　　　　　　　　　　　　　　 氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�

　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

　長
管理者

別記様式第１１号（第４条関係）

不
要
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―　６５０　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第１２号（第１０条関係）

　　　　〒
　　　　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合　　
管理者　　　　　　　　　�

　　　　　退　職　手　当　裁　定　通　知　書

裁 定 番 号

　下記のとおり裁定し、退職手当を支給します。 裁定年月日

支給年月日

職 員 番 号所 属 所

退
職
者

職 名氏 名

生 年 月 日住 所

定年年齢年 齢１月１日
住 所

続 柄氏 名

受
給
者

納 税 地住 所

振込金額口座番号預金種目店舗金融機関
振込口座

算定期間控除割合退職（終期）年月日就職（始期）年月日種別

職
歴
・
休
停
職
等 勤続期間　合計　　　　年　月控除期間計算

１／／１期間　　年　月　１／／２期間　　年　月　１／／３期間　　年　月

控除期間　合計　　　　年　月

算定期間　　　　　　　年　月

適用条項退職事由

算定給料月額早期特例加算基礎給料月額施行日前日給料月額退職時給料月額

支給額減算額加算額調整額基本額支給率

退
職
手
当
金
の
計
算　
　
　
　
　

支給額都道府県民税市町村民税所得税退職所得控除

　　年勤 続 年 数

　　　万円退職所得控除額

課 税 対 象 額

控除額合計共 済 償 還 金

退職手当差引支給額
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第１３号（第１６条関係）（表面）

 

―　６５１　―

新潟県市町村等職員退職票

③
所　属
会計名

②
所属組合
市町村等

①
　　　年　　　月　　　日交付

年　　　月　　　日
満　　　　歳　　

⑥
生年月日
及び年齢

男・女
⑤
性　別

④
氏　名

退　

職　

し　

た　

職　

員

年　　
⑪
勤　続
期　間

⑦
住所又
は居所

�　一般受給資格

⑫
受給資
格区分

�　月 給・旬 給・
　　週給等⑩

給　与
形　態

　　年　　月　　日
⑧
就　職
年月日

�　高年齢受給資格

�　日 給・時 間 給
　　出来高払制等

　　年　　月　　日
⑨
退　職
年月日 �　特例受給資格

⑭　　　　　
賃金日額算定
の根拠及び額

�　基本となる給与が日、時間、出来高払
制その他の請負制によって定められて
いる者

�　基本となる給与が月、週
その他一定の期間によっ
て定められている者

⑬
失
業
者
の
退
職
手
当
算
定
の
基
礎
と
な
る
給
与
総
額

賃金日額
　　　　　　円
算定の方式

�　月、週そ
の他の一定の
期間によって
定められてい
た給与

�　日、時
間、出来高
払その他の
請負制によ
る給与

退職の月前６月
における労働日
数

退職の月前６月に支払われた
給与の総額
１給　　料　　　　　　　円
２扶養手当　　　　　　　円
３地域手当（又は　　　　円
　これに相当する
　給与）
４時間外勤務手当　　　　円
５　　手当　　　　　　　円
６　　手当　　　　　　　円
７　　手当　　　　　　　円
８　　手当　　　　　　　円
９　　手当　　　　　　　円
１０　　手当　　　　　　　円
　　合計　　　　　　　　円

円円日月分
円円日月分
円円日月分
円円日月分
円円日月分
円円日月分
円円合計

円
⑯退職時の

給料月額
説明欄円

⑮退職時に支払わ
れた一般の退職
手当等の額

別紙のとおり⑰退　職　事　由

⑱上記の記載事項を確認する。（退職した職員の氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　 �

所　在　地
⑲組合市町村等

名　　　称

 �⑳所属組合市町村等の長の氏名及
び印

※
公共職業安定所記
載欄

�

組合市町村等記
載欄
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別記様式第１３号（裏面）

 

―　６５２　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第１３号（裏面）

〔退職した職員の注意事項〕
１　記載上の注意

⑰欄には、職員の個人的な事情に起因する退職の場合、退職の主たる事由を一つ選択し、退職者
記載欄の□の中に○印を記入すること。

⑱欄には、記載事項に相違ないと認めた場合、氏名を記載して印を押すこと。なお、記載事項に
ついて誤りがあるときは、速やかに所属組合市町村等の長に申し出て訂正を受けること。

２　この票の交付を受けたときは、速やかに住所又は居所を管轄する公共職業安定所に出頭の上提
出すること。ただし、退職後公共職業安定所に出頭しないまま退職の翌日から１年以内に再び職
員となった場合には、この票を再就職した所属組合市町村等の長に提出すること。

３　基本手当の日額に相当する退職手当の支給を受けることのできる期間は、原則として、退職の
日の翌日から１年間（これを支給期間という。）であること。その１年間に妊娠、出産、育児、疾
病又は負傷等の理由で、引き続き３０日以上職業に就くことができない者については、新潟県市町
村総合事務組合退職手当支給条例施行規則第２２条第２項に定める所定の期限までに公共職業安定
所に届け出ることにより、これらの理由により職業に就くことができない日数を１年に加えた期
間（最大限４年）となること。

〔所属組合市町村等の長の記載心得〕
１　職員が退職したとき、その職員が失業者の退職手当を受ける資格を有する場合には、所属組合

市町村等の長はこの退職票に所定の事項を記載し、正副２通作成し、うち１通に印を押した上退
職した職員に交付し、１通（写）を保管しておくこと。

２　記載上の注意
①欄には、この票を職員に交付した日を記載すること。
②欄には、退職した職員が所属していた組合市町村名等を朱書すること。
③欄には、退職した職員に給与が支払われた会計名を朱書すること。
④欄には、退職した職員の氏名を記載すること。
⑤欄には、退職した職員の性別について男女のいずれかに○印を付けること。
⑥欄には、退職した職員の生年月日及び満年齢を記載すること。
⑦欄には、退職した職員の住所又は居所を記載すること。
⑧欄には、退職した職員の退職前引き続いて組合市町村等の職員として勤務し始めた就職の年月

日を記載すること。
⑨欄には、退職した職員の退職した年月日を記載すること。
⑩欄には、退職した職員の給与形態に応じて�欄又は�欄の該当箇所に○印をつけること。
⑪欄には、退職した職員の⑧欄から⑨欄までの退職手当の計算の基礎となった勤続期間及び退職

手当支給条例第２６条第２項の規定によって通算される期間の合計期間を記載すること。
⑫欄には、退職した職員を雇用保険法の被保険者とみなした場合において、同法第３７条の２第１

項に該当する者は�欄に、同法第３８条第１項に該当する者は�欄に、その他の者については�
欄に○印を付けること。

⑬欄には、退職した職員の退職の月前の最後の６月間に支払われた給与の総額を記載し、職員の
基本となる給与が月給、旬給、週給等一定の期間によって定められている場合には、�欄に給
与の種類別に６月間の総額を記載し、職員の基本となる給与が日給、時間給、出来高払制に
よって定められている場合には、�欄にその各月の労働日数及び給与額を記載すること。�欄
に記載する場合には、退職者の給与がすべて日給、時間給、出来高払制等労働量に応じて支給
するものであるときは、�の欄にのみ記載し、退職者の給与が一部は日給、時間給等、一部は
月、週その他の期間によって支給するときは、�の欄及び�の欄にそれぞれ区別して各月の総
額を記載すること。

⑭欄には、退職した職員の賃金日額及び算定の方式を記載すること。
⑮欄には、退職した職員の退職時に支払った一般の退職手当等の額を記載すること。なお、説明

欄には、一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分が行われた場合にはそ
の旨を記載すること。

⑯欄には、退職した職員の退職時の給料月額（給料が日額で定められている者にあっては、日額）
を記載すること。

⑰欄には、退職の主たる事由を一つ選択し、所属組合市町村等の長記載欄の□に○印を記入のう
え、具体的事情記載欄（所属組合市町村等の長用）に具体的事情を記入すること。

⑲欄には、この退職票を交付する所属組合市町村等の所在地、電話及び名称を記載すること。
⑳欄には、所属組合市町村等の長の氏名を記載し、その印を押すこと。
�欄には、通算される期間（⑪欄に同じ。）、基本手当の日額、所定給付日数及び待期日数その他

必要な事項を記載すること。
　※印の欄には記載しないこと。
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

 

―　６５３　―

必要

別記様式第１３号（別紙）

⑰退職事由
　【退職事由は所定給付日数・給付制限の有無に影響を与える場合があり、適正に記入してく
ださい。】

※　　　
公共職業
安 定 所
記 載 欄

退　職　の　事　由
退職者

記載欄

所属組
合市町
村等の
長記載
欄　　

１　職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は

過員を生ずることによるもの

２　定年又は任期満了によるもの

　�　定年による退職（定年　　歳）

　�　任期満了による退職

３　所属組合市町村等の長からの働きかけ等によるもの

　�　懲戒免職等処分

　�　地方公務員法第２８条第４項の規定による失職又はこれ

に準ずる退職

　�　地方公務員法第２８条第１項第２号の規定による免職又

はこれに準ずる処分

　�　地方公務員法第２８条第１項第１号又は第３号の規定に

よる免職若しくはこれに準ずる処分

　�　退職勧奨

４　職場における事情に起因する退職

　�　勤務していた公署の移転により通勤困難となったため

　�　公務上の傷病による退職

５　職員の個人的な事情に起因する退職

　�　職務に耐えられない体調不良、けが等があったため

　�　妊娠、出産、育児等を行う必要があったため

　�　家庭の事情の急変（父母の扶養、親族の介護等）があっ

たため

　�　配偶者等との別居生活が継続困難となったため

　�　転居により通勤困難となったため

　　（新住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　�　その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　）

６　その他（１－５いずれにも該当しない場合）

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

具体的事情記載欄（所属組合市町村等の長用）
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別記様式第１４号（第１７条関係）（表面）

 

―　６５４　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

新潟県市町村等職員在職票

①　　　　年　　月　　日交付

男・女
③
　性　別

②
　氏　　　　　　名

退　
　

職　
　

し　
　

た　
　

職　
　

員

　　　　年　　月　　日　　　　満　　　歳
④
　生年月日及び年齢

⑤
　 住 所 又 は 居 所

　　　　年　　月　　日
⑥
　 就 職 年 月 日

　　　　年　　月　　日
⑦
　 退 職 年 月 日

　　　　　　　月
⑧
　 勤 続 期 間

⑨　 退 職 時 の 身 分
　 又 は 雇 用 区 分

（退職した職員の氏名）       

�

⑩

上記の事項を確認する。

上記のとおり在職していたことを証明する。

所 在 地⑪
市
町
村
等 名 称

�
⑫　所属組合市町村等の長の
　氏　　　　名　　　　印
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第１４号（裏面）

〔退職した職員の注意事項〕

１　記載事項に相違ないと認めたときは⑩欄に氏名を記載して印を押すこ

と。なお、記載事項について誤りがあるときは、速やかに所属組合市町村

等の長に申し出て訂正を受けること。

２　退職の日の翌日から起算して１年以内に再び職員となった場合には再就

職した所属組合市町村等の長に提出すること。

３　この証は１年間大切に保管すること。

〔所属組合市町村等の長の記載心得〕

１　職員が基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金に相当する退職手

当の受給資格を得られずに退職した場合には、所属組合市町村等の長はこ

の証に所定の事項を記載し、正副２通作成し、うち１通に印を押したうえ

退職した職員に交付し、１通（写）を保管しておくこと。

２　記載上の注意

①欄には、この証を職員に交付した年月日を記載すること。

②欄には、退職した職員の氏名を記載すること。

③欄には、退職した職員の性別について男女いずれかに○印を付けるこ

と。

④欄には、退職した職員の生年月日及び満年齢を記載すること。

⑤欄には、退職した職員の住所又は居所を記載すること。

⑥欄には、退職した職員の退職前引き続いて組合市町村等の職員として勤

務し始めた就職の年月日を記載すること。

⑦欄には、退職した職員の退職した年月日を記載すること。

⑧欄には、退職した職員の⑥欄から⑦欄までの期間を記載すること。

⑨欄には、退職した職員の退職時の身分又は雇用区分を記載すること。

⑪欄には、この証を交付する所属組合市町村等の所在地、電話及び名称を

記載すること。

⑫欄には、所属組合市町村等の長の氏名を記載し、その印を押すこと。

 

―　６５４―１　―
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

満 歳年齢男・女氏 名

受　

給　

資　

格　

者

住所又は居所

退職事由　　　　　年　　　月　　　日退 職 年 月 日

勤　続　期　間　　　　　年　　　月　　　日求 職 年 月 日

年　　月　　　　　年　　　月　　　日受 給 期 間
満 了 年 月 日

日所定給付日数日待 期 日 数

年　月　日最 初 の
失 業 認 定 日年　月　日待 期 満 了 年 月 日

円基本手当の日額日毎月失 業 の 認 定 日

日額　円　月　日　
支給

　　　　　　　　　開始受講手当技能
習得
手当

受講開始

　　　年　月　日
公 共 職 業 訓 練 等 月額　円　月　日　

支給
　　　　　　　　　開始通所手当

受講終了予定

　　　年　月　日 月額　円　月　日　
支給

　　　　　　　　　開始寄 宿 手 当

所 在 地
管轄公共職業安定所

 公共職業安定所　�名 称

　　　　年　　月　　日交 付 年 月 日

管理者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�交 付 者

（第１面）

失　業　者　退　職　手　当　受　給　資　格　証

支給番号 所属会計名
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―　６５４―３　―

〔注意事項〕

１　この証は、基本手当に相当する退職手当を受けるために必要なものであるから

第１面に書かれている受給期間満了年月日までは大切に保管すること。もし、こ

の証をなくしたり、又は、損傷したときは、速やかに申し出て再交付を受けるこ

と。

２　基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、この証を関係書

類に添えて管理者に提出すること。

３　受給資格者は、第１面記載の「最初の失業認定日」に管轄公共職業安定所に出

頭し、待期日数の間における失業の認定を受けること。

４　基本手当に相当する退職手当の支給日は、原則として失業の認定日の属する月

の翌月である。

５　定められた失業の認定日に出頭しないときは、基本手当に相当する退職手当の

支給を受けることができなくなることがある。

６　基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとする期間中に自己の労働に

よって収入を得たときは、その旨を必ず届け出ること。

７　偽りその他不正の行為（６の届出をしない場合又は虚偽の届出をした場合も該

当する。）によって基本手当に相当する退職手当の支給を受けたり、又は受けよう

としたときは、以後、基本手当に相当する退職手当を受けることができなくなる

ほか、その返還と一定の金額の納付を命ぜられ、又は処罰される場合がある。

８　氏名又は住所若しくは居所を変更したときは、その後最初に出頭した失業の認

定日に届書を提出すること。

９　第１面に書かれている所定給付日数は、受給期間満了年月日までの間に基本手

当に相当する退職手当の支給を受けていることができる最大限の日数である。

（第４面）

（処　　理　　状　　況）

取扱者印摘 要支 給 金 額失業認定日数又は
基本手当支給日数月　日

・

・

・

・

・

・

（第２面及び第３面）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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―　６５４―４　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

受給資格者
　氏名　

変更届　　住所

支 給 番 号

新　氏　名

フリガナ

１　氏名 新

旧

新
２　住所

旧

　　　年　　月　　日４　変更年月日　　　年　　月　　日３　生年月日

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則第１９条第３項の規定によ
り上記のとおり届けます。

　　　年　　月　　日
　　　　　（高年齢・特例）受給資格者氏名　　　　　　　　　　　　　　　�

　新潟県市町村総合事務組合管理者　様
支給番号（　　　　　　　　　　　　）
電話番号（　　　　　　　　　　　　）

※口座名義変更確認欄

備　
　

考

管
理
者
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―　６５４―５　―

別記様式第１５号の２（裏面）

〔注意事項〕

１　氏名を変更したときは、標題中「住所」の文字を抹消すること。この場

合には、２欄には記載しないこと。

２　住所又は居所を変更したときは、標題中「氏名」の文字を抹消すること。

この場合には、１欄には記載しないこと。

３　３・４欄の下の「（高年齢・特例）受給資格者氏名」欄については、記名

押印又は署名のいずれかにより記載すること。

４　この届書には、変更の事実を証明することができる官公署が発行した書

類（例えば住民票）を添えること。

５　※欄には記載しないこと。
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―　６５４―６　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

受 給 期 間 延 長 申 請 書

受給資格証
番 号

男・女性別氏 名
①

　申　　　請　　　者
住所又は
居 所

　　　　年　　月　　日
②　

 退 職 年 月 日

③

　 職業に就くことが
　 で き な い 理 由

診療担当者傷病の名称

④
　 ③ の 理 由 が 疾 病
　 又 は 負 傷 の 場 合

　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

⑤
　 職 業 に 就 く こ と
　 が で き な い 期 間

　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則第２２条第１項の規定により上

記のとおり申請します。

　　　　　　
年　　月　　日

新潟県市町村総合事務組合管理者　様

申請者氏名　　　　　　　　　　　　�　

※
　処理欄　　延長期間　　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

注　意

１　この申請は、管理者に受給資格証（受給資格証の交付を受けていない場合は、退

職票）を添えて提出すること。

２　⑤欄の「職業に就くことができない期間」とは、③欄の理由により職業に就くこ

とができない期間のことで、その期間が３年を超えるときは、最大限３年間まで認

められるものである。

３　※印欄には、記載しないこと。
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別記様式第１７号（第２２条関係）

 

―　６５４―７　―

受 給 期 間 延 長 通 知 書

受給資格証番号申 請 者 氏 名

　　　　年　　月　　日申 請 受 理 年 月 日

受給期間延長の理由

　　　　年　　月　　日
延 長 後 の
受給期間満了年月日

　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則第２２条第４項の規定に

より上記のとおり受給期間を延長する。

　　　　　　年　　月　　日

新潟県市町村総合事務組合管理者　　　　　　　　　　�

注　意

１　この通知書は、基本手当に相当する退職手当を受けるために必要なもので

あるから、大切に保管すること。

２　受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があったとき（例えば、職業

に就くことができない理由や期間に変更があったとき）には、速やかにその

旨を申し出るとともに、この通知書を提出すること。

３　職業に就くことができない理由がやんだときは、速やかにその旨を届け出

るとともに、受給資格証（受給資格証の交付を受けていない場合には、退職

票）に添えてこの通知書を提出すること。
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―　６５４―８　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

認定日時　　　　　　　　
　月　日　時から　時まで

失　業　認　定　申　告　書

7654321

月

7654321

月

イ　した
　
就職又は就労をした
日は○印、内職又は手
伝いをした日は×印
を右のカレンダーに
記入してください。
　
ロ　しない

①失業の認定
を受けようと
す る 期 間 中
に、就職、就
労、内職又は
手 伝 い を し
ましたか。

141312111098141312111098

2120191817161521201918171615

2827262524232228272625242322

313029313029

日分何日分の収入か円収入額月 　日収入のあった日②内職又は手伝いをして収入を
得た人は、収入のあった日、収
入額、その額が何日分の収入か
を記入してください。

日分何日分の収入か円収入額月 　日収入のあった日

日分何日分の収入か円収入額月 　日収入のあった日

③失業の認定を受けようとする期間中に引き続いて就職先を探しましたか。

�　求職活動をどのような方法で行いましたか。

イ 探した

求職活動の内容利用した機関の名称活動日求職活動の方法
�　公共職業安定所に

よる職業相談、職業
紹介等

�　職業紹介事業者に
よる職業相談、職業
紹介等

�　派遣元事業主によ
る派遣就業相談等

�　公的機関等による
職業相談、職業紹介等

�　�の求職活動以外で、事業所の求人に応募したことがある場合には、下欄に記載してください。
応募の結果応募の動機職種応募方法応募日事業所名、部署

�　知人の紹介
�　新聞広告
�　就職情報誌
�　インターネット
�　その他
�　知人の紹介
�　新聞広告
�　就職情報誌
�　インターネット
�　その他

（その理由を具体的に記載してください。）
ロ 探さなかった

応じられない理由は何ですか。
�　病気やけがなど健康上の理由
�　個人的又は家庭的事情のため（例えば、結婚準備、妊娠、育児、家事の都合のため）
�　就職をしたため又は就職予定があるため
�　自営業を開始したため又は自営業開始の予定があるため
�　その他

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

イ 応じられる
ロ 応じられない

④今、公共職業安
定所から自分に
適した仕事が紹
介されれば、す
ぐに応じられま
すか。

（就職先事業所）�　公共職業安定所紹介
�　地方公共団体又は職業紹介事業者紹介
�　自己就職イ 就職

⑤就職もしくは自
営業を開始した
人又はその予定
のある人が記入
してください。

　月　日より就職（予定）

　月　日より自営業開始（予定）ロ 自営

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則第２５条の規定により上記のとおり申告します。
　　　　　年　　月　　日
　新潟県市町村総合事務組合管理者　様　　受給資格証番号（　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受給資格者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印

取扱
者印

連絡事項
　　　日

認定
日数

　　年　　月
～　　年　　月

認定対象
期間　　

※公共職業安
　定所記載欄

（該当のところへ○印を付け必要な事柄を記載してください。）

�����

�����
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―　６５４―９　―

別記様式第１７号の２（裏面）
〔注意事項〕
１　この申告書は、失業の認定を受けるときに、必ず本人が提出すること。
２　申告は正しくすること。申告しなければならない事柄を申告しなかった
り、偽りの記載をして提出した場合には、以後、基本手当に相当する退職
手当を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額と更
にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また詐欺罪として処罰され
ることがある。
３　①欄及び③欄の「失業の認定を受けようとする期間」とは、前回の失業
の認定日から今回の認定日（この申告書を提出する日）の前日までの期間
をいう。ただし、今回の認定日が求職申込み後初めての認定日である場合
は、求職申込みの日から今回の認定日の前日までの期間をいう。
４　①欄の「就職」又は「就労」とは、事業主に雇用された場合、自営業を
営んだ場合、会社の役員、嘱託になった場合などおよそ職業として認めら
れるものに就いた場合又は自営業を開始するための準備やボランティア活
動をした場合などであって、原則として１日の労働時間が４時間以上のも
の（４時間未満であっても、雇用保険の被保険者となる場合や、自営業を
営む等のため公共職業安定所が職業を紹介してもすぐには応じられない場
合は就職又は就労となります。）をいうものである。
　　なお、賃金等の報酬がなくても就職又は就労したことになるものであ
る。（無償のボランティア活動など下記５に該当するものを除く。）。
５　①欄及び②欄の「内職又は手伝い」とは、雇用保険法第１９条の「自己の
労働によって収入を得た場合」のことをいい、どんな仕事であってもそれ
によって収入を得た場合、すなわち事業主に雇用された場合、自営業を営
んだ場合、他人の仕事の手助けをして収入を得た場合などあなたが働いた
場合又はボランティア活動をした場合などで、原則として１日の労働時間
が４時間未満（雇用保険の被保険者となる場合を除きます。）であって、「就
職」又は「就労」とはいえない程度のもの（１日の労働時間が４時間以上
であっても、１日当たりの収入額が賃金日額の最低額未満の場合はこれに
含まれることがあります。）をいうものである。
　　なお、「内職又は手伝い」による収入を得ていない場合も①欄に記載する
こと。
６　③欄のイに○印を付けた人は、③欄の表に必要な事柄を具体的に記載す
ること。
７　③の�欄には、③の�欄の求職活動以外で、事業所の求人に応募したこ
とがある場合に、応募した事業所名等を記載すること。
　　なお、「事業所名、部署」欄には、事業所名及び部署名のほか、その部署
の電話番号をあわせて記載すること。
　　また、「応募方法」欄には、書類の郵送、直接の訪問など求人に応募した
方法を具体的に記載すること。
８　④欄のロの�その他に○印を付けた人は、公共職業安定所が職業を紹介
してもすぐには応じられない理由を（　　　）の中に具体的に記載するこ
と。
９　※欄には、記載しないこと。
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―　６５４―１０　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

円基本手当の日額日所 定 給 付 日 数日待 期 日 数

失 業 者 の 退 職 手 当 請 求 書

　　　　　年　　月　　日から　　　　　　　　　　　　日分

　　　　　年　　月　　日まで　　　　　　　　　　　　　円

第　 回

請 求 日 数

年　　月　　日
求 職 申 込

年 月 日
年　　月　　日

退 職

年 月 日

　　　　　　基 本 手 当
上記のとおり高年齢求職者給付金に相当する退職手当を請求します。
　　　　　　特 例 一 時 金

　　　　　年　　月　　日

新潟県市町村総合事務組合管理者　様

住　　所　　　　　　　　　　　　　　　
（ふりがな）　　　　　　　　　　　　　　　
氏　　名　　　　　　　　　　　　　　�

上記の者が下記の期間失業していたことを証明します。

　　　　　　年　　月　　日

管轄公共職業安定所長　　　　　　　�

　　　　　　　年　　月　　日から
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日間
　　　　　　　年　　月　　日まで

銀行（金庫）　　　　　　本（支）店
組合　　　　　　　　支所（出張所）

金融機関名口
座
振
替
先

普　通
貯　蓄

口　座　番　号
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第１９号（第２６条関係）（表面）

 

―　６５４―１１　―

公 共 職 業 訓 練 等 受 講 届

受給資格証
番　　　号氏　　　　名①

　受給資格　
　者に関す　
　る事項 住所又は居所

５　雇用保険
法第６条第
５号に規定
する船員の
職業能力の
開発及び向
上に資する
訓練又は講
習として厚
生労働大臣
が定めるも
の

４　高年齢者
等の雇用の
安定等に関
する法律第
２５条第１項
の計画に準
拠した同項
第３号に掲
げる訓練

３　障害者の
雇用の促進
等に関する
法律第１３条
の適応訓練

２　雇用保険
法第６３条第
１項第３号
の講習及び
訓練

１　公共職業
訓練

�種　類②

　公共職業

　訓練等に

　関する事

　項

　　　　年　　月　　日�寄宿開始
　年　月　日有・無�寄宿の

　事　実
③

　寄宿に関　

　する事項 �寄宿前の住所
　又　　は　　居　　所

別居している者
の住居又は居所

同居・別居
の　　　別職　業年齢受給資格者

と の 続 柄氏　　名�
家
族
の
状
況

同居・別居有・無　歳

同居・別居有・無　歳

同居・別居有・無　歳

同居・別居有・無　歳
同居・別居有・無　歳
同居・別居有・無　歳

④公共職業訓練等の受講を指示した
公共職業安定所名

新新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則第２６条第１項の規定によ
り、上記のとおり届けます。
　　　　　　年　　月　　日
新潟県市町村総合事務組合管理者　様

受給資格者氏名　　　　　　　　�

証明認定寄宿手当基本手当※　処理欄

昼間・夜間�昼夜間の別�期　間�職　種

年　月　日�終了予定
　年 月 日年　月　日�受講開始

　年　月　日

この欄の記載事実に誤りのないことを証明する。
　　　　　年　　月　　日
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別記様式第１９号（裏面）

〔注意事項〕

１　この届書には、受給資格証を添えること。

２　この届書には記載された事項に変更があったときは、速やかに、管理者

に届け出ること。この場合においては、所要の証明書を添えること。

３　記載上の注意

イ　③欄の�の事項については、組合市町村等の長の証明書を添えること

を命じられることがあること。

　ロ　※印欄には、記載しないこと。

 

―　６５４―１２　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第２０号（第２６条関係）

 

―　６５４―１３　―

公 共 職 業 訓 練 等 通 所 届

⑥
　備　考

⑤　左欄の乗
　車券等の額
　（１箇月分）

④
　乗車券等
　の種類

③
　距　離
　（概算）

②
　　区　　　　　　間

①
　通所方法の別順路

円�住居から（　経由）　まで１

円�　　から（　経由）　まで２

円�　　から（　経由）　まで３

円�　　から（　経由）　まで４

円�　　から（　経由）　まで５

円�　　から（　経由）　まで６

円�計

⑦届出理由
　１　新規　２　住所又は居所の変更　３　通路経路の変更　４　通所方法の変更
　５　運賃等の負担額の変更
　　　　　　　　上記事実の発生年月日　　　　　　年　　月　　日

上記の記載事実に誤りのないことを証明する。
　　　　　　年　　月　　日

（公共職業訓練等の施設の長の職氏名）　　　　　　　�

　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則第２６条第１項の規定により上
記のとおり届けます。

年　　月　　日　　　
新潟県市町村総合事務組合管理者　様

受給資格証番号（　　　）　
受給資格者　住　所　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　�　

イ．交通機関等利用　　ロ．自転車等利用　　 �　通所不便の者
�　�以外の者該 当

※　
処　

理　

欄

非 該 当 理 由

決　定　年　月　日通所手当の月額

　　　　年　　月　　日円

注　意
１　この届書には、通常行っている通所の実情のみを記載し、例外的な方法等は記載

しないこと。
２　①欄には、通所の順路に従い、徒歩、自転車、ＪＲ○○線等の別を記載すること。
３　④欄には、１箇月定期券、１０枚綴回数券、優待乗車券等の別を記載すること。
４　⑤欄には、④欄の乗車券等を使用して１箇月間通所する場合に要する運賃等の額

を記載すること。
　　なお、定期券によらない場合には、通所２１回分の運賃等の額を記載すること。
５　⑥欄には、定期券によらない場合にはその理由、回数券による場合にはその片道

及び月間の使用枚数、往路と帰路と異なる場合にはその旨及び理由等を記載するこ
と。

６　⑦欄はその届書を提出する主な理由に該当するものの番号を○で囲むこと。
７　※印欄には、記載しないこと。
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別記様式第２１号（第２７条関係）（表面）

 

―　６５４―１４　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

公共職業訓練等受講証明書

（必ず裏面の注意書きをよく読んでから記入してください。）

未支給区分（1　未支給、空欄　未支給以外）支給番号

　　　年　　　月　　　日待期満了年月日

　　　年　　　月　　　日末日　　　年　　　月　　　日初日支給期間

寄宿日数　　　　通所日数受講日数認定日数

就業手当支給日数円内職（労働日数、収入額）

　　　年　　　月２　証明対象期間１　受講者氏名

３　訓練受講職種

７６５４３２１４　右のカレンダーに該当する印をつけてください。

　�　公共職業訓練等が行われなかった日（日・祝日等）　＝印

　�　公共職業訓練等を受けなかった日のうち

　　　イ　疾病又は負傷による場合　　　　　　　　　　　○印

　　　ロ　イ以外でやむを得ない理由がある場合　　　　　△印

　　　ハ　やむを得ない理由がない場合　　　　　　　　　×印

１４１３１２１１１０９８

２１２０１９１８１７１６１５

２８２７２６２５２４２３２２

３１３０２９

5　特記事項

　　　上記の記載事実に誤りのないことを証明する。

　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　（公共職業訓練等の施設の長の職氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�

イ　した　　ロ　しない６　２の期間中に就職、就労、内職又は手伝いをしましたか。

イ　得た　　ロ　得ない７　２の期間中に内職又は手伝いをして収入を得ましたか。

有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・無８　寄宿の有無

　　　上記のとおり申告します。

　　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受講者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支給番号（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

備　　考

寄　宿　手　当
技　　能　　習　　得　　手　　当

基　本　手　当※処理欄
通　所　手　当

特　定　職　種
受　講　手　当

受　講　手　当

管
理
者
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第２１号（裏面）

〔注意事項〕

 

―　６５４―１５　―

１　公共職業訓練等を受けなかった日がある場合は、具体的事情その他必要

な事項を５欄に記載すること。

２　申告は正しくすること。申告しなければならない事柄を申告しなかった

り、偽りの記載をして提出した場合には、以後失業等給付を受けることが

できなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加え

て一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処されること

がある。

３　６欄及び７欄は、該当する記号を○で囲むこと。なお、６欄又は７欄に

おいてイを○で囲んだ者は、その内容を失業認定申告書により申告するこ

と。

４　６欄及び７欄の「２の期間」は、公共職業訓練等受講開始前及び受講修

了後の期間を除くものであること。

５　６欄の「就職」又は「就労」とは、事業主に雇用された場合、自営業を

営んだ場合、嘱託になった場合などおよそ職業として認められるものに就

いた場合若しくは自営業を開始するための準備やボランティア活動をした

場合などであって、１日の労働時間が４時間以上のもの（４時間未満で

あっても雇用保険の被保険者となる場合は就職又は就労となります。）、又

は日雇労働者として臨時に労働したり会社の役員になったりした場合等を

いうものであること。なお、賃金などの報酬がなくても就職又は就労した

ことになるものであること。

６　６欄及び７欄の「内職」又は「手伝い」とは、雇用保険法第１９条の「自

己の労働によって収入を得た場合」のことをいい、どんな仕事であっても

それによって収入を得た場合又はボランティア活動をした場合などであっ

て、他人の仕事の手助けをした場合などあなたが働いた場合で、「就職」又

は「就労」とはいえない程度のものをいうものであること。なお、「内職」又

は「手伝い」による収入を得ていない場合も含むものであること。

７　８欄には、該当するものを○で囲むこと。なお、「有」を○で囲んだ者で

あって「別居して寄宿していない日」があるときは、その日及び理由を

（　　　）内に記載すること。

８　８欄の下の受講者氏名については、記名押印又は署名のいずれかにより

記載すること。

９　※印欄には、記載しないこと。
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別記様式第２２号（第２８条関係）（表面）

 

―　６５４―１６　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

傷病手当に相当する退職手当支給申請書

受給資格証番号

年　　　月　　　日③ 生年月日男・女② 性別① 氏名
申
請
者

④ 傷病の名称及びその程度

診
療
担
当
者
の
証
明

　　　　年　　　月　　　日⑤ 初診年月日

　　　　年　　　月　　　日　　治ゆ、転医、中止、継続中⑥ 傷病の経過

　　　　年　　　月　　　日から　　　　
日間　　　　年　　　月　　　日まで 

�
�
�⑦ 傷病のため職業に就くことがで

きなかったと認められる期間

⑧ 上記のとおり証明する。

　　　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　　　　　　電話番号

　　　　　　　　　　診療機関の所在地及び名称

　　　　　　　　　　診療担当者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

�　�　�　�　�　�　�　�
⑨ 同一の傷病により受けることが
できる給付

支
給
申
請
期
間

　　　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで　　　日間⑩ ⑨の給付を受けることができる
期間 　　　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで　　　日間

　　　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで　　　日間
⑪ 傷病手当に相当する退職手当の
支給を受けようとする期間

収入のあった日　　月　日　収入額　　　円　何日分の収入か　日分

収入のあった日　　月　日　収入額　　　円　何日分の収入か　日分

収入のあった日　　月　日　収入額　　　円　何日分の収入か　日分

内職又は手伝いをした日

　　月　　月　　月

　　　日　　日　　日

⑫ 内職若しくは手伝いをした
日又は収入のあった日、その
額等を記入してください。

　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則第２８条第１項の規定により上記のとおり

傷病手当に相当する退職手当の支給を申請します。

　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者氏名　　　　　　　　　　　　印

　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

支給期間　　　　　年　　　月　　　日から　　　　年　　　月　　　日まで　　　　日間※処理欄

管
理
者
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第２２号（裏面）

 

―　６５４―１７　―

〔注意事項〕

１　この申請書は、管理者に受給資格証を添えて提出すること。

２　⑨欄は、⑦欄の期間のうち、同一の傷病により受けることができる給付

について、次の区分に従って該当するものの番号（２以上の給付を受ける

ことができる場合には、その受けることができるすべての給付の番号）を

○で囲むこと。

　�　健康保険法による傷病手当金

�　労働基準法による休業補償又は労働者災害補償保険法による休業補償

給付若しくは休業給付

�　船員法による傷病手当

�　国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法による休業補償その

他法令により地方公務員等に対して支給されるこれに相当する給付

�　地方公務員等共済組合法その他各種の共済組合法による傷病手当金

�　国民健康保険法による傷病手当金

�　警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律による休業給

付その他法令により公務の遂行に協力した者に対して支給されるこれに

相当する給付

　�　公害健康被害の補償等に関する法律による障害補償費

３　⑩欄には、⑦欄の期間のうち、⑨欄の給付を受けることができる期間を

記載すること。なお、⑨欄で２以上の番号を○で囲んだ場合は、その給付

を受けることができる期間を、それぞれその番号の順に記載すること。

４　⑫欄には、⑦欄の期間中において、内職若しくは手伝いをした場合又は

内職若しくは手伝いによる収入を得た場合に記載すること。「内職若しく

は手伝い」とは、雇用保険法第１９条の「自己の労働によって収入を得た場

合」のことをいい、どんな仕事であってもそれによって収入を得た場合、

すなわち他人の仕事の手助けをして収入を得た場合などあなたが働いたり

した場合であって、「就職又は就労」とはいえない程度のものをいうもので

あること。

５　⑫欄の下の申請者氏名については、記名押印又は署名のいずれかにより

記載すること。

６　※印欄には、記載しないこと。
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別記様式第２２号の２（第３４条関係）（表面）

 

―　６５４―１８　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

　　　　　　　　　　　　　　　高年齢受給資格者失業認定申告書
　

　　　　　　　　　　　　　（該当のところへ○印を付け、必要な事柄を記載してください。）

就職又は就労した人は、した月日を記載してください。イ　し　た①失業の認定を受けようと
する期間中に、就職又は
就労をしましたか。 ロ　しない

②失業の認定を受けようとする期間中に、就職先を探しましたか。

認定日時　　　　　　　
　　　　月　　日　　　　
　　　時から　　時まで

イ　応じられる　③今、公共職業安定所
から自分に適した
仕事が紹介されれ
ば、すぐに応じられ
ますか。

応じられない理由は何ですか。
� 病気やけがなど健康上の理由
� 個人的又は家庭的事情のため（例えば、結婚準備、
妊娠、育児、家事の都合のため）
� 就職をしたため又は就職予定があるため
� 自営業を開始したため又は自営業開始の予定が
あるため
� その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

ロ　応じられない

（就職先事業所）� 公共職業安定所紹介
� 地方公共団体又は職業

紹介事業者紹介
� 自己就職

イ　就　職④就職もしくは自営
業を開始した人又
はその予定のある
人が記入してくだ
さい。 　　月　　日より就職（予定）

　　月　　日より自営業開始
（予定）

ロ　自　営

　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則第３４条第１項において準用する第２５条の
規定により上記のとおり申告します。
　　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　高年齢受給資格証番号（　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　高年齢受給資格者氏名　　　　　　　　　　　　　印
　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

取扱
者印

連絡事項日認定日数
　年　月

～　年　月
認定対象
期　　間

※公共職業安
　定所記載欄

�　どのような方法で探しましたか。イ 探した

求職活動の内容利用した機関の名称活動日求職活動の方法

�　公共職業安定所による
職業相談、職業紹介等
�　職業紹介事業者による
職業相談、職業紹介等
�　派遣元事業主による派
遣就業相談等
�　公的機関等による職業
相談、職業紹介等

�　�の求職活動以外で、事業所の求人に応募したことがある場合には、下欄に記載してください。

応募の結果応募の動機職種応募方法応募日事業所名、部署

�　知人の紹介
�　新聞広告
�　就職情報誌
�　インターネット
�　その他
�　知人の紹介
�　新聞広告
�　就職情報誌
�　インターネット
�　その他

（その理由を具体的に記載してください。）ロ　探さな
　　かった
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第２２号の２（裏面）

〔注意事項〕

１　この申告書は、失業の認定を受けるときに、必ず本人が提出すること。

２　申告は正しくすること。申告しなければならない事柄を申告しなかった

り、偽りの記載をして提出した場合には、以後、高年齢求職者給付金に相

当する退職手当を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給し

た金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐

欺罪として処罰されることがある。

３　「失業の認定を受けようとする期間」とは、前回の安定所に出頭した日か

ら認定日（この申告書を提出する日）までの期間をいう。

４　①欄の「就職又は就労」とは、事業主に雇用された場合、自営業を営ん

だ場合、会社の役員、嘱託になった場合などおよそ職業として認められる

ものに就いた場合又は自営業を開始するための準備やボランティア活動を

した場合などであって、原則として１日の労働時間が４時間以上のもの

（４時間未満であっても、雇用保険の被保険者となる場合や、自営業を営む

等のため公共職業安定所が職業を紹介してもすぐには応じられない場合は

就職又は就労となります。）をいうものである。なお、賃金等の報酬がなく

ても就職又は就労したことになるものである。

５　②欄のイに〇印を付けた人は、②欄の表に必要な事柄を具体的に記載す

ること。

６　②の�欄には、②の�欄の求職活動以外で、事業所の求人に応募したこ

とがある場合に、応募した事業所名等を記載すること。なお、「事業所名、

部署」欄には、事業所名及び部署名のほか、その部署の電話番号をあわせ

て記載すること。また、「応募方法」欄には、書類の郵送、直接の訪問など

求人に応募した方法を具体的に記載すること。

７　③欄ロの�その他に○印を付けた人は、安定所が職業を紹介してもすぐ

には応じられない理由を（　　　）の中に具体的に記載すること。

８　※印欄には、記載しないこと。

 

―　６５４―１９　―
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別記様式第２３号（第３２条関係）（表面）

 

―　６５４―２０　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

所属会計名支給番号

失業者退職手当高年齢受給資格証

満 歳年齢男・女氏 名高年齢受
給資格者 住所又は居所

退 職 事 由

年　　月　　日受 給 期 限 日　　　年　　月　　日求 職 年 月 日

円基本手当（日額）　　　年　　月　　日待期満了年月日

　　　年　　月　　日失 業 の 認 定 日

所 在 地
管轄公共職業安定所

公共職業安定所　�名 称

　　　　　　年　　月　　日交 付 年 月 日

管理者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　�交 付 者

取扱者印摘　　　　　　要支 給 金 額支給日数月・日
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別記様式第２３号（裏面）

〔注意事項〕

１　この証は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当を受けるために必要

なものであるから表面に書かれている受給期限日までは大切に保管するこ

と。もし、この証をなくしたり又は損傷したときは、速やかに申し出て再

交付を受けること。

２　高年齢求職者給付金に相当する退職手当を受けようとするときは、この

証を関係書類に添えて管理者に提出すること。

３　高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給は、原則として失業の認

定日の属する月の翌月である。

４　偽りその他不正の行為によって高年齢求職者給付金に相当する退職手当

の支給を受けたり、又は受けようとしたときは、以後、高年齢求職者給付

金に相当する退職手当を受けることができなくなるほか、その返還と一定

の金額の納付を命ぜられ、又は処罰される場合がある。

５　氏名又は住所若しくは居所を変更したときは、失業の認定日に届書を提

出すること。

 

―　６５４―２１　―
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別記様式第２３号の２（第３４条関係）（表面）

 

―　６５４―２２　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

　　　　　　　　　　　　　　　特例受給資格者失業認定申告書

　　　　　　　　　　　　　（該当のところへ○印を付け、必要な事柄を記載してください。）

就職又は就労した人は、した月日を記載してください。イ　し　た①失業の認定を受け
ようとする期間中
に、就職又は就労
をしましたか。

ロ　しない

どのような方法で探しましたか。
�　公共職業安定所による職業相談、職業紹介等
�　職業紹介事業者による職業相談、職業紹介等
�　派遣元事業主による派遣就業相談等
�　公的機関等による職業相談、職業紹介等
�　知人の紹介による求人への応募
�　新聞広告による求人への応募
�　就職情報誌による求人への応募
�　インターネットによる求人への応募
�　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

イ　探した②失業の認定を受け
ようとする期間中
に、就職先を探し
ましたか。

（その理由を具体的に記載してください。）ロ　探さな
　　かった
イ　応じら

　れる
③今、公共職業安定

所から自分に適し
た仕事が紹介され
れば、すぐに応じ
られますか。

応じられない理由は何ですか。
�　病気やけがなど健康上の理由
�　個人的又は家庭的事情のため（例えば、結婚準

備、妊娠、育児、家事の都合のため）
�　就職をしたため又は就職予定があるため
�　自営業を開始したため又は自営業開始の予定が

あるため
�　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ロ　応じら
　　れない

（就職先事業所）�　公共職業安定所紹介
�　地方公共団体又は職

業紹介事業者紹介
�　自己就職

イ　就　職④就職もしくは自営
業を開始した人又
はその予定のある
人が記入してくだ
さい。 　　月　　日より就職

（予定）
　　月　　日より自営業
開始（予定）

ロ　自　営

　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則第３４条第２項において準用する
第２５条の規定により上記のとおり申告します。
　　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　特例受給資格証番号（　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　特例受給資格者氏名　　　　　　　　　　　　　印
　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

取扱
者印

連 絡
事 項

※公共職業安
　定所記載欄

認定日時　　　　　　　
　　　月　　日　　　　
　　　時から　　時まで
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別記様式第２３号の２（裏面）

〔注意事項〕

１　この申告書は、失業の認定を受けるときに、必ず本人が提出すること。

２　申告は正しくすること。申告しなければならない事柄を申告しなかった

り、偽りの記載をして提出した場合には、以後、特例一時金に相当する退

職手当を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の

返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪とし

て処罰されることがある。

３　「失業の認定を受けようとする期間」とは、前回の安定所に出頭した日か

ら認定日（この申告書を提出する日）までの期間をいう。

４　①欄の「就職又は就労」とは、事業主に雇用された場合、自営業を営ん

だ場合、会社の役員、嘱託になった場合などおよそ職業として認められる

ものに就いた場合又は自営業を開始するための準備やボランティア活動を

した場合などであって、原則として１日の労働時間が４時間以上のもの

（４時間未満であっても、雇用保険の被保険者となる場合や、自営業を営む

等のため公共職業安定所が職業を紹介してもすぐには応じられない場合は

就職又は就労となります。）をいうものである。なお、賃金等の報酬がなく

ても就職又は就労したことになるものである。

５　③欄のロの�その他に○印を付けた人は、安定所が職業を紹介してもす

ぐには応じられない理由を（　　　）の中に具体的に記載すること。

６　※印欄には、記載しないこと。

 

―　６５４―２３　―
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別記様式第２４号（第３３条関係）（表面）

 

―　６５４―２４　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

所属会計名支給番号

失業者退職手当特例受給資格証

満 歳年齢男・女氏 名特例受給　
資 格 者 住所又は居所

退 職 事 由

年　　月　　日受 給 期 限 日　　　年　　月　　日求 職 年 月 日

円基本手当（日額）　　　年　　月　　日待期満了年月日

　　　年　　月　　日失 業 の 認 定 日

所 在 地
管轄公共職業安定所

公共職業安定所　�名 称

　　　　　年　　月　　日交 付 年 月 日

管理者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　�交 付 者

取扱者印摘　　　　　　　要支 給 金 額特例一時金
支 給 日 数月・日
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別記様式第２４号（裏面）

〔注意事項〕

１　この証は、特例一時金に相当する退職手当を受けるために必要なもので

あるから表面に書かれている受給期限日までは大切に保管すること。も

し、この証をなくしたり又は損傷したときは、速やかに申し出て再交付を

受けること。

２　特例一時金に相当する退職手当を受けようとするときは、この証を関係

書類にそえて管理者に提出すること。

３　特例一時金に相当する退職手当の支給日は、原則として失業の認定日の

属する月の翌月である。

４　偽りその他不正の行為によって特例一時金に相当する退職手当の支給を

受けたり、又は受けようとしたときは、以後特例一時金に相当する退職手

当を受けることができなくなるほか、その返還と一定の金額の納付を命ぜ

られ、又は処罰される場合がある。

５　氏名又は住所若しくは居所を変更したときは、失業の認定日に届書を提

出すること。

 

―　６５４―２５　―
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別記様式第２５号（第３７条関係）（表面）

 

―　６５４―２６　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

就業手当に相当する退職手当支給申請書
〒

（電話　　　　　　）住所氏名１　申　　請　　者

事業所番号名　　　称２　就　職　先　の
　　事　　業　　所
　（下記３①の場合

のみ記載）
〒

（電話　　　　　　　）所　在　地

①　一の雇用契約の期間が７日以上である場合３　職業に就いた日
等について記載し
てください。

　（記載に当たって
は裏面の注意書
きをよくお読み
ください。）

ロ　雇用年月日　　　　年　　月　　日イ　一週間の所定労働時間　　時間　　分

→　　　年　　月　　日まで

（　　年　　か月）　　　　

�　定めあり

�　定めなし

ハ　雇用期間

ニ　支給対象期間中の就業日数　　合計　　　日

②　①以外の就業

ニ　就業内容ハ　就業日数ロ　就業期間イ　就業先の事業所等

　　　　　日（電話　　　　　　　）

　　　　　日（電話　　　　　　　）

　　　　　日（電話　　　　　　　）

　　　　　日（電話　　　　　　　）

合計　　　　日

上記２及び３①の記載事実に誤りのないことを証明する。

　　　　　　　　　年　　月　　日

事業主氏名　　　　　　　　　　　　印　　

（法人のときは名称及び代表者氏名）　　　　

イ　離職前事業主である
ロ　離職前事業主でない

４　上記２及び３の事業所の事業主は、受給資格に係る離職前の事業主（関連
事業主を含む。）であるか否か

イ　雇用の予約があった
ロ　雇用の予約はない

５　申請に係る就業について、安定所への求職の申込みの日前に雇用の予約が
あったか否か

イ　紹介を受けた
ロ　紹介を受けてない

６　申請に係る就業について、離職理由による給付制限期間中の最初の１か月で
ある場合に、安定所、地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介を受けましたか

（電話　　　　　　　）職業紹介事業者の名称

　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則第３７条第１項の規定により上記のとおり就業手当に

相当する退職手当の支給を申請します。

　　　　　　　　年　　月　　日

申請者氏名　　　　　　　　　　　　�　　

　　　　　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

備　

考

　　　　　　　　　円支　給　金　額※
処
理
欄

次 回 申 請 日

　　　年　　月　　日支給決定年月日　　　月　　日まで

管
理
者
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

 

―　６５４―２７　―

別記様式第２５号（裏面）
〔注意事項〕
１　この申請書は、原則として、失業の認定を受けようとする期間（前回の失業の認定日から今回の認定
日の前日までの期間。認定対象期間＝支給対象期間（就業手当に相当する退職手当等））中に職業に就
いた（就業した）場合（注）、その失業の認定を受ける日（認定日＝確認日（就業手当に相当する退職
手当））に失業認定申告書と一緒に受給資格証を添えて提出すること。
　　ただし、就職して被保険者資格を取得した場合など、その就職以後失業の認定を受ける必要のない方に
ついては、その後の支給申請を支給対象期間ごとに行うこととした場合の確認日から次の確認日の前日ま
での間に代理人または郵送によって申請しても差し支えないこと（この場合、「次回申請日」欄を確認の
上、その日までに支給申請を行うこと。）。ただし、代理人による申請の場合は、委任状が必要となる。
　（注）就業手当に相当する退職手当の支給対象となる職業に就いた（就業した）場合とは、失業認定申

告書裏面注意書き４に記載した「就職又は就労」に該当し、かつ、安定した職業（※）以外に就業
した場合をいう。

　　　（※ここでいう「安定した職業に就いたこと」とは、「１年を超えて引き続き雇用されることが確
実であると認められる職業に就き、又は事業（その事業により受給資格者が自立することがで
きると公共職業安定所長が認めたものに限る。）を開始したこと」をいう。）

　　　　この就業手当に相当する退職手当の支給対象となる「就業」に当たるか否かについて疑問がある
場合には、安定所の窓口に問い合わせること。

２　申請は正しくすること。偽りの記載をして提出した場合には、以後、失業者の退職手当を受けること
ができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命
ぜられ、また、詐欺罪として処罰されることがある。
３　２の「就職先の事業所」欄には、３の①の「一の雇用契約の期間が７日以上である場合」（注）に該
当する場合に記入すること。また、記載内容を証明する書類（雇用契約書、雇入通知書等）の写しを添
付すること。
（注）「一の雇用契約の期間が７日以上である場合」とは、上記１の注意書きに掲げた就業であって、
７日以上の期間について雇用契約を締結して就業するすべての場合をいうこと。

４　事業主は、「就職して被保険者資格を取得した場合などその就職以後失業の認定の必要のない方」で
あって、郵送又は代理人による申請が認められる場合について、２及び３の①欄の記載内容の証明を行
うこと。この場合、事業主が偽りの証明をした場合には、不正に受給した者と連帯して、不正に受給し
た金額の返還とさらにそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられ
ることがある。
５　３の②欄には、３の①欄に該当する就業以外のすべての就業について以下の要領で記入すること。
　　「イ　就業先の事業所等」欄には、就業先の事業所等（自宅であれば「自宅」と記載。自営準備活動
を行った場合など特定できないものは記載不要）とその電話番号（自宅の場合は記載不要）を記入する
こと。
　　「ロ　就業期間」欄には、その就業した日について「イ　就業先の事業所等」ごとにすべて記入する
こと。
（記入例：「５月１２日から５月１５日まで」を雇用契約期間として就業した場合は、「５/１２～５/１５」と
記入。「５月１日、５月４日、５月１０日」の日ごとに就業した場合は、「５/１、５/４、５/１０」と記
入。）。
　　「ハ　就業日数」欄には、「イ　就業先の事業所等」ごとに就業した日数の合計を記入し、「合計」欄
には支給対象期間中の就業日数の合計を記入すること。
　　「ニ　就業の内容」欄には、その就業の具体的な内容を簡潔に記入すること。
６　この申請書には、就業したことを証明する給与明細書などの資料の写しを添付すること。
７　４及び５欄は、雇用契約を締結して就業する場合に該当するものを○で囲むこと。この場合、４欄の
「関連事業主」とは、あなたが就業した事業所が一定の資本の状況から見て離職前の事業主と密接な関
係にあるもの（出資等の割合が５０％を超えるもの）である他の事業主のことをいう。この「関連事業
主」に当たるか否かについて疑問がある場合には、安定所の窓口に問い合わせること。
８　６欄は、離職理由による給付制限を受けている場合には、その期間中の最初の１か月間について該当
するものを○で囲むこと。この場合、申請に係る就業について、職業紹介事業者から紹介を受けて就業
したものであるときには、その職業紹介事業者の名称と電話番号を記入すること。
　　なお、「地方公共団体」とは、職業安定法の規定に基づき職業紹介事業を行う地方公共団体のことを
いい、「職業紹介事業者」とは、厚生労働大臣の許可を受け、又は厚生労働大臣に届出をして職業紹介
事業を行う者のことをいう。
９　※印欄には、記載しないこと。
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別記様式第２６号（第３７条関係）（表面）

 

―　６５４―２８　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

再就職手当に相当する退職手当支給申請書

〒

（電話　　　　　　　　　）
住所氏名①　申請者

事業所番号名　　　称
②　就　職　先　の
　　事　　業　　所
　　（開始した事業）

（電話　　　　　　　　　　）所　在　地

事業の種類

イ　再就職手当に相当する退職手当又は常用就職支度
手当に相当する退職手当を受給したことがある。⑩　③の雇入年月日又は事業開始年月日前３年

間における就業についての再就職手当に相当
する退職手当又は常用就職支度手当に相当す
る退職手当の受給の有無

ロ　再就職手当に相当する退職手当又は常用就職支度
手当に相当する退職手当のいずれも受給したことが
ない。

　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則第３７条第１項の規定により上記のとおり再就職

手当に相当する退職手当の支給を申請します。

　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者氏名　　　　　　　　　　　　　印　　

　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

備　
　

考

日所定給付日数
※
処
理
欄

日支給残日数

円支給金額

　年　　月　　日支給決定年月日

年　　月　　日　④　採用内定年月日　　年　　月　　日　③　雇　入　年　月　日
　（事業開始年月日）

　　時間　　分　⑥　一週間の所定労働時間⑤　職　　　　　種

イ　定めなし　→　　年　　月　　日まで
ロ　定めあり　　（　　　年　　　カ月）
　　　　　契約更新条項（イ　有　ロ　無）
１年を超えて雇用する見込み（イ　有　ロ　無）

⑧　雇　用　期　間　　　　万　　　千円⑦　賃　金　月　額

⑨ 上記の記載事実に誤りのないことを証明する。

　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　事業主氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　

　　　　　　　　　　　　（法人のときは名称及び代表者氏名）

事
業
主
の
証
明

管
理
者
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第２６号（裏面）

 

―　６５４―２９　―

※　公 共 職 業 安 定 所 記 載 欄

〔注意事項〕
１　この申請書は、③欄に記載した雇入年月日又は事業開始年月日の翌日か

ら起算して１か月以内に、管理者に提出すること。
２　この申請書には、受給資格証を添えること。
３　雇用された受給資格者にあっては、①から⑩までの欄に記入し、事業を

開始した受給資格者にあっては、①から③まで及び⑩の欄に記載するこ
と。

４　申請は正しくすること。偽りの記載をして提出した場合には、以後、失
業者の退職手当を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給し
た金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐
欺罪として処罰されることがある。

５　⑧欄は、該当する記号を○で囲むこと。また、「ロ　定めあり」を○で囲
んだ場合には、その雇用期間を具体的に記載するとともに、契約更新条項
の有無及び１年を超えて雇用する見込みの有無について該当するものの記
号をそれぞれ○で囲むこと。

６　⑩欄は、該当する記号を○で囲むこと。
７　事業主は、⑨欄の証明を行うとともに、速やかに雇用保険被保険者資格

取得届の提出を行うこと。
８　事業主が偽りの証明をした場合には、不正に受給した者と連帯して、不

正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜら
れ、また、詐欺罪として処罰されることがある。

９　※印欄には、記載しないこと。
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別記様式第２６号の２（第３７条関係）（表面）

 

―　６５４―３０　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書

２．受給資格証番号１．氏名

〒
３．住所

－　　－事業所番号名　称４．就職先
　の事業所 〒

（電話番号　　　　　　　　　　　）
所在地

　万　　千円６．求人申込み時等に明示した賃金額（月額）　時間　　分５．一週間の所定労働時間

７．雇用期間中の賃金支払状況

④ 備考
③ 賃金額② ①の基

　　礎日数
① 賃金支払対象期間

計��

　　月　日～　月　日

　　月　日～　月　日

　　月　日～　月　日

　　月　日～　月　日

　　月　日～　月　日

　　月　日～　月　日

　　月　日～　月　日

就職年月日～　月　日

８．上記の記載事実に誤りがないことを証明する。

　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業主氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　（法人のときは名称及び代表者氏名）

９．新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則第３７条第１項の規定により、上記のと

おり就業促進定着手当に相当する退職手当の支給を申請します。

　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

事
業
主
の
証
明

備
考

管
理
者
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第２６号の２（裏面）

 

―　６５４―３１　―

※　公 共 職 業 安 定 所 記 載 欄

〔注意事項〕
１　この申請書は、再就職手当に相当する退職手当の受給に係る就職日から起算し

て６か月に至った日の翌日から起算して２か月以内に、管理者に提出すること。
２　この申請書には、受給資格証を添えること。
３　申請者にあっては１欄から３欄まで及び９欄、当該申請者を雇用した事業主に

あっては４欄から８欄までをそれぞれ記載すること。ただし、１欄から３欄まで
は、再就職手当に相当する退職手当の支給申請時から変更がない場合は記載を省
略することができる。

４　申請は正しくすること。偽りの記載をして提出した場合には、以後失業者の退
職手当を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と
更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せ
られることがある。

５　申請書の記載について
　�　申請者の記載事項
　　　９欄の申請者氏名については、記名押印又は署名のいずれかにより記載する

こと。
　�　事業主の記載事項
　　ア　５欄は、再就職手当に相当する退職手当の受給に係る就職日から６か月に

至った時点における一週間の所定労働時間を記載すること。
　　イ　６欄は、事業主が求人の申込み、募集等を行う際、申請者に対して明示し

た賃金額（月額）を記載すること。
　　ウ　７欄は、再就職手当に相当する退職手当の受給に係る就職日から最初に到

達する賃金締切日（賃金締切日が１暦月中に２回以上ある者については各暦
月の末日に最も近い賃金締切日を、日々賃金が支払われる者等定められた賃
金締切日のない者については暦月の末日をいう。以下同じ。）まで、及び各賃
金締切日の翌日から次の賃金締切日までの期間ごとにそれぞれ記載するこ
と。

　　エ　８欄において、４欄から７欄までの記載事項の証明を行うこと。
６　事業主が偽りの証明をした場合には、不正に受給した者と連帯して、不正に受

給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺
罪として刑罰に処せられることがある。

７　※印欄には、記載しないこと。
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別記様式第２７号（第３７条関係）（表面）

 

―　６５４―３２　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書

〒

（電話　　　　　　　　　）

住

所
氏名①　申請者

事業所番号名　　　称

②　就　職　先　の
　　事　　業　　所 （電話　　　　　　　　　　）所　在　地

事業の種類

イ　再就職手当に相当する退職手当又は常用就職支度
手当に相当する退職手当を受給したことがある。⑩　③の雇入年月日又は事業開始年月日前３年

間における就業についての再就職手当に相当
する退職手当又は常用就職支度手当に相当す
る退職手当の受給の有無

ロ　再就職手当に相当する退職手当又は常用就職支度
手当に相当する退職手当のいずれも受給したことが
ない。

　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則第３７条第１項の規定により上記のとおり常用就

職支度手当に相当する退職手当の支給を申請します。

　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

備考
円支　給　金　額

※処理欄
　　年　　月　　日支給決定年月日

年　　月　　日　④　採用内定年月日　　年　　月　　日　③　雇　入　年　月　日

　　時間　　分　⑥　一週間の所定労働時間⑤　職　　　　　種

イ　定めなし　→　　年　　月　　日まで
ロ　定めあり　　（　　　年　　　カ月）
　　　　　契約更新条項（イ　有　ロ　無）
１年を超えて雇用する見込み（イ　有　ロ　無）

⑧　雇　用　期　間　　　　万　　　千円⑦　賃　金　月　額

⑨ 上記の記載事実に誤りのないことを証明する。

　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業主氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　（法人のときは名称及び代表者名）

事
業
主
の
証
明

管
理
者
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

 

―　６５４―３３　―

※　公 共 職 業 安 定 所 記 載 欄

別記様式第２７号（裏面）

〔注意事項〕

１　この申請書は、③欄に記載した雇入年月日又は事業開始年月日の翌日か

ら起算して１か月以内に、管理者に提出すること。

２　この申請書には、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を

添えること。

３　⑧欄は、該当する記号を○で囲むこと。また、「ロ　定めあり」を○で囲

んだ場合には、その雇用期間を具体的に記載するとともに、契約更新条項

の有無及び１年を超えて雇用する見込みの有無について該当するものの記

号をそれぞれ○で囲むこと。

４　⑩欄は、該当する記号を○で囲むこと。

５　※印欄には、記載しないこと。
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別記様式第２８号（第３７条関係）（表面）

 

―　６５４―３４　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

移転費に相当する退職手当支給申請書

受給資格証番号氏 名

①申　　請　　者 移転前の住
所又は居所
移転後の住
所又は居所

所 在 地
②就職先の事業所

名 称

※雇用期間年　月　日③ 就 職 決 定
　 年 月 日

所 在 地
④受講する公共職
　業訓練等の施設

名 称

所 在 地
⑤特定地方公共団
　体又は職業紹介
　事業者の紹介に
　よる就職の場
　合、その所在地
　及び名称

名 称

年　月　日⑧ 受講終了
　 予定年月日年　月　日⑦ 受講開始

　 年 月 日年　月　日⑥受講指示
　 年 月 日

⑪下車（船）
　の 場 所
（到着空港）

⑩乗車（船）
　の 場 所
（出発空港）

年　月　日⑨ 移転開始
　 予定年月日

※　

計

※着後
　手当※移転料※車　賃※航空賃※船　賃※鉄　道　賃　

⑭続柄
⑬生年
　月日

⑫移転する
　者の氏名

支給額支給
額距離支給

額距離運賃距離運賃距離計急行
料金運賃距離

　円　円　㎞円㎞　円　㎞　円　円　円　㎞本　　　人

家　
　

族

　円　円　円　㎞※合　　計

円※ 就 職 先 の 事 業 主 か ら 支 給
　 さ れ る 就 職 支 度 費 の 額

円※ 差 引 支 給 額

　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則第３７条第１項の規定により上
記のとおり移転費に相当する退職手当の支給を申請します。
　　　　　　年　　月　　日

申請者氏名　　　　　　　　　�
　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

管
理
者
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第２８号（裏面）

〔注意事項〕

１　この申請書は、移転の日の翌日から起算して１か月以内に、管理者に提

出すること。

２　この申請書には、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を

添えて提出すること。

３　就職するために移転する場合には、④欄及び⑥欄から⑧欄までは記載し

ないこと。

４　公共職業安定所の紹介による就職をするために移転する場合には、⑤欄

は記載しないこと。

５　公共職業訓練等を受講するために移転する場合には、②欄、③欄及び⑤

欄は記載しないこと。

６　⑨欄には、移転のために出発する予定年月日を記載すること。

７　⑫の家族欄には、随伴する同居の親族のうち申請者の収入によって生計

を維持している者について記載すること。この場合には、その事実を証明

することができる書類を添えること。

８　※印欄には、記載しないこと。

 

―　６５４―３５　―
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別記様式第２９号（第３７条関係）

 

―　６５４―３６　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

求職活動支援費（広域求職活動費）に相当する退職手当支給申請書

受給資格証番号男・女性別氏 名申
請
者 住所又は居所

所　　　　　在　　　　　地名　　　　　称

訪 問 事 業 所

　　　　　公共

職業安定所関係

　　　　　公共

職業安定所関係

　　　　　公共

職業安定所関係

　　　　　公共

職業安定所関係
※
宿　　　泊　　　地

泊泊泊泊※

　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則第３７条第１項の規定に
より、上記のとおり求職活動支援費（広域求職活動費）に相当する退職手当の
支給を申請します。
　　　　　　年　　月　　日

申請者氏名　　　　　　　　�
新潟県市町村総合事務組合管理者　様

鉄道距離
換算キロ
数　　　

計
宿泊
料

車　賃航空賃船　賃鉄　道　賃

区　　間

※　

公
共
職
業
安
定
所
記
載
欄　　

支給
額距離運賃距離運賃距離計急行

料金運賃距離

（�）（円）（円）（円）（�）（円）（�）（円）（�）（円）（円）（円）（�）

合　　計

円求人者から支給される広域求職
活動に要する費用の額

円差 引 支 給 額

管
理
者

注　意
１　この申請書は、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌
日から起算して１０日以内に管理者に提出すること。
２　※印欄には、記載しないこと。

泊　　　　　　数

不要Title:05-1●591-.ec8 Page:692  Date: 2020/12/16 Wed 11:29:29 



新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第２９号の２（第３７条関係）（表面）

 

―　６５４―３７　―

求職活動支援費（短期訓練受講費）に相当する退職手当支給申請書

受給資格証番号男・女性別氏　　　　名申
請
者 住所又は居所

受講費（入学
料含む）（円）

当該講座に関連する公的資格
受講終了
年　月　日

受講開始
年 月 日

講座名教育訓練施設の名称

講　
　

座

　　　　円

資格名

　

分類
（１～９）
裏面参照

　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則第３７条第１項の規定により上記

のとおり求職活動支援費（短期訓練受講費）に相当する退職手当の支給を申請します。　

　　　　　　年　　　月　　　日　

　　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様　　　　　申請者氏名　　　　　　　　印

支給決定年月日　　　　　　　　年　　　月　　　日
※　
処　
理　
欄

支給額（円）計　　算　　欄

　　　　　　　　　円

備　
考　
欄

�
�
�

�
�
�

管
理
者

不要Title:05-1●591-.ec8 Page:693  Date: 2020/12/16 Wed 11:29:29 



別記様式第２９号の２　（裏面）

 

―　６５４―３８　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

〔注意事項〕
１　この申請書は、教育訓練を行う者（以下「教育訓練実施者」という。）の

発行する求職活動支援費（短期訓練受講費）に相当する退職手当の支給に
係る教育訓練を修了したことを証明することができる書類（以下「教育訓
練修了証明書」という。）に記載された受講修了日の翌日から起算して１か
月以内に、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に下記の確
認書類を添付して、申請者本人が、管理者に提出すること。

２　申請書に添付すべき確認書類は次のとおりであるが、これらの確認書類
と申請書の内容が異なる場合は、支給決定を行うことができないため、教
育訓練実施者より�、�及び�の交付があった際には、その内容をよく確
認し、事実と異なる場合は、教育訓練実施者に対して修正を依頼すること。

　�　教育訓練実施者の発行する「教育訓練修了証明書」
　�　教育訓練実施者の発行する教育訓練経費に係る「領収書」
　　　教育訓練経費の支払いをクレジット会社を介したクレジット契約によ

り行う場合は、教育訓練実施者の発行する「クレジット契約証明書」（必
要事項を教育訓練実施者が付記したクレジット伝票でもよい）、教育訓
練実施者に対する分割払等のために「領収書」等が複数枚にわたるとき
はその全てを提出すること。

　�　教育訓練実施者の発行する「返還金明細書」（「領収書」「クレジット契
約証明書」が発行された後で、受講料の値引き等により、教育訓練経費
の一部が教育訓練実施者から本人に対して還付された（される）場合に
必要。）

３　申請書の記載について
　�　当該講座に関連する公的資格の分類については、以下の区分に該当す

るものを記載すること。

　�　受講費の額は、「教育訓練修了証明書」及び教育訓練実施者の発行する
教育訓練経費に係る「領収書」（又は「クレジット契約証明書」）の両方
に記載された額と同一額となっていることを確認すること。

　　　なお、教育訓練経費の一部が教育訓練実施者から本人に対して還付さ
れた（される）場合は、受講費の額は「返還金明細書」に記載された額
を差し引いた額と同一額となっていることを確認すること。

　�　※印欄には、記載しないこと。

１　輸送・機械運転関係 ４　情報関係 ７　技術関係

２　医療・社会福祉・保健衛生関係 ５　事務関係 ８　製造関係

３　専門的サービス関係 ６　営業・販売・サービス関係 ９　その他
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別記様式第２９号の３（第３７条関係）（表面）

 

―　６５４―３９　―

求職活動支援費（求職活動関係役務利用費）に相当する退職手当支給申請書

受給資格証番号男・女性別氏　　　　名申 
請 
者 住所又は居所

費用
（自己負担分）

（円）

保育等サービス
利用期間内の求
職活動実施日数

保育等サービス
利用期間内の求
職活動実施日

保育等サービス名
保育等

サービス
利用日数

保育等
サービス
利用日

保育等サービス
事業者名

保育等サービス
利用理由

項
番

１　

保
育
等
サ
ー
ビ
ス

円日
※（０１～１４）裏面参照

日
１．面接等のため
２．訓練のため

①

円日
※（０１～１４）裏面参照

日
１．面接等のため
２．訓練のため

②

円日
※（０１～１４）裏面参照

日
１．面接等のため
２．訓練のため

③

円日
※（０１～１４）裏面参照

日
１．面接等のため
２．訓練のため

④

　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則第３７条第１項の規定により上記のとおり求職活動支

援費（求職活動関係役務利用費）に相当する退職手当の支給を申請します。

　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様　　　　　申請者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

支給決定年月日　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

※　

処　

理　

欄

支給額（円）計　　算　　欄項番

円①

円②

円③

円④

円合計

備　

考

管
理
者

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�
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―　６５４―４０　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第２９号の３（裏面）
〔注意事項〕
１　この申請書は、失業の認定を受けようとする期間（前回の失業の認定日から今回の
認定日の前日までの期間。認定対象期間＝支給対象期間（求職活動支援費（求職活
動関係役務利用費）に相当する退職手当））中に、求人者との面接等をするため、又
は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講するために保育等サービスを利用した場
合、その失業の認定を受ける日（認定日＝確認日（求職活動支援費（求職活動関係
役務利用費）に相当する退職手当））に、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受
給資格証に下記の確認書類を添付して、申請者本人が、原則として、管理者に提出す
ること。
　　ただし、高年齢受給資格者、特例受給資格者の方が求職活動支援費（求職活動関
係役務利用費）に相当する退職手当支給申請書を提出する場合にあっては、当該求職
活動支援費（求職活動関係役務利用費）に相当する退職手当の支給に係る保育等サー
ビスを利用した日の翌日から起算して４か月以内に行うこと。
２　申請書に添付すべき確認書類は次のとおりであるが、これらの確認書類と申請書
の内容が異なる場合は、支給決定を行うことができないため、保育等サービス事業
者より�、�及び�の交付があった際には、その内容をよく確認し、事実と異なる場
合は、保育等サービス事業者に対して修正を依頼すること。
　�　保育等サービス事業者の発行する保育等サービス費用に係る「領収書」又は「契

約書」
　　　保育等サービス費用の支払いをクレジット会社を介したクレジット契約により

行う場合は、保育等サービス事業者の発行する「クレジット契約証明書」（必要事
項を保育等サービス事業者が付記したクレジット伝票でもよい）、保育等サービス
事業者に対する分割払等のために「領収書」等が複数枚にわたるときはその全て
を提出すること。

　�　事業主の証明を受けた「面接証明書」又は求職活動関係役務利用費対象訓練を
実施する者の発行する求職活動関係役務利用費対象訓練を受講したことを証明す
ることができる書類（「教育訓練修了証明書」など）

　�　保育等サービス費用について、求人者、地方公共団体その他の者から補助を受
けた場合はその額を証明する書類

３　申請書の記載について
　�　１欄の保育等サービス利用日及び保育等サービス利用日数については、利用す

る保育等サービスの全ての利用日及び利用日数を記載すること。ただし、保育等
サービスであって、求職活動のために利用するものではないものは、記載しない
こと。

　�　１欄の保育等サービス利用期間内の求職活動実施日及び保育等サービス利用期
間内の求職活動実施日数については、保育等サービス利用日及び保育等サービス
利用日数に記載した利用日及び利用日数のうち、支給対象期間中に求職活動を実
施した日及び日数を記載すること。

　�　１欄の保育等サービス名については、以下の区分に該当する番号を記載すること。
　

　�　費用（自己負担分）の額は、保育等サービス事業者の発行する保育等サービス
費用に係る「領収書」（又は「クレジット契約証明書」）の額と同一額となってい
ることを確認すること。

　�　※印欄には、記載しないこと。

01　認可保育所で行う保育　　　06　居宅訪問型保育　　　11　延長保育事業
02　認可幼稚園で行う保育　　　07　事業所内保育　　　　12　病児保育事業
03　認定子ども園で行う保育　　08　一時預かり事業　　　13　放課後児童クラブ
04　小規模保育　　　　09　子育て短期事業　　　　　　　14　その他の保育等サービス
05　家庭的保育　　　　10　子育て援助活動支援事業　　　（認可外保育施設が行う保育等）
　　　　　　　　　　　（ファミリー・サポート・センター事業）
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別記様式第３０号（第３８条関係）（表面）

 

―　６５４―４１　―

退 職 手 当 支 給 制 限 処 分 書

年　　月　　日　

　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合　　　　　

管理者　　　　　　　　　　�　

　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例　 　の規定により、

一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分として、下記

の金額を支払わないこととします。

記

金　　　　　　　　　　　円

第２７条第１項
第２９条第１項

（処分前の一般の退職手当等の額）
円

（処分後に支払われる一般の退職手当等の額）
円

（退職をした者の氏名）

（退職時の職名）（退職時の所属団体）

（勤続期間）

年　　月

（採用年月日）
　　年　　月　　日

（退職年月日）
　　年　　月　　日

（退職時の給料月額）
円

（適用給料表　　　　（　）　　級　　号給）
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別記様式第３０号（裏面）

 

―　６５４―４２　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

（支給制限処分の理由）

（新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第２７条第１項で定める事情に関
し勘案した内容についての説明）

審査請求及び処分の取消しの訴えに関する教示
１　審査請求について
　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して
３か月以内（以下「不服申立期間」といいます｡）に、新潟県市町村総合事務組合管理者に対
して審査請求をすることができます。
　ただし、不服申立期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過
した場合は、審査請求をすることができなくなります。
　なお、正当な理由があるときは、不服申立期間やこの処分があった日の翌日から起算して１
年を経過した後であっても審査請求をすることが認められる場合があります。

２　処分の取消しの訴えについて
　�　この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内に、新潟県市町村総合事務組合を被告（訴訟においては管理者が被
告の代表者となります｡）として、処分の取消しの訴えを提起することができます。

　�　また、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する
裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。

　�　ただし、上記�（審査請求をした場合には�）の期間が経過する前に、この処分（審査請
求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過
した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

　　　なお、正当な理由があるときは、上記�（審査請求をした場合には�）の期間やこの処分（審
査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を
経過した後であっても処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

備考１　勤続期間とは、新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第１４条第１項に規定する勤
続期間をいう。

　　２　不要の文字は、抹消して使用すること。
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第３１号（第３８条関係）（表面）

 

―　６５４―４３　―

退 職 手 当 支 給 制 限 処 分 書

年　　月　　日　

　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合　　　　　

管理者　　　　　　　　　　�　

　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例　 　の規定により、

一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分として、下記

の金額を支払わないこととします。

記

金　　　　　　　　　　　円

第２９条第１項
第２９条第２項

（処分前の一般の退職手当等の額）
円

（処分後に支払われる一般の退職手当等の額）
円

（退職をした者の氏名）

（退職時の職名）（退職時の所属団体）

（勤続期間）

　　年　　月

（採用年月日）
　　年　　月　　日

（退職年月日）
　　年　　月　　日

（退職時の給料月額）
円

（適用給料表　　　　（　）　　級　　号給）
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別記様式第３１号（裏面）

 

―　６５４―４４　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

（懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めた理由）

（新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第２７条第１項で定める事情に関
し勘案した内容についての説明）

審査請求及び処分の取消しの訴えに関する教示
１　審査請求について
　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して
３か月以内（以下「不服申立期間」といいます｡）に、新潟県市町村総合事務組合管理者に対
して審査請求をすることができます。
　ただし、不服申立期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過
した場合は、審査請求をすることができなくなります。
　なお、正当な理由があるときは、不服申立期間やこの処分があった日の翌日から起算して１
年を経過した後であっても審査請求をすることが認められる場合があります。

２　処分の取消しの訴えについて
　�　この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内に、新潟県市町村総合事務組合を被告（訴訟においては管理者が被
告の代表者となります｡）として、処分の取消しの訴えを提起することができます。

　�　また、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する
裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。

　�　ただし、上記�（審査請求をした場合には�）の期間が経過する前に、この処分（審査請
求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過
した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

　　　なお、正当な理由があるときは、上記�（審査請求をした場合には�）の期間やこの処分（審
査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を
経過した後であっても処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

備考１　勤続期間とは、新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第１４条第１項に規定する勤
続期間をいう。

　　２　不要の文字は、抹消して使用すること。
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第３２号（第３９条関係）（表面）

 

―　６５４―４５　―

退職手当支払差止処分書

年　　月　　日　

　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合　　　　　

管理者　　　　　　　　　　�　

　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第２８条第１項の規定により、

一般の退職手当等の額の支払を差し止めます。

（退職をした者の氏名）

（退職時の職名）（退職時の所属団体）

（勤続期間）

　　年　　月

（採用年月日）
　　年　　月　　日

（退職年月日）
　　年　　月　　日

（退職時の給料月額）
円

（適用給料表　　　　（　）　　級　　号給）

（支払差止処分の理由）
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別記様式第３２号（裏面）

 

―　６５４―４６　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

（支払差止処分の取消し）
　この処分は、次のいずれかに該当する場合には取り消され、差し止められて
いる一般の退職手当等の額が支払われます。

１　この処分を受けた者について、この処分の理由となった起訴に係る刑事
事件につき無罪の判決が確定した場合

２　この処分を受けた者について、この処分の理由となった起訴に係る刑事
事件につき、判決が確定した場合（禁 錮 以上の刑に処せられた場合及び無

こ

罪の判決が確定した場合を除く。）
３　処分者が、この処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、この一

般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったと認める場合

審査請求及び処分の取消しの訴えに関する教示
１　審査請求について

　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌
日から起算して３か月以内（以下「不服申立期間」といいます｡）に、新潟県
市町村総合事務組合管理者に対して審査請求をすることができます。
　ただし、不服申立期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算
して１年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります。
　なお、正当な理由があるときは、不服申立期間やこの処分があった日の翌日
から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることが認められる
場合があります。

２　処分の取消しの訴えについて
　�　この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを

知った日の翌日から起算して６か月以内に、新潟県市町村総合事務組合を被
告（訴訟においては管理者が被告の代表者となります｡）として､処分の取消
しの訴えを提起することができます。

　�　また、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審
査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以
内に提起することができます。

　�　ただし、上記�（審査請求をした場合には�）の期間が経過する前に、こ
の処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日
の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起する
ことができなくなります。

　　　なお、正当な理由があるときは、上記�（審査請求をした場合には�）の
期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）が
あった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても処分の取消しの
訴えを提起することが認められる場合があります。

３　この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月が経過した後
においては、この処分後の事情の変化を理由に、処分者に対しこの処分の取消
しを申し立てることができます。

備考　勤続期間とは、新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第１４条第１項
に規定する勤続期間をいう。
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第３３号（第３９条関係）（表面）

 

―　６５４―４７　―

退職手当支払差止処分書

年　　月　　日　

　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合　　　　　

管理者　　　　　　　　　　�　

　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第２８条第２項の規定により、

一般の退職手当等の額の支払を差し止めます。

（退職をした者の氏名）

（退職時の職名）（退職時の所属団体）

（勤続期間）

　　年　　月

（採用年月日）
　　年　　月　　日

（退職年月日）
　　年　　月　　日

（退職時の給料月額）
円

（適用給料表　　　　（　）　　級　　号給）

（公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める理由）

（思料される犯罪に係る罰条：　　　　　　　　　　　　　　　）
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別記様式第３３号（裏面）

 

―　６５４―４８　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

（支払差止処分の取消し）
　この処分は、次のいずれかに該当する場合には取り消され、差し止められ
ている一般の退職手当等の額が支払われます。ただし、３に該当する場合に
おいて、この処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事
件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分
の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りではありません。

１　この処分を受けた者について、この処分の理由となった行為に係る刑
事事件につき無罪の判決が確定した場合

２　この処分を受けた者について、この処分の理由となった行為に係る刑
事事件につき、判決が確定した場合（禁 錮 以上の刑に処せられた場合及

こ

び無罪の判決が確定した場合を除く。）又は公訴を提起しない処分が
あった場合であって、新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第２９
条第１項の規定による処分を受けることなく、その判決が確定した日又
はその公訴を提起しない処分があった日から６か月を経過した場合

３　この処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る
刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、新潟県市町村総合事務組
合退職手当支給条例第２９条第１項の規定による処分を受けることなく、
この処分を受けた日から１年を経過した場合

４　処分者が、この処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、この
一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったと認める場
合

審査請求及び処分の取消しの訴えに関する教示
１　審査請求について

　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して
３か月以内（以下「不服申立期間」といいます｡）に、新潟県市町村総合事務組合管理者に対
して審査請求をすることができます。
　ただし、不服申立期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過
した場合は、審査請求をすることができなくなります。
　なお、正当な理由があるときは、不服申立期間やこの処分があった日の翌日から起算して１
年を経過した後であっても審査請求をすることが認められる場合があります。

２　処分の取消しの訴えについて
　�　この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内に、新潟県市町村総合事務組合を被告（訴訟においては管理者が被
告の代表者となります｡）として､処分の取消しの訴えを提起することができます。

　�　また、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する
裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。

　�　ただし、上記�（審査請求をした場合には�）の期間が経過する前に、この処分（審査請
求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過
した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

　　　なお、正当な理由があるときは、上記�（審査請求をした場合には�）の期間やこの処分（審
査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を
経過した後であっても処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

３　この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月が経過した後においては、この
処分後の事情の変化を理由に、処分者に対しこの処分の取消しを申し立てることができます。　

備考　勤続期間とは、新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第１４条第１項に規定する勤続
期間をいう。
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第３４号（第３９条関係）（表面）

 

―　６５４―４９　―

退職手当支払差止処分書

年　　月　　日　

　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合　　　　　

管理者　　　　　　　　　　�　

　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第２８条第２項の規定により、

一般の退職手当等の額の支払を差し止めます。

（退職をした者の氏名）

（退職時の職名）（退職時の所属団体）

（勤続期間）

　　年　　月

（採用年月日）
　　年　　月　　日

（退職年月日）
　　年　　月　　日

（退職時の給料月額）
円

（適用給料表　　　　（　）　　級　　号給）

（懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由）
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別記様式第３４号（裏面）

 

―　６５４―５０　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

（支払差止処分の取消し）
　この処分は、次のいずれかに該当する場合には取り消され、差し止められ
ている一般の退職手当等の額が支払われます。ただし、３に該当する場合に
おいて、この処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事
件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分
の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りではありません。

１　この処分を受けた者について、この処分の理由となった行為に係る刑
事事件につき無罪の判決が確定した場合

２　この処分を受けた者について、この処分の理由となった行為に係る刑
事事件につき、判決が確定した場合（禁 錮 以上の刑に処せられた場合及

こ

び無罪の判決が確定した場合を除く。）又は公訴を提起しない処分が
あった場合であって、新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第２９
条第１項の規定による処分を受けることなく、その判決が確定した日又
はその公訴を提起しない処分があった日から６か月を経過した場合

３　この処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る
刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、新潟県市町村総合事務組
合退職手当支給条例第２９条第１項の規定による処分を受けることなく、
この処分を受けた日から１年を経過した場合

４　処分者が、この処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、この
一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったと認める場
合

審査請求及び処分の取消しの訴えに関する教示
１　審査請求について

　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して
３か月以内（以下「不服申立期間」といいます｡）に、新潟県市町村総合事務組合管理者に対
して審査請求をすることができます。
　ただし、不服申立期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過
した場合は、審査請求をすることができなくなります。
　なお、正当な理由があるときは、不服申立期間やこの処分があった日の翌日から起算して１
年を経過した後であっても審査請求をすることが認められる場合があります。

２　処分の取消しの訴えについて
　�　この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内に、新潟県市町村総合事務組合を被告（訴訟においては管理者が被
告の代表者となります｡）として､処分の取消しの訴えを提起することができます。

　�　また、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する
裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。

　�　ただし、上記�（審査請求をした場合には�）の期間が経過する前に、この処分（審査請
求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過
した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

　　　なお、正当な理由があるときは、上記�（審査請求をした場合には�）の期間やこの処分（審
査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を
経過した後であっても処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

３　この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月が経過した後においては、この
処分後の事情の変化を理由に、処分者に対しこの処分の取消しを申し立てることができます。　

備考　勤続期間とは、新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第１４条第１項に規定する勤続
期間をいう。
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第３５号（第３９条関係）（表面）

 

―　６５４―５１　―

退職手当支払差止処分書

年　　月　　日　

　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合　　　　　

管理者　　　　　　　　　　�　

　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第２８条第３項の規定により、

一般の退職手当等の額の支払を差し止めます。

（退職をした者の氏名）

（退職時の職名）（退職時の所属団体）

（勤続期間）

　　年　　月

（採用年月日）
　　年　　月　　日

（退職年月日）
　　年　　月　　日

（退職時の給料月額）
円

（適用給料表　　　　（　）　　級　　号給）

（懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由）
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別記様式第３５号（裏面）

 

―　６５４―５２　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

（支払差止処分の取消し）
　この処分は、次のいずれかに該当する場合には取り消され、差し止められて
いる一般の退職手当等の額が支払われます。
１　この処分を受けた者が新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第
２９条第２項の規定による処分を受けることなくこの処分を受けた日から
１年を経過した場合
２　処分者が、この処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、この一
般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったと認める場合

審査請求及び処分の取消しの訴えに関する教示
１　審査請求について
　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌
日から起算して３か月以内（以下「不服申立期間」といいます｡）に、新潟県
市町村総合事務組合管理者に対して審査請求をすることができます。
　ただし、不服申立期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算
して１年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります。
　なお、正当な理由があるときは、不服申立期間やこの処分があった日の翌日
から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることが認められる
場合があります。
２　処分の取消しの訴えについて
　�　この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを
知った日の翌日から起算して６か月以内に、新潟県市町村総合事務組合を被
告（訴訟においては管理者が被告の代表者となります｡）として､処分の取消
しの訴えを提起することができます。

　�　また、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審
査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以
内に提起することができます。

　�　ただし、上記�（審査請求をした場合には�）の期間が経過する前に、こ
の処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日
の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起する
ことができなくなります。

　　　なお、正当な理由があるときは、上記�（審査請求をした場合には�）の
期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）が
あった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても処分の取消しの
訴えを提起することが認められる場合があります。

３　この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月が経過した後
においては、この処分後の事情の変化を理由に、処分者に対しこの処分の取消
しを申し立てることができます。

備考　勤続期間とは、新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第１４条第１項
に規定する勤続期間をいう。
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第３６号（第４０条関係）（表面）

 

―　６５４―５３　―

退 職 手 当 返 納 命 令 書

年　　月　　日　

　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合　　　　　

管理者　　　　　　　　　　�　

　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第３０条第１項の規定により、

既に支払われた一般の退職手当等の額のうち下記の金額の返納を命じます。

記

金　　　　　　　　　　　円

（既に支払われた一般の退職手当等の額）
円

（新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第３０条第１項の規定により控除
される失業者退職手当額）

円

（退職をした者の氏名）

（返納命令の理由）
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別記様式第３６号（裏面）

 

―　６５４―５４　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

（新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第２７条第１項で定める事情のほ
か、この処分を受ける者の生計の状況に関し勘案した内容についての説明）

審査請求及び処分の取消しの訴えに関する教示
１　審査請求について
　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌
日から起算して３か月以内（以下「不服申立期間」といいます｡）に、新潟県
市町村総合事務組合管理者に対して審査請求をすることができます。
　ただし、不服申立期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算
して１年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります。
　なお、正当な理由があるときは、不服申立期間やこの処分があった日の翌日
から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることが認められる
場合があります。
２　処分の取消しの訴えについて
　�　この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを
知った日の翌日から起算して６か月以内に、新潟県市町村総合事務組合を被
告（訴訟においては管理者が被告の代表者となります｡）として、処分の取
消しの訴えを提起することができます。

　�　また、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審
査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以
内に提起することができます。

　�　ただし、上記�（審査請求をした場合には�）の期間が経過する前に、こ
の処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日
の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起する
ことができなくなります。

　　　なお、正当な理由があるときは、上記�（審査請求をした場合には�）の
期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）が
あった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても処分の取消しの
訴えを提起することが認められる場合があります。
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第３７号（第４０条関係）（表面）

 

―　６５４―５５　―

退 職 手 当 返 納 命 令 書

年　　月　　日　

　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合　　　　　

管理者　　　　　　　　　　�　

　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例　 　の規定により、

既に支払われた一般の退職手当等の額のうち下記の金額の返納を命じます。

記

金　　　　　　　　　　　円

第３０条第１項
第３１条第１項

（既に支払われた一般の退職手当等の額）
円

（新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例　 　の規定により控除
される失業者退職手当額）

円

第３０条第１項
第３１条第１項

（退職をした者の氏名）

（懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めた理由）
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別記様式第３７号（裏面）

 

―　６５４―５６　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

（新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第２７条第１項で定める事情のほ
か、この処分を受ける者の生計の状況に関し勘案した内容についての説明）

審査請求及び処分の取消しの訴えに関する教示
１　審査請求について
　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から
起算して３か月以内（以下「不服申立期間」といいます｡）に、新潟県市町村総合事務
組合管理者に対して審査請求をすることができます。
　ただし、不服申立期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１
年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります。
　なお、正当な理由があるときは、不服申立期間やこの処分があった日の翌日から起
算して１年を経過した後であっても審査請求をすることが認められる場合があります。
２　処分の取消しの訴えについて
　�　この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った
日の翌日から起算して６か月以内に、新潟県市町村総合事務組合を被告（訴訟にお
いては管理者が被告の代表者となります｡）として、処分の取消しの訴えを提起する
ことができます。

　�　また、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求
に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起するこ
とができます。

　�　ただし、上記�（審査請求をした場合には�）の期間が経過する前に、この処分（審
査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算し
て１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

　　　なお、正当な理由があるときは、上記�（審査請求をした場合には�）の期間や
この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌
日から起算して１年を経過した後であっても処分の取消しの訴えを提起することが
認められる場合があります。

備考　不要の文字は、抹消して使用すること。
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別記様式第３８号（第４１条関係）（表面）

 

―　６５４―５７　―

　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第３２条第１項に規定する懲戒免職
等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書
　

年　　月　　日　

　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合　　　　　
管理者　　　　　　　　　　�　

　下記の退職をした者に対しその退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた
後において、その者が（　　　　　　　　　）においてその一般の退職手当等の額
の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受け
るべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があるため、新潟県市町村総合事
務組合退職手当支給条例第３２条第１項の規定により通知します。
　当組合は、この通知が到達した日の翌日から起算して６か月以内に限り、この通
知を受けた者に対し、下記の退職をした者が既に支払われた一般の退職手当等の額
の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受け
るべき行為をしたと認められることを理由として、その一般の退職手当等の額（下
記の退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当
額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができま
す。

記

（退職をした者の氏名）

（退職手当の受給者の氏名）
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別記様式第３８号（裏面）

 

―　６５４―５８　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

（既に支払われた一般の退職手当等の額）
円

（新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第３２条第１項の規定により控除
される失業者退職手当額）

円

（懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由）

備考　（　　）内には、退職時の所属団体を記載すること。
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別記様式第３９号（第４２条関係）（表面）

 

―　６５４―５９　―

退 職 手 当 相 当 額 納 付 命 令 書

年　　月　　日　

　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合　　　　　

管理者　　　　　　　　　　�　

　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例　 　の規定により、

退職手当の受給者に対し既に支払われた一般の退職手当等の額に相当する額

のうち下記の金額の納付を命じます。

記

金　　　　　　　　　　　円

第３２条第１項
第３２条第２項
第３２条第３項

（既に支払われた一般の退職手当等の額）
円

（新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例　 　の規定により控除
される失業者退職手当額）

円

第３２条第１項
第３２条第２項
第３２条第３項

（退職をした者の氏名）

（退職手当の受給者の氏名）

（懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められる理由）
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別記様式第３９号（裏面）

 

―　６５４―６０　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

（新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第２７条第１項及び第３２条第６項
で定める事情に関し勘案した内容についての説明）

審査請求及び処分の取消しの訴えに関する教示
１　審査請求について
　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から
起算して３か月以内（以下「不服申立期間」といいます｡）に、新潟県市町村総合事務
組合管理者に対して審査請求をすることができます。
　ただし、不服申立期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１
年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります。
　なお、正当な理由があるときは、不服申立期間やこの処分があった日の翌日から起
算して１年を経過した後であっても審査請求をすることが認められる場合があります。
２　処分の取消しの訴えについて
　�　この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った
日の翌日から起算して６か月以内に、新潟県市町村総合事務組合を被告（訴訟にお
いては管理者が被告の代表者となります｡）として、処分の取消しの訴えを提起する
ことができます。

　�　また、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求
に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起するこ
とができます。

　�　ただし、上記�（審査請求をした場合には�）の期間が経過する前に、この処分（審
査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算し
て１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

　　　なお、正当な理由があるときは、上記�（審査請求をした場合には�）の期間や
この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌
日から起算して１年を経過した後であっても処分の取消しの訴えを提起することが
認められる場合があります。

備考　不要の文字は、抹消して使用すること。
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第４０号（第４２条関係）（表面）

 

―　６５４―６１　―

退 職 手 当 相 当 額 納 付 命 令 書

年　　月　　日　

　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合　　　　　

管理者　　　　　　　　　　�　

　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例　 　の規定により、

退職手当の受給者に対し既に支払われた一般の退職手当等の額に相当する額

のうち下記の金額の納付を命じます。

記

金　　　　　　　　　　　円

第３２条第４項
第３２条第５項

（既に支払われた一般の退職手当等の額）
円

（新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例　 　の規定により控除
される失業者退職手当額）

円

第３２条第４項
第３２条第５項

（退職をした者の氏名）

（退職手当の受給者の氏名）

（納付命令の理由）
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別記様式第４０号（裏面）

 

―　６５４―６２　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

（新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例第２７条第１項及び第３２条第６項
で定める事情に関し勘案した内容についての説明）

審査請求及び処分の取消しの訴えに関する教示
１　審査請求について
　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から
起算して３か月以内（以下「不服申立期間」といいます｡）に、新潟県市町村総合事務
組合管理者に対して審査請求をすることができます。
　ただし、不服申立期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１
年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります。
　なお、正当な理由があるときは、不服申立期間やこの処分があった日の翌日から起
算して１年を経過した後であっても審査請求をすることが認められる場合があります。
２　処分の取消しの訴えについて
　�　この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った
日の翌日から起算して６か月以内に、新潟県市町村総合事務組合を被告（訴訟にお
いては管理者が被告の代表者となります｡）として、処分の取消しの訴えを提起する
ことができます。

　�　また、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求
に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起するこ
とができます。

　�　ただし、上記�（審査請求をした場合には�）の期間が経過する前に、この処分（審
査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算し
て１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

　　　なお、正当な理由があるときは、上記�（審査請求をした場合には�）の期間や
この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌
日から起算して１年を経過した後であっても処分の取消しの訴えを提起することが
認められる場合があります。

備考　不要の文字は、抹消して使用すること。
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記第４１号様式（第９条関係）

退職手当の基本額の特例適用申請書

 

―　６５４―６３　―

適用する定年前１年当たりの加算率

（適用する加算率の□にレ印を付けてください。）

組合員番号

職　　　名

□ 年齢別特定率□ ７％□ ６％□ ５％（ふりがな）
氏　　　名

　上記の者に対する退職手当の基本額については、新潟県市町村総合事務組合退職手

当支給条例附則
第２０項から第２２項まで

の規定による特例の適用を申請します。
　　　　　　　第２３項から第２５項まで

　　　　　年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

長　　
氏名　　　　　　　　　　�

　　
管理者　　　　　　　　　　　　　　　　

備考　不要の文字は、抹消して使用すること。
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別記様式第４２号（第５５条関係）

意 見 の 聴 取 参 加 許 可 申 請 書

年　　月　　日　

　　　　　　　　　　様

住所　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　�　

　意見の聴取に関する手続きに参加することについて許可を受けたいので、

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則第５５条第１項の規定に

より下記のとおり申請します。

記

１　意見の聴取の件名

２　意見の聴取に係る処分につき利害関係を有することの疎明

 

―　６５４―６４　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第４３号（第５７条関係）

文 書 等 閲 覧 請 求 書

年　　月　　日　

　　　　　　　　　　様

住所　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　�　

　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則第５７条第１項の規定

により下記のとおり資料の閲覧を求めます。

記

１　意見の聴取の件名

２　閲覧をしようとする資料の名称

 

―　６５４―６５　―
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別記様式第４４号（第５９条関係）

補 佐 人 出 頭 許 可 申 請 書

年　　月　　日　

　　　　　　　　　　様

住所　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　�　

　意見の聴取の期日に補佐人とともに出頭することについて許可を受けたい

ので、新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則第５９条第１項の

規定により下記のとおり申請します。

記

１　意見の聴取の件名

２　補佐人の住所及び氏名

３　当事者又は参加人との関係

４　補佐する事項

 

―　６５４―６６　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則
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新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則

別記様式第４５号（第６２条関係）

陳　　　　　述　　　　　書

年　　月　　日　

　　　　　　　　　　様

住所　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　�　

　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則第６２条の規定によ

り、意見の聴取の期日への出頭に代えて、下記のとおり陳述します。

記

１　意見の聴取の件名

２　意見の聴取に係る処分の原因となる事実

３　意　見

 

―　６５４―６７　―
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別記様式第４６号（第６４条関係）

意見の聴取調書等閲覧請求書

年　　月　　日　

　　　　　　　　　　様

住所　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　�　

　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則第６４条第１項の規定

により下記のとおり意見の聴取調書等の閲覧を求めます。

記

１　意見の聴取の件名

２　閲覧をしようとする意見の聴取調書及び報告書の名称

―　６５４―６８　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則
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新潟県市町村総合事務組合退職手当に関する
負担金条例　　　　　　　　　　　　　　　

　最終改正　令和元年１１月１１日条例第７号

　（目的）

第１条　この条例は、新潟県市町村総合事務組合規約（平成１６年総行市第３０

号許可）第３条に規定する別表第２の１の項に該当する市町村、一部事務

組合及び広域連合（以下「組合市町村等」という。）の職員の退職手当に関

する負担金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

　（一般負担金）

第２条　組合市町村等は、新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例（平

成１６年条例第２２号。以下「支給条例」という。）の規定による退職手当の支

給に要する費用及び新潟県市町村総合事務組合（以下「組合」という。）の

事務に要する費用に充てるため、毎月初日に在職する支給条例第４条第１

項に規定する職員（月の中途において組合市町村等の職員となった場合は、

当該月の初日に在職したものとみなす。）の給料月額に、次の各号に掲げる

職員の区分に応じ、それぞれについて定める率を乗じて得た額に相当する

金額を一般負担金として組合に納入するものとする。ただし、特別職の職

員の勤続月数が４８月（教育長にあっては、３６月、地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第３条第３項第４号に規定する職員にあっては、当該職の組

合市町村等で定めた任期を月として換算した月数）を超えた場合は、超え

た月の一般負担金は納入しないものとする。

�　特別職の職員　　　１０００分の３１０

�　一般職の職員　　　１０００分の２００

２　前項に規定する負担金の計算は、次の各号の例による。

�　月の中途において昇給又は減給があった場合は、昇給又は減給前の給

料額とする。

�　休職（地方公務員法第５５条の２第５項の休職を除く。）、休業（同法第

２６条の５第１項に規定する自己啓発等休業であって、新潟県市町村総合

―　６５５　―

平成１６年３月１日
条 例 第 ２３ 号
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事務組合退職手当支給条例施行規則（平成１６年規則第１９号）第４９条第１

項第１号に定める要件に該当しないもの及び同法第２６条の６第１項に規

定する配偶者同行休業を除く。）その他の事情により一時的に給料を減額

された場合は、本来受けるべき給料額とし、地方公務員の育児休業等に

関する法律（平成３年法律第１１０号）第１０条第１項に規定する育児短時間

勤務（同法第１７条の規定による短時間勤務を含む。）の期間中においては、

育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合におけるその者の受けるべ

き給料額とする。

�　給料が日額で定められている者については、給料の日額の２１日分に相

当する額とする。

３　組合市町村等は、支給条例第１５条の規定に該当するに至った者がいると

きは、その者の職員としての引き続いた在職期間とみなされた期間に係る

一般負担金を組合に納入しなければならない。

　（組合市町村等となる場合等の負担金）

第３条　組合は、地方公共団体（以下｢団体」という。）が次の各号の一に該

当することとなる場合、当該団体の職員及び当該職員に係る退職手当に関

する事務を承継し、当該地方公共団体は、その加入の日における退職手当

基金（新潟県市町村総合事務組合退職手当基金の設置、管理及び処分に関

する条例（平成１６年条例第１６号）に基づき設置された基金をいう。）を、同

日における組合市町村等の職員（特別職の職員を除く。）数で除した額の１００

分の１０４に相当する額に、第１号にあっては、当該団体の職員数を、第２

号、第３号及び第４号にあっては当該職員数を乗じて得た額を負担するも

のとする。ただし、組合市町村等の職員から引き続き当該団体の職員とな

る者に係る負担金相当額は、当該負担金額から除くものとする。

�　団体が新たに組合市町村等となるとき

�　団体が新たに組合市町村等の構成団体となる場合で、当該団体の職員

が引き続き当該組合市町村等の職員となるとき

�　組合市町村等が事務を追加する場合で、組合市町村等以外の団体の職

員が引き続き当該組合市町村等の職員となるとき

�　団体の合併により組合市町村等以外の団体の職員が引き続き組合市町

―　６５６　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当に関する負担金条例
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新潟県市町村総合事務組合退職手当に関する負担金条例

村等の職員となるとき

　（組合市町村等でなくなる場合等の負担金）

第４条　組合は、組合市町村等が合併又は解散により組合市町村等でなくな

る場合において、次の第１号により算出した額が第３号に定める額を超え

る場合にあってはその超える額を、満たない場合にあってはその満たない

額を、当該組合市町村等又は当該組合市町村等の権利義務を承継する団体

に還付し、又は納入させるものとする。ただし、当該組合市町村等の職員

が全て引き続き他の組合市町村等の職員となる場合、又は当該組合市町村

等の職員の一部が引き続き他の組合市町村等の職員となり、当該職員以外

の職員が全て退職し、退職手当が支給される場合、当該組合市町村等につ

いては、この限りでない。

�　当該組合市町村等が既に組合に納入した負担金額（当該組合市町村等

の職員であった者が引き続き他の組合市町村等の職員となるときは、当

該職員に係る組合市町村等でなくなる時にその者が支給条例（第１４条第

５項の規定を除く。）第５条の規定に該当するとした場合に算出される退

職手当の基本額（その者の都合により退職した者に係る部分に限る。）に

相当する額を除く。）の１００分の９５に相当する額に、次号により算出した

額を加算して得た額

�　組合市町村等でなくなる日における退職手当基金に１００分の６０を乗じ

て得た額に、同日における減少する職員の給料月額の合計額の同日にお

ける全ての組合市町村等の職員の給料月額の合計額に対する割合を乗じ

て得た額

�　当該合併又は解散までの間において、当該組合市町村等の職員に支払

われた退職手当の総額に、第３項の規定により当該組合市町村等に還付

した額を加算して得た額

２　組合は、組合市町村等が前項に掲げる事由以外の事由により組合市町村

等でなくなる場合においては、前項第１号中「１００分の９５」とあるのは、「１００

分の９０」と読み替えるものとする。

３　組合は、組合市町村等の職員であった者が、任命権者又はその委任を受

けた者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続き新潟県内の組

―　６５７　―
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合市町村等以外の団体（以下「県内の他の団体」という。）の職員となり、

当該団体において退職する場合に退職手当が当該団体から支給されるとき

は、組合市町村等の退職時にその者が支給条例（第１４条第５項の規定を除

く。）第５条の規定に該当するとした場合に算出される退職手当の基本額

（その者の都合により退職した者に係る部分に限る。）に相当する額又は支

給条例第１１条第１項の規定に該当するとした場合に算出される退職手当に

相当する額を当該組合市町村等に還付するものとする。ただし、当該組合

市町村等が、当該職員に係る第１項の規定による精算を行った場合は、こ

の限りでない。

第５条　前条第３項及び第７条第３号の規定は、医療職にある者にあっては

適用しないものとする。

　（派遣職員等に対する一般負担金に係る特例）

第６条　組合市町村等は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に

関する法律（平成１２年法律第５０号。以下「公益的法人等派遣法」という。）

第３条第２項に規定する派遣職員（以下「派遣職員」という。）に係る第２

条に規定する一般負担金を組合に納入するものとし、同条第１項の給料月

額は、派遣職員が公益的法人等派遣法第２条第２項に規定する職員派遣

（以下「職員派遣」という。）をされないとした場合に受けるべき給料月額

に相当する額とする。この場合において、派遣職員の職務の級については

職員派遣の直前に定められている職務の級によるものとし、昇給について

は昇給期間を１２月とし、その期間を経過したときにおいて、昇給があった

ものとみなす。

２　前項後段の規定にかかわらず、派遣職員が所属する組合市町村等に勤務

している者で、経歴、資格、勤続年数その他給料の決定の要素となるべき

事項が当該派遣職員とおおむね同格と認められるものとの均衡上必要があ

るときは、組合市町村等の長は、当該派遣職員の職務の級及び前項に規定

する給料月額に相当する額を変更することができる。

３　公益的法人等派遣法第１０条第２項に規定する退職派遣者が同条第１項の

規定により組合市町村等に採用されたときは、当該退職派遣者を採用した

組合市町村等は、当該退職派遣者の同項に規定する特定法人の役職員とし

―　６５８　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当に関する負担金条例
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新潟県市町村総合事務組合退職手当に関する負担金条例

ての在職期間における各月の第１項及び第２項の規定の例により定められ

た給料月額に相当する額に第２条第１項第２号に定める率を乗じて得た額

の合計額に相当する金額を負担するものとする。

　（特別負担金）

第７条　組合市町村等は、組合市町村等の負担の均衡を図るため、次の各号

に該当する場合には、当該各号に定める額を特別負担金として納入するも

のとする。

�　支給条例第６条及び第７条の規定による勤務公署の移転により退職し

た者があるとき、支給条例第７条及び第１３条の５の規定による職制若し

くは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずるこ

とにより退職した者があるとき又は職員としての勤続年数が２０年未満で

あって、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年

から１０年を減じた年齢未満であり、かつ、その者の非違によることなく

勧奨を受けて退職した者があるときは、その者が支給条例第５条の規定

に該当するとした場合に算出される退職手当の基本額（その者の都合に

より退職した者に係る部分に限る。）に支給条例第１３条の４の規定によ

り算出される退職手当の調整額を加えた額に相当する金額との差額

�　支給条例附則第２項の規定により退職手当を受けることとなる者があ

るときは、組合市町村等となった日以後の職員であった期間について支

給条例第１１条の規定により算出される退職手当の額に相当する金額との

差額

�　県内の他の団体の職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に

応じ、退職手当を支給されないで、引き続き組合市町村等の職員となり、

当該組合市町村等において退職した場合に退職手当が組合から支給され

るときは、県内の他の団体の退職時にその者が支給条例第５条の規定に

該当するとした場合に算出される退職手当の基本額（その者の都合によ

り退職した者に係る部分に限る。）に相当する金額

�　支給条例附則第２０項から第２５項までの規定を適用して退職手当を受け

ることとなる者があるときは、これらの規定を適用しなかった場合に算

出される退職手当の額に相当する金額との差額

―　６５９　―
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�　一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用を受ける職員が、退職

前１年以内に退職の１年前の号給（退職の１年前に給料を受けていな

かったときは、給料を受けるに至った時の号給。以下この号において同

じ。）より８号級を超える上位の号給に昇給したとき（昇任、就職又は適

用される給料表若しくは給料の調整を異にする職員となったことによ

り、昇給と同様の結果を生じた場合を含む。）は、退職の１年前の号給よ

り８号級上位の号給（適用される給料表又は給料の調整を異にする職員

となった場合は、従前の給料表又は給料の調整によるものをいう。）の給

料月額で算出される退職手当の額に相当する金額との差額

　（負担金の納期等）

第８条　負担金の納期等については、次の各号に定めるところによる。

�　第２条に規定する一般負担金は、毎月末日までに納入するものとす

る。

�　第３条及び第４条に規定する負担金は、管理者が指定する期日までに

納入するものとする。ただし、特別の事情により当該期日までにこの負

担金を納入できないときは、これを分割納入することができる。この場

合、償還方法等については、管理者が定める。

�　第７条に規定する特別負担金は、管理者が指定する期日までに納入す

るものとする。

　（督促及び延滞金）

第９条　組合市町村等の負担金が納期限までに納入されない場合において

は、管理者は、組合市町村等に対し納期限後２０日以内に督促状を発するも

のとする。

２　管理者は、組合に納入すべき組合市町村等の負担金の額に年１４.６パーセ

ントの割合で納期限の翌日から組合市町村等の負担金の納入の日までの日

数によって計算した延滞金を徴収することができる。

　（規則への委任）

第１０条　この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
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　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、平成１６年３月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この条例第３条ただし書に規定する「組合市町村等」には、従前の新潟

県町村職員退職手当組合規約第２条に規定する「組合町村等」を含むもの

とする。

３　組合市町村等の職員が支給条例附則第２項に該当になった場合、第２条

第１項ただし書の規定の適用については、組合市町村等の職員となったと

きの任期のみ適用する。

４　支給条例附則第４項の規定に該当し引き続いて在職したものとみなされ

た者があるときは、当該みなされた者の属する団体は、その者が支給条例

第５条及び第６条の規定に該当するとした場合に算出される退職手当の額

（その者の都合により退職した者に係る部分に限る。）に相当する金額を管

理者が指定する期日までに納入するものとする。

５　第７条第３号の規定は、平成８年４月１日に既に県内の他の団体から組

合市町村等に異動している職員については、適用しないものとする。

６　第４条第３項の規定において、平成１６年２月２９日以前に既に組合市町村

等から県内の他の団体に異動している職員について当該組合市町村等に還

付する額は、既に納入した当該職員に係る負担金額の１００分の９０に相当す

る額に、異動日における退職手当基金に１００分の６０を乗じて得た額に同日

における当該職員の給料月額の同日における全ての組合市町村等職員の給

料月額の合計額に対する割合を乗じて得た額を加算した額に相当する金額

とする。

７　給料月額の減額改定（給料月額の改定をする条例が制定された場合にお

いて、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額

されることをいう。）が行われた場合で、減額後の給料月額が減額前の給料

月額に達しない場合に、その差額に相当する額を支給することとする条例

の適用を受ける職員のこの条例の規定による給料月額には、当該差額を含

まないものとする。
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　　　附　則（平成１６年３月２９日条例第４７号）

　この条例は、平成１６年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成１７年２月２５日条例第４号）

　この条例は、平成１７年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成１８年３月１日条例第１６号）

１　この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

２　この条例施行の際現に組合市町村等の職員から引き続き県内の他の団体

の職員となっている者に係る改正後の新潟県市町村総合事務組合退職手当

に関する負担金条例（以下「新条例」という。）第４条第３項に規定する額

の算出については、なお従前の例による。

３　この条例施行の際現に県内の他の団体の職員から引き続き組合市町村等

の職員となっている者に係る新条例第７条第５号に規定する額の算出につ

いては、なお従前の例による。

４　平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの間に新条例附則第７項の

規定に該当する職員となった者が、当該期間内に退職（死亡を含む。以下

同じ。）した場合の新条例第７条第３号の規定の適用については、同号中

「２号給（公務のため負傷し、若しくは、疾病にかかり退職し、又は死亡し

た場合においては３号給。以下本号において同じ。）」及び「２号給上位の

号給」は、新条例附則第７項に規定する給料月額の減額改定前の給料表又

は給料の調整によるものとする。

　　　附　則（平成１９年２月１６日条例第６号）

１　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条第１項第２号の改

正規定並びに第７条第３号を削る改正規定、同条第４号の改正規定（第４

号を第３号とする部分に限る。）、同条第５号の改正規定（第５号を第４号

とする部分に限る。）及び附則第５項の改正規定並びに次項の規定は、平成

１９年４月１日から施行する。

２　地方自治法の一部を改正する法律（平成１８年法律第５３号）附則第３条第

１項の規定により収入役として在職するものとされた者の負担金について

は、なお従前の例による。
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　　　附　則（平成２０年３月３日条例第２号）

　この条例は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２０年８月１日条例第９号）

　この条例は、平成２０年１２月１日から施行する。

　　　附　則（平成２１年２月１６日条例第３号）

　この条例は、平成２１年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２２年３月１日条例第２号）

　この条例は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２３年７月２５日条例第３号）

　この条例は、平成２４年１月１日から施行する。

　　　附　則（平成２６年８月１日条例第９号）

　この条例は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２７年８月３日条例第６号）

１　この条例は、公布の日から施行する。

２　地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成

２６年法律第７６号）附則第２条第１項の規定により教育長として在職するも

のとされた者の負担金については、なお従前の例による。

　　　附　則（平成２９年８月１日条例第９号）

　この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成３０年８月１日条例第８号）

　この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

　　　附　則（令和元年１１月１１日条例第７号）

　この条例は、公布の日から施行し、改正後の第２条の規定は、令和元年７

月１日から適用する。
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　最終改正　令和元年７月２２日規則第３号

　（趣旨）

第１条　新潟県市町村総合事務組合退職手当支給条例（平成１６年条例第２２号。

以下「条例」という。）第３３条の規定に基づき、新潟県市町村総合事務組合

退職手当審査会（以下「審査会」という。）の組織及び委員その他審査会に

関し必要な事項を定めるものとする。

　（組織）

第２条　審査会は、委員３人で組織する。

　（委員）

第３条　委員は、学識経験のある者のうちから管理者が任命する。

２　委員の任期は、４年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。

３　委員は、再任されることができる。

４　委員は、非常勤とする。

　（会長）

第４条　審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

２　会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

３　会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を

代理する。

　（会議の招集）

第５条　審査会の会議は、会長が招集する。

２　会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ期日、場所及び議

案を委員に通知しなければならない。

　（議事）

第６条　会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

２　審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決すること

ができない。

―　６６２―１　―

平成２２年３月１日
規 則 第 ４ 号

必要Title:05-1●662-1-.ec8 Page:1  Date: 2019/12/06 Fri 11:26:07 



３　審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の

決するところによる。

　（会議等の公開）

第７条　審査会の会議、議事録及び議事要旨並びに会議資料は、非公開とす

る。ただし、審査会が必要と認めるときは、公開することができる。

　（調査審議）

第８条　審査会が処理する退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議（以

下「調査審議」という。）における口頭で意見を述べる機会（以下「意見陳

述の機会」という。）に関する手続については、次条から第２６条までに定め

るところによる。

　（委員の除斥）

第９条　次の各号のいずれかに該当する委員は、当該事案に係る調査審議に

関与することができない。

�　条例第２９条第４項、第３０条第５項、第３１条第３項又は第３２条第８項に

おいて準用する行政手続法（平成５年法律第８８号。以下この条において

「準用行政手続法」という。）第１５条第１項の規定による通知を受けた者

（同条第３項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者

を含む。）

�　準用行政手続法第１７条第２項又は第１５条第２項に規定する参加人

�　前２号に規定する者の配偶者、４親等内の親族又は同居の親族

�　第１号又は第２号に規定する者の代理人又は準用行政手続法第２０条第

３項若しくは第２０条第３項に規定する補佐人

�　前各号に規定する者であったことのある者

�　第１号又は第２号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐

監督人、補助人又は補助監督人

�　第２号に規定する者以外の者であって条例に照らし条例第２９条第２

項、第３１条第１項又は第３２条第１項から第５項までの規定による処分に

つき利害関係を有するものと認められる者

　（口頭で意見を述べる意思の有無の確認）

第１０条　審査会の庶務に関する事務を分掌する総務退職課の職員（以下単に

―　６６２―２　―

新潟県市町村総合事務組合退職手当審査会規則

必要Title:05-1●662-1-.ec8 Page:2  Date: 2019/12/06 Fri 11:26:07 



新潟県市町村総合事務組合退職手当審査会規則

「職員」という。）は、審査会が条例第２９条第２項、第３１条第１項又は第３２

条第１項から第５項までの規定による処分について諮問を受けたときは、

当該処分を受けるべき者（以下「当事者」という。）に対し、条例第３３条第

３項に規定する申立てを行う意思の有無の確認をするものとする。

２　職員は、前項の規定による意思の有無の確認をする場合において、当事

者は、意見陳述の機会の期日への出頭に代えて、陳述書及び証拠書類又は

証拠物（以下「陳述書等」という。）を提出することができることを教示し

なければならない。

　（意見陳述の機会の付与）

第１１条　前条第１項の規定による意思の有無の確認の結果、当事者から口頭

で意見を述べる又は陳述書等を提出する旨の申立てがあった場合には、次

条から第２６条までの規定により当事者に意見陳述の機会を与えるものとす

る。

　（意見陳述の機会の通知の方式）

第１２条　審査会は、意見陳述の機会を与えるに当たっては、意見陳述の機会

の期日までに相当な期間をおいて、当事者に対し、次に掲げる事項を記載

した意見陳述の機会通知書（別記様式第１号）により通知しなければなら

ない。

�　予定される処分の内容及び根拠となる条例の条項

�　処分の原因となる事実

�　意見陳述の機会の期日及び場所

�　意見陳述に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

２　前項の書面においては、意見陳述の機会の期日に出頭して意見を述べ、

及び証拠書類又は証拠物（以下「証拠書類等」という。）を提出し、又は意

見陳述の機会の期日への出頭に代えて陳述書等を提出することができるこ

とを教示しなければならない。

３　審査会は、当事者の所在が判明しない場合においては、第１項の規定に

よる通知を、その者の氏名、同項第３号及び第４号に掲げる事項並びに審

査会が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する

旨を組合公報に登載することによって行うことができる。この場合におい
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ては、登載をした日から２週間を経過したときに、当該通知がその者に到

達したものとみなす。

　（意見陳述の機会の期日等の変更）

第１３条　審査会が前条第１項の通知をした場合（同条第３項の規定により通

知をした場合を含む。）において、当事者は、やむを得ない理由がある場合

には、審査会に対し、意見陳述の機会の期日又は場所の変更を申し出るこ

とができる。

２　審査会は、前項の申出により、又は職権により、意見陳述の機会の期日

又は場所を変更することができる。

３　審査会は、前項の規定により意見陳述の機会の期日又は場所を変更した

ときは、速やかに、その旨を当事者、第１５条第２項に規定する参加人（そ

の時までに同条第１項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に

限る。）及び第１７条に規定する参考人に通知しなければならない。

　（代理人）

第１４条　第１２条第１項の通知を受けた当事者（同条第３項後段の規定により

当該通知が到達したものとみなされる者を含む。）は、代理人を選任するこ

とができる。

２　代理人は、各自、当事者のために、意見陳述の機会に関する一切の行為

をすることができる。

３　代理人の資格は、代理人選任届（別記様式第２号）により証明しなけれ

ばならない。

４　代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、代

理人解任届（別記様式第３号）によりその旨を審査会に届け出なければな

らない。

　（参加人）

第１５条　第１８条の規定により意見陳述の機会を主宰する者（以下「主宰者」

という。）は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該処

分の根拠となる条例に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認め

られる者（以下「関係人」という。）に対し、当該意見陳述の機会に関する

手続に参加することを求め、又は当該意見陳述の機会に関する手続に参加

―　６６２―４　―
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することを許可することができる。

２　前項の規定により当該意見陳述の機会に関する手続に参加する者（以下

「参加人」という。）は、代理人を選任することができる。

３　前条第２項から第４項までの規定は、前項の代理人について準用する。

この場合において、同条第２項及び第４項中「当事者」とあるのは、「参加

人」と読み替えるものとする。

　（関係人の参加許可の手続）

第１６条　前条第１項の規定による許可の申請については、同項に規定する関

係人は、意見陳述の機会の期日の４日前までに、その氏名、住所及び意見

陳述の機会に係る処分につき利害関係を有することの疎明を記載した意見

陳述の機会参加許可申請書（別記様式第４号）を主宰者に提出してこれを

行うものとする。

２　主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該申請者に

通知しなければならない。

　（参考人）

第１７条　主宰者は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の

参考人（以下単に「参考人」という。）に対し、意見陳述の機会に関する手

続に参加することを求めることができる。

　（意見陳述の機会の主宰）

第１８条　意見陳述の機会は、会長が指名する委員が主宰する。

２　次の各号のいずれかに該当する者は、意見陳述の機会を主宰することが

できない。

�　当該意見陳述の機会の当事者又は参加人

�　前号に規定する者の配偶者、４親等内の親族又は同居の親族

�　第１号に規定する者の代理人又は第２０条第３項に規定する補佐人

�　前３号に規定する者であったことのある者

�　第１号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補

助人又は補助監督人

�　参加人以外の関係人

 

―　６６２―５　―
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　（主宰者の指名の手続）

第１９条　主宰者の指名は、会長が意見陳述の機会の通知の時までに行うもの

とする。

２　主宰者が前条第２項各号のいずれかに該当するに至ったとき又は主宰者

が意見陳述の機会を行うことができなくなったときは、会長は、速やかに、

新たな主宰者を指名しなければならない。

　（意見陳述の機会の期日における審理の方式）

第２０条　主宰者は、最初の意見陳述の機会の期日の冒頭において、職員に、

予定される処分の内容及び根拠となる条例の条項並びにその原因となる事

実を意見陳述の機会の期日に出頭した者に対し説明させなければならな

い。

２　当事者又は参加人は、意見陳述の機会の期日に出頭して、意見を述べ、

及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て職員に対し質問を発

することができる。

３　前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐

人とともに出頭することができる。

４　主宰者は、意見陳述の機会の期日において必要があると認めるときは、

当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等

の提出を促し、又は職員に対し説明を求めることができる。

５　主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、意見

陳述の機会の期日における審理を行うことができる。

６　意見陳述の機会の期日における審理は、審査会が公開することを相当と

認めるときを除き、公開しない。

　（補佐人の出頭許可の手続）

第２１条　前条第３項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人

は、意見陳述の機会の期日の４日前までに、当該許可に係る補佐人の氏名、

住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した補佐人出頭

許可申請書（別記様式第５号）を主宰者に提出してこれを行うものとする。

ただし、第２５条第２項の規定により通知された意見陳述の機会の期日に出

頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐す

―　６６２―６　―
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るものについては、この限りでない。

２　主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該当事者又

は参加人に通知しなければならない。

３　補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、

自ら陳述したものとみなす。

　（意見陳述の機会の期日における陳述の制限及び秩序維持）

第２２条　主宰者は、意見陳述の機会の期日に出頭した者が当該事案の範囲を

超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めると

きは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

２　主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見陳述の機会の審理の秩序を

維持するため、意見陳述の機会の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に

対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

　（意見陳述の機会の期日における審理の公開）

第２３条　審査会は、第２０条第６項の規定により意見陳述の機会の期日におけ

る審理の公開を相当と認めたときは、意見陳述の機会の期日及び場所を告

示するものとする。この場合において、審査会は、当事者、参加人（その

時までに第１５条第１項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に

限る。）及び参考人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

　（陳述書等の提出）

第２４条　当事者又は参加人は、意見陳述の機会の期日への出頭に代えて、主

宰者に対し、意見陳述の機会の期日までに陳述書等を提出することができ

る。

２　前項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、意見陳述

の機会の件名及び当該意見陳述の機会に係る処分の原因となる事実その他

当該事案の内容についての意見を記載した陳述書（別記様式第６号）によ

り行うものとする。

３　主宰者は、意見陳述の機会の期日に出頭した者に対し、その求めに応じ

て、第１項の陳述書等を示すことができる。

　（続行期日の指定）

第２５条　主宰者は、意見陳述の機会の期日における審理の結果、なお意見陳

―　６６２―７　―
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述の機会を続行する必要があると認めるときは、更に新たな期日を定める

ことができる。

２　前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の

意見陳述の機会の期日及び場所を書面により通知しなければならない。た

だし、意見陳述の機会の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当

該意見陳述の機会の期日においてこれを告知すれば足りる。

３　第１２条第３項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の

所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合に

おいて、同条第３項中「当事者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「登

載をした日から２週間を経過したとき」とあるのは「登載をした日から２

週間を経過したとき（同一の当事者又は参加人に対する２回目以降の通知

にあっては、登載をした日の翌日）」と読み替えるものとする。

　（当事者の不出頭等の場合における意見陳述の機会の終結）

第２６条　主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく意見陳述の

機会の期日に出頭せず、かつ、第２４条第１項に規定する陳述書等を提出し

ない場合又は参加人の全部若しくは一部が意見陳述の機会の期日に出頭し

ない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提

出する機会を与えることなく、意見陳述の機会を終結することができる。

２　主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が意見陳

述の機会の期日に出頭せず、かつ、第２４条第１項に規定する陳述書等を提

出しない場合において、これらの者の意見陳述の機会の期日への出頭が相

当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述

書等の提出を求め、当該期限が到来したときに意見陳述の機会を終結する

こととすることができる。

　（庶務）

第２７条　審査会の庶務は、総務退職課において処理する。

　（雑則）

第２８条　この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、

会長が審査会に諮って定める。

 

―　６６２―８　―
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　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２９年３月２３日規則第１６号）

　この規則は、平成２９年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成３０年８月１日規則第１０号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（令和元年７月２２日規則第３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 

―　６６２―９　―
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別記様式第１号（第１２条関係）

意 見 陳 述 の 機 会 通 知 書

第　　　　　号　

年　　月　　日　

　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合退職手当審査会　　　

会　長　　　　　　　　　　　�　

記

 

―　６６２―１０　―
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１　意見陳述の機会の件名

２　意見陳述の機会の期日

３　意見陳述の機会の場所

４　予定される処分の内容及び根拠となる条例

５　処分の原因となる事実

６　意見陳述の機会に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

７　主宰者の職名及び氏名

備考１　意見陳述の機会の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物
（以下「証拠書類等」という。）を提出し、又は意見陳述の機会の期日への出
頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができます。

　　２　意見陳述の機会の期日には、代理人を出頭させることができます。この場
合には、代理人選任届を提出してください。

　　３　意見陳述の機会の期日において補佐人とともに出頭しようとする場合に
は、補佐人出頭許可申請書を意見陳述の機会の期日の４日前までに主宰者に
提出して許可を受けてください。

　　４　やむを得ない理由がある場合には、意見陳述の機会の期日又は場所の変更
を申し出ることができます。

　　５　意見陳述の機会の期日に出頭する場合には、この通知書を持参してくださ
い。

注意　不要な文字は、抹消して使用すること。

　　　　　年　　月　　日付けであった　 　の申立てに

ついて、意見陳述の機会を下記のとおり与えますので、新潟県市町村総合事

務組合退職手当審査会規則第１２条第１項の規定により通知します。

口答で意見を述べる旨
陳述書等を提出する旨
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別記様式第２号（第１４条関係）

代 理 人 選 任 届

年　　月　　日　

　　　　　　　　　　様

住所　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　�　

　代理人を選任し、意見陳述の機会に関する一切の行為を委任したので、新

潟県市町村総合事務組合退職手当審査会規則第１４条第３項の規定により下記

のとおり届け出ます。

記

１　意見陳述の機会の件名

２　代理人の氏名及び生年月日

３　代理人の住所

４　代理人の連絡先

 

―　６６２―１１　―
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別記様式第３号（第１４条関係）

代 理 人 解 任 届

年　　月　　日　

　　　　　　　　　　様

住所　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　�　

　代理人を解任したので、新潟県市町村総合事務組合退職手当審査会規則第

１４条第４項の規定により下記のとおり届け出ます。

記

１　意見陳述の機会の件名

２　代理人の氏名及び生年月日

３　代理人の住所

 

―　６６２―１２　―
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別記様式第４号（第１６条関係）

意見陳述の機会参加許可申請書

年　　月　　日　

　　　　　　　　　　様

住所　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　�　

　意見陳述の機会に関する手続きに参加することについて許可を受けたいの

で、新潟県市町村総合事務組合退職手当審査会規則第１６条第１項の規定によ

り下記のとおり申請します。

記

１　意見陳述の機会の件名

２　意見陳述の機会に係る処分につき利害関係を有することの疎明

 

―　６６２―１３　―

不要Title:05-1●662-1-.ec8 Page:13  Date: 2019/12/06 Fri 11:26:07 



別記様式第５号（第２１条関係）

補 佐 人 出 頭 許 可 申 請 書

年　　月　　日　

　　　　　　　　　　様

住所　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　�　

　意見陳述の機会の期日に補佐人とともに出頭することについて許可を受け

たいので、新潟県市町村総合事務組合退職手当審査会規則第２１条第１項の規

定により下記のとおり申請します。

記

１　意見陳述の機会の件名

２　補佐人の住所及び氏名

３　当事者又は参加人との関係

４　補佐する事項

 

―　６６２―１４　―
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別記様式第６号（第２４条関係）

陳　　　　　述　　　　　書

年　　月　　日　

　　　　　　　　　　様

住所　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　�　

　新潟県市町村総合事務組合退職手当審査会規則第２４条第２項の規定によ

り、意見陳述の機会の期日への出頭に代えて、下記のとおり陳述します。

記

１　意見陳述の機会の件名

２　意見陳述の機会に係る処分の原因となる事実

３　意　見

―　６６２―１５　―
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新潟県市町村総合事務組合職員団体の
登録に関する条例　　　　　　　　　

　最終改正　平成１７年２月２５日条例第２号

　（この条例の目的）

第１条　この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」とい

う。）第５３条第１項、第５項、第６項、第９項及び第１０項の規定に基づき、新

潟県市町村総合事務組合規約（平成１６年総行市第３０号許可）別表第２の３

の項に該当する市町村、一部事務組合及び広域連合（以下「組合市町村等」

という。）並びに新潟県市町村総合事務組合の職員団体の登録に関し必要な

事項を定めることを目的とする。

　（登録の申請）

第２条　職員団体が公平委員会に登録を申請する場合には、その代表者を通

じて、次の各号に掲げる事項を記載した正副２通の申請書にそれぞれ規約

を添付して、提出しなければならない。

�　理事その他の役員の氏名、住所及び職名（職員でない者にあってはそ

の職業）

�　すべての事務所の所在地

�　連合体である職員団体にあっては、その構成団体の名称

２　前項の規定による申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければ

ならない。

�　規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為

が、法第５３条第３項の規定に従い決定されたこと並びにその投票の日、

場所及び結果を証明する書類

�　法第５３条第４項の規定に従って組織されていることを証明する書類

　（登録の通知）

第３条　公平委員会は、登録の申請を受けた日から３０日以内に、登録した旨

又はしない旨を、申請した職員団体に通知しなければならない。

 

―　６６３　―
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　（規約等の変更又は解散の届出）

第４条　登録を受けた職員団体は、その規約若しくは第２条第１項に規定す

る申請書の記載事項に変更があったとき、又は解散したときは、その事由

を生じた日から１０日以内に公平委員会に書面をもってその旨を届けなけれ

ばならない。

２　職員団体が前項の規定により届出をする場合には、その代表者を通じ

て、正副２通の届出書を提出しなければならない。

３　第１項の規定による届出が規約の変更、役員の選挙その他これらに準ず

る重要な行為に係るときは、それらの行為が法第５３条第３項に従い決定さ

れたこと並びにその投票の日、場所及び投票の結果を証明する書類を添付

しなければならない。

４　前条の規定は、規約又は第２条第１項に規定する申請書の記載事項の変

更の届出の場合に準用する。

　（登録の効力停止及び取消しの通知）

第５条　公平委員会は、法第５３条第６項の規定により職員団体の登録の効力

を停止し、又は登録を取り消すときは、その旨を記載した書面をもって当

該職員団体に通知しなければならない。

　（公平委員会規則への委任）

第６条　この条例に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項

は、公平委員会規則で定める。

 附　則

　（施行期日）

１　この条例は、平成１６年３月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この条例の施行前に職員団体の登録に関する条例（昭和４１年新潟県町村

人事事務組合条例第１７号。次項において「旧条例」という。）の規定により

登録されていた組合市町村等の職員団体は、この条例の規定により登録さ

れた職員団体とみなす。

３　この条例の施行の日の前日までに、組合市町村等の職員団体について旧

条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例

―　６６４　―

新潟県市町村総合事務組合職員団体の登録に関する条例



新潟県市町村総合事務組合職員団体の登録に関する条例

の相当規定によりなされたものとみなす。

　　　附　則（平成１７年２月２５日条例第２号）

　この条例は、公布の日から施行する。

―　６６４―１　―



新潟県市町村総合事務組合職員団体の
登録申請書等の様式を定める規則　　

 

　最終改正　平成２０年１２月１日公平委員会規則第５号

　（趣旨）

第１条　この規則は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第８条第５項及

び新潟県市町村総合事務組合職員団体の登録に関する条例（平成１６年条例

第３５号。以下「条例」という。）第６条の規定に基づき、職員団体登録申請

書等の様式を定めるものとする。

　（登録申請書等）

第２条　条例第２条第１項の規定による職員団体の登録申請書は、別記第１

号様式から別記第４号様式までによるものとし、同条第２項の規定による

書類は、別記第５号様式から別記第８号様式までによるものとする。

　（登録事項の変更届等）

第３条　条例第４条第１項の規定による登録事項の変更届及び解散届は、別

記第９号様式及び別記第１０号様式によるものとし、同条第３項の規定によ

る書類は、別記第５号様式から別記第７号様式までによるものとする。

　（法人となる旨の申出）

第４条　職員団体等に対する法人格の付与に関する法律（昭和５３年法律第８０

号）第３条第１項の規定による法人となる旨の申出は、別記第１１号様式に

よるものとする。

 附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成１７年２月２５日公平委員会規則第３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成１７年４月２１日公平委員会規則第１２号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２０年１２月１日公平委員会規則第５号）

　この規則は、公布の日から施行する。 

―　６６５　―

平 成１６年 ４ 月１２日
公平委員会規則第５号
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　別　記

　第１号様式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（条例第２条）

 

―　６６６　―

新潟県市町村総合事務組合職員団体の登録申請書等の様式を定める規則

職　員　団　体　登　録　申　請　書

年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合公平委員会委員長　様

団体名　　　　　　　

代表者　氏　　名　□□印印 

主たる事務所所在地　

　新潟県市町村総合事務組合職員団体の登録に関する条例第２条の

規定により、別紙を添えて職員団体の登録を申請します。

　別紙の表示

備　　　　　考添　付　書　類番　　　　号
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　第２号様式

 

―　６６７　―

新潟県市町村総合事務組合職員団体の登録申請書等の様式を定める規則

（注）　職員でない役員にあっては、職名欄に職業を、所属課・所又は学

校名欄に勤務先を記入すること。

理　事　そ　の　他　の　役　員　名　簿

備　考住　　所氏　　　名所属課・所
又は学校名職　　名役　名

条例第２条第１項第１号
及び第４条第１項
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　第３号様式

 

―　６６８　―

新潟県市町村総合事務組合職員団体の登録申請書等の様式を定める規則

条例第２条第１項第２号
及び第４条第１項

事　務　所　所　在　地　一　覧

庁舎・学校等にある
場合は、その名称　所　　　在　　　地事　務　所　名
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　第４号様式

 

―　６６９　―

新潟県市町村総合事務組合職員団体の登録申請書等の様式を定める規則

条例第２条第１項第３号
及び第４条第１項

連　合　体　構　成　団　体　一　覧

代表者名主たる事務所所在地構成職員団体名番　　号
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　第５号様式

 

―　６７０　―

新潟県市町村総合事務組合職員団体の登録申請書等の様式を定める規則

規　約　作　成（変　更）証　明　書

１　投票公示日 年　　月　　日

２　投票日　　 年　　月　　日

３　投票の場所

４　投票の方法

５　構成員総数 年　　月　　日現在　　　　　　人

６　投票者総数　 　　　　　　　人

７　開票日　　 年　　月　　日

８　開票結果　　 賛成　　　　票

 反対　　　　票

 無効　　　　票

　上記のとおり地方公務員法第53条第3項及び規約第　　条に定める

要件に適合するものであることを証明します。

　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

団体名　　　　　　　　　　

規約投票管理委員会　　　　

委員長　氏　　　　　名　□□印印 

条例第２条第２項第１号
及び第４条第３項
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　第６号様式

 

―　６７１　―

新潟県市町村総合事務組合職員団体の登録申請書等の様式を定める規則

（注）　５立候補者数及び９開票結果の項は、別紙に作成してもよいこ

と。

条例第２条第２項第１号
及び第４条第３項

役　員　選　出　証　明　書

１　投票公示日　 年　　　月　　　日

２　投票日　 年　　　月　　　日

３　投票の場所

４　投票の方法

５　立候補者数

６　構成員総数 年　　　月　　　日現在　　　人

７　投票者総数　 　　　　　　　　　人

８　開票日　 年　　　月　　　日

９　開票結果

１０　役員就任年月日　 年　　　月　　　日

　上記のとおり地方公務員法第５３条第３項及び規約第　条に定める要件に適合

するものであることを証明します。

　　　　　　年　　月　　日

団体名　　　　　　　　　　　　　

選挙管理委員会　　　　　　　　　

委員長　氏　　　　　　名　□□印印 

定　　数立候補者数役　　名定　　数立候補者数役　　名

当落の別無　効　票　数得　票　数氏　　　　名役　　名
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　第７号様式

 

―　６７２　―

新潟県市町村総合事務組合職員団体の登録申請書等の様式を定める規則

（注）　この様式は、条例第２条第２項第１号及び第４条第３項に規定す

る「これに準ずる重要な行為」例えば職員団体の上部団体への加入

又は脱退、職員団体の解散など職員団体の存立及び運営の基本的事

項の変動を伴う事件の場合に用いるものであること。

（　　　　　　）証明書

１　投票公示日　 年　　月　　日

２　投票日　 年　　月　　日

３　投票の場所

４　投票の方法

５　構成員総数　 年　　月　　日現在　　　　　人

６　投票者総数 　　　　　　　人

７　開票日　 年　　月　　日

８　開票結果　 賛成　　　　票

 反対　　　　票

 無効　　　　票

　上記のとおり地方公務員法第５３条第３項及び規約第　　条に定める要件

に適合するものであることを証明する。

　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

団体名　　　　　　　　　　　

（　　）投票管理委員会　　　　

委　員　長　　氏　　　名　□□印印 

条例第２条第２項第１号
及び第４条第３項
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　第８号様式　　　　　　　　　　　　　　（条例第２条第２項第２号）

 

―　６７３　―

新潟県市町村総合事務組合職員団体の登録申請書等の様式を定める規則

職　員　団　体　適　格　証　明　書

　本職員団体は、地方公務員法第53条第4項の規定に基づき、組織され

ていることを証明します。

　なお、管理職員等（管理職員等以外の職員）は、構成員に含まれて

いないことを申し添えます。

　　　　年　　月　　日

団体名　　　　　　　　　　　

代表者　　氏　　　　　名　□□印印 
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　第９号様式　　　　　　　　　　　　　　　　　（条例第４条第１項）

 

―　６７４　―

新潟県市町村総合事務組合職員団体の登録申請書等の様式を定める規則

備　　　考変　　更　　事　　項番　　　　号

備　　　考添　　付　　書　　類番　　　　号

職　員　団　体　登　録　事　項　変　更　届

年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合公平委員会委員長　様

登録番号　　　　　　　　

団体名　　　　　　　　　

代表者　氏　　　　名　□□印印 

　新潟県市町村総合事務組合職員団体の登録に関する条例第4条の規

定により、別紙を添えて下記事項の変更を届け出ます。

記

　別紙の表示
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　第１０号様式　　　　　　　　　　　　　　　　　（条例第４条第１項）

 

―　６７５　―

新潟県市町村総合事務組合職員団体の登録申請書等の様式を定める規則

職　員　団　体　解　散　届

年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合公平委員会委員長　様

団体名　　　　　　　　　　

代表者　氏　　　　　名　□□印印 

　本職員団体は、　　　　年　　　　月　　　　日をもって解散しま

したので別紙を添えて届け出ます。

　別紙の表示

備　　　　考添　　付　　書　　類番　　　　号

　解散理由書１

　解散手続証明書２
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　第１１号様式

（職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第３条第１項）　

―　６７６　―

新潟県市町村総合事務組合職員団体の登録申請書等の様式を定める規則

（注）　職員団体の登録を申請する際に法人となる旨を希望する場合に

は、登録申請書と一緒にこの申出書を提出すること。

法　人　と　な　る　旨　の　申　出　書

年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合公平委員会委員長　様

団体名　　　　　　　　　　

代表者　氏　　　　　名　□□印印 

主たる事務所所在地　　　　

　本職員団体は、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第３

条第１項の規定に基づき法人たる職員団体になることを希望しますの

で申し出ます。
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新潟県市町村総合事務組合不利益処分
についての審査請求に関する規則　　

　新潟県市町村総合事務組合不利益処分についての不服申立てに関する規則

（平成１６年公平委員会規則第２号）の全部を改正する。

 第１節　総則

　（この規則の目的）

第１条　この規則は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」とい

う。）第８条第８項及び第５１条の規定に基づき、新潟県市町村総合事務組合

規約（平成１６年総行市第３０号許可）別表第２の３の項に該当する市町村、

一部事務組合及び広域連合並びに新潟県市町村総合事務組合の職員の懲戒

その他その意に反する不利益な処分（以下「処分」という。）についての審

査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めること

を目的とする。

　（定義）

第２条　この規則において「請求者」とは、処分を受けてその処分について

審査請求をする者をいう。

２　この規則において「処分者」とは、処分を行った者をいう。ただし、処

分者が当該処分を行った後においてその職を離れた場合には、その職又は

これに相当する職にある者を処分者とみなす。

３　この規則において「当事者」とは、請求者及び処分者をいう。

　（代理人）

第３条　当事者は、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任すること

ができる。

２　新潟県市町村総合事務組合公平委員会（以下「公平委員会」という。）

は、審理の円滑かつ迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要がある

と認めるときは、代理人の数を制限することができる。

―　６７７　―

平 成２８年 ８ 月１６日
公平委員会規則第６号

必要Title:05-2●677-.ec8 Page:677  Date: 2016/12/16 Fri 13:58:11 



３　当事者は、代理人を選任し、又は解任した場合においては、その者の氏

名、住所及び職業を公平委員会に届け出なければならない。

　（代理人の権限）

第４条　代理人は、当事者のために、その事案の審査に関し必要な行為をす

ることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはで

きない。

２　代理人の行った行為は、当事者が直ちに取り消し、又は訂正したときは、

その効力を生じない。

 第２節　審査請求

　（審査請求）

第５条　処分についての法第４９条の２第１項の規定による審査請求は、審査

請求書正副各１通を公平委員会に提出してしなければならない。

２　審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載し、請求者が記名押印し

なければならない。

茨　請求者の氏名、住所及び生年月日

芋　請求者の処分を受けた当時の職及び所属部局

鰯　処分を行った者の職及び氏名

允　処分の内容及び処分を受けた年月日

印　処分があったことを知った年月日

咽　処分に対する不服の理由

員　口頭審理を請求する場合は、その旨及び公開又は非公開の別

因　法第４９条第１項又は第２項に規定する処分の事由を記載した説明書

（以下「処分説明書」という。）の交付を受けた年月日（処分説明書が交

付されなかったときは、その経緯）

姻　審査請求の年月日

３　審査請求書には、正副ともに処分説明書の写し各１通を添付しなければ

ならない。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでな

い。

４　審査請求書に記載した事項に変更を生じた場合には、請求者は、その都

―　６７８　―

新潟県市町村総合事務組合不利益処分についての審査請求に関する規則
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新潟県市町村総合事務組合不利益処分についての審査請求に関する規則

度、その旨を速やかに公平委員会に届け出なければならない。

　（審査請求の受理又は却下）

第６条　公平委員会は、審査請求書が提出されたときは、その記載事項及び

添付書類並びに処分の内容、請求者の資格及び審査請求の期限等について

調査し、審査請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

２　公平委員会は、前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備の点があ

ると認められるときは、相当の期間を定めて、請求者にその補正を命ずる

ことができる。ただし、不備の点が軽微であって、事案の内容に影響がな

いものと認められるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することが

できる。

３　公平委員会は、請求者が前項の補正命令に従わなかった場合には、審査

請求を却下することができる。

４　公平委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を

当事者に通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付しなければ

ならない。審査請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を請求者

に通知しなければならない。

 第３節　審査の手続

　（審理の計画的進行）

第６条の２　当事者及び代理人並びに公平委員会は、円滑かつ迅速で公正な

審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理の計画

的な進行を図らなければならない。

　（審査の併合）

第７条　公平委員会は、当事者の申請又は職権により、同一又は相関連する

事案に係る数個の審査請求を併合して審査することを適当と認めるとき

は、これを併合して審査することができる。公平委員会は、必要があると

認めるときは、併合した審査を分離することができる。

２　前項の規定により審査を併合し、及び分離する場合においては、公平委

員会は、その旨を当事者に通知しなければならない。 

―　６７９　―
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　（代表者）

第７条の２　審査の併合に係る事案の請求者（以下この条において「併合に

係る請求者」という。）は、それらのうちから代表者１名を選任し、及び解

任することができる。

２　併合に係る請求者が代表者を選任し、又は解任したときは、その者の氏

名を公平委員会に届け出なければならない。

３　代表者は、併合に係る請求者のために、その事案の審査に関する一切の

行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げる

ことはできない。

４　代表者が選任されている場合には、併合に係る請求者に対する通知その

他の行為は、代表者にすれば足りるものとする。

　（書面審理）

第８条　公平委員会は、書面審理を行う場合においては、期限を定めて、請

求者に対し証拠の提出を求めるとともに、期限を定めて、処分者から答弁

書及び証拠の提出を求めるものとする。

２　公平委員会は、答弁書が提出された場合には、請求者にその写しを送付

し、必要があると認めるときは、期限を定めて、反論書の提出を求めるこ

とができる。

３　公平委員会は、反論書が提出された場合には、処分者にその写しを送付

しなければならない。

４　公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者に質問し、又は立証

を求めることができる。

５　当事者は、審査が終了するまでは、公平委員会に対し、口頭で意見を述

べる機会を与えられるよう申し出ることができる。

６　公平委員会は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすること

ができる。

７　当事者は、審査が終了するまでは、何時でも公平委員会に対し、証拠の

申出をすることができる。ただし、公平委員会が必要がないと認めるとき

は、これを取り調べないことができる。

８　公平委員会による証人の喚問は、次に掲げる事項を記載した呼出状によ
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り行わなければならない。

茨　証人として指名された者の氏名、住所及び職業

芋　出頭すべき日時及び場所

鰯　陳述を求めようとする事項

９　公平委員会は、証人に対して陳述を求めようとする場合においては、あ

らかじめ宣誓を行わせなければならない。

１０　公平委員会は、証人に対し、口頭による陳述に代えて、次に掲げる事項

を記載した書面で、口述書の提出を求めることができる。

茨　口述書を提出すべき証人の氏名、住所及び職業

芋　口述書を提出すべき日時及び場所

鰯　口述書により陳述を求めようとする事項

１１　公平委員会は、必要があると認めるときは、証人相互の対質を求めるこ

とができる。

１２　公平委員会が書証を所持する者に対して書類又はその写しの提出を求め

る場合においては、次に掲げる事項を記載した書面で、これを行わなけれ

ばならない。

茨　書類又はその写しを提出すべき者の氏名、住所及び職業

芋　書類又はその写しを提出すべき日時及び場所

鰯　提出すべき書類又はその写し

１３　公平委員会は、書面審理の都度、その要領を記載した審理調書を公平委

員会の事務職員に作成させなければならない。審理調書には、審理を担当

した公平委員会の委員及び審理調書を作成した事務職員が記名押印しなけ

ればならない。

　（口頭審理）

第９条　公平委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度書面で口

頭審理の日時及び場所を指定し、かつ、当事者にこれらを通知しなければ

ならない。

２　公平委員会は、口頭審理の準備のため、期限を定めて、前条第１項の答

弁書又は同条第２項の反論書の提出を求めることができる。

３　当事者は、前項の規定により、提出した答弁書又は反論書に記載しな
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かった事実を口頭審理において主張することができない。当事者が前項の

期限までに、答弁書又は反論書を提出しなかったときも同様とする。ただ

し、答弁書又は反論書に当該事実を記載できず、又は前項の期限までに答

弁書又は反論書を提出できなかったことにつきやむを得ない事情があった

ことを疎明したときは、この限りでない。

４　公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者相互、当事者と証人

又は証人相互の対質を求めることができる。

５　公平委員会は、口頭審理において、発言を許し、若しくは発言がその事

案に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合にはこれを制限

し、又は公平委員会の職務の執行を妨げる者若しくは不当な行状をする者

を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置を

とることができる。

６　公平委員会は、事案の性質、証人の心身の状態、証人と当事者又は代理

人との関係その他の事情により、証人が当事者、代理人又は傍聴人の面前

で陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると

認める場合であって、相当と認めるときは、当事者、代理人又は傍聴人と

の間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措

置をとることができる。この場合、当事者及び証人の意見を聴くものとす

る。

７　当事者の一方、その代理人及び代表者がともに口頭審理の期日に正当な

理由がなくて出席しなかったとき、又は出席しても相手方の主張した事実

について争わなかったときは、その主張した事実を承認したものとみなす

ことができる。

８　公平委員会は、口頭審理を終了するに先き立って、当事者に対して、最

終陳述をし、かつ、必要な証拠を提出することができる機会を与えなけれ

ばならない。

９　前条第４項、第６項から第１０項まで、第１２項及び第１３項の規定は、口頭

審理について準用する。

　（準備手続）

第９条の２　公平委員会は必要があると認めるときは、公平委員会の委員又
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は事務職員をして口頭審理の準備手続を行わせることができる。

２　準備手続においては、当事者は、次に掲げる事項を協議しなければなら

ない。

茨　口頭審理の期日に関する事項

芋　事実の整理に関する事項

鰯　証拠の整理に関する事項

允　その他必要な事項

３　公平委員会は、準備手続における協議の都度、準備手続調書を公平委員

会の事務職員に作成させなければならない。この場合においては、第８条

第１３項後段の規定を準用する。

　（文書の送付）

第９条の３　文書の送付は、使送又は書留郵便によって行う。

２　文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書

を送付することができないときは、公示の方法によってすることができ

る。

３　公示の方法による送付は、公平委員会が当該文書を保管し、いつでもそ

の送付を受けるべき者に交付する旨、又はその内容の要旨を新潟県市町村

総合事務組合公報に掲載してするものとする。この場合においては、掲載

された日から１４日を経過した時に当該文書の送付があったものとみなす。

　（審理の終了）

第９条の４　公平委員会は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理を終

了するものとする。

２　前項に定めるもののほか、公平委員会は、次の各号のいずれかに該当す

るときは、審理を終了することができる。

茨　請求者から第８条第２項又は第９条第２項に規定する反論書がこれら

の規定の相当の期間内に提出されない場合において、公平委員会が更に

一定の期間を定めてこれらの書面の提出を求めたにもかかわらず、当該

提出期間内に提出されなかったとき。

芋　請求者及びその代理人が共に口頭審理の期日に正当な理由がなくて出

席しないとき。

―　６８３　―
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３　公平委員会は、前２項の規定に基づき審理を終了したときは、速やかに、

当事者にその旨を通知するものとする。

　（審査請求の取下げ）

第１０条　請求者は、公平委員会が事案について裁決を行うまでの間は、何時

でも、審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

２　審査請求の取下げは、書面でその旨を公平委員会に申し出て行わなけれ

ばならない。

３　取下げのあった審査請求の部分については、初めから係属しなかったも

のとみなす。

４　公平委員会は、受理した審査請求が取り下げられたときは、処分者にそ

の旨通知するものとする。

　（審査の打切り）

第１１条　公平委員会は、請求者の所在不明等により審査を継続することがで

きなくなったと認める場合又は処分者による処分の取消、修正等により審

査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、審査を打ち切り

審査請求を棄却することができる。

 第４節　審査の結果執るべき措置

　（裁決）

第１２条　公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速や

かに裁決を行い、裁決書を作成しなければならない。

２　裁決書には、次に掲げる事項を記載し、委員各員が記名押印しなければ

ならない。

茨　裁決

芋　理由

鰯　裁決の日付

３　公平委員会は、裁決書の写しを当事者に送達しなければならない。この

場合においては、当事者に裁決に対する審査（以下「再審」という。）の請

求の権利がある旨を併せて通知するものとする。 

―　６８４　―

新潟県市町村総合事務組合不利益処分についての審査請求に関する規則

必要Title:05-2●677-.ec8 Page:684  Date: 2016/12/16 Fri 13:58:11 



新潟県市町村総合事務組合不利益処分についての審査請求に関する規則

　（指示）

第１３条　公平委員会は、審査の結果、必要があると認める場合においては、

任命権者に対し、書面で請求者がその処分によって受けた不当な取扱を是

正するための指示をしなければならない。

 第５節　再審

　（再審の請求）

第１４条　当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、公平委

員会に対し、再審を請求することができる。

茨　裁決の基礎となった証拠が虚偽のものであることが判明した場合

芋　事案の審査の際提出されなかった新たなかつ重大な証拠が発見された

場合

鰯　裁決に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場

合

２　再審の請求は、裁決のあった日の翌日から起算して６月以内に行わなけ

ればならない。

３　再審の請求は、書面で行わなければならない。

４　前項の書面（以下「再審請求書」という。）には次に掲げる事項を記載

し、再審を請求しようとする者が記名押印して正副各１通を公平委員会に

提出しなければならない。

茨　再審の請求をする者の氏名、住所及び生年月日

芋　裁決の内容及び時期

鰯　再審を請求する事由

　（再審の請求の受理又は却下）

第１５条　公平委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項並び

に再審を請求する者の資格、再審の請求の期限及び再審の請求の事由等に

ついて調査し、再審の請求を受理すべきかどうかを決定しなければならな

い。

２　公平委員会は、再審の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨

を当事者に通知するとともに、当事者の一方に再審請求書の副本を送付し
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なければならない。再審の請求を却下すべきものと決定したときは、その

旨を再審を請求した者に通知しなければならない。

　（職権による再審）

第１６条　公平委員会は、第１４条第１項各号に掲げる再審の事由があると認め

るときは、職権により再審を行うことができる。

　（審査の手続）

第１７条　第３節（第９条及び第９条の２の規定を除く。）の規定は、再審の場

合における審査の手続について準用する。

　（審査の結果執るべき措置）

第１８条　公平委員会は、審査の結果に基づいて、最初の裁決を正当であると

認める場合には、これを確認し、不当であると認める場合には、最初の裁

決を修正し、又はこれに代えて新たに裁決を行わなければならない。

２　第１２条第１項、第２項及び第３項前段並びに第１３条の規定は、前項の場

合に準用する。

 第６節　審査費用

　（審査費用）

第１９条　審査（再審の場合における審査を含む。）に要した費用は、次に掲げ

るものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

茨　公平委員会が職権で喚問した証人の旅費

芋　公平委員会が職権で行った証拠調べに関する費用

鰯　公平委員会が文書の送達に要した費用

 第７節　雑則

　（雑則）

第２０条　この規則に定めるものを除くほか、処分についての審査請求の手続

及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

　　　附　則

　（施行期日）

第１条　この規則は、公布の日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。
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　（経過措置）

第２条　規則の第１条に規定する処分についての不服申立てであって平成２８

年４月１日前にされた当該処分に係るものについては、なお従前の例によ

る。

―　６８６―１　―
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新潟県市町村総合事務組合不利益処分についての
審査請求の手続に必要な書面の様式　　　　　　

　新潟県市町村総合事務組合不利益処分についての不服申立ての手続に必要

な書面の様式（平成１６年公平委員会告示第１号）の全部を次のように改正し、

平成２８年４月１日から適用する。

　第１号様式  （第５条第２項）　

 

―　６８７　―

平 成２８年 ８ 月１６日
公平委員会告示第１号

（注）審査請求書は、正副各１通を提出のこと。

審　査　請　求　書

年　　月　　日　　　　

　新潟県市町村総合事務組合公平委員会委員長　様

請求者　氏　名　　　　　　　　魁魁　

住　所　　　　　　　　　　

　地方公務員法第４９条の２の規定により下記のとおり審査請求をします。

　なお、別紙処分説明書の写しを添付します。

記　　　　

１　請求者の氏名、住所及び生年月日

２　処分を受けた当時の職及び所属部局

３　処分者の職及び氏名

４　処分の内容

５　処分を受けた年月日

６　処分があったことを知った年月日

７　処分に対する不服の理由

（注　具体的詳細に記載のこと。また、長文にわたるときは、別紙に記

載してもよいこと。）

８　口頭審理を請求する場合は、その旨及び公開又は非公開の別

９　処分説明書の交付を受けた年月日

（注　処分説明書が交付されなかったときは、請求した年月日及びその

経緯）
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　第２号様式  （第３条第３項）　

　第３号様式  （第３条第３項）　
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代　理　人　選　任　届
年　　月　　日　

　新潟県市町村総合事務組合公平委員会委員長　様
請求者　　　　　　　　

（処分者）　　　　　　　
氏　名　　　　　　　魁魁
住　所　　　　　　　　

　処分者　　が請求者に対して行った　　年　　月　　日　　付け　　
処分の審査請求事案について、下記の者を代理人に選任し、新潟県市町
村総合事務組合不利益処分についての審査請求に関する規則第３条第１
項の規定による代理人としての権限を委任しましたので、お届けしま
す。

記
　氏　名
　住　所
　職　業

代　理　人　解　任　届
年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合公平委員会委員長　様
請求者　　　　　　　　　

（処分者）　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　魁魁　
住　所　　　　　　　　　

　何某に係る　　年公委審第　　号事案についてさきに　　　を代理人
に選任しましたが、　　年　　月　　日これを解任しましたから、お届
けします。
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　第４号様式  （第５条第４項）　

　第５号様式  （第６条第２項）　
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審査請求書記載事項変更届

年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合公平委員会委員長　様

請求者　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　魁魁

住　所　　　　　　　　

　何某に係る　　年公委審第　　号事案の審査請求書の記載事項を、下

記のとおり変更しましたので、お届けします。

記

　新

　旧

審査請求書不備補正書

年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合公平委員会委員長　様

請求者　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　魁魁

住　所　　　　　　　　

　　　年　　月　　日付け審査請求書の補正命令については、下記のと

おり補正します。

記
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　第６号様式  （第７条第１項）　

　第７号様式  （第７条の２第２項）　

 

―　６９０　―

新潟県市町村総合事務組合不利益処分についての審査請求の手続に必要な書面の様式

併　合　審　査　申　請　書
年　　月　　日　

　新潟県市町村総合事務組合公平委員会委員長　様
請求者　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　魁魁
住　所　　　　　　　　
請求者　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　魁魁
住　所　　　　　　　　
（注　連署のこと。）　　

　請求者何某ほか　人に対して行なった　　年　　月　　日付け　　処
分の審査請求事案について、下記のとおり併合審査を申請します。

記
１　併合の内容
２　併合の理由

代　表　者　選　任　届
年　　月　　日　

　新潟県市町村総合事務組合公平委員会委員長　様
請求者　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　魁魁
住　所　　　　　　　　
請求者　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　魁魁
住　所　　　　　　　　
（注　連署のこと。）　　

　処分者　　が請求者何某ほか　人に対して行なった　　年　月　日付
け　　処分の審査請求事案の併合審査について、下記の者を代表者に選
任し、不利益処分についての審査請求に関する規則第７条の２第２項の
規定による代表者としての権限を委任しましたので、お届けします。

記
　請求者
　氏　名
　住　所
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　第８号様式  （第７条の２第２項）　

　第９号様式  （第８条第１項・第９条第２項）　

 

―　６９１　―

新潟県市町村総合事務組合不利益処分についての審査請求の手続に必要な書面の様式

代　表　者　解　任　届

年　　月　　日　

　新潟県市町村総合事務組合公平委員会委員長　様

請求者　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　魁魁

住　所　　　　　　　　

請求者　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　魁魁

住　所　　　　　　　　

（注　連署のこと。）　　

　何某ほか　　人に係る　　年公委審第　　号事案について、さきに 

　　　を代表者に選任しましたが、　　年　　月　　日これを解任しま

したから、お届けします。

答　　　弁　　　書

年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合公平委員会委員長　様

処分者　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　魁魁

住　所　　　　　　　　

　何某に係る　　年公委審第　　号事案について下記のとおり答弁いた

します。

記

（注　処分の理由に関する具体的な説明及び請求者の主張に対する答弁

を記載し、証拠資料を添付のこと。）
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　第１０号様式  （第８条第２項・第９条第２項）　

　第１１号様式  （第８条第５項）　

 

―　６９２　―

新潟県市町村総合事務組合不利益処分についての審査請求の手続に必要な書面の様式

反　　　論　　　書

年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合公平委員会委員長　様

請求者　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　魁魁

住　所　　　　　　　　

　　　年　　月　　日付け反論書の提出要求について下記のとおり反論

します。

（注　処分者の主張に対する認否及び反論を記載し、証拠資料を添付の

こと。）

口　頭　意　見　申　出　書

年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合公平委員会委員長　様

請求者　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　魁魁

住　所　　　　　　　　

　何某に係る　　年公委審第　　号事案について新潟県市町村総合事務

組合不利益処分についての審査請求に関する規則第８条第５項の規定に

基づき、口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ます。

記

　１　陳述事項
　

　２　希望出願日時
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　第１２号様式  （第８条第７項・第９条第９項）　

　第１３号様式  （第８条第７項・第９条第９項）　

 

―　６９３　―

新潟県市町村総合事務組合不利益処分についての審査請求の手続に必要な書面の様式

証　拠　調　申　請　書
年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合公平委員会委員長　様
請求者　　　　　　　　

（処分者）　　　　　　　
氏　名　　　　　　　魁魁
住　所　　　　　　　　

　何某に係る　　年公委審第　　号事案について新潟県市町村総合事務
組合不利益処分についての審査請求に関する規則第８条第７項（第９条
第９項）の規定に基づき、下記により証拠調べを申請します。

記
１　証拠の表示
２　証拠の所在
３　証明しようとする事項

証　人　出　席　申　請　書
年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合公平委員会委員長　様
請求者　　　　　　　　

（処分者）　　　　　　　
氏　名　　　　　　　魁魁
住　所　　　　　　　　

　何某に係る　　年公委審第　　号事案について下記により証人の出席
を申請します。

記
１　証人
　　　氏　名
　　　住　所
　　　職　業
２　証言事項

必要Title:05-2●687-.ec8 Page:693  Date: 2016/12/16 Fri 13:59:54 



　第１４号様式  （第８条第９項・第９条第９項）　

　第１５号様式  （第８条第１０項・第９条第９項）　

 

―　６９４　―

新潟県市町村総合事務組合不利益処分についての審査請求の手続に必要な書面の様式

宣　　　誓　　　書

　良心に従って真実を述べ、何事も隠さず何事もつけ加えないことを誓

います。

年　　月　　日　　　　

氏　名　　　　　　　魁魁

口　　　述　　　書

年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合公平委員会委員長　様

氏　名　　　　　　　魁魁

住　所　　　　　　　　

　貴委員会の　　年　　月　　日付け口述書提出要求について下記のと

おり証言します。

記

　証言事項

　以上のことは、良心に従って真実を述べ何事も隠さず、また、何事も

つけ加えていないことを誓います。

証人氏名　　　　　　魁魁
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　第１６号様式  （第１０条第２項）　

 

―　６９５　―

新潟県市町村総合事務組合不利益処分についての審査請求の手続に必要な書面の様式

審査請求取下申出書

年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合公平委員会委員長　様

請求者　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　魁魁

住　所　　　　　　　　

　　　年公委審第　　号事案に対する審査請求（　　　　　部分）を取

り下げます。
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　第１７号様式  （第１４条第３項）　

―　６９６　―

新潟県市町村総合事務組合不利益処分についての審査請求の手続に必要な書面の様式

再　審　請　求　書

年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合公平委員会委員長　様

請求者　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　魁魁

住　所　　　　　　　　

　下記のとおり再審を請求します。

記

１　再審を請求する者の氏名、住所及び生年月日

２　判定の内容及び時期

３　再審を請求する理由
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新潟県市町村総合事務組合勤務条件に
関する措置の要求に関する規則　　　

　最終改正　平成２８年８月１６日公平委員会規則第７号

　（目的）

第１条　この規則は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」とい

う。）第４８条の規定に基づき、新潟県市町村総合事務組合規約（平成１６年総

行市第３０号許可）別表第２の３の項に該当する市町村、一部事務組合及び

広域連合並びに新潟県市町村総合事務組合の職員の勤務条件に関する措置

の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し

必要な事項を定めることを目的とする。

　（勤務条件に関する措置の要求）

第２条　職員が法第４６条の規定により勤務条件に関する措置の要求（以下「措

置の要求」という。）をしようとするときは、これを書面でしなければなら

ない。

２　前項の書面（以下「措置要求書」という。）には、次の各号に掲げる事項

を記載し、措置の要求をしようとする職員（以下「要求者」という。）が記

名押印して正副各１通を、関係書類、記録、その他の必要な資料とともに

新潟県市町村総合事務組合公平委員会（以下「委員会」という。）に提出し

なければならない。

茨　要求者の職及び所属部局並びにその氏名

芋　要求すべき措置

鰯　措置の要求をしようとする理由

允　要求者又はその者の属する職員団体が要求すべき措置についてすでに

当局と交渉（法第５５条第１１項の不満の表明及び意見の申立を含む。以下

同じ。）を行った場合には、その交渉経過の概要

３　措置要求書に記載した事項に変更を生じた場合には、要求者は、すみや

かにその旨を委員会に届け出なければならない。

 

―　６９７　―

平 成１６年 ４ 月１２日
公平委員会規則第３号
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　（代理人）

第３条　要求者は、必要があるときは、代理人を選任することができる。代

理人を選任したときはその者の氏名、住所及び職業を委員会に届け出なけ

ればならない。

　（措置要求書の調査等）

第４条　委員会は、措置要求書が提出されたときは、その記載事項及び添付

資料等について調査し、これを受理すべきかどうかについて決定する。

第５条　委員会は、適当であると認めるときは、前条の決定を行う前に関係

当事者に対し、要求すべき措置について交渉を行うようすすめるものとす

る。

　（措置の要求の受理及び却下の通知）

第６条　委員会は、措置の要求を受理した場合には、その旨を要求者及び必

要があると認めるときは、当該事項に関し、権限を有する当局に通知し、

却下した場合には、その旨を要求者に通知するものとする。

　（審査）

第７条　委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者そ

の他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し書

類若しくはその写しの提出を求め、その他事実調査を行うものとする。

２　委員会は、適当であると認めるときは、事案の審査の係属中においても、

事案が適切に解決されるように、関係当事者間をあっせんすることができ

る。

　（要求の取下げ）

第８条　要求者は、委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも

措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。

　（審査の打切り）

第９条　委員会は、措置の要求が、係属中において、次の各号の一に該当す

る場合には、その事案の審査を打ち切り、その要求を棄却することができ

る。

茨　要求者の死亡した場合

芋　要求者の所在不明の場合

―　６９８　―

新潟県市町村総合事務組合勤務条件に関する措置の要求に関する規則
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新潟県市町村総合事務組合勤務条件に関する措置の要求に関する規則

鰯　関係当事者における交渉又はあっせんにより、事案の解決した場合

允　措置の要求の理由の消滅した場合

印　その他委員会が事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合

　（判定）

第１０条　委員会は、事案の審査を終了したときは、すみやかに判定を行い、

これを書面に作成し、その写しを要求者及び必要があると認めるときは、

当該事項に関し、権限を有する当局に送達するものとする。

　（勧告）

第１１条　委員会は、判定の結果、必要があると認める場合には、当該事項に

関し、権限を有する当局に書面で必要な勧告をするものとする。

　　この場合においては、その書面の写しを同時に要求者に送達するものと

する。

　（雑則）

第１２条　この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続に関し、必

要な事項は、委員会が定める。

 附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成１７年２月２５日公平委員会規則第２号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２８年８月１６日公平委員会規則第７号）

　この規則は、公布の日から施行する。

―　６９９　―

必要Title:05-2●697-.ec8 Page:699  Date: 2016/12/16 Fri 14:01:17 



新潟県市町村総合事務組合勤務条件に関する
措置の要求の手続に必要な書面の様式　　　

　第１号様式  （第２条第１項・第２項、第３条）　

 

―　７０１　―

（注）　措置要求書は、正副各一通作成し、必要な資料とともに提出のこ

と。

措　　置　　要　　求　　書

年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合公平委員会委員長　様

氏　名　　　　　　　��

　地方公務員法第４６条の規定により、下記のとおり、措置の要求をし

　ます。

記

１　要求者

　　所属部局

　　職　名　　　　　　　　　　　　氏　名

２　要求すべき措置

３　措置の要求をしようとする理由

４　交渉経過の概要

５　代理人を選出したときには、代理人の氏名、住所及び職業

平成１６年 ４ 月１２日
公平委員会告示第２号



　第２号様式  （第２条第３項）　

　第３号様式  （第３条）　

 

―　７０２　―

新潟県市町村総合事務組合勤務条件に関する措置の要求の手続に必要な書面の様式

（注）　措置要求書に代理人の氏名、住所及び職業を記載したときは、こ

の届書の提出の必要はありません。

措置要求書記載事項変更届

年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合公平委員会委員長　様

要　求　者　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　��

所属部局　　　　　

　　　年　　月　　日付けをもって提出した措置要求書の記載事項を、

下記のとおり変更しましたので、お届けします。

記

　新

　旧

代　理　人　選　任　届

年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合公平委員会委員長　様

要　求　者　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　��

所属部局　　　　　

　要求者が　　年　　月　　日付けをもって提出した措置の要求につい

て、代理人としての権限を下記の者に委任しましたので、お届けします。

記

　氏　名

　住　所

　職　業



新潟県市町村総合事務組合勤務条件に関する措置の要求の手続に必要な書面の様式

　第４号様式  （第８条）　

　第５号様式  （第９条）　

―　７０３　―

措　置　要　求　取　下　申　出　書

年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合公平委員会委員長　様

要　求　者　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　��

所属部局　　　　　

　　　年　　月　　日付けをもって提出した措置の要求（　　　部分）

を取り下げますので、お届けします。

措置要求事案解決（消滅）届

年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合公平委員会委員長　様

要　求　者　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　��

所属部局　　　　

　要求者が、　　年　　月　　日付けをもって提出した措置の要求は、

下記のとおり解決（消滅）したので、お届けします。

記



新潟県市町村総合事務組合職員団体の登録
取消しの場合の聴聞の手続に関する規則　

　最終改正　平成２８年８月１６日公平委員会規則第８号

　（趣旨）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合職員団体の登録に関する条

例（平成１６年条例第３５号）第６条の規定に基づき、職員団体の登録取消し

の場合における行政手続法（平成５年法律第８８号。以下「法」という。）の

規定による聴聞の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

　（聴聞の期日の変更）

第２条　公平委員会（以下「委員会」という。）が法第１５条第１項の通知をし

た場合（同条第３項の規定により通知をした場合を含む。）において、当事

者は、やむを得ない理由がある場合には、委員会に対し、その理由を記載

した書面により聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

２　委員会は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更する

ことができる。

３　委員会は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、

その旨を当事者及び参加人（その時までに法第１７条第１項の求めを受諾し、

又は同項の許可を受けている者に限る。）に通知しなければならない。

　（代理人の選任等）

第３条　法第１６条第３項又は第４項の規定による代理人の資格の証明又は代

理人の資格喪失の届出については、当事者又は参加人は、代理人選任（解

任）届（別記第１号様式）を委員会に提出してこれを行うものとする。

　（関係人の参加許可の手続）

第４条　法第１７条第１項の規定による許可の申請については、関係人は、聴

聞の期日の４日前までに、聴聞参加許可申請書（別記第２号様式）を主宰

者に提出してこれを行うものとする。

２　主宰者は、その参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者

に通知しなければならない。

―　７０５　―
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公平委員会規則第６号
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　（文書等の閲覧の手続）

第５条　法第１８条第１項の規定による閲覧の求めについては、当事者等は、

文書等閲覧請求書（別記第３号様式）を委員会に提出してこれを行うもの

とする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場

合の閲覧については、口頭で求めることができる。

２　委員会は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速

やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。

　　この場合において、委員会は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述

の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

３　委員会は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の

閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができない

とき（法第１８条第１項後段の規定による拒否の場合を除く。）は、閲覧の日

時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合

において主宰者は、法第２２条第１項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降

の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

　（主宰者の指名の手続）

第６条　法第１９条第１項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時まで

に行うものとする。

２　主宰者が法第１９条第２項各号のいずれかに該当するに至ったときは、委

員会は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

　（補佐人の出頭許可の手続）

第７条　法第２０条第３項の規定による許可の申請については、当事者又は参

加人は、聴聞の期日の４日前までに、補佐人出頭許可申請書（別記第４号

様式）を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第２２条第２

項（法第２５条後段において準用する場合を含む。）の規定により通知された

聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事

項につき補佐するものについては、この限りでない。

２　主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当

事者又は参加人に通知しなければならない。

３　補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、

―　７０６　―
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新潟県市町村総合事務組合職員団体の登録取消しの場合の聴聞の手続に関する規則

自ら陳述したものとみなす。

　（証人）

第８条　主宰者は、必要があると認める場合には、聴聞の期日における審理

に証人を出席させ、証言を求めることができる。

２　当事者又は参加人は、必要があると認める場合には、聴聞の期日におけ

る審理に証人を出席させることを求めることができる。

３　前項の規定による証人出席の求めについては、当事者又は参加人は、証

人出席請求書（別記第５号様式）を主宰者に提出してこれを行うものとす

る。

４　前項の請求があった場合において主宰者が必要ないと認める場合には、

これを取り調べないことができる。

　（宣誓）

第９条　主宰者は、証人に対して証言を求めようとするときは、あらかじめ

宣誓書（別記第６号様式）による宣誓を行わせなければならない。

　（鑑定）

第１０条　主宰者は、必要があると認める場合には、鑑定人に証拠の鑑定を行

わせることができる。

　（聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持）

第１１条　主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述

するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、そ

の者に対し、その陳述を制限することができる。

２　主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するた

め、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適

当な措置をとることができる。

　（聴聞の期日における審理の公開）

第１２条　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第５３条第７項の規定による聴

聞の期日における審理の公開の請求については、当事者は、公開審理請求

書（別記第７号様式）を委員会に提出してこれを行うものとする。

２　委員会は、前項の請求を受けて聴聞の期日における審理を公開により行

うときは、聴聞の期日及び場所を当事者及び参加人（その時までに法第１７

―　７０７　―



条第１項の求めを受諾し又は同項の許可を受けている者に限る。）に対し、

速やかに、その旨を通知するものとする。

　（陳述書の提出の方法等）

第１３条　法第２１条第１項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、

住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他

当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

　（聴聞調書及び報告書の記載事項）

第１４条　聴聞調書には、次に掲げる事項（聴聞の期日における審理が行われ

なかった場合においては、第４号、第５号及び第９号に掲げる事項を除

く。）を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

�　聴聞の件名

�　聴聞の期日及び場所

�　主宰者の職名及び氏名

�　聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人及び補佐人の氏名

�　聴聞の期日における審理で説明を行った委員会の職員の職名及び氏名

�　聴聞の期日に出頭しなかった当事者の氏名及び出頭しなかったことに

ついての正当な理由の有無

�　聴聞の期日に出頭しなかった参加人、代理人及び補佐人の氏名

�　第４号に規定する者の陳述（提出された陳述書における意見の陳述を

含む。）の要旨

�　委員会の職員が行った説明の要旨

�　証拠書類等が提出されたときは、その名称

�　その他参考となるべき事項

２　聴聞調書には、書面、図面、写真、その他主宰者が適当と認めるものを

添付して調書の一部とすることができる。

３　報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなけ

ればならない。

�　聴聞の件名

�　不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

�　意見及びその理由

―　７０８　―
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新潟県市町村総合事務組合職員団体の登録取消しの場合の聴聞の手続に関する規則

　（聴聞調書及び報告書の閲覧の手続）

第１５条　法第２４条第４項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参

加人は、聴聞調書等閲覧請求書（別記第８号様式）を、聴聞の終結前にあっ

ては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては委員会に提出してこれを行

うものとする。

２　主宰者又は委員会は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合

を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知し

なければならない。

　（判定）

第１６条　委員会は、聴聞の結果に基づき、聴聞の終結の日から起算して１５日

以内に登録の取消しを行う旨又は登録の取消しを行わない旨を職員団体に

通知しなければならない。

 附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２８年８月１６日公平委員会規則第８号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 

―　７０９　―
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　別記第１号様式（第３条関係）

 

―　７１０　―

新潟県市町村総合事務組合職員団体の登録取消しの場合の聴聞の手続に関する規則

 代 理 人 選 任（解 任）届

年　　月　　日　

新潟県市町村総合事務組合公平委員会委員長　様

　　　　　　　　　　　　　住　所

氏　名　　　　　　　　　　　魁　

当事者にあっては、職員団体名　　
並びに代表者の役職及び氏名　　　

　代理人を選任（解任）したので、新潟県市町村総合事務組合職

員団体の登録取消しの場合の聴聞の手続に関する規則第３条の規

定により下記のとおり届け出ます。

記

１　選任（解任）年月日

２　代理人の住所、氏名及び職業

兼
献
験

券
献
鹸
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新潟県市町村総合事務組合職員団体の登録取消しの場合の聴聞の手続に関する規則

　第２号様式（第４条関係）

 

―　７１１　―

 聴 聞 参 加 許 可 申 請 書

年　　月　　日　

　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　住　所

氏　名　　　　　　　　　　　�　

 

　聴聞に関する手続きに参加することについて許可を受けたいの

で、新潟県市町村総合事務組合職員団体の登録取消しの場合の聴

聞の手続に関する規則第４条第１項の規定により下記のとおり申

請します。

記

１　聴聞の件名

２　聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明



　第３号様式（第５条関係）

 

―　７１２　―

新潟県市町村総合事務組合職員団体の登録取消しの場合の聴聞の手続に関する規則

 文 書 等 閲 覧 請 求 書

年　　月　　日　

新潟県市町村総合事務組合公平委員会委員長　様

　　　　　　　　　　　　　住　所

氏　名　　　　　　　　　　　�　

当事者にあっては、職員団体名　　
並びに代表者の役職及び氏名　　　

　行政手続法第１８条の規定により下記のとおり資料の閲覧を求め

ます。

記

１　聴聞の件名

２　閲覧しようとする資料の名称

�
�
�

�
�
�



新潟県市町村総合事務組合職員団体の登録取消しの場合の聴聞の手続に関する規則

　第４号様式（第７条関係）

 

―　７１３　―

 補 佐 人 出 頭 許 可 申 請 書

年　　月　　日　

　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　住　所

氏　名　　　　　　　　　　　�　

当事者にあっては、職員団体名　　
並びに代表者の役職及び氏名　　　

　行政手続法第２０条第３項の規定により補佐人とともに出頭する

ことについて許可を受けたいので、下記のとおり申請します。

記

１　聴聞の件名

２　補佐人の住所、氏名及び職業（法人にあっては、住所、名称

及び代表者の氏名）

３　当事者又は参加人との関係

４　補佐する事項

�
�
�

�
�
�



　第５号様式（第８条関係）

 

―　７１４　―

新潟県市町村総合事務組合職員団体の登録取消しの場合の聴聞の手続に関する規則

 証 人 出 席 請 求 書

年　　月　　日　

　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　住　所

氏　名　　　　　　　　　　　�　

当事者にあっては、職員団体名　　
並びに代表者の役職及び氏名　　　

　新潟県市町村総合事務組合職員団体の登録取消しの場合の聴聞

の手続に関する規則第８条第２項の規定により証人を出席させた

いので、下記のとおり請求します。

記

１　聴聞の件名

２　証人の住所、氏名及び職業

３　証言を求めようとする事項

�
�
�

�
�
�



新潟県市町村総合事務組合職員団体の登録取消しの場合の聴聞の手続に関する規則

　第６号様式（第９条関係）

 

―　７１５　―

 宣 誓 書

　良心に従って真実を述べ、何事も隠さず何事も付け加えないこ

とを誓います。

　　　年　　月　　日

氏　名　　　　　　　　　　　�　



　第７号様式（第１２条関係）

 

―　７１６　―

新潟県市町村総合事務組合職員団体の登録取消しの場合の聴聞の手続に関する規則

 公 開 審 理 請 求 書

年　　月　　日　　

新潟県市町村総合事務組合公平委員会委員長　様

　　　　　　　　　　　職員団体名

　　　　　　　　　　　代表者　役職　氏名　　　　　　　�

　新潟県市町村総合事務組合職員団体の登録取消しの場合の聴聞

の手続に関する規則第１２条第１項の規定により聴聞の期日におけ

る審理を公開により行うことを請求します。



新潟県市町村総合事務組合職員団体の登録取消しの場合の聴聞の手続に関する規則

　第８号様式（第１５条関係）

―　７１７　―

 聴 聞 調 書 等 閲 覧 請 求 書

年　　月　　日　

　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　住　所

氏　名　　　　　　　　　　　�　

当事者にあっては、職員団体名　　
並びに代表者の役職及び氏名　　　

　行政手続法第２４条第４項の規定により下記のとおり聴聞調書等

の閲覧を求めます。

記

１　聴聞の件名

２　閲覧しようとする聴聞調書及び報告書の名称

�
�
�

�
�
�



新潟県市町村総合事務組合公平委員会
公開口頭審理の傍聴に関する規則　　

　最終改正　平成１７年４月２１日公平委員会規則第１２号

　（この規則の目的）

第１条　この規則は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」とい

う。）第８条第５項の規定に基づき、法第４７条、法第５０条第１項及び法第５３

条第７項の規定による公開の口頭審理（以下「口頭審理」という。）の傍聴

に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

　（傍聴券）

第２条　口頭審理を傍聴しようとする者（以下「傍聴人」という。）は、新潟

県市町村総合事務組合公平委員会（以下「委員会」という。）の発行する傍

聴券（別紙様式第１）の交付を受けなければならない。

　（傍聴人の制限）

第３条　委員会は、必要があると認めるときは、傍聴の人の数を制限するこ

とができる。

第４条　傍聴人が審理室に入場するときは、傍聴券を係員に示さなければな

らない。

２　傍聴人は審理室内において所定の傍聴席に着席しなければならない。

３　傍聴人が審理室から退場するときは、傍聴券を係員に返還しなければな

らない。

　（傍聴の禁止）

第５条　次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

�　酒気を帯びた者

�　凶器の類その他危険のおそれのある物品を携帯する者

�　プラカード、のぼり、旗その他口頭審理の会場に持込むことが不適当

であると認める物品を携帯する者

�　帽子、はち巻、たすき、ゼッケンの類を着用する等通常の服装をしな

い者

―　７１９　―

平成１６年４月１２日
公平委員会規則第７号



�　その他委員会において適当でないと認めた者

　（傍聴人の守るべき事項）

第６条　傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

�　言論に対して拍手その他の方法により賛否を表明してはならない。

�　放歌、談笑その他騒がしい行為をしてはならない。

�　喫煙又は飲食をしてはならない。

�　みだりに席を離れないこと。

�　撮影、録音等を行ってはならない。

�　前各号のほか委員会及び係員の指示する事項

　（退場命令）

第７条　傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは、委員会は、その者に

退場を命ずることができる。

２　前項の規定によって退場を命ぜられた者は、当日の審理を再び傍聴する

ことができない。

 附　則

　（施行期日）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成１７年２月２５日公平委員会規則第４号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成１７年４月２１日公平委員会規則第１２号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 

―　７２０　―

新潟県市町村総合事務組合公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則



新潟県市町村総合事務組合公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則

様式第１

　（表）

　（裏）

―　７２１　―

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� 　　　　　

　　公 開 口 頭 審 理　　

　　傍　　　　聴　　　　券　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　新潟県市町村総合事務組合公平委員会　　��印印 

傍 聴 人 心 得

１　次に該当する者は傍聴できません。
�　酒気を帯びた者
�　凶器の類その他危険のおそれのある物品を携帯する者
�　プラカード、のぼり、旗その他口頭審理の会場に持込むことが不適

当であると認める物品を携帯する者
�　帽子、はち巻、たすき、ゼッケンの類を着用する等通常の服装をしな

い者
�　その他委員会において適当でないと認めた者

２　傍聴人は、次のことを守って下さい。この注意に反する場合には、退
場を命ずることがあります。
�　言論に対して拍手その他の方法により賛否を表明してはならない
�　放歌、談笑その他騒がしい行為をしてはならない
�　喫煙又は飲食をしてはならない
�　みだりに席を離れないこと。
�　撮影、録音等を行ってはならない
�　その他委員会及び係員の指示に反する行為を行ってはならない



新潟県市町村総合事務組合職員団体等の
規約の認証申請書等の様式を定める規則

　最終改正　平成１７年４月２１日公平委員会規則第１２号

　（趣旨）

第１条　この規則は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第８条第５項の

規定に基づき、新潟県市町村総合事務組合規約（平成１６年総行市第３０号許

可）別表第２の３の項に該当する市町村、一部事務組合及び広域連合並び

に新潟県市町村総合事務組合の職員団体等の規約の認証申請書等の様式を

定めるものとする。

　（規約の認証申請書）

第２条　職員団体等に対する法人格の付与に関する法律（昭和５３年法律第８０

号。以下「法人格法」という。）第４条の規定による職員団体等の規約の認

証申請書は、別記第１号様式によるものとする。

　（規約の変更の届出）

第３条　法人格法第７条の規定による職員団体等の規約の変更の届出は、別

記第２号様式によるものとする。

 附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成１７年２月２５日公平委員会規則第５号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成１７年４月２１日公平委員会規則第１２号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 

―　７２３　―

平 成１６年 ４ 月１２日
公平委員会規則第８号



別　記

第１号様式（第２条関係）

 

―　７２４　―

新潟県市町村総合事務組合職員団体等の規約の認証申請書等の様式を定める規則

規 約 認 証 申 請 書

年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合

　　　公平委員会委員長　　様

団　体　名
　　　　　　　　　　　代　　表　　者　　　　　　　　　　　

役職及び氏名　　　　　　　　　　
��

　職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第４条の規定に基づき規約

の認証を受けたいので、同法施行規則第１条の規定に基づく下記事項を記載

のうえ、規約２通を付して申請します。

　なお、当団体は職員団体等に対する法人格付与に関する法律第２条（第３

項・第４項）に該当する職員団体等であります。

記

１　団体の名称、主たる事務所の所在地

主 た る 事 務 所 の 所 在 地名　　　　　称

電話（　　－　　－　　　　）　　



新潟県市町村総合事務組合職員団体等の規約の認証申請書等の様式を定める規則

 

―　７２５　―

２　構成団体の名称、主たる事務所の所在地等

備考団体の種類主たる事務所の所在地名   称



 

―　７２６　―

新潟県市町村総合事務組合職員団体等の規約の認証申請書等の様式を定める規則

３　理事その他の役員等

所属団体名住　　　　　　所氏　　名役　　名



新潟県市町村総合事務組合職員団体等の規約の認証申請書等の様式を定める規則

 

―　７２７　―

（注）１　申請文の「（第３項・第４項）」の箇所は、いずれか一方に○印を付

すこと。

　　　２�　構成団体の名称、主たる事務所の所在地等の記載は、連合団体に

のみ必要とするものであること。

　　　�　団体の種類欄には、国家公務員職員団体、労働組合、混合連合団

体等の種類を略号（国公、労組、混合等）で記入し、備考欄には直

接構成団体、間接構成団体の別を記入すること。

４　構成員の数

　地方公共団体ごとの職員（地方公務員法第５２条第１項の職員）の数

裁判所職員（裁判
官及び裁判官の秘
書官を除く。）の数

国 家 公 務 員 法
第１０８条の２第１項の
職 員 の 数

地 方 公 務 員 法
第５２条第１項の
職 員 の 数

総 数

名名名名

職 員 数地方公共団体名職 員 数地方公共団体名

名　名　



第２号様式（第３条関係）

 

―　７２８　―

新潟県市町村総合事務組合職員団体等の規約の認証申請書等の様式を定める規則

添付書類　１　規約変更採択証明書（別紙１）

２　連合団体又は全国的規模の団体が代議員制によっている場合

は、代議員選出証明書（別紙２）

規　　約　　変　　更　　届

年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合

　　　公平委員会委員長　　様
　

団　体　名
　　　　　　　　　　　代　　表　　者　　　　　　　　　　　

役職及び氏名　　　　　　　　　　
��

　職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第７条の規定に基づき、規

約の変更を届け出ます。

規約変更事項

旧新



新潟県市町村総合事務組合職員団体等の規約の認証申請書等の様式を定める規則

別紙１

 

―　７２９　―

（注）証明者は、大会議長又は投票管理委員長とすること。

規 約 変 更 採 択 証 明 書

１　公　　示　　日

２　投　　票　　日

３　投 票 の 場 所

４　構 成 員 総 数

５　投 票 者 総 数

６　連合団体又は全国的規模の団体で代議員制によった場合

　　　有権者の範囲

　　　有権者の総数

　　　投票者の総数

７　開　票　結　果　　　　賛　　　成　　　　　　　　票

　　　　　　　　　　　　　反　　　対　　　　　　　　票

　　　　　　　　　　　　　無　　　効　　　　　　　　票
　

　本団体の規約の変更は、本団体規約第　　条の規定に基づき、構成員（代

議員）の全員が平等に参加する機会を有する直接、かつ秘密の投票により全

員の過半数で採択されたことを証明します。

　　年　　月　　日

　　　　団　体　名
　　　　　　　　　　証　　明　　者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　役職及び氏名　　　　　　　　　　
��



　別紙２

―　７３０　―

新潟県市町村総合事務組合職員団体等の規約の認証申請書等の様式を定める規則

代 議 員 選 出 証 明 書

　規約変更の採択に参加した代議員は、構成団体、下部組織等ごとに
構成員の全員が平等に参加する機会を有する直接、かつ秘密の投票に
より投票者の過半数で選出されたことを証明します。

　　　年　　月　　日

　　　　団体名

　　　　　　　　　　　　　証　　明　　者
　　　　　　　　　　　　　役職及び氏名　　　　　　　　　��

投　票　場　所投票年月日構成団体、下部組織等の名称



新潟県市町村総合事務組合職員団体等の規約の
認証取消しの場合の聴聞の手続に関する規則　

　最終改正　平成１７年４月２１日公平委員会規則第１２号

　（趣旨）

第１条　この規則は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第８条第５項の

規定に基づき、新潟県市町村総合事務組合規約（平成１６年総行市第３０号許

可）別表第２の３の項に該当する市町村、一部事務組合及び広域連合並び

に新潟県市町村総合事務組合の職員団体等の規約の認証取消しの場合にお

ける行政手続法（平成５年法律第８８号）の規定による聴聞の手続に関し、

必要な事項を定めるものとする。

　（聴聞の手続）

第２条　職員団体の登録取消しの場合の聴聞の手続に関する規則（平成１６年

公平委員会規則第６号）第２条から第１６条までの規定は、聴聞の手続につ

いて準用する。この場合において、第１６条中「登録」とあるのは「規約の

認証」と、「職員団体」とあるのは「職員団体等」と読み替えるものとす

る。

 附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成１７年２月２５日公平委員会規則第６号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成１７年４月２１日公平委員会規則第１２号）

　この規則は、公布の日から施行する。

―　７３１　―

平 成１６年 ４ 月１２日
公平委員会規則第９号



新潟県市町村総合事務組合管理職員等の
範囲を定める規則　　　　　　　　　　

　最終改正　令和２年３月３０日公平委員会規則第１号

　（目的）

第１条　この規則は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」とい

う。）第５２条第４項の規定に基づき、新潟県市町村総合事務組合規約（平成

１６年総行市第３０号許可）別表第２の３の項に該当する市町村、一部事務組

合及び広域連合（以下「組合市町村等」という。）並びに新潟県市町村総合

事務組合の同条第３項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めること

を目的とする。

　（管理職員等の範囲）

第２条　市町村に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第１に掲げる市町

村ごとに、同表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる

職を有する者とする。

２　一部事務組合に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第２に掲げる一

部事務組合ごとに、同表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄

に掲げる職を有する者とする。

３　広域連合に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第３に掲げる広域連

合ごとに、同表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる

職を有するものとする。

 附　則

１　この規則は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

２　この規則の施行前に、管理職員等の範囲を定める規則（昭和４１年新潟県

町村人事事務組合公平委員会規則第４号）の規定により定められていた組

合市町村等に係る管理職員等の範囲は、この規則の規定により定められた

管理職員等の範囲とみなす。

 

―　７３３　―

平 成１６年 ４ 月１２日
公平委員会規則第１１号
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 附　則（平成１６年６月２２日公平委員会規則第１２号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成１６年１１月１日公平委員会規則第１３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成１６年１１月１６日公平委員会規則第１４号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成１７年２月２５日公平委員会規則第７号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成１７年４月１日公平委員会規則第８号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成１７年４月２１日公平委員会規則第１１号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成１７年６月１日公平委員会規則第１３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成１７年７月１日公平委員会規則第１４号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成１７年１０月１７日公平委員会規則第１６号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成１８年１月２３日公平委員会規則第１号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成１８年３月２７日公平委員会規則第２号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成１８年６月１日公平委員会規則第５号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成１８年９月１日公平委員会規則第６号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成１８年１０月２日公平委員会規則第７号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成１９年３月３０日公平委員会規則第１号）

　この規則は、平成１９年４月１日から施行する。

―　７３４　―

新潟県市町村総合事務組合管理職員等の範囲を定める規則
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 附　則（平成１９年５月１日公平委員会規則第２号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成１９年６月１日公平委員会規則第３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成１９年８月１日公平委員会規則第４号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成１９年１２月３日公平委員会規則第５号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２０年４月１日公平委員会規則第１号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２０年４月１６日公平委員会規則第２号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２０年６月２日公平委員会規則第３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２０年１０月１日公平委員会規則第４号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２１年５月１日公平委員会規則第１号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２１年６月１６日公平委員会規則第２号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２１年９月１日公平委員会規則第３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２２年３月３１日公平委員会規則第１号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２２年５月６日公平委員会規則第２号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２２年６月１日公平委員会規則第３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２２年８月２日公平委員会規則第４号）

　この規則は、公布の日から施行する。 

―　７３５　―

新潟県市町村総合事務組合管理職員等の範囲を定める規則
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 附　則（平成２３年３月１６日公平委員会規則第１号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２３年６月１日公平委員会規則第２号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２３年９月１６日公平委員会規則第３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２４年７月２日公平委員会規則第１号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２４年８月１日公平委員会規則第２号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２４年９月３日公平委員会規則第３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２５年２月１８日公平委員会規則第１号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２５年６月３日公平委員会規則第２号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２５年６月１９日公平委員会規則第３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２５年１１月１８日公平委員会規則第４号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２６年５月１日公平委員会規則第１号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２６年６月２日公平委員会規則第２号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２６年１０月１日公平委員会規則第３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２７年６月１日公平委員会規則第１号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２７年７月１日公平委員会規則第２号）

　この規則は、公布の日から施行する。
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 附　則（平成２７年９月１日公平委員会規則第３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２７年１２月１日公平委員会規則第４号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２８年２月１６日公平委員会規則第１号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２８年５月２日公平委員会規則第３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２８年７月１日公平委員会規則第４号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２８年７月１９日公平委員会規則第５号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２９年２月２４日公平委員会規則第１号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２９年３月３０日公平委員会規則第２号）

　この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第１の８の項の佐渡市

に係る改正規定及び１８の項の湯沢町に係る改正規定（「教育長、」を削る部分

に限る。）並びに別表第２の改正規定は、平成２９年４月１日から施行する。

 附　則（平成２９年５月１日公平委員会規則第３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２９年５月２４日公平委員会規則第４号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成２９年７月３日公平委員会規則第５号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成３０年３月３０日公平委員会規則第１号）

　この規則は、平成３０年４月１日から施行する。

 附　則（平成３０年５月１日公平委員会規則第３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成３０年５月１６日公平委員会規則第４号）

　この規則は、公布の日から施行する。
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 附　則（平成３０年６月１８日公平委員会規則第５号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成３１年２月１８日公平委員会規則第１号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（平成３１年３月２８日公平委員会規則第２号）

　この規則は、平成３１年４月１日から施行する。

　　　附　則（令和元年５月１６日公平委員会規則第１号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（令和元年７月１６日公平委員会規則第２号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（令和２年３月３０日公平委員会規則第１号）

　この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第２の改正規定は、令

和２年４月１日から施行する。
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　別表第１（第２条関係）
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１　小 千 谷 市

職機 関

局長　参事　次長　上席副参事議会事務局

課長　参事　室長　課長補佐　上席副参事

長　部　局

（総務課関係）
職員係長　職員係の人事、給与又は服務担当の職
員（企画に関する事務を行うものに限る。）及び
職員団体担当の職員
（企画政策課関係）
秘書広報係長　財政係長　秘書広報係の秘書担
当の職員

会計管理者

課長　参事　室長　課長補佐　上席副参事
教育委員会
事　務　局 （学校教育課関係）

管理主事　指導主事

書記長　書記長補佐
選挙管理委員会
事　 務　 局

局長　参事　次長　上席副参事
監 査 委 員
事　務　局

局長　次長
農業委員会
事　務　局

所長　参事　次長　上席副参事
社 会 福 祉
事　務　所

センター長健康センター

保育園長保　育　所

校長　教頭小　学　校

校長　教頭中　学　校

校長　教頭特別支援学校
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２　十 日 町 市

職機 関

局長　参事議会事務局

部長　技監　課長　室長　参事

長　部　局

福祉事務所長　発達支援センター長
（企画政策課関係）
課長補佐　秘書係長　秘書担当の職員
（総務課関係）
課長補佐　人事係長　行政管理係長　人事係の
人事、給与又は服務担当の職員（企画に関する事
務を行うものに限る。）
（財政課関係）
課長補佐　財政係長　管財係長
（子育て支援課関係）
保育所指導主事

会計管理者

部長　課長　参事

教育委員会
事　務　局

（教育総務課関係）
課長補佐　庶務係長
（学校教育課関係）
課長補佐　指導管理主事　指導主事

局長　参事
選挙管理委員会
事　 務　 局

局長　参事
監 査 委 員
事　務　局

局長　参事
農業委員会
事　務　局

支所長　課長　参事支　　　所

所長　参事診　療　所

園長保　育　所

館長中央公民館

館長
情　報　館

（図　書　館）

館長博　物　館

校長　教頭小　学　校

校長　教頭中　学　校

校長　教頭特別支援学校
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３　見　附　市

職機 関

参事　事務局長　主幹　次長　副主幹議会事務局

部長　担当部長　理事　参事　課長　主幹　
課長補佐　副主幹

長　部　局

社会福祉事務所長
（企画調整課関係）
秘書室長　秘書広報係長　秘書広報係の職員（市
長の秘書に関する事務を行うものに限る。）
（総務課関係）
人事係長

会計管理者

教育部長　理事　参事　課長　主幹　課長補佐
副主幹教育委員会

事　務　局 （学校教育課関係）
管理指導主事

書記長
選挙管理委員会
事　 務　 局

参事　事務局長
監 査 委 員
事　務　局

局長　次長
農業委員会
事　務　局

所長今町出張所

園長保　育　所

館長（常勤のものに限る。）公　民　館

所長　次長
学 校 給 食
セ ン タ ー

所長教育センター

館長
民 俗 文 化
資 料 館

センター長
子育て支援
セ ン タ ー

校長　副校長　教頭小　学　校

校長　副校長　教頭中　学　校

校長　副校長　教頭特別支援学校
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４　村　上　市

職機 関

局長　次長議会事務局

課長　参事　課長補佐

長　部　局
福祉事務所長
（総務課関係）
総務管理室長　人事管理室長　秘書係長

会計管理者

課長　参事　課長補佐
教育委員会
事　務　局 （学校教育課関係）

管理主事　指導主事

局長　次長
選挙管理委員会
事　 務　 局

局長　次長
監 査 委 員
事　務　局

局長　次長
農業委員会
事　務　局

支所長　課長　参事支　　　所

センター長
教 育 情 報
セ ン タ ー

校長　教頭小　学　校

校長　教頭中　学　校
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５　燕　　　市

職機 関

事務局長　課長　主幹　参事　課長補佐議会事務局

部長　副部長　課長　主幹　参事　室長　課長
補佐　副主幹

長　部　局

福祉事務所長
（総務課関係）
副参事（総務係、人事係及び秘書係の職務を担当
する職員に限る。）　総務係長　人事係長　秘書
係長　主査、主任及び主事（人事係及び秘書係の
職員に限る。）
（企画財政課関係）
副参事　専門員　主査　主任　主事

会計管理者

教育次長　主幹　課長　統括指導主事　指導主
事　参事　室長　課長補佐

教育委員会
事　務　局

事務局長　主幹　参事　次長
選挙管理委員会
事　 務　 局

事務局長　主幹　参事　次長
監 査 委 員
事　務　局

事務局長　主幹　参事　次長
農業委員会
事　務　局

園長保　育　所

園長　副園長幼　稚　園

園長認定こども園

校長　副校長　教頭小　学　校

校長　副校長　教頭中　学　校
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６　糸 魚 川 市

職機 関

局長　参事議会事務局

部長　部次長　課長　参事

長　部　局
福祉事務所長
（総務課関係）
課長補佐　職員係長

会計管理者

教育次長　課長　参事
教育委員会
事　務　局

書記長　参事
選挙管理委員会
事　 務　 局

事務局長
監 査 委 員
事　務　局

局長　参事
農業委員会
事　務　局

所長　参事事　務　所

館長　参事公　民　館

館長　参事図　書　館

館長　参事博　物　館

館長　参事市 民 会 館

校長　教頭小　学　校

校長　教頭中　学　校

校長　教頭特別支援学校
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７　五　泉　市

職機 関

局長議会事務局

課長　支所長　局長

長　部　局

社会福祉事務所長
（総務課関係）
人事担当の参事　秘書担当の課長補佐　人事担
当の課長補佐　秘書係長　人事政策係長　給与
係長　人事担当の主幹、主査及び主事
（企画政策課関係）
課長補佐　企画政策係長

会計管理者

課長教育委員会
事　務　局 教職員の人事担当の課長補佐及び指導主事

局長
選挙管理委員会
事　 務　 局

局長
監 査 委 員
事　務　局

局長
農業委員会
事　務　局

園長保　育　所

園長幼　稚　園

館長図　書　館

館長公　民　館

所長
青少年育成
セ ン タ ー

校長　教頭小　学　校

校長　教頭中　学　校
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８　佐　渡　市

職機 関

局長議会事務局

課長

長　部　局

福祉事務所長
（総務課関係）
課長補佐　人事係長　秘書係長　人事係の調査
員
（企画課関係）
課長補佐　行革推進係長
（財政課関係）
課長補佐　予算係長

会計管理者

課長　管理主事
教育委員会
事　務　局 （教育総務課関係）

人事担当の課長補佐　総務係長

局長
選挙管理委員会
事　 務　 局

局長
監 査 委 員
事　務　局

局長
農 業 委 員 
事　務　局

支所長支　　　所

センター長出　張　所

施設長（高齢福祉課の管理に属する特定施設に限
る。）　介護老人保健施設すこやか両津の事務長

特 定 施 設

館長
佐 渡 中 央
文 化 会 館

校長　教頭小　学　校

校長　教頭中　学　校
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９　阿 賀 野 市

職機 関

局長議会事務局

部長　課長

長　部　局

福祉事務所長
（市長政策・市民協働課関係）
課長補佐　秘書広報広聴係長　秘書広報広聴係
の秘書担当の職員
（総務課関係）
課長補佐　庶務係長　人事係長　人事係の人事、
給与又は服務担当の職員（企画に関する事務を行
うものに限る。）及び職員団体担当の職員
（企画財政課関係）
課長補佐　財政係長

会計管理者

課長
教育委員会
事 務 局 （学校教育課関係）

管理指導主事

書記長
選挙管理委員会
事　 務　 局

局長
監 査 委 員
事　務　局

局長
農業委員会
事　務　局

下水道次長上下水道局

園長幼　稚　園

校長　教頭小　学　校

校長　教頭中　学　校
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１０　魚　沼　市

職機 関

局長　次長議会事務局

部長　副部長　課長

長　部　局

福祉事務所長
（総務人事課関係）
総務係長　人事給与係長　人事給与係の人事、給
与又は服務担当の職員（企画に関する事務を行う
ものに限る。）及び職員団体担当の職員
（秘書広報課関係）
秘書係長　秘書係の秘書担当の職員
（財務課関係）
財政係長

会計管理者

局長　課長
教育委員会
事　務　局 （学校教育課関係）

管理指導主事　指導主事

書記長　書記長補佐
選挙管理委員会
事　 務　 局

局長
監 査 委 員
事　務　局

局長
農業委員会
事　務　局

所長　次長北部事務所

校長　教頭小　学　校

校長　教頭中　学　校
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１１　南 魚 沼 市

職機 関

局長議会事務局

部長　部参事　部次長　課長　参事　室長　セ
ンター長　所長　事務所次長　事務長

長　部　局

（秘書広報課関係）
秘書主幹　秘書広報班の秘書担当の職員
（総務課関係）
課長補佐　人事係長　庶務主幹　人事係の人事、
給与又は服務担当の職員（企画に関する事務を行
うものに限る。）及び職員団体担当の職員
（財政課関係）
課長補佐　財政係長　管財主幹

会計管理者

教育部長　課長　室長　センター長
教育委員会
事 務 局 （学校教育課関係）

管理指導主事　指導主事

書記長
選挙管理委員会
事　 務　 局

局長
監 査 委 員
事　務　局

局長
農業委員会
事　務　局

校長　教頭小　学　校

校長　教頭中　学　校

校長　教頭特別支援学校
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新潟県市町村総合事務組合管理職員等の範囲を定める規則

１２　胎　内　市

職機　　　関

局長議会事務局

課長

長 部 局

福祉事務所長
（総務課関係）
人事係長　庶務係長　法制係長　秘書係長　人
事係の人事、給与又は服務担当の職員（企画に関
する事務を行うものに限る。）及び職員団体担当
の職員　秘書係の秘書担当の職員
（財政課関係）
財政係長

会計管理者

課長
教育委員会
事 務 局 （学校教育課関係）

管理指導主事　指導主事

書記長
選挙管理委員会
事　 務　 局

局長
監 査 委 員
事　務　局

局長
農業委員会
事　務　局

園長保　育　所

館長公　民　館

館長産業文化会館

園長認定こども園

校長　教頭小　学　校

校長　教頭中　学　校
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―　７５１　―

新潟県市町村総合事務組合管理職員等の範囲を定める規則

１３　聖　籠　町

職機　　　関

局長議会事務局

地方創生戦略監　課長　室長
長 部 局

会計管理者

課長
教育委員会
事　務　局

局長
農業委員会
事　務　局

所長診　療　所

所長
老 人 福 祉
セ ン タ ー

館長公　民　館

館長図　書　館

園長幼　稚　園

校長　教頭小　学　校

校長　教頭中　学　校

１４　弥　彦　村

職機　　　関

局長議会事務局

課長　公営競技事務所長
長 部 局

会計管理者

課長
教育委員会
事 務 局

校長　教頭小 学 校

校長　教頭中 学 校
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―　７５２　―

新潟県市町村総合事務組合管理職員等の範囲を定める規則

１５　田　上　町

職機　　　関

局長議会事務局

課長
長 部 局

会計管理者

局長
教育委員会
事 務 局

局長
農業委員会
事 務 局

校長　教頭小 学 校

校長　教頭中 学 校

１６　阿　賀　町

職機　　　関

局長議会事務局

課長

長 部 局

（総務課関係）
課長補佐　庶務防災係長　企画財政係長　行政
係長
庶務防災係の人事、給与又は服務担当の職員（企
画に関する事務を行うものに限る。）、職員団体担
当の職員及び秘書担当の職員

会計管理者

教育次長　課長
教育委員会
事 務 局

局長
農業委員会
事 務 局

支所長支 所

施設長（課長級の職員に限る。）養護老人ホーム

校長　教頭小 学 校

校長　教頭中 学 校
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―　７５３　―

新潟県市町村総合事務組合管理職員等の範囲を定める規則

１７　出 雲 崎 町

職機 関

局長議会事務局

課長
（保健福祉課関係）
こども未来室長長 部 局

会計管理者

課長
教育委員会
事 務 局

局長
農業委員会
事 務 局

校長　副校長　教頭小 学 校

校長　副校長　教頭中 学 校

１８　湯　沢　町

職機 関

局長議会事務局

部長　次長　課長　参事　室長
長 部 局

会計管理者

部長　課長　参事
教育委員会
事　務　局

園長認定こども園

校長　教頭小　学　校

校長　教頭中　学　校
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―　７５４　―

新潟県市町村総合事務組合管理職員等の範囲を定める規則

１９　津　南　町

職機　　　関

局長議会事務局

課長
長 部 局

会計管理者

教育次長
教育委員会
事 務 局

書記長選挙管理委員会
事 務 局

局長
農業委員会
事 務 局

院長　副院長　事務長病　　　院

校長　教頭小　学　校

校長　教頭中　学　校

２０　刈　羽　村

職機　　　関

局長議会事務局

課長長　部　局

課長
教育委員会
事　務　局

局長
農業委員会
事　務　局

校長　教頭小　学　校

校長　教頭中　学　校
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―　７５５　―

新潟県市町村総合事務組合管理職員等の範囲を定める規則

２１　関　川　村

職機　　　関

局長議会事務局

課長　班長
長　部　局

会計管理者

課長　班長
教育委員会
事　務　局

局長
農業委員会
事　務　局

所長　事務長診　療　所

校長　副校長　教頭小 学 校

校長　副校長　教頭中 学 校

２２　粟 島 浦 村

職機　　　関

課長　室長長　部　局

校長　教頭小　学　校

校長　教頭中　学　校
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―　７５６　―

新潟県市町村総合事務組合管理職員等の範囲を定める規則

　別表第２（第２条関係）

１　三条・燕・西蒲・南蒲広域養護老人ホーム施設組合

職機 関

寮長事 務 部 局

２　新潟県中越福祉事務組合

職機　　　関

局長　次長事 務 部 局

寮長　園長　次長　副参事　総務係長　
総務係の総括主査

まごころ寮

まごころ学園

所長
相談支援事業所
す き っ ぷ

３　下越福祉行政組合

職機 関

事務局長　局次長　課長事 務 部 局

園長中井さくら園

園長ひまわり荘

４　新発田地域広域事務組合

職機 関

事務局長　局次長　課長事 務 部 局

場長　館長施　　　設

５　十日町地域広域事務組合

職機 関

事務局長　課長事 務 部 局

所長
家 畜 指 導
診 療 所
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―　７５７　―

新潟県市町村総合事務組合管理職員等の範囲を定める規則

６　新潟県中東福祉事務組合

職機 関

事務局長　事務長事 務 部 局

園長ふなおか学園

園長
ふ な お か
更 生 園

７　五泉地域衛生施設組合

職機 関

事務局長事 務 部 局

８　豊栄郷清掃施設処理組合

職機 関

事務局長　次長事 務 部 局

９　阿賀北広域組合

職機　　　関

事務局長事 務 部 局

所長清掃センター

１０　さくら福祉保健事務組合

職機 関

課長
南 部 郷
厚 生 病 院

施設長桜　花　寮

施設長愛　松　園
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―　７５８　―

新潟県市町村総合事務組合管理職員等の範囲を定める規則

１１　西蒲原福祉事務組合

職機 関

事務局長　次長　参事　副参事事 務 部 局

園長　次長　参事　副参事やひこの里

所長　次長　参事　副参事ねむの木工房

所長　次長　参事　副参事ふれあいの家

参事　副参事
グ ル ー プ
ホ　ー　ム

１２　燕・弥彦総合事務組合

職機 関

総務消防局長　次長　課長　主幹　センター長
参事　課長補佐　センター次長
（総務課関係）
副参事（総務係及び財政係の職務を担当する職員
に限る。）　総務係長　財政係長　主査、主任及び
主事（総務係及び財政係の職員に限る。）

総務消防局

１３　寺泊老人ホーム組合

職機 関

所長
養 護 老 人
ホ ー ム

１４　魚沼地区障害福祉組合

職機 関

園長　課長

障 害 福 祉
施　　　設

（庶務課関係）
課長補佐　庶務係長　庶務係の人事、給与又は服
務担当の職員（企画に関する事務を行うものに限
る。）

１５　魚沼地域特別養護老人ホーム組合

職機 関

施設長　副施設長　事務長　課長
養 護 老 人
ホ ー ム
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―　７５９　―

新潟県市町村総合事務組合管理職員等の範囲を定める規則

１６　津南地域衛生施設組合

職機　　　関

事務局長事 務 部 局

１７　新潟県市町村総合事務組合

職機 関

事務局長　事務局次長　課長　参事　課長補佐
事 務 部 局

会計管理者

書記長公平委員会
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―　７６０　―

新潟県市町村総合事務組合管理職員等の範囲を定める規則

―　７６０（７６１～７６７欠）　―

　別表第３（第２条関係）

１　新潟県後期高齢者医療広域連合

職機 関

局長議会事務局

事務局長　次長　課長事 務 部 局

局長
監 査 委 員
事　務　局
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新潟県市町村総合事務組合職員が職員団体の
役員として専ら従事することができる期間の
上限を定める規則　　　　　　　　　　　　

　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）附則第２０項の規定により読み替えら

れた同法第５５条の２第３項の公平委員会規則で定める期間は、７年とする。

 附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

―　７６９　―

平 成１６年 ４ 月１２日
公平委員会規則第１０号



新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校
医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償の審査の請求に関する規則　　　　　

　（趣旨）

第１条　この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務

災害補償に関する法律（昭和３２年法律第１４３号。以下「法」という。）第５

条第１項の規定に基づき、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師

の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に

関する審査の請求に関し、必要な事項を定めるものとする。

　（審査の請求）

第２条　公務災害補償の実施に関して異議のある者が法第５条第１項の規定

により審査を請求しようとするときは、これを書面でしなければならな

い。

２　前項の書面（以下「審査請求書」という。）には、次に掲げる事項を記載

し、審査の請求をしようとする者が、記名押印して、正副各１通を、書類、

記録その他の資料を添えて新潟県市町村総合事務組合公平委員会（以下「公

平委員会」という。）に提出しなければならない。

�　災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の所属

地方公共団体及び職業

�　請求人が災害を受けた者以外のものであるときは、その氏名、住所及

び生年月日並びにその者との続柄又は関係

�　災害発生の年月日及び災害の状況

�　公務災害補償の実施に関する当局の措置

�　請求の趣旨

�　代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

�　請求年月日

３　審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求人は、その都度、

―　７７１　―

平成１６年４月１２日
公平委員会規則第４号



その旨を速やかに公平委員会に届け出なければならない。

　（雑則）

第３条　この規則の実施に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

 附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

―　７７２　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償の審査の請求に関する規則



新潟県市町村総合事務組合市町村等職員からの
苦情相談に関する規則　　　　　　　　　　　

　最終改正　平成２８年８月１６日公平委員会規則第９号

　（趣旨）

第１条　この規則は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」とい

う。）第８条第２項第３号の規定に基づき、新潟県市町村総合事務組合規約

（平成１６年総行市第３０号許可）別表第２の３の項に該当する市町村、一部事

務組合及び広域連合並びに新潟県市町村総合事務組合（以下「組合市町村

等」という。）の職員（離職した職員を含む。次条及び第４条第１項におい

て同じ。）からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談

（当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。）に関し、必要な

事項を定めるものとする。

　（公平委員会に対する苦情相談）

第２条　職員は、新潟県市町村総合事務組合公平委員会（以下「公平委員会」

という。）に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただ

し、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

茨　離職に関する苦情相談

芋　法第２８条の４、第２８条の５又は第２８条の６の規定に基づく採用に関す

る苦情相談

　（苦情相談事案処理の公平委員への委任）

第３条　公平委員会は、苦情相談事案の処理を公平委員に委任することがで

きる。この場合において、公平委員に委任するときは、次条から第６条中

「公平委員会は」とあるのは、「公平委員は」と読み替えるものとする。

　（事案の処理）

第４条　公平委員会は、苦情相談を行った職員（以下「相談者」という。）及

び関係当事者に対し、事案の処理のため必要な措置を行うものとする。

２　公平委員会は、相談者が事案の処理の継続を求める場合において、当該

事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継

―　７７２―１　―

平成１７年４月１日
公平委員会規則第１０号
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続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るもの

とする。

３　事案に係る問題について、新潟県市町村総合事務組合不利益処分につい

ての審査請求に関する規則（平成２８年公平委員会規則第６号）第６条第１

項の規定による受理、新潟県市町村総合事務組合勤務条件に関する措置の

要求に関する規則（平成１６年公平委員会規則第３号）第４条の規定による

受理又は新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補

償等に関する条例（平成１６年条例第２４号）第１８条の規定による審査の申立

ての受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

　（調査）

第５条　公平委員会は、事案の処理のため、必要に応じて、相談者、当該相

談者の所属する組合市町村等の長その他の関係者に対し、調査を行うもの

とする。　

　（記録の作成）

第６条　公平委員会は、事案ごとにその概要及び処理状況についての記録を

公平委員会事務職員に作成させなければならない。

　（秘密の保持）

第７条　苦情相談に係る事務に従事する職員は、苦情相談に関し職務上知る

ことのできた秘密を保持しなければならない。

　（不利益取扱いの禁止）

第８条　組合市町村等の長は、公平委員会に対して苦情相談を行ったこと、

苦情相談に関し公平委員会が行う調査に協力したこと等に起因して、職員

が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

　（組合市町村等の長との協力）

第９条　公平委員会は、組合市町村等の長に対し、苦情相談に係る事務につ

いて情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。

２　前項に規定するほか、公平委員会及び組合市町村等の長は、苦情相談に

係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

 

―　７７２―２　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等職員からの苦情相談に関する規則
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新潟県市町村総合事務組合市町村等職員からの苦情相談に関する規則

　（雑則）

第１０条　この規則に定めるものを除くほか苦情相談の処理に関し必要な事項

は、公平委員会が定める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２３年１２月１６日公平委員会規則第４号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２８年８月１６日公平委員会規則第９号）

　この規則は、公布の日から施行する。

―　７７２―３　―
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新潟県市町村総合事務組合関係市町村等
職員の退職管理に関する公平委員会規則

　最終改正　平成３０年３月３０日公平委員会規則第２号

　（趣旨）

第１条　この規則は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３８条の２第７

項の規定に基づき、新潟県市町村総合事務組合規約（平成１６年総行市第３０

号許可）別表第２の３の項に該当する市町村、一部事務組合及び広域連合

並びに新潟県市町村総合事務組合の職員が再就職者から同条第７項に規定

する要求又は依頼（以下「依頼等」という。）を受けた場合における届出に

関し必要な事項を定めるものとする。

　（再就職者による依頼等の届出の手続）

第２条　前条の規定による届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、次に掲げる

事項を記載した届出書（別記様式）を新潟県市町村総合事務組合公平委員

会に提出して行うものとする。

茨　氏名

芋　生年月日

鰯　職

允　依頼等をした再就職者の氏名

印　前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営

利企業等における当該再就職者の地位

咽　依頼等が行われた日時

員　依頼等の内容

　　附　則

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。

　　附　則

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。

 

―　７７２―５　―

平 成２８年 ４ 月 １ 日
公平委員会規則第２号
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別記様式（第２条関係）

―　７７２―６　―

新潟県市町村総合事務組合関係市町村等職員の退職管理に関する公平委員会規則

再就職者から依頼等を受けた場合の届出

　　年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合公平委員会委員長　様

　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３８条の２第７項の規定に基づ

き、下記のとおり届出をします。この届出書の記載事項は、事実に相違あり

ません。

１　届出者

　生年月日（年齢）

　　　　　年　　月　　日生（　　歳）

（ふりがな）（　　　　　　　　　　　　）

　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　祥

　職　所属

２　要求又は依頼をした再就職者の氏名等

　要求又は依頼が行われた日時

　　　　　年　　　月　　　日　　　時

（ふりがな）（　　　　　　　　　　　　）

　氏　　名

　営利企業等における再就職者の地位（役職等）　再就職者が勤務する営利企業等の名称

　離職時の職　離職時の所属

３　要求又は依頼の内容

新潟県市町村総合事務組合公平委員会記入欄

受理番号
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新潟県市町村総合事務組合公平委員会処務規程

事　務　局　

　新潟県市町村総合事務組合公平委員会処務規程を次のように定め、平成１７

年４月１日から実施する。

　（趣旨）

第１条　この規程は、新潟県市町村総合事務組合公平委員会（以下「委員会」

という。）の事務処理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

　（事務職員の職名）

第２条　委員会に置く事務職員の職名は、書記長及び書記とする。

　（事務職員の職務）

第３条　書記長は、委員長の命を受け所属職員を指揮して委員会に関する事

務を掌理する。

２　書記は、上司の命を受け事務を処理する。

３　書記長が不在のときは、上席の書記がその職務を代行する。

　（分掌事務）

第４条　事務職員の分掌事務は、次のとおりとする。

茨　委員会の事務処理に関すること。

芋　公印の管守に関すること。

鰯　文書の収受、発送及び整理保管に関すること。

允　その他庶務に関すること。

　（事務処理）

第５条　事務処理は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けて執行するも

のとする。ただし、重要又は異例と認める事項を除き次の各号に掲げる事

項については、書記長が専決することができる。

茨　あらかじめ委員長から処理の方針を示された事務又は緊急やむを得な

い事務の処理に関すること。

芋　職員の出張に関すること。

―　７７２―７　―

平成１７年４月１日
公平委員会訓令第１号
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鰯　職員の事務分担に関すること。

允　定例的又は軽易な事項の報告・照会・回答等に関すること。

印　その他軽易な事項の処理に関すること。

　（事務職員の服務）

第６条　事務職員の服務に関しては、この規程に定めるもののほか、新潟県

市町村総合事務組合職員の例による。

　（文書等の取扱い）

第７条　文書の収受、発送、処理及び執行を完了したものの編さん、保存等

については、この規程に定めるもののほか、新潟県市町村総合事務組合文

書規程（平成１６年訓令第３号）の例による。

　（その他の事項）

第８条　この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

―　７７２―８　―

新潟県市町村総合事務組合公平委員会処務規程

必要Title:05-2●772-7-.ec8 Page:780  Date: 2016/07/26 Tue 14:38:25 



新潟県市町村総合事務組合公平委員会負担金条例

　（趣旨）

第１条　この条例は、新潟県市町村総合事務組合規約（平成１６年総行市第３０

号許可。以下「規約」という。）第１３条第２項の規定に基づき、規約別表第

２の２の項及び３の項に掲げる事務（以下「公平委員会事務」という。）を

共同処理する市町村、一部事務組合及び広域連合（以下「組合市町村等」

という。）の負担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

　（用語の意義）

第２条　この条例において、「職員数」とは、各年度の前年における地方公務

員給与実態調査による各組合市町村等の職員数（特別職を除く。）をいう。

　（公平委員会事務費負担金）

第３条　公平委員会事務費負担金は、公平委員会事務に要する経費に充てる

ため、当該年度の予算で定めるものとする。

２　各年度の４月１日現在における組合市町村等は、公平委員会事務費負担

金を負担しなければならない。

３　組合市町村等がそれぞれ負担する公平委員会事務費負担金の額は、公平

委員会事務費負担金の１００分の２０を均等割とし、１００分の８０を職員数割とし

て算定して得た額の合計額とする。

　（公平審査等負担金）

第４条　組合市町村等の職員による勤務条件に関する措置の要求の審査若し

くは不利益処分についての不服申立ての審査又は苦情の処理に要する経費

については、管理者が公平審査等負担金として定め、当該組合市町村等が

これを負担しなければならない。

　（加入）

第５条　新たに組合市町村等となった地方公共団体は、第３条に規定する負

担金を負担しなければならない。

 

―　７７３　―

平成１８年３月１日
条 例 第 １８ 号



　（脱退）

第６条　組合市町村等が組合市町村等でなくなったときは、第３条及び第４

条に規定する負担金は、これを返還しないものとする。

　（納期）

第７条　第３条及び第４条に規定する負担金は、管理者が指定する納期限ま

でに納入するものとする。

　（委任）

第８条　この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

　（組合市町村等の廃置分合等があった場合の負担金）

２　組合市町村等の廃置分合等があった場合の負担金については、第２条、

第３条及び第５条の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

―　７７４　―

新潟県市町村総合事務組合公平委員会負担金条例



新潟県市町村総合事務組合試験負担金条例

　（趣旨）

第１条　この条例は、新潟県市町村総合事務組合規約（平成１６年総行市第３０

号許可。以下「規約」という。）第１３条第２項の規定に基づき、規約別表第

２の４の項に掲げる事務（以下「試験事務」という。）を共同処理する市町

村、一部事務組合及び広域連合（以下「組合市町村等」という。）の負担金

に関し、必要な事項を定めるものとする。

　（用語の意義）

第２条　この条例において、「職員数」とは、各年度の前年における地方公務

員給与実態調査による各組合市町村等の職員数（特別職を除く。）をいう。

　（試験事務費負担金）

第３条　試験事務費負担金は、試験事務に要する経費に充てるため、当該年

度の予算で定めるものとする。

２　各年度の４月１日現在における組合市町村等は、試験事務費負担金を負

担しなければならない。

３　組合市町村等がそれぞれ負担する試験事務費負担金の額は、試験事務費

負担金の１００分の２０を均等割とし、１００分の８０を職員数割として算定して得

た額の合計額とする。

　（試験実費負担金）

第４条　組合市町村等の職員の採用又は昇任試験の実施に要する経費につい

ては、組合市町村等からの参加人員を基礎として管理者が試験実費負担金

として定め、当該組合市町村等がこれを負担しなければならない。

　（加入）

第５条　新たに組合市町村等となった地方公共団体は、第３条に規定する負

担金を負担しなければならない。

　（脱退）

第６条　組合市町村等が組合市町村等でなくなったときは、第３条及び第４

―　７７５　―

平成１８年３月１日
条 例 第 １９ 号



条に規定する負担金は、これを返還しないものとする。

　（納期）

第７条　第３条及び第４条に規定する負担金は、管理者が指定する納期限ま

でに納入するものとする。

　（委任）

第８条　この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

　（組合市町村等の廃置分合等があった場合の負担金）

２　組合市町村等の廃置分合等があった場合の負担金については、第２条、

第３条及び第５条の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

―　７７６　―

新潟県市町村総合事務組合試験負担金条例



新潟県市町村総合事務組合研修負担金条例

　（趣旨）

第１条　この条例は、新潟県市町村総合事務組合規約（平成１６年総行市第３０

号許可。以下「規約」という。）第１３条第２項の規定に基づき、規約別表第

２の５の項に掲げる事務（以下「研修事務」という。）を共同処理する市町

村、一部事務組合及び広域連合（以下「組合市町村等」という。）の負担金

に関し、必要な事項を定めるものとする。

　（用語の意義）

第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。

�　職員数　各年度の前年における地方公務員給与実態調査による各組合

市町村等の職員数（特別職を除く。）をいう。

�　参加者数　各年度の職員研修受講推薦者名簿に基づき決定した受講者

数（新潟県自治研修所委託研修分を除く。）をいう。

　（研修事務費負担金）

第３条　研修事務費負担金は、研修事務に要する経費に充てるため、当該年

度の予算で定めるものとする。

２　各年度の４月１日現在における組合市町村等は、研修事務費負担金を負

担しなければならない。

３　組合市町村等がそれぞれ負担する研修事務費負担金の額は、研修事務費

負担金の１００分の３５を均等割とし、１００分の３５を職員数割とし、１００分の３０を

参加者数割として算定して得た額の合計額とする。

　（研修実費負担金）

第４条　組合市町村等の職員の研修の実施に要する経費については、組合市

町村等からの参加人員を基礎として管理者が研修実費負担金として定め、

当該組合市町村等がこれを負担しなければならない。

 

―　７７７　―

平成１８年３月１日
条 例 第 ２０ 号



　（加入）

第５条　新たに組合市町村等となった地方公共団体は、第３条に規定する負

担金を負担しなければならない。

　（脱退）

第６条　組合市町村等が組合市町村等でなくなったときは、第３条及び第４

条に規定する負担金は、これを返還しないものとする。

　（納期）

第７条　第３条及び第４条に規定する負担金は、管理者が指定する納期限ま

でに納入するものとする。

　（委任）

第８条　この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

　（組合市町村等の廃置分合等があった場合の負担金）

２　組合市町村等の廃置分合等があった場合の負担金については、第２条、

第３条及び第５条の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

―　７７８　―

新潟県市町村総合事務組合研修負担金条例



新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の
職員の公務災害補償等に関する条例　　　　　

　最終改正　平成２８年４月１日条例第９号

　　　第１章　総則

　（目的）

第１条　この条例は、地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）（以下

「法」という。）第６９条及び第７０条の規定に基づき、新潟県市町村総合事務

組合（以下「組合」という。）規約（平成１６年総行市第３０号許可）別表第２

の６の項に該当する市町村、一部事務組合及び広域連合並びにこの組合

（以下「組合市町村等」という。）の議会の議員その他非常勤の職員に対す

る公務上の災害（負傷、疾病、傷害又は死亡をいう。以下同じ。）又は通勤

による災害に対する補償（以下「補償」という。）に関する制度等を定め、

もって議会の議員その他非常勤の職員及びその遺族の生活の安定と福祉の

向上に寄与することを目的とする。

　（職員）

第２条　この条例で「職員」とは、組合市町村等の議会の議員、委員会の非

常勤の委員、非常勤の監査委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その

他の構成員、非常勤の調査員及び嘱託員その他の非常勤の職員（地方公務

員災害補償法施行令（昭和４２年政令第２７４号）第１条に規定する職員を除

く。）で次の各号に掲げる以外の者をいう。

茨　労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）の適用を受ける者

芋　新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬

剤師等の公務災害補償に関する条例（平成１６年条例第３６号）の適用を受

ける者

鰯　新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例（平成１６年条

例第２６号）の適用を受ける者

　（通勤）

第２条の２　この条例で「通勤」とは、職員が勤務のため、次に掲げる移動

―　７７９　―

平成１６年３月１日
条 例 第 ２４ 号
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を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するも

のを除くものとする。

茨　住居と勤務場所との間の往復

芋　一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の規則で定める就業の

場所から勤務場所への移動（規則で定める職員に関する法令の規定に違

反して就業している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動

を除く。）

鰯　第１号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動（規則で定

める要件に該当するものに限る。）

２　職員が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる

移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項

各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、

日常生活上必要な行為であって規則で定めるものをやむを得ない事由によ

り行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除

き、この限りでない。

　（補償の実施）

第３条　組合は、この条例で定める補償の事由が生じた場合に、補償を受け

るべき職員若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて補

償を行う。

２　管理者は、前項の規定による補償の請求を受けたときは、その補償の請

求の原因である災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかをす

みやかに認定し、その結果を当該請求した者及び当該災害を受けた職員の

属する組合市町村等の長に通知しなければならない。

３　管理者は、前項の規定による認定をするに当たっては、災害を受けた職

員の属する組合市町村等の長及び公務災害補償等認定委員会（以下「認定

委員会」という。）の意見をきかなければならない。ただし、軽易なものに

ついては、この限りでない。

４　組合市町村等の長は、第２項の通知を受けたとき又は前項の意見を求め

られたときは、当該災害を受けた職員の任命権者が組合市町村等の長であ

る場合並びに執行機関たる委員会の委員又は非常勤の監査委員の災害にか
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かる場合を除き、当該災害を受けた職員の任命権者（議会の議員について

は当該議会の議長）に通知し、又は協議するものとする。

　（認定委員会）

第４条　組合に認定委員会を置く。

２　認定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

　（補償基礎額）

第５条　この条例で、「補償基礎額」とは、管理者が組合市町村等の長と協議

して定める額とする。

第５条の２　傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金（以下「年金た

る補償」という。）について前条の規定による補償基礎額が、年金たる補償

を受けるべき職員の該当年金たる補償を支給すべき月の属する年度（４月

１日から翌年３月３１日までをいう。以下同じ。）の４月１日（以下この項に

おいて「基準日」という。）における年齢（遺族補償年金を支給すべき場合

にあっては、当該支給をすべき事由に係る職員の死亡がなかったものとし

て計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢）に応じて管理

者が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定め

る額を超えるときは、それぞれの定める額を当該年金たる補償に係る補償

基礎額とする。

２　前項の管理者が定める額は、法第２条第１１項の規定により総務大臣が年

齢階層ごとに定める額との均衡を考慮して定めるものとする。

第５条の３　休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療

養の開始後１年６月を経過した日以後の日である場合において、休業補償

について第５条の規定による補償基礎額が、休業補償を受けるべき職員の

当該休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の４月１日におけ

る年齢に応じて管理者が最低限度額として定める額に満たないとき又は最

高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該休

業補償に係る補償基礎額とする。

２　前項の管理者が定める額は、法第２条第１３項の規定により総務大臣が年

齢階層ごとに定める額との均衡を考慮して定めるものとする。

―　７８１　―
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　　　第２章　補償及び福祉事業

　（補償の種類）

第６条　補償の種類は、次に掲げるものとする。

�　療養補償

�　休業補償

�　傷病補償年金

�　障害補償

　　イ　障害補償年金

　　ロ　障害補償一時金

　�　介護補償

　�　遺族補償

　　イ　遺族補償年金

　　ロ　遺族補償一時金

　�　葬祭補償

　（療養補償）

第７条　職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷

し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償として必要な療養

を行い、又は必要な療養の費用を支給する。

　（休業補償）

第８条　職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷

し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事すること

ができない場合において、給与その他の収入を得ることができないとき

は、休業補償として、その収入を得ることができない期間につき、補償基

礎額の１００分の６０に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合（規

則で定める場合に限る。）には、その拘禁され、又は収容されている期間に

ついては、休業補償は行わない。

　�　刑事施設、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されている場合

　�　少年院その他これらに準ずる施設に収容されている場合

　（傷病補償年金）

第８条の２　職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により

―　７８２　―
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負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後１

年６カ月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は、

同日後次の各号のいずれにも該当することとなった場合には、傷病補償年

金として、その状態が継続している期間、別表第１に定める傷病等級に応

じ、１年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支

給する。

�　当該負傷又は疾病が治っていないこと

�　当該負傷又は疾病による障害の程度が、別表第１に定める第１級、第

２級又は第３級の傷病等級に該当すること

２　傷病補償年金を受ける者には、休業補償は行わない。

　（障害補償）

第９条　職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷

し、若しくは疾病にかかり、治ったとき、別表第２に定める第１級から第

７級までの障害等級に該当する障害が存する場合には、障害補償年金とし

て、当該障害が存する期間、同表に定める障害等級に応じ、１年につき補

償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給し、同表に定め

る第８級から第１４級までの障害等級に該当する障害が存する場合には、障

害補償一時金として同表に定める障害等級に応じ、補償基礎額に同表に定

める倍数を乗じて得た金額を支給する。

　（休業補償等の制限）

第１０条　組合は、故意の犯罪行為又は重大な過失による公務上の負傷若しく

は疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となった事

故を生じさせた職員に対しては、その療養を開始した日から３年以内の期

間に限り、その者に支給すべき休業補償、傷病補償年金、又は障害補償の

金額からその金額の１００分の３０に相当する金額を減ずることができる。

２　組合は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公

務上の負傷、疾病、若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病、若しく

は障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、その負

傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合１回

につき休業補償を受ける者にあっては、１０日間（１０日未満で補償事由が消
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滅するものについては、その補償事由が消滅する日までの間）についての

休業補償を、傷病補償年金を受ける者にあっては、傷病補償年金の３６５分の

１０に相当する額の支給を行わないことができる。

　（介護補償）

第１０条の２　傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当

該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となった障害であっ

て、規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあ

り、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、介護補償とし

て、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要

する費用を考慮して管理者が定める金額を支給する。ただし、次に掲げる

場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、

行わない。

�　病院又は診療所に入院している場合

�　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第５条第１１項に規定する障害者支援施設（次号にお

いて「障害者支援施設」という。）に入所している場合（同条第７項に規

定する生活介護（次号において「生活介護」という。）を受けている場合

に限る。）

�　障害者支援施設（生活介護を行うものに限る。）に準ずる施設として管

理者が定めるものに入所している場合

　（遺族補償）

第１１条　職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、遺

族補償として、その遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支

給する。

　（遺族補償年金）

第１２条　遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者（婚姻の

届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情が

あった者を含む。以下同じ。）子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、

職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただ

し、妻（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあっ

―　７８４　―
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た者を含む。第３項において同じ。）以外の者にあっては、職員の死亡の当

時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

�　夫（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあっ

た者を含む。以下同じ。）、父母又は祖父母については、６０歳以上である

こと。

�　子又は孫については、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間

にあること。

�　兄弟姉妹については、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間

にあること若しくは６０歳以上であること。

�　前３号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹に

ついては、別表第２の第７級以上の障害等級の障害に該当する障害の状

態又は軽易な労務以外の労務には服することができない程度の心身の故

障による障害の状態にあること。

２　遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父

母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし実父母を後

にする。

３　遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数（遺族補償年金を受ける権

利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受ける

ことができる遺族の人数をいう。）の区分に応じ、１年につき当該各号に定

める額とする。

�　１人　補償基礎額に１５３を乗じて得た額（５５歳以上の妻又は第１項第４

号で定める障害の状態にある妻である場合には、補償基礎額に１７５を乗

じて得た額）

�　２人　補償基礎額に２０１を乗じて得た額

�　３人　補償基礎額に２２３を乗じて得た額

�　４人以上　補償基礎額に２４５を乗じて得た額

第１３条　遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の

一に該当するに至ったときは消滅する。この場合において、同順位者がな

くて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

�　死亡したとき。

―　７８５　―
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�　婚姻（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合

を含む。）をしたとき。

�　直系血族又は直系婚姻以外の者の養子（届出をしていないが、事実上

養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。）となったとき。

�　離縁によって死亡した職員との親族関係が終了したとき。

�　子、孫又は兄弟姉妹については、１８歳に達した日以後の最初の３月３１

日が終了したとき（職員の死亡のときから引き続き第１２条第１項第４号

の障害の状態にあるときを除く。）。

�　第１２条第１項第４号の障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又

は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき（夫、父母又は祖父

母については職員の死亡の当時６０歳以上であったとき、子又は孫につい

ては１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にあるとき、兄弟姉

妹については、１８歳未満であるか又は職員の死亡の当時６０歳以上であっ

たときを除く。）。

２　遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに

至ったときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなく

なる。

　（遺族補償一時金）

第１４条　遺族補償一時金は次に掲げる場合に支給する。

�　職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないと

き。

�　遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合におい

て、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当

該職員の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の

場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。

２　遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時におい

て次の各号の一に該当する者とする。

�　配偶者

�　職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄

弟姉妹
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�　前２号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によって生計を維

持していたもの

�　第２号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

３　遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項

第２号及び第４号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げ

る順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

４　遺族補償一時金の額は、第１項第１号の場合にあっては、補償基礎額の

４００倍に相当する金額、同項第２号の場合にあっては、補償基礎額の４００倍

に相当する金額からすでに支給された遺族補償年金の合計額を控除した額

とする。

　（年金たる補償の額の端数処理）

第１４条の２　「年金たる補償」の額に５０円未満の端数があるときは、これを切

り捨て、５０円以上１００円未満の端数があるときは、これを１００円に切り上げ

るものとする。

　（葬祭補償）

第１５条　職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、葬

祭を行うものに対して葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して

規則で定める金額を支給する。

　（この条例に定めがない事項）

第１６条　この章に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、法

第３章（第２４条、第２５条、第３９条の２、第４５条及び第４６条を除く。）の規定

の例による。

　（福祉事業）

第１７条　組合は、公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員（以下この

条において「被災職員」という。）及びその遺族の福祉に関して必要な次の

事業を行うように努めなければならない。

�　外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーション

に関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要

な事業

�　被災職員の療養生活の援護、被災職員が受ける介護の援護、その遺族

―　７８７　―
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の就学の援護その他の被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な

資金の支給その他の事業

２　組合は、職員の福祉の増進を図るため、公務上の災害を防止するために

必要な事業を行うように努めなければならない。

　　　第３章　審査

　（審査）

第１８条　組合の行う公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、

補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、公務災害補償

等審査会（以下「審査会」という。）に対し、審査を申し立てることができ

る。

２　前項の申し立てがあったときは審査会は、すみやかにこれを審査して裁

定を行い、これを本人及びその者の属する組合市町村等の長に通知しなけ

ればならない。

　（審査会）

第１９条　組合に審査会を置く。

２　前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項

は、規則で定める。

　　　第４章　雑則

　（報告、出頭等）

第２０条　組合又は審査会は、補償の実施又は審査のため必要があると認める

ときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対し

て報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診

断若しくは検案を受けさせることができる。

２　前項の規定により出頭した者は、規則で定めるところにより、旅費を受

けることができる。

　（一時差止め）

第２１条　補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条第１項

の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又

―　７８８　―
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は医師の診断を拒んだときは、組合は、補償の支払を一時差し止めること

ができる。

　（期間の計算）

第２２条　この条例又はこの条例に基づく規則に規定する期間の計算について

は、民法の期間の計算に関する規定を準用する。

　（通勤による災害に係る費用の一部負担金）

第２２条の２　通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員（規則で

定める職員を除く。）は、一部負担金として、２００円を超えない範囲内で規

則で定める金額を納付しなければならない。

２　この条例により前項の職員に支給すべき補償がある場合又は当該補償が

ない場合において当該職員に支給すべき給与があるときは、組合又は組合

市町村等の給与支給機関は、それぞれ、その支給すべき補償の額又は給与

から同項の金額に相当する金額を控除して、これを当該職員に代わって納

付することができる。

　（規則への委任）

第２３条　この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

　（罰則）

第２４条　第２０条第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、

文書その他の物件を提出せず、出頭せず、又は医師の診断を拒んだ者は、

２０万円以下の罰金に処する。

　　　附　則

　（施行期日）

第１条　この条例は、平成１６年３月１日から施行する。

　（経過措置）

第２条　この条例の施行前までに町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に

関する条例（昭和４３年新潟県町村人事事務組合条例第２３号）の規定により

なされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた

ものとみなす。

　（脳死した者の身体に対する療養補償）

第２条の２　この条例の規定に基づく療養（療養に要する費用の支給に係る

―　７８９　―
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当該療養を含む。以下同じ。）の給付に継続して、臓器の移植に関する法律

（平成９年法律第１０４号）第６条第２項の脳死した者の身体への処置がされ

た場合には、当分の間、当該処置はこの条例の規定に基づく療養の給付と

してされたものとみなす。

　（障害補償年金差額一時金）

第２条の３　当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場

合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金

に係る障害補償年金前払一時金の合計額が、次の表の左欄に掲げる当該障

害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額に満た

ない時は、管理者は、その者の遺族に対し、補償として、その差額に相当

する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

２　障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者と

する。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順

位は次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあっては、それぞ

れ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母

を後にする。

�　障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同

じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

�　前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

３　前２項に定めるもののほか、障害補償年金差額一時金に関し必要な事項

―　７９０　―
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額障害等級

補償基礎額に１,３４０を乗じて得た額第　１　級

補償基礎額に１,１９０を乗じて得た額第　２　級

補償基礎額に１,０５０を乗じて得た額第　３　級

補償基礎額に　９２０を乗じて得た額第　４　級

補償基礎額に　７９０を乗じて得た額第　５　級

補償基礎額に　６７０を乗じて得た額第　６　級

補償基礎額に　５６０を乗じて得た額第　７　級
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については、法附則第５条の２の規定による。

　（障害補償年金前払一時金）

第２条の４　当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が規則で定め

るところにより申し出たときは、管理者は、補償として障害年金前払一時

金を支給する。

２　障害補償年金前払一時金の額は、前条第１項の表の左欄に掲げる当該障

害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞ

れ同表の右欄に掲げる額を限度として規則で定める額とする。

３　障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払

一時金に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が規則で

定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの

間、その支給を停止する。

４　前３項に定めるもののほか、障害補償年金前払一時金に関し必要な事項

については、法附則第５条の３の規定の例による。

　（遺族補償年金前払一時金）

第３条　当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が規則で定める

ところにより申し出たときは、管理者は、補償として、遺族補償年金前払

一時金を支給する。

２　遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の１,０００倍に相当する額を限

度として規則で定める額とする。

３　遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払

一時金の支給の原因たる職員の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給さ

れるべき額の合計額が規則で定める算定方式に従い当該遺族補償年金前払

一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

４　遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第１４条又は次条の規

定の適用については、第１４条又は次条中「遺族補償年金の額」とあるのは

「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」とする。

５　前４項に定めるもののほか、遺族補償年金前払一時金に関し必要な事項

については、法附則第６条の規定の例による。

 

―　７９１　―
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　（遺族補償一時金の額の特例）

第４条　遺族補償一時金の額は、当分の間、第１４条第４項の規定にかかわら

ず、補償基礎額の４００倍に相当する金額に次の各号に掲げる者の区分に応

じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額（第１４条第１項第２号の場合に

あっては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除し

た額）とする。

�　第１４条第２項第３号に該当する者（次号に掲げる者を除く。）　１００分の

１００

�　第１４条第２項第３号に該当する者のうち、職員の死亡の当時１８歳未満

若しくは５５歳以上の３親等内の親族又は第１２条第１項第４号に定める障

害の状態にある３親等内の親族　１００分の１７５

　�　第１４条第２項第１号、第２号又は第４号に掲げる者　１００分の２５０

　（遺族補償年金の受給資格年齢の特例等）

第４条の２　次の表の左欄に掲げる期間に死亡した職員の遺族に対する第１２

条及び第１３条の規定の適用については、同表の左欄に掲げる期間の区分に

応じ、第１２条第１項第１号及び第３号並びに第１３条第１項第６号中「６０歳」

とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

２　次の表の左欄に掲げる期間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した職

員の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、当該職員の死亡の当時、そ

の収入によって生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であったも

の（第１２条第１項第４号に規定する者であって第１３条第１項第６号に該当

するに至らないものを除く。）は、第１２条第１項（前項において読み替えら

れる場合を含む。）の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができ

―　７９２　―
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５５　歳昭和６１年３月１日から昭和６１年９月３０日まで

５６　歳昭和６１年１０月１日から昭和６２年９月３０日まで

５７　歳昭和６２年１０月１日から昭和６３年９月３０日まで

５８　歳昭和６３年１０月１日から平成元年９月３０日まで

５９　歳平成元年１０月１日から平成２年９月３０日まで
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る遺族とする。この場合において、第１２条第３項中「遺族補償年金を受け

ることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺

族（附則第４条の２第２項の規定に基づき遺族補償年金を受けることがで

きることとされた遺族であって、当該遺族補償に係る職員の死亡の時期に

応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを除く。）」と、第１３条

第２項中「各号の一」とあるのは「第１号から第４号までのいずれか」と

する。

３　前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第１２条第１項

（第１項において読み替えられる場合を含む。）に規定する遺族の次の順位

とし、前項に規定する遺族のうちにあっては、夫、父母、祖父母及び兄弟

姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

４　第２項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表

の右欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただ

し、附則第３条の規定の適用を妨げるものではない。

　（他の法令による給付との調整）

第５条　年金たる補償の額は、当該補償の事由となった障害又は死亡につい

て次の表の左欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法

律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定

にかかわらず、この条例の規定（第１４条の２を除く。）による年金たる補償

の年額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる補償の種類に応じ同表の中欄

に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を乗じ

―　７９３　―

５６　歳５５　歳　昭和６１年１０月１日から
昭和６２年９月３０日まで

５７　歳５５歳以上
５７歳未満

昭和６２年１０月１日から
昭和６３年９月３０日まで

５８　歳５５歳以上
５８歳未満

昭和６３年１０月１日から
平成元年９月３０日まで

５９　歳５５歳以上
５９歳未満

平成元年１０月１日から
平成２年９月３０日まで

６０　歳５５歳以上
６０歳未満

平成２年１０月１日から
当分の間　　　　　　
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て得た額（その額が当該年金たる補償の年額から当該補償の事由となった

障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金

たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には、当該残額）とし、

これらの額に５０円未満の端数があるときは、これを切り捨て、５０円以上１００

円未満の端数があるときは、これを１００円に切り上げるものとする。

 

―　７９４　―
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０.７３厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）による
障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を
図るための厚生年金保険法等の一部を改正する
法律（平成２４年法律第６３号。以下「平成２４年一
元化法」という。）附則第４１条第１項の規定によ
る障害共済年金若しくは平成２４年一元化法附則
第６５条第１項の規定による障害共済年金（以下
単に「障害厚生年金等」という。）及び国民年金
法（昭和３４年法律第１４１号）による障害基礎年金

（同法第３０条の４の規定による障害基礎年金を
除く。以下単に「障害基礎年金」という。）

傷病補償年金

０.８８障害厚生年金等（当該補償の事由となった障害
について障害基礎年金が支給される場合を除
く。）

０.８８障害基礎年金（当該補償の事由となった障害に
ついて障害厚生年金等又は平成２４年一元化法附
則第３７条第１項に規定する給付のうち障害共済
年金（以下「平成２４年一元化法改正前国共済法
による障害共済年金」という。）若しくは平成２４
年一元化法附則第６１条第１項に規定する給付の
うち障害共済年金（以下「平成２４年一元化法改
正前地共済法による障害共済年金」という。）が
支給される場合を除く。）

０.７５国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年
法律第３４号。以下「国民年金等改正法」という。）
附則第８７条第１項に規定する年金たる保険給付
のうち障害年金（以下「旧船員保険法による障
害年金」という。）

０.７５国民年金等改正法附則第７８条第１項に規定する
年金たる保険給付のうち障害年金（以下「旧厚
生年金保険法による障害年金」という。）

０.８９国民年金等改正法附則第３２条第１項に規定する
年金たる給付のうち障害年金（以下「旧国民年
金法による障害年金」という。）
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―　７９５　―

０.７３障害厚生年金等及び障害基礎年金障害補償年金

０.８３障害厚生年金等（当該補償の事由となった障害
について障害基礎年金が支給される場合を除
く。）

０.８８障害基礎年金（当該補償の事由となった障害に
ついて障害厚生年金等又は平成２４年一元化法改
正前国共済法による障害共済年金若しくは平成
２４年一元化法改正前地共済法による障害共済年
金が支給される場合を除く。）

０.７４旧船員保険法による障害年金

０.７４旧厚生年金保険法による障害年金

０.８９旧国民年金法による障害年金

０.８０厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成２４
年一元化法附則第４１条第１項の規定による遺族
共済年金若しくは平成２４年一元化法附則第６５条
第１項の規定による遺族共済年金（以下単に「遺
族厚生年金等」という。）及び国民年金法による
遺族基礎年金（国民年金等改正法附則第２８条第
１項の規定による遺族基礎年金を除く。以下単
に「遺族基礎年金」という。）

遺族補償年金

０.８４遺族厚生年金等（当該補償の事由となった死亡
について遺族基礎年金が支給される場合を除
く。）

０.８８遺族基礎年金（当該補償の事由となった死亡に
ついて遺族厚生年金等又は平成２４年一元化法附
則第３７条第１項に規定する給付のうち遺族共済
年金若しくは平成２４年一元化法附則第６１条第１
項に規定する給付のうち遺族共済年金が支給さ
れる場合を除く。）又は国民年金法による寡婦年
金

０.８０国民年金等改正法附則第８７条第１項に規定する
年金たる保険給付のうち遺族年金

０.８０国民年金等改正法附則第７８条第１項に規定する
年金たる保険給付のうち遺族年金

０.９０国民年金等改正法附則第３２条第１項に規定する
年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺
児年金又は寡婦年金
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２　休業補償の額は、同一の事由について次の表の左欄に掲げる法律による

年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわ

らず、この条例の規定による休業補償の額に同表の左欄に掲げる法律によ

る年金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額（その

額がこの条例の規定による休業補償の額から同一の事由について支給され

る当該年金たる給付の額の合計額を３６５で除して得た額を控除した残額を

下回る場合には、当該残額）とする。

　　　附　則（平成１８年６月１日条例第３０号）

　（施行期日）

第１条　この条例は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

第２条　改正後の新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務

災害補償等に関する条例第２条の２第１項及び第２項の規定は、この条例

の施行の日（以下「施行日」という。）以後に発生した事故に起因する通勤

による災害について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤によ

る災害については、なお従前の例による。

　　　附　則（平成１８年８月８日条例第３４号）

　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１０条の２第２号の改正規

定及び同条に１号を加える改正規定は、平成１８年１０月１日から施行する。

―　７９６　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

０.７３障害厚生年金等及び障害基礎年金

０.８８障害厚生年金等（当該補償の事由となった障害について障害基
礎年金が支給される場合を除く。）

０.８８障害基礎年金（当該補償の事由となった障害について障害厚生
年金等又は平成２４年一元化法改正前国共済法による障害共済年
金若しくは平成２４年一元化法改正前地共済法による障害共済年
金が支給される場合を除く。）

０.７５旧船員保険法による障害年金 

０.７５旧厚生年金保険法による障害年金

０.８９旧国民年金法による障害年金 
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　　　附　則（平成２２年３月１日条例第４号）

　この条例は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２３年９月３０日条例第５号）

　この条例は、平成２３年１０月１日から施行する。

　　　附　則（平成２４年２月２０日条例第２号）

　この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２５年２月２２日条例第２号）

　この条例は、平成２５年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２６年２月２０日条例第５号）

　この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２７年１２月１日条例第７号）

　（施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行し、平成２７年１０月１日から適用する。

　（経過措置）

２　この条例による改正後の新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の

職員の公務災害補償等に関する条例（以下「新条例」という。）附則第５条

の規定は、この条例の適用の日（以下「適用日」という。）以後に支給すべ

き事由の生じた年金たる補償及び休業補償並びに適用日前に支給すべき事

由の生じた適用日以後の期間に係る年金たる補償について適用し、適用日

前に支給すべき事由の生じた適用日前の期間に係る年金たる補償及び適用

日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例によ

る。

３　平成２４年一元化法第２条の規定による改正前の国家公務員共済組合法

（昭和３３年法律第１２８号。以下この項において「改正前国共済法」という。）に

よる職域加算額（被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法

等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見

直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施

行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関す

る政令（平成２７年政令第３４５号）第８条第１項の規定により読み替えられた

平成２４年一元化法附則第３６条第５項の規定によりなおその効力を有するも

―　７９６―１　―
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のとされた改正前国共済法第８２条第２項に規定する公務等による旧職域加

算障害給付（平成２４年一元化法附則第３６条第５項に規定する改正前国共済

法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。）又は平成

２４年一元化法附則第３６条第５項の規定によりなおその効力を有するものと

された改正前国共済法第８９条第３項に規定する公務等による旧職域加算遺

族給付（平成２４年一元化法附則第３６条第５項に規定する改正前国共済法に

よる職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。）に係るものに

限る。）又は平成２４年一元化法第３条の規定による改正前の地方公務員等

共済組合法（昭和３７年法律第１５２号。以下この項において「改正前地共済

法」という。）による職域加算額（被用者年金制度の一元化等を図るための

厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正す

る法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による

長期給付等に関する経過措置に関する政令（平成２７年政令第３４７号。以下

この項において「平成２７年地共済経過措置政令」という。）第７条第１項の

規定により読み替えられた平成２４年一元化法附則第６０条第５項の規定によ

りなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第８７条第２項に規定

する公務等による旧職域加算障害給付（改正前地共済法による職域加算額

のうち障害を給付事由とするものをいう。）又は平成２７年地共済経過措置

政令第７条第１項の規定により読み替えられた平成２４年一元化法附則第６０

条第５項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法

第９９条の２第３項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付（改正前地

共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。）に係

るものに限る。）の受給権者が同一の支給事由により平成２４年一元化法第

１条の規定による改正後の厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは遺

族厚生年金、平成２４年一元化法附則第４１条第１項の規定により国家公務員

共済組合連合会（国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国

家公務員退職手当法等の一部を改正する法律（平成２４年法律第９６号）第５

条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第２１条第１項に規定する国

家公務員共済組合連合会をいう。）が支給する年金である給付のうち障害

―　７９６―２　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例
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共済年金若しくは遺族共済年金又は平成２４年一元化法附則第６５条第１項の

規定により地方公務員共済組合（平成２４年一元化法附則第５６条第２項に規

定する地方公務員共済組合をいう。）が支給する年金である給付のうち障

害共済年金若しくは遺族共済年金の支給を受けるときは、当分の間、新条

例附則第５条第１項の規定は、適用しない。

４　適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に改正前の新潟県市町村

総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則

第５条の規定により支給された年金たる補償及び休業補償は、新条例によ

る年金たる補償及び休業補償の内払とみなす。

　　附　則（平成２８年４月１日条例第９号）

　（施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

２　この条例による改正後の新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の

職員の公務災害補償等に関する条例附則第５条第１項及び第２項の規定

は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金及び

休業補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷

病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期

間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償につ

いては、なお従前の例による。

 

―　７９６―３　―
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　　　別表第１（第８条の２関係）

　　　別表第２（第９条関係）

―　７９６―４　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

倍　　　　数等　　　級種　　　　別

３１３第　１　級

傷病補償年金 ２７７第　２　級

２４５第　３　級

備考　この表に定める等級に応ずる障害に関しては、地方公務員災
害補償法施行規則の別表第２の例による。

倍　　　　数障害等級種　　　　　別

３１３第　１　級

障害補償年金

２７７第　２　級
２４５第　３　級
２１３第　４　級
１８４第　５　級
１５６第　６　級
１３１第　７　級

５０３第　８　級

障害補償一時金

３９１第　９　級
３０２第　１０　級
２２３第　１１　級
１５６第　１２　級
１０１第　１３　級
５６第　14　級

備考　この表に定める障害等級に該当する障害は、地方公務員
災害補償法第２９条第２項に規定するところによる。
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職員の公務災害補償等に関する条例施行規則　

　最終改正　令和２年４月１日規則第５号

　　　第１章　総則

　（趣旨）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の

公務災害補償等に関する条例（平成１６年条例２４号。以下「条例」という。）

第２条の２第２項ただし書、第８条ただし書、第１５条、第２０条第２項、第

２２条の２第１項、第２３条、附則第２条の４第１項から第３項まで及び附則

第３条第１項から第３項までの規定に基づき、公務災害補償等認定委員会

（以下「認定委員会」という。）及び公務災害補償等審査会（以下「審査会」

という。）の組織及び運営、補償の手続きその他条例の実施に関し、必要な

事項を定めるものとする。

　（定義）

第２条　この規則で「組合」、「組合市町村等」、「災害」、「補償」、「職員」、

「通勤」、「補償基礎額」又は「福祉事業」とは、それぞれ条例第１条、第２

条、第２条の２第１項、第５条又は第１７条に規定する組合、組合市町村等、

災害、補償、職員、通勤、補償基礎額又は福祉事業をいう。

　（公務上の災害の範囲）

第２条の２　公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並

びに別表第１に掲げる疾病とする。

　（通勤による災害の範囲）

第２条の３　通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡

並びに次に掲げる疾病とする。

�　通勤による負傷に起因する疾病

�　前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病

（就業の場所から勤務場所への移動等）

第２条の４　条例第２条の２第１項第２号の規則で定める就業の場所から勤

―　７９７　―

平成１６年３月１日
規 則 第 ２０ 号
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務場所への移動は、次に掲げる移動とする。

�　一の勤務場所から他の勤務場所への移動

�　次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動

ア　労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）第３条第１項の適用

事業に係る就業の場所

イ　国家公務員災害補償法（昭和２６年法律第１９１号）第１条第１項に規定

する職員の勤務場所

ウ　その他勤務場所並びにア及びイに掲げる就業の場所に類するもの

２　条例第２条の２第１項第２号の規則で定める職員に関する法令の規定に

違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合

とする。

�　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３８条第１項

�　前号に掲げる法令の規定に類する法令の規定

３　条例第２条の２第１項第３号の規則で定める要件は、同号に掲げる移動

が、単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第

１２１号。以下「法」という。）第２条第１項に規定する職員と均衡上必要が

あると認められる職員により行われるものであることとする。

　（日常生活上必要な行為）

第２条の５　条例第２条の２第２項ただし書の日常生活上必要な行為であっ

て規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

�　日用品の購入その他これに準ずる行為

�　学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校において行

われる教育、職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第１５条の７第

３項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練、その

他これに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける

行為

�　病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ず

る行為

�　選挙権の行使その他これに準ずる行為

�　負傷、疾病又は老齢により２週間以上の期間にわたり日常生活を営む
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のに支障がある配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。）、子、父母、配

偶者の父母及び次に掲げる者（イに掲げる者にあっては、職員と同居し

ているものに限る。）の介護（継続的に又は反復して行われるものに限

る。）

ア　孫、祖父母及び兄弟姉妹

イ　職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及

び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認

められる者

　（認定の請求）

第３条　公務又は通勤により生じたと認められる災害を受けたことにより療

養補償を受けようとする者又は、療養補償を受けることなく遺族補償若し

くは葬祭補償を受けようとする者は、別記様式非第１号による公務災害の

認定請求書又は別記様式非第１号の２による通勤災害の認定請求書を、当

該職員の任命権者（議会の議員については、当該議会の議長とする。以下

同じ。）及び組合市町村等の長を経由して管理者に提出しなければならな

い。

　（認定及び通知）

第４条　管理者は、前条の請求書を受理したときは、認定委員会の意見を聞

いてその災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、

その結果を当該請求書に基づき別記様式非第２号又は別記様式非第２号の

２により当該請求をした者及び当該災害を受けた職員の属する組合市町村

等の長に、条例第３条第２項の規定による通知をしなければならない。

２　管理者は、前条の請求書に係る災害が公務により生じたもの又は通勤に

より生じたもののいずれでもないと認定したときは、次に掲げる事項を記

載した書面により、当該請求をした者にその旨を通知しなければならな

い。

�　管理者の氏名

�　被災者の氏名

�　傷病名
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�　災害発生年月日

�　公務上の災害又は通勤による災害でないと認定した理由

　　　第２章　補償及び福祉事業

　（療養の方法）

第５条　療養補償たる療養は、管理者の指定する病院若しくは診療所若しく

は薬局（以下「指定医療機関」という。）又は管理者の指定する訪問看護事

業者（居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事

業を行うものをいう。以下同じ。）において行う。

　（給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償）

第６条　職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷

し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務の全部について

従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額

が補償基礎額の１００分の６０に相当する額に満たないときは当該満たない額

に相当する額、勤務その他の業務の一部について従事することができない

場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額（当該療養

の開始後１年６月を経過している場合において、条例第５条の３第１項の

規定により管理者が最高限度額として定める額（以下この条において単に

「最高限度額」という。）を補償基礎額とすることとされている場合にあっ

ては、同項の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額）に満

たないときは当該満たない額（当該療養の開始後１年６月を経過している

場合において、当該満たない額が最高限度額を超える場合にあっては、当

該最高限度額）の１００分の６０に相当する額を休業補償として支給する。

　（休業補償を行わない場合）

第６条の２　条例第８条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合と

する。

�　懲役、禁 錮 若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受
こ

けて刑事施設（少年法（昭和２３年法律第１６８号）第５６条第３項の規定によ

り少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。）に拘置

されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている
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場合又は法廷等の秩序維持に関する法律（昭和２７年法律第２８６号）第２条

の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

�　少年法第２４条の規定による保護処分として少年院若しくは少年自立支

援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法（昭和３１年法律

第１１８号）第１７条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されてい

る場合

　（介護補償に係る障害）

第６条の３　条例第１０条の２の規則で定める障害は、介護を要する常態の区

分に応じ別表第２に定める障害とする。

　（葬祭補償の額）

第６条の４　条例第１５条に規定する規則で定める金額は、３１５,０００円に補償基

礎額の３０倍に相当する額を加えた金額とする。

　（補償の請求方法）

第７条　補償（現に受けている補償の額の変更を含む。以下この条及び第９

条において同じ。）を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に応

じ、別記様式により補償の請求書を、当該職員の任命権者及び組合市町村

等の長を経由して管理者に提出しなければならない。ただし、第５条に規

定する指定医療機関又は訪問看護事業者において療養を受ける場合の療養

補償についてはこの限りでない。

　（遺族補償年金の請求の代表者）

第８条　遺族補償年金を受ける権利を有する者が２人以上あるときは、これ

らの者は、そのうちの一人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表

者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事

情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

２　遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を

選任し、又はその代表者を解任したときは、すみやかに書面でその旨を管

理者に届け出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選

任し、又は解任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出

しなければならない。
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　（補償の決定及び支給）

第９条　管理者は、補償の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償

に関する決定を行い、すみやかに請求者に対し、補償の種類に応じ、別記

様式によりその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければな

らない。

　（所在不明による支給停止の申請等）

第１０条　条例第１６条において例によることとされる法第３５条第１項又は第２

項の規定により遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除を申請す

る者は、別記様式非第１５号又は別記様式非第１６号の様式による申請書（遺

族補償年金の支給停止の解除を申請する場合にあっては、これらの申請書

及び年金証書）を管理者に提出しなければならない。

２　管理者は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止

し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者にすみやかに

書面でその旨を通知しなければならない。

　（年金証書）

第１１条　管理者は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金（以下

「年金たる補償」という。）の支給に関する通知をするときは、当該補償を

受けるべき者に対し、あわせて別記様式非第１７号による年金証書を交付し

なければならない。

２　管理者は、すでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた

場合は、当該証書と引き換えに新たな証書を交付しなければならない。

３　管理者は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求め

ることができる。

第１２条　年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷

したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類

又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を管理者に請求することができる。

２　年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見し

たときは、すみやかにこれを管理者に返納しなければならない。

第１３条　年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金た

る補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく当該年金証書を管理者

―　８０２　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

Title:05-3-1●797①-.ec8 Page:802  Date: 2020/12/16 Wed 11:40:26 



新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

に返納しなければならない。

　（定期報告）

第１４条　年金たる補償を受ける者は、毎年１回２月１日から同月末日までの

間に、別記様式非第２９号から別記様式非第３１号までの様式により、その障

害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関す

る報告書を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者があらかじ

めその必要がないと認めて通知した場合は、この限りではない。

　（届出）

第１５条　年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、

その旨を管理者に届け出なければならない。

�　氏名又は住所を変更した場合

�　傷病補償年金を受ける者にあっては次に掲げる場合

　　イ　その負傷又は疾病が治った場合

　　ロ　その障害の程度に変更があった場合

�　障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった

場合

�　遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

イ　条例第１３条第１項（同項第１号を除く。）の規定により、その者の遺

族補償年金を受ける権利が消滅した場合

ロ　その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる

遺族の数に増減を生じた場合

ハ　遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくして

いる他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合に

おいて、その妻が５５歳に達したとき（条例第１２条第１項第４号に規定

する障害の状態にあるときを除く。）又は条例第１２条第１項第４号に規

定する障害の状態になり若しくはその事情がなくなったとき（５５歳以

上であるときを除く。）。

２　補償を受ける権利を有するものが死亡した場合には、その者の遺族は、

遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

３　前２項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類そ
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の他の資料を管理者に提出しなければならない。

　（遺族の数に増減を生じた場合の通知）

第１６条　管理者は、職権又は第１４条若しくは第１５条の規定による報告若しく

は届出により、条例第１６条において例によることとされる法第３３条第３項

に定める遺族補償年金の額の改定を行った場合には、当該遺族補償年金受

給権者に対し、別記様式非第２７号によりその旨を通知するものとする。

　（福祉事業の種類）

第１７条　条例第１７条第１項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。

�　外科後処置に関する事業

�　補装具に関する事業

�　リハビリテーションに関する事業

�　アフターケアに関する事業

�　休業援護金の支給

�　在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

�　奨学援護金の支給

�　就労保育援護金の支給

�　傷病特別支給金の支給

�　障害特別支給金の支給

�　遺族特別支給金の支給

�　障害特別援護金の支給

�　遺族特別援護金の支給

�　傷病特別給付金の支給

�　障害特別給付金の支給

�　遺族特別給付金の支給

�　障害差額特別給付金の支給

�　長期家族介護者援護金の支給

２　前項各号に規定する福祉事業の内容は別に定める。

３　条例第１７条第２項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。

�　公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事

業
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�　公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業

�　公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業

　（福祉事業の申請）

第１８条　前条第１項の福祉事業を受けようとする者は、その受けようとする

福祉事業の種類に応じ、別記様式に定める申請書を管理者に提出しなけれ

ばならない。

２　管理者は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し、承

認するかどうかを申請のあった福祉事業の種類に応じ、別記様式により通

知しなければならない。

第１９条　管理者は、条例及びこの規則により補償に関する決定及び第１７条第

１項の福祉事業の実施に関する決定を行ったときは、すみやかにその旨を

当該請求者の関係の組合市町村等の長に通知するものとする。

２　条例及びこの規則により補償を受ける者等から管理者に対してする請求

申請、報告等及びこれらの者に対する管理者からの通知等は、別に定めの

ある場合を除き、すべて関係の組合市町村等を経由してするものとする。

　　　第３章　審査

　（審査の申立て）

第２０条　補償の実施について不服がある者が条例第１８条第１項の規定により

審査を申し立てようとするときは、これを書面でしなければならない。

２　前項の書面（以下「審査申立書」という。）には、次に掲げる事項を記載

し、審査を申し立てようとする者が記名押印して、正副２通の書類、記録

その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。

�　災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及

び所属団体

�　申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所及

び生年月日並びにその職員との続柄又は関係

�　補償に関する管理者の措置

�　申立ての趣旨

�　代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業
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�　請求の年月日

３　審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、そのつど、

その旨をすみやかに審査会に届け出なければならない。

　（通勤による災害に係る一部負担金）

第２０条の２　条例第２２条の２第１項に規定する規則で定める職員は、次の各

号の一に該当するものとする。

�　第三者の加害行為によって通勤による災害を受けた者

�　療養開始後３日以内に死亡した者

�　休業補償を受けない者

�　同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者

�　船員法（昭和２２年法律第１００号）第１条に規定する船員である者

２　条例第２２条の２第１項に規定する規則で定める金額は、２００円（健康保険

法（大正１１年法律第７０号）第３条第２項に規定する日雇特例被保険者であ

る職員にあっては、１００円）とする。ただし、当該額が、現に療養に要した

費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小

さい額（それらの総額が同じ額のときはその額）に相当する額とする。

　　　第４章　雑則

　（第三者の行為による災害についての届出）

第２１条　補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償

を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所（第三者の氏名及び

住所がわからないときは、その旨）並びに被害の状況を遅滞なく管理者に

届け出なければならない。

　（旅費の支給）

第２２条　条例第２０条第１項の規定により出頭した者に対する旅費は、別に定

めるものを除き、新潟県市町村総合事務組合職員の旅費に関する条例（平

成１６年３月１日条例第１４号）の定めるところによる。

　（審査の申立ての教示）

第２３条　管理者は、条例又はこの規則に基づく補償に関する通知をするとき

は、第２０条に定めるところにより審査の申立てをすることができる旨を教

―　８０６　―
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示するものとする。

　（任命権者等の助力等）

第２４条　補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら補償の請求

その他の手続を行うことが困難である場合には、職員の任命権者は、その

手続を行うことができるように助力しなければならない。

２　職員の任命権者は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な

証明を求められた場合には、すみやかに証明しなければならない。

３　前２項の規定は、第１７条第１項の福祉事業を受けようとする者について

準用する。

　（記録簿）

第２５条　管理者は、災害補償記録簿（別記様式非第４１号）及び福祉事業記録

簿（別記様式非第４２号）並びに年金記録簿（別記様式非第４３号）を備え、

必要な事項を記入しなければならない。

　　　附　則

１　この規則は平成１６年３月１日から施行する。

２　第６条の４の規定による金額が補償基礎額の６０日分に相当する金額に満

たないときは、条例第１５条に規定する規則で定める金額は、当分の間、第

６条の４の規定にかかわらず、補償基礎額の６０日分に相当する額とする。

３　条例附則第２条の４第１項の規定による障害補償年金前払一時金の支給

に係る申出は、障害補償年金の最初の支払に先立ってしなければならな

い。ただし、既に遺族補償年金の支払があった場合であっても、管理者の

行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から起

算して１年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

４　前項の申出は、同一の災害につき２回以上行うことができない。

５　障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障

害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ条例附則第２条の３の表の右

欄に掲げる額（当該障害補償年金が、条例第１６条において例によることと

される法第２９条第８項の規定によるものである場合（次項において「障害

加重の場合」という。）にあっては、次項に定める額。以下「障害補償年金

前払一時金の限度額」という。）又は障害補償年金前払一時金の限度額の範

―　８０７　―
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囲内で、補償基礎額の１,２００倍、１,０００倍、８００倍、６００倍、４００倍又は２００倍に

相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択し

た額とする。ただし、附則第３項ただし書の規定による申出が行われた場

合には、補償基礎額の１,２００倍、１,０００倍、８００倍、６００倍、４００倍又は２００倍に

相当する額のうち、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障

害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月まで

の期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範

囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

６　障害加重の場合の障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の限度額

は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

�　加重前の障害の程度が条例別表第２に定める第７級以上の障害等級に

該当する場合　加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第２条の３の

表の右欄に掲げる額から加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の右欄に

掲げる額を差し引いた額

�　加重前の障害の程度が条例別表第２に定める第８級以下の障害等級に

該当する場合　加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第２条の３の

表の右欄に掲げる額に、当該障害補償年金に係る地方公務員災害補償法

施行規則（昭和４２年自治省令第２７号）第２７条の規定の例による金額を当

該障害補償年金に係る加重後の障害の程度に応ずる条例第９条の規定に

よる金額で除して得た数を乗じて得た額

７　障害補償年金は、附則第３項本文の規定による申出が行われた場合に

あっては、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日（同項ただし書

の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日）の

属する月の翌月から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時

金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

�　当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の

最初の障害補償年金に係る支払期月から１年を経過する月以前の各月

（附則第３項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当

該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。）に支給されるべ

き障害補償年金の額

―　８０８　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

Title:05-3-1●797①-.ec8 Page:808  Date: 2020/12/16 Wed 11:40:26 



新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

�　前号の支払期月から１年を経過する月後の各月に支給されるべき障害

補償年金の額を、１００分の５に当該支払期月以後の経過年数（当該年数に

１年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数）を乗じて得た数

に１を加えた数で除して得た額

８　前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補

償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払月から起算して１

年以内の場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規

定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が

停止される期間に係る同項の規定による合計額（以下この項において「全

額停止期間に係る合計額」という。）を差し引いた額、当該支払期月から起

算して１年を超える場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額か

ら全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に１００分の５に当該終了する

月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に１を加えた数を乗じて得た

額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額か

ら差し引いた額とする。

９　条例附則第３条第１項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係

る申出は、遺族補償年金の最初の支払に先立ってしなければならない。た

だし、既に遺族補償年金の支払いがあった場合であっても、管理者の行う

当該遺族補償年金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から起算し

て１年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

１０　前項の申出は、同一の災害につき２回以上行うことができない。

１１　第８条の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が２人以上あ

るときにおける遺族補償年金前払一時金の請求及び受領について準用する。

１２　遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の１,０００倍、８００倍、６００倍、

４００倍又は２００倍に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る

遺族補償年金を受ける権利を有する遺族（前項の規定により代表者が選任

された場合には、当該代表者。以下この項において同じ。）が選択した額と

する。ただし、附則第９項ただし書の規定による申出が行われた場合に

は、補償基礎額の８００倍、６００倍、４００倍又は２００倍に相当する額のうち、補償

基礎額の１,０００倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月まで

―　８０９　―
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の期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範

囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。

１３　遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が２人以上あるときは、遺族補

償年金前払一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額を

その人数で除して得た額とする。

１４　遺族補償年金は、附則第９項本文の規定による申出が行われた場合に

あっては、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日（同項ただし書

の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日）の

属する月（条例附則第４条の２第２項の規定に基づき遺族補償年金を受け

ることができることとされた遺族であって当該遺族補償年金を受ける権利

を有することとなったもの（以下この項において「特例遺族補償年金受給

権者」という。）が附則第９項本文の規定による申出を行った場合にあって

は、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ条例附則第

４条の２第２項の表の右欄に掲げる年齢（以下この項及び附則第１８項にお

いて「支給停止解除年齢」という。）に達する月の翌月から、次に掲げる額

の合計額（特例遺族補償年金受給権者が附則第９項本文の規定による申出

を行った場合にあっては、支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額

を除く。）が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給

を停止するものとする。

�　当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の

最初の遺族補償年金に係る支払期月（特例遺族補償年金受給権者が支給

停止解除年齢に達する前に附則第９項本文の規定による申出を行った場

合にあっては、当該特例遺族補償年金受給権者について条例附則第４条

の２第４項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補

償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金に係る支

払期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。）から１年を経過

する月以前の各月（附則第９項ただし書の規定による申出が行われた場

合にあっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限

る。）に支給されるべき遺族補償年金の額

�　前号の支払期月から１年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族

―　８１０　―
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補償年金の額を１００分の５に当該支払期月以後の経過年数（当該年数に１

年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数）を乗じて得た数に

１を加えた数で除して得た額

１５　前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補

償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して

１年以内の場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の

規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給

が停止される期間に係る同項の規定による合計額（以下この項において「全

額停止期間に係る合計額」という。）を差し引いた額、当該支払期月から起

算して１年を超える場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金の額か

ら全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に１００分の５に当該終了する

月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に１を加えた数を乗じて得た

額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額か

ら差し引いた額とする。

１６　管理者は、条例附則第２条の４第３項、附則第３条第３項及び附則第４

条の２第４項の支給停止期間が満了したときは、速やかに当該支給停止に

係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、そ

の旨を通知しなければならない。

１７　年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となった障害又は死亡につ

いて条例附則第５条に掲げる年金たる給付が支給されることとなった場

合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなった場

合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、すみやかに

その旨を管理者に届け出なければならない。

１８　第１４条及び第１５条の規定は、条例附則第４条の２第２項の規定に基づき

遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢

に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第１４条

中「受ける者」とあるのは「受ける権利の有する者」と、「基礎となる遺

族」とあるのは「基礎となる遺族（条例附則第４条の２第２項の規定に基

づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該

遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年

―　８１１　―
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齢に達しないものを含む。）」と第１５条第１項中「受ける者」とあるのは

「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。

　　　附　則（平成１６年７月１日規則第４８号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成１７年７月１日規則第１１号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成１８年６月１日規則第２３号）

　（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

２　改正後の新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害

補償等に関する条例施行規則第１７条第１項各号の規定は、この規則の施行

の日（以下「施行日」という。）以後に行うべき事由が生じた福祉事業につ

いて適用し、施行日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお

従前の例による。

　　　附　則（平成１８年８月８日規則第２８号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成１９年８月１６日規則第１８号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成１９年１２月３日規則第２２号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２０年６月２日規則第９号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２０年１２月１日規則第２６号）

　（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行し、改正後の新潟県市町村総合事務組合

市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定

は、平成２０年４月１日から適用する。

　（経過措置）

２　改正後の新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

―　８１１―１　――　８１１―１　―
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新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

補償等に関する条例施行規則第２条の５の規定は、平成２０年４月１日以後

に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生

した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

　　　附　則（平成２２年３月１日規則第２号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２２年７月２１日規則第１６号）

　この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第１の規定は、平成２２年

７月１日から適用する。

　　　附　則（平成２３年６月１日規則第１７号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２５年１２月２日規則第１１号）

　この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第１の規定は、平成２５年

１０月１日から適用する。

　　　附　則（平成２７年１２月１日規則第１４号）

　この規則は、公布の日から施行し、平成２７年１０月１日から適用する。

　　　附　則（平成２８年４月１日規則第８号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２９年１２月２７日規則第１３号）

　（施行期日）

１　この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護

休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正す

る法律の施行の日（平成２９年１月１日）から施行する。

　（経過措置）

２　この規則による改正後の新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の

職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第２条の５第５号の規定は、

平成２９年１月１日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について

適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、な

お従前の例による。

　　　附　則（平成３０年１０月１日規則第１４号）

　この規則は、公布の日から施行する。

―　８１１―２　―

必要Title:05-3-1●797①-.ec8 Page:813  Date: 2020/12/16 Wed 11:40:26 



　　　附　則（令和元年６月３日規則第２号）

　この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第１の規定は、平成３１年

４月１０日から適用する。

　　　附　則（令和元年７月２２日規則第３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（令和２年４月１日規則第５号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

―　８１１―３　―

必要

―　８１１―３（８１１―４欠）　―
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別表第１（第２条の２関係）

１　公務上の負傷に起因する疾病

２　物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及び

これらに付随する疾病

�　紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患又は皮膚疾

患

�　赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の

眼疾患又は皮膚疾患

�　レーザー光線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷等の眼

疾患又は皮膚疾患

�　マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患

�　管理者の定める電離放射線（以下「放射線」という。）にさらされる業

務に従事したため生じた急性放射線症、皮膚かいよう等の放射線皮膚障

害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器

障害、骨え死その他の放射線障害

�　高圧室内作業又は潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病

又は潜水病

�　気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病又は航空減

圧症

�　暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症

�　高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷

�　寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務に従事したため

生じた凍傷

�　著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の

耳の疾患

�　超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死

�　�から�までに掲げるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従

事したため生じたことの明らかな疾病

３　身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じた次に掲

げる疾病及びこれらに付随する疾病

―　８１２　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

Title:05-3-1●797①-.ec8 Page:816  Date: 2020/12/16 Wed 11:40:26 



新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

�　重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨若しくは関節の疾患

又は内臓脱

�　重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢

により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務に従事したため生

じた腰痛

�　チェンソー、ブッシュクリーナー、さく岩機等の身体に振動を与える

機械器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しょう

循環障害、末しょう神経障害又は運動器障害

�　電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のか

かる業務に従事したため生じた後頭部、けい部、肩甲帯、上腕、前腕又

は手指の運動器障害

�　�から�までに掲げるもののほか、身体に過度の負担のかかる作業態

様の業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

４　化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及び

これらに付随する疾病

�　管理者の定める単体たる化学物質又は化合物（合金を含む。）にさらさ

れる業務に従事したため生じた疾病であって、管理者が定めるもの

�　ふっ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生

成物にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症又は気道粘膜

の炎症等の呼吸器疾患

�　すす、鉱物油、うるし、テレビン油、タール、セメント、アミン系の

樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じた皮膚疾患

�　たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた皮膚炎、結膜

炎又は鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患

�　木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗

生物質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、

気管支ぜん息等の呼吸器疾患

�　綿、亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じ

た呼吸器疾患

�　石綿にさらされる業務に従事したため生じた良性石綿胸水又はびまん

―　８１３　―
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性胸膜肥厚

�　空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素

欠乏症

�　�から�までに掲げるもののほか、化学物質等にさらされる業務に従

事したため生じたことの明らかな疾病

５　粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じたじん肺症又は

管理者の定めるじん肺の合併症

６　細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次に

掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

�　患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で

病原体を取り扱う業務に従事したため生じた伝染性疾患

�　動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物

を取り扱う業務に従事したため生じたブルセラ症、炭そ病等の伝染性疾

患

�　湿潤地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスピラ

症

�　屋外における業務に従事したため生じたつつが虫病

�　�から�までに掲げるもののほか、細菌、ウイルス等の病原体にさら

される業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

７　がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じた

次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

�　ベンジジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう

�　ベーターナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路

系しゅよう

�　４―アミノジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系

しゅよう

�　４―ニトロジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系

しゅよう

�　ビス（クロロメチル）エーテルにさらされる業務に従事したため生じ

た肺がん

―　８１４　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則
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新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

�　ベリリウムにさらされる業務に従事したため生じた肺がん

�　ベンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん

�　石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がん又は中皮しゅ

�　ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病

�　塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉しゅ又は

肝細胞がん

�　オルト―トルイジンにさらされる業務に従事したため生じたぼうこう

がん

�　１・２―ジクロロプロパンにさらされる業務に従事したため生じた胆

管がん

�　ジクロロメタンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん

�　放射線にさらされる業務に従事したため生じた白血病、肺がん、皮膚

がん、骨肉しゅ、甲状せんがん、多発性骨髄しゅ又は非ホジキンリンパ

しゅ

�　すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフインにさら

される業務に従事したため生じた皮膚がん

�　�から�までに掲げるもののほか、がん原性物質又はがん原性因子に

さらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

８　相当の期間にわたって継続的に行う長時間の業務その他血管病変等を著

しく憎悪させる業務に従事したため生じた狭心症、心筋こうそく、心停止

（心臓性突然死を含む。）、心室細動等の重症の不整脈、肺そく栓症、大動脈

りゅう破裂（解離性大動脈りゅうを含む。）、くも膜下出血、脳出血、脳血

栓症、脳そく栓症、ラクナこうそく又は高血圧性脳症及びこれらに付随す

る疾病

９　人の生命にかかわる事故への遭遇その他強度の精神的又は肉体的負荷を

与える事象を伴う業務に従事したため生じた精神及び行動の障害並びにこ

れに付随する疾病

１０　前各号に掲げるもののほか、公務に起因することの明らかな疾病

 

―　８１５　―
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　別表第２（第６条の３関係）

 

―　８１６　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

障　　　　　　　害介護を要する
状態の区分　

�　神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、そ
の程度が常に介護を要するもの
�　胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度

が常に介護を要するもの
�　前２号に掲げるもののほか、条例別表１に定める第

１級に該当する障害であって前２号に掲げるものと同
程度の介護を要するもの又は条例別表２に定める第１
級に該当する障害であって前２号に掲げるものと同程
度の介護を要するもの

常時介護を要
する状態

�　神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、そ
の程度が随時介護を要するもの
�　胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度

が随時介護を要するもの
�　条例別表第１に定める第１級に該当する障害であっ

て前２号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又
は条例別表第２に定める第１級に該当する障害であっ
て前２号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

随時介護を要
する状態
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新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　別記様式非第１号

公務災害補償認定請求書

 

―　８１７　―

請求年月日　　　　　年　　月　　日　
　新潟県市町村総合事務組合管理者　様　

　下記の災害については、公務により生
じたものであることの認定を請求しま
す。

請求者の住所　　　　　　　　　　　　

氏　　　　名　　　　　　　　　　　�

被災職員との続柄　　　　　　　　　　

２（所属部局）１（所属団体）

４（職　　名）３（被災職員氏名）
年　　月　　日生

６（災害発生の場所）５（災害発生の日時）
年　月　日　　時　　分ごろ　

８（傷病の部位及びその程度）７（傷　病　名）

９　

災
害
発
生
の
状
況
と
そ
の
原
因

１から９までについては、上記のとおりであることを証明します。

 年　　月　　日 所　在　地

 組合市町村等の 名　　　称

  長の職氏名　　　　　　　　　　�印 

※　

組
合
市
町
村
等

１０

　
　
　

の
長
の
証
明　

　１１　添付する書類その他の資料名

年　　月　　日※
　認　　定

年　　月　　日※受　理

公務上・公務外年　　月　　日※通　知

�
�
�
�
�
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〔注意事項〕

１　請求者は、※印の欄には記入しないこと。

２　「９　災害発生の状況とその原因」の欄の記入にあたって別紙用紙を用い

るときは、本欄に「別紙のとおり」と記入し、その別紙について組合市町

村等の長の証明を受けること。

３　この請求書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

�　災害が第三者の行為によって生じたものであるときは、その事実、第

三者の氏名及び住所（第三者の氏名及び住所がわからないときは、その

旨）を記載した書類

�　医師の所見、その他必要な書類

 

―　８１８　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則
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新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　別記様式非第１号の２

通勤災害認定請求書

 

―　８１９　―

請求年月日　　　　　年　　月　　日　
新潟県市町村総合事務組合管理者　様　　

　下記の災害については、通勤により生
じたものであることの認定を請求しま
す。

請求者の住所　　　　　　　　　　　　

氏　　　　名　　　　　　　　　　　�

被災職員との続柄　　　　　　　　　　

２（所属部局）１（所属団体）

４（職　　名）３（被災職員氏名）
年　　月　　日生

６（災害発生の場所）５（災害発生の日時）
年　月　日　　時　　分ごろ　

８（傷病の部位及びその程度）７（傷　病　名）

９　

災
害
発
生
の
状
況
と
そ
の
原
因

１から９までについては、上記のとおりであることを証明します。

 年　　月　　日 所　在　地

 組合市町村等の 名　　　称

  長の職氏名　　　　　　　　　　�印 

※　

組
合
市
町
村
等

１０

　
　
　

の
長
の
証
明　

　１１　添付する書類その他の資料名

年　　月　　日※
　認　　定

年　　月　　日※受　理

�該当　　�非該当年　　月　　日※通　知

�
�
�
�
�
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〔注意事項〕

１　請求者は、※印の欄には記入しないこと。

２　「９　災害発生の状況とその原因」の欄の記入にあたって別紙用紙を用い

るときは、本欄に「別紙のとおり」と記入し、その別紙について組合市町

村等の長の証明を受けること。

３　この請求書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

�　医師の所見、定期健康診断の記録、既往歴等認定をするために参考と

なる事項を記載した書類

�　災害が第三者の行為によって生じたものであるときは、その事実、第

三者の氏名及び住所（第三者の氏名及び住所がわからないときは、その

旨）を記載した書類

�　その他必要な書類

 

―　８２０　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則
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新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　別記様式非第２号

 

―　８２１　―

第　　　　　　号　　
年　　月　　日　　

　　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合管理者　　　　　　�印 

公務災害の認定について（通知）

　年　月　日付けをもって認定請求のあった下記の災害については、

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等

に関する条例第３条第２項の規定に基づき、審査の結果、　　　　　　

と認定したので通知します。

記

被災者の所属

被災者氏名

傷　病　名

災害発生年月日

　なお、この決定に不服がある場合には、決定があったことを知った日

の翌日から起算して３か月以内に新潟県市町村総合事務組合公務災害

補償等審査会に対して審査請求をすることができます。
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―　８２２　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

補　償　の　案　内

　公務災害の認定を受けた場合には、新潟県市町村総合事務組合市町村等

の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（以下「補償条例」といい

ます。）に基づいて、次のような補償が受けられます。

１　あなたが被災職員である場合

　�　療養補償

　公務上の負傷又は疾病について

は、右の範囲で療養上相当と認め

られるものを療養補償として受け

ることができます。

　

　�　休業補償

公務上の負傷又は疾病の療養のため勤務することができない場合

で給与を受けないときは、その期間補償基礎額の100分の60に相当す

る金額の休業補償を受けることができます。

　�　傷病補償年金

公務上の負傷又は疾病に係る療養の開始後１年６箇月を経過した

日以後において、条例に定められている程度の障害の状態が継続して

いるときは、その期間、その程度に応じて傷病補償年金を受けること

ができます。なお、傷病補償年金を受ける場合には休業補償を受ける

ことができません

　�　障害補償

公務上の負傷又は疾病が治ったとき、条例に定められている程度の

障害が残ったときは、その程度に応じて年金又は一時金の障害補償を

受けることができます。

　�　障害補償年金前払一時金

年金の障害補償を受けることができる場合は、申出により、障害の

程度に応じた額の範囲で選択した障害補償年金前払一時金を受ける

ことができます。なお、年金の支給は、一定期間停止されることにな

ります。

　�　介護補償

傷病補償年金又は年金の障害補償を受けることができる場合で、規

則で定める程度の障害により常時又は随時介護を要する状態にあり、

かつ、実際に介護を受けているときは、その期間（病院等に入院して

いる期間を除く。）、介護補償を受けることができます。

イ　診　　察

ロ　薬剤又は治療材料の支給

ハ　処置、手術その他の治療

ニ

ホ

ヘ　移　　送

居宅における療養上の管理及びその
療養に伴う世話その他の看護

病院又は診療所への入院及びその療
養に伴う世話その他の看護

�
�
�
�
�
�
�
�
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―　８２３　―

２　あなたが被災職員以外の者である場合

　�　遺族補償

あなたが公務上死亡した職員の遺族であって、職員の死亡の当時、

その収入によって生計を維持しており、次の①から⑥までに該当する

場合は年金の、その他の場合は一時金の遺族補償を受けることができ

ます。

①　妻及び６０歳以上の夫

②　１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子

③　６０歳以上の父母

④　１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある孫

⑤　６０歳以上の祖父母

⑥　１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にあるか又は６０

歳以上の兄弟姉妹

⑦　５５歳以上６０歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹

　ただし、職員の死亡の当時、条例で定める障害の状態にある夫、子、

父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、年齢に関係なく年金を受

けることができます。

　遺族補償年金を受ける順位は、上記①から⑦までの番号のとおりで

あり、⑦に掲げる者にあっては、夫、父母、祖父母、兄弟姉妹の順序

となります。遺族補償年金は上記の順序による最先順位者（遺族補償

年金を受ける権利を有する者）に対して支給されます。ただし、⑦に

掲げる者は、６０歳に達するまでの間は、遺族補償年金の支給が停止さ

れます。

　�　遺族補償年金前払一時金

　あなたが、�により遺族補償年金を受ける権利を有する場合には、

申出により、一定の額の範囲で選択した遺族補償年金前払一時金を受

けることができます。なお、遺族補償年金の支給は、一定期間停止さ

れることになります。

　�　葬祭補償

　あなたが、公務上死亡した職員の葬祭を行う者である場合は、通常

葬祭に要する費用を考慮して条例施行規則で定める金額の葬祭補償

を受けることができます。

　�　障害補償年金差額一時金

　あなたが障害補償年金の受給権者の遺族であって、死亡した受給権

者に支給された障害補償年金及び障害補償年金前払一時金の合計額

が、条例に定める障害の程度に応じた額に満たないときは、その差額

に相当する額の障害補償年金差額一時金を受けることができます。

　�　未支給の補償

　あなたが補償の受給権者の遺族であって、死亡した受給権者に支給
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〔注意事項〕

１　あなたは、上記の事由に該当したときは、それぞれの事由に応ずる補償

が受けられますので、速やかに請求書を提出してください。ただし、条例

の規定により制限を受ける場合もありますので、被災職員の所属市町村等

又は新潟県市町村総合事務組合とよく連絡をとって、その指示を受けてく

ださい。

２　補償を受ける権利は、２年間（傷病補償年金、障害補償及び遺族補償に

ついては、５年間）行わないときは、時効によって消滅します。

３　新潟県市町村総合事務組合の行う補償の実施について不服がある場合に

は、条例施行規則に定める手続に従って、新潟県市町村総合事務組合公務

災害補償等審査会に対して審査を申し立てることができます。

４　その他詳細については、被災職員の所属市町村等又は新潟県市町村総合

事務組合に問い合わせてください。

 

―　８２４　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

されるべき補償でまだ支給されなかった分がある場合は、その未支給
分の補償を受けることができます。
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新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
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　別記様式非第２号の２

 

―　８２５　―

第　　　　　　号　　
年　　月　　日　　

　　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合管理者　　　　　　�印 

通勤災害の認定について（通知）

　年　月　日付けをもって認定請求のあった下記の災害については、

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等

に関する条例第３条第２項の規定に基づき、審査の結果、　　　　　　

と認定したので通知します。

記

被災者の所属

被災者氏名

傷　病　名

災害発生年月日

　なお、この決定に不服がある場合には、決定があったことを知った日

の翌日から起算して３か月以内に新潟県市町村総合事務組合公務災害

補償等審査会に対して審査請求をすることができます。
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―　８２６　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

補　償　の　案　内

　通勤災害の認定を受けた場合には、新潟県市町村総合事務組合市町村等

の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（以下「補償条例」といい

ます。）に基づいて、次のような補償が受けられます。

１　あなたが被災職員である場合

　�　療養補償

　通勤による負傷又は疾病につい

ては、右の範囲で療養上相当と認

められるものを療養補償として受

けることができます。

　�　休業補償

公務上の負傷又は疾病の療養のため勤務することができない場合

で給与を受けないときは、その期間補償基礎額の100分の60に相当す

る金額の休業補償を受けることができます。

　�　傷病補償年金

　公務上の負傷又は疾病に係る療養の開始後１年６箇月を経過した

日以後において、条例に定められている程度の障害の状態が継続して

いるときは、その期間、その程度に応じて傷病補償年金を受けること

ができます。なお、傷病補償年金を受ける場合には休業補償を受ける

ことができません

　�　障害補償

　公務上の負傷又は疾病が治ったとき、条例に定められている程度の

障害が残ったときは、その程度に応じて年金又は一時金の障害補償を

受けることができます。

　�　障害補償年金前払一時金

　年金の障害補償を受けることができる場合は、申出により、障害の

程度に応じた額の範囲で選択した障害補償年金前払一時金を受ける

ことができます。なお、年金の支給は、一定期間停止されることにな

ります。

　�　介護補償

　傷病補償年金又は年金の障害補償を受けることができる場合で、規

則で定める程度の障害により常時又は随時介護を要する状態にあり、

かつ、実際に介護を受けているときは、その期間（病院等に入院して

いる期間を除く。）、介護補償を受けることができます。

イ　診　　察

ロ　薬剤又は治療材料の支給

ハ　処置、手術その他の治療

ニ

ホ

ヘ　移　　送

�
�
�
�
�
�
�
�

居宅における療養上の管理及びその
療養に伴う世話その他の看護

病院又は診療所への入院及びその療
養に伴う世話その他の看護
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―　８２７　―

２　あなたが被災職員以外の者である場合

　�　遺族補償

　あなたが公務上死亡した職員の遺族であって、職員の死亡の当時、

その収入によって生計を維持しており、次の①から⑥までに該当する

場合は年金の、その他の場合は一時金の遺族補償を受けることができ

ます。

①　妻及び６０歳以上の夫

②　１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子

③　６０歳以上の父母

④　１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある孫

⑤　６０歳以上の祖父母

⑥　１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にあるか又は６０

歳以上の兄弟姉妹

⑦　５５歳以上６０歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹

　ただし、職員の死亡の当時、条例で定める障害の状態にある夫、子、

父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、年齢に関係なく年金を受

けることができます。

　遺族補償年金を受ける順位は、上記①から⑦までの番号のとおりで

あり、⑦に掲げる者にあっては、夫、父母、祖父母、兄弟姉妹の順序

となります。遺族補償年金は上記の順序による最先順位者（遺族補償

年金を受ける権利を有する者）に対して支給されます。ただし、⑦に

掲げる者は、６０歳に達するまでの間は、遺族補償年金の支給が停止さ

れます。

　�　遺族補償年金前払一時金

　あなたが、�により遺族補償年金を受ける権利を有する場合には、

申出により、一定の額の範囲で選択した遺族補償年金前払一時金を受

けることができます。なお、遺族補償年金の支給は、一定期間停止さ

れることになります。

　�　葬祭補償

　あなたが、公務上死亡した職員の葬祭を行う者である場合は、通常

葬祭に要する費用を考慮して条例施行規則で定める金額の葬祭補償

を受けることができます。

　�　障害補償年金差額一時金

　あなたが障害補償年金の受給権者の遺族であって、死亡した受給権

者に支給された障害補償年金及び障害補償年金前払一時金の合計額

が、条例に定める障害の程度に応じた額に満たないときは、その差額

に相当する額の障害補償年金差額一時金を受けることができます。

　�　未支給の補償

　あなたが補償の受給権者の遺族であって、死亡した受給権者に支給
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〔注意事項〕

１　あなたは、上記の事由に該当したときは、それぞれの事由に応ずる補償

が受けられますので、速やかに請求書を提出してください。ただし、条例

の規定により制限を受ける場合もありますので、被災職員の所属市町村等

又は新潟県市町村総合事務組合とよく連絡をとって、その指示を受けてく

ださい。

２　補償を受ける権利は、２年間（傷病補償年金、障害補償及び遺族補償に

ついては、５年間）行わないときは、時効によって消滅します。

３　新潟県市町村総合事務組合の行う補償の実施について不服がある場合に

は、条例施行規則に定める手続に従って、新潟県市町村総合事務組合公務

災害補償等審査会に対して審査を申し立てることができます。

４　その他詳細については、被災職員の所属市町村等又は新潟県市町村総合

事務組合に問い合わせてください。 

―　８２８　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

されるべき補償でまだ支給されなかった分がある場合は、その未支給

分の補償を受けることができます。

３　一部負担金

あなたが通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員であ

る場合は、一部負担金を納付しなければなりません。
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　別記様式非第３号

〔注意事項〕

１　請求者は、＊印の欄には記入しないこと。

２　「２　療養を受けようとする指定医療機関」の欄には、請求者が療養を受

けようとする指定医療機関の所在地及び名称を記入し、現在療養を受けて

いる指定医療機関を変更しようとする場合には、新旧の指定医療機関の所

在地及び名称を記入すること。 

―　８２９　―

災　　害　　補　　償
療養の給付請求書

請求年月日　　　　　　　年　月　日

　新潟県市町村総合事務組合管理者　　様

　下記の指定医療機関等における療養
の給付を請求します。

請求者の住所　　　　　　　　　　

　ふ　　り　　が　　な

氏　　　　名　　　　　　　　　　�

職　　　名所属部局名
１　

関
す
る
事
項

　
　

被
災
職
員
に

氏　　　名
年　　月　　日生（　　　歳）

負傷又は発病の年月日
年　　　　月　　　　日　　　　　

（新）
所在地

　　療養を受けようと
２
　　する指定医療機関

名　称

（旧）
所在地

名　称

年　　月　　日
＊
　通　　知年　　月　　日

＊
　受　　理
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　別記様式非第４号

 

―　８３０　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

災　害　補　償
療養補償請求書

第　　　　　　　　回請求回数

請求年月日　　　　　　年　　月　　日
　新潟県市町村総合事務組合管理者　様　　　　　　　

　下記の療養補償を請求します。
請求者の住所　　　　　　　　　　　　
ふ　　り　　が　　な
氏　　　　名　　　　　　　　　　　　�

この請求書による療養補償の費用の受領を　　　　　　　　　　に委任します。

委任者の氏名　　　　　　　　　　　　　　�

１　

補
償
費
用
の
受
領
委
任

上記委任に基づき、この請求書による療養補償の費用の支払を請求します。

受任者の住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　　　　名　　　　　　　　　　　　　�

職　　　名所属部局名２　

関
す
る
事
項

　
　

被
災
職
員
に

氏　　　名
年　　　　月　　　　日生（　　　歳）

負傷又は発病の年月日　　　　　　　　　年　　　月　　　日

円内訳は「９　診療費請求明細」欄記載のとおり３　診　　　療　　　費

円内訳は「＊１０　訪問看護事業者の証明」欄記載のとおり□訪問看護

４　看護料
円

　　　　年　　月　　日　　　　　　　　看護師の資格
　　　　　　　　　　　　　日間
　　　　年　　月　　日　　　　　　　　□有　　□無

円
交通費
　　から　　まで　　キロメートル□片道　　回
　　　　　　　　　　　　　　　　□往復５　移　　　送　　　費

円その他の移送費

円６　上記以外の療養費

円７　療養補償請求金額
　　（３～６の合計額）

年　　月　　日＊
　受　　理

銀行　　　支店振込先金融機関名

振　込　み

８
送
金
希
望
の
場
合　

□普通預金　　　　□当座預金

円＊
　決定金額口　座　番　号

年　　月　　日＊
　通　　知

預金名義者

振込先金融機関名送金小切手

年　　月　　日＊
　支　　払銀行　　　支店そ　の　他
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―　８３１　―

　＊９診療費請求明細

　年　月　日から
　年　月　日まで

診療
期間

ア　　年　月　日

イ　　年　月　日

ウ　　年　月　日

�
　

診
療
開
始
日

ア

イ

ウ

�
　

傷　
　

病　
　

名

日
診療
実日
数

転　　　帰

中　止死　亡治　ゆ

時間外・休日・深夜　　　　回　点初診�
　

診　
　

察　
　

料

再　　診　　　　　　　　　回
内科再診　　　　　　　　　回
時　間　外　　　　　　　　　回
休日・深夜　　　　　　　　回

再　

診

　　　　　　　　　　　　　回指導

普　　通　　　　　　　　　回
夜　　間　　　　　　　　　回
深夜・暴風雨雪・難路　　　回

往　

診

　内　服　薬　剤　　　　　　　　単位
　　　　　調・処　　　　　　　　回

　屯　服　薬　剤　　　　　　　　単位
　　　　　調・処　　　　　　　　回

　外　用　薬　剤　　　　　　　　単位
　　　　　調・処　　　　　　　　回

�
　

投　

薬　

料

皮下筋肉内　　　　　　　　　　　回
静　脈　内　　　　　　　　　　　回
そ　の　他　　　　　　　　　　　回

�
注
射
料

　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　回
　　　　　　　　　　　　　　　　回
薬　剤　　　　　　　　　　　　　回

�
処
置
料

　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　回
　　　　　　　　　　　　　　　　回
薬　剤　　　　　　　　　　　　　回

�
麻
酔
料

　

手
術
・

　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　回
　　　　　　　　　　　　　　　　回
薬　剤　　　　　　　　　　　　　回

�
検
査
料

　　　　　　　　　　　　　　　　回
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　回

�
ゲ
ン
料

　

レ
ン
ト
�
そ
の
他

�
�
�

�
�
�

�
�
�
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―　８３２　―
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年　　　月　　　日　　入　 院
年 月 日

�
　
　

入　
　
　
　
　
　
　

院　
　
　
　
　
　
　
　
　

入院時基本診療料
（室料・看護料・給食料）　　点

　　食有　　　×　　　日間
　　食無　　　×　　　日間
　　特食　　　×　　　日間

入院時医学管理料

２週間以内　　　　　×　　日間

２週間超～１月以内　×　　日間

１　月　超～３月以内　×　　日間

３　月　超　　　　　　×　　日間

看
特
２

基　
　

食

病　
　
　

院

看
特
１普　

　

食

看
１

診
療
所

看
２基

寝
・
衣

看
３

そ の 他

円　合計点数×１点単価�　診療報酬点数表により計算できる
合計額

円　�　診療報酬点数表により計算できな
いもの（例えば診断書料・入院室料
差額等）

円　�　＋　��　 診療費請求合計額

　上記の事項は事実と相違ありません。（この欄の記入は、診療にあたった医療機関に療養補償の
費用の受領を委任する場合は不要です。）

　　　　　　　年　　月　　日

　所　在　地　　　　　　　　　　　　　　　　　
診療機関の　　名　　　称　　　　　　　　　　　　　　　　　

　医師の氏名　　　　　　　　　　　　�　　　　

�
�
�
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―　８３３　―

（患者氏名）＊１０　訪問看護事業者の証明

（訪問看護期間）

　　　　　　　年　　月　　日から

　　　　　　　年　　月　　日まで

　　　訪問看護の回数　　　　　　回

傷病名

傷病の経過

　指示年月日　　　　　　　　　年　月　日　保健師、看護師、理学療法師、作業療法士

　　　　　　　　円×　　回　　　　　　円

　准看護師

　　　　　　　　円×　　回　　　　　　円

基　
本　
療　
養　
費

　主治医への直近報告年月日　　年　月　日

　訪問日
　　　　１　２　３　４　５　６　７
　　　　８　９　１０　１１　１２　１３　１４
　　　　１５　１６　１７　１８　１９　２０　２１
　　　　２２　２３　２４　２５　２６　２７　２８
　　　　２９　３０　３１

　初日　　　　　　　　　　　円
　２回目以降　　　　　　　　円

管　　　理
療　養　費

　提供した情報の概要

円　

情 報 提 供

療 養 費 　情報提供先の市区町村名

（備考）

　死亡年月日　　年　　月　　日

ターミナル
ケ ア
療 養 費

円　合　　　計

訪問看護を指示した医療機関の名称及び主治医の氏名
　医療機関の名称
　主　治　医　氏　名

上記の事項は事実と相違ないことを証明します。
　　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　所　在　地
　訪問看護事業者の　名　　　称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�　　　　　

�
�
�

〔注意事項〕

１　請求者は、＊印の欄には記入しないこと。また、該当する□に�印を記

入すること。

２　「１　補償費用の受領委任」の欄は、診療にあたった医療機関又は訪問看

護を行った訪問看護事業者に療養補償の費用の受領を委任しようとする場

合にのみ記入すること。

３　「４　看護料（訪問看護を除く。）」及び「５　移送費」については、費

用の領収書又はこれに代わる証明書及び明細費を添付すること。

４　「６　上記以外の療養費」の欄には、入院料に食事代を含まない場合の食

事料及び「３　診療費」に含まれない療養に必要な治療材料の名称、数量

及び費用を記入し、その領収書及び明細書を添付すること。
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―　８３４　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

５　「＊９　診療費請求明細」の欄の記入にかえて同様事項を記載した医師、

歯科医師又は柔道整復師の証明書を添付してもよいこと。

６　診療報酬点数の算出できない場合は、金額で記入すること。
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　別記様式非第５号

 

―　８３５　―

休業補償請求書
休業援護金申請書

第　　　　　　　回請求回数

請求（申請）年月日　　　　　　　年　　　月　　　日　　　　新潟県市町村総合事務組合管理者　　　様　

　　下記の休業補償（休業援護金）を請求（申請）
　します。

請求（申請）者の住所

ふ　　  り　 　 が  　　な
氏　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　�
所属部局名所属団体名

　

関
す
る
事
項

１
被
災
職
員
に

職　　　名氏　　　名

年　　　月　　　日生（　　歳）
負　　傷　　又　　は　　　　　　　　　　年　　 　月 　　　日発病の年月日

　　　　　　年　　　月　　　日からのうち　　　　　　　　　日　全部休業した日数　　　　　　　日
　　　　　　年　　　月　　　日まで　　　　　　　　　　　　　　一部休業した日数　　　　　　　日
　全部休業した日に支払われた給与の総額　　　　　　　　　　円
　一部休業した日に支払われた給与の総額　　　　　　　　　　円

　

数
等　

２
請
求
日

　１及び２については、上記のとおりであることを証明します。
　　　　　　　　年　　　月　　　日

所　　在　　地　　　　　　　　　　　　　
所属部局の　名　　　　称　　　　　　　　　　　　　

長の職・氏名　　　　　　　　　　　　□印 

の
長
の
証
明　

＊
３
所
属
部
局

　（補償基礎額）（請求日数）　　　　　　全部休業した日に支払われ
�　　　　　　　　　　　　　　　　　　た給与その他の収入の総額全部休業した日に

ついての計算４　

休
業
補
償

　（補償基礎額）（請求日数）　　一部休業した日に支払われ
�　　　　　　　　　　　　　　た給与その他の収入の総額一部休業した日に

ついての計算

�　＋　�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円休業補償請求金額

　（補償基礎額）（請求日数）　　　　　　全部休業した日に支払われ　（�の金額）
�　　　　　　　　　　　　　　　　　　た給与その他の収入の総額全部休業した日に

ついての計算５　

休
業
援
護
金

　（補償基礎額）（請求日数）　　一部休業した日に支払われ
�　　　　　　　　　　　　　　た給与その他の収入の総額一部休業した日に

ついての計算

�　＋　�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円休業援護金申請金額

　　　　　　円×　　　　×　６０　－　　　　　　　　　　　　円＝　　　　　　　　　 円　　　　　　　　　　　　　　　　１００　

　　　　　　円×　　　　×　８０　－（　　　　円＋　　　　　　　円）＝　　　　　　 円　　　　　　　　　　　　　　　　１００　

（　　　　　円×　　　　　－　　　　　　　　　　　　　円）×　　６０　　＝　　　　　　　　 円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００　

（　　　　　円×　　　　　－　　　　　　　　　　　　　円）×　　　２０　　＝　　　　　　　 円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００　

�
�
�

�
�
�

□　　　　　　の被保険者である。　　　□被保険者でない。６　厚生年金保険法等の適用関係

傷病名

＊
７
医
師
の
証
明

現在の状態
　　　　　　　　　　　

年　　　月　　　日
□治ゆ　□死亡　□中止　□転医　□継続中

請求日数のうち療養のため勤務することができな
かったと認められる日数
　　　　　　年　　　月　　　日からのうち　　日　　　　　　年　　　月　　　日まで
　　上記のとおりであることを証明します。
　　　　　　　　　年　　　月　　　日

所　在　地　　　　　　　　　　　　　　
医療機関の　名　　　称　　　　　　　　　　　　　　

医師の氏名　　　　　　　　　　　　　�

�
�
�

年　　　月　　　日＊受　　　理銀行　　　　支店振込先金融
機　関　名

振　込　み

８　

送
金
希
望
の
場
合

条例第１０条の制限　□有　□無
休　業
補　償＊

決　定

金　額

□普通預金　　□当座預金

円口 座 番 号

円休　業
援護金

預金名義者
円合　計

年　　　月　　　日＊通　　　知銀行　　　　支店受取先金融
機　関　名送金小切手

年　　　月　　　日＊支　　　払そ　の　他
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〔注意事項〕

１　請求者は、＊印の欄には記入しないこと。また、該当する□に�印を記

入すること。

２　「２　請求日数等」の欄には、市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等

に関する条例第８条ただし書及び同条例施行規則第６条の２に該当する日

がある場合は、当該日数を控除した日数を記入すること。

３　「＊７　医師の証明」の欄には、入院中の場合のように、すでに療養補償

請求書等によって療養のため勤務できないことが明らかに認められるとき

は、この請求書において重ねて医師の証明を求めて、記入する必要はない

こと。

４　「６　厚生年金保険法等の適用関係」の欄には、請求する休業補償と同一

の事由により条例附則第５条第２項の表の左欄に掲げる年金たる給付を受

ける者であるときは、「□　　　　　の被保険者である。」の□に�印を記

入するとともに、その適用を受ける法律の名称を記入すること。

　　なお、この請求書を提出するときに、その年金の種類、年額、支給開始

年月、年金証書の記号番号及び所轄年金事務所名等を記載した書類を添付

すること。また、この請求書に係る年金の支給決定後に条例附則第５条第

２項の表の左欄に掲げる年金たる給付を受けることとなった場合には、速

やかにその旨書類で報告すること。

 

―　８３６　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則
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　別記様式非第６号

 

―　８３７　―

傷病補償年金請求書
傷病特別支給金申請書
傷病特別給付金申請書

請求（申請）年月日　　　　　年　　　月　　　日　　　新潟県市町村総合事務組合管理者　　　　様

　下記の傷病補償年金　傷病特別支給金　の支給を
　　　　　　　　　　　傷病特別給付金

請求（申請）します。

請求（申請）者
の　　住　　所
ふ　　り　　が　　な
氏　　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　�

所属部局名所属団体名
　

関
す
る
事
項

１
被
災
職
員
に

職　名氏　名

年　　月　　日生（　　歳）

傷　病　等　級　　　　　　　　　年　　　月　　　日該当年月日
負傷又は発　　　　　　年　　　月　　　日病の年月日

２　傷病の名称、部位及びその状態

３　既存障害とその程度

４　日常生活の状態

第　　　　　　　級　　　　　　　号５　傷　　病　　等　　級

　（補償基礎額）　　　（倍数）

　　　　　　　円×　　　　　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

６
　　傷 病 補 償 年 金
　　請　　求　　金　　額

円７　傷 病 特 別 支 給 金 申 請 金 額

円

　（補償基礎額）　　　（倍数）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２０
�　　　　　　円×　　　　　　　　　　　　×　　１００　　＝　　　　　　　　　

８　傷 病 特 別 給 付 金

　　申 請 金 額 の 計 算 円
　　　　　　　　　　　　　　　　
�　１,５００,０００円×　　　３６５　　　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　

円

　（補償基礎額）　　　　　　　（傷病補償年金の金額）
　　　　　　　　　　　　　 ８０�　　　　　　円×３６５×　１００　　－　　　　　　　　円＝　　　　　　　　

９　傷 病 特 別 給 付 金 申 請 金 額

□　　　　　の被保険者である　　　□被保険者でない１０　厚生年金保険法等の適用関係

　　　銀行　　　支店振込先金融
機　関　名

振　込　み
送　

金　

希　

望　

の　

場　

合

　□普通預金　　　　□当座預金　　

口　座　番　号

預金名義者

　　　銀行　　　支店受取先金融
機　関　名送金小切手

そ　の　他

　　　　年　　　月　　　日＊受　　　　理

第　　　　　級　　　　　号＊傷 病 等 級

□有　　　□無　条例第１０条
の　制　限＊

決
定
金
額

円傷病補償年金

円特別支給金

円特別給付金

　　　　年　　　月　　　日＊通　　　　知

　　　　年　　　月　　　日＊特 別 支 給 金
　の 支 払

　　　　　　年　　　　　月
　特 別 給 付 金
＊支 給 開 始
　年　　　　月
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〔注意事項〕

１　申請者は、＊印の欄には記入しないこと。また、該当する□に�印を記

入すること。

２　「９　傷病特別給付金申請金額」の欄には、「８　傷病特別給付金申請金

額の計算」の欄の�の金額（�の金額が�の金額を超える場合には、�の

金額）を記入すること。ただし、当該金額が�の金額に満たない場合には、

�の金額を記入すること。

３　「１０　厚生年金保険法等の適用関係」の欄には、請求する傷病補償年金と

同一の事由により条例附則第５条第１項の表の中欄に掲げる年金たる給付

を受ける者であるときは、「□　　　　　の被保険者である。」の□に�印

を記入するとともに、その適用を受ける法律の名称を記入すること。

　　なお、この請求書を提出するときに、その年金の種類、年額、支給開始

年月、年金証書の記号番号及び所轄年金事務所名等を記載した書類を添付

すること。また、この請求書に係る年金の支給決定後に条例附則第５条第

１項の表の中欄に掲げる年金たる給付を受けることとなった場合には、速

やかにその旨書類で報告すること。

 

―　８３８　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則
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新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　別記様式非第７号

傷病補償年金変更請求書

 

―　８３９　―

請求年月日　　　　　年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合管理者　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　下記のとおり傷病補償年金の
　変更を請求します。

請求者の年金

証書の番号　　　　第　　　号　　

住　　　　所　　　　　　　　　　
ふ　　り　　が　　な
氏　　　　名　　　　　　　　　　�

第　　　　　　　　　　　　　級１
　現在受けている傷病補償年金の

　　傷病等級

　　　　　　　　　　年　　　　　月２
　現在受けている傷病補償年金の

　　支給が開始された年月

　　　　　　年　　　　月　　　　日３
　障害の程度に変更があった年月

　　日

　　　　　　　　　　　（第　　　級）４
　変更後の障害の部位及びその程

　　度

（年金補償基礎額）（倍数）

　　　　　　　円×　　　＝　　　　　円
５　変更後の傷病補償年金請求額

□変更　　□不変更

　　　年　　月　　日
＊通　　知

　　　年　　　月　　　日＊受　　理

　第　　　　　　　　級＊変更後の

　傷病等級

　　　年　　月　　日＊
支給開始

　年月日
円＊決定金額

〔注意事項〕

　請求者は、＊印の欄には記入しないこと。
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　別記様式非第８号

 

―　８４０　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

障害補償年金請求書
障害特別支給金申請書
障害特別援護金申請書
障害特別給付金申請書

請求（申請）年月日　　　　　　　年　　　月　　　日　　　　新潟県市町村総合事務組合管理者　　　　　様

　　　　　　　　　　　　障害特別支給金
　下記の障害補償年金　　障害特別援護金　　を請求
　　　　　　　　　　　　障害特別給付金

（申請）します。

請求（申請）者
の　　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ふ　　り　　が　　な
氏　　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　�

所属部局名所属団体名
１
被
災
職
員
に
関
す
る
事
項

職　　　名氏　　　名
年　　　月　　　日生（　　歳）

治ゆ年月日　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日負　　傷　　又　　は　　　　　　　　年　　　月　　　日発病の年月日

障 害 の 部 位 及 び そ の 程 度２

既 存 障 害 と そ の 程 度３

　　第　　　　　　　級　　　　　　　号障 害 等 級４

　　（補償基礎額）　　　　　　（倍数）
　　　　　　　　　円×　　　　　　　＝　　　　　　　　　　　　　　　円障 害 補 償 年 金 請 求 金 額５

□　　　　　の被保険者である　　　　□被保険者でない厚生年金保険法等の適用関係６

障害特別支給金　　　　　　　円　　傷病特別支給金　　　　　　　　　□有
障害特別援護金　　　　　　　円　　の受給の有無　　　　　　　　　　□無

障害特別支給金申請金額等障害特別援護金７

円
　　（補償基礎額）　　　　　　（倍数）

�　　　　　　　　円×　　　　　×　　２０　　　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００　障害特別給付金申請金額の計
算８

円
　　　　　　　　　　　　　　　　（倍数）　

＝�　１,５００,０００円×
　　　　　３６５　　　　　　

円障 害 特 別 給 付 金 申 請 金 額９

　　　銀行　　　支店振込先金融
機　関　名

振　込　み

　
　

送

金

希

望

の

場

合　

１０

　□普通預金　　　□当座預金

口　座　番　号

預金名義者

　　　銀行　　　支店受取先金融
機　関　名送金小切手

そ　の　他

　　　　　年　　　　月　　　　日＊受　　　　理

第　　　　　　　　級　　　　　　　　号＊障　　害　　等　　級

条例第１０条の制限　　　□有　□無　年 金 決 定
＊
　金　　　額 円

円＊特別支給金
　決 定 金 額

円＊特別援護金
　決 定 金 額

円＊特別給付金
　決 定 金 額

　　年　　月　　日＊通　　　　　　　　　知

第　　　　　　　号＊年 金 証 書 の 番 号

　　　　　年　　　　月＊年　　　金支給開始年月　特別給付金

　　年　　月　　日＊特別支給金　の　支　払　特別援護金
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新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〔注意事項〕

１　請求（申請）者は、＊印の欄には記入しないこと。また該当する□に�

印を記入すること。

２　「３　既存障害とその程度」の欄には、新たに既存の障害の程度を加重し

た場合のみに記入するものとし、既存障害について障害補償を支給された

場合は、その該当等級を明記すること。

３　「７　障害特別支給金

　　　　　障害特別援護金　申請金額等」の欄の「傷病特別支給金の受給の有

無」の項は、同一の傷病に係る傷病特別支給金についての受給の有無を記

入すること。

４　「９　障害特別給付金申請金額」の欄には、「８　障害特別給付金申請金

額の計算」の欄の�の金額（�の金額が�の金額を超える場合には、�の

金額）を記入すること。

５　「６　厚生年金保険法等の適用関係」の欄には、請求する障害補償年金と

同一の事由により条例附則第５条第１項の表の中欄に掲げる年金たる給付

を受ける者であるときは、「□　　　　　　の被保険者である。」の□に�

印を記入するとともに、その適用を受ける法律の名称を記入すること。

　　なお、この請求書を提出するときに、その年金の種類、年額、支給開始

年月、年金証書の記号番号及び所轄年金事務所名等を記載した書類を添付

すること。また、この請求書に係る年金の支給決定後に条例附則第５条第

１項の表の中欄に掲げる年金たる給付を受けることとなった場合には、速

やかにその旨書類で報告すること。

６　この請求書には、治ゆの時期の決定及び障害等級の決定に必要な医師の

診断書、Ｘ線写真その他の資料を添付すること。

 

―　８４１　――　８４１（８４２欠）　―
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新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　別記様式非第９号

 

―　８４３　―

障害補償一時金請求書
障害特別支給金申請書
障害特別援護金申請書
障害特別給付金申請書

請求（申請）年月日　　　　　　　年　　　月　　　日　　　　新潟県市町村総合事務組合管理者　　　　様

　　　　　　　　　　　　　障害特別支給金
　下記の障害補償一時金　　障害特別援護金　　を請求
　　　　　　　　　　　　　障害特別給付金

（申請）します。

請求（申請）者
の　　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ふ　　り　　が　　な
氏　　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　�

所属部局名所属団体名
１
被
災
職
員
に
関
す
る
事
項

職　　　名氏　　　名
年　　　月　　　日生（　　歳）

治ゆ年月日　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日負　　傷　　又　　は　　　　　　　年　　　月　　　日発病の年月日

障害の部位及びその程度２

既 存 障 害 と そ の 程 度３

　　　　　　　第　　　　　　　級　　　　　　　号障 害 等 級４

　　（補償基礎額）　　　（倍数）
　　　　　　　　　円×　　　　　　　　　　　　　　　＝　　　　　　　円障害補償一時金請求金額５

傷病特別支給金　　　　　　　　　□有
の 受 給 の 有 無　　　　　　　　　□無

障害特別支給金　　　　　　　　円
障害特別援護金　　　　　　　　円

障害特別支給金
障害特別援護金申請金額等６

円
　　（補償基礎額）　　　（倍数）

�　　　　　　　　円×　　　　　　　　　　　　×　　２０　　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００　
障害特別給付金申請金額の
計算７

円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（倍数）　

＝�　１,５００,０００円×
　　　　　３６５　　　　　　

円障害特別給付金申請金額８

　　　　銀行　　　支店振込先金融
機　関　名

振　込　み

９　

送
金
希
望
の
場
合

　□普通預金　　　　□当座預金

口　座　番　号

預金名義者

　　　　銀行　　　支店受取先金融
機　関　名送金小切手

そ　の　他

　　　　　　年　　　　月　　　　日＊受　　　　理

第　　　　　　　級　　　　　　　号＊障　　害　　等　　級

条例第１０条の制限　　　□有　□無
一　時　金

＊　

決　

定　

金　

額

円

円特別支給金

円特別援護金

円特別給付金

円合　　　計

　　年　　　月　　　日＊通　　　　知

　　年　　　月　　　日＊支　　　　払
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〔注意事項〕

１　請求（申請）者は、＊印の欄には記入しないこと。また、該当する□に

�印を記入すること。

２　｢３　既存障害とその程度」の欄には、新たに既存の障害の程度を加重し

た場合にのみ記入するものとし、既存障害について障害補償を支給された

場合は、その該当等級を明記すること。

３　｢５　障害補償一時金請求金額」の欄の「（倍数）」の項には、障害等級に

応ずる条例別表第２に掲げる倍数を記入すること。　

４　｢６　 　申請金額等」の欄の｢傷病特別支給金の受給の有

無」は、同一の傷病に係る傷病特別支給金についての受給の有無を記入す

ること。

５　｢８　障害特別給付金申請金額」の欄には、「７　障害特別給付金申請金

額の計算｣の欄の�の金額（�の金額が�の金額を超える場合には、�の金

額）を記入すること。

６　この請求書には、治ゆの時期の決定及び障害等級の決定に必要な医師の

診断書、Ｘ線写真その他の資料を添付すること。

 

障害特別支給金
障害特別援護金

―　８４４　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則
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新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　別記様式非第９号の２

 

―　８４５　―

障害補償年金差額一時金請求書
障害差額特別給付金申請書

請求（申請）年月日　　　　　　　年　　　月　　　日　　　　新潟県市町村総合事務組合管理者　　　　　様

　下記の障害補償年金差額一時金（障害差額特別給付金）
を

請求（申請）します。

請求（申請）者
の　　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ふ　　り　　が　　な
氏　　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　�

死亡した障害補償
年金の受給権者と
の続柄又は関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所属部局名所属団体名

１　死亡し
た障害補償
年金の受給
権者に関す
る事項

職　　　名氏　　　名
年　　月　　日生（　　歳）

年金証書の番号　　　　　　　　　第　　　　　　　号死亡年月日
年　　月　　日

既存障害と
そ　の　程　度

死　亡　時　の　　　　第　　　　　　　級障　害　等　級

支給された年　　　　　　　　　　　　　　　　　　円金の額の合計
死亡職員との
続柄又は関係受 給 権 者 の 氏 名

２　障害補
償年金差額
一時金請求
金額の計算
等

支給された前　　　　　　　　　　　　　　　　　　円払一時金の額

円
（補償基礎額）（乗ずべき数）　　　　　　　　（支給された年金及び前払一時金の額の合計）

｛　　　　　円×　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　円｝×　　　　　１　　　　　＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受給権者の数）

３　障害補
償年金差額
一時金の請
求金額

円

支 給 さ れ た 特

別 給 付 金 （ 年

金）の額の合計

死亡職員との
続柄又は関係支 給 を 受 け る 者 の 氏 名

４　障害差
額特別給付
金申請金額
の計算等

円

�（補償基礎額）（乗ずべき数）　　　　　　（支給された特別給付金（年金）の額の合計）
　｛　　　　　円×　　　　　　　　　　×　２０　－　　　　　円｝×　　　　１　　　　＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００　　　　　　　　　　　（受給権者の数）

円

�　　　　　　　（乗ずべき数）　　　（支給された特別給付金（年金）の額の合計）
　（１,５００,０００円×　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　円）×　　　　１　　　　＝
　　　　　　　　　　３６５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受給権者の数）

円
５　障害差
額特別給付
金申請金額

　　　　　銀行　　　支店振込先金融
機　関　名

振　込　み

６　

送
金
希
望
の
場
合

□普通預金　　　□当座預金

口　座　番　号

預金名義者

　　　　　銀行　　　支店受取先金融
機　関　名送金小切手

そ　の　他

　　　　　　年　　　　月　　　　日＊受　　　　理

円差額一時金＊
決
定
金
額

円差　額　特　別
給　付　金

円合　　　計

　　年　　　月　　　日＊通　　　　知

　　年　　　月　　　日＊支　　　　払
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〔注意事項〕

１　請求（申請）者は、＊印の欄には記入しないこと。また、該当する□に

�印を記入すること。

２　「１　死亡した障害補償年金の受給権者に関する事項」の「既存障害とそ

の程度」の欄には、既存の障害の程度を加重した場合にのみ記入するもの

とし、既存障害について障害補償を支給された場合は、その該当等級を明

記すること。

３　「２　障害補償年金差額一時金請求金額の計算等」の「死亡職員との続柄

又は関係」の欄には、その者が請求者であるときは○請 、その者が死亡した

障害補償年金の受給権者と生計を同じくしていた者であるときは○生 と、併

せて記入すること。また、「（乗ずべき数）」の項には、障害等級に応ずる条

例附則第２条の３第１項の表の右欄に掲げる補償基礎額に乗ずべき数を記

入すること。

４　「４　障害差額特別給付金申請金額の計算等」の欄の「（乗ずべき数）」の

項には、３の例により記入すること。

５　「５　障害差額特別給付金申請金額」の欄には、「４　障害差額特別給付

金申請金額の計算等」の欄の�の金額（�の金額が�の金額を超える場合

には、�の金額）を記入すること。

６　この請求書には、次に掲げる書類を添付すること。ただし、この請求書

の提出前に、他の補償の請求に関し、既に提出されている書類又はその写

しについては、添付の必要はないこと。

�　障害補償年金の受給権者の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他

当該障害補償年金の受給権者の死亡の事実を証明する書類又はその写し

�　請求者と死亡した障害補償年金の受給権者との続柄又は関係に関する

市区町村長の発行する証明書

�　請求者が、婚姻の届出をしていないが、障害補償年金の受給権者の死

亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事

実を認めることのできる書類

�　請求者が障害補償年金の受給権者の死亡の当時その者と生計を同じく

していた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であるときは、障

―　８４６　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則
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新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

害補償年金の受給権者の死亡の当時生計を同じくしていた事実を認める

ことのできる書類

�　請求者が配偶者以外の者であるときは、他に先順位者のないことを証

明する書類

�　請求者が、死亡した障害補償年金の受給権者の遺言又はその任命権者

に対する予告により特に指定された者であるときは、これを証明する書

類

 

―　８４７　―
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　別記様式非第９号の３

障害補償年金前払一時金請求書
 

―　８４８　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

請求年月日　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

　下記の障害補償年金前払一時金を
請求します。

請求者の住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ふ　　り　　が　　な
氏　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　�

　　　　　　第　　　　　　　級１　障 害 等 級

２　既存障害とその程度

　　　　　　年　　　月　　　日
３　障害補償年金の支給決

定に関する通知を受けた
年月日

　　　　　　第　　　　　　　号４　年 金 証 書 の 番 号

　　　　　　年　　　月分から
円

　　　　　　年　　　月分まで

５　障害補償年金前払一時
金の申出を行った月まで
の期間に係る障害補償年
金の額の合計額

�　限度額を選択した場合
（補償基礎額）（乗ずべき数）
　　　　　　円×　　　　＝　　円

□障害補償年金前払
　一時金の限度額

６　請求者が選択する障害
補償年金前払一時金の請
求金額の計算表

�　限度額以外を選択した場合

（補償基礎額）
　　　　　　円×　　日分＝　　円

　　　　□１２００日分

　　　　□１０００日分

補償基　□　８００日分　に相当

礎額の　□　６００日分　する額

　　　　□　４００日分

　　　　□　２００日分

　請　求　金　額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　銀行　　支店振込先金融
機　関　名

振　込　み

７　送金希
望の場合

　□普通預金　　□当座預金

口　座　番　号

預金名義者

　　銀行　　支店受取先金融
機　関　名送金小切手

そ　の　他

年　　月　　日※受　　理

円※決定金額

年　　月　　日※通　　知

年　　月　　日※支　　払
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新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〔注意事項〕

１　請求者は、※印の欄には記入しないこと。

２　「２　既存障害とその程度」の欄には、新たに既存の障害の程度を加重し

た場合にのみ記入するものとし、既存障害について障害補償を支給された

場合は、その該当等級を明記すること。

３　「５　障害補償年金前払一時金の申出を行った月までの期間に係る障害

補償年金の額の合計額」の欄には、障害補償年金の最初の支払いに先立っ

て申し出る場合は記入しないこと。

４　「６　請求者が選択する障害補償年金前払一時金の請求金額の計算等」の

欄については、請求者が選択する□に�印を記入すること。

 

―　８４９　―
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　別記様式非第１０号

 

―　８５０　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

災　　　害　　　補　　　償
障害補償変更請求書

請求年月日　　　　　年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

　　　下記のとおり障害補償の変更
　　を請求します。

請求者の年金
証書の番号　　　　第　　　　号　

住　　　　所　　　　　　　　　　

ふ　　り　　が　　な
氏　　　　名　　　　　　　　　　�

　　第　　　　　　　　　　　　　級１
　現在受けている障害補償年金の

　　障害等級

年　　　　　月　２
　現在受けている障害補償年金の

　　支給が開始された年月

年　　　　月　　　　日　３
　障害の程度に変更があった年月

　　日

（第　　　級）　４
　変更後の障害の部位及びその程

　　度

（年金補償基礎額）（倍数）
　　　　　　　円×　　＝　　　　　　円

年　　　金

５　変更後の障害補償
　　請求金額 （補償基礎額）　　　（倍数）

　　　　　　　円×　　＝　　　　　　円
一　時　金

□変更　　□不変更

年　　月　　日
＊通　　知

　　　年　　　月　　　日＊受　　理

　第　　　　　　　　級＊変更後の
　障害等級

年　　月　　日＊支　　払
　（一時金）□年　金　　　　　　　円

＊決定金額
年　　月　＊支給開始

　年　　月
□一時金

円
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新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〔注意事項〕

１　請求者は、＊印の欄には記入しないこと。

２　「４　変更後の障害の部位及びその程度」の欄の記入事項が添付する診断

書の記載事項と同じであるときは、「診断書のとおり」と記入すること。

３　この請求書には、障害の程度に変更があった時期の決定及び変更後の障

害等級の決定に必要な医師の診断書とその他の資料を添付すること。

 

―　８５１　―
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　別記様式非第１０号の２

 

―　８５２　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

　第　　　　　回請求回数　　　　　　　　　　　　　　　介　護　補　償　請　求　書

請　求　年　月　日　　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　日

新潟県市町村総合事務組合管理者　　様

下記の介護補償を請求します。

請求者の住所　　　　　　　　　　　　　　　　　

ふ　　り　　が　　な
氏　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　�

職　　　名所属部局名
　

関
す
る
事
項

１
被
災
職
員
に

氏　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日生（　　歳）

負傷又は発病の年月日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

第　　　　　　　　号３　年金証書の番号
　□傷病等級（第　　級　　号）
　□障害等級（第　　級　　号）

２　傷病等級又は
　　障害等級

　　□常時介護を要する状態　□随時介護を要する状態４　介護を要する状態の常時又は随時の別

請 求 月 額介 護 費 用 と し て
支 出 し た 額

介 護 費 用 を 支 出 せ ず に
介 護 を 受 け た 日 の 有 無請求対象年月

５　

請
求
金
額
等

円円□　ある　　□　ない　　　　年　　月

円円□　ある　　□　ない　　　　年　　月

円円□　ある　　□　ない　　　　年　　月

円介護補償請求金額（請求月額の合計）

□居宅　　□病院：施設等（名称：　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　入院：入所期間（　　　　　年　　月　　日～　　　　　年　　　月　　　日）

６　介護を受けた場所

請求者が介護を受けた期間請 求 者 と の
続柄又は関係氏　　　名　

　

従
事
し
た
者

７　

介
護
に　
　

　　　　　年　　　月　　　日～　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　　月　　　日～　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　年　　　月　　　日～　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　銀行　　　　　支店振　込　先
金融機関名

振　込　み
８　

送
金
希
望
の
場
合

□　普通預金　　　□　当座預金

口 座 番 号

預金名義者

　　　　　銀行　　　　　支店受　取　先
金融機関名送金小切手

そ　の　他

　　　　　年　　　月　　　日＊
受　　　理

円＊
決 定 金 額

　　　　　年　　　月　　　日＊
通　　　知

　　　　　年　　　月　　　日＊
支　　　払
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新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〔注意事項〕

１　請求者は、＊印の欄には記入しないこと。また、該当する□に�印を記

入すること。

２　「５　請求金額等」の欄の「請求対象年月」、「介護費用を支出せずに介護

を受けた日の有無」、「介護費用として支出した額」、「請求月額」の項には、

一の月ごとに記入すること。なお、当該欄が不足する場合には、別葉にし

ても差し支えないこと。

３　「７　介護に従事した者」の欄には、介護費用を支出せずに介護を受けた

日がある場合に当該介護を行った者について記入すること。なお、当該欄

が不足する場合には、別葉にしても差し支えないこと。

４　この請求書には、次に掲げる書類を添付すること。

�　障害を有することに伴う日常生活の状態に関する医師又は歯科医師の

診断書（ただし、第２回目以後の請求において介護を要する状態の常時

又は随時の別に変更がない場合には、省略することができるものである

こと。）

�　介護補償を受けようとする期間における介護の事実並びに当該介護に

従事した者の氏名及び請求者との続柄又は関係を記載した書類（ただ

し、第２回目以後の請求において一の月に介護費用を支出せず介護を受

けた日があり当該介護を行う者が前回の請求における介護費用請求書に

記載された者と変更がない場合で、当該月に係る介護補償の請求月額が

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の介護補償の支給額

（平成１６年告示第１７号。以下「告示」という。）の表常時介護を要する状

態の項の介護を受けた日の区分の欄第２号に応ずる金額の欄に掲げる額

（随時介護を要する状態にあるときは、同表随時介護を要する状態の項

の介護を受けた日の区分の欄第２号に応ずる金額の欄に掲げる額。）で

あるときには、その月に係る当該書類の添付を省略することができるも

のであること。）

�　介護費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護

を受けた年月日及び時間並びに当該介護費用として一の月に支出した額

を証明することができる書類（ただし、第２回目以後の請求において一

―　８５３　―
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の月に介護費用を支出せず介護を受けた日がある場合で、当該月に係る

介護補償の請求月額が告示の表常時介護を要する状態の項の介護を受け

た日の区分の欄第２号に応ずる金額の欄に掲げる額（随時介護を要する

状態にあるときは、同表随時介護を要する状態の項の介護を受けた日の

区分の欄第２号に応ずる金額の欄に掲げる額。）であるときには、その月

に係る当該書類の添付を省略することができるものであること。）

 

―　８５６　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

―　８５３―１（８５３―２欠）　―
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　別記様式非第１１号

 

―　８５４　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

遺族補償年金請求書
遺族特別支給金申請書
遺族特別援護金申請書
遺族特別給付金申請書

請求（申請）年月日　　　　　　　　　年　　　月　　　日　　　新潟県市町村総合事務組合管理者　　　様
　

　　　　　　　　　　　遺族特別支給金
　下記の遺族補償年金　遺族特別援護金　を請求
　　　　　　　　　　　遺族特別給付金

（申請）します。

請求（申請）者
（代表者）の住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ふ　　り　　が　　な
氏　　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�

死亡職員との続柄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所属部局名所属団体名

１

死亡職員に

関する事項

職　　　名氏　　　名
年　　月　　日生（　　歳）

死　　　亡　　　　　　　　　年　　　月　　　日年　月　日
負　　傷　　又　　は　　　　　　　年　　　月　　　日発病の年月日

□職員の死亡　□先順位者の失権　□胎児であった子の出生　□先順位者の所在不明２　請求の事由 

備　　考死亡職員との続柄住　　　　　所年令生年月日氏　　　　　名
３
請求者及び
遺族補償年
金を受ける
ことができ
る遺族

備　　考死亡職員との続柄住　　　　　所年令生年月日氏　　　　　名４
既に遺族補
償年金を受
けている者

　（年金補償基礎額）（倍数）
　　　　　　　　円×　　　　　　　　×　　　　１　　　　＝　　　　　　　　　　　　　　円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受給権者の数）

５
遺族補償年
金請求金額
の計算

円□受給権者が１人の場合又は　　　□代表者を選任した場合　代表者を選任しない場合
６　遺族補償
年金請求金額

□　　　　　の被保険者である　　　□被保険者でない７　厚生年金保険法等の適用
　　関係

遺族特別援護金

　　　　円×　　　１　　　＝　　　円
　　　　　　（受給権者の数）

遺族特別支給金

３,０００,０００円×　　　１　　　＝　　　円
　　　　　　（受給権者の数）

　　遺族特別支給金申請金額８　遺族特別援護金
　　の計算

（年金補償基礎額）（倍数）

�｛　　　　　円×　　　　×　２０　｝×　　　　１　　　　＝　　　　　　　円
　　　　　　　　　　　　　　　１００　　　（受給権者の数）　　遺 族 特 別 給 付 金

９
　　申 請 金 額 の 計 算 　　　　　　　　（乗ずべき数）

�　１,５００,０００円×　　　　　　×　　　　１　　　＝　　　　　　　　　　　　円
　　　　　　　　　　　３６５　　　　　（受給権者の数）　

遺族特別支給金　　　　　　　　　　円
遺族特別援護金　　　　　　　　　　円
遺族特別給付金　　　　　　　　　　円

□受給権者が１人の場合又は代表者を
　選任しない場合
□代表者を選任した場合

　　遺族特別支給金
１０　遺族特別援護金申請金額
　　遺族特別給付金

　　　銀行　　　支店振込先金融
機　関　名

振　込　み

　
　

送
金
希
望
の
場
合

１１
　　□普通預金　　□当座預金

口 座 番 号

預金名義者

　　　銀行　　　支店受取先金融
機　関　名送金小切手

そ　の　他

年　　　月　　　日＊受　　　　理

円□受給権者が１
人の場合又は
代表者を選任
しない場合

□代表者を選任
した場合

＊年 金 決 定 年 額

円＊特別支給金決定金額

円＊特別援護金決定金額

円＊特別給付金決定年額

年　　月　　日＊通　　　　　　　　知

第　　　　　　号＊年 金 証 書 の 番 号

年　　　月＊年　　金・特別給付金
　支給開始年月

年　　月　　日＊特別支給金・特別援護
　金の支払
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新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
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〔注意事項〕

１　請求（申請）者は、＊印の欄には記入しないこと。また、該当する□に

�印を記入すること。

２　「３　請求者及び遺族補償年金を受けることができる遺族」の欄の備考に

は、その者が請求者であるときは○請 、その者が代理者であるときは○代 、そ

の者が障害等級第７級以上の障害の状態にあるときは○障 、また、その者が

請求者と生計を同じくしているときは○生 と明記すること。

３　「４　既に遺族補償年金を受けている者」の欄には、「２　請求の事由」

の欄の記入が「職員の死亡」以外の場合に記入すること。

４　「６　遺族補償年金請求金額」の欄の金額の項には、受給権者が１人の場

合又は代表者を選任しない場合には、「５　遺族補償年金請求金額の計算」

の欄に記入した金額を記入し、また、代表者を選任した場合には、当該金

額に受給権者の数を乗じて得た金額を記入すること。

５　「７　厚生年金保険法等の適用関係」の欄には、死亡職員又は請求者が条

例附則第５条第１項の表の中欄に掲げる年金たる給付を受ける者であると

きは、「□　　　　　の被保険者であった。」の□に�印を記入するととも

に、その適用を受ける法律の名称を記入すること。

　　なお、この請求書を提出するときに、その年金の種類、年額、支給開始

年月、年金証書の記号番号及び所轄年金事務所名等を記載した書類を添付

すること。また、この請求書に係る年金の支給決定後に条例附則第５条第

１項の表の中欄に掲げる年金たる給付を受けることとなった場合には、速

やかにその旨書類で報告すること。

６　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　別援護金の額の項及び遺族特別給付金の額の項には、代表者を選任した場

　給付金申請金額の計算」の欄に記入したそれぞれの額（遺族特別給付の金

額については、�の額又は�の額が�の額を超える場合は�の額）に受給

権者の数を乗じて得た額を記入すること。

―　８５５　―

　　「　　　遺族特別支給金
　　１０　遺族特別援護金申請金額　の欄の遺族特別支給金の額の項、遺族特
　　　　遺族特別給付金　　　　」

合には、「８　遺族特別支給金 
　　　　　　遺族特別援護金　申請金額の計算」の欄及び「９　遺族特別
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７　この請求書には、次に掲げる書類を添付すること。ただし、この請求書

の提出前に、当該職員の死亡について遺族補償年金の支給が行われていた

ときは、次の�、�及び�に掲げる書類は添付する必要はないこと。

�　職員の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他職員の死亡の事実及

びその死亡が公務又は通勤により生じたものであることを証明する書類

又はその写し

�　請求者及び請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族の氏

名、本籍及び死亡職員との続柄に関する市町村長又は区長の発行する証

明書（戸籍の謄本又は抄本でもよい。）

�　請求者及び請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が職

員の死亡の当時その収入によって生計を維持していた事実を認めること

のできる書類

�　請求者が、婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻

関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることので

きる書類

�　請求者が妻１人で、障害等級第７級以上の障害の状態にあるとき（５５

歳以上の場合を除く。）は、その者が職員の死亡の時以後当該障害の状態

にあったこと及び当該障害の状態が生じ、又はその事情がなくなった時

を証明する医師の診断書その他の書類

�　請求者（前号を除く。）又は請求者以外の遺族補償年金を受けることが

できる遺族が障害等級第７級以上の障害の状態にある者であるときは、

その者が職員の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあることを証

明する医師の診断書その他の書類

�　請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が請求者と生計

を同じくしているときは、その事実を認めることのできる書類

�　災害が第三者の行為によって生じたものであるときは、その事実、第

三者の氏名及び住所（第三者の氏名及び住所がわからないときは、その

旨）を記載した書類

�　請求者が２人以上ある場合で代表者を選任したときは、代表者以外の

請求者の同意書等その者が代表者であることを認めることができる書

―　８５６　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則
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新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
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類。また、代表者を選任しないときは、その理由を記載した書類

８　この申請書には、申請者が２人以上ある場合で代表者を選任したとき

は、代表者以外の申請者の同意書等その者が代表者であることを認めるこ

とができる書類。また、代表者を選任しないときは、その理由を記載した

書類を添付すること。ただし、７の�に掲げる書類と同じ書類について

は、添付する必要はないこと。

 

―　８５７　―
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　別記様式非第１１号の２

 

―　８５８　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

請求年月日　　　　　　　　　年　　月　　日　新潟県市町村総合事務組合管理者
　　　　　　　　　　　　　　　様

　下記の遺族補償年金前払一時金を

請求します。

請求者（代表者）
の　　住　　所　　　　　　　　　　　　　　

ふ　　り　　が　　な
氏　　　　　名　　　　　　　　　　　　　�

死亡職員との続柄　　　　　　　　　　　　　

円

（補償基礎額）（倍数）

　　　　　円×　　×　　　　１　　　　＝　　　　
　　　　　　　　　　　（受給権者の数）

１　遺族補償年金前払一

　時金請求金額の計算

円
受給権者が１人の場合
又は代表者を選任しな
い場合２　遺族補償年金前払一

　時金請求額

円

　１の計　　受給権
　算　額　　者の数
　　　　円×　　　＝

代表者を選任した場合

円

　　　　年　　　月分から　　　　年　　　　月分まで３　遺族補償年金前払一
時金の申出を行った月
までの期間に係る遺族
補償年金の額

円
４　補償基礎額の１０００倍

に相当する額から３の
額を差し引いた額

年　　　　　月　　　　　日　　
５　条例第３条第２項に

よる通知を受けた年月
日

　　銀行　　支店振込先金融
機　関　名

振　込　み

６　

送　
金　
希　
望　
の　
場　
合

　□普通預金　　□当座預金

口 座 番 号

預金名義者

　　銀行　　支店振込先金融
機　関　名送金小切手

そ　の　他

年　　月　　日＊受　　理

□受給権者が１
人の場合又は
代表者を選任
しない場合

□代表者を選任
した場合

円

＊決定金額

年　　月　　日＊通　　知

年　　月　　日＊支　　払

第　　　　　　　号＊年金証書
　の　番　号

遺族補償年金前払一時金請求書
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〔注意事項〕

１　請求者は、＊印の欄には記入しないこと。また、該当する□に�印を記

入すること。

２　「１　遺族補償年金前払一時金請求金額の計算」の欄中「倍数」の欄に

は、請求者（代表者）が選択する遺族補償年金前払一時金の額の算定の基

礎となる倍数を記入すること。

３　遺族補償年金の最初の支払に先立って、遺族補償年金前払一時金の支給

の申出をする者は、「３　遺族補償年金前払一時金の申出を行った月まで

の期間に係る遺族補償年金の額」及び「４　補償基礎額の１０００倍に相当す

る額から３の額を差し引いた額」の欄には記入しないこと。

４　請求者が２人以上ある場合で代表者を選任したときは、代表者以外の請

求者の同意書等その者が代表者であることを認めることができる書類、ま

た、代表者を選任しないときは、その理由を記載した書類を添付すること。

 

―　８５９　―
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　別記様式非第１２号

 

―　８６０　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

遺族補償一時金請求書
遺族特別支給金申請書
遺族特別援護金申請書
遺族特別給付金申請書

請求（申請）年月日　　　　　　　　年　　　月　　　日
　　　　新潟県市町村総合事務組合管理者　　　　様

　　　　　　　　　　　　　遺族特別支給金
　下記の遺族補償一時金　　遺族特別援護金　　を請求
　　　　　　　　　　　　　遺族特別給付金

（申請）します。

請求（申請）者
の　　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ふ　　り　　が　　な

氏　　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　�
死 亡 職 員 と の
続 柄 又 は 関 係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所属部局名所属団体名
　
　

関
す
る
事
項

１　

死
亡
職
員
に

職　　　名氏　　　名
年　　月　　日生（　　歳）

死　　　亡　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日年　月　日
負　　傷　　又　　は　　　　　　　　年　　月　　日発病の年月日

（補償基礎額）　（倍　数）　　　　（支給された年金及び
　　　　　　　　　　　　　　　　前払一時金の額の総計）

（　　　　　円×　　　－　　　　　　　　　　　　円）

×　　　１　　　　＝　　　　　　　　　　　　　　　円
　　（受給権者の数）

死亡職員との
続柄又は関係生年月日受給権者の氏名２　

遺
族
補
償
一
時
金
請
求
金
額
の
計
算
等

支給された特別給付金額の
合　　　　　計

支給された年金及び
前払一時金の額の合計

年 金 証 書
の 番 号

年 金 の 受 給 権 者
であった者の氏名

遺族補償
年金（遺
族特別給
付金）が支
給されて
いた場合

円円第　　　号

円円第　　　号

円円第　　　号

円円総　　　　　　　計

円３　遺族補償一時金請求金額

遺族特別援護金（総額）

　　　　円×　　　１　　　＝　　　　円
　　　　　　（受給権者の数）

遺族特別支給金（総額）

　　　　円×　　　１　　　＝　　　円
　　　　　　（受給権者の数）

４　遺族特別支給金申請金額　　遺族特別援護金

　（補償基礎額）　（倍数）　　　　　　　　　（支給された特別給付金の額の総計）

�（　　　　円×　　　　×　２０　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円）　　　　　　　　　　　　　　１００
　×　　　　１　　　　　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　　　（受給権者の数）

５　遺族特別給付金申請金額
　　の計算

　　　　　　　（乗ずべき数）（支給された特別給付金の額の総計）

�（１,５００,０００円×　　　　－　　　　　円）×　　　１　　　　＝　　　　　　円
　　　　　　　　　３６５　　　　　　　　　　　（受給権者の数）

円６　遺族特別給付金申請金額

円一　時　金

＊　
決　
定　
金　
額

　　　銀行　　　　支店振込先金融
機　関　名

振　込　み

７　

送
金
希
望
の
場
合

円特別支給金　□普通預金　　　　□当座預金

円特別援護金口 座 番 号

円特別給付金預金名義者

円合　　　計　　　銀行　　　　支店受取先金融
機　関　名送金小切手

年　　　月　　　日＊通　　　　知そ　の　他

年　　　月　　　日＊支　　　　払年　　　　月　　　　日＊受　　　　理
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新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〔注意事項〕

１　請求（申請）者は、＊印の欄には記入しないこと。また、該当する□に

�印を記入すること。

２　「２　遺族補償一時金請求金額の計算等」の欄の「受給権者の氏名」の項

には、すべての受給権者について記入すること。

３　「２　遺族補償一時金請求金額の計算等」の欄の「遺族補償年金（遺族特

別給付金）が支給されていた場合」の項には、この請求（申請）書の提出

前に当該補償（遺族特別給付金の支給）の事由となった職員の死亡に係る

遺族補償年金（遺族特別給付金）の支給が行われていた場合にのみ記入す

ること。

　　　　　　　　　　　　　申請金額」の欄の「遺族特別支給金」及び「遺

族特別援護金」の項中「（総額）」の箇所には、福祉事業に関する規程第１３

条第２項各号に掲げる金額のうち申請者の該当するもの及び福祉事業に関

する規程第１５条第２項各号に掲げる金額のうち申請者の該当するものをそ

れぞれ記入すること。

５　「６　遺族特別給付金申請金額」の欄には、「５　遺族特別給付金申請金

額の計算」の欄の�の金額（�の金額が�の金額を超える場合には、�の

金額）を記入すること。

６　この請求書には、次に掲げる書類を添付すること。ただし、この請求書

の提出前に、当該職員の死亡について公務災害又は通勤災害の認定請求書

が提出されているとき又は遺族補償年金の支給が行われていたときは、次

の�及び�に掲げる書類は添付する必要がないこと。

�　職員の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他職員の死亡の事実及

びその死亡が公務又は通勤により生じたものであることを証明する書類

又はその写し

�　請求者と死亡職員との続柄又は関係に関する市区町村長の発行する証

明書

�　請求者が、婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻

関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることので

きる書類

―　８６１　―

４　「４　遺族特別支給金遺族特別援護金
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�　職員の死亡に係る遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、か

つ、請求者に先順位者のないことを証明する書類

�　請求者が死亡職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、

祖父母及び兄弟姉妹であるときは、職員の死亡の当時その収入によって

生計を維持していた事実を認めることのできる書類

�　請求者が配偶者並びに死亡職員の収入によって生計を維持していた

子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の者で、主として死亡職員の収

入によって生計を維持していた者であるときは、職員の死亡の当時主と

してその収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書

類

�　請求者が、死亡職員の遺言又はその任命権者に対する予告により特に

指定された者であるときは、これを証明する書類

�　災害が第三者の行為によって生じたものであるときは、その事実、第

三者の氏名及び住所（第三者の氏名及び住所がわからないときは、その

旨）を記載した書類

 

―　８６２　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則
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　別記様式非第１３号

 

―　８６３　―

災　害　補　償
葬祭補償請求書

請求年月日　　　　　　　　年　月　日
　新潟県市町村総合事務組合管理者　様　

　　下記の葬祭補償を請求します。

請求者の住所　　　　　　　　　　　

ふ　　り　　が　　な
氏　　　　名　　　　　　　　　　　�

死亡職員との
続柄又は関係　　　　　　　　　　　

職　　　名所属部局名　
　

関
す
る
事
項

１　

死
亡
職
員
に

氏　　　名
年　　月　　日生（　　歳）

死　亡
年月日　　　　　　　　年　　月　　日

負傷又は発
病の年月日　　　　年　月　日

円
�　　　　　　　　（補償基礎額）
　　３１５,０００円＋　　　　　　　　　円　×　３０　＝　　　　　　　　　　

　
　

金
額
の
計
算　

２　

葬
祭
補
償
請
求

円
�　（補償基礎額）
　　　　　　　　　円　×　６０　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　

�
　�、�のうち高い金額　　　　　　　　□�　　　　　□�

　３　葬祭補償請求金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　銀行　　支店振込先金融
機　関　名

振　込　み

４　

送
金
希
望
の
場
合　
　
　

□普通預金　　□当座預金

口 座 番 号

預金名義者

　　銀行　　支店振込先金融
機　関　名送金小切手

そ　の　他

　　年　月　日
＊
受　　理

円
＊
決定金額

　　年　月　日
＊
通　　知

　　年　月　日
＊
支　　払

〔注意事項〕

　請求者は、＊印の欄には記入しないこと。また、該当する□に�印を記入

すること。
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　別記様式非第１４号

 

―　８６４　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

未支給の補償請求書
未支給の福祉事業申請書

請求（申請）年月日　　　　　　　年　　月　　日
　　新 潟 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合 管 理者　　　様　

　　　下記の未支給の補償（福祉事業）の支給を請求

　　（申請）します。

請求（申請）者の住所　　　　　　　　　　　　

ふ　　り　　が　　な
氏　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　�

死亡した受給
権者との続柄　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　　　名１　死亡した

　　受給権者 年　　　　　月　　　　　日　　　死亡年月日

年金たる補償のときは　　　　　　　　　　　　　
年金証書の番号　　　　　　　第　　　　号　　　

種　　　類２　未支給の

　　補　　償 円請 求 金 額

種　　　類３　未支給の

　　福祉事業 円申 請 金 額

　　銀行　　　支店
振込先金融
機　関　名

振　込　み

４　

送
金
希
望
の
場
合　
　
　

□普通預金　　　　□当座預金

口 座 番 号

預金名義者

　　銀行　　　支店
受取先金融
機　関　名送金小切手

そ　の　他

年　　　月　　　日＊受　　理

円補　　償
＊決定金額

円福祉事業

年　　　月　　　日＊通　　知

年　　　月　　　日＊支　　払
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〔注意事項〕

１　この請求（申請）書は、未支給の補償及び福祉事業を請求（申請）する

場合に用いること。

２　請求（申請）者は、＊印の欄には記入しないこと。また、該当する□に

�印を記入すること。

３　この請求書には、次に掲げる書類を添付すること。ただし、請求者が未

支給の補償と併せて、遺族補償又は葬祭補償を請求する場合には、当該遺

族補償又は葬祭補償を請求するために提出すべき書類と同じ書類について

は、添付する必要はないこと。

�　死亡受給権者の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他死亡受給権

者の死亡を証明する書類又はその写

�　未支給の補償が遺族補償年金以外の補償であるときは、次に掲げる書

類

イ　請求者と死亡受給権者との続柄に関する市区町村長の発行する証明

書

ロ　請求者が受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた事実

を認めることのできる書類

ハ　請求者が、婚姻の届出をしていないが、受給権者の死亡の当時事実

上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認める

ことのできる書類

�　請求者が配偶者以外の者であるときは、他に先順位者のいないことを

証明する書類

�　死亡受給権者が、この請求に係る未支給の補償分についてまだ請求を

していなかったときは、その請求を行うこととした場合に必要な書類

４　この申請書には、３の�、３の�のイ、ロ、ハ、３の�及び３の�に掲

げる書類に相当する書類を添付すること。ただし、補償又は福祉事業の請

求又は申請のため、この申請書の提出前に既に提出されている書類と同じ

書類については、添付する必要はないこと。

 

―　８６５　―
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　別記様式非第１５号

 

―　８６６　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

災　　　害　　　補　　　償
遺族補償年金支給停止申請書

申請年月日　　　　　　　年　月　日

　新潟県市町村総合事務組合管理者　　様

下記の所在不明者にかかる遺族

補償年金の支給停止を申請します。

申　請　者　の
年金証書の番号　　　第　　　　　号

住　　　　　所　　　　　　　　　

ふ　　り　　が　　な
氏　　　　名　　　　　　　　　　�

　年　月　日生（　歳）
所在不明者との続柄　　　　　　　　

年 金 証 書 の 番 号　　　　　　　　　　第　　　　号

氏　　　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

最 後 の 住 所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所在不明となった
年　　　月　　　日　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日　　　　

所 在 不 明 の 事 由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１　

所
在
不
明
者

所在不明者との
続柄　　　　　

年金証書の番号住　　　　　所氏　　　名２　

申
請
者
の
同
順
位
者

　第　　　　号

　第　　　　号

　第　　　　号

　第　　　　号

　第　　　　号

年　　月　　日＊通知年　　月　　日＊受　　理

年　月分から停止＊決定内容
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〔注意事項〕

１　申請者は、＊印の欄には記入しないこと。

２　「申請者の年金証書の番号」の項は、申請者が所在不明者と同順位者であ

る場合にのみ記入すること。

３　「１　所在不明者」の欄の年金証書の番号の項は、その番号が不明のとき

は記入する必要はないこと。

４　「２　申請者の同順位者」の欄には、所在不明者の同順位者があるとき

は、その同順位者について、同順位者がないときは、その次順位者である

申請者の同順位者について記入し、後者の場合は、同欄中の「年金証書の

番号」の項の記入は必要ないこと。

５　この申請書には、所在不明者の所在が１年以上明らかでないことを証明

する書類を添付すること。 

―　８６７　―
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　別記様式非第１６号

〔注意事項〕

１　申請者は、＊印の欄には記入しないこと。

２　この申請書を提出するときには、あわせて年金証書を提出すること。

―　８６８　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

災 害 補 償
遺族補償年金支給停止解除申請書

申請年月日　　　　　　　年　月　日

　新潟県市町村総合事務組合管理者　　様

下記のとおり遺族補償年金の支

給停止の解除を申請します。

申　請　者　の
年金証書の番号　　　第　　　　　号

住　　　　　所　　　　　　　　　　

ふ　　り　　が　　な
氏　　　　名　　　　　　　　　　�

　　年　　月　　日生（　　歳）

年　　　　月　　　　支給停止となった年月

年　　月　　日＊通知年　　月　　日＊受　　理

年　月分から解除＊決定内容
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別記様式非第１７号

 

―　８６９　―

　　　第　　　号　　

災　害　補　償

年　　金　　証　　書

新潟県市町村総合事務組合

��

受給権者の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　年　　　月　　　日生

補償の種類　　　　　　　　補償年金（第　　　　　級）

支給開始年月　　　　　　　　　　　　年　　　　　月

　新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の規定により上記のとおり
支給します。

年　　月　　日　

　　新潟県市町村総合事務組合管理者　　　　　　�印 

〔　注　意　事　項　〕

　（別記のとおり）

��
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〔注意事項〕

１　この証書は、新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務

災害補償等に関する条例（以下「条例」という。）によって傷病補償年金、

障害補償年金又は遺族補償年金の支給を受ける権利を有することを証明す

る書類ですから大切に保管してください。

２　この補償は、毎年２月、４月、６月、８月、１０月及び１２月に、それぞれ

の前月までの分を支払います。なお、損害補償を受けたときは、その限度

で年金が支払われないことになりますので、詳細は新潟県市町村総合事務

組合にお問い合わせください。

３　次の場合に該当することとなったときは、速やかにその事実を証明する

書類を添えてその旨を総合事務組合に届け出てください。

�　氏名又は住所を変更した場合

�　この年金と同一の事由によって、昭和６１年３月以前から支給され、か

つ、現に支給されている旧船員保険法、旧厚生年金保険法若しくは旧国

民年金法の規定による年金の額が変更された場合若しくはその支給を受

けられなくなった場合又は厚生年金保険法若しくは国民年金法の規定に

よる年金の支給を受けることとなった場合、その額が変更された場合若

しくはその支給を受けられなくなった場合

�　傷病補償年金においては、その傷病等級に変更のあった場合

�　障害補償年金においては、その障害等級に変更のあった場合

�　遺族補償年金においては、その算定の基礎となる遺族の数に増減を生

じた場合

�　遺族補償年金で受給権者が妻１人だけの場合において、その妻が５５歳

に達したとき（条例別表第２の障害等級表の第７級以上の障害の状態に

あるときを除く。）

�　遺族補償年金で受給権者が妻１人だけの場合において、その妻が条例

別表第２の障害等級表の第７級以上の障害の状態になり、又はその状態

でなくなったとき（５５歳以上であるときを除く。）

４　この補償を受ける権利は譲り渡したり、担保に供することはできませ

ん。また、差押えを受けることもありません。

―　８７０　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則
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５　年金受給権者（遺族補償年金の場合にあっては被災職員の妻であった者

に限る。）が、銀行等の金融機関の少額預金の利子所得等の非課税取扱いを

受けようとする場合は、年金証書の金融機関の営業所等に提示することに

より非課税の取扱いが認められます。

６　この請求書を亡失したり、著しく損傷したときは再交付を総合事務組合

に請求してください。また、証書の記載事項に変更を生じた場合はこの証

書と引換えに新しい証書を交付します。

７　あらかじめ管理者からその必要がないと通知された場合を除き、毎年２

月１日から同月末日までの間に、新潟県市町村総合事務組合に対し障害の

現状又は遺族の現状に関する報告書を提出してください。

８　この年金を受ける権利を失った場合は、この証書を新潟県市町村総合事

務組合に返納してください。年金を受ける権利を失う場合は、次のいずれ

かに該当した場合です。

　�　傷病補償年金の場合

　　イ　受給権者が死亡した場合

　　ロ　条例別表第１の傷病等級に該当しなくなった場合

　�　障害補償年金の場合

　　イ　受給権者が死亡した場合

　　ロ　条例別表第２の障害等級表の第７級以上に該当しなくなった場合

　�　遺族補償年金の場合

　　イ　受給権者が死亡した場合

ロ　受給権者が婚姻（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事

情にある者を含む。）をした場合

ハ　直系血族又は直系姻族以外の者の養子（届出をしていないが、事実

上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。）となった場合

　　ニ　離縁によって、死亡した職員との親族関係が終了した場合

ホ　受給権者が死亡した職員の子、孫又は兄弟姉妹であるときは、その

者が１８歳に達する日以後の最初の３月３１日が終了した場合（その者が

職員の死亡の時から引き続き条例別表第２の障害等級表の第７級以上

の障害の状態にある場合を除く。）

―　８７１　―
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ヘ　条例別表第２の障害等級表の第７級以上の障害の状態にあることに

より受給権者となっている者がその状態でなくなった場合

９　管理者又は新潟県市町村総合事務組合公務災害補償等審査会から報告又

は出頭等を求められたとき、その報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、

文書その他物件を提出せず、出頭せず又は医師の診断を拒んだ者は、条例

第２４条の規定により、２０万円以下の罰金に処せられます。

 

―　８７２　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則
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　別記様式非第１８号

療養補償決定通知書

 

―　８７３　―

年　月　日

　　　　　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合管理者　　　　�印 　　

療養補償の決定について

　　　　　　　年　　　月　　　日付けをもって請求のあった療養補償について、審査の結果、下

記のとおり決定したので、通知します。

記

　□支　　　給

　□不　支　給

１　受 給 権 者 の 氏 名　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２　支 払 金 額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　

３　支払の場所及び方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４　支　払　日（振込日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日　

５　委任に基づく受領者 住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

６　そ　　　の　　　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

なお、この決定に不服がある場合には、決定があったことを知った日の翌日から起算して３か

月以内に新潟県市町村総合事務組合公務災害補償等審査会に対して審査請求をすることができ

ます。
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　別記様式非第１９号

 

―　８７４　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

休　業　補　償　決定通知書休業援護金　　　　　　

年　　月　　日　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合管理者　　　　�印 　

休　業　補　償　
の決定について

休業援護金　　　　　　　　

　　　　　　　年　　　月　　　日付けをもって請求（申請）のあった休業補償及び休業援護金

　について、審査の結果、下記のとおり決定したので、通知します。

記

　□支　　　給

　□不　支　給

１　受 給 権 者 の 氏 名　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２　補 償 期 間　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日までのうち　　　　　　日間

３　補　償　基　礎　額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

４　支 払 金 額 　休業補償　　　　　　　　円

 　休業援護金　　　　　　　円

５　支払場所および方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

６　支　払　日（振込日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日　

７　そ　　　の　　　他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

なお、この休業補償の決定に不服がある場合には、決定があったことを知った日の翌日から

起算して３か月以内に新潟県市町村総合事務組合公務災害補償等審査会に対して審査請求をす

ることができます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円内訳

�
�
�
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条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　別記様式非第２０号

 

―　８７５　―

傷病補償年金　　　　　
傷病特別支給金決定通知書
傷病特別給付金　　　　　

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合管理者　　　　�印 　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　について、審査の結果、下記のとおり決定したので、　

　通知します。

記

　　□支　　　給

　　□不　支　給

　受給権者の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　一　傷病補償年金

　　１　支給金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　２　年金補償基礎額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　３　傷病等級　　　　　　　第　　　　　　　　　　級

　　４　年金証書の番号　　　　　　　第　　　　　　　号

　　５　支給開始年月　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　月　

　二　傷病特別支給金

　　１　支給金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　２　支払の場所及び方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　３　支払日（振込日）　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　三　傷病特別給付金

　　１　支給金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　２　支給開始年月　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　月

　　四　そ　　の　　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

なお、この傷病補償年金の決定に不服がある場合には、決定があったことを知った日の翌

日から起算して３か月以内に新潟県市町村総合事務組合公務災害補償等審査会に対して審査

請求をすることができます。

傷 病 補 償 年 金　　　　　　　
傷病特別支給金の決定について
傷病特別給付金　　　　　　　
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　別記様式非第２１号

 

―　８７６　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合管理者　　　�印 　

　　　　　　　　年　　　月　　　日付けをもって請求（申請）のあった

　　　　　　　　　　　　について、審査の結果、下記のとおり決定したので、通知します。

記

　□　支　給

　□　不支給

　受給権者の氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一　障　害　補　償

　□　年金補償基礎額
　□　補償基礎額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　障害等級 　　　　　　　　　第　　　　　級　

　１　年金支給金額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　�　年金証書の番号 　　　　　　　　　第　　　　　号

　　�　支払開始年月 　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　月

　２　一時金支払金額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　�　支払の場所及び方法 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　�　支払日（振込日） 　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

二　障害特別支給金・障害特別援護金・障害特別給付金

　　障害特別支給金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　障害特別援護金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　障害特別給付金（年金・一時金） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　１　支払の場所及び方法（一時金） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　３　障害特別給付金（年金）支給開始年月 　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　月

三　そ　　の　　他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　なお、この障害補償の決定に不服がある場合には、決定があったことを知った日の翌日から起算

して３か月以内に新潟県市町村総合事務組合公務災害補償等審査会に対して審査請求をすることが

できます。

障　害　補　償　　　　　
障害特別支給金決定通知書障害特別援護金　　　　　
障害特別給付金　　　　　

障　害　補　償　　　　　　　　
障害特別支給金　の決定について
障害特別援護金　　　　　　　　
障害特別給付金　　　　　　　　

　　障害特別支給金
２　障害特別援護金　　　　　支払日（振込日）　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日
　　障害特別給付金（一時金）
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新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
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　別記様式非第２１号の２

 

―　８７７　―

認定
番号

介護補償決定通知書　

　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合管理者　　�印 

介護補償の決定について

　　　　　　年　　　月　　　日付けをもって請求のあった介護補償について、審査の結

果、下記のとおり決定したので、通知します。

記

　　□支　　給

　　□不　支　給

　　　　理　　　　　　由 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　１　受 給 権 者 の 氏 名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　２　補 償 期 間 　　　　　年　　　月から

 　　　　　年　　　月までのうち　　　月分

　　３　支 払 金 額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　４　支払の場所及び方法 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　５　支払日（振込日） 　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　　６　そ　　　の　　　他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　なお、この決定に不服がある場合には、決定があったことを知った日の翌日から起算して
３か月以内に新潟県市町村総合事務組合公務災害補償等審査会に対して審査請求をすること
ができます。
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　別記様式非第２２号

 

―　８７８　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合管理者　　　�印 　

　　　　　　　　年　　　月　　　日付けをもって請求（申請）のあった　　　　　　　　　　　

　について、審査の結果、下記のとおり決定したので、通知します。

記

　□　支　給

　□　不支給

　受給権者の氏名

一　遺　族　補　償

　□　年金補償基礎額
　□　補償基礎額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　１　遺族補償年金支給金額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　�　年金証書の番号 　　　　　　　　　第　　　　　号

　　�　受給権者以外の遺族補償年金の 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　額の算定の基礎となる遺族の氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　�　支給開始年月 　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　月

　２　遺族補償一時金支払金額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　�　支払の場所及び方法 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　�　支払日（振込日） 　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

二　遺族特別支給金・遺族特別援護金・遺族特別給付金

　　遺族特別支給金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　遺族特別援護金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　遺族特別給付金（年金・一時金） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　１　支払の場所及び方法（一時金） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　３　遺族特別給付金（年金）支給開始年月  　　　　　　　　年　　　　　　月

三　そ　　の　　他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　なお、この遺族補償の決定に不服がある場合には、決定があったことを知った日の翌日から起算

して３か月以内に新潟県市町村総合事務組合公務災害補償等審査会に対して審査請求をすることが

できます。

遺　族　補　償　　　　　
遺族特別支給金決定通知書遺族特別援護金　　　　　
遺族特別給付金　　　　　

遺　族　補　償　　　　　　　　
遺族特別支給金　　　　　　　　
遺族特別援護金　の決定について
遺族特別給付金　　　　　　　　

　　遺 族 特 別 支 給 金
２　遺 族 特 別 援 護 金  支払日（振込日） 　　　　　　年　　　　月　　　　日
　　遺族特別給付金（一時金）
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　別記様式非第２３号

 

―　８７９　―

障害補償年金差額一時金決定通知書障害差額特別給付金　　　　　

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合管理者　　　　�　　

障害補償年金差額一時金
の決定について（通知）

障 害 差 額 特 別 給 付 金　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　年　　　月　　　日付けをもって請求（申請）のあった障害補償年金差額一

時金及び障害差額特別給付金について、審査の結果、下記のとおり決定したので、通知し

ます。

記

　　　　□　支　給

　　　　□　不支給

　　　　受給権者の氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　１　年金証書の番号 　　　　　第　　　　　　　　　　　　　号　

　　２　補償基礎額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　

　　３　障　害　等　級 　　　　　　　　　第　　　　　　級　

　　４　支　給　金　額　　障害補償年金差額一時金　　　　　　　　　　　　　　円　

　　　　　　　　　　　障害差額特別給付金　　　　　　　　　　　　　　　　円　

　　５　支払の場所及び方法 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　６　支払日（振込日）　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日　

　　７　そ　　の　　他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　なお、この障害補償年金差額一時金の決定に不服がある場合には、決定があったことを知った

日の翌日から起算して３か月以内に新潟県市町村総合事務組合公務災害補償等審査会に対して審

査請求をすることができます。
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　別記様式非第２４号

障害補償年金前払一時金決定通知書 

―　８８０　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合管理者　　　　�　　

障害補償年金前払一時金の決定について（通知）

　　　　　　　　年　　　月　　　日付けをもって請求のあった障害補償年金前払一時金につ

いて、審査の結果、下記のとおり決定したので、通知します。

記

　　　　□　支　給

　　　　□　不支給

　　　　受給権者の氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　１　年金証書の番号 　　　　　第　　　　　　　　　　　　　号　

　　２　補償基礎額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　

　　３　障　害　等　級 　　　　　　　　　第　　　　　　級　

　　４　支　給　金　額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　

　　５　支払の場所及び方法 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　６　支　払　日（振込日）　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日　

　　７　そ　　の　　他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　なお、この障害補償年金前払一時金の決定に不服がある場合には、決定があったことを知った

日の翌日から起算して３か月以内に新潟県市町村総合事務組合公務災害補償等審査会に対して審

査請求することができます。
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　別記様式非第２５号

遺族補償年金前払一時金決定通知書

 

―　８８１　―

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合管理者　　　　�　　

遺族補償年金前払一時金の決定について（通知）

　　　　　　　　年　　　月　　　日付けをもって請求のあった遺族補償年金前払一時金につ

いて、審査の結果、下記のとおり決定したので、通知します。

記

　　　　□　支　給

　　　　□　不支給

　　　　受給権者の氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　１　年金証書の番号 　　　　　第　　　　　　　　　　　　　号　

　　２　補償基礎額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　

　　３　支　給　金　額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　

　　４　支払の場所及び方法 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　５　支払日（振込日）　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日　

　　６　そ　　の　　他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　なお、この遺族補償年金前払一時金の決定に不服がある場合には、決定があったことを知った

日の翌日から起算して３か月以内に新潟県市町村総合事務組合公務災害補償等審査会に対して審

査請求することができます。
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　別記様式非第２６号

葬祭補償決定通知書 

―　８８２　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合管理者　　　　�　　

葬祭補償の決定について

　　　　　　　　年　　　月　　　日付けをもって請求のあった葬祭補償について、審査の

結果、下記のとおり決定したので、通知します。

記

　　　　□　支　給

　　　　□　不支給

　　１　被災職員の氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　２　受給権者の氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　３　補償基礎額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　

　　４　支　給　金　額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　

　　５　支払の場所及び方法 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　６　支払日（振込日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日　

　　７　そ　　の　　他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　なお、この決定に不服がある場合には、決定があったことを知った翌日から起算して３か月

以内に新潟県市町村総合事務組合公務災害補償等審査会に対して審査請求をすることができま

す。
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　別記様式非第２７号

（注）この通知書は、年金証書と一緒に保管してください。 

―　８８３　―

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合管理者　　　　�　　

　　　　　　　　補　償　年　金
の年金額の改定について（通知）

　　　　　　　　特別給付金　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　標記について、下記のとおり改定したので、通知します。

記

　　１　受給権者の氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　２　年金証書番号 　　　　　　第　　　　　　　　　　　号　

　　３　改定後の　　　補償年金額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　

　　４　改定後の　　　特別給付金年金額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　

　　５　支給開始年月

　　　　　　　　　　補　償　年　金 　　　　　　　　　　年　　　　　　　月　

　　　　　　　　　　特別給付金 　　　　　　　　　　年　　　　　　　月　

　　６　改　定　事　由 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

なお、この　　　補償の決定に不服がある場合には、決定があったことを知った日の翌日

から起算して３か月以内に新潟県市町村総合事務組合公務災害補償等審査会に対して審査請

求することができます。

年 金 た る 補 償の年金額改定通知書年金たる特別給付金　　　　　　　　　
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　別記様式非第２８号

 

―　８８４　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合管理者　　　　�　　

障害補償年金
の支給停止の終了について（通知）

遺族補償年金　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　標記について、下記のとおり　　　補償年金の支給の停止が終了したので、

　　　　通知します。

記

　　１　受給権者の氏名  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　２　年金証書番号  　　　　　　　第　　　　　　　　　　　号　

　　３　支給の停止された年金たる 　□　障害補償年金

　　　　補償の種類  　□　遺族補償年金

　　４　支給の停止が終了した年月 　　　　　　　　　　　年　　　　　　　月　

　　５　支給を開始する年月 　　　　　　　　　　　年　　　　　　　月　

　　６　そ　　の　　他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

障害補償年金支給停止終了通知書遺族補償年金　　　　　　　　　

Title:05-3-1●869②-.ec8 Page:884  Date: 2020/12/16 Wed 11:46:08 



新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　別記様式非第２９号

 

―　８８５　―

災　害　補　償
障害の現状報告書（傷病補償年金）

　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様　

　　下記のとおり障害の現状を報告します。

　　　　　　　　　年　　月　　日

報告者の住所　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　ふ　　り　　が　　な

氏　　　　名　　　　　　　　　　　�　

第　　　　　　　号１　年金証書の番号

　　　　　年　　　　月２　傷病補償年金の
　　支 給 開 始 年 月

第　　　　　　　級３　傷　病　等　級

４　障　害　の　状　況

５　日常生活の概要

所轄年金

事務所等
支給開始年月

年金証書の

記　号　番　号
年金の年額

年金の種類
（障害等級
　第　　級）

６　

公
的
年
金
の
受
給
関
係

年　　月第　　　号円

年　　月第　　　号円

＊□支給　□支給停止（免責）
〔注意事項〕

１　この報告書は、傷病補償年金の受給権者が提出すること。

２　報告書は、＊印の欄には記入しないこと。

３　「４　障害の状況」の欄には、最近１年間について記入すること。

４　「５　日常生活の概要」の欄には、最近１年間について記入すること。ま

た、この間に退職した場合はその年月日、理由等を記入すること。
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―　８８６　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

�
�
�
�
�

　＊７　医師の証明

　�　傷病の種類（傷病名・傷病の部位等）

　�　傷病の経過及び治療方法の概要

　�　傷病及び障害の現状

　�　傷病及び障害の今後の見込み

　（報告者の氏名）

　　　　　　　　　については上記のとおりであると認めます。
　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　所　在　地
　　　　　　医療機関の　名　　　称
　　　　　　　　　　　　医師の氏名　　　　　　　　　　　　　　　�

介護補償を受けている者にあっては、以下の項目についても記入してく
ださい。
（日常生活の状態）
①　行動能力　□終日臥床　　　　　　　　　　　　　　理由
　　　　　　　□自宅、病棟内でのみ行動できる
　　　　　　　□通院（単独歩行）できる
②　食　　事　□全く自用を弁じない　　　　　　　　　理由
　　　　　　　□他人の介助によってできる
　　　　　　　□支障がない
③　用　　便　□全く自用を弁じない　　　　　　　　　理由
　　　　　　　□他人の介助によってできる
　　　　　　　□支障がない
④　精神能力　□常に他人の厳重な注意を要する　　　　理由
　　　　　　　□随時他人の注意を要する
　　　　　　　□通院可能であるが就労できない
⑤　言語能力　□完全な失語あるいは構音機能の喪失　　理由
　　　　　　　□他人との間でようやく意思を通じ合う
　　　　　　　　ことができる
　　　　　　　□支障がない

�
�
�
�
�
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　別記様式非第３０号

 

―　８８７　―

災　害　補　償
障害の現状報告書（障害補償年金）

　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

　　　下記のとおり障害の現状を報告します。

　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　報告者の住所　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　ふ　り　が　　な
　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　　　名　　　　　　　　　　�　

第　　　　　　　号１　年金証書の番号

　　　　　　　　年　　　　月　　　　日２　治　ゆ　年　月　日

第　　　　　　　級　　３　障　害　等　級

４　障　害　の　状　況

５　日常生活の概要

所轄年金

事務所等
支給開始年月

年金証書の

記　号　番　号
年金の年額

年金の種類
（障害等級
第　　級）

６　

公
的
年
金
の
受
給
関
係

年　　月　第　　　号円

年　　月　第　　　号円

＊□支給　□支給停止（免責）

〔注意事項〕

１　この報告書は、障害補償年金の受給権者が提出すること。

２　報告書は、＊印の欄には記入しないこと。

３　「４　障害の状況」の欄には、最近１年間について記入すること。

４　「５　日常生活の概要」の欄には、最近１年間について記入すること。ま

た、この間に退職した場合はその年月日、理由等を記入すること。
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　別記様式非第３１号

 

―　８８８　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

災　　害　　補　　償
遺族の現状報告書

　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様　

　　下記のとおり遺族の現状を報告します。

　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　報告者（代表者）の　　　　第　　　　　　　号　　　　　　　　　　　　年 金 証 書 の 番 号

　　　　　　　　　　　　報 告 者 の 住 所　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　ふ　　　り　　　が　　　な
　　　　　　　　　　　　氏　　　　　　名　　　　　　　　　　　　　　�　

（死亡年月日　　　　　年　　月　　日）１　死 亡 職 員 の 氏 名

障害の
有　無

死亡職員
との続柄住　　　　　　所生年月日氏　　　名

２
受給権
者及び
その者
と生計
を同じ
くして
いる遺
族補償
年金を
受ける
ことが
できる
遺族

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

所轄年金

事務所等
支給開始年月

年金証書の

記 号 番 号
年金の年額

年金の種類
（障害等級
　第　　級）３

公的年
金の受
給関係

年　　月第　　　号円

年　　月第　　　号円

※□支給　□支給停止　□免責　□条例附則第３　
　　　　　　　　　　条の一時金　□所在不明
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〔注意事項〕

１　この報告書は、遺族補償年金の受給権者が提出すること。ただし、受給

権者が２人以上ある場合で代表者を選任しているときは、その代表者が代

表してこの報告書を提出すれば足りるものであり、他の受給権者は提出す

る必要はないこと。

２　報告者は、※の欄には記入しないこと。

３　「障害の有無」の項には、該当する個所を○で囲むこと。

４　この報告書には、次に掲げる書類を添付すること。

�　受給権者及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けるこ

とができる遺族の戸籍の謄本又は抄本あるいはこれに代わる市区町村長

の発行する証明書

�　受給権者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる

遺族については、その事実を証明することができる書類

�　受給権者及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けるこ

とができる遺族のうち、障害の状態にある者については、その障害の状

態に関する医師の診断書 

―　８８９　―
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　別記様式非第３２号

 

―　８９０　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

福祉事業　　外科後処置　　申請書
　アフターケア

申請年月日　　　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　新潟県市町村総合事務組合管理者　　　様

　　　　　　　　　外　科　後　処　置
　下記の福祉事業　　　　　　　　　を受けたい
　　　　　　　　　アフターケア
ので申請します。

申請者の住所（〒　　）　　　　　　　　　　　　　　

氏　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　�

年　　月　　日生（　　歳）

（電話番号　　　　　　　　　）
所属部局名

所属団体名　
　

関
す
る
事
項

１　

被
災
職
員
に

治ゆ年月日　　　　　　　　年　　　　月　　　　日負傷又は発病　　　　　年　　　　月　　　　日の　　年　　月　　日

障害等級　　　　　第　　　　　　　　　級傷病名及び
障害の部位

２　外科後処置等を必要とする理由　別添「証明書」のとおり

この申請書による外科後処置等の費用の受領を　　　　　　　　　　　　に委任します。

　委任者の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　�　

３　

費
用
の
受
領
委
任

上記委任に基づき、この申請書による外科後処置等の費用の支払を請求します。
住　　　　　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　

受任者の　医療機関等の名称　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　　名（代表者）　　　　　　　　　　　　　　　�　

　□新規　□継続（　　　回目）
＊認定番号

１号紙

円内訳は「＊１３　医師の証明」欄記載のとおり４　診　　　療　　　費

円内訳は「＊１４　薬剤師の証明」欄記載のとおり５　調　　　剤　　　費

円□訪問看護　内訳は、「＊１５　訪問看護事業者の証明」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欄記載のとおり

６　看　　　護　　　料

円
　　　　年　　月　　日　　　　　　　看護師の資格
　　　　　　　　　　　　　　日間
　　　　年　　月　　日　　　　　　　□有　　□無

円

□　交通費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□片道
　　　　から　　　まで　　キロメートル　　　　　　回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□往復

７　移　　　送　　　費

□　その他の移送費

円８　上記以外の診療費

円
　　　　　　　　　　年　　　月　　　日から

日間
　　　　　　　　　　年　　　月　　　日まで

９　日　　　　　　　当

　　（外科後処置に限る）

円１０　申 請 金 額

名　称

所在地

１１　外科後処置等を受け

　　ようとする医療機関

法人機関又は役員の名称（個人名義の場合は記入不要です。）預
金
名
義
者
名

振込先金融機関名
銀行　　　支店

振　込　み

　

の

場

合　

　

送

金

希

望

１２

□口座番号

（フリガナ）
氏　　　名

□普通預金　□当座預金

銀行　　　支店送金小切手

そ　の　他

＊　組合の受理
年　　　月　　　日

＊　任命権者の受付
年　　　月　　　日

＊　所属部局の受付
年　　　月　　　日

＊　支　　払
年　　　月　　　日

＊　決定金額
円

＊通 知 年 月 日
□支　給　　□不支給　

�
�
�
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２号紙

 

―　８９１　―

（職員氏名）＊１３　医　師　の　証　明

診 療 時 の 症 状

　　　　　　　年　　月　　日から　　　年　　月　　日まで　　日間　診療実日数　　　日診 療 期 間

金　額（円）診　療　費　の　内　訳

初 診
診　
　
　
　

察

再 診

往 診

指 導

（処方内容・使用量等）内 服

屯 服

外 用

投　
　
　

薬

（回数等）皮 下 筋 肉 内

静 脈 内

そ の 他

注　
　
　

射

（処置名・回数等）処　

置

（検査名・回数等）検　

査

（治療名・回数等）その
他の
治療

年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで　　　日間入　院　期　間
入　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

院

入院料（室料・看護料・給食料）

入院時医学管理料

看特２基準
給食

看特１

普通
給食 看　１

看　２
基準
寝具 看　３

そ　　の　　他

　診　療　費　の　合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　上記の事項は事実と相違ないことを証明します。

　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　所　在　地

　　　　　　診療機関の　　名　　　称

　　　　　　　　　　　　　医師の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�

�
�
�
�
�
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３号紙

 

―　８９２　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

（職員氏名）＊１４　薬　剤　師　の　証　明

　　　　　　　　　　　　　　　所　在　地
処方せんを交付した診療機関の　名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　医師の氏名

　　年　　月　　日から　　　年　　月　　日まで　　　日間　調剤実日数　　　　日調 剤 期 間

金額（円）
調　　剤　　費　　の　　内　　訳

調剤手数料薬剤価格調剤数量処　　　　方剤　型調　剤　月　日処　方　月　日

円円月　　日月　　日

月　　日月　　日

月　　日月　　日

月　　日月　　日

月　　日月　　日

月　　日月　　日

月　　日月　　日

月　　日月　　日

月　　日月　　日

月　　日月　　日

月　　日月　　日

月　　日月　　日

月　　日月　　日

月　　日月　　日

月　　日月　　日

月　　日月　　日

月　　日月　　日

月　　日月　　日

月　　日月　　日

月　　日月　　日

円調　　剤　　費　　の　　合　　計

枚処 方 せ ん の 枚 数

　上記の事項は事実と相違ないことを証明します。

　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　所　　在　　地

　　　　　　　　　　　薬局の　名　　　　称

　　　　　　　　　　　　　　　薬剤師の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�

�
�
�
�
�

�
�
�
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４号紙

 

―　８９３　―

（職員氏名）＊１５　訪問看護事業の証明

（訪問看護期間）

　　　　　　　　年　　月　　日から

　　　　　　　　年　　月　　日まで

　　　　訪問看護回数　　　　　　　回

傷病名

傷病の経過

　指示年月日　　　　　　　　　　　年　月　日保健師、看護師、理学療法師、作業療法士

　　　　　　円×　　　回　　　　　　円

准看護師

　　　　　　円×　　　回　　　　　　円

基

本

療

養

費

　主治医への直近　　　　　　　　　年　月　日
　報告年月日

　訪問日

　　　　１　２　３　４　５　６　７

　　　　８　９　１０　１１　１２　１３　１４

　　　　１５　１６　１７　１８　１９　２０　２１

　　　　２２　２３　２４　２５　２６　２７　２８

　　　　２９　３０　３１
　初日　　　　　　　　　　　円
　２回目以降　　　回　　　　円

管　　　理
療　養　費

　提供した情報の概要

　　　　　　　　　　　　　　円　

情 報 提 供

療 養 費 　情報提供先の市区町村名

（備考）　　　　　　　　　　　　　　円

　死亡年月日　　　　年　月　日

ターミナル
ケ ア
療 養 費

　　　　　　　　　　　　　　円合　　　計

訪問看護を指示した医療機関の名称および主治医の氏名
　医療機関の名称
　主　治　医　氏　名

上記の事項は事実と相違ない事を証明します。
　　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　所　在　地
　訪問看護事業者の　名　　　称
　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�

�
�
�
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〔注意事項〕

１　申請者は、＊印の欄には記入しないこと。また、該当する□に�印を記

入すること。

２　新たに外科後処置等の福祉事業を受けようとする場合は、当該福祉事業

の実施を必要と認める旨の医師等の証明書を添付すること。

３　「３　費用の受領委任」の欄は、診療に当たった医療機関等に費用の受領

を委任しようとする場合にのみ、記入すること。

４　「６　看護料」及び「７　移送費」については、費用の領収書又はこれに

代わる証明書及び明細書を添付すること。

５　「８　上記以外の診療費」の欄には、入院料に食事代を含まない場合の食

事料及び「４　診療費」に含まれない療養に必要な治療材料の名称、数量

及び費用を記入し、その領収書及び明細書を添付すること。

６　「＊１３　医師の証明」の欄の記入に代えて同様事項を記載した医師等の証

明書を添付してもよいこと。

７　「＊１４　薬剤師の証明」の欄の記入に代えて同様事項を記載した薬剤師の

証明書を添付してもよいこと。

８　「＊訪問看護事業者の証明」の欄の記入に代えて同様事項を記載した訪問

看護事業者の証明書を添付してもよいこと。

 

―　８９４　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則
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別記様式非第３３号

福祉事業（リハビリテーション）申請書

 

―　８９５　―

申請年月日　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日
　　　　新潟県市町村総合事務組合管理者　　　　様　

　下記の福祉事業（リハビリテーション）を受けたいので
申請します。

申請者の住所（〒　　）　　　　　　　　　　　　　　

氏　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　�

年　　月　　日生（　　歳）

所属部局名　　　　　　　（電話番号　　　　　　　　）所属団体名　
　

関
す
る
事
項

１　

被
災
職
員
に

治ゆ年月日　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日負傷又は発病　　　　　　　　年　　　月　　　日の　　年　　月　　日

障　害　等　級　　　　　　第　　　　　　　級傷病名及び
障害の部位

２　リハビリテーションを必要とする理由　別添「医師等の証明書」のとおり

金　　　　　　　　　　　　額（円）

期　　　　　　間種　　類

３　
内　
　
　
　

容

計そ　の　他サービス料食　事　料宿　泊　料訓　　練
指　導　料

　　年　　月　　日から
　　年　　月　　日まで

　　年　　月　　日から
　　年　　月　　日まで

　　年　　月　　日から
　　年　　月　　日まで

円４　申　　請　　金　　額

施設名

所在地

５　希望する施設名・所在地

□　有　　　　□　無６　旅　行　費　の　申　請

□　送金小切手

受取先金融機関名

銀行　　　　　支店

□　普通預金

預金の種類

□　当座預金

□　振込み

振込先金融機関名

銀行　　　　　支店
７　送金希望
　　の　場　合

□　その他口座番号預金名義者名

＊　組合の受理
年　　　　月　　　　日

＊　任命権者の受付
年　　　　月　　　　日

＊　所属部局の受付
年　　　　月　　　　日

＊　支払
年　　　　月　　　　日

＊　決定金額
円

＊　通知　　　　年　　　月　　　日
　　　　　　□　支給　　□　不支給

□　新規　□　継続（　　　回目）

＊認定番号
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〔注意事項〕

１　申請者は、＊印の欄には記入しないこと。また、該当する□に�印を記

入すること。

２　新たにリハビリテーションを受けようとする場合は、その実施を必要と

認める旨の医師等の証明書を添付すること。

３　リハビリテーションに要する金額を予定できる場合は、その予定金額を

記入すること。

 

―　８９６　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則
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別記様式非第３４号

福祉事業（補装具）申請書

 

―　８９７　―

申請年月日　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　　新潟県市町村総合事務組合管理者　　　　　様　

　　　　　　　　　　　　　　　□　支　給
　下記の福祉事業　　補装具の　□　修　理　を受けたいの
　　　　　　　　　　　　　　　□　再支給
で申請します。

申請者の住所（〒　　）　　　　　　　　　　　　　　

氏　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　�

年　　月　　日生（　　歳）

所属部局名所属団体名
　

関
す
る
事
項

１
被
災
職
員
に

治ゆ年月日　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日負傷又は発病　　　　　　年　　　　月　　　　日の　　年　　月　　日

第　　　級　　　　第　　　　　　　級
傷病等級又
は障害等級

傷病名及び
障害の部位 決　定　日　　　　年　　　月　　　日

（年金証書番号　　　　第　　　　　号）

理　　由
　

と
す
る
理
由
等

２
歩
装
具
を
必
要

種　　別

個個個　　数

円円単　　価

円円金　　額

　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日３　装 着 又 は 修 理 年 月 日

円４　補装具の費用の支給申請額

氏　名

所在地

　　希 望 す る 製 作 修 理 業
５
　　者 等 の 氏 名 ・ 所 在 地

採型指導年月日　　　　　　年　　　月　　　日円義肢採型指導料

６　採型指導
名　称

所在地

採型指導を受け
た い 医 療 機 関

□　有　　　　□　無７　旅 行 費 の 申 請

□　送金小切手

受取先金融機関名

銀行　　　　　支店

□　普通預金

預金の種類

□　当座預金

□　振込み

振込先金融機関名

銀行　　　　　支店
８　送金希望
　　の　場　合

□　その他口座番号預金名義者名

＊　組合の受理

年　　　　月　　　　日

＊　任命権者の受付

年　　　　月　　　　日

＊　所属部局の受付

年　　　　月　　　　日

＊　支払

年　　　　月　　　　日

＊　決定金額

円

＊　通知　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　□　支給　　□　不支給

＊認定番号
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〔注意事項〕

１　申請者は、＊印の欄には記入しないこと。また、該当する□に�印を記

入すること。

２　「２　補装具を必要とする理由等」の欄の記入に代えて同様事項を記載し

た医師等の証明書を添付してもよいこと。

３　補装具に要する金額を予定できる場合は、その予定金額を記入するこ

と。

 

―　８９８　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則
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別記様式非第３５号　削除

 

―　８９９　―
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　別記様式非第３６号

福祉事業（在宅介護を行う介護人の派遣）申請書 

―　９００　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

申請年月日　　　　　　　　年　　　月　　　日
　　新潟県市町村総合事務組合管理者　　　　　様

　下記の福祉事業（在宅介護を行う介護人の派遣）

を受けたいので申請します。

申請者の住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 氏 　　　　 名 　　　　　　　　　　　　　　　　　�
ふり がな

　　　　　　年　　月　　日生（　　　　歳）

所属部局名所属団体名

事

項　

　

　

　

１　

被

災

職

員

に

関

す

る

負傷又は発病の年月日

年　　　月　　　日

傷病名

年金証書の番号

第　　　　　　　　号

申請者の受けている年金の種類

　　□傷病補償年金（第　　級）

　　□障害補償年金（第　　級）

居宅において介護を開始した年月日 年　　　月　　　日

年　　　月　　　日２　派遣開始希望年月日又は最初に供与を受けた年月日

供与を受けた日時
　　　　　　年　　月　　日　　　時　　分～　　　時　　分（□３時間、□６時間、□９時間）
　　　　　　年　　月　　日　　　時　　分～　　　時　　分（□３時間、□６時間、□９時間）
　　　　　　年　　月　　日　　　時　　分～　　　時　　分（□３時間、□６時間、□９時間）

３　

費
用
の
支
給
申
請　

費用総額（Ａ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

うち自己負担額（賃金相当額の１０分の３に相当する額）（Ｂ）　　　　　　　　　　　　　　　　　円

申請金額（Ａ－Ｂ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

認定番号

銀行　　　　支店

振　込　先

金融機関名

振　込　み

４

送

金

希

望

の

場

合

　□　普通預金　　　　□　当座預金

口　座　番　号

預金名義者

銀行　　　　支店

受　取　先

金融機関名
送金小切手

そ　の　他

　　　　年　　　月　　　日＊受　　理

　　　　年　　　月　　　日＊承　　認

　　　　年　　　月　　　日

□支給　□不支給
＊通　　知

円＊決定金額

　　　　年　　　月　　　日＊支　　払

―　９００（９０１～９０２欠）　―
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〔注意事項〕

１　申請者は、＊印の欄には記入しないこと。また、該当する□に�印を記

入すること。

２　「３　費用の支給申請」の欄は、介護人の派遣に必要な費用の支給を受け

ようとする場合にのみ記入すること。なお、当該欄が不足する場合には別

葉にしても差し支えないこと。

３　介護人の派遣に必要な費用の支給を申請する場合には、申請金額に係る

領収書及び明細書を添付すること。

 

―　９０３　―
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別記様式非第３７号

 

―　９０４　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

申請年月日　　　　　　　　年　　　月　　　日　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様　

　下記の奨学援護金の支給を申請します。
申請者の住所　　　　　　　　　　　　　　　　

ふ　　り　　が　　な
氏　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　�

年金支給　　　
年　　月

開始年月
年金証書　　　

第　　　　　号
の　番　号

□傷病補償年金
　傷病等級

　　　　　　　　第　　級　

す
る
事
項

１　

申
請
者
に
関

年金支給　　　
年　　月

開始年月
年金証書　　　

第　　　　　号
の　番　号

□障害補償年金
　障害等級

　　　　　　　　第　　級

年金支給　　　
年　　月

開始年月
年金証書　　　

第　　　　　号
の　番　号

□遺 族 補 償 年 金

福祉事業（奨学援護金）申請書

氏 名

２　

在
学
者
等
に
関
す
る
事
項

　　年　　月　　日生　　年　　月　　日生　　年　　月　　日生生 年 月 日

住 所

申請者との続柄

学 校 等 の 名 称

第　　　　　学年第　　　　　学年第　　　　　学年学 年

学校等の所在地

備 考

□承　認　　□不承認□承　認　　□不承認□承　認　　□不承認＊３　承認・不承認

年　　　月年　　　月年　　　月＊４　支給開始年月

円円円＊５　支 給 月 額

銀行　　　支店振込先金融
機　関　名

振　込　み
６
送
金
希
望
の
場
合

　　□普通預金　　　　□当座預金

口　座　番　号

預金名義者

銀行　　　支店受取先金融
機　関　名送金小切手

そ　の　他

　年　　月　　日
＊　　　
受　　理

　年　　月　　日
＊　　　
承　　認

　年　　月　　日
＊　　　
通　　知

円
＊　　　
承認金額
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〔注意事項〕

１　申請者は、＊印の欄には記入しないこと。また、該当する□に�印を記

入すること。

２　この申請書には、次に掲げる書類を添付すること。ただし、この申請書

の提出前に既に組合に提出されたものと重複するものについては、添付す

る必要はないこと。

�　在学者等（義務教育学校の在学者を除く。）の在学又は在校を証明する

書類（公共職業能力開発施設等又は職業能力開発大学校の在校者にあっ

ては、訓練課程の種類及び訓練期間を証明することができるものである

こと。）

�　申請者と在学者等とが生計を同じくしていることを認めることのでき

る書類

�　在学者等が職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していたこ

とを認めることのできる書類

３　「年金証書の番号」の項は、この申請書を年金たる補償の請求書と同時に

提出する場合は記入する必要はないこと。

４　新たに在学者等となった者がある場合は、この申請書により申請するこ

と。この場合、「備考」の項に、その理由等を記入すること。

 

―　９０５　―
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　別記様式非第３８号

 

―　９０６　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

申請年月日　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　　新潟県市町村総合事務組合管理者　　　　様

　下記の就労保育援護金の支給を申請します。

申請者の住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ふ　　り　　が　　な
氏　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�

年金支給　　　　　　　年　　　月開始年月
年金証書　　　第　　　　　　号の　番　号□傷病補償年金　傷病等級

　　　　　　　　第　　級
す
る
事
項

１
申
請
者
に
関

年金支給　　　　　　　年　　　月開始年月
年金証書　　　第　　　　　　号の　番　号□障害補償年金　障害等級

　　　　　　　　第　　級

年金支給　　　　　　　年　　　月開始年月
年金証書　　　第　　　　　　号の　番　号□遺 族 補 償 年 金

氏 名

に
関
す
る
事
項

２
就
労
し
て
い
る
者

　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日　生生 年 月 日

住 所

申 請 者 と の 続 柄 又 は 関 係

就労している会社等の名称・所在地

福祉事業（就労保育援護金）申請書

氏 名

３　

保
育
児
に
関
す
る
事
項

　年　月　日生（　　歳）　年　月　日生（　　歳）　年　月　日生（　　歳）生 年 月 日

住 所

申 請 者 と の 続 柄

保 育 所 等 の 名 称

保 育 所 等 の 所 在 地

備 考

４　就労のため未就学の子等を保育所
等に預けなければならない事情

□承　認　　　　□不承認□承　認　　　　□不承認□承　認　　　　□不承認＊５　承　認　・　 不　承　認

年　　　　　月年　　　　　月年　　　　　月＊６　支　給　開　始　年　月

銀行　　　　支店振込先金融
機　関　名

振　込　み

７　

送
金
希
望
の
場
合

　□　普通預金　　　　　□　当座預金

口　座　番　号

預金名義者

銀行　　　　支店受取先金融
機　関　名送金小切手

そ　の　他

　年　　　月　　　日
＊　　　
受　　理

　年　　　月　　　日
＊　　　
承　　認

　年　　　月　　　日
＊　　　
通　　知

円
＊　　　
承認金額
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新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〔注意事項〕

１　申請者は、＊印の欄には記入しないこと。また、該当する□に�印を記

入すること。

２　この申請書には、次に掲げる書類を添付すること。ただし、この申請書

の提出前に既に組合に提出されたものと重複するものについては、添付す

る必要はないこと。

�　就労していることを証明する書類

�　未就学の子を保育所等に預け、又は未就学の子が保育所等に預けられ

ていることを証明する書類

�　福祉事業に関する規程第１０条第１項各号に掲げる場合に応じ、次に掲

げる者が生計を同じくしていることを認めることのできる書類

ア　遺族補償年金の受給権者である未就学の児童と就労している者

イ　遺族補償年金の受給権者と未就学の子

ウ　障害補償年金の受給権者と未就学の子

エ　傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者と未就学の子及び就労し

ている者

３　「年金証書の番号」の項は、この申請書を年金たる補償の請求書と同時に

提出する場合は、記入する必要はないこと。

４　新たに保育児となった者がある場合は、この申請書により申請するこ

と。この場合、「備考」の項に、その理由等を記入すること。

 

―　９０７　―
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別記様式非第３８号の２

福祉事業（長期家族介護者援護金）申請書 

―　９０８　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

申請年月日　　　　　　　　年　　　　月　　　　日　　新潟県市町村総合事務組合管理者　　　　様　

　　下記の長期家族介護者援護金の支給を申請し

　ます。

申請者の住所　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 氏 　　　　 名 　　　　　　　　　　　　　　　　�
ふり がな

　　　　　　　　年　　月　　日生（　　　歳）
死亡した要介護年金受給権者との続柄又は関係

　死亡年月日　　　　　　年　　月　　日氏　名　　

者

に

関

す

る

事

項

１

護

年

金

受

給

権

　

死

亡

し

た

要

介

　所属部局名所属団体名

　受給権者となった年月　　　　　　　年　　月年金の種類

□傷病補償年金

□障害補償年金

年金証書の番号　　　　　　　第　　　　　　　　号

死亡の原因

申請者を扶養する者の状況所得税の納付状況

事
項　
　
　
　
　
　

２　

申
請
者
に
関
す
る　
　
　

　□　申請者を扶養する者がいない

□　申請者を扶養する者がいるが、その者は前

年の所得について所得税を納付していない。

前年の所得について所得税の納付が

　　□　ある　　□　ない

　　　障害の有無

　障害（障害等級第７級又はそれに相当する程度以上）が

　　　□　ある　　□　ない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円３　申　　請　　額

＊４　死亡した要介護年金受給者に係る障害の部位・程度

　　　□　せき髄その他神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し（有し）、常に介護を要するもの（第１級）

　　　□　胸膜部臓器の機能に著しい障害を残し（有し）、常に介護を要するもの（第１級）

　　　傷病等級第１級又は障害等級第１級に最初に該当することとなった日　　　　　　　　　年　　月　　日

銀行
支店

振　込　先
金融機関名

振　込　み

５　

送

金

希

望

の

場

合

　□　普通預金　　□　当座預金

口　座　番　号

預金名義者

銀行
支店

受　取　先
金融機関名

送金小切手

そ　の　他

　　　　　年　　月　　日＊受　　理

　　　　　　　　　円＊決定金額

　　　　　年　　月　　日＊通　　知

　　　　　年　　月　　日＊支　　払

認定番号
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新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〔注意事項〕

１　申請者は、＊印の欄には記入しないこと。また、該当する□に�印を記

入すること。

２　この申請書には、次に掲げる書類を添付すること。ただし、当該申請書

の提出前に既に管理者に提出されている書類その他の資料については、添

付の必要はないこと。

�　死亡した要介護年金受給権者の死亡診断書、死体検案書、検視調書そ

の他要介護年金受給権者の死亡の事実を証明する書類又はその写し

�　申請者と死亡した要介護年金受給権者との続柄に関する市町村長の発

行する証明書

�　申請者が、要介護年金受給権者の死亡の当時その収入によって生計を

維持していた事実を認めることのできる書類

�　申請者が婚姻の届出をしていないが、要介護年金受給権者の死亡の当

時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認

めることのできる書類

�　申請者（妻である申請者を除く。）が、要介護年金受給権者の死亡の当

時法別表に定める障害等級第７級又はそれに相当する程度以上の障害の

状態にある者であるときは、そのことを証明する医師等の診断書その他

の書類

�　申請者が申請を行う日の属する年の前年における申請者の所得税額に

ついて税務署長が発行する納税証明書

�　申請者の属する世帯の住民票の写し、申請者と申請者を扶養する者と

の身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本、その他申請者

を扶養する者の有無及び申請者を扶養する者であることを証明できる書

類

�　申請者を扶養する者がいるときは、申請者が申請を行う日の属する年

の前年におけるその者の所得税額について税務署長が発行する納税証明

書

 

―　９０９　―
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　別記様式非第３９号

福祉事業（旅行費）申請書 

―　９１０　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

申請年月日　　　　　　　年　　　月　　　日　　新潟県市町村総合事務組合管理者　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　下記の旅行費の支給を申請します。

申請者の住所　　　　　　　　　　　　　　　

ふ　　り　　が　　な

氏　　　　名　　　　　　　　　　　　　　�
　　　　　　　　　年　　月　　日生（　　歳）

所属部局名所属団体名
１
被災職員
に関する
事　　項 福祉事業の実施　　　　年　　月　　日の承認年月日

負　　傷　　又　　は　　　　　年　　月　　日発病の年月日

（旅行の目的）
□補装具（□採型　□修理　□装着）　□リハビリテーション

２　
　

旅　
　

行　
　

費　
　

の　
　

内　
　

訳

旅　行　区　間
　　往　　　　　　　発　　　　　　　経由　　　　　　　着

　　　　　　　復　　　　　　　発　　　　　　　経由　　　　　　　着

旅　行　期　間
　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日から　　　　　　泊　　　　　日

　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日まで

計宿泊料宿泊数
急　行

料金等

車船　　舶鉄　　道
宿泊地到着地出発地月　日

運賃路　程運賃路　程運賃路　程

円円泊円円km円km円km

合　　　　　計

円３　旅　行　費　申　請　金　額

銀行　　　支店振込先金融
機　関　名

振　込　み

４　

送
金
希
望
の
場
合

　□普通預金　　　　□当座預金

口　座　番　号

預金名義者

銀行　　　支店受取先金融
機　関　名送金小切手

そ　の　他

年　　月　　日
＊　　　
受　　理

年　　月　　日
＊　　　
通　　知

円
＊　　　
承認金額

年　　月　　日
＊　　　
支　　払
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新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〔注意事項〕

１　申請者は、＊印の欄には記入しないこと。また、該当する□に�印を記

入すること。

２　「２　旅行費の内訳」の欄の宿泊料については、その領収書及び明細書を

添付すること。

 

―　９１１　―
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別記様式非第４０号

福祉事業決定通知書

 

―　９１２　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合管理者　　　　  �印 

福祉事業の決定について（通知）

　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日付けをもって申請のあった　　　　　　　　　　　

について、審査の結果、下記のとおり決定したので、通知します。

記

１　決　　　　　定　　□　支　給
 □　不支給

２　福祉事業の種類 □外科後処置　□補装具（□支給　□修理　□再支給）
 □リハビリテーション　□アフターケア
 □在宅介護を行う介護人の派遣
 □奨学援護金　□就労保育援護金
 □長期家族介護者援護金　□旅行費

３　福祉事業の内容

４　期　　　　　間 　　　　年　　月　　日から
 　　　　年　　月　　日まで
 　　　　　　　　　　日間（　週間、　時間）

５　福祉事業を実施する施設名（所在地）
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

６　介護科、奨学援護金又は就労保育援護金

　�　支給月額   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　�　支給対象者の氏名  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　�　在学者等又は保育児の氏名及び月額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　�　支給開始年月   　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　月

７　支　払　金　額   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　�　支払の場所及び方法  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　�　支払日（振込日）   　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

　�　委任に基づく受領者名（住所） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

８　そ　　の　　他  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〔注意事項〕

　在宅介護を行う介護人の派遣を受ける場合には、費用の一部を負担してい

ただきます。

 

―　９１３　―
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―
　９１４

　―

新
潟

県
市

町
村

総
合

事
務

組
合

市
町

村
等

の
非

常
勤

の
職

員
の

公
務

災
害

補
償

等
に

関
す

る
条

例
施

行
規

則
別記様式非第４１号 非常勤職員災害補償記録簿

年　　　月　　　日通 知 年 月 日

□男
□女

年　　月　　日生（　　歳）

ふ り が な

氏 名

生 年 月 日

被
災
職
員
に
関
す
る
事
項

住 所

所属部局名

職 名

年　　月　　日退職年月日

□同僚加害　　　　　　　□同僚加害以外
第 三 者

加 害 行 為
□自動車事故　　　　　　□その他

□免責　　　　□求償　　　　□一部補償

補　償　基　礎　額　　　　　　　　　円

年　　月　　日決定

年金補償基礎額　　　　　　　　　円

年　　月　　日決定

補 償 基 礎 額 ・

年金補償基礎額

　　　□有　　　　　　　　　　□無
故意の犯罪行為
等による制限の
有無及び制限期
間　

年　　　月　　　日から
年　　　月　　　日まで

□休業補償　□傷病補償年金　□障害補償

年金の年額年　金　の　種　類
（障害等級第　級）

条 例 附 則 第

５ 条 に よ る

調 整 関 係

第円

第円

備 考

□　障 害 補 償 年 金
□　障害補償一時金

障 害 補 償

第　　　級　　　号
□準　用　　□併合繰上げ　　□加　重

□　年　金　額　　　　　　　　　　　　　　　円
□　一時金額　　　　　　　　　　　　　　　円

年　　　　月　　　　日　　支給決定
支　　払

□　遺 族 補 償 年 金
□　遺族補償一時金

遺 族 補 償

□　年　金　額　　　　　　　　　　　　　　　円
□　条例附則第３条の一時金額　　　　　　　円
　年金支給停止期間
　　　　　年　　月から　　　年　　月まで
□　一時金額　　　　　　　　　　　　　　　円

年　　　　月　　　　日　　支給決定
支　　払

死亡職員との
続柄又は関係氏　　　　　名

受

給

権

者

金　額　　　　　　　　　　　　　　　　　円

葬 祭 補 償
年　　　月　　　日　支　払　

葬祭を行った者の
氏名及び死亡職員
との続柄又は関係

年　　　月　　　日（　　曜）
　午前・午後　　　　時　　　分　ごろ

災害発生の
日 時

災　
　

害　
　

発　
　

生　
　

の　
　

状　
　

況

□　施　設　外
　　　　　　　　　□　勤　務　先□　施　設　内　　　□　そ　の　他

災害発生の
場 所

　　　　　　　　　□　交通事故□　事　　故　　　□　そ　の　他
□　そ　の　他

事故の態様

災害発生時
の従事職務
認定理由等

傷病名・傷
病の部位及
び 程 度

年　　　　月　　　　日傷 病 等 級
該当年月日

年　　　　月　　　　日治ゆ年月日

年　　　　月　　　　日死亡年月日

第　　　　　　　　　級　　　　　　　号

傷 病 補 償 年 金
年　金　額　　　　　　　　　　　　　円

年　　月　　日　支給決定

所轄年金事務所等支給開始年月

年　　月号

年　　月号

�
�
�
�
�
�

（）

年金証書の
記　号　番　号
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害
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関
す
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―
　９１５

　―

　　　　　　　　　　　　　（裏）
非常勤職員災害補償記録簿　２号紙（表）
　　　　　　　　　　　　　２号紙（裏）

�����

介　　護　　補　　償休　　業　　補　　償療　　養　　補　　償

備考支払金額常　　時、
随時の別支給に係る月支払年月日備考支払金額補償基礎額休　業

実日数診療期間支払年月日支払金額診　療
実日数診療期間支払年月日

円自

至

年　月　日

・　 ・　 　

円円日自

至

年　月　日

・　 ・　 　

円日自

至

年　月　日

・　 ・　 　

・　 ・　 　・　 ・　 　・　 ・　 　

・　 ・　 　・　 ・　 　・　 ・　 　

・　 ・　 　・　 ・　 　・　 ・　 　

・　 ・　 　・　 ・　 　・　 ・　 　

・　 ・　 　・　 ・　 　・　 ・　 　

・　 ・　 　・　 ・　 　・　 ・　 　

・　 ・　 　・　 ・　 　・　 ・　 　

・　 ・　 　・　 ・　 　・　 ・　 　

・　 ・　 　・　 ・　 　・　 ・　 　

・　 ・　 　・　 ・　 　・　 ・　 　

・　 ・　 　・　 ・　 　・　 ・　 　

累　　　　　　計累　　　　　　計累　　　　　　計
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公
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災
害

補
償

等
に

関
す

る
条

例
施

行
規

則
非常勤職員災害補償記録簿３号紙（表）第三者加害

認　定　番　号

契　約　先自
賠
責
保
険

年齢氏　　　名加　

害　

者

氏　　　名被
災
職
員

証明書番号住　　　所住　　　所

契　約　者電話職　　　業職種所属団体名

契　約　先任　
意　
保　
険

氏　　　名

加
害
者
以
外
の
賠
償
責
任
者

年　　　月　　　日災害発生年月日

証明書番号住　　　所年　　　月　　　日３ 年 経 過 日

契　約　者加 害 者 と
の 関 係□公務災害　　□通勤災害

災 害 の 種 類
　（被）　　　　　　　　　　　　（加）

過　

失　

割　

合

氏　　　名□負傷　□疾病　□障害　□死亡

そ　

の　

理　

由

住　　　所民法　□第７０９条　□第７１４条
　　　□第７１５条　□第７１７条
　　　□第７１８条　□第７１９条
　□自賠法第３条　　□国賠法

成 立 す る

損 害 賠 償 責 任
加 害 者 と
の 関 係

氏　　　名

傷 病 名
住　　　所

加 害 者 と
の 関 係

備　
　
　
　
　
　

考

加 害 者 の
身 体 損 傷年　　　月　　　日治 ゆ 年 月 日

（現場見取図）（概要）災
害
発
生
の
状
況
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―
　９１７

　―

非常勤職員災害補償記録簿３号紙（裏）

□　賠　償　先　行

□賠償責保　□損害賠償

　険の請求　　金の受領

□示談成立　□その他

（　　　　　　　）

賠償

先行

事由

年　月　日示談成立年月日

損害賠償の
履 行 方 法示　

　

談　
　

の　
　

内　
　

容

損害賠償金
の 内 訳

後 遺 障 害
に つ い て

連帯保証人

そ　の　他

名　　目金　　額受領年月日
賠

償

金

の

受

領

円・　 ・

・　 ・

・　 ・

・　 ・

・　 ・

・　 ・

被
災
職
員
と
加
害
者
の
交
渉
状
況

□　補　償　先　行

（事　由）（金　額）（決　裁）

・　 ・
留　　保年　　　　月　　　　日　債権取得通知年月日

（事　由）（金　額）（決　裁）

・　 ・
放　　棄年　　　　月　　　　日　

債 務 者 と の 示
談 成 立 年 月 日

納　　　　　　入　　　　　　状　　　　　　況補　　　償　　　の　　　状　　　況　　　等

納　入　者　別　内　訳
納　入　額納　　入

年　月　日
納入通知
年　月　日求償確定額求償予定額請求し得

る損害額補　償　額補償の
種　類

支　　払
年　月　日 そ　の　他任意保険自　賠　責

円円円円・　 ・・　 ・円円円円・　 ・

・　 ・・　 ・・　 ・

・　 ・・　 ・・　 ・

・　 ・・　 ・・　 ・

・　 ・・　 ・・　 ・

・　 ・・　 ・・　 ・

・　 ・・　 ・・　 ・

・　 ・・　 ・・　 ・

・　 ・・　 ・・　 ・

・　 ・・　 ・・　 ・

・　 ・・　 ・・　 ・

計計

債　務　者　と　の　交　渉　状　況加　害　者　等　の　状　況　調　査
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〔記入要領〕

Ⅰ　非常勤職員災害補償記録簿

１　この記録簿は、職員の災害が公務又は通勤により生じたものであると

認定された場合に作成し、補償が完結するまで順次必要事項を記入する

ものとする。

２　「所属部局名」欄には、職員が災害を受けた当時の所属部局を記入する

こと。

３　「職名」の欄には、職員が災害を受けた当時の職名を、例えば議会議員、

教育委員会委員、○○調査員等と記入すること。

４　「補償基礎額・年金補償基礎額」の欄には、最初に決定した補償基礎額

とその決定年月日並びに年金たる補償に該当する者に係る当該年金たる

補償の算定の基礎として用いる年金補償基礎額とその決定年月日を記入

すること。

５　「故意の犯罪行為等による制限の有無及び制限期間」の欄には、故意の

犯罪行為又は重大な過失の有無について該当する□に�印を記入し、故

意の犯罪行為又は重大な過失がある場合には、療養を開始した日及び条

例第１０条の規定により決定した休業補償等の制限の終了する日を記入す

ること。制限を受ける補償の種類については、該当する□に�印を記入

すること。

６　「傷病補償年金」の欄には、次のように記入すること。

�　等級については、条例別表第１の等級欄に規定する等級及び同表の

規定により、その例によることとされている地方公務員災害補償法施

行規則（昭和４２年総務省令第２７号）の別表の障害の状態欄に規定する

番号を記入すること。

�　支給決定の年月日については、支給を決定した年月日を記入するこ

と。なお、「障害補償」及び「遺族補償」の欄中の年金の場合の支給決

定の年月日についても同様とする。

７　「障害補償」の欄には、次のように記入すること。

�　補償の種類については、該当する□に�印を記入すること。なお、

「遺族補償」の場合も同様とすること。

―　９１８　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則
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�　等級については、年金の場合は「年金額」の□に�印を記入し、そ

の年額を記入し、一時金の場合は「一時金」の□に�印を記入し、そ

の金額を記入すること。なお、「遺族補償」の場合もこの例により記入

すること。

�　支払の年月日については、一時金の場合に支出を決定した年月日を

記入すること。なお、「遺族補償」及び「葬祭補償」の欄中の支払年月

日の記入についても、同様とする。

８　「第三者加害行為」の欄には、該当する□に�印を記入すること。ま

た、加害者の氏名、住所及び求償額等必要事項を「備考」の欄に記入す

ること。

Ⅱ　非常勤職員災害補償記録簿　（裏面）

  　　　　　２号紙（表）

  　　　　　２号紙（裏）

１　この記録簿は、療養補償若しくは休業補償を支払った都度記入するこ

と。

２　「休業実日数」の欄には、休業補償の対象となった日数を記入するこ

と。

３　「補償基礎額」の欄には、補償基礎額を改定した都度その額を記入する

こと。

４　「備考」の欄には、補償基礎額の改定を行った年月日その他必要な事項

を記入すること。

５　「累計」の欄には、原則として支払年度ごとの累計額を記入すること。

Ⅲ　非常勤職員災害補償記録簿　　３号紙（表）

１　この記録簿は、第三者加害事案について作成し、求償・免責事務が完

結するまで、必要な事項を記入すること。

２　「成立する損害賠償責任」の欄には、災害の原因となった事故に関し加

害者等に成立すると認められる損害賠償責任の全てを記入すること。

３　「加害者以外の賠償責任者」の欄には、被災職員に対して直接に損害を

加えた加害者以外で、当該災害の原因となった事故に関し損害賠償責任

を追うと認められる者、例えば、加害者の使用者、自動車の運行供用者

―　９１９　―

�
�
�
�
�
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等を記入すること。

４　「加害者の身体損傷」の欄には、当該災害によって受けた加害者の身体

的損害について、その傷病名、程度を記入すること。

５　「過失割合」の欄には、当該災害の原因となった事故に関し、管理者が

自己の調査で決めた被災職員及び加害者双方の過失割合及びその理由を

記入すること。なお、当該過失割合を示談等によって変更した場合は、

「備考」の欄にその過失割合及びその理由を記入しておくこと。

６　「災害発生の状況」の欄には、災害発生の日時、場所、被災職員・加害

者の行為、災害発生の原因と周囲の状況について、現場見取図を用いて

記入すること。

Ⅳ　非常勤職員災害補償記録簿３号紙（裏）

１　「賠償先行事由」の欄のその他に該当する場合は、具体的にその事由を

記入すること。

２　「被災職員と加害者の交渉状況」の欄には、被災職員から報告のあった

示談締結までの状況等について記入すること。

３　「補償の状況等」の欄の請求し得る損害額は、「地方公務員災害補償法

第５９条関係事務の取扱いについて（昭和４３年５月１０日地基補第１５１号）」

の別紙１の原則的計算方法によって算出した額を記入し、求償予定額

は、請求し得る損害額から組合長が自己の調査で決めた過失割合により

過失相殺をした後の額を記入すること。また、求償確定額は、債務者の

同意を得て決定した最終の求償額を記入すること。

４　「加害者等の状況調査」の欄には、留保、放棄、分割納入とした事由に

係る加害者等の状況調査の結果を記入すること。

５　「債務者との交渉状況」の欄には、債権取得通知、求償予定額の通知、

納入通知等求償権の行使について加害者等から異議の申出があり債務者

とその調整をする必要がある場合の措置の内容等を記入すること。

 

―　９２０　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則
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―
　９２１

　―

別記様式非第４２号

認定番号職　種年　度災害発生年度

　　傷病等級
　　　　　（第　　　　級　　　　号）年　　　月　　　日　傷　 病　 等　 級

該　当　年　月　日□　本　人

□　遺　族

被　災　所　員

と　の　続　柄
　年　　月　　日生

申請者の氏名等

　　障害等級　□該当　□非該当
　　　　　（第　　　　級　　　　号）年　　　月　　　日　治　ゆ　年　月　日

年　　　　　月　　　　　日
申 請 者 が 遺 族 の
場 合 被 災 職 員 の
死　亡　年　月　日

申 請 者 の 住 所

備　　考支　払　年　月　日旅　　行　　費支　払　年　月　日支　払　金　額個　数名　　　　　　　　　称支給・修理・再支給の別
補　

装　

具

年　　月　　　日円年　　月　　　日円

・　 ・・　 ・
・　 ・・　 ・
・　 ・・　 ・
・　 ・・　 ・

銀行　　　　　支店振込先金融
機　関　名
口　座　番　号

　氏　名

年　　月　　日

　氏　名

年　　月　　日

　氏　名

年　　月　　日

□　傷病補償年金（□１級□２級□３級）
□　障害補償年金（□１級□２級□３級）受給権者氏名
□　遺族補償年金

奨
学
援
護
金
又
は
就
労
保
育
援
護
金
の
支
給
関
係

備　　　考支給変更理由支給変更年月支給終了予定年月支給開始年月学校・保育所等の別在学者等又は保育児の氏名
年　　月年　　月年　　月小 学 校氏名

　　年　月　日生

奨　

学　

援　

護　

金

年　　月年　　月年　　月中 学 校
年　　月年　　月年　　月高 等 学 校
年　　月年　　月年　　月大 学
年　　月年　　月年　　月小 学 校氏名

　　年　月　日生

年　　月年　　月年　　月中 学 校
年　　月年　　月年　　月高 等 学 校
年　　月年　　月年　　月大 学

年　　月年　　月氏名
　　年　月　日生

就
労
保
育
援
護
金

年　　月年　　月氏名
　　年　月　日生

福　祉　事　業　記　録　簿
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―
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　―
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福祉事業記録簿（裏）　外科後処置、リハビリテーション、アフターケア、傷病特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金、障害特別援
護金、遺族特別援護金、一時金たる障害特別給付金、一時金たる遺族特別給付金、障害差額特別給付金、長期家族介護援護金、その他

備　　考支　払　金　額種　　　類支　給　年　月　日備　　考支　払　金　額種　　　類支　給　年　月　日
円　　　年　　　月　　　日円　　　年　　　月　　　日

・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　

累　　　　　　計・　 ・　 　

Title:05-3-1●
869②

-.ec8 Page:920  D
ate: 2020/12/16 W

ed 11:46:10 



新
潟

県
市

町
村

総
合

事
務

組
合

市
町

村
等

の
非

常
勤

の
職

員
の

公
務

災
害

補
償

等
に

関
す

る
条

例
施

行
規

則
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 

―
　９２３

　―

　福祉事業記録簿２号紙（表）奨学援護金又は就労保育援護金

備　　考支　払　金　額支払年月日支　給　に　係　る　月備　　考支　払　金　額支払年月日支　給　に　係　る　月
円　 　年　　月　　日　年　　月～　　年　　月分円　　年　　　月　　　日　年　　月～　　年　　月分

・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
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・　 ・　 　・　 ・　 　
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・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　

累　　　　　　計・　 ・　 　

職　　種年度災害発生年度 認　定　番　号

Title:05-3-1●
869②

-.ec8 Page:921  D
ate: 2020/12/16 W

ed 11:46:10 



 

―
　９２４

　―

新
潟

県
市

町
村

総
合

事
務

組
合

市
町

村
等

の
非

常
勤

の
職

員
の

公
務

災
害

補
償

等
に

関
す

る
条

例
施

行
規

則
　福祉事業記録簿２号紙（裏）奨学援護金又は就労保育援護金

備　　考支　払　金　額支払年月日支　給　に　係　る　月備　　考支　払　金　額支払年月日支　給　に　係　る　月
円　 　年　　月　　日　年　　月～　　年　　月分円　　年　　　月　　　日　年　　月～　　年　　月分

・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
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・　 ・　 　・　 ・　 　
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・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　
・　 ・　 　・　 ・　 　

累　　　　　　計・　 ・　 　
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　福祉事業記録簿３号紙（表）在宅介護を行う介護人の派遣

職　　種年度災害発生年度 認　定　番　号
備　　考支　払　金　額支払年月日時　　間支　給　に　係　る　日備　　考支　払　金　額支払年月日時　　間支　給　に　係　る　日

円　　年　　　月　　　日時間　　年　　月　　日分　　円　　年　　　月　　　日時間 　年　　月　　日分　　

　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　

累　　　　　　計　・　 ・　 　
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　福祉事業記録簿３号紙（裏）在宅介護を行う介護人の派遣

備　　考支　払　金　額支払年月日時　　間支　給　に　係　る　日備　　考支　払　金　額支払年月日時　　間支　給　に　係　る　日
円　　年　　　月　　　日時間　　年　　月　　日分　　円　　年　　　月　　　日時間 　年　　月　　日分　　

　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　
　・　 ・　 　　・　 ・　 　

累　　　　　　計　・　 ・　 　
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〔記入要領〕

Ⅰ　福祉事業記録簿

１　この記録簿は、福祉事業（休業援護金、傷病特別給付金、年金たる障害特別給付金及び年金たる遺族特別給付

金を除く。）の実施について承認した場合に記入すること。

２　「補装具」の欄には、次のように記入すること。

�　「名称」の項には、補装具の種目及び形式を記入すること

�　「旅行費」の項には、補装具の支給、再支給又は修理のために要した旅行費を記入すること

�　「備考」の項には、補装具の制作業者名、旅行区間等必要な事項を記入すること

３　「奨学援護金又は就労保育援護金の支給関係」の欄には、次のように記入すること。

�　「□傷病補償年金（□１級□２級□３級）

 □障害補償年金（□１級□２級□３級）受給権者氏名」　の項には、

 □遺族補償年金

該当する□に�印を記入し、年金たる補償の受給権者の氏名及び受給権者となった年月日を記入し、遺族補償

年金の受給権者が異動した場合は、異動の年月日とともに新たに受給権者となった者の氏名を記入すること

�　「支給事由変更」の項には、例えば、退学と記入すること

�　奨学援護金に係る「備考」の項には、在学者が小学校、中学校、高等学校、大学（大学院を除く。）に在学す

る者以外のものである場合は、その学校等の種類を記入すること

�　就労保育援護金に係る「備考」の欄には、就労者の氏名等を記入すること

Ⅱ　福祉事業記録簿（裏）

１　この記録簿は、外科後処置、リハビリテーション、アフターケア、傷病特別支給金、障害特別支給金、遺族特

別支給金、障害特別援護金、遺族特別援護金、一時金たる障害特別給付金、一時金たる遺族特別給付金、障害差

額特別給付金、その他についてその支払の都度記入すること。
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２　「支払年月日」の欄には、支払った年月日を記入すること。

３　「種類」の欄には、実施した福祉事業の種類を記入すること。

４　「備考」の欄には、実施した福祉事業の内容、期間、施設名、症状経過等について記入すること。

Ⅲ　福祉事業記録簿２号紙

１　この記録簿は、奨学援護金又は就労保育援護金の支払の都度記入すること。

２　「支払年月日」の欄には、支払った年月日を記入すること。

３　「支払金額」の欄の支払い年度ごとの合計額の記入及び「累計」の欄の記入については、別記第４３号傷病補償年

金等記録簿〔記入要領〕の５の�及び�の例によること。

４　「備考」の欄には、奨学援護金又は就労保育援護金の支給を必要としない事情が生じた場合の年月日、理由等を

記入すること。

Ⅳ　福祉事業記録簿３号紙

１　この記録簿は、在宅介護を行う介護人の派遣に係る費用の支払の都度記入すること。

２　「時間」の欄には、３又は６を記入すること。

３　「備考」の欄には、介護券による費用の請求の場合に、当該介護券に記入されている発行日を記入すること。
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　別記様式非第４３号

傷病補償年金記録簿　　

受給権者の住所
年金証書の番号

第　　　　　号年　月　日生（　歳）

受給権者の氏名

生　年　月　日

傷病の名称、部位及びその状態第　　　　級（　　　　　年　　　　月　　　　日決定）

傷　病　等　級 第　　　　級（　　　　　年　　　　月　　　　日決定）

□　有　　　　　　　　　年　　　月　　　日から

□　無　　　　　　　　　年　　　月　　　日まで

故意の犯罪行為等に
よる制限の有無及び
制限期間

第　　　　級（　　　　　年　　　　月　　　　日決定）

年　　　　　　月　　　支 給 開 始 年 月

備　　　　　　考所轄年金事務所等支給開始年月年 金 証 書 の
記 号 番 号年金の金額年　金　の　種　類

（障害等級第　級）
条例附則第５条

による調整関係
年　　月第　　　　　号円

年　　月第　　　　　号円

条例附則第５条によ
る調整又は第１０条に
よる制限後の年金額

条例第８条
の２による
年　金　額

年金補償
基　礎　額

補　　償
基　礎　額支給年月傷

病
補
償
年
金
の
年
額

条例附則第５条によ
る調整又は第１０条に
よる制限後の年金額

条例第８条
の２による
年　金　額

年金補償
基　礎　額

補　　償
基　礎　額支給年月傷

病
補
償
年
金
の
年
額

円円円円年
月から

円円円円年
月から

年
月から

年
月から

年
月から

年
月から

年
月から

年
月から

備　　考
銀行　　　　　支店振込先金融機関名

口 座 番 号
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　　　　　　　　　　　（裏）
　傷病補償年金記録簿　２号紙（表）
　　　　　　　　　　　２号紙（裏）

�����

備　考支払金額支　払　年　月　日年　齢支 給 に 係 る 月備　考支払金額支　払　年　月　日年　齢支 給 に 係 る 月

円年　月　日
　　・　 　・

歳
　年　月～　年　月分

円年　月　日
　　・　 　・

歳
　年　月～　年　月分

　　・　 　・　　・　 　・

　　・　 　・　　・　 　・

　　・　 　・　　・　 　・

　　・　 　・　　・　 　・

　　・　 　・　　・　 　・

　　・　 　・　　・　 　・

　　・　 　・　　・　 　・

　　・　 　・　　・　 　・

　　・　 　・　　・　 　・

　　・　 　・　　・　 　・

　　・　 　・　　・　 　・

　　・　 　・　　・　 　・

　　・　 　・　　・　 　・

累　　　　　　計　　・　 　・
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障害補償年金記録簿　　

受給権者の住所
年金証書の番号

第　　　　　号年　月　日生（　歳）

受給権者の氏名

生　年　月　日

障害の部位及びその程度第　　　　級（　　　　　年　　　　月　　　　日決定）

障　害　等　級 第　　　　級（　　　　　年　　　　月　　　　日決定）

□　有　　　　　　　　　年　　　月　　　日から

□　無　　　　　　　　　年　　　月　　　日まで

故意の犯罪行為等に
よる制限の有無及び
制限期間

第　　　　級（　　　　　年　　　　月　　　　日決定）

年　　　　　　月　　　　支 給 開 始 年 月

備　　　　　　考所轄年金事務所等支給開始年月年 金 証 書 の
記 号 番 号年金の金額年　金　の　種　類

（障害等級第　級）
条例附則第５条

による調整関係
年　　月第　　　　　号円

年　　月第　　　　　号円

条例附則第５条によ
る調整又は第１０条に
よる制限後の年金額

条例第９条
による年金
額　　　　

年金補償
基　礎　額

補　　償
基　礎　額支給年月障

害
補
償
年
金
の
年
額

条例附則第５条によ
る調整又は第１０条に
よる制限後の年金額

条例第９条
による年金
額　　　　

年金補償
基　礎　額

補　　償
基　礎　額支給年月障

害
補
償
年
金
の
年
額

円円円円年
月から

円円円円年
月から

年
月から

年
月から

年
月から

年
月から

年
月から

年
月から

備　　考
銀行　　　　　支店振込先金融機関名

口 座 番 号
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　　　　　　　　　　　（裏）
　障害補償年金記録簿　２号紙（表）
　　　　　　　　　　　２号紙（裏）

�����

備　考支払金額支　払　年　月　日年　齢支 給 に 係 る 月備　考支払金額支　払　年　月　日年　齢支 給 に 係 る 月

円年　月　日
　　・　 　・

歳
　年　月～　年　月分

円年　月　日
　　・　 　・

歳
　年　月～　年　月分

　　・　 　・　　・　 　・

　　・　 　・　　・　 　・

　　・　 　・　　・　 　・

　　・　 　・　　・　 　・

　　・　 　・　　・　 　・

　　・　 　・　　・　 　・

　　・　 　・　　・　 　・

　　・　 　・　　・　 　・

　　・　 　・　　・　 　・

　　・　 　・　　・　 　・

　　・　 　・　　・　 　・

　　・　 　・　　・　 　・

　　・　 　・　　・　 　・

累　　　　　　計　　・　 　・
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遺族補償年金記録簿　　

年　　　　　月　　支 給 開 始 年 月年　　月　　日生　死亡職員の氏名・生年月日

備　　　　　　考年 金 証 書
の　番　号そ の 事 由受給資格に変動

を生じた年月日
死 亡 職 員
と の 続 柄住　　　　　　　所生年月日氏　　　　　　名

遺
族
補
償
年
金
受
給
資
格
者

第　　　号年　月　日　
・　 　・

第　　　号・　 　・

第　　　号・　 　・

第　　　号・　 　・

第　　　号・　 　・

備　　　　　　考所轄年金事務所等支 給 開 始 年 月年金証書の
記　号　番　号年金の年額年　金　の　種　類

条例附則第５条

による調整関係
年　　　月　第　　　　　号円

年　　　月　第　　　　　号円

条例附則第５
条による調整
後の年金額　

条例第１２条
による年金
額　　　　

乗ず
べき
数　

年金補償
基　礎　額

補　　償
基　礎　額支給年月

遺
族
補
償
年
金
の
年
額

条例附則第５
条による調整
後の年金額　

条例第１２条
による年金
額　　　　

乗ず
べき
数　

年金補償
基　礎　額

補　　償
基　礎　額支給年月

遺
族
補
償
年
金
の
年
額

円　円　円　円　年
月から

円　円　円　円　年
月から

年
月から

年
月から

年
月から

年
月から

年
月から

年
月から

年
月から

年
月から

備　　　考
銀行　　　　　支店　振込先金融機関名

口　 座　 番　 号
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　　　　　　　　　　　（裏）
　遺族補償年金記録簿　２号紙（表）
　　　　　　　　　　　２号紙（裏）

�����

備　考支払金額支　払　年　月　日年　齢支 給 に 係 る 月備　考支払金額支　払　年　月　日年　齢支 給 に 係 る 月

円年　月　日
　　・　 　・

歳
　年　月～　年　月分

円年　月　日
　　・　 　・

歳
　年　月～　年　月分

　　・　 　・　　・　 　・

　　・　 　・　　・　 　・

　　・　 　・　　・　 　・

　　・　 　・　　・　 　・

　　・　 　・　　・　 　・

　　・　 　・　　・　 　・

　　・　 　・　　・　 　・

　　・　 　・　　・　 　・
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新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〔記入要領〕

１　この記録簿は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金の支給が

決定された場合に作成し、同一事由による補償の継続する期間、記入する

こと。

２　当該補償が、傷病補償年金の場合には、傷病補償年金記録簿を用いるも

のとし、次の要領により記入すること。

�　「傷病等級」の欄には、最初に障害補償年金の支給を決定した場合の当

該傷病等級及びその決定年月日を最初の欄に記入し、支給開始後傷病等

級に変更があった場合には、変更後の傷病等級及びその変更決定年月日

を次の欄以下に記入すること。

�　「支給開始年月日」の欄には、当該障害の原因である傷病による障害の

程度が傷病等級に該当することとなった月の翌月の年月を記入するこ

と。

�　「傷病補償年金の年額」の欄には、最初に傷病補償年金の支給を決定し

たときの年額を最初の欄に記入し、以下の欄には、年金額の改定のつど

順次記入すること。

�　「補償基礎額」の欄には、条例第５条の２において定める額を記入する

こと。

�　「年金補償基礎額」の欄には、傷病補償年金の額の算定の基礎として用

いる補償基礎額を記入すること。

�　「故意の犯罪行為等による制限の有無及び制限期間」の欄には、災害補

償記録簿の記入要領の５の例により記入すること。

�　「条例附則第５条による調整関係」の欄には、受給権者が傷病補償年金

と同一の事由により、次に掲げる年金の給付を受けている場合には、そ

の年金の種類、年額、支給開始年月日、年金証書の記号番号及び所轄年

金事務所等を記入すること。

�　国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４号。以下「国

民年金等改正法」という。）附則第８７条第１項に規定する年金たる保険

給付に該当する障害年金（以下「旧船員保険法の障害年金」という。）

�　国民年金等改正法附則第７８条第１項に規定する年金たる保険給付に

―　９３５　―
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該当する障害年金（以下「旧厚生年金保険法の障害年金」という。）

�　国民年金等改正法附則第３２条第１項に規定する年金たる給付に該当

する障害年金（以下「旧国民年金法の障害年金」という。）

�　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）の規定による障害厚生年金

（以下単に「障害厚生年金」という。）及び国民年金法（昭和３４年法律

第１４１号）の規定による障害基礎年金（同法第３０条の４の規定による障

害基礎年金を除く。以下単に「障害基礎年金」という。）

�　障害厚生年金（当該補償の事由となった障害について障害基礎年金

が支給される場合を除く。）

�　障害基礎年金（当該補償の事由となった障害について国家公務員等

共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）若しくは地方公務員等共済組合法

（昭和３７年法律第１５２号）の規定による障害共済年金（以下単に「障害

共済年金」という。）又は障害厚生年金が支給される場合を除く。）

�　「備考」の欄には、年金証書の再交付及びその事由、支給事由が消滅し

た場合の年月日及びその事由、調査を行った年月日及びその結果の概

要、その他必要な事項を記入すること。

３　当該補償が障害補償年金の場合には、障害補償年金記録簿を用いるもの

とし、次の要領で記入すること。

�　「障害等級」の欄には、最初に障害補償年金の支給を決定した場合の当

該障害の等級及びその決定年月日を最初の欄に記入し、支給開始後障害

等級に変更があった場合には、変更後の障害等級及びその変更決定年月

日を次の欄以下に記入すること。

�　「支給開始年月日」の欄には、当該障害の原因である傷病が治ゆした月

の翌月の年月を記入すること。

�　「条例附則第５条による調整関係」の欄には、受給権者が障害補償年金

と同一の事由により、次に掲げる年金の給付を受けている場合には、そ

の年金の種類、年額、支給開始年月日、年金証書の記号番号及び所轄年

金事務所等を記入すること。

�　旧船員保険法の障害年金

�　旧厚生年金保険法の障害年金

―　９３６　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
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新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

�　旧国民年金法の障害年金

�　障害厚生年金及び障害基礎年金

�　障害厚生年金（当該補償の事由となった障害について障害基礎年金

が支給される場合を除く。）

�　障害基礎年金（当該補償の事由となった障害について障害共済年金

又は障害厚生年金が支給される場合を除く。）

�　上記以外の各欄には、傷病補償年金記録簿の記入要領の２の�から�

まで及び�の例により記入すること。

４　当該補償が、遺族補償年金の場合には、遺族補償年金記録簿を用いるも

のとし、次の要領により記入すること。

�　「遺族補償年金受給資格者」の欄には、遺族補償年金を受けることので

きる遺族全員について、次のように記入すること。

�　「氏名」の項には、条例第１２条第２項に規定する順序により記入する

こと。

�　「受給資格に変動を生じた年月日」の項には、その者が受給権者と

なった年月日、又は受給権者若しくは受給資格者でなくなった年月日

等を記入すること。

�　「その事由」の項には、受給資格に変動を生じた事由を具体的に記入

すること。

�　「備考」の項には、その者が受給権者であるときは 権○ と、受給権者と

生計を同じくしている者であるときは 生○ と、条例第１２条第１項第４号

に規定する障害の状態にあるときは 障○ と記入すること。

�　「条例附則第５条による調整関係」の欄には、受給権者が遺族補償年金

と同一の事由により、次に掲げる年金の給付を受けている場合には、そ

の年金の種類、年額、支給開始年月日、年金証書の記号番号及び所轄年

金事務所等を記入すること。

�　国民年金等改正法附則第８７条第１項に規定する年金たる保険給付に

該当する遺族年金

�　国民年金等改正法附則第７８条第１項に規定する年金たる保険給付に

該当する遺族年金

―　９３７　―
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�　国民年金等改正法附則第３２条第１項に規定する年金たる給付に該当

する母子年金、準母子年金、遺族年金又は寡婦年金

�　厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金及び国民年金法の規定に

よる遺族基礎年金（国民年金等改正法附則第２８条第１項の規定により

支給される遺族基礎年金を除く。）

�　遺族厚生年金（当該補償の事由となった死亡について遺族基礎年金

が支給される場合を除く。）

�　遺族基礎年金（当該補償の事由となった死亡について国家公務員等

共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の規定による遺族共済年

金又は遺族厚生年金が支給される場合を除く。）又は国民年金法の規定

による寡婦年金

�　上記以外の各欄には、傷病補償年金記録簿の記入要領の２の�から�

及び�の例により記入すること。

５　各記録簿の２号紙については、次のように記入すること。

�　「支給に係る月」の欄には、例えば昭和５３年３月の支払の場合には、５２

年１２月～５３年２月分と記入すること。

�　「年齢」の欄には、条例第５条の２第１項に規定する基準日における職

員の年齢を記入すること。

�　「支払年月日」の欄には、支払を行った年月日を記入すること。

�　「支払金額」の欄には、支払年度ごとの合計額を記入するものとし、そ

の合計額を記入した項に対応する「支給に係る月」の項には、適宜「○

○年度会計」等と記入すること。

�　当該補償と同一の事由につき損害賠償を受けたときは、「備考」の欄

に、受給権者が受領した傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金

に相当する損害賠償の金額及びその額を受領した年月日を記入し、「支

給に係る月」、「年齢」及び「支給金額」の欄には、当該損害賠償を受け

たことにより免責されている傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償

年金が仮に支給されていたとしたら記入すべき事項を赤字で記入するこ

と。

�　「累計」の欄には、支給が完結した場合の総計を記入すること。

―　９３８　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例施行規則
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新潟県市町村総合事務組合非常勤職員
公務災害補償等負担金条例　　　　　

　（趣旨）

第１条　この条例は、新潟県市町村総合事務組合規約（平成１６年総行市第３０

号許可。以下「規約」という。）第１３条第２項の規定に基づき、規約別表第

２の６の項に掲げる事務を共同処理する市町村、一部事務組合及び広域連

合（以下「組合市町村等」という。）の負担金に関し、必要な事項を定める

ものとする。

　（用語の意義）

第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。

�　補償基礎額　新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公

務災害補償等に関する条例（平成１６年条例第２４号。以下「公務災害補償

条例」という。）第５条の規定により当該職について定められた額をいう。

�　定数　当該年度の４月１日（年度の途中において組合市町村等となっ

た場合は、その事由の生じた日）における組合市町村等の条例及び規則

等により定められた当該職についての定員数（同一の組合市町村等のう

ちで公務災害補償条例の適用を受ける他の職にあることに伴い当該職を

兼ねているものの数を除く。）をいう。ただし、特別の事情がある場合

は、管理者が別に定めるものをいう。

�　執行機関の委員　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条の５第１

項及び第３項に規定する委員会及び委員の構成員である委員をいう。

�　附属機関の委員　地方自治法第１３８条の４第３項に規定する附属機関

として法令又は組合市町村等の条例で定められたものの構成員である委

員等をいう。

�　人口　当該年度の４月１日現在における最近の国勢調査人口をいう。

 

―　９３９　―

平成１８年３月１日
条 例 第 ２１ 号



　（非常勤職員公務災害補償等負担金）

第３条　各年度の４月１日現在における組合市町村等は、公務災害補償条例

の規定による補償の実施及び事務に要する経費に充てるため、市町村に

あっては次の各号に定めるところにより算定した額の合計額を、一部事務

組合及び広域連合にあっては第１号に定めるところにより算定した額を負

担しなければならない。

�　議会の議員１人につき、当該補償基礎額に０．２（一部事務組合及び広域

連合にあっては０．１）を乗じて得た額の定数分

�　市町村の人口１人につき１３円

　（加入負担金）

第４条　新たに組合市町村等となった地方公共団体は、次の各号に定めると

ころにより算定して得た額の合計額を負担しなければならない。ただし、

当該年度の４月１日に新たに組合市町村等となった場合には、第１号に規

定する額は負担しないものとする。

�　前条に規定する額

�　議会の議員、執行機関の委員及び附属機関の委員の職の区分に応じ、

それぞれの補償基礎額に相当する額の各定数分

　（脱退）

第５条　組合市町村等が組合市町村等でなくなったときは、第３条及び前条

に規定する負担金は、これを返還しないものとする。

　（納期）

第６条　第３条に規定する負担金は、毎年５月末日までに納入するものとす

る。

２　第４条に規定する負担金は、管理者が指定する期日までに納入するもの

とする。

　（定数等の報告）

第７条　組合市町村等は、各年度の４月１日現在における議会の議員の定数

等を管理者に報告しなければならない。

　（委任）

第８条　この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

―　９４０　―

新潟県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等負担金条例
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　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この条例の施行日前に加入した地方公共団体の負担金の賦課について

は、なお従前の例による。

　（組合市町村等の廃置分合等があった場合の負担金）

３　組合市町村等の廃置分合等があった場合の負担金については、第３条及

び第４条の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

―　９４１　――　９４１（９４２～９４５欠）　―



新潟県市町村総合事務組合市町村等の
非常勤の職員の福祉事業に関する規程

　最終改正　令和元年６月３日規程第１号

　（目的）

第１条　この規程は、新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の

公務災害補償等に関する条例（平成１６年条例第２４号。以下「条例」という。）

第１７条及び新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害

補償等に関する条例施行規則（平成１６年規則第２０号。以下「規則」という。）

第１７条第１項及び第２項の規定に基づき、福祉事業に関し、必要な事項を

定めることを目的とする。

　（外科後処置に関する事業）

第２条　組合は、地方公務員災害補償法施行規則（昭和４２年自治省令第２７号。

以下「法施行規則」という。）の別表第３（以下「法施行規則別表第３」と

いう。）に定める程度の障害（同表に定める各障害等級の障害に該当しない

障害であって、同表に定める各障害等級の障害に相当するものを含む。次

条第１項、第４条第１項及び第６条第１項において同じ。）が存するものの

うち、義肢装着のための断端部の再手術、醜状軽減のための処置、義眼の

装かん若しくは局部神経症状の軽減のための処置その他管理者が定める処

置が必要であると認められる者に対し、外科後処置として必要な費用を支

給する。

２　前項に規定する外科後処置の範囲は、次に掲げるものであって、外科後

処置上相当と認められるものとする。

�　診察

�　薬剤又は治療材料の支給

�　処置、手術その他の治療

�　病院又は診療所への収容

�　看護

�　移送

―　９４７　―

平成１６年３月１日
規 程 第 １ 号
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３　外科後処置を受けるため入院等をする場合は、日当を支給する。

　（補装具の支給）

第３条　組合は、法施行規則別表第３に定める程度の障害が存する者に対

し、義肢、装具、義眼、眼鏡、補聴器、人工こう頭、車椅子、収尿器、歩

行補助つえ、盲人安全つえ、点字器その他管理者が必要と認める補装具を

支給するものとする。

２　前項に掲げる補装具を支給する場合には、次に定めるところによる。

�　義肢は、４肢又は手肢若しくは足肢の一部又は全部を失った者に対

し、１障害部位につき２本を支給する。

�　装具は、４肢の一部若しくは全部の用を廃した者又は体幹の機能に障

害を残す者に対し、１障害部位につき２個（体幹装具については１個）

を支給する。

�　義眼は、１眼又は両眼を失明した者に対し、失明した１眼につき１個

を支給する。

�　眼鏡は、１眼若しくは両眼のきょう正視力が０.６以下になった者又は

しゅう明、昼盲等の障害を残す者に対し、１個（必要と認める場合は２

個）を支給する。

�　補聴器は、１耳又は両耳の聴力が４０センチメートル以上離れては普通

の話声を理解することができない者に対し、１個を支給する。

�　人工こう頭は、言語の機能を廃した者に対し、１個を支給する。

�　車いすは、両下肢を失い、又はその用を全廃した者で義肢又は装具の

使用を不適当とするものに対し、１台を支給する。

�　収尿器は、排尿の機能に障害を残す者に対し、２個を支給する。

�　歩行補助つえは、歩行の機能に障害を残す者に対し、１本又は１組を

支給する。

�　盲人安全つえ又は点字器は、両眼のきょう正視力が０.１以下になった者

に対し、それぞれ１本又は１個を支給する。

�　前各号に掲げる補装具以外の補装具は、管理者が定める範囲内で支給

する。

３　前項の規定により支給した補装具がき損し、又は適合しなくなった場合

―　９４８　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の福祉事業に関する規程
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には修理を行い、滅失し、又は修理を適当としなくなった場合には再支給

を行う。ただし、修理又は再支給は、そのき損、滅失等が支給を受けた者

の故意によって生じた場合は、行わない。

４　補装具の支給、修理又は再支給は、その種目、型式、材質等に応じ、障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法

律第１２３号）第７６条第２項の規定による補装具の購入に通常要する費用の額

を勘案した基準（この基準によることができないときは、管理者が定める

基準）の範囲内で行うものとする。

５　第２項及び第３項に規定する補装具の支給、修理又は再支給を受けるた

めに旅行をする場合は、旅行費を支給する。

　（リハビリテーションに関する事業）

第４条　組合は、法施行規則別表第３に定める程度の障害が存する者のう

ち、社会復帰のために身体的機能の回復等の措置が必要であると認められ

る者に対し、リハビリテーションとして、機能訓練、職業訓練その他相当

と認められる訓練に必要な費用を支給する。

２　リハビリテーションを受けるために旅行をする場合は、旅行費を支給す

る。

第５条　削除

　（アフターケアに関する事業）

第６条　組合は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負

傷し、若しくは疾病にかかり、治った者のうち、外傷による脳の器質的損

傷を受けた者で法施行規則別表第３に定める程度の障害が存するものその

他管理者が定める者に対し、アフターケアとして、その処置に必要な費用

を支給する。

２　前項に規定するアフターケアの範囲は、第２条第２項各号に掲げるもの

であって、アフターケアの実施上相当と認められるものとする。

　（休業援護金）

第７条　休業援護金は、次の各号の一に該当する者に対し、支給する。

�　休業補償を受ける者

�　職員が公務上の災害又は通勤による災害を受け、その療養のため勤務

―　９４９　―
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その他の業務の全部について勤務することができない場合において当該

職員の受ける給与その他の収入の額が休業補償を受けるものとした場合

の補償基礎額の６０／１００に相当する額以上で８０／１００に相当する額に満た

ない者（傷病補償年金を受ける者を除く。）

２　休業援護金の支給額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に

掲げる額とする。

�　前項第１号に掲げる者　次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に

掲げる額

ア　療養のため勤務その他の業務の全部について勤務することができな

い場合　休業補償に係る補償基礎額の２０／１００に相当する額

イ　療養のため勤務その他の業務の一部について勤務することができな

い場合　休業補償に係る補償基礎額（当該療養の開始後１年６月を経

過している場合において、条例第５条の３の規定により管理者が最高

限度額として定める額（以下この号において「最高限度額」という。）

を補償基礎額とすることとされている場合にあっては、同条の規定の

適用がないものとした場合の補償基礎額）から職員の受ける給与その

他の収入の額を差し引いた額（当該療養の開始後１年６月を経過して

いる場合において、当該差し引いた額が最高限度額を超える場合に

あっては、当該最高限度額）の２０／１００に相当する額

ウ　離職した後において時間単位で休業補償を受ける場合　休業補償に

係る補償基礎額の２０／１００に相当する額を７.７５で除して得た額に、当該

時間数（１時間未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。）を

乗じて得た額

�　前項第２号に掲げる者　休業補償を受けるものとした場合の補償基礎

額の８０／１００に相当する額から職員の受ける給与その他の収入の額を差

し引いた額

３　前２項の規定にかかわらず、職員が規則第６条の２各号の一に該当する

場合には、休業援護金は支給しない。

　（在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業）

第８条　組合は、傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者のうち、現に居

―　９５０　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の福祉事業に関する規程
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宅において介護を受けている者であって、管理者が定める障害を有する者

に対し、管理者が定める範囲内で、組合の指定する事業者において介護人

を派遣し、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な

便宜（以下「介護等」という。）を供与し、又はその供与に必要な費用を支

給する。ただし、介護等の給与を受け、又はその供与に必要な費用の支給

を受ける者は、管理者が定める範囲内で、当該介護等に係る費用の一部を

負担するものとする。

　（奨学援護金の支給）

第９条　奨学援護金は、次の各号の一に該当する者のうち、当該各号に該当

するに至った日における当該各号に規定する補償に係る補償基礎額が

１６,０００円以下である者に支給する。次の各号の一に該当する者のうち、当

該各号に規定する補償に係る年金補償基礎額が、同日において１６,０００円を

超えており、同日後１６,０００円以下となった者についても同様とする。

�　遺族補償年金の受給権者のうち、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）

第１条に定める学校（幼稚園を除く。）若しくは同法第１２４条に定める専

修学校（一般課程にあっては、当該課程の程度が高等課程と同等以上の

ものであると管理者が認めたものに限る。以下同じ。）に在学する者又は

職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第１５条の７第１項各号に掲

げる施設（次項において「公共職業能力開発施設」という。）において職

業訓練（職業能力開発促進法施行規則（昭和４４年労働省令第２４号）第９

条の表に掲げる普通職業訓練（短期課程のものを除く。）又は高度職業訓

練（専門短期課程及び応用短期課程のものを除く。）とする。次項第４号

において同じ。）を受ける者若しくは職業能力開発促進法第２７条に定める

職業能力開発総合大学校において職業訓練（職業能力開発促進法施行規

則第３６条の２に規定する職業訓練とする。次項第４号において同じ。）を

受ける者（以下「在学者等」という。）であって学資の支弁が困難である

と認められるもの

�　遺族補償年金の受給権者のうち、職員の死亡の当時その収入によって

生計を維持していた当該職員の子（当該職員の死亡の当時胎児であった

子を含むものとし、婚姻（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様

―　９５１　―
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の事情にある場合を含む。）をしている者、直系血族又は直系姻族以外の

者の養子（届出をしていないが事実上養子縁組関係と同様の事情にある

者を含む。）となっている者及び前号に該当する者を除く。）である在学

者等と生計を同じくしている者であって、当該在学者等に係る学資等の

支弁が困難であると認められるもの

�　障害補償年金の受給権者（法施行規則別表第３に定める第１級から第

３級までの障害等級に該当する障害がある者に限る。以下次号並びに次

条第１項第３号及び第４号において同じ。）のうち、在学者等であって学

資等の支弁が困難であると認められるもの

�　傷病補償年金の受給権者又は障害補償年金の受給権者のうち、在学者

等である子（婚姻（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情

にある場合を含む。）をしている者及び直系血族又は直系姻族以外の者の

養子（届出をしていないが事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を

含む。）となっている者を除く。）と生計を同じくしている者であって、

当該在学者等である子に係る学資等の支弁が困難であると認められるも

の

２　奨学援護金の支給額は、次の各号に掲げる在学者等の区分に応じ、在学

者等１人につき、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

�　小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学す

る者　月額　１４,０００円

�　中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別

支援学校の中学部に在学する者　月額　１８,０００円

�　高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校の第１学年から第

３学年まで、特別支援学校の高等部若しくは専修学校の高等課程若しく

は一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒

業した者、中等教育学校の前期課程を修了した者若しくはこれと同等以

上の学力を有すると認められる者を対象とする普通課程の普通職業訓練

若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令（昭和５３年労働省令

第３７号）附則第２条の規定による専修訓練課程の第１類の普通職業訓練

を受ける者　月額　１８,０００円

―　９５２　―
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�　大学、高等専門学校の第４学年若しくは第５学年若しくは専修学校の

専門課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において普通職業訓練

（前号に掲げるものを除く。）を受ける者若しくは職業能力開発総合大学

校において職業訓練を受ける者　月額　３９,０００円

３　奨学援護金の支給は、第１項前段に規定する者にあっては同項各号に該

当するに至った日の属する月の翌月（その日の属する月の前月の末日にお

いて年金たる補償を受ける権利を有していたときは、その日の属する月）、

同項後段に規定する者にあっては同項後段に該当するに至った日の属する

月から始め、支給すべき事由の消滅した日の属する月で終わるものとす

る。

４　奨学援護金は、これを受けている者にその支給額を変更すべき事実が生

じた場合には、その事実が生じた日の属する月の翌月（新たに在学者等と

なった者が生じたことにより支給額を増額すべき場合又は奨学援護金に係

る在学者等について支給額を増額すべき事実が生じた場合にあっては、そ

の事実が生じた日の属する月）からその支給額を改定する。

５　第１項第１号又は第２号に該当する者に係る奨学援護金は、地方公務員

災害補償法（昭和４２年法律第１２１号。以下「法」という。）第３５条第１項の

規定により遺族補償年金の支給が停止されている間、支給しない。

６　奨学援護金は、毎年２月、４月、６月、８月、１０月及び１２月の６期に、

それぞれその前月分まで支払う。ただし、奨学援護金を支給すべき事由が

消滅した場合におけるその期の奨学援護金は、支払期月でない月であって

も、支払うものとする。

７　管理者は、在学者等について奨学援護金を支給することが適当でない事

情があると認めたときは、その事情が存する期間、当該在学者等に係る奨

学援護金を支給しないことができる。

　（就労保育援護金の支給）

第１０条　就労保育援護金は、次の各号の一に該当する者のうち、当該各号に

該当するに至った日における当該各号に規定する補償に係る補償基礎額が

１６,０００円以下である者に支給する。次の各号の一に該当する者のうち、当

該各号に規定する補償に係る補償基礎額が、同日において１６,０００円を超え
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ており、同日以後１６,０００円以下となった者についても同様とする。

�　遺族補償年金の受給権者で未就学の児童である者のうち、自己と生計

を同じくしている者の就労のため児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第

３９条に規定する保育所、学校教育法第１条に規定する幼稚園、就学前の

子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成

１８年法律第７７号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園等（以

下「保育所等」という。）に預けられている者で、保育に係る費用を援護

する必要があると認められるもの

�　遺族補償年金の受給権者で、職員の死亡の当時当該職員の収入によっ

て生計を維持していた当該職員の未就学の子（当該職員の死亡の当時胎

児であった子を含むものとし、直系血族又は直系姻族以外の者の養子

（届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含

む。）となっている者及び前号に該当する者を除く。）と生計を同じくし

ている者のうち、自己の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けて

いるもので、保育の費用を援護する必要があると認められるもの

�　障害補償年金の受給権者で未就学の子（直系血族又は直系姻族以外の

者の養子（届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあ

る者を含む。）となっている者を除く。以下次号において同じ。）と生計

を同じくしている者のうち、自己の就労のため当該未就学の子を保育所

等に預けている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められ

るもの

�　傷病補償年金の受給権者又は障害補償年金の受給権者で未就学の子と

生計を同じくしている者のうち、自己と生計を同じくしている者の就労

のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で、保育に係る費用を

援護する必要があると認められるもの

２　就労保育援護金の支給額は、保育所等に預けられている者（以下「保育

児」という。）１人につき、月額１２,０００円とする。

３　前条第３項から第６項までの規定は、就労保育援護金の支給について準

用する。この場合において、前条第３項中「奨学援護金」とあるのは「就

労保育援護金」と、「第１項前段」とあるのは「第１０条第１項前段」と、同
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条第４項中「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と、「在学者等」

とあるのは「保育児」と、同条第５項中「第１項第１号又は第２号」とあ

るのは「第１０条第１項第１号又は第２号」と、「奨学援護金」とあるのは

「就労保育援護金」と、同条第６項中「奨学援護金」とあるのは「就労保育

援護金」と読み替えるものとする。

　（傷病特別支給金の支給）

第１１条　傷病特別支給金は、傷病補償年金の受給権者に対し、支給する。

２　傷病特別支給金の支給額は、次の各号に掲げる傷病等級の区分に応じ、

当該各号に掲げる額とする。

�　第１級　１１４万円

�　第２級　１０７万円

�　第３級　１００万円

　（障害特別支給金の支給）

第１２条　障害特別支給金は、障害補償の受給権者に対し、支給する。

２　障害特別支給金の支給額は、次の各号に掲げる障害等級の区分に応じ、

当該各号に掲げる額（法第２９条第８項に規定する障害の程度の加重があっ

た場合にあっては、加重後の障害等級に応ずる次の各号に掲げる額から加

重前の障害等級に応ずる次の各号に掲げる額を差し引いた額とする。）とす

る。

�　第１級　３４２万円

�　第２級　３２０万円

�　第３級　３００万円

�　第４級　２６４万円

�　第５級　２２５万円

�　第６級　１９２万円

�　第７級　１５９万円

�　第８級　　６５万円

�　第９級　　５０万円

�　第１０級　　３９万円

�　第１１級　　２９万円
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�　第１２級　　２０万円

�　第１３級　　１４万円

�　第１４級　　８万円

３　同一の公務上の傷病又は通勤による傷病（以下「同一の傷病」という。）

に関し、障害補償を受けることとなった者が、既に傷病特別支給金の支給

を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、当該障害補償に係る

障害等級に応ずる同項の規定による額（以下この項において「前項の規定

による額」という。）が、当該傷病特別支給金に係る傷病等級に応ずる前条

第２項の規定による額（以下この項において「前条第２項の規定による額」

という。）を超えるときにあっては、障害特別支給金として、当該超える額

に相当する額を支給し、前項の規定による額が前条第２項の規定による額

以下のときにあっては、障害特別支給金は、支給しないものとする。

　（遺族特別支給金の支給）

第１３条　遺族特別支給金は、遺族補償年金（条例第１３条第１項の規定により

支給されるものを除く。）又は遺族補償一時金（条例第１４条第１項第２号に

該当する場合に支給されるものを除く。）の受給権者に対し、支給する。

２　遺族特別支給金の支給額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各

号に掲げる額とする。

�　遺族補償年金の受給権者　３００万円

�　遺族補償一時金の受給権者で条例第１４条第２項第１号、第２号又は第

４号に該当する者　３００万円

�　遺族補償一時金の受給権者で条例第１４条第２項第３号に該当する者の

うち、職員の死亡の当時１８歳未満若しくは５５歳以上の３親等内の親族又

は法施行規則別表第３に定める第７級以上の障害等級の障害に該当する

状態にある３親等内の親族　２１０万円

�　遺族補償一時金の受給権者で条例第１４条第２項第３号に該当する者の

うち、前号に掲げるもの以外の者　１２０万円

３　第１項の規定により遺族特別支給金の支給を受けることができる者が２

人以上あるときは、遺族特別支給金の支給額は、前項の規定にかかわらず、

同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
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　（障害特別援護金の支給）

第１４条　障害特別援護金は、公務上の災害に係る障害補償の受給権者に対

し、支給する。

２　障害特別援護金の支給額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各

号に掲げる額とする。

�　公務上の災害に係る障害補償の受給権者　次に掲げる障害等級の区分

に応じ、それぞれ次に掲げる額

イ　第１級　１,５４０万円

ロ　第２級　１,５００万円

ハ　第３級　１,４６０万円

ニ　第４級　　８７５万円

ホ　第５級　　７４５万円

ヘ　第６級　　６１５万円

ト　第７級　　４８５万円

チ　第８級　　３２０万円

リ　第９級　　２５０万円

ヌ　第１０級　　１９５万円

ル　第１１級　　１４５万円

ヲ　第１２級　　１０５万円

ワ　第１３級　　　７５万円

カ　第１４級　　　４５万円

�　通勤による災害に係る障害補償の受給権者　次に掲げる障害等級の区

分に応じ、それぞれ次に掲げる額

イ　第１級　　９１５万円

ロ　第２級　　８８５万円

ハ　第３級　　８５５万円

ニ　第４級　　５２０万円

ホ　第５級　　４４５万円

ヘ　第６級　　３７５万円

ト　第７級　　３００万円
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チ　第８級　　１９０万円

リ　第９級　　１５５万円

ヌ　第１０級　　１２５万円

ル　第１１級　　　９５万円

ヲ　第１２級　　　７５万円

ワ　第１３級　　　５５万円

カ　第１４級　　　４０万円

３　法第２９条第８項に規定する障害の程度の加重があった場合（管理者が定

める場合を除く。）における障害特別援護金の額は、前項の規定にかかわら

ず、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

�　公務上の災害に係る障害補償の受給権者　加重後の障害等級に応ずる

前項第１号に掲げる額から、加重前の障害等級に応ずる前項第１号に掲

げる額を差し引いた額（加重前の障害が、通勤による災害に係る障害（管

理者が定めるものに限る。）である場合にあっては、当該差し引いた額に

加重前の障害等級に応ずる前項第２号に掲げる額を加算した額）

�　通勤による災害に係る障害補償の受給権者　加重後の障害等級に応ず

る前項第２号に掲げる額を差し引いた額（加重前の障害が、公務上の災

害に係る障害（管理者が定めるものに限る。）である場合にあっては、当

該差し引いた額に加重前の障害等級に応ずる前項第１号に掲げる額を加

算した額）

　（遺族特別援護金の支給）

第１５条　遺族特別援護金は、遺族補償年金（条例第１３条第１項の規定により

支給されるものを除く。次項において同じ。）又は遺族補償一時金（条例第

１４条第１項第２号に該当する場合に支給されるものを除く。次項において

同じ。）の受給権者に対し、支給する。

２　遺族特別援護金の支給額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各

号に掲げる額とする。

�　遺族補償年金の受給権者　次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次

に掲げる額

イ　公務上の死亡の場合　　１,８６０万円
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ロ　通勤による死亡の場合　１,０５５万円

�　遺族補償一時金の受給権者で、条例第１４条第２項第１号、第２号又は

第４号に該当するもの　次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲

げる額

イ　公務上の死亡の場合　　１,８６０万円

ロ　通勤による死亡の場合　１,０５５万円

�　遺族補償一時金の受給権者で条例第１４条第２項第３号に該当する者の

うち、職員の死亡の当時１８歳未満若しくは５５歳以上の３親等内の親族又

は法施行規則別表第３に定める第７級以上の障害等級の障害に該当する

状態にある３親等内の親族　次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次

に掲げる額

イ　公務上の死亡の場合　　１,３０２万円

ロ　通勤による死亡の場合　　　７４０万円

�　遺族補償一時金の受給権者で条例第１４条第２項第３号に該当する者の

うち、前号に掲げる者以外のもの　次に掲げる場合の区分に応じ、それ

ぞれ次に掲げる額

イ　公務上の死亡の場合　　　　７４４万円

ロ　通勤による死亡の場合　　　４２０万円

３　第１３条第３項の規定は、前項の遺族特別援護金の支給額について準用す

る。

　（傷病特別給付金の支給）

第１６条　傷病特別給付金は、傷病補償年金の受給権者（給与に関する条例に

規定する期末手当に相当する給与（以下「特別給」という。）が支給される

職員に限る。）に対し、年金として支給する。

２　傷病特別給付金の額は、１年につき、その者に対して支給すべき条例第

８条の２第１項の規定による傷病補償年金の額に２０／１００を乗じて得た額

とする。ただし、１５０万円に、条例別表第１に定める第１級、第２級又は第

３級の傷病等級に応じ、それぞれ３１３／３６５、２７７／３６５又は２４５／３６５を乗じ

て得た額を超えないものとする。

３　前項の規定による傷病特別給付金の額に当該傷病補償年金の額を加えた
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額が当該年金補償基礎額の年額（当該年金補償基礎額に３６５を乗じて得た額

をいう。以下この項において同じ。）の８０／１００に相当する額に満たない者

に係る傷病特別給付金の支給額は、当分の間、前項の規定にかかわらず、

当該年金補償基礎額の年額の８０／１００に相当する額から当該傷病補償年金

の額を差し引いた額とする。

　（障害特別給付金の支給）

第１７条　障害特別給付金は、特別給が支給される職員に係る障害補償年金の

受給権者に対し年金、障害補償一時金の受給権者に対し一時金として支給

する。

２　障害特別給付金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に

掲げる額とする。

�　障害補償年金の受給権者　１年につき、その者に対して支給すべき条

例第９条の規定による障害補償年金の額に２０／１００を乗じて得た額。た

だし、１５０万円に、障害等級に応じ、条例別表第２に定める倍数を３６５で

除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。

�　障害補償一時金の受給権者　その者に対して支給すべき条例第９条の

規定による障害補償一時金の額に２０／１００を乗じて得た額。ただし、１５０

万円に、障害等級に応じ、条例別表第２に定める倍数を３６５で除して得た

額を乗じて得た額を超えないものとする。

３　法第２９条第８項の規定による障害補償の受給権者に係る障害特別給付金

の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

加重後の障害等級に応ずる前項の規定による額から当該各号に定める額を

差し引いた額とする。

�　加重後の障害の程度が法施行規則別表第３に定める第７級以上の障害

等級に該当する場合　加重前の障害の程度が同表に定める第７級以上の

障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応ずる前項第１号

の規定による額、加重前の障害の程度が同表に定める第８級以下の障害

等級に該当するものであるときは障害補償年金に係る年金補償基礎額に

その障害等級に応じ条例別表第２に定める倍数を乗じて得た額に２０／

１００を乗じて得た額（その額が、１５０万円に、加重前の障害等級に応じ、
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条例別表第２に定める倍数を３６５で除して得た数を乗じて得られた額を

超えるときは、当該得られた額）を２５で除して得た額

�　加重後の障害の程度が法施行規則別表第３に定める第８級以下の障害

等級に該当する場合　加重前の障害等級に応ずる前項第２号の規定によ

る額

　（傷病特別給付金等の支給の制限）

第１８条　条例第１０条第１項の規定により傷病補償年金又は障害補償が減額し

て支給される場合における傷病特別支給金、障害特別支給金、傷病特別給

付金又は障害特別給付金の支給額は、第１１条、第１２条、第１６条又は前条の

規定による額からその額の３０／１００に相当する額を減じた額とする。

　（遺族特別給付金の支給）

第１９条　遺族特別給付金は、特別給が支給される職員の死亡に係る遺族補償

年金の受給権者に対し、年金、遺族補償一時金の受給権者に対し、一時金

として支給する。

２　遺族特別給付金は、前項に定めるもののほか、遺族補償年金の受給権者

が遺族補償年金前払一時金の支給を受けたため、条例第１４条第１項第２号

の規定に該当しないこととなった者で、当該補償年金の受給権者に当該遺

族補償年金前払一時金が支給されなかったものとした場合に同項同号の規

定に該当して遺族補償一時金の受給権者となる者に対し一時金として支給

する。

３　遺族特別給付金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に

掲げる額とする。

�　遺族補償年金の受給権者　１年につき、その者に対して支給すべき条

例第１２条第３項の規定による遺族補償年金の額に２０／１００を乗じて得た

額。ただし、１５０万円に当該遺族補償年金の額の算定の基礎となった遺

族の人数の区分に応じ、同項各号に規定する補償基礎額に乗ずべき数を

３６５で除して得た額を超えないものとする。

�　条例第１４条第１項第１号の規定による遺族補償一時金の受給権者　そ

の者に対して支給すべき条例附則第４条各号の規定による遺族補償一時

金の額に２０／１００を乗じて得た額。ただし、第１３条第２項第２号、第３号

―　９６１　―
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又は第４号に規定する者の区分に応じ、それぞれ１,０００／３６５、７００／３６５、

４００／３６５を乗じて得た額を超えないものとする。

�　条例第１４条第１項第２号の規定による遺族補償一時金の受給権者及び

第２項の規定による遺族特別給付金を受けることができる者　前号の規

定による遺族特別給付金の額から、同一の事由につき既に支給された遺

族特別給付金の額の合計額を差し引いた額

４　法第３６条第２項の規定は、前項に規定する遺族特別給付金の額の合計額

の計算について準用する。

５　第１４条第３項の規定は、第３項の遺族特別給付金の額について準用す

る。

６　遺族特別給付金は、法第３５条第１項又は条例附則第４条の２第４項の規

定により遺族補償年金が停止されている者に対しては、当該支給が停止さ

れている間、支給しない。

　（障害差額特別給付金の支給）

第２０条　障害差額特別給付金は、障害補償年金差額一時金の受給権者に対し

一時金として支給する。

２　障害差額特別給付金は、前項に定めるもののほか、障害補償年金の受給

権者が障害補償年金前払一時金の支給を受けたため障害補償年金差額一時

金を受ける権利を有しないこととなった者で、当該障害補償年金の受給権

者に当該障害補償年金前払一時金が支給されなかったものとした場合に障

害補償年金差額一時金を受ける権利を有することとなる者に対し一時金を

支給する。

３　障害差額特別給付金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各

号に掲げる額とする。

�　障害補償年金差額一時金の受給権者　障害補償年金差額一時金に係る

障害補償年金に係る障害等級に応じ、条例附則第２条の３第１項の表の

右欄に掲げる額（次項において「障害差額特別給付金限度額」という。）

に２０／１００を乗じて得た額（その額が１５０万円に、当該障害等級に応じ、

同表の右欄に掲げる数を３６５で除して得た数を乗じて得られた額を超え

るときは、当該得られた額）から、既に支給された当該障害補償年金に

―　９６２　―
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係る障害特別給付金の額の合計額を差し引いた額

�　第２項の規定による障害差額特別給付金を受けとることができる者　

障害補償年金差額一時金が支給されたものとして前号の規定を適用した

場合に、同号の規定により計算して得られる額

４　法第２９条第８項の規定による障害年金の受給権者の死亡により障害差額

特別給付金を受けることとなった者の当該障害差額特別給付金の額は、前

項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に

定める額に２０／１００を乗じて得た額（その額が、１５０万円に、次の各号に掲

げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を補償基礎額で除して得た数

を３６５で除して得た数を乗じて得られた額を超えるときは、当該得られた

額）から既に支給された当該補償年金に係る第１７条第３項の規定による障

害特別給付金の額の合計額を差し引いた額とする。

�　加重前の障害の程度が法施行規則別表第３に定める第７級以上の障害

等級に該当する場合　加重後の障害等級に応ずる障害差額特別給付金限

度額から、加重前の障害等級に応ずる障害差額特別給付金限度額を差し

引いた額

�　加重前の障害の程度が法施行規則別表第３に定める第８級以下の障害

等級に該当する場合　加重後の障害等級に応ずる障害差額特別給付金限

度額に当該障害補償年金に係る法施行規則第２７条の規定による額を当該

障害補償年金に係る加重後の障害等級に応ずる条例第９条の規定による

額で除して得た数を乗じて得た額

５　第１４条第３項の規定は、前２項の障害差額特別給付金の額について準用

する。

　（傷病特別給付金等の額の端数処理）

第２１条　傷病特別給付金、年金たる障害特別給付金又は年金たる遺族特別給

付金（以下「傷病特別給付金等」という。）の額に５０円未満の端数があると

きは、これを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数があるときは、これを

１００円に切り上げるものとする。

　（傷病特別給付金等の支給期間）

第２２条　傷病特別給付金等の支給は、支給すべき事由の生じた月の翌月から

―　９６３　―
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始め、支給すべき事由が消滅した月で終わるものとする。

２　傷病特別給付金等は、毎年２月、４月、６月、８月、１０月及び１２月の６

期に、それぞれの前月分までを支払う。ただし、傷病特別給付金等を支給

すべき事由が消滅した場合におけるその期の傷病特別給付金等は、支払い

期月でない場合であっても、支払うものとする。

　（傷病特別給付金等の支払いの調整）

第２３条　傷病特別給付金等の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわら

ず、その停止すべき期間の分として傷病特別給付金等が支払われたとき

は、その支払われた傷病特別給付金等は、その後に支払うべき傷病特別給

付金等の内払いとみなすことができる。傷病特別給付金等を減額して改定

すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分

として減額しない額の傷病特別給付金等が支払われた場合における当該傷

病特別給付金等の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。

２　同一の傷病に関し、傷病特別給付金の支給を受けることができる者が、

休業援護金又は障害特別給付金の支給を受けることとなり、かつ、当該傷

病特別給付金を支給すべき事由が消滅した場合において、その消滅した月

の翌月以後の分として傷病特別給付金が支払われたときは、その支払われ

た傷病特別給付金は、当該休業援護金又は障害特別給付金の内払いとみな

す。

３　同一の傷病に関し、休業援護金の支給を受けている者が傷病特別給付金

又は障害特別給付金の支給を受けることができることとなり、かつ、当該

休業援護金の支給を行わないこととなった場合において、その後も休業援

護金が支払われたときは、その支払われた休業援護金は、当該傷病特別給

付金又は障害特別給付金の内払いとみなす。

　（傷病特別給付金等の過誤払による返還金債権への充当等）

第２４条　年金たる補償の受給権者が死亡したためその支給を受ける権利が消

滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月以後の分として当該年金

たる補償の受給権者に支給される傷病特別給付金等の過誤払が行われた場

合において、当該過誤払による債権（以下この条において「返還金債権」

という。）に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき次の各号に掲げるもの

―　９６４　―
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があるときは、当該各号に掲げる支払金の金額を当該過誤払による返還金

債権の金額に充当することができる。

�　傷病特別給付金等を受けることができる者の死亡に係る補償を受ける

権利を有する者に支給される遺族特別支給金、遺族特別援護金、遺族特

別給付金又は障害差額特別給付金

�　返還金債権に係る同一の事由による同順位で受けることができる遺族

特別給付金

　（長期家族介護者援護金の支給）

第２４条の２　長期家族介護者援護金は、傷病補償年金又は障害補償年金の受

給権者のうち、当該傷病補償年金又は当該障害補償年金に係る障害が次の

各号の一に該当する者（以下「要介護年金受給権者」という。）が、当該障

害に係る傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌

日から起算して１０年を経過した日以後に死亡した場合（その死亡が公務上

の災害又は通勤による災害と認められる場合を除く。）に、その遺族に対

し、支給する。ただし、要介護年金受給権者の死亡の原因について長期家

族介護者援護金を支給することが適当でない事情があると認めたときは、

管理者は、長期家族介護者援護金を支給しないことができる。

�　せき髄その他神経系統の機能又は精神の著しい障害により、常に介護

を要するもの

�　胸腹部臓器の機能の著しい障害により、常に介護を要するもの

２　長期家族介護者援護金を受けることができる遺族は、要介護年金受給権

者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のうち、要介護年金受給

権者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであって、生

活に困窮していると認められるものとする。ただし、妻（婚姻の届出をし

ていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。）以外の者に

あっては、要介護年金受給権者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場

合に限るものとする。

�　夫（婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に

あった者を含む。第４項及び第５項において同じ。）父母、祖父母又は兄

弟姉妹については、６０歳以上であるか、又は法施行規則第２９条に定める
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障害の状態（次号において「一定の障害の状態」という。）にあること

�　子又は孫については、一定の障害の状態にあること

３　長期家族介護者援護金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、

孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、

実父母を後にする。

４　第２項の規定にかかわらず、同項第１号に掲げる要件に該当しない要介

護年金受給権者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹のうち、要介護年金受給

権者の死亡の当時その収入によって生計を維持し、かつ、５５歳以上６０歳未

満であった者であって、生活に困窮していると認められるものは、当分の

間、長期家族介護者援護金を受けることができる遺族とする。

５　前項に規定する遺族の長期家族介護者援護金を受けるべき順位は、第２

項に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあって

は、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母

を先にし、実父母を後にする。

６　長期家族介護者援護金の支給額は、１００万円とする。ただし、長期家族介

護者援護金を受ける権利を有する者が２人以上あるときは、１００万円をそ

の人数で除して得た額とする。

７　要介護年金受給権者を故意に死亡させた者又は要介護年金受給権者の死

亡前に、当該要介護年金受給権者の死亡によって長期家族介護者援護金を

受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死

亡させた者は、長期家族介護者援護金を受けることができる遺族としな

い。

（公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事

業）

第２４条の３　組合は、公務上の災害を防止するために必要な調査、研究、普

及その他の活動を行う団体に対して、必要な情報の提供その他の援助を行

うものとする。

２　前項の事業に関し必要な事項は、管理者が定める。

　（公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業）

第２４条の４　組合は、公務上の災害を防止する対策の調査研究として、次に

―　９６６　―
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掲げる事業を行うものとする。

�　公務上の災害に関する情報の収集

�　公務上の災害の発生原因等の調査及び分析

�　公務上の災害を防止するための対策の研究及び策定

２　前項の事業に関し必要な事項は、管理者が定める。

　（公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業）

第２４条の５　組合は、地方公共団体に対し、前条第１項による調査研究の成

果の普及を行うとともに、公務上の災害を防止する対策を推進するものと

する。

２　前項の事業に関し必要な事項は、管理者が定める。

　（旅行費）

第２５条　職員が、補装具の支給、修理若しくは再支給又はリハビリテーショ

ンを受けるために旅行する場合の旅行費は、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊

料とし、支給を受ける者の居住地又は滞在地から目的地に至る最も経済的

な通常の経路及び方法により、かつ、次の各号の規定に従って計算した範

囲内において実費を支給する。

�　鉄道賃　新潟県市町村総合事務組合職員の旅費に関する条例（平成１６

年条例第１４号）（以下「旅費条例」という。）第１３条に規定する鉄道賃の

額による。

�　船賃　旅費条例第１４条に規定する船賃の額による。

�　車賃　１キロメートルにつき３７円（全路程を通算して計算し、１キロ

メートル未満の場合は切り捨てる。）とする。ただし、障害の程度によ

り、この額により難いと認められる場合においては、この限りでない。

�　宿泊料　旅費条例別表第１に規定する額による。

　（未支給の福祉事業）

第２６条　外科後処置、リハビリテーション、アフターケア、介護等の供与の

費用、休業援護金、奨学援護金、就労保育援護金、傷病特別支給金、障害

特別支給金、遺族特別支給金、障害特別援護金、遺族特別援護金、傷病特

別給付金、障害特別給付金、遺族特別給付金、障害差額特別給付金若しく

は長期家族介護者援護金又は日当若しくは旅行費（以下「外科後処置の費

―　９６７　―
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用等」という。）の支給を受けることができる者が死亡した場合において、

その死亡した者に支給すべき外科後処置の費用等でまだ、その者に支給し

なかったもの（以下「未支給の福祉事業」という。）があるときは、その者

の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の

当時その者と生計を同じくしていたものに、これを支給する。

２　前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる給付について当該各号に定

める遺族がある場合は、当該各号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業

は、当該各号に定める遺族に支給する。

�　遺族補償年金の受給権者に支給すべき遺族特別支給金、遺族特別援護

金及び遺族特別給付金　遺族補償年金を受けることができる他の遺族

�　第２０条第１項の規定により支給すべき障害差額特別給付金　障害補償

年金差額一時金を受けることができる他の遺族

�　第２０条第２項の規定により支給すべき障害差額特別給付金　障害補償

年金の受給権者が障害補償年金前払一時金を受けるため障害補償年金差

額一時金を受けることができなくなった他の遺族

３　第１項の規定により未支給の福祉事業を受けるべき者の順位は、同項に

規定する順序とし、前項の規定により未支給の福祉事業を受けるべき者の

順位は、同項第１号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業については、条

例第１２条第２項に規定する順序（条例附則第４条の２第２項に規定する遺

族にあっては、同条第３項に規定する順序）、前項第２号又は第３号に掲げ

る給付に係る未支給の福祉事業について、条例附則第２条の３第２項後段

に規定する順序とする。

４　未支給の福祉事業を受けるべき同順位者が２人以上あるときは、その全

額をその１人に支給することができるものとし、この場合において、その

１人にした支給は、全員にしたものとみなす。

　（補則）

第２７条　この規程に定めるもののほか、福祉事業の実施に関し必要な事項

は、管理者が定める。

　　　附　則

　この規程は、平成１６年３月１日から施行する。

―　９６８　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の福祉事業に関する規程
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新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の福祉事業に関する規程

　　　附　則（平成１６年７月１日規程第２号）

　この規程は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成１７年５月１６日規程第１号）

　この規程は、公布の日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。

　　　附　則（平成１７年７月１日規程第２号）

　この規程は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成１８年６月１日規程第１号）

　この規程は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成１９年８月１６日規程第１号）

　この規程は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２０年８月１８日規程第１号）

　この規程は、公布の日から施行し、改正後の新潟県市町村総合事務組合市

町村等の非常勤の職員の福祉事業に関する規程の規定は、平成１９年１２月２６日

から適用する。

　　　附　則（平成２４年８月１日規程第１号）

　この規程は、公布の日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。

　　　附　則（平成２５年４月１日規程第１号）

　この規程は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２５年５月１日規程第２号）

　この規程は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２６年４月１日規程第１号）

　この規程は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２７年９月１日規程第１号）

　この規程は、公布の日から施行し、改正後の第９条第２項第１号及び第１０

条第１項第１号の規定は、平成２７年４月１日から適用する。

　　　附　則（平成２８年７月１日規程第１号）

　この規程は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２９年６月１日規程第１号）

　この規程は、公布の日から施行する。

 

―　９６９　―
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　　　附　則（令和元年６月３日規程第１号）

１　この規程は、公布の日から施行する。

２　この規程による改正後の規定は、平成３１年４月１日以後の期間に係る奨

学援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金については、な

お従前の例による。

―　９７０　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の福祉事業に関する規程
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新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の
職員の公務災害補償等に関する条例第５条の規
定に基づく補償基礎額　　　　　　　　　　　

　最終改正　令和２年４月１日告示第５号

備　考

１　災害を受けた者の職を他の非常勤職員が充て職等により兼ねているもの

である場合は、優位にある補償基礎額とする。

２　上記の補償基礎額によりがたい職については、他の職との均衡を考慮

し、管理者が定める。

―　９７１　―

平成１９年３月３０日
告 示 第 ７ 号

補 償 基 礎 額職　　区　　分

１１,０００円市議会議員

１１,０００円町村議会議員

１１,０００円市町村議会議員以外の議会の議員

２９,０００円市　長
市町村長等が
兼ねる非常勤
職 員　 　

２４,０００円町村長

２２,０００円副市長

１９,０００円副町村長

８,８００円執行機関の委員

８,０００円附属機関の委員

当該会計管理者が所属する市町村の職員
として支給を受ける給与を基礎として、
地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第
１２１号。以下「法」という。）第２条第４
項に規定する平均給与額の例により算定
した額

会計管理者

法第２条第４項に規定する平均給与額の
例により算定した額

給料を支給される職員

左記の額が８,５００円を
超える場合は８,５００円
とし、４,１００円に満た
ない場合は４,１００円と
する。

当該日額
報酬等が日額で定
められているもの

その他の職員
当該月額の３０分
の１の額

報酬等が月額で定
められているもの

当該年額の３６５
分の１の額

報酬等が年額で定
められているもの
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　附　則

（経過措置）

１　地方自治法の一部を改正する法律（平成１８年法律第５３号）附則第３条第

１項の規定により収入役として在職するものとされた者の補償基礎額につ

いては、なお従前の例による。

（新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償基礎

額の廃止）

２　新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償基礎

額（平成１６年告示第１１号）は、平成１９年３月３１日限りで廃止する。

　　　附　則（平成２３年２月１日告示第４号）

１　この告示は、平成２３年４月１日から施行する。

２　この告示による改正後の規定は、平成２３年４月１日以後の期間に係る年

金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた補償

に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係

る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた補償に係る補償基礎額

については、なお従前の例による。

　　　附　則（令和２年４月１日告示第５号）

　（施行期日）

１　この告示は、令和２年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この告示による改正後の規定は、令和２年４月１日以後の期間に係る年

金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた補償

に係る補償基礎額について適用する。

―　９７２　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に
関する条例第５条の規定に基づく補償基礎額
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新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の
職員の公務災害補償に係る補償基礎額の最低限
度額及び最高限度額　　　　　　　　　　　　

　最終改正　令和元年６月３日告示第４号

　新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関

する条例（平成１６年条例第２４号）第５条の２第１項及び第５条の３第１項の

管理者が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額は、次の

表の左欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及

び同表の右欄に掲げる額とする。

 

―　９７３　―

平成１６年６月１日
告 示 第 １６ 号

最高限度額最低限度額年 齢 階 層

１３,２８５円４,９００円２０歳未満

１３,２８５円５,４８４円２０歳以上２５歳未満

１４,２４９円６,０１０円２５歳以上３０歳未満

１７,２８５円６,３８９円３０歳以上３５歳未満

１９,０５２円６,７６０円３５歳以上４０歳未満

２１,３９９円７,０４２円４０歳以上４５歳未満

２３,３０４円７,０８６円４５歳以上５０歳未満

２５,２３２円６,９１３円５０歳以上５５歳未満

２４,７９７円６,４２４円５５歳以上６０歳未満

１９,７６９円５,２２１円６０歳以上６５歳未満

１４,９９７円３,９６０円６５歳以上７０歳未満

１３,２８５円３,９６０円７０歳以上
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　　　附　則

１　この告示は、公布の日から施行する。

２　この告示による改正後の規定は、平成１６年４月１日以後の期間に係る年

金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業

補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償

に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補

償基礎額については、なお町村等の非常勤の職員の公務災害補償年金補償

基礎額の最低限度額及び最高限度額（平成１５年新潟県町村人事事務組合告

示第２号）の例による。

　　　附　則（平成１７年５月１６日告示第１９号）

　この告示による改正後の規定は、平成１７年４月１日以後の期間に係る年金

たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償

に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る

補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額

については、なお従前の例による。

　　　附　則（平成１８年６月１日告示第１４号）

　この告示による改正後の規定は、平成１８年４月１日以後の期間に係る年金

たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償

に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る

補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額

については、なお従前の例による。

　　　附　則（平成１９年７月１７日告示第２２号）

１　この告示は、公布の日から施行する。

２　この告示による改正後の規定は、平成１９年４月１日以後の期間に係る年

金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業

補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償

に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補

償基礎額については、なお従前の例による。

　　　附　則（平成２０年８月１８日告示第１５号）

１　この告示は、公布の日から施行する。

―　９７４　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償に係る補償基礎額の
最低限度額及び最高限度額
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新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償に係る補償基礎額の
最低限度額及び最高限度額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２　この告示による改正後の規定は、平成２０年４月１日以後の期間に係る年

金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業

補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償

に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補

償基礎額については、なお従前の例による。

　　　附　則（平成２１年４月１６日告示第６号）

１　この告示は、公布の日から施行する。

２　この告示による改正後の規定は、平成２１年４月１日以後の期間に係る年

金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業

補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償

に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補

償基礎額については、なお従前の例による。

　　　附　則（平成２２年６月１日告示第１０号）

１　この告示は、公布の日から施行する。

２　この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後の期間に係る

年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休

業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補

償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る

補償基礎額については、なお従前の例による。

　　　附　則（平成２３年６月１日告示第１０号）

１　この告示は、公布の日から施行する。

２　この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後の期間に係る

年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休

業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補

償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る

補償基礎額については、なお従前の例による。

　　　附　則（平成２４年５月１６日告示第５号）

１　この告示は、公布の日から施行する。

２　この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後の期間に係る

年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休

―　９７４―１　―
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業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補

償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る

補償基礎額については、なお従前の例による。

　　　附　則（平成２５年５月１日告示第１１号）

１　この告示は、公布の日から施行する。

２　この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後の期間に係る

年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休

業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補

償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る

補償基礎額については、なお従前の例による。

　　　附　則（平成２６年５月１日告示第７号）

１　この告示は、公布の日から施行する。

２　この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後の期間に係る

年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休

業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補

償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る

補償基礎額については、なお従前の例による。

　　　附　則（平成２７年５月１８日告示第８号）

１　この告示は、公布の日から施行する。

２　この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後の期間に係る

年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休

業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補

償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る

補償基礎額については、なお従前の例による。

　　　附　則（平成２８年６月１６日告示第８号）

１　この告示は、公布の日から施行する。

２　この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後の期間に係る

年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休

業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補

償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る

―　９７４―２　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償に係る補償基礎額の
最低限度額及び最高限度額
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新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償に係る補償基礎額の
最低限度額及び最高限度額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

補償基礎額については、なお従前の例による。

　　　附　則（平成２９年５月３１日告示第１０号）

１　この告示は、平成２９年６月１日から施行する。

２　この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後の期間に係る

年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休

業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補

償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る

補償基礎額ついては、なお従前の例による。

　　　附　則（平成３０年５月１日告示第６号）

１　この告示は、公布の日から施行する。

２　この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後の期間に係る

年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休

業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補

償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る

補償基礎額については、なお従前の例による。

　　　附　則（令和元年６月３日告示第４号）

１　この告示は、公布の日から施行する。

２　この告示による改正後の規定は、平成３１年４月１日以後の期間に係る年

金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業

補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償

に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補

償基礎額については、なお従前の例による。

―　９７４―３　―
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新潟県市町村総合事務組合市町村等の
非常勤の職員の介護補償の支給額　　

　最終改正　令和元年６月３日告示第５号

　新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関

する条例第１０条の２の管理者が定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を

要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとに

それぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

　　　附　則

　この告示は、公布の日から施行する。

 

―　９７５　―

金　　　　額介護を受けた日の区分介護を要する
状 態 の 区 分

その月における介護に要する費用と
して支出された費用の額（その額が
１６５,１５０円を超えるときは、１６５,１５０
円）

１　一の月に介護に要する費用を支
出して介護を受けた日があるとき

（次号に掲げる場合を除く。）

常時介護を
要する状態

月額７０,７９０円（新たに介護補償を支
給すべき事由が生じた月にあって
は、介護に要する費用として支出さ
れた額）

２　一の月に親族又はこれに準ずる
者による介護を受けた日があると
き（その月に介護に要する費用を
支出して介護を受けた日がある場
合にあっては、当該介護に要する
費用として支出された額が７０,７９０
円以下であるときに限る。）

その月における介護に要する費用と
して支出された費用の額（その額が
８２,５８０円を超えるときは、８２,５８０円）

１　一の月に介護に要する費用を支
出して介護を受けた日があるとき

（次号に掲げる場合を除く。）

随時介護を
要する状態

月額３５,４００円（新たに介護補償を支
給すべき事由が生じた月にあって
は、介護に要する費用として支出さ
れた額）

２　一の月に親族又はこれに準ずる
者による介護を受けた日があると
き（その月に介護に要する費用を
支出して介護を受けた日がある場
合にあっては、当該介護に要する
費用として支出された額が３５,４００
円以下であるときに限る。）

平成１６年７月１日
告 示 第 １７ 号
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　　　附　則（平成１８年６月１日告示第１５号）

　この告示による改正後の規定は、平成１８年４月１日以後の期間に係る介護

補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の

例による。

　　　附　則（平成２０年８月１８日告示第１４号）

１　この告示は、公布の日から施行する。

２　この告示による改正後の規定は、平成２０年４月１日以後の期間に係る介

護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従

前の例による。

　　　附　則（平成２２年６月１日告示第１１号）

１　この告示は、公布の日から施行する。

２　この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後の期間に係る

介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお

従前の例による。

　　　附　則（平成２３年６月１日告示第１１号）

１　この告示は、公布の日から施行する。

２　この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後の期間に係る

介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお

従前の例による。

　　　附　則（平成２４年５月１６日告示第６号）

１　この告示は、公布の日から施行する。

２　この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後の期間に係る

介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお

従前の例による。

　　　附　則（平成２７年５月１８日告示第９号）

１　この告示は、公布の日から施行する。

２　この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後の期間に係る

介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお

従前の例による。

 

―　９７６　―

新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の介護補償の支給額
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新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の介護補償の支給額

　　　附　則（平成２８年６月１６日告示第９号）

１　この告示は、公布の日から施行する。

２　この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後の期間に係る

介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお

従前の例による。

　　　附　則（平成２９年５月３１日告示第１１号）

１　この告示は、平成２９年６月１日から施行する。

２　この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後の期間に係る

介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお

従前の例による。

　　　附　則（平成３０年５月１日告示第７号）

１　この告示は、公布の日から施行する。

２　この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後の期間に係る

介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお

従前の例による。

　　　附　則（令和元年６月３日告示第５号）

１　この告示は、公布の日から施行する。

２　この告示による改正後の規定は、平成３１年４月１日以後の期間に係る介

護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従

前の例による。

―　９７６―１　―
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新潟県市町村総合事務組合非常勤職員
公務災害補償等事務手続要領　　　　

　新潟県市町村総合事務組合に対して行う市町村等の非常勤の職員の公務災

害補償等の認定及び各補償請求等の手続きは、新潟県市町村総合事務組合市

町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（平成１６年条例第２４

号）、新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等

に関する条例施行規則（平成１６年規則第２０号）及び新潟県市町村総合事務組

合市町村等の非常勤の職員の福祉事業に関する規程（平成１６年規程第１号）

に定められたもののほか、この要領によるものとする。

第１　認定請求手続

　公務災害又は通勤災害の認定請求書を提出する場合には、別表第１に掲げ

る書類を添付するものとする。

　なお、別表第１に掲げる書類のうち、別記の要領様式に定めるものにあっ

ては同様式に定めるところによるものとする。

第２　補償請求手続

１　補償請求書に添付すべき書類

　　療養補償等各種補償請求書を提出する場合には、別表第２に掲げる書類

を添付するものとする。

　　なお、別表第２に掲げる書類のうち、別記の要領様式に定めるものに

あっては同様式に定めるところによるものとする。

２　療養補償の請求に係る取扱い

　�　診療費用が未払の場合

　　診療を受けた医療機関に対する診療費用が未払いであり、これについ

て被災職員が組合に請求する場合は、規則に定める別記様式非第４号

（災害補償療養補償請求書）中の医療機関に受領委任をしたうえで提出す

るものとする。

―　９７７　―

新潟県市町村総合事務組合　
（平成１６年３月１日制定）　　



　　この場合、同様式の末尾の医療機関の証明は必要ないものであるこ

と。

�　診療費用を支払っている場合

　　診療を受けた医療機関に対する診療費用について、被災職員がすでに

支払っている場合は、別記様式非第４号による療養補償請求書に受領書

を添付して提出するものとする。

�　診療費用以外（看護料、移送費）の費用を請求しようとする場合

　　医療機関の診療費用と支払済の移送費等その他の費用を同時に請求す

る場合は、次によるものとする。

ア　診療費用が支払済の場合は、診療費用とその他の費用を同時に請求

すること。（一葉の療養補償請求書を用いる。）

イ　診療費用が未払いの場合は、診療費用とその他の費用はそれぞれ別

葉の療養補償請求書を用い、診療費用分については医療機関に受領委

任すること。

ウ　支払済のその他の費用については受領書を、未払いの場合は請求書

を添付すること。

�　国民健康保険被保険者証等いわゆる保険証を使用した場合

　　公務上又は通勤災害の認定通知があるまでの間について、いわゆる保

険証を使用した期間にかかる診療費用については、後日組合において保

険診療について調整をすることとなるので、被災職員は療養補償の請求

に併せて要領様式第１８号に定めるとおり、保険証の記号、番号及び使用

した期間等についての証明書を提出すること。

　　なお、公務上又は、通勤災害の認定通知があった場合はすみやかに医

療機関に連絡し、保険診療を変更すること。

�　その他の留意事項

ア　診療費以外の費用（室料差額、タクシー代等）を請求する場合で、

医師の証明を要するものについては、必ず証明書を添付すること。

イ　組合に療養補償請求書を提出する際は、市町村等において、記載事

項、添付する証明書等について審査するとともに、医療機関等との連

絡等に協力願うものであること。

―　９７８　―

新潟県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等事務手続要領



新潟県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等事務手続要領

３　療養補償以外の補償請求にかかる取扱い

　�　休業補償を請求する場合

　休業補償の対象となる期間は、療養のため労務に服することができな

いことを医師が認めた期間についてのみであり、傷病の状態若しくは休

業期間そのものとは必ずしも一致しないものであること。

　�　傷病補償年金を請求する場合

　傷病補償年金は、療養開始後１年６箇月を経過した日又はその日以後

において負傷又は疾病が治っておらずかつ負傷又は疾病による障害が条

例別表第１に定める第１級から第３級に該当する者に対して支給される

こととなるので、請求に際しては、これらの事実を証する書類を添付す

ること。

　なお、傷病補償年金の給付と同一傷病について、他の法令の規定に基

づき年金が支給されている場合は、当該年金の証書の写を合わせて添付

すること。

　また傷病の程度が回復又は進行したため傷病等級に変動があった場合

には、すみやかにその旨の連絡をすること。

　�　障害補償を請求する場合

　障害補償を請求する場合は、負傷又は疾病が治ったとき、身体に傷病

と相当因果関係のある障害が残っていることを証明する障害程度診断書

を添付すること。また、必要に応じ、障害の状態を証明できるような写

真やレントゲンフィルム等治ゆの時期の決定及び障害等級の決定に必要

な書類を添付すること。なお、障害の程度に加重があった場合又は障害

等級に変更があった場合はすみやかにその旨の連絡をすること。

　障害補償年金の給付と同一障害について、他の法令の規定に基づき年

金が支給されている場合は、当該年金の証書の写を合わせて添付するこ

と。

　�　遺族補償を請求する場合

　　ア　遺族補償年金の場合

�　遺族補償年金を受けることとなる者が、厚生年金保険法の規定に

よる遺族年金又は国民年金法の規定による母子年金、準母子年金、

―　９７９　―



遺児年金、寡婦年金を受けている場合もしくは受けることとなった

場合は、当該年金証書の写を添付すること。

�　交通事故等により第三者（自賠責（共済）を含む。以下同じ。）か

ら賠償を得た場合は、一定期間について年金が停止されることとな

るが、遺族補償年金請求書はすみやかに提出するものとする。

�　年金の支給は継続的に行われるため、預金口座振込払いを建前と

しているので、必ず口座を設定し、請求書の所要欄に記入のこと。

　　イ　遺族補償一時金の場合

　第三者から賠償を得た場合で、その額（逸失利益分）が、遺族補償

一時金の額を上回ることとなるときは、請求できないので留意するこ

と。ただし、一時金が上回る場合は、前記同一事由額を控除した額で

請求すること。

　�　葬祭補償を請求する場合

ア　葬祭補償は、葬祭を行う者に対して支給するものであるので、死亡

職員の遺族に限られるものではないこと。

イ　第三者から同一事由の賠償を得た場合は、その額を控除した額で請

求すること。

第３　第三者加害行為災害の補償事務手続

　　職員が第三者の行為によって、公務上又は通勤途上の災害を受けた場

合、被災職員は、当該加害者に対して民法上の損害賠償を請求することが

できるほか、組合に対しても、補償の請求ができることとなっているが、

地方公務員災害補償法第５９条の規定に基づいて組合が補償を先行した場合

の加害者に対する求償事務及び加害者が、被災職員に対して損害賠償を

行った場合の組合の補償免責事務に関する事務取扱いは、次によること。

１　補償請求上の取扱い

�　自動車事故の場合は、公務災害補償と自賠責保険の各請求の後先が問

題となるが、労災保険の取扱いに準じて原則として自賠責保険の請求を

補償の請求に先行させること。ただし、自賠責保険が適用されない場

合、自賠責保険の額の限度を超える場合、自賠責保険（共済）に被害者

請求することが難しい場合等はこの限りではないこと。
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�　災害発生の日から起算して３年を経過した日までの間に行うべき、補

償の額の範囲内で補償の事由と同一の事由により、被災職員が第三者か

ら受けた損害賠償（自賠責保険（共済）を含む。）に相当する額について

は、組合は補償を免責されるものであるから、組合に対して各補償を請

求する際には当該補償が免責されていないことを確認すること。

�　年金たる補償については、当該補償と同一の事由による損害にかかる

損害賠償の額が災害発生の日から起算して、３年を経過した日の属する

月までの間に支給されるべき補償の合計額を超えるときは災害発生の日

から起算して３年を経過した日の属する月の翌月から当該補償にかかる

支給を開始し、また当該補償と同一の事由による損害にかかる損害賠償

の額が災害発生の日から起算して３年を経過した日の属する月までの間

に支給されるべき補償の合計額に満たないときは、各月に支給されるべ

き年金たる補償の合計額が当該損害賠償の額を超えることとなる月か

ら、当該補償にかかる支給を開始するものであるが、その時点まで請求

を保留することなく災害発生の都度請求書を提出すること。

�　被災職員等が、第三者行為にかかる災害について各補償の請求書を提

出するときは、要領様式第１９号の「示談の状況等に関する届」を添付す

ること。

　　ただし、組合にすでに示談書または自動車事故の場合に要領様式第２０

号の「損害賠償額の請求等について（届出）」を提出した場合でこれらの

届に変わりがない場合は必要ないこと。

２　示談の取扱い

�　示談の前に組合が補償を行ったときは、組合は補償を行ったその限度

において被災職員が有していた損害賠償請求権を代位取得することにな

るので、組合から受けた補償と同一の事由による損害については、第三

者に対して損害請求できないものであること。

�　被災職員が第三者から損害賠償を受けたことによる組合の補償の免責

は、現実に金銭の授受が行われなくとも、適法に示談が成立したときを

含むこととされている。したがって応償見込のないような示談をすると

公務災害補償も受けられず、思わぬ不利益を被るおそれが考えられるこ
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と。

　　ただし、この場合、被災職員は第三者の債務不履行を理由に示談を解

除することができる。

�　組合が補償を行ったとき、すでに示談が成立している場合は、組合の

取得する求償権の範囲は示談の範囲を超えることができないので、あら

かじめ示談に際しては、損害賠償請求権を放棄したり、不当に低い額と

することのないようにすること。

�　損害賠償の内訳が明らかでないと公務災害補償との調整は困難である

ので、示談に際しては次のような損害ごとに、損害賠償額を明らかにす

ること。

　○○ 物損

　○○ 治療費

　○○ 休業損

　○○ 後遺障害損

　○○ 逸失利益（遺族別）

　○○ 慰謝料（死亡の場合は遺族別）

　○○ 葬儀費

　○○ その他

３　自賠責保険の取扱い

�　自動車事故による場合において、組合に対する補償の請求後、被災職

員が自賠責保険を請求したとき、または、当該損害賠償額若しくは仮渡

金の支払いを受けたときは、要領様式第２０号による「損害賠償額の請求

等について（届出）」を提出すること。

�　組合の補償が行われた場合、自賠責保険に対する慰謝料等組合の補償

で補てんされなかった損害についての被害者請求と組合の求償は同時に

行うことが望ましいので、被害者請求の書類は組合を通じて保険会社等

に提出すること。

第４　治ゆ認定

１　治ゆの定義

　　条例における傷病が「治ったとき」とは、傷病が完全治ゆした場合だけ
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でなく、症状が固定し、もはや医療効果が期待できなくなったときをもい

うものであること。

２　公務災害等が治ゆした時の取扱い

�　公務上又は通勤途上の災害で療養していた者が、上記１の状態になっ

たときは、すみやかに要領様式第２１号の「治ゆ届」を提出すること。

�　治ゆ届の提出がない場合でも、組合において治ゆと判断したときは、

治ゆ認定することがあること。
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公務災害
通勤災害認定請求書添付資料一覧表

要領様式書　　　　　　　　　　　　類災害の態様

１

２

３

１　市町村長等の意見書
２　負傷の部位、症状等に関する医師の診断書
３　災害発生現認（聴取）書
４　発生現場状況（見取図）
５　身分関係証明書
６　その他必要と認められる資料（例　出勤簿写等）

共　
　
　

通負　
　
　
　
　

傷　
　
　
　
　

の　
　
　
　
　

場　
　
　
　
　

合

４

５

１　第三者行為災害に関する届
２　交通事故証明書
３　事故発生状況報告書
４　経路図（出発地、目的地、発生場所を朱書）
５　その他必要と認められる資料（例　示談書の写等）

交
通
事
故

第
三
者
行
為
の
場
合

４１　第三者行為災害に関する届
２　その他必要と認められる資料

そ
の
他

１　出張命令簿の写
２　自家用車利用中の場合は自家用車利用についての取

扱規定
３　その他必要と認められる資料

中
の
場
合

出
張
期
間

１　経路図（自宅、勤務場所、発生場所は朱書）
２　変則勤務等の場合は勤務時間を証する資料（規則等）
３　その他必要と認められる資料（勤務割表写等）

通
勤
災
害

通

勤

途

上

の

場

合

１　「通勤災害」欄の１～３の書類
２　通勤手段に関する所属長の証明
３　特に勤務を命ぜられた場合はその事実証明書
４　その他必要と認められる資料

公
務
災
害

６１　症状等に関する医師の診断書
２　健康診断の記録等の写及び保険証の使用状況
　　（レセプト写、過去２年間程度）
３　本人及び家族（三親等内）既往病歴に関する申立書

（死亡している場合はその死因）
４　し好に関する申立書（飲酒、喫煙量等）
５　職　歴
６　勤務の状況
　　ア　過去２月程度の状況
　　イ　発病前１週間程度の詳細な状況

循

環

器

系

疾

病

の

　

疾　
　
　
　
　

病
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要領様式書　　　　　　　　　　　　類災害の態様

７　発病前２月程度の身体の状況
８　発病当時の症状（同僚、上司、家族の供述書等）
９　臨床症状及びその経過に関する医師の所見書
１０　臨床検査結果（血液及髄液検査、血圧検査、心電図、

眼底所見等）
１１　解剖した場合は解剖所見書
１２　その他必要と認められる資料

場　
　
　

合の　
　
　
　
　

場　
　
　
　
　

合

６１　症状等に関する医師の診断書
２　発生時の詳細な状況報告書（疼痛の部位、力の方向、

体位、取扱物の重量及び経過等を具体的に記した現
認書及び申立書）

３　既往歴申立書
４　臨床検査の状況
５　過去の業務内容に関する詳細な証明書
６　Ｘ線写真
７　その他必要と認められる資料

腰

痛

症

の

場

合

　　上記疾病に準ずる
の
疾
病

そ
の
他

６１　症状等に関する医師の診断書
２　初発傷病の治ゆ（中止）年月日及び治ゆ時の症状に

関する医師の所見書
３　初発傷病の治ゆ（中止）から再発傷病の発生までの

間の経過に関する申立書
４　健康診断記録簿の写
５　保険証の使用状況
６　その他必要と認められる資料

再

発

の

場

合
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補償請求書添付資料

別記要領様式確認事項書　　　　類補償等の種別

　７必要性
支払義務の有無

証明書
受領書又は請求書

治療材料

療　
　
　

養　
　
　

補　
　
　

償

　８同　上証明書
受領書又は請求書

輸血代

９同　上証明書
受領書又は請求書

あんま
マッサージ

１０必要性証明書室料差額

１１
１２

通院の状況
必要性
支払義務の有無

明細書
証明書（タクシー等の場合）
受領書又は請求書

移送費

１３必要性
支払義務の有無

証明書
受領書又は請求書

看護料

１４休業の事実証明書休 業 補 償

１５障害の程度
　　〃
　　〃

診断書
Ｘ 線 写 真

（必要の場合）
カラー写真

障 害 補 償

１６

死亡の事実
遺族の資格
生計維持関係

死亡診断書
戸籍謄本
証明書

遺族補償一時金
遺　
　

族　
　

補　
　

償

１５

１７

生計維持関係
遺族の障害程度

代表者選任意志

「遺族補償一時金」欄の
添付資料の他次の書類
住民票謄本
障害程度診断書（遺族
に障害者がある場合）
代表者選任届

遺 族 補 償 年 金

葬祭実行者死体埋火葬許可書葬 祭 補 償
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〔注〕１　療養補償費を請求する場合であって、いわゆる保険証を使用して診

療を受けた場合は、要領様式第１８号による「保険診療証明書」を療養

補償請求書に添付すること。

２　障害補償年金及び、遺族補償年金を除く補償（福祉事業を含む。）の

費用を請求する場合であって、請求人以外の者に費用の受領を委任す

る場合は、要領様式第２２号による委任状を添付すること。ただし、医

師又は医療機関に対し診療費が未払いの場合の診療費の受領委任は、

規則に定める別記様式非第４号（療養補償請求書）の「（補償費用の受

領委任）」欄に記入することとし、委任状は不用であること。
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 意 見 書

要領様式第１号
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　　　　　　　　　　　所　属

　　　　　　　　　　　職　名

　　　　　　　　　　　氏　名

上記の者が　　　　年　　月　　日　　時　　分頃被災した災害に

ついては、下記のとおりであるので、 �と認め、市町村

等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第３条第３項の規定

に基づき、意見書を提出する。

　　　　　　　　　　　　　　　　記

　　（理由）

　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　組合市町村等の�

　　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

公 務 上 の 災 害
通勤による災害

名　　　称

長の職氏名　　　　　　　　　　 　�
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 災害発生現認（聴取 ） 書

要領様式第２号
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所　　属
被 災 職 員

　　　　　　　　　　　　　　　　（年令　　歳）氏　　名

　　　　年　　月　　日（　曜） �　時　分頃午前
午後　災 害 発 生 日 時

　災 害 発 生 場 所

　災 害 発 生 の 状 況

現認又は、聴取し
た時の状況を記載
すること。

聴取日時聴取日時等

（聴取書の場合） 　　　　　　　　　　　　被災職員との関係通 報 者

　　　　　上 記 の と お り 目 撃 し （ 通 報 を 受 け ） ま し た 。

　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　現認（聴取）者　　所　属

　　　　　　　　　　　　　　　　　　職　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　被災職員との関係

�
�
�
�

�
�
�
�

（注）現認（聴取）者が職員以外の者であるときは所属欄に「住所」を職名

欄に「職業」を記載のこと。



 身 分 関 係 証 明 書

要領様式第３号

（注）添付資料として、雇用伺写、委嘱状写、賃金等支払明細書等の写、出

勤簿写、勤務割表、職に関する規則、規程、要領等関係資料を添付する

こと。
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　　　　　　　　　　　　　所　属

　　　　　　　被災職員の　職　名

　　　　　　　　　　　　　氏　名

　　１　雇用（委嘱）年月日　　　　　　　　　年　　月　　日

　　２　雇用（委嘱）期間又は任期　　　　　　年　　月　　日から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日（月・年）間

　　３　賃金（報酬）の額　　　　　　日・月・年額　　　　　　円

　　４　職務の内容

１から４までの事項については、上記のとおりであることを証

明します。

　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　組合市町村等の�

　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

名　　　称

長の職氏名　　　　　　　　　　□印 
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 第三者行為災害に関する届

要領様式第４号
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住所　　　　　　　　　　　　　 電話本　　　人

（運　転　者）相　

手　

方　

①

氏名　　　　　　　　　　　　　 　（　　　歳）

住所　　　　　　　　　　　　　 電話
親　権　者

氏名

住所
（所在地）使　用　者 氏名
（法人名及び代表者名）

人損程度
相　手　方

損
害
状
況
②

物損内容

物損内容当　　　方

相　手　方事
項　

③

故
意
過
失

当　　　方

相手方　　　　　　　　％　　当方　　　　　％過 失 割 合

支　払　者害
賠
償　

④　

支
払
わ
れ
た
損

種別・金額

及びその受

領年月日　

有・無　　�無の場合はその理由示談意志の
有　　　無示

談

の

状

況

⑤

相手方
（予定者）

有

の

場

合

　　　　　未交渉の場合はその理由示談の

経　過

示談成

立のみ

とおし



 

―　９９２　―

新潟県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等事務手続要領

（注）１　①欄の「使用者」欄は使用者責任のある場合に限り記入すること。

２　④欄は、診療費を相手方が直接病院に支払った場合等の現物賠償を

含むこと。

３　示談成立済みの場合は⑤欄の記入を要せず、示談の写を添付するこ

と。（示談未成立の場合は示談成立後示談書の写を提出して下さい）

保険（共済）会社
（組合）名　　　

内
容
（
自
動
車
事
故
の
場
合
）　

⑥　

相
手
方
の
自
賠
責
保
険
（
共
済
）
契
約

種別　　　　　　　　　　番号自動車種別及び
登　録　番　号

　　　　年　月　日から　　　　年　月　日まで保 険 （ 共 済 ）
期　　　　　間

証明書番号住所
契　　約　　者

�氏名

住所
保　　有　　者

氏名　　　　　　　　　運転者との続柄

そ
の
他
の
参
考
事
項
⑦

上記のとおり相違なく市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等

に関する条例施行規則第2１条の規定により届出いたします。

　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　被災職員氏名　　　　　　　　　　　�

　　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様



新潟県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等事務手続要領

 事 故 発 生 状 況 報 告 書

要領様式第５号

 

―　９９３　―

氏名
（電話）甲（� ）加　害

運転者
当 
事 
者

第　　　　　号保険証明
書 番 号

運 転 ・ 同 乗
歩行・その他

氏名
（電話）乙（被害者）自動車の

番　　号

昼間・夜間・明け方・夕方明暗混雑・普通・閑散交通
状況晴・曇・雨・雪・霧天　　候

舗装　� 　歩道（両・片）　� 　直線・カーブ　平坦・坂

見通し　� 　積雪・凍結

してある
してない

ある
ない

良　い
悪　い

道

路

状

況

信号　� 　駐・停車禁止　� 　その他標識あ　る
な　い

されている
されていない

信　　号
又は標識

甲車両　　� （� 　　� ）　乙車両　　� 　（� 　　� ）㎞
　 h

制限
速度

㎞
　 h

㎞
　 h

制限
速度

㎞
　 h速　　度

事故発生状況略図（道路幅をｍで記入してください）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自　　車
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相 手 車
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　進行方向
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　信　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一時停止
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人　　間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自 転 車
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オートバイ

事
故
現
場
に
お
け
る
自
動
車
と
被
害

者
と
の
状
況
を
図
示
し
て
く
だ
さ
い

上
記
図
の
説
明
を
書

い
て
く
だ
さ
い

　　別紙交通事故証明書に補足して上記のとおり報告します。

　　　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　報告者�
甲との関係（　　　　）

乙との関係（　　　　）　　　　○印 



 診 断 書

要領様式第６号

 

―　９９４　―

新潟県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等事務手続要領

　　　　　　　　　　　　生　　年　　月　　日被 災 職 員 氏 名

現　　　住　　　所

　　　　　　年　　　月　　　日初　診　年　月　日

原　　　　　　　因

傷　　　病　　　名

既 往 歴
病　
　
　
　

歴

現 病 歴

処 置 及 び
療養の経過

現　　　　　　　歴

予　　　　　　　後

　　　上 記 の と お り 診 断 し ま す 。

　　　　　　　　　年　　　月　　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　医師
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　 　�

（ ）



新潟県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等事務手続要領

 証 明 書

要領様式第７号

 

―　９９５　―

　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名

　　　　（傷病名）　　　　　　　　　　　　　　　　　を治療中

　　　　下記補装具を必要とした。

当病院において、作製不能のため、別紙請求書（受領書）

発行の業者に作製を命じた。

記

　　　装具等の名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　上記のとおり証明します。

　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　病院名

　　　　　　　　　　　　　医師名　　　　　　　　　　　　　　　�



 証 明 書

要領様式第８号

 

―　９９６　―

新潟県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等事務手続要領

　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名

上記の者は、当病院に入院中の　　　　年　　月　　日

下記量の生鮮血液を要したことを証明します。

記

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�

　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　病院名

　　　　　　　　　　　　医師名　　　　　　　　　　　　　　　　�



新潟県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等事務手続要領

 証 明 書

要領様式第９号

 

―　９９７　―

　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　 年　令

上記の者は　　　　　　　　　　のため下記によりあん摩

マッサージ指圧師によるマッサージを行なう必要があること

を認める。

記

　　１　施術の部位

　　２　期　　　間　　　　　　　　年　　　月　　　日から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回

　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日まで

　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　病院名

　　　　　　　　　　　医師名　　　　　　　　　　　　　　　　　�



 証 明 書

要領様式第１０号

 

―　９９８　―

新潟県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等事務手続要領

　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名

　　　上記のものは、当病院に入院中の下記期間

　　　（有料室に収容した理由）

　　のため　 �に収容したことを証明します。

記

　　　　　　　　年　　　月　　　日から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日間

　　　　　　　　年　　　月　　　日まで

　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　病院名

　　　　　　　　　　　　　医師名　　　　　　　　　　　　　　　�

個　室

上級室



新潟県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等事務手続要領

 移 送 費 明 細 書

要領様式第１１号

　　　　年　　　月分　

 

―　９９９　―

備　　考

運　　　　　　　賃

駅・停留所月　 日 合　 計
片　　　　　道

計バ　ス鉄　道
　　 円　　 円　　 円　　 円

合計

　　日

　　上記のとおり相違ありません。

　　　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　所　属

　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　�

（注）１　「駅・停留所」の欄は、自宅から駅、駅から駅、駅から病院等に交

通機関ごとに内訳を記載してください。

　２　タクシー（ハイヤー）代請求の場合は、別に医師の証明を要します。



 証 明 書

要領様式第１２号

 

―　１０００　―

新潟県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等事務手続要領

　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名

上記の者の通院に際する利用交通機関は、症状の上から

鉄道及びバスによることは困難でタクシー（ハイヤー）に

よることを要したことを証明します。

記

　　　　　　　　年　　　月　　　日から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日間

　　　　　　　　年　　　月　　　日まで

　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　病院名

　　　　　　　　　　　医師名　　　　　　　　　　　　　　　　　�



新潟県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等事務手続要領

 証 明 書

要領様式第１３号

 

―　１００１　―

　　　　　　　　　　　　　　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　氏名

　　上記の者は、当病院に入院中の下記の期間

　　　（看護を要する理由）

　　のため常に看護師を附す必要があったことを証明します。

記

　　　看護を要する期間

　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日から
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日間
　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日まで

　　　　　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　病院名
　　　　　　　　　　　　　　　　　医師名　　　　　　　　　　�

上記期間中下記看護師が看護した（看護師を附すことができな

かったので附添婦又は家族が附添った）ことを証明します。

記

　　看護（附添）者

　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　患者との続柄

　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　（附添者が家族の場合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　病　院　名

　　　　　　　　　　　　　　看護師長名　　　　　　　　　　　�



 休 業 証 明 書

要領様式第１４号

 

―　１００２　―

新潟県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等事務手続要領

　　　　　　　　　　　　　　　　所属団体

　　　　　　　　　　　　　　　　職　　名

　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名

　上記の者は、　　　　　年　　　月　　　日に被災した負傷のため、

下記の期間について勤務しなかったことを証明します。

記

　１　期間　　　　　　　　年　　　月　　　日から

　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日まで　　　　　　
日間

　２　勤務できなかった理由

　　　　　　　　入院のため

　　　　　　　　その他（理由）

　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　所属団体

　　　　　　　　　　　　　所属部局

　　　　　　　　　　　　　職　氏名　　　　　　　　　　　　　�

　新潟県市町村総合事務組合管理者様



新潟県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等事務手続要領

 障 害 程 度 診 断 書

要領様式第１５号

 

―　１００３　―

　　
　　　　　年　　　月　　　日（　　　才）
　　

生年月日　　　　　　　　　　　　 　男・女氏　　　名

職業住　　　所

　　　　年　　月　　日　治ゆ・症状固定
治ゆ又は　
症状固定日

　　　　年　　月　　日受 傷 日時

　　　　年  　月　　日から　　実治療日数
　　　　年　　月　　日まで　　（　　）日

通院期間
　　　　　年　　　月　　　日から
　　　　　年　　　月　　　日まで�（　　）日間入院年月日

（部位、程度、状況等）既存
障害

（初診時の症状及び経過）
傷　病　名

後　　遺　　障　　害　　の　　内　　容

自
覚
症
状

主
訴
又
は

結
果　
　

及
び
検
査

他
覚
症
状

障　害　の　程　度　お　よ　び　内　容種　類

視　野　狭　窄　（８方向）調　　節　　機　　能視　力
眼　

球　

の　

障　

害

内上内下内下外下外上外上調　　節　　力近点、遠点、屈折力等矯正裸眼

（　　　　）Ｄ左

（　　　　）Ｄ右

左

右

両眼

２　注視野

　　の広さ

　１　複視の有無

　　イ　正面視にて複視を生ずる

　　ロ　左右上下視にて複視を生ずる

動

障

害

眼

球

運

※眼瞼・まつ毛の欠損・運動障害障　

害

眼　

瞼　

の
人 声 聴 力 検 査 成 績語音明瞭度検査オ ー デ ィ オ メ ー タ ー 検 査 成 績

耳

介

の

欠

損

聴

力

障

害

と

不能・ �（　） �接耳
可能

�にて
可能

大　声
話声語最良明瞭度　　％ａ（  ）＋2ｂ（  ）＋2ｃ（  ）＋ｄ（  ） �

　　　　　　　　 6 ＝（  ）ｄｂ左

不能・ �（　） �接耳
可能

�にて
可能

大　声
話声語最良明瞭度　　％ａ（  ）＋2ｂ（  ）＋2ｃ（  ）＋ｄ（  ） �

　　　　　　　　 6 ＝（  ）ｄｂ右

※耳介の欠損程度※耳鳴の有無及びその程度

※鼻の機能障害（鼻呼吸・嗅覚等について）※鼻軟骨の欠損程度障

害

鼻

の 　全部・大部分・一部分

（醜状痕の部位、長さ、大きさ、
醜状度等歯牙欠損の歯列程度、
補綴の方法等）

歯
牙
の
欠
損
障
害

外
ぼ
う
の
醜
状
又
は

※１　発生機能の完全喪失

　２　中枢性失語症……〔運動性・感覚性・その他（ 　）〕

　３　発音機能障害……４種の語音中（　 ）種発音不能

　４　その他

の

障

害

言

語

機

能

※１　流動食以外は摂取できない

　２　粥食程度なら摂取できる

　３　ある程度固形食は摂取できるが、これに制限があつて、そしやく

　　が充分でないもの。

能
の
障
害

そ
し
や
く
機



 

―　１００４　―

新潟県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等事務手続要領

　　　記入上のご注意　　１　該当事項に○印をつけ所要事項をご記入ください

　　　　　　　　　　　　２　※印欄は、自・他覚症状欄又は人体図等空欄を利用し図示又は説明してください

　　　　　　　　　　　　３　聴力障害・視野障害については、オーディオグラム・視野表を添付してください

障　害　の　程　度　お　よ　び　内　容種　類

（障害の内容、就労能力等に及ぼす支障の程度）（
生
殖
器
・
泌
尿
器
）
の
障
害

精
神
・
神
経
・
胸
腹
部
臓
器

切
断
・
知
覚
等
の
障
害

有・無、一時的、恒久的コルセツト

装　　　用

そ　の　他

　　　度後　屈　　　度前　屈
※部位・程度

運
動
障
害

（
奇
形
）及
び

脊
柱
の
変
形

右　屈左　屈

右回旋左回旋

※　部位
　イ　裸体となつてわかる程度
　ロ　レントゲン写真でわかる程度

体 幹 骨
長 幹 骨
の 変 形

左下肢長　　�　短縮の原因

右下肢長　　�

短
縮

下
肢
の

他　　動自　　動
運 動 種 類関 節 部 位

他　　動自　　動
運 動 種 類関 節 部 位

（
手
指
・
足
指
を
含
む
）

上
・
下
肢
の
機
能
障
害

右左右左右左右左

　度　度　度　度　度　度　度　度

備　考

（機能回復の見込み、その他参考所見）所
見　

予
後
の

　　　　上記のとおり診断いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所 在 地
　　　　　　　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医師氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　�



新潟県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等事務手続要領

 証 明 書

要領様式第１６号

 

―　１００５　―

　　住所

　　氏名

が　　　　　年　　　月　　　日死亡当時にその収入（及び　　　　　

　　　　　　　　　　の収入）によって下記遺族は生計を維持していたこ

とを証明します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

　　死亡者との続柄　　　　　　　氏名

　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　市町村民生委員

　　　　　　　　　　　　　　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　�



 代 表 者 選 任 届

要領様式第１７号

 

―　１００６　―

新潟県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等事務手続要領

　　　　　　　　　　住所

　　　　　代表者

　　　　　　　　　　氏名

私達は、上記の者を　　　　　年　　　月　　　日死亡した（氏名　　

　　　　　　　　　　　　）にかかる遺族補償年金の請求及び受領につい

ての代表者に選任しました。

　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

受給権者　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　�　（死亡職員との続柄）　　

　　　　　　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　�　（死亡職員との続柄）　　

　　　新潟県市町村総合事務組合管理者様



新潟県市町村総合事務組合非常勤職員公務災害補償等事務手続要領

 保険診療に関する証 明 書

要領様式第１８号

 

―　１００７　―

住　所被
災
職
員

１

氏　名

生年月日住　所被
保
険
者

２

被災職員との続柄氏　名

番号記号保険名
　

に
関
す
る
事
項

３
被
保
険
者
証

　　　年　月　日資格取得年月日（名称）保険者
の名称
所在地 　　　年　月　日交　付　年月日（所在地）

傷　病　名

４　

保
険
診
療
に
関
す
る
事
項

　　　　年　　月　　日から
　　　　　　　　　　　　　　　　日間
　　　　年　　月　　日まで

　　実診療日数　　　　日

保険診療の

受 診 期 間

　　　　点　　　　日　� 　　　　　 円一部負担金等
被災職員負担額

上記におけ
る診療費　

□受領した。□請求中である。□未請求である。診療報酬について

　保険診療期間等については、上記４のとおりであることを証明します。

　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　病 院 名

　　　　　　　　　　　　　　　　医師氏名　　　　　　　　　　　�



 示談の状況等に関する届

要領様式第１９号
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（注）１　「支払われた損害賠償」欄は、診療費を相手方が直接病院に支払った

場合等の現物賠償を含むこと。

２　同欄について、支払われた損害賠償が自賠責保険（共済）のみであ

る場合は、“自賠責保険のみ”と記入し、所定の届（「損害賠償額の請

求等について（届出）」）を添付すること。

　　ただし、すでに当該届を提出したときは、併せてその旨記入するこ

と。

相　　　手　　　方

示
談
の
状
況

示　談　の　経　過

示談成立の見通し

支　　　払　　　者
支
払
わ
れ
た
損
害
賠
償

種　別　、　金　額

受　領　年　月　日

　　上記のとおり相違なく届出いたします。

　　　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　被災職員氏名　　　　　　　　　�

　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様
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要領様式第２０号
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　年　　月　日

　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

　　　　　　　　　　　　　　　　受給権者名　　　　　　　　　　　　　�

　　　　　　　　　損害賠償額の請求等について（届出）

私は、（被災職員の氏名）　　　　　　　　　　について発生した自動車事

故に関し、　　　　　年　　　月　　　日、下記のとおり自動車損害賠償責任

� ましたので届出ます。

記

保険　に対し損害賠償額の支払を請求し
共済　から損害賠償額・仮渡金の支払を受け

　査定事務所受付番号
　共済連事故証明番号事故発生年月日（氏名）　　　　　　　　　

加害者
　　 年　月　日（住所）　　　　　　　　　

�損害賠償額の支払を請求した場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　請求金額　　　　　　　円　請求先　　　　　　　　　　　　　　　　　　

請　求　人請　求　額過 失 相 殺損　害　額損害の種類
　
　

請
求
内
訳 合　計

�仮渡金の支払を受けた場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　受領金額　　　　　　　円　支払元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

�損害賠償額の支払を受けた場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　受領金額　　　　　　　円　支払元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　年　　月　　日　（請求人）　　　　　　　　　　　　に対し
　
　仮　渡　金　　　　　　　　　円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　を支払ったことを証明します。
　損害賠償額　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保　険　� 　会　社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共済農業共同組合連合会

株　式
相　互



 治 ゆ の 届

要領様式第２１号
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（注）１　「治ゆ」とは、完全治ゆのみでなく、症状が固定しもはや医療効果が

期待できなくなったときをいうものであること。

２　「備考」欄には、診療費用を第三者が負担した場合（交通事故による

場合等）等の負担状況等について記載すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日

　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　所属
　　　　　　　　　　　　　被災職員
　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　 　�

　　下記のとおり治ゆしたので、届けます。

　　　　　　年　　　月　　　日災害発生年月日

傷　　病　　名

　　　　受　　療　　期　　間医療機関名

療 養 の 経 過
　　　年　月　日から　　　年　月　日まで

　　　年　月　日から　　　年　月　日まで

　　　年　月　日から　　　年　月　日まで

　　　　　年　　　月　　　日治 ゆ 年 月 日

残存障害がある
場合はその部位
と程度　　　　

備　　　　　考
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 委 任 状

要領様式第２２号
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（注）　療養補償費を医療機関に対して受領委任する場合は、療養補償費請求

書の受領委任欄を用いること。

　私が　　　　年　　　月　　日に請求した下記の補償費用については、

（受任者名）　　　　　　　　　　　に受領を委任します。

　　　　　　　　　　　　　所属団体

　　　　　　　　　　　　　職　　種

　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　�

記

　１　補償等の種類　　　　　　　　　　　　　　　　

　２　補償等の金額　　　　　　　　　　　　　　　　

　上記委任に基づき、補償費用の支払いを請求します。

　　　　　　　　　　支払請求者の住所　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　�

　　　　　　　　　　　　　　　　被災職員との関係　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　振込先金融機関　　　　　　　銀行　　　　支店

　　　　　　　　　　預 金 科 目

　　　　　　　　　　口 座 番 号



（参考資料１）

町村人第　４４　号　

昭和５２年１月２６日　

町　　　村　　　長　殿

一部事務組合管理者　殿

新潟県町村人事事務組合長　伊　藤　正　一　

労働者災害補償保険法の適用区分について（通知）

　このことについて、非常勤職員の公務災害補償等に関する事務の適正、円

滑な実施をはかるため町村に雇用される非常勤職員のうち、町村等の非常勤

の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和４２年条例第２３号）の規定に基づ

き公務災害補償等を受けるものと労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０

号。以下「労災」という。）第３条の規定により保険給付のなされるものの適

用区分について、新潟労働基準局との間に照会、協議の結果、下記のとおり

回答がありましたので、通知します。

　なお、これにより労災の適用が明確となった事業については、昭和５２年度

において加入の手続を取られるよう願いますとともに、当然のことながら当

組合においても昭和５２年度以降労災適用事業については、未加入の場合で

あっても公務災害補償等の実施はいたしかねますので、あらかじめご了承の

うえ、遺漏のないようご処理願います。

記

１　基本的な考え方

　　労働者災害補償保険は、事業について適用するものであり、当該事業が

地方公共団体の行う現業の事業として独立性を有するものであれば、当該

事業に雇用される非常勤職員は当然に労災保険の適用を受けるものであ

る。
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　　したがって、労災保険の適用は、労働者の職種によることなく、事業の

実態により判断すべきものである。

２　労災の適用事業

　　別表のとおり

３　労災の加入手続については、すでに保険関係が成立しており、当該年度

においてもこれを更新する場合は、４月１日から５月１５日までに手続が必

要とされ、適用事業であっても非常勤職員を現に雇用せず、また、当該年

度において雇用する見込がない場合は、労災保険の加入手続は必要ないと

されている。

　　ただし、年度途中において非常勤職員を雇用するに至ったときは、その

時点で加入手続をとらなければならない。

４　労災の適用区分については、別表に掲げる事業のほか、有期的事業、事

業性に疑問を残すもの或は使用従属関係に検討を要するもの等事業の実態

等によりなお、検討を要するものもあると思われますので、これらについ

て当組合では、各町村毎の個々の事業実態の把握が困難のため事業主たる

町村と保険者たる労働基準監督署との間協議のうえ、手続をとられるよう

にお願いいたします。

 

―　１０１３　―



別表

労働者災害補償保険法の適用事業
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備　　　　　考
労働基準法
８ 条 号 別

事業等の名称

　○○ 検針員等については、毎月一定日数雇用す
る形態であれば適用

　○○ 課制、係制の場合の取扱いは、課、係等の
名称にとらわれることなく、当該課等が事
業を遂行する独立の組織体である限り当該
課、係ごとに適用事業とされる。

１号ガス事業、水道事業

　○○ 共同調理場も含まれる。１号学校給食（調理）

３号温泉ボーリング事業

　○○ 常態である場合に適用される。
登山道の整備事業の場合も常態であれば適
用。

３号道 路 補 修 事 業

４号索道事業（スキーリフト）

６号村 有 林 管 理

７号放 牧 場

８号公 営 駐 車 場

　○○ 所属課は問わない。
　電話器等により対話のできるものに限られる。

１１号有線放送電話事業

１２号幼稚園（代用教諭）

１２号公 営 プ ー ル

　○○ 博物館、図書館、公民館、児童館等の教育
委員会関係の施設。

１２号会 館 等

　○○ 町村で雇用する宿日直代行員は適用。１２号小 中 学 校

１３号保 育 所

１３号老 人 憩 の 家 等

　○○ 保健婦は事業性がないので非適用。１３号病 院 、 診 療 所

１４号国 民 宿 舎 等

１５号清 掃 事 業

１５号火 葬 場
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（参考資料２）

町村人第　７５　号　

昭和５５年３月１９日　

町　　　村　　　長　殿

一部事務組合管理者　殿

新潟県町村人事事務組合長　伊　藤　正　一　

労災法の適用事業等について

　町村等の非常勤職員のうち、労働者災害補償保険法の適用を受ける者につ

いては、すでにご承知のとおり町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関

する条例の適用が除外されることとなっております。

　ついては、適正かつ明確な公務災害補償事務の実施をはかるため、新潟労

働基準局長あてこれらの適用区分に関し、別記の概要をもって照会の結果、

別添のとおり回答がありましたので、その旨ご通知申しあげますとともに今

後の事務手続に際しましては、下記ご留意のうえ、よろしくご処理願います。

　なお、回答文中の「５０新基災発第１９５号」については、その趣旨を昭和５２年

１月２６日付け町村人第４４号をもってご通知済（詳細は、人事事務組合例規集

中「非常勤職員公務災害補償等事務手続要領」末尾に記載のとおり）であり

ますので、ご参照願います。

記

１　労災の加入手続きについて

　　各町村においてすでに保険関係の成立しているもののほか、使用従属関

係、事業性等疑問を有するものについては、再度見直し、検討を加え所轄

労働基準監督署との間で協議され手続きに遺漏のないよう願います。

２　公災条例の適用について

　　当組合においては、当然のことながら労災法の適用事業に雇用される職

―　１０１５　―



員（被保険者）については、労災に未加入の場合であっても公災条例の規

定による補償はいたしかねることとなりますので、よろしくご了承願いま

す。

別　記

労働基準局に対する照会事項の概要

１　今回の照会は、昭和５４年５月１日付け町村人第１２５号をもって行った町

村における「非常勤職員の実態調査について」に基づき照会内容をまとめ

たものである。

２　照会事項の概要は、上記の実態調査を整理検討し、各町村における事業

所（事業主管課）、所属課（係）、非常勤職種及びその雇用期間、勤務の内

容等を具体的にし、当組合の案をもってその事業所及び職種毎に労働基準

法第８条の各号別に区分して、これに対する可否について回答を求めたも

のである。

　（照会の詳細は、省略する。）
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新基収第　５７３　号　

昭和５５年３月６日　

新潟県町村人事事務組合長　殿

新潟労働基準局長　�印 

町村等における労働者災害補償保険法の適用

事業場等について（回答）　　　　　　　　　

　昭和５４年９月１０日付町村人第２２９号で照会のありました標記について、下

記のとおり回答します。

記

　労働基準法の第８条による号別区分並びに労働者災害補償保険法の適用の

有無については、個々の事案について実態をは握しないと具体的に判断する

ことは、極めて困難であります。

　従って、労働者災害補償保険法の適用についての基本的な考え方は、次の

とおりですからこれにより個々の事案を判断してください。

　基本的な考え方

　労働者災害補償保険は、事業について適用するものであり、当該事業が地

方公共団体が行う現業の事業（概ね、労働基準法第８条に基づく第１号から

１５号までと考えられます）として独立性を有するものであれば、当該事業に

雇用される非常勤職員（雇用形態によっても異なる）で地公災法の適用をう

けないものであれば、労働者災害補償保険法の適用はうけることになりま

す。

　したがって、労働者災害補償保険法の適用の有無は、労働者の職種によっ

て判断するのではなく、事業の実態により判断すべきものであります。

　なお、詳細については、昭和５１年４月１５日付にて、貴組合長に回答した５０

新基災発第１９５号のとおりです。
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（参考資料３）

町村人第　２２　号　

昭和５４年２月６日　

町　　村　　長　殿

町村教育委員会　殿

新潟県町村人事事務組合長　伊　藤　正　一

公立学校の校舎等の除雪作業に

かかる労災適用について　　　

　町村教育委員会で雇用する小、中学校の冬期における屋根等の除雪作業等

に従事する作業員については、下記により労働者災害補償保険法の適用を受

けることとなりますので、加入の手続等事務処理にご留意くださるととも

に、未然の防止にご努力をお願いいたします。

記

１　労働者災害補償保険法第３条に規定されるとおり、町村等教育委員会

（小中学校）が労働基準法第８条第１２号に規定する「教育、研究又は調査の

事業」に該当するため。

２　当組合が実施する非常勤職員の公務災害補償は、町村等の職員の公務災

害補償等に関する条例第２条第１号の規定に基づき、労災法の適用を受け

るものは、条例の適用が除外されることとなります。
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新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校
歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

　（趣旨）

第１条　この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務

災害補償に関する法律（昭和３２年法律第１４３号）第４条第１項の規定に基づ

き、新潟県市町村総合事務組合規約（平成１６年総行市第３０号許可）別表第

２の７の項に該当する市町村（以下「組合市町村」という。）の設置する学

校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師（以下「学校医等」とい

う。）の公務上の災害（負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。）に

対する補償（以下「補償」という。）の範囲、金額及び支給方法その他補償

に関し必要な事項を定めるものとする。

　（補償の実施）

第２条　組合は、この条例で定める補償の事由が生じた場合に、補償を受け

るべき学校医等若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づい

て補償を行う。

２　組合の教育委員会は、前項の規定による補償の請求を受けたときは、そ

の補償の請求の原因である災害が公務により生じたものであるかどうかを

速やかに認定し、その結果を当該請求した者及び当該災害を受けた学校医

等の所属する組合市町村の長を経由して当該組合市町村の教育委員会に通

知しなければならない。

　（補償の範囲、金額、支給方法等）

第３条　補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し、必要な事項につ

いては、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及

び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令（昭和３２年政令第２８３号）

の規定の例による。

　（報告、出頭等）

第４条　組合の教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるとき

―　１０１９　―

平成１６年３月１日
条 例 第 ３６ 号



は、補償を受け若しくは受けようとするもの又はその他の関係人に対し

て、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の

診断若しくは検案を受けさせることができる。

　（規則への委任）

第５条　この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

　　　附　則

１　この条例は、平成１６年３月１日から施行する。

２　この条例の施行前までに公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師

の公務災害補償に関する条例（平成１４年新潟県町村人事事務組合条例第２０８

号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規

定によりなされたものとみなす。

―　１０２０　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例



新潟県市町村総合事務組合公立学校の
学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の
公務災害補償に関する条例施行規則　

　最終改正　令和元年７月２２日規則第３号

　（目的）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯

科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例（平成１６年条例第３６号。

以下「条例」という。）第５条の規定に基づき、条例第１条に規定する学校

医、学校歯科医及び学校薬剤師（以下「学校医等」という。）の災害補償に

関し必要な事項を定めることを目的とする。

　（認定の請求）

第２条　公務により生じたと認められる災害を受けたことにより療養補償を

受けようとする者又は、療養補償を受けることなく遺族補償若しくは葬祭

補償を受けようとする者は、別記様式学第１号により公務災害の認定請求

書を、当該学校医等の所属する市町村の教育委員会及び長を経由して新潟

県市町村総合事務組合（以下「組合」という。）の教育委員会に提出しなけ

ればならない。

　（認定及び通知）

第３条　組合の教育委員会は、前条の請求書を受理したときは、その災害が

公務により生じたものであるかどうかを認定し、その結果を別記様式学第

２号により当該請求をした者及び当該災害を受けた学校医等の所属する市

町村の長を経由して当該市町村の教育委員会に、条例第２条第２項の規定

による通知をしなければならない。

　（補償の請求方法）

第４条　補償（現に受けている補償の額の変更を含む。以下同じ。）を受けよ

うとする者は、受けようとする補償の種類に応じ次の各号に定める請求書

を市町村の教育委員会及び長を経由して組合の教育委員会に提出しなけれ

ばならない。 

―　１０２１　―

平 成１６年 ６ 月１７日
教育委員会規則第２号
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�　療養の給付請求書 別記様式学第３号

�　療養補償請求書 別記様式学第４号

�　休業補償請求書 別記様式学第５号

�　傷病補償年金請求書 別記様式学第６号

�　傷病補償年金変更請求書 別記様式学第７号

�　障害補償年金・一時金請求書 別記様式学第８号

�　障害補償年金差額一時金請求書 別記様式学第９号

�　障害補償年金前払一時金請求書 別記様式学第１０号

�　障害補償年金・一時金変更請求書 別記様式学第１１号

�　介護補償請求書 別記様式学第１２号

�　遺族補償年金請求書 別記様式学第１３号

�　遺族補償年金前払一時金請求書 別記様式学第１４号

�　遺族補償一時金請求書 別記様式学第１５号

�　葬祭補償請求書 別記様式学第１６号

�　未支給の補償請求書 別記様式学第１７号

第５条　条例第３条の規定により、その例によることとされている公立学校

の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令

（昭和３２年政令第２８３号。以下「政令」という。）第１１条第１項及び第２項の

規定による遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除を申請する者

は、別記様式学第１８号又は別記様式学第１９号による申請書（遺族補償年金

の支給の停止の解除を申請する場合にあってはこれらの申請書及び年金証

書）を組合の教育委員会に提出しなければならない。

２　組合の教育委員会は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支

給の停止又は支給の停止の解除をしたときは当該申請を行った者に速やか

に書面でその旨を通知しなければならない。

　（年金証書）

第６条　組合の教育委員会は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年

金（以下「年金たる補償」という。）の支給に関する通知をするときは、当

該補償を受けるべき者に対し、併せて別記様式学第２０号による年金証書を

交付しなければならない。

―　１０２２　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則
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２　組合の教育委員会は既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が

生じた場合は当該証書と引き換えに新たな証書を交付しなければならな

い。

３　組合の教育委員会は必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提

示を求めることができる。

第７条　年金証書の交付を受けた者がその証書を忘失し、又は著しく損傷し

たときは、再交付の請求書に忘失の理由を明らかにすることができる書

類、又は損傷した証書を添えて証書の再交付を組合の教育委員会に請求す

ることができる。

２　年金証書の再交付を受けた者は、その後において忘失した証書を発見し

たときは、速やかにこれを組合の教育委員会に返納しなければならない。

　（遺族補償年金の請求の代表者）

第８条　遺族補償年金を受ける権利を有する者が２人以上あるときは、これ

らの者はそのうち１人を遺族補償年金の請求及び受領について、代表者と

して選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事

情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。

２　遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選

任し、又は解任したときは速やかに書面でその旨を組合の教育委員会に届

け出なければならない。この場合には、併せてその代表者を選任し、又は

解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

　（記録簿）

第９条　組合の教育委員会は、学校医等災害補償記録簿（別記様式学第２１号）

及び年金記録簿（別記様式学第２２号）を備え必要な事項を記入しなければ

ならない。

　（定期報告）

第１０条　年金たる補償を受ける者は、毎年１回２月１日から同月末日までの

間に別記様式学第２３号、別記様式学第２４号又は別記様式学第２５号により、

傷病若しくは障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺

族の現状に関する報告書を組合の教育委員会に提出しなければならない。

ただし、組合の教育委員会があらかじめ、その必要がないと認めて通知し

―　１０２３　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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た場合は、この限りでない。

　（届出）

第１１条　年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には速やかにそ

の旨を組合の教育委員会に届け出なければならない。

�　氏名又は住所を変更した場合

�　傷病補償年金又は障害補償年金を受ける者にあっては、その傷病又は

障害の程度に変更があった場合

�　遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

ア　政令第１０条第１項（同項第１号を除く。）の規定により、その者の遺

族補償年金を受ける権利が消滅した場合

イ　その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる

遺族の数に増減が生じた場合

２　補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は延滞

なくその旨を組合の教育委員会に届け出なければならない。

３　前２項の届出を有する場合には、その事実を証明することができる書類

その他資料を組合の教育委員会に提出しなければならない。

 附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

 附　則（令和元年７月２２日規則第３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 

―　１０２４　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則
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別記様式学第１号（第２条関係）

 

―　１０２５　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 公 立 学 校 の 学 校 医 等
 公 務 災 害 補 償 認 定 請 求 書

請求年月日　　　　　　年　　月　　日　新潟県市町村総合事務組合教育委員会　様

　下記の災害については公務により生じ

たものであることの認定を請求します。

請求者の住所　　　　　　　　　　　　

 氏              名 　　　　　　　　　　　��
ふ り が な

２（所属部局）１（所属団体）

４（職　　名）３（被災学校医等氏名）
　　　　　　　　年　　　月　　　日生

６（災害発生の場所）５（災害発生の日時）
　　　年　月　日　　時　　分ごろ

８（傷病の部位及びその程度）７（傷　病　名）

９　

災
害
発
生
の
状
況
と
そ
の
原
因

　１から９までについては、上記のとおりであることを証明します。

　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　
市町村の

　　所 在 地

　　　　　　　　　　　　　　名　　称　　　　　　　　　　��印印 

 
委
員
会
の
証
明

※　

市
町
村
の
教
育

１０

１１　添付する書類その他の資料名

　　　 年　　月　　日※認　　定
　　　　年　　月　　日※受　理

公務上・公務外　　　　年　　月　　日※通　知

�
�
�

Title:05-3-1●1021-.ec8 Page:1025  Date: 2019/12/06 Fri 11:56:11 



〔注意事項〕

１　請求者は、※印の欄には記入しないこと。

２　「９　災害発生の状況とその原因」の欄の記入にあたって別紙用紙を用い

るときは、本欄に「別紙のとおり」と記入し、その別紙について市町村の

教育委員会の証明を受けること。

３　この請求書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

�　災害が第三者の行為によって生じたものであるときは、その事実、第

三者の氏名及び住所（第三者の氏名及び住所がわからないときは、その

旨）を記載した書類

�　医師の所見、その他必要な書類

 

―　１０２６　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則

Title:05-3-1●1021-.ec8 Page:1026  Date: 2019/12/06 Fri 11:56:11 



別記様式学第２号（第３条関係）

 

―　１０２７　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第　　　号　　　

年　　月　　日　　　

　　　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合教育委員会　��印印 　　

公務災害の認定について（通知）

　　　年　月　日付けをもって認定請求のあった下記の災害については、新潟県市

町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に

関する条例第２条第２項の規定に基づき、審査の結果、　　　　　と認定したので、

通知します。

記

　１　被災者の所属

　２　被災者職氏名

　３　傷病名

　４　災害発生年月日
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―　１０２８　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則

補　償　の　案　内

　公務災害の認定を受けた場合には、新潟県市町村総合事務組合公立学校の学

校医・学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例に基づいて、次

のような補償が受けられます。

１　あなたが被災学校医等である場合

　�　医療補償

　公務上の負傷又は疾病につい

ては、右の範囲で療養上相当と

認められるものを療養補償とし

て受けることができます。

　�　休業補償

　公務上の負傷又は疾病の療養のため勤務することができない場合で給与

その他の収入を受けないときは、その期間補償基礎額の100分の60に相当

する金額の休業補償を受けることができます。

　�　傷病補償年金

　公務上の負傷し、又は疾病にかかり、その療養の開始後１年６箇月を経

過しても治らず、その傷病の程度が公立学校の学校医、学校歯科医及び学

校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令（以下［政令」という。）別表

第２に定められている程度の障害の状態が継続しているときは、その期

間、その程度に応じて傷病補償年金を受けることができます。なお、傷病

補償年金を受ける場合には休業補償を受けることができません。

　�　障害補償

　公務上の負傷又は疾病が治ったときは、政令別表第３に定められている

程度の障害が残ったときは、その程度に応じて年金又は一時金の障害補償

を受けることができます。

　�　障害補償年金前払一時金

　年金の障害補償を受けることができる場合は、申出により、障害の程度

に応じた額の範囲で選択した障害補償年金前払一時金を受けることができ

ます。なお、年金の支給は、一定期間停止されることになります。

　�　介護補償

　傷病補償年金又は年金の障害補償を受けることができる場合で、政令別

表第４に定める程度の障害により常時又は随時介護を要する状態にあり、

かつ、実際に介護を受けているときは、その期間（病院等に入院している

期間を除く。）、介護補償を受けることができます。

イ　診　　察
ロ　薬剤又は治療材料の支給
ハ　処置、手術その他の治療
ニ　居宅における療養上の管理及び

その療養に伴う世話その他の看護
ホ　病院又は診療所への入院及びそ

の療養に伴う世話その他の看護
ヘ　移　　送

�
�
��
�
�
��
�
�
�
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―　１０２９　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〔注意事項〕

１　あなたは、上記の事由に該当したときは、それぞれの事由に応ずる補償

が受けられますので、速やかに請求書を提出してください。ただし、政令

の規定により制限を受ける場合もありますので、被災学校医等の所属市町

村の教育委員会又は新潟県市町村総合事務組合とよく連絡をとって、その

指示を受けてください。

２　補償を受ける権利は、２年間（障害補償及び遺族補償については、５年

間）行わないときは、時効によって消滅します。

３　新潟県市町村総合事務組合の行う補償の実施について異議がある場合に

は、新潟県市町村総合事務組合公平委員会規則に定める手続に従って、新

潟県市町村総合事務組合公平委員会に対して審査を請求することができま

す。

４　その他詳細については、被災職員の所属する市町村の教育委員会又は新

潟県市町村総合事務組合に問い合わせください。

２　あなたが被災学校医等以外の者である場合

　�　遺族補償

　あなたが公務上死亡した学校医等の遺族であって、政令第８条の規定に該

当する場合は年金の、その他の場合は一時金の遺族補償を受けることができ

ます。

　�　遺族補償年金前払一時金

　あなたが、�により遺族補償年金を受ける権利を有する場合には、申出に

より、一定の額の範囲で選択した遺族補償年金前払一時金を受けることがで

きます。なお、遺族補償年金の支給は、一定期間停止されることになります。

　�　葬祭補償

　あなたが、公務上死亡した学校医等の葬祭を行う者である場合は、通常葬

祭に要する費用を考慮して政令で定める金額の葬祭補償を受けることができ

ます。

　�　障害補償年金差額一時金

　あなたが障害補償年金の受給権者の遺族であって、死亡した受給権者に支

給された障害補償年金及び障害補償年金前払一時金の合計額が、政令に定め

る障害の程度に応じた額に満たないときは、その差額に相当する額の障害補

償年金差額一時金を受けることができます。

　�　未支給の補償

　あなたが補償の受給権者の遺族であって、死亡した受給権者に支給される

べき補償でまだ支給されなかった分がある場合は、その未支給分の補償を受

けることができます。
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別記様式学第３号（第４条関係）

 

―　１０３０　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則

〔注意事項〕

　「５　療養を受けようとする指定医療機関」の欄には、請求者が医療を

受けようとする指定医療機関の住所および名称を記載し、現在療養を受け

ている指定医療機関を変更しようとする場合には新旧の指定医療機関の住

所および名称を記載すること。

公立学校の学校医等災害補償療養の給付請求書

認定番号

請求年月日　　　　　年　　月　　日
新潟県市町村総合事務組合教育委員会　様

　下記の指定医療機関における療養の給

付を請求します。

請求者の住所　　　　　　　　　　　　

 氏              名 　　　　　　　　　　　��
ふ り が な

１　所属市町村及び学校名

３（職　種）２（氏　名）

４
　（負傷または

　　発病年月日）　　　　年　月　日
年　　月　　日生

住　所　　療養を受けよ

５　うとする指定

　　医療機関 名　称

　　　　年　　　月　　　日
※

通　知　　　　年　　　月　　　日
※

受　理
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別記様式学第４号（第４条関係）

 

―　１０３１　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

公立学校の学校医等災害補償療養補償請求書

１２

請求
回数　第　 　回

請求年月日　　　　　年　　月　　日
新潟県市町村総合事務組合教育委員会　様

　下記の療養補償を請求します。

請求者の住所

 氏              名 　　　　　　　　　　��
ふ り が な

（補償費用の受領委任）

　この請求書による医療補償の費用の受領を　　　　に委任します。

氏　　名　 　　　　　　　　　��

（委任に基づく支払請求）

　上記委任に基づき、この請求書による療養補償の支払を請求します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　支払請求者の住所

氏　　名　 　　　　　　　　　��

１　（所属市町村及び学校名）

３　（職　種）２　（氏　名）
年　　月　　日生　 ４

　（負傷または
　　発病年月日）　　　　 年　 月　 日

※５　１～４までは上記のとおりであることを証明します。

　　　　　年　月　日　　　　　　　　　　　　　所 在 地

　　　　　　　　　　　
所属市町村教育委員会の　

名　　称　　　　　　　　　��印印 

円内訳は「医師の証明」欄記載のとおり６　診　療　費

円
　　　　年　　月　　日から　　　看護師の資格
　　　　　　　　　　　　　日間
　　　　年　　月　　日から　　　��有　��無

７　看　護　料

円
（交通費）　　　　　　　　　　　　　　��片道
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回
　　から　　　まで　　　キロメートル��往復８　移　送　費

円（その他の移送費）

円９　上記以外の
　　療　養　費

円１０　療 養 補 償
　　請 求 金 額

１１　添 付 す る 書 類
　　そ の 他 の 資 料 名

　　　年　月　日※受　　理　　　銀行　　　　支店振 込 先
　

の

場

合

　

送
金
希
望

　　　年　月　日※決　　定��普通預金　��当座預金預金科目
　　　年　月　日※支　　払住所口

座
振
込 　　　　　　　円※決定金額氏名

�
�
�
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―　１０３２　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則

※１３　医師の証明

診療費の内訳　　　　　　　　１点単位　　　　　　円　（傷病名）

金額（円）項 目 内 訳 と 記 入 欄

初　　　診
診　
　
　

察

再　　　診

往　　　診

療 養 指 導

（薬名および使用量）普通薬内　

容
投　

薬

（傷病の経過）

特殊薬

（種類）外
用

（回数等）（種　　類）注射

（回数等）（処 置 名）処置

（回数等）　  （施 行 年 月 日）
            　年　 月　 日（手 術 名）手術

（回数等）（検 査 名）検査

（フイルムの大きさ枚数等）透 視 診 断
レ
ン
ト
ゲ
ン

写 真 診 断

撮　　　影

（回数等）（療 法 名）理学
療法
その
他　

（現在の状態）
　　　年　月　日
��治ゆ　��死　亡
��中止　��継続中
��転医

　　　　年　　月　　日から
　　　　年　　月　　日まで入 院 期 間

入　
　
　

院

（診療期間）
　　　年　月　日
　　　　　　から
　　　年　月　日
　　　　　　まで
　　　　　　日間
診療日数　　　日

��１類　��２類　��３類　看　　　護

��基礎給食　��普通給食
��無給　　　食

寝具その他

診療費の合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　上記の事項は事実と相違ないことを証明します。
　　　　　　　年　　月　　日

病院または　所 在 地　　　　　　　　　　　

診療所の　　名　　称　　　　　　　　　　　
医師氏名　　　　　　 　　　�� 
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―　１０３３　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〔注意事項〕

１　請求者は、※印の欄には記入しないこと。また、該当する□に�印を記

入すること。

２　「補償費用の受領委任」の欄は、診療にあたった医療機関又は訪問看護を

行った訪問看護事業者に療養補償の費用の受領を委任しようとする場合に

のみ記入すること。

３　「７　看護料（訪問看護を除く。）」及び「８　移送費」については、費用

の領収書又はこれにかわる証明書及び明細費を添付すること。

４　「９　上記以外の療養費」の欄には、入院料に食事代を含まない場合の食

事料及び「３　診療費」に含まれない療養に必要な治療材料の名称、数量

及び費用を記入し、その領収書及び明細書を添付すること。

（患者氏名）※１０　訪問看護事業者の証明

（訪問看護期間）

 　　　　　　　年　　月　　日から

　 　　　　　　年　　月　　日まで

　 　　訪問看護の回数　　　　　　回

傷病名

傷病の経過

指示年月日　　　　　　　　　年　月　日保健師、看護師、理学療法士、
作業療法士
　　　　円×　　回　　　　　　　円

准看護師
　　　　円×　　回　　　　　　　円

基
本
療
養
費

主治医への直近報告年月日　　年　月　日

訪問日
 １　２　３　４　５　６　７
 ８　９　１０　１１　１２　１３　１４
 １５　１６　１７　１８　１９　２０　２１
 ２２　２３　２４　２５　２６　２７　２８
 ２９　３０　３１

初日　　　　　　　　　　　円
２回目以降　　　　 　　　円

管　　理
療 養 費

提供した情報の概要

円　

情報提供
療 養 費 情報提供先の市区町村名

（備考）円 
死亡年月日　　年　　月　　日

ターミナル
ケ　　ア
療 養 費

円 合　　計

訪問看護を指示した医療機関の名称及び主治医の氏名
　医療機関の名称
　主 治 医 氏 名
上記の事項は事実と相違ないことを証明します。
　　　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　所　在　地
　訪問看護事業者の　名　　　称
　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　��

�
�
�
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―　１０３４　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則

５　「１２　送金希望の場合」の欄は、当該補償の支給が決定されたとき、その

支給方法について銀行送金を希望する場合に記入すること。

６　「※１３　医師の証明」の欄の記入にかえて同様事項を記載した医師、歯科

医師又は柔道整復師の証明書を添付してもよいこと。
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別記様式学第５号（第４条関係）

 

―　１０３５　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

公立学校の学校医等災害補償休業補償請求書

請求
回数　第　 　　回

請求年月日　　　　　年　　月　　日
新潟県市町村総合事務組合教育委員会　様

　下記の休業補償を請求します。
請求者の住所

 氏              名 　　　　　　　　　　��
ふ り が な

１　（所属市町村及び学校名）

３　（職　種）
２　（氏　名）

年　　月　　日生 ４
　（負傷または

　　　発病年月日）　　　　　年　月　日

５　（請求日数）　　
　年　月　日から

のうち　　日
　　全部休業日数　　　日

　　　　　　　　　　　年　月　日まで　　　　　　　　一部休業日数　　　日

６　（一部休業した日に得ることができた給与その他の収入の額）

　　�　給与の総額　　　　　　円　　�　その他の収入の総額　　　　　　円

※７　１～５および６の�については、上記のとおりであることを証明します。

　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所 在 地

　　　　　　　　　　　
所属市町村教育委員会の　

名　　称　　　　　　　　　��印印 

（補償基礎額）（請求日数）

　　　　　　×　　　　　　　×　 　＝　　　　　　　　円　６０　
１００

全部休業日
数のみの場
合

８　

の
計
算　
　
　

　
　

休
業
補
償
金
額

（補償基礎額）（請求日数）

　　　　　　×　　　　－　　　　　　×　 　＝　　　　円

（　　　　円　　　　　　　　　　　円）

　６０　
１００

一部休業日
数のある場
合

９　休業補償請
　　求金額

��　　　　の被保険者である。��被保険者でない。１０　厚生年金保険法等の適用

（現在の状態）
　　　　　　　年　　月　　日
��治ゆ　��死亡　��中止　��継続中
��転医

（傷病名）
※　
　

医　

師　

の

１１

（勤務することができなかったと認
められる理由）

（請求日数のうち、療養のため勤務
することができなかったと認められ
る日数）
　　　年　月　日から

のうち　　日　　　年　月　日まで

�
�
�

�
�
�

一部休業した日に
支払われた給与そ
の他の収入の総額
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―　１０３６　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則

〔注意事項〕

１　請求者は、※印の欄には記入しないこと。該当する□に�印を記入する

こと。

２　「５　（請求日数）」の欄中、全部休業日数の項目には勤務その他の業務に

従事することができず、このため給与その他の収入を全く得ることができ

なかった日の数を、一部休業日数の項目には勤務その他の業務に一部従事

することができ、このため給与その他の収入（資産に基づく収入を除く）

の一部を得ることができ、かつその得た給与その他の収入の額が補償基礎

額以下であった日の数を記入すること。

３　「１０　厚生年金保険法等の適用」の欄は、この請求書を提出するときに、

請求する休業補償と同一事由によって次に掲げる年金の給付を受けている

場合には、その年金の種類、年額、支給開始年月日、年金証書の記号番号、

所轄社会保険事務所等を記載した書類を添付すること。

�　厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）の規定による障害厚生年金

�　国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）の規定による障害基礎年金

�　昭和６０年法律第３４号第５条の規定による改正前の船員保険法（昭和１４

年法律第７３号。以下「旧船員保険法」という。）の規定による障害年金

�　昭和６０年法律第３４号第３条の規定による改正前の厚生年金保険法（以

下「旧厚生年金保険法」という。）の規定による障害年金

�　昭和６０年法律第３４号第１条の規定による改正前の国民年金法（以下「旧

上記のとおりであることを証明します。
　　　　　　年　　月　　日

所 在 地　　　　　　　　　　
医療機関の　名　　称　　　　　　　　　　

　　　　　医師氏名　　　　　　　　　��

　

証　

明　
　

１２　添付する書類その他の資料名

　　　年　月　日※受　　理　　　銀行　　　　支店振 込 先
　

送
金
希
望
の
場
合

１３

　　　年　月　日※決　　定��普通預金　��当座預金預金科目

　　　年　月　日※支　　払住所振
込
口
座 　　　　　　　円※決定金額氏名

��
��
�
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―　１０３７　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

国民年金法」という。）の規定による障害年金

４　「１１　医師の証明」の欄は入院中の場合のようすに、すぐに療養補償申請

書等によって療養のため勤務できないことが明らかに認められるときに

は、この請求書において重ねて医師の証明を求めて記載する必要はない。

５　「１３　送金希望の場合」の欄は、この請求に係る補償の支給が決定された

とき、その支払方法について銀行送金を希望する場合に記入すること。

　　なお、郵便振替を希望する場合には、その旨を届け出ること。
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別記様式学第６号（第４条関係）

 

―　１０３８　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則

 公立学校の学校医等災害補償
 傷 病 補 償 年 金 請 求 書

請求年月日　　　　　年　　月　　日
新潟県市町村総合事務組合教育委員会　様

　下記の傷病補償を請求します。
請求者の住所　　　　　　　　　　　

 氏              名 　　　　　　　　　　��
ふ り が な

１　（所属市町村及び学校名）

３　（職　種）２　（氏　名）

年　　月　　日生

４　（負傷又は発病年月日）　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

※５　１～４までは上記のとおりであることを証明します。

　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所 在 地

　　　　　　　　　
所属市町村教育委員会の　

名　　称　　　　　　　　　　　　��印印 

６　（傷病の名称、部位及びその状態）

７　（既存傷病とその程度）

　　　　第　　　　　　級８　傷 病 等 級

（補償基礎額）　　（倍数）
　　　　　　円×　　　　　　　＝　　　　　　円９　傷病補償請求金額

��　　　　　　　　　　　　　　　の被保険者である。

被保険者でない。
１０　厚生年金保険法等
　　の適用

１１　添付する書類その
　　他の資料名

�
�
�

　　　年　月　日※受　　理　　　銀行　　　　支店振 込 先
　
 

送
金
希
望
の
場
合

１２

　　　年　月　日※決　　定��普通預金　��当座預金預金科目

第　　 級　　 号※傷病等級住所振
込
口
座 第　　　　　　号※年金証書

　の 番 号
氏名

　　　年　月　日※支給開始
　年　　月

　　　　　　　円※決定年額
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―　１０３９　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〔注意事項〕

１　請求者は、※印の欄には記入しないこと。該当する□に�印を記入する

こと。

２　「６　（傷病の名称、部位及びその状態）」の欄の記入事項が添付する診断

書の記載事項と同じであるときは「診断書のとおり」と記入すること。

３　「７　（既存傷病とその程度）」の欄には、新たに既存の傷病の程度を加重

した場合に記入するものとし、既存傷病について傷病補償を支給された場

合は、その該当等級を明記すること。

４　「１０　厚生年金保険法等の適用」の欄は、この請求書を提出するときに請

求する傷病補償年金と同一の事由によって、次に掲げる年金の給付を受け

ている場合には、その年金の種類、年額、支給開始年月、年金証書の記号

番号及び所轄社会保険事務所等を記載した書類を添付すること。

�　厚生年金保険法の規定による障害厚生年金

�　国民年金法の規定による障害基礎年金

�　旧船員保険法の規定による障害年金

�　旧厚生年金保険法の規定による障害年金

�　旧国民年金法の規定による障害年金

５　「１２　送金希望の場合」の欄は、この請求に係る補償の支給が決定された

場合において、その支払方法について銀行送金を希望するときに記入する

こと。

　　なお、郵便振替を希望する場合には、その旨を届け出ること。

６　この請求書には、傷病等級の決定に必要な医師の診断書、Ｘ線写真その

他の書類及び資料を添付すること。
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別記様式学第７号（第４条関係）

 

―　１０４０　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則

〔注意事項〕

１　請求者は※印の欄には記入しないこと。

２　「４　傷病の名称、部位及びその状態」の欄の記入事項が添付する診断書

の記載事項と同じであるときは、「診断書のとおり」と記入すること。

３　この請求書には、傷病の程度に変更があった時期の決定及び変更後の傷

病等級の決定に必要な医師の診断書その他の書類及び資料を添付するこ

と。

 公立学校の学校医等災害補償
 傷 病 補 償 年 金 変 更 請 求 書

請求年月日　　　　　年　　月　　日

新潟県市町村総合事務組合教育委員会　様

　下記のとおり傷病補償の変更を請求

します。

請求者の年金
証 書 の 番 号　　　　　　　　　　　

住　　　　所　　　　　　　　　　　

 氏              名 　　　　　　　　　　��
ふ り が な

　　　　　第　　　　　　　級１
　現在受けている傷病補償

年金の傷病等級

　　　　　　　　　　年　　　　　月２
　現在受けている傷病補償

年金の支給が開始された
年月

　　　　　　　　年　　　月　　　日３
　傷病の程度に変更があっ

た年月日

　　　　　　　　　（第　　　　級）４
　傷病名称、部位及びその

状態

（補償基礎額）　　（倍数）
　　　　　　円×　　　　＝　　　　　　円

５
　変更後の傷病補償年金請

求金額

６
　添付する書類その他の資

料名

　　　　年　　月　　日

��変　更　　　��不変更
※決　　定

　　　　年　　月　　日※受　　理

　　　　年　　月　　日※支　　払

円※決定年額※
変更後の

　傷病等級
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別記様式学第８号（第４条関係）

 

―　１０４１　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 公立学校の学校医等災害補償
 障 害 補 償 年　 金 請 求 書 　　 　 　 一 時 金　 　 　

請求年月日　　　　　年　　月　　日新潟県市町村総合事務組合教育委員会　様

　下記の障害補償を請求します。 請求者の住所　　　　　　　　　　　

 氏              名 　　　　　　　　　　��
ふ り が な

１　（所属市町村及び学校名）

３　（職　種）２　（氏　名）

年　　月　　日生　

５　（治ゆ年月日）

　　　　　　　　　　　年　　月　　日

４　（負傷または発病年月日）

　　　　　　　　　　年　　月　　日

※６　１～５までは上記のとおりであることを証明します。

　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所 在 地

　　　　　　　　　
所属市町村教育委員会の　

名　　称　　　　　　　　　　　　��印印 

７　（障害の部位およびその程度）

８　（既存障害とその程度）

　　　　第　　　　　級　　　　　号９　傷 病 等 級

��年　金（補償基礎額）　　（倍数）
　　　　　　　　　　×　　　　　＝　　　　　　円
��一時金

１０　障害補償請求金額

��　　　　の被保険者である　　��　被保険者でない１１　厚生年金保険法等
　　の適用

１２　添付する書類その
　　他の資料名

�
�
�

　　　 年　 月　 日※受　　　理　　　銀行　　支店振 込 先
　
 

送
金
希
望
の
場
合

１３

　　　 年　 月　 日※決　　　定��　普通預金
��　当座預金預金科目

　　　 年　 月　 日※支払（一時
　 金 の 場 合）住所振

込
口
座 第　 　 級　 　 号※傷 害 等 級氏名

第　　　　　　　号※年 金 証 書
　の 番 号

　　　 年　 月　 日※支 給 開 始
　年　　　月

��年　金
��一時金　　　　円※決 定 金 額
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―　１０４２　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則

〔注意事項〕

１　請求者は、※印の欄には記入しないこと。該当する□に�印を記入する

こと。

２　「７　（障害の部位およびその程度）」の欄の記入事項が添付する診断書の

記載事項と同じであるときは「診断書のとおり」と記入すること。

３　「８　（既存障害とその程度）」の欄には、新たに既存の障害の程度を加重

した場合に記入するものとし、既存障害について障害補償を支給された場

合は、その該当等級を明記すること。

４　「１１　厚生年金保険法等の適用」の欄は、障害補償年金を受けようとする

者が記入するものであり、この請求書を提出するときに請求する障害補償

年金と同一の事由によって、次に掲げる年金の給与を受けている場合に

は、その年金の種類、年額、支給開始年月、年金証書の記号、番号および

所轄社会保険事務所等を記載した書類を添付すること。

　�　厚生年金保険法の規定による障害厚生年金

　�　国民年金法の規定による障害基礎年金

　�　旧船員保険法の規定による障害年金

　�　旧厚生年金保険法の規定による障害年金

　�　旧国民年金法の規定による障害年金

５　「１３　送金希望の場合」の欄は、この請求に係る補償の支給が決定された

とき、その支払方法について銀行送金を希望する場合に記入すること。

　　なお、郵便振替を希望する場合にはその旨を届け出ること。

６　この請求書には、治ゆの時期の決定および障害等級の決定に必要な医師

の診断書、Ｘ線写真、その他の書類および資料を添付すること。
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別記様式学第９号（第４条関係）

 

―　１０４３　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〔注意事項〕請求者は※欄には記入しないこと。

 公立学校の学校医等災害補償

 障害補償年金差額一時金請求書

請求年月日　　　　　年　　月　　日
新潟県市町村総合事務組合教育委員会　様

　下記のとおり政令附則第１条の２

の規定による障害補償年金差額一時

金を請求します。

請求者（代表者）の

住　　　　所　　　　　 　　　　　　

 氏              名 　　　　　 　　　　　��
ふ り が な

死亡学校医等
と の 続 柄

所属市町村及び学校名
　

受

給

権

者

１
補
償
年
金
の

　

死
亡
し
た
障
害

職　種氏　名

年金証書の番号　　第　　　　　号死亡年月日　　年　　月　　日

既在障害とその程度死亡時の障害等級　第　　　級

住　　　　　　所生 年 月 日氏　　　　名

２　

請
求
者
の
同
順
位
者

（補 償 基 礎 額）　　（倍　数）

　　　　　　　円×　　　　倍－　　　　　　　　　円＝　　　　　　　円

３　

額
一
時
金
請
求
書

　
　

障
害
補
償
年
金
差

（倍数の算式）

　　　　年　　月　　日※支　払　　　　年　　月　　日※受　理

円※決定額　　　　年　　月　　日※決　定

支給された年金の額及び前払
一 時 金 の 合 計 額
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別記様式学第１０号（第４条関係）

 

―　１０４４　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則

〔注意事項〕請求者は※欄には記入しないこと。

 公立学校の学校医等災害補償

 障害補償年金前払一時金請求書

請求年月日　　　　　年　　月　　日
新潟県市町村総合事務組合教育委員会　様

　下記のとおり政令附則第１条の３

の規定による障害補償年金前払一時

金を請求します。

請　求　者

住　所　　　　　　　　　　　　　　

 氏　名 　　　　　　　　　　　　　��
ふ り が な

（補 償 基 礎 額）　　（倍　数）　　　　（一時金額）

　　　　　　　円×　　　　倍＝　　　　　　　　　円

障害補償年金

前払一時金請

求書

　　　　年　　月　　日※支　　払　　　　年　　月　　日※受　　理

　　　　　　　　　　円※決 定 額　　　　年　　月　　日※決　　定

Title:05-3-1●1021-.ec8 Page:1044  Date: 2019/12/06 Fri 11:56:12 



別記様式学第１１号（第４条関係）

 

―　１０４５　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〔注意事項〕

１　請求者は※印の欄には記入しないこと。

２　「４　障害の部位およびその程度」の欄の記入事項が添付する診断書の記

載事項と同じであるときは、「診断書のとおり」と記入すること。

３　この請求書には障害の程度に変更があった時期の決定および変更後の障

害等級の決定に必要な医師の診断書その他の書類および資料を添付するこ

と。

 公立学校の学校医等災害補償
 障 害 補 償 年　 金 変 更 請 求 書 　　 　 　 一 時 金　 　 　 　 　

請求年月日　　　　　年　　月　　日
新潟県市町村総合事務組合教育委員会　様

　下記のとおり障害補償の変更を請

求します。

請求者の年金
証 書 の 番 号　 　 　 第　 　 　 号　

住　 　 　 所　 　 　 　 　 　 　 　 　

 氏              名 　　　　　 　　　　　��
ふ り が な

　　第　　　　級１
　現在受けている障害年金

の障害等級

　　　　　　　年　　　　　月２
　現在受けている障害年金

の支給が開始された年月

　　　　　年　　　月　　　日３
　障害の程度に変更があっ

た年月日

　　　　　　　　（第　　　　　級）４　障害の部位およびその程度

（補償基礎額）　　　（倍数）
　　　　　　円×　　　　　＝　　　　　　　円

年　金
５

　変更後の障害補

償請求金額 （補償基礎額）　　　（倍数）
　　　　　　円×　　　　　＝　　　　　　　円

一時金

６
　添付する書類その他の資

料名

　　　　年　　月　　日
※決　　定

　　　　年　　月　　日※受　　理

��変　更　　　��不変更　　　　年　　月　　日※支　　払

　　　　　　　　　　円※決定年額第　　　　　　　　　級※
変更後の

　障害等級
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別記様式学第１２号（第４条関係）

 

―　１０４６　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則

第　　　回請求回数

請 求 年 月 日　　　　　年　　月　　日
新潟県市町村総合事務組合教育委員会　様

　下記の介護補償を請求します。

請求者の住所　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 氏              名 　　　　　　　　　　　��
ふ り が な

職　　　名所属市町村及び学校名
　

関
す
る
事
項

　

被
災
職
員
に

氏　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日生（　　歳）

負傷又は発病の年月日　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

第　　　　　号３　年金証書の番号
��傷病等級（第　級　号）
��障害等級（第　級　号）

２
　傷病等級又は

障害等級

��常時介護を要する状態　��随時介護を要する状態４　介護を要する状態の常時又は随時の別

請　求　月　額
介護費用として
支 出 し た 額

介護費用を支出せずに
介護を受けた日の有無

請求対象年月
５　

請
求
金
額
等

円円��　ある　��　ない　　　 年　 月

円円��　ある　��　ない　　　 年　 月

円円��　ある　��　ない　　　 年　 月

円介護補償請求金額（請求月額の合計）

��　居宅　��病院：施設等（名称：　     　　　　　　　　　　　　）

　　      　入院：入所期間（　　　年　月　日～　　　年　月　日）
６　介護を受けた場所

請求者が介護を受けた期間
請 求 者 と の
続柄又は関係

氏　　名７　

従
事
し
た
者

　
　

介
護
に　
　

　　　　年　　月　　日～　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日～　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日～　　　　年　　月　　日

　　　　年　　月　　日
＊　 　　
受　　理

　　　銀行　　　支店
振　込　先
金融機関名

振　込　み

８　

送
金
希
望
の
場
合

��　普通口座　　��　当座預金

　　　　　　　　　　円
＊ 　　　
決定金額口 座 番 号

預金名義者
　　　　年　　月　　日

＊　　 　
通　　知

　　　銀行　　　支店
受　取　先
金融機関名

送金小切手

　　　　年　　月　　日
＊ 　　　
支　　払そ　の　他

 公立学校の学校医等災害補償
 介 護 補 償 請 求 書

１
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―　１０４７　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〔注意事項〕

１　請求者は、＊印の欄には記入しないこと。また、該当する□に�印を記

入すること。

２　「５　請求金額等」の欄の「請求対象年月」、「介護費用を支出せずに介護

を受けた日の有無」、「介護費用として支出した額」、「請求月額」の項には、

一の月ごとに記入すること。なお、当該欄が不足する場合には、別葉にし

ても差し支えないこと。

３　「７　介護に従事した者」の欄には、介護費用を支出せずに介護を受けた

日がある場合に当該介護を行った者について記入すること。なお、当該欄

が不足する場合には、別葉にしても差し支えないこと。

４　この請求書には、次に掲げる書類を添付すること。

�　障害を有することに伴う日常生活の状態に関する医師又は歯科医師の

診断書（ただし、第２回目以後の請求において介護を要する状態の常時

又は随時の別に変更がない場合には、省略することができるものである

こと。）

�　介護補償を受けようとする期間における介護の事実並びに当該介護に

従事した者の氏名及び請求者との続柄又は関係を記載した書類

�　介護費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護

を受けた年月日及び時間並びに当該介護費用として一の月に支出した額

を証明することができる書類
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別記様式学第１３号（第４条関係）

 

―　１０４８　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則

公立学校の学校医等災害補償遺族補償年金請求書

請求年月日　　　　　年　　月　　日
新潟県市町村総合事務組合教育委員会　様

　下記の遺族補償年金を請求します。

請求者（代表者）の

住　　　　所　　　　　　　　　　　

 氏              名 　　　　　　　　　　��
ふ り が な

学校医等との続柄

（所属市町村及び学校名）
１　

に
関
す
る
事
項

　
　

死
亡
学
校
医
等

（氏　名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日生

（職　種）

（死亡年月日）　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

��　　　　　　　　　　　　の被保険者であった。
��被保険者でなかった。

厚生年金保
険法等の適
用

　上記事項は相違ないことを証明します。

　　　　　　年　月　日
所属市町村教育委員会の

　所 在 地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　称　　　　　　　 　��印印 

２　請求の事由　��学校医等　��先順位者　��胎児であった　��先順位者の
　　　　　　　　　の死亡　　　の失権　　　子の出生　　　　所在不明

備　考死亡学校医
等との続柄住　　　所生年月日氏　　　名　

　

が
で
き
る
遺
族

　
　

を
受
け
る
こ
と

３　

遺
族
補
償
年
金

　
　

請
求
者
お
よ
び

備　考死亡学校医
等との続柄住　　　所生年月日氏　　　名　

　

い
る
者

４　

を
受
け
て

　
　

補
償
年
金

　
　

既
に
遺
族

（補償基礎額）
　　　　円×３６５× 　　×　　　 　　　　＝　　　　　　　円

　　遺族補償年
５　金請求年額
　　の計算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  円
受給権者が１人の
場合または代表者
を選任しない場合

　　遺族補

６　償年金
　　請求金
　　額 （５の請求年額）円×（受給権者の数）＝　 円代表者を選任した

場合

７　添付する書類そ
の他の資料名

�
�
�

　　
１００

　　　１　　　
（受給権者の数）
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―　１０４９　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〔注意事項〕

１　請求者は、※印の欄には記入しないこと。該当する□に�印を記入する

こと。

２　「１　死亡学校医等に関する事項」の欄中「厚生年金保険法等の適用」の

欄は、この請求書を提出するときに、次に掲げる年金の給付を受けている

場合には、その年金の種類、年額、支払開始年月、年金証書の記号番号お

よび所轄社会保険事務所等を記載した書類を添付すること。

　�　厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金

　�　国民年金法の規定による遺族基礎年金又は寡婦年金

　�　旧船員保険法の規定による遺族年金

　�　旧厚生年金保険法の規定による遺族年金

�　旧国民年金法の規定による母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦

年金

３　「３　請求者および遺族補償年金を受けることができる遺族」の欄の備考

には、その者の請求者であるときは○請 、その者が代表者であるときは○代 、

その者が障害等級第７級以上の障害の状態にあるときは○障 、またその者が

請求者と生計を同じくしているときは○生 と明記すること。

４　「４　既に遺族補償年金を受けている者」の欄は、この記載の理由が学校

医等の死亡以外の場合に記入すること。

５　この請求書には、次に掲げる書類を添付すること。ただし、この請求書

の提出前に、当該補償の理由となった学校医等の死亡にかかる遺族補償年

金の支給が行なわれていたときは、次の�および�に掲げる書類は添付す

る必要がない。

　　　 年　 月　 日※受　　理　　　銀行　　　支店振 込 先８
送
金
希
望
の
場
合

　　　 年　 月　 日※決　　定��普通預金��当座預金預金科目

第 号※年金証書
　の 番 号住所振

込
口
座 　　　 年　 月　 日※支給開始

　年　　月氏名

��受給権者が１人の
場合または代表者
を選任しない場合
��代表者を選任した

場合　　　　　円

※決定年額
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―　１０５０　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則

�　学校医等の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他学校医等の死亡

の事実およびその死亡が公務上の理由によるものであることを証明する

書類またはその写

�　請求者および請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族の

氏名、本籍および学校医等との続柄に関する市町村長または、区長の発

行する証明書（戸籍の謄本または抄本でもよい）。

�　請求者および請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が

学校医等の死亡の当時、その収入によって生計を維持していたことを認

めることができる書類

�　請求者が婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上婚

姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることの

できる書類

�　請求者または請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が

障害等級第７級以上の障害の状態にある者であるときは、その者が学校

医等の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあることを証明する医

師の診断書、その他の書類および資料

�　請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が請求者と生計

を同じくしているときは、その事実を認めることのできる書類

�　災害が第三者の行為によって生じたものであるときは、その事実、第

三者の氏名および住所（第三者の氏名および住所がわからないときはそ

の旨）を記載した書類

�　請求者が２人以上ある場合で代表者を選任したときは、代表者以外の

請求者の同意書等、その者が代表者であることが認めることができる書

類、また代表者を選任しないときは、その理由を記載した書類

６　「８　送金希望の場合」の欄は当該補償の支給が決定されたとき、その支

払方法について銀行送金を希望する場合に記入すること。なお、郵便振替

を希望する場合には、その旨を届け出ること。
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別記様式学第１４号（第４条関係）

 

―　１０５１　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〔注意事項〕請求者は※欄には記入しないこと。

 公立学校の学校医等災害補償

遺族補償年金前払一時金請求書

請求年月日　　　　　年　　月　　日

新潟県市町村総合事務組合教育委員会　様

　下記のとおり政令附則第２条の規

定による遺族補償年金前払一時金を

請求します。

請求者（代表者）の

住　 　 　 所　 　 　 　 　 　 　 　 　

氏        名            　　　　　 　　　　　��
ふ 　 　 り 　 　 が 　 　 な

死亡学校医等
との続柄

住　　　　　所生 年 月 日氏　　　　　名

１　

請

求

者

の

同

順

位

者

（補償基礎額）　　（倍数）

　　　　　　円×　　　　　＝　　　　　　　円
２

　遺族補償年金前払一時
金請求金額

　　　　年　　月　　日※支　　払　　　　年　　月　　日※受　　理

　　　　　　　　　　円※決定金額　　　　年　　月　　日※決　　定
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別記様式学第１５号（第４条関係）

 

―　１０５２　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則

 公立学校の学校医等災害補償
 遺 族 補 償 一 時 金 請 求 書

請求年月日　　　　　年　　月　　日
新潟県市町村総合事務組合教育委員会　様

　下記の遺族補償一時金を請求しま
す。

請求者の住所　　　 　　　　　　 　 　

 氏              名 　　　　　　　 　　　　��
ふ り が な

学校医等との続柄
または関係

（所属市町村及び学校名）
１　

事
項

　
　

死
亡
学
校
医
等
に
関
す
る

（氏　名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　年　　月　　日生

（職　種）

（死亡年月日）　　　　　　　　　　年　　月　　日

　上記事項は相違ないことを証明します。

　　　　　　年　月　日

　　　　　　　　　　　
所属市町村教育委員会の

　所 在 地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　称　　　　　　　��印印 

 補　償　
（日数）

　支給された年
 基礎額          金額の総計

（　　　×　　　－　　　　　　）

×
 　　　１　　　 

＝　　　　円
　 （受給権者の数）

死亡学校医等との
続柄または関係　生年月日受給権者の

氏　　　名

２　

遺
族
補
償
一
時
金
請
求
額
の
計
算

支給された年金額の
合　　　　　　　計年金証書の番号年金の受給権者であっ

た者の氏名
い
た
場
合

が
支
給
さ
れ
て

遺
族
補
償
年
金

円

円

円

円総　　　　　　　　計

円３　遺族補償一時金請求額

４　添付する書類その他の資料名

�
�
�

　　　 年　 月　 日※受　　理　　　銀行　　　支店振 込 先５
送
金
希
望
の
場
合

　　　 年　 月　 日※決　　定��普通預金��当座預金預金科目

　　　 年　 月　 日※支　　払住所振
込
口
座 　　　　　　　　円※決定金額氏名
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―　１０５３　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〔注意事項〕

１　請求者は※印の欄は記入しないこと、該当する□に�印を記入するこ

と。

２　「２　遺族補償一時金請求額の計算」の欄の「受給権者の氏名」の欄に

は、すべての受給権者について記入すること。

３　「２　遺族補償一時金請求額の計算」の欄の「遺族補償年金が支給されて

いた場合」の項は、この請求書の提出前に当該補償の理由となった学校医

等の死亡にかかる遺族補償年金の支給が行なわれていた場合に記入するこ

と。

４　この請求書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、この

請求書は提出前に、当該補償の事由となった学校医等の死亡にかかる遺族

補償年金の支給が行なわれていたときは、次の�に掲げる書類を添付する

必要はない。

�　学校医等の死亡診断書、死体検案調書、検視調書、その他学校医等の

死亡の事実およびその死亡が公務上の事由によるものであることを証明

する書類またはその写

�　請求者の氏名、本籍および学校医等との続柄または関係に関する市町

村長または区長の発行する証明書（戸籍の謄本または抄本でもよい。）

�　請求者が婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上婚

姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事情の認めることの

できる書類

�　学校医等の死亡にかかる遺族補償年金を受けることができる遺族がな

くかつ請求者に先順位者のないことを証明する書類

�　請求者が学校医等の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、

祖父母および兄弟姉妹である場合は、学校医等の死亡の当時その収入に

よって生計を維持していた事実を認めることのできる書類

�　請求者が配偶者、学校医等の収入によって生計を維持していた子、父

母、孫、祖父母および兄弟姉妹以外の者で、主として学校医等の収入に

よって生計を維持していた者であるときは、学校医等の死亡の当時主と

してその収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書
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―　１０５４　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則

　類。

�　請求者が学校医等の遺言またはその任命権者に対する予告により、特

に指定された者であるときは、これを証明する書類

�　災害が第三者の行為によって生じたものであるときは、その事実、第

三者の氏名および住所（第三者の氏名および住所がわからないときはそ

の旨）を記載した書類

�　その他必要な書類

５　「５　送金希望の場合」の欄は、当該補償の支給が決定されたとき、その

支払い方法について銀行送金を希望する場合に記入すること。

　　なお郵便振替をする場合には、その旨を届け出ること。
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別記様式学第１６号（第４条関係）

 

―　１０５５　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〔注意事項〕

１　請求者は※印の欄には記入しないこと。（該当する□に�印を記入する

こと。）

２　「５　送金希望の場合」の欄は、当該補償の支給が決定されたとき、その

支払方法について銀行送金を希望する場合に記入すること。

　　なお、郵便振替を希望する場合には、その旨を届け出ること。

３　この請求書には、葬祭を行なった事実を認めることのできる書類を添付

すること。

 公立学校の学校医等災害補償
 葬 祭 補 償 請 求 書

請求年月日　　　　　年　　月　　日
新潟県市町村総合事務組合教育委員会　様

　下記の葬祭補償を請求します。

請求者の住所　　 　　　　　　 　 　

 氏              名 　　　　　　 　　　　��
ふ り が な

学校医等との続柄
または関係

（所属市町村及び学校名）
１　

る
事
項

　
　

死
亡
学
校
医
等
に
関
す

（氏　名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　年　　月　　日生

（職　種）

（死亡年月日）　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　上記の事項は相違ないことを証明します。

　　　　　　年　月　日

　　　　　　　　　　　
所属市町村教育委員会の

　所 在 地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　称　　　　 　 　��印印 

（定　額）（補償基礎額）
　　　　円＋　　　　　円×３０＝　　　　　　円

政令第１８条の
請求金額　　葬祭補償

２　請求金額
　　の計算 （補償基礎額）

　　　　　　円×６０＝　　　　　　　　　　　円
政令附則第４
条の請求金額

円３　葬祭補償請求金
額

４　添付する書類そ
の 他 の 資 料 名

�
�
�

　　　 年　 月　 日※受　　理　　　銀行　　　支店振 込 先５
送
金
希
望
の
場
合

　　　 年　 月　 日※決　　定��普通預金��当座預金預金科目

　　　 年　 月　 日※支　　払住所振
込
口
座 　　　　　　　　円※決定金額氏名
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別記様式学第１７号（第４条関係）

 

―　１０５６　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則

 公立学校の学校医等災害補償
 未 支 給 の 補 償 請 求 書

請求年月日　　　　　年　　月　　日
新潟県市町村総合事務組合教育委員会　様

　下記の未支給の補償の支給を請求

します。

請求者の住所　　 　　　　　　 　 　

 氏              名 　　　　　　 　　　　��
ふ り が な

死亡した受給
権者との続柄

氏　　　名

１　死亡し

た受給権

者

　　　　　年　　　月　　　日死亡年月日

　上記事項は相違ないことを証明します。

　　　　　　年　月　日

　　　　　
所属市町村教育委員会の

　所 在 地

　　　　　　　　　　　　　　　　　名　　称　　　　　　　 ��印印 

　　　　年金たる補償のとき　　
　第　　　　号　　　　は年金証書の番号

２　未支給の補償の種類

円　３　未支給の補償請求額

４　添付する書類その他
の資料名

�
�
�

　　　 年　 月　 日※受　　理　　　銀行　　　支店振 込 先５
送
金
希
望
の
場
合

　　　 年　 月　 日※決　　定��普通預金��当座預金預金科目

　　　 年　 月　 日※支　　払住所振
込
口
座 　　　　　　　　円※決定金額氏名
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―　１０５７　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〔注意事項〕

１　請求者は※印の欄には記入しないこと。

２　「５　送金希望の場合」の欄は、当該補償の支給が決定されたとき、その

支払方法について銀行送金を希望する場合に記入すること。

３　この請求書には、次に掲げる書類または資料を添付すること。ただし、

請求者が、未支給の補償とあわせて、遺族補償を請求する場合には、当該

遺族補償を請求するために提出すべき書類または資料については、添付す

る必要はない。

�　死亡受給権者の死亡診断書、死体検案書、検視調書、その他死亡受給

権者の死亡を証明する書類またはその写

�　未支給の補償が遺族補償年金以外の補償であるときは、次に掲げる書

類。

イ　請求者の氏名、本籍および死亡受給権者との続柄に関し、市町村長

または区長の発行する証明書（戸籍の謄本または抄本でもよい。）

ロ　請求者が死亡受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた

ことを認めることのできる書類

ハ　請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡受給権者の死亡の当時、

事実上婚姻関係と同様の事情にあったものであるときは、その事実を

認めることのできる書類

�　請求者が配偶者以外の者であるときは、他に先順位者のないことを証

明する書類

�　死亡受給権者が、この請求にかかる未支給の補償分について、まだ請

求をしていなかったときは、その請求を行なうこととした場合に必要な

書類その他の資料
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別記様式学第１８号（第５条関係）

 

―　１０５８　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則

〔注意事項〕

１　申請者は、※印の欄には記入しないこと。

２　「１　所在不明者」の年金証書の番号欄は、その番号が不明のときは記入

する必要はない。

３　「申請者の同順位者」の欄には、所在不明者と同順位者があるときについ

て記入し、後者の場合は、同欄中の「年金証書の番号」の項の記入を要し

 公立学校の学校医等災害補償
 遺族補償年金支給停止申請書

申 請 年 月 日　　　 年 月 日

申請者の年金

証書の番号　　　　　　 第　　　　　号

住　　　　所　　　　　　　　　　　 

 氏              名 　　　　　　 　　　　��
ふ り が な

生 年 月 日　　　 年 月 日

所在不明者と
の　 続　 柄

新潟県市町村総合事務組合教育委員会　様

　下記の所在不明者に係る遺族補償

年金の支給停止を申請します。

　　　　第　　　　　　　　　号年金証書の番号
１　

所
在
不
明
者

氏　　　　　名

最 後 の 住 所

　　　　　年　　月　　日
所在不明となっ
た　年　月　日

所在不明の事由

所在不明者との
続　　　　　柄

年金証書の
番　　　号住　　　　　所氏　　　名

２　

申
請
者
同
順
位
者

３　添付する書類そ
　　の他の資料名

　　　　年　　月分から停止※決定内容　　　　年　　月　　日※受　理

　　　　年　　月　　日※決　定
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―　１０５９　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ない。

４　この申請書には、所在不明者の所在が１年以上明らかでないことを証明

する書類を添付すること。
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別記様式学第１９号（第５条関係）

 

―　１０６０　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則

〔注意事項〕

１　申請者は※印の欄には記入しないこと。

２　この申請書を提出するときは、あわせて年金証書を提出すること。

 公立学校の学校医等災害補償遺族
補 償 年 金 支 給 停 止 解 除 申 請 書

　　 　年　 月分から解除※決定内容　　　　年　　月　　日※受　理

　　　　年　　月　　日※決　定

申請年月日　　　　　年　　月　　日

新潟県市町村総合事務組合教育委員会　様

　下記のとおり遺族補償年金の支給

の停止の解除を申請します。

申請者の年金
　　　　　　　　　第　　　　号
証 書 の 番 号

住　　　　所　　　　　　　　　　　 

 氏              名 　　　　　　 　　　　��
ふ り が な

生 年 月 日　　　　　　　　　　　 

　　　　　　年　　　　月支給停止となった年月
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　別記様式学第２０号（第６条関係）

第　　　　　号

公立学校の学校医等災害補償

年　　　金　　　証　　　書
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―
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　―
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〔注　　意　　事　　項〕

（別記のとおり）

受給権者の氏名　　　　　　　　　　

　　年　　月　　日生

補償の種類　　　　　　　　　　　　

支給開始年月　　　　　　年　　　月

　新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及

び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定により上記

のとおり支給します。

新潟県市町村総合事務組合教育委員会　��印印 
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―　１０６３　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

別記

〔注　　意　　事　　項〕

１　この証書は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害

補償に関する条例（以下「条例」という。）によって傷病補償年金、障害補

償年金又は遺族補償年金の支給を受ける権利を有することを証明する書類

ですから大切に保管してください。

２　この補償は、毎月２月、４月、６月、８月、１０月及び１２月の６期にそれ

ぞれの前月までの分を支払います。

３　次の場合に該当することとなった場合は、速やかにその事実を証明する

書類を添えてその旨を新潟県市町村総合事務組合（以下「組合」という。）

の教育委員会に届け出るとともに、併せてこの証書を提出してください。

�　氏名又は住所を変更した場合

�　この年金と同一の事由によって旧船員保険法、旧厚生年金保険法若し

くは旧国民年金法の規定による年金の額が変更され、若しくはその支給

を受けられなくなった場合又は厚生年金保険法若しくは国民年金法の規

定による年金の支給を受けることとなった場合、その額が変更された場

合又はその支給を受けられなくなった場合

�　傷病補償年金又は障害補償年金においては、その傷病等級又は障害等

級に変更があった場合

�　遺族補償年金においては、その算定の基礎となる遺族の数に増減を生

じた場合

�　遺族補償年金で受給権者が妻１人だけの場合において、その妻が５５歳

に達したとき（政令別表第３の障害補償表の第７級以上の障害の状態に

あるときを除く。）。

�　遺族補償年金で受給権者が妻１人だけの場合において、その妻が政令

別表第３の障害補償表の第７級以上の障害の状態になり、又はその状態

でなくなったとき（５５歳以上であるときを除く。）。

４　この補償を受ける権利は、譲り渡したり、担保に供することはできませ

ん。また、差押えを受けることもありません。

５　この証書を忘失したり、著しく損傷したときは、再交付を組合の教育委
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―　１０６４　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則

員会に請求してください。また、証書の記載事項に変更を生じた場合は、

この証書と引換えに新しい証書を交付します。

６　あらかじめ組合の教育委員会から必要がないと通知された場合を除き、

毎年２月１日から同月末日までの間に、組合の教育委員会に対し傷病若し

くは障害の現状又は遺族の現状に関する報告書を提出してください。

７　この年金を受ける権利を失った場合は、この証書を組合の教育委員会に

返納してください。年金を受ける権利を失う場合は、次のいずれかに該当

した場合です。

　�　傷病補償年金の場合

　　ア　受給権者が死亡した場合

　�　障害補償年金の場合

　　ア　受給権者が死亡した場合

　　イ　政令別表第３の障害補償表の第７級以上に該当しなくなった場合

　�　遺族補償年金の場合

　　ア　受給権者が死亡した場合

イ　受給権者が婚姻（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事

情にある場合を含む。）をした場合

ウ　直系血族又は直系姻族以外の者の養子（届出をしていないが、事実

上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。）となった場合

エ　離縁によって死亡した学校医等との親族関係が終了した場合

オ　受給権者が死亡した学校医等の子、孫又は兄弟姉妹であるときは、

その者が１８歳に達した場合（その者が学校医等の死亡の時から引き続

き政令別表第３の障害補償表の第７級以上の障害の状態にある場合を

除く。）

カ　政令別表第３の障害補償表の第７級以上の障害の状態にあることに

より受給権者となっている者がその状態でなくなった場合
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別記様式学第２１号（第９条関係）

１　認 定 番 号

金額　　　　　　　　　 円１８

　 葬 祭 補 償

��有　　　��無１４ 故意の犯罪
行為等によ
る制限の有
無及び制限
期間

　　　 年　 月　 日２ 認定年月日
　　　 年　 月　 日から
　　　 年　 月　 日まで
��休業補償　　��傷病補償
��障害補償

　　　　年　　月　　日支払��男
��女

　 年　　月　　日生

　 被災学校医
３ 氏　　　名
　 生 年 月 日

葬祭を行った者の氏名及び
死亡学校医等との続柄又は
関係

　第　　　級　　　号
��加重　　

１５

　 傷 病 補 償４ 住　　　所 加害者の氏名　　　　　　
住　　　　所　　　　　　

１９ 第三者加害
行為年金額　　　　　　　　 円

　　　年　 月　 日支給決定
年金の種類
　（障害等級　第　　　級）

２０５ 所属市町村
　 及び学校名

政令附則第

３条による

調　整　関　係

��年　　金　　��一時金額１６
　第　　　級　　　号
��準用��併合繰上げ��加重

　 障 害 補 償

６ 職　　　種

��年 金 額
��一時金額　　　　　　 円７ 災害発生の

　 状況とその
 　原因

　　　年　月　日支給決定
　　　　　　　　支　　払

　　　 年　 月　 日８ 負傷又は発
　 病の年月日 ��年　　金　　��一時金額１７

��年 金 額
��一時金額　　　　　　 円

　 遺 族 補 償

９ 傷病名及び
 　傷病の部位

　　　年　月　日支給決定
　　　　　　　　支　　払　　　 年　 月　 日

１０ 傷病又は障
　 害等級該当
　 年月日

支給されている年金の金額
　　　　　　　　　　　円死亡学校医

等との続柄氏　　名
受　

給　

権　

者

支給開始年月　　　　年　月　　　 年　 月　 日１１ 傷病の治ゆ
　 年　月　日

年金証書の記号番号
　　　　　第　　　　　 号　　　 年　 月　 日１２ 死亡年月日

所轄社会保険事務所等金額　　　　　　 円

　　　 年　 月　 日
１３ 補償基礎額

２１ 備　　　考

学 校 医 等 災 害 補 償 記 録 簿
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２　休　 　　　　　業　　　　 　　補　　　　 　　償１　療　　　　養　　　　補　　　　償

補 償 基 礎 額金 額日 数支払年月日金 額療 養 期 間支払年月日

円円日　・　 ・　円
自
至

　・　 ・　
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―　１０６７　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〔記　　入　　事　　項〕

１　この記録簿は、学校医等の災害が公務上のものであると認定された場合

に作成し、補償が完結するまで順次必要事項を記入するものとする。

２　「５　所属市町村及び学校名」の欄には、学校医等が災害を受けた当時の

所属市町村及び学校名を記入すること。

３　「６　職種」の欄には、学校医等が受けた当時の職名を記入すること。

４　「９　傷病名及び傷病の部位」の欄には、災害発生当時の傷病名及び傷病

部位並びに当該傷病に起因して二次的に発生した公務上の傷病がある場合

には、その傷病名及び傷病部位を記入すること。

５　「１３　補償基礎額」の欄には、最初に決定した補償基礎額とその決定年月

日を記入すること。

６　「１４　故意の犯罪行為等による制限の有無及び制限期間」の欄には、故意

の犯罪行為又は重大な過失の有無について該当する□に�印を記入し、故

意の犯罪行為又は重大な過失がある場合には、療養を開始した日から起算

して３年の期間の満了する日を記入すること。制限を受ける補償の種類に

ついては、該当する□に�印を記入すること。

７　「１５　傷病補償」の欄には、次のように記入する。

　　等級については、政令別表第２の等級欄に規定する等級及び同表の傷病

の状態に規定する番号を記入し、政令第４条の２第３項により傷病補償を

行った場合には、「加重」の□に�印を記入すること。

８　「１６　障害補償」の欄には、次のように記入する。

�　補償の種類については、該当する□に�印を記入すること。なお、

「１７　遺族補償」の欄中の補償の種類の記入についても同様とする。

�　等級については、政令別表第３の等級欄に規定する等級及び同表の身

体障害に規定する番号を記入し、等級が同表によることとされている政

令第５条第５項により決定された場合には「準用」の□に、同条第３項

により決定された場合には「併合繰上げ」の□に、同条第６項により障

害補償を行った場合には「加重」の□に�印を記入すること。

�　金額については、年金の場合は「年金額」の□に、一時金の場合は

「一時金額」の□に�印を記入し、その年額又は一時金の金額も併せて記
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補償に関する条例施行規則

入すること。

�　支給決定又は支払の年月日については、年金の場合は支給を決定した

年月日を、一時金の場合は支出を決定した年月日を記入すること。な

お、「１７　遺族補償」の欄中の支給決定又は支払の年月日の記入について

も同様とする。

９　「１９　第三者加害行為」の欄には、第三者の加害行為によって災害が発生

した場合における加害者の氏名、住所のほか、求償額、示談額等必要事項

を記入すること。
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別記様式学第２２号（第９条関係）

１　認 定 番 号　　　　傷 病 補 償 年 金 記 録 簿

��有　　　　年　月　日から８　　故意の犯罪行為等に
よる制限の有無及び制
限期間

３　年金証書の番号　第　　　号２　受給権者の氏名

��無　　　　年　月　日まで
４　受給権者の住所

９　　政令附則第３条による調整関係

支給されている年金の年額
円

年金の種類
（障害等級　第　　　級）

第　　　　級（　　　　年　　月　　日決定）

５　傷 病 の 等 級 第　　　　級（　　　　年　　月　　日決定） 支給開始年月
　　　　　　　年　　月

第　　　　級（　　　　年　　月　　日決定）
年金証書の記号番号
　　　第　　　　号　　　　　　　　　　 年　　　 月６　支 給 開 始 年 月
所轄社会保険事務所等７　傷病の名称、部位及びその状態

政令附則第３条
による調整又は
制限後の年金額

政令第４条
の２による
年金額　　

補償基礎額支 給 年 月　
　

傷
病
補
償
年
金
の
年
額

１０

政令附則第３条
による調整又は
制限後の年金額

政令第４条
の２による
年金額　　

補償基礎額支 給 年 月　
　

傷
病
補
償
年
金
の
年
額

１０

円円円　　　年　月から円円円　　　年　月から

　　　年　月から　　　年　月から

　　　年　月から　　　年　月から

　　　年　月から　　　年　月から

　　　年　月から　　　年　月から

１１　備　　考
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規
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１　認 定 番 号　　　　障 害 補 償 年 金 記 録 簿

��有　　　　年　月　日から８　　故意の犯罪行為等に
よる制限の有無及び制
限期間

３　年金証書の番号　第　　　号２　受給権者の氏名

��無　　　　年　月　日まで
４　受給権者の住所

９　　政令附則第３条による調整関係

支給されている年金の年額
円

年金の種類
（障害等級　第　　　級）

第　　　　級（　　　　年　　月　　日決定）

５　障 害 等 級 第　　　　級（　　　　年　　月　　日決定） 支給開始年月
　　　　　　　年　　月

第　　　　級（　　　　年　　月　　日決定）
年金証書の記号番号
　　　第　　　　号　　　　　　　　　　 年　　　 月６　支 給 開 始 年 月
所轄社会保険事務所等７　障害の部位及びその程度

政令附則第３条
による調整又は
制限後の年金額

政令第５条
による年金
額　　　　

補償基礎額支 給 年 月　
　

障
害
補
償
年
金
の
年
額

１０

政令附則第３条
による調整又は
制限後の年金額

政令第５条
による年金
額　　　　

補償基礎額支 給 年 月　
　

障
害
補
償
年
金
の
年
額

１０

円円円　　　年　月から円円円　　　年　月から

　　　年　月から　　　年　月から

　　　年　月から　　　年　月から

　　　年　月から　　　年　月から

　　　年　月から　　　年　月から

１１　備　　考
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１　認定番号　　　　遺 族 補 償 年 金 記 録 簿

年金の種類

３　

政
令
附
則
第
三
条
に
よ
る
調
整
関
係

年金証書
の番号

その理由
受給資格に変動
を生じた年月日

死亡学校
医等との
続柄

住　　　　　所生年月日氏　　　名
２　

遺

族

補

償

年

金

受

給

資

格

者

第　号
　　 年　月　日

・　  ・

第　号
　　 年　月　日

・　  ・

第　号
　　 年　月　日

・　  ・

第　号
　　 年　月　日

・　  ・ 支給されてる年金の年額
円

支給開始年月
　　　　　　　　年　　月第　号

　　 年　月　日
・　  ・

年金証書の記号番号
　　　　第　　　　　号

第　号
　　 年　月　日

・　  ・ 所轄社会保険事務所等

政令附則第３
条による調整
後の年金額　

政令第９条
による年金
額　　　　

率補償基礎額支　給　年　月
４　

遺
族
補
償
年
金
の
年
額

政令附則第３
条による調整
後の年金額　

政令第９条
による年金
額　　　　

率補償基礎額支　給　年　月
４　

遺
族
補
償
年
金
の
年
額

　　　    円　　　  円 ％　　　  円　　　年　月から　　　    円　　　  円 ％　　　  円　　　年　月から

　　　年　月から　　　年　月から

　　　年　月から　　　年　月から

　　　年　月から　　　年　月から

５　備　　　考
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２号紙

備　　　　　　　考支　払　場　所支　払　金　額支 払 年 月 日受給権者氏名支 給 に 係 る 月

　　　　　　円　　　年　月　日
・　 ・　　　年　月～　年　月分

・　 ・

・　 ・

・　 ・

・　 ・

・　 ・

・　 ・

・　 ・

・　 ・

・　 ・

・　 ・

・　 ・

・　 ・

・　 ・

・　 ・

累　　　　　　　　　　　　　　　計
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新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〔記入要項〕

１　この記録簿は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金の支給が

決定された場合に作成し、同一事由による補償の継続する期間記入するも

のとする。

２　当該補償が傷病補償年金の場合には、傷病補償年金記録簿を用いるもの

とし、次のように記入すること。

�　「５　傷病の等級」の欄には、最初に傷病補償年金の支給を決定した場

合の当該傷病の等級及び決定年月日を最初の欄に記入し、支給開始後傷

病の等級に変更があった場合には、変更後の傷病の等級及び変更決定年

月日を次の欄以下に記入すること。

�　「６　支給開始年月」の欄には、公務上負傷し、又は疾病にかかり、そ

の療養開始後１年６月を経過しても治らず、その傷病の程度が政令別表

第２に定める等級に該当した月の翌月の年月を記入すること。

�　「８　故意の犯罪行為等による制限の有無及び制限期間」の欄には、災

害補償記録簿の記入要項の６の例により記入すること。

�　「１０　傷病補償年金の年額」の欄には、最初に傷病補償年金の支給を決

定したときの年額を最初の欄に記入し、以下の欄には、年金額の改定の

つど順次記入すること。

�　「１１　備考」の欄には、証書の再交付及び事由、調査を行った場合の年

月日及び結果の概要その他必要な事項を記入すること。

３　当該補償が障害補償年金の場合には、障害補償年金記録簿を用いるもの

とし、次のように記入すること。

�　「５　障害等級」の欄には、上記２の�の例により記入すること。

�　「６　支給開始年月」の欄には、当該障害の原因である傷病が治ゆした

月の翌月の年月を記入すること。

�　「８　故意の犯罪行為等による制限の有無及び制限期間」の欄には、上

記２の�の例により記入すること。

�　「１０　障害補償年金の年額」の欄には、上記２の�の例により記入する

こと。

�　「１１　備考」の欄には、上記２の�の例により記入すること。

４　当該補償が遺族補償年金の場合には、遺族補償年金記録簿を用いるもの

とし、次のように記入すること。
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�　「２　遺族補償年金受給資格者」の欄には、遺族補償年金を受けること

ができる遺族全員について次のように記入すること。

ア　記入の順序は、政令第８条第３項に規定する順序によること。

イ　「受給資格に変動を生じた年月日」の欄には、その者が遺族補償年金

を受ける権利を有する者となったとき、その者が権利を失ったとき又

は遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなったときの年月日

を記入すること。

ウ　「その事由」の欄には、上記４の�のイの受給資格の変動を生じた事

由を記入すること。

�　「４　遺族補償年金の年額」の欄には、上記２の�の例により記入する

こと。

�　「５　備考」の欄には、上記２の�の例により記入すること。

５　２号紙については、次のように記入すること。

�　「支給に係る月」の欄には、例えば平成２年３月の支払の場合には、平

成元年１２月～２年２月分と記入すること。

�　「受給権者氏名」の欄には、当該補償が遺族補償年金の場合に記入する

ものとし、当該補償が傷病補償年金又は障害補償年金の場合には、記入

する必要はない。

�　「支払年月日」の欄には、支払決定を行った年月日を記入すること。

�　「支払場所」の欄には、補償を支払った場所、例えば新潟県市町村総合

事務組合が直接受給権者に支払った場合には「新潟県市町村総合事務組

合教育委員会」と、銀行送金又は郵便振替によって指定金融機関又は郵

便局の窓口で支払った場合にはその指定金融機関又は郵便局の名称を記

入すること。

６　当該補償が遺族補償年金の場合で政令附則第２条に規定する一時金を支

給したときは、２号紙の「備考」の最初の欄に支給額及び支給年月日を記

入し、「支給に係る月」及び「支払金額」の欄には、当該一時金の支給によ

り停止されている遺族補償年金がかりに支給されていたとしたら記入すべ

き事項を赤字で記入すること。ただし、一時金を支給した月の翌月から１

年を経過した月以後の「支払金額」の欄に記入する金額については、政令

附則第２条第２項の規定による算定を行った金額とする。
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別記様式学第２３号（第１０条関係）

 

―　１０７５　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 公立学校の学校医等災害補償傷病の現状報告書

 新潟県市町村総合事務組合教育委員会　様 

　下記のとおり傷病の現状を報告します。

　　　　　年　　月　　日

報告者の住所　　　　　　　　　　　　

 氏              名 　　　　　　　　　　　��
ふ り が な

　　　　　　　第　　　　　　号１　年金証書の番号

　　　　　　　　　　年　　　月２
　傷病補償年金の

　　支　　　　　給

　　　　　　　第　　　　　　級３　傷　病　等　級

４　傷 病 の 状 況

５　日常生活の概要

支給されることと
なった年月

支給されている年
金の額

当該傷病に関して支給されて
いる年金の種類及び等級

等
の
受
給
関
係

厚
生
年
金
保
険
法

　　　　 年 　 月　　　　　　　円年金の種類

（障害等級　第　　　　級）

所轄社会保険事務
所等

年金証書の記号番
号

第　　　　号

７
　添付する書類そ

の他の資料名

６
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新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則

〔注意事項〕

１　報告者は、※印の欄には記入しないこと。該当する□に�印を記入する

こと。

２　「４　傷病の状況」の欄の記入にあたっては、最近の１年間について記入

すること。

※８　医師の証明

�　傷病の種類（傷病名、傷病の部位等）

�　傷病の経過及び治療方法の概要

�　傷病の現状

�　傷病の今後の見込み

（報告者の氏名）

　　　　　　　　　　　　　　　　については、上記のとおりであると認め

ます。

　　　　　　年　　月　　日　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所 在 地

　　　　　　　　　　　病院又は診療所の　名　　称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医師氏名　　　　　　　　　　��　

��
��
�
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別記様式学第２４号（第１０条関係）

 

―　１０７７　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 公立学校の学校医等災害補償障害の現状報告書

 新潟県市町村総合事務組合教育委員会　様 

　下記のとおり障害の現状を報告します。

　　　　　年　　月　　日

報告者の住所　　　　　　　　　　　　

 氏              名 　　　　　　　　　　　��
ふ り が な

　　　　　　　第　　　　　　　号１　年金証書の番号

　　　　　　　　年　　　　月　　　　日２　治 ゆ 年 月 日

　　　　　　　第　　　　　　　級３　障　害　等　級

４　障 害 の 状 況

５　日常生活の概要

支給されることと
なった年月

支給されている年
金の額

当該傷病に関して支給されて
いる年金の種類及び等級

等
の
受
給
関
係

厚
生
年
金
保
険
法

　　　　 年 　 月　　　　　　　円年金の種類

（障害等級　第　　　　級）

所轄社会保険事務
所等

年金証書の記号番
号

第　　　　号

７
　添付する書類そ

の他の資料名

６
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―　１０７８　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則

〔注意事項〕

１　報告者は、※印の欄には記入しないこと。該当する□に�印を記入する

こと。

２　「４　障害の状況」の欄の記入にあたっては、最近の１年間について記入

すること。

※８　医師の証明

�　障害の種類

�　障害の現状

�　今後の見込み

（報告者の氏名）

　　　　　　　　　　　　　　　　については、上記のとおりであると認め

ます。

　　　　　　年　　月　　日　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所 在 地

　　　　　　　　　　　病院又は診療所の　名　　称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医師氏名　　　　　　　　　　��　

��
��
�
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別記様式学第２５号（第１０条関係）

 

―　１０７９　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

公立学校の学校医等災害補償遺族の現状報告書

 新潟県市町村総合事務組合教育委員会　様 

　下記のとおり遺族の現状を報告します。

　　　　　年　　月　　日

報告者（代表者）　第　　　　　　号

の年金証書の番号　　　　　　　　　

住　所　　　　　　　　　

氏　名     　　　　　　　　��
ふ り が な

（死亡年月日　　　　　年　　月　　日）１　死亡学校医等の氏名

障害の有無
死亡学校医
等との続柄

住　　　所生年月日氏　　　名
　
　

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族　
　

２　

同
じ
く
し
て
い
る
遺
族
補
償
年
金　

　
　

受
給
権
者
及
び
そ
の
者
と
生
計
を　

有　・　 無

有　・　 無

有　・　 無

有　・　 無

有　・　 無

有　・　 無

支給されることと
なった年月

支給されている
年金の額

当該死亡に関して支給されてい
る年金の種類

３　

等
の
受
給
関
係　

　
　

厚
生
年
金
保
険
法

　　　　年　　月　　　　　　円年金の種類

所轄社会保険事務
所等

年金証書の記号
番号

第　　　　号

４
　添付する書類そ

の他の資料名
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―　１０８０　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則

〔注意事項〕

１　報告書は、該当する□に�印を記入すること。

２　受給権者が２人以上あるときで、そのうち１人を代表者として選任し、

その者が当該遺族補償年金の支給を代表して受けている場合には、その代

表者が代表してこの報告書を提出すればたりるものであり、他の受給権者

は提出する必要はない。

３　この報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

�　受給権者及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けるこ

とができる遺族の戸籍の謄本又は抄本若しくはこれに代わる市町村長又

は区長の発行する証明書

�　受給権者及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けるこ

とができる遺族のうち、障害の状態にあることにより遺族補償年金を受

けることができる遺族である者については、その障害の状態にあること

を証明する医師の診断書その他の書類及び資料

�　受給権者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる

遺族については、その事実を認めることができる書類
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新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校
歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償負担金条例　

　（趣旨）

第１条　この条例は、新潟県市町村総合事務組合規約（平成１６年総行市第３０

号許可。以下「規約」という。）第１３条第２項の規定に基づき、規約別表第

２の７の項に掲げる事務を共同処理する市町村（以下「組合市町村」とい

う。）の負担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

　（事務費負担金）

第２条　組合市町村は、事務に要する経費に充てるため、各年度１団体につ

き２万円を負担しなければならない。

　（事務費負担金を徴収しない年度）

第３条　管理者は、財政の状況により、議会の議決を経て、年度を指定して

前条の規定による負担金を徴収しないことができる。

　（特別負担金）

第４条　新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校

薬剤師の公務災害補償に関する条例（平成１６年条例第３６号）の規定による

補償を受けた者の所属する組合市町村は、当該補償の実施に要した経費を

特別負担金として負担しなければならない。

　（脱退）

第５条　組合市町村が組合市町村でなくなったときは、第２条に規定する負

担金は、これを返還しないものとする。

　（納期）

第６条　第２条に規定する負担金は、毎年５月末日までに納入するものとす

る。

２　第４条に規定する負担金は、管理者が指定する期日までに納入するもの

とする。

 

―　１０８０―１　―

平成１８年３月１日
条 例 第 ２２ 号



　（委任）

第７条　この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

　　　附　則

　この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

―　１０８０―２　―

新潟県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の
公務災害補償負担金条例



新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害
補償条例　　　　　　　　　　　　　　　　　

　最終改正　令和２年４月１日条例第７号

　　　第１章　総則

　（目的）

第１条　この条例は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第２４条第１項の規

定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法（昭和２３年法律第１８６

号）第３６条の３の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力し

た者に係る損害補償並びに水防法（昭和２４年法律第１９３号）第６条の２第１

項の規定による非常勤の水防団長又は水防団員（以下「非常勤水防団員」

という。）に係る損害補償及び同法第４５条の規定による水防に従事した者に

係る損害補償並びに災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第８４条第１項

（原子力災害対策特別措置法（平成１１年法律第１５６号）第２８条第１項の規定

により読み替えて適用される場合を含む。）の規定による応急措置の業務に

従事した者に係る損害補償を的確に行うことを目的とする。

　（損害補償を受ける権利）

第２条　非常勤消防団員又は非常勤水防団員（以下「団員」という。）が公務

により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若し

くは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合、又は消防法第

２５条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法第３６条第８項において準

用する場合を含む。）若しくは第２９条第５項（同法第３０条の２及び第３６条第

８項において準用する場合を含む。）の規定により消防作業に従事した者

（以下「消防作業従事者」という。）、同法第３５条の１０第１項の規定により救

急業務に協力した者（以下「救急業務協力者」という。）又は水防法第２４条

の規定により水防に従事した者（以下「水防従事者」という。）若しくは災

害対策基本法第６５条第１項（同条第３項（原子力災害対策特別措置法（平

成１１年法律第１５６号）第２８条第２項の規定により読み替えて適用される場合

を含む。）において準用する場合及び原子力災害対策特別措置法第２８条第２

―　１０８１　―

平成１６年３月１日
条 例 第 ２６ 号
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項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定若しくは災害対

策基本法第６５条第２項において準用する同法第６３条第２項の規定による応

急措置の業務に従事した者（以下「応急措置従事者」という。）が消防作業

若しくは水防（以下「消防作業等」という。）に従事し、若しくは救急業務

に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若

しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力

し、又は応急処置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死

亡し、若しくは障害の状態となったときは、管理者は、損害補償を受ける

べき者に対して、その者がこの条例によって損害補償を受ける権利を有す

る旨を通知するものとする。

第３条　団員は、その身分を失った場合においても、損害補償を受ける権利

は変更されることはない。

２　損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえるこ

とはできない。ただし、傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺

族補償を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公

庫に担保に供する場合は、この限りでない。

　　　第２章　損害補償

　（損害補償の種類）

第４条　この条例による損害補償の種類は、次に掲げるものとする。

　�　療養補償   �　介護補償

　�　休業補償   �　遺族補償

　�　傷病補償年金   　イ　遺族補償年金

　�　障害補償   　ロ　遺族補償一時金

　　イ　障害補償年金  �　葬祭補償

　　ロ　障害補償一時金

　（補償基礎額）

第５条　前条に規定する損害補償（以下「損害補償」という。）は、療養補償

及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行うものとする。

２　前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。

―　１０８２　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例

�　団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務

による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場

合には、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によ

り死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断により疾病の

発生が確定した日（以下「事故発生日」という。）において当該団員が属

していた階級及び当該階級に任命された日からの勤務年数に応じて別表

に定める額とする。

�　消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従

事者（以下「消防作業従事者等」という。）が、消防作業に従事し、若し

くは救急業務に協力し又は応急措置の業務に従事したことにより死亡

し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、若しく

は救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負傷若

しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合には、８,９００

円とする。ただし、その額が、その者の通常得ている収入の日額に比し

て公正を欠くと認められるときは、１４,２００円を超えない範囲内において

これを増額した額とすることができる。

３　次の各号のいずれかに該当するもので、団員又は消防作業従事者等（以

下「団員等」という。）の事故発生日において、他に生計のみちがなく、主

として団員等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある団

員等については、前項の規定による金額に、第１号又は第３号から第６号

までのいずれかに該当する扶養親族については１人につき２１７円を、第２

号に該当する扶養親族については１人につき３３３円をそれぞれ加算して得

た額をもって補償基礎額とする。

�　配偶者（婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。）

�　２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子及び孫

�　２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある孫

�　６０歳以上の父母及び祖父母

�　２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある弟妹

�　重度心身障害者

―　１０８３　―
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４　扶養親族たる子のうちに１５歳に達する日後の最初の４月１日から２２歳に

達する日以後の最初の３月３１日までの間（以下この項において「特定期間」

という。）にある子がいる団員等については、前項の規定にかかわらず、１６７

円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定

による額に加算した額をもって補償基礎額とする。

　（療養補償）

第６条　団員等が公務又は消防作業等、救急業務若しくは応急措置の業務

（以下「公務等」という。）に従事したことにより、負傷し、又は疾病にか

かった場合においては、新潟県市町村総合事務組合（以下「組合」という。）

は、療養補償として、必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給す

る。

　（療養及び療養費の算定）

第７条　前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであって、療養上

相当と認められるものとする。

�　診  察

�　薬剤又は治療材料の支給

�　処置、手術その他の治療

�　居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護（医

師の請求により、看護人をつけた場合に限る。）

�　病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護（医師

の請求により、看護人をつけた場合に限る。）

�　移  送

２　前項の規定による療養に要する費用の算定については、別に規則で定め

るところによる。

　（休業補償）

第８条　団員等が公務等に従事したことにより負傷し、又は疾病にかかり療

養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与

その他の業務上の収入を得ることができないときは、組合は、休業補償と

して、その収入を得ることができない期間につき補償基礎額の１００分の６０

に相当する金額を支給する。

―　１０８４　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例

　　ただし、次に掲げる場合（規則で定める場合に限る。）には、拘禁され、又

は収容されている期間については、休業補償は、行わない。

�　刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合

�　少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

　（傷病補償年金）

第８条の２　団員等が公務等に従事したことにより、負傷し、又は疾病にか

かり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後１年６箇月を経過した日にお

いて次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも

該当することとなった場合には、組合は、その状態が継続している期間、

傷病補償年金を支給する。

�　当該負傷又は疾病が治っていないこと。

�　当該負傷又は疾病による障害の程度が、次条第２項に規定する第１級

から第３級までの各障害等級に相当するものとして規則で定める第１

級、第２級又は第３級の傷病等級に該当すること。

２　傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に

掲げる傷病等級（前項第２号の傷病等級をいう。以下同じ。）のいずれに該

当するかに応じ、１年につき補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて

得た額とする。

�　第１級　３１３倍

�　第２級　２７７倍

�　第３級　２４５倍

３　傷病補償年金を受ける者には、休業補償は行わない。

４　傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに

他の傷病等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った傷病

等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補

償年金は支給しない。

　（障害補償）

第９条　団員等が公務等に従事したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、

治ったときに次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合

においては、組合は、障害補償として、同項に規定する第１級から第７級

―　１０８５　―
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までの障害等級に該当する障害があるときには、当該障害が存する期間、

障害補償年金を毎年支給し、同項に規定する第８級から第１４級までの障害

等級に該当する障害があるときには、障害補償一時金を支給する。

２　障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第１級から

第１４級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当

する障害は、規則で定める。

３　障害補償年金の額は、１年につき、次の各号に掲げる障害等級（前項に

規定する障害等級をいう。以下同じ。）に応じ、補償基礎額に当該各号に定

める倍数を乗じて得た額とする。

�　第１級　３１３倍

�　第２級　２７７倍

�　第３級　２４５倍

�　第４級　２１３倍

�　第５級　１８４倍

�　第６級　１５６倍

�　第７級　１３１倍

４　障害補償一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、補償基礎額

に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

�　第８級　５０３倍

�　第９級　３９１倍

�　第１０級　３０２倍

�　第１１級　２２３倍

�　第１２級　１５６倍

�　第１３級　１０１倍

�　第１４級　 ５６倍

５　障害等級に該当する程度の障害が２以上ある場合の障害等級は、重い障

害に応ずる障害等級による。

６　次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち団員等に最も有利なもの

による。

�　第１３級以上に該当する障害が２以上ある場合には、前項の規定による

―　１０８６　―
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障害等級の１級上位の障害等級

�　第８級以上に該当する障害が２以上ある場合には、前項の規定による

障害等級の２級上位の障害等級

�　第５級以上に該当する障害が２以上ある場合には、前項の規定による

障害等級の３級上位の障害等級

７　前項の規定による障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級

による障害補償の金額を合算した金額を超えてはならない。ただし、同項

の規定による障害等級が第７級以上になる場合は、この限りでない。

８　既に障害のある団員等が公務等に従事したことによる負傷又は疾病に

よって、同一部位についての障害の程度を加重した場合には、その者の加

重後の障害等級に応ずる障害補償の金額から、次の各号に掲げる場合の区

分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額（加重後の障害が第１８条の２に

規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額と当該金額に

加重前の障害の程度に応じ同条に規定する率を乗じて得た金額との合計

額）を差し引いた金額をもって障害補償の金額とする。

�　その者の加重前の障害等級が第７級以上である場合　その者の加重前

の障害等級に応ずる障害補償年金の額

�　その者の加重前の障害等級が第８級以下であり、かつ、加重後の障害

等級が第７級以上である場合　その者の加重前の障害等級に応ずる障害

補償一時金の額を２５で除して得た額

�　その者の加重後の障害等級が第８級以下である場合　その者の加重前

の障害等級に応ずる障害補償一時金の額

９　障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに

他の障害等級に該当するに至った場合においては、新たに該当するに至っ

た障害等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償

年金は、支給しない。

　（介護補償）

第９条の２　傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する団員等

が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となった障害で

あって規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態に

―　１０８７　―
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あり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、組合は、介

護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場

合に通常要する費用を考慮して規則で定める金額を支給する。ただし、次

に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護

補償は、行わない。

�　病院又は診療所に入院している場合

�　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第５条第１１項に規定する障害者支援施設（次号にお

いて「障害者支援施設」という。）に入所している場合（同条第７項に規

定する生活介護（次号において「生活介護」という。）を受けている場合

に限る。）

�　障害者支援施設（生活介護を行うものに限る。）に準ずる施設として規

則で定めるものに入所している場合

２　介護補償は、月を単位として支給するものとする。

　（遺族補償）

第１０条　遺族補償は、団員等が公務等により、死亡した場合において、団員

等の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給して行うもの

とする。

２　消防作業従事者等が公務等に従事したことにより死亡した場合において

は、前項に規定する金額に一時金として６０万円を加算して支給する。

　（遺族補償年金）

第１１条　遺族補償年金を受けることができる遺族は、団員等の配偶者（婚姻

の届出をしていないが、団員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情

にあった者を含む。以下同じ。）、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であっ

て、団員等の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとす

る。ただし、妻（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事

情にあったものを含む。次条において同じ。）以外の者にあっては、団員等

の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

�　夫（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあっ

た者を含む。以下同じ。）、父母及び祖父母については、６０歳以上である

―　１０８８　―
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こと

�　子又は孫については、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間

にあること

�　兄弟姉妹については、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間

にあること又は６０歳以上であること

�　前３号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹に

ついては、規則で定める障害の状態（次条、第１３条及び第１６条の２にお

いて「特定障害状態」という。）にあること

２　団員等の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適

用については、将来に向って、その子は、団員等の死亡の当時その収入に

よって生計を維持していた子とみなす。

３　遺族補償年金を受けることができる遺族の順位は、配偶者、子、父母、

孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については養父母を先にし、実

父母を後にする。

第１２条　遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数（遺族補償年金を受け

る権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受

けることができる遺族の人数をいう。）の区分に応じ、１年につき当該各号

に定める額とする。

�　１人　補償基礎額に１５３を乗じて得た額（５５歳以上の妻又は特定障害状

態にある妻である場合には、補償基礎額に１７５を乗じて得た額）

�　２人　補償基礎額に２０１を乗じて得た額

�　３人　補償基礎額に２２３を乗じて得た額

�　４人以上　補償基礎額に２４５を乗じて得た額

２　遺族補償年金を受ける権利を有する者が２人以上あるときは、遺族補償

年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除

して得た額とし、これらの者のうち１人を遺族補償年金の請求及び受領に

ついての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等や

むを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限り

でない。

３　遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、

―　１０８９　―
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その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定するものとす

る。

４　遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている

他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、

その妻が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに

至った月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。

�　５５歳に達したとき（特定障害状態にあるときを除く。）

�　特定障害状態になり、又はその事情がなくなったとき（５５歳以上であ

るときを除く。）

第１３条　遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の

いずれかに該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順

位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する

ものとする。

�　死亡したとき

�　婚姻（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合

を含む。）をしたとき

�　直系血族又は直系姻族以外の者の養子（届出をしていないが事実上養

子縁組関係と同様の事情にある者を含む。）となったとき

�　離縁によって、死亡した団員等との親族関係が終了したとき

�　子、孫又は兄弟姉妹については、１８歳に達した日以後の最初の３月３１

日が終了したとき（団員等の死亡の時から引き続き特定障害状態にある

ときを除く。）

�　特定障害状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹について

は、その事情がなくなったとき（夫、父母又は祖父母については、団員

等の死亡の当時６０歳以上であったとき、子又は孫については、１８歳に達

する日以後の最初の３月３１日までの間にあるとき、兄弟姉妹について

は、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にあるか又は団員等

の死亡の当時６０歳以上であったときを除く。）

２　遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当す

るに至ったときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族で

―　１０９０　―
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なくなるものとする。

第１４条　遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が１年以上明らかでな

い場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同

順位者がないときは、次順位者の申請によって、その所在が明らかでない

間、その支給を停止するものとする。この場合において、同順位者がない

ときは、その間、次順位者を先順位者とする。

２　前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでもそ

の支給の停止の解除を申請することができる。

３　第１２条第３項の規定は、第１項の規定により遺族補償年金の支給が停止

され、又は前項の規定により、その停止が解除された場合について準用す

る。この場合において、同条第３項中「増減を生じた月」とあるのは、「支

給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。

　（遺族補償一時金）

第１５条　遺族補償一時金を受けることができる遺族は、団員等の死亡の当時

において次の各号の一に該当する者とする。

�　配偶者

�　団員等の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び

兄弟姉妹

�　前２号に掲げる者以外の者で主として団員等の収入によって生計を維

持していたもの

�　前２号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

２　遺族補償一時金を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順位と

し、同項第２号及び第４号に掲げる者にあっては、それぞれ当該各号に掲

げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

３　団員等が遺言又はその者の属する任命権者に対する予告で第１項第３号

及び第４号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その者は同項

第３号及び第４号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を受けるもの

とする。

第１６条　遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。

�　団員等の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないと

―　１０９１　―
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き

�　遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合におい

て、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当

該団員等の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号

の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき

第１６条の２　遺族補償一時金の額は、補償基礎額に次の各号に掲げる者の区

分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。ただし、前条第

２号の場合にあっては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合

計額を控除した額とする。

�　第１５条第１項第３号に該当する者（次号に掲げる者を除く。）　４００倍

�　第１５条第１項第３号に該当する者のうち、団員等の死亡の当時１８歳未

満若しくは５５歳以上の三親等内の親族又は特定障害状態にある三親等内

の親族　７００倍

�　第１５条第１項第１号、第２号又は第４号に該当する者　１,０００倍

２　第１２条第２項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。

　（遺族からの排除）

第１７条　団員等を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺

族としない。

２　団員等の死亡前に、当該団員等の死亡によって遺族補償年金を受けるこ

とができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。

３　団員等の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該補償

年金を受ける権利の消滅前に、当該団員等の死亡又は当該権利の消滅に

よって遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族とな

るべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる

遺族としない。

４　遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族

補償一時金を受けることができる遺族としない。団員等の死亡前に、当該

団員等の死亡によって遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき

者を故意に死亡させた者も、同様とする。

―　１０９２　―
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５　遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けること

ができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者

は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合におい

て、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権

利は、消滅するものとする。

６　第１４条第１項後段の規定は前項後段の場合について準用する。

　（葬祭補償）

第１８条　団員等が公務等に従事したことにより、死亡した場合においては、

組合は、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として、３１万５千円に補償基礎

額の３０倍に相当する金額を加えた金額を支給する。

　（特殊公務に従事する団員の特例）

第１８条の２　団員がその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況

の下において、火災の鎮圧又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その

他の異常な自然現象若しくは火災、爆発その他これらに類する異常な事態

の発生時における人命の救助その他の被害の防御に従事し、そのため公務

上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又

は遺族補償については、第８条の２第２項、第９条第３項若しくは第４項

又は第１２条第１項の額は、それぞれ当該額に１００分の５０（傷病補償年金のう

ち、第１級の傷病等級に該当する障害に係るものにあっては１００分の４０、第

２級の傷病等級に該当する障害に係るものにあっては１００分の４５、障害補

償のうち、第１級の障害等級に該当する障害に係るものにあっては１００分

の４０、第２級の障害等級に該当する障害に係るものにあっては１００分の４５）

を乗じて得た額を加算した額とし、第１６条の２第１項の額は、同項本文に

規定する額に１００分の５０を乗じて得た額を加算した額（第１６条第２号の場合

にあってはその額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除し

た額）とする。

　（損害補償の制限）

第１９条　団員等が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な

理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務等に従事した

ことによる負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった

―　１０９３　―
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事故を生じさせ、又は公務等に従事したことによる負傷、疾病若しくは障

害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、組合は損害補償

の全部又は一部を行わないことができるものとする。

　（年金たる損害補償の額の端数処理）

第１９条の２　傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金（以下「年金た

る損害補償」という。）の額に５０円未満の端数があるときは、これを切り捨

て、５０円以上１００円未満の端数があるときは、これを１００円に切り上げる。

　（年金たる損害補償の支給期間等）

第２０条　年金たる損害補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から

始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。

２　年金たる損害補償は、その支給を停止すべき事由が生じた月の翌月から

その事由が消滅した月までの間は、支給しないものとする。

３　年金たる損害補償は、毎年２月、４月、６月、８月、１０月及び１２月の６

期に、それぞれその前月分までを支給するものとする。ただし、支給を受

ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる損害補償は、支給期日

でない月であっても、支給するものとする。

　（死亡の推定）

第２１条　行方不明となった団員等の生死が３箇月間わからない場合又は当該

団員等の死亡が３箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわか

らない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用につい

ては、当該団員等が行方不明になった日に、当該団員等は、死亡したもの

と推定する。

　（未支給の損害補償）

第２２条　損害補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者

に支給すべき損害補償でまだ支給しなかったものがあるときは、その者の

配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当

時その者と生計を同じくしていたもの（遺族補償年金については、当該遺

族補償年金を受けとることができる他の遺族）に、これを支給するものと

する。

２　前項の規定による損害補償を受けるべき者の順位は、同項に規定する順

―　１０９４　―
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序（遺族補償年金については、第１１条第３項に規定する順序）とする。

３　第１項の規定による損害補償を受けるべき同順位者が２人以上あるとき

は、その全額をその１人に支給することができるものとし、この場合にお

いて、その１人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

　（年金たる損害補償等の支給額の調整）

第２３条　年金たる損害補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわら

ず、その停止すべき期間の分として年金たる損害補償が支給されたとき

は、その支給された年金たる損害補償は、その後に支給されるべき年金た

る損害補償の内払とみなすことができるものとする。年金たる損害補償を

減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の

翌月以後の分として減額しない額の年金たる損害補償が支給された場合に

おける当該年金たる損害補償の当該減額すべきであった部分についても、

同様とする。

２　公務に係る同一の負傷又は疾病（次項において「同一の傷病」という。）

に関し、傷病補償年金を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を

受ける権利を有することとなり、かつ、当該傷病補償年金を受ける権利が

消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として傷病補償年

金が支払われたときは、その支払われた傷病補償年金は、当該休業補償又

は障害補償の内払とみなす。

３　同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償年金又は障害補

償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこと

となった場合において、その後も休業補償が支払われたときは、その支払

われた休業補償は、当該傷病補償年金又は障害補償の内払とみなす。

第２３条の２　年金たる損害補償を受ける権利を有する者が死亡したためその

支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の

翌月以降の分として当該年金たる損害補償の過誤払が行われた場合におい

て、当該過誤払による返還金に係る債権（以下この条において「返還金債

権」という。）に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき次に掲げる損害補

償があるときは、組合は、当該損害補償の支払金の金額を当該過誤払によ

る返還金債権の金額に充当することができる。

―　１０９５　―
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�　年金たる損害補償を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族補償年

金、遺族補償一時金又は葬祭補償

�　過誤払による返還金債権に係る遺族補償年金と同順位で支給されるべ

き遺族補償年金

　（補償の免責及び求償権）

第２４条　組合は、損害補償を受けるべき者が他の法令（条例を含む。）の定め

るところによる療養その他の給付又は補償を受けた場合においては、同一

事由については、その受けた療養その他の給付又は補償の限度において、

損害補償の責を免がれるものとする。

２　組合は、損害補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合

において、損害補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について

損害補償を受けたときは、その価額の限度において、損害補償の責を免が

れるものとする。

３　組合は、損害補償の原因である災害が第三者の行為によって生じた場合

において、損害補償を行ったときは、その価額の限度において、損害補償

を受けた者が当該第三者に対して有する損害補償の請求権を取得するもの

とする。

第２５条　削除

　　　第３章　審査会

第２６条　削除

　（審査会）

第２７条　組合に、公務災害補償等審査会（以下「審査会」という。）を置く。

２　組合の行う団員等の死亡、負傷又は疾病が公務に従事したものであるか

どうかの認定、療養の方法、補償金額の決定その他損害補償の実施につい

て不服のある者は、管理者を経て、審査会に対し、審査の申立てをするこ

とができる。

３　審査会は、前項の申立てがあった場合には、すみやかにこれを審査し、

判定を行い、これを管理者及び本人に通知しなければならない。

第２８条　前条に定めるものを除く外、審査会に関し必要な事項は別に定め

―　１０９６　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例

必要必要Title:05-3-2●1081-.ec8 Page:1096  Date: 2020/12/16 Wed 11:50:48 



新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例

る。

　　　第４章　雑則

　（報告、出頭）

第２９条　組合又は審査会は、審査又は補償の実施のため必要があると認める

ときは、補償を受けようとする者その他関係人に対して、報告をさせ、文

書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせるこ

とができる。

　（損害補償費の返還要求）

第３０条　組合は、団員等に対してこの条例の規定により、損害補償に要する

費用を支給した後において、その支給額に錯誤があったことが判明したと

きは、当該団員等に対して、その錯誤に係る額の返還を求めることができ

る。

２　偽りその他不正の手段により損害補償を受けた者があるときは、組合

は、その損害補償に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者か

ら返還させることができる。

　（時効）

第３１条　団員等の損害補償を受ける権利は、２年間（障害補償及び遺族補償

については、５年間）行わないときは、時効によって消滅する。

　（規則へ委任）

第３２条　この条例の実施に関し必要な事項は規則で定めるものとする。

　　　附　則

　（施行期日）

第１条　この条例は、平成１６年３月１日から施行する。

　（損害補償の経過措置）

第２条　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に発生した事故に

よる死亡若しくは負傷又は施行日前にその発生が確定した疾病による死亡

若しくは障害若しくはその発生が確定した疾病に係る損害補償について

は、次条に定めるものを除き、旧新潟県消防団員等公務災害補償条例（昭

和２６年条例第１号。以下「旧条例」という。）の例による。

―　１０９７　―
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第３条　施行日の前日において現に旧条例の規定による休業補償又は第１種

障害補償を受けることができる者には、この条例の規定による休業補償又

は障害補償年金を支給するものとする。

　（脳死した者の身体に対する療養補償）

第３条の２　この条例の規定に基づく療養（療養に要する費用の支給に係る

当該療養を含む。以下同じ。）の給付に継続して、臓器の移植に関する法律

（平成９年法律第１０４号）第６条第２項の脳死した者の身体への処置がされ

た場合には、当分の間、当該処置はこの条例の規定に基づく療養の給付と

してされたものとみなす。

　（障害補償年金差額一時金）

第３条の３　当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場

合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金

に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の表の左欄に掲げる当

該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額

（当該障害補償年金について第１８条の２の規定が適用された場合にあって

は、同表の左欄に掲げる障害等級に応じ、同表の右欄に掲げる額に同条に

規定する率を乗じて得た額を加算した額）に満たないときは、組合は、そ

の者の遺族に対し、損害補償として、その差額に相当する額の障害補償年

金差額一時金を支給する。

２　障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第９条第８項の規定の適

用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償

年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額

―　１０９８　―
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額障害等級

補償基礎額に１,３４０を乗じて得た額
補償基礎額に１,１９０を乗じて得た額
補償基礎額に１,０５０を乗じて得た額
補償基礎額に　９２０を乗じて得た額
補償基礎額に　７９０を乗じて得た額
補償基礎額に　６７０を乗じて得た額
補償基礎額に　５６０を乗じて得た額

第　１　級
第　２　級
第　３　級
第　４　級
第　５　級
第　６　級
第　７　級
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が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たない

ときは、組合は前項の規定にかかわらず、その差額に相当する額を障害補

償年金差額一時金として支給する。

�　その者の加重前の障害等級が第７級以上である場合　その者の加重後

の障害等級に応じそれぞれ前項の表の右欄に掲げる額（加重後の障害が

１８条の２に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同表の左

欄に掲げる障害等級に応じ、同表の右欄に掲げる額に同条に規定する率

を乗じて得た額を加算した額）から、加重前の障害等級に応じそれぞれ

同表の右欄に掲げる額（加重後の障害が同条に規定する公務上の災害に

係るものである場合には、加重前の障害等級に応じ、同表の右欄に掲げ

る額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額）を差し引いた額

�　その者の加重前の障害等級が第８級以下である場合　その者の加重後

の障害等級に応じそれぞれ前項の表の右欄に掲げる額（加重後の障害が

第１８条の２に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同表の

左欄に掲げる障害等級に応じ、同表の右欄に掲げる額に同条に規定する

率を乗じて得た額を加算した額）に当該障害補償年金に係る第９条第８

項の規定による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害等級に応ず

る同条第１項の規定による金額（加重後の障害が第１８条の２に規定する

公務上の災害に係るものである場合には、加重後の障害等級に応じ、同

項の規定による金額に同条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金

額）で除して得た数を乗じて得た額

３　障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者と

する。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けることができる

遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあって

はそれぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については養父母を先にし、

実父母を後にする。

�　障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同

じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

�　前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

４　第１２条第２項の規定は障害補償年金差額一時金の額並びにその請求及び

―　１０９９　―
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受領についての代表者の選任について、第１５条第３項、第１７条第１項及び

第２項並びに第２１条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用

する。この場合において、第１２条第２項中「遺族補償年金」とあるのは

「障害補償年金差額一時金」と、「前項」とあるのは「附則第３条の３第１

項」と、第１５条第３項中「第１項第３号及び第４号」とあるのは「附則第

３条の３第３項第２号」と、「同項第３号及び第４号」とあるのは「同号」と、

「遺族補償一時金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、第１７条第１

項中「遺族補償」とあり、同条第２項中「遺族補償年金」とあり、及び第

２１条中「遺族補償及び葬祭補償」とあるのは「障害補償年金差額一時金」

と読み替えるものとする。

５　障害補償年金差額一時金が支給される場合における第２２条及び第２３条の

２の規定の適用については、第２２条第１項中「遺族補償年金については、

当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は障害補償年金差額一時

金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該障害補償年金差額一

時金」と、同条第２項中「遺族補償年金については、第１１条第３項」とあ

るのは「遺族補償年金については第１１条第３項、障害補償年金差額一時金

については附則第３条の３第３項後段」と、第２３条の２第１号中「又は葬

祭補償」とあるのは「葬祭補償又は障害補償年金差額一時金」とする。

　（障害補償年金前払一時金）

第３条の４　当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が申し出たと

きは組合は、損害補償として障害補償年金前払一時金を支給する。

２　前項の申出は、障害補償年金の最初の支給に先立って行わなければなら

ない。ただし、既に障害補償年金の支給を受けた場合においても、当該障

害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して１年を経過す

る日までの間は、当該申出を行うことができる。

３　第１項の申出は、同一の事由につき２回以上行うことはできない。

４　障害補償年金前払一時金の額は、前条第１項の表の左欄に掲げる当該障

害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞ

れ同表の右欄に掲げる額（当該障害補償年金について第９条第８項の規定

が適用された場合にあっては、加重前の障害等級に応じ前条第２項各号に

―　１１００　―
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定める額（加重後の障害が第１８条の２に規定する公務上の災害に係るもの

である場合には、同条に規定する率を乗じて得た額を加算しないものとし

た場合における同項各号に定める額とする。）。以下この項において「障害

補償年金前払一時金の限度額」という。）又は障害補償年金前払一時金の限

度額の範囲内で補償基礎額の１,２００倍、１,０００倍、８００倍、６００倍、４００倍若し

くは２００倍のいずれかに相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける

権利を有する者が選択した額とする。ただし、第１項の申出が第２項ただ

し書の規定によるものである場合には、当該障害補償年金に係る障害等級

に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われ

た日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引

いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の１,２００倍、１,０００倍、８００倍、６００倍、

４００倍又は２００倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を

有する者が選択した額とする。

５　障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払

一時金に係る障害補償年金は、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じ

た日の属する月の翌月（第１項の申出が第２項ただし書の規定によるもの

である場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月）から、次に掲

げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、そ

の支給を停止する。

�　当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金

の支給期月から１年を経過する月以前の各月（第１項の申出が第２項た

だし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属す

る月の翌月以後の月に限る。）に支給されるべき障害補償年金の額

�　当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金

の支給期月から１年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年

金の額を、事故発生日における法定利率に当該支給期月以後の経過年数

（当該年数に１年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数）を乗

じて得た数に１を加えた数で除して得た額

６　前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補

償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支給期月から起算して

―　１１０１　―
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１年以内の場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の

規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給

が停止される期間に係る同項の規定による合計額（以下この項において「全

額停止期間に係る合計額」という。）を差し引いた額を、当該支給期月から

起算して１年を超える場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額

から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に事故発生日における法定

利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に１を加

えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該

障害補償年金の額から差し引いた額とする。

　（遺族補償年金前払一時金）

第４条　当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が申し出たとき

は、組合は、損害補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。

２　前項の申出は、遺族補償年金の最初の支給に先立って行わなければなら

ない。ただし、既に遺族補償年金の支給を受けた場合においても、当該遺

族補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して１年を経過す

る日までの間は、当該申出を行うことができる。

３　第１項の申出は、同一の事由につき２回以上行うことはできない。

４　遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の１,０００倍、８００倍、６００倍、

４００倍又は２００倍に相当する額のうちから遺族補償年金を受ける権利を有す

る遺族が選択した額とする。ただし、第１項の申出が第２項ただし書の規

定によるものである場合には、補償基礎額の１,０００倍に相当する額から当該

申出が行われた日の属する月までの期間に係る遺族補償年金の額の合計額

を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の８００倍、６００倍、４００倍又

は２００倍に相当する額のうちから遺族補償年金を受ける権利を有する遺族

が選択した額とする。

５　遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が２人以上ある場合には、第１

項の申出及び前項の選択は、これらの遺族がそのうち１人を代表者に選任

し、その代表者が行うものとする。

６　第１２条第２項の規定は遺族補償年金前払一時金の額並びにその請求及び

受領についての代表者の選任について準用する。この場合において、第１２

―　１１０２　―
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条第２項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金前払一時金」と、

「前項」とあるのは「附則第４条第４項」と読み替えるものとする。

７　遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払

一時金の支給の原因たる団員等の死亡に係る遺族補償年金は、当該遺族補

償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月（次条第２項の規定に基づ

き遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって当該遺族

補償年金を受ける権利を有することとなったもの（以下この項において「特

例遺族補償年金受給権者」という。）が第１項の申出を行った場合にあって

は、その者が当該遺族補償年金に係る団員等の死亡の時期に応じ次条第２

項の表の右欄に掲げる年齢（以下この項において「支給停止解除年齢」と

いう。）に達する月）の翌月（第１項の申出が第２項ただし書の規定による

ものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月）から、次

に掲げる額の合計額が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの

間、その支給を停止する。

�　当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金

の支給期月（特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前

に第１項の申出を行った場合にあっては、当該特例遺族補償年金受給権

者について次条第４項本文の規定の適用がないものとした場合における

当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年

金の支給期日に当る月。以下この項及び次項において同じ。）から１年を

経過する月以前の各月（第１項の申出が第２項ただし書の規定によるも

のである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に

限る。）に支給されるべき遺族補償年金の額

�　当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金

の支給期月から１年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年

金の額を、事故発生日における法定利率に当該支給期月以後の経過年数

（当該年数に１年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数）を乗

じて得た数に１を加えた数で除して得た額

８　前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補

償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支給期月から起算して

―　１１０３　―
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１年以内の場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の

規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給

が停止される期間に係る同項の規定による合計額（以下この項において「全

額停止期間に係る合計額」という。）を差し引いた額を、当該支給期月から

起算して１年を超える場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金の額

から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に事故発生日における法定

利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に１を加

えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該

遺族補償年金の額から差し引いた額とする。

９　遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第１６条、第１６条の２

又は第２２条の規定の適用については、第１６条第２号及び第１６条の２第１項

中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払

一時金の額」と、第２２条第１項中「遺族補償年金については、当該遺族補

償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金について

は、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該遺族補償年金前払一時金に係る

遺族補償年金」と、同条第３項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償

年金又は遺族補償年金前払一時金」とする。

　（遺族補償年金の受給資格年齢の特例等）

第４条の２　次の表の左欄に掲げる期間に死亡した団員等の遺族に対する第

１１条及び第１３条の規定の適用については、同表の左欄に掲げる期間の区分

に応じ、第１１条第１項第１号及び第３号並びに第１３条第１項第６号中「６０

歳」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

 

―　１１０４　―
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５５歳昭和６１年３月１日から昭和６１年９月３０日まで

５６歳昭和６１年１０月１日から昭和６２年９月３０日まで

５７歳昭和６２年１０月１日から昭和６３年９月３０日まで

５８歳昭和６３年１０月１日から平成元年９月３０日まで

５９歳平成元年１０月１日から平成２年９月３０日まで
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２　次の表の上欄に掲げる期間に公務により、又は消防作業等に従事し、若

しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより、死

亡した団員等の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、当該団員等の死

亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年

齢であったもの（第１１条第１項第４号に規定するものであって第１３条第１

項第６号に該当するに至らないものを除く。）は、第１１条第１項（前項にお

いて読み替えられる場合を含む。）の規定にかかわらず、遺族補償年金を受

けることができる遺族とする。この場合において、第１２条第１項中「遺族

補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受ける

ことができる遺族（附則第４条の２第２項の規定に基づき遺族補償年金を

受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る

団員等の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないもの

を除く。）と、第１３条第２項中「前項各号のいずれか」とあるのは「前項第

１号から第４号までのいずれか」とする。

３　前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第１１条第１項

（第１項において読み替えられる場合を含む。）に規定する遺族の順位とし、

前項の規定する遺族のうちにあっては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の

順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

４　第２項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表

の右欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただ

―　１１０５　―

５６歳５５　歳
昭和６１年１０月１日から
昭和６２年９月３０日まで

５７歳５５歳以上５７歳未満
昭和６２年１０月１日から
昭和６３年９月３０日まで

５８歳５５歳以上５８歳未満
昭和６３年１０月１日から
平成元年９月３０日まで

５９歳５５歳以上５９歳未満
平成元年１０月１日から
平成２年９月３０日まで

６０歳５５歳以上６０歳未満
平成２年１０月１日から
当分の間
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し、前条第１項から第８項までの規定の適用を妨げるものではない。

５　第２項に規定する遺族に対する第２２条の規定の適用については、同条第

２項中「第１１条第３項」とあるのは、「附則第４条の２第３項」とする。

　（他の法律による給付との調整）

第５条　年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補

償の事由となった障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる損

害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を

受ける場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規

定（第１９条の２を除く。）による年金たる損害補償の額に、同表の左欄に掲

げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得

た額（その額が当該年金たる損害補償の額から当該年金たる損害補償の事

由となった障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律

による年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には当該残

額）を支給し、その額に５０円未満の端数があるときは、これを切り捨て、

５０円以上１００円未満の端数があるときは、これを１００円に切り上げる。

 

―　１１０６　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例

０.７３厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）による
障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を
図るための厚生年金保険法等の一部を改正する
法律（平成２４年法律第６３号。以下この表及び次
項の表において「平成２４年一元化法」という。）附
則第４１条第１項の規定による障害共済年金若し
くは平成２４年一元化法附則第６５条第１項の規定
による障害共済年金（以下「障害厚生年金等」
という。）及び国民年金法（昭和３４年法律第１４１
号）による障害基礎年金（同法第３０条の４の規
定による障害基礎年金を除く。以下この表、次
項の表及び第５項の表において「障害基礎年金」
という。）

１　傷病補償
年金（第１８
条の２に規
定する公務
上の災害に
係るものを
除く。）

０.８２（第
１級又は
第２級の
傷病等級
に該当す
る障害に

障害厚生年金等及び障害基礎年金２　傷病補償
年金（第１８
条の２に規
定する公務
上の災害に
係るものに
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例

―　１１０７　―

係る傷病
補償年金
にあって
は、０.８１）

　限る。）

０.７３障害厚生年金等及び障害基礎年金３　障害補償
年金（第１８
条の２に規
定する公務
上の災害に
係るものを
除く。）

０.８２（第
１級又は
第２級の
障害等級
に該当す
る障害に
係る障害
補償年金
にあって
は、０.８１）

障害厚生年金等及び障害基礎年金４　障害補償
年金（第１８
条の２に規
定する公務
上の災害に
係るものに
限る。）

０.８０厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成２４
年一元化法附則第４１条第１項の規定による遺族
共済年金若しくは平成２４年一元化法附則第６５条
第１項の規定による遺族共済年金（以下この表
及び次項の表において「遺族厚生年金等」とい
う。）及び国民年金法による遺族基礎年金（国民
年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律
第３４号。以下「国民年金等改正法」という。）附
則第２８条第１項の規定による遺族基礎年金を除
く。以下この表及び次項の表において「遺族基
礎年金」という。）

５　遺族補償
年金（第１８
条の２に規
定する公務
上の災害に
係るものを
除く。）

０.８７遺族厚生年金等及び遺族基礎年金６　遺族補償
年金（第１８
条の２に規
定する公務
上の災害に
係るものに
限る。）
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２　年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の

事由となった障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる損害補

償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受け

る場合（前項に規定する場合を除く。）には、当分の間、この条例の規定に

かかわらず、この条例の規定（第１９条の２を除く。）による年金たる損害補

償の額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の

中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を

乗じて得た額（その額が当該年金たる損害補償の額から当該年金たる損害

補償の事由となった障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる

当該法律による年金たる給付の額を控除した残額を下回る場合には、当該

残額）を支給し、その額に５０円未満の端数があるときは、これを切り捨て、

５０円以上１００円未満の端数があるときは、これを１００円に切り上げる。

 

―　１１０８　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例

０.８８１　障害厚生年金等１　傷病補償
年金（第１８
条の２に規
定する公務
上の災害に
係るものを
除く。）

０.８８２　障害基礎年金（当該損害補償の事由となっ
た障害について平成２４年一元化法附則第３７条
第１項に規定する給付のうち障害共済年金、
平成２４年一元化法附則第６１条第１項に規定す
る給付のうち障害共済年金、平成２４年一元化
法附則第７９条に規定する給付のうち障害共済
年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体
職員共済組合制度の統合を図るための農林漁
業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律

（平成１３年法律第１０１号）附則第２条第１項第
２号に規定する旧農林共済法（以下この表に
おいて「旧農林共済法」という。）による障害
共済年金（以下この表及び第５項の表におい
て「平成２４年一元化法改正前国共済法等によ
る障害共済年金」という。）が支給される場合
を除く。）

０.９２（第
１級の傷
病等級に
該当する
障害に係
る傷病補

１　障害厚生年金等２　傷病補償
年金（第１８
条の２に規
定する公務
上の災害に
係るものに
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例

 

―　１１０９　―

償年金に
あ っ て
は、０.９１）

　限る。）

０.９２（第
１級の傷
病等級に
該当する
障害に係
る傷病補
償年金に
あ っ て
は、０.９１）

２　障害基礎年金（当該損害補償の事由となっ
た障害について平成２４年一元化法改正前国共
済法等による障害共済年金が支給される場合
を除く。）

０.８３１　障害厚生年金等３　障害補償
年金（第１８
条の２に規
定する公務
上の災害に
係るものを
除く。）

０.８８２　障害基礎年金（当該損害補償の事由となっ
た障害について平成２４年一元化法改正前国共
済法等による障害共済年金が支給される場合
を除く。）

０.８９（第
１級又は
第２級の
障害等級
に該当す
る障害に
係る障害
補償年金
にあって
は、０.８８）

１　障害厚生年金等４　障害補償
年金（第１８
条の２に規
定する公務
上の災害に
係るものに
限る。）

０.９２（第
１級の障
害等級に
該当する
障害に係
る障害補
償年金に
あ っ て
は、０.９１）

２　障害基礎年金（当該損害補償の事由となっ
た障害について平成２４年一元化法改正前国共
済法等による障害共済年金が支給される場合
を除く。）
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３　年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の

事由となった障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる損害補

償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受け

る場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定（第

１９条の２を除く。）による年金たる損害補償の額に、同表の左欄に掲げる

当該年金たる損害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年

金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率（当該法律による年金たる給付の

数が２である場合にあっては、当該法律による年金たる給付ごとに同表の

右欄に掲げる率を合計して得た率から１を控除した率）を乗じて得た額（そ

の額が当該年金たる損害補償の額から当該年金たる損害補償の事由となっ

た障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年

金たる給付の額（当該法律による年金たる給付の数が２である場合にあっ

ては、その合計額）を控除した残額を下回る場合には、当該残額）を支給

し、その額に５０円未満の端数があるときは、これを切捨て、５０円以上１００円

未満の端数があるときは、これを１００円に切り上げる。 

―　１１１０　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例

０.８４１　遺族厚生年金等５　遺族補償
年金（第１８
条の２に規
定する公務
上の災害に
係るものを
除く。）

０.８８２　遺族基礎年金（当該損害補償の事由となっ
た死亡について平成２４年一元化法附則第３７条
第１項に規定する給付のうち遺族共済年金、
平成２４年一元化法附則第６１条第１項に規定す
る給付のうち遺族共済年金、平成２４年一元化
法附則第７９条に規定する給付のうち遺族共済
年金又は旧農林共済法による遺族共済年金

（以下この表において「平成２４年一元化法改正
前国共済法等による遺族共済年金」という。）
が支給される場合を除く。）又は国民年金法に
よる寡婦年金

０.８９１　遺族厚生年金等６　遺族補償
年金（第１８
条の２に規
定する公務
上の災害に
係るものに
限る。）

０.９２２　遺族基礎年金（当該損害補償の事由となっ
た死亡について平成２４年一元化法改正前国共
済法等による遺族共済年金が支給される場合
を除く。）又は国民年金法による寡婦年金
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例

 

―　１１１１　―

０.７５１　国民年金等改正法附則第８７条第１項に規定
する年金たる保険給付のうち障害年金（以下
この表及び第６項の表において「旧船員保険
法による障害年金」という。）

１　傷病補償
年金（第１８
条の２に規
定する公務
上の災害に
係るものを
除く。）

０.７５２　国民年金等改正法附則第７８条第１項に規定
する年金たる保険給付のうち障害年金（以下
この表及び第６項の表において「旧厚生年金
保険法による障害年金」という。）

０.８９３　国民年金等改正法附則第３２条第１項に規定
する年金たる給付のうち障害年金（以下この
表及び第６項の表において「旧国民年金法に
よる障害年金」という。）

０.８３（第
１級の傷
病等級に
該当する
障害に係
る傷病補
償年金に
あ っ て
は、０.８２）

１　旧船員保険法による障害年金２　傷病補償
年金（第１８
条の２に規
定する公務
上の災害に
係るものに
限る。）

０.８３（第
１級の傷
病等級に
該当する
障害に係
る傷病補
償年金に
あ っ て
は、０.８２）

２　旧厚生年金保険法による障害年金

０.９３（第
１級又は
第２級の
傷病等級
に該当す
る障害に
係る傷病
補償年金
にあって
は、０.９２）

３　旧国民年金法による障害年金
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―　１１１２　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例

０.７４１　旧船員保険法による障害年金３　障害補償
年金（第１８
条の２に規
定する公務
上の災害に
係るものを
除く。）

０.７４２　旧厚生年金保険法による障害年金

０.８９３　旧国民年金法による障害年金

０.８３（第
１級の障
害等級に
該当する
障害に係
る障害補
償年金に
あっては
０.８１、第
２級の障
害等級に
該当する
障害に係
る障害補
償年金に
あっては
０.８２）

１　旧船員保険法による障害年金４　障害補償
年金（第１８
条の２に規
定する公務
上の災害に
係るものに
限る。）

０.８３（第
１級の障
害等級に
該当する
障害に係
る障害補
償年金に
あっては
０.８１、第
２級の障
害等級に
該当する
障害に係
る障害補
償年金に
あっては
０.８２）

２　旧厚生年金保険法による障害年金
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例

４　年金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる損害補償の

事由となった障害又は死亡について次の各号に掲げる法律による年金たる

給付の支給を受ける場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、

この条例の規定による年金たる損害補償の額から当該各号に掲げる法律に

よる年金たる給付の額を控除した残額を支給する。

�　国民年金法第３０条の４の規定による障害基礎年金

�　国民年金等改正法附則第２８条第１項の規定による遺族基礎年金

５　休業補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について次の表の左欄

に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、第

８条の規定にかかわらず、同条の規定による休業補償の額に、同表の左欄

―　１１１３　―

０.９３（第
１級又は
第２級の
障害等級
に該当す
る障害に
係る障害
補償年金
にあって
は、０.９２）

３　旧国民年金法による障害年金

０.８０１　国民年金等改正法附則第８７条第１項に規定
する年金たる保険給付のうち遺族年金

５　遺族補償
年金（第１８
条の２に規
定する公務
上の災害に
係るものを
除く。）

０.８０２　国民年金等改正法附則第７８条第１項に規定
する年金たる保険給付のうち遺族年金

０.９０３　国民年金等改正法附則第３２条第１項に規定
する年金たる給付のうち母子年金、準母子年
金、遺児年金又は寡婦年金

０.８７１　国民年金等改正法附則第８７条第１項に規定
する年金たる保険給付のうち遺族年金

６　遺族補償
年金（第１８
条の２に規
定する公務
上の災害に
係るものに
限る。）

０.８７２　国民年金等改正法附則第７８条第１項に規定
する年金たる保険給付のうち遺族年金

０.９３３　国民年金等改正法附則第３２条第１項に規定
する年金たる給付のうち母子年金、準母子年
金、遺児年金又は寡婦年金
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に掲げる当該法律による年金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率

を乗じて得た額（その額が当該休業補償の額から同一の事由について支給

される当該法律による年金たる給付の額（当該法律による年金たる給付の

数が２である場合にあっては、その合計額）を３６５で除して得た額を控除し

た残額を下回る場合には、当該残額）を支給する。

６　休業補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について次の表の左欄

に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、第

８条の規定にかかわらず、同条の規定による休業補償の額に、同表の左欄

に掲げる当該法律による年金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率

を乗じて得た額（その額が当該休業補償の額から同一の事由について支給

される当該法律による年金たる給付の額を３６５で除して得た額を控除した

残額を下回る場合には、当該残額）を支給する。

７　児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）の規定による児童扶養手当又は

特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）の規定に

よる特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは国民年金等改正法附則第

９７条第１項の規定により支給する福祉手当が支給されている場合におい

て、これらの手当の支給を受ける者又はこれらの手当の支給の対象となる

児童（これらの手当の支給を受ける者を除く。）に係る年金たる損害補償を、

―　１１１４　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例

0.73障害厚生年金等及び障害基礎年金

0.8８障害厚生年金等（当該損害補償の事由となった障害について
障害基礎年金が支給される場合を除く。）

0.88障害基礎年金（当該損害補償の事由となった障害について障
害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法等による
障害共済年金が支給される場合を除く。）

０.７５旧船員保険法による障害年金

０.７５旧厚生年金保険法による障害年金

０.８９旧国民年金法による障害年金
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次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる給付とみなしたな

らば、これらの手当の全部又は一部が支給されないこととなるときは、当

分の間、この条例の規定による年金たる損害補償の各月分の額から総務省

令の定めるところにより規則で定める場合の区分に応じ総務省令の定める

ところにより規則で定める額を控除した残額を当該各月分の額として支給

するものとする。

�　当該年金たる損害補償が団員に係るものである場合　児童扶養手当法

第１３条の２第１項第１号から第３号まで若しくは第２項第１号に定める

給付又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第３条第３項第２号若

しくは第１７条第１号（国民年金等改正法附則第９７条第２項において準用

する場合を含む。）に定める給付

�　当該年金たる損害補償が消防作業従事者等に係るものである場合　児

童扶養手当法第１３条の２第１項第４号又は第２項第２号に定める給付

　（葬祭補償の額に関する暫定措置）

第６条　当分の間、第１８条の規定による金額が補償基礎額の６０倍に相当する

額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該６０倍に相当する額を

葬祭補償の額とする。

　　　附　則（平成１６年４月１日条例第５０号）

１　この条例は、平成１６年４月１日から施行する。

２　改正後の新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例第５条

第２項及び第３項、第９条の２第２項並びに別表第１の規定は、平成１６年

４月１日（以下「適用日」という。）以後に支給すべき事由の生じた損害補

償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金

及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適

用し、その他の損害補償については、なお従前の例による。

　　　附　則（平成１７年９月１日条例第１２号）

　（施行期日等）

第１条　この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新潟県

市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例（以下「新条例」という。）

の規定は、平成１６年７月１日から適用する。ただし、新条例第１条及び第

―　１１１５　―
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２条の規定は、平成１７年７月１日から適用する。

　（経過措置）

第２条　新条例第５条第３項に規定する団員等（以下「団員等」という。）が

公務により、若しくは消防作業若しくは水防（以下「消防作業等」という。）

に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことに

より、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成１６年６月３０日以前に治ったと

き、又は同日以前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更が

あったときにおけるこの条例による改正前の新潟県市町村総合事務組合消

防団員等公務災害補償条例（以下「旧条例」という。）第９条第１項又は第

７項の規定による障害補償については、なお従前の例による。

２　団員等が公務により、若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、

若しくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、若しくは疾病に

かかり、平成１６年７月１日からこの条例の施行の日の属する月の末日まで

の間に治ったとき、又は当該期間において障害補償年金を受ける者の当該

障害の程度に変更があったときにおける新条例第９条第１項又は第７項の

規定による障害補償に係る新条例別表第３の規定の適用については、同表

第７級の項第６号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しく

は示指」と、同表第８級の項第３号中「以外」とあるのは「及び示指以外」

と、同項第４号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは

示指」と、同表第９級の項第１３号中「以外」とあるのは「及び示指以外」

と、同表第１０級の項第７号中「母指又は」とあるのは「示指を失ったもの

又は一手の母指若しくは」と、同表第１１級の項第８号中「示指、中指又は

環指を失ったもの」とあるのは「中指若しくは環指を失ったもの又は一手

の示指の用を廃したもの」と、同表第１２級の項第１０号中「示指、中指」と

あるのは「中指」と、同表第１３級の項第７号中「母指」とあるのは「母指

若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠位指節間

関節を屈伸することができなくなったもの」と、同表第１４級の項第６号及

び第７号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。

３　旧条例第９条第１項又は第７項の規定に基づいて障害補償年金又は障害

補償一時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される新条

―　１１１６　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例
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例（以下この条において「読替え後の新条例」という。）第９条第１項又は

第７項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金を受けることとなる

もの（次項に規定する者を除く。）に対する同条第１項又は第７項の規定の

適用については、旧条例第９条第１項又は第７項の規定に基づいて支給さ

れた障害補償年金又は障害補償一時金は、それぞれ読替え後の新条例第９

条第１項又は第７項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金の内払

とみなす。

４　旧条例第９条第１項又は第７項の規定に基づいて障害補償一時金を支給

された者で読替え後の新条例第９条第１項又は第７項の規定による障害補

償年金を受けることとなるものに対する同条第１項又は第７項の規定の適

用については、旧条例第９条第１項又は第７項の規定に基づいて支給され

た障害補償一時金は、読替え後の新条例第９条第１項又は第７項の規定に

よる障害補償年金の内払とみなす。

第３条　団員等が平成１６年６月３０日以前に公務により、又は消防作業等に従

事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、

死亡した場合における旧条例第１０条の規定による遺族補償については、な

お従前の例による。

２　団員等が平成１６年７月１日からこの条例の施行の日の属する月の末日ま

での間に公務により、若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、

若しくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合、又は当該

期間において新条例第１１条第１項第４号の夫、子、父母、孫、祖父母若し

くは兄弟姉妹若しくは新条例第１２条第４項の妻の当該障害の程度に変更が

あったときにおける新条例第１０条の規定による遺族補償に係る新条例別表

第３の規定の適用については、同表第７級の項第６号中「の母指」とある

のは、「の母指及び示指、母指若しくは示指」とする。

３　旧条例第１０条の規定に基づいて遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給

された者で前項の規定により読み替えて適用される新条例（以下この条に

おいて「読替え後の新条例」という。）第１０条の規定による遺族補償年金又

は遺族補償一時金を受けることとなるもの（次項に規定する者を除く。）に

対する同条の規定の適用については、旧条例第１０条の規定に基づいて支給

―　１１１７　―
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された遺族補償年金又は遺族補償一時金は、それぞれ読替え後の新条例第

１０条の規定による遺族補償年金又は遺族補償一時金の内払とみなす。

４　旧条例第１０条の規定に基づいて遺族補償一時金を支給された者で読替え

後の新条例第１０条の規定による遺族補償年金を受けることとなるものに対

する同条の規定の適用については、旧条例第１０条の規定に基づいて支給さ

れた遺族補償一時金は、読替え後の新条例第１０条の規定による遺族補償年

金の内払とみなす。

　　　附　則（平成１８年３月３１日条例第２８号）

１　この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

２　改正後の新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例第５条

第２項及び第３項、第９条の２第２項並びに別表第１の規定は、この条例

の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金、障害

補償年金及び遺族補償年金を除く。以下この項において同じ。）並びに平成

１８年４月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金に

ついて適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償並びに平成１８年

３月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金につい

ては、なお従前の例による。

　　　附　則（平成１８年８月８日条例第３２号）

　この条例は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成１９年２月１６日条例第７号）

　（施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

２　この条例による改正後の新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害

補償条例（第９条の２第１項第２号及び第３号の規定を除く。）の規定は、

平成１８年４月１日から適用し、同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償

年金、障害補償、介護補償及び遺族補償については、改正後の規定にかか

わらず、なお従前の例による。

３　この条例による改正後の新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害

補償条例第９条の２第１項第２号及び第３号の規定は、平成１８年１０月１日

―　１１１８　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例
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から適用する。

　（新潟県市町村総合事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条

例の一部改正）

４　新潟県市町村総合事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条

例（平成１６年条例第２８号）の一部を次のように改正する。

　　第３条第２号中「障害の等級」を「障害等級」に改める。

　　別表備考１中「障害の等級」を「障害等級」に、「別表第３に定める」を

「第９条第３項及び第４項に定める」に改め、同表備考２を次のように改め

る。

２　障害等級及び金額の決定については、補償条例第９条第５項から第８

項まで（第６項第１号を除く。）及び新潟県市町村総合事務組合消防団員

等に係る損害補償の支給等に関する規則（平成１９年規則第３号）第３条

第２項の規定の例による。

　　　附　則（平成１９年５月１６日条例第１２号）

　（施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新潟県市町

村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例の規定は、平成１９年４月１日

から適用する。

　（経過措置）

２　改正後の第５条第３項の規定は、平成１９年４月１日以後に支給すべき事

由の生じた損害補償（傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除

く。以下この項において同じ。）並びに平成１９年４月分以後の月分の傷病補

償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前に支給す

べき事由の生じた損害補償並びに同年３月分以前の月分の傷病補償年金、

障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。

　　　附　則（平成２０年６月２日条例第４号）

　（施行期日等）

１　この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新潟県市町

村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例第５条第３項の規定は、平成

２０年４月１日から適用する。ただし、第３条第２項の改正規定は、同年１０

―　１１１９　―
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月１日から施行する。

２　改正後の第５条第３項の規定は、平成２０年４月１日以後に支給すべき事

由の生じた損害補償（傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除

く。以下この項において同じ。）並びに平成２０年４月分以後の月分の傷病補

償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前に支給す

べき事由の生じた損害補償並びに同年３月分以前の月分の傷病補償年金、

障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。

　　　附　則（平成２１年６月１日条例第５号）

　この条例は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２１年１０月１日条例第９号）

　この条例は、消防法の一部を改正する法律（平成２１年法律第３４号）の施行

の日から施行する。

　　　附　則（平成２２年７月２１日条例第１２号）

　この条例は、平成２２年８月１日から施行する。

　　　附　則（平成２３年９月３０日条例第４号）

　この条例は、平成２３年１０月１日から施行する。

　　　附　則（平成２４年２月２０日条例第３号）

　この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２５年２月２２日条例第３号）

　この条例は、平成２５年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２６年２月２０日条例第６号）

　この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２６年８月１日条例第１０号）

　　この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新潟県市町

村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例の規定は、平成２６年４月１日

から適用する。

　　　附　則（平成２６年１１月４日条例第１１号）

　この条例は、平成２６年１２月１日から施行する。

　　　附　則（平成２７年１２月１日条例第８号）

 

―　１１２０　―
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　（施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行し、平成２７年１０月１日から適用する。

　（経過措置）

２　この条例による改正後の新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害

補償条例（以下「新条例」という。）附則第５条の規定は、この条例の適用

の日（以下「適用日」という。）以後に支給すべき事由の生じた年金たる損

害補償及び休業補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた適用日以後

の期間に係る年金たる損害補償について適用し、適用日前に支給すべき事

由の生じた適用日前の期間に係る年金たる損害補償及び適用日前に支給す

べき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

３　改正前の新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例（以下

「旧条例」という。）附則第５条の規定に基づいて適用日からこの条例の施

行の日の前日までの間に新条例の適用を受ける者に支給された旧条例の規

定に基づく年金たる損害補償及び休業補償は、新条例による年金たる損害

補償及び休業補償の内払とみなす。

　　　附　則（平成２８年４月１日条例第１０号）

　（施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

２　この条例による改正後の新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害

補償条例附則第５条第２項及び第５項の規定は、この条例の施行の日以後

に支給すべき事由の生じた新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害

補償条例第４条第３号に規定する傷病補償年金（以下この項において「傷

病補償年金」という。）及び同条第２号に規定する休業補償（以下この項に

おいて「休業補償」という。）並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日

以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由

の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の

生じた休業補償については、なお従前の例による。

 

―　１１２１　―
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　　　附　則（平成２９年３月３０日条例第６号）

　（施行期日）

１　この条例は、平成２９年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この条例による改正後の新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害

補償条例第５条第３項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事

由の生じた新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例同条第

１項に規定する損害補償（以下「損害補償」という。）及び同日前に支給す

べき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第４条第３号に規定する傷

病補償年金、同条第４号イに規定する障害補償年金及び同条第６号イに規

定する遺族補償年金（以下この項において「傷病補償年金等」という。）に

ついて適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金

等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病

補償年金等については、なお従前の例による。

　　　附　則（平成３０年２月１６日条例第５号）

　（施行期日）

１　この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この条例による改正後の新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害

補償条例第５条第３項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事

由の生じた新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例同条第

１項に規定する損害補償（以下この項において「損害補償」という。）並び

に同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第４条第

３号に規定する傷病補償年金、同条第４号イに規定する障害補償年金及び

同条第６号イに規定する遺族補償年金（以下この項において「傷病補償年

金等」という。）について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補

償（傷病補償年金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前

の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。

 

―　１１２２　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例

別表　補償基礎額表（第５条関係）

　　　附　則（平成３１年２月１５日条例第７号）

　（施行期日）

１　この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この条例による改正後の新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害

補償条例の規定は、この条例の施行の日以後に生じた事由について適用

し、この条例による改正前の新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災

害補償条例の規定は、同日前に生じた事由について、なおその効力を有す

る。

　　　附　則（令和２年４月１日条例第７号）

　（施行期日）

１　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この条例による改正後の新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害

―　１１２２―１　―

勤　　務　　年　　数
階　　級

２０　年　以　上１０年以上２０年未満１０　年　未　満

１４,２００円１３,３２０円１２,４４０円団 長 及 び 副 団 長

１２,４４０　１１,５５０　１０,６７０　分団長及び副分団長

１０,６７０　９,７９０　８,９００　部長・班長及び団員

備　考

�　事故発生日に、当該事故又は疾病が発生したことにより特に上位の階

級に任命された団員の階級は、当該事故又は疾病が発生した日の前日に

おいてその者が属していた階級による。

�　�の階級における勤続年数を算定する場合においては、当該階級に任

命された日以後の期間と当該階級に任命された日前における当該階級と

同一の階級又は当該階級よりも上位の階級に属していた期間とを合算す

る。
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補償条例第５条第２項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給

すべき事由の生じた新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条

例第５条第１項に規定する損害補償（以下この項において「損害補償」と

いう。）並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条

例第４条第３号に規定する傷病補償年金、同条第４号イに規定する障害補

償年金及び同条第６号イに規定する遺族補償年金（以下この項において

「傷病補償年金等」という。）について適用し、同日前に支給すべき事由の

生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の

生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例によ

る。

―　１１２２―２　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害
補償条例施行規則　　　　　　　　　　　　　

　最終改正　令和元年７月２２日規則第３号

　（目的）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条

例（平成１６年条例第２６号。以下「条例」という。）第２８条及び第３２条の規定

に基づき非常勤消防団員、非常勤水防団員（以下「団員」という。）及び消

防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者又は応急措置従事者（以下

「消防作業従事者等」という。）に係る補償の請求手続、補償費の支払方法

等について定めるものとする。

　（事故発生報告）

第２条　市町村長は、その管内において団員又は消防作業従事者等が公務に

より損害を受けたと認める事件が発生したときは、別記様式消則第１号に

よる報告書を、速やかに管理者に提出しなければならない。

　（損害補償の請求方法）

第３条　条例第４条の規定による損害補償を受けようとする者（以下「請求

者」という。）は、損害補償の種類に応じ、損害補償費支払請求書（別記様

式消則第２号）に消防団員等公務災害補償等共済基金（以下「消防基金」

という。）の定めた支払請求書の様式等（以下「消防基金の定めた様式」と

いう。）の例による書類を添えて、市町村長を経由して管理者に提出しなけ

ればならない。

２　損害補償費支払請求書には、前項の書類のほか、損害補償費受領委任状

兼口座振込依頼書（別記様式消則第３号）を添付するものとする。ただし、

２回目以降の請求において損害補償の受給方法に変更がない場合は、添付

を省略することができる。

３　同一の負傷又は疾病に係る療養補償及び休業補償についての請求は、１

月ごとにするものとする。

 

―　１１２３　―

平成１６年３月１日
規 則 第 ２１ 号
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　（審査の申立て）

第４条　補償の実施について不服がある者が条例第２７条第２項の規定により

審査を申し立てようとするときは、これを書面でしなければならない。

２　前項の書面（以下「審査申立書」という。）には、次に掲げる事項を記載

し、審査を申し立てようとする者が記名押印して、正副２通の書類、記録

その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。

�　災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及

び所属団体

�　申立人が災害を受けた団員等以外の者であるときは、その氏名、住所

及び生年月日並びにその団員等との続柄又は関係

�　補償に関する管理者の措置

�　申立ての趣旨

�　代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

�　請求の年月日

３　審査申立書の記載事項に変更が生じた場合には、請求者は、そのつど、

その旨をすみやかに審査会に届け出なければならない。

　（年金証書等の交付）

第５条　管理者は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金の支払の

決定を行ったときは、別記様式消則第４号、別記様式消則第５号又は別記

様式消則６号による年金証書及び別記様式消則第７号の年金等決定通知書

を傷病補償年金を受ける権利を有する者（以下「傷病補償年金の受給権者」

という。）及び障害補償年金を受ける権利を有する者（以下「障害補償年金

の受給権者」という。）又は遺族補償年金を受ける権利を有する者（以下

「遺族補償年金の受給権者」という。）に交付するものとする。

２　管理者は、前項の規定により年金証書及び年金等決定通知書を交付した

後、当該年金の額の改定を行ったときは、当該年金の受給権者に対して改

正後の年金額を記載した年金等決定通知書を新たに交付するものとする。

　（年金等の決定通知）

第６条　管理者は、前条の規定により、年金証書及び年金等通知書の交付を

行ったときは、市町村長に対し、年金等決定通知書の写しを添え、この旨

―　１１２４　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例施行規則
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例施行規則

通知するものとする。

２　前条第２項の規定は、前項の市町村長に対する通知について準用する。

　（療養の現状報告）

第７条　療養補償に係る療養の開始後１年６か月を経過した日において当該

負傷又は疾病が治っていない者は、同日後１か月以内に、消防基金の定め

た様式の例による療養の現状報告書を市町村長を経由して管理者に提出し

なければならない。

２　管理者は、必要の都度、前項の報告を求めることができる。

　（定期報告）

第８条　傷病補償年金の受給権者、障害補償年金の受給権者又は遺族補償年

金の受給権者は、毎年１回、２月１日現在の状況について、管理者の指定

する日までに消防基金の定めた様式の例による年金定期報告書を市町村長

を経由して管理者に提出しなければならない。

２　管理者は、必要の都度、前項の報告を求めることができる。

　（異動の届出）

第９条　傷病補償年金、障害補償年金若しくは遺族補償年金の受給権者又は

遺族補償年金を受けることができる者（以下「遺族補償年金の受給資格者」

という。）について、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、当該受

給権者又はその遺族は、遅滞なく消防基金の定めた様式の例による年金に

関する異動報告書を市町村長を経由して管理者に提出しなければならな

い。

�　傷病補償年金、障害補償年金若しくは遺族補償年金の受給権者の氏名

又は住所に変更があったとき。

�　傷病補償年金の受給権者の傷病等級に変更があったとき。

�　傷病補償年金の受給権者が死亡したとき。

�　障害補償年金の受給権者の身体障害の程度に変更があったとき。

�　障害補償年金の受給権者が死亡したとき。

�　条例第１３条第１項の規定による遺族補償年金を受ける権利が消滅した

とき。

�　遺族補償年金の受給権者と生計を同じくしている遺族補償年金の受給

―　１１２５　―
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資格者の数に増減を生じたとき。

�　条例第14条の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又はその停

止が解除される事由が生じたとき。

�　同一の事由により支給されていた他の法律による年金の支給額に変更

があったとき。

　（災害補償記録簿等）

第１０条　管理者は、災害補償記録簿及び年金支払原簿を備え、所要の事項を

記載して整理しなければならない。

　（補則）

第１１条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

　　　附　則

　この規則は、平成１６年３月１日から施行する。

　　　附　則（平成１６年４月１日規則第４４号）

　この規則は、平成１６年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成１８年３月３１日規則第１０号）

　この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成１９年２月１６日規則第２号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成１９年１２月３日規則第２３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２３年４月１日規則第１０号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成３１年３月１８日規則第２号）

　（施行期日）

１　この規則は、平成31年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この規則による改正後の新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害

補償条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に生じた事由につい

て適用し、この規則による改正前の新潟県市町村総合事務組合消防団員等

公務災害補償条例施行規則の規定は、同日前に生じた事由について、なお

―　１１２６　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例施行規則
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例施行規則

その効力を有する。

　　　附　則（令和元年７月２２日規則第３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 

―　１１２７　―
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別記様式消則第１号

 

―　１１２８　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例施行規則

事 故 発 生 報 告 書

年　　月　　日　

　新潟県市町村総合事務組合管理者　様
 市　
 町　長　　　　　　　　　　�
 村

職業
年　月　日生

階級・氏名
生 年 月 日　団　分団　部所 属団　

員

関
す
る
事
項

被　
災　
者　
に

　　　年　　月　　日現 階 級
就任年月日　　年　月　日入団年月日

年　　月　　日生
氏名職業住所者

等
従
事

　　　　　　年　　月　　日　　　　時　　分頃発生の日時

災　

害　

発　

生　

の　

状　

況

発生の場所

傷 病 名
傷病の部位
及 び 程 度

事 故 及 び
傷 病 発 生
の 状 況

上記の内容は事実と相違ありません。

　　　　年　　月　　日 市
 町　消防団長　　　　　　　　�
 村

　消防機関等確認　

�添付書類

　�　医師の診断書

　�　災害発生現認（聴取）書

　�　火災又は消防訓練その他市町村等主催行事

　　ア　火災の場合

　　　�　被災場所、被災状況を表示した略図

　　　�　火災の概況（簡単なもので可）

 

　　イ　消防訓練その他市町村等主催行事の場合

　　　�　消防訓練等の実施計画書の写し

�　ポンプ操法大会等の消防訓練のため、部

又は班などの訓練における事故の場合、そ

の訓練日時、場所、指導者、参加人員がわか

る計画書をあわせて提出すること。

�　その他参考事項

���
���　略図等添　

付のこと
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別記様式消則第２号

損害補償費支払請求書

 

―　１１２９　―

年　　　月　　　日

　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

所属市町村等　　　　　　　　　　　

請求者住所　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　�

　下記のとおり損害補償費の支払を請求します。

円損害補償費の請求額合計

□療養補償費内訳書　　　（　　枚）□障害補償費変更内訳書　　（　　枚）

□休業補償費内訳書　　　（　　枚）□介護補償費内訳書　　　　（　　枚）

□傷病補償年金内訳書　　（　　枚）□遺族補償費内訳書　　　　（　　枚）

□傷病補償年金変更内訳書（　　枚）□葬祭補償費内訳書　　　　（　　枚）

□障害補償費内訳書　　　（　　枚）□未支給の損害補償費内訳書（　　枚）

内訳書等

の　種　類

円※損害補償費支払決定額

年　　月　　日　※ 支 払 年 月 日年　　月　　日　※ 受 理 年 月 日

〔注意事項〕

１　この請求書は、市町村等を経由して新潟県市町村総合事務組合に提出すること。

２　※印の欄は記入しないこと。また、該当する「□」にレ印を記入すること。

３　請求者の氏名欄は、記名押印することに代えて、自筆による署名でもよいこと。

４　この請求書に添付する書類

　　損害補償の種類に応じ、消防基金の定めた様式の例による書類を添付すること。
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別記様式消則第３号

損害補償費受領委任状兼口座振込依頼書

 

―　１１３０　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例施行規則

年　　月　　日

新潟県市町村総合事務組合管理者　様

所属市町村等　　　　　　　　　

請求者住所　　　　　　　　　　

　　　氏名　　　　　　　　　�

１　療養補償費

　療養補償費の受領を下記の受任者に委任します。

委任者の氏名　　　　　　　　　�

　上記委任に基づき、療養補償費を請求します。
　
　　　　　　　住所
　受任者の　　医療機関等の名称
　　　　　　　氏名（代表者名）　　　　　　　　　　　　　　　　�

　　　　　　　銀行　　　　　　　支店

　□普通預金　　　□当座預金

　№　　　　　　　　　　　　　　

金融機関名

預 金 種 別

口 座 番 号

 口  座  名  義 
ふ り が な

振　

込　

先

２　被災者の振込先

左記の損害補償について、下記口座に送金願います。損害補償の種類

　　　　　　　銀行　　　　　　支店

　□普通預金　　　□当座預金

　№　　　　　　　　　　　　

金融機関名

預 金 種 別

口 座 番 号

 口  座  名  義 
ふ り が な

振　

込　

先

□　療養補償
（　　　　　　　　）
□　休業補償
□　介護補償
□　葬祭補償
□（　　　　　）年金
□（　　　　）一時金
□　未支給の損害補償

注　１　該当する「□」には、レ印を記入すること。
　　２　療養補償の具体的な内容、年金、一時金の種類は（　）に記入すること。
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別記様式消則第４号

 

―　１１３１　―

記号　　　番号　　　　　　　

消防団員等公務災害補償
傷 病 補 償 年 金 証 書

受給権者氏名　　　　　　　　　　

傷病補償年金年額　　　　金　　　　　　　　円　

  支 給 開 始 年 月 　　　　　　　　年　　　月　

上記のとおり、新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条

例によって支給します。

年　　月　　日

新潟県市町村総合事務組合　　　　　　　

管理者　　　氏　　　　名　　　�　
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―　１１３２　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例施行規則

〔注意事項〕

１　この証書は、あなたが新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補

償条例の規定による傷病補償年金を受ける権利を有することを証するもの

ですから大切に保管して下さい。

２　年金は、毎月２月、４月、６月、８月、１０月及び１２月の６期に分割して

支払われます。

３　あなたの傷病の程度が増減したとき、又はあなたが傷病補償年金の額の

改正を請求するときは、この証書を提出して下さい。

４　この証書を他人に譲り渡したり、質に入れたり、これを担保にして他人

から金銭等を借りることはできません。また、この証書は他人から差押え

を受けることはありません。

５　この証書を失ったり、破いたり、又は汚したりしたときは、再交付を受

けることができます。

６　年金の支払いを受けるには、毎年２月１日現在の状況について、管理者

が指定する日までに医師の証明を付した定期報告書を提出しなければなり

ません。

７　受給権者が死亡したときは、遺族の方が直ちに、届出及び死亡に関する

証明書と共に、この証書を提出して下さい。
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別記様式消則第５号

 

―　１１３３　―

記号　　　番号　　　　　　　

消防団員等公務災害補償
障 害 補 償 年 金 証 書

受給権者氏名　　　　　　　　　　

障害補償年金年額　　　　金　　　　　　　　円　

  支 給 開 始 年 月 　　　　　　　　年　　　月　

上記のとおり、新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条

例によって支給します。

年　　月　　日

新潟県市町村総合事務組合　　　　　　　

管理者　　　氏　　　　名　　　�　
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―　１１３４　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例施行規則

〔注意事項〕

１　この証書は、あなたが新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補

償条例の規定による障害補償年金を受ける権利を有することを証するもの

ですから大切に保管して下さい。

２　年金は、毎月２月、４月、６月、８月、１０月及び１２月の６期に分割して

支払われます。

３　あなたの障害の程度が増減したとき、又はあなたが障害年金の額の改定

を請求するときは、この証書を提出して下さい。

４　この証書を他人に譲り渡したり、質に入れたり、これを担保にして他人

から金銭等を借りることはできません。また、この証書は他人から差押え

を受けることはありません。

５　この証書を失ったり、破いたり、又はよごしたりしたときは、再交付を

受けることができます。

６　年金の支払いを受けるには、毎年２月１日現在の状況について、管理者

が指定する日までに定期報告書を提出しなければなりません。

７　受給権者が死亡したときは、遺族の方が直ちに、届出および死亡に関す

る証明書とともに、この証書を提出してください。
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別記様式消則第５号の２　削除

 

―　１１３５　―
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別記様式消則第６号

 

―　１１３６　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例施行規則

記号　　　番号　　　　　　　

消防団員等公務災害補償
遺 族 補 償 年 金 証 書

受給権者氏名　　　　　　　　　　

遺族補償年金年額　　　　金　　　　　　　　円　

  支 給 開 始 年 月 　　　　　　　　年　　　月　

上記のとおり、新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条

例によって支給します。

年　　月　　日

新潟県市町村総合事務組合　　　　　　　

管理者　　　氏　　　　名　　　�　
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―　１１３７　―

〔注意事項〕

１　この証書は、あなたが新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補

償条例の規定による遺族補償年金を受ける権利を有することを証するもの

ですから大切に保管して下さい。

２　年金は、毎年２月、４月、６月、８月、１０月及び１２月の６期に分割して

支払われます。

３　あなた又は下記の年金額の加算対象者が、次の事項に該当したときは、

直ちに異動に関する申請書とともにこの証書を管理者に提出して下さい。

イ　結婚したとき　　　　　　　　ホ　１８歳に達したとき

ロ　養子になったとき　　　　　　ヘ　死亡したとき

ハ　離婚したとき　　　　　　　　ト　生計を同一にしなくなったとき

ニ　障害でなくなったとき　　　　チ　氏名又は住所を変更したとき

４　この証書を他人に譲り渡したり、質に入れたり、これを担保にして他人

から金銭等を借りることはできません。また、この証書は他人から差押え

を受けることはありません。

５　この証書を失ったり、破いたり、又はよごしたりしたときは、再交付を

受けることができます。

６　年金の支払いを受けるには、毎年２月１日現在の状況について、管理者

が指定する日までに定期報告書を提出しなければなりません。

７　受給権者が死亡したときは、遺族の方が、直ちに届出および死亡に関す

る証明書とともにこの証書を提出してください。

年金額の加算対象者年金額の加算対象者
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別記様式消則第７号

 

―　１１３８　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例施行規則

　□新　規
　□改　定年 金 等 決 定 通 知 書

年金決定番号
　　　　　　　　　　　　　　様　　　

下記のとおり年金等の支給を決定した
ので通知します。　　　　　　　　　

　　　　　年　　月　　日

　　新潟県市町村総合事務組合

　　　管理者　　　　　　　　　　　�

消防団員　消防作業従事者　応急措置従事者
水防団員　水 防 従 事 者　救急業務協力者

種　
別

住　所消防団
員　等 氏　名

団員等と
の 続 柄

年　　月　　日
（　　　才）

生年月日
（年　令）受給権者氏名

年 金 等 の
種 類

年　　　月　支払開始、
改 定 年 月

該　当　　　　非該当特殊公務災害

円補 償 基 礎 額

　　　円×　２　　　　　　　
　１２　＝　　　　円年　　　金各期の

支払額

年額　　　　　　　　円年 金 決 定 額

　　　円×　２　　　　　　　
　１２　＝　　　　円特別給付金年額　　　　　　　　円特 別 給 付 金

決 定 額

第 級 号傷病補償年金年金決定額算定の基礎となった遺族の数
遺族補償年金

第 級 号障害補償年金孫　人兄弟姉妹　人祖父母父　母子　人配偶者

調　整　率給 付 を 受 け て い る 年 金 等 の 名 称
他の法律による

給 付 と の 調 整
％

％

（補償基礎額）　　　　（調整前の年金額）　　　（調整率）　　　　（調整後の年金額）

　　　　　円×　　　　＝　　　　　　　円×　　　　　　　＝　　　　　　　　　円

　（百円未満端数整理）　　　　　　　　　　

年　　　金年金、特別給付金

算 定 方 式
（調整前の年金額）
　　　　　　　　　円×　２０　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　１００　＝　　　　　　円特別給付金

年金支払停止理由

支　 給　 対　 象　 者円支給月額

奨 学 援 護 金
月　　額在学区分氏　　名続　柄

円各期の支払額 円
円

支　 給　 対　 象　 者円支給月額

就労保育援護金
月　　額保、幼別氏　　名続　柄

円各期の支払額 円
円

年金等改定理由

備 考
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別記様式消則第７号の２　削除

 

―　１１３９　―
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―
　１１４０

　―

新
潟

県
市

町
村

総
合

事
務

組
合

消
防

団
員

等
公

務
災

害
補

償
条

例
施

行
規

則

必
要

別記様式消則第８号

事　故　発　生　日　時職　   業生　 年 　月 　日氏　　    名階　級所 属 団 体

年　　月　　日（　）

　　時　　分　　　

　　　年　　月　　日　　

              （　　歳）

市　
町　
村　

１年６月を経過する日補 償 基 礎 額傷　　　病　　　名事　故　の　原　因

　　　　年　　月　　日円□　火災　　□　水害
□　訓練　　□　その他（　　　　　　）

給　　　　付　　　　状　　　　況

備  考
診 療 経 過休 業 補 償 費療 養 補 償 費

支払年月日回数
継続中止治ゆ期　間金　額期　間金　額期　間金　額

円円円・　　 ・

円円円・　　 ・

円円円・　　 ・

円円円・　　 ・

円円円・　　 ・

円円円・　　 ・

円円円・　　 ・

円円円・　　 ・

□　団　員
□　従事者

年　　月　　日認定年月日

新消認第　　－　　号認 定 番 号
災　害　補　償　記　録　簿
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―
　１１４１

　―

別記様式消則第９号
年　金　支　払　原　簿

　　　　　　　　　　年金

補償基礎額階　　級種
別

住
所

氏
名非

常
勤
消
防
団
員
等

勤務年数年　　月　　日生

年　　月　　日　決 定 し た 日

傷
病
名

年　　月　　日
事故が発生

した年月日
年　　月　　日　死 亡 し た 日

円賠 償 額第三者行為事故

特殊公務災害

□該当 □非該当
事 故 種 別年　　月　　日

療 養 開 始

年 月 日

福 祉 事 業

法令の名称・

給付等の種類他
の
法
令
に
よ
る
受
給
関
係

備考
変動の

事　由

資格の

変動の

年月日

年金支払

事由発生

年 月 日

障害の

有　無

死亡者

と　の

続　柄

生年月日氏　　名
受給

権者
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族

年　月　日
支給されるこ

ととなった日１

調整率金額年月日２

３

４

５

記事６

７

市町村等名受給権者氏名
年金支払

決定番号
認定年度
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―
　１１４２

　―

新
潟

県
市

町
村

総
合

事
務

組
合

消
防

団
員

等
公

務
災

害
補

償
条

例
施

行
規

則

年　　月から年　　月から年　　月から年　　月から改 定 年 月

補 
償 
基 
礎 
額

円円円円補 償 基 礎 額

円円円円基 礎 額

円×　人＝　　円円×　人＝　　円円×　人＝　　円円×　人＝　　円

扶 養 加 算 額
円×　人＝　　円円×　人＝　　円円×　人＝　　円円×　人＝　　円

円×　人＝　　円円×　人＝　　円円×　人＝　　円円×　人＝　　円

円×　人＝　　円円×　人＝　　円円×　人＝　　円円×　人＝　　円

円円円円合　　計

年　　月から年　　月から年　　月から年　　月から改 定 年 月

補 
償 
基 
礎 
額

円円円円補 償 基 礎 額

円円円円基 礎 額

円×　人＝　　円円×　人＝　　円円×　人＝　　円円×　人＝　　円

扶 養 加 算 額
円×　人＝　　円円×　人＝　　円円×　人＝　　円円×　人＝　　円

円×　人＝　　円円×　人＝　　円円×　人＝　　円円×　人＝　　円

円×　人＝　　円円×　人＝　　円円×　人＝　　円円×　人＝　　円

円円円円合　　計
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新
潟
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
施
行
規
則

―
　１１４３

　―

改定の
事由等

各期支
払額計

給付金年金額他の法令
の調整率
　　　Ｃ

補償費
の倍数
　　Ｂ

遺族
の数

補　償
基礎額
　　Ａ

改定年月
各期支払額（Ａ×Ｂ×２０//１００）各期支払額（Ａ×Ｂ×Ｃ）

備考欄

受給者名

―
　１１４３（

１１４４
～
１１６４

－７
欠
）　―
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新潟県市町村総合事務組合非常勤消防団員に係
る退職報償金の支給に関する条例　　　　　　

　最終改正　平成３１年２月１５日条例第８号

　（目的）

第１条　この条例は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第２５条の規定に基

づき、消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者（死亡によ

る退職の場合は、その者の遺族）に退職報償金を支給することを目的とす

る。

　（退職報償金の支給額）

第２条　退職報償金は、非常勤消防団員として５年以上勤務して退職した者

に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。

２　前項の規定にかかわらず、任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が

極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性等、非常勤消防

団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当で

ない者として規則で定めるものには退職報償金を支給しない。

　（退職報償金の支給基礎となる階級）

第３条　階級は、退職した日にその者が所属していた階級とする。ただし、

その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が１年に満たない

ときは、その階級（団員を除く。）の直近下位の階級とし、退職した日にそ

の者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が１年以上あると

きは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。

　（勤務年数の算定）

第４条　勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた

期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合

におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属す

る月から退職した日の属する月までの期間が１年に満たない場合における

当該期間については、その限りでない。

２　前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退

―　１１６５　―

平成１６年３月１日
条 例 第 ２７ 号
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職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と

再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その

月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。

第４条の２　非常勤消防団員が、次の各号の一に該当する場合には、その期

間は勤務年数に算入しない。

�　一定期間勤務しなかったことが明白であるとき。

�　第２条第２項に該当する者として勤務したとき。

　（遺族の範囲）

第５条　退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、

次の各号に掲げる者とする。

�　配偶者（婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚

姻関係と同様の事情にあった者を含む。）

�　子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主と

してその収入によって生計を維持していた者

�　前号に該当しない子及び父母

２　前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位に

より、同項第２号及び第３号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該

各号に掲げる順位により、父母については、養父母を先にし、実父母を後

にする。

３　退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が２人以上ある場合において

は、その人数により、等分して支給するものとする。

　（遺族からの排除）

第５条の２　次に掲げるものは、退職報償金の支給を受けることができる遺

族としない。

�　非常勤消防団員を故意に死亡させた者

�　非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職

報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき

者を故意に死亡させた者

　（退職報償金支給の制限）

第６条　退職報償金は、次の各号の一に該当する者に対しては支給しない。

―　１１６６　―

新潟県市町村総合事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
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新潟県市町村総合事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

�　禁錮以上の刑に処せられた者

�　懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

�　停職処分を受けたことにより退職した者

�　勤務成績が特に不良であった者

�　前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認

められる者

　（退職報償金支給の時期）

第７条　退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、

特別の事情があるときはこれによらないことができる。

　（支給手続）

第８条　退職報償金の支給について必要な事項は、別に定める。

　（委任規定）

第９条　この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

　　　附　則

１　この条例は、平成１６年３月１日から施行する。

２　この条例の施行日前に退職した非常勤消防団員に係る退職報償金の支給

については、旧新潟県非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条

例（昭和３９年条例３号）の例による。

　　　附　則（平成１６年４月１日条例第５１号）

１　この条例は、公布の日から施行する。

２　改正後の新潟県市町村総合事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の

支給に関する条例（以下「新条例」という。）別表の規定は、平成１６年４月

１日以後に退職した非常勤消防団員（次項において「新条例の適用を受け

る非常勤消防団員」という。）について適用し、同日前に退職した非常勤消

防団員については、なお従前の例による。

　　　附　則（平成１７年４月１日条例第１０号）

１　この条例は、公布の日から施行する。

２　この条例による改正後の新潟県市町村総合事務組合非常勤消防団員に係

る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、平成１７年４月１日以後に

退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団

―　１１６７　―
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員については、なお従前の例による。

　　　附　則（平成１８年３月３１日条例第２９号）

１　この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

２　この条例による改正後の新潟県市町村総合事務組合非常勤消防団員に係

る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、平成１８年４月１日以後に

退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団

員については、なお従前の例による。

　　　附　則（平成１８年８月８日条例第３３号）

　この条例は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２６年４月１日条例第７号）

１　この条例は、公布の日から施行する。

２　この条例による改正後の新潟県市町村総合事務組合非常勤消防団員に係

る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、平成２６年４月１日以後に

退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団

員については、なお従前の例による。

別表　退職報償金支給額表

　　　附　則（平成３１年２月１５日条例第８号）

　この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

―　１１６８　―

新潟県市町村総合事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

勤　　　　務　　　　年　　　　数
階　級

３０年以上２５年以上
３０年未満

２０年以上
２５年未満

１５年以上
２０年未満

１０年以上
１５年未満

５年以上
１０年未満

９７９千円７７９千円５９４千円４５９千円３４４千円２３９千円団 長

９０９７０９５３４４２９３２９２２９副 団 長

８４９６５９５１３４１３３１８２１９分 団 長

８０９６２４４７８３８８３０３２１４副分団長

７３４５６４４３８３５８２８３２０４部長及び班長

６８９５１９４０９３３４２６４２００団 員
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新潟県市町村総合事務組合非常勤消防団員に係
る退職報償金の支給に関する条例施行規則　　

　最終改正　令和２年４月１日規則第６号

　（趣旨）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合非常勤消防団員に係る退職

報償金の支給に関する条例（平成１６年条例第２７号。以下「条例」という。）

の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

　（退職報償金の請求）

第２条　新潟県市町村総合事務組合規約（平成１６年総行市第３０号許可）別表

第２の１２の項に該当する市町村及び一部事務組合（以下「組合市町村等」

という。）の長は、退職報償金の請求をしようとするときは、退職報償金請

求書（別記様式第１号）に、退職報償金支払請求書（別記様式第２号）及

び個人別調書（別記様式第３号）を添えて管理者に提出しなければならな

い。

　（支給通知）

第３条　管理者は、退職報償金の支給を決定したときは、その旨を当該請求

に係る組合市町村等の長及び当該退職報償金の支給を受ける者に通知する

ものとする。

　（条例第２条第２項に規定する規則で定めるもの）

第４条　条例第２条第２項に規定する退職報償金を支給することが適当でな

い者は、別表左欄に掲げる組合市町村等の同表右欄に掲げる非常勤消防団

員とする。

　（規則で定める階級）

第５条　条例第３条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属してい

た階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合

算し、その在職期間の合計がはじめて１年以上となる場合の最後に合算し

た期間に係る階級とする。

 

―　１１６９　―

平成１６年３月１日
規 則 第 ２２ 号
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　　　附　則

　この規則は、平成１６年３月１日から施行する。

　　　附　則（平成２０年４月１日規則第５号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成３１年４月１日規則第６号）

　この規則は、平成３１年４月１日から施行する。

　　　附　則（令和２年４月１日規則第６号）

　この規則は、令和２年４月１日から施行する。

別表（第４条関係）

 

―　１１７０　―

新潟県市町村総合事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

必要

非常勤消防団員組合市町村等

機能別団員新潟市

機能別消防団員柏崎市
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新潟県市町村総合事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

別記様式第１号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第　　　　 号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年 月 日

　 新潟県市町村総合事務組合管理者　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　組合市町村等の長　　�

退 職 報 償 金 請 求 書

　　　　年　　月退職した消防団員　　　　　　　　　　　ほか　 名に対し、

退職報償金を支給されるよう下記のとおり関係書類を添えて請求します。

記

　　１　退職報償金支払請求書　　　　　　　　　部

　　２　個人別調書　　　　　　　　　　　　　　部

　　３　請求フロッピーディスク　　　　　　　　枚

　　　　又はＣＤ－ＲＯＭ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 担当者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 所属　　　　　氏名

 

―　１１７１　―
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別記様式第２号（システム用）

退職報償金支払請求書

 

―　１１７２　―

新潟県市町村総合事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

 ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　請求年月日：
　地方公共団体コード

　　 （請求団体） 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　号

　　消防団員等公務災害補償等共済基金理事長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新潟県市町村総合事務組合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理者　　　　　　　　　�

　　別添個人別調書のとおり退職報償金の支払を請求します。

 ：　　　　　　　　　　　　　　　　 　証明年月日：　　年　　月　　日
　地方公共団体コード

　 （調書証明団体） 
市
町
村
長
又
は
消
防
機
関
の
長
の
証
明

　別添個人別調書の記載事項は、事実と相違ないことを証明します。

　市町村又は
　　　　　　　　 
　消防機関の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�

所　在　地

名　　　称

責任者氏名

　　　　退職報償金の請求額合計：　　　　　千円（　　　　　名分）

基金受付印欄（当欄は記入しないで下さい。） 備考：

　 （当欄は記入しないでください。）  コード　 公印　  その他

　基金使用欄　受　付 □ □ □
　　　　　　　起案者 □ □ □
　　　　　　　確認者 □ □ □

［注意事項］

・「退職報償金請求システム」により作成されたフロッピーディスク又はＣＤ－ＲＯＭを添付するこ

と。
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新潟県市町村総合事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

別記様式第３号（システム用）

個 人 別 調 書

―　１１７３　―

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （通し頁：　　）

　　　　県　　　郡　　　町

　　　　　　　消防団　　　　　　　第　　分団第　　部第　　班
所　　属

　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）氏　　名

　　　　年　　　月　　　日生年月日

任 免 及 び 勤 務 年 数 等 の 明 細

勤務年数準則以外の階級階　級全　　期　　間　　�

　　年　　月　　　年　　月　　日　～　　　　年　　月　　日

　　年　　月　　　年　　月　　日　～　　　　年　　月　　日

　　年　　月　　　年　　月　　日　～　　　　年　　月　　日

　　年　　月　　　年　　月　　日　～　　　　年　　月　　日

　　年　　月　　　年　　月　　日　～　　　　年　　月　　日

　　年　　月　　　年　　月　　日　～　　　　年　　月　　日

　　年　　月　　　年　　月　　日　～　　　　年　　月　　日

　　年　　月　　　年　　月　　日　～　　　　年　　月　　日

　　年　　月勤務年数　計　�　

除算年数除　算　理　由�から除算する期間�

　　年　　月　　　年　　月　　日　～　　　　年　　月　　日

　　年　　月　　　年　　月　　日　～　　　　年　　月　　日

　　年　　月　　　年　　月　　日　～　　　　年　　月　　日

　　年　　月　　　年　　月　　日　～　　　　年　　月　　日

　　年　　月除算年数　計　�　

　　年　　月差　　引（Ａ－Ｂ）

請　　　　　　　　　求　�

請求基礎階級：　　　　　　　請求基礎勤務年数：　　年　　月　　　請求額：　　　千円

備考：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　枚中　　枚目）

（当欄は使用しないで下さい。）

基金使用欄 □

―　１１７３（１１７４～１１７８欠）　―

不要Title:05-3-2●1169-.ec8 Page:1173  Date: 2020/12/16 Wed 11:51:57 



新潟県市町村総合事務組合消防賞じゅつ金及び
殉職者特別賞じゅつ金条例　　　　　　　　　

　最終改正　平成１９年２月１６日条例第７号

　（目的）

第１条　この条例は、新潟県市町村総合事務組合規約第３条別表第２の１３の

項及び１４の項に掲げる事務を共同処理する市町村、一部事務組合及び広域

連合（以下「関係市町村等」という。）の消防団員、水防団員及び消防吏員

（以下「団員等」という。）に、賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金を授

与することを目的とする。

　（賞じゅつ金授与の要件）

第２条　組合は、団員等が消防業務又は水防業務に従事するに当たって、一

身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡しまたは障害

の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。

　（賞じゅつ金の種類及び金額）

第３条　賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

�　殉職者賞じゅつ金は、４９０万円以上２,５２０万円以下とし、功労の程度に

よって定める。

�　障害者賞じゅつ金は、２,０６０万円以下とし、別表に定める障害等級の区

分ごとに功労の程度によって定める。

　（殉職者特別賞じゅつ金）

第３条の２　組合は、消防団員及び消防吏員が、災害に際し、命を受け、特

に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、

その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場

合においては、３,０００万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

２　殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第２条の規定による賞じゅつ

金は、授与しない。

　（支給の対象）

第４条　殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に対

―　１１７９　―

平成１６年３月１日
条 例 第 ２８ 号



し、また障害者賞じゅつ金は、災害により障害の状態となった団員等に対

して支給する。

　（支給の範囲）

第４条の２　前条の場合において、殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅ

つ金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。

�　配偶者（婚姻の届出をしていないが、当該団員等の死亡当時事実上婚

姻関係と同様の事情にあった者を含む。）

�　子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で当該団員等の死亡当時主として

その収入によって生計を維持していた者

�　前２号に掲げる者のほか、当該団員等の死亡当時主としてその収入に

よって生計を維持していた者

�　前２号に該当しない子、父母、祖父母及び兄弟姉妹

２　殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けることができる遺族

の順位は、前条各号の順序とし、父母については養父母を先にし実父母を

後にする。

３　殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けることができる同順

位の者が２人以上ある場合においては、殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別

賞じゅつ金は、その人数に応じて等分にして行うものとする。

　（審査）

第５条　組合に、新潟県市町村総合事務組合消防賞じゅつ金等審査委員会

（以下「審査委員会」という。）を置く。

２　賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、審査委員会の

審査を経なければならない。

　（委任規定）

第６条　この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

　　　附　則

　この条例は、平成１６年３月１日から施行する。

　　　附　則（平成１９年２月１６日条例第７号）

　この条例は、公布の日から施行する。

 

―　１１８０　―

新潟県市町村総合事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例



新潟県市町村総合事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

　別表　障害者賞じゅつ金

備考　１　障害等級は、新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償

条例（平成１６年条例第２６号。以下「補償条例」という。）第９条第３

項及び第４項に定める障害等級による。

　　　２　障害等級及び金額の決定については、補償条例第９条第５項から

第８項まで（第６項第１号を除く。）及び新潟県市町村総合事務組合

消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則（平成１９年規則第

３号）第３条第２項の規定の例による。

―　１１８１　―

功労の程度による支給額障害等級

 ２０,６００,０００円以下 ４,９００,０００円以上

 １５,５００,０００円以下 ４,６００,０００円以上

 １３,６００,０００円以下 ４,１００,０００円以上

 １２,１００,０００円以下 ３,６００,０００円以上

 １０,３００,０００円以下 ３,１００,０００円以上

 ９,０００,０００円以下 ２,８００,０００円以上

 ７,６００,０００円以下 ２,３００,０００円以上

 ６,４００,０００円以下 １,９００,０００円以上

第　１　級

第　２　級

第　３　級

第　４　級

第　５　級

第　６　級

第　７　級

第　８　級



新潟県市町村総合事務組合消防賞じゅつ金及び
殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則　　　　　

　最終改正　平成２２年４月１日規則第７号

　（趣旨）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者

特別賞じゅつ金条例（平成１６年条例第２８号。以下「条例」という。）の施行

について必要な事項を定めるものとする。

　（賞じゅつ金の支給具申）

第２条　新潟県市町村総合事務組合規約（平成１６年総行市第３０号許可）別表

第２の１３の項及び１４の項に掲げる事務を共同処理する市町村及び一部事務

組合（以下「関係市町村等」という。）の長は、当該消防団員、水防団員及

び消防吏員について条例第２条に定める事態が生じたときは、すみやかに

具申書（別記第１号様式）に次の各号に掲げる書類を添えて管理者に提出

するものとする。

茨　功績調書（別記第２号様式）

芋　履歴書（消防歴、水防歴及び一般歴）

鰯　災害発生を確認した者の確認書又は事実調査書

允　災害の概要及び現場写真又は見取図

印　戸籍謄本

咽　殉職者賞じゅつ金の具申にあっては、死亡診断書

員　障害者賞じゅつ金の具申にあっては、障害の原因及び療養の経過を明

らかにした書類並びに条例第３条第２号別表に定める障害等級に該当す

る事実を記載した医師の診断書

因　その他参考書類

第２条の２　前条の規定は、条例第３条の２に定める殉職者特別賞じゅつ金

の支給具申についてこれを準用する。

　（委員）

第３条　新潟県市町村総合事務組合消防賞じゅつ金等審査委員会（以下「審

―　１１８３　―

平成１６年３月１日
規 則 第 ２３ 号
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査委員会」という。）の委員の定数は、３人とし、うち２人は組合議会議員

のうちから選任し、１人は学識経験を有する者のうちから管理者が委嘱す

る。

２　委員の任期は、３年とする。ただし、再任されることができる。

３　委員は非常勤とする。

４　委員会に委員長及び副委員長１人を置く。

５　委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

６　委員長は、委員会を代表し、会議のときは議長とする。

７　委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

　（会議）

第４条　委員長は、管理者から事案を附議されたときは、すみやかに審査委

員会を招集する。

２　審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができ

ない。

３　議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決する

ところによる。

４　委員長は、必要と認めたときは、賞じゅつ金を受けるべき者若しくは災

害の現認者等の出席を求めて災害当時の状況を聞くことができる。

　（委員の除斥）

第５条　委員は、自己又は親族である者の賞じゅつ金の審査に参与すること

はできない。

　（審査委員会の答申）

第６条　審査委員会は、審査の結果について管理者に答申するものとする。

第７条　管理者は、前条の答申に基づき賞じゅつ金の支給を決定したとき

は、すみやかにその決定の内容を附して関係市町村等の長に通知するもの

とする。

　（支給方法）

第８条　賞じゅつ金は、本人又は、遺族に賞詞を添えて支給する。

　　　附　則

　この規則は、平成１６年３月１日から施行する。

―　１１８４　―

新潟県市町村総合事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

Title:05-3-2●1183-.ec8 Page:1184  Date: 2010/06/25 Fri 09:11:53 



新潟県市町村総合事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

　　　附　則（平成１６年規則第４５号）

　この規則は、平成１６年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２０年４月１日規則第６号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２２年４月１日規則第７号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 

―　１１８５　―
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別記第１号様式

第　　　　　号　

年　　月　　日　

　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

関係市町村等の長　　　　　　　　礁　　

賞じゅつ金の支給について（具申）
　

　抜群の功労があった下記の者に対し賞じゅつ金を支給されたく関係書類を添え

て具申いたします。

　

記

１　所属消防機関又は水防機関名

２　階　　　級

３　氏名及び生年月日

４　賞じゅつ金の種類

 

―　１１８６　―

新潟県市町村総合事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
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新潟県市町村総合事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

別記第２号様式

功　　　績　　　調　　　書

　　本　　　籍

　　現　住　所

　　　　　　　　　　　　　所属消防機関名又は

　　　　　　　　　　　　　水防機関名

　　　　　　　　　　　　　階　級　　氏　　名

１　性　　行

２　業　　績（詳細に記載すること。）

―　１１８６―１　―
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等の弔慰金
等支給に関する条例　　　　　　　　　　　　

　（目的）

第１条　この条例は、新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条

例（平成１６年条例第２６号。以下「補償条例」という。）の適用を受ける消防

団員等に対する弔慰金又は見舞金（以下「弔慰金等」という。）の支給に関

し必要な事項を定めることを目的とする。

　（弔慰金等の支給）

第２条　組合は、消防団員等が公務に従事したことにより死亡し、負傷し、

もしくは疾病にかかったにもかかわらず、補償条例に基づく補償を受ける

ことができない場合であって、かつ、管理者が必要と認める場合には、第

３条及び第４条に定めるところにより弔慰金等を支給するものとする。

　（弔慰金等の種類）

第３条　弔慰金等は、次の２種類とする。

�　弔慰金　消防団員等が公務により死亡した場合、その遺族に対し支給

する

�　見舞金　消防団員等が公務により負傷し、もしくは疾病により療養費

を要した場合に当該被災者に支給する

　（支給基準及び額）

第４条　前条の規定による弔慰金等は、次の範囲内において支給する。

�　死亡の場合　２０万円

�　負傷又は疾病の場合にあっては、当該市町村の国民健康保険条例で定

める療養給付の一部負担金に相当する額とする。ただし、重傷にあって

は、その額が１０万円を超え、軽傷にあっては２万円を超える場合は、そ

れぞれの額を超えない額とする。

２　前項に定める重傷及び軽傷は次の区分による。

 

―　１１８７　―

平成１６年３月１日
条 例 第 ２９ 号



�　重　傷

　　ア　脊柱の骨折

　　イ　上腕又は前腕の骨折

　　ウ　大腿又は下腿の骨折

　　エ　内臓の破裂

オ　病院に入院を要する傷害で医師の治療を要する期間が３０日以上のも

の

カ　１４日以上病院に入院を要する傷害で医師の治療を要する期間が３０日

未満のもの

　�　軽　傷

　　　前号アからカまでに掲げる傷害以外の傷害

　　　附　則

　この条例は、平成１６年３月１日から施行する。

―　１１８８　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等の弔慰金等支給に関する条例



新潟県市町村総合事務組合消防団員等負担金条例

　最終改正　平成３１年２月１５日条例第９号

　（趣旨）

第１条　この条例は、新潟県市町村総合事務組合規約（以下「規約」という。）

第１３条第２項の規定に基づき、規約別表第２の８の項から１４の項に掲げる

事務を共同処理する市町村、一部事務組合及び広域連合（以下「関係市町

村等」という。）の負担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

　（用語の意義）

第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。

�　条例　関係市町村等の条例をいう。

�　団員定数　条例で定める前年度の１０月１日現在における消防団員の定

数をいう。

�　団員総数　関係市町村等の団員定数を合計した総数をいう。

�　団員１人当たり単価　団員総数に団員１人当たり３５０円を乗じて得た

額の５０パーセントに相当する額を団員総数で除して得た額をいう。

�　人口　官報で公示された最近の国勢調査の結果による関係市町村等の

人口をいう。ただし、関係市町村等のうち一部事務組合及び広域連合に

あっては、当該一部事務組合及び広域連合を組織する市町村の人口を合

計して得た数とする。

�　世帯数　官報で公示された最近の国勢調査の結果による関係市町村等

の世帯数をいう。ただし、関係市町村等のうち一部事務組合及び広域連

合にあっては、当該一部事務組合及び広域連合を組織する市町村の世帯

数を合計して得た数とする。

�　世帯総数　関係市町村等の世帯数を合計した総数をいう。

�　１世帯当たり単価　団員総数に団員１人当たり３５０円を乗じて得た額

の５０パーセントに相当する額を世帯総数で除して得た額をいう。

�　吏員定数　条例で定める前年度の１０月１日現在における消防吏員の定

―　１１８９　―

平成１６年３月１日
条 例 第 ３０ 号
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数をいう。

　（公災負担金）

第３条　消防団員等の公災負担金は、消防団員等公務災害補償等責任共済等

に関する法律施行令（昭和３１年政令第３４６号。以下「政令」という。）第４

条第１項の規定に基づく消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金

の額とする。

　（退職報償負担金）

第４条　消防団員の退職報償負担金は、政令第４条第３項の規定に基づく消

防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額とする。この場合にお

いて、関係市町村等に新潟県市町村総合事務組合非常勤消防団員に係る退

職報償金の支給に関する条例（平成１６年条例第２７号）第２条第２項の規定

に該当する者がある場合は、政令第４条第３項に規定する当該関係市町村

等の条例定員は、当該関係市町村等の団員定数から同条例第２条第２項の

規定に該当する者の数を控除した数とする。

　（事務費負担金）

第５条　消防団員等公務災害補償事務及び消防団員の退職報償金の支給事務

に係る事務費負担金は、次の各号により算出して得た額の合算額とする。

�　団員分

　　ア　団員割　団員定数に、団員１人当たり単価を乗じて得た額

　　イ　世帯割　世帯数に、１世帯当たり単価を乗じて得た額

�　従事者分　人口に、１人当たり１.５円を乗じて得た額

　（消防賞じゅつ金負担金）

第６条　消防団員又は消防吏員に係る消防賞じゅつ金負担金は、団員定数及

び吏員定数に２０円を乗じて得た額とする。

　（負担金の納入期限）

第７条　第３条から第５条までに規定する負担金は毎年度の４月２０日まで

に、第６条に規定する負担金は毎年度の６月末日までに納入するものとす

る。ただし、特別な事由が生じた場合は、別に管理者が定める日とする。

　（委任）

第８条　この条例に定めるもののほか、負担金に関し必要な事項は、別に定

―　１１９０　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等負担金条例
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等負担金条例

める。

　　　附　則

　この条例は、平成１６年３月１日から施行する。

　　　附　則（平成１６年９月１日条例第５２号）

１　この条例は、公布の日から施行する。

２　改正後の新潟県市町村総合事務組合消防団員等負担金条例第４条の規定

は、平成１６年度以後の年度に係る負担金について適用し、平成１５年度まで

の年度に係る負担金については、なお従前の例による。

　　　附　則（平成１９年２月１６日条例第８号）

　この条例は、平成１９年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成１９年５月１６日条例第１３号）

１　この条例は、公布の日から施行する。

２　改正後の新潟県市町村総合事務組合消防団員等負担金条例第４条の規定

は、平成１９年度以後の年度に係る負担金について適用し、平成１８年度まで

の年度に係る負担金については、なお従前の例による。

　　　附　則（平成２０年３月３日条例第３号）

　この条例は、平成２０年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成３０年８月１日条例第９号）

　この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成３１年２月１５日条例第９号）

　この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

―　１１９０―１　―
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等
負担金条例施行規則　　　　　　　　

　最終改正　平成３０年８月１日規則第１１号

　（趣旨）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合消防団員等負担金条例（平

成１６年条例第３０号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定

めるものとする。

　（消防団員等定数の報告）

第２条　新潟県市町村総合事務組合規約（以下「規約」という。）第１３条第２

項の規定に基づき、規約別表第２の８の項から１４の項に掲げる事務を共同

処理する市町村、一部事務組合及び広域連合（以下「関係市町村等」とい

う。）の長は、毎年１０月１日現在の消防団員及び消防吏員の定数を、消防団

員等定数報告書（別記様式）により、同月の５日までに当該定数を規定す

る条例の写しを添えて管理者に報告しなければならない。

２　管理者は、前項の規定による報告があったときは、これにより条例第３

条から第６条に規定する負担金の額を算出し、納入通知書により関係市町

村等の長に通知するものとする。

　（市町村の廃置分合があった場合の措置）

第３条　４月１日に廃置分合があった場合の当該年度の負担金の額は、当該

廃置分合の日を前年度の１０月１日とみなして条例第３条から第６条までの

規定の例により算定した額とする。

２　１０月２日以後に廃置分合があった場合の当該年度の次の年度の負担金の

額については、前項の規定を準用する。

　　　附　則

　この規則は、平成１６年３月１日から施行する。

　　　附　則（平成２０年３月３日規則第２号）

　この規則は、平成２０年４月１日から施行する。

―　１１９１　―

平成１６年３月１日
規 則 第 ２４ 号
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　　　附　則（平成３０年８月１日規則第１１号）

　この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

―　１１９２　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等負担金条例施行規則
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等負担金条例施行規則

（別記様式）

　

　　　　年　　月　　日

　新潟県市町村総合事務組合管理者様

　　関係市町村等の長　　　　　　�　　　

　新潟県市町村総合事務組合消防団員等負担金条例施行規則第２条の規定に

より、本年１０月１日現在の消防団員及び消防吏員の定数を、下記のとおり報

告します。

記

１　消防団員　　　　　　人

２　消防吏員　　　　　　人

３　定数条例の写し、別紙のとおり

―　１１９３　―



新潟県市町村総合事務組合消防団員等に
係る損害補償の支給等に関する規則　　

　最終改正　平成２３年４月１日規則第１１号

　（損害補償のうち休業補償を行わない場合）

第１条　新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例（平成１６年

条例第２６号。以下「条例」という。）第８条ただし書の規則で定める場合

は、次の各号に掲げる場合とする。

茨　懲役、禁錮   若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受
こ

けて刑事施設（少年法（昭和２３年法律第１６８号）第５６条第３項の規定によ

り少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。）に拘置

されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている

場合又は法廷等の秩序維持に関する法律（昭和２７年法律第２８６号）第２条

の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

芋　少年法第２４条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支

援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法（昭和３１年法律

第１１８号）第１７条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されてい

る場合

　（傷病等級）

第２条　条例第８条の２第１項第２号に規定する規則で定める傷病等級は、

別表第１のとおりとする。

　（障害等級に該当する障害）

第３条　条例第９条第２項に規定する各障害等級に該当する障害は、別表第

２に定めるところによる。

２　別表第２に掲げられていない障害であって、同表に掲げる各障害等級に

該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該

障害等級に該当する障害とする。

　（介護補償に係る障害）

第４条　条例第９条の２第１項の規則で定める障害は、介護を要する状態の

―　１１９５　―

平成１９年２月１６日
規 則 第 ３ 号
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区分に応じ、別表第３に定める障害とする。

　（特定障害状態）

第５条　条例第１１条第１項第４号の規則で定める障害の状態は、別表第２に

定める第７級以上の障害等級の障害に該当する状態又は負傷若しくは疾病

が治らないで、身体の機能又は精神に、軽易な労務以外の労務に服するこ

とができない程度以上の障害がある状態とする。

　　　附　則

　（施行期日等）

第１条　この規則は、公布の日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。

　（経過措置）

第２条　平成１８年４月１日からこの規則の施行の日の属する月の末日までに

支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償に係る別表第２の規定の適

用については、当該支給すべき事由が 脾 臓又は一側の 腎 臓を失ったもので
ひ じん

ある場合（同表の第７級の項第５号に該当する障害があるときを除く。）に

は、同表の第８級の項に相当する障害があるものとする。

２　平成１８年４月１日からこの規則の施行の日までに、新潟県市町村総合事

務組合消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例（平成１９年条例

第７号）による改正前の新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補

償条例（以下「旧条例」という。）の規定に基づいて傷病補償年金、障害補

償、介護補償又は遺族補償（以下「傷病補償年金等」という。）を支給され

た者で改正後の新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例

（以下「新条例」という。）及びこの規則の規定による傷病補償年金等を受

けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された傷病

補償年金等は、それぞれ新条例及びこの規則の規定による傷病補償年金等

の内払とみなす。

（新潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補

償を行わない場合を定める規則の廃止）

第３条　新潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る公務災害補償のうち休

業補償を行わない場合を定める規則（平成１６年規則第２５号）は、廃止する。 

―　１１９６　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則
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　　　附　則（平成２３年４月１日規則第１１号）

　（施行期日）

第１条　この規則は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

第２条　新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例（平成１６年

条例第２６号。以下「条例」という。）第５条第３項に規定する団員等（以下

「団員等」という。）が公務により、若しくは消防作業若しくは水防（以下

「消防作業等」という。）に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置

の業務に従事したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、この規則

の施行の日（以下「施行日」という。）前に治ったとき、又は障害補償年金

を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に施行日前に変更があっ

たときに存した障害に係る新潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る損

害補償の支給等に関する規則別表第２の規定の適用については、なお従前

の例による。

第３条　団員等が施行日前に公務により、若しくは消防作業等に従事し、救

急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡し

た場合（施行日以後に条例第１１条第１項第４号の夫、子、父母、孫、祖父

母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は条例第１２条第４

項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける権利を有する妻が

同項第２号に該当するに至ったときを除く。）又は施行日前に条例第１６条

第２号に該当することとなった場合における当該団員等の遺族の障害の状

態の評価については、なお従前の例による。

第４条　団員等が公務により、若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協

力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、若しくは

疾病にかかり、平成２２年６月１０日から施行日の前日までの間に治ったと

き、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に

当該期間において変更があったときに存した障害（この規則による改正前

の新潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る損害補償の支給等に関する

規則（以下「旧規則」という。）別表第２第１２級の項第１４号又は第１４級の項

第１０号に該当するものに限る。）については、附則第２条の規定にかかわら

―　１１９６―１　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則
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ず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治った日又は当該変更があった日か

ら、この規則による改正後の新潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る

損害補償の支給等に関する規則（以下「新規則」という。）別表第２の規定

を適用する。

第５条　団員等が平成２２年６月１０日から施行日の前日までの間に公務によ

り、若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置

の業務に従事したことにより、死亡した場合、若しくは当該期間において

条例第１６条第２号に該当することとなった場合であって、当該団員等の遺

族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害（旧規則別表第２

第１２級の項第１４号又は第１４級の項第１０号に該当するものに限る。）又は当

該期間において条例第１１条第１項第４号の夫、子、父母、孫、祖父母若し

くは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害（旧規則別表

第２第１２級の項第１４号又は第１４級の項第１０号に該当するものに限る。）の

状態の評価については、附則第３条の規定にかかわらず、それぞれ当該団

員等が死亡した日又は当該変更があった日から新規則別表第２の規定を適

用する。

 

―　１１９６―２　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則
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別表第１（第２条関係）

 

―　１１９６―３　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則

障　　害　　の　　状　　態傷病等級

茨　両眼が失明しているもの

芋　 咀 嚼   及び言語の機能を廃しているもの
そ しゃく

鰯　神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要す

るもの

允　胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの

印　両上肢をひじ関節以上で失ったもの

咽　両上肢の用を全廃しているもの

員　両下肢をひざ関節以上で失ったもの

因　両下肢の用を全廃しているもの

姻　前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

第１級

茨　両眼の視力が０．０２以下になっているもの

芋　神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要す

るもの

鰯　胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの

允　両上肢を手関節以上で失ったもの

印　両下肢を足関節以上で失ったもの

咽　前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

第２級

茨　１眼が失明し、他眼の視力が０．０６以下になっているもの

芋　 咀  嚼 又は言語の機能を廃しているもの
そ しゃく

鰯　神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服す

ることができないもの

允　胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服すること

ができないもの

印　両手の手指の全部を失ったもの

咽　第３号及び第４号に掲げるもののほか、常に労務に服すること

ができないものその他前各号に掲げるものと同程度以上の障害の

状態にあるもの

第３級
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別表第２（第３条関係）

 

―　１１９６―４　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則

障　　　　　　　　　　　害障害等級

茨　両眼が失明したもの

芋　 咀  嚼 及び言語の機能を廃したもの
そ しゃく

鰯　神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要す

るもの

允　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

印　両上肢をひじ関節以上で失ったもの

咽　両上肢の用を全廃したもの

員　両下肢をひざ関節以上で失ったもの

因　両下肢の用を全廃したもの

第１級

茨　１眼が失明し、他眼の視力が０．０２以下になったもの

芋　両眼の視力が０．０２以下になったもの

鰯　神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要す

るもの

允　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

印　両上肢を手関節以上で失ったもの

咽　両下肢を足関節以上で失ったもの

第２級

茨　１眼が失明し、他眼の視力が０．０６以下になったもの

芋　 咀  嚼 又は言語の機能を廃したもの
そ しゃく

鰯　神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服す

ることができないもの

允　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服すること

ができないもの

印　両手の手指の全部を失ったもの

第３級

茨　両眼の視力が０．０６以下になったもの

芋　 咀  嚼 及び言語の機能に著しい障害を残すもの
そ しゃく

鰯　両耳の聴力を全く失ったもの

允　１上肢をひじ関節以上で失ったもの

印　１下肢をひざ関節以上で失ったもの

咽　両手の手指の全部の用を廃したもの

員　両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第４級

茨　１眼が失明し、他眼の視力が０．１以下になったもの

芋　神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務

以外の労務に服することができないもの

第５級
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―　１１９６―５　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則

障　　　　　　　　　　　害障害等級

鰯　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の

労務に服することができないもの

允　１上肢を手関節以上で失ったもの

印　１下肢を足関節以上で失ったもの

咽　１上肢の用を全廃したもの

員　１下肢の用を全廃したもの

因　両足の足指の全部を失ったもの

茨　両眼の視力が０．１以下になったもの

芋　 咀  嚼 又は言語の機能に著しい障害を残すもの
そ しゃく

鰯　両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程

度になったもの

允　１耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が４０センチメートル以上の

距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

印　 脊 柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
せき

咽　１上肢の３大関節中の２関節の用を廃したもの

員　１下肢の３大関節中の２関節の用を廃したもの

因　１手の５の手指又は母指を含み４の手指を失ったもの

第６級

茨　１眼が失明し、他眼の視力が０．６以下になったもの

芋　両耳の聴力が４０センチメートル以上の距離では普通の話声を解

することができない程度になったもの

鰯　１耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が１メートル以上の距離で

は普通の話声を解することができない程度になったもの

允　神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務

に服することができないもの

印　胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服す

ることができないもの

咽　１手の母指を含み３の手指を失ったもの又は母指以外の４の手

指を失ったもの

員　１手の５の手指又は母指を含み４の手指の用を廃したもの

因　１足をリスフラン関節以上で失ったもの

姻　１上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

引　１下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

飲　両足の足指の全部の用を廃したもの

淫　外 貌 に著しい醜状を残すもの
ぼう

胤　両側の 睾 丸を失ったもの
こう

第７級
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―　１１９６―６　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則

障　　　　　　　　　　　害障害等級

茨　１眼が失明し、又は１眼の視力が０．０２以下になったもの

芋　 脊 柱に運動障害を残すもの
せき

鰯　１手の母指を含み２の手指を失ったもの又は母指以外の３の手

指を失ったもの

允　１手の母指を含み３の手指の用を廃したもの又は母指以外の４

の手指の用を廃したもの

印　１下肢を５センチメートル以上短縮したもの

咽　１上肢の３大関節中の１関節の用を廃したもの

員　１下肢の３大関節中の１関節の用を廃したもの

因　１上肢に偽関節を残すもの

姻　１下肢に偽関節を残すもの

引　１足の足指の全部を失ったもの

第８級

茨　両眼の視力が０．６以下になったもの

芋　１眼の視力が０．０６以下になったもの

鰯　両眼に半盲症、視野狭 窄 又は視野変状を残すもの
さく

允　両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

印　鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

咽　 咀  嚼 及び言語の機能に障害を残すもの
そ しゃく

員　両耳の聴力が１メートル以上の距離では普通の話声を解するこ

とができない程度になったもの

因　１耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程

度になり、他耳の聴力が１メートル以上の距離では普通の話声を

解することが困難である程度になったもの

姻　１耳の聴力を全く失ったもの

引　神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労

務が相当な程度に制限されるもの

飲　胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相

当な程度に制限されるもの

淫　１手の母指又は母指以外の２の手指を失ったもの

胤　１手の母指を含み２の手指の用を廃したもの又は母指以外の３

の手指の用を廃したもの

蔭　１足の第１の足指を含み２以上の足指を失ったもの

院　１足の足指の全部の用を廃したもの

陰　外貌に相当程度の醜状を残すもの

隠　生殖器に著しい障害を残すもの

第９級
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―　１１９６―７　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則

障　　　　　　　　　　　害障害等級

茨　１眼の視力が０．１以下になったもの

芋　正面視で複視を残すもの

鰯　 咀  嚼 又は言語の機能に障害を残すもの
そ しゃく

允　１４歯以上に対し歯科補 綴 を加えたもの
てつ

印　両耳の聴力が１メートル以上の距離では普通の話声を解するこ

とが困難である程度になったもの

咽　１耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程

度になったもの

員　１手の母指又は母指以外の２の手指の用を廃したもの

因　１下肢を３センチメートル以上短縮したもの

姻　１足の第１の足指又は他の４の足指を失ったもの

引　１上肢の３大関節中の１関節の機能に著しい障害を残すもの

飲　１下肢の３大関節中の１関節の機能に著しい障害を残すもの

第１０級

茨　両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

芋　両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

鰯　１眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

允　１０歯以上に対し歯科補 綴 を加えたもの
てつ

印　両耳の聴力が１メートル以上の距離では小声を解することがで

きない程度になったもの

咽　１耳の聴力が４０センチメートル以上の距離では普通の話声を解

することができない程度になったもの

員　 脊 柱に変形を残すもの
せき

因　１手の示指、中指又は環指を失ったもの

姻　１足の第１の足指を含み２以上の足指の用を廃したもの

引　胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支

障があるもの

第１１級

茨　１眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

芋　１眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

鰯　７歯以上に対し歯科補 綴 を加えたもの
てつ

允　１耳の耳殻の大部分を欠損したもの

印　鎖骨、胸骨、 肋 骨、肩 胛 骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
ろく こう

咽　１上肢の３大関節中の１関節の機能に障害を残すもの

員　１下肢の３大関節中の１関節の機能に障害を残すもの

因　長管骨に変形を残すもの

姻　１手の小指を失ったもの

第１２級
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―　１１９６―８　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則

障　　　　　　　　　　　害障害等級

引　１手の示指、中指又は環指の用を廃したもの

飲　１足の第２の足指を失ったもの、第２の足指を含み２の足指を

失ったもの又は第３の足指以下の３の足指を失ったもの

淫　１足の第１の足指又は他の４の足指の用を廃したもの

胤　局部に頑固な神経症状を残すもの　

蔭　外 貌 に醜状を残すもの
ぼう

茨　１眼の視力が０．６以下になったもの

芋　正面視以外で複視を残すもの

鰯　１眼に半盲症、視野狭 窄 又は視野変状を残すもの
さく

允　両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

印　５歯以上に対し歯科補 綴 を加えたもの
てつ

咽　胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

員　１手の小指の用を廃したもの

因　１手の母指の指骨の一部を失ったもの

姻　１下肢を１センチメートル以上短縮したもの

引　１足の第３の足指以下の１又は２の足指を失ったもの

飲　１足の第２の足指の用を廃したもの、第２の足指を含み２の足

指の用を廃したもの又は第３の足指以下の３の足指の用を廃した

もの

第１３級

茨　１眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

芋　３歯以上に対し歯科補 綴 を加えたもの
てつ

鰯　１耳の聴力が１メートル以上の距離では小声を解することがで

きない程度になったもの

允　上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

印　下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

咽　１手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

員　１手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができ

なくなったもの

因　１足の第３の足指以下の１又は２の足指の用を廃したもの

姻　局部に神経症状を残すもの

第１４級
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別表第３（第４条関係）

―　１１９６―９　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則

障　　　　　　　　　　害介護を要する状態の区分

茨　別表第１第１級の項第３号又は別表第２第１級

の項第３号に該当する障害

芋　別表第１第１級の項第４号又は別表第２第１級

の項第４号に該当する障害

鰯　前２号に掲げるもののほか、別表第１第１級の

項又は別表第２第１級の項に該当する障害であっ

て、前２号に掲げるものと同程度の介護を要する

もの

常時介護を要する状態

茨　別表第１第２級の項第２号又は別表第２第２級

の項第３号に該当する障害

芋　別表第１第２級の項第３号又は別表第２第２級

の項第４号に該当する障害

鰯　別表第１第１級の項又は別表第２第１級の項に

該当する障害であって、前２号に掲げるものと同

程度の介護を要するもの

随時介護を要する状態
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等
公務災害補償条例第９条の２第１項の
規則で定める金額を定める規則　　　

　最終改正　令和２年４月１日規則第７号

　新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例（平成１６年条例第

２６号）第９条の２第１項の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護

を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごと

にそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

 

―　１１９６―１１　―

平成１９年２月１６日
規 則 第 ４ 号

金　　　　額介 護 を 受 け た 日 の 区 分
介護を要
する状態
の区分

その月における介護に要する
費用として支出された費用の
額（その額が１６６,９５０円を超え
るときは、１６６,９５０円）

�　一の月に介護に要する費用を支
出して介護を受けた日があるとき

（次号に掲げる場合を除く。）

常時介護
を要する
状態

月額７２,９９０円（新たに介護補
償を支給すべき事由が生じた
月にあっては、介護に要する
費用として支出された額）

�　一の月に親族又はこれに準ずる
者による介護を受けた日があると
き（その月に介護に要する費用を
支出して介護を受けた日がある場
合にあっては、当該介護に要する
費用として支出された額が７２,９９０
円以下であるときに限る。）

その月における介護に要する
費用として支出された費用の
額（その額が８３,４８０円を超え
るときは、８３,４８０円）

�　一の月に介護に要する費用を支
出して介護を受けた日があるとき

（次号に掲げる場合を除く。）

随時介護
を要する
状態

月額３６,５００円（新たに介護補
償を支給すべき事由が生じた
月にあっては、介護に要する
費用として支出された額）

�　一の月に親族又はこれに準ずる
者による介護を受けた日があると
き（その月に介護に要する費用を
支出して介護を受けた日がある場
合にあっては、当該介護に要する
費用として支出された額が３６,５００
円以下であるときに限る。）
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　　　附　則

１　この規則は、公布の日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。

２　平成１８年４月１日からこの規則の施行の日までに、新潟県市町村総合事

務組合消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例（平成１９年条例

第７号）による改正前の新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補

償条例（以下「旧条例」という。）の規定に基づいて介護補償を支給された

者で改正後の新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例（以

下「新条例」という。）及びこの規則の規定による介護補償を受けることと

なるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された介護補償は、新

条例及びこの規則の規定による介護補償の内払とみなす。

　　　附　則（平成２０年６月２日規則第１１号）

１　この規則は、公布の日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。

２　この規則による改正後の規定は、平成２０年４月１日以後の期間に係る介

護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額について

は、なお従前の例による。

　　　附　則（平成２２年６月１日規則第１２号）

１　この規則は、公布の日から施行する。

２　この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る

介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額について

は、なお従前の例による。

　　　附　則（平成２３年４月１日規則第１２号）

１　この規則は、公布の日から施行する。

２　この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る

介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額について

は、なお従前の例による。

　　　附　則（平成２４年３月３０日規則第５号）

１　この規則は、平成２４年４月１日から施行する。

２　この規則による改正後の規定は、平成２４年４月１日以後の期間に係る介

護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額について

は、なお従前の例による。

―　１１９６―１２　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の
規則で定める金額を定める規則

必要Title:05-3-2●1196-11.ec8 Page:2  Date: 2020/12/16 Wed 11:53:01 



　　　附　則（平成２７年４月１日規則第１１号）

１　この規則は、平成２７年４月１日から施行する。

２　この規則による改正後の規定は、平成２７年４月１日以後の期間に係る介

護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額について

は、なお従前の例による。

　　　附　則（平成２８年４月１日規則第９号）

１　この規則は、公布の日から施行する。

２　この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る

介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額について

は、なお従前の例による。

　　　附　則（平成２９年３月２３日規則第１７号）

１　この規則は、平成２９年４月１日から施行する。

２　この規則による改正後の規定は、平成２９年４月１日以後の期間に係る介

護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額について

は、なお従前の例による。

　　　附　則（平成３０年３月３０日規則第７号）

１　この規則は、平成３０年４月１日から施行する。

２　この規則による改正後の規定は、平成３０年４月１日以後の期間に係る介

護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額について

は、なお従前の例による。

　　　附　則（平成３１年４月１日規則第５号）

１　この規則は、平成３１年４月１日から施行する。

２　この規則による改正後の規定は、平成３１年４月１日以後の期間に係る介

護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額について

は、なお従前の例による。

　　　附　則（令和２年４月１日規則第７号）

１　この規則は、令和２年４月１日から施行する。

２　この規則による改正後の規定は、令和２年４月１日以後の期間に係る介

護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額について

は、なお従前の例による。

―　１１９６―１３　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の
規則で定める金額を定める規則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害
補償条例第９条の２第１項第３号の規定に基づ
き障害者支援施設に準ずる施設を定める規則　

　最終改正　平成２５年４月１日規則第３号

　新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例（平成１６年条例第

２６号）第９条の２第１項第３号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とす

る。

�　老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の５に規定する特別養護老

人ホーム

�　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第１１７号）第

３９条に規定する施設（身体上又は精神上著しい障害があるために常時の

介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者

を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。）

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。

（新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１

項第２号の規定に基づき身体障害者療護施設に準ずる施設を定める規則の

廃止）

２　新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１

項第２号の規定に基づき身体障害者療護施設に準ずる施設を定める規則

（平成１６年規則第２６号）は、廃止する。

　　　附　則（平成２５年４月１日規則第３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

―　１１９７　―

平成１９年２月１６日
規 則 第 ５ 号
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等療養に
要する費用の算定の基準に関する規則　　　

　（目的）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条

例（平成１６年条例第２６号）第７条第２項の規定に基づき、療養に要する費

用の算定の基準について定める。

　（算定基準）

第２条　療養に要する費用の算定の基準は、労働者災害補償保険法（昭和２２

年法律第２０号）第１３条に規定する療養の給付に要する費用の算定基準の例

により定める。

�　診療に要する費用の算定基準

診療に要する費用の算定基準は、健康保険法の規定による療養に要す

る費用の額の算定方法（平成６年厚生省告示第５４号。以下「健保基準」

という。）に制定する別表の診療報酬点数に１点の単価１２円を乗じて得た

額の範囲内とする。

�　前号の点数により算定しがたい診療に要する費用又は柔道整復師の施

術に要する費用、はり・きゅう及びマッサージの施術に要する費用、付添

看護に要する費用、移送に要する費用及び文書料に要する費用等は、消防

団員等公務災害補償等共済基金が定める「療養に要する費用の算定に関す

る基準」（昭和４９年基金規定第２号）を基準として、管理者が算定する。

�　保険薬局に係る療養に要する費用の算定基準

保険薬局に係る療養に要する費用は、健保基準別表第３調剤報酬点数

表の所定点数に１点の単価１０円を乗じて得た額とする。

　　　附　則

１　この規則は、平成１６年３月１日から施行する。

２　この規則の施行日前までの期間に係る療養に要する費用については、旧療

養に要する費用の算定の基準に関する規則（昭和６１年規則第６号）の例による。

―　１１９９　―

平成１６年３月１日
規 則 第 ２７ 号



新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業
の実施に関する規則を廃止する規則　　　　　

　

　新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則（平成

16年規則第28号）は、廃止する。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は、平成31年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この規則の施行前に生じた事由については、この規則による廃止前の新

潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則の規定

は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

―　１２００―１　―

平成３１年３月１８日
規 則 第 ３ 号
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業
の実施に関する規則　　　　　　　　　　　　

　最終改正　平成３０年５月１日規則第８号

　（目的）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条

例（平成１６年条例第２６号。以下「補償条例」という。）第２５条の規定に基づ

き、非常勤消防団員及び非常勤水防団員（以下「団員」という。）で公務上

の災害を受けたものの社会復帰の促進、団員及びその遺族の援護、団員の

公務上の災害防止並びに団員がその所有する自動車等に損害を受けた場合

の見舞金の支給（以下「福祉事業」という。）の実施に関し、必要な事項を

定めることを目的とする。

　（福祉事業の種類）

第２条　新潟県市町村総合事務組合（以下「組合」という。）は、補償条例第

２５条第１項の規定に基づき、次の福祉事業を行う。

茨　外科後処置に関する事業

芋　補装具に関する事業

鰯　リハビリテーションに関する事業

允　アフターケアに関する事業

印　休業援護金の支給

咽　在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

員　奨学援護金の支給

因　就労保育援護金の支給

姻　傷病特別支給金の支給

引　障害特別支給金の支給

飲　遺族特別支給金の支給

淫　障害特別援護金の支給

胤　遺族特別援護金の支給

蔭　傷病特別給付金の支給

―　１２０１　―

平成１６年３月１日
規 則 第 ２８ 号
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院　障害特別給付金の支給

陰　遺族特別給付金の支給

隠　障害差額特別給付金の支給

韻　長期家族介護者援護金の支給

２　組合は、補償条例第２５条第２項の規定に基づき、次の福祉事業を行う。

茨　公務災害防止対策事業

芋　自動車等損害見舞金の支給

　（外科後処置に関する事業）

第３条　組合は、新潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る損害補償の支

給等に関する規則（平成１９年規則第３号。以下「支給規則」という。）別表

第２に定める程度の障害（同表に定める各障害等級の障害に該当しない障

害であって、同表に定める各障害等級の障害に相当するものを含む。次条

第１項、第５条第１項及び第８条第１項において同じ。）が存する者のう

ち、義肢装着のための断端部の再手術、義眼の装かん、局部神経症状の軽

減のための処置若しくは醜状軽減のための処置が必要であると認められる

者又はこれらの処置以外の処置が特に必要であると組合が認める者に対

し、外科後処置として、組合の指定する施設において、必要な処置を行い、

又はその処置に必要な費用を支給する。

２　前項に規定する外科後処置の範囲は、次に掲げるものであって、外科後

処置上相当と認められるものとする。

茨　診察

芋　薬剤又は治療材料の支給

鰯　処置、手術その他の治療

允　居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

印　病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

咽　移送

３　第１項に規定する外科後処置が入院等を伴うものである場合には、その

入院等の期間１日につき８５０円の日当を支給する。

４　第１項に規定する外科後処置の費用の額は、前項の規定によるものを除

き、新潟県市町村総合事務組合消防団員等療養に要する費用の算定の基準

―　１２０２　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

に関する規則（平成１６年規則第２７号。以下「療養基準」という。）の範囲内

とする。

　（補装具に関する事業）

第４条　組合は、支給規則別表第２に定める程度の障害が存する者のうち、

補装具を必要とする者に対し、次項に定める補装具を支給し、又はその費

用を支給する。

２　前項に規定する補装具は、義肢、装具、義眼、眼鏡、補聴器、人工こう

頭、車椅子、収尿器、歩行補助つえ、盲人安全つえ、点字器その他組合が

必要と認める補装具とする。

３　前項に掲げる補装具を支給する場合には、次に定めるところによる。

茨　義肢は、四肢又は手指若しくは足指の一部又は全部を失った者に対

し、１障害部位につき２本を支給する。

芋　装具は、四肢の一部若しくは全部の用を廃した者又は体幹の機能に障

害を残す者に対し、１障害部位につき２個（体幹装具については１個）

を支給する。

鰯　義眼は、１眼又は両眼を失明した者に対し、失明した１眼につき１個

を支給する。

允　眼鏡は、１眼若しくは両眼のきょう正視力が０.６以下になった者又は

しゅう明、昼盲等の障害を残す者に対し、１個（必要と認める場合は２

個）を支給する。

印　補聴器は、１耳又は両耳の聴力が４０センチメートル以上離れては普通

の話声を解することができない者に対し、１個を支給する。

咽　人工こう頭は、言語の機能を廃した者に対し、１個を支給する。

員　車椅子は、両下肢を失い、又はその用を全廃した者で義肢又は装具の

使用を不適当とする者に対し、１台を支給する。

因　収尿器は、排尿の機能に障害を残す者に対し、２個を支給する。

姻　歩行補助つえは、歩行の機能に障害を残す者に対し、１本又は１組を

支給する。

引　盲人安全つえ又は点字器は、両眼のきょう正視力が０.１以下になった者

に対し、それぞれ１本又は１個を支給する。

―　１２０３　―
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飲　前各号に掲げる補装具以外の補装具は、組合が定める範囲内で支給す

る。

４　前項の規定により支給した補装具が、き損し、又は適合しなくなった場

合には修理を行い、滅失し、又は修理を適当としなくなった場合には再支

給を行う。ただし、修理又は再支給は、そのき損、滅失等が支給を受けた

者の故意によって生じた場合は、行わない。

５　前２項に規定する補装具の支給、修理又は再支給に要する費用の額は、

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第７６条第２項の規定による補装具の購入又は修理に、通常要

する費用の額を勘案した基準（この基準によることができないときは、現

に要した費用）の範囲内とする。

６　義肢の製作のために要する医師の採型指導料は、前項の額に加えて支給

するものとし、その額は、療養基準の範囲内とする。

７　補装具の支給、修理又は再支給を受けるために旅行する場合は、第７条

の規定により算定した額を旅行費として支給する。

　（リハビリテーションに関する事業）

第５条　組合は、支給規則別表第２に定める程度の障害を存する者のうち、

社会復帰のために身体的機能の回復等の措置が必要であると認められる者

に対し、リハビリテーションとして組合の指定する施設において、組合が

必要と認める措置を行い、又はその措置に必要な費用を支給する。

２　前項に規定するリハビリテーションの範囲は、機能訓練、職業訓練その

他相当と認められる訓練とする。

３　第１項に規定するリハビリテーションの費用は、訓練指導料、宿泊料、

食事料等必要な経費とし、その額は実費とする。

４　リハビリテーションを受けるために旅行する場合は、第７条の規定によ

り算定した額を旅行費として支給する。

第６条　削除

　（旅行費）

第７条　第４条第７項及び第５条第４項の規定により支給する旅行費は、鉄

道費、船賃、車賃及び宿泊料とし、支給を受ける者の居住地又は滞在地か

―　１２０４　―
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ら目的地に至る最も経済的な通常の経路及び方法により、かつ、次に定め

るところにより計算した額の範囲内において実費とする。

茨　鉄道費　旅客運賃、急行料金（普通急行列車若しくは準急行列車を運

行する線路により片道５０キロメートル以上旅行する場合又は特別急行列

車を運行する線路により片道１００キロメートル以上旅行する場合に限る。

以下この号において同じ。）、特別車両料金（旅客運賃の等級を２階級に

区分する線路により旅行する場合を除く。）及び座席指定料金（普通急行

列車を運行する線路により片道１００キロメートル以上旅行する場合に限

る。）とし、旅客運賃及び急行料金は、旅客運賃の等級を２階級に区分す

る線路により旅行する場合にあっては、上位の等級の旅客運賃及び急行

料金とする。

芋　船賃　旅客運賃、特別船室料金（旅客運賃を２以上の階級に区分する

船舶により旅行する場合を除く。）及び座席指定料金とし、旅客運賃は、

その等級を３階級に区分する船舶により旅行する場合にあっては中位の

等級の旅客運賃、２階級に区分する船舶により旅行する場合にあっては

上位の等級の旅客運賃とする。

鰯　車賃　１キロメートルにつき３７円とし、全路程を通算した距離（１キ

ロメートル未満の端数がある場合は、これを切り捨てた距離）により計

算する。ただし、障害の程度によりこの額により難いと認められる場合

は、実費額とする。

允　宿泊料　１夜につき１０,９００円とする。

　（アフターケアに関する事業）

第８条　組合は、公務上負傷し、又は疾病にかかり、治った者のうち、外傷

による脳の器質的損傷を受けた者で支給規則別表第２に定める程度の障害

が存するものその他組合が定める者に対し、アフターケアとして、組合の

指定する施設において、必要な処置を行い、又はその処置に必要な費用を

支給する。

２　前項に規定するアフターケアの範囲は、第３条第２項各号に掲げる処置

のうち、アフターケアの実施上相当と認められるものとし、その範囲に関

して必要な基準は、組合の定めるところによる。

―　１２０５　―
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３　第１項に規定するアフターケアの費用の額は、療養基準の範囲内とす

る。

　（休業援護金の支給）

第９条　休業援護金は、休業補償を受ける者その他組合が定める者に対し

て、１日につき補償基礎額の１００分の２０を超えない範囲内で組合が定める

額を支給する。

　（在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業）

第１０条　組合は、傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者のうち、現に居

宅において介護を受けている者であって、管理者が定める障害を有する者

に対し、管理者が定める範囲内で、組合の指定する事業者において介護人

を派遣し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要

な便宜（以下「介護等」という。）を供与し、又その供与に必要な費用を支

給する。

　　ただし、介護等の供与を受け、又はその供与に必要な費用の支給を受け

る者は、管理者が定める範囲内で、当該介護等に係る費用の一部を負担す

るものとする。

第１１条　削除

　（奨学援護金の支給）

第１２条　奨学援護金は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金（以

下「年金たる損害補償」という。）の受給権者のうち、次の各号の一に該当

する者に対して支給する。

茨　障害補償年金の受給権者（支給規則別表第２に定める第１級から第３

級までの障害等級に該当する障害がある者に限る。以下次号並びに次条

第１項第１号及び第２号において同じ。）のうち、学校教育法（昭和２２年

法律第２６号）第１条に定める学校（幼稚園を除く。）若しくは同法第１２４

条に定める専修学校（一般課程にあっては、当該課程の程度が高等課程

と同等以上であると組合が認めるものに限る。以下同じ。）に在学する者

又は職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第１５条の７第１項各号

に掲げる施設（次項において「公共職業能力開発施設」という。）におい

て職業訓練（職業能力開発促進法施行規則（昭和４４年労働省令第２４号）

―　１２０６　―
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第９条の表に掲げる普通職業訓練（短期課程のものを除く。）又は高度職

業訓練（専門短期課程及び応用短期課程のものを除く。）とする。次項第

４号において同じ。）を受ける者若しくは同法第２７条に定める職業能力開

発総合大学校において職業訓練（職業能力開発促進法施行規則第３６条の

２に規定する職業訓練とする。次項第４号において同じ。）を受ける者

（以下「在学者等」という。）であって学資等の支弁が困難であると認め

られるもの

芋　傷病補償年金の受給権者又は障害補償年金の受給権者のうち、在学者

等である子（婚姻（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情

にある場合を含む。第３２条において同じ。）をしている者及び直系血族又

は直系姻族以外の者の養子（届出をしていないが、事実上養子縁組関係

と同様の事情にある者を含む。次条及び第３２条において同じ。）となって

いる者を除く。第４号において同じ。）と生計を同じくしている者であっ

て、当該在学者等である子に係る学資等の支弁が困難であると認められ

るもの

鰯　遺族補償年金の受給権者のうち、在学者等であって学資等の支弁が困

難であると認められるもの

允　遺族補償年金の受給権者のうち、非常勤消防団員又は非常勤水防団員

の死亡の当時その収入によって生計を維持していた当該非常勤消防団員

又は当該非常勤水防団員の子（当該非常勤消防団員又は当該非常勤水防

団員の死亡の当時胎児であった子を含む。）である在学者等と生計を同じ

くしている者であって、当該在学者等に係る学資等の支弁が困難である

と認められるもの

２　奨学援護金の支給額は、次の各号に掲げる在学者等の区分に応じ、在学

者等１人につき、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

茨　小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学す

る者　月額１４,０００円

芋　中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別

支援学校の中学部に在学する者　月額１８,０００円

鰯　高等学校・中等教育学校の後期課程、高等専門学校の第１学年から第

―　１２０７　―
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３学年まで、特別支援学校の高等部若しくは専修学校の高等課程若しく

は一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒

業した者、中等教育学校の前期課程を修了した者若しくはこれと同等以

上の学力を有すると認められる者を対象とする普通課程の普通職業訓練

若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令（昭和５３年労働省令

第３７号）附則第２条の規定による専修訓練課程の第１類の普通職業訓練

を受ける者　月額１６,０００円

允　大学、高等専門学校の第４学年、第５学年若しくは専攻科若しくは専

修学校の専門課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において職業

訓練（前号に掲げるものを除く。）を受ける者若しくは職業能力開発総合

大学校において職業訓練を受ける者　月額３９,０００円

３　奨学援護金の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月（第

１項各号の一に該当する者で、当該各号の一に該当するに至った日の属す

る月の前月の末日において年金たる損害補償の受給権者となっていたもの

にあっては、当該各号の一に該当するに至った日の属する月）から始め、

支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わるものとする。

４　奨学援護金は、これを受けている者にその支給額を変更すべき事実が生

じた場合には、その事実が生じた日の属する月の翌月（新たに在学者等と

なった者が生じたことにより支給額を増額すべき場合又は奨学援護金に係

る在学者等について支給額を増額すべき事実が生じた場合にあっては、そ

の事実が生じた日の属する月）からその支給額を改定する。

５　第１項第３号又は第４号に該当する者に係る奨学援護金は、補償条例第

１４条第１項の規定により遺族補償年金の支給が停止されている者に対して

は、当該遺族補償年金の支給が停止されている間、支給しない。

６　奨学援護金は、毎年２月、４月、６月、８月、１０月及び１２月の６期に、

それぞれその前月分までを支給する。ただし、奨学援護金を支給すべき事

由が消滅した場合におけるその期の奨学援護金は、支給期月でない月で

あっても、支給するものとする。

７　奨学援護金に係る在学者等について奨学援護金を支給することが適当で

ない事情があると認めるときは、その事情が存する期間、当該在学者等に

―　１２０８　―
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かかる奨学援護金を支給しないことができる。

　（就労保育援護金の支給）

第１３条　就労保育援護金は、年金たる損害補償の受給権者のうち、次の各号

の一に該当するものに対して支給する。

茨　障害補償年金の受給権者で未就学の子（直系血族又は直系姻族以外の

者の養子となっているものを除く。以下この項において同じ。）と生計を

同じくしている者のうち、自己の就労のため当該未就学の子を児童福祉

法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条に規定する保育所、学校教育法第１条

に規定する幼稚園、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第７項に規定する

幼保連携型認定こども園等（以下「保育所等」という。）に預けている者

で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの

芋　傷病補償年金の受給権者又は障害補償年金の受給権者で、未就学の子

と生計を同じくしている者のうち、自己と生計を同じくしている者の就

労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で、保育に係る費用

を援護する必要があると認められるもの

鰯　遺族補償年金の受給権者で非常勤消防団員又は非常勤水防団員の死亡

の当時その収入によって生計を維持していた当該非常勤消防団員又は当

該非常勤水防団員の未就学の子（当該非常勤消防団員又は当該非常勤水

防団員の死亡の当時胎児であった子を含み、次号に該当する者を除く。）

と生計を同じくしている者のうち、自己の就労のため当該未就学の子を

保育所等に預けている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認

められるもの

允　遺族補償年金の受給権者で未就学の児童である者のうち、自己と生計

を同じくしている者の就労のため保育所等に預けられている者で保育に

係る費用を援護する必要があると認められるもの

２　就労保育援護金の支給額は、保育所等に預けられている者（以下「保育

児」という。）１人につき月額１２,０００円とする。

３　前条第３項から第６項までの規定は、就労保育援護金の支給について準

用する。この場合において、前条第３項中「奨学援護金」とあるのは「就

―　１２０９　―
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労保育援護金」と、「第１項各号」とあるのは「第１３条第１項各号」と、同

条第４項中「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と、「在学者等」

とあるのは「保育児」と、同条第５項中「第１項第３号又は第４号」とあ

るのは「第１３条第１項第３号または第４号」と、「奨学援護金」とあるのは

「就労保育援護金」と、同条第６項中「奨学援護金」とあるのは「就労保育

援護金」と読み替えるものとする。

　（傷病特別支給金の支給）

第１４条　傷病特別支給金は、傷病補償年金の受給権者に対し、支給する。

２　傷病特別支給金の支給額は、次の各号に掲げる支給規則別表第１に定め

る傷病等級の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

茨　第１級　　１１４万円

芋　第２級　　１０７万円

鰯　第３級　　１００万円

　（障害特別支給金の支給）

第１５条　障害特別支給金は、障害補償の受給権者に対し、支給する。

２　障害特別支給金の支給額は、次の各号に掲げる支給規則別表第２に定め

る障害等級の区分に応じ、当該各号に掲げる額（補償条例第９条第８項に

規定する障害の程度の加重があった場合にあっては、加重後の障害等級に

応ずる次の各号に掲げる額から加重前の障害等級に応ずる次の各号に定め

る額を差引いた額とする。）とする。

茨　第１級　　３４２万円

芋　第２級　　３２０万円

鰯　第３級　　３００万円

允　第４級　　２６４万円

印　第５級　　２２５万円

咽　第６級　　１９２万円

員　第７級　　１５９万円

因　第８級　　　６５万円

姻　第９級　　　５０万円

引　第１０級　　　３９万円

―　１２１０　―
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飲　第１１級　　　２９万円

淫　第１２級　　　２０万円

胤　第１３級　　　１４万円

蔭　第１４級　　　８万円

３　同一の公務上の負傷又は疾病（以下「同一の傷病」という。）に関し、障

害補償を受けることとなった者が、既に傷病特別支給金の支給を受けた場

合においては、前項の規定にかかわらず、当該障害補償に係る障害等級の

区分に応ずる同項の規定による額（以下この項において「前項の規定によ

る額」という。）が、当該傷病特別支給金に係る傷病等級の区分に応ずる前

条第２項の規定による額（以下この項において「前条第２項の規定による

額」という。）を超えるときにあっては、障害特別支給金として、当該超え

る額に相当する額を支給し、前項の規定による額が前条第２項の規定によ

る額以下のときにあっては、障害特別支給金は支給しない。

　（遺族特別支給金の支給）

第１６条　遺族特別支給金は、遺族補償年金（補償条例第１３条第１項後段の規

定により支給される遺族補償年金を除く。）又は遺族補償一時金（補償条例

第１６条第２号の規定により支給される遺族補償一時金を除く。）の受給権者

に対し、支給する。

２　遺族特別支給金の支給額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号

に定める額とする。

茨　遺族補償年金の受給権者　　３００万円

芋　遺族補償一時金の受給権者で補償条例第１５条第１項第１号、第２号又

は第４号に該当するもの　　３００万円

鰯　遺族補償一時金の受給権者で、補償条例第１５条第１項第３号に該当す

る者のうち、非常勤消防団員又は非常勤水防団員の死亡の当時１８歳未満

若しくは５５歳以上の３親等内の親族又は支給規則別表第２に定める第７

級以上の障害等級の障害に該当する状態にある三親等内の親族　　２１０

万円

允　遺族補償一時金の受給権者で、補償条例第１５条第１項第３号に該当す

るもの（前号に掲げる者を除く。）　　１２０万円

―　１２１１　―
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３　第１項の規定により遺族特別支給金の支給を受けることができる者が２

人以上あるときは、遺族特別支給金の支給額は、前項の規定にかかわらず

同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

　（障害特別援護金の支給）

第１７条　障害特別援護金は、障害補償の受給権者に対し、支給する。

２　障害特別援護金の支給額は、次の各号に掲げる支給規則別表第２に定め

る障害等級の区分に応じ、当該各号に定める額（補償条例第９条第８項に

規定する障害の程度の加重があった場合（組合が定める場合を除く。）に

あっては、加重後の障害等級に応ずる次の各号に定める額から加重前の障

害等級に応ずる次の各号に定める額を差し引いた額とする。）とする。

茨　第１級　　１,５４０万円

芋　第２級　　１,５００万円

鰯　第３級　　１,４６０万円

允　第４級　　　８７５万円

印　第５級　　　７４５万円

咽　第６級　　　６１５万円

員　第７級　　　４８５万円

因　第８級　　　３２０万円

姻　第９級　　　２５０万円

引　第１０級　　　１９５万円

飲　第１１級　　　１４５万円

淫　第１２級　　　１０５万円

胤　第１３級　　　　７５万円

蔭　第１４級　　　　４５万円

　（遺族特別援護金の支給）

第１８条　遺族特別援護金は、遺族補償年金（補償条例第１３条第１項後段の規

定により支給される遺族補償年金を除く。次項において同じ。）又は、遺族

補償一時金（補償条例第１６条第２号の規定により支給される遺族補償一時

金を除く。次項において同じ。）の受給権者に対し、支給する。

２　遺族特別援護金の支給額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各

―　１２１２　―
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号に定める額とする。

茨　遺族補償年金の受給権者　　１,８６０万円

芋　遺族補償一時金の受給権者で、補償条例第１５条第１項第１号、第２号

又は第４号に該当するもの　　１,８６０万円

鰯　遺族補償一時金の受給権者で補償条例第１５条第１項第３号に該当する

者のうち、非常勤消防団員又は非常勤水防団員の死亡の当時１８歳未満若

しくは５５歳以上の三親等内の親族又は支給規則別表第２に定める第７級

以上の障害等級の障害に該当する状態にある三親等内の親族　　１,３０２

万円

允　遺族補償一時金の受給権者で、補償条例第１５条第１項第３号に該当す

るもの（前号に掲げる者を除く。）　　７４４万円

３　第１６条第３項の規定は、前項の遺族特別援護金の支給額について準用す

る。

　（傷病特別給付金の支給）

第１９条　傷病特別給付金は、傷病補償年金の受給権者に対し、年金として支

給する。

２　傷病特別給付金の額は、１年につき、その者に対して支給すべき補償条

例第８条の２第２項の規定による傷病補償年金の額（当該傷病補償年金に

ついて補償条例第１８条の２の規定が適用された場合にあっては、当該傷病

補償年金に係る傷病等級に応じ、当該額に同条に規定する率を乗じて得た

額を加算した額）に１００分の２０を乗じて得た額とする。ただし、その額は、

１５０万円に、当該傷病補償年金に係る傷病等級に応じ、同項各号に定める倍

数を３６５で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。

　（障害特別給付金の支給）

第２０条　障害特別給付金は、障害補償年金の受給権者に対しては、年金とし

て、障害補償一時金の受給権者に対しては、一時金として、それぞれ支給

する。

２　障害特別給付金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に

定める額とする。ただし、その額は、１５０万円に、当該障害補償に係る障害

等級に応じ、補償条例第９条第３項各号及び第４項各号に定める倍数を

―　１２１３　―
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３６５で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。

茨　障害補償年金の受給権者　１年につき、その者に対して支給すべき補

償条例第９条第３項の規定による障害補償年金の額（当該障害補償年金

について補償条例第１８条の２の規定が適用された場合にあっては、当該

障害補償年金に係る障害等級に応じ、当該額に同条に規定する率を乗じ

て得た額を加算した額）に１００分の２０を乗じて得た額

芋　障害補償一時金の受給権者　その者に対して支給すべき補償条例第９

条第４項の規定による障害補償一時金の額（当該障害補償一時金につい

て補償条例第１８条の２の規定が適用された場合にあっては、当該額に

１００分の５０を乗じて得た額を加算した額）に１００分の２０を乗じて得た額

３　補償条例第９条第８項の規定による障害補償の受給権者に係る障害特別

給付金の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、加重後の障害等級に応ずる同項の規定による額から当該各号に定め

る額（その額が、１５０万円に、加重前の障害等級に応じ、補償条例第９条第

３項各号及び第４項各号に定める倍数を３６５で除して得た数を乗じて得た

額を超えるときは、当該乗じて得た額）を差し引いた額とする。

茨　加重後の障害の程度が支給規則別表第２に定める第７級以上の障害等

級に該当する場合　加重前の障害の程度が同表に定める第７級以上の障

害等級に該当するものであるときはその障害等級に応ずる障害補償年金

の額（加重後の障害が補償条例第１８条の２に規定する公務上の災害に係

るものである場合には、当該額に加重前の障害の程度に応じ同条に規定

する率を乗じて得た額を加算した額）に１００分の２０を乗じて得た額、加重

前の障害の程度が同表に定める第８級以下の障害等級に該当するもので

あるときはその障害等級に応ずる障害補償一時金の額（加重後の障害が

同条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該額に１００

分の５０を乗じて得た額を加算した額）に１００分の２０を乗じて得た額を２５で

除して得た額

芋　加重後の障害の程度が支給規則別表第２に定める第８級以下の障害等

級に該当する場合　加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額（加

重後の障害が補償条例第１８条の２に規定する公務上の災害に係るもので

―　１２１４　―
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ある場合には、当該額に１００分の５０を乗じて得た額を加算した額）に１００

分の２０を乗じて得た額

　（損害補償の制限に関する規定の準用）

第２１条　補償条例第１９条の規定は、傷病特別支給金、障害特別支給金、傷病

特別給付金及び障害特別給付金の支給について準用する。

　（遺族特別給付金の支給）

第２２条　遺族特別給付金は、遺族補償年金の受給権者に対しては、年金とし

て、遺族補償一時金の受給権者に対しては、一時金として、それぞれ支給

する。

２　遺族特別給付金は、前項に定めるもののほか、遺族補償年金の受給権者

が遺族補償年金前払一時金の支給を受けたため補償条例第１６条第２号の規

定に該当しないこととなった者で、当該遺族補償年金の受給権者に当該遺

族補償年金前払一時金が支給されなかったものとした場合に同号の規定に

該当して遺族補償一時金の受給権者となるものに対し、一時金として支給

する。

３　遺族特別給付金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に

定める額とする。

茨　遺族補償年金の受給権者　１年につき、その者に対し支給すべき補償

条例第１２条第１項の規定による遺族補償年金の額（当該遺族補償年金に

ついて補償条例第１８条の２の規定が適用された場合にあっては、当該額

に１００分の５０を乗じて得た額を加算した額）に１００分の２０を乗じて得た額。

ただし、その額は、１５０万円に、当該遺族補償年金の額の算定の基礎と

なった遺族の人数の区分に応じ、同項各号に規定する補償基礎額に乗ず

べき数を３６５で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。

芋　補償条例第１６条第１号の規定による遺族補償一時金の受給権者　その

者に対して支給すべき補償条例第１６条の２第１項の規定による遺族補償

一時金の額（当該遺族補償一時金について補償条例第１８条の２の規定が

適用された場合にあっては、当該額に１００分の５０を乗じて得た額を加算

した額）に１００分の２０を乗じて得た額。ただし、その額は、１５０万円に、

当該遺族補償一時金に係る同項各号に定める倍数を３６５で除して得た数

―　１２１５　―
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を乗じて得た額を超えないものとする。

鰯　補償条例第１６条第２号の規定による遺族補償一時金の受給権者及び前

項の規定による遺族特別給付金を受けることができる者　前号の規定に

よる遺族特別給付金の額から、同一の事由につき既に支給された第１号

の規定による遺族特別給付金の額の合計額を差し引いた額

４　第１６条第３項の規定は、前項の遺族特別給付金の額について準用する。

５　補償条例第１４条第１項又は補償条例附則第４条の２第４項の規定により

遺族補償年金の支給が停止されている者に対する遺族特別給付金は、当該

遺族補償年金の支給が停止されている間、支給しない。

　（障害差額特別給付金の支給）

第２２条の２　障害差額特別給付金は、障害補償年金差額一時金の受給権者に

対し、一時金として支給する。

２　障害差額特別給付金は、前項に定めるもののほか、障害補償年金の受給

権者が障害補償年金前払一時金の支給を受けたため障害補償年金差額一時

金を受ける権利を有しないこととなった者で、当該障害補償年金の受給権

者に当該障害補償年金前払一時金が支給されなかったものとした場合に障

害補償年金差額一時金を受ける権利を有することになるものに対し、一時

金として支給する。

３　障害差額特別給付金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。

茨　障害補償年金差額一時金の受給権者　障害補償年金差額一時金に係る

障害補償年金に係る障害等級に応じ、補償条例附則第３条の３第１項の

表の右欄に掲げる額（当該障害補償年金について補償条例第１８条の２の

規定が適用された場合にあっては、当該障害補償年金に係る障害等級に

応じ、同表の右欄に掲げる額に、同条に規定する率を乗じて得た額を同

表の右欄に掲げる額に加算した額。次項において「障害差額特別給付金

限度額」という。）に１００分の２０を乗じて得た額（その額が、１５０万円に、

当該障害等級に応じ、同表の右欄に掲げる数を３６５で除して得た数を乗

じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額）から、既に支給された

当該障害補償年金に係る障害特別給付金の額の合計額を差し引いた額

―　１２１６　―
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芋　前項の規定による障害差額特別給付金を受けることができる者　障害

補償年金差額一時金が支給されたものとして前号の規定を適用した場合

に、同号の規定により計算して得られる額

４　補償条例第９条第８項の規定による障害補償年金の受給権者の死亡によ

り障害差額特別給付金を受けることになった者の当該障害差額特別給付金

の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める額に１００分の２０を乗じて得た額（その額が、１５０万円に、

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額（当該障害補償

年金について補償条例第１８条の２の規定が適用された場合にあっては、そ

の規定の適用がないものとした場合における当該各号に定める額）を補償

基礎額で除して得た数を３６５で除して得た数を乗じて得た額を超えるとき

は、当該乗じて得た額）から、既に支給された当該障害補償年金に係る第

２０条第３項の規定による障害特別給付金の額の合計額を差し引いた額とす

る。

茨　加重前の障害の程度が支給規則別表第２に定める第７級以上の障害等

級に該当する場合　加重後の障害等級に応ずる障害差額特別給付金限度

額から、加重前の障害等級に応ずる障害差額特別給付金限度額を差し引

いた額

芋　加重前の障害の程度が支給規則別表第２に定める第８級以下の障害等

級に該当する場合　加重後の障害等級に応ずる障害差額特別給付金限度

額に、当該障害補償年金に係る補償条例第９条第８項の規定による金額

を当該障害補償年金に係る加重後の障害等級に応ずる同条第３項の規定

による金額（当該障害補償年金について補償条例第１８条の２の規定が適

用された場合にあっては、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、同

項の規定による金額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額）

で除して得た数を乗じて得た額

５　第１６条第３項の規定は、前２項の障害差額特別給付金の額について準用

する。

　（長期家族介護者援護金の支給）

第２２条の３　長期家族介護者援護金は、傷病補償年金又は障害補償年金の受

―　１２１７　―
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給権者のうち当該傷病補償年金又は当該障害補償年金に係る障害が次の各

号の一に該当する者（以下この条において「要介護年金受給権者」という。）

が当該障害に係る傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由が生じ

た日の翌日から起算して１０年を経過した日以後に死亡した場合（その死亡

が公務上の災害と認められる場合を除く。）に、その遺族に対し、支給する。

ただし、要介護年金受給権者の死亡の原因について長期家族介護者援護金

を支給することが適当でない事情があると認めたときは、管理者は、長期

家族介護者援護金を支給しないことができる。

茨　せき髄その他神経系統の機能又は精神の著しい障害により、常に介護

を要するもの

芋　胸腹部臓器の機能の著しい障害により、常に介護を要するもの

２　長期家族介護者援護金を受けることができる遺族は、要介護年金受給権

者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のうち、要介護年金受給

権者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであって、生

活に困窮していると認められるものとする。ただし、妻（婚姻の届出をし

ていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。）以外の者に

あっては、要介護年金受給権者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場

合に限るものとする。

茨　夫（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあっ

た者を含む。第４項及び第５項において同じ。）、父母、祖父母又は兄弟

姉妹については、６０歳以上であるか、又は支給規則第５条に定める障害

の状態（次号において、「特定障害状態」という。）にあること

芋　子又は孫については、特定障害状態にあること

３　長期家族介護者援護金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、

孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、

実父母を後にする。

４　第２項の規定にかかわらず、同項第１号に掲げる要件に該当しない要介

護年金受給権者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹のうち、要介護年金受給

権者の死亡の当時その収入によって生計を維持し、かつ、５５歳以上６０歳未

満であった者であって、生活に困窮していると認められるものは、当分の

―　１２１８　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

Title:05-3-2●1201-.ec8 Page:1218  Date: 2017/11/29 Wed 17:27:51 



新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

間、長期家族介護者援護金を受けることができる遺族とする。

５　前項に規定する遺族の長期家族介護者援護金を受けるべき順位は、第２

項に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあって

は、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母

を先にし、実父母を後にする。

６　長期家族介護者援護金の支給は、１００万円とする。ただし、長期家族介護

者援護金の支給を受けることができる者が２人以上あるときは、１００万円

をその人数で除して得た額とする。

７　要介護年金受給権者を故意に死亡させた者又は要介護年金受給権者の死

亡前に、当該要介護年金受給権者の死亡によって長期家族介護者援護金を

受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死

亡させた者は、長期家族介護者援護金を受けることができる遺族としな

い。

　（公務災害防止対策事業）

第２２条の４　組合は、団員の公務上の災害を防止するため、公務災害防止対

策事業を行う。

２　公務災害防止対策事業を行うために必要な事項は、管理者が別に定め

る。

　（自動車等損害見舞金の支給）

第２２条の５　組合は、団員が次の各号に定める自動車又は原動機付自転車

（以下この条において「自動車等」という。）を消防団又は水防団の活動の

円滑な遂行のために使用し、又は使用させたことにより当該自動車等に損

害を受けた場合は、管理者が別に定める見舞金を支給する。

茨　団員が所有する自動車等

芋　団員と生計を一にするこれらの者の親族（団員とまだ婚姻の届出をし

ないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）の所有する自動車

等

鰯　団員又は前号に規定する親族をその業務を執行する社員、取締役又は

これに準ずる者とする法人の所有する自動車等

允　団員、第２号に規定する親族又は前号に規定する法人を買主とする売

―　１２１９　―
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買契約において、売主が所有権を留保している自動車等

印　団員、第２号に規定する親族又は第３号に規定する法人の譲渡により

担保の目的となっている自動車等

　（傷病特別給付金等の額の端数処理）

第２３条　傷病特別給付金、年金たる障害特別給付金又は年金たる遺族特別給

付金（以下「傷病特別給付金等」という。）の額に５０円未満の端数があると

きは、これを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数があるときは、これを

１００円に切り上げるものとする。

　（傷病特別給付金等の支給期間等）

第２４条　補償条例第２０条第１項及び第３項の規定は、傷病特別給付金等の支

給について準用する。

２　補償条例第８条の２第４項の規定は、傷病特別給付金の支給について、

同条例第９条第９項の規定は、年金たる障害特別給付金の支給について準

用する。

　（傷病特別給付金等の支払の調整）

第２５条　年金たる遺族特別給付金の支給を停止すべき事由が生じたにもかか

わらず、その停止すべき期間の分として年金たる遺族特別給付金が支払わ

れたときは、その支払われた年金たる遺族特別給付金は、その後に支払う

べき年金たる遺族特別給付金の内払とみなすことができる。傷病特別給付

金等を減額して改正すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じ

た月の翌月以後の分として減額しない額の傷病特別給付金等が支払われた

場合における当該傷病特別給付金等の当該減額すべきであった部分につい

ても、同様とする。

２　同一の傷病に関し、傷病特別給付金の支給を受けることができる者が、

休業援護金又は障害特別給付金の支給を受けることができることとなり、

かつ、当該傷病特別給付金を支給すべき事由が消滅した場合において、そ

の消滅した月の翌月以後の分として傷病特別給付金が支払われたときは、

その支払われた傷病特別給付金は、当該休業援護金又は障害特別給付金の

内払とみなす。

３　同一の傷病に関し、休業援護金の支給を受けている者が傷病特別給付金

―　１２２０　―
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又は障害特別給付金の支給を受けることができることとなり、かつ、当該

休業援護金の支給を行わないこととなった場合において、その後も休業援

護金が支払われたときは、その支払われた休業援護金は、当該傷病特別給

付金又は障害特別給付金の内払とみなす。

　（傷病特別給付金等の過誤払による返還金債権への充当等）

第２６条　年金たる損害補償の受給権者が死亡したためその支給を受ける権利

が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分とし

て当該年金たる損害補償の受給権者に支給される傷病特別給付金等の過誤

払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権（以下こ

の条において「返還金債権」という。）に係る債務の弁済をすべき者に支払

うべき次の各号に掲げるものがあるときは、当該各号に掲げる支払金の金

額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

茨　傷病特別給付金等を受けることができる者の死亡に係る損害補償を受

ける権利を有する者に支給される遺族特別支給金、遺族特別援護金、遺

族特別給付金又は障害差額特別給付金（以下次項において「遺族特別支

給金等」という。）

芋　過誤払による返還金債権に係る同一の事由による同順位で受けること

ができる遺族特別給付金

２　前項の規定により傷病特別給付金等の過誤払による返還金債権に係る債

務の弁済をすべき者に支払うべき遺族特別支給金等の支払金の金額を当該

過誤払による返還金債権の金額に充当したときは、次に掲げる事項を記載

した書面をもって、遺族特別支給金等を受ける者に通知するものとする。

茨　過誤払による返還金債権に係る傷病特別給付金等の種類及び当該過誤

払による返還金債権の金額

芋　支払うべき遺族特別支給金等の種類、金額及び当該金額のうち前号の

金額に充当した金額

　（未支給の福祉事業）

第２７条　外科後処置、補装具、リハビリテーション、アフターケア、介護等

の供与、休業援護金、奨学援護金、就労保育援護金、傷病特別支給金、障

害特別支給金、遺族特別支給金、障害特別援護金、遺族特別援護金、傷病

―　１２２１　―
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特別給付金、障害特別給付金、遺族特別給付金、障害差額特別給付金若し

くは長期家族介護者援護金又は第７条の規定による旅行費（以下「外科後

処置の費用等」という。）の支給を受けることができる者が死亡した場合に

おいて、その死亡した者に支給すべき外科後処置の費用等でまだその者に

支給しなかったもの（以下「未支給の福祉事業」という。）があるときは、

その者の配偶者（婚姻の届出をしていないが、非常勤消防団員又は非常勤

水防団員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。第

３０条において同じ。）、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その

者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに、これを支給する。

２　前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる給付について当該各号に定

める遺族がある場合は、当該各号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業

は、当該各号に定める遺族に支給する。

茨　遺族補償年金の受給権者に支給すべき遺族特別支給金、遺族特別援護

金及び遺族特別給付金　遺族補償年金を受けることができる他の遺族

芋　第２２条の２第１項の規定により支給すべき障害差額特別給付金　障害

補償年金差額一時金を受けることができる他の遺族

鰯　第２２条の２第２項の規定により支給すべき障害差額特別給付金　障害

補償年金の受給権者が障害補償年金前払一時金を受けたため障害補償年

金差額一時金を受けることができなくなった他の遺族

３　第１項の規定により未支給の福祉事業を受けるべき者の順位は、同項に

規定する順序とし、前項の規定により未支給の福祉事業を受けるべき者の

順位は、同項第１号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業については補償

条例第１１条第３項に規定する順序（補償条例附則第４条の２第２項に規定

する遺族にあっては同条第３項に規定する順序）、前項第２号又は第３号

に掲げる給付に係る未支給の福祉事業については補償条例附則第３条の３

第３項後段に規定する順序とする。

４　未支給の福祉事業を受けることができる同順位者が２人以上あるとき

は、その全額をその１人に支給することができるものとし、この場合にお

いてその１人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

 

―　１２２２　―
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　（福祉事業承認申請書、福祉事業決定通知書等）

第２８条　第２条第１号から第４号まで及び第６号に規定する福祉事業を受け

ようとする者は、消福様式第１号による福祉事業承認申請書を管理者に提

出しなければならない。

２　管理者は、前項の申請書又は次条第１項に掲げる請求書（次項に定める

ものを除く。）を受理したときは、すみやかに承認するかどうかを決定し、

申請者又は請求者に対して消福様式第２号による福祉事業決定通知書、消

福様式第２号の２による福祉事業費支給決定通知書、消福様式第３号によ

る奨学援護金決定通知書、消福様式第４号による就労保育援護金決定通知

書を送付するものとする。

３　管理者は、次条第９号から第１６号までに掲げる請求書（傷病特別給付金

等に限る。）を受理したときは、すみやかに承諾するかどうかを決定し、請

求者に対して消福様式第５号による特別給付金（年金）決定通知書を送付

するものとする。

４　管理者は、傷病特別給付金等の額の改定を行った場合には、当該傷病特

別給付金等を受ける者に対して改定後の特別給付金決定通知書を送付する

ものとする。

　（福祉事業費請求書）

第２９条　前条第２項前段の規定により承認を受けた者並びに第２条第５号及

び第７号から第１８号までに掲げる福祉事業を受けようとする者は、次の各

号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める請求書を管理者に提出

しなければならない。

　茨　外科後処置費請求書、アフターケア費請求書 消福様式第６号

　芋　補装具費請求書  消福様式第７号

　鰯　リハビリテーション費請求書  消福様式第８号

　允　旅行費請求書   消福様式第１０号

　印　休業援護金請求書  消福様式第１１号

　咽　在宅介護を行う介護人の派遣費用請求書  消福様式第１２号

　員　奨学援護金請求書  消福様式第１３号

　因　就労保育援護金請求書  消福様式第１４号

―　１２２３　―
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　姻　傷病特別支給金請求書  消福様式第１５号

　引　障害特別支給金請求書  消福様式第１６号

　飲　遺族特別支給金請求書  消福様式第１７号

　淫　障害特別援護金請求書  消福様式第１６号

　胤　遺族特別援護金請求書  消福様式第１７号

　蔭　傷病特別給付金請求書  消福様式第１５号

　院　障害特別給付金請求書  消福様式第１６号

　陰　遺族特別給付金請求書  消福様式第１７号

　隠　障害差額特別給付金請求書  消福様式第１８号

　韻　長期家族介護者援護金請求書  消福様式第１９号

　（未支給の福祉事業の請求）

第３０条　第２７条第１項に規定する未支給の福祉事業を受けようとする者は、

消福様式第２０号による未支給の福祉事業請求書を管理者に提出しなければ

ならない。

２　第２８条第２項の規定は、未支給の福祉事業について準用する。

　（定期報告書）

第３１条　奨学援護金又は就労保育援護金の支給を受ける者は、毎年１回４月

１日から同月末日までの間に、消福様式第２１号による奨学援護金定期報告

書又は福祉様式第２２号による就労保育援護金定期報告書を管理者に提出し

なければならない。

　（異動報告書）

第３２条　奨学援護金又は就労保育援護金の支給を受ける者（第１号に掲げる

事由のうち、死亡したことにより年金たる損害補償を受ける権利が消滅し

たときは、その者の遺族、第３号に掲げる事由が生じたときは補償条例第

１４条第１項又は第２項に規定する者）は、次の各号の一に該当する事由が

生じたときは、遅滞なく、消福様式第２３号による奨学援護金に関する異動

報告書又は消福様式第２４号による就労保育援護金に関する異動報告書を管

理者に提出しなければならない。

茨　氏名又は住所に変更があったとき

芋　第１２条第１項各号の一又は第１３条第１項各号の一に該当しなくなった

―　１２２４　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

とき

鰯　補償条例第１４条の規定により遺族補償年金の支給が停止され又はその

停止が解除される事由が生じたとき

２　奨学援護金の支給を受ける者は、当該奨学援護金に係る在学者等につい

て、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、遅滞なく、消福様式第

２３号による奨学援護金に関する異動報告書を管理者に提出しなければなら

ない。

茨　氏名、住所、学校等の名称又は学校等の所在地に変更があったとき

芋　第１２条第１項第４号の規定により奨学援護金の支給を受ける者につい

て、遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合において同号の規定によ

る在学者等が補償条例第１３条第１項の規定により当該遺族補償年金を受

ける権利を有するに至ったとき

鰯　在学又は在校しなくなったとき

允　第１２条第１項第２号又は第４号に該当する者と生計を同じくしなく

なったとき

印　婚姻をしたとき

咽　直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったとき

員　離縁によって第１２条第１項第２号に掲げる者又は同項第４号の非常勤

消防団員若しくは非常勤水防団員との親族関係が終了したとき

因　高等専門学校の第４学年に進級したとき

姻　奨学援護金を支給することが適当でないと認められたことにより奨学

援護金が支給されなくなった在学者等についてその事情が消滅したとき

３　就労保育援護金の支給を受ける者は、当該就労保育援護金に係る保育児

について、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、遅滞なく、消福

様式第２４号による就労保育援護金に関する異動報告書を管理者に提出しな

ければならない。

茨　氏名、住所、保育所等の名称又は保育所等の所在地に変更があったと

き

芋　第１３条第１項第３号の規定により就労保育援護金の支給を受ける者に

ついて、遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合において、同号の規

―　１２２５　―
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定による保育児が補償条例第１３条第１項の規定により当該遺族補償年金

を受ける権利を有するに至ったとき

鰯　保育所等に預ける必要がなくなったとき

允　直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったとき

印　離縁によって、第１３条第１項第２号に掲げる者又は同項第３号の非常

勤消防団員若しくは非常勤水防団員との親族関係が終了したとき

　（福祉事業記録簿）

第３３条　管理者は、福祉事業について、消防団員等福祉事業記録簿を備え、

所要の事項を記載して整理しなければならない。

　（補則）

第３４条　この規則に定めるもののほか、福祉事業の実施に関し必要な事項

は、管理者が別に定める。

　　　附　則

　（施行期日）

第１条　この規則は、平成１６年３月１日から施行する。

　（福祉事業の経過措置）

第２条　この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前に発生した事故に

よる死亡若しくは負傷又は施行日前にその発生が確定した疾病による死亡

若しくは障害若しくはその発生が確定した疾病に係る福祉事業について

は、旧福祉事業の実施に関する規則（昭和４７年規則第１号）の例による。

　　　附　則（平成１７年９月１日規則第１４号）

　（施行期日等）

１　この規則は、公布の日から施行する。

２　改正後の第１７条の規定は、平成１７年４月１日以後に支給事由の生じた障

害補償の受給権者について適用し、同日前に支給事由の生じた障害補償の

受給権者については、なお従前の例による。

３　改正後の第３４条の規定は、平成１６年７月１日から適用する。

　（障害特別支給金等の内払）

４　新条例の規定による改正前の別表第３及びこの規則の規定による改正前

の規則に基づいて支給された障害特別支給金、遺族特別支給金、障害特別

―　１２２６　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

援護金、遺族特別援護金、障害特別給付金又は遺族特別給付金については、

新条例附則第２条第３項及び第４項の規定の例による。

　　　附　則（平成１８年６月１日規則第２４号）

　（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

２　改正後の第１２条第２項第４号の規定は、平成１８年４月１日以後の月に係

る奨学援護金について適用し、同日前の月に係る奨学援護金については、

なお従前の例による。

　　　附　則（平成１９年２月１６日規則第６号）

　（施行期日等）

１　この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新潟県市町

村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則（以下「改正後の

規則」という。）は、平成１８年４月１日から適用する。ただし、同規則第４

条第５項の規定は、平成１８年１０月１日から適用する。

　（障害等級の改正に伴う経過措置等）

２　改正後の規則に係る新潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る損害補

償の支給等に関する規則（平成１９年規則第３号。以下「支給規則」という。）

別表第２の適用については、同規則附則第２条の規定の例による。

３　非常勤消防団員又は非常勤水防団員（以下「団員」という。）が公務上負

傷し、若しくは疾病にかかり、平成１８年３月３１日以前に治ったとき、又は

同日前に障害補償年金を受ける者の当該障害の状態に変更があったときに

おける改正後の規則第６条第１項及び第３項、第１２条第１項第１号の規定

の適用については、なお従前の例による。

４　団員が平成１８年３月３１日以前に公務上死亡した場合におけるこの規則に

よる改正前の新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関す

る規則（次項において「改正前の規則」という。）第１６条第２項第３号の規

定の適用については、なお従前の例による。

５　新潟県市町村総合事務組合消防団員等公務災害補償条例の一部を改正す

る条例（平成１９年条例第７号）による改正前の新潟県市町村総合事務組合

―　１２２７　―
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消防団員等公務災害補償条例別表第２及び別表第３並びに改正前の規則の

規定に基づいて支給された傷病特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支

給金若しくは障害特別援護金、遺族特別援護金又は傷病特別給付金、障害

特別給付金、遺族特別給付金については、支給規則附則第２条第２項の規

定の例による。

　　　附　則（平成１９年１２月３日規則第２４号）

この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２０年６月２日規則第１０号）

　この規則は、公布の日から施行し、改正後の第１２条及び第１３条の規定は、

平成１９年１２月２６日から適用する。

　　　附　則（平成２４年８月１日規則第７号）

この規則は、公布の日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。

　　　附　則（平成２５年４月１日規則第２号）

この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成２５年５月１日規則第６号）

この規則は、公布の日から施行する。

　　附　則（平成２７年９月１日規則第１２号）

　この規則は、公布の日から施行し、改正後の第１２条第２項第１号及び第１３

条第１項第１号の規定は、平成２７年４月１日から適用する。

　　　附　則（平成２８年７月１日規則第１０号）

この規則は、公布の日から施行する。

　　附　則（平成２９年５月１日規則第１９号）

　この規則は、公布の日から施行し、改正後の新潟県市町村総合事務組合消

防団員等福祉事業の実施に関する規則の規定は、平成２９年４月１日から適用

する。

　　　附　則（平成３０年５月１日規則第８号）

　この規則は、公布の日から施行し、改正後の新潟県市町村総合事務組合消

防団員等福祉事業の実施に関する規則の規定は、平成３０年４月１日から適用

する。

 

―　１２２８　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

消福様式第１号

 

―　１２２９　―

承認
番号

福 祉 事 業 承 認 申 請 書□　消防団員

□　水防団員 年　　月　　日

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  魁

新潟県市町村総合事務組合管理者　様　　　　　　

下記のとおり福祉事業を受けたいので申請します。

ふ

り

が

な

氏

名

年　　月　　日任命年月日

消防団　　分団　　部
消防団員又は

水防団員の氏名
階級

年　　月　　日

現階級及び

就任年月日

第　 級　 号
第　 級　 号

傷 病 等 級
障 害 等 級

年　　　月　　　日事 故 発 生 日

傷　 －　 －　
障　 －　 －　

年金支払決定番号
年　　　月　　　日
年　　　月　　　日

傷 病 等 級 該 当 日
治 ゆ し た 日

傷　 病　 名 、

障 害 の 部 位

□　外科後処置　　　　□　補装具（□　支給　　□　修理　　□　再支給）

□　リハビリテーション　　　　□　アフターケア

□　在宅介護を行う介護人の派遣　　　　□　旅行費

福 祉 事 業

の 種 類

福 祉 事 業 を

必要とする理由

及 び そ の 内 容

年　　　月　　　日から　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日間（　　　　週間、　　　　時間）

年　　　月　　　日まで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
希望する期間

希望する施設名

及びその所在地
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〔注意事項〕

１　休業援護金、奨学援護金、就労保育援護金、傷病特別支給金、障害特別

支給金、遺族特別支給金、障害特別援護金、遺族特別援護金、傷病特別給

付金、障害特別給付金、遺族特別給付金、障害差額特別給付金及び長期家

族介護者援護金については、この申請書を提出することを要しないこと。

２　該当する「□」には、碍印を記入すること。

３　「年金支払決定番号」の欄には、組合が決定した年金支払決定番号を記入

すること。

４　「福祉事業を必要とする理由及びその内容」の欄には、当該福祉事業に要

する金額を予定できる場合にその予定額も記入すること。

５　「希望する期間」の欄には、リハビリテーション又は在宅介護を行う介護

人の派遣を受けようとする場合に記入すること。

６　在宅介護を行う介護人の派遣を受けようとする場合には、費用の一部を

自己負担するものであること。

７　この請求書に添付する書類

茨　外科後処置、補装具、リハビリテーションを申請する場合は、その実

施を必要と認める医師の意見書

芋　せき髄を損傷した者で障害の程度が支給規則別表第２に定める第４級

以下の障害等級に該当する者及び白内障、緑内障又は網膜はく離等の眼

疾患を有する者で同表に定める程度の障害が存する者以外のものに係る

アフターケアを申請する場合は、その実施を特に必要とする旨の医師の

意見書

 

―　１２３０　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

消福様式第２号

 

―　１２３１　―

□ 新 規 ・ □ 改 定福 祉 事 業 決 定 通 知 書□　消防団員

□　水防団員 承認
番号

年　　　月　　　日　

新潟県市町村総合事務組合管理者　　礁　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　様　

福 祉 事 業 の 決 定 に つ い て

　　　　　年　　月　　日付けをもって申請のあった福祉事業について、審査の結果、下記のとおり

決定したので、通知します。

記

１　消防団員又は水防団員名

２　決　　　　　定　　　□　承　　　認

　　　　　　　　　　　　□　不　承　認　（理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

３　福祉事業の種類　　　□　外科後処置　　　□　補　装　具　（□支給　　□修理　　□再支給）

　　　　　　　　　　　　□　リハビリテーション　　□　アフターケア

　　　　　　　　　　　　□　在宅介護を行う介護人の派遣　　□　旅　行　費

４　そ　　の　　他

注　意　事　項

　外科後処置費、リハビリテーション費又はアフターケア費に係る請求書は、１月ごとに提出すること。
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消福様式第２号の２

 

―　１２３２　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

福祉事業費支給決定通知書

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　様　

新潟県市町村総合事務組合管理者　　　　礁

福祉事業費の支給決定について

　請求のありました福祉事業費については、審査の結果、下記のとおり決定し

たので、通知します。

記

１　福祉事業費支給額　　　　　　　　　　　　円　

２　支払日　　　　　　　　　年　　　月　　　日

３　所属市町村

４　種別

（内訳）

金　　　額請　求　日回数種　　類

　　　年　　　月　　　日

　　　年　　　月　　　日

　　　年　　　月　　　日

福　祉　事　業　費　合　計
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

消福様式第３号

 

―　１２３３　―

奨学援護金決定通知書

　　　　　　　　　　　様

　　年　　月　　日　　

新潟県市町村総合事務組合管理者　礁　　

　下記のとおり奨学援護金の支給を決定したので通知します。

新規分
改定分
修正分

消防団員・水防団員種別年度事故年度－承 認 番 号
消
防
団
員
又
は
水
防
団
員

住 所

　　　　　　年　　　月　　　日生生年月日男・女氏  名    （性別）
ふりがな

年　　　　　　月支給開始改定年月
支給月額

円

（　　　　）
支給対象者の氏名
（団員との続柄）

円各期の支給額

１　月額改定　　２　入学・入校

３　年金異動に伴う異動

４　卒業・修了　　５　退学

６　死亡　　７　婚姻

０　その他

支給月額

改定理由

月　額学　年
学校等の
区　　分

在学者等の
氏　　　名

円年

１　小学校　２　中学校　３　高校
　（全日制）　４高校（定時制）
５　高専　６　大学　７　短期大学
８　専修学校（高等・一般課程）
９　専修学校（専門課程）
１０　職業訓練施設（一類）
１１　職業訓練施設（二類）・職業
　　訓練大学校　　０　その他

（注）

学校等の

区　　分

備　　考
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〔注意事項〕

１　奨学援護金は、毎年２月、４月、６月、８月、１０月及び１２月の６期に、

それぞれの前月分までを支給するものであり、奨学援護金決定通知を受け

た後は、奨学援護金請求書の提出を必要としない（４の各号に掲げる事由

が生じたときを除く。）ものであること。

２　奨学援護金の支給を受ける者は、毎年１回４月１日から同月末日までの

間に、奨学援護金定期報告書に必要書類を添付して組合に提出すること。

３　奨学援護金の支給を受ける者（死亡した場合にあっては、その者の遺族）

は、次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、遅滞なく、奨学援護金

に関する異動報告書に必要書類を添付して組合に提出すること。

茨　奨学援護金の支給を受ける者について、次に掲げる事由が生じたとき

ア　奨学援護金の支給を受ける者が、傷病補償年金の受給権者又は障害

補償年金の受給権者である場合

　　　契　死亡したとき

形　障害の程度に変更が生じ、障害の事情がなくなったとき又は支給

規則別表第２に定める第４級以下の障害等級になったとき

イ　奨学援護金の支給を受ける者が、遺族補償年金の受給者である場合

契　死亡したとき

形　婚姻（内縁を含む。）をしたとき

径　直系血族又は直系姻族以外の者の養子（内縁を含む。）となったと

き

恵　離縁によって、死亡した団員との親族関係が終了したとき

慶　１８歳に達した日以後の最初の３月３１日が終了したとき

慧　障害の事情がなくなったとき

憩　契から慧までの事由の一に該当したことによりその者の遺族補償

年金を受ける権利が消滅した場合において、奨学援護金に係る在学

者等である次順位者が遺族補償年金の受給権者となったとき

掲　所在が１年以上明らかでないとき又は１年以上明らかでないこと

により遺族補償年金の支払いを停止された者の所在が明らかとなっ

たとき

―　１２３４　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

携　在学者等に係る学資等の支弁が困難でなくなったとき

芋　奨学援護金に係る在学者等について、次に掲げる事由が生じたとき

ア　在学又は在校しなくなったとき

イ　第１２条第１項第２号又は第４号に該当する者と生計を同じくしなく

なったとき

ウ　婚姻（内縁を含む。）をしたとき

エ　直系血族又は直系姻族以外の者の養子（内縁を含む。）となったとき

オ　離縁によって、第１２条第１項第２号に掲げる者又は同項第４号の団

員との親族関係が終了したとき

カ　高等専門学校の第４学年に進級したとき

キ　奨学援護金を支給することが適当でないと認められたことにより奨

学援護金が支給されなくなった在学者等について、その事情が消滅し

たとき

鰯　奨学援護金の支給を受ける者の氏名若しくは住所又は奨学援護金に係

る在学者等の氏名、住所、学校等の名称若しくは学校等の所在地に変更

があったとき

４　奨学援護金の支給を受ける者について次の各号の一に該当する事由が生

じた場合は、新たに奨学援護金請求書に必要書類を添付して組合に提出す

ること。

茨　奨学援護金に係る在学者等が進学したとき

芋　現に支給の事由とされている在学者等以外に新たに在学者等となった

者があるとき

 

―　１２３５　―
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消福様式第４号

 

―　１２３６　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

就労保育援護金決定通知書

　　　　　　　　　　様

　　年　　月　　日　　

新潟県市町村総合事務組合管理者　礁　　

　下記のとおり就労保育援護金の支給を決定したので通知します。

新規分
改定分
修正分

消防団員・水防団員種別年度事故年度承 認 番 号消
防
団
員
又
は
水
防
団
員

住 所

　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日生生年月日男・女氏  名    （性別）
ふりがな

年　　　　　　月支給開始改定年月
支給月額

円

（　　　　）
支給対象者の氏名
（団員との続柄）

円各期の支給額

１　月額改定

２　死　　亡

３　年金異動に伴う異動

４　小学校入学

５　保育所等への入所

０　そ　の　他

支給月額

改定理由

月　　　額年　令保 育 児 氏 名

円歳

備　　考
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

〔注意事項〕

１　就労保育援護金は、毎年２月、４月、６月、８月、１０月及び１２月の６期

に、それぞれの前月分までを支給するものであり、就労保育援護金決定通

知を受けた後は、就労保育援護金請求書の提出を必要としない（現に支給

の事由とされている保育児以外に新たに保育児となった者があるときを除

く。）ものであること。

２　就労保育援護金の支給を受ける者は、毎年１回４月１日から同月末日ま

での間に、就労保育援護金定期報告書に必要書類を添付して組合に提出す

ること。

３　就労保育援護金の支給を受ける者（死亡した場合にあっては、その者の

遺族）は、次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、遅滞なく、就労

保育援護金に関する異動報告書に必要書類を添付して組合に提出するこ

と。

茨　就労保育援護金の支給を受ける者について、次に掲げる事由が生じた

とき

ア　就労保育援護金の支給を受ける者が、傷病補償年金の受給権者又は

障害補償年金の受給権者である者

契　死亡したとき

形　障害の程度に変更が生じ、障害の事情がなくなったとき又は支給

規則別表第２に定める第４級以下の障害等級になったとき

イ　就労保育援護金の支給を受ける者が、遺族補償年金の受給権者であ

る場合

契　死亡したとき

形　婚姻（内縁を含む。）をしたとき

径　直系血族又は直系婚姻以外の者の養子（内縁を含む。）となったと

き

恵　離縁によって、死亡した団員との親族関係が終了したとき

慶　障害の事情がなくなったとき

慧　契から慶までの事由の一に該当したことによりその者の遺族補償

年金を受ける権利が消滅した場合において、就労保育援護金に係る

―　１２３７　―
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保育児である次順位者が遺族補償年金の受給権者となったとき

憩　所在が１年以上明らかでないとき又は１年以上明らかでないこと

により遺族補償年金の支払いを停止された者の所在が明らかとなっ

たとき

掲　保育に係る費用を援護する必要がなくなったとき

芋　就労保育援護金に係る保育児について、次に掲げる事由が生じたとき

ア　保育所等に預ける必要がなくなったとき

イ　直系血族又は直系姻族以外の者の養子（内縁を含む。）になったとき

ウ　離縁によって、第１３条第１項第２号に掲げる者又は同項第３号との

親族関係が終了したとき

鰯　就労保育援護金の支給を受ける者の氏名若しくは住所又は就労保育援

護金に係る保育児の氏名、住所、保育所等の名称若しくは保育所等の所

在地に変更があったとき

 

―　１２３８　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

消福様式第５号

 

―　１２３９　―

特別給付金（年金）決定通知書

　　年　　月　　日　　

　　　　　　　　　　様　

新潟県市町村総合事務組合管理者　礁　　

　下記のとおり特別給付金（年金）の支給を決定したので通知します。

記

住　　　　所種　　別事故年度年金支払決定番号　

は
水
防
団
員

１
消
防
団
員
又

　　　年度

生年月日性別氏　　　　名

　　年　　月　　日

３　受給権者の氏名２　年金の種類

５　特殊公務災害４　等級

第　　　級

８　７の人

数に含まれ

ない遺族数

７　遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族数６　補償基礎額

内　　　　訳人内　　訳円

兄弟姉妹祖父母孫父母子配偶者扶養加算額基礎額

人人人人人人人円円

１１　支給開始年月１０　各期の支給額９　特別給付金（年金）支給額

年　　　月　円円

１２　年金改定事由

１　 ２　 ３　 ４　 ５　 ６　 ７　 ８　 ９　１０　１１　１２　１３　１４　１５

１３　特別給付金（年金）支給停止

１　遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が１年以上明らかでない場合には、同順位
者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が
明らかでない間、その者に支給すべき遺族特別給付金（年金）の支給を停止する。

２　遺族補償年金を受ける権利を有する者が特例遺族である場合には、その者が支給停止解
除年齢に達するまでの間、その者に支給すべき遺族特別給付金（年金）の支給を停止する。

１４　備考

Title:05-3-2●1201-.ec8 Page:1239  Date: 2017/11/29 Wed 17:27:51 



〔注意事項〕

１　この決定通知書は、福祉事業の実施に関する規則第２８条第３項及び第４

項の規定に基づき、傷病特別給付金、年金たる障害特別給付金若しくは年

金たる遺族特別給付金（以下「年金たる特別給付金」という。）の支給の決

定を行った場合又は当該年金たる特別給付金の額の改定を行った場合に送

付されるものであること。

２　「４　等級」欄の各等級に応ずる支給倍数は、次のとおりであること。

　茨　傷病等級の場合　　　　芋　障害等級の場合

３　「５　特殊公務災害」欄において該当する場合の加算倍数は、次のとおり

である。

　茨　傷病特別給付金の場合　芋　年金たる障害特別給付金の場合

　鰯　年金たる遺族特別給付金の場合　１.５

４　「７　遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族数」欄の人数に応ずる支

給倍数は、次のとおりであること。

５　「９　特別給付金（年金）支給額」の算定方法は、次のとおりであるこ

と。

茨　傷病特別給付金又は年金たる障害特別給付金の場合

補償基礎額×支給倍数×特殊公務加算倍数×０.２＝特別給付金（年金）

支給額

芋　年金たる遺族特別給付金の場合

補償基礎額×支給倍数×特殊公務加算倍数×０.２÷受給権者数＝受給

―　１２４０　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

７６５４３２１等級３２１等級

１３１１５６１８４２１３２４５２７７３１３倍数２４５２７７３１３倍数

３～７２１等級３２１等級

１.５１.４５１.４倍数１.５１.４５１.４倍数

４人以上３人２人１人人数

２４５２２３２０１１５３
（１７５）倍数
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

権者１名分の特別給付金（年金）支給額～Ａ

　　　Ａ×受給権者＝特別給付金（年金）支給額

６　「１０　各期の支給額」欄の額は、「１１　特別給付金（年金）支給額」の２

/１２の額であること。したがって、期のなかばに当該年金たる特別給付金

の支給が開始される場合における支給実額とは異なるので留意すること。

７　「１２　特別給付金（年金）改定事由」欄の番号に応ずる改定事由は、次の

とおりであること。

 

―　１２４１　―

改　定　事　由番号改　定　事　由番号

遺族の生計分離又は再同一
特殊遺族が支給停止解除年齢に達し
た
受給権者の所在が１年以上不明又は
その所在が明らかとなった
障害の状態にあった者にその事情が
なくなった
他の法律による給付の停止、解除
団員等の死亡の当時胎児であった子
が出生した
その他

９
１０

１１

１２

１３
１４

１５

補償基礎額改定
他の法律による給付額の改定
支給倍数の改定
遺族が１８歳に達した日以後の最初
の３月３１日が終了した
妻が５５歳に達した
婚姻
養子縁組又は離縁
死亡

１
２
３
４

５
６
７
８
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消福様式第６号

 

―　１２４２　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

　請求者の住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　ふ り が な
　氏　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　○印 　 

　新潟県市町村総合事務組合管理者　　様

　　下記のとおり　 　を請求します。□外 科 後 処 置 費
□アフターケア費

承 認 番 号
□外科後処置費請求書

□アフターケア費請求書
　　　年　　　月　　　日請求年月日□消防団員

□水防団員 第　　回（　　年　　月分）請 求 回 数

　　　年　　　月　　　日事 故 発 生 日職業　　　　　消防団　　　分団　　　部

１　所 属 消 防 団
　　　年　　　月　　　日治ゆした年月日　任命年月日　　　年　　 月　　 日

　　　第　　　級　　　号障 害 等 級　現階級及び　　階級
　就任年月日　　　年　 　月　　 日 　　　障　　　－年金支払決定番号

２　傷 病 名 及 び
　　障 害 の 部 位

この請求書による　□外科後処置費　□アフターケア費のうち、診療費、調剤費、施術料又は看
護料のうち訪問看護に係る費用の受領を下記の者に委任します。

　委任者の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　○印 　

３　診 療 費 の
　　受 領 委 任

上記の委任に基づき、この請求書による　□外科後処置費　□アフターケア費のうち、診療費、
調剤費、施術料又は看護料のうち訪問看護に係る費用の請求をします。

振込先金
融機関名　　　　　　　　　　　　　

□普通預金　□当座預金　□別段預金
［口座番号　　　　　　　　　　　］

ふ り が な
預金名義者　　　　　　　　　　　　

送　
 

金 　

先

所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

医療機関等の名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名（代表者）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○印 

受 　

任　
 

者

（審　査）  　　　円
  ※

（請求額）  　　　円内訳は、別添１号紙「診療費請求明細書（病院、診
療所用）」又は４号紙「診療費請求明細書（歯科用）」
記載のとおり

４　診 療 費

内訳は、別添２号紙「調剤費請求明細書（薬局用）」
記載のとおり５　調 剤 費

内訳は、別添３号紙「施術料請求明細書（柔道整復
師等用）」記載のとおり６　施 術 料

内訳は、別紙「訪問看護事業者の証明
書」のとおり□訪 問 看 護

７　看 護 料 　　　年　　月　　日から
　　　　　　　　　　　　　  　日間
　　　年　　月　　日まで

□看　護　師
□準 看 護 師
□看護補助者
□親族・友人

路　　　　　　　程交通機関の種類

８　移 送 費 　　　　　　　  から　　　　　  まで

　　  ｷﾛﾒｰﾄﾙ｛　 　　　　  回□片  道
□往  復

□バ　　　ス
□電　　　車
□タ ク シ ー
□自 家 用 車

　 　　　　日間

　

　　　　年　　　　月　　　　日から
　　　　年　　　　月　　　　日まで

９　外科後処置に
　　係 る 日 当

10　上 記 以 外 の
　　診（施）療費

11　請 求 額
（４～９の合計額）

　　年　　月　　日※送金　　年　　月　　日※受理　　　　　　　　　  円※　 　支給額

　

□外 科 後 処 置 費
□アフターケア費

［注意事項］
１　※印の欄は、記入しないこと。また、該当する「□」に碍印を記入すること。
２　「承認番号」の欄には、外科後処置費又はアフターケア費について組合が送付した福祉事業決定通知書の承認番号を

記入すること。
３　「年金支払決定番号」の欄には、組合が決定した年金支払決定番号を記入すること。
４　「３　診療費の受領委任」の「受任者」及び「送金先」の欄については、初回の記入内容に変更のない場合は、第２回以

降の請求において記入する必要はないこと。
５　「７　看護料」及び「８　移送費」を請求する場合は、訪問看護の場合を除き、費用の領収書又はこれに代わる証明書及

び明細書を添付すること。ただし、看護人が家族・友人の場合については、その必要が無いこと。
６　「10　上記以外の療養費」の欄には、「４　診療費」に含まれない外科後処置等に必要な治療用材料等の名称、数量及

び費用を記入し、その領収書及び明細書を添付すること。
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別　紙

 

―　１２４３　―

氏　　　名訪問看護事業者の証明書

（訪問看護期間）

　　　　　　　　年　　　月　　　日から

　　　　　　　　年　　　月　　　日まで

　　　　　訪問看護の回数　　　　　　回

傷　病　名

（傷病の経過）

　　　年　　　月　　　日指 示 年 月 日

□保　健　師

□看　護　師

□理学療法士　　□作業療法士

　　　　　円×　　　　回　　　　　　　　　　　円

□准 看 護 師

　　　　　円×　　　　回　　　　　　　　　　　円

基

本

療

養

費

　　　年　　　月　　　日主 治 医 へ の 直
近 報 告 年 月 日

（訪問日）

　　１　　２　　３　　４　　５　　６　　７

　　８　　９　　10　　11　　12　　13　　14

　　15　　16　　17　　18　　19　　20　　21

　　22　　23　　24　　25　　26　　27　　28

　　29　　30　　31
初　　　日　　　　　　　　　　　　　円

２回目以降　　　　　　回　　　　　　円

管　　　理
療　養　費

提供した情報の概要
　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

情 報 提 供
療　養　費

情報提供先の市（区）町村の名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

死亡年月日　　　年　　月　　日

タ ー ミ ナ
ル　ケ　ア
療　養　費

（備　考）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　円合　　　計

　訪問看護を指示した医療機関の名称及び主治医の氏名

　　　　　医療機関の名称

　　　　　主 治 医 氏 名

　上記の事項は事実と相違ないことを証明します。

　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　兼所　在　地
　　　　　訪問看護事業者の牽名　　　称
　　　　　　　　　　　　　験代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　魁

［注意事項］

１　該当する「□」に碍印を記入すること。

２　この訪問看護事業者の証明書の記入に代えて、同様事項を記載した訪問看護事業者の証明書を

添付してもよいこと。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １　号　紙

 

―　１２４４　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

診療費請求明細書（病院・診療所用） 氏　　　名

　　　　年　　　　月　　　　日診療開始日
診療時
の症状 　　　日

診　療
実日数

　　年　　月　　日から
　　年　　月　　日まで

診 療 期 間

□治ゆ　□中止　□死亡　□継続　□転医転　　　帰※審　査診　療　の　内　訳（□病　院　□診療所）

※　審　　査診　療　の　内　容時間外・休日・深夜　　　回　　　点初　診

　　　　　　　円　　　　　　　円初　　　診　　　料再　　　　診　　　×　　回
外来管理加算　　　×　　回
時　　間　　外　　　×　　回
休　　　　日　　　×　　回
深　　　　夜　　　×　　回

再　診
　　　×　　　回再　　　診　　　料

　　　×　　　回再診時療養指導管理料

そ　　　の　　　他

計指　導

摘　　　　　　　　　要往　　　　診　　　　　　回
夜　　　　間　　　　　　回
深 夜 ・ 緊 急　　　　　　回
在宅患者訪問診療　　　　回
そ　　の　　他　　　　　　回
薬　　　　剤　　　　　　回

在　宅

 薬剤　　　　　　単位
　　　調剤　　　×　　　回
屯服　薬剤　　　　　　単位
 薬剤　　　　　　単位
　　　調剤　　　×　　　回
処方　　　　　　×　　　回
麻毒　　　　　　　　　　回
調基

内服｛

外用｛投　薬

皮下筋肉内　　　　　　　回
静　脈　内　　　　　　　回
そ　の　他　　　　　　　回

注　射

　　　　　　　　　　　　回
薬剤処　置

　　　　　　　　　　　　回
薬剤

手　術
麻　酔

　　　　　　　　　　　　回
薬剤検　査

　　　　　　　　　　　　回
薬剤

画　像
診　断

処方せん　　　　　　　　回
薬剤

その他

　　　年　　月　　日入院年月日

入　院

入院料（入院環境料・看護
料・給食料）

　食有　　　×　　日間
　食無　　　×　　日間
　特食　　　×　　日間
入院時医学管理料
　　　　　　×　　日間
　　　　　　×　　日間
　　　　　　×　　日間
特定入院料

□病　院
□診療所

□基　食
□普　食
□　衣　

その他

合　　　　　　　　　　計

付　添　看　護　関　係

左記の看護を必
要とした理由

□普通看護
□泊込看護
□徹夜看護

看　護　の
種　　類

　　　年　　月　　日から　　　　　　兼１人付看護
　　　　　　　　　　　　　日間のうち牽２人付看護　  　 日間
　　　年　　月　　日まで　　　　　　験３人付看護

期間及び
看護形態

入 院 時 室 料 加 算 関 係

　　年　　月　　日から　   
　　年　　月　　日まで

　

日間期
間

□個　　室
□二人部屋

室　料　の
種　　類

※　　　 円　　×　　日＝　　 円
請
求
額

収容した
理　　由

※　　　円（合計点数）　　　点×（１点単価）　　　円　　銭＝　　　円　ア　診療報酬点数表により計算できるもの

※　　　円（文書料、治療用装具、入院時室料加算時）　　　　　　　円　イ　診療報酬点数表により計算できないもの

※　　　円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　　　診療費請求合計額（ア＋イ）

　上記の事項は事実と相違ないことを証明します。　　　　　　　兼所　在　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療機関の牽名　　　称
　　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　験医師の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　魁

［注意事項］
１　※印の欄には記入しないこと。また、該当する「□」に碍印を記入すること。
２　「イ診療報酬点数表により計算できないもの」の欄には、金額及びその明細（文書料、治療用装具等）を記入すること。
３　この診療費請求明細書の記入に代えて、同様事項を記載した医師の証明書（診療報酬明細書）を添付してもよいこと。
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　　 調剤費請求明細書（薬局用）　　　　　　　　　　　２　号　紙

 

―　１２４５　―

氏　　名

　　　回

受
付
回
数

　　　　　　　　　　　　　　　兼所　在　地
　処方せんを交付した医療機関の牽名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　験医師の氏名

※　　
審　査

調剤報酬点数
調剤
数量

処　　　　　　　方

調剤月日処方月日
加算料薬剤料調剤料

単　位
薬剤料

医薬品名・規格・
用量・剤型・用法

　　　点　　　点　　　点　　　点　　　　点・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・

・・

摘　

要

指　導　料　点時間外等加算　点調剤基本料　点※ 決　定　点請　求　点

※  　　　　　　　円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 円調 剤 費 請 求 額

　　上記の事項は事実と相違ないことを証明します。

　　　　　　年　　　月　　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兼
　　　　　　　　　　　　　　　　薬局の牽 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　験

所　　在　　地

名　　　　称

薬剤師の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　魁

〔注　意　事　項〕
　１　※印の欄には記入しないこと。
　２　この診療費請求明細書の記入に代えて、同様事項を記載した薬剤師の証明書（調剤報酬明細書）を

添付してもよいこと。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３　号　紙

 

―　１２４６　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

施術料請求明細書（柔道整復師等用） 氏　　名

　　　　　　　年　　　月　　　日　初　検　日施
術
時
の
症
状

　　　 日
施　術
実日数

　　　年　　月　　日から
　　　年　　月　　日まで

施術期間

□治ゆ　□中止　□死亡　□継続　□転医転　　帰

摘　　　　　　要※　審　査施　　療　　の　　内　　容

　　　　　　 円時間内　　　　　　　　　　　　　　  円
時間外
深　夜

初 検 料

　　　年　　　月　　　日再 検 料

　　　年　　　月　　　日から
　　　　　　　　　　　　　　　　　  回
　　　年　　　月　　　日まで

指 導 管 理 料

普　　　通　　　　　　　　　　　　  回
夜間・難路　　　　　　　　　　　　  回
　　　　　  距離（片道）　  　㎞
暴　風　雨　　　　　　　　　　　　  回
同 一 家 屋　　　　　　　　　　　　  回

往 療 料

　　　　　　　　　　　　　　　　　  回
　　　　　　　　　　　　　　　　　  回
　　　　　　　　　　　　　　　　　  回

初 回 処 置 料
□整復料
□固定料
□施療料

　　　　　　　　　　　　　　　　　  回
　　　　　　　　　　　　　　　　　  回
　　　　　　　　　　　　　　　　　  回

後 療 料

　　　　　　　　　　　　　　　　　  回運 動 療 法 料

　　月　　日から　　月　　日まで　  回
　　月　　日から　　月　　日まで　  回

温 罨 法 料

　　月　　日から　　月　　日まで　  回
　　月　　日から　　月　　日まで　  回

冷 罨 法 料

　　　　　　　　　　　　　　　　　  回
　　　　　　　　　　　　　　　　　  回

電 療 料

　　　　　　　　　　　　　　　　　  回レントゲン料

　　　　　　　月　　　日から
　　　　　　　月　　　日まで
　　　　　　　月　　　日から
　　　　　　　月　　　日まで

宿 泊 料

そ の 他

□　有　□　無
医師の同意
の　有　無

合　　　　　　　計

※　　　　　円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円施術料請求額

　上記の事項は事実と相違ないことを証明します。

　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兼所 在 地
　　　　　　　　　　　　　　　　　施術所の牽名　　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　験施術者の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　魁

［注意事項］
１　※印の欄には記入しないこと。また、該当する「□」に碍印を記入すること。
２　この施術料請求明細書の記入に代えて、同様事項を記載した施術者の証明書を添付してもよいこと。

兼
献
献
験

券
献
献
鹸

入室料

食事料

日間

日間
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―　１２４７　―

４　号　紙

氏 名診療費請求明細書（歯科用）
　　　年　　　月　　　日診療開始日傷

病
各
部
位

日診　療
実日数

　年　月　日から
　年　月　日まで診 療 期 間

□治ゆ　□中止　□死亡　□継続　□転医転帰

※審　査診　　　　療　　　　の　　　　内　　　　容

点点　　　　　　　時間外　　休日　　深夜　　乳　　障　　紹　　病初診

Ｆ＋衛指導再診　　×　　時間外　　休日　　深夜　　乳　　障　　病再診

　×　×注×　＋×処内・屯・外・注　調　×　×　処方　×　＋　×　情　×投薬・注射

そ
の
他

×　×
×　×

×　×

精
密
検
査

×　×
×　×

×　×

基
本
検
査

Ｓ培　×

写＋　×

平　　×

測　　×

　　　×
模
　　　×

パ　　　×　×

全顎　　　　　枚

標　　　×　×

Ｘ線

検査
ＥＭＲ　　×　　×　　×　　×

咬調　×ラバー　×知覚過敏　×　×除去　　×　×　×覆罩　×普処　×即処　×

処

置

・

手

術

加　　×
圧　　×根
充　　×

生切　×
　　　×

失　　×
即　　×
充　　×

即　　×
　　　×
充　　×

根　　×
　　　×
充　　×

根　　×
管　　×貼
薬　　×

感　　×
染　　×根
処　　×

麻　　×
　　　×
抜　　×

抜　　×
　　　×
髄　　× 失切　×

掻爬術　×切開　×　×Ｐ処　×ＰＣｕｒ　×　×ＳＲＰ　×　×スクー　×　＋　×リング
ＦＯｐ　×ＧＥｃｔ　×付着　×　乳　×　前　×　臼　×　難　×　理　×　＋　×抜歯

特定
薬剤

その
他

麻酔

歯　

冠　

修　

復　

及　

び　

欠　

損　

補　

綴

その他ＩＳ　　×　＋　×浸麻　　×伝麻　　×
＋　　　　×　×　×　×　×　×　×　×　×　×印象維持管理　×　×　×　　　＋補診

＋　　×　　　　×　×　×　×　×咬合支　　　　×
　　
台　　　　×

築　　　　×
　
造　　　　×

×　
×　
×　
×

（
根
面
）（
窩
洞
）

×　
×　
×　
×

前
鋳
ジ
乳
帯

（
失　

活
）

×　
×　
×　
×

前
鋳
ジ
乳
帯

（
生　

活
）

歯
冠
形
成

　×ＥＥ　　　　×　×　×　×試適

　×研磨そ　　×
の
他

グ　　×
・
複　　×

光　　×
・
初　　×

　　×
ァ
　　×

充　
琢琢 　×ピン

×
　
×

ナ
ー　

リ
テ
イ

パ　 ×　 ニ　 ×　 銀　 ×前装冠××１４Ｋ

鋳
造
歯
冠
修
復

　１４Ｋ　×
　パ　　×
　ニ　　×
　銀　　×

継　
続　
歯

圧
大　　×

　小　　×

鋳
大　　×

　小　　×
圧鋳他　×

金　

属　

冠

××××パ大

×××××パ小
　前 ×

×
×

材
料

装
着

××××ニ大

×××××ニ小
　前

　×　×仮 ×

×

再着
装　

××××銀大

硬ジ　×ジ　×乳　××××××銀小
乳前

×

×

×

×

×

×

人　
　

工　
　

歯

パ　×　ニ　×鋳バ　
　

ー

×　
×　
×

装　
　

着

　パ前　　×　　パ小　　×

　１４Ｋ　　×　　他　　　×

裏　

装

　パ大　　×　　パ小　　×

　ニ　　　×　　銀　　　×

鋳　

造

ポ
ン
テ
ィ
ッ
ク

パ上　×　下　×

不特　×　強　×

屈
曲　パ　　×　　ニ　　×　　銀　　×前装

×ろ う×　
×　
×

床
修
理

１～４歯　×　１２～１４歯　×
５～８歯　×　総義歯　　×
９～１１歯　×　　　ゆ　　×

床
裏
装

１～４歯　×　１２～１４歯　×
５～８歯　×　総義歯　　×
９～１１歯　×　　　ゆ　　×

有
床
義
歯

×保

×修 理

不　双　×　レスト　×
　　　　　　ナ　シ・　 レスト×フック　×
特　ア　リ　スパー　

　双　　　×　
１４
Ｋレスト　×
　ア　リ

線　

鉤
ニ　×

１４Ｋ双　×　双　×　両　×　両　×　両　×
　　　大　　　小　　　　大　　　大小　　前

鋳
造
鉤

　パ　双　×　双　×　両　×　両　×　両　×
　　　大　　　　小　　　大　　　大小　　前

　×　　×　　×　　Ⅰ　　Ⅱ　　　　　　新製・床裏装・Ⅰ　算定（　　　　年　　　　月）義歯調整

その他

（合計）（合計）摘
要

そ
の
他

健康保険等他の法令による受給関係
※ 円（合計点数）　　　　　（１点単価）

　　　　　点　　×　　　円　　　銭　＝　　　　　円
ア　診療報酬点数表によ

り計算できるもの 　　□有　　　　□無受給の
有 無

※ 円（文書料等）
円

イ　診療報酬点数表によ
り計算できないもの 保険の

名 称

円一　部
負担金円支給さ

れる額※ 円円診療費請求合計額
（　ア　＋　イ　）

　　　上記の事項は事実と相違ないことを証明します。
 

年　　月　　日
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所　在　地

  　　　　　　　　　　　　医療機関の 名　　　称
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医師の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　魁

兼
牽
験

〔注意事項〕
　１　※印の欄には記入しないこと。また、該当する「□」に碍印を記入すること。
　２　「イ　診療報酬点数により計算できないもの」の欄には、金額及びその明細（文書料等）を記入すること。
　３　この診療費請求明細書の記入に代えて、同様事項を記載した医師の証明書（診療報酬明細書）を添付してもよいこと。

メ
タ
ル
そ
の
他
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消福様式第７号

 

―　１２４８　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

承認
番号

補装具費請求書□　消防団員

□　水防団員 　　　年　　月　　日

　住　所

　ふりがな
　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　魁

　　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

　　下記のとおり補装具費を請求します。

　　　年　　　月　　　日事 故 発 生 日
　　　　消防団　　　分団　　　　　部

所 属 消 防 団 名
　　　年　　　月　　　日治 ゆ し た 日

　　　年　　　月　　　日任命年月日
　第　　　　級　　　　号障 害 等 級

　階級

　　　年　　　月　　　日

現階級及び
就任年月日 年金支払決定番号

障 害 名

障 害 の 部 位

　　□　支　　給　　　　　　　□　修　　理　　　　　　□　再　支　給区　　　　　　分

　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日初 回 装 着 の 年 月 日

補 装 具 を 修 理

又 は

再装着した場合

　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日毀 損 し た 年 月 日

毀損した補装具の種別

毀 損 箇 所

毀損の原因及び発生状況

※　審　　　査装着又は修理年月日金　　　額単　　価個　数補　装　具　の　種　別

　　　　　　　　円　　　年　　月　　日　　　　　　　円　　　　　円　　　　　　　　用義肢

・　　・

・　　・

合　　　　　　　　　計

　　　　　　　　　　　　　　　兼
　　　　　　　　　　　　　　　献
　義肢を装着・修理した業者の　牽 
　　　　　　　　　　　　　　　献
　　　　　　　　　　　　　　　験

所在地

名　称

　※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　　　　　　　　円義肢採型指導料
採　型　指　導

　医療機関の｛ 　　　　　　　　　　　　　　　○印 所在地
名　称　　年　　月　　日採型指導

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円請　　　　　求　　　　　額

Title:05-3-2●1201-.ec8 Page:1248  Date: 2017/11/29 Wed 17:27:52 



新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

〔注意事項〕

１　※印の欄は記載しないこと。

２　該当する「□」には碍印で示すこと。

３　「承認番号」の欄には、補装具費について組合が送付した福祉事業決定通

知書の承認番号を記載すること。

４　「年金支払決定番号」の欄には、組合が決定した年金支払決定番号を記載

すること。

５　この請求書に添付する書類

茨　補装具費の請求明細書又は領収書及び明細書

芋　採型指導料を請求する場合は、採型指導料の請求明細書又は領収書及

び明細書

 

―　１２４９　―
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消福様式第８号

 

―　１２５０　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

承認
番号

リハビリテーション費請求書□　消防団員

□　水防団員

　請求第　　　　　回

　　　年　　月　　日

　住　所

　ふりがな
　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　魁

　　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

　　下記のとおりリハビリテーション費を請求します。

　　　年　　　月　　　日事 故 発 生 日
　　　　　消防団　　　　分団　　　　部

所 属 消 防 団 名
　　　年　　　月　　　日治 ゆ し た 日

　　　　年　　　月　　　日任命年月日
　第　　　　級　　　　号障 害 等 級

　階級

　　　　年　　　月　　　日
現階級及び
就任年月日 年金支払決定番号

障 害 名

障 害 の 部 位

　　　　　　　　年　　　　月　　　　日から
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日　間
　　　　　　　　年　　　　月　　　　日まで

入院（所）した期間

リ　

ハ　

ビ　

リ　

テ　

ー　

シ　

ョ　

ン　

施　

設　

の　

証　

明

こ
の
欄
の
記
載
事
項
は
事
実
と　
　
　
　
　
　

健
所　

在　

地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

検

相
違
な
い
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。　
　
　
　
　

検

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

施
設
の　

倦
名　
　

称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

検

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

検

　
　
　
　

年　
　

月　
　

日　
　
　
　
　
　
　

倹
職
・
氏
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

魁

□　終　了
□　転　所
□　継　続

訓練の種類

内　　　容

費　
　
　
　

用　
　
　
　

の　
　
　
　

明　
　
　
　

細

※　決　定合　　計

　　　　　　　　　　円　　請　　　求　　　額
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

〔注意事項〕

１　※印の欄には、記載しないこと。

２　該当する「□」には、碍印で示すこと。

３　「請求第　回」の欄には、リハビリテーション費についての請求回数を記

載すること。

４　「承認番号」の欄には、リハビリテーション費について組合が送付した福

祉事業決定通知書の承認番号を記載すること。

５　「年金支払決定番号」の欄には、組合が決定した年金支払決定番号を記載

すること。

 

―　１２５１　―
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消福様式第９号　削除

 

―　１２５２　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

消福様式第１０号

 

―　１２５３　―

承認
番号旅　行　費　請　求　書

□　消防団員

□　水防団員

　請求第　　　　　回

　　　年　　月　　日

　住　所

　ふりがな
　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　魁

　　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

　　下記のとおり旅行費を請求します。

　　　年　　　月　　　日事 故 発 生 日
　　　　　消防団　　　　分団　　　　部

所 属 消 防 団 員
　　　年　　　月　　　日治 ゆ し た 日

　　　　年　　　月　　　日任命年月日
　第　　　　級　　　　号障 害 等 級

　階級

　　　　年　　　月　　　日

現階級及び

就任年月日 年金支払決定番号

障 害 名

障 害 の 部 位

□　リハビリテーション　　　□　補装具（□ 採型　□ 修理　□ 再装着）旅 行 の 目 的

旅　
　
　

行　
　
　

費　
　
　

の　
　
　

内　
　
　

訳

往　　　　　　　発　　　　　　　経由　　　　　　　着

復　　　　　　　発　　　　　　　経由　　　　　　　着
旅 行 区 間

　　　　年　　　月　　　日から
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泊　　　　　　　日
　　　　年　　　月　　　日まで

旅 行 期 間

計宿泊料宿泊数
急　行
料金額

車船　　舶鉄　　道
宿泊地到着地出発地月  日

運 賃路 程運 賃路 程運 賃路 程
　　円　　円　　日　　円　　円　　歳　　円　　歳　　円　　歳

合　　　　　計

　　　　　　　　　　　　　　円※　決　　　定　　　　　　　　　　　　　　円請　　求　　額

Title:05-3-2●1201-.ec8 Page:1253  Date: 2017/11/29 Wed 17:27:52 



〔注意事項〕

１　※印の欄には、記載しないこと。

２　該当する「□」には、碍印で示すこと。

３　「承認番号」の欄には、この旅行を必要としたリハビリテーション又は補

装具の費用について組合が送付した福祉事業決定通知書の承認番号を記載

すること。

４　この請求書は、リハビリテーション又は補装具の支給・修理若しくは再

支給を受けるために旅行した場合の旅行費を請求するためのものであるか

ら消福様式第７号及び消福様式第８号までの請求書とあわせて提出するこ

と。

５　「請求第　回」の欄には、旅行費についての請求回数を記載すること。

６　この請求書に添付する書類

宿泊（車中泊を除く。）した場合は、その請求明細書又は領収書及び明細

書

 

―　１２５４　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

消福様式第１１号

 

―　１２５５　―

休業援護金請求書
□　消防団員

□　水防団員
請求第　　　　　　　　回

　　　年　　　月　　　日

ふ　り　が　な

氏　　名住　　　　所

被補償者

職　　業男　・　女　　　　　　年　　　月　　　日生　年　月　日

　　　　　　年　　　月　　　日　午 　　　時　　　分前
後事件が発生した日時事 故 発 生 の 場 所

市

町

村

長

又

は

消

防

団

長

の

証

明

事故又は疾病の発生
の原因及びその状況

階級名現
階
級

　　　　　年　　　月　　　日任　　命
　　　団　　　　　　部
　　　分団　　　　　班

所　 属　 消　 防　 団　 名
　　　　　　　　年　　月　　日　発　令

続　　　柄生　年　月　日氏　　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　円補　償　基　礎　額

補
償
基
礎
額

　　　　　　　　　　　　　　　　円本　　　人

内　訳

　　　　　　円×１人＝　　　　　円

扶　　　養

親　　　族

　　　　　　円×１人＝　　　　　円

　　　　　　円×２人＝　　　　　円

　　　　　　円×　人＝　　　　　円

　　　　上記事項は事実と相違ないことを証明します。

　　　　　　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市　町　村　長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市町村消防団長　　　　　　　　　　　　　　　　　　礁

診断によって疾病の発生が確定した日　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　　年　　　　月　　　　日初　　診

医　

師　

の　

証　

明

傷病名並びに傷病の部位及び傷病の程度

傷病経過の概要
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□　治ゆ　　　□　継続　　　□　死亡　　　□　転医　　　□　中止
　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　年　　月　　日　から　　　　　　　　 　　の期間における　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　年　　月　　日　まで　　　　　　　　　　　　　診　療　実　日　数日　間 日療養のため勤務その他の業務に従事

することができなかったと認められる期間

　　　　上記事項は事実と相違ないことを証明します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療機関の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職名及び氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　魁

　　　　　年　　月　　日　から　　　　　　　　 　　のうち給与その他業務上の収
　　　　　年　　月　　日　まで　　　　　　　　　　　　　入を得る事ができなかった日日　間療養のため勤務その他の業務に従

事することのできなかった期間休　業　期　間

　　　　　　　　　　　　　　　　日このうち給与を支
払わなかった日数

　　　　年　　月　　日　から　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日　間　　　　年　　月　　日　まで
療養のため勤務
しなかった期間

使用主の証明
　　上記のとおり証明します。

　　　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　兼所　在　地
　　　　　　　　　　　　　　使用主の牽名　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　験責任者氏名　　　　　　　　　　　　　　　魁

□　受けた（額　　　　　円）

□　受けなかった。
傷病手当金

（補償基礎額）　　　　　　　　　　　　×　 　×　　　　　　日　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円60
100

休　業　補　償　費
請　　求　　書

法令の名称　　　　　　　　　　給付若しくは補償の種類　　　　　　　　　　支給される額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

他の法令に定め
る　受　給　関　係

（補償基礎額）　　　　　　　　　　　　×　 　×　　　　　　日　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円20
100

休　業　援　護　金
請　　求　　書

　　　　　上 記 の と お り 休 業 補 償 費 を 請 求 し ま す 。

　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 年　 　 月　 　 日

　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 住　 所
　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 請 求 書
　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 氏　 名　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 魁
　　　　　　　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様
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消福様式第１２号

在宅介護を行う介護人の派遣費用請求書

 

―　１２５６　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

承 認 番 号□消防団員
□水防団員 　　　　　年　　　月　　　日請求年月日

住　　所

ふりがな

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　魁
　　　　　年　　　月　　　日生（　　歳）

　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

　下記のとおり在宅介護を行う介護人の派遣費用の
支給を請求します。

傷　病　名　　　　　　　消防団　　　分団　　　部

所　

属　

消　

防　

団　

名

　　　　　年　　　月　　　日任命年月日
負傷又は発病の年月日

　　　　　　　　　　年　　　月　　　日
　　　　階級

　　　　　年　　　月　　　日

現階級及び

就任年月日

年金支払決定番号

　　傷　　　　　－　　　　　－

　　障　　　　　－　　　　　－

請求者の受けている年金の種類

　□　傷病補償年金（第　　　級）

　□　障害補償年金（第　　　級）

居宅において介護を開始した年月日　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　年　　　月　　　日最初に供与を受けた年月日

供与を受けた日時
　　　　　　年　　　月　　　日　　　時　　　分　～　　　分（□３時間、□６時間）
　　　　　　年　　　月　　　日　　　時　　　分　～　　　分（□３時間、□６時間）
　　　　　　年　　　月　　　日　　　時　　　分　～　　　分（□３時間、□６時間）

費　

用　

の　

支　

給　

請　

求

費　用　総　額　憶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

うち自己負担額（賃金相当額の10分の３に相当する額）　臆　　　　　　　　　　　　　円

請　　求　　額（Ａ－Ｂ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

＊送金　　年　　月　　日＊受理　　年　　月　　日　　　　　　　　　　円＊支　給　額
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

〔注意事項〕

１　※印の欄は、記入しないこと。また、該当する「□」には、碍印を記入

すること。

２　「年金支払決定番号」の欄には、組合が決定した年金支払決定番号を記入

すること。

３　「費用の支払請求」の欄は、介護人の派遣に必要な費用の支給を受けよう

とする場合にのみ記入すること。なお、当該欄が不足する場合は別葉にし

ても差し支えないこと。

４　この請求書に添付する書類

介護人の派遣に必要な費用の支給を請求する場合には、請求金額に係る

領収書及び明細書

 

―　１２５７　―
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消福様式第１３号

 

―　１２５８　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

承認
番号奨学援護金請求書□　消防団員

□　水防団員 　　　年　　月　　日

　請求者

　住　所

　ふりがな
　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　魁

　　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

　　下記のとおり奨学援護金を請求します。

氏　
　
　

名

　　年　　月　　日任命年月日

　　　消防団　　分団　　部
消 防 団 員 又 は

水防団員の氏名
　階級

　　年　　月　　日

現階級及び

就任年月日

　第　　　　　級　　　　　号障 害 等 級　　　　　年　　　月　　　日事　故　発　生　日

　障　遺年金支払決定番号　　　　　年　　　月　　　日治ゆ又は死亡した日

療養の現状傷病名（療養開始の年月日）

長期療養者の場合

月　　額
卒業予定
年　　月

入学年月学　　年
学　校　名

（学校所在地）

請求者と生
計を同じく
しているか

請　求　者
との続柄

生 年 月 日
ふりがな

氏　　　名

在　
　
　
　

学　
　
　
　

者

　　　　円　年　月　年　月第　　学年
い　　る

い　な　い
　年 月 日

　　　　円　年　月　年　月第　　学年
い　　る

い　な　い
　年 月 日

　　　　円　年　月　年　月第　　学年
い　　る

い　な　い
　年 月 日

請求者と消防団員又は水防団員との続柄

　　　　　　　　円
請求月額

の　合　計

学費等の支弁が

困難である理由
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

〔注意事項〕

１　該当する「□」には、碍印で示すこと。

２　「承認番号」の欄には、奨学援護金について組合が送付した事業決定通知

の承認番号を記載すること。

３　「遺・障」及び「いる・いない」については、該当するものを○で囲むこ

と。

４　「年金支払決定番号」の欄には、組合が決定した年金支払決定番号を記載

すること。

５　この請求書に添付する書類

茨　在学者（義務教育学校の在学者を除く。）の在学を証明する書類

芋　在学者が障害補償年金の受給権者の子である場合は、在学者と当該障

害補償年金の受給権者とが生計を同じくしていることを証する書類

鰯　在学者が死亡した団員の子（当該団員の死亡の当時胎児であった子を

含む。）である場合は、在学者が当該団員の死亡の当時その収入によって

生計を維持していたことを証明する書類及び在学者と遺族補償年金の受

給権者とが生計を同じくしていることを証する書類（在学者が満１８歳以

上の場合に限る。）

允　在学者が長期療養者の子である場合は、当該長期療養者の傷病の程度

が特に重篤である（当該傷病が治ゆした場合には、支給規則別表第１に

定める第１級から第３級までの傷病等級に該当すると見込まれる程度の

障害が存することになると認められる者）旨の医師の証明書及び在学者

と当該長期療養者とが生計を同じくしていることを証する書類

 

―　１２５９　―
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消福様式第１４号

 

―　１２６０　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

　　　年　　月　　日就労保育援護金請求書□　消防団員
□　水防団員

　　　　　　　　　　　　　魁

住　所

ふ り が な

氏　名

　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

下記のとおり就労保育援護金を請求します。

　年　月　日事故発生日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふ り が な

消防団員又は水防団員の氏　名

　年　月　日
傷病等級該当、治
ゆ又は死亡した日□　傷病補償年金

□　障害補償年金

□　遺族補償年金

　　消防団　　分団　　部

　年　月　日
傷病　　　　　　
　　　　等　　級
障害　　　　　　

　年　月　日任命年月日

年金支払決定番号
階級
　年　月　日

現階級及び
就任年月日

請求者と消防団員又は水防団員との続柄

　　　　　　　年　　　　　月受けようとする就労保育援護金の支給開始年月

　　年　　月　　日生生 年 月 日
就労している者の
氏　　　　　　名

に
関
す
る
事
項

就
労
し
て
い
る
者

請 求 者 と の
続柄又は関係

就労している者の
住　　　　　　所

就労している会社
等の名称・所在地
ふ　　　　り　　　　が　　　　な

氏　　　　　　名

保　

育　

児　

に　

関　

す　

る　

事　

項

　　年　　月　　日生
　　　　　（　　歳）

　　年　　月　　日生
　　　　　（　　歳）

　　年　　月　　日生
　　　　　（　　歳）生 年 月 日

住　　　　　　所

請求者との続柄
又 は 関 係

いる・いないいる・いないいる・いない
請求者と生計を
同じくしているか

保育所等の名称

保育所等の所在地

　　　　　　　円　　　　　　　　円　　　　　　　　円請　　求　　月　　額
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

〔注意事項〕

１　該当する「□」には碍印で示すこと。

２　「年金支払決定番号」の欄には、組合が決定した年金支払決定番号を記載

すること。

３　「保育所等の名称」及び「保育所等の所在地」の欄には、知人、隣人等に

預けた場合は、その者の氏名及び住所を記載すること。

４　この請求書に添付する書類

茨　請求者と保育児との関係を明らかにする市町村長の発行する証明書

芋　保育児が保育所等に預けられていることを証する書類

鰯　生計を同じくしている者が就労していることを証する書類

允　就労している者が保育児と生計を同じくしていることを証する書類

 

―　１２６１　―
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消福様式第１５号

 

―　１２６２　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

　　　　傷病特別支給金請求書
　　　　傷病特別給付金請求書□消　防　団　員

□水　防　団　員

　　　　　　　市

　　　　　　　町長　氏名　　　　　　　　　　　　礁礁

　　　　　　　村

　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

下記のとおり傷病補償費の支給についてお取り計
らい願います。

　　　　　年　　月　　日

　別途証明書記載のとおり事　　　故　階　級
　　　　　氏　名
　職　業

非常勤消防団員等の
ふ　　り　　が　　な

氏　　　　　名 　　　　年　　　月　　　日事故発生日

　　　　年　　　月　　　日診断によって疾病の発生が確定した日　　　　　　年　　　月　　　日初　　診

傷病の名称、部位及びその状態

　　　　年　　　月　　　日傷　病　等　級　該　当　年　月　日第　　　級　　　号傷 病 等 級

既 存 障 害 の 部 位 及 び そ の 程 度

日 常 生 活 の 状 態

所轄社会保険
事 務 所 等

被保険者証書
等の記号番号

支給開始年月日
支 給 さ れ る
年 金 の 年 額

法　令　の　名　称
他の法

令によ

る受給

関　係

　　年　　月　　日
　　年　　月　　日
　　年　　月　　日

　　　　　　　　円
　　　　　　　　円
　　　　　　　　円

□厚生年金保険法の規定による障害年金

□国民年金法の規定による障害年金等

傷病補償年金額の算式

　　　　　　　　　　　円傷病補償年金請求年額　　　　　　　　　　　円傷病補償年金の年額

　　（傷病補償年金）

　　　　　　　　　　　　　　　　×　 　＝　　　　　　　　　円20
100

傷 病 特 別 給 付 金

傷 病 特 別 支 給 金

　　　　　　上 記 の と お り 傷 病 補 償 費 を 請 求 し ま す 。

　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　　　　　請　求　者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　魁
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消福様式第１６号

 

―　１２６３　―

障害特別支給金請求書
障害特別援護金請求書
障害特別給付金請求書

□消　防　団　員

□水　防　団　員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　町

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長　氏名　　　　　　　　　　　　　　　礁礁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　村

　　　　　　　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

　下記のとおり福祉事業の支給についてお取り計らい願います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

別添証明書記載のとおり事　　　故　住所

　　階級　　　　　　　氏名

　　　職業　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふり　がな

非 常 勤 消 防 団 員 等 の 氏 名
　　　　　年　　　月　　　日事故発生日

　　　　　年　　　月　　　日診断によって疾病の発生が確定した日　　　　　年　　　月　　　日初　診

医　
　
　

師　
　
　

等　
　
　

の　
　
　

証　
　
　

明

障害状況の詳細（図で示すことのできるものは図解とすること。）
　　　　年　　　月　　　日から
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日間
　　　　年　　　月　　　日まで

療　養　期　間

傷　　病　　名

傷 病 の 部 位

　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日
傷 病 の 治 ゆ
し　　た　　日

　第　　　　　級　　　　　　号（部位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　第　　　　　級　　　　　　号（部位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　第　　　　　級　　　　　　号（部位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

障 害 等 級
及　び　部　位

　上記の事項は事実と相違ないことを証明します。兼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　献所　在　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　献
　　　　　　年　　　月　　　日　　療養機関の　牽名　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　献
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　献職・氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　魁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　験

　　　　　　□障害補償年金　　　　　　　　　　□障害補償一時金障害補償の種類第　　級　　号障 害 等 級

既 存 障 害 の 部 位、
程度及び障害等級

加　重　障　害
差 引 計 算 方 式

法 令 の 名 称 ・ 給 付 等 の 種 類

他の法令による

受　給　関　係
　　　　年　　　月　　　日支給開始年月日　　　　　　円  　（　　　　級）支給される年金の額障 害 補 償 年 金

該　　当　　者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円支 給 さ れ る 額障害補償一時金
該　　当　　者

備　　　　考加　　　算　　　額生　年　月　日　（才）続　柄氏　　　　　　名扶　

養　

家　

族

補　　償　　基　　礎　　額

　　　　円×１人＝　　　　　　円

　　　　円×１人＝　　　　　　円

　　　　円×２人＝　　　　　　円

　　　　円×　人＝　　　　　　円

　（補償基礎額）　　　　　　（倍　数）
　　　　　　　　　　×　　　　　　　　　　　＝　　　　　　　　　　　　円障　害　補　償　年　金

　（補償基礎額）　　　　　　（倍　数）
　　　　　　　　　　×　　　　　　　　　　　＝　　　　　　　　　　　　円障 害 補 償 一 時 金

　（障害補償年金又は一時金）
　　　　　　　　　　　　　　　×　　 　　＝　　　　　　　　　　　　円20

100
障 害 特 別 給 付 金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　円障 害 特 別 援 護 金　　　　　　　　　　　　　　　　　　円障 害 特 別 支 給 金

　　　　上記のとおり福祉事業の支払を請求します。

　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　請　求　者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　魁
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〔注意事項〕

１　該当する「□」には碍印で示すこと。

２　「障害等級及び部位」の欄には、障害が１ある場合は当該障害等級及び当

該障害の存する部位を、障害が２以上ある場合はそれぞれの障害等級及び

それらの障害の存する部位を記載すること。

３　「障害等級」の欄には、障害が１ある場合は当該障害の等級を、障害が２

以上ある場合は補償条例第９条第５項又は第６項の規定により併合又は繰

上げをして得た障害等級を記載すること。

４　「障害補償の種類」の欄には、当該障害等級が第１級から第７級までの場

合「障害補償年金」の「□」に、第８級から第１４級までの場合は「障害補

償一時金」の「□」に碍印で示すこと。

５　「加重障害」の欄中「既存障害の部位、程度及び障害等級」の欄には、す

でに障害のある団員が公務に従事したことによる負傷、疾病又は障害に

よって、同一部位についての障害の程度を加重した場合における既存の部

位等を、「差引計算方式」の欄には、当該団員の加重後の障害等級に応ずる

障害補償の金額から、補償条例第９条第８項に定める差引額のうち当該団

員に該当するものを差引く計算の方式を記載すること。

６　この請求書に添付する書類

茨　障害の部位又は程度が明らかでないとき又は図示することが困難なと

きは、負傷又は疾病がなおったときにおける障害の状態の立証に関する

写真又はレントゲンフィルム

 

―　１２６４　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則
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消福様式第１７号

 

―　１２６５　―

　　　　□　200倍　　　□　400倍　　　□　600倍　　　□　800倍　　　□　1,000倍前払一時金申出倍数

申

出

る

場

合

前
払
一
時
金
を

　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　日前払一時金申出年月日

　　　年　　　月　　　分から　　　年　　　月　　　日　分まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

前 払 一 時 金 を 申 出 た 月 ま で の
期 間 に 係 る 遺 族 補 償 年 金 の 額遺族補償年金を

受けた後に前払
「一時金」を申
出　る　場　合

　（算式）
　　　　　　　　　　円　　　　　　　　円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

補償基礎額の1,000倍に相当する額（消防
作業従事者等はその二分の一の額）から上
記の額を差し引いた額

　　　　　　　　　　　円前 払 一 時 金 請 求 書　　　　　　　　　　　　　　円前 払 一 時 金 の 額

受給権者と生計を
同じくしているか障害の有無死　亡　者

との続柄住　　　　　　　所生　年　月　日
フリ　　　　　　　　ガナ

氏　　　　名区　　分

ある・ない　　　年　　月　　日受給権者

いる・いないある・ない　　　年　　月　　日

受 給 権 者

以外の受給

資　格　者

いる・いないある・ない　　　年　　月　　日

いる・いないある・ない　　　年　　月　　日

いる・いないある・ない　　　年　　月　　日

いる・いないある・ない　　　年　　月　　日

備　　　考加　　算　　額　　円生　年　月　日　（才）続　柄氏　　　　　名
扶
養
親
族

補償基礎額
基　礎　額
　　　　円
加 算 算 額
　　　　円

　　　　円×１人＝

　　　　円×１人＝

　　　　円×２人＝

　　　　円×　人＝

法令の名称・給付等の種類
他の法令による受給関係

　　　　　　年　　　月　　　日支給開始年月日　　　　　　　　　　　　円支給される年金の額

遺族補償年金額の算式

　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　　　遺族補償年金請求額遺 族 補 償 年 金 の 額

遺族特別支給金請求書
遺族特別援護金請求書
遺族特別給付金請求書

□消　防　団　員

□水　防　団　員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　町
　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　村　長　氏名　　　　　　　　　　　　　　　礁礁

　　　　　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

　下記のとおり福祉事業の支給についてお取り計らい願います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　事　　　故

　事故発生日　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

　住所

　　　階級・氏名

　　　　　　職業　　　　　　　　　　　年　　月　　日生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　フリガナ

非常勤消防団員等の氏名

　　　年　　　月　　　日死　亡　　　年　　　月　　　日診 断 に よ っ て 死 亡 の 原 因 で あ
る 疾 病 の 発 生 が 確 定 し た 日　　　　　年　　　月　　　日初　診

傷病名及び傷病か
ら死亡までの経過

遺　
　
　

族　
　
　

補　
　
　

償　
　
　

年　
　
　

金

　遺 族 補 償 年 金　　　　　　　　　　　　　　　　円　×　 ＝　　　　　　　　　　　　円20
100遺 族 特 別 給 付 金

廃 疾 の 有 無
死亡者との続柄
又　は　関　係

住　　　　　　　　所生　年　月　日氏　　　　　　名受けることがで

き　る　遺　族
遺

族

補

償

一

時

金

あ る ・ な い　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　円支 給 さ れ る 額法令の名称・給付等の種類他 の 法 令 に よ る 受 給 関 係

　　　　　一時金　　　　　　　　　　既に支払われた
　　　　（　　　　　　　　　円）－（　　　　　　　　　　　　　円）＝差額　　　　　　　　　　　　　円
　　　　　の額　　　　　　　　　　　年金の合計額

補 償 条 例 第 16 条 第 １ 項 第
２ 号 の 規 定 に よ る 差 額 請 求

　　　　　　　　　　　　　　円遺 族 補 償 一 時 金 請 求 額　　　　　　　　　　　　　　円遺　族　補　償　一　時　金　の　額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円遺 族 特 別 援 護 金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円遺 族 特 別 支 給 金

　　　　　上記のとおり福祉事業の支払を請求します。

　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消防団員等との続柄又は関係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　請　求　者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　魁
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〔注意事項〕

１　該当する「□」には、碍印で示すこと。

２　「ある・ない」及び「いる・いない」については、該当するものを○で囲

むこと。

３　「遺族補償年金」の欄には、遺族補償年金の受給権者又は受給資格がある

場合に記載し、「遺族補償一時金」の欄には、遺族補償年金の受給権者又は

受給資格者がなく、かつ、遺族補償一時金を受けることができる遺族があ

る場合に記載すること。補償基礎額欄には補償条例第５条第３項に規定す

る扶養親族について記載すること。

４　この請求書に添付する書類

茨　団員の死亡診断書、死体検案書又はその者の死亡を証明する書類若し

くはこれらの写し。ただし、行方不明となったことにより死亡したもの

と推定される者にあっては、行方不明となった事実及び年月日を証する

書類

芋　遺族補償年金の受給権者若しくは受給資格者又は遺族補償一時金を受

ける権利を有する者の戸籍の謄本。この場合において、これらの者が団

員の死亡の当時当該団員と婚姻の届出をしていなかったが、事実上婚姻

関係と同様の事情にあったときは、その事実を証する書類

鰯　団員の遺族のうち、補償条例第１７条の規定により、当該団員の死亡に

係る遺族補償年金又は遺族補償一時金を受けることができなくなった者

については、その事実を証する書類

允　遺族補償年金の受給権者又は受給資格者が、団員の死亡の当時その収

入によって生計を維持していたことを証する書類

印　遺族補償年金の受給資格者が遺族補償年金の受給権者と生計を同じく

しているときは、その事実を証する書類

咽　遺族のうち、障害の状態にあることにより遺族補償年金の受給権者又

は受給資格者となった者については、その者が団員の死亡の時から引き

続き障害の状態にあることを証する医師の診断書又はそのことを証する

書類

員　遺族補償年金の受給権者が、当該遺族補償の事由となった死亡につい

―　１２６６　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

て補償条例附則第５条に掲げる他の法律による年金給付の支給を受ける

場合には、当該年金証書全文の写し

因　遺族補償一時金を受ける権利を有する者のうち、補償条例第１５条第１

項第２号又は第３号に該当する者については、そのことを証する書類

姻　遺族補償一時金を受ける権利を有する者のうち、補償条例第１５条第１

項第３号に該当する者で、かつ、団員の死亡の当時障害の状態にある３

親等内の親族については、その者が団員の死亡の当時障害の状態にある

ことを証する医師の診断書又はそのことを証する書類

引　遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち、補償条例第１５条第

１項第３号又は第４号に該当する者で、同条第３項の規定により、遺族

補償一時金を受ける権利を有するに至った者については、そのことを証

する書類

 

―　１２６７　―
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消福様式第１８号

 

―　１２６８　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

　　　年　　月　　日障害差額特別給付金請求書□　消防団員
□　水防団員

　　　　市

　　　　町　長氏名　　　　　　　礁

　　　　村

　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

下記のとおり福祉事業の支給について
お取計らい願います。

　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　年　　月　　日事 故 発 生 日

　　年　　月　　日死 亡 し た 日

第　　　級　　　号死亡時の障害等級

　　障　　―　　　年金支払決定番号

　　　　　　　　円

支 給 さ れ た

特 別 給 付 金

（年　金）　の　額

の　　　合　　　計

死亡団員との
続柄又は関係支給を受ける者の氏名

（Ａ）　　　　　　　〔特殊公務の場合〕（支給された特別給付

　　（ ）（ ）（１＋割増率）　　　 

　　｛｛　　　円×　　×（１＋ ）× －　　円｝｝× ＝　　　　円

補　償
基礎額

乗ずべ
き数

金（年金）の額の合計）

100
20
100

１
（受給権者数）

給
付
金
額
の
算
式

障
害
差
額
特
別

（Ｂ）　　　　　（乗ずべき数）（支給された特別給付金（年金）の額の合計）

　　　（ × －　　　　　円）× ＝　　　　　　　円1,500,000円
365

１
（受給権者数）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円障 害 差 額 特 別 給 付 金 請 求 額

　上記のとおり障害差額特別給付金を請求します。

　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　住　所
　　請求者　　　　　　　　　　　　　　　　　　魁
　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　 死亡した傷害補償年金の　

受給権者との続柄又は関係
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

〔注意事項〕

１　「年金支払決定番号」の欄には、組合が決定した支払決定番号を記載する

こと。

２　「障害差額特別給付金額の算式」の欄の（乗ずべき数）の項には、障害等

級に応ずる補償条例附則第３条の３の第１項の表に掲げる乗ずべき数を記

載すること。

３　「障害差額特別給付金請求額」の欄には、「障害差額特別給付金額の算式」

の欄の憶の金額（憶の金額が臆の金額を超える場合には、臆の金額）に受

給権者の数を乗じて得た金額を記載すること。

４　この請求書には、次に掲げる書類を添付すること。ただし、この請求書

の提出前にすでに提出されたものと重複するものについては、添付する必

要はないこと。

茨　障害補償年金の受給権者の死亡診断書、死体検案書若しくはその者の

死亡を証する書類又はこれらの写し

芋　請求者と死亡した障害補償年金の受給権者との続柄に関する市町村長

の発行する証明書

鰯　請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した障害補償年金の受給権

者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、そ

の事実を証する書類

允　請求者が、死亡した障害補償年金の受給権者の死亡当時その者と生計

を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であると

きは、その事実を証する書類

印　請求者が配偶者以外の者であるときは、他に先順位者のないことを証

する書類

咽　請求者が、死亡した障害補償年金の受給権者の遺言又はその任命権者

に対する予告により特に指定された者であるときは、これを証する書類

 

―　１２６９　―
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消福様式第１９号

 

―　１２７０　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

長期家族介護者援護金請求書
□　消防団員
□　水防団員 　　　　　年　　　月　　　日請求年月日

住　　所

ふりがな
氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　魁

　　　　　年　　　月　　　日生（　　　歳）

死亡した要介護年金受給
権者との続柄又は関係

新潟県市町村総合事務組合管理者　様

　下記のとおり長期家族介護者援護金の支給を請求しま
す。

　　　　　　　消防団　　　　分団　　　　部

死亡した
要　介　護
年　　金
受給権者
に関する
事　　項

　　　　　年　　　月　　　日任命年月日

氏　　　名
　　　　　階級

　　　　　年　　　月　　　日

階 級 及 び
就任年月日

死亡年月日　　　　　　年　　　月　　　日

受給権者となった年月　　　　　年　　　月

（年金支払決定番号）

　　傷　　　　　－　　　　　　

　　障　　　　　－　　　　　　

　年金の種類

　　□　傷病補償年金（第　　　級）

　　□　障害補償年金（第　　　級）

　死亡の原因

請求者を扶養する者の状況所得税の納付状況

請求者に
関　す　る
事　　項

　□請求者を扶養する者がいない
□請求者を扶養する者がいるが、その者は前年の所得

について所得税を納付していない

　前年の所得について所得税の納付が

　　　　□　あ　る　　□　な　い

　補償条例第１１条第１項第４号に規定する障害の有無

　障害（障害等級第７級又はそれに相当する程度以上）が　　□　あ　る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□　な　い

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円長期家族介護者援護金請求額

　＊死亡した要介護年金受給権者に係る障害の部位・程度

　　□　せき髄その他神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し（有し）、常に介護を要するもの（第１級）

　　□　胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し（有し）、常に介護を要するもの（第１級）

　　傷病等級第１級又は障害等級第１級に最初に該当することとなった日　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　銀行・信金・信組　　　　　　　　　　　　　本店

　　　　　農協・漁協　　　　　　　　　　　　　　　　支店
振込先金融機関名

振込み

送　
　

金　
　

先

口座番号　□　普通預金　　□　当座預金

　預金名義者

その他

＊送金　　年　　月　　日＊受理　　年　　月　　日＊　長期家族介護者援護金支給額
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

〔注意事項〕

１　※印の欄は、記入しないこと。また、該当する「□」には、碍印を記入

すること。

２　「（年金支払決定番号）」の欄には、組合が決定した年金支払決定番号を記

入すること。

３　この請求書には、次に掲げる書類を添付すること。ただし、この請求書

の提出前に既に提出されたものと重複するものについては、添付する必要

はないこと。

茨　死亡した要介護年金受給権者の死亡診断書、死体検案書、検視調書そ

の他要介護年金受給権者の死亡の事実を証明する書類又はその写し

芋　請求者と死亡した要介護年金受給権者との続柄に関する市町村長が発

行する証明書

鰯　請求者が、要介護年金受給権者の死亡の当時その収入によって生計を

維持していた事実を認めることのできる書類

允　請求者が、婚姻の届出をしていないが、要介護年金受給権者の死亡の

当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を

認めることができる書類

印　請求者が（妻である請求者を除く。）が、要介護年金受給権者の死亡の

当時支給規則第５条に定める障害の状態にある者であるときは、そのこ

とを証明する医師等の診断書その他の書類

咽　請求者が請求を行う日の属する年の前年における請求者の所得税額に

ついて税務署長が発行する納税証明書

員　請求者の属する世帯の住民票の写し、請求者と扶養者との身分関係を

証明することができる戸籍の謄本又は抄本、その他扶養者の有無及び扶

養者であることを証明できる書類

因　扶養者がいるときは、請求者が請求を行う日の属する年の前年におけ

るその者の所得税額について税務署長が発行する納税証明書

姻　長期家族介護援護金の請求者が当該長期家族介護援護金の受領を市町

村等の職にある者に委託する場合は、その委任状

 

―　１２７１　―
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消福様式第２０号

 

―　１２７２　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

　　　年　　月　　日
未支給の福祉事業請求書□　消防団員

□　水防団員

　　　　　市

　　　　　町　長　氏名　　　　　　　　　　　　礁

　　　　　村

　　　

　　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

　　下記のとおり未支給の福祉事業の支給について

　お取計らい願います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

ふりがな

氏　　　名

１　　死　亡　し　た　受　給　権　者

　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日死亡年月日

種　　　類

２　　未　支　給　の　福　祉　事　業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円請　求　額

　　上記のとおり未支給の福祉事業を請求します。

　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　住　所

　　　請求者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　魁

　　　　　　　氏　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　死亡した受給権者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　との続柄
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

〔注意事項〕

　この請求書には、次に掲げる書類を添付すること。ただし、福祉事業の請

求のため、この請求書の提出前にすでに提出されたものと重複するものにつ

いては、添付する必要はないこと。

１　死亡受給権者の死亡診断書、死体検案書若しくはその者の死亡を証する

書類又はこれらの写し

２　請求者と死亡受給権者との続柄に関する市町村長の発行する証明書

３　請求者が死亡受給権者の死亡当時その者と生計を同じくしていたことを

証する書類

４　請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡受給権者の死亡当時事実上婚

姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類

５　請求者が配偶者以外の者であるときは、他に先順位者のないことを証す

る書類

６　死亡受給権者が、この請求に係る未支給の福祉事業についてまだ請求を

していなかったときは、その請求を行うことにした場合に必要な書類

 

―　１２７３　―
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消福様式第２１号

 

―　１２７４　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

承認番号奨学援護金定期報告書□　消防団員
□　水防団員 　　年　　月　　日

　住　所

　　ふ り が な

　氏　名　　　　　　　　　　　　　　魁

　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

下記のとおり奨学援護金受給に関する
現状を報告します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふりがな

消防団員又は水防団員の氏　名

　　　年　　月　　日事　故　発　生　日　　　　　　消防団　　　分団　　　部

　　　年　　月　　日傷 病 等 級 該 当 、
治ゆ又は死亡した日　　　　年　　月　　日任命年月日

第　　　　級　　　　号傷　　病　　　　　　　　　　　　等　　級障　　害　　　　　　
階級

　　　　年　　月　　日

現階級及び

就任年月日 年金支払決定番号

奨　学
援護金
の支給
月　額

卒業
修了
予定
年月

入学
　・　
入校
年月

学　年
学校等
　
の名称

申請者
と生計
を同じ
くして
いるか

申請
者と
の続
柄

生年月日
ふ　り　が　な

氏　　名在
学
者
等
に
関
す
る
事
項

　　　円　　年
　　月

　　年
　　月

第
　学年

い　る
いない

　年
　月　日

　　　円　　年
　　月

　　年
　　月

第
　学年

い　る
いない

　年
　月　日

　　　円　　年
　　月

　　年
　　月

第
　学年

い　る
いない

　年
　月　日

申請者と消防団員又は水防団員との続柄

支 給 開 始 年 月在 学 者 氏 名

承 認 さ れ た
奨 学 援 護 金 の
支 給 開 始 年 月

　　　　　　　年　　　　月

　　　　　　　年　　　　月

　　　　　　　年　　　　月

学 費 の 支 弁 が
困難である理由

備　　　　　考
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

〔注意事項〕

１　この報告書は、毎年１回４月１日から同月末日までの間に、提出するも

のであること。

２　該当する「□」には碍印で示すこと。

３　この報告書に添付する書類

茨　在学者等（義務教育学校の在学者を除く。）の在学又は在校を証明する

書類

芋　在学者が団員の子（当該団員の死亡の当時胎児であった子を含む。）で

ある場合は、在学者と傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金の

受給権者とが生計を同じくしていることを証明する書類

 

―　１２７５　―
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消福様式第２２号

 

―　１２７６　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

承認番号就労保育援護金定期報告書□　消防団員
□　水防団員 　　　年　　月　　日

　住　所

　　ふ り が な

　氏　名　　　　　　　　　　　　　魁

　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

下記のとおり就労保育援護金受給に関す
る現状を報告します。

　　年　　月　　日事故発生日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふ り が な

消防団員又は水防団員の氏　名

　　　年　　月　　日傷 病 等 級 該 当 、
治ゆ又は死亡した日　　　　　　消防団　　　分団　　　部

第　　　　級　　　　号
傷　　病　　　　　　
　　　　　　等　　級
障　　害　　　　　　

　　　　年　　月　　日任命年月日

年金支払決定番号階級
　　　　年　　月　　日

現階級及び
就任年月日

　　年　　月　　日生生年月日就労している者の氏名に
関
す
る
事
項

就
労
し
て
い
る
者

請 求 者 と の
続柄又は関係就労している者の住所

就労している会社等の
名 称 ・ 所 在 地

就労援護
金の支給
月　　額

保育所等

の所在地

保育所等

の　名　称

請求者と
生計を同
じくして
いるか

請求
者と
の続
柄

生年月日

　　　（歳）

ふ　り　が　な

氏　　名保
育
児
に
関
す
る
事
項

　　　円い　る
いない

　　年　月　日
　　　（　歳）

　　　円い　る
いない

　　年　月　日
　　　（　歳）

　　　円い　る
いない

　　年　月　日
　　　（　歳）

請求者と消防団員又は水防団員との続柄

支 給 開 始 年 月保　育　児　氏　名

承 認 さ れ た
就労保育援護金の
支 給 開 始 年 月

　　　　　　年　　　　月

　　　　　　年　　　　月

　　　　　　年　　　　月

備　　　　　　考
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

〔注意事項〕

１　この報告書は、毎年１回４月１日から同月末日までの間に、提出するも

のであること。

２　該当する「□」には碍印で示すこと。

３　「承認番号」の欄には、就労保育援護金決定通知書の承認番号を記載する

こと。

４　「保育所等の名称」及び「保育所等の所在地」の欄には、知人、隣人等に

預けた場合は、その者の氏名及び住所を記載すること。

５　この報告書に添付する書類

茨　保育児が保育所等に預けられていることを証する書類

芋　生計を同じくしている者が就労していることを証する書類

鰯　就労している者が保育児と生計を同じくしていることを証する書類

 

―　１２７７　―
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消福様式第２３号

 

―　１２７８　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

承認番号

奨学援護金に関する異動報告書
□消　防　団　員

□水　防　団　員 　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　市

　　　　　　　　　　町
　　　　　　　　　　　　長氏名　　　　　　　　　　　礁
　　　　　　　　　　村

　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

　下記のとおり奨学援護金に関する異動を報
告します。

　　　　　　年　　　　　月　　　　　日
事　　故
発　生　日

　　　　　　　　　　　　　　　　ふりがな

非常勤消防団員の氏名

異　
　
　

動　
　
　

内　
　
　

容

　　　　　　年　　　　　月　　　　　日
異　動　が
生じた日

異動した者の氏名

備　
　
　
　

考
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

〔注意事項〕

１　「承認番号」の欄には、奨学援護金について組合が送付した福祉事業決定

通知書の承認番号を記載すること。

２　「異動内容」の欄には、次の各号に掲げる事由の生じたときに、その状況

を記載し、当該各号に定める書類を添付すること。

ア　奨学援護金の支給を受けている者について、次に掲げる事由が生じた

とき

契　奨学援護金の支給を受けている者が、傷病補償年金の受給権者又は

障害補償年金の受給権者である場合

ａ　死亡したとき……その者の死亡を証する書類又はこれらの写し

ｂ　障害の程度に変更が生じ障害の事情がなくなったとき又は支給規

則別表第２に定める第４級以下の障害等級になったとき……その事

実及び事実の生じた年月日を証する医師の診断書若しくはこれに代

わる書類又はこれらの写し

形　奨学援護金の支給を受けている者が遺族補償年金の受給権者である

場合

ａ　死亡したとき……その者の死亡を証する書類又はこれらの写し

ｂ　婚姻（内縁を含む。）をしたとき……その事実を証する市町村長の

発行する証明書

ｃ　直系血族又は直系姻族以外の者の養子（内縁を含む。）となったと

き……その事実を証する市町村長の発行する証明書

ｄ　離縁によって死亡した団員との親族関係が終了したとき……その

事実を証する市町村長の発行する証明書

ｅ　１８歳に達した日以後の最初の３月３１日が終了したとき……その者

の住民票の写し

ｆ　障害の状態がなくなったとき……その事実及びその事実の生じた

年月日を証する医師の診断書若しくはこれに代わる書類又はこれら

の写し

ｇ　ａからｆまでの一に該当したことによりその者の遺族補償年金を

受ける権利が消滅した場合において、奨学援護金に係る在学者等で

―　１２７９　―
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ある次順位者が遺族補償年金の受給権者となったとき……その事実

を証する書類

ｈ　在学者等に係る学資の支弁が困難でなくなったとき……その事実

及び事実の生じた年月日を証する書類

イ　奨学援護金に係る在学者について、次に掲げる事由が生じたとき

契　在学しなくなったとき……死亡したため在学又は在校しなくなった

ときは死亡を証する書類又はこれらの写し

形　第１２条第１項第２号又は第４号に該当する者と生計を同じくしなく

なったとき……その事実及び事実の生じた年月日を証する書類

径　婚姻（内縁を含む。）をしたとき……その事実を証する市町村長の発

行する証明書

恵　直系血族又は直系姻族以外の者の養子（内縁を含む。）となったとき

……その事実を証する市町村長の発行する証明書

慶　離縁によって、第１２条第１項第２号に掲げる者又は同項第４号の団

員との親族関係が終了したとき……その事実を証する市町村長の発行

する証明書

慧　高等専門学校の第４学年に進級したとき……在学を証明する書類

憩　休学又は停学処分を受けたこと等により奨学援護金の支給を受ける

必要がなくなったとき……その事実及び事実の生じた年月日を証する

書類

ウ　奨学援護金の支給を受ける者の氏名若しくは住所又は奨学援護金に係

る在学者等の氏名、住所、学校等の名称若しくは学校等の所在地に変更

があったとき……その事実及び事実の生じた年月日を証する書類

 

―　１２８０　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

消福様式第２４号

 

―　１２８１　―

就労保育援護金に関する異動報告書

承認番号□　消防団員
□　水防団員 　　　年　　月　　日

　住　所

　　ふ り が な

　氏　名　　　　　　　　　　　　　魁

　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

下記のとおり就労保育援護金に関する
異動を報告します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふ り が な　

消防団員又は水防団員の氏　 名

　　　年　　月　　日事　故　発　生　日　　　　　消防団　　　　分団　　　　部

　　　年　　月　　日傷 病 等 級 該 当 、
治ゆ又は死亡した日　　　　年　　月　　日任命年月日

第　　　　級　　　　号
傷　　病　　　　　　
　　　　　　等　　級
障　　害　　　　　　階級

　　　　年　　月　　日

現階級及び

就任年月日 年金支払決定番号

異　

動　

内　

容

　　　年　　　月　　　日異動年月日
異動した者
の　氏　名

備　
　
　
　

考

Title:05-3-2●1201-.ec8 Page:1281  Date: 2017/11/29 Wed 17:27:53 



〔注意事項〕

１　該当する「□」には、碍印で示すこと。

２　「承認番号」の欄には、就労保育援護金決定通知書の承認番号を記載する

こと。

３　「異動内容」の欄には、次の各号に掲げる事由の生じたときに、その状況

を記載し、当該各号に定める書類を添付すること。

茨　就労保育援護金の支給を受けている者について、次に掲げる事由が生

じたとき

ア　就労保育援護金の支給を受けている者が、傷病補償年金の受給権者

又は障害補償年金の受給権者である場合

契　死亡したとき……その者の死亡を証する書類又はこれらの写し

形　障害の程度に変更が生じ障害の事情がなくなったとき又は支給規

則別表第２に定める第４級以下の障害等級になったとき……その事

実及び事実の生じた年月日を証する医師の診断書若しくはこれに代

わる書類又はこれらの写し

イ　就労保育援護金の支給を受けている者が遺族補償年金の受給権者で

ある場合

契　死亡したとき……その者の死亡を証する書類又はこれらの写し

形　婚姻（内縁を含む。）をしたとき……その事実を証する市町村長の

発行する証明書

径　直系血族又は直系姻族以外の者の養子（内縁を含む。）となったと

き……その事実を証する市町村長の発行する証明書

恵　離縁によって、死亡した団員との親族関係が終了したとき……そ

の事実を証する市町村長の発行する証明書

慶　障害の事情がなくなったとき……その事実及び事実の生じた年月

日を証する医師の診断書若しくはこれに代わる書類又はこれらの写

し

慧　契から慶までの一に該当したことによりその者の遺族補償年金を

受ける権利が消滅した場合において、就労保育援護金に係る保育児

である次順位者が遺族補償年金の受給権者となったとき……その事

―　１２８２　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施に関する規則

実を証する書類

憩　保育に係る費用を援護する必要がなくなったとき……その事実及

び事実の生じた年月日を証する書類

芋　就労保育援護金に係る保育児について、次に掲げる事由が生じたとき

ア　保育所等に預ける必要がなくなったとき……その事実及び事実の生

じた年月日を証する書類

イ　直系血族又は直系姻族以外の養子（内縁を含む。）となったとき……

その事実を証する市町村長の発行する証明書

ウ　離縁によって、第１３条第１項第２号に掲げる者又は同項第３号の団

員との親族関係が終了したとき……その事実を証する市町村長の発行

する証明書

鰯　就労保育援護金の支給を受ける者の氏名若しくは住所又は就労保育援

護金に係る保育児の氏名、住所、保育所等の名称若しくは保育所等の所

在地に変更があったとき……その事実及び事実の生じた年月日を証する

書類

 

―　１２８３　―
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―
　１２８４

　―

新
潟
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
消
防
団
員
等
福
祉
事
業
の
実
施
に
関
す
る
規
則

福祉事業記録簿（様式）

　　　年度事故年度消防団員等福祉事業記録簿（　　　　　　　費）福祉　－　承認番号

市町村等住所氏名－年金支払決定番号消防団員種別

　　年　月　日死亡日　　　年　　月　　日治癒年月日第　級障害等級傷病名　　　年　　月　　日事故発生年月日

備　　　　　考累　　　計（円）支　給　額（円）期　　　　　　　間支 給 年 月 日回

～　　年　　月　　日

～　　年　　月　　日

～　　年　　月　　日

～　　年　　月　　日

～　　年　　月　　日

～　　年　　月　　日

～　　年　　月　　日

～　　年　　月　　日

～　　年　　月　　日

～　　年　　月　　日

～　　年　　月　　日

～　　年　　月　　日

～　　年　　月　　日

～　　年　　月　　日

―
　１２８４（

１２８５
～
１２９０

欠
）　―
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る自動車
等損害見舞金の支給に関する規程の廃止　　　　　

　

　新潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る自動車等損害見舞金の支給に

関する規程（平成１６年告示第３号）は、廃止する。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規程は、平成３１年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この規程の施行前に生じた事由については、この規程による廃止前の新

潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る自動車等損害見舞金の支給に関

する規程の規定は、この規程の施行後も、なおその効力を有する。

―　１２９０―１　―

平成３１年３月１８日
告 示 第 ６ 号

Title:05-3-2●1290-1-.ec8 Page:1291  Date: 2019/08/05 Mon 20:14:57 



新潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る自
動車等損害見舞金の支給に関する規程　　　　

　最終改正　平成２５年４月１日告示第６号

　新潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る自動車等損害見舞金の支給に

関する規程を次のように定め、平成１６年３月１日から実施する。

　　　消防団員等に係る自動車等損害見舞金の支給に関する規程

　（目的）

第１条　この規程は、新潟県市町村総合事務組合消防団員等福祉事業の実施

に関する規則（平成１６年規則第２８号。以下「福祉規則」という。）第３４条の

規定に基づき、福祉規則第２条第２項第２号に規定する自動車等損害見舞

金の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

　（定義）

第２条　この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。

　�　消防団員等　非常勤消防団員及び非常勤水防団員をいう。

�　自　動　車　等　福祉規則第２２条の５に定める自動車又は原動機付自転車

をいう。

　（見舞金の支給）

第３条　組合は、自動車等に次の各号に掲げる損害を受けた場合は、消防団

員等に対し、見舞金を支給する。

�　災害が発生したとき又は災害が発生するおそれがあるときに、緊急に

自動車等を使用し、又は使用させて出動した場合における往復途上又は

駐車中に生じた損害

�　前号に掲げるとき以外の場合で、やむを得ず自動車等を消防団又は水

防団（以下「消防団等」という。）の活動に直接使用し、又は使用させた

場合（消防団員等が当該消防団等の活動の場所へ集合又は移動すること

を主たる目的とする場合を除く。）において、当該活動中に生じた損害

―　１２９１　―

平成１６年３月１日
告 示 第 ３ 号
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　（見舞金の適用除外）

第４条　組合は、自動車等の運転について、次に掲げる事由がある場合には、

前条の規定にかかわらず、見舞金を支給しない。

�　自動車等の運転者が、故意により自動車等に損害を与えた場合

�　自動車等の運転者が、自動車等の運転により人（自動車等の運転者及

び同乗者を除く。）を死傷させた場合

�　自動車等の運転者が、法令の規定による運転の免許を受けないで（法

令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。）自動車等

を運転していた場合

�　自動車等の運転者が、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又はシンナー等の

影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転し

ていた場合

�　自動車等の運転者が、法令に規定する酒気帯び運転をしていた場合

�　前各号に掲げる事由のほか、自動車等の運転者が、当該自動車等の損

害に係る刑事事件に関し公訴を提起された場合（当該提起された公訴に

ついて、無罪の判決又は公訴棄却の判決若しくは決定が確定した場合を

除く。）

２　前項に規定する場合のほか、組合は、自動車等に損害を受けた場所が、

消防団等の活動に必要な合理的な経路又は場所以外の場所である場合に

は、前条の規定にかかわらず、見舞金を支給しない。

　（見舞金の額）

第５条　見舞金の額は、自動車等を損害を受ける直前の状態に復旧するため

に必要な次表に掲げる修理費の額（３０,０００円以上の額とし、損害を受けた自

動車等に替えて新たに自動車等を購入する場合にあっては、これに必要な

費用の額と修理費の額のいずれか少ない額とする。）に応じて、同表に掲げ

る見舞金の額とする。

 

―　１２９２　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る自動車等損害見舞金の支給に関する規程
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る自動車等損害見舞金の支給に関する規程

　（未支給の見舞金）

第６条　組合は、第３条の見舞金を受け取ることができる団員が死亡した場

合において、その死亡した者に支給すべき見舞金でまだその者に支給しな

かったもの（以下「未支給の見舞金」という。）があるときは、その者の配

偶者（婚姻の届出をしていないが、団員の死亡の当時事実上婚姻関係と同

様の事情にあった者を含む。）、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であっ

て、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに、これを支

給する。

２　前項の規定により未支給の見舞金を受けるべき者の順位は、同項に規定

する順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

３　未支給の見舞金を受けることができる同順位者が２人以上あるときは、

―　１２９３　―

見　舞　金　の　額修　理　費　の　額

１００,０００円１００,０００円以上　　　　　　　

　９５,０００円９５,０００円以上　１００,０００円未満

　９０,０００円９０,０００円以上　　９５,０００円未満

　８５,０００円８５,０００円以上　　９０,０００円未満

　８０,０００円８０,０００円以上　８５,０００円未満

　７５,０００円７５,０００円以上　８０,０００円未満

　７０,０００円７０,０００円以上　７５,０００円未満

　６５,０００円６５,０００円以上　７０,０００円未満

　６０,０００円６０,０００円以上　６５,０００円未満

　５５,０００円５５,０００円以上　６０,０００円未満

　５０,０００円５０,０００円以上　５５,０００円未満

　４５,０００円４５,０００円以上　５０,０００円未満

　４０,０００円４０,０００円以上　４５,０００円未満

　３５,０００円３５,０００円以上　４０,０００円未満

　３０,０００円３０,０００円以上　３５,０００円未満
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その全額をその１人に支給することができるものとし、この場合におい

て、その１人にした支給は全員に対してしたものとみなす。

　（調査）

第７条　組合は、見舞金の支給の適正な実施を確保するため必要があると認

めるときは、自動車等の損害の発生状況等を実地に調査することができる

ものとする。

　（申請手続）

第８条　第３条に規定する見舞金を受けようとする者又は第６条第１項に規

定する未支給の見舞金を受けようとする者は、様式第１号による消防団員

等に係る自動車等損害見舞金申請書を市町村長等を経由して管理者に提出

するものとする。

　（支給の決定、通知及び保留）

第９条　管理者は、前条の申請書を受理したときは、速やかに見舞金を支給

するか否か決定し、申請者及び市町村長等に対して、様式第２号による消

防団員等に係る自動車等損害見舞金支給決定通知書を送付するものとす

る。

２　管理者は、見舞金の申請があった場合において、当該申請に係る自動車

等の運転者が当該自動車等の損害に係る刑事事件に関し公訴を提起される

おそれがある場合には、当該運転者について公訴を提起しない処分がある

まで、見舞金の支給の決定を保留することができるものとする。

　　　附　則（平成１８年６月１６日告示第１８号）

　この規程は、公布の日から施行する。

 

―　１２９４　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る自動車等損害見舞金の支給に関する規程
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新潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る自動車等損害見舞金の支給に関する規程

様式第１号

 

―　１２９５　―

　　　年　　　月　　　日※　送　　金　　　年　　　月　　　日※　受　　理

〔注意事項〕
　１　※印の欄は、記入しないこと。また、該当する□に�印を記入すること。
　２　この申請書に添付する書類
　　�　自動車等の修理費の額を証明する領収書及び修理費等の内容がわかる請求書、見積書等
　　�　自動車等の修理を要する部分（破損箇所）が確認できる写真
　　�　未支給の見舞金を申請しようとする者は、次に掲げる書類を添付すること。
　　　ア　死亡した消防団員等の死亡を証する書類（死亡診断書、死体検案書等）
　　　イ　申請者と死亡した消防団員等との続柄に関する市町村長の発行する書類
　　　ウ　申請者が死亡した消防団員等の死亡当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類

　　　年　　月　　日申請年月日
□　消 防 団 員
□　水 防 団 員

申請者の住所（〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 氏　　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�
ふ　り　が　な

　　　　　　（消防団員等との続柄：　 　　　　　　　　　）

・消防（水防）団の名称：

・階級：

・消防団員等の氏名：

　　　（未支給の見舞金を申請する場合のみ記入してください。）

新潟県市町村総合事務組合管理者　様　

　下記のとおり見舞金を受けたい
ので申請します。　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　円
申
請
額

本店
支店

銀行・信金
信組・農協
漁業

金融機関名送　

金　

先

口座番号□ 普通預金　　□ 当座預金

フリガナ
預金名義者

□　災害が発生したとき又はそのおそれがあるときの往復途上・駐車中

□　消防（水防）団活動に直接使用したとき（活動内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・事故発生日時：　 　　　年　　月　　日（　□　午前　　□　午後　　時　　分頃）

　・事故発生場所：

　・運 転 者 氏 名：　 　　　　　　　　　　　（申請者との関係：　 　　　　　　　）

　・自動車等の所有者：□本人　□生計を同じくする親族（続柄　　）　□本人又は左記の親族が

役員をしている親族　□その他（具体的に：　 　　　　　　　　　　）

事　
　

故　
　

状　
　

況 （事故の具体的状況）

上記について、内容に相違がないこと及び第４条各号のいずれにも該当しないことを証明します。

　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消防（水防）団の名称：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□　消防団長　□　水防団長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名：　 　　　　　　　　　　　　　　　　　�

消防団員等に係る自動車等損害見舞金申請書

Title:05-3-2●1291-.ec8 Page:1295  Date: 2013/06/17 Mon 18:46:38 



様式第２号

消防団員等に係る自動車等損害見舞金支給決定通知書

第　　　　　　号　

　　年　　月　　日　

　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　新潟県市町村総合事務組合管理者　　　　　　　 �

消防団員等に係る自動車等損害見舞金の
支給決定について（通知）　　　　　　

　

　さきに請求のありました自動車等損害見舞金については、審査の結果下記のとお

り決定したので通知します。

　
記

１　支　　給　　額　　　　　　　　　　　　　　　円

２　支　　払　　日　　平成　　　年　　　月　　　日

３　氏　　　　　名

４　消防団等の名称

―　１２９６　―

新潟県市町村総合事務組合消防団員等に係る自動車等損害見舞金の支給に関する規程
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新潟県市町村総合事務組合公務災害補償等
認定委員会規則　　　　　　　　　　　　

　最終改正　平成２０年４月１日規則第７号

　（趣旨）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の

公務災害補償等に関する条例第４条第２項及び新潟県市町村総合事務組合

消防団員等公務災害補償条例第２６条第４項の規定に基づき、公務災害補償

等認定委員会（以下「認定委員会」という。）の組織及び運営に関し、必要

な事項を定めるものとする。

　（組織）

第２条　認定委員会は、５人の委員をもって組織する。

　（委員）

第３条　委員は、学識経験を有する者のうちから管理者が委嘱する。

２　委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。

３　委員は、再任されることができる。

　（委員長）

第４条　認定委員会に委員長をおき、委員の互選によりこれを定める。

２　委員長は、会務を総理する。委員長に事故あるとき又は委員長が欠けた

ときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

　（招集）

第５条　認定委員会は、委員長が招集する。

　（会議）

第６条　認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び

議決することができない。

　（議決）

第７条　認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合におい

ては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有する。

―　１２９７　―

平成１６年３月１日
規 則 第 ２９ 号



２　前項の場合において、可否同数のときは、委員長が決する。

　（会議録の調製）

第８条　委員長は、会議録を調製し、会議の日時及び場所、出席委員の氏名、

議事の要領、議決した事項、その他必要と認める事項を記載しなければな

らない。

　（その他）

第９条　この規則に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、認

定委員会が定める。

　　　附　則

　この規則は、平成１６年３月１日から施行する。

　　　附　則（平成２０年４月１日規則第７号）

　この規則は、公布の日から施行する。

―　１２９８　―

新潟県市町村総合事務組合公務災害補償等認定委員会規則



新潟県市町村総合事務組合公務災害補償等
審査会規則　　　　　　　　　　　　　　

　最終改正　平成２０年６月２日規則第１２号

　（趣旨）

第１条　この規則は、新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の

公務災害補償等に関する条例第１９条第２項及び新潟県市町村総合事務組合

消防団員等公務災害補償条例第２８条の規定に基づき、公務災害補償等審査

会（以下「審査会」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定める

ものとする。

　（組織）

第２条　審査会は、３人の委員をもって組織する。

　（委員）

第３条　委員は、学識経験を有する者のうちから管理者が委嘱する。

２　委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。

３　委員は、再任されることができる。

　（会長）

第４条　審査会に会長をおき、委員の互選によりこれを定める。

２　会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき又は会長が欠けたとき

は、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

　（招集）

第５条　審査会は、会長が招集する。

　（会議）

第６条　審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決

することができない。

　（議決）

第７条　審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合において

は、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。

―　１２９９　―

平成１６年３月１日
規 則 第 ３０ 号
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２　前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。

　（会議録の調製）

第８条　会長は、会議録を調製し、会議の日時及び場所、出席委員の氏名、

議事の要領、議決した事項、その他必要と認める事項を記載しなければな

らない。

　（その他）

第９条　この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会

が定める。

　　　附　則

　この規則は、平成１６年３月１日から施行する。

　　　附　則（平成２０年６月２日規則第１２号）

　この規則は、公布の日から施行する。

―　１３００　―

新潟県市町村総合事務組合公務災害補償等審査会規則
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新潟県交通災害共済条例

　最終改正　平成３０年８月１日条例第１１号

　（目的）

第１条　この条例は、新潟県市町村総合事務組合規約（平成１６年総行市第３０

号許可）第３条に規定する別表第２の１５の項に該当する市町村（以下「組

合市町村」という。）の住民が交通事故による災害を受けた場合の相互救済

のための共済制度を設け、その実施に必要な事項を定め、もって住民の生

活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

　（定義）

第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。

茨　交通災害　次に掲げる交通事故による災害で、日本国内において発生

したものをいう。

ア　道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１項第１号に規定する

道路における同項第８号に規定する車両、同項第１１号の３に規定する

身体障害者用の車いす及び同項第１３号に規定する路面電車（以下「自

動車等」という。）の交通に伴う衝突、転落、接触等による人身事故

イ　鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）に規定する鉄道の用に供する電

車、気動車、汽車、モノレール及びケーブルカー（以下「電車等」と

いう。）の交通に伴う衝突、転落、接触等による人身事故

芋　死亡　交通災害を受けた日から起算して１年以内の死亡（当該交通災

害に起因するものに限る。）をいう。

　（交通災害共済）

第３条　新潟県市町村総合事務組合（以下「組合」という。）は、この条例の

定めるところにより、組合の行う交通災害共済（以下「共済」という。）に

加入した者（以下「会員」という。）が交通災害を受けた場合に、会員若し

くは遺族又は遺族がないときは会員の葬祭を執行した者（以下「葬祭執行

者」という。）に対し、共済見舞金、死亡弔慰金又は葬祭費（以下「共済見

―　１３０１　―

平成１６年３月１日
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舞金等」という。）を支給する。

　（遺族の範囲）

第３条の２　この条例において、遺族とは、次に掲げる者とする。

茨　配偶者（会員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含

む。以下同じ。）

芋　子

鰯　父母

允　孫

印　祖父母

咽　兄弟姉妹

員　前各号に掲げる者以外の者で、会員の死亡当時会員と生計を一にして

いた者

　（加入者の資格）

第４条　共済に加入することができる者は、次に掲げるものとする。

茨　加入申込みの時において、組合市町村の区域内に居住し、住民基本台

帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定により住民基本台帳に記録されてい

る者

芋　前号に掲げる者と生計を一にしている者

２　会員が共済期間中に組合市町村の区域外に住所を移しても、その資格を

失わない。

　（共済期間）

第５条　共済期間は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。ただし、

４月１日以後において、加入申込みをした者については、加入申込みの翌

日から当該共済期間の末日までとする。

　（加入申込み）

第６条　共済に加入しようとする者は、規則で定めるところにより、組合に

加入申込みをしなければならない。

２　会員は、同一共済期間中重ねて共済に加入することができない。

　（会費）

第７条　会費は、会員１人１共済期間につき５００円とし、第５条ただし書の場

―　１３０２　―

新潟県交通災害共済条例
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合においても、同額とする。

２　会費は、前条による加入申込みと同時に納入しなければならない。

３　既に納入した会費は、還付しない。ただし、規則で定める場合にあって

は、この限りでない。

　（共済見舞金の請求及び支給）

第８条　組合は、規則で定めるところにより、会員又は遺族の請求に基づき、

別表に掲げる共済見舞金等級表（以下「等級表」という。）の等級に応じ

て、共済見舞金を支給する。

２　組合は、会員が共済見舞金の支給を受けた場合において、その交通災害

を受けた日から起算して１年以内に当該事故による災害の程度が加重し

て、等級表の上位の等級に移行したときは、規則で定めるところにより、

上位の等級に対応する共済見舞金と既に支給した共済見舞金との差額（以

下「上位等級移行差額」という。）を支給する。

３　前２項の規定にかかわらず、交通災害を受けた会員が他の傷病に起因し

て死亡した場合については、規則で定めるところによる。

　（共済見舞金の請求期間）

第９条　前条の規定による共済見舞金の請求は、交通災害を受けた日から起

算して１年以内に行わなければならない。ただし、前条第２項に規定する

上位等級移行差額のうち、２等級又は３等級に移行したものに係る上位等

級移行差額の請求は、交通災害を受けた日から起算して２年以内に行うこ

とができる。

　（葬祭費の請求及び支給）

第１０条　組合は、会員が交通災害により死亡した場合において、遺族がない

ときは、等級表の１等級の金額の２分の１の範囲内において、規則で定め

るところにより、葬祭執行者の請求に基づき、葬祭費を支給する。

２　葬祭費の請求は、交通災害を受けた日から起算して１年以内に行わなけ

ればならない。

　（共済見舞金の不支給及び支給制限）

第１１条　組合は、交通災害が次の各号のいずれかに該当する場合は、第３条

及び第８条の規定にかかわらず、共済見舞金は支給しない。

―　１３０３　―
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茨　会員若しくは遺族の故意又は重大な過失による場合

芋　会員の無免許運転、無資格運転又は酒気帯び運転の場合

鰯　会員が無免許運転、無資格運転又は酒気帯び運転の事情を知りながら

同乗した場合

允　会員の犯罪行為中の場合

印　会員又は遺族が不正に共済見舞金の支給を受けようとした場合

咽　地震、洪水その他の天災による場合

２　組合は、共済見舞金の請求が規則で定める事由に該当する場合は、第３

条及び第８条の規定にかかわらず、等級表に定める１６等級以上の共済見舞

金を支給しない。

３　前項に規定する場合において、組合は、会員が死亡したときは、第３条

の規定にかかわらず、共済見舞金を支給しない。

４　組合は、会員が第２項に該当する共済見舞金の請求を共済期間を超えて

繰り返す場合は、第３条の規定にかかわらず、共済見舞金を支給しないこ

とができる。

５　前３項の規定は、身体障害者用車いすによる交通災害の場合は、適用し

ない。

　（死亡弔慰金等の請求及び支給）

第１１条の２　組合は、会員が死亡した場合において、前条第１項又は第３項

の規定に該当して共済見舞金が支給されない場合（前条第１項第５号及び

第６号に掲げる場合を除く。）にあっては、規則で定めるところにより、遺

族又は葬祭執行者の請求に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定める額を支給することができる。

茨　死亡弔慰金　１０万円

芋　葬祭費　１０万円を限度とする額

２　死亡弔慰金の請求は、交通災害を受けた日から起算して１年以内に行わ

なければならない。

　（遺族の請求順位）

第１１条の３　第８条又は前条の規定により、遺族が共済見舞金又は死亡弔慰

金を請求する場合の順位は、次の各号に掲げる順序とし、当該各号に掲げ

―　１３０４　―

新潟県交通災害共済条例
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る者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とする。

茨　会員と生計を一にしていた配偶者、子、父母（養父母を先にし、実父

母を後にする。以下同じ。）、孫、祖父母又は兄弟姉妹

芋　前号に掲げる者以外の者で、会員と生計を一にしていた者

鰯　会員と生計を一にしていなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母又は

兄弟姉妹

２　前項に掲げる子、孫、兄弟姉妹又は会員と生計を一にしていた者が請求

する場合で、同順位者が２人以上あるときは、その代表者が請求するもの

とする。

　（共済見舞金等の返還）

第１１条の４　偽りその他不正の手段により共済見舞金等の支給を受けた者

は、共済見舞金等を返還しなければならない。

　（審査委員会）

第１２条　組合に、新潟県交通災害共済審査委員会（以下「委員会」という。）

を置く。

２　委員会は、管理者の諮問に応じ、共済見舞金等の支給に関する重要事項

について審査する。

３　委員会の委員は、管理者が５人以内を委嘱する。

　（委任）

第１３条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。

　　　附　則

１　この条例は、平成１６年３月１日から施行する。

２　従前の新潟県交通災害共済組合の会員の共済見舞金等に係る権利及び義

務は、組合が承継するものとする。

　　　附　則（平成１９年８月１６日条例第１４号）

　（施行期日）

１　この条例は、平成２０年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２　改正後の新潟県交通災害共済条例の規定は、平成２０年４月１日以後の交

―　１３０５　―
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通災害について適用し、平成２０年３月３１日以前の交通災害については、な

お従前の例による。

　　　附　則（平成２２年７月２１日条例第１３号）

　（施行期日）

１　この条例は、平成２３年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２　改正後の新潟県交通災害共済条例の規定は、平成２３年４月１日以後の交

通災害について適用し、平成２３年３月３１日以前の交通災害については、な

お従前の例による。

　　　附　則（平成２４年８月１日条例第４号）

　この条例は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成３０年８月１日条例第１１号）

　（施行期日）

１　この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２　改正後の新潟県交通災害共済条例第１１条第２項の規定は、平成３１年４月

１日以後の交通災害について適用し、平成３１年３月３１日以前の交通災害に

ついては、なお従前の例による。

 

―　１３０６　―

新潟県交通災害共済条例
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別表（第８条関係）

共済見舞金等級表

―　１３０６―１　―

金　　額災　　害　　の　　程　　度等級

１,５００,０００円死亡１等級

１,５００,０００円

身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第
１５号）別表第５号の等級区分１級の障害又は精神
保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭
和２５年政令第１５５号）第６条第３項に規定する障害
等級１級に該当する障害で常に他人の介護を要す
るもの

２等級

１,０００,０００円

身体障害者福祉法施行規則別表第５号の等級区分
２級の障害又は精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律施行令第６条第３項に規定する障害等級
１級に該当する障害

３等級

５００,０００円入院３５日以上を含む実治療日数１００日以上の傷害４等級

４５０,０００円入院３１日以上を含む実治療日数９０日以上の傷害５等級

４００,０００円入院２７日以上を含む実治療日数８０日以上の傷害６等級

３５０,０００円入院２３日以上を含む実治療日数７０日以上の傷害７等級

３００,０００円入院１９日以上を含む実治療日数６０日以上の傷害８等級

２５０,０００円入院１５日以上を含む実治療日数５０日以上の傷害９等級

２００,０００円入院１１日以上を含む実治療日数４０日以上の傷害１０等級

１５０,０００円入院７日以上を含む実治療日数３０日以上の傷害１１等級

１００,０００円入院３日以上を含む実治療日数２０日以上の傷害１２等級

７０,０００円入院通院の実治療日数１９日以上の傷害１３等級

６０,０００円入院通院の実治療日数１６日以上の傷害１４等級

５０,０００円入院通院の実治療日数１３日以上の傷害１５等級

４０,０００円入院通院の実治療日数１０日以上の傷害１６等級

３０,０００円入院通院の実治療日数７日以上の傷害１７等級
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新潟県交通災害共済条例施行規則

　最終改正　令和元年７月２２日規則第３号

　（趣旨）

第１条　この規則は、新潟県交通災害共済条例（平成１６年条例第３１号。以下

「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

　（加入申込み）

第２条　条例第６条第１項の規定により共済に加入申込みをしようとする者

は、新潟県交通災害共済会費払込書兼加入申込書兼会員台帳（別記第１号

様式又は別記第１号様式の２）に会費を添えて新潟県市町村総合事務組合

行政組織規則（平成１６年規則第２号。以下「行政組織規則」という。）第１６

条の規定による所長（以下「事務所長」という。）に申し込まなければなら

ない。

　（会員証）

第３条　事務所長は、加入申込みを受理したときは、当該会員に対して新潟

県交通災害共済会員証（別記第２号様式又は別記第３号様式。以下「会員

証」という。）を交付するものとする。

２　事務所長は、会員が会員証を滅失し、又は紛失したときは、当該会員の

申出により再交付することができる。

　（会員台帳）

第４条　事務所長は、加入申込みを受理したときは、当該会員に係る新潟県

交通災害共済会費払込書兼加入申込書兼会員台帳（別記第１号様式又は別

記第１号様式の２。以下「会員台帳」という。）を作成して保管するものと

する。

２　事務所長は、第１１条第３項の規定により管理者から共済見舞金等の支給

決定通知を受けたときは、会員台帳にその旨を記録するものとする。

３　事務所長は、次条第２項の規定により会員証の返還を受けたときは、会

員台帳を抹消するものとする。

 

―　１３０７　―

平成１６年３月１日
規 則 第 ３１ 号
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　（会費の還付）

第５条　組合は、条例第７条第３項ただし書の規定により、次の各号のいず

れかに該当する場合は、納入者等の請求に基づき、会費を還付するものと

する。

�　条例第４条第１項に規定する加入資格を有しない者が加入した場合

�　条例第６条第２項の規定にかかわらず、同一人が同一共済期間中に重

ねて加入した場合

�　共済期間開始前において、会員が次に掲げるいずれかに該当すること

となった場合

　ア　組合市町村の区域外に住所を移したこと。

　イ　死亡したこと。

　ウ　その他管理者が特に認めたこと。

２　会費の還付請求をしようとする者は、当該共済期間の末日までに新潟県

交通災害共済会費還付請求書（別記第４号様式）に会員証を添付し、事務

所長を経由して管理者に請求しなければならない。

　（特別共済見舞金の支給）

第６条　組合は、条例第８条第３項に規定する場合の共済見舞金（以下「特

別共済見舞金」という。）として、遺族（条例第３条の２に規定する遺族を

いう。以下同じ。）の請求に基づき、次に掲げる額を支給するものとする。

�　事故による傷病が死亡原因を構成している蓋然性が高い場合又は死亡

原因を構成している確実性がある場合（交通事故による災害が死亡の結

果に与えた割合（以下「事故の寄与度」という。）が５０パーセントを超え

ている場合）　１５０万円

�　事故による傷病が死亡原因を構成しているとは認められないが、先天

性疾患、既往疾患があり、事故と重なったために死亡に至った場合（事

故の寄与度が５０パーセント以下の場合）　７５万円

２　組合は、事故と無関係に存在する傷病と、事故による傷病との判断が混

在し、前者に死亡の原因を構成している確実性がある場合（事故の寄与度

が０パーセントの場合）は、特別共済見舞金を支給しない。

 

―　１３０８　―

新潟県交通災害共済条例施行規則
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　（親権者請求等）

第７条　１６歳に満たない者の共済見舞金の請求は、親権者又は後見人が行う

ものとする。

２　未成年者が遺族として死亡に係る共済見舞金若しくは死亡弔慰金又は特

別共済見舞金を請求することとなるときは、親権者又は後見人が請求する

ものとする。

３　共済見舞金、葬祭費若しくは死亡弔慰金又は特別共済見舞金（以下「共

済見舞金等」という。）の請求をしようとする者は、条例第８条第１項、第

１０条第１項及び第１１条の２第１項並びに前条第１項及び前２項の規定にか

かわらず、共済見舞金等の請求又は受領に関し、代理人に委任することが

できる。

　（共済見舞金等の請求手続）

第８条　条例第８条第１項の規定による共済見舞金若しくは同条第２項の規

定による差額（以下「上位等級移行差額」という。）の請求又は第６条第１

項の規定による特別共済見舞金の請求をしようとする者は、被災会員に係

る会員証及び被災会員の運転免許証等（被災会員が自動車等又は電車等を

運転していた場合に限る。）を提示するとともに新潟県交通災害共済見舞金

請求書（別記第５号様式）に次に掲げる書類を添付し、事務所長を経由し

て管理者に請求しなければならない。ただし、上位等級移行差額を請求す

るときは、第１号に掲げる書類を省略することができる。

�　別表に定める交通災害（条例第２条第１号に規定する交通災害をいう。

以下同じ。）を証明する書類（以下「交通災害を証明する書類」という。）。

ただし、交通災害を証明する書類が得られない場合は、１共済期間につ

いて１回に限り、交通事故申立書（別記第７号様式）で代えることがで

きる。

�　医師の診断書（兼後遺障害診断書）（別記第８号様式）、柔道整復師の

施術証明書（別記第９号様式）及びあん摩マッサージ指圧師、はり師、

きゅう師の施術証明書（別記第１０号様式）

�　条例別表の２等級又は３等級の共済見舞金を請求する場合は、身体障

害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し

―　１３０９　―
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�　遺族が請求する場合は、死亡診断書又は死体検案書

�　遺族が請求する場合は、会員との続柄を証明できる戸籍謄本又は抄本

�　会員と生計を一にしていた遺族が請求する場合は、同一生計調書（別

記第１１号様式）

�　遺族が請求する場合で、同順位者が２人以上あるときは、遺族代表者

請求同意書（別記第１２号様式）

�　前条第１項又は第２項の規定により、親権者が請求する場合は、未成

年者との続柄が分かる住民票の写し。ただし、会員証で確認できる場合

を除く。

�　前条第１項又は第２項の規定により、後見人が請求する場合は、未成

年者との関係を証明できる戸籍謄本又は抄本

�　前条第３項の規定により請求又は受領に関し代理人に委任する場合

は、委任状。ただし、条例第１１条の３第１項各号に掲げる者が代理人と

して請求し、又は受領する場合は、この限りでない。

�　その他管理者が必要と認める書類

２　前項各号に掲げるもののほか、特別共済見舞金を請求しようとする者

は、死亡に伴う証明書（別記第１３号様式）を添付しなければならない。

３　条例第１１条第２項の規則で定める事由は、第１項第１号ただし書に規定

する交通事故申立書による請求であることとする。

　（葬祭費の請求手続）

第９条　条例第１０条第１項又は第１１条の２第１項の規定による葬祭費の請求

をしようとする者は、被災会員に係る会員証及び被災会員の運転免許証等

（被災会員が自動車等又は電車等を運転していた場合に限る。）を提示する

とともに新潟県交通災害共済葬祭費請求書（別記第１４号様式）に、次に掲

げる書類を添付し、事務所長を経由して管理者に請求しなければならない。

�　交通災害を証明する書類。交通災害を証明する書類が得られない場合

は、交通事故申立書

�　会員の死亡診断書又は死体検案書

�　会員に遺族のないことが分かる戸籍謄本等

�　代理人による請求又は受領の場合は、委任状

―　１３１０　―

新潟県交通災害共済条例施行規則
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新潟県交通災害共済条例施行規則

�　葬祭費明細書及び領収書

�　その他管理者が必要と認める書類

　（死亡弔慰金の請求手続）

第１０条　条例第１１条の２第１項の規定による死亡弔慰金の請求をしようとす

る者は、被災会員に係る会員証を提示するとともに新潟県交通災害共済死

亡弔慰金請求書（別記第１５号様式）に、第８条第１項各号に掲げる書類を

添付し、事務所長を経由して管理者に請求しなければならない。

　（共済見舞金等の支給決定等）

第１１条　事務所長は、前３条の規定による共済見舞金等の請求があったとき

は、速やかに支給の適否等について審査し、支給することが適当と認めら

れるものについては、受理してから７日以内に、意見を付して管理者に進

達するものとする。

２　管理者は、前項の規定による請求書の送付を受けたときは、速やかにそ

の内容を審査し、支給の適否及び支給することが適当と認められるものに

あっては、等級及び金額を決定するものとする。

３　管理者は、前項の規定による共済見舞金等の支給を決定した場合は、速

やかに事務所長及び請求者に対して共済見舞金等支給決定通知書（別記第

１６号様式及び別記第１７号様式）により通知するとともに、当該請求者に共

済見舞金等を支給するものとする。

４　事務所長は、交通災害が条例第１１条第１項の規定に該当するものと認定

したときは、口頭又は文書をもって請求者にその旨を通知するものとする。

５　管理者は、第２項の規定による審査の結果、交通災害が条例第１１条第１

項の規定に該当するものと認定したときは、口頭又は文書をもって事務所

長及び請求者にその旨を通知するものとする。

　（共済見舞金等の調整）

第１２条　組合は、条例第８条の規定により共済見舞金を支給した後におい

て、会員が死亡し、葬祭執行者から葬祭費の請求があった場合又は遺族か

ら死亡弔慰金、上位等級移行差額若しくは特別共済見舞金の請求があった

場合は、当該請求により支給することとなる額から当該会員に対し既に支

給した額を差し引いた額を支給するものとする。

―　１３１１　―
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　（共済見舞金等の返還）

第１３条　管理者は、条例第１１条の４の規定により共済見舞金等を返還させよ

うとするときは、当該支給を受けた者に対して返納の通知をするものとす

る。

　（事務所における書類の保存期間）

第１４条　行政組織規則第４条に規定する事務所における条例及びこの規則に

基づく加入申込み並びに共済見舞金等の請求及び支給に関する書類は、当

該共済期間の末日から２年を経過するまでの間保存するものとする。

　（委任）

第１５条　この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項

は、管理者が別に定める。

　　　附　則

１　この規則は、平成１６年３月１日から施行する。

２　従前の新潟県交通災害共済組合の会員の共済見舞金等に係る権利及び義

務は、組合が承継するものとする。

３　この規則の規定にかかわらず、様式については、従前の新潟県交通災害

共済組合交通災害共済条例施行規則（平成５年規則第８号）の規定に基づ

く様式を当分の間補正して使用することができる。

　　　附　則（平成１９年３月３０日規則第１３号）

１　この規則は、平成１９年４月１日から施行する。

２　この規則の施行の際現に改正前の新潟県交通災害共済条例施行規則（平

成１６年規則第３１号）の規定に基づきなされた請求については、この規則の

相当規定によりなされたものとみなす。

　　　附　則（平成１９年１０月１日規則第１９号）

　（施行期日）

１　この規則は、平成２０年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２　改正後の新潟県交通災害共済条例施行規則の規定は、平成２０年４月１日

以後の交通災害について適用し、平成２０年３月３１日以前の交通災害につい

ては、なお従前の例による。

―　１３１２　―

新潟県交通災害共済条例施行規則

Title:05-3-4●1307-.ec8 Page:1312  Date: 2019/12/06 Fri 13:01:49 



新潟県交通災害共済条例施行規則

　　　附　則（平成２０年１１月４日規則第１８号）

　（施行期日）

１　この規則は、平成２１年１月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この規則の施行の際現に改正前の新潟県交通災害共済条例施行規則（平

成１６年規則第３１号）の規定に基づきなされた請求等については、この規則

の相当規定によりなされたものとみなす。

　　　附　則（平成２２年８月１６日規則第１７号）

　（施行期日）

１　この規則は、平成２３年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この規則の施行の際現に改正前の新潟県交通災害共済条例施行規則の規

定に基づきなされた請求等については、この規則の相当規定によりなされ

たものとみなす。

　　　附　則（平成２３年１０月３日規則第１９号）

　（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

２　改正後の新潟県交通災害共済条例施行規則の規定は、平成２３年４月１日

以後の交通災害について適用し、平成２３年３月３１日以前の交通災害につい

ては、なお従前の例による。

　　　附　則（平成２９年３月３０日規則第１８号）

　この規則は、平成２９年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成３０年８月１日規則第１２号）

　（施行期日）

１　この規則は、平成３１年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２　改正後の新潟県交通災害共済条例施行規則の規定は、平成３１年４月１日

以後の交通災害について適用し、平成３１年３月３１日以前の交通災害につい

ては、なお従前の例による。 

―　１３１３　―
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　　　附　則（令和元年７月22日規則第３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 

―　１３１４　―

新潟県交通災害共済条例施行規則
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新潟県交通災害共済条例施行規則

別表（第８条関係）

交通災害を証明する書類

 

―　１３１５　―

�　自動車等の交通に伴う交通災害で警察署に届け出た場合　自動車安全

運転センター事務所長の発行する交通事故証明書

�　前号により届け出たが、刑事事件として処理された場合　警察署長が

発行する検視済証明書（別記第６号様式）

�　事故現場から直ちに救急車により搬送され警察署に届け出ることがで

きなかった場合　交通事故によるものである旨の判定ができる消防署長

が発行する救急搬送証明書

�　路線バス又はタクシー等の交通に伴う車内事故で乗客に係るものの場

合　当該輸送会社が発行する事故証明書

�　電車等の交通に伴う交通災害の場合　駅長又はこれに準ずる者が発行

する交通事故証明書

�　前各号に掲げるもののほか管理者が認める交通災害の場合　管理者が

指定する書類
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別記第１号様式（複写用）（第２条関係）

　新潟県交通災害共済会費払込書兼加入申込書兼会員台帳

別記第１号様式の２（電算用）（第２条関係）

　新潟県交通災害共済会費払込書兼加入申込書兼会員台帳

 

―　１３１６　―

新潟県交通災害共済条例施行規則

会員
番号

住所

領　

収　

印

　　　年４月１日
（４月１日以後の
加入にあっては会
費領収印日付の翌
日）か ら　　　年
３月３１日まで

共

済

期

間

氏　　　　　名氏　　　　　名

会費の計算１人　　　円×　　　　　人＝　　　　　　円

上記のとおり払込みます。

電話　　　－　　　－　　　　　

住所

会員
番号

氏　　　　　名

１

下記のとおり払込みます。
２

１人　　５００円 ２人　１，０００円 ３人　１，５００円

４人　２，０００円 ５人　２，５００円 ６人　３，０００円

７人　３，５００円 ８人　４，０００円
３

　　　　年４月１日（４月１日以後の
加入にあっては会費領収印日付の翌
日）から　　　　年３月３１日まで

共済
期間

４

領　収　印

計　　　人

¥　　　　円

５

６

７

８
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新潟県交通災害共済条例施行規則

別記第２号様式（複写用兼電算用）（第２条関係）

　新潟県交通災害共済会員証

別記第３号様式（電算用）（第２条関係）

　新潟県交通災害共済会員証

 

―　１３１７　―

電話　　　－　　　－　　　　　

住所

会員
番号

氏　　　　　名

１

新潟県市町村総合事務組合管理者　□印 
２

３

　　　　年４月１日（４月１日以後の
加入にあっては会費領収印日付の翌
日）から　　　　年３月３１日まで

共済
期間

４

領　収　印

計　　　人

¥　　　　円

５

６

７

８

会員
番号

住所

領　

収　

印

　　　年４月１日
（４月１日以後の
加入にあっては会
費領収印日付の翌
日）か ら　　　年
３月３１日まで

共

済

期

間

氏　　　　　名氏　　　　　名

６１

７２

８３

会費の計算１人　　　円×　　　　　人＝　　　　　　円４

　　新潟県市町村総合事務組合管理者　　□印 ５
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別記第４号様式（第５条関係）

新潟県交通災害共済会費還付請求書

 

―　１３１８　―

新潟県交通災害共済条例施行規則

必要

１　

太
線
の
中
だ
け
お
書
き
く
だ
さ
い
。

２　

該
当
す
る
箇
所
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

３　

還
付
金
の
預
金
口
座
は
、
請
求
者
名
義
の
も
の
に
限
り
ま
す
。

４　

請
求
者
が
自
署
し
た
場
合
は
、
請
求
者
の
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

担
当
者

係　

長

課　

長

次　

長

事
務
局
長

管
理
者

新潟県市町村総合事務組合管理者　様
下記のとおり会費の還付を請求します。

　　　　　年　　　月　　　日 住　　所　　　　　　　　　　　　　　　
 フリガナ　　　　　　　　　　　　　　　

 請求者氏名　※自署の場合は押印省略可　　　
��

 　　　　　　　　　　　　　　　　　
 電話　自宅等　勤務先（　　）　　－

市町村名会員番号（加入年度）
　　　年度

理　　　　由
請求金額
（会 費）

氏　　　名世帯員番号

無資格　二重加入　期間前移転・死亡・その他

無資格　二重加入　期間前移転・死亡・その他

無資格　二重加入　期間前移転・死亡・その他

無資格　二重加入　期間前移転・死亡・その他

無資格　二重加入　期間前移転・死亡・その他

無資格　二重加入　期間前移転・死亡・その他

無資格　二重加入　期間前移転・死亡・その他

無資格　二重加入　期間前移転・死亡・その他

円人
計

普通
貯蓄
当座

口座
番号

本 
店支 　

　　　　銀行・信金・農協
　　信組・金庫　　　

　※請求者名義の口座に限る。

還 付 金 の
受 取 口 座

－郵便番号

（決　　　定）

円年　　月　　日決定年月日

上記のとおり会費の還付を決定する。

事務所の審査金額を更正した
場合その理由

（事務所審査）

担
当
者

次　

長

事
務
所
長

　　　　年　　月　　日
上記のとおり会費を還付さ
れるよう副申します。
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新潟県交通災害共済条例施行規則

別記第５号様式（第８条関係）

新潟県交通災害共済見舞金　　　　請求書

 

―　１３１９　―

必要

当　初
差　額

１　

太
線
の
中
だ
け
お
書
き
く
だ
さ
い
。

２　

該
当
す
る
箇
所
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

３　
「
被
災
者
」
欄
の
会
員
番
号
及
び
加
入
年
月
日
は
、
事
故
発
生
年
度
の
も
の
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

４　

請
求
者
が
自
署
し
た
場
合
は
、
請
求
者
の
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

５　

当
組
合
が
共
済
見
舞
金
の
審
査
に
必
要
な
範
囲
で
医
療
機
関
等
へ
照
会
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

新潟県市町村総合事務組合管理者　様
被災者は裏面に記載の支給制限事由に該当しないことを認め、下記により共済見舞金を請求します。

　　　　　年　　　月　　　日 住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 フリガナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 請求者氏名　※自署の場合は押印省略可　　　　　　　　　
��

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 電話　自宅等　勤務先（　　）　　－
　
※１　被災者以外の方が請求する場合は、被災者から見た続柄を記入してください。
※２　被災者、遺族又は親権者等から請求を委任された場合は、「代理請求」にも○印を付けてください。

－　　郵便番号

年　　　月　　　日加入年月日第　　　　　　　　号会 員 番 号

被

災

者

男

女

　明 ・　大 　　　年　　月　　日
　昭 ・　平 　　　　（　　歳）

※事故時の満年齢を記入

生年月日

フリガナ

氏　名　※請求者と同じ場合は省略可

住　所　※請求者と同じ場合は省略可

　　　　　　　　年　　　　月　　　　日事 故 発 生 日

事 故 発 生 場 所

銀行・信金・農協　　　　　　　　　　本　
店

信組・金庫　　　　　　　　　　　　　支　　

共済見舞金の受
取 口 座

続　柄

（　　　　　）

普通

貯蓄

当座

口座
番号

フリガナ
口　座
名義人

氏名

※１　被災者以外の方が受領する場合は、被災者から見た続柄を記入してください。
※２　被災者、遺族又は親権者等から受領を委任された場合は、「代理受領」にも○印を付けてください。

代　理
請　求

代理
受領

続　柄

（　　）

№　　　　　　　

添 付 書 類
　　１ 　会員証（提示） 　２ 　交通事故証明書又は交通事故申立書 　３ 　運転免許証（提示）
　　４ 　診断書（兼後遺障害診断書） 　５ 　施術証明書
　　６ 　身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し 　７ 　死亡診断書（死体検案書）
　　８ 　死亡に伴う証明書 　９ 　同一生計調書 　１０ 　戸籍謄本（抄本）
　　１１ 　遺族代表者請求同意書 　１２ 　委任状 　１３ 　その他
  　　（　　　　　　　　　）

担
当
者

係　

長

課　

長

次　

長

事
務
局
長

管
理
者

（決　　　定）

円等級
年　　月　　日決 定 年 月 日

年　　月　　日支 給 年 月 日

更正理由上記のとおり共済見舞金の支払いを決定する。

（事務所審査）

��会員証確認者
担当者次　長

事　務
所　長 ��免許証確認者

円等級審　 査　 額入院　　　日

通院　　　日
実治療日数

　　　　年　　月　　日
上記のとおり共済見舞金を支払
われるよう副申します。 円等級制限しない額
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　別記第５号様式（裏面）

 

―　１３２０　―

新潟県交通災害共済条例施行規則
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新潟県交通災害共済条例施行規則

別記第６号様式（第８条関係）

検 視 済 証 明 書

 

―　１３２１　―

年　　　　月　　　　日

警察署長様 住所
願
出
人

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○印 

証明書の使用目的

証 明 書 の 提 出 先

証　　明　　願　　出　　事　　項

　　発第　　号

上記のとおり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ことを証明する。

　　　　　　年　　　月　　　日

発給者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□印 　
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　別記第７号様式（第８条関係）

交 通 事 故 申 立 書

 

―　１３２２　―

新潟県交通災害共済条例施行規則

必要

運転・同乗
歩行・その他
（　　　）

被災者の
事故時の
状　　態

年　　月　　日　午　
前　　

時　　分ごろ
　

後　　　　　　　　　
日　時事

故
発
生 場　所

氏名住所

被災者事
故
の
当
事
者

車両
番号

大型・中型・普通・大特・自動二輪・小特・ 
原付・自転車・電車・その他（　　　　　）

車種

氏名住所

相手方
車両
番号

大型・中型・普通・大特・自動二輪・小特・ 
原付・自転車・電車・その他（　　　　　）

車種

事故発生状況（事故の原因がはっきりわかるように記載してください。）

相手方（有・無・不明）　目撃者（有・無）　※該当する箇所を○で囲んでください。

事故現場見取図（事故発生状況を図示してください。）

※　裏面を必ず記入してください。
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新潟県交通災害共済条例施行規則

　別記第７号様式（裏面）

 

―　１３２３　―

必要

交通事故証明書が添付できない理由

１　警察へ届け出なかった。

２　その他（具体的に）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

法令遵守事項の確認・了承
（｢交通事故証明書〔物件事故扱い〕｣、｢葬祭費請求書｣又は｢死亡弔慰金請求書｣にこの申
立書を添付する場合は、記入不要です。）

法令順守事項

１　本来、交通事故が発生した場合は、その車両の運転者又はそ
の他乗務員は警察へ届出をする義務があります。軽微な事故

（自転車運転中の単独事故等）であっても、必ず警察に届け出て
ください。（関係法令：道路交通法第７２条第１項後段）

　 ※　共済見舞金の支給を受けるためには、原則交通事故証明書
が必要となります。歩行者であっても車両との交通に伴う接
触等の交通事故にあった場合は警察に届け出てください。

２　やむを得ない事情により、交通事故申立書による請求をする
場合は、その回数は、１共済期間中１回限りとなります。

　　また、交通事故申立書による請求が複数年にわたって繰り返
された場合は、共済見舞金が支給されないことがあります。

　（関係法令：新潟県交通災害共済条例第１１条第２項及び同条
例施行規則第８条第２項）

確認・了承

※ 右記記載事項を
確認・了承した場
合は〇で囲んでく
ださい。

｢被災者本人｣又は「親権者」の申立（被災者が１６歳未満のときは親権者等が申立者にな
ることができます。）

本書記載のとおり申し立てます。

　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　申立者　氏　名　　　　　　　　　 　　��

新潟県市町村総合事務組合管理者　様

　本人　　　　
　　　　　の証明

親権者　　　

「相手方」又は「目撃者」の証明

表面の事故発生状況は、事実であることを証明します。

　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　��

　　　　　　　　　　　　　　　電話（　　　）　　　－　　　

相手方　　　
　　　　　の証明

目撃者　　　

１　この申立てが偽りであったときは、支給を受けた共済見舞金等を返還していただく
ことがあります。

２　該当する箇所を○で囲んでください。
３　申立者が自署した場合は、申立者の押印を省略することができます。
　※黒ボールペン等で記入してください。（鉛筆は不可）
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　別記第８号様式（第８条関係）

　診　断　書（兼後遺障害診断書）　
（新潟県交通災害共済）

 

―　１３２４　―

新潟県交通災害共済条例施行規則

電話（　　　　）

　　　　　　　－

　　　　　　　　　　　　○印 

カ ル テ 番 号

住　所傷　

病　

者
明・大
昭・平　　　

　年　　　　月　　　　日生生年月日氏　名

傷　 病　 名

　症状及び経過　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受傷日　　　　　　　　年　　　月　　　日）
（注・交通事故が原因であることを記入してください。）

年　　月　　日
治　　　癒
継　　　続
中　　　止
転　　　院

　　　　　　　　　　　日間

自　　　　年　　　月　　　日・至　　　　年　　　月　　　日
入院治療

実治療日数　　　　　　　日

自　　　　年　　　月　　　日・至　　　　年　　　月　　　日
通院治療

年　　　　　　月　　　　　　日障 害 固 定 又 は 障 害 認 定 （ 特 定 ） 年 月 日

ア　１級に該当する
イ　２級に該当する
ウ　２級にも該当しない

身体障害者福祉法施行規則別表第５号の
身体障害者障害程度等級表に掲げる障害
の

（右のアイウのいずれかに○印をつけてください。）

障

害

の

程

度
ア　１級に該当し、常に他人の介護を要する状態である
イ　１級に該当するが、常に他人の介護を要する状態ではない
ウ　１級には該当しない

精神保健及び精神障害者福祉に関する法
律施行令第６条第３項に規定する障害等
級に掲げる障害の

（右のアイウのいずれかに○印をつけてください。）

　上記のとおり診断いたします。

　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　所　在　地

　　　　　名　　　称

　　　　　医　師　名

１　共済見舞金支給の等級査定は実治療日数によって行います。したがって、実治療日数は必ず記入してください。
２　後遺障害の等級については、裏面の等級表を参照してください。

（新潟県市町村総合事務組合）
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新潟県交通災害共済条例施行規則

　別記第８号様式（裏面）

身体障害者福祉法施行規則別表第５号　身体障害者障害程度等級表（抄）

 

―　１３２５　―

身　　体　　障　　害等級身　　体　　障　　害等級

１　両眼の視力の和が０.０２以上０.０４以下のも
の

２　両眼の視野がそれぞれ１０度以内でかつ両
眼による視野について視能率による損失率
が９５パーセント以上のもの

３　両耳の聴力レベルがそれぞれ１００デシベ
ル以上のもの（両耳全ろう）

４　両上肢の機能の著しい障害
５　両上肢のすべての指を欠くもの
６　一上肢を上腕の２分の１以上で欠くもの
７　一上肢の機能を全廃したもの
８　両下肢の機能の著しい障害
９　両下肢を下腿の２分の１以上で欠くもの
１０　体幹の機能障害により坐位又は起立位を

保つことが困難なもの
１１　体幹の機能障害により立ち上ることが困

難なもの

２　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

級

１　両眼の視力（万国式試視力表によって
測ったものをいい、屈折異常のある者につ
いては、きょうせい視力について測ったも
のをいう。以下同じ。）の和が０.０１以下のも
の

２　両上肢の機能を全廃したもの
３　両上肢を手関節以上で欠くもの
４　両下肢の機能を全廃したもの
５　両下肢を大腿の２分の１以上で欠くもの
６　体幹の機能障害により坐っていることが

できないもの
７　心臓の機能の障害により自己の身辺の日

常生活活動が極度に制限されるもの
８　じん臓の機能の障害により自己の身辺の

日常生活活動が極度に制限されるもの
９　呼吸器の機能の障害により自己の身辺の

日常生活活動が極度に制限されるもの
１０　ぼうこう又は直腸の機能の障害により自

己の身辺の日常生活活動が極度に制限され
るもの

１１　小腸の機能の障害により自己の身辺の日
常生活活動が極度に制限されるもの

１　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

級

障 害 の 状 態
障 害 等 級

能 力 障 害 の 状 態精神疾患（機能障害）の状態

１　調和のとれた適切な食事摂取がで
きない。

２　洗面、入浴、更衣、清掃などの身辺
の清潔保持ができない。

３　金銭管理能力がなく、計画的で適
切な買い物ができない。

４　通院・服薬を必要とするが、規則的
に行うことができない。

５　家族や知人・近隣等と適切な意思
伝達ができない。協調的な対人関係
を作れない。

６　身辺の安全を保持したり、危機的
状況に適切に対応できない。

７　社会的手続をしたり、一般の公共
施設を利用することができない。

８　社会情勢や趣味・娯楽に関心がな
く、文化的社会的活動に参加できな
い。

　（上記１～８のうちいくつかに該当
するもの）

１　統合失調症によるものにあっては、高
度の残遺状態又は高度の病状があるた
め、高度の人格変化、思考障害、その他
妄想・幻覚等の異常体験があるもの

２　そううつ病（気分（感情）障害）によ
るものにあっては、高度の気分、意欲・
行動及び思考の障害の病相期があり、か
つ、これらが持続したり、ひんぱんに繰
り返したりするもの

３　非定型精神病によるものにあっては、
残遺状態又は病状が前記１、２に準ずる
もの

４　てんかんによるものにあっては、ひん
ぱんに繰り返す発作又は知能障害その他
の精神神経症状が高度であるもの

５　中毒精神病によるものにあっては、認
知症その他の精神神経症状が高度のもの

６　器質精神病によるものにあっては、認
知症その他の精神神経症状が高度のもの

７　その他の精神神経疾患によるものに
あっては、上記の１～６に準ずるもの

１級
（精 神 障 害 で
あ っ て、日 常
生活の用を弁
ずることを不
能ならしめる
程度のもの）

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第６条第３項の障害等級判定基準

（厚生省保健医療局長通知（抄））　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　別記第９号様式（第８条関係）

　施 術 証 明 書　
（新潟県交通災害共済）

 

―　１３２６　―

新潟県交通災害共済条例施行規則

柔道整復師用

住　　所傷

病

者
明・大　　　

年　　月　　日生
昭・平

生年月日氏　　名

傷　病　名

　症状及び経過　　　　　　　　　　　　　　　　　（受傷日　　　　　　　　年　　　月　　　日）
（注・交通事故が原因であることを記入してください。）

　施術の部位及び内容

年　　月　　日
治　　　癒
継　　　続
中　　　止
転　　　院

実施術日数　　　　　日

自　　　　　年　　月　　日・至　　　　　年　　月　　日

施術期間

通　院　内　訳（施術を受けるために実際に通院した日を○で囲んでください。）

日１月

日２月

日３月

日４月

日５月

日６月

日７月

日８月

日９月

日１０月

日１１月

日１２月

日計
　上記のとおり証明いたします。

　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　所　在　地

　　　　　名　　　称

　　　　　柔道整復師名

31302928272625242322212019181716151413121110987654321

2928272625242322212019181716151413121110987654321

31302928272625242322212019181716151413121110987654321

302928272625242322212019181716151413121110987654321

31302928272625242322212019181716151413121110987654321

302928272625242322212019181716151413121110987654321

31302928272625242322212019181716151413121110987654321

31302928272625242322212019181716151413121110987654321

302928272625242322212019181716151413121110987654321

31302928272625242322212019181716151413121110987654321

302928272625242322212019181716151413121110987654321

31302928272625242322212019181716151413121110987654321

電話（　　　　）

　　　　　　－

○印 

１　共済見舞金支給の等級査定は実治療日数によって行います。したがって、実施術日数は必ず記入してください。
２　施術期間の実施術日数と通院内訳の計欄の日数は一致いたします。

（新潟県市町村総合事務組合）
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新潟県交通災害共済条例施行規則

　別記第１０号様式（第８条関係）

　施 術 証 明 書　
（新潟県交通災害共済）

 

―　１３２７　―

あん摩マッーサージ指圧師
はり師、きゅう師用

住　　所傷

病

者
明・大　　　

年　　月　　日生
昭・平

生年月日氏　　名

傷　病　名

　症状及び経過　　　　　　　　　　　　　　　　　（受傷日　　　　　　　　年　　　月　　　日）
（注・交通事故が原因であることを記入してください。）

　施術の部位及び内容

年　　月　　日
治　　　癒
継　　　続
中　　　止
転　　　院

実施術日数　　　　　日

自　　　　年　　月　　日・至　　　　年　　月　　日

施術期間

通　院　内　訳（施術を受けるために実際に通院した日を○で囲んでください。）

日１月

日２月

日３月

日４月

日５月

日６月

日７月

日８月

日９月

日１０月

日１１月

日１２月

日計
　上記のとおり証明いたします。

　　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　所　在　地

　　　　　名　　　称

　　　　　あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師名

31302928272625242322212019181716151413121110987654321

2928272625242322212019181716151413121110987654321

31302928272625242322212019181716151413121110987654321

302928272625242322212019181716151413121110987654321

31302928272625242322212019181716151413121110987654321

302928272625242322212019181716151413121110987654321

31302928272625242322212019181716151413121110987654321

31302928272625242322212019181716151413121110987654321

302928272625242322212019181716151413121110987654321

31302928272625242322212019181716151413121110987654321

302928272625242322212019181716151413121110987654321

31302928272625242322212019181716151413121110987654321

電話（　　　　）

　　　　　　－

○印 

１　共済見舞金支給の等級査定は実治療日数によって行います。したがって、実施術日数は必ず記入してください。
２　施術期間の実施術日数と通院内訳の計欄の日数は一致いたします。

（新潟県市町村総合事務組合）
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別記第１１号様式（第８条関係）

同 一 生 計 調 書

 

―　１３２８　―

新潟県交通災害共済条例施行規則

備　考
同居別居
の　　別

職　　業
生 年 月 日

続柄等同一生計者の氏名
日月年年号

死亡者

　上記の者は、　　年　　月　　日の交通事故により死亡（受傷）した会員の死亡

当時生計を同じくしていた事実に相違ありません。

 　　　年　　　月　　　日

 　　請求者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　○印 

　　　新潟県市町村総合事務組合管理者　様

注１　この調書には、会員が死亡した場合において、会員と死亡当時生計を同じくし

ていた遺族が請求するときに作成すること。

　２　「続柄等」欄は、死亡者との続柄又は関係を記入すること。
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新潟県交通災害共済条例施行規則

　別記第１２号様式（第８条関係）

遺族代表者請求同意書

 

―　１３２９　―

　　　年　　　月　　　日の交通事故により死亡（受傷）した（氏名）　　　　　

に係る新潟県交通災害共済の共済見舞金等（死亡弔慰金等）について（続柄）　　　

（氏名）　　　　　　　が遺族を代表して請求し、受領することに同意します。

 　　
年　　　月　　　日

 　　続柄 住所

  氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○印 

 　　続柄 住所

  氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○印 

 　　続柄 住所

  氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○印 

 　　続柄 住所

  氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○印 
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別記第１３号様式（第８条関係）

　死 亡 に 伴 う 証 明 書　
（新潟県交通災害共済）

 

―　１３３０　―

新潟県交通災害共済条例施行規則

住　所傷　

病　

者

明・大
　　　　　年　月　日
昭・平

生年月日氏　名

傷　病　名

死亡より１年前以内の交通事故による受傷が、死亡の結果に与えた度合の判定 

（次の「判定区分」欄のⅠ、Ⅱ又はⅢのいずれかに○印を付けてください。）

判定
区分

　事故による傷病が死亡原因を構成している蓋然性が高い場合又は死亡原因を構成してい

る確実性がある場合  ……………………………………………………事故の寄与度　50％超　

（「事故の寄与度」は交通事故による災害が死亡の結果に与えた割合のことであり、その判定

度合は裏面を参考にしてください。）

Ⅰ

　事故による傷病が死亡原因を構成しているとは認められないが、先天性疾患、既往疾患

があり、事故と重なったために死亡に至った場合に該当する  …事故の寄与度　50％以下　

（Ⅲに該当するものを除く。）

（「事故の寄与度」は交通事故による災害が死亡の結果に与えた割合のことであり、その判定

度合は裏面を参考にしてください。）

Ⅱ

　事故と無関係に存在する傷病と、事故による傷病との判断が混在し、前者に死亡の原因

を構成している確実性がある場合に該当する  …………………………事故の寄与度　0％　

（「事故の寄与度」は交通事故による災害が死亡の結果に与えた割合のことであり、その判定

度合は裏面を参考にしてください。）

Ⅲ

所　見（判定に当たって説明が必要な場合などここに記載してください。）

　上記のとおり証明します。

　　　　　　　年　　月　　日

 　　　所在地

 　　　名　称　　　　　　　　　　　　　　　電話　　（　　）

 　　　医師名　　　　　　　　　　　　　　　印

注）この証明書は、死亡診断書（死体検案書）の「死因の種類」が「２交通事故」と表示されていない
が、交通事故による傷病が死亡の原因を構成している可能性があるものについて判定をお願いしてお
ります。

（新潟県市町村総合事務組合）
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新潟県交通災害共済条例施行規則

別記第１３号様式（裏面）

 

―　１３３１　―

事 故 の 寄 与 度 の 判 定 基 準

寄 与 度 判 定 基 準 の 組 成判定度合
判定
区分

　事故と無関係に存在する傷病と、事故による傷病との判断が混在し、後者に死

亡の原因を構成している確実性がある場合  ………………事故の寄与度　100％
第10段階

Ⅰ

　事故が決定的な原因となって発現した蓋然性の高い傷病が、他より優勢であ

る死亡の場合  …………………………………………………事故の寄与度　90％
第９段階

　事故が主な原因となって発現した蓋然性の高い傷病が、他より優勢である死

亡の場合  ………………………………………………………事故の寄与度　80％
第８段階

　事故が原因となって発現した蓋然性の高い傷病が、他より優勢である死亡の

場合  ……………………………………………………………事故の寄与度　70％
第７段階

　事故と無関係に存在する傷病と、事故による傷病とが競合し、そのいずれでも

死亡を惹起する蓋然性が高い場合  …………………………事故の寄与度　60％
第６段階

　事故と無関係に存在する傷病と、事故による傷病とが競合し、その片方のみで

は死亡を惹起しない可能性のある場合  ……………………事故の寄与度　50％
第５段階

Ⅱ

　事故が決定的な原因となって発現した可能性のある傷病が、他よりも劣勢で

ある死亡の場合  ………………………………………………事故の寄与度　40％
第４段階

　事故が主な原因となって発現した可能性のある傷病が、他より劣勢である死

亡の場合  ………………………………………………………事故の寄与度　30％
第３段階

　事故が原因となって発現した可能性のある傷病が、他より劣勢である死亡の

場合  ……………………………………………………………事故の寄与度　20％
第２段階

　事故が誘発した疾病で、事故後の短期間に死亡を惹起している場合  ………

  …………………………………………………………………事故の寄与度　10％
第１段階

　事故と無関係に存在する傷病と、事故による傷病との判断が混在し、前者に死

亡の原因を構成している確実性がある場合  …………………事故の寄与度　0％
ゼロ段階Ⅲ

注）「事故の寄与度」とは交通事故による災害が死亡の結果に与えた割合のことです。
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別記第１４号様式（第９条関係）

新潟県交通災害共済葬祭費請求書

 

―　１３３２　―

新潟県交通災害共済条例施行規則

事 故 発 生 日

事故発生場所

火葬許可年月日 葬祭執行年月日年 月 日 年 月 日

年 月 日

年 月 日

葬　祭　場　所

葬　祭　費　の
受　取　口　座

口　座
名義人

口座
番号

普通

年　　　　月　　　　日

被 

災 

者

会 員 番 号 加入年月日第 号

氏 名

住 所

生年月日 （　　歳）

※葬祭執行者から受領を委任された場合は、「代理受領」に○印を付けて、葬祭執行者から見た続柄を
　記入してください。

※葬祭執行者から請求を委任された場合は、「代理請求」に○印を付けて、葬祭執行者から見た続柄を
　記入してください。

葬　祭　費
執　行　額

事 務
所 長 次 長 担当者

会員証確認者
免許証確認者

円 円

円

審　査　額

管
理
者

事
務
局
長

次
　
　
長

課
　
　
長

係
　
　
長

担
当
者

決 定 年 月 日 年　　月　　日
年　　月　　日支 給 年 月 日

上記のとおり葬祭費の支払いを決定する。

決 定 額

更正理由

（決 定）

（事務所審査）

添 付 書 類
　会員証（提示）
　死亡診断書（死体検案書）
　その他（ ）

　戸籍騰本（抄本） 　葬祭費明細書・領収書
　交通事故証明書又は交通事故申立書 　運転免許証（提示）

１
　
太
線
の
中
だ
け
お
書
き
く
だ
さ
い
。

２
　
該
当
す
る
箇
所
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

３
　「
被
災
者
」
欄
の
会
員
番
号
及
び
加
入
年
月
日
は
、
事
故
発
生
年
度
の
も
の
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

４
　
請
求
者
が
自
署
し
た
場
合
は
、
請
求
者
の
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

５
　
当
組
合
が
葬
祭
費
の
審
査
に
必
要
な
範
囲
で
医
療
機
関
等
へ
照
会
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

本書のとおり葬祭費を支払われる
よう副申します。

年　　月　　日

下記により葬祭費を請求します。 郵便番号

新潟県市町村総合事務組合管理者 様

－

年　　月　　日 住 所

請求者氏名

電話 自宅等 （　　　） －

氏名

銀行 信金
金庫信組

農協・
・

・

貯蓄

当座

１
４

２
５

３
６

７

印

印

印

本
支

店

男

女

№

明・ 

・ 

大

昭 平

代理
受領

代 理
請 求

フリガナ

勤務先

ﾌﾘｶﾞﾅ

続 柄

（ ）

続 柄

（ ）
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新潟県交通災害共済条例施行規則

別記第１５号様式（第１０条関係）

新潟県交通災害共済死亡弔慰金請求書

 

―　１３３３　―

事 故 発 生 日

事故発生場所

死 亡 確 定 日

年 月 日

年 月 日

死亡弔慰金の
受　取　口　座

口　座
名義人

口座
番号

普通

年　　　　月　　　　日

年　　　　月　　　　日

被 

災 

者

会 員 番 号 加入年月日第 号

氏 名

住 所

生年月日 （　　歳）

※１ 被災者から見た続柄を記入してください。
※２ 遺族又は親権者等から受領を委任された場合は、「代理受領」にも○印を付けてください。

※１ 被災者から見た続柄を記入してください。
※２ 遺族又は親権者等から請求を委任された場合は、「代理請求」にも○印を付けてください。

事 務
所 長 次 長 担当者

会員証確認者
免許証確認者

円

円

管
理
者

事
務
局
長

次
　
　
長

課
　
　
長

係
　
　
長

担
当
者

決 定 年 月 日 年　　月　　日
年　　月　　日支 給 年 月 日

上記のとおり死亡弔慰金の支払いを決定する。

決 定 額

更正理由

（決 定）

（事務所審査）

添 付 書 類
　会員証（提示）
　死亡診断書（死体検案書）
　その他（ ）

　戸籍騰本（抄本） 　同一生計調書
　交通事故証明書又は交通事故申立書 　運転免許証（提示）

１
　
太
線
の
中
だ
け
お
書
き
く
だ
さ
い
。

２
　
該
当
す
る
箇
所
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

３
　「
被
災
者
」
欄
の
会
員
番
号
及
び
加
入
年
月
日
は
、
事
故
発
生
年
度
の
も
の
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

４
　
請
求
者
が
自
署
し
た
場
合
は
、
請
求
者
の
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

５
　
当
組
合
が
死
亡
弔
慰
金
の
審
査
に
必
要
な
範
囲
で
医
療
機
関
等
へ
照
会
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

本書のとおり死亡弔慰金を支払われるよう副申します。

年　　月　　日

下記により死亡弔慰金を請求します。 郵便番号

新潟県市町村総合事務組合管理者 様

－

年　　月　　日 住 所

請求者氏名

電話 自宅等 （　　　） －

氏名
ﾌﾘｶﾞﾅ

銀行 信金
金庫信組

農協・
・

・

貯蓄
当座

１
４

２
５

３
６

７

印

印

印

本
支

店

男

女

№

明・ 

・ 

大

昭 平

代理
受領

代 理
請 求

フリガナ

勤務先

審 査 額

制 限 規 定 に
該当した理由

故　意故　意
重大な過失

無免許運転（同乗）
酒気帯運転（同乗）

その他
交通事故申立書

続 柄

（ ）

続 柄

（ ）
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別記第１６号様式（第１１条関係）

 

―　１３３４　―

新潟県交通災害共済条例施行規則

年度　　　　

年　月　日　

　　　　　新潟県市町村総合事務組合

　　　　　　　　　　　事務所長　様

新潟県市町村総合事務組合管理者　　　

共済見舞金等の支給決定について（通知）

貴職から進達のあった交通災害共済共済見舞金等の請求について、下記のとおり決定した

のでお知らせします。

記

　　　　支　払　日　　　年　　月　　日

決定番号　　　　年度　　　第　　　号　　　　種　別　　　　　等級　　　　　　　　　　　　　　円

会員番号

被災者名

請求者名　　　　　　　　　　　　会員との続柄

住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口座振込

計　　　　件　
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新潟県交通災害共済条例施行規則

別記第１７号様式（第１１条関係）

共済見舞金等支給決定通知書

―　１３３５　―

　　　　　　　年度

　　 　 第　 　 号

種　　別

金額　　　　　　　円等級　　

被
災
し
た
会
員

請　
　
　
求　
　
　
者 会員番号　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　会員との続柄

　　　　口 座 振 込支 払 場 所
及 び 方 法

　　　年　　　月　　　日支 払 日

　　　　年　月　日付　をもって請求のあった交通災害共済見舞金等に
ついて、審査の結果、上記のとおり決定したので通知します。

　　　年　　月　　日　　　　　新潟県市町村総合

　　　　　　　　　　　　　　　事務組合管理者　　　　　　　　　　　　　
�

―　１３３５（１３３６～１３３６―１欠）　―
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新潟県交通災害共済審査委員会規則

　（趣旨）

第１条　この規則は、新潟県交通災害共済条例（平成１６年条例第３１号。以下

「条例」という。）第１３条の規定に基づき、新潟県交通災害共済審査委員会

（以下「委員会」という。）の組織、運営その他必要な事項を定めるものと

する。

　（委員）

第２条　委員会は、条例第１２条第３項の規定による委員をもって組織する。

２　委員会の委員は、非常勤とする。

　（任期）

第３条　委員の任期は、４年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補

欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

２　委員は、再任されることができる。

　（会長）

第４条　委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

２　会長の任期は、委員の任期による。

３　会長は、委員会を代表し、会務を掌理し、会議のときは議長となる。会

長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定す

る委員がその職務を行う。

　（会議）

第５条　委員会は、必要の都度会長が招集する。

２　委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができな

い。

３　議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところ

による。

４　会長は、会議に付議すべき事項が緊急を要し、委員会を招集する暇がな

いと認めるときは、前３項の規定にかかわらず、委員３人以上の持回り審

―　１３３７　―

平成１６年３月１日
規 則 第 ３２ 号



議によることができる。

　（雑則）

第６条　この規則に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、

会長が定める。

　　　附　則

　この規則は、平成１６年３月１日から施行する。

―　１３３８　―

新潟県交通災害共済審査委員会規則



新潟県自治会館条例

　最終改正　令和２年２月１８日条例第５号

　（設置）

第１条　市町村行政の拠点として、市町村の相互連絡及び振興並びに住民福

祉の増進を図り、もって地方自治の発展に資するため、新潟県自治会館（以

下「会館」という。）を新潟市中央区新光町に設置する。

　（事業）

第２条　会館は、前条の設置の目的を達成するために次に掲げる事業を行

う。

�　事務室、会議室その他の施設及び設備（以下「施設等」という。）を提

供すること。

�　市町村等に関する情報を収集し、及び提供すること。

�　前２号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

　（使用の承認）

第３条　会館の施設等を使用しようとする者は、管理者の承認を受けなけれ

ばならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

２　管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を承認

しないことができる。

�　会館内の秩序若しくは風俗又はその周辺の秩序を乱すおそれがあると

認めるとき。

�　施設等を破損するおそれがあると認めるとき。

�　前２号に掲げる場合のほか、会館の管理上支障があると認めるとき。

３　管理者は、会館の管理上必要があると認めるときは、第１項の承認に条

件を付することができる。

　（使用承認の取消し等）

第４条　管理者は、前条第１項の承認を受けた者（以下「使用者」という。）

が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その承認を取り消し、

又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

―　１３３９　―

平成１８年３月１日
条 例 第 ２５ 号
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�　不正の手段により使用の承認を受けたとき。

�　前条第２項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

�　前条第３項の規定により使用の承認に付した条件に違反したとき。

�　この条例又はこの条例に基づく規則（以下「規則」という。）の規定に

違反したとき。

　（損害賠償）

第５条　故意又は過失により会館の施設、設備、器具等を破損した者は、そ

の損害を賠償しなければならない。

　（使用料等）

第６条　使用者は、その使用に係る使用料を納めなければならない。

２　前項に定めるもののほか、事務室の使用者は、施設等の維持管理等に要

する経費（以下「共益分担金」という。）を納めなければならない。

３　使用料及び共益分担金（以下「使用料等」という。）は、前納とする。た

だし、管理者が必要と認めるときは、後納させることができる。

　（使用料等の額）

第７条　前条で規定する使用料等の額は、別表に定める額とする。ただし、

規則に定める休館日を変更して使用承認したときの別表�ア及びイの表の

使用料の額は、当該各表に規定する使用料の額に１００分の１５０を乗じて得た

額とする。

　（使用料等の免除）

第８条　管理者は、規則で定める事由に該当すると認めるときは、使用料等

の全部又は一部を免除することができる。

　（使用料等の不還付）

第９条　既に収受した使用料等は、還付しない。ただし、規則で定める事由

に該当するときは、全部又は一部を還付することができる。

　（委任）

第１０条　この条例に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、規

則で定める。

 

―　１３４０　―

新潟県自治会館条例
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新潟県自治会館条例

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

　（新潟県自治会館の設置及び管理に関する条例の廃止）

２　新潟県自治会館の設置及び管理に関する条例（平成１６年条例第３２号）は、

廃止する。

　（経過措置）

３　この条例施行の際、従前の定めにより使用している者又は使用の許可を

受けた者は、この条例第３条の規定による承認があったものとみなす。

　　　附　則（平成１９年２月１６日条例第９号）

　この条例は、平成１９年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２１年２月１６日条例第１号）

　この条例は、平成２１年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２６年２月２０日条例第３号）

　この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成３０年２月１６日条例第６号）

　この条例は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成３０年８月１日条例第１２号）

　この条例は、平成３０年１０月１日から施行する。

　　　附　則（令和元年７月２２日条例第３号）

１　この条例は、令和元年１０月１日から施行する。

２　改正後の別表の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日以後の使用料等で前納

するものについても同様とする。

　　　附　則（令和２年２月１８日条例第５号）

１　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

２　改正後の別表の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日以後の使用料等で前納

するものについても同様とする。

 

―　１３４１　―

必要Title:05-3-5●1339-.ec8 Page:1341  Date: 2020/12/16 Wed 11:54:28 



別表（第７条関係）

　�　施設等使用料

　　ア　会議室使用料

 

―　１３４２　―

新潟県自治会館条例

（単位：円）

備　考
夜　間全　日午　後午　前定　員面　積

施　　　設 午後６時～
　午後９時

午前９時～
　午後５時

午後１時～
　午後５時

午前９時～
　午前１２時　　人　　㎡

来賓控室
を含む

３２,０００５８,７００３５,６００２８,３００
机　 ２５５
椅子 ３６４

６９６.０講　　　堂

本　
　
　
　

館

―３７,１００２１,９００１９,６００１０８２６６.６２０１会議室

―８,４００５,２００４,２００２０５４.５２０２会議室

―４３,０００２５,２００２２,０００４０３１９.０３０１会議室

―１４,７００９,５００７,３００３６９６.６４０１会議室

２６,７００４９,２００２９,８００２３,５００１２０３５１.２
コンベンション
ホ ー ル
ゆ き つ ば き

別　
　
　
　

館

―２５,２００１５,７００１２,５００４８１６３.８９０１会議室

―２５,２００１５,７００１２,５００４８１６３.８９０２会議室

―１９,９００１２,５００１０,０００４８１３１.４第１研修室

―１４,７００９,５００７,３００３６９９.０第２研修室
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新潟県自治会館条例

　　イ　付属設備使用料

　　ウ　事務室使用料

　　エ　駐車場使用料

 

―　１３４３　―

（単位：円）

夜　間全　日午　後午　前
設　　　備　　　名 午後６時～

　午後９時
午前９時～
　午後５時

午後１時～
　午後５時

午前９時～
　午前12時

３,２００６,４００３,２００３,２００液晶プロジェクター（スクリーンを含む）

１,５００３,０００１,５００１,５００スクリーン

４,２００８,４００４,２００４,２００マイクシステムユニット

３００６００３００３００テーブルクロス（１枚につき）

（単位：円）

使　用　料使 用 単 位使　用　区　分

９４２１㎡ につき月額新 潟 県 自 治 会 館 本 館

１,０３６１㎡ につき月額新 潟 県 自 治 会 館 別 館

必要

（単位：円）

使　用　料使 用 単 位使　用　区　分

１２,５００１台につき月額屋 内 駐 車 場

３,４００１台につき月額専 用 駐 車 場
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　�　共益分担金

―　１３４４　―

新潟県自治会館条例

（単位：円）

共益分担金使 用 単 位使　用　区　分

９９５１㎡につき月額新 潟 県 自 治 会 館 本 館

１,１００１㎡につき月額新 潟 県 自 治 会 館 別 館

備考　この表に定めるもののほか、冷暖房等の使用に要する経費負担につ
いては、管理者が別に定める。
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新潟県自治会館条例施行規則

　最終改正　令和元年７月２２日規則第３号

　（趣旨）

第１条　この規則は、新潟県自治会館条例（平成１８年新潟県市町村総合事務

組合条例第２５号。以下「条例」という。）の施行に伴い、新潟県自治会館

（以下「会館」という。）の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

　（開錠時間）

第２条　会館の開錠時間は、午前７時３０分から午後９時までとする。

　（休館日）

第３条　会館の休館日は、次に掲げる日とする。

　�　日曜日及び土曜日

　�　国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日

　�　１２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。）

　（開錠時間又は休館日の変更）

第４条　前２条の規定にかかわらず、管理者は必要があると認めるときは、

開錠時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館するものとする。

　（使用の申込み）

第５条　条例第３条第１項の規定により施設等の使用の承認を受けようとす

る者（以下「申込者」という。）は、申込書（別記様式第１号、別記様式第

２号又は別記様式第３号。以下「使用申込書」という。）を管理者に提出し

なければならない。ただし、新潟県自治会館会議室申込システムの利用に

関する規則（平成２３年規則第１４号）に規定する新潟県自治会館会議室申込

システム（以下「会議室申込システム」という。）により使用の承認を受け

ようとする場合は、この限りでない。

２　使用申込書は、使用しようとする日の９０日前の日（その日が第３条に規

定する休館日に当たるときは、その日前において最も近い休館日でない

日）から受け付けるものとする。

３　前項の規定にかかわらず、管理者は、特に必要があると認めるときは、

―　１３４５　―

平成１８年３月３１日
規 則 第 １２ 号
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使用申込書を受け付けることができる。

　（使用承認の通知）

第６条　管理者は、前条の規定により使用申込書を受け付けた場合は、当該

使用が条例第３条第２項各号のいずれかに該当する場合を除き、通知書

（別記様式第４号、別記様式第５号又は別記様式第６号）により使用承認の

通知をするものとする。ただし、会議室申込システムにより使用の承認を

する場合は、この限りでない。

　（使用の変更又は取消し）

第７条　前条の規定により使用承認の通知を受けた者（以下「使用者」とい

う。）は、使用の変更又は取消しをしようとするときは、申込書（別記様式

第７号、別記様式第８号又は別記様式第９号。以下「変更・取消申込書」

という。）を管理者に提出しなければならない。ただし、会議室申込システ

ムにより使用の変更又は取消しの承認を受けようとする場合は、この限り

でない。

２　前条の規定は、管理者が使用の変更又は取消しに係る変更・取消申込書

を受け付けた場合について準用する。この場合において、同条中「別記様

式第４号、別記様式第５号又は別記様式第６号」とあるのは「別記様式第

１０号、別記様式第１１号又は別記様式第１２号」と読み替えるものとする。

　（使用者の遵守事項）

第８条　使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、第３

号から第５号までに掲げる事項については、管理者の承認を受けたとき

は、この限りでない。

　�　使用目的以外の目的に使用しないこと。

　�　使用する権利を他の者に譲渡し、又は担保に供しないこと。

　�　使用する施設等を他の者に使用させないこと。

　�　現状を変更しないこと。

　�　その他管理者が定めること。

　（使用料等の納付）

第９条　条例第６条に規定する使用料等は、管理者が指定した期日までに納

付するものとする。

―　１３４６　―

新潟県自治会館条例施行規則
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新潟県自治会館条例施行規則

２　使用料等が月額で定められた施設等の使用期間において、１月未満の端

数が生じる月は、１月として計算するものとする。

　（使用料等の免除）

第１０条　条例第８条の規則で定める事由及びその額は、次に掲げるものとす

る。

�　新潟県内の市町村が会議室を使用すること　使用料の１０分の２に相当

する額

�　会館の事務室の使用者が会議室を使用すること　使用料の１０分の２に

相当する額

�　その他管理者が特に必要と認めること　別に定める額

２　前項第３号の事由により使用料等の免除を受けようとする者は、使用料

等の免除を受けようとする理由等を記載した書面を提出し、承認を受けな

ければならない。ただし、管理者が認める場合は、書面の提出を省略する

ことができる。

　（使用料等の還付）

第１１条　条例第９条ただし書の規則で定める事由は、次の各号に掲げるもの

とし、当該事由により還付する額は、それぞれ当該各号に定めるものとす

る。

�　災害その他の事故により使用ができなくなったこと　使用できなかっ

た期間の使用料等相当額

�　管理者が特に必要と認めたこと　別に定める額

　（事故の免責）

第１２条　会館内において、天災、火災、盗難、衝突その他管理者の責めに帰

さない理由によって使用者又は第三者が被った損害に対しては、管理者

は、その責めを負わない。

　（管理の細則）

第１３条　条例及びこの規則に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事

項は、管理者が別に定める。

 

―　１３４７　―
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　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

　（新潟県自治会館の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止）

２　新潟県自治会館の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１６年規則第

３３号）は、廃止する。

　（新潟県自治会館専用駐車場等管理規則の廃止）

３　新潟県自治会館専用駐車場等管理規則（平成１６年規則第３５号）は、廃止

する。

　（経過措置）

４　この規則の規定にかかわらず、様式については、従前の新潟県自治会館

の設置及び管理に関する条例施行規則又は新潟県自治会館専用駐車場等管

理規則の規定に基づく様式を当分の間補正して使用することができる。

　　　附　則（平成２３年４月１日規則第１３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（平成３０年２月１６日規則第４号）

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　附　則（令和元年７月２２日規則第３号）

　この規則は、公布の日から施行する。

 

―　１３４８　―

新潟県自治会館条例施行規則
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新潟県自治会館条例施行規則

別記様式第１号（第５条関係）

 

―　１３４９　―

新潟県自治会館会議室等使用申込書

年　　　月　　　日
新潟県市町村総合事務組合
　管理者　　　　　　　　　様

申込者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　
団 体 名　　　　　　　　　　　　　　　
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　
担 当 者　　　　　　　　　　　　　　�
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　
ファクシミリ　　　　　　　内線　　　　　　

　
　新潟県自治会館条例及び関係規則の規定に基づき、下記のとおり使用を申し込みます。

記

予約受付番号

会 議 名

使用料（円）人数会議時間使用区分使用する会議室使用年月日区 分

施設使用日及
び使用料内訳

会議室使用料

使用料（円）数量使用時間使用する付属設備使用年月日区 分

付属設備使用
日及び使用料
内訳　　　　

付属設備使用料

使用料免除申請会議室使用料

使 用 料（ 円 ）

□県内市町村　　　　　□館内団体減免額（△）

□管理者が認める場合差引使用料

備考付属設備使用料

使用料合計

以下は、記入の必要がありません。

組合使用欄

　上記の申込みについて、次のとおり決定する。

担　当係　員係　長課長補佐課　長
決　
　

裁

承認　　　不承認決　定　区　分

承認条件・不承認理由

年　　　月　　　日起　案

年　　　月　　　日決　裁

年　　　月　　　日交　付

（使用料は、上記のとおり）使用料

可　　　　否後　納
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別記様式第２号（第５条関係）

 

―　１３５０　―

新潟県自治会館条例施行規則

使 用 し た い 部 分

使　 用　 目　 的

　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで使 用 期 間

備　 　 　 　 　 考

新潟県自治会館事務室使用申込書

年　　　月　　　日

新潟県市町村総合事務組合
　管理者　　　　　　　　　　　様

申込者　住　　所　　　　　　　　　　　　
団　体　名　　　　　　　　　　　　
代表者名　　　　　　　　　　　�
電話番号　　　　　　　　　　　　

　

　新潟県自治会館条例及び関係規則の規定に基づき、下記のとおり使用を申し込み

ます。

記
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新潟県自治会館条例施行規則

別記様式第３号（第５条関係）

 

―　１３５１　―

新潟県自治会館
　　　　

駐車場使用申込書
　　　

年　　　月　　　日

新潟県市町村総合事務組合
　管理者　　　　　　　　　　　様

申込者　住　　所　　　　　　　　　　　　
団　体　名　　　　　　　　　　　　
代表者名　　　　　　　　　　　�
電話番号　　　　　　　　　　　　

　

　新潟県自治会館条例及び関係規則の規定に基づき、下記のとおり使用を申し込み

ます。

記

使 用 目 的

　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで使 用 期 間

自動車の種類及び
使用者の職・氏名

備　 　 　 　 　 考

注　自動車の種類及び使用者の職・氏名欄の記載については、別紙の添付により

省略することができます。

専用
屋内
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別記様式第４号（第６条関係）

 

―　１３５２　―

新潟県自治会館条例施行規則

年　　　月　　　日
郵便番号
住　　所
団　体　名
代表者名　　　　　　　　　　　　　様
担　当　者　　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合　　
管理者　　　　　　　　　�

新潟県自治会館会議室等使用承認通知書

　下記のとおり使用を承認します。

記

承 認 番 号

会 議 名

使用料（円）人数会議時間使用区分使用する会議室使用年月日区 分

施設使用日及
び使用料内訳

会議室使用料

使用料（円）数量使用時間使用する付属設備使用年月日区 分

付属設備使用
日及び使用料
内訳　　　　

付属設備使用料

使用料免除理由会議室使用料

使　用　料（円）

□県内市町村　　　　　□館内団体減免額（△）

□管理者が認める場合差引使用料

備考付属設備使用料

使用料合計

使 用 条 件

注　「使用区分」の時間は、次のとおりです。この時間には、準備や後片付けに要する時
間も含まれます。

　　「午前」は、午前９時から午前１２時まで
　　「午後」は、午後１時から午後５時まで
　　「全日」は、午前９時から午後５時まで
　　「夜間」は、午後６時から午後９時まで
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新潟県自治会館条例施行規則

別記様式第５号（第６条関係）

 

―　１３５３　―

新潟県自治会館事務室使用承認通知書

　年　月　日

　　　　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合　　　　
　　管理者　　　　　　　　　　�

　下記のとおり使用を承認します。

記

使用を承認する部分

使 用 目 的

使 用 期 間

円事務室使用料月額

円共益分担金月額

使 用 条 件

備 考
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別記様式第６号（第６条関係）

 

―　１３５４　―

新潟県自治会館条例施行規則

新潟県自治会館　　　　駐車場使用承認通知書

年　　　月　　　日

様　　　　

新潟県市町村総合事務組合　　
　管理者　　　　　　　　　�

　下記のとおり使用を承認します。

記

使 用 目 的

　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで使 用 期 間

自 動 車 の 種 類
及び使用者の職・氏名

円使 用 料 月 額

使 用 条 件

備 考

専用
屋内
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新潟県自治会館条例施行規則

別記様式第７号（第７条関係）

 

―　１３５５　―

新潟県自治会館会議室等使用
　　　　

申込書

年　　　月　　　日
新潟県市町村総合事務組合
　管理者　　　　　　　　　様

申込者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　
団　体　名　　　　　　　　　　　　　　　
代表者名　　　　　　　　　　　　　　�
担　当　者　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　
ファクシミリ　　　　　　　内線　　　　　　

　下記のとおり使用の　　　　　をしたいので申し込みます。

記

変更　
取消し

変更
取消

年　　　月　　　日　第　　　号使用承認通知の年月日及び番号

会　　議　　名

変更又は取消しの内容

変更又は取消しの理由

　変更後の施設使用等内訳

使用料（円）人数会議時間使用区分使用する会議室使用年月日区 分

施設使用日及
び使用料内訳

会議室使用料

使用料（円）数量使用時間使用する付属設備使用年月日区 分
付属設備使用
日及び使用料
内訳　　　　
付属設備使用料

使用料免除申請会議室使用料

使 用 料（ 円 ）

□県内市町村　　　　　□館内団体減免額（△）

□管理者が認める場合差引使用料

備考付属設備使用料

使用料合計

以下は、記入の必要がありません。

組合使用欄

　上記の申込みについて、次のとおり決定する。

担　当係　員係　長課長補佐課　長決　
　

裁

承認　　　不承認決　定　区　分

承認条件・不承認理由

年　　　月　　　日起　案

年　　　月　　　日決　裁

年　　　月　　　日交　付

（使用料は上記のとおり）使用料

可　　　　否後　納
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別記様式第８号（第７条関係）

 

―　１３５６　―

新潟県自治会館条例施行規則

新潟県自治会館事務室使用　　　　申込書

年　　　月　　　日

新潟県市町村総合事務組合
　管理者　　　　　　　　　　様

申込者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
団　体　名　　　　　　　　　　　　　　
代表者名　　　　　　　　　　　　　�
電話番号　　　　　　　　　　　　　　

　下記のとおり使用の
　　　　　

をしたいので申し込みます。

記

年　　　　月　　　　日使 用 承 認 年 月 日

変 更 又 は 取 消 し
の 内 容

変 更 又 は 取 消 し
の 理 由

備　 　 　 　 　 考

注　新潟県自治会館事務室使用承認通知書を添付してください。

変更
取消

変更　
取消し
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新潟県自治会館条例施行規則

別記様式第９号（第７条関係）

 

―　１３５７　―

新潟県自治会館
　　　　

駐車場使用
　　　　

申込書

　　　　　
年　　　月　　　日

新潟県市町村総合事務組合
　管理者　　　　　　　　　　様

申込者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
団　体　名　　　　　　　　　　　　　　
代表者名　　　　　　　　　　　　　�
電話番号　　　　　　　　　　　　　　

　
下記のとおり使用の

　　　　　
をしたいので申し込みます。

記

年　　　　月　　　　日使 用 承 認 年 月 日

変 更 又 は 取 消 し
の 内 容

変 更 又 は 取 消 し
の 理 由

備 考

注　新潟県自治会館　　　　駐車場使用承認通知書を添付してください。専用
屋内

変更　
取消し

専用
屋内

変更
取消
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別記様式第１０号（第７条関係）

 

―　１３５８　―

新潟県自治会館条例施行規則

年　　　月　　　日
郵便番号
住　　所
団　体　名
代表者名　　　　　　　　　　　　様
担　当　者　　　　　　　　　　　　様

新潟県市町村総合事務組合　　
管理者　　　　　　　　　�

新潟県自治会館会議室等使用　　　　承認通知書

　下記のとおり使用の　　　　　を承認します。

記

年　　　月　　　日　第　　　　　　　号使用承認通知の年月日及び番号

会　　議　　名

変更又は取消しの内容

変更又は取消しの理由

　変更後の施設使用等内訳

使用料（円）人数会議時間使用区分使用する会議室使用年月日区 分

施設使用日及
び使用料内訳

会議室使用料

使用料（円）数量使用時間使用する付属設備使用年月日区 分
付属設備使用
日及び使用料
内訳　　　　
付属設備使用料

使用料免除理由会議室使用料

使 用 料（ 円 ）

□県内市町村　　　　　□館内団体減免額（△）

□管理者が認める場合差引使用料

備考付属設備使用料

使用料合計

取消しの場合の還付額（円）

使 用 条 件

注　「使用区分」の時間は、次のとおりです。この時間には、準備や後片付けに要する時間も
含まれます。

　　「午前」は、午前９時から午前１２時まで
　　「午後」は、午後１時から午後５時まで
　　「全日」は、午前９時から午後５時まで
　　「夜間」は、午後６時から午後９時まで

変更
取消

変更　
取消し
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新潟県自治会館条例施行規則

別記様式第１１号（第７条関係）

 

―　１３５９　―

新潟県自治会館事務室使用
　　　　

承認通知書

年　　　月　　　日

様　　　

新潟県市町村総合事務組合　　
　管理者　　　　　　　　　�

　下記のとおり使用の　　　　　を承認します。

記

年　　　　月　　　　日使 用 承 認 年 月 日

変 更 又 は 取 消 し
の 内 容

変 更 又 は 取 消 し
の 理 由

　　　　　　　　　　円
変 更 の 場 合 の
使 用 料

　　　　　　　　　　円
取 消 し の 場 合 の
還 付 額

使　 用　 条　 件

備　 　 　 　 　 考

変更
取消

変更　
取消し
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別記様式第１２号（第７条関係）

―　１３６０　―

新潟県自治会館条例施行規則

新潟県自治会館
　　　　

駐車場使用
　　　　

承認通知書

年　　　月　　　日

様　　　

新潟県市町村総合事務組合　　
　管理者　　　　　　　　　�

　下記のとおり使用の　　　　　を承認します。

記

年　　　　月　　　　日使用承認年月日

変更又は取消し
の 内 容

変更又は取消し
の 理 由

　　　　　　　　　　円
変 更 の 場 合 の
使 用 料

　　　　　　　　　　円
取消しの場合の
還 付 額

使 用 条 件

備 考

変更　
取消し

専用
屋内

変更
取消
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新潟県自治会館会議室申込システムの
利用に関する規則　　　　　　　　　

　（趣旨）

第１条　この規則は、新潟県自治会館会議室申込システム（以下「会議室申

込システム」という。）の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

 （定義）

第２条　この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。

茨　会議室申込システム　インターネットを利用する方法により、会議室

等の空き情報の検索照会及び申込みを行うシステムをいう。

芋　会議室等　会議室及び付属設備をいう。

鰯　閲覧者　会議室申込システムを利用するもののうち、会議室等の空き

情報の検索照会のみを行うものをいう。

允　登録者　会議室申込システムを利用するもののうち、会議室等の申込

みを行うもので利用者登録を受けたものをいう。

印　利用者登録　会議室申込システムにより会議室等の申込みを行うもの

であることを識別できる情報を、施設利用者の登録台帳（利用者登録番

号、暗証番号等の情報を電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であっ

て、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）に記録した

ものをいう。）に登録することをいう。

咽　利用者登録番号　利用者登録の際、当該登録者を識別するために付さ

れた番号をいう。

員　暗証番号　利用者登録番号とともに登録者を確認するために使用する

４字以上１０字以下のアラビア数字又は英字からなる符号をいう。

　（利用者登録の対象者）

第３条　利用者登録を受けることができるものは、管理者が別に定める。

―　１３６０―１　―

平成２３年４月１日
規 則 第 １４ 号
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　（利用者登録の申請）

第４条　会議室申込システムにより会議室等の申込みを行おうとするもの

は、あらかじめ利用者登録を受けなければならない。

２　利用者登録の申請の方法は、管理者が別に定める。

　（利用者登録等）

第５条　管理者は、前条第２項の申請があった場合において適当と認めたと

きは、当該申請者の利用者登録を行うとともに、管理者が別に定める方法

により当該申請者にその旨を通知するものとする。

　（登録事項の変更）

第６条　登録者は、登録された事項に変更が生じたときは、管理者が別に定

める方法により届け出なければならない。ただし、暗証番号のみの変更を

するときは、この限りでない。

　（利用者登録の廃止）

第７条　登録者は、利用者登録を廃止しようとするときは、管理者が別に定

める方法により届け出なければならない。

　（禁止事項）

第８条　閲覧者及び登録者は、会議室申込システムを会議室等の空き情報の

検索照会及び申込み以外の目的で利用してはならない。

２　閲覧者及び登録者は、会議室申込システムに、不正アクセス行為（不正

アクセス行為の禁止等に関する法律（平成１１年法律第１２８号）第３条に規定

する不正アクセス行為をいう。）をしてはならない。

３　閲覧者及び登録者は、会議室申込システムの管理及び運営を故意に妨害

してはならない。

４　登録者は、利用者登録番号及び暗証番号を第三者に使用させてはならな

い。

　（利用者登録の抹消）

第９条　管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録を抹

消することができる。

茨　偽りその他不正の手段により利用者登録がなされたとき。

芋　登録者がこの規則の規定に違反したとき。

新潟県自治会館会議室申込システムの利用に関する規則

―　１３６０―２　―

Title:05-3-5●1360-1-.ec8 Page:2  Date: 2011/06/13 Mon 13:58:15 



新潟県自治会館会議室申込システムの利用に関する規則

鰯　その他利用者登録を抹消すべき事由があると管理者が認めるとき。

　（その他）

第１０条　この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項

は、管理者が別に定める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

―　１３６０―３　―
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新潟県自治会館専用駐車場等使用規程

事　務　局　

　新潟県自治会館専用駐車場等使用規程を次のように定め、平成１８年４月１

日から実施し、新潟県自治会館専用駐車場使用規程（平成１６年訓令第９号）

は、平成１８年３月３１日限り廃止する。

　（趣旨）

第１条　この規程は、新潟県自治会館条例（平成１８年条例第２５号）及び新潟

県自治会館条例施行規則（平成１８年規則第１２号。以下「規則」という。）の

規定に基づき、管理者が新潟県自治会館の事務室の使用を承認されたもの

等（以下「館内団体」という。）に対し、専用駐車場又は屋内駐車場（以下

「駐車場」という。）の使用を承認する場合において、その使用及び管理に

関し必要な事項を定めるものとする。

　（使用車両等）

第２条　駐車場を使用できる車両は、館内団体の公用車両及び館内団体に勤

務する者が通勤のため使用する車両で、かつ、当該館内団体の長がその使

用を認めた車両とする。

２　駐車場を使用できる車両の種類は、道路運送車両法施行規則（昭和２６年

運輸省令第７４号）別表第１に定める普通自動車、小型自動車及び軽自動車

（側車付二輪自動車以外の二輪自動車を除く。）であって、駐車場の構造上

支障がないと認められるものとする。ただし、管理者が特に必要と認める

場合は、その他の自動車を駐車させることができる。

　（使用の承認等）

第３条　館内団体の長は、当該館内団体に勤務する者のうち次の各号のいず

れかに該当する者について、駐車場の使用を申し込むことができる。

�　身体に障害があり、歩行することが困難であると認める者

�　公共的交通機関による通勤が著しく不便であると認める者

�　その他自家用自動車による通勤を認める者

―　１３６１　―
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２　館内団体の長は、前項の規定により駐車場の使用の申込みをしようとす

る場合は、規則第５条で定める申込書を管理者に提出するものとする。

３　管理者は、前項の規定による申込みをした館内団体の長（以下この項及

び次項において「申込者」という。）に対し、駐車場の使用を承認した場合

は規則第６条で定める通知書により通知するとともに駐車承認証（別記第

１号様式）、駐車位置を指定する書面及び専用駐車場等使用心得（別記）を

申込者に交付するものとし、当該申込みの全部又は一部について承認しな

い場合はその旨を申込者に対し通知するものとする。

４　申込者は、駐車場の使用を承認されたときは、第１項の規定による者（以

下「使用者」という。）に対し、前項の規定により交付を受けた駐車承認証

及び専用駐車場等使用心得を配布するとともに使用者ごとに駐車位置を指

定し、管理者に報告しなければならない。

　（管理者への届出事項及び応急措置）

第４条　使用者は、駐車場内において、次の各号のいずれかに該当するとき

は、管理者に直ちに届け出なければならない。

�　駐車場内において事故を起こしたとき。

�　駐車場内の設備、器具、他の車両及び積載物等に損傷を与えたとき。

�　車両、車両の積載物等に異常を発見し、又は異常の発生のおそれがあ

ると認めたとき。

�　駐車場及びその付近において非常災害が発生し、又は非常災害が発生

するおそれがあると認めたとき。

２　管理者は、前項の規定による届出があったとき又は事故が発生したとき

若しくは事故が発生するおそれがあると認めるときは、使用者の同意を得

て速やかに必要な措置をとるものとする。ただし、緊急の場合は使用者の

同意を得ないで応急の措置をとることができるものとし、この措置により

生じた損害については、管理者は賠償の責めを負わない。

　（事故の免責）

第５条　駐車場内において、天災、火災、盗難、衝突その他管理者の責めに

帰さない理由によって使用者又は第三者が被った損害に対しては、管理者

はその責めを負わない。

―　１３６２　―
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　（損害の賠償）

第６条　使用者又は当該使用者の所属する館内団体の長は、故意又は過失に

より駐車場の施設及び設備等並びに管理者から交付を受けた駐車承認証等

をき損し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

別記第１号様式（第３条関係）

 

―　１３６３　―
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別記（第３条関係）

専 用 駐 車 場 等 使 用 心 得

　専用駐車場又は屋内駐車場を使用する者（以下「使用者」という。）は、下

記事項に留意するとともに運転者の良識をもって駐車場を使用しなければな

らない。

　なお、管理者は、使用を承認した駐車位置及び駐車してある自動車の保全

については一切の責任を負わないものとする。

記

１　管理者から交付を受けた駐車承認証を運転台上の外部から見やすい場所

に置いて、確認できるようにしておくこと。

２　自動車は、指定した位置以外の場所に駐車してはならない。

３　管理者は、使用承認期間内であっても駐車場の補修その他管理上の必要

がある場合１日を単位として駐車を認めないことができる。

４　使用者は、積雪時においては除雪等に協力しなければならない。

５　管理者は、次に該当したときは駐車場の使用の承認を取り消すことがで

きる。

　�　管理者の承認を得ないで他の車両を駐車したとき。

　�　駐車場関係条例規則等に違反したとき。

　�　その他管理者の指示に従わないとき。

６　次に該当したときは、所属団体を通じ、管理者に直ちに届け出なければ

ならない。

�　駐車場内で事故を起こしたとき。

�　車両又は車両の積載物等に異常を発見し、又は異常の発生のおそれが

あると認めたとき。

�　駐車場及びその付近において非常災害が発生し、又は非常災害が発生

するおそれがあると認めたとき。

７　次に該当したときは、所属団体を通じ、管理者に駐車承認証を返納しな

―　１３６４　―
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ければならない。

�　承認期間が満了となったとき。

�　自動車による通勤等の必要がなくなったとき。

８　次に該当したときは、所属団体を通じ、管理者にその損害を賠償しなけ

ればならない。

�　駐車承認証をき損又は滅失したとき。

�　駐車場の施設等をき損又は滅失したとき。

―　１３６５　―



新潟県自治会館附属駐車場条例

　最終改正　令和２年２月１８日条例第６号

　（設置）

第１条　新潟県自治会館における施設の利用者、業務従事者等の利便を図る

ため、新潟県自治会館附属駐車場（以下「駐車場」という。）を新潟市中央

区新光町４番地１に設置する。

　（供用時間）

第２条　駐車場の供用時間は、午前０時から午後１２時までとする。ただし、

入場し、又は出場することのできる時間は、規則で定める。

　（使用の承認）

第３条　駐車場を使用しようとする者は、管理者の承認を受けなければなら

ない。

２　管理者は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条

件を付することができる。

　（損害賠償）

第４条　故意又は過失により駐車場の施設、設備、器具等を破損した者は、

その損害を賠償しなければならない。

　（使用料）

第５条　駐車場を使用する者は、その使用に係る使用料を納めなければなら

ない。

　（使用料の額）

第６条　前条で規定する使用料の額は、別表に定める額とする。

　（使用料の免除）

第７条　管理者は、規則で定める事由に該当すると認めるときは、使用料の

全部又は一部を免除することができる。

　（使用料の不還付）

第８条　既に収受した使用料は、還付しない。ただし、規則で定める事由に

該当するときは、この限りでない。

―　１３６７　―
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必要Title:05-3-5●1367-.ec8 Page:1367  Date: 2020/12/16 Wed 11:55:25 



　（委任）

第９条　この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、

規則で定める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

　（新潟県自治会館駐車場使用料条例の廃止）

２　新潟県自治会館駐車場使用料条例（平成１６年条例第３３号）は、廃止する。

　（経過措置）

３　この条例施行の日（以下「施行日」という。）前から施行日以後に引き続

く駐車場の利用は、施行日前の駐車場の利用とみなす。

　　　附　則（平成１９年２月１６日条例第１０号）

　この条例は、平成１９年４月１日から施行する。

　　　附　則（平成２６年２月２０日条例第４号）

　この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

　　　附　則（令和元年７月２２日条例第４号）

１　この条例は、令和元年１０月１日から施行する。

２　改正後の別表の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

以後の使用に係る使用料について適用し、施行日以後の使用料で施行日前

に納めるものについても同様とする。

　　　附　則（令和２年２月１８日条例第６号）

１　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

２　改正後の別表の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

以後の使用に係る使用料について適用し、施行日以後の使用料で施行日前

に納めるものについても同様とする。ただし、改正後の別表の（３）フリー

パス券使用料の表の使用料（１台につき月額）の欄に掲げる額は、同表の

同欄に掲げる額にかかわらず、令和２年４月１日から令和３年３月３１日ま

での間の使用に係るものは「８,０００円」、令和３年４月１日から令和４年３月

３１日までの間の使用に係るものは「８,４００円」とする。 

―　１３６８　―
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別表（第６条関係）

駐車場使用料

　�　一般使用料

　�　サービス券使用料

―　１３６９　―

使用料（１台につき）使　　　用　　　区　　　分

無　料入庫～３０分月曜日から金曜日まで（国民の祝日に関する
法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日
及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日
（以下「休日等」という。）を除く。）

１００円／３０分３０分超～４時間

７００円４時間超～終日

無　料入庫～６０分

土曜日、日曜日及び休日等 １００円／１時間１時間超～４時間

３００円４時間超～終日

使用料（１台につき）使　　　用　　　区　　　分

１００円入庫～１時間３０分Ａ

月曜日から金曜日まで（休日等を除く。） ３００円入庫～５時間Ｂ

６００円入庫～終日Ｃ

使用料（１台につき月額）使　用　区　分

８,８００円使用承認を受けた期間

　�　フリーパス券使用料
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　最終改正　平成１９年３月３０日規則第１４号

　（趣旨）

第１条　この規則は、新潟県自治会館附属駐車場条例（平成１８年条例第２６号。

以下「条例」という。）の施行に伴い、新潟県自治会館附属駐車場（以下

「駐車場」という。）の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

　（入出場時間）

第２条　条例第２条ただし書きに規定する入場し、又は出場することができ

る時間（以下「入出場時間」という。）は、別表のとおりとする。

２　前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、入出場時間を

変更することができる。

　（使用の申込み）

第３条　条例第３条第１項の規定により、駐車場の使用の承認を受けようと

する者（以下「申込者」という。）は、あらかじめその旨を管理者に申し込

むものとする。

２　条例別表で定めるサービス券（別記様式第１号）又はフリーパス券（別

記様式第２号）による駐車場の使用の承認を受けることのできる者は次の

各号に掲げる者とし、当該者が当該使用の申込みをしようとするときは、

別に定めるもののほか、新潟県自治会館附属駐車場使用承認申込書（別記

様式第３号）を管理者に提出するものとする。

　�　新潟県内の市町村

　�　新潟県自治会館の施設の使用承認等を受けた者

　�　その他管理者が認めた者

　（使用承認等）

第４条　管理者は、前条の規定による申込みがあったときは、当該使用が次

の各号のいずれかに該当するときを除き、使用承認の通知をするものとす

る。

�　駐車場の構造上駐車させることができない自動車を駐車させようとす

―　１３７１　―

平成１８年３月３１日
規 則 第 １４ 号



るとき。

�　発火性又は引火性のある物品を積載した自動車を駐車させようとする

とき。

�　駐車場の施設又は人体に危険を及ぼすおそれのある物品を積載した自

動車を駐車させようとするとき。

�　前各号に定めるもののほか、駐車場の管理上支障があると認めると

き。

２　管理者は、前項の規定により前条第１項で規定する使用の申込みを承認

するときは、当該申込者に駐車券（別記様式第４号）を交付するものとす

る。

３　管理者は、前条第２項で規定する使用の申込みを第１項の規定により承

認するときは、当該申込者に新潟県自治会館附属駐車場使用承認通知書

（別記様式第５号。以下「使用承認通知書」という。）により通知するとと

もに、サービス券又はフリーパス券を交付するものとする。 

４　前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは承認通知書によ

る通知を省略することができる。

　（使用者の遵守事項）

第５条　前条の規定により駐車場の使用承認の通知を受けた者（以下「使用

者」という。）は、駐車場において、次に掲げる事項を守らなければならな

い。ただし、第４号に掲げる事項については、管理者の承認を受けたとき

は、この限りでない。

�　使用目的以外の目的に使用しないこと。

�　使用する権利を他の者に譲渡し、又は担保に供しないこと。

�　使用する駐車場を他の者に使用させないこと。

�　その他管理者が定めること。

　（使用料の納付）

第６条　条例第５条に規定する使用料は、使用者が駐車場から自動車を出場

させるときに、納めるものとする。ただし、第４条第３項の規定により

サービス券又はフリーパス券の交付を受ける者にあっては、管理者が指定

した期日までに納めるものとする。

―　１３７２　―
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２　使用料が月額で定められた駐車場の使用期間において、１月未満の端数

が生じる月は、１月として計算するものとする。

　（使用料の免除）

第７条　条例第７条の規則で定める事由は、次の各号に掲げるものとし、当

該事由により免除する額は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

�　駐車場の付近において国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の

緊急を要する公務を行うため使用する自動車を駐車させること　使用料

の全額

�　新潟県自治会館及び駐車場の維持管理の事務を行うため使用する自動

車を駐車させること　使用料の全額

�　前２号に掲げるもののほか、公益上必要があると認められる使用に供

すること　管理者が定める額

　（使用料の還付）

第８条　条例第８条ただし書の規則で定める事由は、次に掲げるものとす

る。

�　フリーパス券の有効期間内に駐車場の使用を取りやめたこと。

�　フリーパス券の有効期間内に駐車場の供用が休止されたこと。

�　管理者が特に必要と認めたこと。

２　前項第１号又は第２号の規定により還付を受けようとする場合は、駐車

場使用料還付申請書（別記様式第６号）を管理者に提出しなければならな

い。

　（駐車券の紛失等）

第９条　使用者は、駐車券を紛失したとき又は駐車券を汚損し、記載事項が

不明のときは、直ちに駐車券紛失等届出書（別記様式第７号）に入場時刻

その他の必要な事項を記入して、管理者に提出しなければならない。

２　管理者は、前項の駐車券紛失等届出書の提出があったときは、運転免許

証その他の証拠物件により入場時刻等の確認をしなければならない。

３　前項の規定により確認のできたものについては、確認した入場時刻から

の使用料を徴収するものとする。ただし、入場時刻の確認ができないもの

については、次に定める時刻から駐車していたものと推定して使用料を徴
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収するものとする。

�　駐車を開始したのが当日と確認されたもの　当日の午前７時３０分

�　前日以前から引き続いて駐車していたと確認されたもの　確認された

日の午前７時３０分

　（事故の免責）

第１０条　駐車場内において、天災、火災、盗難、衝突その他管理者の責めに

帰さない理由によって使用者又は第三者が被った損害に対しては、管理者

は、その責めを負わない。

　（管理の細則）

第１１条　条例及びこの規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な

事項は、管理者が別に定める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

　（新潟県自治会館構内駐車場管理規則の廃止）

２　新潟県自治会館構内駐車場管理規則（平成１６年規則第３４号）は、廃止す

る。

　（経過措置）

３　この規則の規定にかかわらず、様式については、従前の新潟県自治会館

構内駐車場管理規則の規定に基づく様式を当分の間補正して使用すること

ができる。

　　　附　則（平成１９年３月３０日規則第１４号）

　（施行期日）

１　この規則は、平成１９年４月１日から施行する。

　（経過措置）

２　この規則の規定にかかわらず、従前の新潟県自治会館附属駐車場条例施

行規則の規定に基づく様式は、当分の間、使用することができる。
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別表第１（第２条関係）

　入出場時間
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土曜日、日曜日及び休日等

月曜日から金曜日まで（国民の祝
日に関する法律（昭和２３年法律第
１７８号）に規定する休日及び１２月２９
日から翌年の１月３日までの日
（以下「休日等」という。）を除く。）

区　分

　午前０時から
　午後１２時まで

　午前０時から
　午後１２時まで

平面部分

　終日閉鎖
　午前７時３０分から
　午後１０時３０分まで

立体部分



別記様式第１号（第３条関係）

別記様式第２号（第３条関係）
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自治会館附属駐車場フリーパス券

新潟県自治会館

発行Ｎo.

.有効期限

TEL:025-284-4101ＩＮ

5.4セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

8.55センチメートル

ＩＮＩＮ

サ ー ビ ス 券
（　　　　　）

新潟県自治会館附属駐車場

新潟市中央区新光町4－1
　 TEL:025-284-4101

注意事項
・本券を利用した場合は、入庫から券面記載の時間まで
　駐車料金が無料となります。
・この券は出庫の際に必要ですから、折り曲げたり、磁
　気に近づけたり、濡らしたりしないでください。
・精算機には1万円・5千円・2千円札は使用できません。

駐車券を
入れて
ください。

この券を
入れて
ください。

料金が不足のと
きは、現金でお
支払いください。

精算手順

8.55セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

5.4センチメートル
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別記様式第３号（第３条関係）
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新潟県自治会館附属駐車場使用承認申込書

年　　　月　　　日
新潟県市町村総合事務組合
　管理者　　　　　　　　　　　様

申込者　住　　所　　　　　　　　　　　　
団　体　名　　　　　　　　　　　　
代表者名　　　　　　　　　　　�
電話番号　　　　　　　　　　　　

　新潟県自治会館附属駐車場条例及び関係規則の規定に基づき、下記のとおり使用
を申し込みます。

　
記

（　　　　　　　券　　　）　　　　　　　　　　台（枚）
券の種類及び使用
したい台（枚）数

使 用 目 的

　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで使 用 期 間

備　 　 　 　 　 考

注　１　複数の種類の券の申込みの場合、券の種類及び使用したい台数欄に適宜
追加して記入してください。

　　２　サービス券の申込みの場合、使用期間欄に記入する必要はありません。



別記様式第４号（第４条関係）
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新潟県自治会館附属駐車場

新潟市中央区新光町4－1
　 TEL:025-284-4101

8.55セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

5.4センチメートル

ＩＮ ＩＮ駐 車 券

利用時間
・立体駐車場　午前7時30分から午後10時30分まで
・平面駐車場　終日
　土日・祝日（休日）平面駐車場のみ利用可能

駐車料金
・平日は入庫から30分間無料、以降30分ごとに　100円
　1日の上限は翌日午前7時30分まで　　　　　　700円
・休日は入庫から1時間無料、以降1時間ごとに　100円
　1日の上限は翌日午前7時30分まで　       　 300円

注意事項
・この券は出庫の際に必要ですから、折り曲げたり、磁
　気に近づけたり、濡らしたりしないでください。
・駐車場内における事故の責任は、負いません。
・駐車場内の看板の注意事項を必ずお読みください。
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別記様式第５号（第４条関係）
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新潟県自治会館附属駐車場使用承認通知書

年　　月　　日

様　

新潟県市町村総合事務組合　　　　
　　　　管理者　　　　　　　　　　�

　下記のとおり使用の承認を通知します。

記

（　　　　　　　券　　　）　　　　　　　　　　台（枚）
使用を承認する券の
種類及び台（枚）数

使 用 目 的

　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで使 用 期 間

　　　　　　　　　　　　　　　　円使 用 料

使 用 条 件

備　 　 　 　 考



別記様式第６号（第８条関係）
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新潟県自治会館附属駐車場使用料還付申請書

年　　　月　　　日
新潟県市町村総合事務組合
　管理者　　　　　　　　　　　様

申請者　住　　所　　　　　　　　　　　　
団　体　名　　　　　　　　　　　　
代表者名　　　　　　　　　　　�
電話番号　　　　　　　　　　　　

　下記のとおり駐車場使用料の還付を申請します。

記

年　　　　月　　　　日使 用 承 認 年 月 日

還 付 申 請 の 理 由

（　　　　　　券　　）　　　　　　　　　　台（枚）申請前使用の承認を受
けた券の種類及
び台（枚）数　 （　　　　　　券　　）　　　　　　　　　　台（枚）申請後

　　年　　月　　日から　　　年　　月　　日まで申請前
承 認 を 受 け た
期　 　 　 　 間

　　年　　月　　日から　　　年　　月　　日まで申請後

円既 納 の 使 用 料

円還 付 申 請 金 額

備　 　 　 　 　 考

注　新潟県自治会館附属駐車場使用承認通知書を添付してください。
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別記様式第７号（第９条関係）
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駐 車 券 紛 失 等 届 出 書

年　　　月　　　日
新潟県市町村総合事務組合
　管理者　　　　　　　　　　　様

届出者　住　　所　　　　　　　　　　　　
氏　　名　　　　　　　　　　　�
電話番号　　　　　　　　　　　　

　下記のとおり駐車券を　　　　したので届け出ます。

記

車 種 名 及 び 車 両 番 号

住　　所
車 体 検 査 証 の
使 　 用 　 者

氏　　名

住　　所
車 体 検 査 証 の
所 　 有 　 者

氏　　名

番　　号

届出者の運転免許証

住　　所

氏　　名

年　　月　　日生年月日

入 場 時 刻 及 び 自 動 車 の 所 有
（ 占 有 ） を 証 明 す る 事 項

備　 　 　 　 　 考

紛失
汚損



新潟県自治会館附属駐車場使用規程

事　務　局　

　新潟県自治会館附属駐車場使用規程を次のように定め、平成１８年８月１日

から実施する。

　（趣旨）

第１条　この規程は、新潟県自治会館附属駐車場条例（平成１８年条例第２６号）

及び新潟県自治会館附属駐車場条例施行規則（平成１８年規則第１４号。以下

「規則」という。）の規定に基づき、管理者が新潟県自治会館附属駐車場

（以下「駐車場」という。）の使用を承認する場合において、その使用及び

管理に関し必要な事項を定めるものとする。

　（車両等）

第２条　規則第４条第１項第４号に規定する駐車場の管理上支障があると認

めるときとは、道路運送車両法施行規則（昭和２６年運輸省令第７４号）別表

第１に定める普通自動車、小型自動車及び軽自動車（側車付二輪自動車以

外の二輪自動車を除く。）以外の車両を駐車させようとするときとする。

ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

　（使用の方法）

第３条　駐車場の使用の方法は、次の各号に定めるところによる。

�　駐車場に入場しようとするときは、駐車場の空車を確認してから、駐

車券発行所で駐車券の交付を受け、入場すること。

�　駐車場から出場しようとするときは、自動料金精算機に駐車券を挿入

し、使用料を精算してから出場すること。ただし、サービス券による使

用者は、自動料金精算機に駐車券を挿入した後にサービス券を続けて挿

入し、使用料を精算してから出場すること。

２　前項の規定にかかわらず、フリーパス券による駐車場の使用の方法は、

次の各号に定めるところによる。

�　駐車場に入場しようとするときは、駐車券発行機にフリーパス券を挿

―　１３８３　―

平成１８年８月１日
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入し、入場すること。

�　駐車場から出場しようとするときは、自動料金精算機にフリーパス券

を挿入し、出場すること。

　（管理者への届出事項及び応急措置）

第４条　規則第４条の規定により駐車場の使用を承認された者（以下「使用

者」という。）は、駐車場内において、次の各号のいずれかに該当するとき

は、管理者に直ちに届け出なければならない。

�　駐車場内において事故を起こしたとき。

�　駐車場内の設備、器具、他の車両及び積載物等に損傷を与えたとき。

�　車両、車両の積載物等に異常を発見し、又は異常の発生のおそれがあ

ると認めたとき。

�　駐車場及びその付近において非常災害が発生し、又は非常災害が発生

するおそれがあると認めたとき。

２　管理者は、前項の規定による届出があったとき又は事故が発生したとき

若しくは事故が発生するおそれがあると認めるときは、使用者の同意を得

て速やかに必要な措置をとるものとする。ただし、緊急の場合は使用者の

同意を得ないで応急の措置をとることができるものとし、この措置により

生じた損害については、管理者は賠償の責めを負わない。

　（使用者の遵守事項）

第５条　規則第５条第４号に規定するその他管理者が定めることとは、次の

各号に掲げる事項とする。

�　安全を確保するため徐行すること。

�　他の車両を追い越さないこと。

�　駐車の場所を離れる車両を優先させること。

�　駐車場の案内表示、標識及び係員の指示に従うこと。

�　駐車中にあっては、エンジンを停止し、ドア等に施錠すること。

�　積載物等の盗難の予防を講ずること。

　（事故の免責）

第６条　駐車場内において、天災、火災、盗難、衝突その他管理者の責めに

帰さない理由によって使用者又は第三者が被った損害に対しては、管理者
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はその責めを負わない。

　（損害の賠償）

第７条　使用者は、故意又は過失により駐車場の施設及び設備等をき損し又

は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

―　１３８５　―



新潟県自治会館管理規則

　（目的）

第１条　この規則は、新潟県自治会館の建物及び付属施設並びにその敷地

（以下「会館」という。）における秩序の維持、災害の防止、美観の保持そ

の他会館の管理について必要な事項を定めることにより静穏な施設環境と

来館者の利便を確保することを目的とする。

　（館内総括責任者）

第２条　会館に館内総括責任者を置き、事務局長をもってこれに充てる。

２　館内総括責任者は、会館における秩序の維持、災害の防止、美観の保持

その他会館の管理に関する事務を掌理し、会館管理上必要がある場合は、

会館の使用を許可又は承認された団体等（以下「館内団体」という。）の職

員等を指揮監督する。

３　館内総括責任者が不在のときは、あらかじめ館内総括責任者が指定する

者がその職務を行う。

　（室管理者）

第３条　館内団体に室管理者を置く。

２　室管理者は、その使用している室内等の秩序の維持、災害の防止、美観

の保持その他良好な執務環境の保持に当たるとともに、これに必要な措置

をとるものとする。

　（職員の責務）

第４条　館内団体に勤務する職員は、会館の秩序の維持、災害の防止及び美

観の保持について積極的に努めなければならない。

　（出入口の開閉）

第５条　会館の出入口の開閉については、別に定める。

　（休日等における会館の出入り）

第６条　新潟県市町村総合事務組合の休日を定める条例（平成１６年条例第２

号）第１条第１項に定める休日又は新潟県自治会館条例施行規則（平成１８
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平成１８年３月３１日
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年規則第１２号）第２条に定める開錠時間以外の時間において会館に出入り

しようとする者は、会館出入承認願（別記様式第１号）に所要事項を記入

して館内総括責任者の承認を得なければならない。ただし、館内団体に勤

務する職員については別に定めるところによるものとする。

　（禁止事項等）

第７条　何人も会館において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

�　喫煙設備のない場所で喫煙すること。

�　汚物、紙片等を散乱し、若しくは投棄し、又はみだりに物品を放置す

ること。

�　建物、工作物その他設備器具類を破損し、又は汚損すること。

�　凶器、爆発物その他危険のおそれがある物を持ち込むこと。

�　面会を強要し、又は金銭、物品等の寄付を強要すること。

�　座込み、立ちふさがり又はねり歩きをすること。

�　放歌、高唱若しくは演説をし、又は拡声器を使用すること。

�　物品の販売、宣伝、勧誘、寄付募集その他これらに類する行為をする

こと。

�　はり紙、看板、プラカード、旗、幕その他これらに類する物を掲示し、

又は掲出すること。

�　テントその他の仮設物を設置し、又は定められた場所以外の場所に物

件を置くこと。

�　集会その他の催物を開催すること。

�　前各号に定めるもののほか、会館の秩序を乱し、円滑な会館運営を妨

げること。

２　前項の規定にかかわらず、前項第７号から第１１号までに掲げる行為につ

いて、館内総括責任者が特別の事情があり、かつ、公務の円滑な遂行を妨

げるおそれがないと認めて許可した場合は、当該許可に係る行為をするこ

とができる。

３　前項の規定により許可を受けようとする者は、会館使用許可願（別記様

式第２号）を提出しなければならない。ただし、館内総括責任者が軽易な

ものと認めたときは、口頭をもって許可願に代えることができる。

―　１３８８　―
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新潟県自治会館管理規則

４　館内総括責任者は、必要があると認めるときは、第２項の許可に条件を

付けることができる。

　（立入りについての指示）

第８条　館内総括責任者は、会館における秩序の維持又は災害の防止のため

必要があると認めるときは、会館に立ち入ろうとする者又は立ち入った者

に対し、人数、時間、場所を制限する等必要な指示をすることができる。

　（措置命令等）

第９条　館内総括責任者は、次の各号の一に該当する者に対し、会館への立

入りを禁止し、許可等を取り消し、若しくはその条件を変更し、会館から

の退去を命じ、又は物件の撤去を命ずることができる。

�　第６条又は第７条第１項の規定に違反した者

�　第７条第４項に規定する条件又は第８条に規定する指示に違反した者

２　館内総括責任者は、前項の規定により会館からの退去を命じた場合にお

いて、これに応じないときは、必要な措置をとることができる。

３　館内総括責任者は、第１項の規定により物件の撤去を命じた場合におい

て、その物件の所有者、占有者若しくは持ち込んだ者（以下「所有者等」

という。）が第１項の命令に応じないとき、所有者等が判明しないとき又は

会館管理上緊急を要すると認めるときは、当該物件の撤去その他必要な措

置をとることができる。

　　　附　則

　この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

 

―　１３８９　―



別記様式第１号（第６条関係）

会 館 出 入 承 認 願

年　　月　　日

館内総括責任者　　　　　　　　様

（申請者）　　　　　　　　　　　　　

住所　　　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　　印

（法人にあっては、名称及び代表者名）

　下記により会館の出入りを承認してくださるよう願います。

記

１　目　　　　　的

２　用　　　　　務

３　用　　務　　先

４　入 退 館 時 刻　　　　　　　年　　月　　日　　時から

　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　　時まで

５　入 館 す る 者　　責任者氏名

　　　　　　　　　　　人数　　　　　　　　　　　　名

６　その他必要事項

 

―　１３９０　―
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別記様式第２号（第７条関係）

会 館 使 用 許 可 願

年　　月　　日

館内総括責任者　　　　　　　　様

（申請者）　　　　　　　　　　　　　

住所　　　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　　印

（法人にあっては、名称及び代表者名）

　下記により会館の使用を許可してくださるよう願います。

記

１　使　用　目　的

２　場　　　　　所

３　使用又は掲示　　　　　　　年　　月　　日　　時から

　　掲　出　期　間　　　　　　　年　　月　　日　　時まで

４　人数又は数量

５　そ　　の　　他

注：掲示・掲出物（ポスター、けんすい幕等）には、見本又はひな形を添付

のこと。

―　１３９１　―



平成３１年度開始の新潟県自治会館大規模改修
事業に係る負担金に関する条例　　　　　　

　

　（目的）

第１条　この条例は、新潟県市町村総合事務組合規約（平成１６年総行市第３０

号許可。以下「規約」という。）第１３条第２項の規定に基づき、規約別表第

２の１６の項に掲げる事務を共同処理する市町村（以下「組合市町村」とい

う。）の負担金に関し、新潟県自治会館の改修に要する経費（以下「改修経

費」という。）に充てる負担金（以下「自治会館改修負担金」という。）に

ついて、必要な事項を定めることを目的とする。

２　この条例に定める負担金の対象とする事業は、公益財団法人新潟県市町

村振興協会（以下「振興協会」という。）及び新潟市との協議に基づいて平

成３１年度から５か年の間に行う改修事業とする。

　（自治会館改修負担金）

第２条　自治会館改修負担金については、管理者が総額を定め、組合市町村

がこれを負担する。

２　組合市町村がそれぞれ負担する自治会館改修負担金の額は、次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額とする。

�　均等割　自治会館改修負担金の総額に１００分の５０を乗じて得た額を組

合市町村の数で除して得た額

�　人口割　自治会館改修負担金の総額に１００分の５０を乗じて得た額に平

成２７年国勢調査の結果によるそれぞれの組合市町村の人口の数を乗じて

得た額を組合市町村の総人口の数で除して得た額

３　前項に定める自治会館改修負担金の額に１,０００円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額とする。

４　振興協会から改修経費に対する助成金の交付があった場合は、振興協会

会員の組合市町村からの自治会館改修負担金とみなす。

５　自治会館改修負担金は、管理者が認めるときは、分割納入することがで

―　１３９２―１　―

平成３１年２月１５日
条　例　第　１０　号
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きる。

　（納入期限）

第３条　自治会館改修負担金は、管理者が指定する日までに納入するものと

する。

　（委任）

第４条　この条例に定めるもののほか、自治会館改修負担金に関し必要な事

項は、管理者が別に定める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

平成３１年度開始の新潟県自治会館大規模改修事業に係る負担金に関する条例

―　１３９２―２　―
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新潟県自治会館防火・防災管理規程

　最終改正　平成３０年３月３０日訓令第１号

　新潟県自治会館防火等管理規程を次のように定め、平成１８年４月１日から

実施し、新潟県自治会館共同防火管理規程（平成１６年訓令第１０号）は、平成

１８年３月３１日限り廃止する。

　（趣旨）

第１条　この規程は、法令その他別に定めるもののほか、新潟県自治会館（以

下「会館」という。）の防火・防災管理について必要な事項を定めるものと

する。

　（用語の意義）

第２条　この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。

茨　館内総括責任者　新潟県自治会館管理規則（平成１８年規則第１３号）第

２条第１項に定める館内総括責任者をいう。

芋　館内団体　新潟県自治会館管理規則第２条第２項に定める館内団体を

いう。

鰯　防火・防災管理者　消防法（昭和２３年法律第１８６号。以下「法」とい

う。）第８条に規定する防火管理者及び同法第３６条に規定する防災管理者

をいう。

允　危険物等　法第２条第７項に定める危険物、消防法施行令（昭和３６年

政令第３７号。以下「政令」という。）第５条に定める準危険物、政令第１０

条第１項第４号の規定による特殊可燃物、高圧ガス取締法（昭和２６年法

律第２０４号）第２条に定める高圧ガス及び火薬類取締法（昭和２５年法律第

１４９号）第２条に定める火薬類をいう。

　（防火・防災管理者）

第３条　館内総括責任者は、防火・防災管理について徹底を期するため、防

火・防災管理者を置くものとする。

―　１３９３　―

平成１８年３月３１日
訓 令 第 ５ 号

必要

事　務　局
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２　防火・防災管理者は、館内総括責任者の命を受け、消防計画を作成し、

当該消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練の実施、消防の用に供する

設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気使用又は

取扱いに関する監督その他防火・防災管理上必要な業務を行わなければな

らない。

　（防火・防災責任者）

第４条　防火・防災管理者は、会館の防火・防災管理の完全なる実施を図る

ため各館内団体に防火・防災責任者を置くものとする。

　（防火・防災委員会）

第５条　館内総括責任者は、防火・防災管理に関する体制の整備及び運用に

関する基本方針を検討するため、防火・防災委員会を置くものとする。

　（自衛消防隊の編成）

第６条　防火・防災管理者は、火災、地震その他の災害の発生時において被

害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成するものとする。

　（訓練）

第７条　防火・防災管理者は、年１回以上自衛消防隊の消火、通報及び避難

についての訓練を行わなければならない。

　（消防設備の設置及び維持）

第８条　館内総括責任者は、必要に応じて、消防の用に供する設備、消防用

水及び消火活動に必要な施設（以下「消防用設備等」という。）を設置し、

維持するものとする。

　（点検、検査基準）

第９条　防火・防災管理者は、消防用設備等の点検及び検査を次により行わ

なければならない。

茨　点検

―　１３９４　―

新潟県自治会館防火・防災管理規程

点 検 回 数点検
内容

名　称
総合点検作動・性能・機能点検外観点検

年１回以上年２回以上年２回以上全般
消火、通報及び
避難の設備並び
に連結送水管

――年４回以上全般その他の設備
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新潟県自治会館防火・防災管理規程

芋　検査

　（火気使用承認）

第１０条　会館において火気を使用しようとする者は、館内総括責任者の承認

を得なければならない。この場合において館内総括責任者は、防火・防災

管理者の意見を聴かなければならない。

　（火気の使用制限及び警報の伝達）

第１１条　防火・防災管理者は、火災警報の発令その他の事情により会館にお

いて、火災発生の危険を認めたときは、すみやかに館内総括責任者の承認

を得て、その旨会館内全般に伝達し、火気使用の中止、危険な場所への立

入禁止等を命ずることができる。ただし、緊急を要する場合は、館内総括

責任者の承認を必要としない。

　（危険物等の取締）

第１２条　館内総括責任者は、会館において危険物等の搬出又は搬入が行われ

る場合においては、防火・防災管理者を立ち合わせ、当該搬出又は搬入を

する者をして危険物等の安全かつ適正な取扱いをさせなければならない。

　（他機関との連絡）

第１３条　防火・防災管理者は、常に会館の所在する地域の消防機関との連絡

を密にし、防火・防災管理の適正を期するよう努めなければならない。

　（被害状況の報告）

第１４条　館内総括責任者は、会館において火災、地震その他の災害が発生し

たときは、その原因、行った措置及び被害の状況について、直ちに管理者

に報告しなければならない。

　（記録）

第１５条　防火・防災管理者は、会館における防火・防災管理のため、消防用

―　１３９５　―

検 査 回 数検 査 内 容名　称

週１回以上器具施設の管理の状況火気使用施設

月１回以上器具施設の管理の状況電気設備

年２回以上絶縁、抵抗の状況電気設備

月１回以上全般危険物

随時ごみの処理状況について全般会館の清掃状況
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設備等の点検及び検査の結果、消火、通報及び避難についての訓練状況等

必要な事項を記録しておくものとする。

　（委任）

第１６条　この規程に定めるもののほか、防火・防災管理に関し必要な事項

は、館内総括責任者が別に定める。

―　１３９６　―

新潟県自治会館防火・防災管理規程
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